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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3 回）の新旧対比表 

【本文】 

  



本-1 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

5. 試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 

イ．試験研究用等原子炉施設の位置 

（省略） 

 

ロ．試験研究用等原子炉施設の一般構造 

（１）～（２） （省略） 

（３）その他の主要な構造 

原子炉施設は、（1）耐震構造、（2）耐津波構造に加え、以下の基本方針に基づき、「設

置許可基準規則」に適合するように設計する。 

ａ．安全施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）が発生した場合において

も、安全機能を損なわないように設計する。また、重要安全施設については、当該重

要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該重要

安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じる応力を適切に考慮するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 

イ．試験研究用等原子炉施設の位置 

（変更なし） 

 

ロ．試験研究用等原子炉施設の一般構造 

（１）～（２） （変更なし） 

（３）その他の主要な構造 

原子炉施設は、（1）耐震構造、（2）耐津波構造に加え、以下の基本方針に基づき、「設

置許可基準規則」に適合するように設計する。 

ａ．安全施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）が発生した場合において

も、安全機能を損なわない設計とする。また、重要安全施設については、当該重要安

全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該重要安全

施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じる応力について、それぞれの因果関係

及び時間的変化を考慮して適切に組み合わせる。 

自然現象（地震及び津波を除く。）については、網羅的に抽出する。 

なお、敷地で想定される自然現象のうち、高潮については、立地的要因により設計

上考慮する必要はない。 

重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象は、以下に

選定した自然現象に含まれる。 

（a-1）洪水 

敷地は鹿島台地にあり、地形的にみて洪水による被害は考えられない。したがっ

て、洪水を考慮する必要はない。 

（a-2）降水 

屋外に位置する安全施設のうち、浸水により安全機能を損なうおそれのあるもの

は、水戸地方気象台で記録されている 1 時間降水量の最大値に、適切な余裕を考慮

し、浸水を防止することで、安全機能を損なわない設計とする。 

（a-3）風（台風） 

屋外に位置する安全施設のうち、風（台風）により安全機能を損なうおそれのある

ものは、風荷重に対する設計を、建築基準法に基づいて行い、安全機能を損なわない

設計とする。 

（a-4）凍結 

屋外に位置する安全施設のうち、凍結により安全機能を損なうおそれのあるもの

は、水戸地方気象台で記録されている最低気温に、適切な余裕を考慮し、凍結を防止

することで、屋内設備については換気空調設備により環境温度を維持し、安全機能を

損なわない設計とする。 

（a-5）積雪 

屋外に位置する安全施設のうち、積雪により安全機能を損なうおそれのあるもの

は、茨城県建築基準法関係条例に基づく設計基準積雪量により設計を行うことで、安

全機能を損なわないようにする。 

（a-6）落雷 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雷害防止として、屋外に位置する安全施設のうち、建築基準法に基づき高さ 20m を

超える安全施設には避雷設備を設ける。また、避雷設備の接地極として、接地網を敷

設して接地抵抗の低減を図る。 

（a-7）地滑り 

大洗研究所（南地区）の敷地には、設置許可申請書添付書類六 3.4.2.1 項におい

て「変動地形学的調査結果によると、敷地には地すべり地形及びリニアメントは認め

られない」としており、安全施設の安全機能を損なうような地滑りが生じることはな

い。したがって、地滑りを考慮する必要はない。 

（a-8）生物学的事象 

海より取水していないため、海生生物等による影響はない。補機冷却設備及び脱塩

水供給設備は、適宜、点検・清掃するとともに、必要に応じて、薬液注入を行い、微

生物の発生による影響を軽減し、関連する安全施設の安全機能を損なわない設計とす

る。また、屋内設備は建屋の雨水流入防止措置により、屋外に設置される端子箱貫通部

はシールすることで、これを防止する。 

（a-9）火山の影響 

安全施設は、原子炉施設の運用期間中において原子炉施設の安全機能に影響を及ぼ

し得る火山事象として設定した層厚 50cm、湿潤密度 1.5g/cm3の降下火砕物に対し対

策を行い、建屋による防護、構造健全性の維持、代替設備の確保等によって、安全機

能を損なわない設計とする。 

（a-10）竜巻の影響 

安全施設は、原子炉施設の運用期間中において原子炉施設の安全機能に影響を及ぼし得

る設計竜巻として設定した最大風速 100m/sの竜巻に対し対策を行い、建物による防護、

構造健全性の維持、代替設備の確保等によって、安全機能を損なわない設計とする。 

（a-11）外部火災（森林火災、爆発及び近隣工場等の火災） 

安全施設は、想定される外部火災において、最も厳しい火災が発生した場合においても

安全機能を損なわない設計とする。 

想定される森林火災の延焼防止を目的として、原子炉施設周辺の植生を確認し、作成し

た植生データ等を基に求めた最大火線強度（1,063kW/m）から算出される防火帯（約 18m

又は 7m）を敷地内に設ける。 

防火帯は延焼防止効果を損なわない設計とし、防火帯に可燃物を含む機器等を設置する

場合は必要最小限とする。 

また、森林火災による熱影響については、最大火炎輻射強度の影響を考慮した場合にお

いても、離隔距離の確保等により安全施設の安全機能を損なわない設計とする。 

原子炉施設敷地又はその周辺で想定される原子炉施設の安全性を損なわせる原因となる

おそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）として想定される

近隣の産業施設の火災・爆発については、離隔距離の確保により安全施設の安全機能を損

なわない設計とする。 

また、想定される原子炉施設敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災及び航空機墜落

による火災については、離隔距離を確保すること、その火災による損傷を考慮して代替設

備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

ｂ．安全施設は、敷地及びその周辺において想定される原子炉施設の安全性を損なわせ

る原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に

対して安全機能を損なわないように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．原子炉施設には、原子炉施設への人の不法な侵入、原子炉施設に不正に爆発性又は

易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物

件が持ち込まれること及び不正アクセス行為を防止するための設備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

又はそれらを適切に組み合わせることで、その安全施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

外部火災による屋外施設への影響については、屋外施設の温度を許容温度以下とするこ

とで安全施設の安全機能を損なわない設計とする。 

また、外部火災の二次的影響であるばい煙及び有毒ガスによる影響については、換気空

調設備等に適切な防護対策を講じることで安全施設の安全機能を損なわない設計とする。 

ｂ．安全施設は、敷地及びその周辺において想定される原子炉施設の安全性を損なわせ

る原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に

対して安全機能を損なわない設計とする。 

敷地又はその周辺において想定される原子炉施設の安全性を損なわせる原因となる

おそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）については、網

羅的に抽出する。 

（b-1）航空機落下 

航空機の落下確率は、防護設計の要否を判断する基準である 10-7回／炉・年を下

回る。したがって、航空機落下を考慮する必要はない。 

（b-2）ダムの崩壊 

原子炉施設の近くに、崩壊により安全施設に影響を及ぼすようなダムはない。した

がって、ダムの崩壊を考慮する必要はない。 

（b-3）爆発 

原子炉施設の近くに、爆発により安全施設に影響を及ぼすような爆発物の製造及び

貯蔵設備はない。したがって、爆発を考慮する必要はない。 

（b-4）有毒ガス 

安全施設は、想定される有毒ガスの発生に対し、中央制御室換気系等により、中央

制御室の居住性を損なわない設計とする。 

（b-5）船舶の衝突 

原子炉施設は、港湾等を有していない。また、原子炉施設の東側に海岸があるが、

原子炉施設からは十分離れている。したがって、船舶の衝突を考慮する必要はない。 

（b-6）電磁的障害 

安全機能を有する安全保護回路は、施設内で発生する電磁干渉や無線電波干渉等に

より機能が喪失しないよう、絶縁回路の設置によるサージ・ノイズの侵入を防止する

とともに、鋼製筐体の適用等により電磁波の侵入を防止し、電磁的障害の発生を防止

する設計とする。 

ｃ．原子炉施設には、原子炉施設への人の不法な侵入、原子炉施設に不正に爆発性又は

易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物

件が持ち込まれること及び不正アクセス行為を防止するための設備を設ける。 

核物質防護に係るものについては、核物質防護対策の一環としても実施する。 

原子炉施設への人の不法な侵入（人による核物質の不法な移動又は妨害破壊行為を

含む。）を防止するため、安全施設を含む区域は、これらの区域への接近管理及び出入

管理を行うことができるように設計する。 

原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他

の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること（大洗研究所内の人による核
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．原子炉施設には、火災（ナトリウムが漏えいした場合に生じるナトリウムの燃焼を

含む。）により原子炉施設の安全性が損なわれないようにするため、火災の発生を防止

することができ、かつ、早期に火災発生を感知する設備及び消火を行う設備（以下

「消火設備」という。）並びに火災の影響を軽減する機能を設ける。また、消火設備

は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても原子炉を安全に停止させるため

の機能を損なわないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．安全施設は、原子炉施設内における溢水が発生した場合においても、安全機能を損

なわないように設計する。また、原子炉施設は、原子炉施設内の放射性物質を含む液

体を内包する容器、配管その他設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合にお

いて、当該液体が管理区域外へ漏えいしないものとする。 

ｆ．安全施設は、その操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性をもって同時

にもたらされる環境条件及び施設で有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条

件を想定しても、運転員が容易に操作できるように、また、運転時の異常な過渡変化

又は設計基準事故の発生後、ある時間までは、運転員の操作を期待しなくても、原子

炉の固有の安全性及び安全保護回路の動作により、運転時の異常な過渡変化又は設計

基準事故が安全に終止できるように設計する。 

 

 

 

 

 

物質の不法な移動又は妨害破壊行為、郵便物等による大洗研究所の外部からの爆破物

又は有害物質の持ち込みを含む。）を防止するため、原子炉施設には、柵等の障壁を設

け、持ち込みルートを限定し、持ち込まれる物件を管理できるように設計する。 

原子炉施設の運転制御に関する設備又は装置及び核物質防護のために必要な設備又

は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通した外部からのアクセスを遮

断する設計とし、不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）により、電子計算機等に

使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせる行為による被

害を防止することができるように設計する。また、外部から電子媒体が持ち込まれて

コンピュータウイルスに感染する等によるシステムの異常動作を防止するため、原子

炉施設の出入管理により、物理的アクセスを制限するとともに、関係者以外のアクセ

スを防止する設計とする。 

ｄ．原子炉施設には、火災（ナトリウムが漏えいした場合に生じるナトリウムの燃焼

（以下「ナトリウム燃焼という。」）を含む。以下同じ。）により原子炉施設の安全性が

損なわれないようにするため、火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災

発生を感知する設備及び消火を行う設備（以下「消火設備」という。）並びに火災の影

響を軽減する機能を設ける。 

火災防護対策を講じるに当たり、ナトリウム燃焼に対しては、「ナトリウム漏えいの

発生防止」、「ナトリウム漏えいの検知・ナトリウム燃焼の感知及びナトリウム燃焼の消

火」並びに「ナトリウム燃焼の影響軽減」の三方策のそれぞれを講じる設計とし、一般

火災（ナトリウム燃焼を除く火災をいう。以下同じ）に対しては、必要に応じて、「実

用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（以下「火災防護基準」と

いう。）」及び「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」を参考に「火災の発生防止」、

「火災の感知及び消火」並びに「火災の影響軽減」の三方策を適切に組み合わせる設計

とする。 

また、消火設備は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても原子炉を安全に

停止させるための機能を損なわないものとする。 

ｅ．安全施設は、原子炉施設内における溢水が発生した場合においても、安全機能を損

なわないように設計する。また、原子炉施設は、原子炉施設内の放射性物質を含む液

体を内包する容器、配管その他設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合にお

いて、当該液体が管理区域外へ漏えいしないものとする。 

ｆ．中央制御室における制御盤等（操作スイッチ等を含む。）は、人間工学上の諸因子を

考慮して、系統及び機器に応じた配置とし、名称を表示するとともに、各盤には、操

作スイッチ等とともに、原子炉施設の状態が正確かつ迅速に把握できるように運転表

示、計器表示及び警報表示を設け、保守点検においても誤りが生じにくいように設計

する。 

安全施設は、その操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性をもって同時

にもたらされる環境条件及び施設で有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条

件を想定しても、運転員が容易に操作できるように、また、運転時の異常な過渡変化

又は設計基準事故の発生後、ある時間までは、運転員の操作を期待しなくても、原子

炉の固有の安全性及び安全保護回路の動作により、運転時の異常な過渡変化又は設計

基準事故が安全に終止できるように設計する。 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

ｇ．原子炉施設には、位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安

全避難通路、照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照

明、及び設計基準事故が発生し、事故対策のための作業が生じた場合に、作業が可能

となる照明（電源を含む。）を設ける。 

 

ｈ．安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能を確保するように、また、

その健全性及び能力を確認するため、原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査がで

きるように設計する。安全施設のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有す

るものについては、想定される単一故障が発生した場合であって、外部電源が利用で

きない場合においても機能できるように、その機能、構造及び動作原理を考慮して、

多重性又は多様性、及び独立性を確保するように設計する。なお、安全施設は、他の

原子炉施設等と共用又は相互に接続しないことを基本とする。安全施設を他の原子炉

施設等と共用又は相互に接続する場合にあっては、原子炉施設の安全性を損なわない

ように設計する。 

ｉ．安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての

環境条件において、その機能を発揮できるように設計する。また、安全施設は、機器

又は配管の損傷に伴う飛散物により安全性を損なわないものとする。 

ｊ．原子炉施設は、運転時の異常な過渡変化時において、設計基準事故に至ることな

く、原子炉施設を通常運転時の状態に移行できるように設計する。また、設計基準事

故時において、炉心の著しい損傷が発生するおそれがなく、かつ、炉心を十分に冷却

できるとともに、当該設計基準事故以外の設計基準事故に至るおそれがある異常を生

じないものとし、周辺の公衆に放射線障害を及ぼさない設計とする。 

ｋ．原子炉施設は、通常運転時において、原子炉施設からの直接ガンマ線及びスカイシ

ャインガンマ線による敷地周辺の空間線量率が「発電用軽水型原子炉施設の安全審査

における一般公衆の線量評価について（平成元年原子力安全委員会了承）」を参考に、

空気カーマで年間 50μGy 以下となるように設計及び管理する。 

ｌ．原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合において、敷地内にいる従業員及び

見学者等を含めた全ての人に対し、過度の放射線被ばくを防止するという観点から行

う事象の発生の連絡や避難指示等の必要な指示ができるように通信連絡設備を設け

る。また、設計基準事故が発生した場合において、原子炉施設外の通信連絡をする必

要がある場所との通信回線は、多重性又は多様性を確保した設計とする。なお、外部

必要箇所への通信連絡設備及びデータ伝送設備に用いる通信回線については、専用で

あって多様性を備えたものとし、さらに、原子炉施設の内部における必要箇所との間

の通信連絡設備は、多様性を備えたものとする。通信連絡設備の一部は、大洗研究所で

共用する。 

 

 

 

 

 

 

ｇ．原子炉施設には、その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別でき

る安全避難通路、照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の

照明、及び設計基準事故が発生し、事故対策のための作業が生じた場合に、作業が可

能となる照明（電源を含む。）を設ける。充電式の可搬型照明の充電は、一般電源系又

は非常用ディーゼル電源系により行う。 

ｈ．安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能を確保するように、また、

その健全性及び能力を確認するため、原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査がで

きるように設計する。安全施設のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有す

るものについては、想定される単一故障が発生した場合であって、外部電源が利用で

きない場合においても機能できるように、その機能、構造及び動作原理を考慮して、

多重性又は多様性、及び独立性を確保するように設計する。なお、安全施設は、他の

原子炉施設等と共用又は相互に接続しないことを基本とする。安全施設を他の原子炉

施設等と共用又は相互に接続する場合にあっては、原子炉施設の安全性を損なわない

ように設計する。 

ｉ．安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての

環境条件において、その機能を発揮できるように設計する。また、安全施設は、機器

又は配管の損傷に伴う飛散物により安全性を損なわないものとする。 

ｊ．原子炉施設は、運転時の異常な過渡変化時において、設計基準事故に至ることな

く、原子炉施設を通常運転時の状態に移行できるように設計する。また、設計基準事

故時において、炉心の著しい損傷が発生するおそれがなく、かつ、炉心を十分に冷却

できるとともに、当該設計基準事故以外の設計基準事故に至るおそれがある異常を生

じないものとし、周辺の公衆に放射線障害を及ぼさない設計とする。 

ｋ．原子炉施設は、通常運転時において、原子炉施設からの直接ガンマ線及びスカイシ

ャインガンマ線による敷地周辺の空間線量率が「発電用軽水型原子炉施設の安全審査

における一般公衆の線量評価について（平成元年原子力安全委員会了承）」を参考に、

空気カーマで年間 50μGy 以下となるように設計及び管理する。 

ｌ．原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合において、敷地内にいる従業員及び

見学者等を含めた全ての人に対し、過度の放射線被ばくを防止するという観点から行

う事象の発生の連絡や避難指示等の必要な指示ができるように通信連絡設備を設け

る。当該通信連絡設備は、構内一斉放送設備、非常用放送設備及び送受話器(ページン

グ)から構成する。構内一斉放送設備は、敷地内にいる人に対し指示できるものとし、

非常用放送設備は、原子炉施設内の人に対し、中央制御室から指示できるものとす

る。また、送受話器（ページング）は、中央制御室と関連する現場との間で通信連絡

できるものとする。構内一斉放送設備は、大洗研究所で共用するものであり、外部電

源喪失時にあっても使用できるよう、専用の非常用発電機を有する。非常用放送設備

及び送受話器(ページング)は、外部電源喪失時にあっても使用できるよう、非常用デ

ィーゼル電源系に接続する。 

また、設計基準事故が発生した場合において、原子炉施設外の通信連絡をする必要

がある場所との通信回線は、多重性又は多様性を確保した設計とする。なお、外部必

要箇所への通信連絡設備及びデータ伝送設備に用いる通信回線については、専用であ

って多様性を備えたものとし、さらに、原子炉施設の内部における必要箇所との間の
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｍ．原子炉施設は、設計基準事故より発生頻度は低いが、敷地周辺の公衆に対して過度

の放射線被ばく（実効線量の評価値が発生事故当たり 5mSv を超えるもの）を与えるお

それがある事故（以下「多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故」という。）

について評価し、そのおそれがある場合には、事故の拡大を防止するために必要な措

置を講じた設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信連絡設備は、多様性を備えたものとする。通信連絡設備の一部は、大洗研究所で共

用する。大洗研究所内に設置される現地対策本部から関係官庁等の異常時通報連絡先機

関等へ連絡を行うための通信連絡設備については、一般電話回線の固定電話、災害時

優先回線の携帯電話及びファクシミリ並びに衛星回線の携帯電話により、専用であっ

て多様性を確保したものとする。なお、多量の放射性物質等を放出する事故が発生し

た場合においては、災害時優先回線及び衛星回線の携帯電話により多様性を確保した

ものとする。大洗研究所内部における必要箇所との間の通信連絡設備は、一般電話回

線の固定電話及びファクシミリ、災害時優先回線の携帯電話により多様性を備え、相

互に連絡ができるものとする。なお、固定電話はメタル回線に接続し、携帯電話は、

バッテリー内蔵型（充電式）とすることで、外部電源喪失時にあっても使用できるも

のとする。 

ｍ．原子炉施設は、設計基準事故より発生頻度は低いが、敷地周辺の公衆に対して過度

の放射線被ばく（実効線量の評価値が発生事故当たり 5mSv を超えるもの）を与えるお

それがある事故（以下「多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故」という。）

について評価し、そのおそれがある場合には、事故の拡大を防止するために必要な措

置を講じた設計とする。 
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第１図 基準地震動 SSの応答スペクトル 

(NS 成分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 基準地震動 SSの応答スペクトル 

(NS成分) 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 基準地震動 SSの応答スペクトル 

(EW 成分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 基準地震動 SSの応答スペクトル 

(EW成分) 
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第３図 基準地震動 SSの応答スペクトル 

(UD 成分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３図 基準地震動 SSの応答スペクトル 

(UD成分) 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第４図～第９図 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０図 基準地震動 Ss-6の時刻歴波形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４図～第９図 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０図 基準地震動 Ss-6の時刻歴波形 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

ハ．原子炉本体の構造及び設備 

原子炉本体は、燃料体（試験用燃料体を含む。）、反射材、制御材、炉心構造物及び原子炉

容器等から構成する。原子炉容器の上部には回転プラグを、原子炉容器の外側には遮へいグ

ラファイト及び生体遮へい体を放射線遮蔽体として設ける。 

（１）試験研究用等原子炉の炉心 

炉心は、増殖炉心（以下「ＭＫ－Ⅰ炉心」という。）から照射用炉心（以下「ＭＫ－Ⅱ炉

心」という。）へ変更された後、更に変更を加え、熱出力を 140MW とした照射用炉心（以下

「ＭＫ－Ⅲ炉心」という。）に変更された。本申請書では、更に変更を加え、熱出力を

100MW とした照射用炉心（以下「ＭＫ－Ⅳ炉心」という。）を対象とする。 

（ⅰ）構造 

（省略） 

（ⅱ）燃料体の最大挿入量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料集合体の最大個数、炉心燃料領域核分裂性物質量（最大）及び熱遮へいペレッ

ト領域核分裂性物質量（最大）を以下に示す。なお、試験用燃料体（以下「照射燃料

集合体」という。）は、炉心燃料領域に装荷するものとする。燃料集合体の種類毎の最

大個数を第１表に示す。 

燃料集合体の最大個数 79 体 

炉心燃料集合体の最大個数 79 体 

照射燃料集合体の最大個数 4 体 

炉心燃料領域核分裂性物質量（最大） 

         239Pu＋241Pu 約 150kg 

         235Ｕ    約 100kg 

       熱遮へいペレット領域核分裂性物質量（最大） 

         天然ウラン 約 1kg 

         劣化ウラン 約 50kg 

ハ．原子炉本体の構造及び設備 

原子炉本体は、燃料体（試験用燃料体を含む。）、反射材、制御材、炉心構造物及び原子炉

容器等から構成する。原子炉容器の上部には回転プラグを、原子炉容器の外側には遮へいグ

ラファイト及び生体遮へい体を放射線遮蔽体として設ける。 

（１）試験研究用等原子炉の炉心 

炉心は、増殖炉心（以下「ＭＫ－Ⅰ炉心」という。）から照射用炉心（以下「ＭＫ－Ⅱ炉

心」という。）へ変更された後、更に変更を加え、熱出力を 140MW とした照射用炉心（以下

「ＭＫ－Ⅲ炉心」という。）に変更された。本申請書では、更に変更を加え、熱出力を

100MW とした照射用炉心（以下「ＭＫ－Ⅳ炉心」という。）を対象とする。 

（ⅰ）構造 

（変更なし） 

（ⅱ）燃料体の最高燃焼度及び最大挿入量 

ａ．最高燃焼度 

（ａ）炉心燃料集合体 

燃料要素の燃料ペレット部の燃焼度の軸方向平均の最高（以下「燃料要素最高燃

焼度」という。）は、90,000MWd／t とする。 

（ｂ）照射燃料集合体 

燃料要素最高燃焼度は、下記のとおりとする。 

Ⅲ型及びⅣ型特殊燃料要素  130,000MWd／t 

Ⅲ型及びⅣ型限界照射試験用要素 

Ａ型照射燃料集合体装填時 150,000MWd／t 

Ｂ型照射燃料集合体装填時 200,000MWd／t 

Ｄ型照射燃料集合体装填時 200,000MWd／t 

先行試験用要素       200,000MWd／t 

基礎試験用要素       200,000MWd／t 

Ａ型用炉心燃料要素      90,000MWd／t 

限界照射試験用補助要素   130,000MWd／t 

ｂ．最大挿入量 

燃料集合体の最大個数、炉心燃料領域核分裂性物質量（最大）及び熱遮へいペレッ

ト領域核分裂性物質量（最大）を以下に示す。なお、試験用燃料体（以下「照射燃料

集合体」という。）は、炉心燃料領域に装荷するものとする。燃料集合体の種類毎の最

大個数を第１表に示す。 

燃料集合体の最大個数 79 体 

炉心燃料集合体の最大個数 79 体 

照射燃料集合体の最大個数 4 体 

炉心燃料領域核分裂性物質量（最大） 

         239Pu＋241Pu 約 150kg 

         235Ｕ    約 100kg 

       熱遮へいペレット領域核分裂性物質量（最大） 

         天然ウラン 約 1kg 

         劣化ウラン 約 50kg 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

照射燃料集合体の 1 体当たりの核分裂性物質量は、炉心燃料集合体のそれを超

えないものとする。また、Ｂ型、Ｃ型及びＤ型照射燃料集合体のそれぞれの 1 体

当たりの核分裂性物質量は、Ａ型照射燃料集合体のそれの最大を超えないものと

する。 

なお、照射用実験装置を半径方向反射体領域、半径方向遮へい集合体領域に装

荷した場合にあっては、炉心燃料領域及び熱遮へいペレット領域の核分裂性物質

量に、半径方向反射体領域及び半径方向遮へい集合体領域の核分裂性物質量を加

えても、核分裂性物質の全挿入量を超えないものとする。 

（ⅲ）～（ⅳ）  

（省略） 

 

第１表～第２表 （変更なし） 

 

（２）燃料体 

燃料集合体は、炉心燃料集合体及び照射燃料集合体から構成する。炉心燃料集合体

は、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における原子炉内の圧力、自重、附加荷

重その他の炉心燃料集合体に加わる負荷に耐え、かつ、輸送中又は取扱中において、著

しい変形を生じないように設計する。照射燃料集合体は、設計基準事故時において、照

射燃料集合体が破損した場合においても、原子炉を安全に停止するために必要な機能及

び炉心の冷却機能を損なうおそれがないように、また、輸送中又は取扱中において、著

しい変形が生じないように、さらに、放射性物質の漏えい量を抑制するための措置を講

じることができるように設計する。 

炉心燃料集合体は、核分裂性プルトニウム富化度等が異なる内側燃料集合体と外側燃

料集合体の 2 種類から構成する。照射燃料集合体は、高速増殖炉用燃料の開発及び高速

炉用燃料の設計精度の向上のための試験に使用するものであり、構造がそれぞれ異なる

Ａ型、Ｂ型、Ｃ型及びＤ型照射燃料集合体の 4 種類から構成する。 

（ⅰ）～（ⅱ）  

（省略） 

（ⅲ）燃料要素の構造 

ａ. 炉心燃料集合体 

炉心燃料集合体の燃料要素は、燃料材を有する炉心燃料要素（内側）及び炉心燃

料要素（外側）の 2 種類から構成する。炉心燃料要素は、円筒形のステンレス鋼の

被覆管にプルトニウム・ウラン混合酸化物焼結ペレット等を挿入し、その被覆管の

両端を密封した構造とする。主要仕様は第３表のとおりである。 

 

 

 

 

 

ｂ．照射燃料集合体 

（省略） 

照射燃料集合体の 1 体当たりの核分裂性物質量は、炉心燃料集合体のそれを超

えないものとする。また、Ｂ型、Ｃ型及びＤ型照射燃料集合体のそれぞれの 1 体

当たりの核分裂性物質量は、Ａ型照射燃料集合体のそれの最大を超えないものと

する。 

なお、照射用実験装置を半径方向反射体領域、半径方向遮へい集合体領域に装

荷した場合にあっては、炉心燃料領域及び熱遮へいペレット領域の核分裂性物質

量に、半径方向反射体領域及び半径方向遮へい集合体領域の核分裂性物質量を加

えても、核分裂性物質の全挿入量を超えないものとする。 

（ⅲ）～（ⅳ） 

（変更なし） 

 

第１表～第２表 （変更なし） 

 

（２）燃料体 

燃料集合体は、炉心燃料集合体及び照射燃料集合体から構成する。 

炉心燃料集合体は、核分裂性プルトニウム富化度等が異なる内側燃料集合体と外側燃

料集合体の 2 種類から構成する。炉心燃料集合体は、通常運転時及び運転時の異常な過

渡変化時における原子炉内の圧力、自重、附加荷重その他の炉心燃料集合体に加わる負

荷に耐え、かつ、輸送中又は取扱中において、著しい変形を生じないように設計する。 

照射燃料集合体は、高速増殖炉用燃料の開発及び高速炉用燃料の設計精度の向上のた

めの試験に使用するものであり、構造がそれぞれ異なるＡ型、Ｂ型、Ｃ型及びＤ型照射

燃料集合体の 4 種類から構成する。照射燃料集合体は、設計基準事故時において、照射

燃料集合体が破損した場合においても、原子炉を安全に停止するために必要な機能及び

炉心の冷却機能を損なうおそれがないように、また、輸送中又は取扱中において、著し

い変形が生じないように、さらに、放射性物質の漏えい量を抑制するための措置を講じ

ることができるように設計する。 

（ⅰ）～（ⅱ）  

（変更なし） 

（ⅲ）燃料要素の構造 

ａ. 炉心燃料集合体 

炉心燃料集合体の燃料要素は、燃料材を有する炉心燃料要素（内側）及び炉心燃

料要素（外側）の 2 種類から構成する。炉心燃料要素は、円筒形のステンレス鋼の

被覆管にプルトニウム・ウラン混合酸化物焼結ペレット等を挿入し、その被覆管の

両端を密封した構造とする。 

燃料ペレットは、プルトニウム・ウラン混合酸化物粉末を円柱状にプレス成形し、約

94％理論密度になるよう焼結したものとする。上部反射体ペレットの上部にガスプレナム

を設け、燃料ペレットから放出される核分裂生成ガス等により、被覆管及び端栓溶接部に

過大な応力が生じることを防止する。 

主要仕様は第３表のとおりである。 

ｂ．照射燃料集合体 

  （変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（ⅳ）燃料集合体の構造 

ａ．炉心燃料集合体 

炉心燃料集合体は、燃料要素、ステンレス鋼の六角形のラッパ管、ハンドリング

ヘッド及びエントランスノズル等から構成する。燃料要素は、スパイラルワイヤを

巻いた状態で、正三角格子状に配列して、ラッパ管に納められる。主要仕様は第４

表のとおりである。 

 

ｂ．照射燃料集合体 

（省略） 

（ⅴ）最高燃焼度 

ａ．炉心燃料集合体 

燃料要素の燃料ペレット部の燃焼度の軸方向平均の最高（以下「燃料要素最高燃

焼度」という。）は、90,000MWd／t とする。 

ｂ．照射燃料集合体 

燃料要素最高燃焼度は、下記のとおりとする。 

Ⅲ型及びⅣ型特殊燃料要素  130,000MWd／t 

Ⅲ型及びⅣ型限界照射試験用要素 

Ａ型照射燃料集合体装填時 150,000MWd／t 

Ｂ型照射燃料集合体装填時 200,000MWd／t 

Ｄ型照射燃料集合体装填時 200,000MWd／t 

先行試験用要素       200,000MWd／t 

基礎試験用要素       200,000MWd／t 

Ａ型用炉心燃料要素      90,000MWd／t 

限界照射試験用補助要素   130,000MWd／t 

 

第３表（1/3） （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅳ）燃料集合体の構造 

ａ．炉心燃料集合体 

炉心燃料集合体は、燃料要素、ステンレス鋼の六角形のラッパ管、ハンドリング

ヘッド及びエントランスノズル等から構成する。燃料要素は、隣接する燃料要素間

の間隙を保持するワイヤスペーサを巻いた状態で、正三角格子状に配列して、ラッ

パ管に納められる。この下部にエントランスノズルを、上部にハンドリングヘッド

を配した構造とする。主要仕様は第４表のとおりである。 

ｂ．照射燃料集合体 

  （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３表（1/3） （変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

項
目

熱
遮
へ
い
部

集
合
体

照
射
燃
料
集
合
体

Ⅲ
型
特
殊
燃
料
要
素

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
・
ウ
ラ
ン

32
w
t
％
以

下
－

原
子
炉
級

2
6
wt
％
以

下
ウ
ラ
ン
酸
化
物

＊
３

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系

6
.
4～

8.
5

0
.
4～

0.
7

5
0
cm
以
下

＊
５

混
合
酸
化
物

焼
結
ペ
レ
ッ
ト

ス
テ
ン
レ
ス
鋼

焼
結
ペ
レ
ッ
ト

Ⅳ
型
特
殊
燃
料
要
素

同
上

同
上

－
同
上

2
4
wt
％
以

下
同
上

高
速
炉
用

6
.
5～

7.
5

0
.
56
～
0
.
76

同
上

フ
ェ
ラ
イ
ト
系

ス
テ
ン
レ
ス
鋼

Ⅲ
型
限
界
照
射
試
験
用
要
素

同
上

同
上

－
同
上

2
6
wt
％
以

下
同
上

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系

6
.
4～

7.
5

0
.
4～

0.
6

同
上

ス
テ
ン
レ
ス
鋼

Ⅳ
型
限
界
照
射
試
験
用
要
素

同
上

同
上

－
同
上

2
4
wt
％
以

下
同
上

高
速
炉
用

6
.
5～

7.
5

0
.
56
～
0
.
76

同
上

フ
ェ
ラ
イ
ト
系

ス
テ
ン
レ
ス
鋼

先
行
試
験
用
要
素

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ま
た
は

＊
６

＊
７

－
－

同
上

－
ウ
ラ
ン
の

＊
４

＊
６

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系

5
.
4～

8.
5

0
.
3～

0.
8

同
上

ウ
ラ
ン
の
単
体
ま
た
は
混
合

酸
化
物
、
炭
化
物
、

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
ま
た
は

物
の
酸
化
物
、
炭
化
物
、
窒

窒
化
物
ま
た
は
金
属

高
速
炉
用
フ
ェ
ラ
イ
ト

化
物
ま
た
は
金
属

系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

（
酸
化
物
分
散
強
化
型

を
含
む
）

基
礎
試
験
用
要
素

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
・
ウ
ラ
ン

左
欄
に
つ
い
て
、

－
同
上

－
ウ
ラ
ン
酸
化
物

＊
４

ス
テ
ン
レ
ス
鋼

同
上

同
上

同
上

混
合
酸
化
物
焼
結
ペ
レ
ッ
ト
、

そ
れ
ぞ
れ

焼
結
ペ
レ
ッ
ト
、

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
・
ウ
ラ
ン

32
w
t
％
以

下
、

ウ
ラ
ン
炭
化
物

混
合
炭
化
物
焼
結
ペ
レ
ッ
ト
、

2
5
wt
％
以

下
、

焼
結
ペ
レ
ッ
ト
、

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
・
ウ
ラ
ン

3
0
wt
％
以

下
、

ウ
ラ
ン
窒
化
物

混
合
窒
化
物
焼
結
ペ
レ
ッ
ト

2
0
wt
％
以

下
焼
結
ペ
レ
ッ
ト
、

ま
た
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
・

ま
た
は
ウ
ラ
ン
金
属

ウ
ラ
ン
混
合
金
属
ス
ラ
グ

ス
ラ
グ

燃
料
部

第
３

表
燃

料
要

素
の

主
要

仕
様

（
2
／

3
）

燃
料
材

被
覆
管

燃
料
要
素

有
効
長
さ

燃
料
部

材
料

外
径
(
m
m)

肉
厚
(
m
m)

種
類

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

含
有
率

＊
１

核
分
裂
性
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム
富
化
度

＊
２

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

同
位
体
組
成
比

ウ
ラ
ン

濃
縮
度

種
類

項
目

熱
遮
へ
い
部

集
合
体

照
射
燃
料
集
合
体

Ⅲ
型
特
殊
燃
料
要
素

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
・
ウ
ラ
ン

3
2
wt
％
以

下
2
5
wt
％
以

下
原
子
炉
級

2
6
wt
％
以

下
ウ
ラ
ン
酸
化
物

＊
３

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系

6
.
4～

8.
5

0
.
4～

0.
7

5
0
cm
以
下

＊
５

混
合
酸
化
物

焼
結
ペ
レ
ッ
ト

ス
テ
ン
レ
ス
鋼

焼
結
ペ
レ
ッ
ト

Ⅳ
型
特
殊
燃
料
要
素

同
上

同
上

2
5
wt
％
以

下
同
上

2
4
wt
％
以

下
同
上

高
速
炉
用

6
.
5～

7.
5

0
.
56
～
0
.
76

同
上

フ
ェ
ラ
イ
ト
系

ス
テ
ン
レ
ス
鋼

Ⅲ
型
限
界
照
射
試
験
用
要
素

同
上

同
上

2
5
wt
％
以

下
同
上

2
6
wt
％
以

下
同
上

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系

6
.
4～

7.
5

0
.
4～

0.
6

同
上

ス
テ
ン
レ
ス
鋼

Ⅳ
型
限
界
照
射
試
験
用
要
素

同
上

同
上

2
5
wt
％
以

下
同
上

2
4
wt
％
以

下
同
上

高
速
炉
用

6
.
5～

7.
5

0
.
56
～
0
.
76

同
上

フ
ェ
ラ
イ
ト
系

ス
テ
ン
レ
ス
鋼

先
行
試
験
用
要
素

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ま
た
は

＊
６

＊
７

（
制
限
な
し
）

8
0
wt
％
以

下
同
上

8
5
wt
％
以

下
ウ
ラ
ン
の

＊
４

＊
６

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系

5
.
4～

8.
5

0
.
3～

0.
8

同
上

ウ
ラ
ン
の
単
体
ま
た
は
混
合

酸
化
物
、
炭
化
物
、

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
ま
た
は

物
の
酸
化
物
、
炭
化
物
、
窒

窒
化
物
ま
た
は
金
属

高
速
炉
用
フ
ェ
ラ
イ
ト

化
物
ま
た
は
金
属

系
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

（
酸
化
物
分
散
強
化
型

を
含
む
）

基
礎
試
験
用
要
素

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
・
ウ
ラ
ン

左
欄
に
つ
い
て
、

左
欄
に
つ
い
て
、

同
上

8
5
wt
％
以

下
ウ
ラ
ン
酸
化
物

＊
４

ス
テ
ン
レ
ス
鋼

同
上

同
上

同
上

混
合
酸
化
物
焼
結
ペ
レ
ッ
ト
、

そ
れ
ぞ
れ

そ
れ
ぞ
れ

焼
結
ペ
レ
ッ
ト
、

（
ク
ロ
ム
又
は
ク
ロ
ム

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
・
ウ
ラ
ン

3
2
wt
％
以

下
、

2
5
wt
％
以

下
、

ウ
ラ
ン
炭
化
物

と
ニ
ッ
ケ
ル
を
含
有
さ

混
合
炭
化
物
焼
結
ペ
レ
ッ
ト
、

2
5
wt
％
以

下
、

2
0
wt
％
以

下
焼
結
ペ
レ
ッ
ト
、

せ
た
合
金
鋼
、
酸
化
物

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
・
ウ
ラ
ン

3
0
wt
％
以

下
、

2
4
wt
％
以

下
、

ウ
ラ
ン
窒
化
物

分
散
強
化
型
を
含
む
）

混
合
窒
化
物
焼
結
ペ
レ
ッ
ト

2
0
wt
％
以

下
1
6
wt
％
以

下
焼
結
ペ
レ
ッ
ト
、

ま
た
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
・

ま
た
は
ウ
ラ
ン
金
属

ウ
ラ
ン
混
合
金
属
ス
ラ
グ

ス
ラ
グ

材
料

外
径
(
m
m)

肉
厚
(
m
m)

種
類

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

含
有
率

＊
１

核
分
裂
性
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム
富
化
度

＊
２

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

同
位
体
組
成
比

ウ
ラ
ン

濃
縮
度

種
類

燃
料
部

第
３

表
燃

料
要

素
の

主
要

仕
様

（
2
／

3
）

燃
料
材

被
覆
管

燃
料
要
素

有
効
長
さ

燃
料
部
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

項
目

熱
遮
へ
い
部

集
合
体

照
射
燃
料
集
合
体

Ａ
型
用
炉
心
燃
料
要
素
（
内
側
）

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
・
ウ
ラ
ン

32
wt

％
以

下
約

16
wt
％

原
子
炉
級

約
18
wt
％

ウ
ラ
ン
酸
化
物

＊
３

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系

約
5.
5

約
0.
35

50
cm
以
下

＊
５

混
合
酸
化
物

焼
結
ペ
レ
ッ
ト

ス
テ
ン
レ
ス
鋼

焼
結
ペ
レ
ッ
ト

Ａ
型
用
炉
心
燃
料
要
素
（
外
側
）

同
上

同
上

約
21
wt
％

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

限
界
照
射
試
験
用
補
助
要
素

同
上

同
上

－
同
上

26
wt
％
以

下
同
上

同
上

6.
4～

7.
5

0.
4～

0.
6

同
上

＊
１
 ：

 
Pu
/(
Pu
+
2
4
1
Am

+Ｕ
)。

＊
２
 
：

(
2
3
9
Pu
+
2
4
1
Pu
)/
(P
u+

2
4
1
Am
+Ｕ

)。
＊

３
 ：

劣
化

ウ
ラ

ン
。

＊
４
 ：

天
然

ウ
ラ

ン
ま

た
は

劣
化

ウ
ラ

ン
。

＊
５
 ：

Ｍ
Ｋ

－
Ⅱ

炉
心

か
ら

継
続

し
て

使
用

す
る

燃
料

要
素

の
場

合
は

、
55

cm
以
下

と
す

る
。

＊
６
 ：

燃
料

材
の

他
、

マ
イ

ナ
ー

ア
ク

チ
ニ

ド
や

核
分

裂
生

成
物

を
混

入
さ

せ
る

場
合

が
あ

る
。

た
だ

し
、

マ
イ

ナ
ー

ア
ク

チ
ニ

ド
及

び
核

分
裂

生
成

物
の

最
大

混
入

割
合

は
50

wt
％
と

す
る

。

＊
７
 ：

ペ
レ

ッ
ト

で
な

い
酸

化
物

の
場

合
、

Ｏ
／

Ｍ
比

を
調

整
す

る
た

め
、

ウ
ラ

ン
金

属
を

混
入

さ
せ

る
場

合
が

あ
る

。
た

だ
し

、
ウ

ラ
ン

金
属

の
最

大
混

入
割

合
は

10
wt
％

と
す

る
。

燃
料
部

第
３

表
燃

料
要

素
の

主
要

仕
様

（
3
／

3
）

燃
料
材

被
覆
管

燃
料
要
素

有
効
長
さ

燃
料
部

材
料

外
径
(m

m)
肉

厚
(m

m)
種
類

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

含
有
率

＊
１

核
分
裂
性
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム
富
化
度

＊
２

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

同
位
体
組
成
比

ウ
ラ
ン

濃
縮
度

種
類

項
目

熱
遮
へ
い
部

集
合
体

照
射
燃
料
集
合
体

Ａ
型
用
炉
心
燃
料
要
素
（
内
側
）

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
・
ウ
ラ
ン

32
wt
％
以

下
約

16
wt
％

原
子
炉
級

約
18
wt
％

ウ
ラ
ン
酸
化
物

＊
３

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系

約
5.
5

約
0.
35

50
cm
以
下

＊
５

混
合
酸
化
物

焼
結
ペ
レ
ッ
ト

ス
テ
ン
レ
ス
鋼

焼
結
ペ
レ
ッ
ト

Ａ
型
用
炉
心
燃
料
要
素
（
外
側
）

同
上

同
上

約
21
wt
％

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

限
界
照
射
試
験
用
補
助
要
素

同
上

同
上

25
wt
％
以

下
同
上

26
wt
％
以

下
同
上

同
上

6.
4～

7.
5

0.
4～

0.
6

同
上

＊
１
 ：

 
Pu
/(
Pu
+
2
4
1
Am

+Ｕ
)。

＊
２
 
：

(
2
3
9
Pu
+
2
4
1
Pu
)/
(P
u+

2
4
1
Am

+Ｕ
)。

＊
３
 ：

劣
化

ウ
ラ

ン
。

＊
４
 ：

天
然

ウ
ラ

ン
ま

た
は

劣
化

ウ
ラ

ン
。

＊
５
 ：

Ｍ
Ｋ

－
Ⅱ

炉
心

か
ら

継
続

し
て

使
用

す
る

燃
料

要
素

の
場

合
は

、
55

cm
以
下

と
す

る
。

＊
６
 ：

燃
料

材
の

他
、

マ
イ

ナ
ー

ア
ク

チ
ニ

ド
や

核
分

裂
生

成
物

を
混

入
さ

せ
る

場
合

が
あ

る
。

た
だ

し
、

マ
イ

ナ
ー

ア
ク

チ
ニ

ド
及

び
核

分
裂

生
成

物
の

最
大

混
入

割
合

は
50

wt
％
と

す
る

。

＊
７
 ：

ペ
レ

ッ
ト

で
な

い
酸

化
物

の
場

合
、

Ｏ
／

Ｍ
比

を
調

整
す

る
た

め
、

ウ
ラ

ン
金

属
を

混
入

さ
せ

る
場

合
が

あ
る

。
た

だ
し

、
ウ

ラ
ン

金
属

の
最

大
混

入
割

合
は

10
wt
％

と
す

る
。材

料
外

径
(m

m)
肉

厚
(m

m)
種
類

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

含
有
率

＊
１

核
分
裂
性
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム
富
化
度

＊
２

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

同
位
体
組
成
比

ウ
ラ
ン

濃
縮
度

種
類

燃
料
部

第
３

表
燃

料
要

素
の

主
要

仕
様

（
3
／

3
）

燃
料
材

被
覆
管

燃
料
要
素

有
効
長
さ

燃
料
部
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第４表（1/4） （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

第４表（1/4） （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

集
合
体

項
目

バ
ン
ド
ル
型

コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト
型

コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト

－
1本

6本
－

6
～
1
8
本

装
填
個
数

α
型
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト

－
最

大
1
本

－
－

－

β
型
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト

－
最

大
1
本

－
－

－

γ
型
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト

－
－

6本
＊

1
－

最
大
6
本

＊
1

δ
型
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト

－
－

－
－

最
大
1
8
本

＊
1

装
填
燃
料
要
素
個
数

最
大
1
1
5本

最
大
1
1
3本

最
大
3
0
本

最
大
9
1
本

最
大
3
0
本

Ⅲ
型
及
び

Ⅳ
型
特
殊
燃
料
要
素

最
大
7
本

最
大
5
本

最
大
3
0
本

最
大
9
1
本

最
大
3
0
本

Ⅲ
型
及
び

Ⅳ
型
限
界
照
射
試
験
用
要
素

－
最

大
1
本

最
大
6
本

－
最

大
6
本

先
行
試
験
用
要
素

－
－

最
大
6
本

－
－

基
礎
試
験
用
要
素

－
－

最
大
6
本

－
－

Ａ
型
用
炉
心
燃
料
要
素
（
内
側
及
び
外
側
）

最
大
1
0
8本

最
大
1
0
8本

－
－

－

限
界
照
射
試
験
用
補
助
要
素

－
－

最
大
1
8
本

－
最

大
1
8
本

燃
料
要
素
ピ
ッ
チ

Ⅲ
型
及
び

Ⅳ
型
特
殊
燃
料
要
素

6
～
1
1
mm

6
～
1
1
mm

6
～
1
1
mm

6
～
1
1
mm

6
～
1
1
mm

Ⅲ
型
及
び

Ⅳ
型
限
界
照
射
試
験
用
要
素

－
同
上

同
上

－
同
上

Ａ
型
用
炉
心
燃
料
要
素

約
6.
5
mm

約
6.
5
mm

－
－

－

限
界
照
射
試
験
用
補
助
要
素

－
－

6
～
1
1
mm

－
6
～
1
1
mm

第
４

表
燃

料
集

合
体

の
主

要
仕

様
（

2
／

4
）

照
射
燃
料
集
合
体

Ａ
型
照
射
燃
料
集
合
体

Ｂ
型
照
射
燃
料
集
合
体

Ｃ
型
照
射
燃
料
集
合
体

Ｄ
型
照
射
燃
料
集
合
体

集
合
体

項
目

バ
ン
ド
ル
型

コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト
型

コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト

（
該
当
な
し
）

1本
6本

（
該
当
な
し
）

6～
18

本

装
填
個
数

α
型
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト

（
該
当
な
し
）

最
大
1本

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

β
型
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト

（
該
当
な
し
）

最
大
1本

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

γ
型
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

6本
＊

1
（
該
当
な
し
）

最
大
6本

＊
1

δ
型
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

最
大
18

本
＊

1

装
填
燃
料
要
素
個
数

最
大
11

5本
最

大
11

3本
最

大
30

本
最

大
91

本
最

大
30

本

Ⅲ
型
及
び

Ⅳ
型
特
殊
燃
料
要
素

最
大
7本

最
大
5本

最
大
30

本
最

大
91

本
最

大
30

本

Ⅲ
型
及
び

Ⅳ
型
限
界
照
射
試
験
用
要
素

（
該
当
な
し
）

最
大
1本

最
大
6本

（
該
当
な
し
）

最
大
6本

先
行
試
験
用
要
素

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

最
大
6本

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

基
礎
試
験
用
要
素

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

最
大
6本

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

Ａ
型
用
炉
心
燃
料
要
素
（
内
側
及
び
外
側
）

最
大
10

8本
最

大
10

8本
（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

限
界
照
射
試
験
用
補
助
要
素

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

最
大
18

本
（
該
当
な
し
）

最
大
18

本

燃
料
要
素
ピ
ッ
チ

Ⅲ
型
及
び

Ⅳ
型
特
殊
燃
料
要
素

6～
11

mm
6～

11
mm

6～
11

mm
6～

11
mm

6～
11

mm

Ⅲ
型
及
び

Ⅳ
型
限
界
照
射
試
験
用
要
素

（
該
当
な
し
）

同
上

同
上

（
該
当
な
し
）

同
上

Ａ
型
用
炉
心
燃
料
要
素

約
6.
5m
m

約
6.
5m
m

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

限
界
照
射
試
験
用
補
助
要
素

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

6～
11

mm
（
該
当
な
し
）

6～
11

mm

第
４

表
燃

料
集

合
体

の
主

要
仕

様
（

2
／

4
）

照
射
燃
料
集
合
体

Ａ
型
照
射
燃
料
集
合
体

Ｂ
型
照
射
燃
料
集
合
体

Ｃ
型
照
射
燃
料
集
合
体

Ｄ
型
照
射
燃
料
集
合
体
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集
合

体

項
目 外

管 個
数

1本
同

左
同

左

材
料

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

同
左

同
左

内
管 個

数
1本

同
左

同
左

材
料

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

同
左

同
左

ピ
ン

タ
イ

ロ
ッ

ド

個
数

1本
ま

た
は

3本
－

1本
ま

た
は

3本

材
料

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

－
ス

テ
ン

レ
ス

鋼

シ
ュ

ラ
ウ

ド
管

個
数

－
1本

－

材
料

－
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
－

内
壁

構
造

容
器

ま
た

は
密

封
構

造
容

器

個
数

－
－

－

材
料

－
－

－

装
填

燃
料

要
素

個
数

最
大

5本
1本

最
大

5本
＊

2

Ⅲ
型

及
び
Ⅳ

型
特

殊
燃

料
要

素
最

大
5本

－
最

大
5本

Ⅲ
型

及
び
Ⅳ

型
限

界
照

射
試

験
用

要
素

－
最

大
1本

最
大

1本
＊

3

先
行

試
験

用
要

素
－

－
－

基
礎

試
験

用
要

素
－

－
－

限
界

照
射

試
験

用
補

助
要

素
－

－
最

大
3本

＊
3

第
４

表
燃

料
集

合
体

の
主

要
仕

様
（

3
／

4
）

照
射

燃
料

集
合

体

コ
ン

パ
ー

ト
メ

ン
ト

α
型

β
型

γ
型

集
合

体

項
目 外

管 個
数

1本
同

左
同

左

材
料

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

同
左

同
左

内
管 個

数
1本

同
左

同
左

材
料

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

同
左

同
左

ピ
ン

タ
イ

ロ
ッ

ド

個
数

1
本

ま
た

は
3
本

（
該

当
な

し
）

1
本

ま
た

は
3
本

材
料

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

（
該

当
な

し
）

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

シ
ュ

ラ
ウ

ド
管

個
数

（
該

当
な

し
）

1本
（

該
当

な
し

）

材
料

（
該

当
な

し
）

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

（
該

当
な

し
）

内
壁

構
造

容
器

ま
た

は
密

封
構

造
容

器

個
数

（
該

当
な

し
）

（
該

当
な

し
）

（
該

当
な

し
）

材
料

（
該

当
な

し
）

（
該

当
な
し

）
（

該
当

な
し

）

装
填

燃
料

要
素

個
数

最
大

5
本

1本
最

大
5
本

＊
2

Ⅲ
型

及
び
Ⅳ

型
特

殊
燃

料
要

素
最

大
5
本

（
該

当
な
し

）
最

大
5
本

Ⅲ
型

及
び
Ⅳ

型
限

界
照

射
試

験
用

要
素

（
該

当
な

し
）

最
大

1
本

最
大

1
本

＊
3

先
行

試
験

用
要

素
（

該
当

な
し

）
（

該
当

な
し

）
（

該
当

な
し

）

基
礎

試
験

用
要

素
（

該
当

な
し

）
（

該
当

な
し

）
（

該
当

な
し

）

限
界

照
射

試
験

用
補

助
要

素
（

該
当

な
し

）
（

該
当

な
し

）
最

大
3
本

＊
3

第
４

表
燃

料
集

合
体

の
主

要
仕

様
（

3
／

4
）

照
射

燃
料

集
合
体

コ
ン

パ
ー

ト
メ

ン
ト

α
型

β
型

γ
型
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（３）～（６） 

（省略） 

 

ニ．～ホ．  

（省略） 

 

へ．計測制御系統施設の構造及び設備 

原子炉施設には、炉心、原子炉冷却材バウンダリ、原子炉カバーガス等のバウンダリ及び

原子炉格納容器バウンダリ（以下「格納容器バウンダリ」という。）並びにこれらに関連する

系統の健全性を確保するために監視することが必要なパラメータを、通常運転時及び運転時

の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御し、かつ、監視するための計測制御

 

 

 

 

（３）～（６） 

（変更なし） 

 

ニ．～ホ．  

（変更なし） 

 

へ．計測制御系統施設の構造及び設備 

原子炉施設には、炉心、原子炉冷却材バウンダリ、原子炉カバーガス等のバウンダリ及び

原子炉格納容器バウンダリ（以下「格納容器バウンダリ」という。）並びにこれらに関連する

系統の健全性を確保するために監視することが必要なパラメータを、通常運転時及び運転時

の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御し、かつ、監視するための計測制御

集
合

体

項
目

先
行

試
験

用
基

礎
試

験
用

外
管 個

数
1本

同
左

同
左

材
料

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

同
左

同
左

内
管 個

数
1本

同
左

同
左

材
料

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

同
左

同
左

シ
ュ

ラ
ウ

ド
管

個
数

1本
同

左
同

左

材
料

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

同
左

同
左

内
壁

構
造

容
器

ま
た

は
密

封
構

造
容

器

個
数

内
壁

構
造

容
器

1本
＊

4
密
封

構
造

容
器

1本
＊

4
－

材
料

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

同
左

－

装
填

燃
料

要
素

個
数

1本
＊

2
同
左

同
左

Ⅲ
型

及
び

Ⅳ
型

特
殊

燃
料

要
素

－
－

最
大

1本

Ⅲ
型

及
び
Ⅳ

型
限

界
照

射
試

験
用

要
素

－
－

－

先
行

試
験

用
要

素
最

大
1本

－
－

基
礎

試
験

用
要

素
－

最
大

1本
－

限
界

照
射

試
験

用
補

助
要

素
－

－
－

＊
1

：
照

射
燃

料
集

合
体

に
は

、
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
の

ダ
ミ

ー
要

素
の

み
を

装
填

し
た

コ
ン

パ
ー

ト
メ

ン
ト

を
装

填
す

る
場

合
が

あ
る

。

 
  
全

て
が

ダ
ミ

ー
要

素
と

な
る

場
合

は
、

核
燃

料
物

質
を

含
ま

な
い

試
料

を
装

填
し

た
ダ

ミ
ー

コ
ン
パ

ー
ト

メ
ン

ト
と

す
る

こ

 と
が

で
き

る
。

＊
2

：
燃

料
要

素
を

装
填

し
な

い
コ

ン
パ

ー
ト

メ
ン

ト
に

つ
い

て
は

、
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
の

ダ
ミ
ー

要
素
、

ま
た

は
、

核
燃

料
物

質
を

 
含

ま
な

い
試

料
を

装
填

す
る

。

＊
3

：
限

界
照

射
試

験
用

要
素

を
装

填
す

る
コ

ン
パ

ー
ト

メ
ン

ト
に

つ
い

て
は

、
限

界
照

射
試
験

用
要

素
1
本

を
限

界
照

射
試

験
用

 
補

助
要

素
3
本

と
共

に
1本

の
コ

ン
パ

ー
ト

メ
ン

ト
に

装
填

す
る

。

＊
4

：
燃

料
要

素
ま

た
は

ダ
ミ

ー
要

素
を

装
填

し
な

い
ダ

ミ
ー

容
器

が
あ

る
。

第
４

表
燃

料
集

合
体

の
主

要
仕

様
（

4
／

4
）

照
射

燃
料
集

合
体

コ
ン

パ
ー

ト
メ
ン

ト

γ
型

δ
型

集
合

体

項
目

先
行

試
験

用
基

礎
試

験
用

外
管 個

数
1本

同
左

同
左

材
料

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

同
左

同
左

内
管 個

数
1本

同
左

同
左

材
料

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

同
左

同
左

シ
ュ

ラ
ウ

ド
管

個
数

1本
同

左
同

左

材
料

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

同
左

同
左

内
壁

構
造

容
器

ま
た

は
密

封
構

造
容

器

個
数

内
壁

構
造

容
器

1
本

＊
4

密
封

構
造

容
器

1
本

＊
4

（
該

当
な

し
）

材
料

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

同
左

（
該

当
な

し
）

装
填

燃
料

要
素

個
数

1本
＊

2
同

左
同

左

Ⅲ
型

及
び

Ⅳ
型

特
殊

燃
料

要
素

（
該

当
な

し
）

（
該

当
な
し

）
最

大
1
本

Ⅲ
型

及
び
Ⅳ

型
限

界
照

射
試

験
用

要
素

（
該

当
な

し
）

（
該

当
な
し

）
（

該
当

な
し

）

先
行

試
験

用
要

素
最

大
1
本

（
該

当
な
し

）
（

該
当

な
し

）

基
礎

試
験

用
要

素
（

該
当

な
し

）
最

大
1
本

（
該

当
な

し
）

限
界

照
射

試
験

用
補

助
要

素
（

該
当

な
し

）
（

該
当

な
し

）
（

該
当

な
し

）

＊
1

：
照

射
燃

料
集

合
体

に
は

、
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
の

ダ
ミ

ー
要

素
の

み
を

装
填

し
た

コ
ン

パ
ー
ト

メ
ン

ト
を

装
填

す
る

場
合

が
あ

る
。

 
 
 全

て
が

ダ
ミ

ー
要

素
と

な
る

場
合

は
、

核
燃

料
物

質
を

含
ま

な
い
試

料
を

装
填

し
た

ダ
ミ

ー
コ

ン
パ

ー
ト

メ
ン

ト
と

す
る

こ

 
と

が
で

き
る

。

＊
2

：
燃

料
要

素
を

装
填

し
な

い
コ

ン
パ

ー
ト

メ
ン

ト
に

つ
い

て
は

、
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
の

ダ
ミ

ー
要

素
、

ま
た

は
、

核
燃

料
物

質
を

 
含

ま
な

い
試

料
を

装
填

す
る

。

＊
3

：
限

界
照

射
試

験
用

要
素

を
装

填
す

る
コ

ン
パ

ー
ト

メ
ン

ト
に

つ
い

て
は

、
限

界
照

射
試

験
用

要
素

1
本

を
限

界
照

射
試

験
用

 
補

助
要

素
3
本

と
共

に
1
本

の
コ

ン
パ

ー
ト

メ
ン

ト
に

装
填

す
る

。

＊
4

：
燃

料
要

素
ま

た
は

ダ
ミ

ー
要

素
を

装
填

し
な

い
ダ

ミ
ー

容
器

が
あ

る
。

第
４

表
燃

料
集

合
体

の
主

要
仕

様
（

4
／

4
）

照
射

燃
料

集
合

体

コ
ン

パ
ー

ト
メ
ン

ト

γ
型

δ
型



本-19 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

系統施設を設ける。計測制御系統施設は、設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及

び対策を講ずるために必要なパラメータを設計基準事故時に想定される環境下において、十

分な測定範囲及び期間にわたり監視及び記録できるものとする。 

（１）計装 

   （省略） 

（２）安全保護回路 

計測制御系統施設には、運転時の異常な過渡変化が発生する場合において、その異常

な状態を検知し、及び原子炉停止系統その他系統と併せて機能することにより、燃料の

許容設計限界を超えないようにするため、安全保護回路を設ける。安全保護回路は、原

子炉保護系（スクラム）及び原子炉保護系（アイソレーション）から構成する。原子炉

保護系（スクラム）は、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故において、その異常

な状態を検知し、自動的に原子炉停止系統を作動させるように、原子炉保護系（アイソ

レーション）は、設計基準事故時に必要な工学的安全施設を自動的に作動させるように

設計する。なお、これらの作動値は通常運転時の設定値を超えない範囲で、到達させる

原子炉の出力及び目標とする原子炉容器入口における冷却材の温度に応じて設定する。 

原子炉保護系を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起きた場合

又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合において、安全保護機能を失わないよ

う、多重性又は多様性を確保するとともに、原子炉保護系を構成するチャンネルは、そ

れぞれお互いに分離し、それぞれのチャンネル間において安全保護機能を失わないよう

に独立性を確保した設計とする。また、原子炉保護系は、フェイルセーフを基本方針と

し、駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が発生した場合においても、原子炉

施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持することにより、原子炉施設

の安全上支障がない状態を維持できるように設計する。さらに、原子炉保護系は、計測

制御系統施設の一部と共用する場合に、その安全保護機能を失わないように、計測制御

系統施設から機能的に分離されたものとする。 

なお、原子炉保護系において、電子計算機を使用する場合には、不正アクセス行為そ

の他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさ

せる行為による被害を防止することができるものとする。 

（ⅰ）原子炉停止回路の種類 

  （省略） 

（ⅱ）その他の主要な安全保護回路の種類 

  （省略） 

（３）～（５） 

 （省略） 

 

ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

原子炉施設には、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射

性物質の濃度を十分に低減し、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」

（昭和 50 年 5 月 13 日原子力委員会決定）を参考に、周辺公衆の線量を合理的に達成できる

限り低くするよう、原子炉施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する放射

系統施設を設ける。計測制御系統施設は、設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及

び対策を講ずるために必要なパラメータを設計基準事故時に想定される環境下において、十

分な測定範囲及び期間にわたり監視及び記録できるものとする。 

（１）計装 

    （変更なし） 

（２）安全保護回路 

計測制御系統施設には、運転時の異常な過渡変化が発生する場合において、その異常

な状態を検知し、及び原子炉停止系統その他系統と併せて機能することにより、燃料の

許容設計限界を超えないようにするため、安全保護回路を設ける。安全保護回路は、原

子炉保護系（スクラム）及び原子炉保護系（アイソレーション）から構成する。原子炉

保護系（スクラム）は、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故において、その異常

な状態を検知し、自動的に原子炉停止系統を作動させるように、原子炉保護系（アイソ

レーション）は、設計基準事故時に必要な工学的安全施設を自動的に作動させるように

設計する。なお、これらの作動値は通常運転時の設定値を超えない範囲で、到達させる

原子炉の出力及び目標とする原子炉容器入口における冷却材の温度に応じて設定する。 

原子炉保護系を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起きた場合

又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合において、安全保護機能を失わないよ

う、多重性又は多様性を確保するとともに、原子炉保護系を構成するチャンネルは、そ

れぞれお互いに分離し、それぞれのチャンネル間において安全保護機能を失わないよう

に独立性を確保した設計とする。また、原子炉保護系は、フェイルセーフを基本方針と

し、駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が発生した場合においても、原子炉

施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持することにより、原子炉施設

の安全上支障がない状態を維持できるように設計する。さらに、原子炉保護系は、計測

制御系統施設の一部と共用する場合に、その安全保護機能を失わないように、計測制御

系統施設から機能的に分離されたものとする。 

なお、原子炉保護系にあっては、ハードワイヤードロジック（補助継電器や配線等で

構成し、ハードウェアによる物理的な結線で命令を実行）で構成し、ソフトウェアを用

いないアナログ回路とする。 

（ⅰ）原子炉停止回路の種類 

  （変更なし） 

（ⅱ）その他の主要な安全保護回路の種類 

  （変更なし） 

（３）～（５） 

 （変更なし） 

 

ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

原子炉施設には、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射

性物質の濃度を十分に低減し、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」

（昭和 50 年 5 月 13 日原子力委員会決定）を参考に、周辺公衆の線量を合理的に達成できる

限り低くするよう、原子炉施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する放射
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性廃棄物の廃棄施設を設ける。また、原子炉施設において発生する放射性固体廃棄物を貯蔵する

能力を有する放射性廃棄物の廃棄施設を設ける。 

（１）気体廃棄物の廃棄施設 

（省略） 

（２）液体廃棄物の廃棄設備 

（ⅰ）構造 

原子炉施設で発生した放射性液体廃棄物は、その放射能濃度のレベルが低いものを

Ａ、高いものをＢと区分して処理する。これらの放射性液体廃棄物を処理するため、廃

棄物処理建物等に、液体廃棄物処理設備を設ける。液体廃棄物処理設備は、蒸発濃縮処

理装置、アルコール廃液処理装置等から構成する。液体廃棄物処理設備は、液体廃棄物

処理設備が設置された廃棄物処理建物等から、放射性液体廃棄物が漏えいすることを防

止し、及び敷地外へ放射性液体廃棄物が漏えいすることを防止できるものとする。な

お、液体廃棄物処理設備の一部は、大洗研究所（南地区）の核燃料物質使用施設等の一部と

共用する。 

原子炉施設で発生した放射性液体廃棄物は、各建物の廃液タンクに集約し、廃液輸送

管等により、廃棄物処理建物の廃液タンクに貯留する。これらの放射性液体廃棄物につ

いては、放射性物質の濃度を測定し、放射性液体廃棄物Ａの基準を満足することを確認

した上で、大洗研究所廃棄物管理施設に移送し、処理する。なお、大洗研究所廃棄物管

理施設への移送には、廃液運搬車を使用する場合がある。 

 

 

当該放射性液体廃棄物が、放射性液体廃棄物Ａの基準を超える場合には、蒸発濃縮処理装

置を用いて濃縮処理を行う。なお、蒸発濃縮処理装置から発生した蒸気ドレンは、蒸気

ドレンピットに移送するものとし、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規

則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量告示」という。）に定める濃

度限度以下であることを確認した上で、排水監視ポンド（Ⅱ）を経由し、一般排水溝へ

放出する。濃度限度以上の場合は、再度、廃棄物処理建物の廃液タンクに貯留し、処理

する。濃縮液は、濃縮液タンクへ移送し、固化装置を用いて固化し、放射性固体廃棄物

として処理する。なお、アルコールを含む放射性液体廃棄物については、アルコール廃

液処理装置により、アルコールを分離・除去した後に、必要な処理を行うものとする。 

 

（ⅱ）～（ⅲ） 

（省略） 

（３）固体廃棄物の廃棄設備 

（ⅰ）～（ⅱ） 

    （省略） 

 

チ．放射線管理施設の構造及び設備 

原子炉施設には、「試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則」に基づい

て管理区域を定める。管理区域内にあっては、放射線業務従事者等の作業性等を考慮して、

遮蔽、機器の配置、遠隔操作、放射性物質の漏えい防止、換気等、所要の放射線防護上の措

性廃棄物の廃棄施設を設ける。また、原子炉施設において発生する放射性固体廃棄物を貯蔵する

能力を有する放射性廃棄物の廃棄施設を設ける。 

（１）気体廃棄物の廃棄施設 

（変更なし） 

（２）液体廃棄物の廃棄設備 

（ⅰ）構造 

原子炉施設で発生した放射性液体廃棄物は、その放射能濃度のレベルが低いものを

Ａ、高いものをＢと区分して処理する。これらの放射性液体廃棄物を処理するため、廃

棄物処理建物等に、液体廃棄物処理設備を設ける。 

液体廃棄物処理設備は、蒸発濃縮処理装置、アルコール廃液処理装置等から構成す

る。液体廃棄物処理設備は、液体廃棄物処理設備が設置された廃棄物処理建物等から、

放射性液体廃棄物が漏えいすることを防止し、及び敷地外へ放射性液体廃棄物が漏えい

することを防止できるものとする。なお、液体廃棄物処理設備の一部は、大洗研究所（南

地区）の核燃料物質使用施設等の一部と共用する。 

原子炉施設で発生した放射性液体廃棄物は、各建物の廃液タンクに集約し、廃液輸送

管等により、廃棄物処理建物の廃液タンクに貯留する。これらの放射性液体廃棄物につ

いては、放射性物質の濃度を測定し、放射性液体廃棄物Ａの基準を満足することを確認

した上で、大洗研究所廃棄物管理施設に移送し、処理する。なお、大洗研究所（南地

区）の核燃料物質使用施設等からの受入れや大洗研究所廃棄物管理施設への移送には、

大洗研究所（南地区）の核燃料物質使用施設が所掌する廃液運搬車等を使用する場合が

ある。 

当該放射性液体廃棄物が、放射性液体廃棄物Ａの基準を超える場合には、蒸発濃縮処理装

置を用いて濃縮処理を行う。 

なお、蒸発濃縮処理装置から発生した蒸気ドレンは、蒸気ドレンピットに移送するも

のとし、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限

度等を定める告示」（以下「線量告示」という。）に定める濃度限度以下であることを確

認した上で、排水監視ポンド（Ⅱ）を経由し、一般排水溝へ放出する。濃度限度以上の

場合は、再度、廃棄物処理建物の廃液タンクに貯留し、処理する。濃縮液は、濃縮液タ

ンクへ移送し、固化装置を用いて固化し、放射性固体廃棄物として処理する。なお、ア

ルコールを含む放射性液体廃棄物については、アルコール廃液処理装置により、アルコ

ールを分離・除去した後に、必要な処理を行うものとする。 

（ⅱ）～（ⅲ） 

（変更なし） 

（３）固体廃棄物の廃棄設備 

（ⅰ）～（ⅱ） 

    （変更なし） 

 

チ．放射線管理施設の構造及び設備 

原子炉施設には、「試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則」に基づい

て管理区域を定める。管理区域内にあっては、放射線業務従事者等の作業性等を考慮して、

遮蔽、機器の配置、遠隔操作、放射性物質の漏えい防止、換気等、所要の放射線防護上の措
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置を講じ、放射線業務従事者等が業務に従事する場所における放射線量を低減できるものと

し、かつ、放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、迅

速な対応をするために必要な操作ができるものとして、放射線業務従事者等の外部放射線に

よる放射線障害を防止するものとする。また、原子炉施設には、放射線から放射線業務従事

者等を防護し、かつ、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時におい

て、原子炉施設における放射性物質の濃度及び放射線量並びに周辺監視区域の境界付近にお

ける放射線量を監視及び測定するための放射線管理施設を設ける。また、放射線管理施設に

は、放射線管理に必要な情報及び設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報

を、中央制御室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備を設けるものと

する。 

（１）屋内管理用の主要な設備の種類 

（省略） 

（２）屋外管理用の主要な設備の種類 

原子炉施設には、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時におい

て、原子炉施設における放射性物質の濃度及び放射線量並びに周辺監視区域の境界付近

における放射線量を監視し、及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応の

ために必要な情報を得るため、主排気筒には排気筒モニタを、周辺監視区域境界には、

大洗研究所で共用する屋外管理用モニタリングポストを設けるものとし、これらの情報

は、中央制御室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できるものとする。ま

た、設計基準事故時における迅速な対応のために必要な屋外管理用モニタリングポスト

については、非常用電源設備、無停電電源装置又はこれらと同等以上の機能を有する電

源設備により必要な電源を確保するとともに、その伝送系は多様性を確保した設計とす

る。さらに、大洗研究所で共用する気象観測設備を設けるものとする。 

 

 

 

 

 

 

リ．原子炉格納施設の構造及び設備 

（１）～（２） 

（省略） 

（３）その他の主要な事項 

（ⅰ）アニュラス部排気設備（非常用換気設備を含む。） 

アニュラス部排気設備は、通常運転時において、アニュラス部を負圧状態に維持する

ためのものであり、フィルタ、排風機及びこれらを結ぶ配管等から構成する。また、ア

ニュラス部排気設備は、非常用換気設備である非常用ガス処理装置と連結される。アニ

ュラス部より排気されたガスは、通常運転時において、アニュラス部排気設備のフィル

タを経由し、主排気筒から放出されるが、原子炉保護系（アイソレーション）が作動し

た場合には、非常用ガス処理装置を経由して、主排気筒から放出される。非常用ガス処

理装置は、プレフィルタ、高性能フィルタ、チャコールフィルタを有し、格納容器内に

置を講じ、放射線業務従事者等が業務に従事する場所における放射線量を低減できるものと

し、かつ、放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、迅

速な対応をするために必要な操作ができるものとして、放射線業務従事者等の外部放射線に

よる放射線障害を防止するものとする。 

また、原子炉施設には、放射線から放射線業務従事者等を防護し、かつ、通常運転時、運

転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原子炉施設における放射性物質の濃

度及び放射線量並びに周辺監視区域の境界付近における放射線量を監視及び測定するための

放射線管理施設を設ける。また、放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報及び設計基

準事故時における迅速な対応のために必要な情報を、中央制御室その他当該情報を伝達する

必要がある場所に表示できる設備を設けるものとする。 

（１）屋内管理用の主要な設備の種類 

（変更なし） 

（２）屋外管理用の主要な設備の種類 

原子炉施設には、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時におい

て、原子炉施設における放射性物質の濃度及び放射線量並びに周辺監視区域の境界付近

における放射線量を監視し、及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応の

ために必要な情報を得るため、主排気筒には排気筒モニタを、周辺監視区域境界及び中

央付近には、大洗研究所で共用する屋外管理用モニタリングポスト 14 基を設けるものと

し、設計基準事故時における迅速な対応のための排気筒モニタ及び屋外管理用モニタリングポ

スト 9基の情報は、中央制御室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できるも

のとする。また、設計基準事故時における迅速な対応のための屋外管理用モニタリングポス

ト 9基の伝送系については、それぞれ有線及び無線を設けることにより多様性を確保した設計

とする。 

さらに、大洗研究所で共用する気象観測設備を設けるものとする。 

屋外管理用モニタリングポストについては、非常用発電機（可搬型を含む。）及び無停電電

源装置により必要な電源を確保し、無停電電源装置については、非常用発電機（可搬型を含

む。）から電力が供給されるまでの一定時間（90分）の給電ができるものとする。 

なお、これらの電源が枯渇した場合は、サーベイメータによる測定で代替する。 

 

リ．原子炉格納施設の構造及び設備 

（１）～（２） 

（省略） 

（３）その他の主要な事項 

（ⅰ）アニュラス部排気設備（非常用換気設備を含む。） 

アニュラス部排気設備は、通常運転時において、アニュラス部を負圧状態に維持する

ためのものであり、フィルタ、排風機及びこれらを結ぶ配管等から構成する。また、ア

ニュラス部排気設備は、非常用換気設備である非常用ガス処理装置と連結される。アニ

ュラス部より排気されたガスは、通常運転時において、アニュラス部排気設備のフィル

タを経由し、主排気筒から放出されるが、原子炉保護系（アイソレーション）が作動し

た場合には、非常用ガス処理装置を経由して、主排気筒から放出される。非常用ガス処

理装置は、プレフィルタ、高性能フィルタ、チャコールフィルタを有し、格納容器内に
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気体状の放射性物質が放出される事故時等において、環境に放出される放射性物質を低

減する機能を有する。 

ａ．排風機 

基数 2 基（内予備 1 基） 

処理風量 約 1,700m3／h／基 

ｂ．非常用ガス処理装置 

基数 2 基（内予備 1 基） 

処理風量 約 1,700m3／h／基 

系統よう素除去効率  

   無機よう素に対して 98％（ただし、湿度 80％以下において） 

   有機よう素に対して 92％（ただし、湿度 80％以下において） 

粒子状浮遊物除去効率 98％（ただし、ＤＯＰ約 0.5μm 粒子に対して） 

（ⅱ）安全容器 

安全容器は、原子炉容器及び遮へいグラファイトを収納するたて置き円筒型の鋼製容

器である。安全容器は、生体遮へい体（原子炉建物の一部）に支持され、安全容器と生

体遮へい体のギャップには、窒素ガスが通気される。 

 型式 たて置円筒型 

 材料 炭素鋼 

 寸法 内径 約 6.4m 

    全高 約 9m 

 

ヌ．その他試験研究用等原子炉の附属施設の構造及び設備 

（１）～（２） 

（省略） 

（３）その他の主要な事項 

（ⅰ）常用電源 

原子炉施設は、大洗研究所（南地区）南受電所から 66kV 配電線 1 回線で商用電源（外

部電源）を受電する。 

（ⅱ）多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材 

原子炉施設は、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故が発生した場合にお

いて、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものとする。 

「燃料体の損傷が想定される事故」においては、炉心の著しい損傷に至る可能性があ

ると想定する事故について、炉心の著しい損傷を防止するための措置を講じるととも

に、炉心の著しい損傷の可能性が生じる場合に、その拡大を防止し、あるいは施設から

の多量の放射性物質等の放出を防止するための措置を講じることを基本方針とする。 

「使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故」に

おいては、使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失する事故について、使用済燃料の損傷

を防止するための措置を講じることを基本方針とする。 

また、上記の事故を上回る事象として、大規模な自然災害又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズム等により、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損に至ること

粒子状の放射性物質が放出される事故時等において、環境に放出される放射性物質を低

減する機能を有する。 

ａ．排風機 

基数 2 基（内予備 1 基） 

処理風量 約 1,700m3／h／基 

ｂ．非常用ガス処理装置 

基数 2 基（内予備 1 基） 

処理風量 約 1,700m3／h／基 

系統よう素除去効率  

   無機よう素に対して 98％（ただし、湿度 80％以下において） 

   有機よう素に対して 92％（ただし、湿度 80％以下において） 

粒子状浮遊物除去効率 98％（ただし、ＤＯＰ約 0.5μm 粒子に対して） 

（ⅱ）安全容器 

安全容器は、原子炉容器及び遮へいグラファイトを収納するたて置き円筒型の鋼製容

器である。安全容器は、生体遮へい体（原子炉建物の一部）に支持され、安全容器と生

体遮へい体のギャップには、窒素ガスが通気される。 

 型式 たて置円筒型 

 材料 炭素鋼 

 寸法 内径 約 6.4m 

    全高 約 9m 

 

ヌ．その他試験研究用等原子炉の附属施設の構造及び設備 

（１）～（２） 

（変更なし） 

（３）その他の主要な事項 

（ⅰ）常用電源 

原子炉施設は、大洗研究所（南地区）南受電所から 66kV 配電線 1 回線で商用電源（外

部電源）を受電する。 

（ⅱ）多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材 

原子炉施設は、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故が発生した場合にお

いて、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものとする。 

「燃料体の損傷が想定される事故」においては、炉心の著しい損傷に至る可能性があ

ると想定する事故について、炉心の著しい損傷を防止するための措置を講じるととも

に、炉心の著しい損傷の可能性が生じる場合に、その拡大を防止し、あるいは施設から

の多量の放射性物質等の放出を防止するための措置を講じることを基本方針とする。 

「使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故」に

おいては、使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失する事故について、使用済燃料の損傷

を防止するための措置を講じることを基本方針とする。 

また、上記の事故を上回る事象として、大規模な自然災害又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズム等により、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損並びに大規
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を仮想的に想定し、事業所外への放射性物質の放出抑制措置を講じることを基本方針と

する。 

原子炉施設には、プラント状態に応じて、以下の資機材をあらかじめ整備し、これら

の措置に使用できるものとする。 

 

 

a.「燃料体の損傷が想定される事故」に係る資機材 

炉心の著しい損傷を防止するための措置、及び炉心の著しい損傷の可能性が生じ

る場合に、その拡大を防止し、あるいは施設からの多量の放射性物質等の放出を防

止するための措置に用いる資機材を以下に示す。 

制御棒及び制御棒駆動系 

後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系 

制御棒連続引抜き阻止インターロック 

原子炉保護系（スクラム） 

原子炉保護系（アイソレーション） 

後備炉停止系用論理回路 

原子炉冷却材バウンダリ 

 

 

原子炉カバーガス等のバウンダリ 

格納容器バウンダリ 

 

 

非常用冷却設備及び補助冷却設備 

安全容器（コンクリート遮へい体冷却系を含む。） 

断熱材及びヒートシンク材 

関連する核計装 

関連するプロセス計装 

 

仮設電源設備（燃料油運搬設備を含む。） 

仮設計器 

b.「使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故」

に係る資機材 

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合に、使用済燃料の損傷を防止するた

めの措置に用いる資機材を以下に示す。 

可搬式ポンプ及びホース 

 

水冷却浄化設備サイフォンブレーカー 

c.「大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等によ

り、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損に至る想定」に係る資機材 

模ナトリウム火災に至ることを仮想的に想定し、事業所外への放射性物質の放出抑制措

置を講じることを基本方針とする。 

原子炉施設には、プラント状態に応じて、措置に使用する資機材をあらかじめ整備す

る。以下の資機材は、「燃料体の損傷が想定される事故」及び「使用済燃料貯蔵設備の冷

却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故」が発生し、措置が必要な場合に

その機能を十分に発揮できるよう、信頼性を確保した設計とする。 

a.「燃料体の損傷が想定される事故」に係る資機材 

炉心の著しい損傷を防止するための措置、及び炉心の著しい損傷の可能性が生じ

る場合に、その拡大を防止し、あるいは施設からの多量の放射性物質等の放出を防

止するための措置に用いる資機材を以下に示す。 

制御棒及び制御棒駆動系 

後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系 

制御棒連続引抜き阻止インターロック 

原子炉保護系（スクラム）（手動スクラムを含む。） 

原子炉保護系（アイソレーション） 

後備炉停止系用論理回路 

原子炉冷却材バウンダリ 

冷却材バウンダリ 

原子炉容器リークジャケット 

原子炉カバーガス等のバウンダリ（安全板を含む。） 

格納容器バウンダリ 

１次主冷却系サイフォンブレーク配管 

１次補助冷却系サイフォンブレーク止弁 

非常用冷却設備及び補助冷却設備 

安全容器（コンクリート遮へい体冷却系を含む。） 

断熱材及びヒートシンク材 

関連する核計装 

関連するプロセス計装 

遅発中性子法燃料破損検出設備 

仮設電源設備（燃料油運搬設備を含む。） 

仮設計器 

b.「使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故」

に係る資機材 

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合に、使用済燃料の損傷を防止するた

めの措置に用いる資機材を以下に示す。 

可搬式ポンプ及びホース 

水冷却池 

水冷却浄化設備サイフォンブレーカー 

c.「大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等によ

り、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損並びに大規模ナトリウム火災に至る想

定」に係る資機材 



本-24 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等によ

り、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損に至る想定において、事業所外への放射

性物質の放出を抑制するための措置に用いる資機材を以下に示す。 

 

仮設カバーシート 

仮設放水設備 

 

特殊化学消火剤 

 

 

 

 

移動式揚重設備 

資機材運搬車両 

防護機材 

 

 

別添２ （省略） 

 

 

別添３ 

 

8. 使用済燃料の処分の方法 

 

 使用済燃料については、国内又は我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結

している国において再処理を行うこととする。海外再処理を行うに際しては、政府の確認を受け

ることとする。海外再処理によって得られるプルトニウム及び濃縮ウランは国内に持ち帰ること

とし、また再処理によって得られるプルトニウム、若しくは濃縮ウランを海外に移転しようとす

るときは、政府の承認を受けることとする。 

 

 

 

 

（以降、省略） 

 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等によ

り、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損並びに大規模ナトリウム火災に至る想定

において、事業所外への放射性物質の放出を抑制するための措置に用いる資機材を

以下に示す。 

仮設カバーシート 

仮設放水設備 

泡消火設備 

特殊化学消火剤 

乾燥砂消火剤 

消火剤遠隔散布設備 

仮設不活性ガス送気設備 

仮設給電設備 

移動式揚重設備 

資機材運搬車両 

防護機材 

 

 

別添２ （変更なし） 

 

 

別添３ 

 

8. 使用済燃料の処分の方法 

 

 使用済燃料については、国内又は我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結

している国において再処理を行うこととし、再処理のために引き渡すまでの間、高速実験炉原子

炉施設の使用済燃料貯蔵設備にて使用済燃料を適切に貯蔵・管理する。 

海外再処理を行うに際しては、政府の確認を受けることとする。海外再処理によって得られる

プルトニウム及び濃縮ウランは、国内に持ち帰る又は海外に移転する。また再処理によって得ら

れるプルトニウム、若しくは濃縮ウランを海外に移転しようとするときは、政府の承認を受ける

こととする。 

 

 

（以降、変更なし） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類３】 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

別添２ 

 

今回申請の変更の工事に要する資金の額及び調達計画は、次のとおりである。 

 

1. 変更の工事に要する資金の額 

 

（単位：百万円） 

 総   額 

地盤補強対策 約 2,000 

耐震補強対策 約 8,600 

竜巻防護対象施設の補強対策 約 1,200 

内部火災及び内部溢水に係る防護対象施設の補強対策 約 400 

多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止対策 約 2,700 

中央制御室の機能の補強対策 約 200 

原子炉停止系統の信頼性強化対策 約 1,700 

 

 

2. 変更の工事に要する資金の調達計画 

変更の工事に要する資金は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の運営費交付金をもって充

当する計画である。 

 

 

 

 

別添２ 

 

今回申請の変更の工事に要する資金の額及び調達計画は、次のとおりである。 

 

1. 変更の工事に要する資金の額 

 

（単位：百万円） 

 総   額 

地盤補強対策 約 3,000 

耐震補強対策 約 9,400 

竜巻防護対象施設の補強対策 約 1,200 

内部火災及び内部溢水に係る防護対象施設の補強対策 約 1,300 

多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止対策 約 3,900 

中央制御室の機能の補強対策 約 200 

原子炉停止系統の信頼性強化対策 約 1,700 

 

 

2. 変更の工事に要する資金の調達計画 

変更の工事に要する資金は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の運営費交付金又は施設整

備費補助金をもって充当する計画である。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類５】 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

別添４ 

1. 設計及び工事のための組織 

令和 3年 8月 1日現在の大洗研究所（南地区）原子炉施設の管理組織を第 1図に示す。 

理事長は、「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）原子炉施設保安規定」

（以下「原子炉施設保安規定」という。）に基づき、原子炉施設に関する保安活動を総理する。 

安全・核セキュリティ統括部長は、本部の品質マネジメント活動に係る業務、それに関する本部と

しての総合調整、指導及び支援の業務並びに中央安全審査・品質保証委員会の庶務に関する業務を行

う。 

 

 

 

大洗研究所担当理事は、理事長を補佐し、大洗研究所における原子炉施設に関する保安活動を統理

する。 

大洗研究所長（以下「所長」という。）は、大洗研究所における原子炉施設に関する保安活動を統括

する。 

原子力施設検査室長は、独立検査組織の検査責任者として、事業者検査に関する業務を行う。 

高速炉サイクル研究開発センター長は、所長が行う高速炉サイクル研究開発センターにおける原子

炉施設に関する保安活動の統括に係る業務を補佐するとともに、高速炉サイクル研究開発センターに

おける原子炉施設の年間運転計画及び運転計画に係る業務を統括する。 

大洗研究所の原子炉施設等安全審査委員会では、所長の諮問に基づき設計及び工事に対する安全性

の評価、設計内容の妥当性、原子炉施設の保安に関する基本的事項等を審議する。 

中央安全審査・品質保証委員会では、理事長の諮問に基づき原子炉の設置許可及びその変更に関す

る重要事項、原子炉施設の運転等に伴う安全に関する基本的事項、品質マネジメント活動の基本事項

等を審議する。 

本変更に係る設計及び工事の主な業務は高速実験炉部及び放射線管理部において実施する。高速実

験炉部長は、高速炉技術課長、高速炉第１課長、高速炉第２課長及び高速炉照射課長が行う業務を統

括する。放射線管理部長は、環境監視線量計測課長及び放射線管理第１課長が行う業務を統括する。 

 

 

 

 

保安管理部長は、安全対策課長、施設安全課長、危機管理課長及び核物質管理課長が行う保安活動

を統括する。 

契約部長は、本部における原子炉施設の保安に係る調達業務を行う。 

管理部長は、調達課長が行う大洗研究所における原子炉施設の保安に係る調達業務を統括する。 

 

2. ～3.  

（省略） 

 

別添４ 

1. 設計及び工事のための組織 

令和 4年 4月 1日現在の大洗研究所（南地区）原子炉施設の管理組織を第 1図に示す。 

理事長は、「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）原子炉施設保安規定」

（以下「原子炉施設保安規定」という。）に基づき、原子炉施設に関する保安活動を総理する。 

安全・核セキュリティ統括本部長は、理事長を補佐し、安全管理部長が行う本部としての指導、支

援活動及び機構内の総合調整を統理する。また、保安上必要な場合は、理事長への意見具申及び理事

長指示に基づく必要な措置を講ずる。 

安全管理部長は、大洗研究所の原子炉施設における品質マネジメント活動に関して行う指導、支援

及び機構内の総合調整の業務、本部の品質マネジメント活動に係る業務並びに中央安全審査・品質保

証委員会の庶務に関する業務を行う。 

大洗研究所担当理事は、理事長を補佐し、大洗研究所における原子炉施設に関する保安活動を統理

する。 

大洗研究所長（以下「所長」という。）は、大洗研究所における原子炉施設に関する保安活動を統括

する。 

原子力施設検査室長は、独立検査組織の検査責任者として、事業者検査に関する業務を行う。 

高速炉サイクル研究開発センター長は、所長が行う高速炉サイクル研究開発センターにおける原子

炉施設に関する保安活動の統括に係る業務を補佐するとともに、高速炉サイクル研究開発センターに

おける原子炉施設の年間運転計画及び運転計画に係る業務を統括する。 

大洗研究所の原子炉施設等安全審査委員会では、所長の諮問に基づき設計及び工事に対する安全性

の評価、設計内容の妥当性、原子炉施設の保安に関する基本的事項等を審議する。 

中央安全審査・品質保証委員会では、理事長の諮問に基づき原子炉の設置許可及びその変更に関す

る重要事項、原子炉施設の運転等に伴う安全に関する基本的事項、品質マネジメント活動の基本事項

等を審議する。 

本変更に係る設計及び工事の主な業務は、高速実験炉部及び放射線管理部において実施する。なお、

放射線管理設備に係る業務については原子炉施設保安規定に基づき放射線管理第１課が実施し、地盤

改良工事に係る業務については機構内の専門組織（建設部等）に依頼し、高速実験炉部長が取りまと

めを行う。 

高速実験炉部長は、高速炉技術課長、高速炉第１課長、高速炉第２課長及び高速炉照射課長が行う

業務を統括する。放射線管理部長は、環境監視線量計測課長及び放射線管理第１課長が行う業務を統

括する。 

保安管理部長は、安全対策課長、施設安全課長、危機管理課長及び核物質管理課長が行う保安活動

を統括する。 

契約部長は、本部における原子炉施設の保安に係る調達業務を行う。 

管理部長は、調達課長が行う大洗研究所における原子炉施設の保安に係る調達業務を統括する。 

 

2.～3.   

（変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

4. 設計及び工事に係る品質マネジメント活動 

（１）品質マネジメント計画の策定及び品質マネジメント活動の実施 

原子炉施設の安全性及び信頼性の確保を最優先に位置付け、「原子力施設の保安のための業務に

係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」に適合するように要求事項を定めた「大洗研究所

原子炉施設等品質マネジメント計画書」（以下「品質マネジメント計画書」という。）及び原子炉施

設保安規定の品質マネジメント計画に基づき、原子炉施設の安全を達成し、維持・向上を図ること

を目的に原子炉施設の保安活動に係る品質マネジメントシステム（安全文化を育成及び維持する

ための活動を含む。）を確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善する。 

 

 

 

（２）品質マネジメント体制及び役割分担 

第 1図に示す管理組織により、理事長をトップマネジメントとした品質マネジメント体制の下、

以下のように品質マネジメント活動を実施する。 

理事長は、原子炉施設の品質マネジメント活動のトップマネジメントとして、品質マネジメント

計画書に基づき責任及び権限を明確にして体系的な活動を実施する。また、品質マネジメントシス

テムの有効性と改善の必要性を評価するマネジメントレビューを実施して品質マネジメント活動

を継続的に改善する。 

管理責任者は、品質マネジメント活動に必要なプロセスの確立、実施及び維持、品質マネジメン

ト活動の実施状況及び改善の必要性の有無についての理事長への報告、原子力の安全確保に対す

る認識の高揚を図るための組織全体にわたる安全文化の育成及び維持並びに関係法令の遵守に係

る領域における責任及び権限をもつ。なお、本部（監査プロセスを除く。）においては安全・核セ

キュリティ統括部長、大洗研究所においては大洗研究所担当理事、監査プロセスにおいては統括監

査の職を管理責任者とする。 

中央安全審査・品質保証委員会は、原子炉の設置許可及びその変更に関する重要事項、品質マネ

ジメント活動の基本事項等を審議する。 

大洗研究所担当理事は、理事長を補佐し、大洗研究所における原子炉施設に関する保安活動を統

理する。 

所長は、大洗研究所における原子炉施設に関する保安活動を統括する。 

原子炉施設等安全審査委員会は、原子炉施設の安全性等に関する事項を審議する。 

品質保証推進委員会は、品質マネジメント活動に関する事項を審議する。 

高速炉サイクル研究開発センター長は、所長が行う高速炉サイクル研究開発センターにおける

原子炉施設に関する保安活動の統括に係る業務を補佐する。 

部長及び課長は、責任者として、それぞれ所掌する業務に関してプロセスの確立、実施及び有効

性の継続的改善を行う。また、業務に従事する要員の原子炉施設に対する要求事項についての認識

を深めさせるとともに、成果を含む実施状況について評価する。さらに、原子力の安全のためのリ

ーダーシップを発揮し、健全な安全文化を育成し、維持する取組を促進するとともに、関係法令を

遵守する。 

また、各部長はそれぞれの部署において品質マネジメント活動に関する委員会を設置し、品質マ

4. 設計及び工事に係る品質マネジメント活動 

（１）品質マネジメント計画の策定及び品質マネジメント活動の実施 

原子炉施設の安全性及び信頼性の確保を最優先に位置付け、「原子力施設の保安のための業務に

係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」に適合するように要求事項を定めた「大洗研究所

原子炉施設等品質マネジメント計画書」（以下「品質マネジメント計画書」という。）及び原子炉施

設保安規定の品質マネジメント計画に基づき、原子炉施設の安全を達成し、維持・向上を図ること

を目的に原子炉施設の保安活動に係る品質マネジメントシステム（安全文化を育成及び維持する

ための活動を含む。）を確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善する。 

品質マネジメントシステムに関する文書については、「原子力安全のためのマネジメントシステ

ム規程」（JEAC4111）等も参考に、品質マネジメント計画書に定める文書体系の下に作成し、管理

する。 

（２）品質マネジメント体制及び役割分担 

第 1図に示す管理組織により、理事長をトップマネジメントとした品質マネジメント体制の下、

以下のように品質マネジメント活動を実施する。 

理事長は、高速実験炉原子炉施設の品質マネジメント活動のトップマネジメントとして、品質マ

ネジメント計画書に基づき責任及び権限を明確にして体系的な活動を実施する。また、品質マネジ

メントシステムの有効性と改善の必要性を評価するマネジメントレビューを実施して品質マネジ

メント活動を継続的に改善する。 

管理責任者は、品質マネジメント活動に必要なプロセスの確立、実施及び維持、品質マネジメン

ト活動の実施状況及び改善の必要性の有無についての理事長への報告、原子力の安全確保に対す

る認識の高揚を図るための組織全体にわたる安全文化の育成及び維持並びに関係法令の遵守に係

る領域における責任及び権限をもつ。なお、本部（監査プロセスを除く。）においては安全・核セ

キュリティ統括本部長、大洗研究所においては大洗研究所担当理事、監査プロセスにおいては統括

監査の職を管理責任者とする。 

中央安全審査・品質保証委員会は、原子炉の設置許可及びその変更に関する重要事項、品質マネ

ジメント活動の基本事項等を審議する。 

大洗研究所担当理事は、理事長を補佐し、大洗研究所における原子炉施設に関する保安活動を統

理する。 

所長は、大洗研究所における高速実験炉原子炉施設に関する保安活動を統括する。 

原子炉施設等安全審査委員会は、高速実験炉原子炉施設の安全性等に関する事項を審議する。 

品質保証推進委員会は、品質マネジメント活動に関する事項を審議する。 

高速炉サイクル研究開発センター長は、所長が行う高速炉サイクル研究開発センターにおける

高速実験炉原子炉施設に関する保安活動の統括に係る業務を補佐する。 

部長及び課長は、責任者として、それぞれ所掌する業務に関してプロセスの確立、実施及び有効

性の継続的改善を行う。また、業務に従事する要員の高速実験炉原子炉施設に対する要求事項につ

いての認識を深めさせるとともに、成果を含む実施状況について評価する。さらに、原子力の安全

のためのリーダーシップを発揮し、健全な安全文化を育成し、維持する取組を促進するとともに、

関係法令を遵守する。 

また、各部長はそれぞれの部署において品質マネジメント活動に関する委員会を設置し、品質マ
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

ネジメント活動の推進及び評価・改善に関する事項を審議させ、これらの審議事項は適宜業務に反

映する。 

原子力施設検査室長は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が

損なわれないよう検査する要員の独立性を確保する。  

 

5. 運転及び保守のための組織 

運転及び保守のための組織における、理事長、安全・核セキュリティ統括部長、契約部長、大洗研究

所担当理事、所長、原子力施設検査室長、高速炉サイクル研究開発センター長、管理部長、原子炉施

設等安全審査委員会及び中央安全審査・品質保証委員会の役割は「1. 設計及び工事のための組織」

において示したとおりである。 

高速実験炉部長は、高速炉技術課長、高速炉第１課長、高速炉第２課長及び高速炉照射課長が行う

保安活動を統括する。高速炉技術課長は、運転計画の作成に関する業務等を行う。高速炉第１課長は、

運転に関する業務等を行う。高速炉第２課長は、保守に関する業務等を行う。高速炉照射課長は、照

射計画の作成に関する業務等を行う。 

 

 

保安管理部長は、安全対策課長、施設安全課長、危機管理課長及び核物質管理課長が行う保安活動

を統括する。 

放射線管理部長は、環境監視線量計測課長及び放射線管理第１課長が行う保安活動を統括する。 

環境保全部長は、環境技術課長が行う保安活動を統括する。 

 

 

 

 

 

6.～8. 

（省略） 

 

9. 技術者に対する教育・訓練 

原子炉施設における災害の発生を未然に防止し、一般公衆の被ばくを合理的に達成可能な限り低い

水準に保つため、原子炉施設に係る設計及び工事を行う者並びに運転及び保守を行う者に対し、関係

法令及び保安規定の遵守に関する教育、非常の場合に講ずべき処置に関する教育等の保安教育、他の

原子力施設における事故トラブル事例の周知など安全意識の向上に関する教育、技術者として素養を

高めるために必要な教育並びに消火訓練を含めたナトリウム取扱訓練を行う。加えて、国立研究開発

法人日本原子力研究開発機構原子力人材育成センター等においても教育・訓練を行う。 

 

原子炉施設に係る教育・訓練については、今後も継続して行っていく。さらに、保安活動や意識向

上のための啓発活動等を通じて、安全文化の育成及び維持を図っていく。 

 

ネジメント活動の推進及び評価・改善に関する事項を審議させ、これらの審議事項は適宜業務に反

映する。 

原子力施設検査室長は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が

損なわれないよう検査する要員の独立性を確保する。 

 

5. 運転及び保守のための組織 

運転及び保守のための組織における、理事長、安全・核セキュリティ統括本部長、安全管理部長、契

約部長、大洗研究所担当理事、所長、原子力施設検査室長、高速炉サイクル研究開発センター長、管

理部長、原子炉施設等安全審査委員会及び中央安全審査・品質保証委員会の役割は「1. 設計及び工

事のための組織」において示したとおりである。 

高速実験炉部長は、運転及び保守等を的確に遂行するため、施設管理統括者として保安活動の統括

を行う。高速実験炉部長は、高速実験炉原子炉施設に係る運転管理等の各業務責任を明確にするもの

とし、高速炉技術課長、高速炉第１課長、高速炉第２課長及び高速炉照射課長が行う業務を統括する。

高速炉技術課長は、運転計画の作成に関する業務等を行う。高速炉第１課長は、運転に関する業務等

を行う。高速炉第２課長は、保守に関する業務等を行う。高速炉照射課長は、照射計画の作成に関す

る業務等を行う。 

保安管理部長は、安全対策課長、施設安全課長、危機管理課長及び核物質管理課長が行う保安活動

を統括する。 

放射線管理部長は、環境監視線量計測課長及び放射線管理第１課長が行う保安活動を統括する。 

環境保全部長は、環境技術課長が行う保安活動を統括する。 

非常事態が発生した場合には、原子炉施設保安規定及び原子力事業者防災業務計画に基づき、所長

は、現地対策本部を設置する。現地対策本部の本部長には、所長をもってあてる。現地対策本部は、

人命の救助、避難、非常事態の原因除去、拡大防止等（周辺監視区域内の見学者等に対する避難指示

等を含む。）に関する防護活動を行う。 

 

6.～8. 

（変更なし） 

 

9. 技術者に対する教育・訓練 

高速実験炉原子炉施設における災害の発生を未然に防止し、一般公衆の被ばくを合理的に達成可能

な限り低い水準に保つため、高速実験炉原子炉施設に係る設計及び工事を行う者並びに運転及び保守

を行う者に対し、関係法令及び保安規定の遵守に関する教育、非常の場合に講ずべき処置に関する教

育等の保安教育、他の原子力施設における事故トラブル事例の周知など安全意識の向上に関する教育、

技術者として素養を高めるために必要な教育並びに消火訓練を含めたナトリウム取扱訓練を行う。加

えて、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力人材育成センター等においても教育・訓練を

行う。 

高速実験炉原子炉施設に係る教育・訓練については、今後も継続して行っていく。さらに、保安活

動や意識向上のための啓発活動等を通じて、安全文化の育成及び維持を図っていく。 

なお、長期停止中にあっても、シミュレータ等を用いた運転員の訓練、高速実験炉原子炉施設にお
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

10. 有資格者の選任・配置 

（省略） 

 

第 1表 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ける事故トラブル経験の技術者への教育等を継続し、設計及び工事並びに運転及び保守に係る経験を

適切に維持、伝承し、運転に必要な技術的能力を維持、管理する。 

 

10. 有資格者の選任・配置 

（変更なし） 

 

第 1表 （変更なし） 
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第 1図 大洗研究所（南地区）原子炉施設の管理組織（令和 3年 8月 1日現在） 

 

 

第 1図 大洗研究所（南地区）原子炉施設の管理組織（令和 4年 4月 1日現在） 
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類６（2. 気象）】 

  



添 6-2-1 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

2. 気象（主に平成 25年までのデータ） 

 

2.1～2.3 （省略） 

 

 2.4 敷地における観測結果 

通常運転時及び設計基準事故時の被ばく評価には、2009 年 1 月から 2013 年 12 月までの 5 年間

の気象データを用いている。この際、同一時刻における風向、風速、日射量（夜間にあっては放射

収支量）のうち、いずれか 1項目でも欠測の場合は当該時刻を欠測として扱っている。この欠測回

数を第 2.4.1表に示す。 

 

 

以下に敷地における観測結果について述べる。 

 

2.4.1 ～ 2.4.5 （省略） 

 

 2.5 安全解析に使用する気象条件 

安全解析に使用する気象条件は、「2.3敷地での気象観測」に述べた気象資料を使用し「気象指

針」に基づき求めた。 

 

  2.5.1 観測期間における気象データの代表性の検討 

安全解析に使用した気象データは、2009 年 1 月から 2013 年 12 月における 5 年間のデータ

の平均で、長期間の気象状態を代表していると考えられるが、念のため 2003年から 2013年の

各 1年が長期間の気象状態を代表しているかどうか、即ち、異常年でないかどうかの検討を行

った。 

検定項目は、年間風向頻度及び年間風速階級とし、大洗研究所敷地内で観測した 2003 年 1

月から 2013年 12月の資料を用いて、不良標本の棄却検定に関する F分布検定により行った。 

この検定では、過去 11年のうちから 1年を選び、注目する標本年とし、残りの 10年間を他

の標本年として(6-1)式により F0を求め、有意水準 5 %で棄却検定する。 
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X  ： 注目する標本年を除く 10年分のデータの平均値 

0X  ： 注目する標本年のデータ 

n ： 10 

検定の結果は、第 2.5.1表及び第 2.5.2表に示すとおりであり、表中＊印が棄却データである。

2009年から 2013年の各 1年で、28項目中棄却された項目は 2009年 2件、2010年 1件、2012年 5

件、2013年 1件の 9件であり、当該 5年間の各年が残りの 10年と比べて特に多いということには

2. 気象（主に平成 25年までのデータ） 

 

 2.1～2.3 （変更なし） 

 

 2.4 敷地における観測結果 

通常運転時及び設計基準事故時の被ばく評価には、2009 年 1 月から 2013 年 12 月までの 5 年間

の気象データを用いている。この際、同一時刻における風向、風速、日射量（夜間にあっては放射

収支量）のうち、いずれか 1項目でも欠測の場合は当該時刻を欠測として扱っている。この欠測回

数を第 2.4.1表に示す。気象指針では連続した 12カ月における欠測率は原則として 10％以下、連

続した 30日間における欠測率は 30％以下になるよう努めなければならないとあり、当該気象デー

タの欠測率は気象指針の欠測率を満足している。 

以下に敷地における観測結果について述べる。 

 

2.4.1 ～ 2.4.5 （変更なし） 

 

 2.5 安全解析に使用する気象条件 

安全解析に使用する気象条件は、「2.3敷地での気象観測」に述べた気象資料を使用し「気象指

針」に基づき求めた。 

 

  2.5.1 観測期間における気象データの代表性の検討 

安全解析に使用した気象データは、2009 年 1 月から 2013 年 12 月における 5 年間のデータ

の平均で、長期間の気象状態を代表していると考えられるが、念のため 2003年から 2013年に

ついて異常年検定を行った。 

 

検定項目は、年間風向頻度及び年間風速階級とし、大洗研究所敷地内で観測した 2003 年 1

月から 2013年 12月の資料を用いて、不良標本の棄却検定に関する F分布検定により行った。 

この検定では、過去 11年のうちから 1年を選び、注目する標本年とし、残りの 10年間を他

の標本年として(6-1)式により F0を求め、有意水準 5 %で棄却検定する。 
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X  ： 注目する標本年を除く 10年分のデータの平均値 

0X  ： 注目する標本年のデータ 

n ： 10 

検定の結果は、第 2.5.1表及び第 2.5.2表に示すとおりであり、表中＊印が棄却データである。

2003 年から 2008 年の 6 年で棄却された項目は 8 件であった。一方、安全解析に使用した 2009 年

から 2013年の 5年で棄却された項目は 9件であり、当該 5年間が残りの 6年と比べて特に多いと
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ならない。従って、安全解析に使用した 5年間の気象データは、長期間の気象状態を代表している

と判断される。 

 

  2.5.2～2.5.4 （省略） 

 

 2.6 参考文献 （省略） 

 

第 2.2.1表～第 2.5.7表 

 （省略） 

第 2.2.1図～第 2.5.1図 

 （省略） 

いうことにはならない。従って、安全解析に使用した 5年間の気象データは、長期間の気象状態を

代表していると判断できる。 

 

    2.5.2～2.5.4 （変更なし） 

 

 2.6 参考文献 （変更なし） 

 

第 2.2.1表～第 2.5.7表 

 （変更なし） 

第 2.2.1図～第 2.5.1図 

 （変更なし） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3 回）の新旧対比表 

【添付書類６（3. 地盤）】 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

3. 地盤 

3.1 調査の経緯 

（省略） 

3.2 敷地周辺の地質・地質構造 

3.2.1 調査内容  

（省略） 

3.2.2 調査結果 

（省略） 

3.2.2.1～3.2.2.2 (省略) 

 

3.2.2.3 敷地周辺陸域の地質構造 

(1) 概要 

（省略） 

(2) 敷地周辺陸域の断層及びリニアメント 

（省略） 

a. 棚倉破砕帯西縁断層（の一部） 

（省略） 

b. 棚倉破砕帯東縁付近の推定活断層 

a)～b) （省略） 

 

c) 地表地質調査結果 

（省略） 

明神峠から折橋町にかけて判読されたリニアメントは、東側の阿武隈山地に分布する竹貫変成

岩類と西側の久慈山地に分布する東金砂山層の礫岩等との不整合境界にほぼ一致しており、リニ

アメント付近の東金砂山層の礫岩等の走向傾斜に乱れは認められず、リニアメントと一致する断

層は認められない。常陸太田市小妻町では、リニアメント付近で東金砂山層と竹貫変成岩類の不

整合面が認められ、東金砂山層には複数の断層が認められるが、いずれも断層面は癒着している

（第3.2.62図、第3.2.63図、第3.2.64図）。さらに、小妻町の今泉ほか編（2018)(29)において記載

される推定活断層の直下で実施したトレンチ調査では、東金砂山層に破砕部や急傾斜構造は認め

られない（第3.2.65図、第3.2.66図）。なお、活断層研究会編（1991）(24)で古屋敷から小高東方に

かけて記載された確実度Ⅲ（活断層の疑いのあるリニアメント）の位置付近には断層は認められ

ず、同リニアメントの東側には先新第三系の竹貫変成岩類（片麻岩）、西側には新第三系の久保田

層（砂岩）及び赤坂層（礫岩）が分布し、先新第三系と新第三系が不整合関係で接している。ま

た、上渋井以南の断層近傍の新第三系は層理面が著しく傾斜しているが、同リニアメント付近の

新第三系の層理面の傾斜は緩く、断層の存在を示唆する急傾斜構造も認められない。地質図を第

3.2.67図に、地質断面図を第3.2.43図（1）に、露頭スケッチを第3.2.68図から第3.2.72図に示す。 

 

（省略） 

d) 棚倉破砕帯東縁付近の推定活断層の評価 

（省略） 

c.～g. （省略） 

3. 地盤 

3.1 調査の経緯 

（変更なし） 

3.2 敷地周辺の地質・地質構造 

3.2.1 調査内容  

（変更なし） 

3.2.2 調査結果 

（変更なし） 

3.2.2.1～3.2.2.2 (変更なし) 

 

3.2.2.3 敷地周辺陸域の地質構造 

(1) 概要 

（変更なし） 

(2) 敷地周辺陸域の断層及びリニアメント 

（変更なし） 

a. 棚倉破砕帯西縁断層（の一部） 

（変更なし） 

b. 棚倉破砕帯東縁付近の推定活断層 

a)～b) （変更なし） 

 

c) 地表地質調査結果 

（変更なし） 

明神峠から折橋町にかけて判読されたリニアメントは、東側の阿武隈山地に分布する竹貫変成

岩類と西側の久慈山地に分布する東金砂山層の礫岩等との不整合境界にほぼ一致しており、リニ

アメント付近の東金砂山層の礫岩等の走向傾斜に乱れは認められず、リニアメントと一致する断

層は認められない。常陸太田市小妻町では、リニアメント付近で東金砂山層と竹貫変成岩類の不

整合面が認められ、東金砂山層には複数の断層が認められるが、いずれも断層面は癒着している

（第3.2.62図、第3.2.63図、第3.2.64図）。さらに、小妻町の今泉ほか編（2018)(29)において記載

される推定活断層の直下で実施したトレンチ調査では、東金砂山層に破砕部や急傾斜構造は認め

られない（第3.2.65図、第3.2.66図）。なお、活断層研究会編（1991）(24)で古屋敷から小高東方に

かけて記載された確実度Ⅲ（活断層の疑いのあるリニアメント）の位置付近には断層は認められ

ず、同リニアメントの東側には先新第三系の竹貫変成岩類（片麻岩）、西側には新第三系の久保田

層（砂岩）及び赤坂層（礫岩）が分布し、先新第三系と新第三系が不整合関係で接している。ま

た、上渋井以南の断層近傍の新第三系は層理面が著しく傾斜しているが、同リニアメント付近の

新第三系の層理面の傾斜は緩く、断層の存在を示唆する急傾斜構造も認められない。地質図を第

3.2.67図に、地質断面図を第3.2.43図（1）、（2）に、露頭スケッチを第3.2.68図から第3.2.72図

に示す。 

（変更なし） 

d) 棚倉破砕帯東縁付近の推定活断層の評価 

（変更なし） 

c.～g. （変更なし） 
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(3) 敷地を中心とする半径約 30km以遠の断層 

（省略） 

 

3.2.2.4～3.2.2.7 （省略） 

 

3.3 敷地近傍の地質・地質構造 

（省略） 

3.4 敷地の地質・地質構造 

3.4.1 調査内容 

（省略） 

3.4.2 調査結果 

3.4.2.1 敷地の地形 

（省略） 

 

3.4.2.2 敷地の地質 

地表地質調査結果、ボーリング調査結果等から作成した地質平面図を第3.4.3図に、地質断面図を

第3.4.4図に示す。地質層序表を第3.4.1表に示す。敷地の地質は、新第三系中新統の多賀層群、新第

三系鮮新統～第四系下部更新統の久米層、第四系更新統の東茨城層群及びM1段丘堆積物並びに第四

系完新統の砂丘砂層等から成る。 

各地層の概要は、以下のとおりである。 

(1) 多賀層群 

多賀層群は、主に砂質泥岩から成り、標高約-130m以深からボーリング下端の標高約-210mまで分布

することが確認されている。 

本層の地質年代は、実施した珪藻及び石灰質ナンノ化石分析結果によれば、中部中新統である。 

(2) 久米層 

久米層は、主に砂質泥岩から成り、標高約-50m～標高約-130mに分布することが確認されている。 

本層の地質年代は、実施した珪藻及び石灰質ナンノ化石分析結果によれば、下部鮮新統～下部更新

統である。 

(3) 東茨城層群 

東茨城層群は、主に砂、礫及びシルトから成り、M1段丘堆積物に覆われて分布する。M1段丘堆積物

とは不整合面を成しており、境界付近では亜円礫を主体とする砂礫から成る。層厚は最大約70mであ

る。本層群は、坂本（1975）(2)の見和層中部及び石崎層に、山元（2013）（64）の笠神層及び夏海層に相

当する。山元（2013）（64）は、笠神層はMIS7eに、夏海層をMIS7c～MIS7aに形成されたものとしている。 

(4) M1段丘堆積物 

M1段丘堆積物は、敷地にM1面を形成して分布する。M1面は、その層相及び敷地近傍陸域の段丘面分

布との関係から、南関東の下末吉面から小原台面（MIS5e～MIS5c；貝塚・松田編（1982）(68)等）に対

比される。本層群は、坂本（1975）(2)の見和層上部層に、山元（2013）（64）の見和層及び茨城層に相当

する。山元（2013）（64）は、見和層はMIS5eに、茨城層をMIS5cに形成されたものとしている。 

(5) 沖積層 

沖積層は、敷地の低地部に分布し、主に礫、砂及びシルトから成る。 

(6) 砂丘砂層 

(3) 敷地を中心とする半径約 30km以遠の断層 

（変更なし） 

 

3.2.2.4～3.2.2.7 （変更なし） 

 

3.3 敷地近傍の地質・地質構造 

（変更なし） 

3.4 敷地の地質・地質構造 

3.4.1 調査内容 

（変更なし） 

3.4.2 調査結果 

3.4.2.1 敷地の地形 

（変更なし） 

 

3.4.2.2 敷地の地質 

地表地質調査結果、ボーリング調査結果等から作成した地質平面図を第3.4.3図に、地質断面図を

第3.4.4図に示す。地質層序表を第3.4.1表に示す。敷地の地質は、新第三系中新統の多賀層群、新第

三系鮮新統～第四系下部更新統の久米層、第四系更新統の東茨城層群及びM1段丘堆積物並びに第四系

完新統の砂丘砂層等から成る。 

各地層の概要は、以下のとおりである。 

(1) 多賀層群 

多賀層群は、主に砂質泥岩から成り、標高約-130m以深からボーリング下端の標高約-220mまで分布

することが確認されている。 

本層の地質年代は、実施した珪藻及び石灰質ナンノ化石分析結果によれば、中部中新統である。 

(2) 久米層 

久米層は、主に砂質泥岩から成り、標高約-50m～標高約-130mに分布することが確認されている。 

本層の地質年代は、実施した珪藻及び石灰質ナンノ化石分析結果によれば、下部鮮新統～下部更新

統である。 

(3) 東茨城層群 

東茨城層群は、主に砂、礫及びシルトから成り、M1段丘堆積物に覆われて分布する。M1段丘堆積物

とは不整合面を成しており、境界付近では亜円礫を主体とする砂礫から成る。層厚は最大約70mであ

る。本層群は、坂本（1975）(2)の見和層中部及び石崎層に、山元（2013）（64）の笠神層及び夏海層に相

当する。 

(4) M1段丘堆積物 

M1段丘堆積物は、敷地にM1面を形成して分布する。M1面は、その層相及び敷地近傍陸域の段丘面分

布との関係から、南関東の下末吉面から小原台面（MIS5e～MIS5c；貝塚・松田編（1982）(68)等）に対

比される。本層群は、坂本（1975）(2)の見和層上部層に、山元（2013）（64）の見和層及び茨城層に相当

する。 

(5) 沖積層 

沖積層は、敷地の低地部に分布し、主に礫、砂及びシルトから成る。 

(6) 砂丘砂層 



添 6-3-3 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

砂丘砂層は、海岸付近に分布する。本層は、細粒砂から中粒砂より成る。 

 

3.4.2.3 敷地の地質構造 

変動地形学的調査結果によると、敷地には地すべり地形及びリニアメントは認められない。 

ボーリング調査及び反射法地震探査結果によれば、多賀層群及び久米層は、敷地全域の標高-50m以

深に分布し、久米層の基底面はほぼ水平に分布する。 

M1段丘堆積物は、下位の東茨城層群を覆って、敷地に広く分布しており、東茨城層群及びM1段丘堆

積物の基底面はほぼ水平に分布しており、断層を示唆する系統的な不連続や累積的な変位・変形は認

められない。このことから、敷地には、将来活動する可能性のある断層等は認められないと判断され

る。 

 

3.5 原子炉施設設置位置付近の地質・地質構造及び地盤 

3.5.1 調査内容 

3.5.1.1 ボーリング調査 

原子炉施設設置位置付近の地質・地質構造を把握するとともに、室内試験の供試体を採取し、ボー

リング孔を利用した原位置試験を実施するためにボーリング調査を実施した。 

設置位置付近のボーリング調査の孔数は53孔であり掘進総延長は約4,480m、最大掘進長は約250m

である。 

ボーリング調査においては、ロータリー型ボーリングマシンを使用し、掘削孔径66mm～400mmで実

施した。 

採取したボーリングコアについて詳細な観察を行い、地質柱状図を作成した。さらに、他の調査結

果と併せて水平地質断面図及び鉛直地質断面図を作成し、原子炉施設設置位置付近の地質・地質構造

について検討を行った。調査位置図を第3.5.1図に示す。 

 

3.5.1.2 地下水位調査 

敷地内の地下水位の状態を把握するために、第3.5.1図に示す位置において地下水位の経時変化を

測定した。地下水位は、№108孔で実施した。 

 

3.5.1.3 岩石試験 

原子炉施設設置位置付近の地盤の物理特性及び力学特性を明らかにするため、採取した試料を用

いて、物理試験及び力学試験を実施した。 

試験は、日本工業規格(JIS)、地盤工学会基準(JGS)等に準拠した。 

(1) 試験項目 

物理特性を明らかにする試験として、湿潤密度、含水比、土粒子の密度等を測定する物理試験を実

施した。また、強度特性及び変形特性を明らかにする試験として、引張強さ試験、三軸圧縮試験、静

ポアソン比測定、繰返し三軸試験（変形特性）を実施した。 

(2) 試験方法 

a. 引張強さ試験 

岩石の引張強さ試験により引張強さを求めた。 

 

b. 三軸圧縮試験 

砂丘砂層は、海岸付近に分布する。本層は、細粒砂から中粒砂より成る。 

 

3.4.2.3 敷地の地質構造 

変動地形学的調査結果によると、敷地には地すべり地形及びリニアメントは認められない。 

ボーリング調査及び反射法地震探査結果によれば、多賀層群及び久米層は、敷地全域の標高-50m以

深に分布し、久米層の基底面はほぼ水平に分布する。久米層以浅の地層には断層は認められない。 

M1段丘堆積物は、下位の東茨城層群を覆って、敷地に広く分布しており、東茨城層群及びM1段丘堆

積物の基底面はほぼ水平に分布しており、断層を示唆する系統的な不連続や累積的な変位・変形は認

められない。このことから、敷地には、将来活動する可能性のある断層等は認められないと判断され

る。 

 

3.5 原子炉施設設置位置付近の地質・地質構造及び地盤 

3.5.1 調査内容 

3.5.1.1 ボーリング調査 

原子炉施設設置位置付近の地質・地質構造を把握するとともに、室内試験の供試体を採取し、ボー

リング孔を利用した原位置試験を実施するためにボーリング調査を実施した。 

設置位置付近のボーリング調査の孔数は45孔であり掘進総延長は約3,170m、最大掘進長は約260mで

ある。 

ボーリング調査においては、ロータリー型ボーリングマシンを使用し、掘削孔径66mm～150mmで実

施した。 

採取したボーリングコアについて詳細な観察を行い、地質柱状図を作成した。さらに、他の調査結

果と併せて水平地質断面図及び鉛直地質断面図を作成し、原子炉施設設置位置付近の地質・地質構造

について検討を行った。調査位置図を第3.5.1図(1)に示す。 

 

3.5.1.2 地下水位調査 

敷地内の地下水位の状態を把握するために、地下水位及び宙水位の経時変化を観測した。観測位置

を第3.5.1図(1)に示す。 

 

3.5.1.3 岩石試験 

原子炉施設設置位置付近の地盤の物理特性及び力学特性を明らかにするため、採取した試料を用い

て、物理試験及び力学試験を実施した。 

試験は、日本工業規格(JIS)、地盤工学会基準(JGS)等に準拠した。 

(1) 試験項目 

物理特性を明らかにする試験として、湿潤密度、含水比、土粒子の密度等を測定する物理試験を実

施した。また、強度特性及び変形特性を明らかにする試験として、引張強さ試験、三軸圧縮試験、静

ポアソン比測定、繰返し三軸試験（変形特性）を実施した。 

(2) 試験方法 

a. 引張強さ試験 

岩石の引張強さ試験により引張強さを求めた。供試体寸法は直径約5cm、高さ約5cm又は直径約6～

6.5cm、高さ約6～6.5cmとした。 

b. 三軸圧縮試験 
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試験は、ゴムスリーブ中の供試体を有効土被り圧相当で圧密した後、非排水状態で所定の側圧の

もとで軸荷重を載荷し（以下「CUU条件」という。）、破壊時の軸差応力を求める方法で実施した。 

供試体寸法は直径約5cm、高さ約10cmとした。 

c. 静ポアソン比測定 

静ポアソン比は、三軸圧縮試験（CUU条件）実施時に、軸荷重載荷時の供試体の体積変化量を測定

する方法で算出した。 

d. 繰返し三軸試験（変形特性） 

試験は、ゴムスリーブ中の供試体を有効土被り圧相当で圧密した後、非排水状態で周波数1Hzの繰

返し軸荷重を段階的に加える方法で実施した。 

供試体寸法は、直径約5cm、高さ約10cmとした。 

 

3.5.1.4 土質試験 

原子炉施設設置位置付近の地盤の物理特性及び力学特性を明らかにするため、採取した試料を用

いて、物理試験及び力学試験を実施した。 

試験は、日本工業規格(JIS)、地盤工学会基準(JGS)等に準拠して実施した。 

(1) 試験項目 

物理特性を明らかにする試験として、湿潤密度、含水比、土粒子の密度等を計測する物理試験を実

施した。また、強度特性及び変形特性を明らかにする試験として、三軸圧縮試験、静ポアソン比測定、

繰返し三軸試験（変形特性）、繰返し中空ねじりせん断試験（変形特性）を実施した。 

(2) 試験方法 

a. 三軸圧縮試験 

試験は、ゴムスリーブ中の供試体を有効土被り圧相当で圧密した後、非排水状態で所定の側圧の

もとで軸荷重を載荷し(CUU条件）、破壊時の軸差応力を求める方法、所定の圧力で圧密した後、排水

状態で軸荷重を載荷し(以下「CD条件」という。）、破壊時の軸差応力を求める方法及び非排水状態で

軸荷重を載荷し(以下「UU条件」という。）、破壊時の軸差応力を求める方法で実施した。 

供試体寸法は、直径約5cm、高さ約10cm及び直径約3.5cm、高さ約7cmとした。 

b. 静ポアソン比測定 

静ポアソン比は、三軸圧縮試験（CUU条件、CD条件及びUU条件）の実施時に、軸荷重載荷時の供試

体の体積変化量を測定する方法で算出した。 

c. 繰返し三軸試験（変形特性） 

試験は、ゴムスリーブ中の供試体に有効土被り圧相当で圧密した後、非排水状態で周波数1Hzの繰

返し軸荷重を段階的に加える方法で実施した。 

供試体寸法は、直径約5cm、高さ約10cm及び直径約30cm、高さ約60cmとした。 

d. 繰返し中空ねじりせん断試験（変形特性） 

試験は、ゴムスリーブ中の供試体を有効土被り圧相当で圧密した後、非排水状態で周波数1Hzの繰

返しねじり力を段階的に加える方法で実施した。 

供試体寸法は、直径約7cm、内径約3cm、高さ約7cmとした。 

 

3.5.1.5 原位置試験 

(1) PS検層 

基礎地盤の深さ方向の動的な変形特性を把握するため、第3.5.1図に示す位置でPS検層を実施し

試験は、ゴムスリーブ中の供試体を有効土被り圧相当で圧密した後、非排水状態で所定の側圧の

もとで軸荷重を載荷し（以下「CUU条件」という。）、破壊時の軸差応力を求める方法で実施した。 

供試体寸法は直径約5cm、高さ約10cm又は直径約6～6.5cm、高さ約12～13cmとした。 

c. 静ポアソン比測定 

静ポアソン比は、三軸圧縮試験（CUU条件）実施時に、軸荷重載荷時の供試体の体積変化量を測定

する方法で算出した。 

d. 繰返し三軸試験（変形特性） 

試験は、ゴムスリーブ中の供試体を有効土被り圧相当で圧密した後、非排水状態で周波数1Hzの繰

返し軸荷重を段階的に加える方法で実施した。 

供試体寸法は、直径約5cm、高さ約10cm又は直径約6～6.5cm、高さ約12～13cmとした。 

 

3.5.1.4 土質試験 

原子炉施設設置位置付近の地盤の物理特性及び力学特性を明らかにするため、採取した試料を用い

て、物理試験及び力学試験を実施した。 

試験は、日本工業規格（JIS）、地盤工学会基準（JGS）等に準拠した。 

(1) 試験項目 

物理特性を明らかにする試験として、湿潤密度、含水比、土粒子の密度等を計測する物理試験を実

施した。また、強度特性及び変形特性を明らかにする試験として、三軸圧縮試験、静ポアソン比測定、

繰返し三軸試験（変形特性）、繰返し中空ねじりせん断試験（変形特性）を実施した。 

(2) 試験方法 

a. 三軸圧縮試験 

試験は、ゴムスリーブ中の供試体を有効土被り圧相当で圧密した後、非排水状態で所定の側圧の

もとで軸荷重を載荷し（CUU条件）、破壊時の軸差応力を求める方法、所定の圧力で圧密した後、排

水状態で軸荷重を載荷し（以下「CD条件」という。）、破壊時の軸差応力を求める方法及び非排水状

態で軸荷重を載荷し（以下「UU条件」という。）、破壊時の軸差応力を求める方法で実施した。 

供試体寸法は、直径約5cm、高さ約10cm又は直径約9.2cm、高さ約18.4cmとした。 

b. 静ポアソン比測定 

静ポアソン比は、三軸圧縮試験（CUU条件、CD条件及びUU条件）の実施時に、軸荷重載荷時の供試

体の体積変化量を測定する方法で算出した。 

c. 繰返し三軸試験（変形特性） 

試験は、ゴムスリーブ中の供試体に有効土被り圧相当で圧密した後、非排水状態で周波数1Hzの繰

返し軸荷重を段階的に加える方法で実施した。 

供試体寸法は、直径約5cm、高さ約10cm又は直径約9.2cm、高さ約18.4cmとした。 

d. 繰返し中空ねじりせん断試験（変形特性） 

試験は、ゴムスリーブ中の供試体を有効土被り圧相当で圧密した後、非排水状態で周波数1Hzの繰

返しねじり力を段階的に加える方法で実施した。 

供試体寸法は、直径約7cm、内径約3cm、高さ約7cmとした。 

 

3.5.1.5 原位置試験 

(1) PS検層 

基礎地盤の深さ方向の動的な変形特性を把握するため、第3.5.1図(1)に示す位置でPS検層を実施し
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た。 

PS検層は、孔中に受振器を設け、地上で板たたき法によって起振するダウンホール方式及び起振装

置と受振器が一体となったゾンデを孔内に挿入し、孔内で起振受振するサスペンション方式で行っ

た。検層により基礎地盤のP波及びS波の伝搬速度を求め、初期動せん断弾性係数及び動ポアソン比を

算出した。 

原子炉施設設置位置付近においてPS検層は22孔で実施し、総延長約2,840mである。 

(2) 標準貫入試験 

基礎地盤の硬軟、締まり具合を把握するため、第3.5.1図に示す位置で標準貫入試験を実施した。 

試験は、ハンマーを自由落下させ標準貫入試験用サンプラーを30㎝打込むのに要する打撃回数（N

値）を測定する方法で実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 調査結果 

3.5.2.1 原子炉施設設置位置付近の地質・地質構造 

(1) 地質 

原子炉施設設置位置付近のボーリングの地質柱状図を第3.5.2図から第3.5.11図に示す。地表地質

調査、ボーリング調査結果等から作成した水平地質断面図を第3.5.12図に、鉛直地質断面図を第

3.5.13図(1)から第3.5.13図(4)に示す。 

た。 

PS検層は、孔中に受振器を設け、地上で板たたき法によって起振するダウンホール方式及び起振装

置と受振器が一体となったゾンデを孔内に挿入し、孔内で起振受振するサスペンション方式で行っ

た。検層により基礎地盤のP波及びS波の伝搬速度を求め、初期動せん断弾性係数及び動ポアソン比を

算出した。 

原子炉施設設置位置付近においてPS検層は10孔で実施し、総延長約1,460mである。 

(2) 標準貫入試験 

基礎地盤の硬軟、締まり具合を把握するため、第3.5.1図(1)に示す位置で標準貫入試験を実施し

た。 

試験は、ハンマーを自由落下させ標準貫入試験用サンプラーを30㎝打込むのに要する打撃回数（N

値）を測定する方法で実施した。 

 

3.5.1.6 改良地盤の試験 

改良地盤の物理的、力学的性質を確認し、施設の設計及び施工の基礎資料を得るため、第3.5.1図

(2)に示す位置で試験施工を行い、物理試験及び力学試験を実施した。試験は、日本工業規格(JIS)、

地盤工学会基準(JGS)等に準拠した。試料を採取した位置を第3.5.1図(2)に示す。 

(1) 試験項目 

物理試験として、湿潤密度試験を実施した。また、強度特性及び変形特性を明らかにする試験とし

て、一軸圧縮試験、引張強さ試験、三軸圧縮試験、繰返し三軸試験（変形特性）を実施した。 

(2) 試験方法 

a. 一軸圧縮試験 

試験は、岩石の一軸圧縮試験により、自然状態の供試体について実施した。供試体寸法は直径約

5cm、高さ約10cmとした。 

b. 引張強さ試験 

岩石の引張強さ試験により引張強さを求めた。供試体寸法は直径約5cm、高さ約5cmとした。 

c. 三軸圧縮試験 

試験は、UU条件により破壊時の軸差応力を求める方法で実施した。 

供試体寸法は、直径約5cm、高さ約10cmとした。 

d. 静ポアソン比測定 

静ポアソン比は、一軸圧縮試験で算出した。 

e. 繰返し三軸試験（変形特性） 

試験は、ゴムスリーブ中の供試体に有効土被り圧相当で圧密した後、非排水状態で周波数1Hzの繰

返し軸荷重を段階的に加える方法で実施した。 

供試体寸法は、直径約5cm、高さ約10cmとした。 

 

3.5.2 調査結果 

3.5.2.1 原子炉施設設置位置付近の地質・地質構造 

(1) 地質 

敷地で実施したボーリングの地質柱状図について代表的なものを第3.5.2図から第3.5.11図に示

す。地表地質調査、ボーリング調査結果等から作成した水平地質断面図を第3.5.12図に、鉛直地質断

面図を第3.5.13図(1)から第3.5.13図(4)に示す。 



添 6-3-6 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

原子炉施設設置位置付近の地質は、新第三系中新統の多賀層群及び新第三系鮮新統～第四系下部

更新統の久米層、第四系更新統の東茨城層群及びM1段丘堆積物から成る。 

a. 多賀層群 

多賀層群は、主に暗灰色を呈する砂岩・泥岩の互層から成る。ボーリングコアは棒状を呈し、生

痕化石、有機物、サガリテスなどが観察されるとともに、石英脈の貫入に伴う珪化作用を受け、硬

質となっている。 

b. 久米層 

久米層は、主に暗緑灰色を呈する砂質泥岩から成る。砂質泥岩は塊状で、貝化石片や軽石粒が観

察される。 

また、泥岩の下位には、シルト分が多く、下位層と狭い範囲で漸移するシルト質砂岩が分布し、

ほぼ均質塊状であるが、貝化石や軽石粒の混入が見られる。また、この層の基底部には礫が分布す

るところがあるが、厚さは一定しない。 

c. 東茨城層群 

東茨城層群は、坂本（1975）(2)の石崎層及び見和層中部層から成り、山元（2013）（64）の笠神層及

び夏海層に相当する。 

石崎層は、細砂を主体とした層で、全体として均質塊状であるが、連続性のよいシルト層、シル

ト混り砂層、砂礫層を挟んでいる。層厚は、約50mである。 

見和層中部層は、河川堆積砂礫層と考えられ、礫種はチャート、砂岩が多く、花崗岩類や安山岩

類も含んでいる。層厚は、約5mであり、ほぼ水平に連続して分布している。本層群は、M1段丘堆積

物に不整合に覆われており、山元（2013）（64）は笠神層及び夏海層をMIS7に形成されたものとしてい

ることから、中部更新統と判断される。 

d. M1段丘堆積物 

M1段丘堆積物は、坂本（1975）(2)の見和層上部層から成り、山元（2013）（64）の見和層及び茨城層

に相当する。山元（2013）（64）は見和層をMIS5eに、茨城層をMIS5cに形成されたものとしている。 

M1段丘堆積物の下部は海成層から成り、円礫混じり砂、砂礫を挟在する淘汰の良い砂層、淘汰の

悪い砂層と層相が変化し、その上部には白斑状生痕を伴う層準が認められる。下位の東茨城層群と

は不整合境界面を成している。中部は比較的均質塊状シルト～粘性の高い粘土から成り淡水環境で

堆積したと考えられる。上部は風成層から成り、淘汰の良い砂～中砂から成り、平行葉理が発達し、

渇鉄鉱の濃集が認められる。最上部にはローム層が堆積している。層厚は最大約20mである。M1段丘

堆積物の分布状況は、敷地周辺の分布状況と整合しており、M1段丘堆積物の下部はMIS5eの堆積物で

あると考えられる。 

 

(2) 地盤分類 

原子炉施設設置位置付近の地盤分類図を第3.5.13図(1)から第3.5.13図(4)に示す。設置位置付近

には、多賀層群、久米層、東茨城層群、M1段丘堆積物が分布する。 

社団法人日本電気協会の「原子力発電所耐震設計指針 JEAG4601」を参考に、各層の年代、層相、

固結の程度等の地質学的性質及び工学的性質の違いから、原子炉基礎地盤を次のように分類した。 

多賀層群は、中新統の砂岩・泥岩の互層であり、軟質岩盤に分類され、岩相に変化は少ないことか

ら、砂岩泥岩互層（Tg）の区分とした。 

久米層は、鮮新統～下部更新統の砂質泥岩とシルト岩から成り、軟質岩盤に分類され、砂質泥岩

(Km)及びシルト質砂岩(Ks)に区分とした。 

原子炉施設設置位置付近の地質は、新第三系中新統の多賀層群及び新第三系鮮新統～第四系下部更

新統の久米層、第四系更新統の東茨城層群及びM1段丘堆積物から成る。 

a. 多賀層群 

多賀層群は、主に暗灰色を呈する砂岩・泥岩の互層から成る。ボーリングコアは棒状を呈し、生

痕化石、有機物、サガリテスなどが観察されるとともに、石英脈の貫入に伴う珪化作用を受け、硬

質となっている。 

b. 久米層 

久米層は、主に暗緑灰色を呈する砂質泥岩から成る。砂質泥岩は塊状で、貝化石片や軽石粒が観

察される。 

また、泥岩の下位には、シルト分が多く、下位層と狭い範囲で漸移するシルト質砂岩が分布し、

ほぼ均質塊状であるが、貝化石や軽石粒の混入が見られる。また、この層の基底部には礫が分布す

るところがあるが、厚さは一定しない。 

c. 東茨城層群 

東茨城層群は、坂本（1975）(2)の石崎層及び見和層中部層から成り、山元（2013）（64）の笠神層及

び夏海層に相当する。 

石崎層は、細砂を主体とした層で、全体として均質塊状であるが、連続性のよいシルト層、シル

ト混り砂層、砂礫層を挟んでいる。層厚は、約50mである。 

見和層中部層は、河川堆積砂礫層と考えられ、礫種はチャート、砂岩が多く、花崗岩類や安山岩

類も含んでいる。層厚は約5mでほぼ水平に連続して分布し、M1段丘堆積物に不整合に覆われる。 

 

 

d. M1段丘堆積物 

M1段丘堆積物は、坂本（1975）(2)の見和層上部層から成り、山元（2013）（64）の見和層及び茨城層

に相当する。 

M1段丘堆積物の下部は海成層から成り、円礫混じり砂、砂礫を挟在する淘汰の良い砂層、淘汰の

悪い砂層と層相が変化し、その上部には白斑状生痕を伴う層準が認められる。下位の東茨城層群と

は層相が異なっており、層相の境界には不連続面が確認される。その不連続面には堆積環境の変化

（堆積間隙）が認められることから、両地層は不整合関係で接している。中部は比較的均質塊状シ

ルト～粘性の高い粘土から成り淡水環境で堆積したと考えられる。上部は風成層から成り、淘汰の

良い砂～中砂から成り、平行葉理が発達し、渇鉄鉱の濃集が認められる。最上部にはローム層が堆

積している。層厚は最大約20mである。M1段丘堆積物の分布状況は、敷地周辺の分布状況と整合して

おり、M1段丘堆積物の下部はMIS5eの堆積物であると考えられる。 

(2) 地盤分類 

原子炉施設設置位置付近の地盤分類図を第3.5.13図(1)から第3.5.13図(4)に示す。設置位置付近に

は、多賀層群、久米層、東茨城層群、M1段丘堆積物が分布する。 

社団法人日本電気協会の「原子力発電所耐震設計指針 JEAG4601」を参考に、各層の年代、層相、

固結の程度等の地質学的性質及び工学的性質の違いから、原子炉基礎地盤を次のように分類した。 

多賀層群は、中新統の砂岩・泥岩の互層であり、軟質岩盤に分類され、岩相に変化は少ないことか

ら、砂岩泥岩互層（Tg）の区分とした。 

久米層は、鮮新統～下部更新統の砂質泥岩とシルト岩から成り、軟質岩盤に分類され、砂質泥岩

（Km）及びシルト質砂岩（Ks）に区分とした。 
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低固結～未固結地盤に分類される東茨城層群、M1段丘堆積物は、以下のように区分した。 

東茨城層群は、坂本（1975）(2)に対比される石崎層及び見和層中部層に区分した。石崎層は、砂混

じり礫を主体とする砂混じり砂礫土（Is-Sg）、砂を主体とする4層の砂質土（Is–S1、Is-S2U、Is-S2L、

Is-S3）、細粒分を多く含む砂質土（Is-Sc）、粘土を主体とする粘性土（Is-C）に区分した。見和層中

部層は、砂混じり砂礫土（Mm-Sg）に区分した。 

M1段丘堆積物は、坂本（1975）(2)に対比される見和層上部層及びローム層に区分した。見和層上部

層は、砂混じり礫を主体とする砂混じり砂礫土（Mu-Sg）、砂を主体とする3層の砂質土(Mu-S、Mu-S1、

Mu-S2)、粘土を主体とする粘性土(Mu-C)に、ローム層は火山灰質粘性土（Lm）に区分した。なお、埋

戻土(B)の記載は省略した。 

(3) 地下水位調査の結果 

№108孔において、2015年2月より2016年7月までの間に実施した地下水位調査結果を第3.5.14図に

示す。常水位は、約T.P.+6.0m付近に存在し、調査期間中の変動幅は1m以内である。 

 

 

(4) 地質構造 

ボーリング調査結果によると、久米層は約T.P.-50m以深に分布し、久米層を不整合に覆って東茨城

層群及びM1段丘堆積物が分布している。 

M1段丘堆積物の基底面の分布標高は各ボーリング孔でほぼ同様であり、ほぼ水平に分布している。

更に、M1段丘堆積物の層相変化も各孔で連続的に確認され、各層の分布標高もほぼ同様である。ま

た、東茨城層群及び久米層の基底面もほぼ水平に分布しており、断層を示唆する系統的な不連続や累

積的な変位・変形は認められず（第3.5.15図～第3.5.18図）、久米層中には断層の存在を示唆する鏡

肌や条線及び挟材物等は認められない。 

以上のことから、原子炉施設設置位置付近には、将来活動する可能性のある断層等は認められない

と判断される。 

 

3.5.2.2 室内試験結果 

(1) 岩石試験結果 

原子炉施設設置位置付近に分布する多賀層群及び久米層から採取した試料による岩石試験結果を

以下に示す。 

a. 物理特性 

ボーリングコアの約T.P.-55m～約T.P.-200mの範囲から採取した616個の試料について、物理試験

を実施した。 

湿潤密度ρtの試験結果を第3.5.19図に、湿潤密度ρt、含水比w、土粒子の密度、間隙比eの試験結

果を第3.5.1表に示す。 

Km層の湿潤密度ρtは平均 1.79g/cm3、含水比 wは平均 39.1%、土粒子の密度は平均 2.66、間隙比

eは平均 1.06である。 

Ks層の湿潤密度ρtは平均 1.83g/cm3、含水比 wは平均 32.3%、土粒子の密度は平均 2.68、間隙比

eは平均 0.95である。 

Tg層の湿潤密度ρtは平均1.89g/cm3、含水比wは平均26.1％である。 

b. 引張強さ 

ボーリングコアから採取した20個の供試体について、岩石の引張強さ試験を実施した。引張強さ

低固結～未固結地盤に分類される東茨城層群、M1段丘堆積物は、以下のように区分した。 

東茨城層群は、坂本（1975）(2)に対比される石崎層及び見和層中部層に区分した。石崎層は、砂混

じり礫を主体とする砂混じり砂礫土（Is-Sg）、砂を主体とする4層の砂質土（Is–S1、Is-S2U、Is-S2L、

Is-S3）、細粒分を多く含む砂質土（Is-Sc）、粘土を主体とする粘性土（Is-C）に区分した。見和層中

部層は、砂混じり砂礫土（Mm-Sg）に区分した。 

M1段丘堆積物は、坂本（1975）(2)に対比される見和層上部層及びローム層に区分した。見和層上部

層は、砂混じり礫を主体とする砂混じり砂礫土（Mu-Sg）、砂を主体とする3層の砂質土（Mu-S、Mu-S1、

Mu-S2）、粘土を主体とする粘性土（Mu-C）に、ローム層は火山灰質粘性土（Lm）に区分した。なお、

埋戻土（B）の記載は省略した。 

(3) 地下水位観測の結果 

2015年2月より2022年2月までの間に実施した地下水位の観測結果を第3.5.14図(1)に示す。地下水

位は、T.P.約+4～7m付近に存在し、観測期間中の変動幅は1m以内である。 

2015年5月より2022年2月までの間に実施した宙水位の観測結果を第3.5.14図(2)に示す。宙水位は、

T.P.約+28～30m付近に存在し、宙水が帯水する層の厚さは0.2～2.0m程度である。 

(4) 地質構造 

ボーリング調査結果によると、久米層はT.P.約-50m以深に分布し、久米層を不整合に覆って東茨城

層群及びM1段丘堆積物が分布している。 

M1段丘堆積物の基底面の分布標高は各ボーリング孔でほぼ同様であり、ほぼ水平に分布している。

更に、M1段丘堆積物の層相変化も各孔で連続的に確認され、各層の分布標高もほぼ同様である。また、

東茨城層群及び久米層の基底面もほぼ水平に分布しており、断層を示唆する系統的な不連続や累積的

な変位・変形は認められず（第3.5.15図から第3.5.18図）、久米層中には断層の存在を示唆する鏡肌

や条線及び挟材物等は認められない。 

以上のことから、原子炉施設設置位置付近には、将来活動する可能性のある断層等は認められない

と判断される。 

 

3.5.2.2 室内試験結果 

(1) 岩石試験結果 

原子炉施設設置位置付近に分布する多賀層群及び久米層から採取した試料による岩石試験結果を

以下に示す。 

a. 物理特性 

ボーリングコアのT.P.約-60m～T.P.約-200mの範囲から採取した138個の試料について、物理試験

を実施した。 

湿潤密度ρtの試験結果を第3.5.19図に、湿潤密度ρt、含水比w、土粒子の密度、間隙比eの試験結

果を第3.5.1表に示す。 

Km層の湿潤密度ρtは平均 1.78g/cm3、含水比 wは平均 37.2%、土粒子の密度は平均 2.67g/cm3、間

隙比 eは平均 1.07である。 

Ks層の湿潤密度ρtは平均 1.81g/cm3、含水比 wは平均 32.6%、土粒子の密度は平均 2.66g/cm3、間

隙比 eは平均 0.97である。 

Tg層の湿潤密度ρtは平均1.86g/cm3、含水比wは平均26.5%である。 

b. 引張強さ 

ボーリングコアから採取した16個の供試体について、岩石の引張強さ試験を実施した。引張強さ
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σtの試験結果を第3.5.20図に示す。 

Km層、Ks層引張強度は平均値で0.161 N/mm2である。 

c. 三軸圧縮試験結果（強度特性） 

ボーリングコアから採取した80個の供試体について、三軸圧縮試験（CUU条件）を実施した。 

三軸圧縮試験による非排水せん断強さCuと標高Zの関係を第3.5.21図に示す。 

破壊時の非排水せん断強さCuと残留時の非排水せん断強さCurは深度方向に増加する傾向が認め

られ、標高Zとの関係は次式で近似される。 

Km層、Ks層 

Cu ＝ 0.780 － 0.00333・Z   (N/mm2) 

Cur ＝ 0.322 － 0.00455・Z   (N/mm2) 

d. 静弾性係数 

三軸圧縮試験（CUU条件）により静弾性係数E50を求めた。静弾性係数E50の結果を第3.5.22図及び

第3.5.3表(1)に示す。Tg層の静弾性係数E50は平均1,080(N/mm2)である。Km層、Ks層の静弾性係数E50

は深度方向に増加する傾向が認められ、標高Zとの関係は次式で近似される。 

Km層、Ks層 

E50 ＝ 302 － 2.96・Z    (N/mm2) 

e. 静ポアソン比 

三軸圧縮試験（CUU条件）実施時に静ポアソン比測定を実施した。静ポアソン比の結果を第3.5.3

表(1)に示す。Km層及びKs層の静ポアソン比νは平均0.45、Tg層の静ポアソン比νは平均0.47であ

る。 

f. 繰返し三軸試験結果（変形特性） 

ボーリングコアから採取した53個の供試体について、繰返し三軸試験（変形特性）を実施した。

得られた正規化せん断弾性係数G/G0とせん断ひずみγの関係並びに減衰率hとせん断ひずみγの関

係を、第3.5.23図(1)から第3.5.23図(3)に示す。 

正規化動せん断弾性係数G/G0及び減衰率hとせん断ひずみγの関係は次式で近似される。 

 

Km層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 2.02𝛾0.808) 

ℎ = 15.2𝛾/(𝛾 + 0.861) + 1.82 

 

Ks層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 2.74𝛾0.853) 

ℎ = 16.9𝛾/(𝛾 + 0.779) + 1.47 

 

Tg層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 1.66𝛾0.863) 

ℎ = 9.63𝛾/(𝛾 + 0.370) + 1.14 

 

(2) 土質試験結果 

a. 物理特性 

ボーリングコアから採取した2,555個の試料について物理試験を実施した。湿潤密度ρt、土粒子

σtの試験結果を第3.5.20図に示す。 

Km層、Ks層の引張強さは平均値で0.160N/mm2である。 

c. 三軸圧縮試験結果（強度特性） 

ボーリングコアから採取した126個の供試体について、三軸圧縮試験（CUU条件）を実施した。 

Km層、Ks層の三軸圧縮試験による非排水せん断強さCuと標高Zの関係を第3.5.21図に示す。 

破壊時の非排水せん断強さCuと残留時の非排水せん断強さCurは深度方向に増加する傾向が認め

られ、標高Zとの関係は次式で近似される。 

Km層、Ks層 

Cu ＝ 0.660 － 0.00440・Z   (N/mm2) 

Cur ＝ 0.295 － 0.00495・Z   (N/mm2) 

d. 静弾性係数 

三軸圧縮試験（CUU条件）により静弾性係数E50を求めた。静弾性係数E50の結果を第3.5.22図及び第

3.5.3表(1)に示す。Tg層の静弾性係数E50は平均1,080N/mm2である。Km層、Ks層の静弾性係数E50は深

度方向に増加する傾向が認められ、標高Zとの関係は次式で近似される。 

Km層、Ks層 

E50 ＝ 327 － 2.74・Z    (N/mm2) 

e. 静ポアソン比 

三軸圧縮試験（CUU条件）実施時に静ポアソン比測定を実施した。静ポアソン比の結果を第3.5.3

表(1)に示す。Km層及びKs層の静ポアソン比νは平均0.49、Tg層の静ポアソン比νは平均0.47であ

る。 

f. 動的変形特性 

ボーリングコアから採取した35個の供試体について、繰返し三軸試験（変形特性）を実施した。

得られた正規化せん断弾性係数G/G0とせん断ひずみγの関係並びに減衰率hとせん断ひずみγの関

係を、第3.5.23図(1)から第3.5.23図(3)に示す。 

正規化動せん断弾性係数G/G0及び減衰率hとせん断ひずみγの関係は次式で近似される。 

 

Km層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 2.32𝛾1.04) 

ℎ = 15.3𝛾/(𝛾 + 0.763) + 1.54 

 

Ks層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 3.09𝛾0.986) 

ℎ = 15.0𝛾/(𝛾 + 0.603) + 1.30 

 

Tg層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 1.75𝛾0.925) 

ℎ = 9.59𝛾/(𝛾 + 0.346) + 1.00 

 

(2) 土質試験結果 

a. 物理特性 

ボーリングコアから採取した591個の試料について物理試験を実施した。湿潤密度ρt、含水比w、
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の密度ρs、含水比w、間隙比eの試験結果を第3.5.2表に示す。 

 

 

埋戻土の湿潤密度ρtは平均1.90g/cm3、含水比wは平均20.5%、土粒子の密度ρsは平均2.68g/cm3、

間隙比 eは平均 0.71である。 

Lm層の湿潤密度ρtは平均 1.35g/cm3、含水比 wは平均 97.8%、土粒子の密度ρsは平均 2.72g/cm3、

間隙比 eは平均 3.03である。 

Mu-S1 層の湿潤密度 ρt は平均 1.89g/cm3、含水比 w は平均 18.6%、土粒子の密度 ρs は平均

2.70g/cm3、間隙比 eは平均 0.70である。 

Mu-C層の湿潤密度ρtは平均1.73g/cm3、含水比wは平均44.6%、土粒子の密度ρsは平均2.66g/cm3、

間隙比 eは平均 1.24である。 

Mu-S層の湿潤密度ρtは平均1.87g/cm3、含水比wは平均31.8%、土粒子の密度ρsは平均2.71g/cm3、

間隙比 eは平均 0.91である。 

Mu-S2 層の湿潤密度 ρt は平均 1.87 g/cm3、含水比 w は平均 21.0%、土粒子の密度 ρs は平均

2.70g/cm3、間隙比 eは平均 0.75である。 

Mm-Sg層の湿潤密度ρtは平均2.21g/cm3、含水比wは平均8.9%、土粒子の密度ρsは平均2.70g/cm3、

間隙比 eは平均 0.33である。 

Is-S1 層の湿潤密度 ρt は平均 1.86g/cm3、含水比 w は平均 27.2%、土粒子の密度 ρs は平均

2.72g/cm3、間隙比 eは平均 0.87である。 

Is-C層の湿潤密度ρtは平均1.87g/cm3、含水比wは平均33.5%、土粒子の密度ρsは平均2.69g/cm3、

間隙比 eは平均 0.92である。 

Is-S2U 層の湿潤密度 ρt は平均 1.84g/cm3、含水比 w は平均 33.9%、土粒子の密度 ρs は平均

2.67g/cm3、間隙比 eは平均 0.95である。 

Is-Sc 層の湿潤密度 ρt は平均 1.81g/cm3、含水比 w は平均 37.6%、土粒子の密度 ρs は平均

2.65g/cm3、間隙比 eは平均 1.02である。 

Is-S2L 層の湿潤密度 ρt は平均 1.91g/cm3、含水比 w は平均 28.1%、土粒子の密度 ρs は平均

2.71g/cm3、間隙比 eは平均 0.82である。 

Is-Sg 層の湿潤密度 ρt は平均 1.98g/cm3、含水比 w は平均 21.7%、土粒子の密度 ρs は平均

2.74g/cm3、間隙比 eは平均 0.64である。 

Is-S3層の湿潤密度ρtは平均1.96g/cm3、含水比wは平均26.5%、土粒子の密度ρsは平均2.72g/cm3、

間隙比eは平均0.76である。 

b. 三軸圧縮試験結果（強度特性） 

ボーリングコアから採取した318個の供試体について、三軸圧縮試験（CD条件、CUU条件及びUU条

件）を実施した。 

三軸圧縮試験（CD条件、CUU条件及びUU条件）によるピーク強度及び残留強度の破壊応力円を第

3.5.24図(1)から第3.5.24図(13)に示す。 

 

埋戻土 （CD条件） 

τ = 0.008 + σ･tan 34.9° (N/mm2) 

τr = 0.008 + σ･tan 34.2° (N/mm2) 

 

土粒子の密度ρs、間隙比eの試験結果を第3.5.2表に示す。なお、Is-Sg層については、耐震重要施設

周辺の地盤において薄く部分的であることからIs-S2L層の試験結果を物性値に設定する（以降の強

度特性、静弾性係数、静ポアソン比、動的変形特性についても同様）。 

埋戻土の湿潤密度ρtは平均 1.90g/cm3、含水比 wは平均 20.5%、土粒子の密度ρsは平均 2.68g/cm3、

間隙比 eは平均 0.71である。 

Lm層の湿潤密度ρtは平均 1.35g/cm3、含水比 wは平均 97.8%、土粒子の密度ρsは平均 2.76g/cm3、

間隙比 eは平均 3.09である。 

Mu-S1 層の湿潤密度 ρt は平均 1.86g/cm3、含水比 w は平均 18.1%、土粒子の密度 ρs は平均

2.69g/cm3、間隙比 eは平均 0.71である。 

Mu-C層の湿潤密度ρtは平均1.72g/cm3、含水比wは平均48.5%、土粒子の密度ρsは平均2.67g/cm3、

間隙比 eは平均 1.32である。 

Mu-S層の湿潤密度ρtは平均1.87g/cm3、含水比wは平均31.8%、土粒子の密度ρsは平均2.71g/cm3、

間隙比 eは平均 0.91である。 

Mu-S2 層の湿潤密度 ρt は平均 1.86g/cm3、含水比 w は平均 21.7%、土粒子の密度 ρs は平均

2.70g/cm3、間隙比 eは平均 0.76である。 

Mm-Sg層の湿潤密度ρtは平均2.23g/cm3、含水比wは平均8.8%、土粒子の密度ρsは平均2.70g/cm3、

間隙比 eは平均 0.32である。 

Is-S1 層の湿潤密度 ρt は平均 1.83g/cm3、含水比 w は平均 27.0%、土粒子の密度 ρs は平均

2.71g/cm3、間隙比 eは平均 0.88である。 

Is-C層の湿潤密度ρtは平均1.85g/cm3、含水比wは平均34.7%、土粒子の密度ρsは平均2.69g/cm3、

間隙比 eは平均 0.96である。 

Is-S2U 層の湿潤密度 ρt は平均 1.82g/cm3、含水比 w は平均 33.8%、土粒子の密度 ρs は平均

2.68g/cm3、間隙比 eは平均 0.96である。 

Is-Sc 層の湿潤密度 ρt は平均 1.78g/cm3、含水比 w は平均 38.6%、土粒子の密度 ρs は平均

2.66g/cm3、間隙比 eは平均 1.07である。 

Is-S2L 層の湿潤密度 ρt は平均 1.91g/cm3、含水比 w は平均 25.7%、土粒子の密度 ρs は平均

2.74g/cm3、間隙比 eは平均 0.80である。 

 

 

Is-S3層の湿潤密度ρtは平均1.94g/cm3、含水比wは平均26.8%、土粒子の密度ρsは平均2.72g/cm3、

間隙比eは平均0.78である。 

b. 三軸圧縮試験結果（強度特性） 

ボーリングコアから採取した264個の供試体について、三軸圧縮試験（CD条件、CUU条件及びUU条

件）を実施した。 

三軸圧縮試験（CD条件、CUU条件及びUU条件）によるピーク強度及び残留強度の破壊応力円を第

3.5.24図(1)から第3.5.24図(13)に示す。 

 

埋戻土（B層） （CD条件） 

τ = 0.008 + σ･tan 34.9° (N/mm2) 

τr = 0.008 + σ･tan 34.2° (N/mm2) 
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Lm層 （UU条件） 

τ = 0.061 + σ･tan 15.1° (N/mm2) 

τr
2 = 0.073･σ   (N/mm2)  (σ＜0.069 N/mm2) 

τr = 0.057 + σ･tan 11.4° (N/mm2)  (σ≧0.069 N/mm2) 

 

Mu-S1層 （CD条件） 

τ = 0.022 + σ･tan 36.9° (N/mm2) 

τr
2 = 0.070･σ   (N/mm2)  (σ＜0.005 N/mm2) 

τr = 0.016 + σ･tan 32.9° (N/mm2)  (σ≧0.005 N/mm2) 

 

Mu-C層 （CUU条件） 

τ = 0.164 + σ･tan 21.0° (N/mm2) 

τr
2 = 0.195･σ   (N/mm2)  (σ＜0.155 N/mm2) 

τr = 0.138 + σ･tan 13.0° (N/mm2)  (σ≧0.155 N/mm2) 

 

Mu-S層 （CD条件） 

τ = 0.060 + σ･tan 36.0° (N/mm2) 

τr
2 = 0.124･σ   (N/mm2)  (σ＜0.003 N/mm2) 

τr = 0.018 + σ･tan 35.5° (N/mm2)  (σ≧0.003 N/mm2) 

 

Mu-S2層 （CD条件） 

τ = 0.031 + σ･tan 38.8° (N/mm2) 

τr = 0.000 + σ･tan 38.0° (N/mm2) 

 

Mm-Sg層 （CD条件） 

τ = 0.086 + σ･tan 40.0° (N/mm2) 

τr = 0.003 + σ･tan 40.1° (N/mm2) 

 

Is-S1層 （CUU条件） 

τ = 0.388 + σ･tan 26.8° (N/mm2) 

τr
2 = 0.632･σ   (N/mm2)  (σ＜0.440 N/mm2) 

τr = 0.268 + σ･tan 30.5° (N/mm2)  (σ≧0.440 N/mm2) 

 

Is-C層 （CUU条件） 

τ = 0.524   (N/mm2) 

τr
2 = 0.396･σ   (N/mm2)  (σ＜0.505 N/mm2) 

τr = 0.447   (N/mm2)  (σ≧0.505 N/mm2) 

 

Is-S2U層 （CUU条件） 

τ = 0.656 + σ･tan 13.7° (N/mm2) 

τr
2 = 0.938･σ   (N/mm2)  (σ＜0.712 N/mm2) 

Lm層 （UU条件） 

τ = 0.042 + σ･tan 19.7° (N/mm2) 

τr
2 = 0.052･σ   (N/mm2)  (σ＜0.066N/mm2) 

τr = 0.040 + σ･tan 15.8° (N/mm2)  (σ≧0.066N/mm2) 

 

Mu-S1層 （CD条件） 

τ = 0.021 + σ･tan 37.0° (N/mm2) 

τr
2 = 0.068･σ   (N/mm2)  (σ＜0.004N/mm2) 

τr = 0.014 + σ･tan 33.0° (N/mm2)  (σ≧0.004N/mm2) 

 

Mu-C層 （CUU条件） 

τ = 0.227 + σ･tan 16.6° (N/mm2) 

τr
2 = 0.227･σ   (N/mm2)  (σ＜0.196N/mm2) 

τr = 0.179 + σ･tan 9.3° (N/mm2)  (σ≧0.196N/mm2) 

 

Mu-S層 （CD条件） 

τ = 0.060 + σ･tan 36.0° (N/mm2) 

τr
2 = 0.124･σ   (N/mm2)  (σ＜0.003N/mm2) 

τr = 0.018 + σ･tan 35.5° (N/mm2)  (σ≧0.003N/mm2) 

 

Mu-S2層 （CD条件） 

τ = 0.040 + σ･tan 38.4° (N/mm2) 

τr = σ･tan 38.0°  (N/mm2) 

 

Mm-Sg層 （CD条件） 

τ = 0.086 + σ･tan 40.0° (N/mm2) 

τr = 0.003 + σ･tan 40.1° (N/mm2) 

 

Is-S1層 （CUU条件） 

τ = 0.399 + σ･tan 27.7° (N/mm2) 

τr
2 = 0.660･σ   (N/mm2)  (σ＜0.228N/mm2) 

τr = 0.268 + σ･tan 27.7° (N/mm2)  (σ≧0.228N/mm2) 

 

Is-C層 （CUU条件） 

τ = 0.543   (N/mm2) 

τr
2 = 0.409･σ   (N/mm2)  (σ＜0.527N/mm2) 

τr = 0.464   (N/mm2)  (σ≧0.527N/mm2) 

 

Is-S2U層 （CUU条件） 

τ = 0.725 + σ･tan 12.4° (N/mm2) 

τr
2 = 1.01･σ   (N/mm2)  (σ＜0.787N/mm2) 
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τr = 0.637 + σ･tan14.2° (N/mm2)  (σ≧0.712 N/mm2) 

 

Is-Sc層 （CUU条件） 

τ = 0.601 + σ･tan 9.5° (N/mm2) 

τr
2 = 0.715･σ   (N/mm2)  (σ＜0.749 N/mm2) 

τr = 0.620 + σ･tan 8.5° (N/mm2)  (σ≧0.749 N/mm2) 

 

Is-S2L層 （CUU条件） 

τ = 0.654 + σ･tan 19.3° (N/mm2) 

τr
2 = 1.03･σ   (N/mm2)  (σ＜0.815 N/mm2) 

τr = 0.618 + σ･tan20.1° (N/mm2)  (σ≧0.815 N/mm2) 

 

Is-S3層 （CUU条件） 

τ = 0.777 + σ･tan 17.5° (N/mm2) 

τr
2 = 1.12･σ   (N/mm2)  (σ＜0.910 N/mm2) 

τr = 0.691 + σ･tan 19.3° (N/mm2)  (σ≧0.910 N/mm2) 

 

c. 静弾性係数 

三軸圧縮試験（CD条件、CUU条件及び UU条件）により静弾性係数 E50を求めた。静弾性係数 E50の

結果を第 3.5.3表(2)に示す。 

UU 条件の静弾性係数 E50は Lm層で平均 10.9N/mm2である。 

CUU 条件の静弾性係数 E50 は Mu-C 層で平均 124N/mm2、Is-S1 層で平均 60.2N/mm2、Is-C 層で平均

264N/mm2、Is-S2U層で平均 114N/mm2、Is-Sc層で平均 228N/mm2、Is-S2L層、Is-Sg層で平均 149N/mm2、

Is-S3層で平均 194N/mm2である。 

CD 条件の静弾性係数 E50 は埋戻土で平均 25.3N/mm2、Mu-S1 層で平均 37.2N/mm2、Mu-S 層で平均

59.9N/mm2、Mu-S2層で平均 75.1N/mm2、Mm-Sg層で平均 188N/mm2である。 

d. 静ポアソン比 

三軸圧縮試験（CD条件、CUU条件及びUU条件）実施時に静ポアソン比の測定を実施した。静ポアソ

ン比の結果を第3.5.3表(2)に示す。 

静ポアソン比νの平均値は、埋戻土で0.23、Lm層で0.28、Mu-S1層で0.26、Mu-C層で0.50、Mu-S層

で0.28、Mu-S2層で0.26、Mm-Sg層で0.26、Is-S1層で0.48、Is-C層で0.44、Is-S2U層で0.44、Is-Sc層

で0.45、Is-S2L層、Is-Sg層で0.48、Is-S3層で0.48である。 

e. 動的変形特性 

ボーリングコアから採取した141個の供試体について、動的変形特性を求める目的で、繰返し三軸

圧縮試験又は繰返し中空ねじり試験を実施した。この結果の正規化せん断弾性係数G/G0とせん断ひ

ずみγの関係並びに減衰率hとせん断ひずみγの関係を第3.5.25図(1)から第3.5.25図(13)に示す。 

正規化動せん断弾性係数G/G0及び減衰率hとせん断ひずみγの関係は次式で近似される。 

 

埋戻土 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 15.3𝛾0.935) 

ℎ = 22.5𝛾/(𝛾 + 0.0734) + 0.171 

τr = 0.719 + σ･tan12.4° (N/mm2)  (σ≧0.787N/mm2) 

 

Is-Sc層 （CUU条件） 

τ = 0.559 + σ･tan10.0° (N/mm2) 

τr
2 = 0.664･σ   (N/mm2)  (σ＜0.658N/mm2) 

τr = 0.559 + σ･tan 8.8° (N/mm2)  (σ≧0.658N/mm2) 

 

Is-S2L層 （CUU条件） 

τ = 0.631 + σ･tan 20.0° (N/mm2) 

τr
2 = 1.02･σ   (N/mm2)  (σ＜0.793N/mm2) 

τr = 0.611 + σ･tan20.0° (N/mm2)  (σ≧0.793N/mm2) 

 

Is-S3層 （CUU条件） 

τ = 0.888 + σ･tan 16.9° (N/mm2) 

τr
2 = 1.27･σ   (N/mm2)  (σ＜0.812N/mm2) 

τr = 0.768 + σ･tan 16.9° (N/mm2)  (σ≧0.812N/mm2) 

 

c. 静弾性係数 

三軸圧縮試験（CD条件、CUU条件及び UU条件）により静弾性係数 E50を求めた。静弾性係数 E50の

結果を第 3.5.3表(2)に示す。 

UU条件の静弾性係数 E50は Lm層で平均 9.38N/mm2である。 

CD 条件の静弾性係数 E50 は埋戻土で平均 25.3N/mm2、Mu-S1 層で平均 45.0N/mm2、Mu-S 層で平均

59.9N/mm2、Mu-S2層で平均 80.6N/mm2、Mm-Sg層で平均 188N/mm2である。 

CUU 条件の静弾性係数 E50 は Mu-C 層で平均 136N/mm2、Is-S1 層で平均 55.9N/mm2、Is-C 層で平均

279N/mm2、Is-S2U層で平均 109N/mm2、Is-Sc層で平均 251N/mm2、Is-S2L層で平均 162N/mm2、Is-S3層

で平均 176N/mm2である。 

d. 静ポアソン比 

三軸圧縮試験（CD条件、CUU条件及びUU条件）実施時に静ポアソン比の測定を実施した。静ポアソ

ン比の結果を第3.5.3表(2)に示す。 

静ポアソン比νの平均値は、埋戻土で0.23、Lm層で0.32、Mu-S1層で0.26、Mu-C層で0.497、Mu-S層

で0.28、Mu-S2層で0.26、Mm-Sg層で0.26、Is-S1層で0.49、Is-C層で0.49、Is-S2U層で0.48、Is-Sc層

で0.48、Is-S2L層で0.48、Is-S3層で0.49である。 

e. 動的変形特性 

ボーリングコアから採取した70個の供試体について、動的変形特性を求める目的で、繰返し三軸

圧縮試験又は繰返し中空ねじり試験を実施した。この結果の正規化せん断弾性係数G/G0とせん断ひ

ずみγの関係並びに減衰率hとせん断ひずみγの関係を第3.5.25図(1)から第3.5.25図(13)に示す。 

正規化動せん断弾性係数G/G0及び減衰率hとせん断ひずみγの関係は次式で近似される。 

 

埋戻土（B層） 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 15.3𝛾0.935) 

ℎ = 22.5𝛾/(𝛾 + 0.0734) + 0.171 
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Lm層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 5.35𝛾0.734) 

ℎ = 11.9𝛾/(𝛾 + 0.117) + 1.82 

 

Mu-S1層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 14.1𝛾0.819) 

ℎ = 19.1𝛾/(𝛾 + 0.0527) + 0.490 

 

Mu-S層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 6.20𝛾0.830) 

ℎ = 20.4𝛾/(𝛾 + 0.141) 

 

Mu-C層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 4.00𝛾0.771) 

ℎ = 9.94𝛾/(𝛾 + 0.171) + 1.95 

   

Mu-S2層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 8.24𝛾0.858) 

ℎ = 25.7𝛾/(𝛾 + 0.164) + 0.667 

 

Mm-Sg層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 7.14𝛾0.815) 

ℎ = 13.5𝛾/(𝛾 + 0.0429) + 1.20 

 

Is-S1層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 6.42𝛾0.889) 

ℎ = 23.6𝛾/(𝛾 + 0.176) + 0.353 

   

Is-C層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 5.15𝛾0.921) 

ℎ = 18.6𝛾/(𝛾 + 0.287) + 1.05 

 

Is-S2U層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 5.34𝛾0.966) 

ℎ = 22.6𝛾/(𝛾 + 0.297) + 0.349 

   

Is-Sc層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 4.14𝛾0.876) 

ℎ = 23.3𝛾/(𝛾 + 0.502) + 0.969 

 

 

Lm層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 4.56𝛾0.711) 

ℎ = 8.80𝛾/(𝛾 + 0.0579) + 1.70 

 

Mu-S1層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 13.6𝛾0.873) 

ℎ = 20.7𝛾/(𝛾 + 0.0758) + 0.180 

 

Mu-C層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 4.34𝛾0.791) 

ℎ = 10.1𝛾/(𝛾 + 0.148) + 1.82 

 

Mu-S層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 6.20𝛾0.830) 

ℎ = 20.4𝛾/(𝛾 + 0.141) + 0.004 

 

Mu-S2層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 6.86𝛾0.827) 

ℎ = 22.8𝛾/(𝛾 + 0.130) + 0.472 

 

Mm-Sg層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 6.69𝛾0.801) 

ℎ = 13.2𝛾/(𝛾 + 0.0512) + 1.72 

 

Is-S1層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 5.08𝛾0.817) 

ℎ = 23.7𝛾/(𝛾 + 0.203) + 0.374 

 

Is-C層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 5.21𝛾0.913) 

ℎ = 13.6𝛾/(𝛾 + 0.149) + 1.19 

 

Is-S2U層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 3.79𝛾0.937) 

ℎ = 24.0𝛾/(𝛾 + 0.501) + 0.892 

 

Is-Sc層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 3.73𝛾0.918) 

ℎ = 17.4𝛾/(𝛾 + 0.277) + 0.877 
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Is-S2L層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 5.20𝛾0.946) 

ℎ = 21.2𝛾/(𝛾 + 0.311) + 0.583 

 

Is-S3層 

 Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 5.44𝛾0.965) 

ℎ = 22.4𝛾/(𝛾 + 0.312) + 0.412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.3 原位置試験結果 

(1) PS検層による弾性波速度 

Is-S2L層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 5.30𝛾1.04) 

ℎ = 28.1𝛾/(𝛾 + 0.453) + 0.803 

 

Is-S3層 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 4.72𝛾1.00) 

ℎ = 29.6𝛾/(𝛾 + 0.517) + 0.740 

 

(3) 改良地盤の試験結果 

a. 物理特性 

採取した32個の試料について物理試験を実施した。湿潤密度ρt、含水比w、土粒子の密度ρs、間隙

比eの試験結果を第3.5.2表に示す。改良地盤の湿潤密度ρtは平均2.05g/cm3、含水比wは平均23.8%、

土粒子の密度ρsは平均2.69g/cm3、間隙比eは平均0.65である。 

b. 引張強さ 

引張強さ試験の結果を第3.5.26図に示す。室内再構成試料の供試体による最小値は、0.438N/mm2

である。ただし、引張強さは「建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針」（2018）(124)を参

考に保守的に0.3N/mm2を設定する。 

c. 三軸圧縮試験結果（強度特性） 

三軸圧縮試験（UU条件）によるピーク強度及び残留強度の破壊応力円を第3.5.27図に示す。 

 

改良地盤 （UU条件） 

τ = 1.12 + σ ⋅ tan 21.0°  (N/mm2) 

τr
2 = 1.10 σ   (N/mm2)  (σ < 0.314N/mm2) 

τr = 0.468 + σ ⋅ tan 21.0°  (N/mm2)  (σ ≧ 0.314N/mm2) 

 

d. 静弾性係数 

三軸圧縮試験から得られた静弾性係数E50を第3.5.3表(2)に示す。静弾性係数E50は、平均1,720N/mm2

である。 

e. 静ポアソン比 

一軸圧縮試験から得られた静ポアソン比を第3.5.3表(2)に示す。静ポアソン比は、平均0.18であ

る。 

f. 動的変形特性 

繰返し三軸試験（変形特性）の結果を第3.5.28図に示す。正規化動せん断弾性係数G/G0及び減衰

率hとせん断ひずみγの関係は次式で近似される。 

 

改良地盤 

Ｇ/Ｇ
0
= 1/(1 + 3.44 𝛾0.998) 

ℎ = 12.5 𝛾 / (𝛾 + 0.393) + 1.40 

 

3.5.2.3 原位置試験結果 

(1) PS検層による弾性波速度 
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各孔で実施したPS検層結果を第3.5.4表(1)から第3.5.4表(7)及び第3.5.26図(1)から第3.5.26図

(7)に示す。 

a. 動せん断弾性係数 

PS検層によるS波速度Vsと物理試験より得られた湿潤密度ρtを用いて、次式により初期動せん断

弾性係数G0を求めた。 

G0＝ρt×Vs2 

初期動せん断弾性係数G0の結果を第3.5.5表に示す。 

(2) 標準貫入試験 

原子炉施設設置位置付近のボーリング孔42孔で標準貫入試験を実施した。標準貫入試験の結果を

第3.5.13図(1)から第3.5.13図(3)に示す。 

 

3.6 原子炉施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性 

耐震設計上の重要度分類Ｓクラスの機器・配管系及びそれらを支持する建物・構築物（耐震重要施設）が設

置される基礎地盤について、十分な安定性を有することを確認する。 

対象施設は原子炉建物及び原子炉附属建物、主冷却機建物とし、基礎地盤の地震時の支持性能については、

基礎地盤のすべり、基礎地盤の支持力及び基礎底面の傾斜を評価する。主冷却機建物については、基礎地盤の

すべりに対して安定性を確保するため、抑止杭による補強を行う。 

また、周辺地盤の変状による施設への影響評価、地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価及び周辺斜面

の安定性評価を行い、対象施設の安全機能に重大な影響を及ぼさないことを確認する。 

 

3.6.1 地震力に対する基礎地盤の安定性評価 

3.6.1.1 評価方法 

(1) 解析手法 

基礎地盤のすべり、基礎地盤の支持力及び基礎底面の傾斜に関する安定性について、2次元有限要素

法による地震応答解析により検討した。 

地震応答解析は、2次元有限要素モデルを用いた周波数応答解析とし、等価線形化法により動せん断

弾性係数及び減衰率のひずみ依存性を考慮する。 

地震時の応力は、静的有限要素法解析による常時応力及び地震応答解析による地震時増分応力を重

ね合わせることにより求める。常時応力は建物の荷重及び地盤の初期応力を考慮して求め、地震時増分

応力は水平地震動及び鉛直地震動を同時加振した場合の応答を考慮して求める。基礎地盤の安定性評

価フローを第3.6.1図に示す。 

(2) 解析条件 

a. 解析断面 

解析の対象とする断面は、基礎地盤の地質構造及び対象施設の配置を考慮し、対象施設を中心に直

交する3断面Ａ－Ａ’、Ｂ－Ｂ’及びＣ－Ｃ’とする。解析断面位置図を第3.6.2図に示す。 

b. 解析モデル 

有限要素法解析に用いる解析用地盤モデルは、第3.5.13図(1)及び第3.5.13図(2)及び第3.5.13図

(3)に示す鉛直地質断面図に基づき作成する。また、建設時の掘削範囲については、埋戻土として、解

析用地盤モデルに反映する。解析用建物モデルは、多質点系モデルに基づき作成する。解析モデルを

第3.6.3図(1)、第3.6.3図(2)及び第3.6.3図(3)に示す。 

 

実施したPS検層結果を第3.5.4表(1)から第3.5.4表(2)及び第3.5.29図(1)から第3.5.29図(7)に示

す。 

a. 動せん断弾性係数 

PS検層によるS波速度Vsと物理試験より得られた湿潤密度ρtを用いて、次式により初期動せん断

弾性係数G0を求めた。 

G0＝ρt×Vs2 

初期動せん断弾性係数G0の結果を第3.5.5表に示す。 

(2) 標準貫入試験 

原子炉施設設置位置付近のボーリング孔22孔で標準貫入試験を実施した。標準貫入試験の結果を第

3.5.13図(1)から第3.5.13図(3)に示す。 

 

3.6 原子炉施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性 

耐震設計上の重要度分類Ｓクラスの機器・配管系及びそれらを支持する建物・構築物（耐震重要施設）が設

置される基礎地盤について、十分な安定性を有することを確認する。 

対象施設は原子炉建物及び原子炉附属建物、主冷却機建物とし、基礎地盤の地震時の支持性能については、

基礎地盤のすべり、基礎地盤の支持力及び基礎底面の傾斜を評価する。主冷却機建物については、周辺地盤の

改良を行い、基礎地盤のすべりに対して安定性を確保する。 

また、周辺地盤の変状による施設への影響評価、地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価及び周辺斜面の

安定性評価を行い、対象施設の安全機能に重大な影響を及ぼさないことを確認する。 

 

3.6.1 地震力に対する基礎地盤の安定性評価 

3.6.1.1 評価方法 

(1) 解析手法 

基礎地盤のすべり、基礎地盤の支持力及び基礎底面の傾斜に関する安定性について、2次元有限要素

法による地震応答解析により検討した。 

地震応答解析は、2次元有限要素モデルを用いた周波数応答解析とし、等価線形化法により動せん断

弾性係数及び減衰率のひずみ依存性を考慮する。 

地震時の応力は、静的有限要素法解析による常時応力及び地震応答解析による地震時増分応力を重ね

合わせることにより求める。常時応力は建物の荷重及び地盤の初期応力を考慮して求め、地震時増分応

力は水平地震動及び鉛直地震動を同時加振した場合の応答を考慮して求める。基礎地盤の安定性評価フ

ローを第3.6.1図に示す。 

(2) 解析条件 

a. 解析断面 

解析の対象とする断面は、基礎地盤の地質構造及び対象施設の配置を考慮し、対象施設を中心に直

交する3断面Ａ－Ａ’、Ｂ－Ｂ’及びＣ－Ｃ’とする。解析断面位置図を第3.6.2図に示す。 

b. 解析モデル 

有限要素法解析に用いる解析用地盤モデルは、第3.5.13図(1)から第3.5.13図(3)に示す鉛直地質断

面図に基づき作成する。また、建設時の掘削範囲については埋戻土として、主冷却機建物の地盤改良

範囲については改良地盤として解析用地盤モデルに反映する。解析用建物モデルは、多質点系モデル

に基づき作成する。解析モデルを第3.6.3図(1)から第3.6.3図(3)に、改良地盤の範囲を第3.6.3図(4)

に示す。 
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常時応力を算定する静的解析における境界条件は、モデル下端を固定境界、側方を鉛直ローラー境

界とする。また、動的解析における境界条件は、モデル下端を粘性境界、側方をエネルギー伝達境界

とする。境界条件を第3.6.4図に示す。 

c. 解析用物性値 

解析用物性値は、地盤調査結果に基づき設定する。また、地盤強度のばらつき（平均値-1.0×標準

偏差（σ））を考慮した検討も実施する。解析用物性値を第3.6.1表(1)及び第3.6.1表(2)に示す。 

 

 

d. 解析用地下水位 

解析用地下水位は、第3.5.14図の地下水位測定結果に基づき設定する。解析用地下水位を第3.6.3図

(1)、第3.6.3図(2)及び第3.6.3図(3)に示す。なお、地下水位の変動を考慮し、解析用地下水位を地表

面に設定した評価も行う。 

e. 入力地震動 

入力地震動は、解放基盤表面で定義される基準地震動を第3.6.3図(1)、第3.6.3図(2)及び第3.6.3図

(3)に示す解析モデルの下端に入力する。なお、応答スペクトル手法に基づく基準地震動（Ss-D及び

Ss-6）については水平地震動及び鉛直地震動の位相反転を考慮する。 

 

3.6.1.2 評価内容 

(1) 基礎地盤のすべり 

すべり安全率は、想定すべり線上のせん断抵抗力の和を想定すべり線上のせん断力の和で除して求

め、すべり安全率が1.5を上回ることを確認する。想定すべり線は建物の基礎底面を通り、地表面へ立

ち上がる連続したすべり線とする。地表面へ立ち上がるすべり線は局所安全率、応力状態及び受働崩壊

角を踏まえて設定する。 

すべり安全率算定に用いる地盤強度は、せん断強度に達した要素では残留強度を用いる。また、引張

破壊が生じる要素ではすべり線の垂直応力が圧縮の場合は残留強度、引張の場合は強度をゼロとして

すべり安全率を算定する。 

さらに、最小すべり安全率を示すケースについて、地盤強度のばらつきを考慮した評価、解析用地下

水位を地表面に設定した評価を行う。 

(2) 基礎地盤の支持力 

地震時における基礎底面の接地圧が評価基準値（支持力）を下回ることを確認する。 

(3) 基礎底面の傾斜 

地震時における基礎底面の傾斜が評価の目安である1/2,000を下回ることを確認する。 

 

3.6.1.3 評価結果 

(1) 基礎地盤のすべり 

原子炉建物及び原子炉附属建物の最小すべり安全率はいずれも評価基準値1.5を上回ることから、基

礎地盤はすべりに対して十分な安定性を有している。 

主冷却機建物の最小すべり安全率を示すケースについて、地盤強度のばらつきを考慮した場合、解析

用地下水位を地表面に設定した場合のいずれも評価基準値1.5を上回るように抑止杭による補強を行

い、すべりに対して十分な安定性を確保する。 

 

常時応力を算定する静的解析における境界条件は、モデル下端を固定境界、側方を鉛直ローラー境

界とする。また、動的解析における境界条件は、モデル下端を粘性境界、側方をエネルギー伝達境界

とする。境界条件を第3.6.4図に示す。 

c. 解析用物性値 

解析用物性値は、地盤調査結果に基づき設定する。解析用物性値を第3.6.1表(1)及び第3.6.1表(2)

に示す。また、地盤強度のばらつき（平均値-1.0×標準偏差（σ））を考慮した検討も実施する。改

良地盤については、試験施工に基づいた各種試験から強度を設定しており、3.8章に示す品質管理方針

により所定の強度が確保されていることを施工時の品質管理で確認する。 

d. 解析用地下水位 

地盤の安定性評価における解析用地下水位は、保守的な評価となるよう地表面に設定する。 

 

 

e. 入力地震動 

入力地震動は、解放基盤表面で定義される基準地震動を第3.6.3図(1)から第3.6.3図(3)に示す解析

モデルの下端に入力する。なお、応答スペクトル手法に基づく基準地震動（Ss-D及びSs-6）について

は水平地震動及び鉛直地震動の位相反転を考慮する。 

 

3.6.1.2 評価内容 

(1) 基礎地盤のすべり 

すべり安全率は、想定すべり線上のせん断抵抗力の和を想定すべり線上のせん断力の和で除して求

め、すべり安全率が1.5を上回ることを確認する。想定すべり線は建物の基礎底面を通り、地表面へ立

ち上がる連続したすべり線とする。地表面へ立ち上がるすべり線は局所安全率、応力状態及び受働崩壊

角を踏まえて設定する。 

すべり安全率算定に用いる地盤強度は、せん断強度に達した要素では残留強度を用いる。また、引張

破壊が生じる要素ではすべり線の垂直応力が圧縮の場合は残留強度、引張の場合は強度をゼロとしてす

べり安全率を算定する。 

さらに、最小すべり安全率を示すケースについて、地盤強度のばらつきを考慮した評価を行う。 

 

(2) 基礎地盤の支持力 

地震時における基礎底面の接地圧が評価基準値（支持力）を下回ることを確認する。 

(3) 基礎底面の傾斜 

地震時における基礎底面の傾斜が評価の目安である1/2,000を下回ることを確認する。 

 

3.6.1.3 評価結果 

(1) 基礎地盤のすべり 

想定すべり線におけるすべり安全率を第3.6.2表(1)から第3.6.2表(3)に示す。 

原子炉建物及び原子炉附属建物の最小すべり安全率は2.0、最小すべり安全率を示すケースについて、

地盤強度のばらつきを考慮した場合は1.8であり、いずれも評価基準値1.5を上回ることから、基礎地盤

はすべりに対して十分な安定性を有している。 

主冷却機建物の最小すべり安全率は2.1、最小すべり安全率を示すケースについて、地盤強度のばら

つきを考慮した場合は1.7であり、いずれも評価基準値1.5を上回ることから、基礎地盤はすべりに対し
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(2) 基礎地盤の支持力 

評価基準値は、対象施設の基礎地盤（東茨城層群Is-S1、M1段丘堆積物Mu-S2）における平板載荷試験

の結果から、原子炉建物及び原子炉附属建物で2.94N/mm2、主冷却機建物で2.69N/mm2とする。地震時に

おける基礎底面の最大接地圧は、評価基準値を下回ることから、基礎地盤は十分な支持性能を有してい

る。 

(3) 基礎底面の傾斜 

基礎底面の最大傾斜は、原子炉建物及び原子炉附属建物、主冷却機建物で評価の目安である1/2,000

を下回ることから、施設の安全機能に支障を与えるものではない。 

 

 

3.6.2 液状化に対する安全性 

「建築基礎構造設計指針」(122)によると、液状化判定を行う必要がある土層は地表面から20m程度以浅の

飽和土層で、土の種類は「沖積層で、細粒分含有率が35％以下の土層」、「粘土分含有率が10％以下又は

塑性指数が15％以下の埋立地盤あるいは盛土地盤」又は「細粒土を含む礫や透水性の低い土層に囲まれた

礫」とされている。 

対象施設基礎地盤における飽和土層は地表面から32m以深であり、原子炉建物及び原子炉附属建物の支

持地盤は中部更新統の東茨城層群（砂質土）、主冷却機建物の支持地盤は上部更新統のM1段丘堆積物（砂

質土）であるため、液状化のおそれはなく、施設の安全機能に支障を与えるものではない。 

 

 

3.6.3 地震発生に伴う周辺地盤の変状及び地殻変動による影響評価 

3.6.3.1 周辺地盤の変状による施設への影響評価 

対象施設は十分な支持性能を有する地盤に支持されており、対象施設以外に耐震重要施設はない

ことから、不等沈下、液状化や揺すり込み沈下等の影響はなく、周辺地盤の変状により施設の安全機

能が損なわれるおそれはない。 

 

 

3.6.3.2 地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価 

敷地には将来活動する可能性のある断層等は認められないことから、地震活動に伴い生じる地殻

変動による基礎地盤の変形は小さいと考えられるため、施設の安全機能に支障を与えるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て十分な安定性を有している。 

(2) 基礎地盤の支持力 

評価基準値は、対象施設の基礎地盤（東茨城層群Is-S1、M1段丘堆積物Mu-S2）における平板載荷試験

の最大荷重から設定し、原子炉建物及び原子炉附属建物で2.94N/mm2、主冷却機建物で2.69N/mm2とする。

地震時における基礎底面の接地圧は、原子炉建物及び原子炉附属建物で最大1.14N/mm2、主冷却機建物

で最大0.62N/mm2であり、評価基準値を下回ることから、基礎地盤は十分な支持性能を有している。 

(3) 基礎底面の傾斜 

基礎底面両端の鉛直方向の相対変位・傾斜を第3.6.3表に示す。基礎底面の最大傾斜は、原子炉建物

及び原子炉附属建物で1/2,370、主冷却機建物で1/7,600であり、評価の目安である1/2,000を下回るこ

とから、施設の安全機能に支障を与えるものではない。 

 

3.6.2 液状化に対する安全性 

「建築基礎構造設計指針」(122)によると、液状化判定を行う必要がある土層は地表面から20m程度以浅の

飽和土層で、土の種類は「沖積層で、細粒分含有率が35%以下の土層」、「粘土分含有率が10%以下又は塑

性指数が15%以下の埋立地盤あるいは盛土地盤」又は「細粒土を含む礫や透水性の低い土層に囲まれた礫」

とされている。 

対象施設基礎地盤における飽和土層は地表面から32m以深に存在する。原子炉建物及び原子炉附属建物

の支持地盤は地表面から31.8mに位置する第四系更新統であり、主冷却機建物の支持地盤は地表面から20m

に位置する不飽和土層（第四系更新統）である。いずれも液状化判定の対象土層に該当しないため、対象

施設の支持地盤に液状化のおそれはなく、施設の安全機能に支障を与えるものではない。 

 

3.6.3 地震発生に伴う周辺地盤の変状及び地殻変動による影響評価 

3.6.3.1 周辺地盤の変状による施設への影響評価 

原子炉建物及び原子炉附属建物は、十分な支持性能を有する地盤に支持されている。主冷却機建物

は、改良地盤により基礎地盤のすべりを防止する。また、十分な支持性能を有する地盤に支持されて

いる。以上のことから、対象施設が周辺地盤の不等沈下、液状化、揺すり込み沈下等による影響を受

けるおそれはない。 

 

3.6.3.2 地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価 

敷地には将来活動する可能性のある断層等は認められないことから、地震活動に伴い生じる地殻変

動による基礎地盤の変形は小さいと考えられるが、「5.地震」における地震動評価を踏まえ、敷地周

辺に想定される断層のうち、すべり量が大きく、かつ、すべり域が敷地に近い「2011年東北地方太平

洋沖型地震」の強震動生成域（SMGA）位置の不確かさを考慮したモデルについて地殻変動による基礎

底面の傾斜を算出し、施設への影響評価を行った。 

地殻変動による基礎底面の傾斜については、食い違い弾性論に基づき、Okada（1992）(123)の手法に

よって得られる地殻変動量より算出した。 

地殻変動による基礎底面の最大傾斜は1/17,000であり、さらに基準地震動による基礎底面の傾斜と

の重畳を考慮した場合の最大傾斜は、原子炉建物及び原子炉附属建物で1/2,080、主冷却機建物で

1/5,200であり、評価基準値の目安である1/2,000を下回ることから、施設の安全機能に支障を与える

ものではない。 

 



添 6-3-17 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

3.6.4 周辺斜面の安定性評価 

（省略） 

 

3.7 地質調査に関する実証性 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 参考文献 

(1)～(121) （省略） 

 

(122) 一般社団法人日本建築学会. 建築基礎構造設計指針. 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4 周辺斜面の安定性評価 

（変更なし） 

 

3.7 地質調査に関する実証性 

（変更なし） 

 

3.8 改良地盤の品質確認 

基礎地盤の安定性評価に用いる改良地盤については、施工において改良地盤の品質確認を以下のとおり実

施する。 

主冷却機建物のすべり安全率の評価において改良地盤の範囲及び強度を設定し、基礎地盤の安定性評価を

実施していることから、改良地盤の品質管理では、改良地盤の範囲及び強度が基準値を満足することを確認す

る。改良地盤の範囲を第3.6.3図(4)に、改良地盤の確認項目及び基準値を第3.8.1表に示す。 

地盤改良の工法は、深層混合処理工法（高圧噴射撹拌工法）とし、品質確認準拠基準は高圧噴射撹拌工法の

品質管理に係る詳細な記載がされている「建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針」（2018）(124)を

適用する。なお、その他の基準(125)～(128)についても適宜参考とする。 

品質確認試験の頻度は、各基準の目安を満足するように設定する。改良地盤の試験頻度を第3.8.2表に示す。 

 

3.9 参考文献 

(1)～(121) （変更なし） 

 

(122) 社団法人日本建築学会. 建築基礎構造設計指針. 2001. 

(123) Yoshimitsu Okada. Internal deformation due to shear and tensile faults in a half-space, 

Bulletin of the Seismological Society of America, vol.82-2, 1992, pp.1018-1040. 

(124) 一般財団法人日本建築センター. 2018 年度版 建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針-セメ

ント系固化材を用いた深層・浅層混合処理工法-. 2018. 

(125) 社団法人日本建築学会. 建築基礎設計のための地盤改良設計指針案. 2006. 

(126) 社団法人日本電気協会. 乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵建屋の基礎構造の設計に関する技

術規程. 2009. 

(127) 財団法人土木研究センター. 陸上工事における深層混合処理工法 設計施工マニュアル 改訂版. 

2004. 

(128) 一般財団法人沿岸技術研究センター. 港湾・空港における深層混合処理工法技術マニュアル. 2014. 
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第3.2.1表～第3.4.1表 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.2.1表～第 3.4.1表 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

区 分 試験数（個） 
湿潤密度 

ρt(g/cm3) 

含水比 

ｗ(%) 

土粒子の密度 

ρs(g/cm3) 

間隙比 

ｅ 

 
湿潤 

密度 
含水比 土粒子 間隙比 平均値 

標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 

久米層 

Km 53 52 12 48 1.78 0.02 37.2 2.6 2.67 0.01 1.07 0.05 

Ks 18 18 4 16 1.81 0.05 32.6 2.2 2.66 0.01 0.97 0.04 

多賀層

群 
Tg 67 66 - - 1.86 0.04 26.5 4.4 - - - - 

  

 

区分 

試験数（個） 
湿潤密度 

ρt(g/cm3) 

含水比  

ｗ(%) 

土粒子密度 

ρs(g/cm3) 

間隙比 

ｅ 

湿潤密度 含水比 土粒子 間隙比 平均値 
標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 

埋戻土 B 96 96 8 96 1.90 0.10 20.5 7.4 2.68 0.02 0.71 0.19 

ローム層 Lm 17 17 5 17 1.35 0.08 97.8 11.0 2.76 0.04 3.09 0.46 

見和層上部層 

Mu-S1 65 65 10 65 1.86 0.07 18.1 3.4 2.69 0.03 0.71 0.07 

Mu-C 37 37 10 37 1.72 0.08 48.5 8.5 2.67 0.01 1.32 0.23 

Mu-S 40 40 9 40 1.87 0.08 31.8 6.6 2.71 0.02 0.91 0.16 

Mu-S2 88 88 15 88 1.86 0.08 21.7 4.6 2.70 0.03 0.76 0.10 

見和層中部層 Mm-Sg 56 56 10 56 2.23 0.10 8.8 3.5 2.70 0.01 0.32 0.10 

石崎層 

Is-S1 93 93 12 93 1.83 0.06 27.0 3.4 2.71 0.01 0.88 0.05 

Is-C 17 17 5 17 1.85 0.04 34.7 2.2 2.69 0.01 0.96 0.07 

Is-S2U 21 21 4 21 1.82 0.05 33.8 2.5 2.68 0.04 0.96 0.05 

Is-Sc 20 20 3 20 1.78 0.03 38.6 4.0 2.66 0.02 1.07 0.09 

Is-S2L 21 20 3 20 1.91 0.10 25.7 6.1 2.74 0.05 0.80 0.12 

Is-S3 20 20 3 20 1.94 0.05 26.8 2.6 2.72 0.00 0.78 0.07 

改良地盤 I 32 32 32 32 2.05  0.22  23.8 11.7 2.69  0.01  0.65  0.34  

第 3.5.1表 物理試験結果（岩石） 

第 3.5.2表 物理試験結果（土質） 

第 3.5.1表 物理試験結果（岩石） 

第 3.5.2表 物理試験結果（土質・改良地盤） 
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区 分 

静弾性係数 

E50 

静ポアソン比 

ν 

E50 
試験個数 ν 試験個数 

(N/mm2) 

久米層 Km、Ks 327-2.74・Z 64 0.49 16 

多賀層群 Tg 1080 62 0.47 16 

Z:標高(m) 

 

 

 

  

区 分 

静弾性係数 

E50 

静ポアソン比 

ν 

平均値 
試験個数 平均値 試験個数 

(N/mm2) 

埋戻土 B 25.3 32 0.23 8 

ローム層 Lm 9.38 16 0.32 4 

見和層上部層 

Mu-S1 45.0  20 0.26 5 

Mu-C 136 24 0.497 6 

Mu-S 59.9 16 0.28 4 

Mu-S2 80.6 36 0.26 9 

見和層中部層 Mm-Sg 188 20 0.26 5 

石崎層 

Is-S1 55.9 40 0.49 10 

Is-C 279 12 0.49 3 

Is-S2U 109 12 0.48 3 

Is-Sc 251 12 0.48 3 

Is-S2L 162 12 0.48 3 

Is-S3 176 12 0.49 3 

改良地盤 I 1720 12 0.18 17 

 

第 3.5.3 表（1） 静弾性係数及び静ポアソン比測定結果（岩石） 第 3.5.3表（1） 静弾性係数及び静ポアソン比測定結果（岩石） 

第 3.5.3表（2） 静弾性係数及び静ポアソン比測定結果（土質） 第 3.5.3表（2） 静弾性係数及び静ポアソン比測定結果（土質・改良地盤） 
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区 分 

No.1～9※ 

下限深度 下限標高 Vp Vs 

(m) T.P.(m) (km/s) (km/s) 

ローム層 Lm 3.33  33.80  0.88  0.17  

見和層上部層 

Mu-S1 8.73  28.40  0.93  0.35  

Mu-C 10.23 26.90 1.00 0.30 

Mu-S2 16.43 20.70 1.07 0.43 

Mu-Sg 18.33  18.80  1.20  0.49  

Mu-S3 20.93  16.20  1.05  0.45  

見和層中部層 Mm-Sg 26.63  10.50  1.37  0.61  

石崎層 

Is-S1 39.33  -2.20  1.58  0.43  

Is-C 40.43  -3.30  1.59  0.37  

Is-S2(上) 65.93  -28.80  1.58  0.37  

Is-Sc 72.23  -35.10  1.58  0.39  

Is-S2(下) 84.63  -47.50  1.63  0.44  

Is-Sg 86.03  -48.90  1.70  0.51  

Is-S3 91.13  -54.00  1.68  0.50  

久米層 
Km 

137.13  -100.00  1.63  0.48  

160.73  -123.60  1.68  0.54  

Ks 172.53  -135.40  1.76  0.62  

多賀層群 Tg - - 2.17  1.01 

※：HTTR建家周辺における No.1～9の PS検層結果の平均値。地震動評価における解放基盤表

面の設定に用いる。 

第 3.5.4表(1) PS検層結果（No.1～9） 第 3.5.4表(1) PS検層結果（No.1～9） 
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第 3.5.4 表(3)～(7) （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5.4表(3)～(7) （表の削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区 分 

No.11、112～116※ 

下限深度 下限標高 Vp Vs 

(m) T.P.(m) (km/s) (km/s) 

ローム層 Lm 3.47  35.05 0.66 0.23 

見和層上部層 

Mu-S1 10.26  28.26 0.83 0.31 

Mu-C 11.57  26.95 1.03 0.30 

Mu-S 12.99  25.53 1.16 0.32 

Mu-C 15.28  23.24 1.03 0.30 

Mu-S2 23.12  15.40 0.78 0.42 

見和層中部層 Mm-Sg 27.90  10.62 1.07 0.53 

石崎層 

Is-S1 40.45  -1.93 1.69 0.42 

Is-C 42.56  -4.04 1.66 0.38 

Is-S2U 66.72  -28.20 1.67 0.38 

Is-Sc 77.25  -38.73 1.73 0.41 

Is-S2L 85.52  -47.00 1.71 0.44 

Is-Sg 87.44  -48.92 1.72 0.44 

Is-S3 93.40  -54.88 1.71 0.44 

久米層 
Km 155.63  -117.11 1.75 0.51 

Ks 165.79  -127.27 1.80 0.57 

多賀層群 Tg - - 2.03 0.80 

※：常陽建物周辺における No.11、112～116の PS検層結果の平均値。基礎地盤の安定性評価

における解析用物性値の設定に用いる。 

第 3.5.4表(2) PS検層結果（No.11、112～116） 第 3.5.4表(2) PS検層結果（No.11） 
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地質名 

（記号） 

初期動せん断弾性 

係数 
動ポアソン比 

Ｇ0（N/mm2） νd 

埋戻土 B 733-19.8・Z 0.35 

ローム層 Lm 71.4 0.43 

見和層上部層 

Mu-S1 179 0.42 

Mu-C 155 0.45 

Mu-S 191 0.46 

Mu-S2 328 0.30 

見和層中部層 Mm-Sg 626 0.34 

石崎層 

Is-S1 323 0.47 

Is-C 267 0.47 

Is-S2U 263 0.47 

Is-Sc 299 0.47 

Is-S2L 370 0.46 

Is-S3 376 0.46 

久米層 
Km 463 0.45 

Ks 588 0.44 

多賀層群 Tg 1190 0.41 

改良地盤 I 1090 0.41 

Z:標高(m) 

第 3.5.5表 初期動せん断弾性係数と動ポアソン比 第 3.5.5表 初期動せん断弾性係数と動ポアソン比 
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(ピーク強度)

久米層(Km,Ks)の強度特性 ：下図のとおり

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
    

τr2  a・σ

τr

0 σ

τr  一定(Cur)

τ

(τ/τ )2 1 σ/σt τ

-σt 0 σ

τ  一定(Cu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(残留強度)

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
    

τr2  a・σ

τr

0 σ

τr  一定(Cur)

τ

(τ/τ )2 1 σ/σt τ

-σt 0 σ

τ  一定(Cu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σ：垂直応力 Z：標高(m)  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
    

τr2  a・σ

τr

0 σ

τr  一定(Cur)

τ

(τ/τ )2 1 σ/σt τ

-σt 0 σ

τ  一定(Cu)

 

物理特性

粘着力

C (N/mm2)

内部摩擦角
φ (°)

粘着力

C (N/mm2)

内部摩擦角
φ (°)

埋戻土 B 1.90 0.008 34.9 τr ＝0.008+σ・tan34.2° 0.000 34.0 τr ＝σ・tan34.0°

Lm 1.35 0.042 19.7
τr

2＝0.052・σ

τr ＝0.040+σ・tan15.8°

(σ＜0.066 N/mm2)

(σ≧0.066 N/mm2)
0.031 19.7

τr
2＝0.033・σ

τr ＝0.027+σ・tan15.8°

(σ＜0.056 N/mm2)

(σ≧0.056 N/mm2)

Mu-S1 1.86 0.021 37.0
τr

2＝0.068・σ

τr ＝0.014+σ・tan33.0°

(σ＜0.004 N/mm2)

(σ≧0.004 N/mm2)
0.002 37.0 τr ＝σ・tan32.9°

Mu-C 1.72 0.227 16.6
τr

2＝0.227・σ

τr ＝0.179+σ・tan9.3°

(σ＜0.196 N/mm2)

(σ≧0.196 N/mm2)
0.178 16.6

τr
2＝0.169・σ

τr ＝0.142+σ・tan9.3°

(σ＜0.170 N/mm2)

(σ≧0.170 N/mm2)

Mu-S 1.87 0.060 36.0
τr

2＝0.124・σ

τr ＝0.018+σ・tan35.5°

(σ＜0.003 N/mm2)

(σ≧0.003 N/mm2)
0.034 36.0 τr ＝σ・tan34.8°

Mu-S2 1.86 0.040 38.4 τr ＝σ・tan38.0° 0.001 38.4 τr ＝σ・tan36.0°

Mm-Sg 2.23 0.086 40.0 τr ＝0.003+σ・tan40.1° 0.007 40.0 τr ＝σ・tan38.8°

Is-S1 1.83 0.399 27.7
τr

2＝0.660・σ

τr ＝0.268+σ・tan27.7°

(σ＜0.228 N/mm2)

(σ≧0.228 N/mm2)
0.322 27.7

τr
2＝0.455・σ

τr ＝0.182+σ・tan27.7°

(σ＜0.149 N/mm2)

(σ≧0.149 N/mm2)

Is-C 1.85 0.543 0.0
τr

2＝0.409・σ

τr ＝0.464

(σ＜0.527 N/mm2)

(σ≧0.527 N/mm2)
0.450 0.0

τr
2＝0.297・σ

τr ＝0.370

(σ＜0.460 N/mm2)

(σ≧0.460 N/mm2)

Is-S2U 1.82 0.725 12.4
τr

2＝1.01・σ

τr ＝0.719+σ・tan12.4°

(σ＜0.787 N/mm2)

(σ≧0.787 N/mm2)
0.521 12.4

τr
2＝0.670・σ

τr ＝0.516+σ・tan12.4°

(σ＜0.646 N/mm2)

(σ≧0.646 N/mm2)

Is-Sc 1.78 0.559 10.0
τr

2＝0.664・σ

τr ＝0.559+σ・tan8.8°

(σ＜0.658 N/mm2)

(σ≧0.658 N/mm2)
0.424 10.0

τr
2＝0.446・σ

τr ＝0.428+σ・tan8.8°

(σ＜0.613 N/mm2)

(σ≧0.613 N/mm2)

Is-S2L 1.91 0.631 20.0
τr

2＝1.02・σ

τr ＝0.611+σ・tan20.0°

(σ＜0.793 N/mm2)

(σ≧0.793 N/mm2)
0.413 20.0

τr
2＝0.621・σ

τr ＝0.396+σ・tan20.0°

(σ＜0.627 N/mm2)

(σ≧0.627 N/mm2)

Is-Sg 1.91 0.631 20.0
τr

2＝1.02・σ

τr ＝0.611+σ・tan20.0°

(σ＜0.793 N/mm2)

(σ≧0.793 N/mm2)
0.413 20.0

τr
2＝0.621・σ

τr ＝0.396+σ・tan20.0°

(σ＜0.627 N/mm2)

(σ≧0.627 N/mm2)

Is-S3 1.94 0.888 16.9
τr

2＝1.27・σ

τr ＝0.768+σ・tan16.9°

(σ＜0.812 N/mm2)

(σ≧0.812 N/mm2)
0.701 16.9

τr
2＝0.939・σ

τr ＝0.594+σ・tan16.9°

(σ＜0.686 N/mm2)

(σ≧0.686 N/mm2)

Km 1.78

Ks 1.81

多賀層群 Tg 1.86 - - - -

改良地盤 I 2.05
τr

2＝1.10・σ

τr ＝0.468+σ・tan21.0°

(σ＜0.314 N/mm2)

(σ≧0.314 N/mm2)

τr
2＝1.05・σ

τr ＝0.448+σ・tan21.0°

(σ＜0.302 N/mm2)

(σ≧0.302 N/mm2)

τ = 1.12+σ・tan21.0

σt = 0.300

τR = 1.12

τ = 1.09+σ・tan21.0°

σt = 0.300

τR = 1.09

- -

久米層

Cu=0.660-0.00440・Z

σt= 0.160

τR= 0.359

Cu=0.588-0.00440・Z

σt= 0.120

τR= 0.314

    Cur=0.295-0.00495・Z
    a= 0.208-0.00417・Z

Cur=0.196-0.00495・Z
a= 0.098-0.00417・Z

残留強度

τr (N/mm2)

地層名 地質記号

強度特性 強度特性（地盤物性のばらつきを考慮）

M1段丘
堆積物

湿潤密度

ρt (g/cm3)

ピーク強度 ピーク強度

東茨城層群

残留強度

τr (N/mm2)

第 3.6.1表(1) 解析用物性値 第 3.6.1表(1) 解析用物性値 
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静的変形特性

初期動せん断
弾性係数

G0 (N/mm2)

動ポアソン比

νd
G/G0～γ (%) h (%)～γ (%)

静弾性係数

Ｅ50 (N/mm2)

埋戻土 B 733-19.8・Z 0 35 1/(1+15.3γ0.935) 22.5γ/(γ+0.0734)+0.171 25.3

Lm 71.4 0 43 1/(1+4.56γ0.711) 8.80γ/(γ+0.0579)+1.70 9.38

Mu-S1 179 0 42 1/(1+13.6γ0.873) 20.7γ/(γ+0.0758)+0.180 45.0

Mu-C 155 0 45 1/(1+4.34γ0.791) 10.1γ/(γ+0.148)+1.82 136

Mu-S 191 0 46 1/(1+6.20γ0.830) 20.4γ/(γ+0.141)+0.004 59.9

Mu-S2 328 0 30 1/(1+6.86γ0.827) 22.8γ/(γ+0.130)+0.472 80.6

Mm-Sg 626 0 34 1/(1+6.69γ0.801) 13.2γ/(γ+0.0512)+1.72 188

Is-S1 323 0 47 1/(1+5.08γ0.817) 23.7γ/(γ+0.203)+0.374 55.9

Is-C 267 0 47 1/(1+5.21γ0.913) 13.6γ/(γ+0.149)+1.19 279

Is-S2U 263 0 47 1/(1+3.79γ0.937) 24.0γ/(γ+0.501)+0.892 109

Is-Sc 299 0 47 1/(1+3.73γ0.918) 17.4γ/(γ+0.277)+0.877 251

Is-S2L 370 0 46 1/(1+5.30γ1.04) 28.1γ/(γ+0.453)+0.803 162

Is-Sg 370 0 46 1/(1+5.30γ1.04) 28.1γ/(γ+0.453)+0.803 162

Is-S3 376 0 46 1/(1+4.72γ1.00) 29.6γ/(γ+0.517)+0.740 176

Km 463 0 45 1/(1+2.32γ1.04) 15.3γ/(γ+0.763)+1.54

Ks 588 0 44 1/(1+3.09γ0.986) 15.0γ/(γ+0.603)+1.30

多賀層群 Tg 1190 0 41 1/(1+1.75γ0.925) 9.59γ/(γ+0.346)+1.00 1080

改良地盤 I 1090 0 41 1/(1+3.44γ0.998) 12.5γ/(γ+0.393)+1.40 1720

G：動せん断弾性係数 γ：せん断ひずみ ｈ：減衰率 Ｚ：標高(m)

東茨城層群

久米層 327-2.74・Z

地層名 地質記号

変形特性

動的変形特性

M1段丘
堆積物

第 3.6.1表(2) 解析用物性値 
第 3.6.1表(2) 解析用物性値 
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第 3.6.2表(1) すべり安全率（Ａ－Ａ’断面）

。 
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第 3.6.2表(2) すべり安全率（Ｂ－Ｂ’断面）
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第 3.6.2表(3) すべり安全率（Ｃ－Ｃ’断面）
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第 3.6.3表 基礎底面両端の鉛直方向の相対変位・傾斜
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第 3.7.1表 主な地質調査会社一覧表 第 3.7.1表 主な地質調査会社一覧表 
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確認項目 要求品質 必要改良範囲 備考 

改良地盤 
の範囲 

必要改良範囲が施工
されていること 

幅 
基準位置（東西外壁面）から 
7m 以上 

改良体の配置（ロッド挿入位置）※1の確認によ
り、必要改良幅及び必要改良奥行き以上改良さ
れていることを確認する。 
 
※1 改良体の配置は、詳細設計段階においてロ

ッドを中心とした改良可能範囲や干渉物等
の現地の状況を踏まえて定める。 

奥行き 
基準位置（南外壁面）から 
27.5m 以上 

高さ 

上端 
東側 T.P.+23.5m 以上 
西側 T.P.+21.5m 以上 改良開始深度と改良終了深度のロッド長さの確

認により、必要改良高さが改良されていること
を確認する。 下端 

東側 T.P.+10.6m 以下 
西側 T.P.+10.3m 以下 

 

確認項目 要求品質 基準値 備考 

改良地盤 
の強度 

改良地盤の強度特性
（粘着力、内部摩擦
角、引張強さ）が確
保されていること 

一軸圧縮強度 qu 4.2N/mm2以上 

強度特性（粘着力、内部摩擦角、引張強さ）と
一軸圧縮強度 qu との相関関係から算出した一軸
圧縮強度 qu 4.2 N/mm2 を基準値として採用し、
基準値以上であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2N/mm2
1.2N/mm2

1.5N/mm2

粘
着

力
C 
(N
/m
m
2
)

「（引張り強さ／一軸圧縮強さ）の値は一
軸圧縮強さが大きくなると小さくなる傾
向がある」とされており、上限値は
0.3N/mm2。上限値に対応するquは1.5N/mm2。

文献値※

σt＝0 2 qu 上限値:0 3N/mm2

内
部

摩
擦

角
φ

 (
°

)

引
張
強
さ

σ
t
(
N
/
m
m2
)

一軸圧縮強度qu (N/mm2)一軸圧縮強度qu (N/mm2) 一軸圧縮強度qu (N/mm2)

室内配合試験による一軸圧縮強度quと評価に用いる強度特性の相関関係
（内部摩擦角Φ、粘着力C、引張強さσt）

※2018年度版 建築物のための改良
地盤の設計及び品質管理指針-セ
メント系固化材を用いた深層・浅層
混合処理工法-、日本建築センター

  

基準名称 基準における試験頻度の目安 設定する試験頻度 

2018 年度版 建築物のための改良地盤の

設計及び品質管理指針-セメント系固化材

を用いた深層・浅層混合処理工法- 

（日本建築センター、2018） 

検査対象層（改良範囲内の各土層）に対し

て、100 本の改良コラムに１箇所以上かつ

１検査対象群に１箇所以上。 

・調査箇所は、改良土量が約 5000m3（改良

体本数 100 本未満）であることから、東

側・西側の改良地盤に対して、各 3 箇所

とする。 

・試験（一軸圧縮試験）は、改良範囲内の

各土層に対して実施する。 

建築基礎設計のための地盤改良設計指針案 

（日本建築学会、2006） 
改良体 100 本ごとに 1 本以上。 

乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵

建屋の基礎構造の設計に関する技術規程 

（日本電気協会、2009） 

改良体 300 本ごとに 1 本以上。 

陸上工事における深層混合処理工法 設計

施工マニュアル 改訂版 

（土木研究センター、2004） 

設計強度ごとに改良体 500 本未満は 3 本×

3 深度、500 本以上は 250 本ごとに 1 本追

加。 

港湾・空港における深層混合処理工法技術

マニュアル 

（沿岸技術研究センター、2014） 

改良土量 10000m3ごとに 1 本程度。 

 

第 3.8.1表 改良地盤の確認項目及び基準値 

第 3.8.2表 改良地盤の試験頻度 
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第 3.2.1 図～第 3.4.4図 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.2.1図～第 3.4.4図 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 3.5.1図 原子炉施設設置位置付近の調査位置図 

 

第 3.5.1 図(1) 原子炉施設設置位置付近の調査位置図 
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第 3.5.2 図～第 3.5.9図(4) （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5.2図～第 3.5.9図(4) （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第 3.5.1図(2) 原子炉施設設置位置付近の調査位置図 試験施工位置（改良体） 
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第 3.5.10図～第 3.5.13図 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5.10図～第 3.5.13図 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
   

 

 

 

 
   

 

   

第 3.5.9図(3)原子炉施設設置位置地質柱状図(No.116 5/6) 

第 3.5.9図(4) 原子炉施設設置位置地質柱状図(No.116 6/6) 

第 3.5.9図(5) 原子炉施設設置位置地質柱状図(No.116 5/6) 

第 3.5.9図(6) 原子炉施設設置位置地質柱状図(No.116 6/6) 
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第 3.5.15図～第 3.5.18図 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5.15図～第 3.5.18図 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-220

-200

-180

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

1.0 1.5 2.0 2.5

標
高

Z
 （

ｍ
）

湿潤密度 ρt (ｇ/ｃｍ3)

Km

Ks

Tg

  

第 3.5.19図 湿潤密度試験結果 第 3.5.19図 湿潤密度試験結果 
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第 3.5.20図 引張強さσtの試験結果 第 3.5.20図 引張強さσtの試験結果（Km層、Ks層） 
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第 3.5.21図 非排水せん断強さと標高の関係 第 3.5.21図 非排水せん断強さと標高の関係（Km層、Ks層） 



添 6-3-39 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-250

-230

-210

-190

-170

-150

-130

-110

0 1000 2000 3000

静弾性係数 E50 (N/ｍｍ2)

E50 = 1080

-140

-130

-120

-110

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

0 200 400 600 800 1000

静弾性係数 E50 (N/ｍｍ2)

E50 =327-2.74・Z

第 3.5.22図 三軸圧縮試験の静弾性係数と標高の関係 第 3.5.22図 三軸圧縮試験の静弾性係数と標高の関係（左：Km層、Ks 層、右：Tg層） 
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第 3.5.23図(1) 繰り返し三軸試験結果（Km層） 第 3.5.23図(1) 繰り返し三軸試験結果（Km層） 
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第 3.5.23図(2) 繰り返し三軸試験結果（Ks層） 第 3.5.23図(2) 繰り返し三軸試験結果（Ks層） 
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第 3.5.23図(3) 繰り返し三軸試験結果（Tg層） 第 3.5.23図(3) 繰り返し三軸試験結果（Tg層） 
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第 3.5.24図(1) （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5.24図(1) （変更なし） 

 

 

 

 
第 3.5.24図(2) 三軸圧縮試験の破壊応力円（UU条件）（Lm層） 第 3.5.24図(2) 三軸圧縮試験の破壊応力円（UU条件）（Lm層） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

第 3.5.24図(3) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CD条件）（Mu-S1層） 第 3.5.24図(3) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CD条件）（Mu-S1層） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5.24図(4) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CUU条件）（Mu-C層） 第 3.5.24図(4) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CUU条件）（Mu-C層） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5.24図(5) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CD条件）（Mu-S層） 第 3.5.24図(5) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CD条件）（Mu-S層） 
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第 3.5.24図(6) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CD条件）（Mu-S2層） 第 3.5.24図(6) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CD条件）（Mu-S2層） 
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第 3.5.24図(7) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CD条件）（Mm-Sg層） 第 3.5.24図(7) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CD条件）（Mm-Sg層） 
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第 3.5.24図(8) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CUU条件）（Is-S1層） 第 3.5.24図(8) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CUU条件）（Is-S1層） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5.24図(9) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CUU条件）（Is-C層） 第 3.5.24図(9) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CUU条件）（Is-C層） 
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第 3.5.24図(10) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CUU条件）（Is-S2U層） 第 3.5.24図(10) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CUU条件）（Is-S2U層） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5.24図(11) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CUU条件）（Is-Sc層） 第 3.5.24図(11) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CUU条件）（Is-Sc層） 
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第 3.5.24図(12) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CUU条件）（Is-S2L層） 第 3.5.24図(12) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CUU条件）（Is-S2L層） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5.24図(13) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CUU条件）（Is-S3層） 第 3.5.24図(13) 三軸圧縮試験の破壊応力円（CUU条件）（Is-S3層） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第 3.5.25図(1) （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5.25図(1) （変更なし） 

 

 
第 3.5.25図(2) 動的変形試験結果（Lm層） 第 3.5.25図(2) 動的変形試験結果（Lm層） 
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第 3.5.25図(3) 動的変形試験結果（Mu-S1層） 
第 3.5.25図(3) 動的変形試験結果（Mu-S1層） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（ａ）動的変形特性

（ｂ）減衰特性

    

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

正
規

化
せ

ん
断

弾
性

係
数

Ｇ
/
Ｇ

０

せん断ひずみ γ (％)

試験結果

回帰線

0

10

20

30

減
衰

率
ｈ

(％
)

せん断ひずみ γ (％)

10-4 10-3 10-2 10-1 100 101

10-4 10-3 10-2 10-1 100 101

  0 = 1 1+ 4.34𝛾0.791  

ℎ = 10.1𝛾 𝛾 + 0.148 + 1.82

第 3.5.25図(4) 動的変形試験結果（Mu-S層） 第 3.5.25図(4) 動的変形試験結果（Mu-C層） 
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（ａ）動的変形特性
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第 3.5.25図(5) 動的変形試験結果（Mu-C層） 第 3.5.25図(5) 動的変形試験結果（Mu-S層） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5.25図(6) 動的変形試験結果（Mu-S2層） 第 3.5.25図(6) 動的変形試験結果（Mu-S2層） 
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第 3.5.25図(7) 動的変形試験結果（Mm-Sg層） 第 3.5.25図(7) 動的変形試験結果（Mm-Sg層） 
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第 3.5.25図(8) 動的変形試験結果（Is-S1層） 第 3.5.25図(8) 動的変形試験結果（Is-S1層） 
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第 3.5.25図(9) 動的変形試験結果（Is-C層） 第 3.5.25図(9) 動的変形試験結果（Is-C層） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5.25図(10) 動的変形試験結果（Is-S2U層） 第 3.5.25図(10) 動的変形試験結果（Is-S2U層） 
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第 3.5.25図(11) 動的変形試験結果（Is-Sc層） 

第 3.5.25図(11) 動的変形試験結果（Is-Sc層） 
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第 3.5.25図(12) 動的変形試験結果（Is-S2L層） 

第 3.5.25図(12) 動的変形試験結果（Is-S2L層） 
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第 3.5.25図(13) 動的変形試験結果（Is-S3層） 

第 3.5.25図(13) 動的変形試験結果（Is-S3層） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 
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第 3.5.26図 引張強さ試験の結果（改良地盤） 
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改良地盤 

改良地盤 

第 3.5.27図 三軸圧縮試験の破壊応力円（UU条件）（改良地盤） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5.28図 繰り返し三軸試験結果（改良地盤） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※：HTTR 建家周辺における No.1～9 の PS 検層結果の平均値。地震動評価に

おける解放基盤表面の設定に用いる。 

第 3.5.26図(1) PS 検層結果（No.1～9） 

第 3.5.29図(1) PS検層結果（No.1～9） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5.26図(3) (省略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5.29図(3) (図番号の変更) 

 

 

 

  

※：基礎地盤の安定性評価における解析用物性値の設定に用いる。 
第 3.5.26図(2) PS検層結果（No.11） 

第 3.5.29図(2) PS検層結果（No.11） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5.26図(4) PS 検層結果（No.113）   第 3.5.29図(4) PS検層結果（No.113） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5.26図(5) PS 検層結果（No.114） 
  第 3.5.29図(5) PS検層結果（No.114） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 
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※：基礎地盤の安定性評価における解析用物性値の設定に用いる。 

第 3.5.26図(6) PS 検層結果（No.115） 第 3.5.29図(6) PS検層結果（No.115） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.6.1 図～第 3.6.2図 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.6.1図～第 3.6.2図 （変更なし） 
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※：基礎地盤の安定性評価における解析用物性値の設定に用いる。 

第 3.5.26図(7) PS検層結果（No.116） 第 3.5.29図(7) PS検層結果（No.116） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建物及び原子炉附属建物中心からの距離 (m) 

解析用地下水位 

第 3.6.3図(1) 解析モデル（Ａ-Ａ’断面） 
第 3.6.3 図(1) 解析モデル（Ａ-Ａ’断面） 

第 3.6.3図(1) 解析モデル（Ａ-Ａ'断面） 第 3.6.3図(1) 解析モデル（Ａ-Ａ'断面） 
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第 3.6.3図(2) 解析モデル（Ｂ-Ｂ'断面） 第 3.6.3図(2) 解析モデル（Ｂ-Ｂ'断面） 

第 3.6.3図(3) 解析モデル（Ｃ-Ｃ'断面） 第 3.6.3図(3) 解析モデル（Ｃ-Ｃ'断面） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.6.4 図 （省略） 

 

 

 

 

 

第 3.6.4図 （変更なし） 
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【改良地盤の施工概要】 
施工では、必要改良範囲以上となるように改良体を

配置し、改良体同士の隙間がないようにラップ配置

とする。 

第 3.6.3図(4) 改良地盤の範囲 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3 回）の新旧対比表 

【添付書類６（5. 地震）】 

  



添 6-5-1 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

5. 地震 

5.1～5.3 （省略） 

 

5.4 地震の分類 

（省略） 

 

5.4.2 プレート間地震 

（省略） 

 また、中央防災会議（2013）(7)では、フィリピン海プレート間地震として茨城県南部を震

源とするM7.3の地震を想定している。さらに、地震調査研究推進本部地震調査委員会（以下

「地震調査研究推進本部」という。）（2012a）(8)では、太平洋プレート間地震として茨城県沖

を震源とするM6.9～M7.6の地震を想定している。地震調査研究推進本部（2019）(9)では、太

平洋プレート間地震として茨城県沖を震源とするM7.0～M7.5程度の地震を想定している。 

 

5.4.3 海洋プレート内地震 

 第5.2.1図に示す過去の被害地震のうち、敷地周辺で震度5弱（震度V）程度以上であったと

推定される海洋プレート内地震は、1895年霞ヶ浦付近の地震及び1921年茨城県龍ヶ崎付近の

地震である。首都直下地震防災・減災特別プロジェクト（2012）(10)では、1895年霞ヶ浦付近

の地震は太平洋プレート内で発生した地震であること、1921年茨城県龍ヶ崎付近の地震はフ

ィリピン海プレート内で発生した地震であることが指摘されている。 

 また、中央防災会議（2004）(11)では、茨城県南部のフィリピン海プレート内を震源とする

M7.3の地震が想定されている。さらに、中央防災会議（2013）に基づけば、茨城県南部にお

いてM7.3の地震を想定できる。また、地震調査研究推進本部（2009a）(12)では、「震源断層を

予め特定しにくい地震」として、北関東から東北地方の陸域にかけての太平洋プレート内を

震源とするM7.1の地震（以下「震源断層を予め特定しにくい地震（陸域）」という。）及び茨

城県沖の太平洋プレート内を震源とするM7.3の地震（以下「震源断層を予め特定しにくい地

震（海域）」という。）が想定されている。地震調査研究推進本部（2019）では、沈み込んだ

プレート内地震として青森県東方沖及び岩手県沖北部～茨城県沖でM7.0～M7.5程度の海洋プ

レート内地震が想定されているが、茨城県沖では過去にM7.0を超える沈み込んだプレート内

地震は発生していない。さらに、地震調査研究推進本部（2009a）では、茨城県沖の海溝寄り

の太平洋プレート内を震源とするM8.2の地震（以下「海溝寄りのプレート内地震」という。）

が想定されている。 

 

（省略） 

 

5.5 敷地及び敷地近傍の地盤振動特性 

5.5.1 解放基盤表面の設定 

 「3. 地盤」によると、新第三系鮮新統～第四系下部更新統の久米層及び新第三系中新統

の多賀層群は敷地及び敷地近傍でほぼ水平で相当な拡がりを持って分布しており、敷地内に

おいて久米層はG.L.約-90m以深からG.L.約-170mまで、多賀層群はG.L.約-170m以深からボー

リング調査下端のG.L.約-250mまで分布している。また、PS検層によるとG.L.-172.5m以深でS

5. 地震 

5.1～5.3 （変更なし） 

 

5.4 地震の分類 

（変更なし） 

 

5.4.2 プレート間地震 

（変更なし） 

 また、想定される地震について文献調査(7)～(11)を実施した。そのうち、中央防災会議

（2013）では、フィリピン海プレート間地震として茨城県南部を震源とするM7.3の地震が想

定されている。地震調査研究推進本部地震調査委員会（以下「地震調査研究推進本部」とい

う。）（2012a）では、太平洋プレート間地震として茨城県沖を震源とするM6.9～M7.6の地震が

想定されている。 

 

5.4.3 海洋プレート内地震 

 第5.2.1図に示す過去の被害地震のうち、敷地周辺で震度5弱（震度V）程度以上であったと

推定される海洋プレート内地震は、1895年霞ヶ浦付近の地震及び1921年茨城県龍ヶ崎付近の

地震である。首都直下地震防災・減災特別プロジェクト（2012）(12)では、1895年霞ヶ浦付近

の地震は太平洋プレート内で発生した地震であること、1921年茨城県龍ヶ崎付近の地震はフ

ィリピン海プレート内で発生した地震であることが指摘されている。 

 また、中央防災会議（2004）(13)では、茨城県南部のフィリピン海プレート内を震源とする

M7.3の地震が想定されている。さらに、中央防災会議（2013）に基づけば、茨城県南部にお

いてM7.3の地震を想定できる。また、地震調査研究推進本部（2009a）(14)では、「震源断層を

予め特定しにくい地震」として、北関東から東北地方の陸域にかけての太平洋プレート内を

震源とするM7.1の地震（以下「震源断層を予め特定しにくい地震（陸域）」という。）及び茨

城県沖の太平洋プレート内を震源とするM7.3の地震（以下「震源断層を予め特定しにくい地

震（海域）」という。）が想定されている。地震調査研究推進本部（2019）では、沈み込んだ

プレート内地震として青森県東方沖及び岩手県沖北部～茨城県沖でM7.0～M7.5程度の海洋プ

レート内地震が想定されているが、茨城県沖では過去にM7.0を超える沈み込んだプレート内

地震は発生していない。さらに、地震調査研究推進本部（2009a）では、茨城県沖の海溝寄り

の太平洋プレート内を震源とするM8.2の地震（以下「海溝寄りのプレート内地震」という。）

が想定されている。 

 

（変更なし） 

 

5.5 敷地及び敷地近傍の地盤振動特性 

5.5.1 解放基盤表面の設定 

 「3. 地盤」によると、新第三系鮮新統～第四系下部更新統の久米層及び新第三系中新統

の多賀層群は敷地及び敷地近傍でほぼ水平で相当な拡がりを持って分布しており、敷地内に

おいて久米層はG.L.約-90m以深からG.L.約-170mまで、多賀層群はG.L.約-170m以深からボー

リング調査下端のG.L.約-260mまで分布している。また、PS検層によるとG.L.-172.5m以深でS
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波速度が概ね0.7km/s以上となり、著しい風化も見られない。以上を踏まえ、G.L.-172.5mの

位置に解放基盤表面を設定する。なお、地震動評価のうち応答スペクトルに基づく手法にお

ける解放基盤表面での地盤の弾性波速度値を、P波速度については2.17km/s、S波速度につい

ては1.01km/sと設定する。 

 

5.5.2 地震観測 

 敷地地盤における地震観測は、第5.5.1図に示す位置で実施している。観測された主な地震

の諸元を第5.5.1表に、震央分布を第5.5.2図に示す。これらの地震について、地中最深部

（G.L.-250m）で得られた観測記録の応答スペクトルを第5.5.3図に、各深度で得られた観測

記録の応答スペクトルを第5.5.4図(1)から第5.5.4図(3)に示す。これらの図によると、岩盤

内での著しい増幅は認められない。 

 

 

 

 

 

5.5.3 敷地周辺の地盤構造 

 第5.5.7図に示す地質調査総合センター編（2013）(13)による重力異常分布によると、敷地

の北側には重力の高まりが見られるが、敷地においてはほぼ平坦な構造となっている。これ

らの不整形地盤等が、敷地の地震動に与える影響について、単点微動観測記録及び地震観測

記録の分析並びに地盤モデルを用いた解析により検討した。 

 単点微動観測記録の分析では、第5.5.6図に示す位置で実施した微振動観測で得られた記録

からH/Vスペクトルを評価した結果、いずれの観測点においてもおおむね同様の傾向を示すこ

とから、敷地地盤には特異な速度構造等がないことを確認した。 

 地震観測記録の分析では、第5.5.7図(1)及び第5.5.7図(2)に震央位置を示す地震波の到来

方向ごとの応答スペクトル比を比較した結果、第5.5.8図(1)及び第5.5.8図(2)に示すように

到来方向によって大きな違いは見られず、ばらつきも小さいことを確認した。 

 また、敷地及び敷地周辺で実施した屈折法地震探査及び微動アレイ探査結果等に基づき作

成した第5.5.9図に示す二次元地盤モデルと、敷地直下の地盤構造に基づく成層地盤モデルを

用いて、敷地の解放基盤表面における地震動について検討した結果、第5.5.10図(1)及び第

5.5.10図(2)に示すように両地盤モデルの地震波はおおむね対応するものの、一部、入射角が

大きい長周期成分の地震波において乖離が見られる。この乖離は不整形地盤に起因すると考

えられるが、前述した地震波の到来方向ごとの応答スペクトル比においては到来方向の違い

によって長周期成分が特異に増幅する様子は見られず、また、長い固有周期を有する耐震重

要施設はないことから、敷地における地震動評価において大きな問題はないと判断した。 

  これらの結果より、敷地地盤は水平な成層構造と見なすことができることを確認した。 

 

5.5.4 地盤構造モデル 

（省略） 

 

 

波速度が概ね0.7km/s以上となり、著しい風化も見られない。以上を踏まえ、G.L.-172.5mの

位置に解放基盤表面を設定する。なお、地震動評価のうち応答スペクトルに基づく手法にお

ける解放基盤表面での地盤の弾性波速度値を、P波速度については2.17km/s、S波速度につい

ては1.01km/sと設定する。 

 

5.5.2 地震観測 

 敷地地盤における地震観測は、第5.5.1図に示す敷地西側地点と東側地点で実施している。

両地点で観測された解放基盤表面付近の地震観測記録を用いて算出した応答スペクトル比を

第5.5.2図に、敷地西側地点で観測された主な地震の諸元を第5.5.1表に、震央分布を第5.5.3

図に示す。 

第5.5.2図より、両地点の解放基盤表面の地震動特性は同様であることを確認した。地震動

評価は観測期間が長く記録が充実している敷地西側地点で行う。 

第5.5.1表に示す地震について、地中最深部（G.L.-250m）で得られた観測記録の応答スペ

クトルを第5.5.4図に、各深度で得られた観測記録の応答スペクトルを第5.5.5図(1)から第

5.5.5図(3)に示す。これらの図によると、岩盤内での著しい増幅は認められない。 

 

5.5.3 敷地周辺の地盤構造 

 第5.5.6図に示す地質調査総合センター編（2013）(15)による重力異常分布によると、敷地

の北側には重力の高まりが見られるが、敷地においてはほぼ平坦な構造となっている。これ

らの不整形地盤等が、敷地の地震動に与える影響について、単点微動観測記録及び地震観測

記録の分析並びに地盤モデルを用いた解析により検討した。 

 単点微動観測記録の分析では、第5.5.7図に示す位置で実施した微振動観測で得られた記録

からH/Vスペクトルを評価した結果、いずれの観測点においてもおおむね同様の傾向を示すこ

とから、敷地地盤には特異な速度構造等がないことを確認した。 

 地震観測記録の分析では、第5.5.8図(1)及び第5.5.8図(2)に震央位置を示す地震波の到来

方向ごとの応答スペクトル比を比較した結果、第5.5.9図(1)及び第5.5.9図(2)に示すように

到来方向によって大きな違いは見られず、ばらつきも小さいことを確認した。 

 また、敷地及び敷地周辺で実施した屈折法地震探査及び微動アレイ探査結果等に基づき作

成した第5.5.10図に示す二次元地盤モデルと、敷地直下の地盤構造に基づく成層地盤モデル

を用いて、敷地の解放基盤表面における地震動について検討した結果、第5.5.11図(1)及び第

5.5.11図(2)に示すように両地盤モデルの地震波はおおむね対応するものの、一部、入射角が

大きい長周期成分の地震波において乖離が見られる。この乖離は不整形地盤に起因すると考

えられるが、前述した地震波の到来方向ごとの応答スペクトル比においては到来方向の違い

によって長周期成分が特異に増幅する様子は見られず、また、長い固有周期を有する耐震重

要施設はないことから、敷地における地震動評価において大きな問題はないと判断した。 

  これらの結果より、敷地地盤は水平な成層構造と見なすことができることを確認した。 

 

5.5.4 地盤構造モデル 

（変更なし） 
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5.6 基準地震動 SS 

（省略） 

 

5.6.1 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

5.6.1.1 検討用地震の選定 

 「5.4 地震の分類」を踏まえ、地震発生様式ごとに敷地に特に大きな影響を及ぼすと

考えられる地震をNoda et al.（2002）(14)の方法により検討用地震として選定する。

Noda et al.（2002）の方法による応答スペクトルの算定に当たっては、震源位置や地震

の発生様式ごとに分類した地震観測記録を用いた補正係数を必要に応じて用いる。 

（省略） 

(2) 内陸地殻内地震 

a. 地震発生層の設定 

a) 福島県と茨城県の県境付近以外の断層に対する地震発生層の設定 

（省略） 

しかしながら、上記の検討は、2011年東北地方太平洋沖地震以降、福島県と茨城県

の県境付近で地震活動が活発化した影響を受けていると考えられる。その影響を受け

ていない原子力安全基盤機構（2004）(15)によるD10及びD90は、敷地周辺の「福島・

茨城」ではそれぞれ6.1km、18.1kmとしている。 

また、地震発生層と速度構造の関係については、廣瀬・伊藤（2006）(16)による

と、浅い地殻内で発生する微小地震はP波速度5.8km/s～6.4km/sの層に集中している

とされており、三浦ほか（2000）(17)による日本海溝・福島沖前弧域における海底地

震計及びエアガンを用いた深部構造探査結果からすると、福島県の海岸線においてP

波速度5.5km/s、6.0km/s及び6.5km/sとなる深さは、それぞれ約6km、約9km及び約

15kmとなっている。 

（省略） 

b) 福島県と茨城県の県境付近の断層に対する地震発生層の設定 

（省略） 

青柳・上田（2012）(18)では、阿武隈南部を対象に2011年東北地方太平洋沖地震後

の臨時稠密余震観測により震源再決定が行われている。それらのデータを用いたD10

及びD90がそれぞれ深さ3.0km、7.9kmであることから、上端深さは3kmに設定する。ま

た、2011年福島県浜通りの地震の震源インバージョン解析モデル(19)(20)(21)や震源域周

辺の微小地震分布(22)から、下端深さは13km～16km程度と推定されるが、保守的に

18kmと設定する。 

（省略） 

 

5.6.1.2 検討用地震の地震動評価 

(1) 内陸地殻内地震 

a. F1断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震 

a) 基本震源モデルの設定 

F1断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の基本震源モデルは、原則と

して地震調査研究推進本部（2017）(23)による震源断層を特定した地震の強震動予測

5.6 基準地震動 SS 

（変更なし） 

 

5.6.1 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

5.6.1.1 検討用地震の選定 

 「5.4 地震の分類」を踏まえ、地震発生様式ごとに敷地に特に大きな影響を及ぼすと

考えられる地震をNoda et al.（2002）(16)の方法により検討用地震として選定する。

Noda et al.（2002）の方法による応答スペクトルの算定に当たっては、震源位置や地震

の発生様式ごとに分類した地震観測記録を用いた補正係数を必要に応じて用いる。 

（変更なし） 

(2) 内陸地殻内地震 

a. 地震発生層の設定 

a) 福島県と茨城県の県境付近以外の断層に対する地震発生層の設定 

（変更なし） 

しかしながら、上記の検討は、2011年東北地方太平洋沖地震以降、福島県と茨城県

の県境付近で地震活動が活発化した影響を受けていると考えられる。その影響を受け

ていない原子力安全基盤機構（2004）(17)によるD10及びD90は、敷地周辺の「福島・

茨城」ではそれぞれ6.1km、18.1kmとしている。 

また、地震発生層と速度構造の関係については、廣瀬・伊藤（2006）(18)による

と、浅い地殻内で発生する微小地震はP波速度5.8km/s～6.4km/sの層に集中している

とされており、三浦ほか（2000）(19)による日本海溝・福島沖前弧域における海底地

震計及びエアガンを用いた深部構造探査結果からすると、福島県の海岸線においてP

波速度5.5km/s、6.0km/s及び6.5km/sとなる深さは、それぞれ約6km、約9km及び約

15kmとなっている。 

（変更なし） 

b) 福島県と茨城県の県境付近の断層に対する地震発生層の設定 

（変更なし） 

青柳・上田（2012）(20)では、阿武隈南部を対象に2011年東北地方太平洋沖地震後

の臨時稠密余震観測により震源再決定が行われている。それらのデータを用いたD10

及びD90がそれぞれ深さ3.0km、7.9kmであることから、上端深さは3kmに設定する。ま

た、2011年福島県浜通りの地震の震源インバージョン解析モデル(21)～(23)や震源域周辺

の微小地震分布(24)から、下端深さは13km～16km程度と推定されるが、保守的に18km

と設定する。 

（変更なし） 

 

5.6.1.2 検討用地震の地震動評価 

(1) 内陸地殻内地震 

a. F1断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震 

a) 基本震源モデルの設定 

F1断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の基本震源モデルは、原則と

して地震調査研究推進本部（2017）(25)による震源断層を特定した地震の強震動予測
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手法（「レシピ」）（以下「強震動予測レシピ」という。）及び地質調査結果に基づき設

定する。 

（省略） 

アスペリティ位置については、北部区間と南部区間に一つずつ設定し、それぞれの

区間において敷地に近い位置の断層上端に配置する。具体的には、断層長さ方向の配

置については、Manighetti et al.（2005）(24)の知見等を踏まえるとアスペリティの

ような大きなすべりが生じる領域とすべりが生じない領域が隣接することは考えにく

いことから、断層端部との間に断層モデル上最小の幅を有する背景領域を設定する。

また、断層幅方向の配置については、すべりに追随する表層領域（地表から断層上端

まで）は強震動を生成しにくいと考えられることから、その境界位置となる断層上端

にアスペリティを配置する。 

（省略） 

b) 不確かさを考慮するパラメータの選定 

（省略） 

短周期レベルについては、佐藤・堤（2012）(25)により正断層の地震である2011年

福島県浜通りの地震の短周期レベルが、壇ほか（2001）(26)の関係式とほぼ同等であ

ることを確認した上で、2007年新潟県中越沖地震の知見を踏まえ、強震動予測レシピ

による値の1.5倍を考慮する。 

（省略） 

b. F3断層～F4断層による地震 

a) 基本震源モデルの設定 

（省略） 

F3断層～F4断層による地震の断層面については、敷地により近いF3断層の地表面ト

レース形状を踏まえて設定する。この際、入倉・三宅（2001）(27)による内陸地殻内

地震のスケーリング則の適用範囲を参考に、地震モーメントM0が7.5×1018Nmとなるよ

うに保守的に地震の規模を嵩上げし、この地震の規模に相当する断層面積となるよう

に設定する。 

（省略） 

c) 応答スペクトルに基づく手法による地震動評価 

応答スペクトルに基づく手法による地震動評価は、Noda et al.（2002）に基づき

行う。なお、補正係数の設定に必要な断層近傍の地震が敷地で観測されていないこと

から補正係数を1倍と設定し、Noda et al.（2002）による内陸地殻内地震に対する補

正については考慮しない。また、敷地に対して震源が近いことから、日本電気協会

（2016）(28)を参考に震源近傍における破壊伝播効果（NFRD効果）を考慮する。加え

て、Noda et al.（2002）の適用範囲を踏まえ、第5.6.11表に示すNoda et al.

（2002）以外の距離減衰式も用いて評価する。 

（省略） 

(2) プレート間地震 

a. 2011年東北地方太平洋沖型地震 

a) 基本震源モデルの設定 

2011年東北地方太平洋沖地震の本震については、諸井ほか（2013）(29)により強震

手法（「レシピ」）（以下「強震動予測レシピ」という。）及び地質調査結果に基づき設

定する。 

（変更なし） 

アスペリティ位置については、北部区間と南部区間に一つずつ設定し、それぞれの

区間において敷地に近い位置の断層上端に配置する。具体的には、断層長さ方向の配

置については、Manighetti et al.（2005）(26)の知見等を踏まえるとアスペリティの

ような大きなすべりが生じる領域とすべりが生じない領域が隣接することは考えにく

いことから、断層端部との間に断層モデル上最小の幅を有する背景領域を設定する。

また、断層幅方向の配置については、すべりに追随する表層領域（地表から断層上端

まで）は強震動を生成しにくいと考えられることから、その境界位置となる断層上端

にアスペリティを配置する。 

（変更なし） 

b) 不確かさを考慮するパラメータの選定 

（変更なし） 

短周期レベルについては、佐藤・堤（2012）(27)により正断層の地震である2011年

福島県浜通りの地震の短周期レベルが、壇ほか（2001）(28)の関係式とほぼ同等であ

ることを確認した上で、2007年新潟県中越沖地震の知見を踏まえ、強震動予測レシピ

による値の1.5倍を考慮する。 

（変更なし） 

b. F3断層～F4断層による地震 

a) 基本震源モデルの設定 

（変更なし） 

F3断層～F4断層による地震の断層面については、敷地により近いF3断層の地表面ト

レース形状を踏まえて設定する。この際、入倉・三宅（2001）(29)による内陸地殻内

地震のスケーリング則の適用範囲を参考に、地震モーメントM0が7.5×1018N・mとなる

ように保守的に地震の規模を嵩上げし、この地震の規模に相当する断層面積となるよ

うに設定する。 

（変更なし） 

c) 応答スペクトルに基づく手法による地震動評価 

応答スペクトルに基づく手法による地震動評価は、Noda et al.（2002）に基づき

行う。なお、補正係数の設定に必要な断層近傍の地震が敷地で観測されていないこと

から補正係数を1倍と設定し、Noda et al.（2002）による内陸地殻内地震に対する補

正については考慮しない。また、敷地に対して震源が近いことから、日本電気協会

（2016）(30)を参考に震源近傍における破壊伝播効果（NFRD効果）を考慮する。加え

て、Noda et al.（2002）の適用範囲を踏まえ、第5.6.11表に示すNoda et al.

（2002）以外の距離減衰式も用いて評価する。 

（変更なし） 

(2) プレート間地震 

a. 2011年東北地方太平洋沖型地震 

a) 基本震源モデルの設定 

2011年東北地方太平洋沖地震の本震については、諸井ほか（2013）(31)により強震
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動予測レシピの適用性が確認されている。よって、2011年東北地方太平洋沖型地震の

基本震源モデルは、強震動予測レシピに基づき設定する。 

震源位置については、長谷川ほか（2013）(30)に基づけば、陸のプレートと太平洋

プレートの境界で発生する地震の破壊が、Uchida et al.（2010）(31)のフィリピン海

プレートの北東端以南へ伝播する可能性は低いと考えられることから、三陸沖中部か

ら茨城県沖にかけての長さ500kmの断層を設定する。 

SMGA位置については、入倉（2012）(32)によると過去のM8以下の地震の震源域に対

応し、地震調査研究推進本部の領域区分に関連付けられるとされていることを踏ま

え、地震調査研究推進本部の領域区分に対応するよう5個のSMGAを設定する。なお、

茨城県沖のSMGA位置については、1896年鹿島灘の地震等、過去に規模が大きい地震が

発生している領域であり、2011年東北地方太平洋沖地震の本震の敷地での観測記録を

再現できる位置に設定する。 

（省略） 

b) 不確かさを考慮するパラメータの選定 

（省略） 

短周期レベルの不確かさについては、基本震源モデルにおいて茨城県沖で発生する

地震に対しては保守的な設定になっているものの、宮城県沖で発生する短周期レベル

が大きい地震と同程度になるように考慮することとし、佐藤（2010）(33)や片岡ほか

（2006）(34)等におけるプレート間地震の短周期レベルと地震モーメントの関係を参

考に、不確かさとして基本震源モデルで設定した値の1.5倍を考慮する。 

（省略） 

(3) 海洋プレート内地震 

a. 茨城県南部の地震 

（省略） 

b) 不確かさを考慮するパラメータの選定 

（省略） 

アスペリティの応力降下量については、笹谷ほか（2006）(35)のスケーリング則に

基づきパラメータ設定したケースを考慮する。 

（省略） 

 

5.6.2 震源を特定せず策定する地震動 

（省略） 

 

5.6.2.1 評価方針 

（省略） 

 

5.6.2.2 既往の知見 

加藤ほか（2004）(36)は、内陸地殻内地震を対象として、詳細な地質学的調査によって

も震源位置と地震規模を予め特定できない地震（以下「震源を事前に特定できない地

震」という。）による震源近傍の硬質地盤上における強震記録を用いて、震源を事前に特

定できない地震による水平成分の地震動の上限スペクトルを提案している。この加藤ほ

動予測レシピの適用性が確認されている。よって、2011年東北地方太平洋沖型地震の

基本震源モデルは、強震動予測レシピに基づき設定する。 

震源位置については、長谷川ほか（2013）(32)に基づけば、陸のプレートと太平洋

プレートの境界で発生する地震の破壊が、Uchida et al.（2010）(33)のフィリピン海

プレートの北東端以南へ伝播する可能性は低いと考えられることから、三陸沖中部か

ら茨城県沖にかけての長さ500kmの断層を設定する。 

SMGA位置については、入倉（2012）(34)によると過去のM8以下の地震の震源域に対

応し、地震調査研究推進本部の領域区分に関連付けられるとされていることを踏ま

え、地震調査研究推進本部の領域区分に対応するよう5個のSMGAを設定する。なお、

茨城県沖のSMGA位置については、1896年鹿島灘の地震等、過去に規模が大きい地震が

発生している領域であり、2011年東北地方太平洋沖地震の本震の敷地での観測記録を

再現できる位置に設定する。 

（変更なし） 

b) 不確かさを考慮するパラメータの選定 

（変更なし） 

短周期レベルの不確かさについては、基本震源モデルにおいて茨城県沖で発生する

地震に対しては保守的な設定になっているものの、宮城県沖で発生する短周期レベル

が大きい地震と同程度になるように考慮することとし、佐藤（2010）(35)や片岡ほか

（2006）(36)等におけるプレート間地震の短周期レベルと地震モーメントの関係を参

考に、不確かさとして基本震源モデルで設定した値の1.5倍を考慮する。 

（変更なし） 

(3) 海洋プレート内地震 

a. 茨城県南部の地震 

（変更なし） 

b) 不確かさを考慮するパラメータの選定 

（変更なし） 

アスペリティの応力降下量については、笹谷ほか（2006）(37)のスケーリング則に

基づきパラメータ設定したケースを考慮する。 

（変更なし） 

 

5.6.2 震源を特定せず策定する地震動 

（変更なし） 

 

5.6.2.1 評価方針 

（変更なし） 
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か（2004）による「震源を事前に特定できない地震」は、「震源を特定せず策定する地震

動」と同等の考え方に基づく知見と考えられる。 

以上を踏まえ、加藤ほか（2004）による水平成分の応答スペクトルに対し、Noda et 

al.（2002）の方法を用いて敷地の地盤物性を考慮した水平成分及び鉛直成分の応答スペ

クトルを「震源を特定せず策定する地震動」として考慮する。 

加藤ほか（2004）に基づき設定した応答スペクトルを第5.6.28図(1)及び第5.6.28図

(2)に示す。 

 

5.6.2.3 検討対象地震の選定と震源近傍の観測記録の収集 

（省略） 

5.6.2.3.1 全国共通に考慮すべき地震動 

震源近傍における観測記録を基に得られた「2004 年北海道留萌支庁南部の地震にお

いて、防災科学技術研究所が運用する全国強震観測網の港町観測点における観測記録」

及び「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈

における標準応答スペクトル」を対象とする。標準応答スペクトルを第 5.6.29 図、そ

のコントロールポイントを第 5.6.19 表に示す。 

2004年北海道留萌支庁南部地震の記録については、佐藤ほか（2013）(37)により K-NET

港町観測点において詳細な地盤調査及び基盤地震動の推定が行われ、信頼性の高い基盤

地震動が得られていることから、これらを参考に K-NET港町観測点の地盤構造モデルの

不確かさを考慮した基盤地震動を評価する。 

5.6.2.3.2 地域性を考慮する地震動 

（省略） 

 

5.6.2.4 震源を特定せず策定する地震動の設定 

震源を特定せず策定する地震動として、「5.6.2.2 既往の知見」で示した加藤ほか

（2004）に基づき設定した応答スペクトル、「5.6.2.3.1 全国共通に考慮すべき地震

動」で評価した2004年北海道留萌支庁南部地震の基盤地震動及び標準応答スペクトルを

考慮する。 

 

2004年北海道留萌支庁南部地震については、K-NET港町観測点と敷地の解放基盤表面相

当位置の地盤物性の相違（S波速度でK-NET港町観測点938m/sに対し、敷地は第5.5.3表に

示す地盤構造モデル（深部）において1,010m/s）による影響等を考慮して評価した地震

動の応答スペクトルを考慮する。ここで、解放基盤表面相当位置の地盤物性の相違によ

る影響等を考慮する際には、K-NET港町観測点と敷地の解放基盤表面の地盤物性値を比較

し、おおむね同等の地盤であることから、K-NET港町観測点の地盤構造モデルの不確かさ

を考慮した基盤地震動に、保守性を考慮する。 

 

 標準応答スペクトルについては、S波速度2,200m/s以上の地震基盤相当面で設定されて

おり、敷地においてS波速度2,200m/s以上の層が確認されるG.L.-1.293kmに設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2.2 検討対象地震の選定と震源近傍の観測記録の収集 

（変更なし） 

(1) 全国共通に考慮すべき地震動 

震源近傍における観測記録を基に得られた「2004 年北海道留萌支庁南部の地震にお

いて、防災科学技術研究所が運用する全国強震観測網の港町観測点における観測記録」

及び「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈

における標準応答スペクトル」を対象とする。標準応答スペクトルを第 5.6.28 図、そ

のコントロールポイントを第 5.6.19表に示す。 

2004年北海道留萌支庁南部地震の記録については、佐藤ほか（2013）(38)により K-NET

港町観測点において詳細な地盤調査及び基盤地震動の推定が行われ、信頼性の高い基盤

地震動が得られていることから、これらを参考に K-NET港町観測点の地盤構造モデルの

不確かさを考慮した基盤地震動を評価する。 

(2) 地域性を考慮する地震動 

（変更なし） 

 

5.6.2.3 震源を特定せず策定する地震動の設定 

震源を特定せず策定する地震動として、「5.6.2.2(1) 全国共通に考慮すべき地震動」

で評価した2004年北海道留萌支庁南部地震の基盤地震動及び標準応答スペクトルを考慮

する。 

 

(1) 2004年北海道留萌支庁南部地震（K-NET港町）に保守性を考慮した地震動 

2004年北海道留萌支庁南部地震については、K-NET港町観測点と敷地の解放基盤表面相

当位置の地盤物性の相違（S波速度でK-NET港町観測点938m/sに対し、敷地は第5.5.3表に

示す地盤構造モデル（深部）において1,010m/s）による影響等を考慮して評価した地震

動の応答スペクトルを考慮する。ここで、解放基盤表面相当位置の地盤物性の相違によ

る影響等を考慮する際には、K-NET港町観測点と敷地の解放基盤表面の地盤物性値を比較

し、おおむね同等の地盤であることから、K-NET港町観測点の地盤構造モデルの不確かさ

を考慮した基盤地震動に、保守性を考慮する。 

(2) 標準応答スペクトルを考慮した地震動 

 標準応答スペクトルについては、S波速度2,200m/s以上の地震基盤相当面で設定されて

おり、敷地においてS波速度2,200m/s以上の層が確認されるG.L.-1.293km（S波速度

3,052m/s）に設定する。 

a. 地震基盤相当面における模擬地震動 
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標準応答スペクトルに適合する模擬地震波は、乱数の位相を持つ正弦波の重ね合わせ

によって作成するものとし、振幅包絡線の経時的変化については、Noda et al.

（2002)(14)の方法に基づき、第5.6.22表に示す形状とする。標準応答スペクトルに適合

する模擬地震波の作成結果を第5.6.23表、時刻歴波形を第5.6.30図、標準応答スペクト

ルに対する模擬地震波の応答スペクトル比を第5.6.31図に示す。作成した模擬地震波を

用いて一次元波動論による地盤応答解析を行い、解放基盤表面における応答スペクトル

を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上を踏まえた、「震源を特定せず策定する地震動」の応答スペクトルを第5.6.32図

(1)及び第5.6.32図(2)に示す。 

 

5.6.3 基準地震動 SSの策定 

（省略） 

 

5.6.3.1 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動に基づく基準地震動 SS 

(1) 応答スペクトルに基づく手法による基準地震動 SS 

（省略） 

 各検討用地震の応答スペクトルに基づく手法による地震動評価結果と基準地震動SS-D

の設計用応答スペクトルを比較したものを第5.6.33図(1)及び第5.6.33図(2)に示す。ま

た、基準地震動SS-Dの設計用応答スペクトルのコントロールポイントの値を第5.6.24表

に示す。 

(2) 断層モデルを用いた手法による基準地震動 SS 

（省略） 

 各検討用地震の断層モデルを用いた手法による地震動評価結果と基準地震動SS-Dの設

計用応答スペクトルを比較したものを第5.6.34図(1)から第5.6.34図(3)に示す。第

標準応答スペクトルに適合する模擬地震動は、複数の方法を用いることとし、乱数の

位相を持つ正弦波の重ね合わせにより作成する方法（以下「乱数位相による検討」）及び

敷地の地震観測記録から得られる位相を用いて作成する方法（以下「実位相による検

討」）により作成する。 

乱数位相による検討では、振幅包絡線の経時的変化としてNoda et al.（2002)の方法

に基づき、第5.6.22表に示す形状を用いる。 

実位相による検討では、敷地で観測された内陸地殻内地震のうち敷地に最も近い地震

の観測記録の位相特性を用いる。実位相による検討で用いた地震の震央位置を第5.6.29

図に示す。 

標準応答スペクトルに適合する模擬地震動の作成結果を第5.6.23表、時刻歴波形を第

5.6.30図(1)及び第5.6.30図(2)、標準応答スペクトルに対する模擬地震動の応答スペク

トル比を第5.6.31図(1)及び第5.6.31図(2)に示す。 

b. 解放基盤表面における地震動 

解放基盤表面の地震動は、地震基盤相当面における模擬地震動を用い、深部の地盤構

造モデルによる地盤応答解析を行い算定する。 

算定した地震動の応答スペクトルを第5.6.32図(1)及び第5.6.32図(2)、時刻歴波形を

第5.6.33図(1)及び第5.6.33図(2)に示す。 

応答スペクトルについては乱数位相による検討結果と実位相による検討結果は概ね同

程度であり、位相の違いによる特異な地盤の応答増幅は見られない。一方、時刻歴波形

については乱数位相による検討結果の方が水平成分と鉛直成分とで強震動部の時間が重

複し、かつ強震動部の継続時間が長く、地盤あるいは建物等の水平及び鉛直の組合せ評

価や非線形解析において安全側の評価になると考えられることから、標準応答スペクト

ルを考慮した地震動として乱数位相による検討結果を選定する。 

(3) 震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトル 

以上を踏まえ算定した「震源を特定せず策定する地震動」の応答スペクトルを第

5.6.34図(1)及び第5.6.34図(2)に示す。 

 

5.6.3 基準地震動 SSの策定 

（変更なし） 

 

5.6.3.1 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動に基づく基準地震動 SS 

(1) 応答スペクトルに基づく手法による基準地震動 SS 

（変更なし） 

 各検討用地震の応答スペクトルに基づく手法による地震動評価結果と基準地震動SS-D

の設計用応答スペクトルを比較したものを第5.6.35図(1)及び第5.6.35図(2)に示す。ま

た、基準地震動SS-Dの設計用応答スペクトルのコントロールポイントの値を第5.6.24表

に示す。 

(2) 断層モデルを用いた手法による基準地震動 SS 

（変更なし） 

 各検討用地震の断層モデルを用いた手法による地震動評価結果と基準地震動SS-Dの設

計用応答スペクトルを比較したものを第5.6.36図(1)から第5.6.36図(3)に示す。第
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5.6.34図(1)から第5.6.34図(3)より、包絡関係を考慮して選定した基準地震動SS-1～基

準地震動SS-5の応答スペクトルを第5.6.35図(1)から第5.6.35図(3)に示す。 

 

5.6.3.2 震源を特定せず策定する地震動に基づく基準地震動 SS 

 震源を特定せず策定する地震動による基準地震動SSは、「5.6.2.4 震源を特定せず策

定する地震動の設定」における震源を特定せず策定する地震動の評価結果と、「5.6.3.1 

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動に基づく基準地震動SS」に示す基準地震動SS

を比較し、包絡関係を考慮して選定する。 

 震源を特定せず策定する地震動の評価結果と基準地震動SS-Dの設計用応答スペクトル

を比較したものを第5.6.36図(1)及び第5.6.36図(2)に示す。第5.6.36図(1)及び第5.6.36

図(2)より、震源を特定せず策定する地震動の評価結果と前節で示した基準地震動Ss-Dの

設計用応答スペクトルを比較し、包絡関係を考慮して基準地震動Ss-6として選定する。 

 

5.6.3.3 基準地震動 SSの応答スペクトル 

 「5.6.3.1 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動に基づく基準地震動SS」及び

「5.6.3.2 震源を特定せず策定する地震動に基づく基準地震動SS」を踏まえて策定した

基準地震動SSの応答スペクトルを第5.6.37図(1)から第5.6.37図(3)に示す。 

 

5.6.3.4 基準地震動 SSの時刻歴波形 

（省略） 

 基準地震動SS-Dの模擬地震波の作成結果を第5.6.26表に、基準地震動SS-Dの設計用応

答スペクトルに対する模擬地震波の応答スペクトルの比を第5.6.38図に示す。 

 以上より、策定した基準地震動SS-Dの時刻歴波形を第5.6.39図に、断層モデルを用い

た手法による基準地震動SS-1～基準地震動SS-5の時刻歴波形を第5.6.40図(1)から第

5.6.40図(5)に、震源を特定せず策定する地震動による基準地震動SS-6の時刻歴波形を第

5.6.40図(6)に示す。また、基準地震動SSの最大加速度値を第5.6.27表に示す。 

 

5.7 基準地震動 SSの超過確率の参照 

日本原子力学会（2015）(38)を参考に、敷地における地震動の一様ハザードスペクトルを評価する。 

震源モデルについては、特定震源モデル及び領域震源モデルを設定し、それぞれ調査結果等に基

づき設定した震源モデル（以下「調査モデル」という。）及び地震調査研究推進本部（2012b）(39)の

知見を参考に設定した震源モデル（以下「推本参考モデル」という。）を考慮する。また、地震動伝

播モデルについては、2011 年東北地方太平洋沖型地震については断層モデルを用いた手法による

地震動評価を、それ以外の震源については Noda et al.（2002）の方法を用いた地震動評価を行う。

作成したロジックツリーを第 5.7.1図に、これらの設定に基づき評価した敷地における地震動の一

様ハザードスペクトルと基準地震動 Ssとの比較を第 5.7.2図(1)及び第 5.7.2図(2)に示す。 

（省略） 

 

5.8 参考文献 

（省略） 

 

5.6.36図(1)から第5.6.36図(3)より、包絡関係を考慮して選定した基準地震動SS-1～基

準地震動SS-5の応答スペクトルを第5.6.37図(1)から第5.6.37図(3)に示す。 

 

5.6.3.2 震源を特定せず策定する地震動に基づく基準地震動 SS 

 震源を特定せず策定する地震動による基準地震動SSは、「5.6.2.3 震源を特定せず策

定する地震動の設定」における震源を特定せず策定する地震動の評価結果と、「5.6.3.1 

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動に基づく基準地震動SS」に示す基準地震動SS

を比較し、包絡関係を考慮して選定する。 

 震源を特定せず策定する地震動の評価結果と基準地震動SS-Dの設計用応答スペクトル

を比較したものを第5.6.38図(1)及び第5.6.38図(2)に示す。第5.6.38図(1)及び第5.6.38

図(2)より、包絡関係を考慮して標準応答スペクトルを考慮した地震動を基準地震動Ss-6

として選定する。 

 

5.6.3.3 基準地震動 SSの応答スペクトル 

 「5.6.3.1 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動に基づく基準地震動SS」及び

「5.6.3.2 震源を特定せず策定する地震動に基づく基準地震動SS」を踏まえて策定した

基準地震動SSの応答スペクトルを第5.6.39図(1)から第5.6.39図(3)に示す。 

 

5.6.3.4 基準地震動 SSの時刻歴波形 

（変更なし） 

 基準地震動SS-Dの模擬地震波の作成結果を第5.6.26表に、基準地震動SS-Dの設計用応

答スペクトルに対する模擬地震波の応答スペクトルの比を第5.6.40図に示す。 

 以上より、策定した基準地震動SS-Dの時刻歴波形を第5.6.41図に、断層モデルを用い

た手法による基準地震動SS-1～基準地震動SS-5の時刻歴波形を第5.6.42図(1)から第

5.6.42図(5)に、震源を特定せず策定する地震動に基づく基準地震動SS-6の時刻歴波形を

第5.6.43図に示す。また、基準地震動SSの最大加速度値を第5.6.27表に示す。 

 

5.7 基準地震動 SSの超過確率の参照 

日本原子力学会（2015）(39)を参考に、敷地における地震動の一様ハザードスペクトルを評価する。 

震源モデルについては、特定震源モデル及び領域震源モデルを設定し、それぞれ調査結果等に基

づき設定した震源モデル（以下「調査モデル」という。）及び地震調査研究推進本部（2012b）(40)の

知見を参考に設定した震源モデル（以下「推本参考モデル」という。）を考慮する。また、地震動伝

播モデルについては、2011 年東北地方太平洋沖型地震については断層モデルを用いた手法による

地震動評価を、それ以外の震源については Noda et al.（2002）の方法を用いた地震動評価を行う。

作成したロジックツリーを第 5.7.1図に、これらの設定に基づき評価した敷地における地震動の一

様ハザードスペクトルと基準地震動 Ssとの比較を第 5.7.2図(1)及び第 5.7.2図(2)に示す。 

（変更なし） 

 

5.8 参考文献 

（変更なし） 

(10) 産業技術総合研究所. 産総研：千葉県の太平洋岸で歴史記録にない津波の痕跡を発見. 産業技
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第 5.2.1表～第 5.4.1表（省略） 

 

第 5.5.1表 敷地地盤で観測された主な地震 

 

 

 

第 5.5.2表（省略） 

 

 

第 5.2.1表～第 5.4.1表（変更なし） 

 

第 5.5.1表 敷地地盤で観測された主な地震 

 
 

 

第 5.5.2表（変更なし） 

 

No.
発震日時

地名又は地震名

震央位置
北緯
東経

ﾏｸﾞﾆ
ﾁｭｰﾄﾞ

M

震源
深さ
(km)

震央
距離
(km)

6強： 日立市助川小学校、日立市十王町友部、高萩市本町、笠
間市中央、常陸大宮市北町、那珂市瓜連、小美玉市上玉
里、筑西市舟生、鉾田市当間

6弱： 水戸市金町、水戸市千波町、水戸市中央、水戸市内原町
（旧）、日立市役所、常陸太田市高柿町（旧）、高萩市
安良川、北茨城市磯原町、笠間市石井（旧）、笠間市下
郷、ひたちなか市南神敷台、ひたちなか市東石川、茨城
町小堤、東海村東海（旧）、常陸大宮市中富町、常陸大
宮市野口、常陸大宮市山方、那珂市福田、城里町石塚
（旧）、城里町阿波山（旧）、小美玉市小川、小美玉市
堅倉、土浦市常名、土浦市下高津、石岡市柿岡、石岡市
石岡、取手市井野、つくば市天王台、つくば市苅間、茨
城鹿嶋市鉢形、茨城鹿嶋市宮中、潮来市辻、美浦村受
領、坂東市山、稲敷市役所、稲敷市結佐、筑西市門井、
かすみがうら市上土田、行方市麻生（旧）、行方市山
田、行方市玉造、桜川市岩瀬、桜川市真壁、鉾田市鉾
田、鉾田市造谷、鉾田市汲上、常総市新石下、つくばみ
らい市加藤

5強： 常陸太田市町屋町、常陸太田市町田町、常陸太田市大中
町、大洗町磯浜町、大子町池田、常陸大宮市高部、常陸
大宮市上小瀬、城里町徳蔵、土浦市藤沢、茨城古河市下
大野、茨城古河市仁連、石岡市八郷、結城市結城、龍ケ
崎市寺後、下妻市本城町、下妻市鬼怒、取手市寺田、取
手市藤代、牛久市中央、つくば市小茎、阿見町中央、河
内町源清田、八千代町菅谷、五霞町小福田、境町旭町、
守谷市大柏、坂東市岩井、坂東市馬立、坂東市役所、稲
敷市江戸崎甲、稲敷市柴崎、筑西市下中山、筑西市海
老ヶ島、かすみがうら市大和田、神栖市溝口、神栖市波
崎、桜川市羽田、つくばみらい市福田

5弱： 茨城古河市長谷町、利根町布川
6強： 鉾田市当間
6弱： 神栖市溝口、鉾田市鉾田
5強： 水戸市金町、水戸市千波町、水戸市中央、日立市助川小

学校、笠間市中央、東海村東海（旧）、那珂市瓜連、城
里町石塚（旧）、城里町阿波山（旧）、小美玉市小川、
土浦市常名、土浦市下高津、茨城鹿嶋市鉢形、茨城鹿嶋
市宮中、潮来市辻、稲敷市須賀津、稲敷市結佐、筑西市
舟生、神栖市波崎、行方市麻生（旧）、行方市玉造、鉾
田市造谷、つくばみらい市福田

5弱： 水戸市内原町（旧）、日立市役所、高萩市安良川、笠間
市石井（旧）、笠間市下郷、ひたちなか市東石川、大洗
町磯浜町、常陸大宮市北町、常陸大宮市野口、小美玉市
堅倉、土浦市藤沢、茨城古河市下大野、石岡市柿岡、石
岡市八郷、結城市結城、下妻市本城町、取手市寺田、取
手市井野、牛久市中央、つくば市天王台、つくば市苅
間、つくば市小茎、阿見町中央、河内町源清田、八千代
町菅谷、利根町布川、坂東市山、稲敷市江戸崎甲、稲敷
市柴崎、筑西市下中山、筑西市海老ヶ島、筑西市門井、
かすみがうら市上土田、かすみがうら市大和田、桜川市
岩瀬、桜川市真壁、桜川市羽田

6弱： 鉾田市当間
5強： 日立市助川小学校、高萩市安良川、北茨城市磯原町、小

美玉市上玉里、筑西市舟生、かすみがうら市上土田、鉾
田市鉾田、鉾田市汲上

5弱： 水戸市千波町、水戸市中央、日立市役所、日立市十王町
友部、高萩市本町、笠間市中央、ひたちなか市南神敷
台、ひたちなか市東石川、茨城町小堤、大子町池田、常
陸大宮市北町、常陸大宮市野口、那珂市福田、那珂市瓜
連、城里町石塚（旧）、城里町阿波山（旧）、小美玉市
小川、小美玉市堅倉、土浦市常名、土浦市下高津、土浦
市藤沢、石岡市柿岡、石岡市石岡、石岡市八郷、つくば
市天王台、つくば市苅間、阿見町中央、坂東市馬立、坂
東市山、稲敷市役所、行方市山田、常総市新石下、つく
ばみらい市加藤

1
2011年3月11日14：46
東北地方太平洋沖地震

の本震

38°06.21′
142°51.66′

2011年4月11日17：16
福島県浜通りの地震

36°56.74′
140°40.36′

3

2
2011年3月11日15：15
東北地方太平洋沖地震

震

36°07.25′
141°15.15′

地震諸元及び震度は気象庁による。
※はモーメントマグニチュードMw

気象庁震度階級
（茨城県、抜粋）

65

7.0 6.42 77

7.6 42.70

9.0※ 23.74 290

 

No.
発震日時

地名又は地震名

震央位置
北緯
東経

ﾏｸﾞﾆ
ﾁｭｰﾄﾞ

M

震源
深さ
(km)

震央
距離
(km)

6強： 日立市助川小学校、日立市十王町友部、高萩市本町、笠
間市中央、常陸大宮市北町、那珂市瓜連、小美玉市上玉
里、筑西市舟生、鉾田市当間

6弱： 水戸市金町、水戸市千波町、水戸市中央、水戸市内原町
（旧）、日立市役所、常陸太田市高柿町（旧）、高萩市
安良川、北茨城市磯原町、笠間市石井（旧）、笠間市下
郷、ひたちなか市南神敷台、ひたちなか市東石川、茨城
町小堤、東海村東海（旧）、常陸大宮市中富町、常陸大
宮市野口、常陸大宮市山方、那珂市福田、城里町石塚
（旧）、城里町阿波山（旧）、小美玉市小川、小美玉市
堅倉、土浦市常名、土浦市下高津、石岡市柿岡、石岡市
石岡、取手市井野、つくば市天王台、つくば市苅間、茨
城鹿嶋市鉢形、茨城鹿嶋市宮中、潮来市辻、美浦村受
領、坂東市山、稲敷市役所、稲敷市結佐、筑西市門井、
かすみがうら市上土田、行方市麻生（旧）、行方市山
田、行方市玉造、桜川市岩瀬、桜川市真壁、鉾田市鉾
田、鉾田市造谷、鉾田市汲上、常総市新石下、つくばみ
らい市加藤

5強： 常陸太田市町屋町、常陸太田市町田町、常陸太田市大中
町、大洗町磯浜町、大子町池田、常陸大宮市高部、常陸
大宮市上小瀬、城里町徳蔵、土浦市藤沢、茨城古河市下
大野、茨城古河市仁連、石岡市八郷、結城市結城、龍ケ
崎市寺後、下妻市本城町、下妻市鬼怒、取手市寺田、取
手市藤代、牛久市中央、つくば市小茎、阿見町中央、河
内町源清田、八千代町菅谷、五霞町小福田、境町旭町、
守谷市大柏、坂東市岩井、坂東市馬立、坂東市役所、稲
敷市江戸崎甲、稲敷市柴崎、筑西市下中山、筑西市海
老ヶ島、かすみがうら市大和田、神栖市溝口、神栖市波
崎、桜川市羽田、つくばみらい市福田

5弱： 茨城古河市長谷町、利根町布川
6強： 鉾田市当間
6弱： 神栖市溝口、鉾田市鉾田
5強： 水戸市金町、水戸市千波町、水戸市中央、日立市助川小

学校、笠間市中央、東海村東海（旧）、那珂市瓜連、城
里町石塚（旧）、城里町阿波山（旧）、小美玉市小川、
土浦市常名、土浦市下高津、茨城鹿嶋市鉢形、茨城鹿嶋
市宮中、潮来市辻、稲敷市須賀津、稲敷市結佐、筑西市
舟生、神栖市波崎、行方市麻生（旧）、行方市玉造、鉾
田市造谷、つくばみらい市福田

5弱： 水戸市内原町（旧）、日立市役所、高萩市安良川、笠間
市石井（旧）、笠間市下郷、ひたちなか市東石川、大洗
町磯浜町、常陸大宮市北町、常陸大宮市野口、小美玉市
堅倉、土浦市藤沢、茨城古河市下大野、石岡市柿岡、石
岡市八郷、結城市結城、下妻市本城町、取手市寺田、取
手市井野、牛久市中央、つくば市天王台、つくば市苅
間、つくば市小茎、阿見町中央、河内町源清田、八千代
町菅谷、利根町布川、坂東市山、稲敷市江戸崎甲、稲敷
市柴崎、筑西市下中山、筑西市海老ヶ島、筑西市門井、
かすみがうら市上土田、かすみがうら市大和田、桜川市
岩瀬、桜川市真壁、桜川市羽田

6弱： 鉾田市当間
5強： 日立市助川小学校、高萩市安良川、北茨城市磯原町、小

美玉市上玉里、筑西市舟生、かすみがうら市上土田、鉾
田市鉾田、鉾田市汲上

5弱： 水戸市千波町、水戸市中央、日立市役所、日立市十王町
友部、高萩市本町、笠間市中央、ひたちなか市南神敷
台、ひたちなか市東石川、茨城町小堤、大子町池田、常
陸大宮市北町、常陸大宮市野口、那珂市福田、那珂市瓜
連、城里町石塚（旧）、城里町阿波山（旧）、小美玉市
小川、小美玉市堅倉、土浦市常名、土浦市下高津、土浦
市藤沢、石岡市柿岡、石岡市石岡、石岡市八郷、つくば
市天王台、つくば市苅間、阿見町中央、坂東市馬立、坂
東市山、稲敷市役所、行方市山田、常総市新石下、つく
ばみらい市加藤

1
2011年3月11日14：46
東北地方太平洋沖地震

の本震

38°06.21′
142°51.66′

2011年4月11日17：16
福島県浜通りの地震

36°56.74′
140°40.36′

3

2
2011年3月11日15：15
東北地方太平洋沖地震

の

36°07.25′
141°15.15′

地震諸元及び震度は気象庁による。
※はモーメントマグニチュードMw

気象庁震度階級
（茨城県、抜粋）

65

7.0 6.42 77

7.6 42.70

9.0※ 23.74 290

余震 余震 



添 6-5-14 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

第 5.5.3表 敷地の地盤構造モデル（深部） 

 

 

 

第 5.6.1表～第 5.6.3表 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.5.3表 敷地の地盤構造モデル（深部） 

 

 

 

第 5.6.1表～第 5.6.3表 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qs hs Qp hp

0.000 0.173 － － － － － － －

-0.173 0.100 1.98 1.010 2.170

-0.273 0.350 2.11 1.186 2.590

-0.623 0.670 2.44 2.086 4.100

-1.293 2.708 2.68 3.052 5.750

-4.000 11.900 2.70 3.600 5.960

-15.900 14.600 2.80 4.170 6.810

-30.500 ∞ 3.20 4.320 7.640

※1 G.L.-0 273km～G L.-4.000kmはLudwig et al .(1970) (40) 、G.L.-4.000km以深はiasp91(Kennett et al .(1991) (41) )を踏まえて設定

※2 f は周波数(Hz)、G.L.-1.293km以深は佐藤ほか(1994) (42) を踏まえて設定

※3 G.L.-0 273km～G L.-4.000kmはYoshimura et al .(1982) (43) を踏まえて設定

100 0.005

110×ｆ0.69 0.0045×ｆ -0.69

100 0.005

110×ｆ0.69 0.0045×ｆ -0.69

層厚
(km)

密度※1

(g/cm3)

水平成分 鉛直成分

S波速度
(km/s)

減衰定数※2
P波速度※3

(km/s)

減衰定数※2

上面
G.L.
(km) Qs hs Qp hp

0.000 0.173 － － － － － － －

-0.173 0.100 1.98 1.010 2.170

-0.273 0.350 2.11 1.186 2.590

-0.623 0.670 2.44 2.086 4.100

-1.293 2.708 2.68 3.052 5.750

-4.000 11.900 2.70 3.600 5.960

-15.900 14.600 2.80 4.170 6.810

-30.500 ∞ 3.20 4.320 7.640

※1 G.L.-0 273km～G L.-4.000kmはLudwig et al .(1970) (40) 、G.L.-4.000km以深はiasp91(Kennett et al .(1991) (41) )を踏まえて設定

※2 f は周波数(Hz)、G.L.-1.293km以深は佐藤ほか(1994) (42) を踏まえて設定

※3 G.L.-0 273km～G L.-4.000kmはYoshimura et al .(1982) (43) を踏まえて設定

100 0.005

110×ｆ0.69 0.0045×ｆ -0.69

100 0.005

110×ｆ0.69 0.0045×ｆ -0.69

層厚
(km)

密度※1

(g/cm3)

水平成分 鉛直成分

S波速度
(km/s)

減衰定数※2
P波速度※3

(km/s)

減衰定数※2

上面
G.L.
(km)

※1 G.L.-0.273km～G.L.-4.000kmはLudwig et al.(1970) (41) 、G.L.-4 000km以深はiasp91(Kennett et al.(1991) (42) )を踏まえて設定

※2 f は周波数(Hz)、G.L.-1.293km以深は佐藤ほか(1994) (43) を踏まえて設定

※3 G.L.-0.273km～G.L.-4.000kmはYoshimura et al.(1982) (44) を踏まえて設定
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第 5.6.4表 F1断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の断層パラメータ 

（基本震源モデル） 

 

 

 

第 5.6.5表～第 5.6.10表 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.4表 F1断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震の断層パラメータ 

（基本震源モデル） 

 

 

 

第 5.6.5表～第 5.6.10表 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(45)

(46)
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第 5.6.11表 各距離減衰式の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.11表 各距離減衰式の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

距離減衰式
データベース

対象地域
地震タイプ 主なパラメータ Ｍｗの範囲 距離の範囲 地盤条件・種別

Kanno et al .

(2006) (46)

Mw、断層最短距離、

震源深さ、Vs30※1 5.5～8.2 1～500km 100＜Vs30＜1400m/s

Zhao et al .

(2006) (47)
Mw、断層最短距離、
震源深さ

5.0～8.3 0.3～300km
Soft Soil ～ Hard
Rock(Hard Rock
Vs＝2000m/s)

内山・翠川ほか

(2006) (48) 日本周辺
Mw、断層最短距離、
震源深さ

5.5～8.3 300km以内 150≦Vs30※1≦750m/s

片岡ほか
(2006)

国内
内陸

海溝性
Mw、断層最短距離、
短周期レベル

陸：4.9～6.9
海：5.2～8.2

250km以内
Ⅰ種、Ⅱ種、Ⅲ種地盤

及び工学的基盤

Abrahamson et al .

(2014) (49) 国内外 内陸
Mw、断層最短距離、

Vs30※1、断層上端深さ
3.0～8.5 0～300km 180≦Vs30※1≦1000m/s

Boore et al .

(2014) (50) 国内外 内陸
Mw、断層面の地表投影面

への最短距離、Vs30※1
3.0～8.5(横ずれ、逆断層)
3.0～7.0(正断層)

0～400km 150≦Vs30※1≦1500m/s

Campbell et al .

(2014) (51) 国内外 内陸
Mw、断層最短距離、

Vs30※1、断層上端深さ

3.3～8.5(横ずれ断層)
3.3～8.0(逆断層)
3.3～7.5(正断層)

0～300km 150≦Vs30※1≦1500m/s

Chiou et al .

(2014) (52) 国内外 内陸
Mw、断層最短距離、

Vs30※1、断層上端深さ

3.5～8.5(横ずれ断層)
3.5～8.0(逆、正断層)

0～300km 180≦Vs30※1≦1500m/s

Idriss

(2014) (53) 国内外 内陸
Mw、断層最短距離、

Vs30※1 5≦Ｍｗ ≦150km 450≦Vs30※1

※1 Vs30：表層地盤（地表からおよそ30mの深さまで）の平均Ｓ波速度

内陸
プレート間
プレート内

主に国内

距離減衰式
データベース

対象地域
地震タイプ 主なパラメータ Ｍｗの範囲 距離の範囲 地盤条件・種別

Kanno et al .

(2006) 
Mw、断層最短距離、

震源深さ、Vs30※1 5.5～8.2 1～500km 100＜Vs30＜1400m/s

Zhao et al .

(2006) 
Mw、断層最短距離、
震源深さ

5.0～8.3 0.3～300km
Soft Soil ～ Hard
Rock(Hard Rock
Vs＝2000m/s)

内山・翠川ほか

(2006) 
日本周辺

Mw、断層最短距離、
震源深さ

5.5～8.3 300km以内 150≦Vs30※1≦750m/s

片岡ほか
(2006)

国内
内陸

海溝性
Mw、断層最短距離、
短周期レベル

陸：4.9～6.9
海：5.2～8.2

250km以内
Ⅰ種、Ⅱ種、Ⅲ種地盤

及び工学的基盤

Abrahamson et al .

(2014) 
国内外 内陸

Mw、断層最短距離、

Vs30※1、断層上端深さ
3.0～8.5 0～300km 180≦Vs30※1≦1000m/s

Boore et al .

(2014) 
国内外 内陸

Mw、断層面の地表投影面

への最短距離、Vs30※1
3.0～8.5(横ずれ、逆断層)
3.0～7.0(正断層)

0～400km 150≦Vs30※1≦1500m/s

Campbell et al .

(2014) 
国内外 内陸

Mw、断層最短距離、

Vs30※1、断層上端深さ

3.3～8.5(横ずれ断層)
3.3～8.0(逆断層)
3.3～7.5(正断層)

0～300km 150≦Vs30※1≦1500m/s

Chiou et al .

(2014) 
国内外 内陸

Mw、断層最短距離、

Vs30※1、断層上端深さ

3.5～8.5(横ずれ断層)
3.5～8.0(逆、正断層)

0～300km 180≦Vs30※1≦1500m/s

Idriss

(2014) 
国内外 内陸

Mw、断層最短距離、

Vs30※1 5≦Ｍｗ ≦150km 450≦Vs30※1

※1 Vs30：表層地盤（地表からおよそ30mの深さまで）の平均Ｓ波速度

内陸
プレート間
プレート内

主に国内

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第 5.6.12表 2011年東北地方太平洋沖型地震の断層パラメータ 

（基本震源モデル） 

 

 

 

第 5.6.13表～第 5.6.15表 （省略） 

 

第 5.6.12表 2011年東北地方太平洋沖型地震の断層パラメータ 

（基本震源モデル） 

 

 

 

第 5.6.13表～第 5.6.15表 （変更なし） 

(55)

(56)

(57)

(58) (59)
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

第 5.6.16表 茨城県南部の地震の断層パラメータ 

（基本震源モデル） 

 

 

 

第 5.6.17表～第 5.6.19表 （省略） 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.16表 茨城県南部の地震の断層パラメータ 

（基本震源モデル） 

 

 

 

第 5.6.17表～第 5.6.19表 （変更なし） 

 

 

 

 

(60)
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

第 5.6.20表 2008年岩手・宮城内陸地震の震源域と敷地近傍の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.20表 2008年岩手・宮城内陸地震の震源域と敷地近傍の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目
比較
結果

地質 △

・ 震源域近傍には、主に中新統から鮮新
統の堆積岩・火山岩等、第四系の火山
岩類が分布する。

・ 敷地近傍には、中新統の堆積岩、鮮
新統の堆積岩、更新統の段丘堆積物
等、完新統の沖積層及び砂丘砂層が
分布する。

地質
構造

×

・

・

震源域近傍には、中新世以降に形成さ
れた褶曲構造が認められる。
カルデラが密集することから、地質構
造が複雑である。

・

・

敷地近傍に広く分布する鮮新統～下
部更新統(久米層)及びこれを不整合
に覆う上部更新統はほぼ水平に分布
している。
敷地近傍にカルデラは分布しない。

変動
地形等

×

・

・

下記の観点より、震源域近傍は変動地
形等の認識が難しい地域である。
- 震源域は山間部に位置し、近傍に河
  成段丘が一部分布するのみであり、
  指標となる地形が少ない。
- 大規模地すべりを含めた地すべりが
  密集している。

田力ほか(2009) (60) によると、枛木立
付近には短いながら明瞭な断層変位地
形があり、低位段丘礫層堆積期以降に
複数回、比較的活発な活動を繰り返し
ていることが明らかとなった。

・

・

下記の観点より、敷地近傍は変動地
形等が認識しやすい地域である。
- 陸域には後期更新世以降に形成さ
  れた段丘面が広く分布している。
- 地すべりが認められない。
- 海域には堆積層からなる鮮新統及
  び下部更新統が水平に広く分布し
  ている。
変動地形学的調査の結果、敷地近傍
陸域に変動地形は認められない。

火山 ×
・ 火山フロントに近接する。 ・ 火山フロントの遠方に位置する。

地震地
体構造

×
・ 東北日本弧内帯（8C）

(垣見ほか(2003))
・ 東北日本弧外帯（8B）

(垣見ほか(2003))

応力場 ×

・

・

防災科学技術研究所(2013) (61) におい
て、ひずみ集中帯と指摘されている。
東西圧縮の逆断層型が卓越

・

・

ひずみ集中帯と指摘している文献は
ない。
敷地周辺の茨城県北部では南西－北
東引張の正断層型が卓越

【凡例】 〇：類似性あり、△：類似性低い～一部あり、×：類似性なし

敷地近傍
2008年岩手・宮城内陸地震

の震源域
項目

比較
結果

地質 △

・ 震源域近傍には、主に中新統から鮮新
統の堆積岩・火山岩等、第四系の火山
岩類が分布する。

・ 敷地近傍には、中新統の堆積岩、鮮
新統の堆積岩、更新統の段丘堆積物
等、完新統の沖積層及び砂丘砂層が
分布する。

地質
構造

×

・

・

震源域近傍には、中新世以降に形成さ
れた褶曲構造が認められる。
カルデラが密集することから、地質構
造が複雑である。

・

・

敷地近傍に広く分布する鮮新統～下
部更新統(久米層)及びこれを不整合
に覆う上部更新統はほぼ水平に分布
している。
敷地近傍にカルデラは分布しない。

変動
地形等

×

・

・

下記の観点より、震源域近傍は変動地
形等の認識が難しい地域である。
- 震源域は山間部に位置し、近傍に河
  成段丘が一部分布するのみであり、
  指標となる地形が少ない。
- 大規模地すべりを含めた地すべりが
  密集している。

田力ほか(2009) (60) によると、枛木立
付近には短いながら明瞭な断層変位地
形があり、低位段丘礫層堆積期以降に
複数回、比較的活発な活動を繰り返し
ていることが明らかとなった。

・

・

下記の観点より、敷地近傍は変動地
形等が認識しやすい地域である。
- 陸域には後期更新世以降に形成さ
  れた段丘面が広く分布している。
- 地すべりが認められない。
- 海域には堆積層からなる鮮新統及
  び下部更新統が水平に広く分布し
  ている。
変動地形学的調査の結果、敷地近傍
陸域に変動地形は認められない。

火山 ×
・ 火山フロントに近接する。 ・ 火山フロントの遠方に位置する。

地震地
体構造

×
・ 東北日本弧内帯（8C）

(垣見ほか(2003))
・ 東北日本弧外帯（8B）

(垣見ほか(2003))

応力場 ×

・

・

防災科学技術研究所(2013) (61) におい
て、ひずみ集中帯と指摘されている。
東西圧縮の逆断層型が卓越

・

・

ひずみ集中帯と指摘している文献は
ない。
敷地周辺の茨城県北部では南西－北
東引張の正断層型が卓越

【凡例】 〇：類似性あり、△：類似性低い～一部あり、×：類似性なし

敷地近傍
2008年岩手・宮城内陸地震

の震源域

(61)

(62)
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

第 5.6.21表 2000年鳥取県西部地震の震源域と敷地近傍の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.21表 2000年鳥取県西部地震の震源域と敷地近傍の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目
比較
結果

地質 ×

・ 震源域近傍には、主に白亜系～古第三
系の花崗岩及び中新統の安山岩～玄武
岩の岩脈が分布する。

・ 敷地近傍には、中新統の堆積岩、鮮
新統の堆積岩、更新統の段丘堆積物
等、完新統の沖積層及び砂丘砂層が
分布する。

地質
構造

×

・ 第四紀中期以降に新たに断層面を形成
して、断層が発達しつつあり、活断層
の発達過程としては初期ないし未成熟
な段階にある。

・ 敷地近傍に広く分布する鮮新統～下
部更新統(久米層)及びこれを不整合
に覆う上部更新統はほぼ水平に分布
している。

変動
地形等

×

・

・

下記の観点より、震源域近傍は変動地
形等の認識が難しい地域である。

- 岡田(2002) (62) によると、震源域近
  傍の活断層の特徴として、第四紀中
  期以降に新たな断層面を形成して断
  層が発達しつつあり、活断層の発達
  過程としては初期ないし未成熟な段
  階にある。
震源域に震源断層の方向とほぼ一致す
る短く断続するリニアメント群が判読
されるとともにリニアメント沿いで水
平に近い条線をもつ断層露頭が多く確
認され、これらの断層は横ずれ断層に
伴うフラワー構造を呈して地下では1本
の断層に収斂すると推測されている。

・

・

下記の観点より、敷地近傍は変動地
形等が認識しやすい地域である。
- 陸域には後期更新世以降に形成さ
  れた段丘面が広く分布している。
- 地すべりが認められない。
- 海域には堆積層からなる鮮新統及
  び下部更新統が水平に広く分布し
  ている。
変動地形学的調査の結果、敷地近傍
陸域に変動地形は認められない。

火山 ×
・ 火山フロントに近接する。 ・ 火山フロントの遠方に位置する。

地震地
体構造

×
・ 中国山地・瀬戸内海（10C5）

(垣見ほか(2003))
・ 東北日本弧外帯（8B）

(垣見ほか(2003))

応力場 ×

・

・

西村(2014) (63) において、ひずみ集中
帯と指摘されている。
東西圧縮の横ずれ断層型が卓越

・

・

ひずみ集中帯と指摘している文献は
ない。
敷地周辺の茨城県北部では南西－北
東引張の正断層型が卓越

【凡例】 〇：類似性あり、△：類似性低い～一部あり、×：類似性なし

2000年鳥取県西部地震
の震源域

敷地近傍 項目
比較
結果

地質 ×

・ 震源域近傍には、主に白亜系～古第三
系の花崗岩及び中新統の安山岩～玄武
岩の岩脈が分布する。

・ 敷地近傍には、中新統の堆積岩、鮮
新統の堆積岩、更新統の段丘堆積物
等、完新統の沖積層及び砂丘砂層が
分布する。

地質
構造

×

・ 第四紀中期以降に新たに断層面を形成
して、断層が発達しつつあり、活断層
の発達過程としては初期ないし未成熟
な段階にある。

・ 敷地近傍に広く分布する鮮新統～下
部更新統(久米層)及びこれを不整合
に覆う上部更新統はほぼ水平に分布
している。

変動
地形等

×

・

・

下記の観点より、震源域近傍は変動地
形等の認識が難しい地域である。

- 岡田(2002)  によると、震源域近
  傍の活断層の特徴として、第四紀中
  期以降に新たな断層面を形成して断
  層が発達しつつあり、活断層の発達
  過程としては初期ないし未成熟な段
  階にある。
震源域に震源断層の方向とほぼ一致す
る短く断続するリニアメント群が判読
されるとともにリニアメント沿いで水
平に近い条線をもつ断層露頭が多く確
認され、これらの断層は横ずれ断層に
伴うフラワー構造を呈して地下では1本
の断層に収斂すると推測されている。

・

・

下記の観点より、敷地近傍は変動地
形等が認識しやすい地域である。
- 陸域には後期更新世以降に形成さ
  れた段丘面が広く分布している。
- 地すべりが認められない。
- 海域には堆積層からなる鮮新統及
  び下部更新統が水平に広く分布し
  ている。
変動地形学的調査の結果、敷地近傍
陸域に変動地形は認められない。

火山 ×
・ 火山フロントに近接する。 ・ 火山フロントの遠方に位置する。

地震地
体構造

×
・ 中国山地・瀬戸内海（10C5）

(垣見ほか(2003))
・ 東北日本弧外帯（8B）

(垣見ほか(2003))

応力場 ×

・

・

西村(2014)  において、ひずみ集中
帯と指摘されている。
東西圧縮の横ずれ断層型が卓越

・

・

ひずみ集中帯と指摘している文献は
ない。
敷地周辺の茨城県北部では南西－北
東引張の正断層型が卓越

【凡例】 〇：類似性あり、△：類似性低い～一部あり、×：類似性なし

2000年鳥取県西部地震
の震源域

敷地近傍

(64)

(63)
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

第 5.6.22表 標準応答スペクトルに適合する模擬地震波の 

振幅包絡線の経時的変化 

 

 

 

 

 
 

 

 

第 5.6.23表 標準応答スペクトルに適合する模擬地震波の作成結果 

標準応答 

スペクトル 

作成条件 作成結果 

応答 

スペクトル 

最大 

加速度

（cm/s2） 

継続 

時間等 

応答スペクト

ル比 R(T) 
SI 比 

水平成分 第 5.6.29 図 600 第 5.6.30 図 第 5.6.31 図 1.0 以上 

鉛直成分 第 5.6.29 図 400 第 5.6.30 図 第 5.6.31 図 1.0 以上 

 

 

 

 

第 5.6.24表～第 5.6.25表 （省略） 

 

 

第 5.6.22表 標準応答スペクトルに適合する模擬地震波の 

振幅包絡線の経時的変化   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.23表 標準応答スペクトルに適合する模擬地震波の作成結果 
 

 

 

位相 
標準応答 

スペクトル 

作成条件 作成結果 

応答 

スペクトル 

最大 

加速度

（cm/s2） 

継続 

時間等 

応答スペクトル

比 R(T) 
SI 比 

乱数位相 

による検討 

水平成分 第 5.6.28 図  600 第 5.6.30 図(1) 第 5.6.31 図(1) 1.0 以上 

鉛直成分 第 5.6.28 図 400 第 5.6.30 図(1) 第 5.6.31 図(1) 1.0 以上 

実位相 

による検討 

水平成分 第 5.6.28 図 524 第 5.6.30 図(2) 第 5.6.31 図(2) 1.0 以上 

鉛直成分 第 5.6.28 図 350 第 5.6.30 図(2) 第 5.6.31 図(2) 1.0 以上 

 

 

第 5.6.24表～第 5.6.25表 （変更なし） 

 

tB tC tD

水平成分 28.0 3.3 15.0 28.0

鉛直成分 28.0 3.3 15.0 28.0

種別
振幅包絡線の経時的変化（s）継続時間

（s）

0 0

0 2

0 4

0 6

0 8

1 0

1 2

0 5 10 15 20 25 30

振
幅

時間（ｓ）

tB= 3 3 (s) tC= 15 0 (s)

tD= 28 0 (s)

tB＝10 0.5M－2.93

tC－tB＝10 0.3M－1.0

tD－tC＝10 0.17M＋0.54logXeq－0.6

(t／tB)2 0 ≤ t ≤ tB

E(t)＝ 1 tB ≤ t ≤ tC

exp[(ln0.1)(t－tC)／(tD－tC)] tC ≤ t ≤ tD

M＝6.9、Xeq＝10㎞として評価

tB tC tD
水平成分 29.8 3.7 16.3 29.8

鉛直成分 29.8 3.7 16.3 29.8

種別
継続時間

(s)
振幅包絡線の経時的変化 (s)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 5 10 15 20 25 30

振
幅

時間（ｓ）

tB=3.7 (s) tC=16.3 (s)

tD=29.8 (s)

M=7.0、Xeq=10km として評価 

tB=100.5M-2.93 

tC-tB=100.3M-1.0 

tD-tC=100.17M+0.54logXeq-0.6 

 

E(t)= 
(t/tB)2                   0≤t≤t B  
1                       
exp[(ln0.1)(t-tC)/(tD-tC)]     tC≤t≤t D  

tB≤t≤t C  
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第 5.6.26表 設計用応答スペクトルに適合する模擬地震波の作成結果 

 

種別 

作成条件 作成結果 

応答スペクトル 
最大加速度

（cm/s2） 
継続時間等 応答スペクトル比 SI 比 

Ss-DH 
第 5.6.33 図 

(1) 
700 第 5.6.39 図 第 5.6.38 図 1.0 以上 

Ss-Dv 
第 5.6.33 図 

(2) 
500 第 5.6.39 図 第 5.6.38 図 1.0 以上 

 

 

 

第 5.6.26表 設計用応答スペクトルに適合する模擬地震波の作成結果 

 

種別 

作成条件 作成結果 

応答スペクトル 
最大加速度

（cm/s2） 
継続時間等 応答スペクトル比 SI 比 

Ss-DH 
第 5.6.35 図 

(1) 
700 第 5.6.41 図 第 5.6.40 図 1.0 以上 

Ss-Dv 
第 5.6.35 図 

(2) 
500 第 5.6.41 図 第 5.6.40 図 1.0 以上 
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第 5.6.27表 基準地震動 Ssの最大加速度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.27表 基準地震動 Ssの最大加速度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NS成分 EW成分 UD成分

Sｓ-Ｄ 応答スペクトル手法による基準地震動 500

Sｓ-１
F３断層～Ｆ４断層による地震
（短周期レベルの不確かさ、破壊開始点１）

973 711 474

Sｓ-２
F３断層～Ｆ４断層による地震
（短周期レベルの不確かさ、破壊開始点２）

835 761 436

Sｓ-３
F３断層～Ｆ４断層による地震
（短周期レベルの不確かさ、破壊開始点３）

948 850 543

Sｓ-４
F３断層～Ｆ４断層による地震
（断層傾斜角の不確かさ、破壊開始点３）

740 630 405

Sｓ-５
2011年東北地方太平洋沖型地震
（SMGA位置と短周期レベルの不確かさの重畳）

670 513 402

Sｓ-６ 標準応答スペクトルを考慮した地震動 572

基準地震動

最大加速度 (cm/s2)

700

754

基準地震動
最大加速度（cm/s2）

NS成分 EW成分 UD成分

Ss-D 応答スペクトル手法による基準地震動 700 500

Ss-１
F３断層～F４断層による地震

（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点１）
973 711 474

Ss-２
F３断層～F４断層による地震

（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点２）
835 761 436

Ss-３
F３断層～F４断層による地震

（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点３）
948 850 543

Ss-４
F３断層～F４断層による地震

（断層傾斜角の不確かさ，破壊開始点３）
740 630 405

Ss-５
2011年東北地方太平洋沖型地震

（SMGA位置と短周期レベルの不確かさの重畳）
670 513 402

Ss-６ 標準応答スペクトルを考慮した地震動 827 591
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第 5.2.1図～第 5.4.2図 （省略） 

 

 

 

第 5.5.1図 敷地における地震観測位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.2.1図～第 5.4.2図 （変更なし） 

 

 

 

第 5.5.1図 敷地における地震観測位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

敷地西側地点
地震観測位置(西側)

敷地西側地点
地震観測位置(北側)

敷地東側地点
地震観測位置

HTTR原子炉建物

原子炉建物及び原子炉附属建物

主冷却機建物

G.L.
地震観測位置

西側※1 北側※2

0m 地表面

-1m ○

-30m ○

-32m ○

-95m ○

-172.5m 解放基盤表面

-174m ○

-250m ○

G.L.
地震観測
位置

0m ○ 地表面

-32m ○

-170m ○※3

-173m ○※4

-173.9m 解放基盤表面

※3 観測期間 2016年1月26日～
※4 観測期間 2012年4月1日～2016年1月25日

（敷地東側地点）（敷地西側地点）

※1 観測期間 1987年～
※2 観測期間 1998年～
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第 5.5.2図 敷地西側地点と敷地東側地点の解放基盤表面付近の地震観測記録に基づく 

応答スペクトル比（敷地東側地点/敷地西側地点） 
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第 5.5.2図 敷地地盤で観測された主な地震の震央分布 

第 5.5.3図 観測記録の応答スペクトル(地中最深部(G.L.-250m)) 

第 5.5.4 図(1) 観測記録の応答スペクトル(各深度、2011 年 3 月 11 日東北地方太平洋沖地震

の本震) 

第 5.5.4 図(2) 観測記録の応答スペクトル(各深度、2011 年 3 月 11 日東北地方太平洋沖地震

の余震) 

第 5.5.4図(3) 観測記録の応答スペクトル(各深度、2011年 4月 11日福島県浜通りの地震) 

第 5.5.5図 敷地周辺の重力異常分布 

第 5.5.6図 敷地における単点微動観測記録による検討結果 

第 5.5.7図(1) 敷地における地震動の到来方向の検討に用いた地震の震央位置(4領域) 

第 5.5.7図(2) 敷地における地震動の到来方向の検討に用いた地震の震央位置(9領域) 

第 5.5.8図(1) 敷地における地震動の到来方向による検討結果(4領域) 

第 5.5.8図(2) 敷地における地震動の到来方向による検討結果(9領域) 

第 5.5.9図 敷地及び敷地周辺で実施した各種探査結果等を基に作成した二次元地盤モデル 

第 5.5.10図(1) 敷地における応答波形の比較（NS成分） 

第 5.5.10図(2) 敷地における応答波形の比較（EW成分） 

 

第 5.6.1図(1)  （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.5.3図 敷地地盤で観測された主な地震の震央分布 

第 5.5.4図 観測記録の応答スペクトル(地中最深部(G.L.-250m)) 

第 5.5.5 図(1) 観測記録の応答スペクトル(各深度、2011 年 3 月 11 日東北地方太平洋沖地震

の本震) 

第 5.5.5 図(2) 観測記録の応答スペクトル(各深度、2011 年 3 月 11 日東北地方太平洋沖地震

の余震) 

第 5.5.5図(3) 観測記録の応答スペクトル(各深度、2011年 4月 11日福島県浜通りの地震) 

第 5.5.6図 敷地周辺の重力異常分布 

第 5.5.7図 敷地における単点微動観測記録による検討結果 

第 5.5.8図(1) 敷地における地震動の到来方向の検討に用いた地震の震央位置(4領域) 

第 5.5.8図(2) 敷地における地震動の到来方向の検討に用いた地震の震央位置(9領域) 

第 5.5.9図(1) 敷地における地震動の到来方向による検討結果(4領域) 

第 5.5.9図(2) 敷地における地震動の到来方向による検討結果(9領域) 

第 5.5.10図 敷地及び敷地周辺で実施した各種探査結果等を基に作成した二次元地盤モデル 

第 5.5.11図(1) 敷地における応答波形の比較（NS成分） 

第 5.5.11図(2) 敷地における応答波形の比較（EW成分） 

 

第 5.6.1図(1)  （変更なし） 
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第 5.6.1図(2)   解放基盤波と Noda et al.(2002)の方法による応答スペクトルの比 

（鹿島灘付近で発生した太平洋プレート間地震） 

 

 

第 5.6.1図(3)～第 5.6.4図 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(水平成分) 

 

 

 

 

(鉛直成分) 

 

※使用しているデータが 1 つであるため、各地震の残差及び残差の標準偏差は表示されない。 

 

第 5.6.1図(2)  解放基盤波と Noda et al.(2002)の方法による応答スペクトルの比 

（鹿島灘付近で発生した太平洋プレート間地震） 

 

 

第 5.6.1図(3)～第 5.6.4図 （変更なし） 
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第 5.6.5図 断層パラメータの設定フロー 

（F1断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震、基本震源モデル） 

 

 

第 5.6.6図～第 5.6.22図 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 5.6.5図 断層パラメータの設定フロー 

（F1断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震、基本震源モデル） 

 

 

第 5.6.6図～第 5.6.22図 （変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

第 5.6.23図 断層パラメータの設定フロー 

（茨城県南部の地震、基本震源モデル） 

 

 

第 5.6.24図～第 5.6.27図(15) （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.23図 断層パラメータの設定フロー 

（茨城県南部の地震、基本震源モデル） 

 

 

第 5.6.24図～第 5.6.27図(15) （変更なし） 
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第 5.6.28図(1) 加藤ほか（2004）に基づき設定した応答スペクトル 

（水平成分） 
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第 5.6.28図(2) 加藤ほか（2004）に基づき設定した応答スペクトル 

（鉛直成分） 
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第 5.6.29図 標準応答スペクトル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.28図 標準応答スペクトル 

 
：標準応答スペクトル（水平成分） 
：標準応答スペクトル（鉛直成分） 
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第 5.6.29図 実位相による検討に用いる地震の震央位置 
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第 5.6.30図 地震基盤相当面における標準応答スペクトルに適合する模擬地震波の時刻歴波形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 5.6.30図(1) 地震基盤相当面における標準応答スペクトルに適合する模擬地震波の時刻歴波形 

(乱数位相による検討) 
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第 5.6.30図(2) 地震基盤相当面における標準応答スペクトルに適合する模擬地震波の時刻歴波形 

(実位相による検討) 
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第 5.6.31図 地震基盤相当面における標準応答スペクトルに対する模擬地震波の応答スペクトル比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

第 5.6.31図(1) 地震基盤相当面における標準応答スペクトルに対する模擬地震波の応答スペクトル比 

（乱数位相による検討） 
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第 5.6.31図(2) 地震基盤相当面における標準応答スペクトルに対する模擬地震波の応答スペクトル比 

（実位相による検討） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.32図(1) 解放基盤表面における標準応答スペクトルを考慮した地震動の応答スペクトル 

（水平成分） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.32図(2) 解放基盤表面における標準応答スペクトルを考慮した地震動の応答スペクトル 

（鉛直成分） 
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第 5.6.33図(1) 解放基盤表面における標準応答スペクトルを考慮した地震動の時刻歴波形 

（乱数位相による検討） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.33図(2) 解放基盤表面における標準応答スペクトルを考慮した地震動の時刻歴波形 

（実位相による検討） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.32図(1) 震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトル  

（水平成分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.34図(1) 震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトル  

（水平成分） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.32図(2) 震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトル  

（鉛直成分） 

 

第 5.6.33図(1) 基準地震動 Ss-Dの設計用応答スペクトル（水平成分、Ss-DH） 

第 5.6.33図(2) 基準地震動 Ss-Dの設計用応答スペクトル（鉛直成分、Ss-DV） 

第 5.6.34図(1) 基準地震動 Ss-Dと断層モデルを用いた手法による地震動評価結果の比較（NS 成分） 

第 5.6.34図(2) 基準地震動 Ss-Dと断層モデルを用いた手法による地震動評価結果の比較（EW 成分） 

第 5.6.34図(3) 基準地震動 Ss-Dと断層モデルを用いた手法による地震動評価結果の比較（UD 成分） 

第 5.6.35図(1) 基準地震動 Ss-Dと断層モデルを用いた手法による基準地震動 Ssの比較（NS成分） 

第 5.6.35図(2) 基準地震動 Ss-Dと断層モデルを用いた手法による基準地震動 Ssの比較（EW成分） 

第 5.6.35図(3) 基準地震動 Ss-Dと断層モデルを用いた手法による基準地震動 Ssの比較（UD成分） 

 

 

第 5.6.34図(2) 震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトル  

（鉛直成分） 

 

第 5.6.35図(1) 基準地震動 Ss-Dの設計用応答スペクトル（水平成分、Ss-DH） 

第 5.6.35図(2) 基準地震動 Ss-Dの設計用応答スペクトル（鉛直成分、Ss-DV） 

第 5.6.36図(1) 基準地震動 Ss-Dと断層モデルを用いた手法による地震動評価結果の比較（NS成分） 

第 5.6.36図(2) 基準地震動 Ss-Dと断層モデルを用いた手法による地震動評価結果の比較（EW成分） 

第 5.6.36図(3) 基準地震動 Ss-Dと断層モデルを用いた手法による地震動評価結果の比較（UD成分） 

第 5.6.37図(1) 基準地震動 Ss-Dと断層モデルを用いた手法による基準地震動 Ssの比較（NS成分） 

第 5.6.37図(2) 基準地震動 Ss-Dと断層モデルを用いた手法による基準地震動 Ssの比較（EW成分） 

第 5.6.37図(3) 基準地震動 Ss-Dと断層モデルを用いた手法による基準地震動 Ssの比較（UD成分） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

第 5.6.36図(1) 基準地震動 Ss-Dと震源を特定せず策定する地震動の比較 

（水平成分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.38図(1) 基準地震動 Ss-Dと震源を特定せず策定する地震動の比較 

（水平成分） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

第 5.6.36図(2) 基準地震動 Ss-Dと震源を特定せず策定する地震動の比較 

（鉛直成分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.38図(2) 基準地震動 Ss-Dと震源を特定せず策定する地震動の比較 

（鉛直成分） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

第 5.6.37図(1) 基準地震動 Ssの応答スペクトル 

（NS成分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.39図(1) 基準地震動 Ssの応答スペクトル 

（NS成分） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

第 5.6.37図(2) 基準地震動 Ssの応答スペクトル 

（EW成分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.39図(2) 基準地震動 Ssの応答スペクトル 

（EW成分） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.37図(3) 基準地震動 Ssの応答スペクトル 

（UD成分） 

 

第 5.6.38図 設計用応答スペクトルに対する模擬地震波の応答スペクトル比 

第 5.6.39図 基準地震動 Ss-Dの時刻歴波形 

第 5.6.40図(1) 基準地震動 Ss-1の時刻歴波形 

第 5.6.40図(2) 基準地震動 Ss-2の時刻歴波形 

第 5.6.40図(3) 基準地震動 Ss-3の時刻歴波形 

第 5.6.40図(4) 基準地震動 Ss-4の時刻歴波形 

第 5.6.40図(5) 基準地震動 Ss-5の時刻歴波形 

 

 

 

 

 

第 5.6.39図(3) 基準地震動 Ssの応答スペクトル 

（UD成分） 

 

第 5.6.40図 設計用応答スペクトルに対する模擬地震波の応答スペクトル比 

第 5.6.41図 基準地震動 Ss-Dの時刻歴波形 

第 5.6.42図(1) 基準地震動 Ss-1の時刻歴波形 

第 5.6.42図(2) 基準地震動 Ss-2の時刻歴波形 

第 5.6.42図(3) 基準地震動 Ss-3の時刻歴波形 

第 5.6.42図(4) 基準地震動 Ss-4の時刻歴波形 

第 5.6.42図(5) 基準地震動 Ss-5の時刻歴波形 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.40図(6) 基準地震動 Ss-6の時刻歴波形 

 

 

第 5.7.1図 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.6.43図 基準地震動 Ss-6の時刻歴波形 

 

 

第 5.7.1図 （変更なし） 
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第 5.7.2図(1) 一様ハザードスペクトルと 

基準地震動 Ssの応答スペクトルの比較 

（水平成分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.7.2 図(1) 一様ハザードスペクトルと 

基準地震動 Ssの応答スペクトルの比較 

（水平成分） 
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基準地震動Ｓｓ－５ ※ 1 
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※ 1 実線は NS 成分、破線は EW 成分  
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第 5.7.2図(2) 一様ハザードスペクトルと 

基準地震動 Ssの応答スペクトルの比較 

（鉛直成分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 5.7.2図(2) 一様ハザードスペクトルと 

基準地震動 Ssの応答スペクトルの比較 

（鉛直成分） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

7. 津波 

7.1 概要 

 （省略） 

 

7.2 文献調査 

7.2.1 敷地周辺に影響を及ぼした過去の津波 

敷地周辺の既往津波について文献調査を実施した。既往津波に関する主な文献としては、渡

辺(1985)(1)、渡辺(1998)(2)、宇佐美ほか(2013)(3)、 宇津ほか編(2001)(4)、羽鳥(1975)(5)、羽鳥

(1987)(6)、竹内ほか(2007)(7)、東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ(2012)(8)、国立天

文台編(2013)(9)等があり、津波堆積物や地震以外を要因とする津波に関する文献としては澤井

(2012)(10)、羽鳥(1976)(11)、Ma et al.(1999)(12)等がある。 

（省略） 

 

 

また、澤井(2012)(10) によると、茨城県日立市十王町で確認された津波堆積物からは、3回

のイベントが推定され、いずれも河川近傍の T.P.+5 m 以下の低地で検出されている。3 回の

イベントのうち、文献記録と対比できるのは、1677年延宝房総沖地震津波のみである。 

 

 

 

 

7.2.2 行政機関による津波評価 

行政機関による津波評価については、 岩手県(2004)(13)、宮城県(2004)(14)、福島県(2013)(15)、

茨城県(2012)(16)、千葉県(2012)(17)等がある。このうち、茨城県(2012)(16)では、東北地方太平

洋沖地震津波及びＨ23想定津波（茨城県が平成 19年に想定した「延宝房総沖地震津波」の波

源域等を参考とした津波）を波源とするＬ２津波を評価しており、茨城県沿岸における浸水深

分布図が示されている。 

 

 

 

7.2.3 潮位 

敷地近傍では潮位の観測が実施されていないため、茨城県(2012)(16)において茨城沿岸の朔

望平均満潮位として設定されている T.P.+0.7 mを「7. 津波」における想定津波の水位評価

の潮位条件として適用した。 

 

7.3 地震に起因する津波の評価 

 （省略） 

水位変動の評価は、土木学会(2016)(18)を参考に実施した。 

 

7. 津波 

7.1 概要 

 （変更なし） 

 

7.2 文献調査 

7.2.1 敷地周辺に影響を及ぼした過去の津波 

敷地周辺の既往津波について文献調査を実施した。既往津波に関する主な文献としては、渡

辺(1985)(1)、渡辺(1998)(2)、宇佐美ほか(2013)(3)、宇津ほか編(2001)(4)、羽鳥(1975)(5)、羽鳥

(1987)(6)、竹内ほか(2007)(7)、東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ(2012)(8)、国立天

文台編(2013)(9)、Ioki and Tanioka（2016)(10)、気象庁の発表等がある。 

 

（変更なし） 

津波堆積物及び地震以外を要因とする津波に関する文献調査(11)～(18)によると、茨城県日立市

十王町及び千葉県銚子市で津波堆積物が確認されている。 

澤井(2012)(11)及び Sawai et al.(2012)(12)によると、茨城県日立市十王町で確認された津波

堆積物から 3回のイベントが推定され、いずれも河川近傍の T.P.+5 m 以下の低地で検出され

ている。3回のイベントのうち、文献記録と対比できるのは、1677年延宝房総沖地震津波のみ

である。 

Yanagisawa et al.(2016) (13)は、古文書及び津波堆積物調査に基づき、1677 年延宝房総沖

地震津波が千葉県銚子市の小畑池(T.P.+11.3 m)に浸水したと解釈している。 

 

7.2.2 行政機関による津波評価 

行政機関による津波評価については、岩手県(2022)(19)、宮城県(2022)(20)、福島県(2019)(21)、

茨城県(2012)(22)、千葉県(2018)(23)、内閣府(2020,2022)(24)(25)等がある。このうち、茨城県

(2012)(22)では、東北地方太平洋沖地震津波及びＨ23想定津波（茨城県が平成 19年に想定した

「延宝房総沖地震津波」の波源域等を参考とした津波）を波源とするＬ２津波を評価しており、

茨城県沿岸における浸水深分布図が示されている。内閣府(2020,2022)(24)(25)では、避難を軸と

した総合的な津波対策の検討のため、最大クラスの津波波源（日本海溝・千島海溝沿いの巨大

地震モデル）が評価されており、茨城県沿岸における浸水深分布図が示されている。 

 

7.2.3 潮位 

敷地近傍では潮位の観測が実施されていないため、茨城県(2012)(22)において茨城沿岸の朔

望平均満潮位として設定されている T.P.+0.7 mを「7. 津波」における想定津波の水位評価

の潮位条件として適用した。 

 

7.3 地震に起因する津波の評価 

 （変更なし） 

水位変動の評価は、土木学会(2016)(26)を参考に実施した。 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

7.3.1 プレート間地震に起因する津波 

7.3.1.1 検討対象領域の選定 

 （省略） 

 

7.3.1.2 津波波源の設定に反映する知見の分析 

プレート間地震について、最新の知見である 2011 年東北地方太平洋沖地震に関連する

知見を対象に文献調査を実施し、2011 年東北地方太平洋沖地震の特徴について、破壊領

域、すべり、地震の発生メカニズム及び発生確率に関する情報に着目して分析を行った。 

 

 

(1) 2011年東北地方太平洋沖地震に関する知見 

固着の程度とすべりについては、Suwa et al.(2006)(19)、Loveless and Meade(2010(20)、 

2011(21))、西村(2013)(22)、Ide et al.(2011)(23)、Tsuji et al.(2012(24)、2013(25))、Tanikawa 

et al.(2013)(26)、Ujiie et al.(2013)(27)において、大きなすべりが生じた領域は、固着

の程度が大きい領域に対応しており、海溝軸付近では大きなすべりを生じた（オーバーシ

ュートが生じた）領域が見られ、遠洋性粘土層が連続的に分布している領域に対応してい

るという見解が示されている。なお、Moore et al.(2015)(28)及び Chester et al.(2013)(29)

によると、茨城県沖北端付近では、海溝軸から海山が沈み込み、遠洋性粘土層を分断して

いるという見解が示されている。 

固着の程度と破壊伝播については、Loveless and Meade(2015)(30)、地震調査研究推進本

部(2012)(31)、Ye et al.(2012)(32)、Kundu et al.(2012)(33)、Mochizuki et al.(2008)(34)、

望月(2011)(35)、Nakatani et al.(2015)(36)、海洋研究開発機構(2011)(37)、Shinohara et 

al.(2011)(38)により、固着の程度が小さい領域が破壊伝播のバリアとなっており、北米プ

レートとフィリピン海プレートの境界が余震を含む破壊伝播のバリアとして作用してい

るという見解が示されている。 

地震の発生メカニズムについては、Hasegawa et al.(2012)(39)により、地震前後で応力

状態が圧縮状態から引張状態へ変化したことから、三陸沖中部～福島県沖に蓄積されてい

た巨大地震を引き起こす歪みはほぼ完全に解消されたという見解が示されている。また、

地震調査研究推進本部(2012)(31)、佐竹(2013)(40)、谷岡(2013)(41)、宍倉(2013)(42)、Shennan 

et al.(2007)(43)、Rajendran(2013)(44)において、津波堆積物調査結果等から、過去に同規

模の巨大地震が数百年間隔で発生しているという見解が示されている。 

 

(2) 2011年東北地方太平洋沖型地震の特徴 

 （省略） 

地震のメカニズムについては、地震の前後でプレート境界上盤側で発生する地震のメカ

ニズムは大きく変化した傾向が見られる。 

 

7.3.1.3 津波波源の設定 

 （省略） 

7.3.1 プレート間地震に起因する津波 

7.3.1.1 検討対象領域の選定 

 （変更なし） 

 

7.3.1.2 津波波源の設定に反映する知見の分析 

プレート間地震について、最新の知見である 2011 年東北地方太平洋沖地震に関連する

知見を対象に文献調査(27)～(52)を実施し、2011 年東北地方太平洋沖地震の特徴について、

破壊領域、すべり、地震の発生メカニズム及び発生確率に関する情報に着目して分析を行

った。 

 

(1) 2011年東北地方太平洋沖地震に関する知見 

固着の程度とすべりについては、大きなすべりが生じた領域は、固着の程度が大きい

領域に対応しており、海溝軸付近では大きなすべりを生じた（オーバーシュートが生じ

た）領域が見られ、遠洋性粘土層が連続的に分布している領域に対応しているという見

解が示されている。茨城県沖北端付近では、海溝軸から海山が沈み込み、遠洋性粘土層

を分断しているという見解が示されている。 

 

 

 

固着の程度と破壊伝播については、固着の程度が小さい領域が破壊伝播のバリアとな

っているという見解が示されている。また北米プレートとフィリピン海プレートの境界

が余震を含む破壊伝播のバリアとして作用しているという見解が示されている。 

 

 

 

地震の発生メカニズムについては、地震前後で応力状態が圧縮状態から引張状態へ変

化したことから、三陸沖中部～福島県沖に蓄積されていた巨大地震を引き起こす歪みは

ほぼ完全に解消されたという見解が示されている。また、津波堆積物調査結果等から、

過去に同規模の巨大地震が数百年間隔で発生しているという見解が示されている。 

 

 

 

(2) 2011年東北地方太平洋沖型地震の特徴 

 （変更なし） 

地震のメカニズムについては、地震の前後でプレート境界上盤側で発生する地震のメカ

ニズムが大きく変化した傾向が見られる。 

 

7.3.1.3 津波波源の設定 

 （変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

7.3.1.4 津波評価 

(1) 既往津波の再現性の確認 

 （省略） 

特性化波源モデルの断層面積は、杉野ほか(2014)(45)を参考に設定した。平均すべり量に

ついては、地震の規模に関するスケーリング則と地震モーメントの定義式から算定した。

その際の平均応力降下量については、内閣府(2012a)(46)及び Murotani et al.(2013)(47)の

知見を踏まえて 3.0 MPaを設定した。また、剛性率については、2011年東北地方太平洋沖

地震のインバージョン解析結果から算出した 4.7×1010 N/m2を設定した。 

すべり量の不均一性については、杉野ほか(2014)(45)を参考に、超大すべり域、大すべり

域及び背景領域のすべり量をそれぞれ平均すべり量の 3倍、1.4倍、0.33倍に、面積をそ

れぞれ全体の面積の 15％、25％、60％となるように設定した。超大すべり域及び大すべり

域の位置については、海溝軸付近に配置した。特性化波源モデルの諸元を第 7.3.5 図に示

す。 

再現性は、東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ(2012)(8)及び敷地内で実施した

痕跡高調査結果を用いて評価を実施した。再現性の指標としては、相田(1977)(48)による痕

跡高と津波シミュレーションにより計算された津波高さとの比から求める幾何学平均値 K

及びバラツキを表す指標κを用いることとし、土木学会(2016)(18)において再現性の目安

とされている「0.95 ＜ K ＜ 1.05、κ ＜ 1.45」を参考とした。 

 （省略） 

設定した特性化波源モデルは、青森県北部から千葉県南部の痕跡高に対して計算値の方

が大きくなっているが幾何平均(K = 0.93)、幾何標準偏差(κ = 1.42)は土木学会

(2016)(18)の目安値を満足している。 

 

(2) 敷地への影響が大きい津波波源の選定 

 （省略） 

 

(3) 茨城県沖に想定する津波波源に関する評価 

a. 津波モデルの設定 

茨城県沖に想定する津波波源については、固着の程度が小さい領域に大きなすべりを

生じる津波波源を想定した。ただし、波源領域の北限については、断層面積が大きくな

るように福島県沖の一部まで拡張して考慮した。ここで波源領域の南限を、Uchida et 

al.(2009)(49)に基づく北米プレートとフィリピン海プレートの構造境界とすると、茨城

県沖から房総沖の一部の領域において、モーメントマグニチュードＭｗ8.5となる「茨城

県沖に想定する津波波源」が想定できるが、さらに保守性を考慮し、波源の南限を拡張

したモーメントマグニチュードＭｗ8.7の「茨城県沖から房総沖に想定する津波波源」を

評価した。また、すべり量の不均一性について超大すべり域を設定し、杉野ほか(2014)(45)

による考え方よりも保守的になるように、超大すべり域、大すべり域及び背景領域のす

べり量をそれぞれ平均すべり量の 4 倍、2 倍、0.62 倍に、面積をそれぞれ全体の面積の

 

7.3.1.4 津波評価 

(1) 既往津波の再現性の確認 

 （変更なし） 

特性化波源モデルの断層面積は、杉野ほか(2014)(53)を参考に設定した。平均すべり量に

ついては、地震の規模に関するスケーリング則と地震モーメントの定義式から算定した。

その際の平均応力降下量については、内閣府(2012a)(54)及び Murotani et al.(2013)(55)の

知見を踏まえて 3.0 MPaを設定した。また、剛性率については、2011年東北地方太平洋沖

地震のインバージョン解析結果から算出した 4.7×1010 N/m2を設定した。 

すべり量の不均一性については、杉野ほか(2014)(53)を参考に、超大すべり域、大すべり

域及び背景領域のすべり量をそれぞれ平均すべり量の 3倍、1.4 倍、0.33倍に、面積をそ

れぞれ全体の面積の 15％、25％、60％となるように設定した。超大すべり域及び大すべり

域の位置については、海溝軸付近に配置した。特性化波源モデルの諸元を第 7.3.5図に示

す。 

再現性は、東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ(2012)(8)及び敷地内で実施した

痕跡高調査結果を用いて評価を実施した。再現性の指標としては、相田(1977)(56)による痕

跡高と津波シミュレーションにより計算された津波高さとの比から求める幾何学平均値 K

及びバラツキを表す指標κを用いることとし、土木学会(2016)(26)において再現性の目安

とされている「0.95 ＜ K ＜ 1.05、κ ＜ 1.45」を参考とした。 

 （変更なし） 

設定した特性化波源モデルは、青森県北部から千葉県南部の痕跡高に対して計算値の方

が大きくなっているが幾何平均(K = 0.93)、幾何標準偏差(κ = 1.42)は土木学会

(2016)(26)の目安値を満足している。 

 

(2) 敷地への影響が大きい津波波源の選定 

 （変更なし） 

 

(3) 茨城県沖に想定する津波波源に関する評価 

a. 津波モデルの設定 

茨城県沖に想定する津波波源については、固着の程度が小さい領域に大きなすべりを

生じる津波波源を想定した。ただし、波源領域の北限については、断層面積が大きくな

るように福島県沖の一部まで拡張して考慮した。ここで波源領域の南限を、Uchida et 

al.(2009)(57)及び地震調査研究推進本部(2019)(58)に基づく北米プレートとフィリピン海

プレートの構造境界とすると、茨城県沖から房総沖の一部の領域において、モーメント

マグニチュードＭｗ8.5となる「茨城県沖に想定する津波波源」が想定できるが、さらに

保守性を考慮し、波源の南限を拡張したモーメントマグニチュードＭｗ8.7の「茨城県沖

から房総沖に想定する津波波源」を評価した。また、すべり量の不均一性について超大

すべり域を設定し、杉野ほか(2014)(53)による考え方よりも保守的になるように、超大す

べり域、大すべり域及び背景領域のすべり量をそれぞれ平均すべり量の 4倍、2倍、0.62
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5％、15％、80％となるように設定した。超大すべり域及び大すべり域の位置については、

海溝軸付近に配置した。 

 （省略） 

 

b.～c. （省略） 

 

7.3.2 海洋プレート内地震に起因する津波 

7.3.2.1 津波波源の設定 

Álvarez-Gómez et al.(2012)(50)に基づけば、1933年昭和三陸地震は国内外で最大規模

の海洋プレート内地震である。また、地震調査研究推進本部(2012)(31)は、次の地震の規模

を 1933 年昭和三陸地震と同等と評価している。これらを踏まえ、津波波源の設定につい

ては 1933年昭和三陸地震津波を基本とした。 

 

発生領域については、地震調査研究推進本部(2012)(31)は 1933年昭和三陸地震と同様な

地震が三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでも発生するとしていることを

踏まえ、三陸沖北部から房総沖までとした。 

 

7.3.2.2 津波評価 

(1) 波源モデルの設定 

1933年昭和三陸地震津波の波源モデルについては、土木学会(2011(51)、2016(18))を参考

に設定した。なお、波源モデルについては、土木学会(2016)(18)において 1611 年の津波が

海洋プレート内地震であった場合の地震規模をＭｗ8.6 として評価していることを踏ま

え、保守的にＭｗ8.6にスケーリングした一様断層モデルとした。波源モデルの諸元を第

7.3.12図に示す。 

 

(2) 数値シミュレーション 

 （省略） 

 

(3) パラメータスタディ 

三陸沖北部から房総沖までの範囲で、断層の位置、走向及び傾斜の変動を設定し、不確

かさを考慮した。パラメータスタディの設定について、第 7.3.13図に示す。 

 （省略） 

 

7.3.3 海域活断層による地殻内地震に起因する津波 

7.3.3.1 津波波源の設定 

 （省略） 

 

7.3.3.2 津波評価 

倍に、面積をそれぞれ全体の面積の 5％、15％、80％となるように設定した。超大すべり

域及び大すべり域の位置については、海溝軸付近に配置した。 

 （変更なし） 

 

b.～c. （変更なし） 

 

7.3.2 海洋プレート内地震に起因する津波 

7.3.2.1 津波波源の設定 

波源の設定に当たり、文献調査(59)～(62)を実施した。Álvarez-Gómez et al.(2012)(59)に

基づけば、1933年昭和三陸地震は国内外で最大規模の海洋プレート内地震である。また、

地震調査研究推進本部(2012)(39)は、次の地震の規模を 1933年昭和三陸地震と同等と評価

している。これらを踏まえ、津波波源の設定については 1933 年昭和三陸地震津波を基本

とした。 

発生領域については、地震調査研究推進本部(2012)(39)によると 1933年昭和三陸地震と

同様な地震が三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでも発生するとしている

ことを踏まえ、三陸沖北部から房総沖までとした。 

 

7.3.2.2 津波評価 

(1) 波源モデルの設定 

1933年昭和三陸地震津波の波源モデルについては、土木学会(2011(60)、2016(26))を参考

に設定した。なお、波源モデルについては、土木学会(2016)(26)において 1611年の津波が

海洋プレート内地震であった場合の地震規模をＭｗ8.6 として評価していることを踏ま

え、保守的にＭｗ8.6にスケーリングした一様断層モデルとした。波源モデルの諸元を第

7.3.12図に示す。 

 

(2) 数値シミュレーション 

 （変更なし） 

 

(3) パラメータスタディ 

三陸沖北部から房総沖までの範囲で、断層の位置及び走向の変動を設定し、不確かさを

考慮した。パラメータスタディの設定について、第 7.3.13図に示す。 

（変更なし） 

 

7.3.3 海域活断層による地殻内地震に起因する津波 

7.3.3.1 津波波源の設定 

 （変更なし） 

 

7.3.3.2 津波評価 
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阿部(1989)(52)の簡易予測式による推定津波高の比較により、敷地に及ぼす影響が大き

いと考えられる津波波源を抽出した。 

阿部(1989)(52)の簡易予測式で用いた津波波源の諸元及び津波高の比較結果を第 7.3.6

表及び第 7.3.14図に示す。 

 （省略） 

 

7.3.4 地震に起因する津波の評価のまとめ 

（省略） 

 

7.4 地震以外に起因する津波の評価 

（省略） 

 

7.4.1 陸上及び海底での地すべり並びに斜面崩壊に起因する津波 

（省略） 

塩屋埼から犬吠埼の範囲における陸域の地すべりに関する文献では、防災科学技術研究所

(2004)(53)によって敷地の南方に地すべり地形が示されている。空中写真判読及び国土地理院

5mDEMによる地形判読を実施した結果、敷地に影響を及ぼす津波を引き起こす可能性のある陸

上の地すべり及び斜面崩壊の地形は認められなかった。地形判読結果を第 7.4.1図に示す。 

海底地すべりに関する文献では、徳山ほか(2001)(54)に、いわきの沖合に海底地すべり地形が

示されている。徳山ほか(2001)(54)が示す地すべりを含む範囲について、一般財団法人日本水路

協会発行の海底地形デジタルデータ M7000 シリーズを用いた 150mDEM データにより海底地す

べり地形判読調査を実施した結果、海底地すべり地形は判読されなかった（第 7.4.2 図）。ま

た、産業技術総合研究所(2015)(55)による東日本沖太平洋海域(GH762)の音波探査記録(サブボ

トムプロファイラー)を用いて、池原ほか(1990)(56)に示される考え方に基づき海底地すべりの

検討を実施した結果、徳山ほか(2001)(54)に図示された海底地すべりは層相 2(砂質堆積物)に区

分され、海底地すべりを示唆する特徴的な構造は確認されなかった(第 7.4.3 図)。したがっ

て、徳山ほか(2001)(54)に図示された位置に海底地すべりはないものと判断した。また「3. 地

盤」に示される敷地前面海域の海底地形の判読を実施した結果、海底地すべりの可能性のある

地形は認められなかった。 

（省略） 

なお、文献調査の結果、Moore et al.(1989)(57)によれば、ハワイ諸島では過去に複数の海底

地すべりが発生したことが示されている。過去に発生した海底地すべりの中から、後期更新世

以降に発生して巨大津波を伴った可能性があり、面積の大きいハワイ島西部の海底地すべりを

評価対象として選定した。 

選定した地すべりについて、ハワイ大学マノア校海洋地球科学技術学部(ＳＯＥＳＴ)による

地形デジタルデータ(50mグリット)を用いて地すべり規模（体積）を算出し、Papadopoulos and 

Kortekaas(2003)(58)に示されている地すべりの体積と津波水位の関係を参考に日本沿岸にお

ける水位を推定した結果、敷地への影響は小さいことを確認した。 

 

阿部(1989)(63)の簡易予測式による推定津波高の比較により、敷地に及ぼす影響が大き

いと考えられる津波波源を抽出した。 

阿部(1989)(63)の簡易予測式で用いた津波波源の諸元及び津波高の比較結果を第 7.3.6

表及び第 7.3.14図に示す。 

 （変更なし） 

 

7.3.4 地震に起因する津波の評価のまとめ 

（変更なし） 

 

7.4 地震以外に起因する津波の評価 

（変更なし） 

 

7.4.1 陸上及び海底での地すべり並びに斜面崩壊に起因する津波 

（変更なし） 

塩屋埼から犬吠埼の範囲における陸域の地すべりに関する文献では、防災科学技術研究所

(2004)(64)によって敷地の南方に地すべり地形が示されている。空中写真判読及び国土地理院

5mDEMによる地形判読を実施した結果、敷地に影響を及ぼす津波を引き起こす可能性のある陸

上の地すべり及び斜面崩壊の地形は認められなかった。地形判読結果を第 7.4.1図に示す。 

海底地すべりに関する文献では、徳山ほか(2001)(65)に、いわきの沖合に海底地すべり地形が

示されている。徳山ほか(2001)(65)が示す地すべりを含む範囲について、一般財団法人日本水路

協会発行の海底地形デジタルデータ M7000 シリーズを用いた 150mDEM データにより海底地す

べり地形判読調査を実施した結果、海底地すべり地形は判読されなかった（第 7.4.2 図）。ま

た、産業技術総合研究所(2015)(66)による東日本沖太平洋海域(GH762)の音波探査記録(サブボ

トムプロファイラー)を用いて、池原ほか(1990)(67)に示される考え方に基づき海底地すべりの

検討を実施した結果、徳山ほか(2001)(65)に図示された海底地すべりは層相 2(砂質堆積物)に区

分され、海底地すべりを示唆する特徴的な構造は確認されなかった(第 7.4.3 図)。したがっ

て、徳山ほか(2001)(65)に図示された位置に海底地すべりはないものと判断した。また「3. 地

盤」に示される敷地前面海域の海底地形の判読を実施した結果、海底地すべりの可能性のある

地形は認められなかった。 

（変更なし） 

なお、文献調査の結果、Moore et al.(1989)(68)によれば、ハワイ諸島では過去に複数の海底

地すべりが発生したことが示されている。過去に発生した海底地すべりの中から、後期更新世

以降に発生して巨大津波を伴った可能性があり、面積の大きいハワイ島西部の海底地すべりを

評価対象として選定した。 

選定した地すべりについて、ハワイ大学マノア校海洋地球科学技術学部(ＳＯＥＳＴ)による

地形デジタルデータ(50mグリッド)を用いて地すべり規模（体積）を算出し、Papadopoulos and 

Kortekaas(2003)(69)に示されている地すべりの体積と津波水位の関係を参考に日本沿岸にお

ける水位を推定した結果、敷地への影響は小さいことを確認した。 
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7.4.2 火山現象に起因する津波 

敷地周辺において、火山現象による歴史津波の記録はなく、海底活火山の存在も認められな

い（「8. 火山」参照）ことから、火山現象に起因する津波について、敷地への影響はない。 

なお、阿部・平野(2007)(59)によると、三陸沖で沈み込む太平洋プレート(海洋プレート)上で

これまで分かっている火山活動とは異なる、新しいタイプの火山(プチスポット)の存在が示さ

れている。過去に海中噴火が発生していることから、海中噴火に伴う津波について、平野

(2007)(60)等に示されているプチスポットの特徴（第 7.4.1 表）を踏まえ、Levin and 

Nosov(2009)(61)の海底火山からの噴出物により発生する水位の推定方法を用いて津波水位を

評価した。その結果、敷地への影響は小さいことを確認した。 

 

7.4.3 地震以外に起因する津波の評価のまとめ 

（省略） 

 

7.5 津波発生要因の組み合わせの検討 

（省略） 

 

7.6 施設への津波の遡上評価 

（省略） 

なお、選定された波源による津波高さは、過去に敷地に襲来した津波(2011年東北地方太平洋沖

地震津波)を上回っており、また、行政機関による既往評価との比較として茨城県(2012)(16) 評価を

上回ることを確認した。行政機関による既往評価との比較を第 7.6.2図に示す。 

 

 

 

 

 

 

7.7 立地上の余裕に対する検討 

（省略） 

具体的には、破壊伝播速度については、津波インバージョン解析による知見（Fujii and Satake

（2007）(62)、杉野ほか（2014）(45)、Satake et al.(2013)(63)、内閣府（2012b）(64)、地震調査研究

推進本部（2005）(65)）を参考に、1.0 km/s～3.0 km/sの範囲で設定した。破壊開始点については、

地震調査研究推進本部（2009）(66)を参考に複数設定した。立ち上がり時間については、Satake et 

al.（2013）(63)及び内閣府（2012b）(64)を参考に 30 秒及び 60 秒を設定した。パラメータスタディ

の設定を第 7.7.1図に、評価結果を第 7.7.1、7.7.2表に示す。 

（変更なし） 

 

7.8 参考文献 

(1)～(9) （省略） 

7.4.2 火山現象に起因する津波 

敷地周辺において、火山現象による歴史津波の記録はなく、海底活火山の存在も認められな

い（「8. 火山」参照）ことから、火山現象に起因する津波について、敷地への影響はない。 

なお、阿部・平野(2007)(70)によると、三陸沖で沈み込む太平洋プレート(海洋プレート)上で

これまで分かっている火山活動とは異なる、新しいタイプの火山(プチスポット)の存在が示さ

れている。過去に海中噴火が発生していることから、海中噴火に伴う津波について、平野

(2007)(71)等に示されているプチスポットの特徴（第 7.4.1 表）を踏まえ、Levin and 

Nosov(2009)(72)の海底火山からの噴出物により発生する水位の推定方法を用いて津波水位を

評価した。その結果、敷地への影響は小さいことを確認した。 

 

7.4.3 地震以外に起因する津波の評価のまとめ 

（変更なし） 

 

7.5 津波発生要因の組み合わせの検討 

（変更なし） 

 

7.6 施設への津波の遡上評価 

（変更なし） 

なお、選定された波源による津波高さは、過去に敷地に襲来した津波(2011 年東北地方太平洋沖

地震津波)を上回っており、また選定された波源と同規模の津波波源による遡上域が、津波堆積物

調査結果等 (竹内他(2007)(7)、澤井(2012)(11)、Sawai et al.(2012)(12)及び Yanagisawa et 

al.(2016)(13))を上回っていることから、敷地周辺における津波堆積物等の地質学的証拠及び歴史

記録等から推定される津波の規模を超えていることを確認した。また、行政機関による既往評価と

の比較として茨城県(2012)(22) 評価、内閣府(2020,2022)(24)(25)評価を上回ることを確認した。地質

学的証拠及び歴史記録等による確認結果を第 7.6.2 図に、行政機関による既往評価との比較を第

7.6.3図に示す。 

 

7.7 立地上の余裕に対する検討 

（変更なし） 

具体的には、破壊伝播速度については、津波インバージョン解析による知見（Fujii and Satake

（2007）(73)、杉野ほか（2014）(53)、Satake et al.(2013)(74)、内閣府（2012b）(75)、地震調査研究

推進本部（2005）(76)）を参考に、1.0 km/s～3.0 km/sの範囲で設定した。破壊開始点については、

地震調査研究推進本部（2009）(77)を参考に複数設定した。立ち上がり時間については、Satake et 

al.（2013）(74)及び内閣府（2012b）(75)を参考に 30 秒及び 60 秒を設定した。パラメータスタディ

の設定を第 7.7.1図に、評価結果を第 7.7.1、7.7.2表に示す。 

（変更なし） 
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第 7.3.6図 東北地方太平洋沖型の津波波源 

（再現解析：計算領域及び格子間隔） 
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第 7.3.6図 東北地方太平洋沖型の津波波源 

（再現解析：計算領域及び格子間隔） 

 

 

 

 

 

領域：空間格子間隔
：1350m
：450m
：150m
：50m

海域のコンター線は1000m間隔で表示

N

大洗研究所



添 6-7-19 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添 6-7-20 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第 7.3.8～7.3.11図（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7.3.12図 海洋プレート内の正断層地震 

（波源モデルの諸元） 
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第 7.3.12図 海洋プレート内の正断層地震 

（波源モデルの諸元） 
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第 7.6.2 図 地質学的証拠及び歴史記録等による確認 

（津波堆積物との比較） 

 

 

 

 

 

 



添 6-7-25 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7.6.2図 行政機関による既往評価との比較 

 

 

 

 

第 7.7.1図 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7.6.3図 行政機関による既往評価との比較 

 

 

 

 

第 7.7.1図 （変更なし） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類６（8. 火山）】 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

8. 火山 

 

8.1 検討の基本方針  

 自然現象に対する設計上の考慮として、想定される自然現象が発生した場合においても安全機能

を損なわないことを確認するため、試験研究炉の運用期間における火山影響評価を実施する。 

 初めに立地評価として施設に影響を及ぼし得る火山の抽出を行い、抽出された火山を対象に設計

対応不可能な火山事象が試験研究炉の運用期間中に影響を及ぼす可能性について評価を行う。次に

影響評価として、試験研究炉の安全性に影響を与える可能性のある火山事象について評価を行う。 

 

8.2 施設に影響を及ぼし得る火山の抽出  

8.2.1 地理的領域内の第四紀火山  

 敷地の地理的領域（半径 160kmの範囲）に対して、「日本の火山（第 3版）」（中野他（2013）

(1)）、「第四紀火山岩体・貫入岩体デ－タベ－ス Ver.1.00」西来他（2016）(2)）、「海域火山デ－

タベ－ス」（海上保安庁海洋情報部（2013）(3)）、「日本活火山総覧（第 4版）」（気象庁編（2013）

(4)）及び「日本の第四紀火山カタログ」（第四紀火山カタログ委員会編（1999）(5)）を参照して

30の第四紀火山（第 8.2.1図）を抽出した。 

 

8.2.2 完新世に活動を行った火山 

 第四紀火山のうち完新世に活動を行った火山は、高原山、那須岳、男体・女峰火山群、

日光白根山、赤城山、燧ヶ岳、安達太良山、磐梯山、榛名山及び沼沢であり、これらの 10

火山を完新世に活動を行った火山として抽出した。各火山の形式、活動年代及び最後の活

動からの経過期間等を第 8.2.1表に示す。 

 

8.2.2.1～8.2.2.3 

 （省略） 

 

8.2.2.4 日光白根山 

 日光白根山は、栃木県・群馬県境に位置する第四紀火山であり、溶岩流、小型楯状

火山及び溶岩ド－ムで構成される。敷地からの距離は約 120kmである。活動年代は約

2 万年前以降で、最新噴火は 1890年とされている（西来他（2016）(2)）。日光白根山

の活動履歴の評価に当たっては奥野他（1993）(20)、佐々木他（1993）(21)、鈴木他（1994）

(17)、高橋他（1995）(22)、第四紀火山カタログ委員会編（1999）(5)、中野他（2013）(1)、

気象庁編（2013）(4)及び産業技術総合研究所地質調査総合センタ－編（2014）(15)を参

照した。 

 日光白根山の活動は新期と古期に区分され、約 2 万年前以降～1890 年に活動した

とされる（奥野他（1993）(20)等）。また、確認されている有史時代以降の活動は、全

て水蒸気噴火であるとされる（佐々木他（1993）(21)）。 

 完新世に活動を行った火山であり、施設に影響を及ぼし得る火山として抽出した。 

 

8. 火山 

 

8.1 検討の基本方針 

 自然現象に対する設計上の考慮として、想定される自然現象が発生した場合においても安全機能

を損なわないことを確認するため、原子炉施設の運用期間における火山影響評価を実施する。 

 初めに立地評価として施設に影響を及ぼし得る火山の抽出を行い、抽出された火山を対象に設計

対応不可能な火山事象が原子炉施設の運用期間中に影響を及ぼす可能性について評価を行う。次に

影響評価として、原子炉施設の安全性に影響を与える可能性のある火山事象について評価を行う。 

 

8.2 施設に影響を及ぼし得る火山の抽出 

8.2.1 地理的領域内の第四紀火山 

敷地の地理的領域（半径 160kmの範囲）に対して、「日本の火山（第 3版）」（中野他（2013）

(1)）、「第四紀火山岩体・貫入岩体データベース Ver.1.00」（西来他（2016）(2)）、「海域火山デ

ータベース」（海上保安庁海洋情報部（2013）(3)）、「日本活火山総覧（第 4版）」（気象庁編（2013）

(4)）及び「日本の第四紀火山カタログ」（第四紀火山カタログ委員会編（1999）(5)）を参照して

31の第四紀火山（第 8.2.1図）を抽出した。 

 

8.2.2 完新世に活動を行った火山 

 第四紀火山のうち完新世に活動を行った火山は、高原山、那須岳、男体・女峰火山群、日光

白根火山群、赤城山、燧ヶ岳、安達太良山、磐梯山、榛名山及び沼沢であり、これらの 10 火

山を完新世に活動を行った火山として抽出した。各火山の形式、活動年代及び最後の活動から

の経過期間等を第 8.2.1表に示す。 

 

8.2.2.1～8.2.2.3 

（変更なし） 

 

8.2.2.4 日光白根火山群 

日光白根火山群は、栃木県・群馬県境に位置する第四紀火山であり、溶岩流、小型

楯状火山及び溶岩ドームで構成される。敷地からの距離は約 120kmである。活動年代

は約 2万年前以降で、最新噴火は 1890年とされている（西来他（2016）(2)）。日光白

根火山群の活動履歴の評価に当たっては奥野他（1993）(20)、佐々木他（1993）(21)、鈴

木他（1994）(17)、高橋他（1995）(22)、第四紀火山カタログ委員会編（1999）(5)、中野

他（2013）(1)、気象庁編（2013）(4)及び産業技術総合研究所地質調査総合センター編

（2014）(15)を参照した。 

日光白根火山群の活動は新期と古期に区分され、約 2 万年前以降～1890 年に活動

したとされる（奥野他（1993）(20)等）。また、確認されている有史時代以降の活動は、

全て水蒸気噴火であるとされる（佐々木他（1993）(21)）。 

完新世に活動を行った火山であり、施設に影響を及ぼし得る火山として抽出した。 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

8.2.2.5～8.2.2.10 

 （省略） 

 

8.2.3 完新世に活動を行っていない火山のうち将来の火山活動可能性が否定できない火山 

 完新世に活動を行っていない 20 の火山のうち、最後の活動終了からの期間が、全活動

期間もしくは過去の最大休止期間より短いとみなされる場合は、将来の活動可能性が否定

できないと判断し、その結果、子持山と笹森山の 2火山を将来の活動可能性が否定できな

い火山として抽出した。各火山の形式、活動年代及び最後の活動からの経過期間等を第

8.2.1表に示す。 

 

8.2.3.1～8.2.3.2 

 （省略） 

 

8.2.4 将来の活動可能性が否定できない火山の抽出 

 地理的領域内に分布する第四紀火山について、「完新世に活動を行った火山」及び「完

新世に活動を行っていない火山のうち将来の火山活動可能性が否定できない火山」を評価

し、施設に影響を及ぼし得る火山として、高原山、那須岳、男体･女峰火山群、日光白根

山、赤城山、燧ヶ岳、子持山、安達太良山、磐梯山、榛名山、笹森山及び沼沢の 12 火山

を抽出した。 

 

8.3 抽出された火山の火山活動に関する個別評価 

 施設に影響を及ぼし得る火山（12火山）について、活動履歴に関する文献調査により、評価の対

象となる設計対応不可能な火山事象の顕著な発生実績及び過去最大規模の噴火による火山噴出物

の敷地への到達可能性について第 8.3.1表に整理した。 

 火砕物密度流については、各火山の過去最大規模の火砕物密度流の分布から到達可能性範囲を検

討した。まず、高原山と日光白根山については、活動履歴上、噴出物は溶岩及び火砕物が主であり、

火砕物密度流の発生は認められない。それ以外の火山については、過去最大規模の火砕物密度流の

分布はいずれも山体周辺に限られ、敷地周辺までの到達は認められない（第 8.3.1図、第 8.3.2図）。

また、溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊については、施設に影響を及ぼし得る火山（12火

山）のうち敷地に最も近い高原山でも敷地から約 98km と十分離れている。したがって、これらの

火山事象が敷地に到達する可能性は十分に小さいと判断される。  

 新しい火口の開口及び地殻変動については、敷地は、火山フロントより前弧側（東方）に位置す

ること、敷地周辺では火成活動は確認されていないことから、これらの火山事象が敷地において発

生する可能性は十分に小さいと判断される。  

 以上のことから、施設に影響を及ぼし得る火山（12火山）については過去最大規模の噴火を想定

しても設計対応不可能な火山事象が施設に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価し、火山活動

のモニタリングは不要と判断した。 

 

8.4 火山事象の影響評価 

8.2.2.5～8.2.2.10 

（変更なし） 

  

8.2.3 完新世に活動を行っていない火山のうち将来の火山活動可能性が否定できない火山 

完新世に活動を行っていない 21 の火山のうち、最後の活動終了からの期間が、全活動

期間もしくは過去の最大休止期間より短いとみなされる場合は、将来の活動可能性が否定

できないと判断し、その結果、子持山と笹森山の 2火山を将来の活動可能性が否定できな

い火山として抽出した。各火山の形式、活動年代及び最後の活動からの経過期間等を第

8.2.1表に示す。 

 

8.2.3.1～8.2.3.2 

（変更なし） 

 

8.2.4 将来の活動可能性が否定できない火山の抽出 

地理的領域内に分布する第四紀火山について、「完新世に活動を行った火山」及び「完

新世に活動を行っていない火山のうち将来の火山活動可能性が否定できない火山」を評価

し、施設に影響を及ぼし得る火山として、高原山、那須岳、男体･女峰火山群、日光白根火

山群、赤城山、燧ヶ岳、子持山、安達太良山、磐梯山、榛名山、笹森山及び沼沢の 12 火

山を抽出した。 

 

8.3 抽出された火山の火山活動に関する個別評価 

施設に影響を及ぼし得る火山（12火山）について、活動履歴に関する文献調査により、評価の対

象となる設計対応不可能な火山事象の顕著な発生実績及び過去最大規模の噴火による火山噴出物

の敷地への到達可能性について第 8.3.1表に整理した。 

火砕物密度流については、各火山の過去最大規模の火砕物密度流の分布から到達可能性範囲を検

討した。まず、高原山と日光白根火山群については、活動履歴上、噴出物は溶岩及び火砕物が主で

あり、火砕物密度流の発生は認められない。それ以外の火山については、過去最大規模の火砕物密

度流の分布はいずれも山体周辺に限られ、敷地周辺までの到達は認められない（第 8.3.1 図、第

8.3.2図）。また、溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊については、施設に影響を及ぼし得る

火山（12火山）のうち敷地に最も近い高原山でも敷地から約 98kmと十分離れている。したがって、

これらの火山事象が敷地に到達する可能性は十分に小さいと判断される。 

新しい火口の開口及び地殻変動については、敷地は、火山フロントより前弧側（東方）に位置す

ること、敷地周辺では火成活動は確認されていないことから、これらの火山事象が敷地において発

生する可能性は十分に小さいと判断される。 

以上のことから、施設に影響を及ぼし得る火山（12火山）については過去最大規模の噴火を想定

しても設計対応不可能な火山事象が施設に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価し、火山活動

のモニタリングは不要と判断した。 

 

8.4 火山事象の影響評価 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 施設に影響を及ぼし得る火山（12火山）について、試験研究炉の運用期間中における活動可能性

と規模を考慮し、施設の安全性に影響を与える可能性について検討した。 

なお、降下火砕物については、地理的領域外の火山も含めてその影響を評価した。 

 

8.4.1 降下火砕物 

8.4.1.1 層厚に関する評価 

 町田・新井（2011）(53)、山元（2013a）(11)等に基づき、敷地周辺に分布が確認または推

定される降下火砕物を抽出した。そのうち、噴出源が同定できる降下火砕物については、

当該火山の将来の噴火の可能性について噴火履歴等から検討した。一方、噴出源が同定で

きない降下火砕物については、その堆積状況より検討した。敷地周辺で分布が推定される

主な降下火砕物の噴出源と敷地の距離、敷地での層厚、噴火規模、試験研究炉の運用期間

中における同規模の噴火の可能性の有無について、文献調査の結果の整理を第 8.4.1表に

示し、試験研究炉の運用期間中に同規模の噴火の可能性のある降下火砕物の分布を第

8.4.1図に示す。 

(1) 噴出源を同定できる降下火砕物の同規模噴火の可能性 

ａ．満美穴テフラ、日光早乙女テフラ、日光行川テフラ、日光矢板テフラ（男体・女峰火山

群） 

 満美穴テフラ、日光早乙女テフラ、日光行川テフラ及び日光矢板テフラは男体女峰火

山群を噴出源とし、それぞれ約 10万年前、約 13万年前、約 14万年前に噴出したとされ

る（山元（2012）(9)）。   

 佐々木（1994）(18)によれば、男体・女峰火山群において、約 60万年前から約 7万年前

までは女峰赤薙火山が活動し、日光溶岩ド－ム群の活動を経て、約 2 万年前以降に男体

火山、三ツ岳火山、日光白根火山が活動したとされる。 

 上記を踏まえると、満美穴テフラ、日光早乙女テフラ、日光行川テフラ及び日光矢板

テフラが噴出されたのは女峰赤薙火山の活動期であり、現在の活動は男体火山の活動期

であると考えられる。 

以上のことから、試験研究炉の運用期間中における満美穴テフラ、日光早乙女テフラ、

日光行川テフラ及び日光矢板テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断さ

れる。 

ｂ．真岡テフラ（飯士山） 

 真岡テフラは飯士山を噴出源とし、約 22 万年前に噴出したとされる（山元（2013a）

(11)）。 

 西来他（2016）(2)、中野他（2013）(1)、赤石・梅田（2002）(54)によれば、飯士山の活動

形式は成層火山であり、その活動年代は約 30万年前～約 20万年前とされている。 

 上記を踏まえると、全活動期間よりも最後の活動終了からの期間が長いことから、飯

士山は将来の活動可能性はない火山と判断される。 

以上のことから、試験研究炉の運用期間中における真岡テフラと同規模噴火の発生可能

性は十分に小さいと判断される。 

c．立川ロ－ム上部ガラス質テフラ、浅間板鼻黄色テフラ（浅間山） 

 施設に影響を及ぼし得る火山（12火山）について、原子炉施設の運用期間中における活動可能性

と規模を考慮し、施設の安全性に影響を与える可能性について検討した。 

なお、降下火砕物については、地理的領域外の火山も含めてその影響を評価した。 

 

8.4.1 降下火砕物 

8.4.1.1 層厚に関する評価 

 町田・新井（2011）(53)、山元（2013a）(11)等に基づき、敷地周辺に分布が確認または推

定される降下火砕物を抽出した。そのうち、噴出源が同定できる降下火砕物については、

当該火山の将来の噴火の可能性について噴火履歴等から検討した。一方、噴出源が同定で

きない降下火砕物については、その堆積状況より検討した。敷地周辺で分布が推定される

主な降下火砕物の噴出源と敷地の距離、敷地での層厚、噴火規模、原子炉施設の運用期間

中における同規模の噴火の可能性の有無について、文献調査の結果の整理を第 8.4.1表に

示し、原子炉施設の運用期間中に同規模の噴火の可能性のある降下火砕物の分布を第

8.4.1図に示す。 

(1) 噴出源を同定できる降下火砕物の同規模噴火の可能性 

ａ．満美穴テフラ、日光早乙女テフラ、日光行川テフラ、日光矢板テフラ（男体・女峰火山

群） 

 満美穴テフラ、日光早乙女テフラ、日光行川テフラ及び日光矢板テフラは男体女峰火

山群を噴出源とし、それぞれ約 10万年前、約 13万年前、約 14万年前に噴出したとされ

る（山元（2012）(9)）。   

 佐々木（1994）(18)によれば、男体・女峰火山群において、約 60万年前から約 7万年前

までは女峰赤薙火山が活動し、日光溶岩ドーム群の活動を経て、約 2 万年前以降に男体

火山、三ツ岳火山、日光白根火山が活動したとされる。 

 上記を踏まえると、満美穴テフラ、日光早乙女テフラ、日光行川テフラ及び日光矢板

テフラが噴出されたのは女峰赤薙火山の活動期であり、現在の活動は男体火山の活動期

であると考えられる。 

以上のことから、原子炉施設の運用期間中における満美穴テフラ、日光早乙女テフラ、

日光行川テフラ及び日光矢板テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断さ

れる。 

ｂ．真岡テフラ（飯士山） 

 真岡テフラは飯士山を噴出源とし、約 22 万年前に噴出したとされる（山元（2013a）

(11)）。 

 西来他（2016）(2)、中野他（2013）(1)、赤石・梅田（2002）(54)によれば、飯士山の活動

形式は成層火山であり、その活動年代は約 30万年前～約 20万年前とされている。 

 上記を踏まえると、全活動期間よりも最後の活動終了からの期間が長いことから、飯

士山は将来の活動可能性はない火山と判断される。 

以上のことから、原子炉施設の運用期間中における真岡テフラと同規模噴火の発生可

能性は十分に小さいと判断される。 

c．立川ローム上部ガラス質テフラ、浅間板鼻黄色テフラ（浅間山） 
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 立川ロ－ム上部ガラス質テフラは約 1.5 万年前～約 1.6 万年前に、浅間板鼻黄色テフ

ラは約 1.5万年前～約 1.65万年前に、浅間山を噴出源として噴出した広域テフラである

（町田・新井（2011）(53)）。 

 高橋他（2013）(55)によれば、浅間山の活動は、黒斑火山、仏岩火山、前掛火山に区分

される。高橋・安井（2013）(56)によれば、最新活動期である前掛火山は約 1万年前（山

元（2014b）(31))から活動を開始したとされる。 

 山元（2014b）(31)によれば、立川ロ－ム上部ガラス質テフラ及び浅間板鼻黄色テフラは

仏岩火山の活動であり、現在は前掛火山の活動となっており、2015年にはごく小規模な

噴火が発生し、微量の降灰が確認された（気象庁（2015）(57)）。 

 なお、現在の活動での最大規模の噴火は、浅間Ｂテフラであるが、敷地周辺（半径約

30km以内）で確認または分布は推定されない。 

 以上のことから、試験研究炉の運用期間中における立川ローム上部ガラス質テフラ及

び浅間板鼻黄色テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

d．箱根東京テフラ、箱根吉沢下部７テフラ（箱根火山群） 

 箱根東京テフラは約 6.6 万年前に、箱根吉沢下部 7 テフラは約 12.8 万年前～約 13.2

万年前の間に、箱根火山群を噴出源として噴出した広域テフラである（町田・新井（2011）

(53)）。 

長井・高橋（2008）(58)によれば、箱根火山群の活動は、初期の陸上火山活動であるステ

ージ１、玄武岩～安山岩質成層火山群形成期のステージ２、安山岩質成層火山群及び独

立単成火山群形成期のステージ３、カルデラ及び単成火山群形成期のステージ４、前期

中央火口丘形成期のステージ５、爆発的 噴火期のステージ６、後期中央火口丘形成期

のステージ７に区分される。 

 山元（2014b）(31)によれば、箱根東京テフラは爆発的噴火を主体としていたステ－ジ６、

箱根吉沢下部７テフラはステ－ジ５で発生した降下火砕物である。現在は中央火口丘で

の溶岩ド－ムの活動であるステ－ジ 7であり、顕著な降下火砕物の発生は確認されない。 

 以上のことから、試験研究炉の運用期間中における箱根東京テフラ及び箱根吉沢下部

７テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

e．飯縄上樽 aテフラ（飯縄山） 

 飯縄上樽 aテフラは、約 13万年前に飯縄山を噴出源として噴出したテフラである（町

田・新井（2011）(53)）。 

 飯縄山は、第Ⅰ活動期と第Ⅱ活動期の 2 つの活動期間に大別され、第Ⅰ活動期は、約

34 万年前ごろ、第Ⅱ活動期は約 20 万年前にはじまり、飯縄上樽 a テフラは第Ⅱ活動期

に発生した（早津他（2008）(59)）。早津他（2008）(59)によれば、飯縄山は妙高火山群を構

成する火山の 1 つであり、その活動は玄武岩質マグマによって開始し、デイサイト質マ

グマの活動によって終わるとされ、飯縄山の第Ⅱ活動期においても、噴出するマグマの

性質が玄武岩質から安山岩質、安山岩質からデイサイト質へと変化したとされる。また、

第Ⅱ活動期は、飯縄上樽 a テフラ噴出後の活動である溶岩ド－ム群の活動を最後に急速

に衰退し、約 6 万年前の水蒸気爆発の発生以降、噴火の痕跡は確認されず、噴気活動や

高温の温泉の湧出等は全く認められないことから、現在、火山活動は完全に停止状態に

 立川ローム上部ガラス質テフラは約 1.5 万年前～約 1.6 万年前に、浅間板鼻黄色テフ

ラは約 1.5万年前～約 1.65万年前に、浅間山を噴出源として噴出した広域テフラである

（町田・新井（2011）(53)）。 

 高橋他（2013）(55)によれば、浅間山の活動は、黒斑火山、仏岩火山、前掛火山に区分

される。高橋・安井（2013）(56)によれば、最新活動期である前掛火山は約 1万年前（山

元（2014b）(31))から活動を開始したとされる。 

 山元（2014b）(31)によれば、立川ローム上部ガラス質テフラ及び浅間板鼻黄色テフラは

仏岩火山の活動であり、現在は前掛火山の活動となっており、2015年にはごく小規模な

噴火が発生し、微量の降灰が確認された（気象庁（2015）(57)）。 

 なお、現在の活動での最大規模の噴火は、浅間Ｂテフラであるが、敷地周辺（半径約

30km以内）で確認または分布は推定されない。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における立川ローム上部ガラス質テフラ及

び浅間板鼻黄色テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

d．箱根東京テフラ、箱根吉沢下部７テフラ（箱根火山群） 

 箱根東京テフラは約 6.6 万年前に、箱根吉沢下部 7 テフラは約 12.8 万年前～約 13.2

万年前の間に、箱根火山群を噴出源として噴出した広域テフラである（町田・新井（2011）

(53)）。 

長井・高橋（2008）(58)によれば、箱根火山群の活動は、初期の陸上火山活動であるス

テージ１、玄武岩～安山岩質成層火山群形成期のステージ２、安山岩質成層火山群及び

独立単成火山群形成期のステージ３、カルデラ及び単成火山群形成期のステージ４、前

期中央火口丘形成期のステージ５、爆発的噴火期のステージ６、後期中央火口丘形成期

のステージ７に区分される。 

 山元（2014b）(31)によれば、箱根東京テフラは爆発的噴火を主体としていたステージ６、

箱根吉沢下部７テフラはステージ５で発生した降下火砕物である。現在は中央火口丘で

の溶岩ドームの活動であるステージ 7であり、顕著な降下火砕物の発生は確認されない。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における箱根東京テフラ及び箱根吉沢下部

７テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

e．飯縄上樽 aテフラ（飯縄山） 

 飯縄上樽 aテフラは、約 13万年前に飯縄山を噴出源として噴出したテフラである（町

田・新井（2011）(53)）。 

 飯縄山は、第Ⅰ活動期と第Ⅱ活動期の 2 つの活動期間に大別され、第Ⅰ活動期は、約

34 万年前ごろ、第Ⅱ活動期は約 20 万年前にはじまり、飯縄上樽 a テフラは第Ⅱ活動期

に発生した（早津他（2008）(59)）。早津他（2008）(59)によれば、飯縄山は妙高火山群を構

成する火山の 1 つであり、その活動は玄武岩質マグマによって開始し、デイサイト質マ

グマの活動によって終わるとされ、飯縄山の第Ⅱ活動期においても、噴出するマグマの

性質が玄武岩質から安山岩質、安山岩質からデイサイト質へと変化したとされる。また、

第Ⅱ活動期は、飯縄上樽 a テフラ噴出後の活動である溶岩ドーム群の活動を最後に急速

に衰退し、約 6 万年前の水蒸気爆発の発生以降、噴火の痕跡は確認されず、噴気活動や

高温の温泉の湧出等は全く認められないことから、現在、火山活動は完全に停止状態に
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あると考えられている （早津他（2008）(59)）。 

 以上のことから、試験研究炉の運用期間中における飯縄上樽 a テフラと同規模噴火の

発生可能性は十分に小さいと判断される。 

f．御嶽第１テフラ（御嶽山） 

 御嶽第１テフラは、約 9.5万年前～約 10万年前に御嶽山を噴出源として噴出した広域

テフラである（町田・新井（2011）(53)）。 

 御嶽山の活動は、山元（2014b）(31)、及川他（2014）(60)によれば、古期御嶽火山と新期

御嶽火山に分けられ、現在は新期御嶽火山の活動期であり、御嶽第１テフラは約 10万年

前に発生したとされる。また、木村（1993）(61)によれば、新期御嶽火山の活動は 3つの

ステ－ジに分けられ、御嶽第 1 テフラをもたらした噴火が発生したステ－ジはＯ1 ステ

－ジ（デイサイト－流紋岩質のプリニ－式噴火と、カルデラ陥没及び溶岩ド－ムの形成）

であり、現在は山頂付近の小円錐火山群の形成期であるＯ３ステ－ジで、約 2 万年前以

降は水蒸気噴火を中心とした活動であるとされる。 

 なお、及川他（2014）(60)によれば、過去 1万年以内に少なくとも 4回のマグマ噴火が

確認されている。 

 以上のことから、試験研究炉の運用期間中における御嶽第１テフラと同規模噴火の発

生可能性は十分に小さいと判断される。 

g．谷口テフラ、大峰テフラ（爺ヶ岳）、恵比須峠福田テフラ、丹生川テフラ（穂高岳） 

 谷口テフラ及び大峰テフラの噴出源である爺ヶ岳、並びに恵比須峠福田テフラ及び丹

生川テフラの噴出源である穂高岳はいずれも飛騨山脈に位置する第四紀火山である（及

川（2003）(62)）。 

 及川（2003）(62)によれば、飛騨山脈での火成活動は StageⅠ～Ⅲの 3 つの活動期に区

分され、谷口テフラ、大峰テフラ、恵比須峠福田テフラ、丹生川テフラを発生させた時

期はいずれも StageⅠ（2.5Ma～1.5Ma）である。 

 現在の活動期は StageⅢ（0.8Ma〜0Ma）であり、東西圧縮応力場のもとで、成層火山形

成を主体とした活動が継続していることから、飛騨山脈において StageⅠで発生した大

規模な噴火の発生可能性は十分に小さいと考えられる。 

 以上のことから、試験研究炉の運用期間中において谷口テフラ、大峰テフラ、恵比須

峠福田テフラ、丹生川テフラと同規模の噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

h．大町Ａｐｍテフラ群（樅沢岳） 

 大町Ａｐｍテフラ群は、樅沢岳を噴出源として噴出した広域テフラ群である（町田・

新井（2011）(53)）。 

 西来他（2016）(2)、中野他（2013）(1)、原山（1990）(63)、町田・新井（2011）(53)等に

よれば、火山の活動形式は火砕流であり、その活動年代は約 40 万年～約 30 万年前とさ

れている。 

 上記を踏まえると、樅沢岳は全活動期間より、最後の活動終了からの期間が長いこと

から、将来の活動可能性はないと判断される。 

 以上のことから、試験研究炉の運用期間中における大町Ａｐｍテフラ群と同規模噴火

の可能性は十分に小さいと判断される。 

あると考えられている （早津他（2008）(59)）。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における飯縄上樽 a テフラと同規模噴火の

発生可能性は十分に小さいと判断される。 

f．御嶽第１テフラ（御嶽山） 

 御嶽第１テフラは、約 9.5万年前～約 10万年前に御嶽山を噴出源として噴出した広域

テフラである（町田・新井（2011）(53)）。 

 御嶽山の活動は、山元（2014b）(31)、及川他（2014）(60)によれば、古期御嶽火山と新期

御嶽火山に分けられ、現在は新期御嶽火山の活動期であり、御嶽第１テフラは約 10万年

前に発生したとされる。また、木村（1993）(61)によれば、新期御嶽火山の活動は 3つの

ステージに分けられ、御嶽第 1 テフラをもたらした噴火が発生したステージはＯ1 ステ

ージ（デイサイト－流紋岩質のプリニー式噴火と、カルデラ陥没及び溶岩ドームの形成）

であり、現在は山頂付近の小円錐火山群の形成期であるＯ３ステージで、約 2 万年前以

降は水蒸気噴火を中心とした活動であるとされる。 

 なお、及川他（2014）(60)によれば、過去 1万年以内に少なくとも 4回のマグマ噴火が

確認されている。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における御嶽第１テフラと同規模噴火の発

生可能性は十分に小さいと判断される。 

g．谷口テフラ、大峰テフラ（爺ヶ岳）、恵比須峠福田テフラ、丹生川テフラ（穂高岳） 

 谷口テフラ及び大峰テフラの噴出源である爺ヶ岳、並びに恵比須峠福田テフラ及び丹

生川テフラの噴出源である穂高岳はいずれも飛騨山脈に位置する第四紀火山である（及

川（2003）(62)）。 

 及川（2003）(62)によれば、飛騨山脈での火成活動は StageⅠ～Ⅲの 3 つの活動期に区

分され、谷口テフラ、大峰テフラ、恵比須峠福田テフラ、丹生川テフラを発生させた時

期はいずれも StageⅠ（2.5Ma～1.5Ma）である。 

 現在の活動期は StageⅢ（0.8Ma〜0Ma）であり、東西圧縮応力場のもとで、成層火山形

成を主体とした活動が継続していることから、飛騨山脈において StageⅠで発生した大

規模な噴火の発生可能性は十分に小さいと考えられる。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中において谷口テフラ、大峰テフラ、恵比須

峠福田テフラ、丹生川テフラと同規模の噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

h．大町Ａｐｍテフラ群（樅沢岳） 

 大町Ａｐｍテフラ群は、樅沢岳を噴出源として噴出した広域テフラ群である（町田・

新井（2011）(53)）。 

 西来他（2016）(2)、中野他（2013）(1)、原山（1990）(63)、町田・新井（2011）(53)等に

よれば、火山の活動形式は火砕流であり、その活動年代は約 40 万年～約 30 万年前とさ

れている。 

 上記を踏まえると、樅沢岳は全活動期間より、最後の活動終了からの期間が長いこと

から、将来の活動可能性はないと判断される。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における大町Ａｐｍテフラ群と同規模噴火

の可能性は十分に小さいと判断される。 
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i．貝塩上宝テフラ（上宝） 

 貝塩上宝テフラは、上宝を噴出源として噴出した広域テフラである（町田・新井（2011）

(53)）。 

 西来他（2016）(2)、中野他（2013）(1)によれば、火山の活動形式は火砕流であり、その

活動期間は約 60万年前とされている。 また、鈴木（2000）(64)等によれば、約 62万年前

から約 60万年前の間に大規模な噴火が発生し、貝塩給源火道から上宝火砕流及び貝塩上

宝テフラが噴出したとされる。上記を踏まえると、全活動期間よりも最後の活動終了か

らの期間が長いことから、将来の活動可能性はないと判断される。 

 以上のことから、試験研究炉の運用期間中における貝塩上宝テフラと同規模噴火の可

能性は十分に小さいと判断される。 

 

j．玉川Ｒ４テフラ（玉川カルデラ） 

 玉川Ｒ４テフラは、約 200 万年前に玉川カルデラを噴出源とし噴出した広域テフラで

ある（町田・新井（2011）(53)）。 

 鈴木・中山（2007）(65)によれば、敷地周辺に玉川Ｒ４テフラの分布が示され、その降

灰年代は 2.0Ma と推定されるとしている。梅田他（1999）(43)によれば、東北日本の 2Ma

以降の火山活動は、活動年代、噴出量、噴火様式、広域応力場変遷の観点から次の 3 ス

テ－ジに区分される。 stage1（2Ma〜1Ma）では、弱圧縮応力場の環境下で大規模珪長質

火砕流の噴出が卓越したとされる。stage2（1Ma〜0.6Ma）では、強圧縮応力場の環境下で

成層火山の活動が卓越したとされる。stage3（0.6Ma以降）では、強圧縮応力場におかれ、

脊梁山脈全体で断層運動が活発化し、大規模珪長質火砕流、成層火山の活動が共に認め

られ、マグマ噴出量が増大したとされる。 

 現在の東北日本における火山活動は stage3に相当することに加え、高橋（1995）(66)に

よれば、大量の珪長質マグマを蓄積するには低地殻歪速度が必要であるとされる。 

 以上のことから、試験研究炉の運用期間中における玉川Ｒ４テフラと同規模噴火の発

生可能性は十分に小さいと判断される。 

k．八甲田国本テフラ（八甲田カルデラ） 

 八甲田国本テフラは、約 76万年前に八甲田カルデラ（八甲田火山）を噴出源として噴

出した広域テフラである（町田・新井（2011）(53)）。 

 気象庁編（2013）(4)によれば、八甲田火山は、南八甲田火山群、北八甲田火山群に区分

され、八甲田カルデラは北八甲田火山群の直下～北東に存在するとされている。中野他

（2013）(1)及び工藤他（2011）(67)によれば、八甲田火山の活動を、南八甲田火山群、八

甲田カルデラ、北八甲田火山群の活動に区分し、このうち、八甲田カルデラにおいては、

約 1Ma（八甲田中里川）、0.9Ma（八甲田黄瀬）、0.76Ma（八甲田第１期）、0.4Ma（八甲田

第２期）に大規模火砕流を噴出したとされている。八甲田火山は、110万年前から活動を

開始し、南八甲田火山群及び八甲田カルデラの活動後、最近 30万年間では、北八甲田火

山群のみの活動が継続している。八甲田国本テフラは八甲田カルデラの活動で発生した

ものであり、現在は北八甲田火山群の活動である。 

 以上のことから、試験研究炉の運用期間中における八甲田国本テフラと同規模噴火の

i．貝塩上宝テフラ（上宝） 

 貝塩上宝テフラは、上宝を噴出源として噴出した広域テフラである（町田・新井（2011）

(53)）。 

 西来他（2016）(2)、中野他（2013）(1)によれば、火山の活動形式は火砕流であり、その

活動期間は約 60 万年前とされている。 また、鈴木（2000）(64)等によれば、約 62万年前

から約 60万年前の間に大規模な噴火が発生し、貝塩給源火道から上宝火砕流及び貝塩上

宝テフラが噴出したとされる。 

上記を踏まえると、全活動期間よりも最後の活動終了からの期間が長いことから、将

来の活動可能性はないと判断される。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における貝塩上宝テフラと同規模噴火の可

能性は十分に小さいと判断される。 

j．玉川Ｒ４テフラ（玉川カルデラ） 

 玉川Ｒ４テフラは、約 200 万年前に玉川カルデラを噴出源とし噴出した広域テフラで

ある（町田・新井（2011）(53)）。 

 鈴木・中山（2007）(65)によれば、敷地周辺に玉川Ｒ４テフラの分布が示され、その降

灰年代は 2.0Ma と推定されるとしている。梅田他（1999）(43)によれば、東北日本の 2Ma

以降の火山活動は、活動年代、噴出量、噴火様式、広域応力場変遷の観点から次の 3 ス

テージに区分される。 stage1（2Ma〜1Ma）では、弱圧縮応力場の環境下で大規模珪長質

火砕流の噴出が卓越したとされる。stage2（1Ma〜0.6Ma）では、強圧縮応力場の環境下で

成層火山の活動が卓越したとされる。stage3（0.6Ma以降）では、強圧縮応力場におかれ、

脊梁山脈全体で断層運動が活発化し、大規模珪長質火砕流、成層火山の活動が共に認め

られ、マグマ噴出量が増大したとされる。 

 現在の東北日本における火山活動は stage3に相当することに加え、高橋（1995）(66)に

よれば、大量の珪長質マグマを蓄積するには低地殻歪速度が必要であるとされる。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における玉川Ｒ４テフラと同規模噴火の発

生可能性は十分に小さいと判断される。 

k．八甲田国本テフラ（八甲田カルデラ） 

 八甲田国本テフラは、約 76万年前に八甲田カルデラ（八甲田火山）を噴出源として噴

出した広域テフラである（町田・新井（2011）(53)）。 

 気象庁編（2013）(4)によれば、八甲田火山は、南八甲田火山群、北八甲田火山群に区分

され、八甲田カルデラは北八甲田火山群の直下～北東に存在するとされている。中野他

（2013）(1)及び工藤他（2011）(67)によれば、八甲田火山の活動を、南八甲田火山群、八

甲田カルデラ、北八甲田火山群の活動に区分し、このうち、八甲田カルデラにおいては、

約 1Ma（八甲田中里川）、0.9Ma（八甲田黄瀬）、0.76Ma（八甲田第１期）、0.4Ma（八甲田

第２期）に大規模火砕流を噴出したとされている。八甲田火山は、110万年前から活動を

開始し、南八甲田火山群及び八甲田カルデラの活動後、最近 30万年間では、北八甲田火

山群のみの活動が継続している。八甲田国本テフラは八甲田カルデラの活動で発生した

ものであり、現在は北八甲田火山群の活動である。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における八甲田国本テフラと同規模噴火の
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発生可能性は十分に小さいと判断される。 

l．大山倉吉テフラ（大山） 

 大山倉吉テフラは、約 5.5万年前に大山を噴出源として噴出した広域テフラである（町

田・新井（2011）(53)）。 

 守屋（1983）(68)の日本の第四紀火山の地形発達過程に基づく分類によれば大山は最終

期である第４期とされる。また、米倉（2001）(69)によれば、一般にこの第４期の噴出量

は第１期〜第３期と比べて少なく、数 km３とされる。 

 また、山元（2014b）(31)による活動履歴情報の整理に基づけば、約 40万年前以降、最

も規模の大きな噴火は大山倉吉テフラ噴火であるが、これに至る活動間隔は、大山倉吉

テフラ噴火以降の経過期間に比べて十分に長い。 

 ただし、数 km３以下の規模の噴火については、大山倉吉テフラ噴火以前もしくは以降

においても繰り返し発生している。また、Zhao et al.（2011）(70)によれば、大山の地下

深部に広がる低速度層と、大山の西方地下で発生している低周波地震の存在から、地下

深部にはマグマ溜まりが存在している可能性が示唆される。保守的に、この低速度層を

マグマ溜まりとして評価した場合、その深度は 20km以深に位置し、これは爆発的噴火を

引き起こす珪長質マグマの浮力中立点の深度 7km（東宮（1997）(71)）よりも深い位置に

相当する。 

 以上のことから、試験研究炉の運用期間中における大山倉吉テフラと同規模噴火の発

生可能性は十分に小さいと判断される。 

m．阿蘇４、阿蘇３テフラ（阿蘇カルデラ） 

 阿蘇４テフラは約 8.5万年前～約 9万年前に、阿蘇３テフラは約 13万年前に、いずれ

も阿蘇カルデラを噴出源として噴出した広域テフラである（町田・新井（2011）(53)）。 

 Nagaoka（1988）(72)に基づけば、現在の阿蘇カルデラの活動期は、最新の破局的噴火（約

9万年前の阿蘇４テフラの噴出）以降、阿蘇山において草千里ヶ浜軽石等の多様な噴火様

式による小規模噴火が発生していることから、阿蘇山における後カルデラ噴火ステージ

の活動と考えられ、苦鉄質火山噴出物及び珪長質火山噴出物の給源火口の分布（三好他

（2005）（73））から、地下に大規模な珪長質マグマ溜まりは存在していないと考えられる。

また、破局的噴火の最短の活動間隔（約 2 万年）は、最新の破局的噴火からの経過期間

（約 9万年）と比べて短い。 

 以上のことから、試験研究炉の運用期間中における阿蘇４、阿蘇３テフラと同規模噴

火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

n．姶良Ｔｎテフラ（姶良カルデラ） 

 姶良Ｔｎテフラは、南九州の姶良カルデラを噴出源とし、約 2.8 万年前～約 3 万年前

に噴出した広域テフラである（町田・新井（2011）(53)）。 

現在の姶良カルデラの活動期は、Nagaoka（1988）(72)に基づけば、後カルデラ火山噴火ス

テ－ジであると考えられる。また、破局的噴火の活動間隔（約 6 万年以上）は、最新の

破局的噴火である約 3 万年前の姶良Ｔｎテフラの噴出からの経過期間と比べ十分に長

く、現在は破局的噴火に先行して発生するプリニ－式噴火ステ－ジの兆候が認められな

い。 

発生可能性は十分に小さいと判断される。 

l．大山倉吉テフラ（大山） 

 大山倉吉テフラは、約 5.5万年前に大山を噴出源として噴出した広域テフラである（町

田・新井（2011）(53)）。 

 守屋（1983）(68)の日本の第四紀火山の地形発達過程に基づく分類によれば大山は最終

期である第４期とされる。また、米倉（2001）(69)によれば、一般にこの第４期の噴出量

は第１期〜第３期と比べて少なく、数 km３とされる。 

 また、山元（2014b）(31)による活動履歴情報の整理に基づけば、約 40万年前以降、最

も規模の大きな噴火は大山倉吉テフラ噴火であるが、これに至る活動間隔は、大山倉吉

テフラ噴火以降の経過期間に比べて十分に長い。 

 ただし、数 km３以下の規模の噴火については、大山倉吉テフラ噴火以前もしくは以降

においても繰り返し発生している。また、Zhao et al.（2011）(70)によれば、大山の地下

深部に広がる低速度層と、大山の西方地下で発生している低周波地震の存在から、地下

深部にはマグマ溜まりが存在している可能性が示唆される。保守的に、この低速度層を

マグマ溜まりとして評価した場合、その深度は 20km以深に位置し、これは爆発的噴火を

引き起こす珪長質マグマの浮力中立点の深度 7km（東宮（1997）(71)）よりも深い位置に

相当する。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における大山倉吉テフラと同規模噴火の発

生可能性は十分に小さいと判断される。 

m．阿蘇４、阿蘇３テフラ（阿蘇カルデラ） 

 阿蘇４テフラは約 8.5万年前～約 9万年前に、阿蘇３テフラは約 13万年前に、いずれ

も阿蘇カルデラを噴出源として噴出した広域テフラである（町田・新井（2011）(53)）。 

 Nagaoka（1988）(72)に基づけば、現在の阿蘇カルデラの活動期は、最新の破局的噴火（約

9万年前の阿蘇４テフラの噴出）以降、阿蘇山において草千里ヶ浜軽石等の多様な噴火様

式による小規模噴火が発生していることから、阿蘇山における後カルデラ噴火ステージ

の活動と考えられ、苦鉄質火山噴出物及び珪長質火山噴出物の給源火口の分布（三好他

（2005）（73））から、地下に大規模な珪長質マグマ溜まりは存在していないと考えられる。

また、破局的噴火の最短の活動間隔（約 2 万年）は、最新の破局的噴火からの経過期間

（約 9万年）と比べて短い。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における阿蘇４、阿蘇３テフラと同規模噴

火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

n．姶良Ｔｎテフラ（姶良カルデラ） 

 姶良Ｔｎテフラは、南九州の姶良カルデラを噴出源とし、約 2.8 万年前～約 3 万年前

に噴出した広域テフラである（町田・新井（2011）(53)）。 

現在の姶良カルデラの活動期は、Nagaoka（1988）(72)に基づけば、後カルデラ火山噴火

ステージであると考えられる。また、破局的噴火の活動間隔（約 6 万年以上）は、最新

の破局的噴火である約 3 万年前の姶良Ｔｎテフラの噴出からの経過期間と比べ十分に長

く、現在は破局的噴火に先行して発生するプリニー式噴火ステージの兆候が認められな

い。 
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 以上のことから、試験研究炉の運用期間中における、姶良Ｔｎテフラと同規模噴火の

可能性は十分に小さいと判断される。 

o．鬼界アカホヤテフラ、鬼界葛原テフラ（鬼界カルデラ） 

 鬼界アカホヤテフラは約 7,300 年前に、鬼界葛原テフラは約 9.5 万年前に、いずれも

鬼界カルデラを噴出源として噴出した広域テフラである（町田・新井（2011）(53)）。 

 現在の鬼界カルデラの活動期は、Nagaoka（1988）(72)に基づけば、後カルデラ火山噴火

ステ－ジ（薩摩硫黄島）であると考えられる。また、鬼界カルデラにおける破局的噴火

の活動間隔は約 5 万年以上であり、最新の破局的噴火からの経過期間（約 0.7 万年）に

比べて十分長い。 

 以上のことから、試験研究炉の運用期間中における鬼界アカホヤテフラ及び鬼界葛原

テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

(2) 噴出源が同定できない降下火砕物 

 敷地周辺で確認された噴出源が同定できない降下火砕物は、 敷地から西北西に約 23km

の茨城県笠間市大古山の涸沼川沿いで確認される「涸沼川テフラ」（山元（2013a）(11)）の

1つである。本テフラは見和層下部のエスチュアリ－相泥質堆積物中に再堆積物として挟

まれる層厚 15㎝の軽石質の粗粒火山灰であるとされている（山元（2013a）(11)）。また、

涸沼川テフラは敷地近傍においてその分布が認められないことから、敷地への影響は十分

に小さいと判断される。 

(3) 設計上考慮する降下火砕物の層厚の検討 

 文献調査結果から、敷地周辺で分布が推定される主な降下火砕物のうち、噴出源が同定

でき、試験研究炉の運用期間中における同規模の噴火の可能性のある降下火砕物として、

高原山を噴出源とする高原戸室山２テフラ、男体・女峰火山群を噴出源とする男体今市テ

フラ、男体七本桜テフラ、赤城山を噴出源とする赤城鹿沼テフラ、赤城行川２テフラ、赤

城水沼１テフラ、赤城水沼２テフラ、赤城水沼８テフラ、赤城水沼９－１０テフラ、燧ケ

岳を噴出源とする燧ヶ岳七入テフラ、沼沢を噴出源とする沼沢芝原テフラ、榛名山を噴出

源とする榛名八崎テフラ、四阿山を噴出源とする四阿菅平２テフラが挙げられる。 

 一方、噴出源が同定できない降下火砕物として、涸沼川テフラが認められる。 

 これらの降下火砕物のうち、敷地周辺において層厚とその噴火規模が最も大きい降下火

砕物は赤城鹿沼テフラであり、設計上考慮する降下火砕物として詳細に検討を行った。 

ａ．～ｂ．  

（省略） 

 (4) 設計上考慮する降下火砕物の層厚の設定 

（省略） 

8.4.1.2 密度に関する評価 

（省略） 

 

8.4.2 火山性土石流、火山泥流及び洪水 

 施設に影響を及ぼし得る 12 火山のうち、敷地から 120 ㎞の範囲内には高原山、那須岳、男

体・女峰火山群、日光白根山の 4火山が位置する。敷地は那珂川流域に位置し、上流域に対象

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における、姶良Ｔｎテフラと同規模噴火の

可能性は十分に小さいと判断される。 

o．鬼界アカホヤテフラ、鬼界葛原テフラ（鬼界カルデラ） 

 鬼界アカホヤテフラは約 7,300 年前に、鬼界葛原テフラは約 9.5 万年前に、いずれも

鬼界カルデラを噴出源として噴出した広域テフラである（町田・新井（2011）(53)）。 

 現在の鬼界カルデラの活動期は、Nagaoka（1988）(72)に基づけば、後カルデラ火山噴火

ステージ（薩摩硫黄島）であると考えられる。また、鬼界カルデラにおける破局的噴火

の活動間隔は約 5 万年以上であり、最新の破局的噴火からの経過期間（約 0.7 万年）に

比べて十分長い。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における鬼界アカホヤテフラ及び鬼界葛原

テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

(2) 噴出源が同定できない降下火砕物 

 敷地周辺で確認された噴出源が同定できない降下火砕物は、敷地から西北西に約 23km

の茨城県笠間市大古山の涸沼川沿いで確認される「涸沼川テフラ」（山元（2013a）(11)）の

1つである。本テフラは見和層下部のエスチュアリー相泥質堆積物中に再堆積物として挟

まれる層厚 15㎝の軽石質の粗粒火山灰であるとされている（山元（2013a）(11)）。また、

涸沼川テフラは敷地近傍においてその分布が認められないことから、敷地への影響は十分

に小さいと判断される。 

(3) 設計上考慮する降下火砕物の層厚の検討 

 文献調査結果から、敷地周辺で分布が推定される主な降下火砕物のうち、噴出源が同定

でき、原子炉施設の運用期間中における同規模の噴火の可能性のある降下火砕物として、

高原山を噴出源とする高原戸室山２テフラ、男体・女峰火山群を噴出源とする男体今市テ

フラ、男体七本桜テフラ、赤城山を噴出源とする赤城鹿沼テフラ、赤城行川２テフラ、赤

城水沼１テフラ、赤城水沼２テフラ、赤城水沼８テフラ、赤城水沼９－１０テフラ、燧ケ

岳を噴出源とする燧ヶ岳七入テフラ、沼沢を噴出源とする沼沢芝原テフラ、榛名山を噴出

源とする榛名八崎テフラ、四阿山を噴出源とする四阿菅平２テフラが挙げられる。 

 一方、噴出源が同定できない降下火砕物として、涸沼川テフラが認められる。 

 これらの降下火砕物のうち、敷地周辺において層厚とその噴火規模が最も大きい降下火

砕物は赤城鹿沼テフラであり、設計上考慮する降下火砕物として詳細に検討を行った。 

ａ．～ｂ．  

（変更なし） 

(4) 設計上考慮する降下火砕物の層厚の設定 

（変更なし） 

8.4.1.2 密度に関する評価 

（変更なし） 

 

8.4.2 火山性土石流、火山泥流及び洪水 

施設に影響を及ぼし得る 12 火山のうち、敷地から 120 ㎞の範囲内には高原山、那須岳、男

体・女峰火山群、日光白根火山群の 4火山が位置する。敷地は那珂川流域に位置し、上流域に
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火山が存在する。 

 文献調査の結果、那珂川に沿う瓜連丘陵に火山性土石流堆積物である粟河軽石が分布する

（坂本・宇野沢（1976）(77)）。しかしながら、那珂川の流下方向は敷地へ向かっていない。ま

た、那珂川と敷地の間には鹿島台地が分布し敷地は台地上に位置する。（第 8.4.8図）。このこ

とから、火山性土石流、火山泥流及び洪水が施設に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと判断

される。 

 

8.4.3～8.4.5 

 （省略） 

 

8.5 参考文献 

    （省略） 
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（坂本・宇野沢（1976）(77)）。しかしながら、那珂川の流下方向は敷地へ向かっていない。ま

た、那珂川と敷地の間には鹿島台地が分布し敷地は台地上に位置する。（第 8.4.8図）。このこ
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類８（1. 安全設計の考え方 1.1 安全設計の方針）】 

  



添 8-1-1.1-1 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

1. 安全設計の考え方 

 

1.1 安全設計の方針 

1.1.1 基本的方針 

原子炉施設は、以下の基本的方針のもとに安全設計を行い、「核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律」等の関係法令の要求を満足するとともに、「設置許可基準規則」に適合す

る設計とする。 

（１）～（８） 

（省略） 

（９）原子炉施設には、放射線から放射線業務従事者を防護し、かつ、通常運転時、運転時の

異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原子炉施設における放射性物質の濃度及

び放射線量並びに周辺監視区域の境界付近における放射線量を監視及び測定するための放

射線管理施設を設ける。また、放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報及び設計基

準事故時における迅速な対応のために必要な情報を、中央制御室その他当該情報を伝達す

る必要がある場所に表示できる設備を設けるものとする。大洗研究所で共用する屋外管理

用モニタリングポストについては、非常用電源設備、無停電電源装置又はこれらと同等

以上の機能を有する電源設備により必要な電源を確保するとともに、その伝送系は多様

性を確保した設計とする。 

（10）原子炉施設は、設計基準事故より発生頻度は低いが、敷地周辺の公衆に対して過度の放

射線被ばく（実効線量の評価値が発生事故当たり 5mSvを超えるもの）を与えるおそれがあ

る事故について評価し、そのおそれがある場合には、当該事故の拡大を防止するために必

要な措置を講じた設計とする。 

 

1.1.2 （省略） 

 

1.1.3 計測制御系統施設の設計に関する基本方針 

原子炉施設には、炉心、原子炉冷却材バウンダリ、原子炉カバーガス等のバウンダリ及び格納

容器バウンダリ並びにこれらに関連する系統の健全性を確保するために監視することが必要な

パラメータを、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御

し、かつ、監視するための計測制御系統施設として、炉心の中性子束密度を監視するための核計

装及び原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリの圧力及び温度、１次主冷

却系の温度及び流量、格納容器内の圧力及び温度等を測定するためのプロセス計装を設ける。 

（１）～（４） 

（省略） 

（５）原子炉保護系において、電子計算機を使用する場合には、ハードウェアの物理的分離又

は機能的分離に加え、システムの導入段階、更新段階又は試験段階でコンピュータウイル

スが混入することを防止する等の措置を講じ、承認されていない動作や変更を防ぐものと

し、不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用

目的に反する動作をさせる行為による被害を防止することができるものとする。 

1. 安全設計の考え方 

 

1.1 安全設計の方針 

1.1.1 基本的方針 

原子炉施設は、以下の基本的方針のもとに安全設計を行い、「核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律」等の関係法令の要求を満足するとともに、「設置許可基準規則」に適合す

る設計とする。 

（１）～（８） 

（変更なし） 

（９）原子炉施設には、放射線から放射線業務従事者を防護し、かつ、通常運転時、運転時の

異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原子炉施設における放射性物質の濃度及

び放射線量並びに周辺監視区域の境界付近における放射線量を監視及び測定するための放

射線管理施設を設ける。また、放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報及び設計基

準事故時における迅速な対応のために必要な情報を、中央制御室その他当該情報を伝達す

る必要がある場所に表示できる設備を設けるものとする。大洗研究所で共用する屋外管理

用モニタリングポストについては、非常用発電機及び無停電電源装置により必要な電源を

確保するとともに、その伝送系は多様性を確保した設計とする。 

 

（10）原子炉施設は、設計基準事故より発生頻度は低いが、敷地周辺の公衆に対して過度の放

射線被ばく（実効線量の評価値が発生事故当たり 5mSvを超えるもの）を与えるおそれがあ

る事故について評価し、そのおそれがある場合には、当該事故の拡大を防止するために必

要な措置を講じた設計とする。 

 

1.1.2 （変更なし） 

 

1.1.3 計測制御系統施設の設計に関する基本方針 

原子炉施設には、炉心、原子炉冷却材バウンダリ、原子炉カバーガス等のバウンダリ及び格納

容器バウンダリ並びにこれらに関連する系統の健全性を確保するために監視することが必要な

パラメータを、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御

し、かつ、監視するための計測制御系統施設として、炉心の中性子束密度を監視するための核計

装及び原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリの圧力及び温度、１次主冷

却系の温度及び流量、格納容器内の圧力及び温度等を測定するためのプロセス計装を設ける。 

（１）～（４） 

（変更なし） 

（５）原子炉保護系にあっては、ハードワイヤードロジック（補助継電器や配線等で構成し、

ハードウェアによる物理的な結線で命令を実行）で構成し、ソフトウェアを用いないアナ

ログ回路とする。 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（６） （省略） 

 

1.1.4 工学的安全施設の設計に関する基本方針 

原子炉施設には、格納容器及び外周コンクリート壁並びに非常用換気設備からなる工学的安全

施設等から構成される原子炉格納施設を設ける。また、原子炉格納施設は、格納容器及び外周コ

ンクリート壁との間の下半部を密閉したアニュラス部を有するものとする。 

格納容器は、通常運転時において、所定の漏えい率を超えることがないように、また、アニュ

ラス部は、通常運転時において、その内部を負圧状態に維持し得るように設計する。工学的安全

施設は、設計基準事故時において、公衆に放射線障害を及ぼさないようにするため、格納容器か

ら放出される放射性物質を低減するように、かつ、設計基準事故その他の格納容器から気体状の

放射性物質が漏えいすることにより公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合は、原子炉格納

施設内の放射性物質の濃度を低下させるように設計する。  

格納容器を貫通する配管には、事故の収束に必要な系統の配管に隔離弁を設けることにより安

全性を損なうおそれがある場合及び計測装置又は制御棒駆動装置に関連する配管であって、当該

配管を通じての漏えい量が十分許容される程度に抑制されているものを除き、隔離弁を設ける。

格納容器及び隔離弁で構成される格納容器バウンダリは、通常運転時、運転時の異常な過渡変化

時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有し、かつ、適切に作

動する隔離機能と併せて所定の漏えい率を超えることがないように設計する。  

なお、格納容器内は、地下中 1階床面を、格納容器（床上）と格納容器（床下）のバウンダリ

とし、格納容器（床上）を空気雰囲気に、格納容器（床下）を窒素雰囲気とする（ただし、原子

炉停止中において、機器保修等のために作業員が入域する場合にあっては、空気雰囲気にできる

ものとする）。これらの圧力等を制御するため、格納容器には、格納容器空気雰囲気調整設備と格

納容器窒素雰囲気調整設備から構成する格納容器雰囲気調整系を設ける。また、アニュラス部に

あっては、通常運転時において、その内部を負圧状態に維持し得るように、アニュラス部排気設

備を設ける。アニュラス部排気設備は、非常用換気設備である非常用ガス処理装置と連結される。

アニュラス部より排気されたガスは、通常運転時において、アニュラス部排気設備のフィルタを

経由し、主排気筒から放出されるが、原子炉保護系（アイソレーション）が作動した場合には、

非常用ガス処理装置を経由して、主排気筒から放出される。非常用ガス処理装置は、プレフィル

タ、高性能フィルタ、チャコールフィルタを有し、格納容器内に気体状の放射性物質が放出され

る事故時等において、環境に放出される放射性物質を低減する機能を有する。 

 

1.1.5 ～ 1.1.6 

（省略） 

 

1.1.7 誤操作の防止に関する基本方針 

原子炉施設は、誤操作を防止するように設計する。また、安全施設は、その運転が必要となる

環境条件を想定しても、運転員が容易に操作できるように設計する。 

 

 

（６） （変更なし） 

 

1.1.4 工学的安全施設の設計に関する基本方針 

原子炉施設には、格納容器及び外周コンクリート壁並びに非常用換気設備からなる工学的安全

施設等から構成される原子炉格納施設を設ける。また、原子炉格納施設は、格納容器及び外周コ

ンクリート壁との間の下半部を密閉したアニュラス部を有するものとする。 

格納容器は、通常運転時において、所定の漏えい率を超えることがないように、また、アニュ

ラス部は、通常運転時において、その内部を負圧状態に維持し得るように設計する。工学的安全

施設は、設計基準事故時において、公衆に放射線障害を及ぼさないようにするため、格納容器か

ら放出される放射性物質を低減するように、かつ、設計基準事故その他の格納容器から気体状の

放射性物質が漏えいすることにより公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合は、原子炉格納

施設内の放射性物質の濃度を低下させるように設計する。  

格納容器を貫通する配管には、事故の収束に必要な系統の配管に隔離弁を設けることにより安

全性を損なうおそれがある場合であって、当該配管を通じての漏えい量が十分許容される程度に

抑制されているものを除き、隔離弁を設ける。格納容器及び隔離弁で構成される格納容器バウン

ダリは、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよ

う、十分な破壊じん性を有し、かつ、適切に作動する隔離機能と併せて所定の漏えい率を超える

ことがないように設計する。  

なお、格納容器内は、地下中 1階床面を、格納容器（床上）と格納容器（床下）のバウンダリ

とし、格納容器（床上）を空気雰囲気に、格納容器（床下）を窒素雰囲気とする（ただし、原子

炉停止中において、機器保修等のために作業員が入域する場合にあっては、空気雰囲気にできる

ものとする）。これらの圧力等を制御するため、格納容器には、格納容器空気雰囲気調整設備と格

納容器窒素雰囲気調整設備から構成する格納容器雰囲気調整系を設ける。また、アニュラス部に

あっては、通常運転時において、その内部を負圧状態に維持し得るように、アニュラス部排気設

備を設ける。アニュラス部排気設備は、非常用換気設備である非常用ガス処理装置と連結される。

アニュラス部より排気されたガスは、通常運転時において、アニュラス部排気設備のフィルタを

経由し、主排気筒から放出されるが、原子炉保護系（アイソレーション）が作動した場合には、

非常用ガス処理装置を経由して、主排気筒から放出される。非常用ガス処理装置は、プレフィル

タ、高性能フィルタ、チャコールフィルタを有し、格納容器内に粒子状の放射性物質が放出され

る事故時等において、環境に放出される放射性物質を低減する機能を有する。 

 

1.1.5 ～ 1.1.6 

（変更なし） 

 

1.1.7 誤操作の防止に関する基本方針 

原子炉施設は、誤操作を防止するように設計する。 

また、安全施設は、その操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性をもって同時にも

たらされる環境条件（余震等を含む。）及び施設で有意な可能性をもって同時にもたらされる環

境条件を想定しても、運転員が容易に操作できるように設計するとともに、運転時の異常な過渡
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

（１）中央制御室に設置する制御盤等（操作スイッチ等を含む。）は、系統及び機器に応じた

配置とし、名称等を表示するとともに、各盤には、操作スイッチ等とともに、原子炉施設

の状態が正確かつ迅速に把握できるように運転表示、計器表示及び警報表示を設け、保守

点検においても誤りが生じにくいように設計する。警報表示（原子炉保護系の作動に係る

ものを含む。）については、原子炉施設の状態がより正確かつ迅速に把握できるように、重

要度に応じて色分けするものとし、警報（ブザー又はベル）を発することで、運転員の注

意を喚起して、その内容を表示できるものとする。 

 

 

（２）運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時、及び運転時の異常な過渡変化又は設計

基準事故の発生後に、その動作が期待される安全施設は、運転員の操作を期待しなくても

必要な安全機能が確保されるように設計する。また、中央制御室には、設計基準事故が発

生した場合に、原子炉の運転の停止その他の原子炉施設の安全性を確保するための措置を

とるため、従事者が支障なく中央制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置

をとるための操作を行うことができるよう、遮蔽その他の適切な放射線防護措置、気体状

の放射性物質及び中央制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対する換気設備の隔離そ

の他の適切に防護するための設備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8 安全避難通路等に関する基本方針 

原子炉施設の安全避難通路には、その位置を容易に識別できるように、誘導灯又は誘導標識を

設ける。また、安全避難通路等に設置した照明の一部については、非常用ディーゼル電源系又は

直流無停電電源系より給電できるものとし、通常の照明用の電源を喪失した場合においても、機

能を損なわないように設計する。さらに、設計基準事故時に、昼夜及び場所を問わず、原子炉施

設内で事故対策のための作業が生じた場合に、作業が可能となるよう、バッテリー内蔵型の可搬

型照明を配備する。 

 

 

 

変化又は設計基準事故の発生後、ある時間までは、運転員の操作を期待しなくても、原子炉の固

有の安全性及び安全保護回路の動作により、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が安全に

終止できるものとする。 

（１）中央制御室に設置する制御盤等（操作スイッチ等を含む。）は、人間工学上の諸因子を

考慮して、系統及び機器に応じた配置とし、名称を表示するとともに、各盤には、操作ス

イッチ等とともに、原子炉施設の状態が正確かつ迅速に把握できるように運転表示、計器

表示及び警報表示を設け、保守点検においても誤りが生じにくいように設計する。警報表

示（原子炉保護系の作動に係るものを含む。）については、原子炉施設の状態がより正確か

つ迅速に把握できるように、重要度に応じて色分けするものとし、警報（ブザー又はベル）

を発することで、運転員の注意を喚起して、その内容を表示できるものとする。 

また、現場の盤及び弁に対して銘板の取付けによる識別を行い、保守点検における誤操

作を防止する設計とする。 

（２）原子炉を安全に停止するために必要な安全機能を有する安全施設に係る操作は、中央制

御室において、集中して対応できるものとする。運転時の異常な過渡変化時又は設計基準

事故時、及び運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後に、その動作が期待され

る安全施設は、運転員の操作を期待しなくても必要な安全機能が確保されるように設計す

る。また、中央制御室には、設計基準事故が発生した場合に、原子炉の運転の停止その他

の原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく中央制御室に

入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、

遮蔽その他の適切な放射線防護措置、気体状の放射性物質及び中央制御室外の火災により

発生する燃焼ガスに対する換気設備の隔離その他の適切に防護するための設備を設ける。 

（３）「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、原子炉施設保安

規定を定める。原子炉施設保安規定には、誤操作を防止する観点で、以下について遵守事

項を定める。 

・ 運転要領の作成（運転管理、保守管理、事故発生時の措置）に関すること。 

・ 運転制限条件を超え、又は超えるおそれがあると認めた場合の措置に関すること。 

・ 地震又は火災時の措置に関すること。 

・ 設計想定事象等が発生した場合の措置に関すること。 

 

1.1.8 安全避難通路等に関する基本方針 

（１）原子炉施設の建物内には安全避難通路を設けるとともに、安全避難通路には、その位置を明

確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できるように、誘導灯又は誘導標識を設ける。 

また、安全避難通路に設置した避難用の照明については、バッテリー内蔵型とするか、又は非

常用ディーゼル電源系若しくは直流無停電電源系より給電できるものとし、通常の照明用の電源

を喪失した場合においても、機能を損なわないように設計する。 

原子炉施設では、運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時、及び運転時の異常な過渡変

化又は設計基準事故の発生後に、その動作が期待される安全施設は、運転員の操作を期待しなく

ても必要な安全機能が確保されるように設計する。運転員に期待する対応は「監視」とし、当該

対応は、中央制御室で実施する。中央制御室にあっては、常設照明の一部について、非常用ディ
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1.1.9 人の不法な侵入等の防止に関する基本方針 

原子炉施設には、原子炉施設への人の不法な侵入、原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有

する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること

及び不正アクセス行為を防止するための設備を設ける。 

（１）人の不法な侵入の防止 

原子炉施設への人の不法な侵入（人による核物質の不法な移動又は妨害破壊行為を含

む。）を防止するため、安全施設を含む区域は、これらの区域への接近管理及び出入管理を

行うことができるように設計する。 

 

 

 

 

 

（２）不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷する

おそれがある物件が持ち込まれることの防止 

原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物

件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること（郵便物等による爆破物又は有害物質

の持ち込みを含む。）を防止するため、原子炉施設には、柵等の障壁を設け、持ち込みルー

トを限定し、持ち込まれる物件を管理できるように設計する。 

 

 

 

 

 

（３）不正アクセス行為の防止 

原子炉施設のプラント計測・制御機能を有する安全施設は、外部からのアクセスを遮断

する設計とし、不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）により、電子計算機等に使用目

的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止す

ることができるように設計する。 

 

ーゼル電源系より給電できるものとし、さらに、バッテリー内蔵型の可搬型照明も配備する。充

電式の可搬型照明の充電は、一般電源系又は非常用ディーゼル電源系により行う。 

（２）「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、原子炉施設保安規定を

定める。原子炉施設保安規定には、安全避難通路等について、以下の内容を含む手順を定め、適

切な管理を行う。 

・ 避難用の照明に係る検査に関すること。 

・ 可搬型照明の必要数及び保管場所、並びに検査に関すること。 

 

1.1.9 人の不法な侵入等の防止に関する基本方針 

原子炉施設には、原子炉施設への人の不法な侵入、原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有

する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること

及び不正アクセス行為を防止するための設備を設ける。 

（１）人の不法な侵入の防止 

原子炉施設への人の不法な侵入（人による核物質の不法な移動又は妨害破壊行為を含

む。）を防止するため、安全施設を含む区域は、これらの区域への接近管理及び出入管理を

行うことができるように設計する。大洗研究所においては、人及び車両の立入りを制限す

るための区域を設定し、柵等の障壁を設置する。当該区域の出入口は常時監視又は施錠管

理を行える設計とする。また、原子炉施設の周辺には、接近管理及び出入管理を行う区域

を設定し、柵等の障壁を設置するとともに、原子炉施設には、鉄筋コンクリート造りの障

壁等の堅固な構造の障壁を有する区域を設け、出入口の常時監視又は施錠管理により、人

の立入りを制限する。 

（２）不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷する

おそれがある物件が持ち込まれることの防止 

原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物

件を損傷するおそれがある物件（以下「不正な物品」という。）が持ち込まれること（大洗

研究所内の人による核物質の不法な移動又は妨害破壊行為、郵便物等による大洗研究所の

外部からの爆破物又は有害物質の持ち込みを含む。）を防止するため、原子炉施設には、柵

等の障壁を設け、持ち込みルートを限定し、持ち込まれる物件を管理できるように設計す

る。大洗研究所の外部から搬入される郵便物や宅配物については、大洗研究所の立入りを

制限するための区域外に確認場所を設け、検査装置を用いて確認を行うことにより、不正

な物品の持ち込みを防止する設計とする。原子炉施設の立入りを制限するための区域へ入

域する際は、警備員等による携帯品等の持込品確認を行うことにより、不正な物品の持ち

込みを防止する設計とする。 

（３）不正アクセス行為の防止 

原子炉施設の運転制御に関する設備又は装置及び核物質防護のために必要な設備又は装

置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通した外部からのアクセスを遮断する設

計とし、不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）により、電子計算機等に使用目的に沿

うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止すること

ができるように設計する。また、外部から電子媒体が持ち込まれてコンピュータウイルス
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に感染する等によるシステムの異常動作を防止するため、原子炉施設の出入管理により、

物理的アクセスを制限するとともに、関係者以外のアクセスを防止する設計とする。 

原子炉保護系及び原子炉出力制御系にあっては、ハードワイヤードロジックで構成され

ており、ソフトウェアを用いないアナログ回路とするとともに、その他の計測制御系統施

設から機能的に分離されたものとする。 

原子炉制御系（原子炉冷却材温度制御系及び１次冷却材流量制御系）にあっては、外部

ネットワークと接続されていない独立したシステムとすることで、電気通信回線を通した

原子炉制御系に対する外部からのアクセスを遮断する。また、外部から電子媒体が持ち込

まれてコンピュータウイルスに感染する等によるシステムの異常動作を防止するため、原

子炉制御系を中央制御室に設置し、常時監視できる環境とすることで、関係者以外のアク

セスを防止する設計とするとともに、中央制御室について、出入口を施錠管理できる区域

に設置し、核物質防護に係る原子炉施設の出入管理（区域の設定、障壁の設置及び出入口

の管理等）により人の不法な侵入を防止することで、物理的アクセスを制限する。 

中央制御室外原子炉停止盤にあっては、ソフトウェアを用いないアナログ回路により構

成するとともに、不正な操作を防止するため、手動スクラムボタンは、施錠管理できる扉

付きの盤内に設置する。 

（４）体制 

特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理するため、「核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、核物質防護管理者を選任する。 

所長は、大洗研究所（南地区）原子炉施設に係る特定核燃料物質の防護に関する業務を

統括する。所長は、緊急時に備え、あらかじめ緊急時の対応組織（現地対策本部）を定め

るとともに緊急時対応要員を確保する。 

（５）手順等 

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、核物質防護規定

を定める。核物質防護規定には、人の不法な侵入の防止、不正な物品の持ち込みの防止、

不正アクセス行為の防止に関連し、以下について遵守事項を定める。 

・ 防護区域等の設定並びに巡視及び監視に関すること。 

・ 防護区域等の出入管理に関すること。 

・ 防護設備の設置等に関すること。 

・ 情報システムセキュリティに関すること。 

・ 教育及び訓練に関すること。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類８（1. 安全設計の考え方 1.2 安全機能の重要度分類）】 
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1.2 安全機能の重要度分類 

安全施設の安全機能の重要度を、「水冷却型試験研究用原子炉施設に関する安全設計審査指針」

（2）の「添付 水冷却型試験研究用原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する基本的な考え方」

（以下「研究炉の重要度分類の考え方」という。）を参考に、原子炉施設の特徴を踏まえて、以下

のように定め、安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保されるように設計

する。 

 

1.2.1～1.2.3 

  （省略） 

 

1.2.4 重要安全施設の選定 

重要安全施設については、「外部からの衝撃による損傷の防止」、「信頼性に対する設計上の考

慮」及び「電気系統に対する設計上の考慮」の観点で、安全施設のうち、安全機能の重要度が特

に高い安全機能を有するものとして選定する。 

 

 

（１）外部からの衝撃による損傷の防止に係る重要安全施設 

「研究炉の重要度分類の考え方」を参考に、その機能、構造及び動作原理を考慮し、そ

の機能喪失により周辺の公衆に過度の放射線被ばくを与えるおそれのある施設として、以

下の施設を外部からの衝撃による損傷の防止に係る重要安全施設とする（第 1.2.3 表参

照）。 

（ⅰ）クラス１ 

（ⅱ）クラス２のうち、周辺の公衆に過度の放射線被ばくを与えることを防止するための

安全機能を有し、特に自然現象の影響を受けやすく、かつ、代替手段によってその機

能の維持が困難であるか、又はその修復が著しく困難な構築物、系統及び機器（「過

度の放射線被ばくを与えるおそれのある」とは、安全機能の喪失による周辺の公衆の

実効線量の評価値が発生事故当たり 5mSvを超えることをいう。） 

重要安全施設については、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定

される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じる応力

を、それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して、適切に組み合わせるものとする。 

（２）信頼性に対する設計上の考慮を必要とする重要安全施設 

「研究炉の重要度分類の考え方」を参考に、その機能、構造及び動作原理を考慮し、以

下の施設を信頼性に対する設計上の考慮を必要とする重要安全施設とする（第 1.2.4 表参

照）。 

（ⅰ）ＭＳ－１のうち、想定される単一故障及び外部電源が利用できない場合に動的機能

を必要とする構築物、系統及び機器 

（ⅱ）ＭＳ－２のうち、異常状態発生時に、周辺の公衆に過度の放射線被ばくを与えるこ

とを防止するために、異常状態の緩和及び放射性物質の閉じ込め機能を果たすべき

構築物、系統及び機器 

1.2 安全機能の重要度分類 

安全施設の安全機能の重要度を、「水冷却型試験研究用原子炉施設に関する安全設計審査指針」

（2）の「添付 水冷却型試験研究用原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する基本的な考え方」

（以下「研究炉の重要度分類の考え方」という。）を参考に、原子炉施設の特徴を踏まえて、以下

のように定め、安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保されるように設計

する。 

 

1.2.1～1.2.3 

  （変更なし） 

 

  1.2.4 重要安全施設の選定 

重要安全施設については、「外部からの衝撃による損傷の防止」、「信頼性に対する設計上の考

慮」及び「電気系統に対する設計上の考慮」の観点で、安全施設のうち、安全機能の重要度が特

に高い安全機能を有するものとして選定する。安全機能の重要度が特に高い安全機能を有する安

全施設のうち、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生した場合にその機能が要求され

るものは、これらの 3つの観点から信頼性を確保した設計とする。 

（１）外部からの衝撃による損傷の防止に係る重要安全施設 

「研究炉の重要度分類の考え方」を参考に、その機能、構造及び動作原理を考慮し、そ

の機能喪失により周辺の公衆に過度の放射線被ばくを与えるおそれのある施設として、以

下の施設を外部からの衝撃による損傷の防止に係る重要安全施設とする（第 1.2.3 表参

照）。 

（ⅰ）クラス１ 

（ⅱ）クラス２のうち、特に自然現象の影響を受けやすく、かつ、代替手段によってその

機能の維持が困難であるか、又はその修復が著しく困難な構築物、系統及び機器 

 

 

 

重要安全施設については、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定

される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じる応力

を、それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して、適切に組み合わせるものとする。 

（２）信頼性に対する設計上の考慮を必要とする重要安全施設 

「研究炉の重要度分類の考え方」を参考に、その機能、構造及び動作原理を考慮し、以

下の施設を信頼性に対する設計上の考慮を必要とする重要安全施設とする（第 1.2.4 表参

照）。 

（ⅰ）ＭＳ－１のうち、想定される単一故障及び外部電源が利用できない場合に動的機能

を必要とする構築物、系統及び機器 

（ⅱ）ＭＳ－２のうち、異常状態発生時に、周辺の公衆に過度の放射線被ばくを与えるこ

とを防止するために、異常状態の緩和及び放射性物質の閉じ込め機能を果たすべき

構築物、系統及び機器 
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重要安全施設については、想定される単一故障及び外部電源が利用できない場合におい

ても機能できるよう、多重性又は多様性及び独立性を確保し、安全機能を確保するように

設計する。 

（３）電気系統に対する設計上の考慮を必要とする重要安全施設 

「研究炉の重要度分類の考え方」を参考に、その機能、構造及び動作原理を考慮し、以

下の施設を電気系統に対する設計上の考慮を必要とする重要安全施設とする（第 1.2.5 表

参照）。 

（ⅰ）ＭＳ－１のうち、外部電源が利用できない場合に動的機能を必要とする構築物、系

統及び機器（ただし、外部電源が利用できない場合にフェイルセーフの構造及び動作

原理を有するものを除く。） 

（ⅱ）ＭＳ－２のうち、異常状態発生時に、周辺の公衆に過度の放射線被ばくを与えるこ

とを防止するために、異常状態の緩和及び放射性物質の閉じ込め機能を果たすべき

構築物、系統及び機器 

原子炉施設は、重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を当該重要安

全施設に供給するため、電力系統に連系するように設計する。 

 

第 1.2.1表 （省略） 

第 1.2.2表(1) （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要安全施設については、想定される単一故障及び外部電源が利用できない場合におい

ても機能できるよう、多重性又は多様性及び独立性を確保し、安全機能を確保するように

設計する。 

（３）電気系統に対する設計上の考慮を必要とする重要安全施設 

「研究炉の重要度分類の考え方」を参考に、その機能、構造及び動作原理を考慮し、以

下の施設を電気系統に対する設計上の考慮を必要とする重要安全施設とする（第 1.2.5 表

参照）。 

（ⅰ）ＭＳ－１のうち、外部電源が利用できない場合に動的機能を必要とする構築物、系

統及び機器（ただし、外部電源が利用できない場合にフェイルセーフの構造及び動作

原理を有するものを除く。） 

（ⅱ）ＭＳ－２のうち、異常状態発生時に、周辺の公衆に過度の放射線被ばくを与えるこ

とを防止するために、異常状態の緩和及び放射性物質の閉じ込め機能を果たすべき

構築物、系統及び機器 

原子炉施設は、重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を当該重要安

全施設に供給するため、電力系統に連系するように設計する。 

 

第 1.2.1表 （変更なし） 

第 1.2.2表(1) （変更なし） 
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第 1.2.2表(2) 安全上の機能別重要度分類表に係る定義及び該当する安全施設 

 

分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＭＳ－１ 

 

異常状態発生時

に、敷地周辺公衆

への過度の放射

線の影響を防止

する構築物、系統

及び機器 

 

原子炉の緊急停止 

及び未臨界維持機能 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

 ３）下部案内管 

③ 後備炉停止制御棒 

④ 後備炉停止制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

 ３）下部案内管 

① 炉心支持構造物 

 １）炉心支持板 

 ２）支持構造物 

② 炉心バレル構造物 

 １）バレル構造体 

③ 炉心構成要素 

 １）炉心燃料集合体 

 ２）照射燃料集合体 

 ３）内側反射体 

 ４）外側反射体（Ａ） 

 ５）材料照射用反射体 

 ６）遮へい集合体 

 ７）計測線付実験装置 

 ８）照射用実験装置 

１次冷却材漏えい量 

の低減機能 

① 原子炉容器 

 １）リークジャケット 

② １次主冷却系、１次補助冷却系

及び１次ナトリウム充填・ドレン系

のうち、原子炉冷却材バウンダリに

属する容器・配管・ポンプ・弁の配

管（外側）又はリークジャケット 

③ １次主冷却系 

 １）逆止弁 

④ １次補助冷却系 

 １）サイフォンブレーク弁 

⑤ １次予熱窒素ガス系 

 １）仕切弁 

① 関連するプロセス計装

（ナトリウム漏えい検出

器） 

原子炉停止後 

の除熱機能 

① １次主冷却系 

 １）１次主循環ポンプポニーモー

タ 

 ２）逆止弁 

② ２次主冷却系 

 １）主冷却機（主送風機を除く。） 

① 原子炉容器 

 １）本体 

② １次主冷却系、１次補

助冷却系及び１次ナトリ

ウム充填・ドレン系 

 １）原子炉冷却材バウン

ダリに属する容器・配管・

ポンプ・弁（ただし、計装

等の小口径のものを除

く。） 

③ ２次主冷却系、２次補

助冷却系、２次ナトリウム

純化系及び２次ナトリウ

ム充填・ドレン系 

 １）冷却材バウンダリに

属する容器・配管・ポン

プ・弁（ただし、計装等の

小口径のものを除く。） 

放射性物質 

の閉じ込め機能 

① 格納容器 

② 格納容器バウンダリに属する配

管・弁 

 

安全上必須なそ

の他の構築物、系

統及び機器 

工学的安全施設 

及び原子炉停止系への 

作動信号の発生機能 

① 原子炉保護系（スクラム） 

② 原子炉保護系（アイソレーショ

ン） 

① 関連する核計装 

② 関連するプロセス計装 

安全上特に重要な 

関連機能 

① 中央制御室 

② 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ

－１に関連するもの） 

③ 交流無停電電源系（ＭＳ－１に

関連するもの） 

④ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に

関連するもの） 

1  関連する補機冷却設

備 

 

 

第 1.2.2表(2) 安全上の機能別重要度分類表に係る定義及び該当する安全施設 

 

分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系＊ 

ＭＳ－１ 

 

異常状態発生時

に、敷地周辺公衆

への過度の放射

線の影響を防止

する構築物、系統

及び機器 

 

原子炉の緊急停止 

及び未臨界維持機能 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

 ３）下部案内管 

③ 後備炉停止制御棒 

④ 後備炉停止制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

 ３）下部案内管 

① 炉心支持構造物 

 １）炉心支持板 

 ２）支持構造物 

② 炉心バレル構造物 

 １）バレル構造体 

③ 炉心構成要素 

 １）炉心燃料集合体 

 ２）照射燃料集合体 

 ３）内側反射体 

 ４）外側反射体（Ａ） 

 ５）材料照射用反射体 

 ６）遮へい集合体 

 ７）計測線付実験装置 

 ８）照射用実験装置 

１次冷却材漏えい量 

の低減機能 

① 原子炉容器 

 １）リークジャケット 

② １次主冷却系、１次補助冷却系

及び１次ナトリウム充填・ドレン系

のうち、原子炉冷却材バウンダリに

属する容器・配管・ポンプ・弁の配

管（外側）又はリークジャケット 

③ １次主冷却系 

 １）逆止弁 

④ １次補助冷却系 

 １）サイフォンブレーク止弁 

⑤ １次予熱窒素ガス系 

 １）仕切弁 

① 関連するプロセス計装

（ナトリウム漏えい検出

器） 

原子炉停止後 

の除熱機能 

① １次主冷却系 

 １）１次主循環ポンプポニーモー

タ 

 ２）逆止弁 

② ２次主冷却系 

 １）主冷却機（主送風機を除く。） 

① 原子炉容器 

 １）本体 

② １次主冷却系、１次補

助冷却系及び１次ナトリ

ウム充填・ドレン系 

 １）原子炉冷却材バウン

ダリに属する容器・配管・

ポンプ・弁（ただし、計装

等の小口径のものを除

く。） 

③ ２次主冷却系、２次補

助冷却系、２次ナトリウム

純化系及び２次ナトリウ

ム充填・ドレン系 

 １）冷却材バウンダリに

属する容器・配管・ポン

プ・弁（ただし、計装等の

小口径のものを除く。） 

放射性物質 

の閉じ込め機能 

① 格納容器 

② 格納容器バウンダリに属する配

管・弁 

 

安全上必須なそ

の他の構築物、系

統及び機器 

工学的安全施設 

及び原子炉停止系への 

作動信号の発生機能 

① 原子炉保護系（スクラム） 

② 原子炉保護系（アイソレーショ

ン） 

① 関連する核計装 

② 関連するプロセス計装 

安全上特に重要な 

関連機能 

① 中央制御室 

② 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ

－１に関連するもの） 

③ 交流無停電電源系（ＭＳ－１に

関連するもの） 

④ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に

関連するもの） 

① 関連する補機冷却設備 

＊： 上記関連系は、当該系と同位の重要度を有するものとする。 

 



添 8-1-1.2-4 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

第 1.2.2表(3)  （省略） 

 

第 1.2.2表(4) 安全上の機能別重要度分類表に係る定義及び該当する安全施設 

 

分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＭＳ－２ 

 

ＰＳ－２の構築物、系統

及び機器の損傷又は故障

が及ぼす敷地周辺公衆へ

の放射線の影響を十分小

さくするようにする構築

物、系統及び機器 

 

燃料プール水 

の保持機能 

① 原子炉附属建物使用済燃料

貯蔵設備 

 １）水冷却池 

 ２）水冷却浄化設備のうち、サ

イフォンブレーク弁 

② 第一使用済燃料貯蔵建物使

用済燃料貯蔵設備 

 １）水冷却池 

 ２）水冷却浄化設備のうち、サ

イフォンブレーク弁 

③ 第二使用済燃料貯蔵建物使

用済燃料貯蔵設備 

 １）水冷却池 

 ２）水冷却浄化設備のうち、サ

イフォンブレーク弁 

 

放射線の遮蔽 

及び放出低減機能 

 

① 外周コンクリート壁 

② アニュラス部排気系 

 １）アニュラス部排気系（アニ

ュラス部常用排気フィルタを

除く。） 

③ 非常用ガス処理装置 

④ 主排気筒 

⑤ 放射線低減効果の大きい遮

蔽（安全容器及び遮へいコンク

リート冷却系を含む。） 

 

異常状態への対応上特に

重要な構築物、系統及び

機器 

事故時のプラント状態

の把握機能 

① 事故時監視計器の一部  

安全上特に重要なその他

の構築物、系統及び機器 

安全上重要な関連機能 ① 非常用ディーゼル電源系（Ｍ

Ｓ－１に属するものを除く。） 

② 交流無停電電源系（ＭＳ－１

に属するものを除く。） 

③ 直流無停電電源系（ＭＳ－１

に属するものを除く。） 

 

 

第 1.2.2表(5)～第 1.2.2表(6) （省略） 

第 1.2.3表(1)  （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.2.2表(3)  （変更なし） 

 

第 1.2.2表(4) 安全上の機能別重要度分類表に係る定義及び該当する安全施設 

 

分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＭＳ－２ 

 

ＰＳ－２の構築物、系統

及び機器の損傷又は故障

が及ぼす敷地周辺公衆へ

の放射線の影響を十分小

さくするようにする構築

物、系統及び機器 

 

燃料プール水 

の保持機能 

① 原子炉附属建物使用済燃料

貯蔵設備 

 １）水冷却池 

 ２）水冷却浄化設備のうち、サ

イフォンブレーク止弁 

② 第一使用済燃料貯蔵建物使

用済燃料貯蔵設備 

 １）水冷却池 

 ２）水冷却浄化設備のうち、サ

イフォンブレーク止弁 

③ 第二使用済燃料貯蔵建物使

用済燃料貯蔵設備 

 １）水冷却池 

 ２）水冷却浄化設備のうち、サ

イフォンブレーク止弁 

 

放射線の遮蔽 

及び放出低減機能 

 

① 外周コンクリート壁 

② アニュラス部排気系 

 １）アニュラス部排気系（アニ

ュラス部常用排気フィルタを

除く。） 

③ 非常用ガス処理装置 

④ 主排気筒 

⑤ 放射線低減効果の大きい遮

蔽（安全容器及びコンクリート

遮へい体冷却系を含む。） 

 

異常状態への対応上特に

重要な構築物、系統及び

機器 

事故時のプラント状態

の把握機能 

① 事故時監視計器の一部  

安全上特に重要なその他

の構築物、系統及び機器 

安全上重要な関連機能 ① 非常用ディーゼル電源系（Ｍ

Ｓ－１に属するものを除く。） 

② 交流無停電電源系（ＭＳ－１

に属するものを除く。） 

③ 直流無停電電源系（ＭＳ－１

に属するものを除く。） 

 

 

第 1.2.2表(5)～第 1.2.2表(6) （変更なし） 

第 1.2.3表(1)  （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添 8-1-1.2-5 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

第 1.2.3表(2) 外部からの衝撃による損傷の防止に係る重要安全施設 

 

分類 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＭＳ－１ 

 

原子炉の緊急停止 

及び未臨界維持機能 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

 ３）下部案内管 

③ 後備炉停止制御棒 

④ 後備炉停止制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

 ３）下部案内管 

① 炉心支持構造物 

 １）炉心支持板 

 ２）支持構造物 

② 炉心バレル構造物 

 １）バレル構造体 

③ 炉心構成要素 

 １）炉心燃料集合体 

 ２）照射燃料集合体 

 ３）内側反射体 

 ４）外側反射体（Ａ） 

 ５）材料照射用反射体 

 ６）遮へい集合体 

 ７）計測線付実験装置 

 ８）照射用実験装置 

１次冷却材漏えい量 

の低減機能 

① 原子炉容器 

 １）リークジャケット 

② １次主冷却系、１次補助冷却系及び１次ナトリウム

充填・ドレン系のうち、原子炉冷却材バウンダリに属す

る容器・配管・ポンプ・弁の配管（外側）又はリークジ

ャケット 

③ １次主冷却系 

 １）逆止弁 

④ １次補助冷却系 

 １）サイフォンブレーク弁 

⑤ １次予熱窒素ガス系 

 １）仕切弁 

① 関連するプロセス計装（ナ

トリウム漏えい検出器） 

原子炉停止後 

の除熱機能 

① １次主冷却系 

 １）１次主循環ポンプポニーモータ 

 ２）逆止弁 

② ２次主冷却系 

 １）主冷却機（主送風機を除く。） 

① 原子炉容器 

 １）本体 

② １次主冷却系、１次補助冷

却系及び１次ナトリウム充填・

ドレン系 

 １）原子炉冷却材バウンダリ

に属する容器・配管・ポンプ・

弁（ただし、計装等の小口径

のものを除く。） 

③ ２次主冷却系、２次補助冷

却系、２次ナトリウム純化系及

び２次ナトリウム充填・ドレン

系 

 １）冷却材バウンダリに属す

る容器・配管・ポンプ・弁（た

だし、計装等の小口径のものを

除く。） 

放射性物質 

の閉じ込め機能 

① 格納容器 

② 格納容器バウンダリに属する配管・弁 

 

工学的安全施設 

及び原子炉停止系への 

作動信号の発生機能 

① 原子炉保護系（スクラム） 

② 原子炉保護系（アイソレーション） 

① 関連する核計装 

② 関連するプロセス計装 

安全上特に重要な 

関連機能 

① 中央制御室 

② 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 

③ 交流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 

④ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 

①  関連する補機冷却設備 

 

 

 

 

 

第 1.2.3表(2) 外部からの衝撃による損傷の防止に係る重要安全施設 

 

分類 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系＊ 

ＭＳ－１ 

 

原子炉の緊急停止 

及び未臨界維持機能 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

 ３）下部案内管 

③ 後備炉停止制御棒 

④ 後備炉停止制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

 ３）下部案内管 

① 炉心支持構造物 

 １）炉心支持板 

 ２）支持構造物 

② 炉心バレル構造物 

 １）バレル構造体 

③ 炉心構成要素 

 １）炉心燃料集合体 

 ２）照射燃料集合体 

 ３）内側反射体 

 ４）外側反射体（Ａ） 

 ５）材料照射用反射体 

 ６）遮へい集合体 

 ７）計測線付実験装置 

 ８）照射用実験装置 

１次冷却材漏えい量 

の低減機能 

① 原子炉容器 

 １）リークジャケット 

② １次主冷却系、１次補助冷却系及び１次ナトリウム

充填・ドレン系のうち、原子炉冷却材バウンダリに属す

る容器・配管・ポンプ・弁の配管（外側）又はリークジ

ャケット 

③ １次主冷却系 

 １）逆止弁 

④ １次補助冷却系 

 １）サイフォンブレーク止弁 

⑤ １次予熱窒素ガス系 

 １）仕切弁 

① 関連するプロセス計装（ナ

トリウム漏えい検出器） 

原子炉停止後 

の除熱機能 

① １次主冷却系 

 １）１次主循環ポンプポニーモータ 

 ２）逆止弁 

② ２次主冷却系 

 １）主冷却機（主送風機を除く。） 

① 原子炉容器 

 １）本体 

② １次主冷却系、１次補助冷

却系及び１次ナトリウム充填・

ドレン系 

 １）原子炉冷却材バウンダリ

に属する容器・配管・ポンプ・

弁（ただし、計装等の小口径

のものを除く。） 

③ ２次主冷却系、２次補助冷

却系、２次ナトリウム純化系及

び２次ナトリウム充填・ドレン

系 

 １）冷却材バウンダリに属す

る容器・配管・ポンプ・弁（た

だし、計装等の小口径のものを

除く。） 

放射性物質 

の閉じ込め機能 

① 格納容器 

② 格納容器バウンダリに属する配管・弁 

 

工学的安全施設 

及び原子炉停止系への 

作動信号の発生機能 

① 原子炉保護系（スクラム） 

② 原子炉保護系（アイソレーション） 

① 関連する核計装 

② 関連するプロセス計装 

安全上特に重要な 

関連機能 

① 中央制御室 

② 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 

③ 交流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 

④ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 

① 関連する補機冷却設備 

＊： 上記関連系は、当該系と同位の重要度を有するものとする。 

 

 

 

 



添 8-1-1.2-6 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

第 1.2.3表(3) 外部からの衝撃による損傷の防止に係る重要安全施設 

 

分類 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＰＳ－２ 

 

原子炉冷却材 

バウンダリに 

直接接続されていない 

ものであって、 

放射性物質を 

貯蔵する機能 

① 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備 

 １）貯蔵ラック 

 ２）水冷却池 

 

燃料を安全に 

取り扱う機能 

① 核燃料物質取扱設備  

ＭＳ－２ 

 

燃料プール水 

の保持機能 

① 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備 

 １）水冷却池 

 ２）水冷却浄化設備のうち、サイフォンブレーク弁 

 

事故時のプラント状態

の把握機能 

① 事故時監視計器の一部  

安全上重要な関連機能 ① 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 

② 交流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 

③ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 

 

 

第 1.2.4表 信頼性に対する設計上の考慮を必要とする重要安全施設 

 

分類 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＭＳ－１ 

 

原子炉の緊急停止 

及び未臨界維持機能 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

③ 後備炉停止制御棒 

④ 後備炉停止制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

 ３）下部案内管 

 

１次冷却材漏えい量 

の低減機能 

① １次補助冷却系 

 １）サイフォンブレーク弁 

② １次予熱窒素ガス系 

 １）仕切弁 

① 関連するプロセス計装

（ナトリウム漏えい検出器） 

原子炉停止後 

の除熱機能 

① １次主冷却系 

 １）１次主循環ポンプポニーモータ 

 

放射性物質 

の閉じ込め機能 

① 格納容器バウンダリに属する弁  

工学的安全施設 

及び原子炉停止系への 

作動信号の発生機能 

① 原子炉保護系（スクラム） 

② 原子炉保護系（アイソレーション） 

① 関連する核計装 

② 関連するプロセス計装 

安全上特に重要な 

関連機能 

① 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 

② 交流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 

③ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 

① 関連する補機冷却設備 

ＭＳ－２ 

 

放射線の遮蔽 

及び放出低減機能 

 

① アニュラス部排気系 

 １）アニュラス部排気系（アニュラス部常用排気フィル

タを除く。） 

② 非常用ガス処理装置 

 

事故時のプラント状態

の把握機能 

① 事故時監視計器の一部  

安全上重要な関連機能 ① 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に属するものを

除く。） 

② 交流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 

③ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 

 

 

 

第 1.2.3表(3) 外部からの衝撃による損傷の防止に係る重要安全施設 

 

分類 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＰＳ－２ 

 

原子炉冷却材 

バウンダリに 

直接接続されていない 

ものであって、 

放射性物質を 

貯蔵する機能 

① 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備 

 １）貯蔵ラック 

 ２）水冷却池 

 

燃料を安全に 

取り扱う機能 

① 核燃料物質取扱設備  

ＭＳ－２ 

 

燃料プール水 

の保持機能 

① 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備 

 １）水冷却池 

 ２）水冷却浄化設備のうち、サイフォンブレーク止弁 

 

事故時のプラント状態

の把握機能 

① 事故時監視計器の一部  

安全上重要な関連機能 ① 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 

② 交流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 

③ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 

 

 

第 1.2.4表 信頼性に対する設計上の考慮を必要とする重要安全施設 

 

分類 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系＊ 

ＭＳ－１ 

 

原子炉の緊急停止 

及び未臨界維持機能 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

③ 後備炉停止制御棒 

④ 後備炉停止制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

 ３）下部案内管 

 

１次冷却材漏えい量 

の低減機能 

① １次補助冷却系 

 １）サイフォンブレーク止弁 

② １次予熱窒素ガス系 

 １）仕切弁 

① 関連するプロセス計装

（ナトリウム漏えい検出器） 

原子炉停止後 

の除熱機能 

① １次主冷却系 

 １）１次主循環ポンプポニーモータ 

 

放射性物質 

の閉じ込め機能 

① 格納容器バウンダリに属する弁  

工学的安全施設 

及び原子炉停止系への 

作動信号の発生機能 

① 原子炉保護系（スクラム） 

② 原子炉保護系（アイソレーション） 

① 関連する核計装 

② 関連するプロセス計装 

安全上特に重要な 

関連機能 

① 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 

② 交流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 

③ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 

① 関連する補機冷却設備 

ＭＳ－２ 

 

放射線の遮蔽 

及び放出低減機能 

 

① アニュラス部排気系 

 １）アニュラス部排気系（アニュラス部常用排気フィル

タを除く。） 

② 非常用ガス処理装置 

 

事故時のプラント状態

の把握機能 

① 事故時監視計器の一部  

安全上重要な関連機能 ① 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に属するものを

除く。） 

② 交流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 

③ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 

 

＊： 上記関連系は、当該系と同位の重要度を有するものとする。 
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第 1.2.5表 電気系統に対する設計上の考慮を必要とする重要安全施設 

 

分類 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＭＳ－１ 

 

原子炉の緊急停止 

及び未臨界維持機能 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

③ 後備炉停止制御棒 

④ 後備炉停止制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

 ３）下部案内管 

 

１次冷却材漏えい量 

の低減機能 

① １次補助冷却系 

 １）サイフォンブレーク弁 

② １次予熱窒素ガス系 

 １）仕切弁 

① 関連するプロセス計装

（ナトリウム漏えい検出器） 

原子炉停止後 

の除熱機能 

① １次主冷却系 

 １）１次主循環ポンプポニーモータ 

 

放射性物質 

の閉じ込め機能 

① 格納容器バウンダリに属する弁  

工学的安全施設 

及び原子炉停止系への 

作動信号の発生機能 

① 原子炉保護系（スクラム） 

② 原子炉保護系（アイソレーション） 

① 関連する核計装 

② 関連するプロセス計装 

ＭＳ－２ 

 

放射線の遮蔽 

及び放出低減機能 

 

① アニュラス部排気系 

 １）アニュラス部排気系（アニュラス部常用排気フィル

タを除く。） 

② 非常用ガス処理装置 

 

事故時のプラント状態

の把握機能 

① 事故時監視計器の一部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.2.5表 電気系統に対する設計上の考慮を必要とする重要安全施設 

 

分類 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系＊ 

ＭＳ－１ 

 

原子炉の緊急停止 

及び未臨界維持機能 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

③ 後備炉停止制御棒 

④ 後備炉停止制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

 ３）下部案内管 

 

１次冷却材漏えい量 

の低減機能 

① １次補助冷却系 

 １）サイフォンブレーク止弁 

② １次予熱窒素ガス系 

 １）仕切弁 

① 関連するプロセス計装

（ナトリウム漏えい検出器） 

原子炉停止後 

の除熱機能 

① １次主冷却系 

 １）１次主循環ポンプポニーモータ 

 

放射性物質 

の閉じ込め機能 

① 格納容器バウンダリに属する弁  

工学的安全施設 

及び原子炉停止系への 

作動信号の発生機能 

① 原子炉保護系（スクラム） 

② 原子炉保護系（アイソレーション） 

① 関連する核計装 

② 関連するプロセス計装 

ＭＳ－２ 

 

放射線の遮蔽 

及び放出低減機能 

 

① アニュラス部排気系 

 １）アニュラス部排気系（アニュラス部常用排気フィル

タを除く。） 

② 非常用ガス処理装置 

 

事故時のプラント状態

の把握機能 

① 事故時監視計器の一部  

＊： 上記関連系は、当該系と同位の重要度を有するものとする。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類８（1. 安全設計の考え方 1.3 耐震設計／1.4 耐津波設計）】 
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1.3 耐震設計 

1.3.1～1.3.2 

 （省略） 

 

1.3.3 地震力の算定法 

原子力施設の耐震設計に用いる地震力は、以下の方法により算定する。 

1.3.3.1 静的地震力 

 （省略） 

1.3.3.2 動的地震力 

動的地震力は、Ｓクラスの施設に適用し、「添付書類６ 5．地震」に示す基準地震動及び弾性

設計用地震動から定める入力地震動を入力として、動的解析により、水平 2方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせて算定する。Ｂクラスの施設のうち、共振のおそれのある施設について

は、弾性設計用地震動に 1/2を乗じた動的地震力を適用する。 

「添付書類６ 5．地震」に示す基準地震動は、敷地ごとに震源を特定して策定する地震動及び

震源を特定せず策定する地震動に基づき、敷地における解放基盤表面における水平成分及び鉛直

成分の地震動としてそれぞれ策定する。 

弾性設計用地震動は、基準地震動との応答スペクトルの比率の値が目安として 0.5を下回らな

いように、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（昭和 56 年 7 月 20 日原子力安全委員

会決定）」における基準地震動 S1を踏まえ、工学的判断から基準地震動に係数 0.5 を乗じて設定

する。これによる弾性設計用地震動の年超過確率は、10-3～10-4程度となる。弾性設計用地震動の

応答スペクトルを第 1.3.1図に、弾性設計用地震動の時刻歴波形を第 1.3.2図に、弾性設計用地

震動及び基準地震動 S1の応答スペクトルの比較を第 1.3.3図に、弾性設計用地震動の応答スペク

トルと敷地における地震動の一様ハザードスペクトルを第 1.3.4図に示す。 

（１）入力地震動 

建物・構築物の地震応答解析に用いる入力地震動は、解放基盤表面で定義された基準地

震動又は弾性設計用地震動を用いて、敷地の地質・地質構造の調査及び地盤の調査の結果

に基づき、解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮するとともに、必要に応じ

て、地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮して算定する。 

（２）動的解析法 

（ⅰ）建物・構築物 

動的解析は、スペクトル・モーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用いて行うものと

する。解析にあたっては、建物・構築物と地盤との動的相互作用を考慮するとともに、

建物・構築物の剛性について、それらの形状、構造、特性等を十分考慮して評価し、集

中質点系に置換した解析モデルを設定する。動的解析に用いる地盤のばね定数及び減衰

定数は、安全上適切と認められる規格及び基準、既往の振動実験及び地震観測の調査結

果等を考慮して適切な値を設定する。 

動的解析は、弾性設計用地震動に対して弾性応答解析を行う。基準地震動に対しては、

主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、規格・基準又は実験式等に基

づき、該当する部分の構造特性に応じて、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性

1.3 耐震設計 

1.3.1～1.3.2 

 （変更なし） 

 

1.3.3 地震力の算定法 

原子炉施設の耐震設計に用いる地震力は、以下の方法により算定する。 

1.3.3.1 静的地震力  

（変更なし） 

1.3.3.2 動的地震力 

動的地震力は、Ｓクラスの施設に適用し、「添付書類６ 5．地震」に示す基準地震動及び弾性

設計用地震動から定める入力地震動を入力として、動的解析により、水平 2方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせて算定する。Ｂクラスの施設のうち、共振のおそれのある施設について

は、弾性設計用地震動に 1/2を乗じた動的地震力を適用する。 

「添付書類６ 5．地震」に示す基準地震動は、敷地ごとに震源を特定して策定する地震動及び

震源を特定せず策定する地震動に基づき、敷地における解放基盤表面における水平成分及び鉛直

成分の地震動としてそれぞれ策定する。 

弾性設計用地震動は、基準地震動との応答スペクトルの比率の値が目安として 0.5を下回らな

いように、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（昭和 56 年 7 月 20 日原子力安全委員

会決定）」における基準地震動 S1を踏まえ、工学的判断から基準地震動に係数 0.5 を乗じて設定

する。これによる弾性設計用地震動の年超過確率は、10-3～10-4程度となる。弾性設計用地震動の

応答スペクトルを第 1.3.1図に、弾性設計用地震動の時刻歴波形を第 1.3.2図に、弾性設計用地

震動及び基準地震動 S1の応答スペクトルの比較を第 1.3.3図に、弾性設計用地震動の応答スペク

トルと敷地における地震動の一様ハザードスペクトルを第 1.3.4図に示す。 

（１）入力地震動 

建物・構築物の地震応答解析に用いる入力地震動は、解放基盤表面で定義された基準地

震動又は弾性設計用地震動を用いて、敷地の地質・地質構造の調査及び地盤の調査の結果

に基づき、解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮するとともに、必要に応じ

て、地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮して算定する。 

（２）動的解析法 

（ⅰ）建物・構築物 

動的解析は、スペクトル・モーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用いて行うものと

する。解析にあたっては、建物・構築物の埋め込み等の設置状況に応じて地盤ばねを設

定し、建物・構築物と地盤との動的相互作用を考慮するとともに、建物・構築物の剛性

について、それらの形状、構造、特性等を十分考慮して評価し、集中質点系に置換した

地震応答解析モデルを設定する。動的解析に用いる地盤のばね定数及び減衰定数は、安

全上適切と認められる規格及び基準、既往の振動実験及び地震観測の調査結果等を考慮

して適切な値を設定する。 

動的解析は、弾性設計用地震動に対して弾性応答解析を行う。基準地震動に対しては、

主要構造要素の弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。ま
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

を考慮した応答解析を行う。また、Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物の支持機能

を検討するための動的解析において、建物・構築物等の主要構造要素がある程度以上弾

性範囲を超える場合には、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答

解析を行う。 

（ⅱ）機器・配管系 

機器の動的解析については、その形状を考慮した 1質点系若しくは多質点系等に置換

した解析モデルを設定し、設計用床応答スペクトルを用いたスペクトル・モーダル解析

又は時刻歴応答解析により応答を求める。また、配管系の動的解析については、その仕

様に応じて適切なモデルに置換し、設計用床応答スペクトルを用いたスペクトル・モー

ダル解析又は時刻歴応答解析により応答を求める。 

動的解析に用いる機器・配管系の減衰定数は、安全上適切と認められる規格及び基準、

既往の振動実験、地震観測の調査結果等を考慮して適切な値を設定する。 

剛性の高い機器・配管系は、その機器・配管系が設置された床面の最大床応答加速度

の 1.2倍の加速度を震度として作用させて地震力を算定する。 

 

1.3.4 荷重の組合せと許容限界 

1.3.4.1～1.3.4.2 

（省略） 

1.3.4.3 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下のとおりとする。 

（１）～（２） 

（省略） 

（３）荷重の組合せ上の留意事項 

 

（ⅰ）明らかに、他の荷重の組合せ状態での評価が厳しいことが判明している場合には、

その荷重の組合せ状態での評価は行わなくてもよいものとする。 

（ⅱ）複数の荷重が同時に作用する場合、それらの荷重による応力の各ピークの生起時刻

に明らかなずれがあることが判明しているならば、必ずしも、それぞれの応力のピーク

値を重ねなくともよいものとする。 

（ⅲ）上位の耐震クラスの施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を検討する

場合においては、支持される施設の耐震重要度分類に応じた地震力と常時作用している

荷重、運転時の状態で作用する荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせる。なお、対

象となる建物・構築物及びその支持機能が維持されることを検討すべき地震動を第

1.3.1表に示す。 

 

1.3.4.4 許容限界 

 （省略） 

 

た、Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための基準地震動に

対する動的解析においても、同様の応答解析を行う。 

 

 

（ⅱ）機器・配管系 

機器の動的解析については、その形状を考慮した 1質点系若しくは多質点系等に置換

した解析モデルを設定し、設計用床応答スペクトルを用いたスペクトル・モーダル解析

又は時刻歴応答解析により応答を求める。また、配管系の動的解析については、その仕

様に応じて適切なモデルに置換し、設計用床応答スペクトルを用いたスペクトル・モー

ダル解析又は時刻歴応答解析により応答を求める。 

動的解析に用いる機器・配管系の減衰定数は、安全上適切と認められる規格及び基準、

既往の振動実験、地震観測の調査結果等を考慮して適切な値を設定する。 

剛性の高い機器・配管系は、その機器・配管系が設置された床面の最大床応答加速度

の 1.2倍の加速度を震度として作用させて地震力を算定する。 

 

1.3.4 荷重の組合せと許容限界 

1.3.4.1～1.3.4.2 

（変更なし） 

1.3.4.3 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下のとおりとする。 

（１）～（２） 

（変更なし） 

（３）荷重の組合せ上の留意事項 

（ⅰ）耐震設計では、水平 2方向及び鉛直方向の地震力による応力を適切に組み合わせる。 

（ⅱ）明らかに、他の荷重の組合せ状態での評価が厳しいことが判明している場合には、

その荷重の組合せ状態での評価は行わなくてもよいものとする。 

（ⅲ）複数の荷重が同時に作用する場合、それらの荷重による応力の各ピークの生起時刻

に明らかなずれがあることが判明しているならば、必ずしも、それぞれの応力のピーク

値を重ねなくともよいものとする。 

（ⅳ）上位の耐震クラスの施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を検討する

場合においては、支持される施設の耐震重要度分類に応じた地震力と常時作用している

荷重、運転時の状態で作用する荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせる。なお、対

象となる建物・構築物及びその支持機能が維持されることを検討すべき地震動を第

1.3.1表に示す。 

 

1.3.4.4 許容限界 

 （変更なし） 
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1.3.4.5 設計における留意事項 

耐震重要施設が、耐震重要度分類の下位のクラスに属するものの波及的影響によって、その安

全機能を損なわないように、以下の項目について、耐震重要施設への影響がないことを確認する。

なお、波及的影響の評価に当たっては、耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用す

る。 

 

 

 

 

（ⅰ）設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響 

（ⅱ）耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相互影響 

（ⅲ）建物内における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設へ

の影響 

（ⅳ）建物外における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設へ

の影響 

 

1.3.5 主要施設の耐震構造 

（１）～（２） （省略） 

（３）炉心及び炉心構造物 

炉心は、六角形の燃料集合体及び反射体等（全長：約 2,970mm、六角外対辺長さ：約 78.5mm）

を蜂の巣状に配列した構造で、全体をほぼ円柱形状とする。炉心構造物（全高：約 3,680mm、

外径：約 2,520mm）は、炉心支持構造物と炉心バレル構造物から構成する。 

燃料集合体及び反射体等は、下端部（エントランスノズル）を炉心支持構造物の炉心支持板

に嵌めこみ、かつ、軸方向中間部にスペーサーパッドを設け、原子炉運転時の熱膨張により各

要素が接触する構造とし、炉心構成要素全体の剛性を高める。炉心バレル構造物は、燃料集合

体及び反射体等を側面から支持し、その下端を炉心支持構造物にボルトで固定して、地震時の

燃料集合体及び反射体等の変形を抑制する。炉心支持構造物は、炉心重量を支持する機能を有

する構造体として、原子炉容器の円筒胴の内部の下端付近に設けられる炉心支持台（コアサポ

ート）にボルト固定される。また、制御棒及び制御棒駆動系並びに後備炉停止制御棒及び後備

炉停止制御棒駆動系は、地震時に変位が生じても確実に挿入でき、原子炉を安全に停止できる

ものとする。 

（４）～（７） （省略） 

 

1.3.6 地震検出計 

 （省略） 

 

 

 

 

 

1.3.4.5 設計における留意事項 

耐震重要施設が、耐震重要度分類の下位のクラスに属するものの波及的影響によって、その安

全機能を損なわないことを確認する。 

波及的影響を考慮すべき施設の検討に当たっては、 高速実験炉原子炉施設の敷地内に設置さ

れているＢクラス及びＣクラス等の建物・構築物、機器・配管系及び関連施設のＳクラス施設と

の設置位置関係を俯瞰した調査・検討を行う。当該調査・検討には、「実用発電用原子炉及びその

附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈別記 2」に記載の以下の項目について、

耐震重要施設への影響がないことを確認することを考慮する。なお、波及的影響の評価に当たっ

ては、耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。 

（ⅰ）設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響 

（ⅱ）耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相互影響 

（ⅲ）建物内における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設へ

の影響 

（ⅳ）建物外における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設へ

の影響 

 

1.3.5 主要施設の耐震構造 

（１）～（２） （変更なし） 

（３）炉心及び炉心構造物 

炉心は、六角形の燃料集合体及び反射体等（全長：約 2,970mm、六角外対辺長さ：約 78.5mm）

を蜂の巣状に配列した構造で、全体をほぼ円柱形状とする。炉心構造物（全高：約 3,680mm、

外径：約 2,520mm）は、炉心支持構造物と炉心バレル構造物から構成する。 

燃料集合体及び反射体等は、下端部（エントランスノズル）を炉心支持構造物の炉心支持板

にはめこみ、かつ、軸方向中間部にスペーサパッドを設け、原子炉運転時の熱膨張により各要

素が接触する構造とし、炉心構成要素全体の剛性を高める。炉心バレル構造物は、燃料集合体

及び反射体等を側面から支持し、その下端を炉心支持構造物にボルトで固定して、地震時の燃

料集合体及び反射体等の変形を抑制する。炉心支持構造物は、炉心重量を支持する機能を有す

る構造体として、原子炉容器の円筒胴の内部の下端付近に設けられる炉心支持台（コアサポー

ト）にボルト固定される。また、制御棒及び制御棒駆動系並びに後備炉停止制御棒及び後備炉

停止制御棒駆動系は、地震時に変位が生じても確実に挿入でき、原子炉を安全に停止できるも

のとする。 

（４）～（７） （変更なし） 

 

1.3.6 地震検出計 

 （変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第 1.3.1表(1) クラス別施設 

クラス クラス別施設 

主要設備(*1) 補助設備(*2) 直接支持構造物(*3) 間接支持構造物(*4) 波及的影響を考慮すべき設備(*5) 

適用範囲 適用範囲 適用範囲 適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

Ｓ 
 

（ⅰ） 
原子炉冷却材
バウンダリを
構 成 す る 機
器・配管系 

① 原子炉容器 
 １）本体 
② １次主冷却系、１次補
助冷却系及び１次ナトリ
ウム充填・ドレン系 
１） 原子炉冷却材バウ

ンダリに属する容
器・配管・ポンプ・
弁（ただし、計装
等の小口径のもの
を除く。）  

 

 １）機器・配管等の支
持構造物 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属
建物 
 

SS 
SS 
 

１）格納容器内旋回式
天井クレーン 

２)燃料出入機 

SS 

 
SS 
 

（ⅱ） 
使用済燃料を
貯蔵するため
の施設 

① 原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備 

 １）貯蔵ラック 
 ２）水冷却池 
② 炉内燃料貯蔵ラック
（炉心バレル構造物のう
ち、バレル構造体） 

 
 

 １）機器・配管等の支
持構造物 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属
建物 

 

SS 
SS 
 

１）原子炉附属建物使
用済燃料貯蔵設備
キャスククレーン 

２)原子炉附属建物使
用済燃料貯蔵設備
燃料移送機 

SS 
 
 
SS 

（ⅲ） 
原子炉の緊急
停止のために
急激に負の反
応度を付加す
るための施設
及び原子炉の
停止状態を維
持するための
施設 

① 制御棒 
② 制御棒駆動系 
 １）駆動機構 
 ２）上部案内管 
 ３）下部案内管 
③ 後備炉停止制御棒 
④ 後備炉停止制御棒駆動
系 

 １）駆動機構 
 ２）上部案内管 
 ３）下部案内管 

① 電気計装設備（原子炉
保護系（スクラム）に関
するもの） 

② 炉心支持構造物 
 １）炉心支持板 
 ２）支持構造物 
③ 炉心バレル構造物 
 １）バレル構造体 
④ 炉心構成要素 
 １）炉心燃料集合体 
 ２）照射燃料集合体 
 ３）内側反射体 
 ４）外側反射体（Ａ） 
 ５）材料照射用反射体 
 ６）遮へい集合体 
 ７）計測線付実験装置 
 ８）照射用実験装置 

１）機器・配管、電気
計装設備等の支持
構造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属
建物 

 

SS 
SS 
 

 
 

 

(*1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

(*2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。 

(*3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受け

る支持構造物をいう。 

(*4) 間接的支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物・構築物）をいう。 

(*5) 波及的影響を考慮すべき設備とは、下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するものに波及的影響

を及ぼすおそれのある設備をいう。 

(*6) Ss：基準地震動 Ssにより定まる地震力。 

 SB：耐震Ｂクラス施設に適用される静的地震力。 

 SC：耐震Ｃクラス施設に適用される静的地震力。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.3.1表(1) クラス別施設 

クラス クラス別施設 
主要設備(*1) 補助設備(*2) 直接支持構造物(*3) 間接支持構造物(*4) 波及的影響を考慮すべき設備(*5) 

適用範囲 適用範囲 適用範囲 適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

Ｓ 
 

（ⅰ） 
原子炉冷却材
バウンダリを
構 成 す る 機
器・配管系 

① 原子炉容器 
 １）本体 
② １次主冷却系、１次補
助冷却系及び１次ナトリ
ウム充填・ドレン系 

 １）原子炉冷却材バウン
ダリに属する容器・配
管・ポンプ・弁（ただし、
計装等の小口径のもの
を除く。）  

 
 
 

 １）機器・配管等の支
持構造物 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属
建物 
 

SS 
SS 
 

１）格納容器内旋回式天井
クレーン 

２）燃料出入機 
３）回転プラグ 
４）１次オーバフロー系の

一部 
５）１次ナトリウム充填・

ドレン系の一部 
６）１次アルゴンガス系の

一部 
７）窒素ガス予熱系の一部 
８）カバーガス法燃料破損

検出設備の一部 

SS 
 
SS 
SS 
SS 
 
SS 
 
SS 
 
SS 
SS 
 

（ⅱ） 
使用済燃料を
貯蔵するため
の施設 

① 原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備 

 １）貯蔵ラック 
 ２）水冷却池 
② 炉内燃料貯蔵ラック
（炉心バレル構造物のう
ち、バレル構造体） 

 １）機器・配管等の支
持構造物 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属
建物 

 

SS 
SS 
 

１）原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備キャスクク
レーン 

２）原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備燃料移送機 

３）格納容器内旋回式天井
クレーン 

４）燃料出入機 
５）回転プラグ 

SS 
 
 
SS 

 

SS 
 
SS 
SS 

（ⅲ） 
原子炉の緊急
停止のために
急激に負の反
応度を付加す
るための施設
及び原子炉の
停止状態を維
持するための
施設 

① 制御棒 
② 制御棒駆動系 
 １）駆動機構 
 ２）上部案内管 
 ３）下部案内管 
③ 後備炉停止制御棒 
④ 後備炉停止制御棒駆動
系 

 １）駆動機構 
 ２）上部案内管 
 ３）下部案内管 

① 電気計装設備（原子
炉保護系（スクラム）
に関するもの） 

② 炉心支持構造物 
 １）炉心支持板 
 ２）支持構造物 
③ 炉心バレル構造物 
 １）バレル構造体 
④ 炉心構成要素 
 １）炉心燃料集合体 
 ２）照射燃料集合体 
 ３）内側反射体 
 ４）外側反射体（Ａ） 
 ５）材料照射用反射体 
 ６）遮へい集合体 
 ７）計測線付実験装置 
 ８）照射用実験装置 

１）機器・配管、電気
計装設備等の支持
構造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属
建物 

 

SS 
SS 
 

１）格納容器内旋回式天井
クレーン 

２）燃料出入機 
３）回転プラグ 
 

SS 
 
SS 
SS 
 
 

(*1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

(*2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。 

(*3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受け

る支持構造物をいう。 

(*4) 間接的支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物・構築物）をいう。 

(*5) 波及的影響を考慮すべき設備とは、下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するものに波及的影響

を及ぼすおそれのある設備をいう。 

(*6) Ss：基準地震動 Ssにより定まる地震力。 

 SB：耐震Ｂクラス施設に適用される静的地震力。 

 SC：耐震Ｃクラス施設に適用される静的地震力。 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第 1.3.1表(2) クラス別施設 

クラス クラス別施設 

主要設備(*1) 補助設備(*2) 直接支持構造物(*3) 間接支持構造物(*4) 
波及的影響を考慮すべき設備

(*5) 

適用範囲 適用範囲 適用範囲 適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

Ｓ （ⅳ） 
原 子 炉 停 止
後、炉心から
崩壊熱を除去
するための施
設 

① 原子炉容器 
 １）本体 
② 炉心支持構造物 
 １）炉心支持板 
 ２）支持構造物 
③ 炉心構成要素 
 １）炉心燃料集合体 
 ２）照射燃料集合体 
④ １次主冷却系、１次補助冷
却系及び１次ナトリウム充
填・ドレン系 

 １）原子炉冷却材バウンダリ
に属する容器・配管・ポン
プ・弁（ただし、計装等の
小口径のものを除く。）  

 ２）１次主循環ポンプポニー
モータ 

 ３）逆止弁 
⑤ ２次主冷却系、２次補助冷
却系、２次ナトリウム純化系
及び２次ナトリウム充填・ド
レン系 

 １）冷却材バウンダリに属す
る容器・配管・ポンプ・弁
（ただし、計装等の小口径
のものを除く。）  

 ２）主冷却機（主送風機を除
く。） 

 １）機器・配管、電気
計装設備等の支持
構造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 
３）主冷却機建物 

SS 
SS 
SS 
 

  

（ⅴ） 
原子炉冷却材
バウンダリ破
損事故の際に
障壁となり、
１次冷却材の
漏えいを低減
するための施
設 

① 原子炉容器 
 １）リークジャケット 
② １次主冷却系、１次補助冷
却系及び１次ナトリウム充
填・ドレン系のうち、原子炉冷
却材バウンダリに属する容
器・配管・ポンプ・弁の配管（外
側）又はリークジャケット 

③ １次主冷却系 
 １）逆止弁 
④ １次補助冷却系 
 １）サイフォンブレーク弁 
⑤ １次予熱窒素ガス系 
１） 仕切弁 

 
 

① 電気計装設
備（ナトリウム
漏えい検出器
に関するもの） 

１）機器・配管、電気
計装設備等の支持
構造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 

SS 
SS 
 

  
 
 

（ⅵ） 
原子炉冷却材
バウンダリ破
損事故の際に
障壁となり、
放射性物質の
放散を直接防
ぐための施設 

① 格納容器 
② 格納容器バウンダリに属す
る配管・弁 

① 電気計装設
備（原子炉保護
系（アイソレー
ション）に関す
るもの） 

１）機器・配管、電気
計装設備等の支持
構造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 

SS 
SS 
 

１）燃料交換機 
 

SS 

(*1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

(*2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。 

(*3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受け

る支持構造物をいう。 

(*4) 間接的支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物・構築物）をいう。 

(*5) 波及的影響を考慮すべき設備とは、下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するものに波及的影響

を及ぼすおそれのある設備をいう。 

(*6) Ss：基準地震動 Ssにより定まる地震力。 

 SB：耐震Ｂクラス施設に適用される静的地震力。 

 SC：耐震Ｃクラス施設に適用される静的地震力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.3.1表(2) クラス別施設 

クラス クラス別施設 
主要設備(*1) 補助設備(*2) 

直接支持構造物
(*3) 

間接支持構造物(*4) 波及的影響を考慮すべき設備(*5) 

適用範囲 適用範囲 適用範囲 適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

Ｓ （ⅳ） 
原 子 炉 停 止
後、炉心から
崩壊熱を除去
するための施
設 

① 原子炉容器 
 １）本体 
② 炉心支持構造物 
 １）炉心支持板 
 ２）支持構造物 
③ 炉心構成要素 
 １）炉心燃料集合体 
 ２）照射燃料集合体 
④ １次主冷却系、１次補助
冷却系及び１次ナトリウム
充填・ドレン系 

 １）原子炉冷却材バウンダ
リに属する容器・配管・
ポンプ・弁（ただし、計
装等の小口径のものを除
く。）  

 ２）１次主循環ポンプポニ
ーモータ 

 ３）逆止弁 
⑤ ２次主冷却系、２次補助
冷却系、２次ナトリウム純
化系及び２次ナトリウム充
填・ドレン系 

 １）冷却材バウンダリに属
する容器・配管・ポンプ・
弁（ただし、計装等の小
口径のものを除く。）  

 ２）主冷却機（主送風機を除
く。） 

 １）機器・配管、電
気計装設備等の
支持構造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 
３）主冷却機建物 

SS 
SS 
SS 
 

１）１次オーバフロー系の
一部 

２）１次ナトリウム充填・
ドレン系の一部 

３）１次アルゴンガス系の
一部 

４）窒素ガス予熱系の一部 
５）カバーガス法燃料破損

検出設備の一部 
６）２次ナトリウム純化系

の一部 
７）２次ナトリウム充填・

ドレン系の一部 
８）２次アルゴンガス系の

一部 
９）主送風機 
10）ナトリウム漏えい対策

用受樋 

SS 
 
SS 
 
SS 
 
SS 
SS 
 
SS 
 
SS 
 
SS 
 
SS 
SS 
 
 

（ⅴ） 
原子炉冷却材
バウンダリ破
損事故の際に
障壁となり、
１次冷却材の
漏えいを低減
するための施
設 

① 原子炉容器 
 １）リークジャケット 
② １次主冷却系、１次補助
冷却系及び１次ナトリウム
充填・ドレン系のうち、原子
炉冷却材バウンダリに属す
る容器・配管・ポンプ・弁の
配管（外側）又はリークジャ
ケット 

③ １次主冷却系 
 １）逆止弁 
④ １次補助冷却系 
 １）サイフォンブレーク止
弁 

⑤ １次予熱窒素ガス系 
 １）仕切弁 

① 電気計装設
備（ナトリウ
ム漏えい検出
器に関するも
の） 

１）機器・配管、電
気計装設備等の
支持構造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 

SS 
SS 
 

  
 
 

(*1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

(*2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。 

(*3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受け

る支持構造物をいう。 

(*4) 間接的支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物・構築物）をいう。 

(*5) 波及的影響を考慮すべき設備とは、下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するものに波及的影響

を及ぼすおそれのある設備をいう。 

(*6) Ss：基準地震動 Ssにより定まる地震力。 

 SB：耐震Ｂクラス施設に適用される静的地震力。 

 SC：耐震Ｃクラス施設に適用される静的地震力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添 8-1-1.3/1.4-6 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第 1.3.1表(3) クラス別施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラス クラス別施設 

主要設備(*1) 
補助設備

(*2) 
直接支持構造物(*3) 間接支持構造物(*4) 波及的影響を考慮すべき設備(*5) 

適用範囲 適用範囲 適用範囲 適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

Ｓ （ⅶ） 
放射性物質の
放出を伴うよ
うな事故の際
にその外部放
散を抑制する
た め の 施 設
で、上記（ⅵ）
以外の施設 

① 核燃料物質取扱設備 
 １）燃料出入機のうち、
コフィン 

 ２）トランスファロータ
のうち、本体及びケー
シング 

 ３）燃料取扱用キャスク
カーのうち、キャスク 

 ４）ナトリウム洗浄装置
のうち、燃料洗浄槽 

 ５）燃料集合体缶詰装置
のうち、回転移送機 

 
 
 
 

 １）機器・配管、電気計
装設備等の支持構造
物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 

SS 
SS 
 

１）燃料取扱用キャスク
カー（キャスクを除
く。） 

 

SS 
 
 

（ⅷ） 
その他 

① 中央制御室 
② 非常用ディーゼル電源
系（上記（ⅰ）～（ⅷ）
に関連するもの） 

③ 交流無停電電源系（上
記（ⅰ）～（ⅷ）に関連
するもの） 

④ 直流無停電電源系（上
記（ⅰ）～（ⅷ）に関連
するもの） 

⑤ 補機冷却設備（上記
（ⅰ）～（ⅶ）に関連す
るもの） 

⑥ 空調換気設備（上記
（ⅰ）～（ⅶ）に関連す
るもの） 

 １）機器・配管、電気計
装設備等の支持構造
物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 
３）主冷却機建物 

SS 
SS 
SS 
 

  

(*1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

(*2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。 

(*3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受け

る支持構造物をいう。 

(*4) 間接的支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物・構築物）をいう。 

(*5) 波及的影響を考慮すべき設備とは、下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するものに波及的影響

を及ぼすおそれのある設備をいう。 

(*6) Ss：基準地震動 Ssにより定まる地震力。 

 SB：耐震Ｂクラス施設に適用される静的地震力。 

 SC：耐震Ｃクラス施設に適用される静的地震力。 

 

 

第 1.3.1表(4) （省略） 

 

 

 

 

 

 

第 1.3.1表(3) クラス別施設 

クラス クラス別施設 
主要設備(*1) 補助設備(*2) 

直接支持構造物
(*3) 

間接支持構造物(*4) 波及的影響を考慮すべき設備(*5) 

適用範囲 適用範囲 適用範囲 適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

Ｓ （ⅵ） 
原子炉冷却材バ
ウンダリ破損事
故の際に障壁と
なり、放射性物
質の放散を直接
防ぐための施設 

① 格納容器 
② 格納容器バウンダ
リに属する配管・弁 

① 電気計装設備（原
子炉保護系（アイソ
レーション）に関す
るもの） 

１）機器・配管、電
気計装設備等の
支持構造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 

SS 
SS 
 

１）主排気筒 
２）燃料交換機 
３） １次ナトリウム純化系

の一部 
４）１次ナトリウム充填・

ドレン系の一部 
５）１次アルゴンガス系の

一部 
６）窒素ガス予熱系の一部 
７）２次ナトリウム充填・

ドレン系の一部 
８）核燃料物質取扱設備の

一部 
９）格納容器雰囲気調整系 

の一部 
10）安全容器の呼吸系の一

部 
11）アルゴンガス供給設備

の一部 
12）窒素ガス供給設備の一

部 
13）格納容器内雰囲気調整
系再循環空調機 

SS 

SS 

SS 
 
SS 
 
SS 
 
SS 
SS 
 
SS 
 
SS 
 
SS 
 
SS 
 
SS 
 
SS 
 

（ⅶ） 
放射性物質の放
出を伴うような
事故の際にその
外部放散を抑制
するための施設
で、上記（ⅵ）以
外の施設 

① 核燃料物質取扱設
備 

 １）燃料出入機のう
ち、コフィン 

 ２）トランスファロー
タのうち、本体及
びケーシング 

 ３）燃料取扱用キャス
クカーのうち、キ
ャスク 

 ４）ナトリウム洗浄装
置のうち、燃料洗
浄槽 

 ５）燃料集合体缶詰装
置のうち、回転移
送機 

 １）機器・配管、電
気計装設備等の
支持構造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 

SS 
SS 
 

１）燃料出入機 
２）燃料取扱用キャスクカ
ー（キャスクを除く。） 

 

SS 
SS 
 
 

（ⅷ） 
その他 

① 中央制御室 
② 非常用ディーゼル
電源系（上記（ⅰ）～
（ⅷ）に関連するも
の） 

③ 交流無停電電源系
（上記（ⅰ）～（ⅷ）
に関連するもの） 

④ 直流無停電電源系
（上記（ⅰ）～（ⅷ）
に関連するもの） 

⑤ 補機冷却設備（上記
（ⅰ）～（ⅶ）に関連
するもの） 

⑥ 空調換気設備（上記
（ⅰ）～（ⅶ）に関連
するもの） 

 １）機器・配管、電
気計装設備等の
支持構造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 
３）主冷却機建物 

SS 
SS 
SS 
 

１）原子炉附属建物空調換
気設備燃料洗浄室系及
び水冷却池室系給気ダ
クトの一部 

２）１次ナトリウム純化系
コールドトラップ冷却
窒素ガス冷却器 

SS 
 
 
 
SS 
 

(*1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

(*2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。 

(*3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受け

る支持構造物をいう。 

(*4) 間接的支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物・構築物）をいう。 

(*5) 波及的影響を考慮すべき設備とは、下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するものに波及的影響

を及ぼすおそれのある設備をいう。 

(*6) Ss：基準地震動 Ssにより定まる地震力。 

 SB：耐震Ｂクラス施設に適用される静的地震力。 

 SC：耐震Ｃクラス施設に適用される静的地震力。 

 

 

第 1.3.1表(4) （変更なし） 

 

 

 

 

 



添 8-1-1.3/1.4-7 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第 1.3.1表(5) クラス別施設 

クラス クラス別施設 

主要設備(*1) 補助設備(*2) 直接支持構造物(*3) 間接支持構造物(*4) 波及的影響を考慮すべき設備(*5) 

適用範囲 適用範囲 適用範囲 適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

Ｂ 
 

（ⅴ） 
放射性廃棄物以外
の放射性物質に関
連した設備で、そ
の破損により公衆
及び従業員に過大
な放射線被ばくを
与える可能性のあ
る施設で、Ｓクラ
ス以外の施設 

① 核燃料物質取扱設備
（Ｓクラスに属するもの
を除く。） 

② 放射線低減効果の大き
い遮蔽（安全容器及び遮
へいコンクリート冷却系
を含む。） 

 １）機器・配管、電気
計装設備等の支持
構造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 

SB 
SB 
 

 
 

 
 

（ⅵ） 
使用済燃料を貯蔵
するための施設
で、Ｓクラス以外
の施設 

① 第一使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

 １）貯蔵ラック 
 ２）水冷却池 
② 第二使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

 １）貯蔵ラック 
 ２）水冷却池 

  １）第一使用済燃料
貯蔵建物 

２）第二使用済燃料
貯蔵建物 

SB 
SB 

  

（ⅶ） 
使用済燃料を冷却
するための施設 

① 原子炉附属建物水冷却
池水冷却浄化設備 

② 第一使用済燃料貯蔵建
物水冷却池水冷却浄化設
備 

③ 第二使用済燃料貯蔵建
物水冷却池水冷却浄化設
備 

 １）機器・配管、電気
計装設備等の支持
構造物 

 

１）原子炉附属建物 
２）第一使用済燃料
貯蔵建物 

３）第二使用済燃料
貯蔵建物 

SB 
SB 
SB 
 

 
 

 
 

（ⅷ） 
放射性物質の放出
を伴うような事故
の際にその外部放
散を抑制するため
の施設で、Ｓクラ
ス以外の施設 

① 外周コンクリート壁 
② アニュラス部排気系 
 １）アニュラス部排気系
（アニュラス部常用排気
フィルタを除く。） 

③ 非常用ガス処理装置 
④ 主排気筒  
 

 １）機器・配管、電気
計装設備等の支持
構造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 

SB 
SB 
 

 
 

 
 

（ⅸ） 
その他 

① 中央制御室（Ｓクラス
に属するものを除く。） 

② 非常用ディーゼル電源
系（Ｓクラスに属するも
のを除く） 

③ 交流無停電電源系（Ｓ
クラスに属するものを除
く。） 

④ 直流無停電電源系（Ｓ
クラスに属するものを除
く。） 

⑤ 電気計装設備（事故時
監視計器の一部） 

⑥ 補機冷却設備（上記
（ⅰ）～（ⅶ）に関連す
るもの） 

⑦ 空調換気設備（上記
（ⅰ）～（ⅶ）に関連す
るもの） 

 １）機器・配管、電気
計装設備等の支持
構造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 
３）主冷却機建物 

SB 
SB 
SB 

  

(*1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

(*2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。 

(*3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受け

る支持構造物をいう。 

(*4) 間接的支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物・構築物）をいう。 

(*5) 波及的影響を考慮すべき設備とは、下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するものに波及的影響

を及ぼすおそれのある設備をいう。 

(*6) Ss：基準地震動 Ssにより定まる地震力。 

 SB：耐震Ｂクラス施設に適用される静的地震力。 

 SC：耐震Ｃクラス施設に適用される静的地震力。 

 

 

 

第 1.3.1表(6) （省略） 

 

 

 

 

 

 

第 1.3.1表(5) クラス別施設 

クラス クラス別施設 

主要設備(*1) 補助設備(*2) 直接支持構造物(*3) 間接支持構造物(*4) 波及的影響を考慮すべき設備(*5) 

適用範囲 適用範囲 適用範囲 適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 

 

適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

Ｂ 
 

（ⅴ） 
放射性廃棄物以外
の放射性物質に関
連した設備で、その
破損により公衆及
び従業員に過大な
放射線被ばくを与
える可能性のある
施設で、Ｓクラス以
外の施設 

① 核燃料物質取扱設備
（Ｓクラスに属するもの
を除く。） 

② 放射線低減効果の大き
い遮蔽（安全容器及びコ
ンクリート遮へい体冷却
系を含む。） 

 １）機器・配管、電気
計装設備等の支持
構造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 

SB 
SB 
 

 
 

 
 

（ⅵ） 
使用済燃料を貯蔵
するための施設で、
Ｓクラス以外の施
設 

① 第一使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

 １）貯蔵ラック 
 ２）水冷却池 
② 第二使用済燃料貯蔵建
物使用済燃料貯蔵設備 

 １）貯蔵ラック 
 ２）水冷却池 

  １）第一使用済燃料
貯蔵建物 

２）第二使用済燃料
貯蔵建物 

SB 
SB 

  

（ⅶ） 
使用済燃料を冷却
するための施設 

① 原子炉附属建物水冷却
池水冷却浄化設備 

② 第一使用済燃料貯蔵建
物水冷却池水冷却浄化設
備 

③ 第二使用済燃料貯蔵建
物水冷却池水冷却浄化設
備 

 １）機器・配管、電気
計装設備等の支持
構造物 

 

１）原子炉附属建物 
２）第一使用済燃料
貯蔵建物 

３）第二使用済燃料
貯蔵建物 

SB 
SB 
SB 
 

 
 

 
 

（ⅷ） 
放射性物質の放出
を伴うような事故
の際にその外部放
散を抑制するため
の施設で、Ｓクラス
以外の施設 

① 外周コンクリート壁 
② アニュラス部排気系 
 １）アニュラス部排気系
（アニュラス部常用排気
フィルタを除く。）(*7) 

③ 非常用ガス処理装置
(*7) 

④ 主排気筒  

 １）機器・配管、電気
計装設備等の支持
構造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 

SB 
SB 
 

 
 

 
 

（ⅸ） 
その他 

① 中央制御室（Ｓクラス
に属するものを除く。） 

② 非常用ディーゼル電源
系（Ｓクラスに属するも
のを除く。） 

③ 交流無停電電源系（Ｓ
クラスに属するものを除
く。） 

④ 直流無停電電源系（Ｓ
クラスに属するものを除
く。） 

⑤ 電気計装設備（事故時
監視計器の一部） 

⑥ 補機冷却設備（上記
（ⅰ）～（ⅶ）に関連す
るもの） 

⑦ 空調換気設備（上記
（ⅰ）～（ⅶ）に関連す
るもの） 

 １）機器・配管、電気
計装設備等の支持
構造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 
３）主冷却機建物 

SB 
SB 
SB 

  

(*1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

(*2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。 

(*3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受け

る支持構造物をいう。 

(*4) 間接的支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物・構築物）をいう。 

(*5) 波及的影響を考慮すべき設備とは、下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するものに波及的影響

を及ぼすおそれのある設備をいう。 

(*6) Ss：基準地震動 Ssにより定まる地震力。 

 SB：耐震Ｂクラス施設に適用される静的地震力。 

 SC：耐震Ｃクラス施設に適用される静的地震力。 

(*7) 基本的に、基準地震動による地震力に対して機能を喪失しないように整備する。ここで、アニュラス部排風機は、基準地震

動による地震力により、ベルトが外れ、動的機能維持が難しいため、基準地震動による地震力に対して機能を喪失しないよ

うに整備するものの対象外とするが、当該施設の補修（ベルトの再装着）の措置を講じることで、機能を復旧できるものとす

る。 

 

第 1.3.1表(6) （変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

第 1.3.1図(1) 弾性設計用地震動 Sdの応答スペクトル(NS成分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.3.1図(1) 弾性設計用地震動 Sdの応答スペクトル(NS成分) 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

第 1.3.1図(2) 弾性設計用地震動 Sdの応答スペクトル(EW成分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.3.1図(2) 弾性設計用地震動 Sdの応答スペクトル(EW成分) 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

第 1.3.1図(3) 弾性設計用地震動 Sdの応答スペクトル(UD成分) 

 

 

第 1.3.2図(1)～第 1.3.2図(6) （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.3.1図(3) 弾性設計用地震動 Sdの応答スペクトル(UD成分) 

 

 

第 1.3.2図(1)～第 1.3.2図(6) （変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 
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（鉛直成分） 

 

 

第 1.3.2図(7) 弾性設計用地震動 Sd-6の時刻歴波形 

 

 

 

第 1.3.3図 （省略） 
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（鉛直成分） 

 

 

第 1.3.2図(7) 弾性設計用地震動 Sd-6の時刻歴波形 

 

 

 

第 1.3.3図 （変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

第 1.3.4図(1) 弾性設計用地震動 Sdの一様ハザードスペクトル(水平成分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.3.4図(1) 弾性設計用地震動 Sdの一様ハザードスペクトル(水平成分) 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

第 1.3.4図(2) 弾性設計用地震動 Sdの一様ハザードスペクトル(鉛直成分) 

 

 

1.4 耐津波設計 

 （省略） 

 

 

 

  

 

第 1.3.4図(2) 弾性設計用地震動 Sdの一様ハザードスペクトル(鉛直成分) 

 

 

1.4 耐津波設計 

（変更なし） 
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年超過確率 10
-5
 

年超過確率 10
-4
 

年超過確率 10
-3
 

年超過確率 10
-6
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類８（1. 安全設計の考え方 1.5 火災による損傷の防止に係る設計）】 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

1.5 火災による損傷の防止に係る設計 

1.5.1 火災の防護に関する基本方針 

原子炉施設には、火災（ナトリウムが漏えいした場合に生じるナトリウムの燃焼を含む。）が発

生し、これを検知した場合において、原子炉を停止する（手動スクラム）。 

 

 

原子炉施設には、火災により原子炉施設の安全性が損なわれないようにするため、火災感知設

備、消火設備及び火災の影響を軽減する機能を設け、原子炉を停止でき、放射性物質の閉じ込め

機能を維持できるように、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持できるように、

さらに、使用済燃料貯蔵設備の水冷却池においては、使用済燃料の冠水を確保し、冷却機能を維

持できるように設計する。また、消火設備は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても

原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災防護対象設備とする安全施設のうち、動的機能を有する構築物、系統及び機器については、

フェイルセーフ又は多重化を基本方針とし、火災により、駆動源の喪失、系統の遮断その他の不

利な状況が発生した場合においても、原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態

を維持することにより、原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できるように設計する。静的

機能を有する構築物、系統及び機器については、不燃性材料で構成することを基本方針とする。 

 

1.5.2 火災防護対象設備 

原子炉を停止でき、放射性物質の閉じ込め機能を維持できるように、また、停止状態にある場

合は、引き続きその状態を維持できるように、さらに、使用済燃料貯蔵設備の水冷却池において

は、使用済燃料の冠水を確保し、冷却機能を維持できるように、以下の安全施設を火災防護対象

設備とする。 

（１）ＭＳ－１のうち、原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能を有する構築物、系統及び

機器 

（２）ＭＳ－１のうち、原子炉停止後の除熱機能を有する構築物、系統及び機器（１次主

循環ポンプポニーモータを除く） 

1.5 火災による損傷の防止に係る設計 

1.5.1 火災の防護に関する基本方針 

原子炉施設は、原子炉の運転に影響を及ぼすおそれのある火災（ナトリウムが漏えいした場合

に生じるナトリウムの燃焼（以下「ナトリウム燃焼」という。）を含む。以下同じ。）が発生し、

当該火災の発生又はナトリウムの漏えいを確認した場合において、原子炉を停止する（手動スク

ラム）。 

原子炉施設は、設計基準において想定される火災によっても、原子炉を停止でき、放射性物質

の閉じ込め機能を維持できるように、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持で

きるように、さらに、使用済燃料貯蔵設備の水冷却池においては、使用済燃料の冠水を確保し、

冷却機能を維持できるように設計する。 

ナトリウム燃焼に対しては、ナトリウム燃焼により原子炉施設の安全性が損なわれないよう、

ナトリウム燃焼の特徴を考慮し、「ナトリウム漏えいの発生防止」、「ナトリウム漏えいの検知・

ナトリウム燃焼の感知及びナトリウム燃焼の消火」並びに「ナトリウム燃焼の影響軽減」の三方

策のそれぞれを講じる設計とする。一般火災（ナトリウム燃焼を除く火災をいう。以下同じ。）

に対しては、一般火災により原子炉施設の安全性が損なわれないよう、本原子炉施設の安全上の

特徴を考慮し、必要に応じて、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準

（以下「火災防護基準」という。）」及び「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」を参考に、

「一般火災の発生防止」、「一般火災の感知及び消火」並びに「一般火災の影響軽減」の三方策

を適切に組み合わせる設計とする。 

また、消火設備は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても原子炉を安全に停止させ

るための機能を損なわないように設計する。 

火災が発生した場合は、速やかに初期消火活動を行うとともに、大洗研究所内通報連絡系統に

従って通報し、火災の消火、拡大防止のための活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 火災防護対象機器 

原子炉施設は、安全機能の重要度分類がクラス１、２、３に属する構築物、系統及び機器に対

して、適切な火災防護対策を講じる設計とする。 

安全機能の重要度分類から以下の（１）～（３）の構築物、系統及び機器を火災防護対象機器

（火災防護対象機器を駆動又は制御するケーブル（以下「火災防護対象ケーブル」という。）を含

む。火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを以下「火災防護対象機器等」という。）として

選定する。 

なお、ここで火災防護対象機器等として抽出しなかった構築物、系統及び機器に対しては、設

備や環境条件に応じて、消防法、建築基準法等で求められる対策で機能への影響を低減する設計
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（３）ＭＳ－１のうち、安全上特に重要な関連機能を有する構築物、系統及び機器 

（４）ＭＳ－２のうち、燃料プール水の保持機能を有する構築物、系統及び機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とする。 

（１）原子炉を停止し、また、停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するための構築物、

系統及び機器（関連する補機を含む。）（以下「原子炉の安全停止に係る機器等」という。） 

原子炉の安全停止に係る機器等は、安全機能の重要度分類から以下の機能を有する構築物、

系統及び機器とする。 

① 原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能（ＭＳ－１）に属する構築物系統及び機器 

② 炉心形状の維持機能（ＰＳ－１）に属する構築物、系統及び機器 

③ 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（ＭＳ－１）に属する構築

物、系統及び機器の一部 

④ 原子炉停止後の除熱機能（ＭＳ－１）に属する構築物、系統及び機器 

⑤ 原子炉冷却材バウンダリ機能（ＰＳ－１）に属する構築物、系統及び機器 

⑥ ２次冷却材を内蔵する機能（通常運転時の炉心の冷却に関連するもの）（ＰＳ－３）に

属する構築物、系統及び機器 

⑦ １次冷却材漏えい量の低減機能（ＭＳ－１）に属する構築物、系統及び機器の一部 

⑧ 事故時のプラント状態の把握機能（ＭＳ－２）に属する構築物、系統及び機器 

⑨ 緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能（ＭＳ－３）に属する構築物、系統

及び機器の一部 

⑩ 制御室外からの安全停止機能（ＭＳ－３）に属する構築物、系統及び機器 

⑪ 通常運転時の冷却材の循環機能（ＰＳ－３）に属する構築物、系統及び機器の一部 

⑫ プラント計測・制御機能（安全保護機能を除く。）（ＰＳ－３）に属する構築物、系統及

び機器 

⑬ 安全上特に重要な関連機能（ＭＳ－１）及び安全上重要な関連機能（ＭＳ－２）に属

する構築物、系統及び機器の一部 

（２）放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器（関連する補機を含む。）

（以下「放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等」という。） 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等は、安全機能の重要度分類から以下の機能を有

する構築物、系統及び機器とする。 

① 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（ＭＳ－１）に属する構築

物、系統及び機器の一部 

② 放射性物質の閉じ込め機能（ＭＳ－１）に属する構築物、系統及び機器 

③ 放射線の遮蔽及び放出低減機能（ＭＳ－２）に属する構築物、系統及び機器の一部 

④ 安全上特に重要な関連機能（ＭＳ－１）及び安全上重要な関連機能（ＭＳ－２）に属

する構築物、系統及び機器の一部 

⑤ 原子炉カバーガスバウンダリ等のバウンダリ機能（ＰＳ－２）に属する構築物、系統

及び機器 

⑥ 原子炉冷却材バウンダリに直接接続されていないものであって、放射性物質を貯蔵す

る機能（ＰＳ－２）に属する構築物、系統及び機器 

⑦ 燃料を安全に取り扱う機能（ＰＳ－２）に属する構築物、系統及び機器 

⑧ 放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ－３）に属する構築物、系統及び機器 
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1.5.3 火災区域及び火災区画の設定 

原子炉を停止し、放射性物質の閉じ込め機能を維持するための安全施設を火災から防護するこ

とを目的とし、想定火災の種類や大きさ等に応じて、原子炉施設を区域・区画化し、適切な離隔

距離若しくは隔壁を設けるとともに、当該区域・区画には、適切な火災感知設備及び消火設備を

設置する。火災区域は、建物ごとに耐火壁や防火戸により囲われた範囲を基本とする。火災区画

⑨ 核分裂生成物の原子炉冷却材中への放散防止機能（ＰＳ－３）に属する構築物、系統

及び機器 

（３）使用済燃料貯蔵設備において、使用済燃料の冠水を確保し、冷却機能を維持するための構築

物、系統及び機器（関連する補機を含む。）（以下「使用済燃料の冠水等に係る機器等」という。） 

使用済燃料の冠水等に係る機器等は、安全機能の重要度分類から以下の機能を有する構築物、

系統及び機器とする。 

① 燃料プール水の保持機能（ＭＳ－２）に属する構築物、系統及び機器 

② 燃料プール水の補給機能（ＭＳ－３）に属する構築物、系統及び機器 

一般火災に対する火災防護対策は、火災防護基準による「火災の発生防止」、「火災の感知

及び消火」並びに「火災の影響軽減」の三方策を適切に組み合わせる設計とする。当該組合

せは、本原子炉施設の安全上の特徴、火災防護対象機器が有する安全機能並びに火災防護対

象機器の配置、構造及び動作原理に係る以下の 4つの観点を考慮することを基本とし、火災

による機能への影響を判断して決定する。以下の 4 つの観点のいずれにも該当しない場合

は、火災防護基準による「火災の発生防止」、「火災の感知及び消火」並びに「火災の影響軽

減」の三方策のそれぞれを考慮することを基本とする。以下のⅲ）又はⅳ）に該当する場合

は、火災防護基準による「火災の感知及び消火」を考慮することを基本とし、火災による機

能への影響を判断して、火災防護基準による「火災の発生防止」、「火災の影響軽減」を考慮

する。以下のⅰ）又はⅱ）に該当する場合は、設備や環境条件に応じて、消防法、建築基準

法等で求められる対策で機能への影響を低減することを基本とする。 

なお、ここで火災防護基準に基づく対策を適用しなかった構築物、系統及び機器は、設備

や環境条件に応じて、消防法、建築基準法等で求められる対策で機能への影響を低減する設

計とする。 

ⅰ）不燃性材料で構成されるため、火災によって、火災防護対象機器が有する安全機能が影

響を受けない。 

ⅱ）環境条件から火災が発生しないため、火災によって、火災防護対象機器が有する安全機

能が影響を受けない。 

ⅲ）フェイルセーフ設計のため、火災によって、火災防護対象機器が有する安全機能を喪失

しない。 

ⅳ）代替手段により機能を達成できるため、火災によって、火災防護対象機器が有する安全

機能を喪失しない。 

ナトリウム燃焼に対する火災防護対策は、ナトリウム燃焼の特徴を考慮し、「ナトリウム漏

えいの発生防止」、「ナトリウム漏えいの検知・ナトリウム燃焼の感知及びナトリウム燃焼の

消火」並びに「ナトリウム燃焼の影響軽減」の三方策のそれぞれを講じる設計とする。 

 

1.5.3 火災区域及び火災区画の設定 

設計基準において想定される火災から火災防護対象機器等を防護することを目的とし、火災

区域及び火災区画を設定し、適切な火災防護対策を講じる設計とする。 

原子炉施設の建物として、原子炉建物、原子炉附属建物、主冷却機建物、第一使用済燃料貯

蔵建物、第二使用済燃料貯蔵建物、廃棄物処理建物、旧廃棄物処理建物及びメンテナンス建物
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は、原子炉の安全停止に係る系統分離等に応じて、火災区域を分割し、耐火壁や防火戸（必要に

応じて、防火ダンパ及び貫通部シールを含む。）により分離された範囲を基本とする。なお、これ

らの火災区域又は火災区画は、任意の区域又は区画に火災が発生した場合において、火災伝播に

より火災防護対象設備の安全機能を損なわないように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(なし) 

 

 

1.5.4 火災の発生防止 

想定される火災により、原子炉施設の安全性が損なわれることを防止するため、以下の火災の

発生防止対策を講じる。 

（１）発火性物質及び引火性物質漏えい防止 

原子炉施設の機器・設備等に内包される発火性物質及び引火性物質（液体）には、冷

却材であるナトリウム、ディーゼル発電機等の燃料油である重油、回転機器の潤滑オイ

ル、燃料交換機把持部等のナトリウムを除去する際に使用するアルコールがある。 

 

 

これらを内包する機器・設備等は、ベローズシール、パッキン、O リング等を用いる

ことによる発火性物質及び引火性物質（液体）の漏えい防止方策、又は、万一の漏えい

に備え、堰を設けて漏えい拡散面積を制限することによる拡大防止方策を講じた設計と

する。 

 

 

 

 

 

ごとに建物内の全体を火災区域として設定する。 

また、建物外に火災防護基準による対策を考慮する火災防護対象機器等を設置する場合は、

当該火災防護対象機器等を設置する区域を火災区域として設定する。 

火災防護基準による対策を考慮する火災防護対象機器等を設置する火災区域は、当該火災防

護対象機器等の配置、ナトリウムを内包する配管又は機器の配置、耐火壁の配置、消火設備の

配置を考慮し、火災区域を細分化した火災区画を設定する。 

一般火災に対して、火災防護基準による対策を考慮する火災防護対象機器等を設置する火災

区画は、火災防護基準による「火災の発生防止」、「火災の感知及び消火」並びに「火災の影響軽

減」の三方策を適切に組み合わせる設計とする。火災防護基準による対策を考慮する火災防護

対象機器等を設置しない火災区域又は火災区画は、設備や環境条件に応じて、消防法、建築基

準法等で求められる対策で機能への影響を低減する設計とする。 

ナトリウム燃焼に対して、ナトリウムを内包する配管又は機器を設置する火災区画は、「ナト

リウム漏えいの発生防止」、「ナトリウム漏えいの検知・ナトリウム燃焼の感知及びナトリウム

燃焼の消火」並びに「ナトリウム燃焼の影響軽減」の三方策のそれぞれを講じる設計とする。 

また、ナトリウムを内包する配管又は機器を設置する火災区画にあっては、ナトリウム燃焼

を起因に一般火災が発生するおそれがあることを考慮する。 

 

1.5.4 ナトリウム燃焼に対する火災防護対策 

 （省略） 

 

 

1.5.5 一般火災に対する火災防護対策 

1.5.5.1 一般火災の発生防止 

設計基準において想定される一般火災により、原子炉施設の安全性が損なわれることを防止す

るため、一般火災の発生防止について、以下のとおり設計する。 

（１）発火性又は引火性物質への対策 

発火性又は引火性物質（液体）を内包する設備及び当該設備を設置する火災区画には、

以下の対策を講じる設計とする。ここでいう発火性又は引火性物質（液体）としては、

ディーゼル発電機等の燃料油である重油、回転機器等の潤滑油、燃料交換機把持部等の

ナトリウムを除去する際に使用するアルコールを対象とする。 

（ⅰ）漏えいの防止、拡大防止 

火災防護基準による火災の発生防止を考慮する火災防護対象機器等を設置する火災

区画内における発火性又は引火性物質（液体）を内包する設備は、ベローズシール、

パッキン、Oリング等を用いることによる漏えい防止対策を講じる。 

また、万一の漏えいに備え、発火性又は引火性物質（液体）の保有量に応じて、堰を

設けて漏えい拡散面積を制限することによる拡大防止対策を講じる。 

（ⅱ）配置上の考慮 

火災防護基準による火災の発生防止を考慮する火災防護対象機器等について、発火

性又は引火性物質（液体）を内包する設備の火災により、当該火災防護対象機器等の
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機能を損なわないように、壁等の設置又は離隔による配置上の考慮を行うものとする。 

（ⅲ）換気 

発火性又は引火性物質（液体）を内包する設備及び火災防護基準による火災の発生

防止を考慮する火災防護対象機器等を設置する建物の屋内は、空調換気設備による機

械換気を、屋外については、自然換気を行うものとする。 

（ⅳ）防爆 

火災防護基準による火災の発生防止を考慮する火災防護対象機器等を設置する火災

区画のうち、「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気に至るおそれのある

火災区画には、防爆型の電気・計装品を使用するとともに、必要な電気設備に接地を

施すものとする。 

なお、燃料油（重油）及び潤滑油の引火点は、室内温度や機器運転温度に比べて高

く、可燃性蒸気が燃焼範囲の下限の濃度となることはない。このため、燃料油（重油）

及び潤滑油を内包する設備を設置する火災区画に設置する電気・計装品は、防爆型と

せず、防爆を目的とした電気設備の接地も必要としないものとする。 

（ⅴ）貯蔵 

火災防護基準による火災の発生防止を考慮する火災防護対象機器等を設置する火災

区画内の発火性又は引火性物質（液体）を内包する設備における発火性又は引火性物

質（液体）の保有量は、運転に必要な量に留めるものとする。 

（２）可燃性の蒸気又は可燃性の微粉への対策 

火災防護基準による火災の発生防止を考慮する火災防護対象機器等を設置する火災

区画において、可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が発生するおそれがある場合には、換気、

通風又は拡散の措置により、可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の滞留を防止する。 

また、火災防護基準による火災の発生防止を考慮する火災防護対象機器等を設置する

火災区画のうち、「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気に至るおそれの

ある火災区画には、防爆型の電気・計装品を使用するとともに、着火源となるような静

電気が溜まるおそれのある設備を設置する場合には、静電気を除去する装置を設けるも

のとする。 

なお、燃料油（重油）及び潤滑油の引火点は、室内温度や機器運転温度に比べて高く、

可燃性蒸気が燃焼範囲の下限の濃度となることはない。このため、燃料油（重油）及び

潤滑油を内包する設備を設置する火災区画に設置する電気・計装品は、防爆型とする必

要はないものとする。 

また、火災防護基準による火災の発生防止を考慮する火災防護対象機器等を設置する

火災区画には、金属粉や布による研磨機のように静電気が溜まるおそれのある設備を設

置しないものとする。 

（３）発火源への対策 

火災防護基準による火災の発生防止を考慮する火災防護対象機器等を設置する火災

区画における火花を発生するおそれのある設備は、金属製の筐体に収納する等の対策を

行い、設備の外部に火花が出ることを防止する。 

また、火災防護基準による火災の発生防止を考慮する火災防護対象機器等を設置する
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（２）不燃性材料又は難燃性材料の使用 

火災防護対象設備には、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計とする。ただし、

不燃性又は難燃性の材料が使用できない場合は、金属製の盤、電線管への格納等により、

火災の延焼を防止するための措置を講ずる。 

なお、機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体及びこれらの支持構造物のう

ち、主要な構造材は不燃性材料を使用する。また、火災防護対象設備が設置される火災

区画の建物内装材には、不燃性材料を使用する。 

（３）地絡・短絡等に起因する過電流による電力ケーブル等の過熱及び焼損の防止 

動力ケーブルについて、保護継電器、遮断器、ヒューズの組み合わせ等により、地絡

や短絡等に起因するケーブルの過熱及び焼損を防止する。 

非常用ディーゼル電源系、交流無停電電源系及び直流無停電電源系のうち、火災発生

リスクの高いケーブル（印加電圧が 480V を超えるもの）については、難燃ケーブルを

使用する。 

（４）蓄電池から発生する水素ガスの蓄積防止 

交流無停電電源系及び直流無停電電源系の蓄電池が設置される火災区画には、蓄電池

から発生する水素が滞留することがないように、換気設備を設ける。なお、当該換気設

備は、社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設計指針」（SBA G 0603－2001）に基づ

き、必要な換気容量を有したものとする。 

上記換気設備がなんらかの異常により停止した場合には、中央制御室に警報を発生す

火災区画における高温の設備は、高温部分を保温材で被覆し、可燃性物質との接触や可

燃性物質の過熱を防止する。 

（４）水素漏えいへの対策 

交流無停電電源系及び直流無停電電源系の蓄電池を設置する火災区画には、充電時に

おいて蓄電池から発生する水素が滞留することがないように、換気設備を設けるととも

に、水素の検知器を設置し、水素濃度が警報設定値に達した場合には、中央制御室に警

報を発生するものとする。当該換気設備は、外部電源喪失時に、機能を喪失することが

ないように、非常用電源設備より電源を供給する。 

当該換気設備は、社団法人日本電池工業会「蓄電池室に関する設計指針」（SBA G 0603

－2001）に基づき、必要な換気容量を有したものとする。 

換気設備が何らかの異常により停止した場合には、中央制御室に警報を発報するもの

とする。 

また、換気設備（換気扇）の故障に備え、可搬式局所排気装置を配備し、水素濃度が

2%に達するまでに可搬式局所排気装置による換気運転を行うことにより、水素濃度が燃

焼限界濃度を超えないものとする。 

交流無停電電源系及び直流無停電電源系の蓄電池を設置する火災区画には、直流開閉

装置やインバータを設置しないものとする。 

（５）過電流による過熱防止対策 

動力ケーブルについて、保護継電器、遮断器、ヒューズ等の組合せ等により、地絡や

短絡等に起因するケーブルの過熱及び焼損を防止する。 

（６）不燃性材料又は難燃性材料の使用 

火災防護基準による火災の発生防止を考慮する火災防護対象機器等は、以下のとお

り、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計とする。ただし、不燃性材料又は難燃性

材料が使用できない場合は、不燃性材料又は難燃性材料と同等の性能を有する代替材料

を使用するものとし、代替材料の使用が技術上困難な場合には、金属製の筐体や電線管

への格納等により、他の機能を有する火災防護対象機器等において火災が発生すること

を防止するための措置を講じる。 

（ⅰ）主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

火災防護対象機器について、機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体及びこ

れらの支持構造物のうち、主要な構造材は、金属材料、コンクリート等の不燃性材料

を使用する。ただし、配管等のパッキン類は、金属に覆われた狭隘部に設置し直接火

炎にさらされることはなく、他の火災防護対象機器等において火災が発生するおそれ

はないため、不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する場合がある。また、

金属に覆われたポンプや弁等の駆動部の潤滑油及び機器躯体内部の電気配線は、発火

した場合でも他の火災防護対象機器等に延焼するおそれはないため、不燃性材料又は

難燃性材料ではない材料を使用する場合がある。 

（ⅱ）変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包 

火災防護基準による火災の発生防止を考慮する火災防護対象機器等を設置する建物

内の変圧器及び遮断器は、絶縁油等の可燃性物質を内包していないものを使用する。 
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1.5.5 火災の感知及び消火 

 

 

（ⅲ）難燃ケーブルの使用 

火災防護基準による火災の発生防止を考慮する火災防護対象ケーブルは、以下に示す

自己消火性及び延焼性の実証試験又は当該試験に示される同等の性能を確認した難燃

ケーブルを使用する。ただし、核計装等のケーブルは、難燃ケーブルを使用するか、又

は耐ノイズ性を確保するため、難燃ケーブルの使用が困難な場合は、ケーブルを電線管

内に敷設するとともに、電線管の開口部を熱膨張性及び耐火性を有したシール材で閉塞

させ、電線管内への酸素の供給を防止することにより、難燃ケーブルと同等の自己消火

性及び延焼性を確保する。 

・ 自己消火性の実証試験：UL規格又は ICEA規格に基づく垂直燃焼試験 

・ 延焼性の実証試験：米国電気電子工学会（IEEE）規格 383又は電気学会技術報告

（Ⅱ部）第 139号に基づく垂直トレイ試験 

（ⅳ）換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用 

火災防護基準による火災の発生防止を考慮する火災防護対象機器のうち、空調換気

設備のフィルタは、チャコールフィルタを除き、「JIS L 1091（繊維製品の燃焼性試験

方法）」又は「JACA No.11A（空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針（公益社団法人 

日本空気清浄協会））」を満足する難燃性材料を使用する。 

（ⅴ）保温材に対する不燃性材料の使用 

火災防護対象機器に対する保温材は、ロックウールやケイ酸カルシウム等、建設省

告示第 1400 号に定められたもの又は建築基準法で不燃性材料として認められたもの

を使用する。 

（ⅵ）建物内装材に対する不燃性材料の使用 

火災防護基準による火災の発生防止を考慮する火災防護対象機器等を設置する建物

の主要な内装材には、建設省告示第 1400号に定められたもの、又は建築基準法で不燃

性材料として認められたものを使用する。ただし、管理区域の床及び天井については、

耐放射線性、除染性及び耐腐食性の確保を目的とし、旧建設省告示第 1231号第 2試験

に基づく難燃性が確認されたコーティング剤を使用する。当該コーティング剤は、不

燃性材料であるコンクリートに塗布されるものであり、当該コーティング剤が発火し

た場合でも、他の火災防護対象機器等において火災を生じさせるおそれは小さい。 

また、中央制御室等の床のカーペットは、消防法施行令第 4条の 3に基づく防炎性能

を有するものとする。 

（７）自然現象による火災の発生防止 

落雷による火災の発生防止対策として、屋外に位置する安全施設のうち、建築基準法

に基づき高さ 20mを超える安全施設には避雷設備を設ける。 

地震による火災の発生防止対策として、火災防護対象機器は、耐震重要度分類に応じ

て、十分な支持性能をもつ地盤に設置するとともに、自らが破壊又は倒壊することによ

る火災の発生を防止する。 

1.5.5.2 一般火災の感知及び消火 

設計基準において想定される一般火災により、原子炉施設の安全性が損なわれることを防止す

るため、早期に一般火災の感知及び消火ができるように、以下のとおり設計する。 
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（１）火災の感知 

早期に火災を感知するため、各火災区画等には、煙感知器を設置する。なお、設置環境条件

や対象物燃焼特性等を踏まえ、煙感知器以外のものを使用する場合がある。中央制御室に設置

される防災監視盤は、火災感知器が作動した場合に警報を発し、かつ火災の発生場所が特定で

きるものとする。火災防護対象設備が設置される火災区画等の火災感知器、及び中央制御室に

設置される防災監視盤については、外部電源喪失時に、その機能を喪失することがないように、

非常用電源設備より電源を供給する。 

ナトリウム漏えいの感知には、ナトリウム漏えい検出器を用いる。原子炉冷却材バウンダリ

及び冷却材バウンダリ等を構成する容器及び配管等（主冷却機を除く。）には、接点式のナトリ

ウム漏えい検出器を設ける。主冷却機については、その構造に鑑み、光学式のナトリウム漏え

い検出器を使用する。ナトリウム漏えい検出器が作動した場合に警報を発し、かつ火災の発生

場所が特定できるものとする。なお、原子炉冷却材バウンダリにあっては、リークジャケット

等を有しており、ナトリウム漏えい検出器は、原子炉冷却材バウンダリとリークジャケット等

のアニュラスに設置されるため、原子炉冷却材バウンダリ破損に伴うナトリウム漏えいは、当

該ナトリウムが系統外に漏えいする前に感知される。２次主冷却系配管が位置するエリア、重

油を貯蔵するエリア及び現場電源盤が設置されるエリアにおいては、監視用 ITV を設置し、中

央制御室のモニタにより、その状況を確認できるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）一般火災の感知 

火災防護基準による火災の感知を考慮する火災防護対象機器等に対する火災の影響を限定す

るため、早期に火災の感知を行えるように、火災感知器（感知器及び検知装置を合せて火災感

知器という。以下同じ。）と受信機から構成される火災感知設備を設置する。 

ここで、感知器とは、火災により生じる熱、煙又は炎を利用して火災の発生を感知し、火災

信号等を発生するものであり、かつ、消防法に定められた型式適合検定に合格したものをいい、

検知装置とは、感知器と同等の機能を有するが、検定品ではないものをいう。 

火災感知器について、感知器は、消防法施行規則第 23条第 4項に基づき設置することを基本

とし、検知装置は、監視範囲に死角がないように設置する。 

火災防護基準による火災の感知を考慮する火災防護対象機器等を設置する火災区画は、各火

災区画における放射線、取付面高さ、温度、空気流等の環境条件や炎が生じる前に発煙するこ

と等、予想される火災の性質を考慮して、異なる感知方式の火災感知器を設置する。当該火災

区画のうち、建物内における異なる感知方式の火災感知器の組合せとしては、誤作動を防止す

るため、平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、火災現象（急激な温度や煙の濃度の

上昇）を把握することができるアナログ式の煙感知器とアナログ式の熱感知器の組合せを基本

とする（アナログ式の煙感知器とアナログ式の熱感知器の組合せを適用するエリアを以下「一

般エリア」という。）。ただし、環境条件等から当該組合せを適用できないエリアについては、

感知方式として、煙感知器、熱感知器、炎感知器の優先順で組合せを設定する。建物外は、非

アナログ式の炎感知器とアナログ式の熱感知カメラを設置する。 

なお、火災防護基準による火災の感知を考慮する火災防護対象機器等を設置しない火災区画

における火災の感知は、設備や環境条件に応じて、消防法で求められる対策で機能への影響を

低減することを基本とする。 

以下に、一般エリア以外の火災感知器の設置について示す。 

（a）防爆エリア 

防爆エリアは、蓄電池又は燃料油を貯蔵する機器を有するエリアである。当該エリアは、

万一の爆発を考慮し、消防法施行規則第 23条第 4項に基づき、防爆型の非アナログ式の煙

感知器と防爆型の非アナログ式の熱感知器を設置する。 

防爆型の非アナログ式の煙感知器及び防爆型の非アナログ式の熱感知器は、以下により

誤作動を防止する。 

・ 防爆型の非アナログ式の煙感知器については、設置する場所に誤作動の要因となる

蒸気を生じる設備を設置しないものとする。 

・ 防爆型の非アナログ式の熱感知器については、作動温度が周囲温度よりも高いもの

を使用する。 

（b）中天井エリア 

中天井エリアは、火災感知器の取付面高さが 8m以上で 20m未満であり、消防法施行規則

第 23条第 4項における熱感知器の取付面高さに係る適用範囲を超えるエリアである。当該

エリアは、消防法施行規則第 23条第 4項に基づき、アナログ式の煙感知器と非アナログ式

の炎感知器を設置する。 

非アナログ式の炎感知器は、以下により誤作動を防止する。 
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・ 非アナログ式の炎感知器は、炎特有の性質を検出することにより、誤作動の少ない

赤外線方式を使用する。 

（c）高天井エリア 

高天井エリアは、火災感知器の取付面高さが 20m以上であり、消防法施行規則第 23条第

4 項における煙感知器及び熱感知器の取付面高さに係る適用範囲を超えるエリアである。

当該エリアは、消防法施行規則第 23条第 4項に基づき、非アナログ式の炎感知器と消防法

施行規則第 23条第 4項の適用範囲は超えるが、空調換気設備の運転状態に応じた空気の流

れ及び火災の規模に応じた煙の流動を踏まえて煙を有効に感知できるようにアナログ式の

煙感知器を設置する。 

（d）屋外エリア 

屋外エリアは、火災防護基準による火災の感知を考慮する火災防護対象機器等を設置す

る屋外のエリアである。当該エリアは、火災防護基準による火災の感知を考慮する火災防

護対象機器等を全体的に監視できるように非アナログ式の炎感知器及びアナログ式の熱感

知カメラを設置する。 

（e）火災防護基準による火災の感知を考慮する火災防護対象機器等を設置しないエリア 

火災防護基準による火災の感知を考慮する火災防護対象機器等を設置しないエリアは、

煙感知器を設置することを基本とする。ただし、多量の燃料油等による火災が想定される

場所、正常時に煙が滞留する場所又は水蒸気が多量に発生する場所等には、熱感知器を設

置する。また、放射線量が高く、かつ、火災感知器の設置ができないか、又は火災感知器

を設置した場合に火災感知器の保守点検ができない場所には、火災感知器を設置しないも

のとする。火災感知器を設置しない場所を以下に示す。 

・ 原子炉建物内の「炉容器ピット」 

・ 原子炉附属建物内の「燃料洗浄室」及び「缶詰室」 

・ 廃棄物処理建物内の「濃縮液タンク室等の高濃度廃液収納タンク設置室」及び「固

化処理室（Ｂ）及び固体廃棄物Ｂ貯蔵庫Ｂ」 

火災感知器の作動状況を中央制御室で監視するため、熱感知カメラ以外の火災感知器用

の受信機（以下「防災監視盤」という。）及び熱感知カメラ用の受信機を中央制御室に設置

する。防災監視盤は、火災感知器が作動した場合に警報を発し、かつ、火災感知器の設置

場所を一つずつ特定することにより、火災の発生場所を特定できるものとする。熱感知カ

メラ用の受信機は、熱感知カメラが作動した場合に警報を発生し、かつ、熱感知カメラの

監視画像を一つずつ確認することにより、火災の発生場所を特定できるものとする。 

火災感知設備は、外部電源喪失時に、機能を喪失することがないように、非常用電源設

備（非常用ディーゼル電源系及び蓄電池）より電源を供給する。 

火災感知設備は、自動試験及び遠隔試験等により、機能に異常がないことを確認する。 

なお、燃料油（重油）を貯蔵するエリア及び現場電源盤が設置されるエリアにおいては、

監視用 ITVを設置し、中央制御室のモニタにより、状況を確認できるものとする。 

また、原子炉運転中、格納容器（床下）は、高温・高放射線環境となるため、火災感知

器が故障するおそれがある。このため、格納容器（床下）に設置する火災感知器は、格納

容器（床下）を窒素雰囲気で維持し、火災が発生するおそれがない期間については、火災
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（２）火災の消火 

各火災区画等には、可搬式消火器（ＡＢＣ消火器又は特殊化学消火剤等）を配置し、運転員

等により火災の消火を行うことを基本とする。 

火勢が強く、運転員等による消火が困難なことが想定される場所については、ハロン消火設

備を設置し、遠隔操作による消火活動を可能とする。なお、原子炉施設は、ナトリウムを取り

扱うことを踏まえ、水を用いた消火設備を有しないため、消火設備の破損、誤動作又は誤操作

により、火災防護対象施設の安全機能を喪失することはない。ただし、ナトリウムを取り扱わ

ない第一使用済燃料貯蔵建物及び第二使用済燃料貯蔵建物には、屋内消火ポンプ式消火栓を配

備する。 

中央制御室には可搬式消火器を配置し、常駐する運転員により、火災の早期発見・早期消火

に対応できるものとする。 

火災防護対象施設が設置される火災区画等において、手動操作による固定式消火設備に期待

する場合には、固定式消火設備（ハロン消火設備）が、当該火災区画での火災により、機能を

喪失することがないように、独立性を考慮したものとする。また、固定式消火設備は、外部電

源喪失時に、その機能を喪失することがないように、蓄電池を有したものとする。 

消火活動に必要な照明を確保するため、中央制御室には、可搬式照明器具を配置する。また、

原子炉施設には、消火活動に必要となる消火服や空気呼吸器を配備するとともに、定期的に装

備装着訓練や消火訓練を実施することで、これらの機材の使用に係る習熟度向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感知器を事前に撤去又は作動信号を除外し、原子炉停止後に空気雰囲気に置換した後、速

やかに交換又は復旧する運用とする。 

（２）一般火災の消火 

火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難とならない火災区画は、運転員等

によりＡＢＣ消火器・二酸化炭素消火器（以下「可搬式消火器」という。）で消火を行い、火災

時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難となる火災区画には、固定式消火設備と

して、ハロン消火設備を設置する。 

なお、原子炉施設は、ナトリウムを取り扱うことを踏まえ、水を用いた消火設備を設置しな

いものとする。ただし、ナトリウムを取り扱わない第一使用済燃料貯蔵建物及び第二使用済燃

料貯蔵建物には、屋内消火ポンプ式消火栓を設置する。 

現場操作が必要となる場所にあっては、バッテリ内蔵型又は非常用ディーゼル電源系より給

電できる照明を常設する。また、中央制御室には、バッテリ内蔵型の可搬型照明を配備し、必

要に応じて持参できるものとする。 

原子炉施設には、消火活動に必要となる防護具を設置するとともに、定期的に装備装着訓練

や消火訓練を実施することで、これらの機材の使用に係る習熟度向上を図る。 

（a）可搬式消火器 

火災時に煙の充満により消火活動が困難とならない火災区画は、基本的に、火災の等価時間

が 20 分未満となる火災区画とする。ただし、火災の等価時間が 20 分を超えるものの、格納容

器（床上）等、体積が大きく火災時に煙の充満により消火活動が困難となるおそれはない火災

区画は、可搬式消火器で消火を行う。 

火災時に煙の充満により消火活動が困難とならない火災区画にあっては、可能な限り、機器

等を金属製の筐体・金属製の可とう電線管に収納すること又は使用時以外は通電しない運用と

することにより、当該機器の火災に起因して、他の機器等で火災が発生することを防止すると

ともに、消火活動が困難とならないように、可燃性物質の量を少なく管理することにより、煙

の発生を抑えるものとする。 

（ⅰ）可搬式消火器の設置 

ａ．原子炉施設で保有するＡＢＣ消火剤の量は、火災区画の可燃性物質の量に対して、初

期消火の成否を考慮した上で十分な量を備えるものとする。 

ｂ．可搬式消火器は、各火災区画において、それぞれの可搬式消火器に至る歩行距離が 20m

（大型消火器の場合は 30m）以下となるように各階ごとに設置する。火災区画内に可搬式

消火器を設置しない場合は、当該火災区画の入口から歩行距離が 20m（大型消火器の場合

は 30m）以下となる場所に設置する。 

ｃ．中央制御室には、ＡＢＣ消火器に加えて、二酸化炭素消火器を設置する。 

ｄ．ナトリウムを内包する配管又は機器を設置する火災区画には、可搬式消火器（ＡＢＣ

消火器）を設置しないものとする。 

（ⅱ）可搬式消火器の自然現象に対する機能、性能の維持 

ａ．敷地付近の水戸地方気象台での記録（1897年～2013年）によれば、最低気温は-12.7℃

であり、可搬式消火器は、使用温度範囲が当該最低気温に適切な余裕を考慮したものを使

用することにより凍結を防止する。 
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ｂ．可搬式消火器及びハロン消火設備は、風水害に対して、性能が著しく阻害されないよ

うに屋内に設置することを基本とする。ただし、可搬式消火器を屋外に設置する場合は、

風水害に対して、性能が著しく阻害されないように、格納箱等に収納する等の対策を講じ

る。 

ｃ．可搬式消火器は、地震や振動により転倒しないように転倒防止措置を講じる。 

（ⅲ）可搬式消火器の破損、誤作動又は誤操作による影響 

可搬式消火器（二酸化炭素消火器）については、消火剤の性状により、設置場所で破損

した場合にあっても、機器等に影響を及ぼすことはない。可搬式消火器（ＡＢＣ消火器）

については、転倒・落下し破損しないように転倒防止措置を講じる。 

また、可搬式消火器は、誤作動又は誤操作を防止するため、訓練を受けた運転員等が使

用するものとする。 

（b）固定式消火設備（ハロン消火設備） 

固定式消火設備（ハロン消火設備）を設置する火災時に煙の充満により消火活動困難となる

火災区画は、基本的に、火災の等価時間が 20分以上となる火災区画とする。 

（ⅰ）固定式消火設備（ハロン消火設備）の主な仕様 

ａ．固定式消火設備（ハロン消火設備）の消火剤には、ハロン 1301を使用する。 

ｂ．固定式消火設備（ハロン消火設備）の消火剤の量は、消防法に基づくものとする。 

ｃ．中央制御室から固定式消火設備（ハロン消火設備）の起動装置の設置場所に 20 分以

内にアクセスすることができる場合、固定式消火設備（ハロン消火設備）の起動方式は、

現場（火災範囲外）に設置した起動装置による手動起動とすることを基本とする。ただし、

原子炉附属建物のケーブル室は、多くのケーブルを有すること、狭いこと、及びケーブル

室に設置する中央制御室の制御盤等のケーブルについて、当該制御盤等は、運転員の操作

性及び視認性を確保することを目的に近接して設置することから、火災の影響を軽減で

きるように、当該室の固定式消火設備（ハロン消火設備）の起動方式は、自動起動とする。 

ｄ．固定式消火設備（ハロン消火設備）は、外部電源喪失時に、機能を喪失することがな

いように、非常用電源設備より電源を供給するものとする。 

ｅ．固定式消火設備（ハロン消火設備）が故障した場合には、中央制御室に故障警報を吹

鳴するものとする。 

ｆ．固定式消火設備（ハロン消火設備）は、作動前に運転員等の退出ができるように警報

を吹鳴するものとする。 

（ⅱ）固定式消火設備（ハロン消火設備）の自然現象に対する機能、性能の維持 

ａ．固定式消火設備（ハロン消火設備）に使用する消火剤（ハロン 1301）の凝固点（約-

168℃）は低く、凍結するおそれはない。 

ｂ．固定式消火設備（ハロン消火設備）は、風水害に対して、性能が著しく阻害されない

ように、建物内に設置するものとする。 

ｃ．火災防護基準による対策を考慮する火災防護対象機器等を設置する火災区画における

固定式消火設備（ハロン消火設備）は、基準地震動による地震力に対して機能を喪失しな

いものとする。固定式消火設備（ハロン消火設備）は、地震における地盤変位対策として、

屋外と連結する配管を設置しないものとする。 
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1.5.6 火災の影響軽減 

（１）火災区画等の分離 

火災発生により他の区域・区画の火災防護対象設備に影響を及ぼさないために、火災区画等

は、耐火壁、防火戸、防火ダンパ及び貫通部シール（不燃性パネル又は不燃性パテを使用）に

より分離する。なお、火災区画等で可燃物を保管する場合は、金属製のキャビネット等に収納

する。金属製のキャビネット等以外で保管する場合は、「1.5.7 火災の影響評価」に基づき実

施する火災の影響評価において設定した各火災区画等の仮置き可燃物の制限量を超えないよう

に、可燃物の量を管理するとともに、発火源や火災防護対象設備と適切に分離されるように、

その離隔距離等を管理する。 

また、非常用ディーゼル電源系のうち、火災発生リスクの高いケーブル（印加電圧が 480Vを

超えるもの）の敷設ルートは、他のケーブル等への影響がないように、離隔距離を確保又は電

線管を用いて施工する。さらに、地下階に設置されているディーゼル発電機及びボイラー設備

に使用する重油の貯蔵タンク内のベーパが建物内に滞留しないよう、これらのタンクにはベン

ト管を設けるものとし、ベーパを屋外に放出・拡散させるものとする。 

中央制御室が使用できない場合において、中央制御室以外の場所から原子炉を停止させ、崩

壊熱を除去し、及び必要なパラメータを監視するための中央制御室外原子炉停止盤を設ける。 

（２）ナトリウム漏えいに係る影響の軽減 

ナトリウムを保有する区画には、耐火能力を有する鋼製のライナ又は受樋を設置し、ナトリ

ウムとコンクリートが直接接触することを防止することで火災の影響を軽減する。 

１次冷却材を内包する機器・設備を二重構造とし、二重壁内を窒素雰囲気として、１次冷却

材が漏えいした場合にあっても、当該ナトリウムが燃焼することを防止する。また、原子炉運

転中においては、１次冷却材を内包する機器・設備が設置される格納容器（床下）を窒素雰囲

気とし、万一、１次冷却材が二重壁外へ漏えいした場合にあっても、当該ナトリウムが燃焼す

ることを防止する。 

２次冷却材を内包する機器が設置される主冷却機建物においては、多量のエアロゾルの発生

を想定し、その拡散を防止するため、換気空調設備を停止し、防煙ダンパを閉止できるものと

し、他の区画等への影響を軽減する。また、２次冷却材が漏えいした場合には、系統のナトリ

ウムをドレンし、漏えい量を低減し、火災の影響を軽減する。 

 

 

 

 

（ⅲ）固定式消火設備の破損、誤作動又は誤操作による影響 

固定式消火設備（ハロン消火設備）に使用する消火剤（ハロン 1301）は、電気絶縁性が

高いため、金属への直接影響は小さい。また、沸点が低く揮発性が高く腐食生成物である

フッ素等の機器等への残留は少ないため、機器への影響も小さい。 

固定式消火設備（ハロン消火設備）が破損、誤作動又は誤操作した場合の濃度は、ハロ

ン 1301の無毒性濃度と同等の濃度である。当該濃度は、雰囲気中の酸素濃度を低下させる

濃度ではないため、酸欠に至ることもない。 

1.5.5.3 一般火災の影響軽減 

設計基準において想定される一般火災により、原子炉施設の安全性が損なわれることを防止す

るため、一般火災の影響軽減について、以下のとおり設計する。 

（１）火災防護基準による火災の影響軽減を考慮する原子炉の安全停止に係る火災防護対象機器等

について、系列の異なる当該火災防護対象機器等は、異なる火災区画に設置することを基本と

する。当該火災防護対象機器等を設置する火災区画の耐火壁の耐火能力は、当該火災防護対象

機器等の配置及び火災の等価時間を考慮して設定する。当該火災防護対象機器等を設置する火

災区画の火災の等価時間が 3時間を超え、かつ、隣接する火災区画に系列の異なる当該火災防

護対象機器等を設置する場合は、火災区画間の耐火壁を 3時間以上の耐火能力を有するものと

するか、隣接する火災区画の系列の異なる当該火災防護対象機器等に対して耐火能力を有する

隔壁を設置し、当該隔壁と耐火壁を合わせて 3時間以上の耐火能力を有するものとする。 

（２）系列の異なる火災防護基準の火災の影響軽減を考慮する原子炉の安全停止に係る火災防護対

象機器等を同一の火災区画内に設置する場合は、中央制御室及びケーブル室を除き、相互の系

統分離を以下のいずれかにより行う設計とする。 

ａ．系列の異なる火災防護基準による火災の影響軽減を考慮する原子炉の安全停止に係る火災防

護対象機器等について、互いの系列間を 3時間以上の耐火能力を有する隔壁等により分離す

る。 

ｂ．系列の異なる火災防護基準による火災の影響軽減を考慮する原子炉の安全停止に係る火災防

護対象機器等について、互いの系列間を 1時間の耐火能力を有する隔壁等で分離し、かつ、火

災感知設備及び自動消火設備を設置する。ただし、中央制御室から手動起動装置の設置場所ま

で速やかに移動し、ハロン消火設備を起動できる場合は、自動消火設備の設置に代えて、手動

操作によるハロン消火設備を設置する。また、火災時に煙の充満により消火活動が困難となら

ず、かつ、中央制御室から火災の発生した火災区画まで速やかに移動し、消火活動を行うこと

ができる火災区画は、自動消火設備の設置に代えて、可搬式消火器による消火を行うものとす

る。 

（３）中央制御室及びケーブル室における火災の影響軽減については、以下のとおり設計する。 

（ⅰ）中央制御室に対する火災の影響軽減 

中央制御室の制御盤等は、運転員の操作性及び視認性を確保することを目的に近接して

設置することから、一つの制御盤等に系列の異なるケーブルが接続されることを踏まえ

て、以下により火災の影響軽減を行う設計とする。 

① 火災防護基準による火災の影響軽減を考慮する原子炉の安全停止に係る火災防護対象

ケーブルに対する火災の影響軽減 
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火災防護基準に基づく措置を講じる異なる系列のケーブルについて、盤内は狭く耐火

壁により 1時間の耐火能力を確保することはできないものの、可能な限り耐火テープを

敷設し、火災の影響を軽減する。当該耐火テープについては、30分の耐火能力を有する

ものを使用する。 

② 火災の早期感知 

中央制御室には、固有の信号を発する異なる種類の火災感知器として、煙感知器と熱

感知器を設置する。 

常駐する運転員による火災の早期感知に努めるとともに、火災防護基準による火災の

影響軽減を考慮する原子炉の安全停止に係る系列の異なる火災防護対象ケーブルを接続

する制御盤等は、早期に火災を感知し、火災の影響を軽減するため、盤に煙感知器を設

置する。当該煙感知器は、中央制御室に設置する煙感知器よりも早期に火災を感知でき

るものとする。 

③ 火災の早期消火 

中央制御室内には、可搬式消火器として、ＡＢＣ消火器に加えて、電気機器への悪影

響を与えない二酸化炭素消火器を設置する。 

常駐する運転員は、火災を感知した場合、火災の影響を軽減するため、1～2本の二酸

化炭素消火器による消火を行う。当該消火活動の際には、二酸化炭素が局所的に滞留す

ることによる人体への影響を考慮して、中央制御室に設置する二酸化炭素濃度計を携帯

する。常駐する運転員による火災の早期感知及び消火を図るため、消火活動の手順を定

めて、定期的に訓練を実施する。 

また、中央制御室には、煙の充満により消火活動に支障を来さないように、排煙設備

を設置する。 

（ⅱ）ケーブル室に対する火災の影響軽減 

中央制御室の下方に位置するケーブル室においては、多くのケーブルを有すること、狭

いこと、及びケーブル室に有する中央制御室の制御盤等のケーブルについて、当該制御盤

等は、運転員の操作性及び視認性を確保することを目的に近接して設置することから、中

央制御室の制御盤等に接続する箇所でケーブルが近接することを踏まえて、以下により火

災の影響軽減を行う設計とする。 

① 火災防護基準による火災の影響軽減を考慮する原子炉の安全停止に係る火災防護対象

ケーブルに対する火災の影響軽減 

火災防護基準による火災の影響軽減を考慮する原子炉の安全停止に係る火災防護対象

ケーブルは、施工に必要な隙間を確保できる範囲において、1時間の耐火能力を有する

耐火シートを敷設した電線管内に敷設する。当該耐火シートを敷設した電線管を敷設す

ることができない中央制御室の制御盤等に接続する狭隘部には、1時間の耐火能力を確

保することはできないものの、耐火能力を有する耐火テープを敷設し、火災の影響を軽

減する。当該耐火テープについては、30分の耐火能力を有するものを使用する。 

② 火災の早期感知 

ケーブル室には、固有の信号を発する異なる種類の火災感知器として、煙感知器と熱

感知器を設置する。 
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ケーブルの火災を早期に検知し、火災の影響を軽減できるよう、検知装置として光フ

ァイバ温度センサを設置する。 

なお、光ファイバ温度センサは、消火後の状況を確認することにも使用することがで

きる。 

③ 火災の早期消火 

ケーブル室には、自動起動又は現場（火災範囲外）において、運転員が手動で起動す

ることができる固定式消火設備（ハロン消火設備）を設置する。 

当該固定式消火設備（ハロン消火設備）は、光ファイバ温度センサが作動し、中央制

御室に警報が発せられた場合、現場（火災範囲外）において、運転員が手動で起動する

ものとする。当該固定式消火設備（ハロン消火設備）の手動起動は、ケーブル室の火災

感知器が作動する前に行う操作であり、その際には、ケーブル室内において、光ファイ

バ温度センサが誤作動したものではないことを確認するため、中央制御室には、手動起

動装置を設置しないものとする。 

また、当該固定式消火設備（ハロン消火設備）は、複数の感知器が作動した場合に自

動起動するものとする。万一、自動起動しなかった場合には、現場（火災範囲外）にお

いて、運転員が手動で起動するものとする。 

④ 火災防護基準による火災の影響軽減を考慮する原子炉の安全停止に係る火災防護対象

ケーブルを敷設する電線管内での火災 

火災防護基準による火災の影響軽減を考慮する原子炉の安全停止に係る火災防護対象

ケーブルを敷設する電線管内の火災については、電線管内で窒息消火されるよう当該電

線管の開口部を熱膨張性及び耐火性を有したシール材で閉塞する。 

また、上記電線管内で火災が発生した場合には、当該電線管内のケーブルが断線、地

絡又は短絡するため、警報や指示値の異常が発生する。当該警報や指示値の異常を確認

し、原子炉の停止を行い、その後、火災の発生場所を特定して復旧することとし、上記

電線管内には光ファイバケーブルを敷設しないものとする。万一、上記電線管内で窒息

消火されず、電線管の外部に延焼した場合には、「1.5.5.3 （３） （ⅱ）①～③」の対

策により、火災の影響を軽減することができる。 

（４）換気設備は、他の火災区画の火、熱又は煙が、火災防護基準の火災の影響軽減を考慮する火

災防護対象機器等を設置する火災区画に悪影響を及ぼさないように、防火ダンパを設置する。

当該防火ダンパを設置する換気設備のフィルタには、フィルタの延焼を防護するため、チャコ

ールフィルタを除き、「JIS L 1091（繊維製品の燃焼性試験方法）」又は「JACA No.11A（空気

清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針（公益社団法人 日本空気清浄協会））」を満足する難燃性

材料を使用する。 

（５）運転員が常駐する中央制御室には、火災時の煙を排気できるように、建築基準法が定める構

造方法に準じた排煙設備を設置する。 

 なお、当該排煙設備は、中央制御室専用であるため、排気に伴う放射性物質の環境への放出

を考慮する必要はない。 

（６）地下階に設置される燃料油（重油）の貯蔵タンク内のベーパが建物内に滞留しないよう、当

該タンクにはベント管を設け、ベーパを屋外に排気できるものとする。 
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（７）火災区画で可燃性物質を保管する場合は、原則として、建設省告示第 1360号において定め

られた構造方法に準拠した防火性能を有する鋼製のキャビネットに収納する。鋼製のキャビネ

ット以外で保管する場合は、「1.5.5.5 一般火災の影響評価」に基づき実施する一般火災の影

響評価において設定する可燃性物質の制限量を超えないように、管理するとともに、発火源や

火災防護対象機器等と適切に分離されるように、米国電気電子工学会（IEEE）規格 384の分離

距離を準用し、可燃性物質の位置を管理する。さらに、当該可燃性物質は、不燃シートで覆う

ことによる火災予防措置を講じる。 

1.5.5.4 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

以下に示す火災区域又は火災区画は、それぞれの特徴を考慮した火災防護対策を講じる。 

（１）ケーブル処理室 

本原子炉施設においてケーブル処理室には、原子炉附属建物中 2階のケーブル室が該当する。 

ケーブル室は、1箇所の入口を設置する設計とするとともに、ケーブルトレイ間は、幅 0.9m、

高さ 1.5m未満の分離となる設計とするが、ケーブル室内に消防隊員が入室しなくとも消火が行

えるよう、自動起動の固定式消火設備（ハロン消火設備）を設置する設計とする。 

また、ケーブルトレイ間は、幅 0.9m、高さ 1.5m 未満の分離となる設計とするが、「1.5.5.3 

（３） （ⅱ）」に示す対策を講じることにより火災の影響を軽減する設計とする。 

（２）電気室 

本原子炉施設において電気室は、電源供給のみに使用する設計とする。 

（３）蓄電池室 

蓄電池室には、直流開閉装置やインバータを設置しない設計とする。 

蓄電池室の換気設備は、一般社団法人電池工業会「蓄電池に関する設計指針（SBA G 0603-

2001）」よる水素の排気に必要な換気量以上とし、蓄電池室の水素濃度が 2％を十分下回るよ

うに維持できるように設計する。当該換気設備が故障した場合は、中央制御室に警報を発する

設計とする。 

（４）ポンプ室 

火災防護基準による対策を考慮する火災防護対象機器のうち、ポンプの設置場所は、体積が

大きい等、火災時に煙の充満により消火活動が困難となるおそれは小さい。当該ポンプ室にお

ける消火に当たっては、空気呼吸器等を装備するものとし、運転員等の安全には十分留意する

とともに、可搬型の排煙装置を準備し、必要な場合には、扉の開放や当該装置により換気し、

呼吸具の装備及び酸素濃度の測定をし安全確認後に入室する設計とする。 

（５）中央制御室等 

中央制御室等（中央制御室空調再循環運転時に閉回路を構成する範囲）と他の火災区画の空

調換気設備の貫通部には、防火ダンパを設置する設計とする。 

中央制御室等の床のカーペットは、消防法施行令第 4 条の 3 に基づく防炎性能を有するもの

を使用する設計とする。 

（６）使用済燃料貯蔵設備、新燃料貯蔵設備 

使用済燃料貯蔵設備の貯蔵ラックは、水冷却池において、水中に設置されている。当該貯蔵

ラック内の使用済燃料等が臨界に達するおそれがないように、適切な間隔を確保する設計とす

る。 
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1.5.7 火災の影響評価 

火災防護対象設備については、ケーブル火災、潤滑油及び燃料油の火災並びに仮置き可燃物に

よる火災を想定した影響評価を行い、その安全機能が損なわれることがないように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（なし） 

新燃料貯蔵設備では、床面で吊り下げられた収納管に新燃料等を収納する。新燃料等が臨界

に達するおそれがないように、収納管を適切な間隔を有するように配列した設計とするととも

に、新燃料を貯蔵能力最大に収容した状態で万一当該設備が水で満たされるという厳しい状態

を仮定しても、実効増倍率は 0.95以下に保つことができるように設計する。 

（７）放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備 

原子炉建物及び原子炉附属建物において、廃ガス処理室、廃液タンク室、アルコール廃液タ

ンク室の火災区画に関連する空調換気設備は、当該火災区画の空気を排気ラインに設けたフィ

ルタを介して、主排気筒に導入し、外部に放出するものとし、環境への放射性物質の放出を防

ぐことができる設計とする。 

なお、これらの火災区画では、水による消火活動を実施しない。 

気体廃棄物処理設備、液体廃棄物処理設備、固体廃棄物処理設備は、不燃性材料(鉄鋼又は金

属板)で構成されるため、火災によって機能が影響を受けることはない。 

使用済イオン交換樹脂は、ステンレス鋼製容器に、チャコールフィルタ及び HEPA フィルタ

は、金属製容器又は金属製保管庫に貯蔵する。 

放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備においては、冷却が必要な崩壊熱が発生し、

火災事象に至るような放射性廃棄物を貯蔵しない。金属ナトリウムが付着している、若しくは

付着しているおそれのある固体廃棄物については、メンテナンス建物に設けた脱金属ナトリウ

ム設備により、固体廃棄物を直接洗浄するか、又は除去用の治具類（スクレーパー、ヘラ等）

を用いて、金属ナトリウムを除去する。除去した金属ナトリウムは、脱金属ナトリウム設備に

より安定化するものとし、また、金属ナトリウムが付着している治具類についても同様に安定

化し、貯蔵中の火災の発生を防止する。 

1.5.5.5 一般火災の影響評価 

設計基準において想定される一般火災（ナトリウム燃焼に伴う一般火災の重畳を含む。）に対

して、「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」を参考に、原子炉の安全停止が達成できるこ

とを以下により評価する。 

（ⅰ）火災区画内における火災源の火災荷重及び燃焼率から、当該火災区画内の火災の等価時間

を算出する。 

（ⅱ）火災区画内で想定される火災に対して、当該火災区画に設置されている火災感知設備の種

類及び消火設備を確認し、火災の感知及び消火方法が適切であること、並びに隣接する火災

区画への火災の伝播を評価する。 

（ⅲ）設計基準において想定される火災による火災防護基準の火災の影響軽減を考慮する原子炉

の安全停止に係る火災防護対象機器等への影響を確認する。 

 

1.5.6 手順等 

 （省略） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類８（1. 安全設計の考え方 1.6 溢水による損傷の防止に係る設計）】 
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1.6 溢水による損傷の防止に係る設計 

1.6.1 溢水の防護に関する基本方針 

原子炉施設は、原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損、消火系統の作動又は使用済燃

料貯蔵設備の水冷却池のスロッシング等による溢水が生じた場合においても、原子炉を停止で

き、放射性物質の閉じ込め機能を維持できるように、また、停止状態にある場合は、引き続きそ

の状態を維持できるように、さらに、使用済燃料貯蔵設備の水冷却池においては、使用済燃料の

冠水を確保し、冷却機能を維持できるように設計する。また、原子炉施設内の放射性物質を含む

液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、

当該液体が管理区域外へ漏えいしないように設計する。 

溢水防護対象設備とする安全施設のうち、動的機能を有する構築物、系統及び機器については、

フェイルセーフ又は多重化を基本方針とし、溢水により、駆動源の喪失、系統の遮断その他の不

利な状況が発生した場合においても、原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態

を維持することにより、原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できるように設計する。また、

放射性物質を含む液体を内包する容器又は配管の破損によって、当該容器又は配管から放射性物

質を含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいするおそれのあるもの

（当該区画に管理区域外との連絡通路（扉等）があるもの）を対象とし、堰を設ける等の措置を

講じる。 

 

1.6.2 溢水防護対象設備 

原子炉を停止でき、放射性物質の閉じ込め機能を維持できるように、また、停止状態にある場

合は、引き続きその状態を維持できるように、さらに、使用済燃料貯蔵設備の水冷却池において

は、使用済燃料の冠水を確保し、冷却機能を維持できるように、以下の安全施設を溢水防護対象

設備とする。 

（１）ＭＳ－１のうち、原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能を有する構築物、系統及び

機器 

（２）ＭＳ－１のうち、原子炉停止後の除熱機能を有する構築物、系統及び機器（１次主

循環ポンプポニーモータを除く） 

（３）ＭＳ－１のうち、安全上特に重要な関連機能を有する構築物、系統及び機器 

（４）ＭＳ－２のうち、燃料プール水の保持機能を有する構築物、系統及び機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 溢水による損傷の防止に係る設計 

1.6.1 溢水の防護に関する基本方針 

原子炉施設は、原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損、消火系統の作動又は使用済燃

料貯蔵設備の水冷却池のスロッシング等による溢水が生じた場合においても、原子炉を停止で

き、放射性物質の閉じ込め機能を維持できるように、また、停止状態にある場合は、引き続きそ

の状態を維持できるように、さらに、使用済燃料貯蔵設備の水冷却池においては、使用済燃料の

冠水を確保し、冷却機能を維持できるように設計する。また、原子炉施設内の放射性物質を含む

液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、

当該液体が管理区域外へ漏えいしないように設計する。 

なお、原子炉施設において、原子炉の運転に影響を及ぼすおそれがある溢水が発生し、これを

検知した場合には、運転員の手動スクラム操作により、原子炉を停止する。 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 溢水防護対象機器 

原子炉施設は、安全機能の重要度分類がクラス１、２、３に属する構築物、系統及び機器に対

して、適切な溢水防護対策を講じる設計とする。 

安全機能の重要度分類から以下の（１）～（３）の構築物、系統及び機器を溢水防護対象機器

（溢水防護対象機器を駆動又は制御するケーブルを含む。）として選定する。 

（１）原子炉を停止し、また、停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するための構築

物、系統及び機器（関連する補機を含む。以下「原子炉の安全停止に係る機器等」という。） 

原子炉の安全停止に係る機器等は、安全機能の重要度分類から以下の機能を有する構築

物、系統及び機器とする。 

① 原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能（ＭＳ－１）に属する構築物、系統及び機器 

② 炉心形状の維持機能（ＰＳ－１）に属する構築物、系統及び機器 

③ 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（ＭＳ－１）に属する構築

物、系統及び機器の一部 

④ 原子炉停止後の除熱機能（ＭＳ－１）に属する構築物、系統及び機器 

⑤ 原子炉冷却材バウンダリ機能（ＰＳ－１）に属する構築物、系統及び機器 

⑥ ２次冷却材を内蔵する機能（通常運転時の炉心の冷却に関連するもの）（ＰＳ－３）に

属する構築物、系統及び機器 

⑦ １次冷却材漏えい量の低減機能（ＭＳ－１）に属する構築物、系統及び機器の一部 

⑧ 事故時のプラント状態の把握機能（ＭＳ－２）に属する構築物、系統及び機器 

⑨ 緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能（ＭＳ－３）に属する構築物、系統

及び機器の一部 
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⑩ 制御室外からの安全停止機能（ＭＳ－３）に属する構築物、系統及び機器 

⑪ 通常運転時の冷却材の循環機能（ＰＳ－３）に属する構築物、系統及び機器の一部 

⑫ プラント計測・制御機能（安全保護機能を除く。）（ＰＳ－３）に属する構築物、系統及

び機器 

⑬ 安全上特に重要な関連機能（ＭＳ－１）及び安全上重要な関連機能（ＭＳ－２）に属

する構築物、系統及び機器の一部 

（２）放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器（関連する補機を含

む。以下「放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等」という。） 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等は、安全機能の重要度分類から以下の機能

を有する構築物、系統及び機器とする。 

① 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（ＭＳ－１）に属する構築

物、系統及び機器の一部 

② 放射性物質の閉じ込め機能（ＭＳ－１）に属する構築物、系統及び機器 

③ 放射線の遮蔽及び放出低減機能（ＭＳ－２）に属する構築物、系統及び機器の一部 

④ 安全上特に重要な関連機能（ＭＳ－１）及び安全上重要な関連機能（ＭＳ－２）に属

する構築物、系統及び機器の一部 

⑤ 原子炉カバーガスバウンダリ等のバウンダリ機能（ＰＳ－２）に属する構築物、系統

及び機器 

⑥ 原子炉冷却材バウンダリに直接接続されていないものであって、放射性物質を貯蔵す

る機能（ＰＳ－２）に属する構築物、系統及び機器 

⑦ 燃料を安全に取り扱う機能（ＰＳ－２）に属する構築物、系統及び機器 

⑧ 放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ－３）に属する構築物、系統及び機器 

⑨ 核分裂生成物の原子炉冷却材中への放散防止機能（ＰＳ－３）に属する構築物、系統

及び機器 

（３）使用済燃料貯蔵設備において、使用済燃料の冠水を確保し、冷却機能を維持するための

構築物、系統及び機器（関連する補機を含む。以下「使用済燃料の冠水等に係る機器等」

という。） 

使用済燃料の冠水等に係る機器等は、安全機能の重要度分類から以下の機能を有する構

築物、系統及び機器とする。 

① 燃料プール水の保持機能（ＭＳ－２）に属する構築物、系統及び機器 

② 燃料プール水の補給機能（ＭＳ－３）に属する構築物、系統及び機器 

溢水防護対策については、本原子炉施設の安全上の特徴並びに原子炉の安全停止に係る機器

等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等が有する安

全機能、配置、構造及び動作原理に係る以下の 2つの観点を考慮することを基本とし、溢水によ

る機能への影響を判断して決定する。 

（１）環境条件から溢水が発生しないため、溢水によって、その機能が影響を受けない。 

（２）密封構造を有するもの、又は水環境での使用を想定しているものであり、溢水によって、

その機能が影響を受けない。 
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1.6.3 溢水の影響評価 

溢水防護対象設備については、以下の溢水を想定した影響評価を行い、没水及び被水により、

その安全機能が損なわれることがないように設計する。 

 

 

（１）溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水 

① 高エネルギー配管＊1（完全全周破断）からの溢水 

＊1 呼び径＞25A（1B） 

運転温度＞95℃又は運転圧力＞1.9MPa［gage］ 

 

② 低エネルギー配管＊2（配管内径の 1/2 の長さと配管肉厚の 1/2 の幅を有する貫

通クラック）からの溢水 

＊2 呼び径＞25A（1B） 

運転温度≦95℃かつ運転圧力≦1.9MPa［gage］ 

（ただし、静水頭圧の配管は除く。） 

（２）原子炉施設内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統

からの放水による溢水 

① 火災検知により自動作動するスプリンクラーからの放水 

 

② 建物内の消火活動のために設置される消火栓からの放水 

（３）地震に起因する機器の破損等により生じる溢水 

① 原子炉施設内に設置された機器の破損による漏水（耐震重要度分類Ｂ、Ｃクラス

機器の破損） 

② 使用済燃料貯蔵設備水冷却池のスロッシングによる溢水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3 溢水源の想定 

溢水防護対象機器については、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」を参考に、以下の

溢水を想定した影響評価を行い、没水、被水及び蒸気により、その安全機能が損なわれることが

ないように設計する。また、使用済燃料貯蔵設備水冷却池のスロッシングによる溢水については、

当該液体が管理区域外へ漏えいしない設計とする。 

（１）溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水 

① 高エネルギー配管＊1（完全全周破断）からの溢水 

＊1 呼び径＞25A（1B） 

運転温度＞95℃又は運転圧力＞1.9MPa［gage］ 

（ただし、応力評価及び非破壊検査を実施しているものについては除外可能） 

② 低エネルギー配管＊2（配管内径の 1/2 の長さと配管肉厚の 1/2 の幅を有する貫

通クラック）からの溢水 

＊2 呼び径＞25A（1B） 

運転温度≦95℃かつ運転圧力≦1.9MPa［gage］ 

（ただし、静水頭圧の配管は除く。） 

（２）原子炉施設内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統

からの放水による溢水 

① 火災検知により自動作動するスプリンクラーからの放水（ただし、原子炉施設

は、当該設備を有しない。） 

② 建物内の消火活動のために設置される消火栓からの放水 

（３）地震に起因する機器の破損等により生じる溢水 

① 原子炉施設内に設置された機器の破損による漏水（耐震重要度分類Ｂ、Ｃクラス

機器の破損） 

② 使用済燃料貯蔵設備水冷却池のスロッシングによる溢水 

 

1.6.4 溢水防護区画の設定 

溢水防護区画は、基本的に壁、扉で区切られた部屋単位とし、溢水防護対象機器が設置されて

いる全ての区画、中央制御室、及び現場操作が必要な場合には、設備へのアクセス通路について

設定する。ただし、「環境条件から明らかに溢水が発生しない」、「密封構造を有するもの、又は水

環境での使用を想定しているものであり、明らかに溢水の影響が生じない」の条件を満足する溢

水防護対象機器にあっては、溢水防護区画の設定を除外できるものとする。また、溢水防護対象

機器に関連するケーブル類は、端部（電源盤等）を除き、その被覆等により、溢水の影響を受け

ないと判断できるため、溢水防護区画の設定の対象外とする（溢水の影響を受けないと判断でき

ない場合を除く。）。さらに、必要に応じて、堰等も区画に用いるものとする。 

 

1.6.5 没水の影響への対策 

想定される溢水により、溢水防護対象機器が、没水により安全機能を損なわないよう、以下に

示すいずれかの対策、又はこれらを組み合わせた対策を講じる。 

（１）溢水源を保有する区画には、基本的に、漏水検知器又は漏油検知器を設置する。吹き抜
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け等を有する区画にあっては、最下層に検知器を設置する。 

漏水検知器又は漏油検知器は、溢水の発生を確実に検知できる位置に設置する。 

漏水検知器又は漏油検知器により溢水の発生を早期に検知し、中央制御室からの遠隔操

作又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とする。現場操作が必要となる

場所にあっては、バッテリ内蔵型又は非常用ディーゼル電源系より給電できる照明を常設

する。また、中央制御室には、バッテリ内蔵型の可搬型照明を配備し、必要に応じて持参

できるものとする。 

漏水検知器及び漏油検知器は、基準地震動による地震力に対して、その機能が損なわれ

ない設計とするとともに、外部電源喪失時に、その機能を喪失することがないように、非

常用電源設備（非常用ディーゼル電源系及び蓄電池）より電源を供給する。 

（２）溢水防護区画外の溢水に対しては、壁や止水板、貫通部密封処理等による流入防止対策

を図り溢水の流入を防止する設計とする。壁や止水板、貫通部密封処理等は、溢水により

発生する水位や水圧に対して流入を防止できる設計とするとともに、基準地震動による地

震力に対して、その機能が損なわれない設計とする。止水板等については、「JIS A 4716 

浸水防止用設備建具型構成部材」における Ws-3以上の等級を有するもの又は相当品とす

る。 

（３）溢水防護対象機器の設置高さを嵩上げし、溢水防護対象機器の機能喪失高さが、溢水水

位を上回る設計とする。 

 

1.6.6 被水の影響への対策 

想定される溢水により、溢水防護対象機器が、被水により安全機能を損なわないよう、以下に

示すいずれかの対策、又はこれらを組み合わせた対策を講じる。 

（１）溢水防護区画外の溢水に対しては、壁や止水板、貫通部密封処理等による流入防止対策

を図り溢水の被水を防止する設計とする。壁や止水板、貫通部密封処理等は、溢水により

発生する水位や水圧に対して流入を防止できる設計とするとともに、基準地震動による地

震力に対して、その機能が損なわれない設計とする。止水板等については、「JIS A 4716 

浸水防止用設備建具型構成部材」における Ws-3以上の等級を有するもの又は相当品とす

る。 

（２）電源盤等の設備は、固定式消火設備等の水消火を行わない消火手段（二酸化炭素消火設

備、消火器等）を採用し、被水の影響がない設計とする。 

（３）被水する溢水防護対象機器は、「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IP

コード)」における第二特性数字 4以上相当の保護等級を有する機器を用い、被水の影響を

受けない設計とする。被水の影響により安全機能を損なうおそれがある機器の電動機及び

計器については、水の浸入に対する防護措置（JIS-C-0920保護等級の防まつ形（IP＊4）以

上）を講じる。 

（４）被水する溢水防護対象機器は、保護カバーやパッキン等による被水防護措置を行い、被

水の影響を受けない設計とする。 

（５）多重性又は多様性を有している溢水防護対象機器は、別区画に設置し、溢水が発生した

場合でも同時に安全機能を損なうことがない設計とする。 
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1.6.7 蒸気の影響への対策 

想定される溢水により、溢水防護対象機器が、蒸気により安全機能を損なわないよう、以下に

示すいずれかの対策、又はこれらを組み合わせた対策を講じる。 

（１）想定される蒸気の発生源は、空調設備等に使用するボイラー蒸気設備であり、当該温

度・圧力が、約 160℃・約 0.6MPaと比較的低いことに鑑み、検知器として、火災感知器

（アナログ式の煙感知器）を流用する。蒸気の放出を検知し、中央制御室からの遠隔操作

又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とする。 

（２）溢水防護区画外の蒸気放出に対しては、壁や貫通部密封処理による流入防止対策を図り

蒸気の流入を防止する設計とする。壁や貫通部密封処理は、放出された蒸気流入を防止で

きる設計とするとともに、基準地震動による地震力に対して、その機能が損なわれない設

計とする。 

（３）溢水防護対象機器が、蒸気に直接曝されることがないように防護板による防護措置を行

う。また、当該蒸気が、溢水防護区画内に拡散することによる雰囲気温度の上昇を抑制

し、溢水防護対象機器の安全機能が損なわれないように対策する。 

（４）蒸気に曝される溢水防護対象設備は、蒸気に対して耐性を有する機器を用い、蒸気の影

響を受けない設計とする。蒸気の影響により安全機能を損なうおそれのある機器の計器に

ついては、蒸気環境下に耐えるための防護措置（JIS-C-0920保護等級の防浸形（IP＊7）以

上）を講じる。 

 

1.6.8 放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えい防止対策 

想定される溢水により、放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区

域外へ漏えいしないよう、以下に示すいずれかの対策、又はこれらを組み合わせた対策を講じる。 

（１）放射性物質を含む液体を内包する機器及び配管は、全て管理区域内に設置する。 

（２）放射性物質を含む液体が管理区域内に漏えいした場合に、非管理区域に漏えいすること

がないように、管理区域の下階が管理区域となるように配置上できる限り考慮する。 

（３）配置上、管理区域内より非管理区域に漏えいするおそれが否定できない箇所について

は、段差や堰、止水板等を設けることにより非管理区域側へ漏えいすることを防止する。

止水板等については、「JIS A 4716 浸水防止用設備建具型構成部材」における Ws-3以上

の等級を有するもの又は相当品とする。 

 

1.6.9 溢水の影響評価 

1.6.9.1 溢水量の想定 

（１） 機器の破損等により生じる溢水では、それぞれの溢水防護対象機器に対して影響が最も大

きくなる単一の設備破損による溢水源（多重化された系統を有する設備の破損による溢水で

は、単一の系統破損による溢水源）を想定し、その影響を評価する。溢水量は、漏水を検知

し、現場又は中央制御室からの隔離により漏えいを停止するまでの時間を考慮して算出する。

溢水量を算出する際の運転員による対応として、設備の配置やアクセス性等を基に設定した以

下の時間を考慮する。 



添 8-1-1.6-6 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

ａ．漏えい発生から漏えい検知までの時間 

ｂ．現場への移動時間 ※ 管理区域への入域はチェンジングに要する時間を含む。 

ｃ．（現場）漏えい箇所特定に要する時間 

ｄ．弁操作時間及び循環ポンプ等停止時間 

（２）原子炉施設内で生じる火災の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水では、

それぞれの溢水防護対象機器に対して影響が最も大きくなる単一の放水による溢水源を想定

し、その影響を評価する。なお、原子炉建物及び原子炉附属建物並びに主冷却機建物において

放水設備を有しない。 

（３）地震による機器の破損（スロッシングを含む。）により生じる溢水では、流体を内包する機

器のうち、基準地震動 Ssによって破損が生じる可能性のある機器について破損を想定し、その

影響を評価する。評価では、複数系統、複数箇所の同時破損を想定し、最大の溢水量を算出す

る。 

 

1.6.9.2 溢水経路の想定 

（１）溢水防護区画の溢水水位が最も高くなるように、扉の漏水の状態並びに貫通部及び堰の有無

を考慮する。 

（２）溢水防護区画の溢水水位が最も高くなるように、ハッチ及び目皿からの流出はないものとす

る。一方、上階で生じた溢水に起因する没水の評価では、ハッチがない単純な開口部として、

上階で生じた溢水がそのまま当該フロアに落水してくるものとする。 

（３）放射性物質を含む液体の管理区域外への溢水の影響評価では、管理区域より非管理区域への

漏えいがないことを確認するため、管理区域に設けられた段差を考慮する。 

 

1.6.9.3 溢水の影響評価 

（１）原子炉施設内で発生した溢水の溢水防護対象機器への影響評価 

溢水防護対象機器については、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」を参考に、想定し

た溢水に対して、影響評価を行い、没水、被水及び蒸気により、その安全機能が損なわれること

がないことを確認する。なお、内部溢水により、原子炉に外乱が及び、かつ、安全保護系、原子

炉停止系の作動を要求される場合について、原子炉の安全停止に係る機器等は、没水、被水及び

蒸気により、その安全機能が損なわれない設計としていることから、内部溢水による外乱は、運

転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因事象の発生に留まり、安全解析に影響を及ぼさな

い。 

溢水防護対象機器に対する没水の影響評価では、溢水の影響を受けて溢水防護対象機器の安全

機能を損なうおそれがある高さ（以下「機能喪失高さ」という。）を設定し、発生した溢水による

水位（以下「溢水水位」という。）が機能喪失高さを上回らないことをもって溢水防護対象機器が

安全機能を損なうおそれがないことを評価する。機能喪失高さは、溢水防護対象機器の各付属品

の設置状況を踏まえ、没水によって安全機能を損なうおそれのある最低の高さを設定する。 

溢水防護対象機器に対する被水（蒸気を含む。）の影響評価では、溢水源からの直線軌道及び放

物線軌道の飛散による被水や溢水源からの漏えい蒸気の拡散等により、安全機能を損なうおそれ

がないことを評価する。 
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なお、機器の破損等により生じる溢水について、多重化された設備の破損による溢水では、破

損した系統と別の系統は健全であり、当該設備の安全機能は維持されているものとする。 

（２）放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えいの影響評価 

放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えいの影響評価では、使用済燃料貯蔵設備水冷却池

のスロッシングによる溢水について、溢水の管理区域外への漏えいの有無を設備の配置の観点か

ら評価するとともに、配置上管理区域外への漏えいが否定できない箇所については、設けられた

段差や堰、止水板を上回らないことをもって管理区域外へと漏えいしないことを評価する。 

 

1.6.10 手順等 

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、原子炉施設保安規定を

定める。原子炉施設保安規定には、溢水について、以下の内容を含む手順を定め、適切な管理を

行う。 

・ 運転要領（運転管理、保守管理、事故発生時の措置）の作成に関すること 

・ 必要な要員の配置に関すること 

・ 教育及び訓練に関すること 

・ 必要な資機材の配備に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類８（1. 安全設計の考え方 1.7 外部からの衝撃による損傷の防止に係る設計）】 
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1.7 外部からの衝撃による損傷の防止に係る設計 

1.7.1 基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全施設は、想定される洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影

響、生物学的事象、森林火災が発生した場合において、また、敷地及びその周辺において想定さ

れる航空機落下、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突及び電磁的障害

に対して、その安全機能の重要度に応じて、必要な安全機能を損なわないように設計する。重要

安全施設については、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現

象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じる応力を、それぞれの因果

関係及び時間的変化を考慮して、適切に組み合わせるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 外部からの衝撃による損傷の防止に係る設計 

1.7.1 基本方針 

自然現象（地震及び津波を除く。）及び敷地又はその周辺において想定される原子炉施設の安

全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）について、網羅的に抽出するために、「Specific Safety Requirements (No.SSR-3)」の「5.SITE 

EVALUATION FOR RESEARCH REACTOR FACILITIES」及び「Appendix APPENDIXⅠ SELECTED POSTULATED 

INITIATING EVENTS FOR RESEARCH REACTORS」を参考に、以下の事象を選定した。 

 

【自然現象】 

洪水／降水／風（台風）／凍結／積雪／落雷 

地滑り／生物学的事象／竜巻／火山の影響／森林火災 

 

【人為事象】 

航空機落下／ダムの崩壊／爆発／有毒ガス／船舶の衝突／電磁的障害／近隣工場等の火

災 

 

安全施設は、原子炉施設敷地で想定される洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、

地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災等の自然現象（地震及び津波を除く。）又はその組

合せに遭遇した場合において、自然事象そのものがもたらす環境条件及びその結果として試験研

究用等原子炉施設で生じ得る環境条件においても、安全機能を損なわない設計とする。 

なお、敷地で想定される自然現象のうち、高潮については、立地的要因により設計上考慮する

必要はない。 

自然現象の組合せにおいては、以下の荷重の組合せを考慮した設計とする。 

（１） 「竜巻」＋「積雪」 

（２） 「火山の影響」＋「風（台風）」＋「積雪」 

上記に加え、重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定さ

れる自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じる応力を、それ

ぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して、適切に考慮した設計とする。 

また、安全施設は、敷地及びその周辺において想定される原子炉施設の安全性を損なわせる原

因となるおそれがある事象であって人為によるもの（航空機落下、ダムの崩壊、爆発、近隣工場

等の火災、有毒ガス、船舶の衝突及び電磁的障害）に対して、安全機能を損なわない設計とする。 

想定される自然現象及び原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるものに対しては、必要に応じて、設備と運用による対策を組み合わせた措置を講

じることにより、安全施設が安全機能を損なわない設計とする。また、安全施設が安全機能を損

なわないために必要な安全施設以外の施設又は設備等への措置を含める。 

「研究炉の重要度分類の考え方」を参考に、その機能、構造及び動作原理を考慮し、その機能

喪失により周辺の公衆に過度の放射線被ばくを与えるおそれのある施設として、以下の施設を外

部からの衝撃による損傷の防止に係る重要安全施設とする。 

（ⅰ）クラス１ 
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1.7.2 外部からの衝撃による損傷の防止に係る設計（竜巻、森林火災及び近隣工場等の火災（以下

「外部火災」という。）を除く。） 

 

 安全施設については、以下の事象を想定し、安全機能を損なわないように設計する。 

（１）洪水・降水 

敷地は鹿島台地にあり、地形的にみて洪水・降水による被害は考えられない。したが

って、洪水・降水を考慮する必要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）風（台風） 

敷地付近で観測された瞬間最大風速は、水戸地方気象台の観測記録（1937 年～2013

年）によれば 44.2m/s（1939年 8月 5日）である。屋外に位置する安全施設のうち、風

（台風）により安全機能を損なうおそれのあるものは、風荷重に対する設計を、日本の

最大級の台風を考慮した建築基準法に基づいて行い、安全機能を損なわないように設計

する。 

 

 

 

 

 

 

（３）凍結 

（ⅱ）クラス２のうち、特に自然現象の影響を受けやすく、かつ、代替手段によってそ

の機能の維持が困難であるか、又はその修復が著しく困難な構築物、系統及び機器 

耐竜巻設計、耐降下火砕物設計、耐外部火災設計においては、安全機能の重要度分類がクラス

１、２、３に属する構築物、系統及び機器を竜巻防護施設、降下火砕物防護施設、外部火災防護

施設とし、外部からの衝撃による損傷の防止に係る安全施設に該当する構築物、系統及び機器を

影響評価の対象とする。当該影響評価にあっては、当該安全施設の外殻施設を評価対象とする場

合がある。重要安全施設以外の安全施設は、竜巻、火山の影響及び外部火災（森林火災及び近隣

工場等の火災）により損傷するおそれがある場合に、代替措置や修復等を含めて、安全機能を損

なわないものとする。 

 

1.7.2 外部からの衝撃による損傷の防止に係る設計（火山の影響、竜巻、森林火災及び近隣工場等

の火災（以下「外部火災」という。）を除く。） 

1.7.2.1 安全施設の設計方針 

 安全施設については、以下の事象を想定し、安全機能を損なわない設計とする。 

（１）洪水 

敷地は鹿島台地（茨城県東茨城郡大洗町南部の太平洋に面した丘陵地帯の台地（標高：

約 38m））にあり、また、原子炉施設は、T.P.＋約 35m～＋約 40mに位置する。敷地周辺

に涸沼（標高：約 0m）が存在する。敷地内には、窪地をせき止めて造成した夏海湖があ

り、その水位は、T.P.＋約 29m である（水深：約 6m）。地形的にみて洪水による被害

は考えられない。したがって、洪水を考慮する必要はない。 

（２）降水 

屋外に位置する安全施設のうち、浸水により安全機能を損なうおそれのあるものは、

水戸地方気象台で記録されている 1時間降水量の最大値に、適切な余裕を考慮し、浸水

を防止することで、安全機能を損なわない設計とする。なお、これを上回る降水に対し

ては、表流水のほとんどは夏海湖に集まり、敷地の北側から一般排水溝に流れる経路と

なる。 

（３）風（台風） 

敷地付近で観測された瞬間最大風速は、水戸地方気象台の観測記録（1937 年～2013

年）によれば 44.2m/s（1939年 8月 5日）である。屋外に位置する安全施設のうち、風

（台風）により安全機能を損なうおそれのあるものは、建築基準法及び同施行令第 87条

第 2 項及び第 4 項に基づく建設省告示第 1454 号より設定した設計基準風速（34m／s、

地上高 10m、10分間平均）の風荷重に対し機械的強度を有することにより安全機能を損

なわない設計とする。 

なお、風（台風）に伴う飛来物による影響は、竜巻影響評価にて想定する設計飛来物

の影響に包絡される。 

ここで、風（台風）に関連して発生する可能性がある自然現象としては、落雷及び高

潮が考えられる。落雷については、同時に発生するとしても、個々の事象として考えら

れる影響と変わらない。高潮については、立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

（４）凍結 
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敷地付近の水戸地方気象台での記録（1897年～2013年）によれば、最低気温は-12.7 ℃

（1952 年 2 月 5 日）、月平均最低気温は-3.1℃（1 月）である。屋外に位置する安全施

設のうち、凍結により安全機能を損なうおそれのあるものは、上記の最低気温に、適切

な余裕を考慮し、凍結を防止することで、安全機能を損なわないように設計する。 

 

 

（４）積雪 

水戸地方気象台の観測記録（1897 年～2013 年）によれば、積雪量の日最大値は 32 

cm(1945年 2月 26日)である。屋外に位置する安全施設のうち、積雪により安全機能を

損なうおそれのあるものは、茨城県建築基準法関係条例に基づく積雪単位重量指定値に

より設計を行うことで、安全機能を損なわないようにする。 

 

 

 

 

（５）落雷 

雷害防止として、屋外に位置する安全施設のうち、建築基準法に基づき高さ 20mを超

える安全施設には避雷針を設ける。また、避雷針の接地極として、接地網を布設して接

地抵抗の低減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）地滑り 

大洗研究所（南地区）の敷地には、地滑りの素因となるような地形の存在は認められ

ないことから、安全施設の安全機能を損なうような地滑りが生じることはない。したが

って、地滑りを考慮する必要はない。 

 

（７）生物学的事象 

海より取水していないため、海生生物等による影響はない。補機冷却設備及び脱塩水

供給設備は、適宜、点検・清掃するとともに、必要に応じて、薬液注入を行い、微生物

等の発生による影響を軽減し、関連する安全施設の安全機能を損なわないようにする。

また、小動物の侵入については、屋外に設置される端子箱貫通部等をシールすることで、

これを防止する。 

（８）航空機落下 

敷地付近の水戸地方気象台での記録（1897年～2013年）によれば、最低気温は-12.7 ℃

（1952 年 2 月 5 日）、月平均最低気温は-3.1℃（1 月）である。屋外に位置する安全施

設のうち、凍結により安全機能を損なうおそれのあるものは、上記の最低気温に、適切

な余裕を考慮し、保温等の凍結防止対策を必要に応じて行うことで、安全機能を損なわ

ない設計とする。屋内については、建物空調換気設備により環境温度は凍結のおそれの

ない室温となるため、安全機能は損なわれない。 

（５）積雪 

水戸地方気象台の観測記録（1897 年～2013 年）によれば、積雪量の日最大値は 32 

cm(1945年 2月 26日)である。屋外に位置する安全施設のうち、積雪により安全機能を

損なうおそれのあるものは、建築基準法及び同施行令第 86 条第 3 項に基づく茨城県建

築基準法等施行細則より設定した設計基準積雪量（30cm）の積雪荷重に対し機械的強度

を有することにより安全機能を損なわない設計とする。 

なお、設計値（30cm）を上回るような積雪事象は、気象予報により事前に予測が可能

であり、進展も緩やかであるため、建物屋上等の除雪を行うことで積雪荷重を低減させ

る。 

（６）落雷 

雷害防止として、屋外に位置する安全施設のうち、建築基準法に基づき高さ 20mを超

える安全施設には避雷設備を設ける。また、避雷設備の接地極として、接地網を敷設し

て接地抵抗の低減を図る。 

なお、避雷設備については、2003年に JIS A 4201-1992「建築物等の避雷設備（避雷

針）」から改正された JIS A 4201-2003「建築物等の雷保護」の保護レベルⅠに適合する

ものとする。 

雷サージの侵入に対して、原子炉保護系のロジック盤における計装ケーブル及び制御

ケーブルには、鋼製筐体（鉄筋コンクリートトレンチ、金属製トレイ又は金属製電線管

を含む。）や金属シールド付ケーブルの適用により雷サージの侵入を抑制する。屋外に

位置する安全施設における屋外敷設制御・計測ケーブルについても同様とする。なお、

雷サージに起因して外部電源を喪失した場合、原子炉はスクラム（自動停止）する。 

（７）地滑り 

大洗研究所（南地区）の敷地には、設置許可申請書添付書類六 3.4.2.1 項において

「変動地形学的調査結果によると、敷地には地すべり地形及びリニアメントは認められ

ない」としており、安全施設の安全機能を損なうような地滑りが生じることはない。し

たがって、地滑りを考慮する必要はない。 

（８）生物学的事象 

海より取水していないため、海生生物等による影響はない。補機冷却設備及び脱塩水

供給設備は、適宜、点検・清掃するとともに、必要に応じて、薬液注入を行い、微生物

の発生による影響を軽減し、関連する安全施設の安全機能を損なわない設計とする。ま

た、屋内設備は建物の雨水流入防止措置により、屋外に設置される端子箱貫通部はシー

ルすることで、小動物の侵入を防止する設計とする。 

（９）航空機落下 
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航空機の落下確率は、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準につい

て」（平成 14・07・29 原院第 4 号（平成 14 年 7 月 30 日原子力安全・保安院制定））等

を準用して評価した結果、約 8.8×10-8 回／炉・年であり、防護設計の要否を判断する

基準である 10-7回／炉・年を下回る。これにより、航空機落下による損傷の防止は、設

計上考慮しないものとする。 

（９）ダムの崩壊 

原子炉施設の近くに、崩壊により安全施設に影響を及ぼすようなダムはない。したが

って、ダムの崩壊を考慮する必要はない。 

 

 

（10）爆発 

原子炉施設の近くに、爆発により安全施設に影響を及ぼすような爆発物の製造及び貯

蔵設備はない。したがって、爆発を考慮する必要はない。 

 

 

（11）有毒ガス 

原子炉施設の近くに、石油コンビナート等の大規模な有毒物質を貯蔵する固定施設は

ない。したがって、有毒ガスを考慮する必要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12）船舶の衝突 

原子炉施設は、港湾等を有していない。また、大洗研究所（南地区）の北方約 5㎞に

大洗港があるが、原子炉施設からは十分離れている。したがって、船舶の衝突を考慮す

る必要はない。 

 

 

（13）電磁的障害 

   （省略） 

 

 

 

 

航空機の落下確率は、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準につい

て」（平成 14・07・29 原院第 4 号（平成 14 年 7 月 30 日原子力安全・保安院制定））等

を準用して評価した結果、約 8.8×10-8 回／炉・年であり、防護設計の要否を判断する

基準である 10-7回／炉・年を下回る。したがって、航空機落下を考慮する必要はない。 

 

（10）ダムの崩壊 

原子炉施設の周辺地域のダムとしては、大洗研究所（南地区）の敷地から北西方向約

20km の地点に那珂川より取水した水を貯留する楮川ダムが存在するが、敷地との距離

が十分離れている。原子炉施設の近くに、崩壊により安全施設に影響を及ぼすようなダ

ムはない。したがって、ダムの崩壊を考慮する必要はない。 

（11）爆発 

大洗研究所（南地区）敷地外 10km 以内の範囲において、石油コンビナート施設及び

液化天然ガス（LNG）基地は存在しない。原子炉施設の近くに、爆発により安全施設に影

響を及ぼすような爆発物の製造及び貯蔵設備はない。したがって、爆発を考慮する必要

はない。 

（12）有毒ガス 

中央制御室については、外気の取り込みを遮断する措置により、その居住環境を維持

できるものとする。また、敷地内外において、有毒ガスが原子炉施設に到達するおそれ

が確認された場合には、原子炉を停止する。 

なお、原子炉施設の近くに、石油コンビナート等の大規模な有毒物質を貯蔵する固定

施設はない。また、敷地内にあっては、有毒ガスの発生源になると考えられる有毒物質

を、屋内で取り扱っており、屋外の固定源（屋外タンク）及び可動源（タンクローリー）

を有しない。敷地に隣接する国道 51号線では、予期せず発生する有毒ガスを想定する。

原子炉施設には、空気呼吸器を配備し、定期的に装備装着訓練を実施することで、これ

らの機材の使用に係る習熟度向上を図る。空気ボンベの容量は、5 名の要員を想定し、

6 時間の対応が可能なものとする。なお、海上において船舶から発生する有毒ガスにつ

いては、国道 51 号線での発生で代表する。 

（13）船舶の衝突 

原子炉施設は、港湾等を有していない。また、大洗研究所（南地区）の北方約 5kmに

大洗港があり、T.P.＋約 35m～＋約 40m に位置する原子炉施設の東側約 400m に海岸が

ある。原子炉施設から十分離れていること及び原子炉施設は海水を取水源としていない

ことから、船舶の衝突や座礁による影響（重油等の流出を含む。）はない。したがって、

船舶の衝突を考慮する必要はない。 

（14）電磁的障害 

（変更なし） 

 

1.7.2.2 手順等 

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定に

は、自然現象（地震、津波、外部火災、降下火砕物及び竜巻を除く。）対策について、以下の
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変更前（R3.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

1.7.3 耐竜巻設計 

1.7.3.1 竜巻防護施設 

竜巻防護施設は、想定される竜巻が発生した場合において、安全機能を損なわないように設

計する。竜巻防護施設は、「1.2.4 重要安全施設の選定」に定める外部からの衝撃による損傷

の防止に係る重要安全施設とする。なお、耐竜巻設計にあっては、竜巻防護施設の外殻施設を

評価対象とする場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容を含む手順を定め、適切な管理を行う。 

・ 有毒ガスが発生した場合の措置に関すること。 

・ 設計値（30cm）を上回るような降雪が気象予報により予測された場合には、建物や屋外

の設備に長期間積雪による荷重を掛け続けないこと。 

 

1.7.3 耐竜巻設計 

1.7.3.1 竜巻防護施設 

安全施設が竜巻に対して、原子炉施設の安全性を確保するために必要な安全機能を損なわな

いよう、基準竜巻、設計竜巻及び設計荷重を適切に設定し、以下の事項に対して対策を行い、

外殻による防護、構造健全性の維持、代替措置や修復等によって、安全機能を損なわない設計

とする。 

また、安全施設は、設計荷重による波及的影響によって、安全機能を損なわない設計とする。 

ａ．飛来物の衝突による施設の貫通及び裏面剥離 

ｂ．設計竜巻による風圧力による荷重、気圧差による荷重及び設計飛来物等による衝撃荷重

を組み合わせた設計竜巻荷重並びにその他の組合せ荷重（常時作用している荷重、運転時

荷重、竜巻以外の自然現象による荷重及び設計基準事故時荷重）を適切に組み合わせた設

計荷重 

ｃ．竜巻による気圧の低下 

耐竜巻設計においては、安全機能の重要度分類がクラス１、２、３に属する構築物、系統及

び機器を竜巻防護施設とする。このうち、外部からの衝撃による損傷の防止に係る安全施設に

該当する構築物、系統及び機器を影響評価の対象とする。 

想定される竜巻に対する影響を評価し、外部からの衝撃による損傷の防止に係る安全施設が、

外殻施設又は飛来物が衝突することを防止するために必要に応じて講じる措置による防護によ

り、その安全機能を損なわない設計とする。重要安全施設以外の安全施設は、竜巻により損傷

するおそれがある場合に、代替措置や修復等を含めて安全機能を損なわないものとする。 

 

1.7.3.2 評価方針 

後述する評価対象施設について、評価を行う。当該影響評価にあっては、竜巻防護施設の外

殻施設を評価対象とする場合がある。想定される竜巻の特性値及び当該竜巻に対する影響を、

「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（以下「竜巻ガイド」という。）を参考にして設定、評

価し、外殻施設又は飛来物が衝突することを防止するために必要に応じて講じる措置による防

護により、その安全機能が維持されることを確認する。重要安全施設以外の安全施設は、竜巻

により損傷するおそれがある場合に、代替措置や修復等を含め安全機能を損なわないものとす

る。 

 

1.7.3.3 評価対象施設の抽出 

竜巻の影響評価を行う竜巻影響評価対象施設を以下の各区分から抽出する。 

（１）重要安全施設を内包し保護する外殻施設 

原子炉建物（格納容器を含む。）及び原子炉附属建物、主冷却機建物 
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（２）外殻で保護されない重要安全施設 

主冷却機のうち屋外部分（屋外ダクト）及び非常用ディーゼル電源系に関連する冷却

塔 

（３）安全施設を内包し保護する外殻施設 

第一使用済燃料貯蔵建物、第二使用済燃料貯蔵建物、液体廃棄物処理施設、メンテナ

ンス建物の液体廃棄物処理設備及び固体廃棄物貯蔵設備 

（４）外殻で保護されない安全施設 

主排気筒、外周コンクリート壁、一般電源系（受電エリア）及び屋外管理用モニタリ

ングポスト 

廃棄物処理建物、メンテナンス建物に内包される液体廃棄物処理設備及び固体廃棄物処理

設備は、基本的にコンクリート構造の地下階に位置し、上部にはエリアを隔てる蓋が設置さ

れているため、竜巻が来襲した場合にあっても、影響を受けず、安全機能（放射性物質の貯

蔵）を損なうことはないため、評価対象施設から除外した。 

一般電源系（受電エリア）は、一般電源系の機能を喪失した場合には、非常用ディーゼル

電源系等により必要な電源を供給し、これらはＭＳ－１に該当し、外殻施設の健全性が確保

されるため、安全機能を損なうことはなく、代替措置により、必要な機能を確保できるため、

評価対象施設から除外した。 

屋外管理用モニタリングポストは、屋外管理用モニタリングポストの機能を喪失した場合

には、代替措置（可搬型測定器）により、必要な機能を確保できるため、評価対象施設から

除外した。 

外気と接続されている施設である、中央制御室に関連する空調系（換気空調系）及び非常

用ディーゼル電源系に関連する空調系は、設置されている区画と当該施設のダクト内の気圧

が同一であるため評価対象施設から除外した。 

 

1.7.3.4 波及的影響評価対象施設の抽出 

破損等により竜巻防護施設に波及的影響を及ぼして安全機能を喪失させる可能性がある施設

について、以下の機械的影響及び機能的影響の発生を考慮して抽出した。波及的影響を及ぼし

得る施設は主排気筒のみである。 

（１）機械的影響 

・ 隣接している建物・構築物が竜巻より防護すべき施設を内包する施設に接触し、防

護対象施設を損傷させる。 

・ 隣接していない建物・構築物が竜巻により倒壊して防護対象施設を損傷させる。 

（２）機能的影響 

・ 防護対象施設の外気と繋がる部位が、竜巻による風、気圧変化等により損傷を生じ、

防護対象施設の機能に影響する。 

 

1.7.3.5 評価対象施設の健全性の確認方法 

竜巻防護施設の外殻施設である原子炉建物及び原子炉附属建物、主冷却機建物については、

設計竜巻に対する構造健全性を評価することにより、内包する竜巻防護施設への影響がないこ
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1.7.3.2 設計竜巻荷重の算定法 

原子力施設の耐竜巻設計に用いる設計竜巻荷重は、風圧力、気圧差による圧力及び飛来物の

衝撃荷重を組み合わせた複合荷重として算定する。風圧力については、建築基準法等の安全上

適切と認められる規格及び基準を準用して算出する。気圧差による圧力については、設計竜巻

による最大気圧低下量及び最大気圧低下率に基づいて設定する。飛来物の衝撃荷重については、

原子炉施設周囲の状況等を勘案した上で、設計竜巻の最大風速及び物性値等に基づいて、設計

飛来物を選定あるいは設定し、当該設計飛来物が竜巻防護施設又は外殻施設に衝突することを

想定して算出する。 

「添付書類６ 9.竜巻」に示したように、設計竜巻の最大風速は 92m/s である。なお、耐竜

巻設計にあっては、設計竜巻の最大風速（92m/s）に余裕を考慮し、最大風速として 100m/s を

用いる。設計飛来物については、原子炉施設において、必要に応じて、飛来物が竜巻防護施設

又は外殻施設に衝突することを防止するための措置（固縛、避難又は防護柵等設置）を講じる

ことを考慮して、選定あるいは設定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とを確認する。壁や屋根などに損傷が生じた場合は、損傷による竜巻防護施設への影響がない

ことを確認する。 

竜巻防護施設のうち、外部からの衝撃による損傷の防止に係る重要安全施設である非常用デ

ィーゼル電源系に関連する冷却塔及び主冷却機のうち屋外（建物屋上）部分については、設計

竜巻に対して安全機能を喪失しないことを確認する。 

 

1.7.3.6 波及的影響の確認方法 

波及的影響評価の対象施設として抽出した主排気筒については、竜巻防護施設に影響を与え

ないことを評価し、確認する。 

 

1.7.3.7 開口部の評価方法 

外殻施設の開口部のうち、付近に外部からの衝撃による損傷の防止に係る安全施設が位置し

ている箇所については、飛来物の衝突による開口部の鋼板の貫通評価を行い、必要に応じて防

護策として貫通限界厚さを上回るように、開口部又は開口部から侵入する飛来物が衝突する安

全施設を鋼板等で補強する。 

 

1.7.3.8 設計竜巻荷重の算定法 

原子炉施設の耐竜巻設計に用いる設計竜巻荷重は、風圧力、気圧差による圧力及び飛来物の

衝撃荷重を組み合わせた複合荷重として算定する。風圧力については、建築基準法等の安全上

適切と認められる規格及び基準を準用して算出する。気圧差による圧力については、設計竜巻

による最大気圧低下量及び最大気圧低下率に基づいて設定する。飛来物の衝撃荷重については、

原子炉施設周囲の状況等を勘案した上で、設計竜巻の最大風速及び物性値等に基づいて、設計

飛来物を選定あるいは設定し、当該設計飛来物が竜巻防護施設又は外殻施設に衝突することを

想定して算出する。 

「添付書類６ 9.竜巻」に示すように、設計竜巻の最大風速は 92m/s である。なお、耐竜巻

設計にあっては、将来的な気候変動による竜巻発生の不確実性を考慮し、設計竜巻の最大風速

（92m/s）を安全側に切り上げ、最大風速として 100m/sを用いる。 

設計飛来物は、竜巻防護施設又は外殻施設に衝突することを防止するための措置（固縛、固

定化又は移動）を講じることを考慮して、選定あるいは設定するものとする。 

 

1.7.3.9 設計飛来物の設定 

原子炉施設敷地内の飛来物に係る現地調査及び検討を行い、現地調査により確認された飛来

物について、竜巻防護施設及びその外殻施設に衝突する可能性のある飛来物を抽出する。 

設計飛来物は、サイズ及び剛柔や浮き上がり有無、飛散防止対策を判定基準とした上で、運

動エネルギー、衝撃荷重、貫通力等を考慮し、代表的なものとする。飛来物の飛散速度につい

ては電力中央研究所が開発した竜巻飛来物評価解析コード”TONBOS”を用いた。当該評価結果

を踏まえ、設計飛来物は、竜巻ガイドを参考に、鋼製材（中・剛）、足場板（中・剛）、ワゴン車

（大・柔：飛散時に空中分解しないもの）、コンクリートブロック（小・剛）とした。なお、コ

ンクリートブロックは主冷却機建物屋上（高さ 12.5m）からの飛来を想定した。また、竜巻防
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1.7.3.3 荷重の組合せと許容限界 

1.7.3.3.1 荷重の組合せにおいて考慮する原子炉施設の状態 

（省略） 

 

1.7.3.3.2 荷重の種類 

（省略） 

 

1.7.3.3.3 荷重の組合せ 

設計竜巻荷重と他の荷重との組合せは以下のとおりとする。 

（１）建物・構築物 

（省略） 

（２）機器・配管系 

（ⅰ）通常運転時の状態で作用する荷重、又は運転時の異常な過渡変化時の状態若しくは

設計基準事故時の状態で作用する荷重のうち、長時間その作用が続く荷重と設計竜巻荷

重を組み合わせる。 

（３）荷重の組合せ上の留意事項 

（省略） 

 

1.7.3.3.4 許容限界 

（省略） 

 

1.7.3.4 設計における留意事項 

（１）設計飛来物が竜巻防護施設又は外殻施設に衝突した際に生じる波及的影響 

竜巻防護施設については、設計飛来物が、竜巻防護施設又は外殻施設に衝突した際に生

じる波及的影響（貫通及び裏面剥離）によって、その安全機能を損なわないことを確認す

るものとする。なお、波及的影響の評価に当たっては、竜巻防護施設の設計に用いる設計

竜巻の最大風速を適用する。設計飛来物については、原子炉施設において、必要に応じて、

飛来物が竜巻防護施設又は外殻施設に衝突することを防止するための措置（固縛、避難又

は防護柵等設置）を講じることを考慮して、選定あるいは設定するものとする。 

 

（２）竜巻随伴事象等に対する考慮 

竜巻注意情報等が発表され、竜巻が接近するおそれが確認された場合には、原子炉を停

護施設及びその外殻施設の健全性評価等には、竜巻ガイドに記載されている鋼製材（長さ4.2m×

幅 0.3m×高さ 0.2m、質量 135kg、飛来時の水平速度 51m/s、飛来時の鉛直速度 34m/s）を考慮し

た。 

飛来物となる可能性のあるもののうち、飛来した場合の運動エネルギー又は貫通力が設計飛

来物又は竜巻ガイドの鋼製材を超える物品については、竜巻防護施設を内包する建物から隔離

（屋内への移動を含む。）、固縛又は固定化を行い、確実に飛来物とならない対策を講じる。 

 

1.7.3.10 荷重の組合せと許容限界 

1.7.3.10.1 荷重の組合せにおいて考慮する原子炉施設の状態 

（変更なし） 

 

1.7.3.10.2 荷重の種類 

（変更なし） 

 

1.7.3.10.3 荷重の組合せ 

設計竜巻荷重と他の荷重との組合せは以下のとおりとする。 

（１）建物・構築物 

（変更なし） 

（２）機器・配管系 

（ⅰ）通常運転時の状態で作用する荷重、又は運転時の異常な過渡変化時の状態で作用す

る荷重のうち、長時間その作用が続く荷重と設計竜巻荷重を組み合わせる。 

 

（３）荷重の組合せ上の留意事項 

（変更なし） 

 

1.7.3.10.4 許容限界 

（変更なし） 

 

1.7.3.11 設計における留意事項 

（１）設計飛来物が竜巻防護施設又は外殻施設に衝突した際に生じる影響 

設計飛来物が、竜巻防護施設又は外殻施設に衝突した際に生じる影響（貫通及び裏面剥

離）によって、その安全機能を損なわないよう設計する。なお、影響評価に当たっては、

設計竜巻の最大風速を適用する。外殻施設については竜巻ガイドに記載されている鋼製材

の衝突を考慮する。 

設計飛来物については、原子炉施設において、必要に応じて、飛来物が竜巻防護施設又

は外殻施設に衝突することを防止するための措置（固縛、固定化又は移動）を講じること

を考慮して、選定あるいは設定するものとする。 

（２）竜巻随伴事象等に対する考慮 

竜巻注意情報等が発表され、竜巻が接近するおそれが確認された場合には、原子炉を停
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止する。また、飛来物が竜巻防護施設又は外殻施設に衝突することを防止するために必要

な措置（固縛又は避難）を講じる。竜巻随伴事象として想定される外部電源喪失等に対し

ては、原子炉保護系の作動等により、原子炉を自動停止するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.4 耐降下火砕物設計 

1.7.4.1 降下火砕物防護施設 

「添付書類６ 8.火山」に示したように、原子炉施設に影響を及ぼし得る火山事象は降下火

砕物のみである。降下火砕物防護施設は、想定される降下火砕物が発生した場合において、安

全機能を損なわないように設計する。降下火砕物防護施設は、「1.2.4 重要安全施設の選定」

に定める外部からの衝撃による損傷の防止に係る重要安全施設とする。なお、耐降下火砕物設

計にあっては、降下火砕物防護施設の外殻施設を評価対象とする場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

止する。また、飛来物が竜巻防護施設又は外殻施設に衝突することを防止するために必要

な措置（固縛又は移動）を講じる。竜巻随伴事象として想定される外部電源喪失等に対し

ては、原子炉保護系の作動等により、原子炉を自動停止するものとする。一般電源系の機

能を喪失した場合には、非常用ディーゼル電源系等により必要な電源を供給するため、他

の安全機能を損なうことはない。 

溢水に対しては、建物屋外で発生した場合に竜巻防護施設に影響を与えないよう、建物

の外壁及び開口部等により浸水しないものとする。竜巻飛来物の衝突及び貫通によって、

建物屋上及び室内で発生する溢水にあっては、その影響により安全機能を損なわないよう

対策を講じる。 

建物付近にて車両火災が発生した場合、建物外壁温度は 200℃を下回るため、安全機能

を損なうことはないが、建物外壁面に不燃塗料を塗布し、さらに火災の影響を緩和する。

不燃塗料は必要に応じ、一定期間経過後に塗りなおしを実施する。竜巻飛来物が建物を貫

通し、建物内部において火災が発生した場合にあっては、その影響により安全機能を損な

わないよう対策を講じる。 

 

1.7.3.12 手順等 

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定に

は、竜巻対策について、以下の内容を含む手順を定め、適切な管理を行う。 

・竜巻が大洗研究所に到達するおそれが確認された場合の措置に関すること。 

・竜巻飛来物となりうる物品の管理に関すること。 

 

1.7.4 火山事象防護 

1.7.4.1 火山事象防護に関する基本方針 

安全施設が火山事象に対して原子炉施設の安全性を確保するために必要な機能を損なわない

設計とする。このため、「添付書類６ 8.火山」で評価し抽出された原子炉施設に影響を及ぼし

得る火山事象である降下火砕物に対して、対策を行い、建物による防護、構造健全性の維持、

代替設備の確保等によって、安全機能を損なわない設計とする。 

耐降下火砕物設計においては、安全機能の重要度分類がクラス１、２、３に属する構築物、

系統及び機器を降下火砕物防護施設とし、外部からの衝撃による損傷の防止に係る安全施設に

該当する構築物、系統及び機器を影響評価の対象とする。 

 

1.7.4.2 評価方針 

後述する評価対象施設について、評価を行う。当該影響評価にあっては、当該安全施設の外

殻施設を評価対象とする場合がある。想定される降下火砕物に対する影響を評価し、構造、外

殻施設又は降下火砕物の除去に係る措置による防護により、その安全機能を損なわない設計と

する。重要安全施設以外の安全施設は、降下火砕物により損傷するおそれがある場合に、代替

措置や修復等を含め安全機能を損なわないものとする。 

 

1.7.4.3 評価対象施設の抽出 
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降下火砕物の影響評価を行う降下火砕物影響評価対象施設を以下の各区分から抽出する。 

（１）重要安全施設を内包し保護する外殻施設 

原子炉建物（格納容器を含む。）、原子炉附属建物及び主冷却機建物 

（２）外殻で保護されない重要安全施設 

主冷却機のうち屋外部分（屋外ダクト）、非常用ディーゼル電源系に関連する冷却塔、

排気筒及び吸気系統（主冷却機建物空調換気設備） 

（３）安全施設を内包し保護する外殻施設 

第一使用済燃料貯蔵建物及び第二使用済燃料貯蔵建物、廃棄物処理建物、メンテナン

ス建物の液体廃棄物処理設備及び固体廃棄物貯蔵設備 

（４）外殻で保護されない安全施設 

主排気筒、外周コンクリート壁、一般電源系（受電エリア）及び屋外管理用モニタリ

ングポスト 

廃棄物処理建物、メンテナンス建物に内包される液体廃棄物処理設備及び固体廃棄物処理設

備は、基本的にコンクリート構造の地下階に位置し、上部にはエリアを隔てる蓋が設置されて

いるため、降下火砕物の影響を受けず、安全機能（放射性物質の貯蔵）を損なうことはないた

め、評価対象施設から除外した。 

一般電源系（受電エリア）は、一般電源系の機能を喪失した場合には、非常用ディーゼル電

源系等により必要な電源を供給し、これらはＭＳ－１に該当し、外殻施設の健全性が確保され

るため、安全機能を損なうことはなく、代替措置により、必要な機能を確保できるため、評価

対象施設から除外した。 

屋外管理用モニタリングポストは、屋外管理用モニタリングポストの機能を喪失した場合に

は、代替措置（可搬型測定器）により、必要な機能を確保できるため、評価対象施設から除外

した。 

（５）降下火砕物を含む空気の流路となる施設 

主冷却機のうち屋外部分（屋外ダクト）、非常用ディーゼル電源系に関連する冷却塔及

び排気筒、主排気筒、中央制御室に係る空調換気設備、空調換気設備（外気取入口） 

（６）外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する施設 

非常用ディーゼル電源系に関連する吸気系統（主冷却機建物空調換気設備）、原子炉保

護系及び関連する計装設備に関連する盤、非常用ディーゼル電源系及び無停電電源系

に関連する盤 

 

1.7.4.4 降下火砕物による影響の選定 

降下火砕物の特徴及び評価対象施設等の構造や設置状況等を考慮して、降下火砕物が直接及ぼ

す影響（以下「直接的影響」という。）とそれ以外の影響（以下「間接的影響」という。）を選定

する。 

1.7.4.4.1 降下火砕物の特徴 

各種文献の調査結果より、降下火砕物は以下の特徴を有する。 

(a) 火山ガラス片、鉱物結晶片から成る(5)。ただし、火山ガラス片は砂よりもろく硬度は低く

(6)、主要な鉱物結晶片の硬度は砂同等又はそれ以下である(7) (8)。 
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(b) 硫酸等を含む腐食性のガス（以下「腐食性ガス」という。）が付着している(5)。ただし、金

属腐食研究の結果より、直ちに金属腐食を生じさせることはない(9)。 

(c) 水に濡れると導電性を生じる(5)。 

(d) 湿った降下火砕物は乾燥すると固結する(5)。 

(e) 降下火砕物粒子の融点は約 1,000℃であり、一般的な砂に比べ低い(5)。 

1.7.4.4.2 直接的影響 

降下火砕物の特徴から直接的影響の要因となる荷重、閉塞、摩耗、腐食、大気汚染、水質汚

染及び絶縁低下を抽出し、評価対象施設等の構造や設置状況等を考慮して直接的な影響因子

を以下のとおり選定する。 

（１）荷重 

「荷重」について考慮すべき影響因子は、建物及び屋外設備の上に堆積し静的な負荷を

与える「構造物への静的負荷」である。 

（２）閉塞 

「閉塞」について考慮すべき影響因子は、降下火砕物を含む水が流路の狭隘部等を閉塞

させる「水循環系の閉塞」及び降下火砕物を含む空気が機器の狭隘部や換気系の流路を閉

塞させる「換気系、電気系及び計測制御系の機械的影響（閉塞）」である。 

（３）摩耗 

「摩耗」について考慮すべき影響因子は、降下火砕物を含む水が流路に接触すること

により配管等を摩耗させる「水循環系の内部における摩耗」及び降下火砕物を含む空気

が動的機器の摺動部に侵入し摩耗させる「換気系、電気系及び計測制御系の機械的影響

（摩耗）」である。 

（４）腐食 

「腐食」について考慮すべき影響因子は、降下火砕物に付着した腐食性ガスにより建

物及び屋外施設の外面を腐食させる「構造物への化学的影響（腐食）」、換気系、電気系

及び計測制御系において降下火砕物を含む空気の流路を腐食させる「換気系、電気系及

び計測制御系に対する化学的影響（腐食）」及び冷却水に溶出した腐食性成分により配

管等を腐食させる「水循環系の化学的影響（腐食）」である。 

（５）大気汚染 

「大気汚染」について考慮すべき影響因子は、降下火砕物により汚染された原子炉施

設周辺の大気が運転員の常駐する中央制御室内に侵入することによる居住性の劣化及

び降下火砕物の除去、屋外設備の点検等、屋外における作業環境を劣化させる「原子炉

施設周辺の大気汚染」である。 

（６）水質汚染 

「水質汚染」については、給水等に使用する工業用水に降下火砕物が混入することに

よる汚染が考えられるが、原子炉施設では給水処理設備により水処理した給水を使用し

ており、降下火砕物の影響を受けた工業用水を直接給水として使用しないこと、また水

質管理を行っていることから、安全施設の安全機能には影響しない。 

（７）絶縁低下 

「絶縁低下」について考慮すべき影響因子は、湿った降下火砕物が、電気系及び計測
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1.7.4.2 設計降下火砕物荷重の算定法 

「添付書類６ 8．火山」に示したように、敷地における降下火砕物の最大厚さは 50cm であ

る。原子力施設の耐降下火砕物設計に用いる設計降下火砕物荷重は、降下火砕物の層厚を 50cm

とし、湿潤密度を 1.5g/cm3として算定する。ただし、降下火砕物の層厚については、原子炉施

設において、必要に応じて、降下火砕物が降下火砕物防護施設又は外殻施設への積灰を抑制す

るための措置を講じることを考慮して設定する。 

 

 

1.7.4.3 荷重の組合せと許容限界 

1.7.4.3.1 荷重の組合せにおいて考慮する原子炉施設の状態 

（省略） 

 

1.7.4.3.2 荷重の種類 

（省略） 

 

1.7.4.3.3 荷重の組合せ 

設計降下火砕物荷重と他の荷重との組合せは以下のとおりとする。 

（１）建物・構築物 

（ⅰ）常時作用している荷重及び運転時の状態で作用する荷重と設計降下火砕物荷重及び

積雪荷重を組み合わせる。  

（２）～（３） 

（省略） 

 

1.7.4.3.4 許容限界 

（省略） 

 

1.7.4.4 設計における留意事項 

（１）降下火砕物による波及的影響 

降下火砕物防護施設については、必要に応じて、降下火砕物の除去に係る措置を講じら

れるものとし、降下火砕物による波及的影響（閉塞及び目詰まり）によって、その安全機

能の重要度に応じて、必要な安全機能を損なわないものとするとともに、中央制御室につ

制御系絶縁部に導電性を生じさせることによる「盤の絶縁低下」である。 

1.7.4.4.3 間接的影響 

（１）外部電源喪失及びアクセス制限 

降下火砕物によって原子炉施設に間接的な影響を及ぼす因子は、湿った降下火砕物

が送電線の碍子、開閉所等の充電露出部等に付着し絶縁低下を生じさせることによる

広範囲にわたる送電網の損傷に伴う「外部電源喪失」及び降下火砕物が道路に堆積す

ることによる交通の途絶に伴う「アクセス制限」である。 

 

1.7.4.5 設計降下火砕物荷重の算定法 

「添付書類６ 8．火山」に示したように、敷地における降下火砕物の想定される最大層厚は

50cmであり、これを設計上考慮する降下火砕物の層厚とする。原子炉施設の耐降下火砕物設計

に用いる設計降下火砕物荷重は、設計上考慮する降下火砕物の層厚を 50cm に、湿潤密度を

1.5g/cm3 を乗じて算定することを基本とする。ただし、降下火砕物の層厚については、原子炉

施設において、必要に応じて、降下火砕物が降下火砕物防護施設又は外殻施設への積灰を抑制

するための措置を講じることを考慮して設定する場合がある。 

 

1.7.4.6 荷重の組合せと許容限界 

1.7.4.6.1 荷重の組合せにおいて考慮する原子炉施設の状態 

（変更なし） 

 

1.7.4.6.2 荷重の種類 

（変更なし） 

 

1.7.4.6.3 荷重の組合せ 

設計降下火砕物荷重と他の荷重との組合せは以下のとおりとする。 

（１）建物・構築物 

（ⅰ）常時作用している荷重及び運転時の状態で作用する荷重と設計降下火砕物荷重、風

荷重及び積雪荷重を組み合わせる。  

（２）～（３） 

（変更なし） 

 

1.7.4.6.4 許容限界 

（変更なし） 

 

1.7.4.7 設計における留意事項 

降灰予報等が発表され、多量の降下火砕物が原子炉施設に到達するおそれが確認された場合

には、原子炉を停止する。また、降下火砕物を除去するために必要な措置を講じる。 

1.7.4.7.1 荷重以外の直接的影響 

（１）構造物への化学的影響（腐食） 
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いては、その居住環境を維持できるものとする。 

（２）降下火砕物随伴事象等に対する考慮 

降灰予報等が発表され、多量の降下火砕物が原子炉施設に到達するおそれが確認された

場合には、原子炉を停止する。また、降下火砕物を除去するために必要な措置（除去等）

を講じる。降下火砕物発生時において原子炉施設外で想定される外部電源喪失等に対して

は、原子炉保護系の作動等により、原子炉を自動停止するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金属腐食研究の結果より、降下火砕物に含まれる腐食性ガスによって直ちに金属腐食を

生じないが、外装の塗装等によって短期での腐食を防止し、外部事象防護対象施設の安全

機能を損なわない設計とする。 

なお、降灰後の長期的な腐食の影響については、日常保守管理等により、状況に応じて

補修が可能な設計とする。 

（２）水循環系の閉塞、内部における摩耗及び化学的影響（腐食） 

降下火砕物を考慮すべき水循環系としては、非常用ディーゼル電源系の冷却塔の冷却水

がある。冷却塔は、側面から空気を吸入し、内部で冷却水を冷やして上部のファンを通じ

て大気に熱を放出する構造である。冷却塔の吸気口には降下火砕物の侵入を防ぐフィルタ

を設置する。また、冷却塔からの冷却水出口配管には流入した降下火砕物を除去するスト

レーナーを設置する。 

降灰予報等が発表され、多量の降下火砕物が原子炉施設に到達するおそれが確認された

場合には、降下火砕物が冷却塔の内部に流入することを防止するため、冷却塔の上部に、

降下火砕物流入防止板を設置する。 

また、冷却塔の吸気口に設置するフィルタは、降下火砕物により閉塞した場合に、降下

火砕物を除去、又は閉塞したフィルタを交換できる構造とする。 

さらに、冷却塔の内部に降下火砕物が流入した場合を想定し、ディーゼル発電機に水を

供給するための配管の途中にストレーナーを設ける。なお、2 式のストレーナー及びその

配管を並列に設けるものとし、一方が閉塞した場合において、他方を使用し、その間にス

トレーナーを交換できる構造とする。 

ストレーナーを通過した粒子による内部における摩耗については、主要な降下火砕物は

砂と同等又は砂より硬度が低くもろいことから、摩耗による影響は小さい。また当該施設

については、定期的な内部点検及び日常保守管理により、状況に応じて補修が可能であり、

摩耗により外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

ストレーナーを通過した粒子による化学的影響（腐食）については、金属腐食研究の結

果より、降下火砕物によって直ちに金属腐食を生じないが、耐食性のある材料の使用や塗

装の実施等によって、腐食により安全機能を損なわない設計とする。なお、長期的な腐食

の影響については、日常保守管理等により、状況に応じて補修が可能な設計とする。 

（３）電気系及び計測制御系に対する機械的影響（閉塞、摩耗）及び化学的影響（腐食） 

降下火砕物を考慮すべき原子炉保護系及び関連する計装設備、非常用ディーゼル電源系

及び無停電電源系に関連する盤はすべて建物内に設置する。 

建物の換気空調系の吸気口はガラリ構造として降下火砕物を吸い込みづらい構造にし、

さらにフィルタを設置することで、降下火砕物の侵入に対する高い防護性能を有する設計

とする。なお、建物の空気換気設備の一部を停止し、ガラリの空気流入速度を低下させ、

降下火砕物を換気空調系へ流入させない措置をとる場合もある。 

ガラリ及びフィルタを通過した粒子による機械的影響（摩耗）については、降下火砕物

を含む空気が動的機器の摺部に侵入し摩耗させるが、考慮すべき機器は盤用ファンであり、

日常保守管理等により、状況に応じて補修が可能な設計とする。非常用ディーゼル機関の

吸入口はフィルタを設置し、安全機能を損なわない設計とする。 
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ガラリ及びフィルタを通過した粒子による化学的影響（腐食）については、金属腐食研

究の結果より、降下火砕物によって直ちに金属腐食を生じないが、耐食性のある材料の使

用や塗装の実施等によって、腐食により安全機能を損なうことのない設計とする。なお、

長期的な腐食の影響については、日常保守管理等により、状況に応じて補修が可能な設計

とする。 

（４）絶縁低下及び化学的影響（腐食） 

降下火砕物による絶縁低下及び化学的影響（腐食）を考慮すべき施設は、外気から取り

入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する施設である原子炉保護系及び関連する

計装設備、非常用ディーゼル電源系及び無停電電源系に関連する盤である。 

建物の換気空調系の吸気口はガラリ構造として降下火砕物を吸い込みづらい構造にし、

さらにフィルタを設置することで、降下火砕物の侵入に対する高い防護性能を有する設計

とする。 

また、原子炉保護系及び関連する計装設備が設置されている中央制御室空調換気設備は、

フィルタの設置により降下火砕物の侵入に対する高い防護性能を有すること、また閉回路

を構築した再循環運転による侵入防止が可能な設計とすることにより、降下火砕物の付着

に伴う絶縁低下及び化学的影響（腐食）による影響を防止し、安全機能を損なわない設計

とする。 

（５）外気取入口等からの降下火砕物の侵入（大気汚染）に対する設計 

外気取入口からの降下火砕物の侵入に対して、以下のとおり安全機能を損なわない設計

とする。 

・建物の換気空調系の吸気口はガラリ構造として降下火砕物を吸い込みづらい構造に

し、さらにフィルタを設置することで、降下火砕物の侵入に対する高い防護性能を有

する設計とする。さらに降下火砕物がフィルタに付着した場合でも取替又は清掃が可

能な構造とすることで、降下火砕物により閉塞しない設計とする。 

・中央制御室空調換気設備は、フィルタの設置により降下火砕物の侵入に対する高い防

護性能を有すること、また閉回路を構築した再循環運転による侵入防止が可能な設計

とする。 

・中央制御室空調換気設備における閉回路を構築した再循環運転時の室内に滞在する人

員の環境劣化防止のため、酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施することに

より、安全機能を損なわない設計とする。 

・非常用ディーゼル電源系に関連する排気筒は、降下火砕物が混入することにより閉塞

するリスクを有することから、地上部の排気筒端部を恒常的にベンドする措置を施

し、降下火砕物の流入を防止した設計とする。 

・主排気筒は、降下火砕物が侵入した場合でも、主排気筒の構造から排気流路が閉塞し

ない設計とする。 

・主冷却機のうち屋外部分（以下「屋外ダクト」という。）は、降下火砕物が侵入した場

合でも、屋外ダクトの構造から空気流路が閉塞しない設計とする。 

1.7.4.7.2 間接的影響 

降下火砕物発生時において原子炉施設外で想定される外部電源喪失等に対しては、原子
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1.7.5 耐外部火災設計 

1.7.5.1 外部火災防護施設 

安全施設は、想定される近隣工場等の火災に対して、その安全機能の重要度に応じて、原子

炉施設の安全性を損なわないように設計する。なお、耐外部火災設計にあっては、安全施設の

外殻施設を評価対象とする場合がある。また、安全施設のうち、「1.2.4 重要安全施設の選定」

に定める外部からの衝撃による損傷の防止に係る重要安全施設については、想定される近隣工

場等の火災に対して、熱的影響評価を行い、消火活動等の措置に期待しない場合にあっても、

外殻施設又は離隔による防護等により、その安全機能を損なわないように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉保護系の作動等により、原子炉を自動停止するものとする。また、広範囲にわたる送電

網の損傷による約 7 日間の外部電源喪失及び敷地外での交通の途絶によるアクセス制限事

象が生じた場合については、降下火砕物に対して非常用ディーゼル発電機の安全機能を維

持することで、必要となる電源の供給が非常用ディーゼル発電機により継続できる設計と

することにより、安全機能を損なわない設計とする。 

 

1.7.4.8 手順等 

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定に

は、降下火砕物対策について、以下の内容を含む手順を定め、適切な管理を行う。 

・降灰予報等が発表され、多量の降下火砕物が原子炉施設に到達するおそれが確認された場

合の以下の措置に関すること。 

(1) 原子炉を停止する判断基準を定める。 

(2) 降灰が確認された場合には、建物や屋外の設備に長期間降下火砕物による荷重を掛け

続けないこと、また降下火砕物の付着による閉塞・腐食等が生じる状況を緩和するために、

評価対象施設等に堆積した降下火砕物の除去を適切に実施する手順を定める。 

(3) 降灰が確認された場合には、状況に応じて空調換気設備の停止又は閉回路循環運転に

より、建物内への降下火砕物の侵入を防止する手順を定める。 

(4) 降灰が確認された場合には、非常用ディーゼル電源系の冷却塔への降下火砕物の流入

を防止するため、冷却塔の上部に、降下火砕物流入防止板を設置する手順を定める。また、

冷却塔の内部に降下火砕物が流入した場合を想定し、配管に設置した 2式並列のストレー

ナーの切替、交換・清掃する手順を定める。 

 

1.7.5 耐外部火災設計 

1.7.5.1 外部火災防護に関する基本方針 

安全施設が外部火災（火災・爆発（森林火災、近隣工場等の火災・爆発、航空機墜落火災等））

に対して、原子炉施設の安全性を確保するために想定される最も厳しい火災が発生した場合に

おいても必要な安全機能を損なわないよう、防火帯の設置、離隔距離の確保、建物による防護、

代替手段等によって、安全機能を損なわない設計とする。 

耐外部火災設計においては、安全機能の重要度分類がクラス１、２、３に属する構築物、系

統及び機器を外部火災防護施設とし、外部からの衝撃による損傷の防止に係る安全施設に該当

する構築物、系統及び機器を熱的影響評価対象施設として影響評価の対象とする。 

想定される外部火災に対する熱的影響を評価し、消火活動に期待しない場合にあっても、熱

的影響評価対象施設が、外殻施設又は離隔による防護により、その安全機能を損なわない設計

とする。これらの熱的影響評価対象施設以外の安全施設は、外部火災により損傷するおそれが

ある場合に、代替措置や修復等により、安全機能を損なわないものとする。 

また、想定される外部火災による二次的影響（ばい煙及び有毒ガス）に対して、安全施設の

安全機能を損なわないものとする。 

 

1.7.5.2 評価方針 
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後述する熱的影響評価対象施設について、評価を行う。当該熱的影響評価にあっては、屋内

設備は内包する建物により防護する設計とし、当該安全施設の外殻施設を評価対象とする場合

がある。想定される外部火災に対する熱的影響を評価し、消火活動に期待しない場合にあって

も、熱的影響評価対象施設が、外殻施設又は離隔による防護により、その安全機能を損なわな

い設計とする。重要安全施設以外の安全施設は、外部火災により損傷するおそれがある場合に、

代替措置や修復等により、安全機能を損なわないものとする。 

 

1.7.5.3 評価対象施設の抽出 

外部火災の影響評価を行う熱的影響評価対象施設を以下の各区分から抽出する。 

（１）重要安全施設を内包し保護する外殻施設 

原子炉建物（格納容器を含む。）、原子炉附属建物及び主冷却機建物 

（２）外殻で保護されない重要安全施設 

主冷却機のうち屋外部分（屋外ダクト）、非常用ディーゼル電源系に関連する「冷却塔」、

「排気筒」及び「吸気系統」（主冷却機建物空調換気設備） 

（３）安全施設を内包し保護する外殻施設 

第一使用済燃料貯蔵建物及び第二使用済燃料貯蔵建物、廃棄物処理建物、メンテナン

ス建物の液体廃棄物処理設備及び固体廃棄物貯蔵設備 

（４）外殻で保護されない安全施設 

主排気筒、外周コンクリート壁、一般電源系（受電エリア）及び屋外管理用モニタリ

ングポスト 

廃棄物処理建物、メンテナンス建物に内包される液体廃棄物処理設備及び固体廃棄物処理設

備は、基本的にコンクリート構造の地下階に位置し、上部にはエリアを隔てる蓋が設置されて

いるため、外部火災の影響を受けず、安全機能（放射性物質の貯蔵）を損なうことはないため、

評価対象施設から除外した。 

一般電源系（受電エリア）は、一般電源系の機能を喪失した場合には、非常用ディーゼル電

源系等により必要な電源を供給し、これらはＭＳ－１に該当し、外殻施設の健全性が確保され

るため、安全機能を損なうことはなく、代替措置により、必要な機能を確保できるため、評価

対象施設から除外した。 

屋外管理用モニタリングポストは、屋外管理用モニタリングポストの機能を喪失した場合に

は、代替措置（可搬型測定器）により、必要な機能を確保できるため、評価対象施設から除外

した。 

主冷却機のうち屋外部分（屋外ダクト）、非常用ディーゼル電源系に関連する「冷却塔」は、

主冷却機建物屋上に設置されており、外壁よりも建物中心部に配置することで火炎に近い評価

対象壁の評価で代表する。また、竜巻対策として周囲に防風壁が設置されていることから冷却

塔が直接影響を受けることはない。 

非常用ディーゼル電源系に関連する「排気筒」は、主冷却機建物西側に配置することで集合

体試験施設等の他施設が障壁となるため、熱的影響を直接受けることはない。 

また、外部火災の二次的影響に対する評価対象施設を以下の通り抽出した。 

（１）ばい煙により外気取り込み設備の目詰まりが想定される安全施設 
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1.7.5.2 熱的影響評価における外部火災の想定等 

（１）森林火災 

大洗研究所（南地区）敷地境界に発火点を設け、敷地内の森林を延焼し、熱的影響評価

対象施設に迫る火災を想定し、熱的影響評価を実施するものとする。なお、敷地内にあっ

ては、必要に応じて、防火帯又は防火帯相当のエリアを設けるものとする。また、熱的影

響評価に当たっては、植生として、敷地内にスギ、ヒノキやマツが分布していることを考

慮するとともに、火炎中の風速として、過去 10 年間（2004 年～2013 年）の水戸地方気象

台の観測データの最大風速 17.4m/s（2013 年 10 月）に、地形及び樹林の影響を踏まえて

0.3を乗じた 5.22m/sを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室、非常用ディーゼル発電機に関連する「冷却塔」及び「吸気系統」（主冷却機

建物空調換気設備） 

（２）有毒ガスにより人員の活動に影響を及ぼすことが想定される安全施設 

中央制御室 

 

1.7.5.4 熱的影響評価における外部火災の想定等 

（１）森林火災 

「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参照するが、大洗研究所周辺の特徴を考

慮して発火点を設定する。森林火災の延焼を防ぐための手段として防火帯を設け、火炎が

防火帯外縁に到達するまでの時間、評価対象施設への熱影響及び危険距離を評価し、必要

な防火帯幅、評価対象施設との離隔距離を確保すること等により、評価対象施設の安全機

能を損なわない設計とする。 

（ⅰ）森林火災の想定 

大洗研究所の周囲 10km圏内には、東に太平洋、北に涸沼川及び耕地、北西に涸沼が位置

し、南から西の方面は耕地となっている。敷地周辺には、国有林等の広大な森林がなく、

大規模な森林火災は発生しないと考えられる。さらに、敷地境界に沿って道路が敷設され

ており、防火帯相当として考慮できる。このため、いずれの方角の敷地外からの森林火災

を想定した場合でも、大洗研究所に延焼することはない。 

このため、人為的行為を考慮し、火を扱う可能性がある箇所で、火災の発生頻度が高い

と想定される道路沿いとして、大洗研究所（南地区）敷地境界に発火点を設け、敷地内の

森林を延焼し、熱的影響評価対象施設に迫る火災を想定し、熱的影響評価を実施する。 

大洗研敷地内では、原子炉施設の北側及び南側の植生は工場地帯に位置付けられ、また、

障壁となる他施設の建物等が設置されている。原子炉施設の西側には夏海湖が位置する。

敷地境界の発火点としては、敷地内の森林を考慮していずれの方角からの延焼を考慮する

が、北、西及び南からは例え延焼が進み、最終的に原子炉施設西側の夏海湖周囲の森林に

到達しても、照射燃料集合体試験施設が障壁となる。 

熱的影響評価に当たっては、「添付書類６ 2.気象」に示す高さ 10mの年風向頻度は北東

の風が卓越していること、また、原子炉施設から敷地境界までの距離が短く、かつ、障壁

となる他施設を有しない場所として、原子炉施設の東側の敷地境界を発火点とする。 

「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」において推奨されている森林火災シミュレ

ーション解析コード(FARSITE)で使用されている計算式を使用する。このため、計算に使用

するデータは敷地内及び原子炉施設周辺のデータとする。 

（ⅱ）必要データ（計算入力条件） 

(a)土地利用データ 

敷地内のみの評価のため、環境省の植生調査及び現地調査に基づき、植生及び土地利

用を確認する。 

(b)植生データ 

敷地内のみの評価のため、環境省の植生調査及び現地調査に基づき、詳細な植生を確

認する。植生として、敷地内にスギ、ヒノキやマツが分布していることを考慮する。 



添 8-1-1.7-18 

変更前（R3.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)地形データ 

敷地内のみの評価のため、地理院地図（電子国土 Web）により延焼経路の傾斜を設定す

る。 

(d)気象データ 

過去 10 年間（2004 年～2013 年）の水戸地方気象台の観測データの最大風速 17.4m/s

（2013年 10月）を用いる。 

火炎中の風速として、地形及び樹林の影響を踏まえて 0.3 を乗じた 5.22m/s を使用す

る。 

また、風速以外の気象データについて、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」で

は FARSITE で大気の温度と湿度が用いられている。当該気象データは、地表火の評価に

おける枯死した可燃物の条件設定に用いられ、初期値で入力する「含水率」のパラメー

タをタイムステップごとの温度と湿度データにより変化させている。大洗研究所の評価

では、FARSITEコードの評価式を用いた評価を行っており、大気の温度と湿度の入力は用

いておらず、枯死した可燃物の含水率（Mf＝可燃物の含水量／可燃物の乾燥質量）は、

保守的に乾燥状態を想定して初期値（0.01）で一定とする。 

（ⅲ）評価手法 

敷地内のみの評価のため、FARSITEで使用されている計算式を使用する。FARSITEでは地

表を伝播する火災（以下、地表火という。）、樹冠を伝播する火災（以下、樹冠火という。）、

伝播の加速及び飛び火の 4 つのふるまいを取り扱っている。簡易評価では、建物の壁温度

に直接影響する地表火及び樹冠火のみを取り扱って森林火災の挙動を評価する。なお、伝

播の加速に関しては、伝播が加速する要素をなくすため、延焼方向に最大速度の風が吹く

ことを仮定する。飛び火に関しては、これを考慮する必要がないように、施設周辺の防火

帯相当のエリア以外には森林空白帯等を設けない想定とする。 

（ⅳ）延焼速度及び火線強度の算出 

円筒火炎モデルを用いて、延焼速度（約 11.5m/min）や火線強度（1,063kW／m）、火炎輻

射強度（515kW/m2）を算出する。 

（ⅴ）火炎到達時間による消火活動 

延焼速度より、発火点から防火帯までの火炎到達時間（約 7.1 分）を算出する。到達時

間が短いため、森林火災が防火帯に到達するまでの間に大洗研究所に常駐している自衛消

防隊による初期消火は期待できないが、防火帯により安全機能を損なわない設計とする。 

なお、防火帯の手前に存在する「常陽」東側駐車場により実際には延焼は留められる。

駐車場における車両火災による火炎輻射強度は森林火災の値を下回る。 

（ⅵ）防火帯幅の設定 

最大火線強度（1,063kW/m）により算出される防火帯幅 17.4m に対し、約 18m の防火帯

幅（防火帯の風上 20m内に樹木が存在する場合）、防火帯幅 6.7m に対し、約 7m の防火帯

幅（防火帯の風上 20m 内に樹木が存在しない場合）を確保することにより評価対象施設の

安全機能を損なわない設計とする。 

防火帯は延焼防止効果を損なわない設計とし、防火帯に可燃物を含む機器等を設置する

場合は必要最小限とする。 
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（２）近隣工場等の火災（近隣の作業施設の火災・爆発） 

大洗研究所（南地区）敷地外 10km以内の範囲において、石油コンビナート施設は存在し

ないため、石油コンビナートの火災・爆発による損傷の防止は、設計上考慮しない。 

 

危険物貯蔵施設等の火災・爆発にあっては、危険物貯蔵施設の危険物屋外タンクや高圧

ガス貯蔵設備（15t以上の液化石油ガス及び 1t以上の可燃性の高圧ガスを有する施設）に

おける火災・爆発を想定する。また、危険物を搭載した車両の火災・爆発にあっては、敷

地に隣接する国道 51号線において、危険物を搭載した車両による火災・爆発を想定する。 

上記の他、ここでは、航空機が原子炉施設周辺で落下確率が 10-7 回／炉・年以上になる

地点へ落下し、火災が生じることも想定し、熱的影響評価を実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）近隣工場等の火災・爆発（近隣の作業施設の火災・爆発） 

（ⅰ）石油コンビナート施設等の影響 

大洗研究所（南地区）敷地外 10km以内の範囲において、石油コンビナート施設及び液化

天然ガス（LNG）基地は存在しないため、石油コンビナート及び液化天然ガス（LNG）基地の

火災・爆発による損傷の防止は、設計上考慮しない。 

（ⅱ）危険物貯蔵施設の影響 

危険物貯蔵施設等の火災・爆発にあっては、危険物貯蔵施設の危険物屋外タンクや高圧

ガス貯蔵設備（15t 以上の液化石油ガス及び 1t以上の可燃性の高圧ガスを有する施設）に

おける火災・爆発を想定する。 

ただし、敷地外の危険物屋外タンクについては、敷地内の危険物屋外タンクと比較して、

基本的に数量が小さく、かつ、大きな離隔距離を有することから、敷地内の危険物屋外タ

ンクの火災で代表させるものとする。 

高圧ガス貯蔵設備を 4つ有する 1事業所が存在する。 

(a) 火災の影響 

敷地内の危険物屋外タンクの火災で代表させるものとする。 

評価対象施設への熱影響を評価し、評価対象施設との離隔距離を確保すること等によ

り、評価対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

(b) ガス爆発の影響 

高圧ガス貯蔵設備には、液化石油ガス（プロパン又はブタン）が貯蔵されている。こ

こでは、当該設備での爆発を想定する。 

評価対象施設への熱影響を評価し、評価対象施設との離隔距離を危険限界距離(約

101m)以上確保することにより、評価対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

（ⅲ）燃料輸送車両の影響 

危険物を搭載した車両の火災・爆発にあっては、敷地に隣接する国道 51号線において、

危険物を搭載した車両による火災・爆発を想定する。 

(a) 火災の影響 

敷地は、国道 51 号線に隣接する。国道 51 号線におけるタンクローリーの火災を想定

する。タンクローリーの破損等によりガソリンがトレーラの全長×全幅の範囲に漏えい

し、全面火災が生じることを想定する。当該タンクローリーは、消防法で定められた公

道を通行可能な上限量のガソリンを搭載しているものとする。 

評価対象施設への熱影響を評価し、評価対象施設との離隔距離を確保すること等によ

り、評価対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

(b) ガス爆発の影響 

敷地は、国道 51 号線に隣接する。ここでは、国道 51 号線におけるタンクローリーの

爆発を想定する。当該タンクローリーは、液化天然ガス（LNG）又は液化石油ガス（LPG）

が積載された最大クラスのものを対象とする。 

評価対象施設への熱影響を評価し、評価対象施設との離隔距離を、ガス爆発による爆

風圧の影響に対して、敷地周辺道路から原子炉施設までの離隔距離を必要とされる危険

限界距離(約 88m)以上確保することにより、評価対象施設の安全機能を損なわない設計
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1.7.5.3 熱的影響評価における許容限界 

とする。 

（ⅳ）漂流船舶の火災・爆発 

原子炉施設は、港湾等を有していない。また、大洗研究所（南地区）の北方約 5km に大

洗港があり、T.P.＋約 35m～＋約 40mに位置する原子炉施設の東側約 400mに海岸がある。

原子炉施設から十分離れていることから、船舶の火災・爆発による影響はない。したがっ

て、船舶の火災・爆発を考慮する必要はない。 

（ⅴ）敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災・爆発 

敷地内には、39 の危険物を保有する施設を有する。このうち、屋外タンク貯蔵所に該当

するものは 3 施設である。これらの屋外タンク貯蔵所には、A 重油が貯蔵されており、最

大容量を有するものは、HTTR 機械棟屋外タンクであること、また、当該タンクは、原子炉

施設からの距離が最も短いことを踏まえ、ここでは、HTTR 機械棟屋外タンクでの火災を想

定する。なお、一般取扱所、屋内貯蔵所及び地下タンクについては、火災を想定しても、評

価対象施設に対して、直接的に熱輻射が生じないため、本影響評価の対象外とした。 

評価対象施設への熱影響を評価し、評価対象施設との離隔距離を確保することにより、

評価対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

爆発は対象となる高圧ガス貯蔵設備を有しないため本影響評価の対象外とした。 

（３）航空機墜落による火災 

（ⅰ）対象航空機の選定方法 

航空機落下確率評価においては、過去の日本国内における航空機落下事故の実績をもと

に、落下事故を航空機の種類及び飛行形態に応じてカテゴリに分類し、カテゴリごとに落

下確率を求める。 

（ⅱ）航空機墜落による火災の想定 

(a) 航空機は、発電所における航空機落下確率評価の対象航空機のうち燃料積載量が最

大の機種とする。 

(b) 航空機は燃料を満載した状態を想定する。 

(c) 航空機の墜落によって燃料に着火し火災が起こることを想定する。 

(d) 気象条件は無風状態とする。 

(e) 火災は円筒火炎をモデルとし、火炎の高さは燃焼半径の 3 倍とする。 

（ⅲ）評価対象範囲 

航空機が原子炉施設周辺で落下確率が 10-7回／炉・年以上になる地点へ落下し、火災が

生じることも想定し、熱的影響評価を実施するものとする。 

（ⅳ）評価対象施設への熱影響 

評価対象施設への熱影響を評価し、評価対象施設との離隔距離を確保すること等により、

評価対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

（ⅴ）航空機墜落火災と危険物貯蔵施設等の火災の重畳評価 

航空機墜落火災と危険物貯蔵施設等の火災による重畳評価を実施する。また、航空機墜

落火災と森林火災の重畳評価を実施する。 

 

1.7.5.5 熱的影響評価における許容限界 
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熱的影響評価における許容限界は、以下のとおりとする。 

 

 

 

 

（１）森林火災 

（ⅰ）森林境界（想定される発火点から防火帯又は防火帯相当のエリアまでの経路におい

て、原子炉施設に最も近接する地点）における植生等から評価される火炎輻射強度に対

して、熱的影響評価対象施設の壁温度について、200℃を許容限界とし、当該壁温度が、

200℃を下回ることを確認することを基本とする。なお、許容限界とした壁温度（200℃）

は、火災時における短期温度上昇を考慮した場合において、コンクリート圧縮強度が維

持される保守的な温度として設定した。 

 

 

 

 

（２）近隣工場等の火災 

（ⅰ）～（ⅲ） 

（省略） 

（ⅳ）航空機カテゴリ毎に選定した航空機における燃料油量等から評価される火炎輻射強

度に対して、熱的影響評価対象施設の壁温度について、200℃を許容限界とし、当該壁温

度が、200℃を下回ることを確認することを基本とする。 

 

 

 

1.7.5.4 設計における留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱的影響評価における許容限界は、以下のとおりとする。なお、想定する外部火災は、原子

炉施設の水平方向に発生することから、火炎輻射の影響に鑑み、熱的影響評価対象施設におけ

る天井スラブと垂直外壁面のうち、垂直外壁面を対象として許容限界を設定する。また、コン

クリート壁以外の機器搬出入口等の建物内近傍には、安全機能を有する施設を配置しないもの

とし、安全施設の安全機能を損なわない設計とする。 

（１）森林火災 

（ⅰ）森林境界（想定される発火点から防火帯又は防火帯相当のエリアまでの経路におい

て、原子炉施設に最も近接する地点）における植生等から評価される火炎輻射強度に対

して、熱的影響評価対象施設の壁温度について、200℃を許容限界とし、当該壁温度が、

200℃を下回ることを確認することを基本とする。なお、許容限界とした壁温度（200℃）

は、火災時における短期温度上昇を考慮した場合において、コンクリート圧縮強度が維

持される保守的な温度として設定した。また、コンクリート温度の初期値は、水戸地方

気象台の観測データの日最高気温の調査結果（38.4℃（1997 年 7月））を踏まえ、40℃

とする。 

なお、建物内壁面及び室内の温度上昇については建物内壁面からの放熱及び室内空間

の体積があることから壁温度 200℃を下回ることで影響がないとする。 

（２）近隣工場等の火災 

（ⅰ）～（ⅲ） 

（変更なし） 

（ⅳ）航空機カテゴリ毎に選定した航空機における燃料油量等から評価される火炎輻射強

度に対して、熱的影響評価対象施設の壁温度について、200℃を許容限界とし、当該壁温

度が、200℃を下回ることを確認することを基本とする。 

なお、建物内壁面及び室内の温度上昇については建物内壁面からの放熱及び室内空間

の体積があることから壁温度 200℃を下回ることで影響がないとする。 

 

1.7.5.6 設計における留意事項 

（１）防火帯の設置 

敷地内にあっては、評価した最大火線強度（1,063kW/m）に応じ、防火帯を設ける。原子

炉施設と防火帯のエリアの外縁（火炎側）までの距離については、「原子力発電所の外部火

災影響評価ガイド」を参考に、評価した火炎輻射強度に応じた危険距離（熱的影響評価対

象施設の壁温度が許容温度（200℃）を超える距離）を上回るように設定する。防火帯は、

外部火災防護施設への影響（障壁となる他施設の有無）を踏まえて設け、最大火線強度に

より算出される防火帯幅 17.4mに対し、約 18m の防火帯幅（防火帯の風上 20m内に樹木が

存在する場合）、防火帯幅 6.7m に対し、約 7m の防火帯幅（防火帯の風上 20m内に樹木が

存在しない場合）を確保する。 

防火帯では、原則として、駐車を禁止するとともに可燃物を置かないよう管理し、工事

や物品の搬出入等に伴い、やむをえず防火帯に停車する必要がある場合や一時的に可燃物

を置く必要がある場合についても、長時間の停車や仮置を禁止し、速やかに車両や物品を

移動できるよう人員を配置する等の運用上の措置を講ずる。 
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（１）外部火災におけるばい煙による波及的影響 

安全施設については、必要に応じて、ばい煙の除去に係る措置を講じられるものとし、

ばい煙による波及的影響（閉塞及び目詰まり）によって、その安全機能の重要度に応じて、

必要な安全機能を損なわないものとするとともに、中央制御室については、その居住環境

を維持できるものとする。なお、敷地内外において、多量のばい煙が原子炉施設に到達す

るおそれが確認された場合には、原子炉を停止する。また、ばい煙を除去するために必要

な措置（除去等）を講じる。外部火災発生時において原子炉施設外で想定される外部電源

喪失等に対しては、原子炉保護系の作動等により、原子炉を自動停止するものとする。 

 

 

 

 

 

（２）外部火災における消火活動 

大洗研究所には、24時間常駐の自衛消防隊を組織し、敷地内に火災が発生した場合にあ

っては、近隣市町村消防本部と連携して、その消火活動に従事するものとする。また、敷

地内において、自衛消防隊又は近隣市町村消防本部による消火活動を必要とする火災が発

生した場合には、必要に応じて原子炉を停止する。 

 

（２）外部火災の二次的影響の考慮 

外部火災の二次的影響については、ばい煙及び有毒ガスを想定する。外部火災の二次的

影響を考慮する非常用ディーゼル電源系に関連する冷却塔については、必要に応じて、ば

いじんの除去に係る措置（フィルタの交換・清掃）を講じられるものとし、ばい煙による

波及的影響（閉塞及び目詰まり）によって、その安全機能の重要度に応じて、必要な安全

機能を損なわないものとするとともに、中央制御室については、通常運転時において、外

気は、ルーバー、フィルタ、外気取入れファン及び空調器を経由し、中央制御室に導入さ

れる。フィルタにより、ばいじんの流入を抑止することで、中央制御室の居住性を確保す

る。フィルタに閉塞及び目詰まりが生じた場合には、交換・清掃を実施する。また、必要

に応じ、空調を再循環運転とすることで、その居住環境を維持できるものとする。なお、

敷地内外において、多量のばい煙や有毒ガスが原子炉施設に到達するおそれが確認された

場合には、原子炉を停止する。外部火災発生時において原子炉施設外で想定される外部電

源喪失等に対しては、原子炉保護系の作動等により、原子炉を自動停止するものとする。 

（３）外部火災における消火活動 

敷地内の森林を延焼して原子炉施設に接近する火災が発生した場合にあっては、発見者

が大洗研究所の通報連絡系統に従って、公設消防や連絡責任者等に連絡するとともに、日

中は従業員により編成する自衛消防隊、休日・夜間は常駐消防班により、その消火活動に

従事するものとする。 

なお、敷地内において、公設消防、自衛消防隊又は常駐消防班による消火活動を必要と

する火災が発生した場合には、必要に応じて原子炉を停止する。 

 

1.7.5.7 手順等 

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定に

は、外部火災対策について、以下の内容を含む手順を定め、適切な管理を行う。 

・ 外部火災時の原子炉の停止及び措置に関すること。 

・ ばい煙及び有毒ガスが発生した場合の措置に関すること。 

・ 防火帯の維持及び管理に関すること。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3 回）の新旧対比表 

【添付書類８（1. 安全設計の考え方 1.8 「設置許可基準規則」への適合／1.9 参考文献）】 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

1.8 「設置許可基準規則」への適合 

原子炉施設は、「設置許可基準規則」に適合するように設計する。各条文に対する適合のための

設計方針は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 「設置許可基準規則」への適合 

原子炉施設は、「設置許可基準規則」に適合するように設計する。各条文に対する適合のための

設計方針は次のとおりである。 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

（適用範囲） 

第一条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

原子炉施設及びその附属施設の設計及び材料の選定に当たっては、設計及び工事の方法の認可、使用

前検査及び施設定期検査等にも配慮して、原則として現行国内法規に基づく規格及び基準によるものと

する。ただし、外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で一般的でないものを適用する場合に

は、それらの規格及び基準の適用の根拠、国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性

を明らかにする。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

3. 原子炉本体 

4. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

5. 原子炉冷却系統施設 

6. 計測制御系統施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

8. 放射線管理施設 

9. 原子炉格納施設 

10. その他試験研究用等原子炉の附属施設 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（適用範囲） 

第一条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

原子炉施設及びその附属施設の設計及び材料の選定に当たっては、設計及び工事の計画の認可、使用

前事業者検査及び定期事業者検査等にも配慮して、原則として現行国内法規に基づく規格及び基準によ

るものとする。ただし、外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で一般的でないものを適用す

る場合には、それらの規格及び基準の適用の根拠、国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用

の妥当性を明らかにする。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

3. 原子炉本体 

4. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

5. 原子炉冷却系統施設 

6. 計測制御系統施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

8. 放射線管理施設 

9. 原子炉格納施設 

10. その他試験研究用等原子炉の附属施設 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添 8-1-1.8/1.9-3 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

（定義） 

第二条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定義） 

第二条  

 

適合のための設計方針 

 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添 8-1-1.8/1.9-4 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

（試験研究用等原子炉施設の地盤） 

第三条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

 耐震重要施設は、基準地震動による地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力

を有する地盤に設置する。また、上記に加え、基準地震動による地震力が作用することによって弱面上

のずれが発生しないことを含め、基準地震動による地震力に対する支持性能を有する地盤に設置する。

主冷却機建物については、地盤強度のばらつきを考慮した場合、解析用地下水位を地表面に設定した場

合のいずれも評価基準値 1.5 を上回るように抑止杭による補強を行い、すべりに対して十分な安定性を

確保する。 

 

 

 

２ について 

 （省略） 

 

３ について 

 （省略） 

 

   

 添付書類六の以下の項目参照 

3. 地盤 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（試験研究用等原子炉施設の地盤） 

第三条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

 耐震重要施設は、基準地震動による地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力

を有する地盤に設置する。また、上記に加え、基準地震動による地震力が作用することによって弱面上

のずれが発生しないことを含め、基準地震動による地震力に対する支持性能を有する地盤に設置する。

主冷却機建物の地盤については、周辺地盤の改良を行い、基礎地盤のすべりに対して安定性を確保する。

なお、改良地盤については、試験施工に基づいた各種試験から物性値を設定することから、改良地盤の

物性値については、品質管理方針を示した上で、所定の物性値が確保されていることを施工時の品質管

理で確認する。また、地盤の安定性評価は、解析用地下水位を地表面に設定した解析を基本とし、基礎

地盤がすべりに対して安定性を有していることを確認する。 

 

２ について 

 （変更なし） 

 

３ について 

 （変更なし） 

 

   

 添付書類六の以下の項目参照 

3. 地盤 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

（地震による損傷の防止） 

第四条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

１、２及び３ について 

 原子炉施設は、耐震重要度に応じて、以下の耐震重要度分類に分類する。なお、設計にあっては、水

冷却型試験研究炉との構造上の相違（低圧、薄肉、高温構造）を考慮するとともに、耐震重要度分類は

その設計の特徴を十分踏まえて行うものとする。また、耐震重要施設は、Ｓクラスの施設とする。 

Ｓクラス 安全施設のうち、その機能喪失により周辺の公衆に過度の放射線被ばくを与えるおそれ

のある設備・機器等を有する施設（「過度の放射線被ばくを与えるおそれのある」とは、安

全機能の喪失による周辺の公衆の実効線量の評価値が発生事故当たり 5mSv を超えること

をいう。） 

Ｂクラス 安全施設のうち、その機能を喪失した場合の影響がＳクラス施設と比べ小さい施設 

Ｃクラス Ｓクラス、Ｂクラス以外であって、一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求さ

れる施設 

 Ｓクラス、Ｂクラス及びＣクラスの施設に係る耐震設計の基本方針を以下に示す。 

（１）Ｓクラスの施設は、基準地震動による地震力に対してその安全機能が保持できるように設計

する。また、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対し

ておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるように設計する。なお、静的地震力は、水平地震力と

鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。動的地震力は、水平 2方向及び

鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

（２）Ｂクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるように設計

する。また、共振のおそれのある施設については、その影響についての検討を行う。その場合、

検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動に 1/2を乗じたものとする。なお、当該地震動による

地震力は、水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

（３）Ｃクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるように設計

する。 

（４）耐震重要施設が、耐震重要度分類の下位のクラスに属するものの波及的影響によって、その

安全機能を損なわないように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地震による損傷の防止） 

第四条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

１及び２ について 

 原子炉施設は、耐震重要度に応じて、以下の耐震重要度分類に分類する。なお、設計にあっては、水

冷却型試験研究炉との構造上の相違（低圧、薄肉、高温構造）を考慮するとともに、耐震重要度分類は

その設計の特徴を十分踏まえて行うものとする。また、耐震重要施設は、Ｓクラスの施設とする。 

Ｓクラス 安全施設のうち、その機能喪失により周辺の公衆に過度の放射線被ばくを与えるおそれ

のある設備・機器等を有する施設（「過度の放射線被ばくを与えるおそれのある」とは、安

全機能の喪失による周辺の公衆の実効線量の評価値が発生事故当たり 5mSv を超えること

をいう。） 

Ｂクラス 安全施設のうち、その機能を喪失した場合の影響がＳクラス施設と比べ小さい施設 

Ｃクラス Ｓクラス、Ｂクラス以外であって、一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求さ

れる施設 

 Ｓクラス、Ｂクラス及びＣクラスの施設に係る耐震設計の基本方針を以下に示す。 

（１）Ｓクラスの施設は、基準地震動による地震力に対してその安全機能が保持できるように設計

する。また、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対し

ておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるように設計する。なお、静的地震力は、水平地震力と

鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。動的地震力は、水平 2方向及び

鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

（２）Ｂクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるように設計

する。また、共振のおそれのある施設については、その影響についての検討を行う。その場合、

検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動に 1/2を乗じたものとする。なお、当該地震動による

地震力は、水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

（３）Ｃクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるように設計

する。 

（４）耐震重要施設が、耐震重要度分類の下位のクラスに属するものの波及的影響によって、その

安全機能を損なわないように設計する。 

原子力施設の耐震設計に用いる地震力は、以下の方法により算定する。 

（１）静的地震力 

静的地震力は、Ｓクラス、Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用することとし、それぞれの耐震

重要度分類に応じて、以下の地震層せん断力係数 Ci及び震度に基づき算定する。 

ａ．建物・構築物 

水平地震力は、地震層せん断力係数 Ciに、以下に示す耐震重要度分類に応じた係数を乗

じ、さらに当該層以上の重量を乗じて算定する。  

Ｓクラス 3.0  
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂクラス 1.5  

Ｃクラス 1.0  

ここで、地震層せん断力係数 Ciは、標準せん断力係数 C0を 0.2とし、建物・構築物の振

動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。また、建物・構築物の保有水平耐

力が必要保有水平耐力を上回ることを確認する際に用いる必要保有水平耐力の算定におい

ては、地震層せん断力係数 Ciに乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は、耐震重要度

分類の各クラスともに 1.0 とし、その際に用いる標準せん断力係数 C0は 1.0とする。 

Ｓクラスの建物・構築物については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組

合せで作用するものとする。鉛直地震力は、震度 0.3 を基準とし、建物・構築物の振動特

性、地盤の種類等を考慮して求めた鉛直震度より算定する。ただし、鉛直震度は高さ方向

に一定とする。 

ｂ．機器・配管系 

静的地震力は、上記ａ．に示す地震層せん断力係数 Ciに施設の耐震重要度分類に応じた

係数を乗じたものを水平震度とし、当該水平震度及び鉛直震度をそれぞれ 20％増しとした

震度より求める。なお、Ｓクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力は同時に不

利な方向の組合せで作用するものとする。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

（２）動的地震力 

動的地震力は、Ｓクラスの施設に適用し、「添付書類６ 5．地震」に示す基準地震動及び弾性

設計用地震動から定める入力地震動を入力として、動的解析により、水平 2方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせて算定する。Ｂクラスの施設のうち、共振のおそれのある施設について

は、弾性設計用地震動に 1/2を乗じた動的地震力を適用する。 

「添付書類６ 5．地震」に示す基準地震動は、敷地ごとに震源を特定して策定する地震動及び

震源を特定せず策定する地震動に基づき、敷地における解放基盤表面における水平成分及び鉛直

成分の地震動としてそれぞれ策定する。 

弾性設計用地震動は、基準地震動との応答スペクトルの比率の値が目安として 0.5を下回らな

いように、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（昭和 56 年 7 月 20 日原子力安全委員

会決定）」における基準地震動 S1を踏まえ、工学的判断から基準地震動に係数 0.5を乗じて設定

する。 

耐震設計では、水平 2 方向及び鉛直方向の地震力による応力を適切に組み合わせる。 

 

３ について 

 耐震重要施設は、基準地震動による地震力に対して、安全機能が損なわれるおそれがないように設計

する。基準地震動は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、敷地及び敷地周辺の地質・地質構造、地盤構

造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から想定することが適切なものとして策定する。 

原子炉施設は、耐震重要度に応じて、以下の耐震重要度分類に分類する。なお、設計にあっては、水

冷却型試験研究炉との構造上の相違（低圧、薄肉、高温構造）を考慮するとともに、耐震重要度分類は

その設計の特徴を十分踏まえて行うものとする。また、耐震重要施設は、Ｓクラスの施設とする。 

Ｓクラス 安全施設のうち、その機能喪失により周辺の公衆に過度の放射線被ばくを与えるおそれ

のある設備・機器等を有する施設（「過度の放射線被ばくを与えるおそれのある」とは、安
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４ について 

（省略） 

 

 

 

全機能の喪失による周辺の公衆の実効線量の評価値が発生事故当たり 5mSv を超えること

をいう。） 

Ｂクラス 安全施設のうち、その機能を喪失した場合の影響がＳクラス施設と比べ小さい施設 

Ｃクラス Ｓクラス、Ｂクラス以外であって、一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求さ

れる施設 

Ｓクラス、Ｂクラス及びＣクラスの施設に係る耐震設計の基本方針を以下に示す。なお、耐震設計は、

日本産業規格（JIS）、原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601）、発電用原子力設備規格（設計・建設規

格）等の基準・規格に準拠する。 

（１）Ｓクラスの施設は、基準地震動による地震力に対してその安全機能が保持できるように設計

する。また、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対し

ておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるように設計する。なお、静的地震力は、水平地震力と

鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。動的地震力は、水平 2方向及び

鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

（２）Ｂクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるように設計

する。また、共振のおそれのある施設については、その影響についての検討を行う。その場合、

検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動に 1/2を乗じたものとする。なお、当該地震動による

地震力は、水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

（３）Ｃクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるように設計

する。 

（４）耐震重要施設が、耐震重要度分類の下位のクラスに属するものの波及的影響によって、その

安全機能を損なわないことを確認する。波及的影響を考慮すべき施設の検討に当たっては、高速

実験炉原子炉施設の敷地内に設置されているＢクラス及びＣクラス等の建物・構築物、機器・配

管系及び関連施設のＳクラス施設との設置位置関係を俯瞰した調査・検討を行う。当該調査・検

討には、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈

別記 2」に記載の以下の項目について、耐震重要施設への影響がないことを確認することを考慮

する。なお、波及的影響の評価に当たっては、耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を

適用する。 

（ⅰ）設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響 

（ⅱ）耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相互影響 

（ⅲ）建物内における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設へ

の影響 

（ⅳ）建物外における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設へ

の影響 

 

４ について 

（変更なし） 

 

 

 



添 8-1-1.8/1.9-8 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

   

 添付書類六の以下の項目参照 

5. 地震 

 

   

   

   

 添付書類八の以下の項目参照 

1. 安全設計の考え方 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 添付書類六の以下の項目参照 

5. 地震 

 

   

   

   

 添付書類八の以下の項目参照 

1. 安全設計の考え方 
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（津波による損傷の防止） 

第五条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（津波による損傷の防止） 

第五条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

（変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第六条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

 

安全施設は、想定される洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生

物学的事象、森林火災が発生した場合において、また、敷地及びその周辺において想定される航空機落

下、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突及び電磁的障害に対して、その安全機

能の重要度に応じて、必要な安全機能を損なわないように設計する。重要安全施設については、当該重

要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用す

る衝撃及び設計基準事故時に生じる応力を、それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して、適切に組

み合わせるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第六条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

自然現象（地震及び津波を除く。）及び敷地又はその周辺において想定される原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）について、

「 Specific Safety Requirements (No.SSR-3)」の「 5.SITE EVALUATION FOR RESEARCH REACTOR 

FACILITIES」及び「Appendix APPENDIXⅠ SELECTED POSTULATED INITIATING EVENTS FOR RESEARCH 

REACTORS」を参考に、以下の事象を選定した。 

 

【自然現象】 

  洪水／降水／風（台風）／凍結／積雪／落雷 

地滑り／生物学的事象／竜巻／火山の影響／森林火災 

 

【人為事象】 

  航空機落下／ダムの崩壊／爆発／有毒ガス／船舶の衝突／電磁的障害／近隣工場等の火災 

 

安全施設は、設計上の考慮を要する自然現象（洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地

滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災）又はその組合せに遭遇した場合において、自然事象その

ものがもたらす環境条件及びその結果として試験研究用等原子炉施設で生じ得る環境条件においても、

安全機能を損なわない設計とする。 

想定される自然現象に対しては、必要に応じて、設備と運用（代替措置や修復等）による対策を組み

合わせた措置を講じることにより、安全施設が安全機能を損なわない設計とする。また、安全施設が安

全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設又は設備等への措置を含める。 

（１）洪水 

敷地は鹿島台地（茨城県東茨城郡大洗町南部の太平洋に面した丘陵地帯の台地（標高：約 38m））

にあり、また、原子炉施設は、T.P.＋約 35m～＋約 40mに位置する。敷地周辺に涸沼（標高：約

0m）が存在する。敷地内には、窪地をせき止めて造成した夏海湖があり、その水位は、T.P.＋

約 29mである（水深：約 6m）。地形的にみて洪水による被害は考えられない。したがって、洪水

を考慮する必要はない。 

（２）降水 

屋外に位置する安全施設のうち、浸水により安全機能を損なうおそれのあるものは、水戸地

方気象台で記録されている 1 時間降水量の最大値に、適切な余裕を考慮し、浸水を防止するこ

とで、安全機能を損なわない設計とする。なお、これを上回る降水に対しては、表流水のほと

んどは夏海湖に集まり、敷地の北側から一般排水溝に流れる経路となる。 

（３）風（台風） 

敷地付近で観測された瞬間最大風速は、水戸地方気象台の観測記録（1937年～2013年）によ
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れば 44.2m/s（1939 年 8 月 5 日）である。屋外に位置する安全施設のうち、風（台風）により

安全機能を損なうおそれのあるものは、建築基準法及び同施行令第 87条第 2項及び第 4項に基

づく建設省告示第 1454号より設定した設計基準風速（34m／s、地上高 10m、10分間平均）の風

荷重に対し機械的強度を有することにより安全機能を損なわない設計とする。  

ここで、風（台風）に関連して発生する可能性がある自然現象としては、落雷及び高潮が考

えられる。落雷については、同時に発生するとしても、「(７) 落雷」に述べる個々の事象とし

て考えられる影響と変わらない。 

高潮については、立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

なお、風（台風）に伴い発生する可能性のある飛来物による影響については、竜巻影響評価

において想定している設計飛来物の影響に包絡される。 

（４）竜巻 

耐竜巻設計の基本方針として、安全機能の重要度分類がクラス１、２、３に属する構築物、

系統及び機器を竜巻防護施設とする。このうち、外部からの衝撃による損傷の防止に係る安全

施設に該当する構築物、系統及び機器を影響評価の対象とする。当該影響評価にあっては、当

該安全施設の外殻施設を評価対象とする場合がある。これらの影響評価の対象外の安全施設は、

竜巻により損傷するおそれがある場合に、代替措置や修復等により、安全機能を損なわないも

のとする。 

評価対象施設は、安全施設を内包し保護する外殻施設として、原子炉建物（格納容器を含む。）

及び原子炉附属建物、主冷却機建物、第一使用済燃料貯蔵建物、第二使用済燃料貯蔵建物、液

体廃棄物処理施設、メンテナンス建物の液体廃棄物処理設備及び固体廃棄物貯蔵設備を抽出し、

外殻施設で保護されない安全施設として、主冷却機のうち屋外部分（屋外ダクト）、非常用ディ

ーゼル電源系に関連する冷却塔、主排気筒、外周コンクリート壁、一般電源系（受電エリア）

及び屋外管理用モニタリングポストを抽出した。廃棄物処理建物、メンテナンス建物に内包さ

れる液体廃棄物処理設備及び固体廃棄物処理設備は、基本的にコンクリート構造の地下階に位

置し、上部にはエリアを隔てる蓋が設置されているため、竜巻が来襲した場合にあっても、影

響を受けず、安全機能（放射性物質の貯蔵）を損なうことはないため、評価対象施設から除外

した。一般電源系（受電エリア）は、一般電源系の機能を喪失した場合には、非常用ディーゼ

ル電源系等により必要な電源を供給し、これらはＭＳ－１に該当し、外殻施設の健全性が確保

されるため、安全機能を損なうことはなく、代替措置により、必要な機能を確保できるため、

評価対象施設から除外した。屋外管理用モニタリングポストは、屋外管理用モニタリングポス

トの機能を喪失した場合には、代替措置（可搬型測定器）により、必要な機能を確保できるた

め、評価対象施設から除外した。破損等により竜巻防護施設に波及的影響を及ぼして安全機能

を喪失させる可能性がある施設（波及的影響評価対象施設）について、機械的影響、機能的影

響の発生を考慮して主排気筒を抽出した。 

抽出した評価対象施設及び波及的影響評価対象施設について、「原子力発電所の竜巻影響評価

ガイドライン」を参考にして構造健全性評価を行い、安全機能が維持されることを確認する。

竜巻防護施設の外殻施設である原子炉建物及び原子炉附属建物、主冷却機建物については、設

計竜巻に対する構造健全性を評価することにより、内包する竜巻防護施設が影響を受けないこ

とを確認する。壁や屋根などに損傷が生じた場合は、損傷による竜巻防護施設への影響が無い
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ことを確認する。竜巻防護施設のうち、外部からの衝撃による損傷の防止に係る重要安全施設

である非常用ディーゼル電源系に関連する冷却塔及び主冷却機のうち屋外（建物屋上）部分に

ついては、設計竜巻に対して安全機能を喪失しないことを確認する。波及的影響評価対象施設

として抽出した主排気筒については、竜巻防護施設に影響を与えないことを評価し、確認する。 

竜巻検討地域は、大洗研究所（南地区）が立地する地域と、気象条件の類似性の観点から検

討を行い、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、和

歌山県、徳島県、高知県、山口県及び九州（沖縄県含む）の海岸線から陸側及び海側それぞれ 

5km の範囲（面積：約 89,500km2）を竜巻検討地域に設定する。竜巻検討地域において過去に発

生した竜巻による最大風速(VB1)及び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速(VB2)のうち

大きい方の風速を設計竜巻の最大風速として設定する。日本で過去に発生した竜巻による最大

風速(VB1)は、「竜巻等の突風データベース」によるとフジタスケール（以下、Fスケール）で F3

である。F3 スケールにおける風速は 70m/s～92m/s であることから、竜巻検討地域において過

去に発生した竜巻による最大風速(VB1)を 92m/s と設定する。ハザード曲線による竜巻最大風速

(VB2)は、竜巻影響エリアの設置、竜巻データの分析、竜巻風速・被害幅・被害長さの確率密度

分布及び相関係数の算定を基に評価した。竜巻影響エリアは、評価対象施設を含む円形に設定

する。原子炉建物・原子炉附属建物などの主要な施設が、直径 320mの円内に収まることから、

この円（面積:約 80,500m2）を竜巻影響エリアとした。竜巻データの分析では、年代による観測

値の品質のばらつきを考慮した。得られたハザード曲線より、年超過確率 10-5 における風速を

求めると 68.1m/s となることから、竜巻最大風速(VB2)を 68.1m/s と設定する。基準竜巻の最大

風速 VBは、VB1と VB2のうちの大きい方の風速とすることから、原子炉施設における基準竜巻の

最大風速 VBは 92m/sとする。大洗研究所（南地区）は標高約 38mの平坦な台地に位置し、敷地

内には 13～16m位の高低がある。高速実験炉原子炉施設は標高 35m～40mに位置しており、東西

方向及び南北方向からみても下り斜面には位置していないため、基準竜巻が周辺地形により増

幅される可能性はなく、設計竜巻(VD)＝基準竜巻(VB)と考えられる。なお、耐竜巻設計において

は、将来的な気候変動による竜巻発生の不確実性を考慮し、設計竜巻の最大風速（92m/s）を安

全側に切り上げ、最大風速として 100m/sを用いる。 

原子炉施設敷地内の飛来物に係る現地調査及び検討を行い、現地調査により確認された飛来

物について、竜巻防護施設及びその外殻施設に衝突する可能性のある飛来物を抽出する。設計

飛来物は、サイズ及び剛柔や浮き上がり有無、飛散防止対策を判定基準とした上で、 運動エネ

ルギー、衝撃荷重、貫通力等を考慮し、代表的なものとする。飛来物の飛散速度については電

力中央研究所が開発した竜巻飛来物評価解析コード”TONBOS”を用いた。これらの評価結果を

踏まえ、設計飛来物は、竜巻ガイドを参考に、鋼製材（中・剛）、足場板（中・剛）、ワゴン車

（大・柔：飛散時に空中分解しないもの）、コンクリートブロック（小・剛）とした。なお、コ

ンクリートブロックは主冷却機建物屋上（高さ 12.5m）からの飛来を想定した。また、竜巻防

護施設及びその外殻施設の健全性評価等には、竜巻ガイドに記載されている鋼製材（長さ4.2m×

幅 0.3m×高さ 0.2m、質量 135kg、飛来時の水平速度 51m/s、飛来時の鉛直速度 34m/s）も考慮し

た。飛来物となる可能性のあるもののうち、飛来した場合の運動エネルギー又は貫通力が設計

飛来物又は竜巻ガイドの鋼製材を超える物品については、竜巻防護施設を内包する建物から隔

離（屋内への移動を含む。）、固縛又は固定化を行い、確実に飛来物とならない対策を講じる。 
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原子炉施設の耐竜巻設計に用いる設計竜巻荷重は、風圧力、気圧差による圧力及び飛来物の

衝撃荷重を組み合わせた複合荷重として算定する。風圧力については、建築基準法等の安全上

適切と認められる規格及び基準を準用して算出する。気圧差による圧力については、設計竜巻

による最大気圧低下量及び最大気圧低下率に基づいて設定する。飛来物の衝撃荷重については、

設計飛来物が、竜巻防護施設又は外殻施設に衝突することを想定して算出する。竜巻影響評価

対象施設に常時作用する荷重（固定荷重、積載荷重、土圧、水圧並びに通常の気象条件による

荷重）は設計竜巻荷重と適切に組み合わせる。設計基準事故時において評価対象施設に応力は

生じないため、設計竜巻荷重及び設計基準事故時に生じる応力の組み合わせは考慮しない。竜

巻との同時発生が想定され得る雷、雪、雹及び大雨のうち、雷、雹及び大雨については施設へ

の影響が相乗しないことから、設計竜巻との組み合わせは考慮しない。自然現象の組み合わせ

について、安全施設へ影響を与えるパラメータ（荷重、温度及び電気的影響）を考慮し、「竜巻」

+「積雪」を考慮する。 

設計における留意事項として、設計飛来物が竜巻防護施設又は外殻施設に衝突した際に生じ

る影響（貫通及び裏面剥離）によって、その安全機能を損なわないよう設計する。外殻施設に

ついては竜巻ガイドの鋼製材の衝突を考慮する。外殻施設の開口部のうち、付近に外部からの

衝撃による損傷の防止に係る安全施設が位置している箇所については、設計飛来物の衝突によ

る開口部の鋼板の貫通評価を行い、必要に応じて防護策として貫通限界厚さを上回るように鋼

板等で補強する。 

竜巻随伴事象として想定される外部電源喪失等に対しては、非常用ディーゼル電源系等によ

り必要な電源を供給するため、他の安全機能を損なうことはない。 

溢水に対しては、建物屋外で発生した場合に竜巻防護施設に影響を与えないよう、建物の外

壁及び開口部等により浸水しないものとする。竜巻飛来物の衝突及び貫通によって建物屋上及

び室内で発生する溢水にあっては、その影響により安全機能を損なわないよう対策を講じる。 

建物付近にて車両火災が発生した場合、建物外壁温度は 200℃を下回るため、安全施設への

影響はないが、建物外壁面に不燃塗料を塗布し、さらに火災の影響を緩和する。不燃塗料は必

要に応じ、一定期間経過後に塗りなおしを実施する。竜巻飛来物が建物を貫通し、建物内部に

おいて火災が発生した場合にあっては、その影響により安全機能を損なわないよう対策を講じ

る。 

竜巻注意情報及び竜巻発生確度ナウキャストにより、竜巻が大洗研究所に到達するおそれが

確認された場合、その確度に基づいて所内に竜巻対応準備指示又は竜巻対応指示を発令し、原

子炉の停止、車両の移動及び物品の固縛等の措置を実施する。 

（５）凍結 

敷地付近の水戸地方気象台での記録（1897年～2013年）によれば、最低気温は-12.7℃（1952

年 2月 5日）、月平均最低気温は-3.1℃（1月）である。 

屋外に位置する安全施設のうち、凍結により安全機能を損なうおそれのあるものは、上記の

最低気温に、適切な余裕を考慮し、保温等の凍結防止対策を必要に応じて行うことで、安全機

能を損なわない設計とする。屋内については、建家空調換気設備により環境温度は凍結のおそ

れのない室温となるため、安全機能は損なわれない。 

（６）積雪 
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水戸地方気象台の観測記録（1897年～2013年）によれば、積雪量の日最大値は 32cm(1945年

2 月 26 日)である。屋外に位置する安全施設のうち、積雪により安全機能を損なうおそれのあ

るものは、建築基準法及び同施行令第 86条第 3項に基づく茨城県建築基準法等施行細則より設

定した設計基準積雪量（30cm）の積雪荷重に対し機械的強度を有することにより安全機能を損

なわない設計とする。 

なお、設計値（30cm）を上回るような積雪事象は、気象予報により事前に予測が可能であり、

進展も緩やかであるため、建物屋上等の除雪を行うことで積雪荷重を低減させる。 

（７）落雷 

雷害防止として、屋外に位置する安全施設のうち、建築基準法に基づき高さ 20m を超える安

全施設には避雷設備を設ける。また、避雷設備の接地極として、接地網を敷設して接地抵抗の

低減を図る。 

なお、避雷設備については、2003年に JIS A 4201-1992「建築物等の避雷設備（避雷針）」か

ら改正された JIS A 4201-2003「建築物等の雷保護」の保護レベルⅠに適合するものとする。 

雷サージの侵入に対して、原子炉保護系のロジック盤における計装ケーブル及び制御ケーブ

ルには、鋼製筐体（鉄筋コンクリートトレンチ、金属製トレイ又は金属製電線管を含む。）や金

属シールド付ケーブルの適用により雷サージの侵入を抑制する。屋外に位置する安全施設にお

ける屋外敷設制御・計測ケーブルについても同様とする。なお、雷サージに起因して外部電源

を喪失した場合、原子炉はスクラム（自動停止）する。 

（８）地滑り 

大洗研究所（南地区）の敷地には、設置許可申請書添付書類六 3.4.2.1項において「変動地

形学的調査結果によると、敷地には地すべり地形及びリニアメントは認められない」としてお

り、安全施設の安全機能を損なうような地滑りが生じることはない。したがって、地滑りを考

慮する必要はない。 

（９）火山の影響 

敷地における降下火砕物の想定される最大層厚は 50cmであり、これを設計上考慮する降下火

砕物の層厚とする。原子力施設の耐降下火砕物設計に用いる設計降下火砕物荷重は、設計上考

慮する降下火砕物の層厚 50cm に、湿潤密度を 1.5g/cm3 を乗じて算定することを基本とする。

ただし、降下火砕物の層厚については、原子炉施設において、必要に応じて、降下火砕物が降

下火砕物防護施設又は外殻施設への積灰を抑制するための措置を講じることを考慮して設定す

る場合がある。 

ａ．直接的影響に対する設計 

降下火砕物防護施設は、直接的影響に対して、以下により安全機能を損なわない設計とする。

また、降灰予報等が発表され、多量の降下火砕物が原子炉施設に到達するおそれが確認された

場合には、原子炉を停止するとともに、降下火砕物を除去するために必要な措置（除去等）を

講じる。 

設計降下火砕物荷重に対して、建物・構築物が構造物全体として、十分変形能力（ねばり）

の余裕を有し、終局耐力に対して妥当な安全余裕を持っていることを確認する。また、機器・

配管系について、構造物の相当部分が降伏し塑性変形する場合でも過大な変形、亀裂、破損等

が生じ、その施設の機能に影響を及ぼすことがない程度に応力を制限する。 
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構造物の化学的影響（腐食）、水循環系の化学的影響（腐食）並びに換気系、電気系及び計測

制御系の化学的影響（腐食）に対して短期での腐食が発生しない設計とする。 

水循環系の閉塞に対して降下火砕物流入防止板を設置するとともに、狭隘部等が閉塞しない

設計とする。 

水循環系の内部における摩耗並びに換気系、電気系及び計測制御系の機械的影響（摩耗）に

対して摩耗しにくい設計とする。 

電気系及び計測制御系の盤の絶縁低下に対して空気を取り込む機構を有する原子炉保護系及

び関連する計装設備、非常用ディーゼル電源系及び無停電電源系に関連する盤の設置場所の空

調換気設備は降下火砕物が侵入しにくい設計とする。 

原子炉施設周辺の大気汚染に対して中央制御室換気系は降下火砕物が侵入しにくく、さらに

外気を遮断できる設計とする。 

降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火砕物の除去や空調換気設備外気取

入口のフィルタの取替え若しくは清掃又は空調換気設備の停止若しくは閉回路循環運転の実施

により安全機能を損なわない設計とする。 

安全施設のうち、一般電源系（受電エリア）及び屋外管理用モニタリングポストについては、

代替措置や修復等により安全機能を損なわないものとする。 

ｂ．間接的影響に対する設計 

降下火砕物発生時において原子炉施設外で想定される外部電源喪失等に対しては、原子炉保

護系の作動等により、原子炉を自動停止するものとする。また、広範囲にわたる送電網の損傷

による約 7 日間の外部電源喪失及び敷地外での交通の途絶によるアクセス制限事象が生じた場

合については、降下火砕物に対して非常用ディーゼル発電機の安全機能を維持することで、必

要となる電源の供給が非常用ディーゼル発電機により継続できる設計とすることにより、安全

機能を損なわない設計とする。 

（10）生物学的事象 

海より取水していないため、海生生物等による影響はない。補機冷却設備及び脱塩水供給設

備は、適宜、点検・清掃するとともに、必要に応じて、薬液注入を行い、微生物の発生による

影響を軽減し、関連する安全施設の安全機能を損なわない設計とする。また、屋内設備は建物

の雨水流入防止措置により、屋外に設置される端子箱貫通部はシールすることで、小動物の侵

入を防止する設計とする。 

（11）森林火災 

森林火災にあっては、大洗研究所（南地区）敷地境界に発火点を設け、敷地内の森林を延焼

し、熱的影響評価対象施設に迫る火災を想定し、熱的影響評価を実施する。なお、敷地内にあ

っては、評価した火線強度に応じ、防火帯を設けるものとする。原子炉施設と防火帯の外縁（火

炎側）までの距離については、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参考に、評価した

火炎輻射強度に応じた危険距離（熱的影響評価対象施設の壁温度が許容温度（200℃）を超える

距離）を上回るように設定する。防火帯は、外部火災防護施設への影響（障壁となる他施設の

有無）を踏まえて設ける。 

森林火災の熱的影響評価における許容限界は、森林境界（想定される発火点から防火帯まで

の経路において、原子炉施設に最も近接する地点）における植生等から評価される火炎輻射強



添 8-1-1.8/1.9-16 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

度に対して、熱的影響評価対象施設の壁温度について、200℃を許容限界とし、当該壁温度が、

200℃を下回ることを確認することを基本とする。 

森林火災シミュレーション解析コード(FARSITE)で使用されている計算式から評価される最

大火線強度（1,063kW／m）により算出される防火帯幅 17.4m に対し、約 18m の防火帯幅（防火

帯の風上 20m内に樹木が存在する場合）、防火帯幅 6.7m に対し、約 7m の防火帯幅（防火帯の

風上 20m 内に樹木が存在しない場合）を確保することにより評価対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

外部火災の二次的影響については、ばい煙及び有毒ガスを想定する。外部火災の二次的影響

を考慮する必要がある安全施設については、必要に応じて、ばいじんの除去に係る措置（フィ

ルタの交換・清掃）を講じられるものとし、ばい煙による波及的影響（閉塞及び目詰まり）に

よって、必要な安全機能を損なわないものとするとともに、中央制御室については、外気の取

り込みを遮断する措置により、その居住環境を維持できるものとする。 

なお、敷地内外において、多量のばい煙や有毒ガスが原子炉施設に到達するおそれが確認さ

れた場合には、原子炉を停止する。外部火災発生時において原子炉施設外で想定される外部電

源喪失等に対しては、原子炉保護系の作動等により、原子炉を自動停止するものとする。 

 

安全施設の安全機能を損なわないことを確認する際に使用する自然現象（地震及び津波を除く。）の組

合せを以下に示す。これら以外の自然現象（地震及び津波を除く。）の組合せについて、安全施設へ影響

を与えるパラメータ（荷重、温度及び電気的影響）を考慮すると、以下に示す（１）及び（２）は代表性

を有している。 

（１） 「竜巻」＋「積雪」 

（２） 「火山の影響」＋「風（台風）」＋「積雪」 

 

２ について 

重要安全施設については、科学的技術的知見を踏まえ、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそ

れがあると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じる応

力を、それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して、適切に組み合わせるものとする。 

重要安全施設は、「研究炉の重要度分類の考え方」を参考に、その機能、構造及び動作原理を考慮し、

その機能喪失により周辺の公衆に過度の放射線被ばくを与えるおそれのある施設として、以下の施設を

外部からの衝撃による損傷の防止に係る重要安全施設とする。 

（ⅰ）クラス１ 

（ⅱ）クラス２のうち、特に自然現象の影響を受けやすく、かつ、代替手段によってその機能の維持

が困難であるか、又はその修復が著しく困難な構築物、系統及び機器 

重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象は、第１項において選定した

自然現象に含まれる。また、重要安全施設を含む安全施設は、第１項において選定した自然現象又はそ

の組合せにより、安全機能を損なわない設計としている。安全機能を損なわなければ設計基準事故に至

らないため、重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象又はその組合せと

設計基準事故に因果関係はない。したがって、因果関係の観点からは、重要安全施設に大きな影響を及

ぼすおそれがあると想定される自然現象により重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じ
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る応力を組み合わせる必要はなく、重要安全施設は、個々の事象に対して、安全機能を損なわない設計

とする。 

また、重要安全施設は、設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生すると考えられる自然現象により当該

重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じる応力を適切に考慮する設計とする。なお、設

計基準事故により、重要安全施設のうち屋外部分及び重要安全施設の外殻施設に応力が生じることはな

い。よって、重要安全施設の大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象と設計基準事故の

重畳を考慮する必要はない。 

 

３ について 

安全施設は、敷地及びその周辺において想定される原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがある事象であって人為によるもの（航空機落下、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、

船舶の衝突及び電磁的障害）に対して、安全機能を損なわない設計とする。 

原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるものに対しては、

必要に応じて、設備と運用（代替措置や修復等）による対策を組み合わせた措置を講じることにより、

安全施設が安全機能を損なわない設計とする。また、安全施設が安全機能を損なわないために必要な安

全施設以外の施設又は設備等への措置を含める。 

（１）航空機落下 

航空機の落下確率は、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」（平

成 14・07・29原院第 4 号（平成 14 年 7月 30 日原子力安全・保安院制定））等を準用して評価

した結果、約 8.8×10-8回／炉・年であり、防護設計の要否を判断する基準である 

10-7回／炉・年を下回る。したがって、航空機落下を考慮する必要はない。 

（２）ダムの崩壊 

原子炉施設の周辺地域のダムとしては、大洗研究所（南地区）の敷地から北西方向約 20kmの

地点に那珂川より取水した水を貯留する楮川ダムが存在するが、敷地との距離が十分離れてい

る。原子炉施設の近くに、崩壊により安全施設に影響を及ぼすようなダムはない。したがって、

ダムの崩壊を考慮する必要はない。 

（３）爆発 

大洗研究所（南地区）敷地外 10km以内の範囲において、石油コンビナート施設及び液化天然

ガス（LNG）基地は存在しない。原子炉施設の近くに、爆発により安全施設に影響を及ぼすよう

な爆発物の製造及び貯蔵設備はない。したがって、爆発を考慮する必要はない。 

（４）近隣工場等の火災 

近隣工場等の火災（近隣の作業施設の火災・爆発）にあっては、大洗研究所（南地区）敷地

外 10km 以内の範囲において、石油コンビナート施設及び液化天然ガス（LNG）基地は存在しな

いため、石油コンビナート及び液化天然ガス（LNG）基地の火災・爆発による損傷の防止は、設

計上考慮しない。 

危険物貯蔵施設等の火災・爆発にあっては、危険物貯蔵施設の危険物屋外タンクや高圧ガス

貯蔵設備（15t以上の液化石油ガス（LPG）及び 1t以上の可燃性の高圧ガスを有する施設）にお

ける火災・爆発を想定する。また、危険物を搭載した車両の火災・爆発にあっては、敷地に隣

接する国道 51号線において、危険物を搭載した車両による火災・爆発を想定する。上記の他、
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ここでは、航空機が原子炉施設周辺で落下確率が 10-7 回／炉・年以上になる地点へ落下し、火

災が生じることも想定し、熱的影響評価を実施するものとする。 

近隣工場等の火災の熱的影響評価における許容限界は、以下のとおりとする。 

（ⅰ）危険物屋外タンクにおける燃料油量等から評価される火炎輻射強度に対して、熱的

影響評価対象施設の壁温度について、200℃を許容限界とし、当該壁温度が、200℃を下

回ることを確認することを基本とする。 

（ⅱ）高圧ガス貯蔵設備における可燃性ガス貯蔵量等から評価される危険限界距離を許容

限界とし、熱的影響評価対象施設が当該距離を超える離隔距離を有するものとする。 

（ⅲ）危険物を搭載した車両の火災・爆発においては、消防法で定められた公道を通行可

能な上限量（30m3）のガソリンが搭載されたタンクローリーを対象とし、評価される火

炎輻射強度に対して、熱的影響評価対象施設の壁温度について、200℃を許容限界とし、

当該壁温度が、200℃を下回ることを確認することを基本とする。また、液化天然ガス

（LNG）及び液化石油ガス（LPG）が積載された最大クラスのタンクローリー（積載量：

15.1t）を対象とし、評価される危険限界距離を許容限界とし、熱的影響評価対象施設が

当該距離を超える離隔距離を有するものとする。 

（ⅳ）航空機カテゴリ毎に選定した航空機における燃料油量等から評価される火炎輻射強

度に対して、熱的影響評価対象施設の壁温度について、200℃を許容限界とし、当該壁温

度が、200℃を下回ることを確認することを基本とする。 

外部火災の二次的影響については、ばい煙及び有毒ガスを想定する。外部火災の二次的影響

を考慮する必要がある安全施設については、必要に応じて、ばいじんの除去に係る措置（フィ

ルタの交換・清掃）を講じられるものとし、ばい煙による波及的影響（閉塞及び目詰まり）に

よって、必要な安全機能を損なわないものとするとともに、中央制御室については、通常運転

時において、外気は、ルーバー、フィルタ、外気取入れファン及び空調器を経由し、中央制御

室に導入される。フィルタにより、ばいじんの流入を抑止することで、中央制御室の居住性を

確保する。フィルタに閉塞及び目詰まりが生じた場合には、交換・清掃を実施する。また、必

要に応じ、空調を再循環運転とすることで、その居住環境を維持できるものとする。 

なお、敷地内外において、多量のばい煙や有毒ガスが原子炉施設に到達するおそれが確認さ

れた場合には、原子炉を停止する。外部火災発生時において原子炉施設外で想定される外部電

源喪失等に対しては、原子炉保護系の作動等により、原子炉を自動停止するものとする。 

（５）有毒ガス 

中央制御室については、外気の取り込みを遮断する措置により、その居住環境を維持できる

ものとする。また、敷地内外において、有毒ガスが原子炉施設に到達するおそれが確認された

場合には、原子炉を停止する。 

なお、原子炉施設の近くに、石油コンビナート等の大規模な有毒物質を貯蔵する固定施設は

ない。また、敷地内にあっては、有毒ガスの発生源になると考えられる有毒物質を、屋内で取

り扱っており、屋外の固定源（屋外タンク）及び可動源（タンクローリー）を有しない。敷地

に隣接する国道 51号線では、予期せず発生する有毒ガスを想定する。原子炉施設には、空気呼

吸器を配備し、定期的に装備装着訓練を実施することで、これらの機材の使用に係る習熟度向

上を図る。空気ボンベの容量は、5名の要員を想定し、6時間の対応が可能なものとする。なお、
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 添付書類六の以下の項目参照 

2. 気象 

3. 地盤 

4. 水理 

6. 社会環境 

8. 火山 

9. 竜巻 

10. 生物 

 

   

   

   

 添付書類八の以下の項目参照 

1. 安全設計の考え方 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海上において船舶から発生する有毒ガスについては、国道 51号線での発生で代表する。 

（６）船舶の衝突 

原子炉施設は、港湾等を有していない。また、大洗研究所（南地区）の北方約 5km に大洗港

があり、T.P.＋約 35m～＋約 40mに位置する原子炉施設の東側約 400m に海岸がある。原子炉施

設から十分離れていること及び原子炉施設は海水を取水源としていないことから、船舶の衝突

や座礁による影響（重油等の流出を含む。）はない。したがって、船舶の衝突を考慮する必要は

ない。 

（７）電磁的障害 

安全機能を有する安全保護回路は、施設内で発生する電磁干渉や無線電波干渉等により機能

が喪失しないよう、絶縁回路の設置によるサージ・ノイズの侵入を防止するとともに、鋼製筐

体の適用等により電磁波の侵入を防止し、電磁的障害の発生を防止する設計とする。 

 

   

 添付書類六の以下の項目参照 

2. 気象 

3. 地盤 

4. 水理 

6. 社会環境 

8. 火山 

9. 竜巻 

10. 生物 

 

   

   

   

 添付書類八の以下の項目参照 

1. 安全設計の考え方 
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（試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入等の防止） 

第七条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

 原子炉施設には、原子炉施設への人の不法な侵入、原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物

件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アク

セス行為を防止するための設備を設ける。 

 

（１）人の不法な侵入の防止 

原子炉施設への人の不法な侵入（人による核物質の不法な移動又は妨害破壊行為を含む。）を防

止するため、安全施設を含む区域は、これらの区域への接近管理及び出入管理を行うことができる

ように設計する。 

 

 

 

 

（２）不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれ

がある物件が持ち込まれることの防止 

原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損

傷するおそれがある物件が持ち込まれること（郵便物等による爆破物又は有害物質の持ち込みを

含む。）を防止するため、原子炉施設には、柵等の障壁を設け、持ち込みルートを限定し、持ち込

まれる物件を管理できるように設計する。 

 

 

 

 

（３）不正アクセス行為の防止 

原子炉施設のプラント計測・制御機能を有する安全施設は、外部からのアクセスを遮断する設

計とし、不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）により、電子計算機等に使用目的に沿うべき

動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止することができるよう

に設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

（試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入等の防止） 

第七条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

 原子炉施設には、原子炉施設への人の不法な侵入、原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物

件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アク

セス行為を防止するための設備を設ける。核物質防護に係るものについては核物質防護対策の一環とし

ても実施する。 

（１）人の不法な侵入の防止 

原子炉施設への人の不法な侵入（人による核物質の不法な移動又は妨害破壊行為を含む。）を防

止するため、安全施設を含む区域は、これらの区域への接近管理及び出入管理を行うことができる

ように設計する。大洗研究所においては、人及び車両の立入りを制限するための区域を設定し、柵

等の障壁を設置する。当該区域の出入口は常時監視又は施錠管理を行える設計とする。また、原子

炉施設の周辺には、接近管理及び出入管理を行う区域を設定し、柵等の障壁を設置するとともに、

原子炉施設には、鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁を有する区域を設け、出入口

の常時監視又は施錠管理により、人の立入りを制限する。 

（２）不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれ

がある物件が持ち込まれることの防止 

原子炉施設に不正な物品が持ち込まれること（大洗研究所内の人による核物質の不法な移動又

は妨害破壊行為、郵便物等による大洗研究所の外部からの爆破物又は有害物質の持ち込みを含む。）

を防止するため、原子炉施設には、柵等の障壁を設け、持ち込みルートを限定し、持ち込まれる物

件を管理できるように設計する。大洗研究所の外部から搬入される郵便物や宅配物については、大

洗研究所の立入りを制限するための区域外に確認場所を設け、検査装置を用いて確認を行うこと

により、不正な物品の持ち込みを防止する設計とする。原子炉施設の立入りを制限するための区域

へ入域する際は、警備員等による携帯品等の持込品確認を行うことにより、不正な物品の持ち込み

を防止する設計とする。 

（３）不正アクセス行為の防止 

原子炉施設の運転制御に関する設備又は装置及び核物質防護のために必要な設備又は装置の操

作に係る情報システムは、電気通信回線を通した外部からのアクセスを遮断する設計とし、不正ア

クセス行為（サイバーテロを含む。）により、電子計算機等に使用目的に沿うべき動作をさせず、

又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止することができるように設計する。ま

た、外部から電子媒体が持ち込まれてコンピュータウイルスに感染する等によるシステムの異常

動作を防止するため、原子炉施設の出入管理により、物理的アクセスを制限するとともに、関係者

以外のアクセスを防止する設計とする。 

原子炉保護系にあっては、ハードワイヤードロジックで構成されており、ソフトウェアを用い

ないアナログ回路とし、また、その他の計測制御系統施設から機能的に分離されたものとする。 

原子炉出力制御系にあっては、ソフトウェアを用いないアナログ回路とし、また、その他の計

測制御系統施設から機能的に分離されたものとする。 
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 添付書類八の以下の項目参照 

1. 安全設計の考え方 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉制御系（原子炉冷却材温度制御系及び１次冷却材流量制御系）は、外部ネットワークと

接続されていない独立したシステムとすることで、電気通信回線を通した原子炉制御系に対する

外部からのアクセスを遮断する。また、外部から電子媒体が持ち込まれてコンピュータウイルスに

感染する等によるシステムの異常動作を防止するため、原子炉制御系を中央制御室に設置し、常時

監視できる環境とすることで、関係者以外のアクセスを防止する設計とするとともに、中央制御室

について、出入口を施錠管理できる区域に設置し、核物質防護に係る原子炉施設の出入管理（区域

の設定、障壁の設置及び出入口の管理等）により人の不法な侵入を防止することで、物理的アクセ

スを制限する。 

中央制御室外原子炉停止盤は、ソフトウェアを用いないアナログ回路により構成する。また、

不正な操作を防止するため、手動スクラムボタンは、施錠管理できる扉付きの盤内に設置する。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

1. 安全設計の考え方 
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（火災による損傷の防止） 

第八条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

 

原子炉施設には、火災（ナトリウムが漏えいした場合に生じるナトリウムの燃焼を含む。）が発生し、

これを検知した場合において、原子炉を停止する（手動スクラム）。原子炉施設には、火災により原子炉

施設の安全性が損なわれないようにするため、火災感知設備、消火設備及び火災の影響を軽減する機能

を設け、原子炉を停止でき、放射性物質の閉じ込め機能を維持できるように、また、停止状態にある場

合は、引き続きその状態を維持できるように、さらに、使用済燃料貯蔵設備の水冷却池においては、使

用済燃料の冠水を確保し、冷却機能を維持できるように設計する。また、消火設備は、破損、誤作動又

は誤操作が起きた場合においても原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないように設計する。 

火災防護対象設備とする安全施設のうち、動的機能を有する構築物、系統及び機器については、フェ

イルセーフ又は多重化を基本方針とし、火災により、駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が

発生した場合においても、原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持することに

より、原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できるように設計する。静的機能を有する構築物、系

統及び機器については、不燃性材料で構成することを基本方針とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（火災による損傷の防止） 

第八条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

原子炉施設は、原子炉の運転に影響を及ぼすおそれのある火災が発生し、当該火災の発生又はナトリ

ウムの漏えいを確認した場合において、原子炉を停止する（手動スクラム）。 

原子炉施設は、設計基準において想定される火災によっても、原子炉を停止でき、放射性物質の閉じ

込め機能を維持できるように、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持できるように、

さらに、使用済燃料貯蔵設備の水冷却池においては、使用済燃料の冠水を確保し、冷却機能を維持でき

るように設計する。ナトリウム燃焼に対しては、「ナトリウム漏えいの発生防止」、「ナトリウム漏えい

の検知・ナトリウム燃焼の感知及びナトリウム燃焼の消火」並びに「ナトリウム燃焼の影響軽減」の三

方策のそれぞれを講じる設計とする。一般火災に対しては、火災防護基準による「火災の発生防止」、

「火災の感知及び消火」並びに「火災の影響軽減」の三方策を適切に組み合わせる設計とする。 

なお、火災防護基準による火災防護対策を適用しない安全機能の重要度分類がクラス１、２、３に属

する構築物、系統及び機器に対しては、設備や環境条件に応じて、消防法、建築基準法等で求められる

対策で機能への影響を低減する設計とする。 

（１）ナトリウム燃焼に対する火災防護対策 

ａ．ナトリウム漏えいの発生防止 

ナトリウム漏えいの発生防止について、以下のとおり設計する。 

ナトリウムを内包する配管及び機器の設計、製作等は、関連する規格、基準に準拠するとともに、

品質管理や工程管理を十分に行う。 

ナトリウムを内包する配管は、エルボを引き回し、十分な撓性を備えたものとする。 

ナトリウムを内包する配管及び機器は、冷却材温度変化による熱応力、設計地震力等に十分耐える

ように設計する。地震に対して、ナトリウムを内包する配管及び機器は、内包するナトリウムを固化

するか、ナトリウムを内包する配管又は機器が破損した場合に想定される漏えい量が少ないものを除

き、基準地震動による地震力に対して、ナトリウムが漏えいすることがないように設計する。このう

ち、２次冷却材ダンプタンクについては、２次冷却材の漏えいに伴う緊急ドレン後に長期間ナトリウ

ムを保有するため、弾性設計用地震動による地震力に対して、おおむね弾性状態に留まる範囲で耐え

るように設計する。 

ナトリウムを内包する配管及び機器は、腐食を防止するため、冷却材の純度を適切に管理するとと

もに、減肉に対する肉厚管理を行う。 

ｂ．ナトリウム漏えいの検知・ナトリウム燃焼の感知及びナトリウム燃焼の消火 

ナトリウム漏えいの検知・ナトリウム燃焼の感知及びナトリウム燃焼の消火について、以下のとお

り設計する。 

（ⅰ）ナトリウム漏えいの検知 

ナトリウム漏えいの検知には、ナトリウム漏えい検出器を用いる。 

ナトリウム漏えい検出器は、誤作動を防止するための方策を講じ、外部電源喪失時に、機能を喪
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失することがないように、非常用電源設備（非常用ディーゼル電源系及び蓄電池）より電源を供給

する。 

ナトリウム漏えい検出器が作動した場合には、中央制御室に警報を発し、かつ、ナトリウムが漏

えいした場所を特定できるものとする。 

（ⅱ）ナトリウム燃焼の感知 

ナトリウム燃焼を早期に感知するため、ナトリウム燃焼の感知は、ナトリウム漏えいの検知を起

点とするものとし、ナトリウム漏えい検出器で兼用する。さらに、ナトリウム燃焼を確実に感知す

るため、ナトリウムを内包する配管又は機器を設置する火災区画には、一般火災に適用する煙感知

器又は熱感知器を設置する。 

（ⅲ）ナトリウム燃焼の消火 

ナトリウム燃焼の消火には、特殊化学消火剤を使用する。 

原子炉施設には、特殊化学消火剤を装填した可搬式消火器及び防護具を設置する。 

原子炉施設に保有する特殊化学消火剤の量は、一系統における単一の配管又は機器の破損を想定

し、ナトリウムを内包する配管又は機器を設置する火災区画の構造を考慮して十分な量を備えるも

のとする。 

ナトリウムを内包する配管又は機器を設置する火災区画には、特殊化学消火剤を装填した可搬式

消火器を 1 から 2 本程度分散して設置し、当該火災区画に至る経路には、特殊化学消火剤を装填し

た可搬式消火器及び防護具を設置し、必要に応じて持参できるものとする。 

特殊化学消火剤を装填した可搬式消火器は、自然現象（凍結、風水害、地震）に対して、機能、性

能が維持できるものとする。 

特殊化学消火剤を装填した可搬式消火器は、一般火災にも使用できるが、放射距離が短いことか

ら、ナトリウムを内包する配管又は機器を設置する火災区画において、ナトリウム燃焼と一般火災

をナトリウム漏えい検出器の作動の有無、ナトリウムエアロゾルの発生、ナトリウムエアロゾル特

有の刺激臭の有無等により識別し、一般火災のみが生じていることを確認した場合には、ＡＢＣ消

火器を使用する。 

ｃ．ナトリウム燃焼の影響軽減 

ナトリウム燃焼の影響軽減について、以下のとおり設計する。 

（ⅰ）ナトリウム漏えい発生時の燃焼抑制 

原子炉冷却材バウンダリを構成し、１次冷却材を内包する配管及び機器は、窒素雰囲気で維持す

る二重構造の間隙に漏えいしたナトリウムを保持することによりナトリウム燃焼を抑制する。 

上記以外で１次冷却材を内包する配管及び機器並びに格納容器（床下）に設置する２次冷却材を

内包する配管及び機器は、原子炉運転中に窒素雰囲気で維持する格納容器（床下）に漏えいしたナ

トリウムを保持することによりナトリウム燃焼を抑制する。 

上記以外で２次冷却材を内包する配管及び機器は、漏えいの発生した系統内に残存する冷却材を

２次冷却材ダンプタンクに緊急ドレンし、ナトリウムの漏えい量を低減することによりナトリウム

燃焼を抑制する。 

（ⅱ）ナトリウム燃焼の影響軽減 

ナトリウムを内包する配管又は機器を設置する火災区画は、耐火能力を有する耐火壁又は隔壁に

より、他の火災区画と分離する。 
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ナトリウムを内包する配管又は機器を設置する火災区画の床面に設置する鋼製のライナは、堰を

設け、漏えい拡散面積を抑制することにより、ナトリウムと空気の接触面積を低減する。 

ナトリウムと湿分等との反応に伴い発生した水素が蓄積するおそれがある火災区画については、

窒素ガスを供給し、水素の濃度を燃焼限界濃度以下に抑制できるものとする。 

主冷却機建物においては、漏えいしたナトリウムを鋼製の床ライナ又は受樋を介して、ナトリウ

ム溜に導き、ナトリウム溜で漏えいしたナトリウムを保持する。 

主冷却機建物及び原子炉附属建物においては、多量のナトリウムエアロゾルの発生を想定し、ナ

トリウムエアロゾルの拡散を防止するため、空調換気設備を停止し、防煙ダンパを閉止できるもの

とし、他の火災区画への影響を軽減する。 

（ⅲ）ナトリウムと構造材との反応防止 

高温のナトリウムとコンクリートが直接接触することを防止するため、ナトリウムを内包する配管

又は機器を設置する火災区画には、ナトリウム燃焼に伴う材料の腐食を考慮した厚さを有する鋼製の

ライナ又は受樋を設置する。 

（２）一般火災に対する火災防護対策 

ａ．一般火災の発生防止 

一般火災の発生防止について、以下のとおり設計する。 

（ⅰ）発火性物質又は引火性物質への対策 

火災防護基準による火災の発生防止を考慮する火災防護対象機器等を設置する火災区画における

発火性又は引火性物質（液体）を内包する設備は、ベローズシール、パッキン、Oリング等を用いる

ことによる漏えい防止対策を講じる。万一の漏えいに備え、発火性又は引火性物質（液体）の保有

量に応じて、堰を設けて漏えい拡散面積を制限することによる拡大防止措置を講じる。 

（ⅱ）可燃性蒸気又は可燃性の微粉への対策 

火災防護基準による火災の発生防止を考慮する火災防護対象機器等を設置する火災区画は、可燃

性の蒸気又は可燃性の微粉が発生するおそれがある場合には、換気、通風又は拡散の措置により、

可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の滞留を防止する設計とする。当該火災区画のうち、爆発性雰囲気

に至るおそれのある火災区画には、防爆型の電気・計装品を使用するとともに、着火源となるよう

な静電気が溜まるおそれのある設備を設置する場合は、静電気を除去する装置を設けるものとする。

当該火災区画には、金属粉や布による研磨機のように静電気が溜まるおそれのある設備を設置しな

いものとする。 

（ⅲ）発火源への対策 

火災防護基準による火災の発生防止を考慮する火災防護対象機器等を設置する火災区画における

火花を発生するおそれのある設備は、金属製の筐体に収納する等の対策を行い、設備の外部に火花

が出ることを防止する。当該火災区画における高温の設備は、高温部分を保温材で被覆し、可燃性

物質との接触や可燃性物質の過熱を防止する。 

（ⅳ）水素漏えいへの対策 

交流無停電電源系及び直流無停電電源系の蓄電池を設置する火災区画には、必要な換気容量を有

する換気設備を設けるとともに、水素の検知器を設置する。当該換気設備は、非常用電源設備より

電源を供給するものとする。当該換気設備が停止した場合又は水素濃度が警報設定値に達した場合

には、中央制御室に警報を発するものとする。当該火災区画には、直流開閉装置やインバータを設
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置しないものとする。 

（ⅴ）過電流による過熱防止対策 

動力ケーブルは、保護継電器、遮断器、ヒューズ等の組合せ等により、地絡や短絡等に起因する

ケーブルの過熱及び焼損を防止する。 

（ⅵ）不燃性材料又は難燃性材料の使用 

火災防護基準による火災の発生防止を考慮する火災防護対象機器等は、主要な構造材、ケーブル、

チャコールフィルタを除く空調換気設備のフィルタ、保温材及び建物内装材は、不燃性材料又は難

燃性材料を使用する設計とする。ただし、不燃性材料又は難燃性材料が使用できない場合は、不燃

性材料又は難燃性材料と同等の性能を有する代替材料を使用する設計とするか、又は代替材料の使

用が技術上困難な場合には、金属製の筐体や電線管への格納等により、他の機能を有する火災防護

対象機器等において火災が発生することを防止するための措置を講じる設計とする。 

火災防護基準による火災の発生防止を考慮する火災防護対象ケーブルは、実証試験又は当該試験

に示される同等の性能を確認した難燃ケーブルを使用する。ただし、核計装等のケーブルは、難燃

ケーブルを使用するか、耐ノイズ性を確保するため、難燃ケーブルの使用が困難な場合は、ケーブ

ルを電線管に収納するとともに、電線管の開口部を熱膨張性及び耐火性を有したシール材で閉塞さ

せ、電線管内への酸素の供給を防止することにより、難燃ケーブルと同等の自己消火性及び延焼性

を確保する。 

（ⅶ）自然現象による火災の発生防止対策 

落雷に対して、屋外に位置する安全施設のうち、建築基準法に基づき高さ 20m を超える安全施設

には避雷設備を設ける。 

地震に対して、火災防護対象機器は、耐震重要度分類に応じて、十分な支持性能をもつ地盤に設

置するとともに、自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止する 

ｂ．一般火災の感知及び消火 

一般火災の感知及び消火について、以下のとおり設計する。 

（ⅰ）一般火災の感知 

一般火災を早期に感知できるよう、火災感知器と受信機から構成される火災感知設備を設置する。 

火災防護基準による火災の感知及び消火を考慮する火災防護対象機器等を設置する火災区画に

は、異なる感知方式の火災感知器を設置する。異なる感知方式の火災感知器の組合せは、誤作動を

防止するため、アナログ式の煙感知器とアナログ式の熱感知器の組合せを基本とする。ただし、環

境条件等から当該組合せを適用できないエリアにおける火災感知器の組合せについては、防爆型の

非アナログ式の煙感知器と防爆型の非アナログ式の熱感知器、アナログ式の煙感知器と非アナログ

式の炎感知器、非アナログ式の炎感知器とアナログ式の熱感知カメラの組合せとする。 

火災感知器の設置に当たって、感知器については、消防法施行規則第 23 条第 4項に基づき設置す

ることを基本とし、検知装置については、監視範囲に死角がないように設置する。ただし、感知器

のうち、煙感知器を消防法施行規則第 23条第 4項の取付面高さに係る適用範囲を超えるエリアに設

置する場合は、空調換気設備の運転状態に応じた空気の流れ及び火災の規模に応じた煙の流動を踏

まえて煙を有効に感知できるように設置する。 

火災防護基準による火災の感知及び消火を考慮する火災防護対象機器等を設置しないエリアにお

ける火災の感知は、設備や環境条件に応じて、消防法で求められる対策で機能への影響を低減する。
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当該エリアには、煙感知器を設置することを基本とする。ただし、多量の燃料油等による火災が想

定される場所、正常時に煙が滞留する場所又は水蒸気が多量に発生する場所等には、熱感知器を設

置する。また、放射線量が高く、かつ、火災感知器の設置ができないか、又は火災感知器を設置した

場合に火災感知器の保守点検ができない場所には、火災感知器を設置しないものとする（原子炉建

物内の「炉容器ピット」、原子炉附属建物内の「燃料洗浄室」及び「缶詰室」、廃棄物処理建物内の

「濃縮液タンク室等の高濃度廃液収納タンク設置室」及び「固化処理室（Ｂ）及び固体廃棄物Ｂ貯

蔵庫Ｂ」が該当）。 

受信機については、火災感知器が作動した場合に警報を発し、かつ、火災の発生場所を特定でき

るものとする。 

火災感知設備は、外部電源喪失時に、機能を喪失することがないように、非常用電源設備（非常

用ディーゼル電源系及び蓄電池）より電源を供給する。 

火災感知設備は、自動試験及び遠隔試験等により、機能に異常がないことを確認する。 

（ⅱ）一般火災の消火 

火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難とならない火災区画は、可搬式消火器

で消火を行い、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難となる火災区画には、固

定式消火設備（ハロン消火設備）を設置する。 

① 可搬式消火器 

原子炉施設に保有するＡＢＣ消火剤の量は、火災区画の可燃性物質の量に対して、初期消火の成

否を考慮した上で十分な量を備えるものとする。 

可搬式消火器（ＡＢＣ消火器）は、各火災区画において、それぞれの消火器に至る歩行経路が 20m

（大型消火器の場合は 30m）以下となるように各階ごとに設置する。火災区画内に可搬式消火器を設

置しない場合は、当該火災区画の入口から歩行距離が 20m（大型消火器の場合は 30m）以下となる場

所に設置する。 

中央制御室には、ＡＢＣ消火器に加えて、二酸化炭素消火器を設置する。 

可搬式消火器は、自然現象（凍結、風水害、地震）に対して、機能、性能が維持できるものとす

る。 

② 固定式消火設備（ハロン消火設備） 

固定式消火設備（ハロン消火設備）の消火剤には、ハロン 1301を使用し、当該消火剤の量は、消

防法に基づくものとする。 

固定式消火設備（ハロン消火設備）の起動方式は、中央制御室から起動装置の設置場所に 20分以

内でアクセスできる場合、手動起動によるものとする。ただし、ケーブル室には、火災の影響を軽

減できるように自動起動による固定式消火設備（ハロン消火設備）を設置する。 

固定式消火設備（ハロン消火設備）は、自然現象（凍結、風水害、地震）に対して、機能、性能が

維持できるものとする。火災防護基準による対策を考慮する火災防護対象機器等を設置する火災区

画における固定式消火設備（ハロン消火設備）は、基準地震動による地震力に対して、機能を喪失

しないように設計する。 

ｃ．一般火災の影響軽減 

一般火災の影響軽減について、以下のとおり設計する。 

火災防護基準による火災の影響軽減を考慮する原子炉の安全停止に係る火災防護対象機器等につい
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て、系列の異なる当該火災防護対象機器等は、異なる火災区画に設置することを基本とする。当該火

災防護対象機器等を設置する火災区画の耐火壁の耐火能力は、当該火災防護対象機器等の配置及び火

災の等価時間を考慮して設定する。当該火災防護対象機器等を設置する火災区画の火災の等価時間が

3時間を超え、かつ、隣接する火災区画に系列の異なる当該火災防護対象機器等を設置する場合は、火

災区画間の耐火壁を 3 時間以上の耐火能力を有するものとするか、隣接する火災区画の系列の異なる

当該火災防護対象機器等に対して耐火能力を有する隔壁を設置し、当該隔壁と耐火壁を合わせて 3 時

間以上の耐火能力を有するものとする。 

系列の異なる火災防護基準の火災の影響軽減を考慮する原子炉の安全停止に係る火災防護対象機器

等を同一の火災区画内に設置する場合は、中央制御室及びケーブル室を除き、相互の系統分離を以下

のいずれかにより行う設計とする。 

ａ．系列の異なる火災防護基準による火災の影響軽減を考慮する原子炉の安全停止に係る火災防

護対象機器等について、互いの系列間を 3時間以上の耐火能力を有する隔壁等により分離する。 

ｂ．系列の異なる火災防護基準による火災の影響軽減を考慮する原子炉の安全停止に係る火災防

護対象機器等について、互いの系列間を 1 時間の耐火能力を有する隔壁等で分離し、かつ、火

災感知設備及び自動消火設備を設置する。ただし、中央制御室から手動起動装置の設置場所ま

で速やかに移動し、ハロン消火設備を起動できる場合は、自動消火設備の設置に代えて、手動

操作によるハロン消火設備を設置する。また、火災時に煙の充満により消火活動が困難となら

ず、かつ、中央制御室から火災の発生した火災区画まで速やかに移動し、消火活動を行うこと

ができる火災区画は、自動消火設備の設置に代えて、可搬式消火器による消火を行うものとす

る。 

中央制御室に対する火災の影響軽減については、以下のとおり設計する。 

① 火災防護基準による火災の影響軽減を考慮する原子炉の安全停止に係る火災防護対象ケーブ

ルに対する火災の影響軽減 

火災防護基準に基づく措置を講じる異なる系列のケーブルについて、盤内は狭く耐火壁により

1時間の耐火能力を確保することはできないものの、可能な限り耐火テープを敷設し、火災の影響

を軽減する。当該耐火テープについては、30分の耐火能力を有するものを使用する。 

② 火災の早期感知 

中央制御室には、固有の信号を発する異なる種類の火災感知器として、煙感知器と熱感知器を

設置する。 

常駐する運転員による火災の早期感知に努めるとともに、火災防護基準による火災の影響軽減

を考慮する原子炉の安全停止に係る系列の異なる火災防護対象ケーブルを接続する制御盤等は、

早期に火災を感知し、火災の影響を軽減するため、盤に煙感知器を設置する。当該煙感知器は、

中央制御室に設置する煙感知器よりも早期に火災を感知できるものとする。 

③ 火災の早期消火 

中央制御室内には、可搬式消火器として、ＡＢＣ消火器に加えて、電気機器への悪影響を与え

ない二酸化炭素消火器を設置する。 

常駐する運転員は、火災を感知した場合、火災の影響を軽減するため、1～2本の二酸化炭素消

火器による消火を行う。当該消火活動の際には、二酸化炭素が局所的に滞留することによる人体

への影響を考慮して、中央制御室に設置する二酸化炭素濃度計を携帯する。 



添 8-1-1.8/1.9-28 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

1. 安全設計の考え方 

10. その他試験研究用等原子炉の附属施設 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、中央制御室には、煙の充満により消火活動に支障を来さないように、排煙設備を設置す

る。 

ケーブル室に対する火災の影響軽減については、以下のとおり設計する。 

① 火災防護基準による火災の影響軽減を考慮する原子炉の安全停止に係る火災防護対象ケーブ

ルに対する火災の影響軽減 

火災防護基準による火災の影響軽減を考慮する原子炉の安全停止に係る火災防護対象ケーブル

は、施工に必要な隙間を確保できる範囲において、1時間の耐火能力を有する耐火シートを敷設し

た電線管内に敷設する。当該耐火シートを敷設した電線管を敷設することができない中央制御室

の制御盤等に接続する狭隘部には、1時間の耐火能力を確保することはできないものの、耐火能力

を有する耐火テープを敷設し、火災の影響を軽減する。当該耐火テープについては、30分の耐火

能力を有するものを使用する。 

② 火災の早期感知 

ケーブル室には、固有の信号を発する異なる種類の火災感知器として、煙感知器と熱感知器を

設置する。 

ケーブルの火災を早期に検知し、火災の影響を軽減できるよう、検知装置として光ファイバ温

度センサを設置する。 

③ 火災の早期消火 

ケーブル室には、自動起動又は現場（火災範囲外）において、運転員が手動で起動することが

できる固定式消火設備（ハロン消火設備）を設置する。 

 

２ について 

消火設備は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても、消火設備の消火方法、消火設備の破

損防止措置等を行うことにより、原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないように設計する。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

1. 安全設計の考え方 

10. その他試験研究用等原子炉の附属施設 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添 8-1-1.8/1.9-29 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（溢水による損傷の防止等） 

第九条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

 

 

原子炉施設は、原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損、消火系統の作動又は使用済燃料貯蔵

設備の水冷却池のスロッシング等による溢水が生じた場合においても、原子炉を停止でき、放射性物質

の閉じ込め機能を維持できるように、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持できるよ

うに、さらに、使用済燃料貯蔵設備の水冷却池においては、使用済燃料の冠水を確保し、冷却機能を維

持できるように設計する。 

 

 

また、原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他設備から放射性物質を含む

液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないように設計する。 

溢水防護対象設備とする安全施設のうち、動的機能を有する構築物、系統及び機器については、フェ

イルセーフ又は多重化を基本方針とし、溢水により、駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が

発生した場合においても、原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持することに

より、原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できるように設計する。また、放射性物質を含む液体

を内包する容器、配管その他設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管

理区域外へ漏えいするおそれのあるもの（当該区画に管理区域外との連絡通路（扉等）があるもの）を

対象とし、堰を設ける等の措置を講じる。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

1. 安全設計の考え方 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢水による損傷の防止等） 

第九条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

原子炉施設において、溢水が発生し、これを検知した場合には、運転員の手動スクラム操作により、

原子炉を停止する。原子炉施設は、原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損、消火系統の作動又

は使用済燃料貯蔵設備の水冷却池のスロッシング等による溢水が生じた場合においても、原子炉を停止

でき、放射性物質の閉じ込め機能を維持できるように、また、停止状態にある場合は、引き続きその状

態を維持できるように、さらに、使用済燃料貯蔵設備の水冷却池においては、使用済燃料の冠水を確保

し、冷却機能を維持できるように設計する。 

 

２ について 

原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他設備から放射性物質を含む液体が

あふれ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないように設計する。 

 

 

 

放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合

において、当該液体が管理区域外へ漏えいするおそれのあるもの（当該区画に管理区域外との連絡通路

（扉等）があるもの）を対象とし、段差や堰を設けることにより管理区域外へ漏えいすることを防止す

る。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

1. 安全設計の考え方 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添 8-1-1.8/1.9-30 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（誤操作の防止） 

第十条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

 中央制御室に設置する制御盤等（操作スイッチ等を含む。）は、系統及び機器に応じた配置とし、名称

等を表示するとともに、各盤には、操作スイッチ等とともに、原子炉施設の状態が正確かつ迅速に把握

できるように運転表示、計器表示及び警報表示を設け、保守点検においても誤りが生じにくいように設

計する。警報表示（原子炉保護系の作動に係るものを含む。）については、原子炉施設の状態がより正確

かつ迅速に把握できるように、重要度に応じて色分けするものとし、警報（ブザー又はベル）を発する

ことで、運転員の注意を喚起して、その内容を表示できるものとする。 

 

 

 

２ について 

 

 

 

 

 運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時、及び運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発

生後に、その動作が期待される安全施設は、運転員の操作を期待しなくても必要な安全機能が確保され

るように設計する。また、中央制御室には、設計基準事故が発生した場合に、原子炉の運転の停止その

他の原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく中央制御室に入り、又は

一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、遮蔽その他の適切な放

射線防護措置、気体状の放射性物質及び中央制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対する換気設備

の隔離その他の適切に防護するための設備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（誤操作の防止） 

第十条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

 中央制御室に設置する制御盤等（操作スイッチ等を含む。）は、人間工学上の諸因子を考慮して、系統

及び機器に応じた配置とし、名称を表示するとともに、各盤には、操作スイッチ等とともに、原子炉施

設の状態が正確かつ迅速に把握できるように運転表示、計器表示及び警報表示を設け、保守点検におい

ても誤りが生じにくいように設計する。警報表示（原子炉保護系の作動に係るものを含む。）については、

原子炉施設の状態がより正確かつ迅速に把握できるように、重要度に応じて色分けするものとし、警報

（ブザー又はベル）を発することで、運転員の注意を喚起して、その内容を表示できるものとする。ま

た、現場の盤及び弁に対して銘板の取付けによる識別を行い、保守点検における誤操作を防止する設計

とする。 

 

２ について 

安全施設は、その操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性をもって同時にもたらされる環

境条件（余震等を含む。）及び施設で有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件を想定しても、

運転員が容易に操作できるように設計する。 

原子炉を安全に停止するために必要な安全機能を有する安全施設に係る操作は、中央制御室において、

集中して対応できるものとする。運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時、及び運転時の異常な

過渡変化又は設計基準事故の発生後に、その動作が期待される安全施設は、運転員の操作を期待しなく

ても必要な安全機能が確保されるように設計する。また、中央制御室には、設計基準事故が発生した場

合に、原子炉の運転の停止その他の原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支

障なく中央制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができ

るよう、遮蔽その他の適切な放射線防護措置、気体状の放射性物質及び中央制御室外の火災により発生

する燃焼ガスに対する換気設備の隔離その他の適切に防護するための設備を設ける。 

想定される環境条件と措置を以下に示す。 

（１）地震を起因事象として、原子炉がスクラムし、余震が継続するケース 

原子炉スクラム後において、運転員に期待される対応は、「監視」である。中央制御室は、耐震

Ｓクラスであり、相応の頑健性を有し、また、制御盤等は床又は壁に固定するため、地震発生時に

おいても運転操作に影響を及ぼすことはないように設計する。さらに、運転員が体制を維持する際

に使用する運転員机の配置に留意するとともに、中央制御室の天井照明設備は、落下し難い構造と

する。または、ワイヤ等により落下を防止するものとする。 

（２）地震、竜巻、風（台風）、積雪、落雷、森林火災、火山の影響により、外部電源喪失が発生し、

原子炉がスクラムするケース 

原子炉スクラム後において、運転員に期待される対応は、「監視」である。中央制御室は、非常

用ディーゼル電源系に接続される非常用照明設備を有し、また、計器・記録計について、無停電電

源系より給電するものとし、外部電源喪失が発生した場合にあっても、運転員は安全にその役割を



添 8-1-1.8/1.9-31 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

1. 安全設計の考え方 

6. 計測制御系統施設 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

果たすことができるように設計する。なお、中央制御室は、外部からの衝撃による損傷の防止に係

る重要安全施設であり、相応の頑健性を有するため、竜巻、風（台風）、積雪、落雷、森林火災、火

山の影響が発生した場合においても運転操作に影響を及ぼすことはないように設計する。 

（３）森林火災、火山の影響により、ばい煙又は降灰が発生し、これらの取り込みを防止するため、

中央制御室空調を再循環運転とするケース 

敷地内外において、多量のばい煙が原子炉施設に到達するおそれが確認された場合には、原子炉

を停止する。また、降灰予報等が発表され、多量の降下火砕物が原子炉施設に到達するおそれが確

認された場合には、原子炉を停止する。原子炉停止後において、運転員に期待される対応は、「監

視」である。 

ばい煙又は降灰については、中央制御室空調を再循環運転とし、これらの取り込みを防止するこ

とで、その影響を排除するように設計し、従事者は支障なく中央制御室に入り、又は一定期間とど

まることが可能であり、運転員は安全にその役割を果たすことができるものとする。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

1. 安全設計の考え方 

6. 計測制御系統施設 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添 8-1-1.8/1.9-32 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（安全避難通路等） 

第十一条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

 

 原子炉施設の安全避難通路には、その位置を容易に識別できるように、誘導灯又は誘導標識を設ける。

また、安全避難通路等に設置した照明の一部については、非常用ディーゼル電源系又は直流無停電電源

系より給電できるものとし、通常の照明用の電源を喪失した場合においても、機能を損なわないように

設計する。さらに、設計基準事故時に、昼夜及び場所を問わず、原子炉施設内で事故対策のための作業

が生じた場合に、作業が可能となるよう、バッテリー内蔵型の可搬型照明を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

1. 安全設計の考え方 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（安全避難通路等） 

第十一条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

一 について 

  原子炉施設の建物内には、安全避難通路を設けるとともに、その位置を明確かつ恒久的に表示する

ことにより容易に識別できるように、誘導灯又は誘導標識を設ける。 

 

二 について  

安全避難通路に設置した避難用の照明については、バッテリー内蔵型とするか、又は非常用ディー

ゼル電源系若しくは直流無停電電源系より給電できるものとし、通常の照明用の電源を喪失した場合

においても、機能を損なわないように設計する。 

 

三 について  

原子炉施設では、運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時、その動作が期待される安全施設

は、運転員の操作を期待しなくても必要な安全機能が確保されるように設計する。したがって、運転

員に期待する対応は「監視」であり、当該対応は、中央制御室で実施することから、設計基準事故時

に事故対応が可能となるよう、常設照明の一部について、非常用ディーゼル電源系より給電できるも

のとし、さらに、中央制御室の出入口付近にバッテリー内蔵型の可搬型照明を配備する。 

また、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後に行う現場巡視等においても、昼夜及び

場所を問わず使用できる当該バッテリー内蔵型の可搬型照明を活用するものとし、さらに、操作が必

要となる場所にあっては、バッテリー内蔵型又は非常用ディーゼル電源系より給電できる照明を常設

する。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

1. 安全設計の考え方 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添 8-1-1.8/1.9-33 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（安全施設） 

第十二条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

 安全施設の安全機能の重要度を、「研究炉の重要度分類の考え方」を参考に、原子炉施設の特徴を踏ま

えて、以下のクラスに分類し、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保されるように設計する。

なお、各クラスの信頼度の目標は以下とする。 

 

 

クラス１：合理的に達成し得る最高度の信頼性を確保し、かつ、維持すること。 

クラス２：高度の信頼性を確保し、かつ、維持すること。 

クラス３：一般の産業施設と同等以上の信頼性を確保し、かつ、維持すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（安全施設） 

第十二条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

 安全施設の安全機能の重要度を、「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則の解釈」に基づき、「研究炉の重要度分類の考え方」を参考に、原子炉施設の特徴を踏まえて、以

下のクラスに分類し、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保されるように設計することを基

本とする。また、「研究炉の重要度分類の考え方」を参考とする際には、「高出力炉」を対象とする。な

お、各クラスの信頼度の目標は以下とする。 

クラス１：合理的に達成し得る最高度の信頼性を確保し、かつ、維持すること。 

クラス２：高度の信頼性を確保し、かつ、維持すること。 

クラス３：一般の産業施設と同等以上の信頼性を確保し、かつ、維持すること。 

また、「研究炉の重要度分類の考え方」では、「高出力炉」が「10MW以上／50MW 以下」と定義され、「常

陽」の熱出力を下回る（炉心に蓄積される核分裂生成物の量が、「高出力炉」の想定よりも多い。）こと

から、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（以下「発電炉指針」とい

う。）も参考にするものとする。さらに、「常陽」がナトリウム冷却型高速炉であることを踏まえ、「高速

増殖炉の安全性の評価の考え方」も参考にするものとする。 

安全機能の重要度分類に当たり、ＰＳ及びＭＳに係る各クラスの定義は、「研究炉の重要度分類の考え

方」に基づき、以下とする。 

ＰＳ－１： その損傷又は故障により発生する事象によって燃料の多量の破損を引き起こすおそれ

があり、敷地外への著しい放射性物質の放出のおそれのある構築物、系統及び機器 

ＰＳ－２： その損傷又は故障により発生する事象によって、燃料の多量の破損を直ちに引き起こ

すおそれはないが、敷地外への過度の放射性物質の放出のおそれのある構築物、系統及び

機器 

ＰＳ－３： （ⅰ）異常状態の起因事象となるものであってＰＳ－１、ＰＳ－２以外の構築物、系統

及び機器、（ⅱ）原子炉冷却材中放射性物質濃度を通常運転に支障のない程度に低く抑える

構築物、系統及び機器 

ＭＳ－１： （ⅰ）異常状態発生時に、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物、系

統及び機器、（ⅱ）安全上必須なその他の構築物、系統及び機器 

ＭＳ－２： （ⅰ）ＰＳ－２の構築物、系統及び機器の損傷又は故障が及ぼす敷地周辺公衆への放

射線の影響を十分小さくするようにする構築物、系統及び機器、（ⅱ）異常状態への対応上

特に重要な構築物、系統及び機器、（ⅲ）安全上特に重要なその他の構築物、系統及び機器 

ＭＳ－３： （ⅰ）運転時の異常な過渡変化があってもＭＳ－１、ＭＳ－２とあいまって、事象を緩

和する構築物、系統及び機器、（ⅱ）異常状態への対応上必要な構築物、系統及び機器 

クラス１の分類にあっては、ＰＳについて、炉心に蓄積される核分裂生成物の量が、「研究炉の重要度

分類の考え方」の「高出力炉」の想定よりも多いことを考慮し、保守的に、「発電炉指針」に倣って、安

全機能の重要度を判断する。ＭＳについては、プラントの特徴を踏まえ、異常状態発生時に原子炉を緊
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急に停止し、残留熱を除去し、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する観点で、安全機能の重

要度を判断する。敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する観点では、設計基準事故において、

周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることなく、事象を収束させるために必要とな

る安全機能を放射性物質の放散に対する障壁とし、これらをＭＳ－１とする。「周辺の公衆に対して著し

い放射線被ばくのリスクを与えない」ことの判断については、「水冷却型試験研究用原子炉施設の安全評

価に関する審査指針」解説に示されている「周辺公衆の実効線量の評価値が発生事故当たり 5mSvを超え

なければ「リスク」は小さいと判断する。なお、これは、発生頻度が極めて小さい事故に対しては、実効

線量の評価値が上記の値をある程度超えてもその「リスク」は小さいと判断できる。」との考え方による

ものである。 

クラス２の分類にあっては、ＰＳについて、炉心に蓄積される核分裂生成物の量が、「研究炉の重要度

分類の考え方」の「高出力炉」の想定よりも多いことを考慮し、保守的に、「発電炉指針」に倣って、安

全機能の重要度を判断する。ＭＳについては、ＰＳ－２の機能喪失を起因事象とする設計基準事故にお

いて、敷地周辺公衆への放射線の影響を十分小さくするようにする機能をＭＳ－２とする。 

運転時の異常な過渡変化にあっては、ＭＳ－１に分類した「原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能」、

「原子炉停止後の除熱機能」、「原子炉停止系への作動信号の発生機能」、「安全上特に重要な関連機能」

により、炉心は損傷に至ることなく、かつ、原子炉施設は通常運転に復帰できる状態で事象が収束され

る。設計基準事故のうち、「炉心内の反応度の増大に至る事故」及び「炉心冷却能力の低下に至る事故」

にあっても、「原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能」、「原子炉停止後の除熱機能」、「原子炉停止系への

作動信号の発生機能」、「安全上特に重要な関連機能」により、炉心は溶融や著しい損傷に至ることなく、

事象が収束される。 

設計基準事故のうち、放射性物質の放散を想定する「１次冷却材漏えい事故」、「１次アルゴンガス漏

えい事故」、「気体廃棄物処理設備破損事故」及び「燃料取替取扱事故」にあっては、ＭＳ－１に分類し

た「放射性物質の閉じ込め機能」及び「工学的安全施設への作動信号の発生機能」、並びにＭＳ－２に分

類した「放射線の遮蔽及び放出低減機能」及び「燃料プール水の保持機能」により、周辺の公衆に対し

て著しい放射線被ばくのリスクを与えることなく、事象が収束される（敷地周辺公衆への放射線の影響

を十分小さくすることを含む。）。 

クラス３の分類にあっては、ＰＳについて、ＰＳ－１、ＰＳ－２以外の異常状態の起因事象となるも

のなどをＰＳ－３とする。ＭＳについては、安全評価において、その機能には期待していないものの、

事象を緩和するために使用できる機能等をＭＳ－３とする。 

具体的な適用に当たっては、原則として、以下に定めるところによるものとする。 

（１）安全機能を直接果たす安全施設（以下「当該系」という。）が、その機能を果たすために直接又

は間接に必要とする安全施設（以下「関連系」という。）の範囲と分類は、以下の各号に掲げると

ころによるものとする。 

（ⅰ）当該系の機能遂行に直接必要となる関連系は、当該系と同位の重要度を有するものとみ

なす。 

（ⅱ）当該系の機能遂行に直接必要はないが、その信頼性を維持し、又は担保するために必要

な関連系は、当該系より下位の重要度を有するものとみなす。ただし、当該系がクラス３

であるときは、関連系はクラス３とみなす。 

（２）一つの安全施設が、二つ以上の安全機能を有するときは、果たすべき全ての安全機能に対する
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２ について 

 安全施設のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するものについては、想定される単一故

障及び外部電源が利用できない場合においても機能できるよう、多重性又は多様性及び独立性を確保し、

安全機能を確保するように設計する。なお、「安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの」は、

「研究炉の重要度分類の考え方」を参考に、その機能、構造及び動作原理を考慮し、以下に属する施設

より選定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ＭＳ－１のうち、想定される単一故障及び外部電源が利用できない場合に動的機能を必要と

設計上の要求を満足させるものとする。 

（３）安全施設は、これら二つ以上のものの間において、又は安全機能を有しないものとの間におい

て、その一方の運転又は故障等により、同位ないし上位の重要度を有する他方に期待される安全

機能が阻害され、もって原子炉施設の安全が損なわれることのないように、機能的隔離及び物理

的分離を適切に考慮する。 

（４）重要度の異なる安全施設を接続するときは、下位の重要度のものに上位の重要度のものと同等

の設計上の要求を課すか、又は上位の重要度のものと同等の隔離装置等によって、下位の重要度

のものの故障等により上位の重要度のものの安全機能が損なわれないように、適切な機能的隔離

が行われるよう考慮する。 

 

２ について 

 安全施設のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するものについては、想定される単一故

障及び外部電源が利用できない場合においても機能できるよう、多重性又は多様性及び独立性を確保し、

安全機能を確保するように設計する。なお、「安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの」は、

「研究炉の重要度分類の考え方」を参考に、その機能、構造及び動作原理を考慮し、以下に属する施設

より選定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ＭＳ－１のうち、想定される単一故障及び外部電源が利用できない場合に動的機能を必要と
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する構築物、系統及び機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ＭＳ－２のうち、異常状態発生時に、周辺の公衆に過度の放射線被ばくを与えることを防止

するために、異常状態の緩和及び放射性物質の閉じ込め機能を果たすべき構築物、系統及び機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する構築物、系統及び機器 

機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

原子炉の緊急停止 

及び未臨界維持機能 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

１）駆動機構 

２）上部案内管 

③後備炉停止制御棒 

④後備炉停止制御棒駆動系 

１）駆動機構 

２）上部案内管 

 

１次冷却材漏えい量 

の低減機能 

①１次補助冷却系 

１）サイフォンブレーク止弁 

②１次予熱窒素ガス系 

１）仕切弁 

①関連するプロセス

計装（ナトリウム漏

えい検出器） 

原子炉停止後 

の除熱機能 

①１次主冷却系 

１）１次主循環ポンプポニーモータ 

 

放射性物質 

の閉じ込め機能 

①格納容器バウンダリに属する弁  

工学的安全施設 

及び原子炉停止系への 

作動信号の発生機能 

①原子炉保護系（スクラム） 

②原子炉保護系（アイソレーション） 

①関連する核計装 

②関連するプロセス

計装 

安全上特に重要な 

関連機能 

①非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１

に関連するもの） 

②交流無停電電源系（ＭＳ－１に関連

するもの） 

③直流無停電電源系（ＭＳ－１に関連

するもの） 

①関連する補機冷却

設備 

 

（２）ＭＳ－２のうち、異常状態発生時に、周辺の公衆に過度の放射線被ばくを与えることを防止

するために、異常状態の緩和及び放射性物質の閉じ込め機能を果たすべき構築物、系統及び機器 

機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

放射線の遮蔽 

及び放出低減機能 

 

①アニュラス部排気系 

１）アニュラス部排気系（アニュラス部

常用排気フィルタを除く。） 

②非常用ガス処理装置 

 

事故時のプラント状態

の把握機能 

①事故時監視計器の一部  

安全上重要な関連機能 ①非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に属

するものを除く。） 

②交流無停電電源系（ＭＳ－１に属するも

のを除く。） 

③直流無停電電源系（ＭＳ－１に属するも

のを除く。） 

 

 

 

また、上記の重要安全施設について、短期間と長期間の動的機器、長期間の静的機器に区分し、単一
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３ について 

 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、その機能が期待されている安

全施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件において、そ

の機能を発揮することができるように設計する。 

 

 

 

 

故障を想定した場合の安全機能を達成するための設計方針は以下とする。 

分類 機能 

動的機器 

（使命時間短期※1） 

動的機器 

（使命時間長期※1） 

静的機器 

（使命時間長期※1） 

多重化 

又は多様化 
単一設計 

多重化 

又は多様化 
単一設計 

多重化 

又は多様化 
単一設計 

ＭＳ
－１ 

 

原子炉の緊急停止機能 ○ ― ― ― ― ― 

未臨界維持機能 ○ 

＊未臨界 

移行 

― ― ― 

○ 

＊未臨界 

維持 

― 

１次冷却材漏えい量 

の低減機能（上段：１次補
助冷却系サイフォンブレー
ク止弁、下段：１次予熱窒
素ガス系仕切弁） 

○ ― ― ― ― ― 

― 

○ 

運転時
「閉」 

― ― ― 

○ 

隔離弁 

による 

代替可等 

原子炉停止後の除熱機能 ○ ― ○ ― ― ― 

放射性物質の閉じ込め機能 ○ ― ― ― ○ ― 

工学的安全施設 

及び原子炉停止系への 

作動信号の発生機能 

○ ― ― ― ― ― 

安全上特に重要な関連機能 ○ ― ○ ― ― ― 

ＭＳ
－２ 

放射線の遮蔽 

及び放出低減機能 
○ ― ― ― ― 

○※2 

修復可 

事故時の 

プラント状態の把握機能 
○ ― ○ ― ― ― 

安全上重要な関連機能 ○ ― ○ ― ― ― 

※1： 使命時間が 24 時間以内の安全機能を「使命時間短期」、24 時間超の安全機能を「使命時間長

期」とした。 

※2： アニュラス部排気設備は、事象発生前から動作しており、かつ、事象発生後も引き続き動作す

るものであり、また、その構造・運転条件等から、静的機器であるダクトが故障することは考えに

くいが、当該ダクトが故障したとしても、補修テープ等により、想定される最も過酷な条件下にお

いて、その故障を安全上支障のない期間に確実に修復できる。当該修復作業にあっては、必要に応

じて、空気呼吸器を着用するものとし、放射線防護上の措置を講じることで、作業員の被ばく低減

に努める。 

アニュラス部排気設備の弁及び排風機並びに非常用ガス処理装置は多重化しているが、アニュ

ラス部排気設備の静的機器であるダクトの一部は単一設計とする。単一設計箇所について、確実に

修復可能であることから、その単一故障は仮定しない。なお、単一設計箇所であるダクトの一部が

事故の発生と同時に故障したと仮定しても、設計基準事故の判断基準である周辺公衆への実効線

量 5 mSvを下回る。 

 

３ について 

 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、その機能が期待されている安

全施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件（圧力、温度、

中性子照射量等）において、その機能を発揮することができるように設計する。主要な環境条件の想定

を以下に示す。 

＜温度＞ 

・ 原子炉容器／主中間熱交換器／１次主冷却系ホットレグ配管：550℃ 

・ １次主循環ポンプ／１次主冷却系コールドレグ配管    ：450℃ 
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４ について 

 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、適切な方法により、

原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるように設計する。なお、原子炉の運転中に待機状態

にある安全施設（運転中の試験又は検査によって原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除く。）につ

いては、運転中に定期的に試験又は検査ができるものとする。また、多重性又は多様性を備えた系統及

び機器にあっては、各々が独立して試験又は検査ができるものとする。さらに、運転中における安全保

護回路の機能確認試験にあっては、その実施中においても、その機能自体が維持されていると同時に、

原子炉停止系統等の不必要な動作が発生しないように設計する。 

 

 

 

・ 主冷却器／２次主冷却系ホットレグ配管         ：520℃ 

・ ２次主循環ポンプ／２次主冷却系コールドレグ配管    ：400℃ 

・ 制御棒駆動系／後備炉停止制御棒駆動系：65℃（駆動部） 

130℃／550℃ 

（上部案内管回転プラグ上面エリア／下面エリア） 

650℃（ラッチ機構） 

500℃／550℃／650℃ 

（下部案内管下部／中部／上部） 

・ 原子炉格納容器（鋼壁温度）     ：最高 150℃／最低-15℃ 

・ 燃料交換機／燃料出入機／トランスファロータ：275℃／275℃／150℃ 

＜圧力＞ 

・ 原子炉容器     ：7.2kg／cm2[gage](約 0.706MPa[gage]) 

・ 主中間熱交換器   ：管側 5.0kg／cm2[gage](約 0.49MPa[gage]) 

胴側 1.0kg／cm2[gage](約 0.098MPa[gage]) 

・ １次主循環ポンプ  ：7.0kg／cm2[gage](約 0.686MPa[gage]) 

・ 主冷却器      ：3.0kg／cm2[gage](約 0.294MPa[gage]) 

・ ２次主循環ポンプ  ：5.0kg／cm2[gage](約 0.49MPa[gage]) 

・ 原子炉格納容器   ：内圧 1.35kg／cm2[gage]（約 0.13MPa[gage]） 

外圧 0.05kg／cm2[gage]（約 0.0049MPa[gage]） 

・ 燃料交換機     ：内圧 1.0kg／cm2[gage]（約 0.098MPa[gage]） 

外圧 1.0kg／cm2[gage]（約 0.098MPa[gage]） 

・ 燃料出入機     ：内圧 0.5kg／cm2[gage]（約 0.049MPa[gage]） 

外圧 1.0kg／cm2 [gage]（約 0.098MPa[gage]） 

・ トランスファロータ ：内圧 1.35kg／cm2[gage]（約 0.13MPa[gage]） 

外圧 0.05kg／cm2[gage]（約 0.0049MPa[gage]） 

＜中性子照射量＞ 

・ 原子炉容器：1×1020n/cm2（E＞1MeV） 

 

４ について 

 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、適切な方法により、

原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるように設計する。なお、原子炉の運転中に待機状態

にある安全施設（運転中の試験又は検査によって原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除く。）につ

いては、運転中に定期的に試験又は検査ができるものとする。また、多重性又は多様性を備えた系統及

び機器にあっては、各々が独立して試験又は検査ができるものとする。さらに、運転中における安全保

護回路の機能確認試験にあっては、その実施中においても、その機能自体が維持されていると同時に、

原子炉停止系統等の不必要な動作が発生しないように設計する。「実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」を参考に、対象とした安全施設とこれらの安全施設に

おける試験又は検査の方法等を以下に示す。 
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機能 試験又は検査の方法等 

原子炉冷却材 

バウンダリ機能 

（ＰＳ－１） 

・ナトリウム漏えい検出器の作動がないことにより、原子炉冷却材バウンダリの

健全性を確認。 

・検査孔において、配管（内側）の外表面に損傷やナトリウム漏えいがないこと

を検査（供用期間中検査）。 

原子炉の緊急停止 

及び未臨界維持機能 

（ＭＳ－１） 

・原子炉起動前にスクラム検査、作動検査、インターロック検査を実施。多重化

した系統及び機器にあっては、各々が独立して試験又は検査が可能。 

・出力運転に先立ち、過剰反応度検査、反応度抑制効果検査、最大反応度付加率

検査、原子炉停止余裕検査を実施。 

１次冷却材漏えい量 

の低減機能 

（ＭＳ－１） 

・原子炉起動前に弁の作動検査を実施。 

・原子炉起動前に、ナトリウム漏えい検出器について、検出回路の動作や検出器

の断線有無を確認。 

原子炉停止後 

の除熱機能 

（ＭＳ－１） 

・原子炉起動前に１次主循環ポンプポニーモータの作動検査及び性能検査を実

施。多重化した系統及び機器にあっては、各々が独立して試験又は検査が可能。 

・原子炉起動前に主冷却機インレットベーン・ダンパの作動検査を実施。 

・原子炉冷却材バウンダリ及び冷却材バウンダリの健全性は、ナトリウム漏えい

検出器の作動がないことにより確認。 

放射性物質 

の閉じ込め機能 

（ＭＳ－１） 

・原子炉起動前に格納容器隔離弁の作動検査を実施。 

・定期的に、格納容器全体の漏えい率検査を実施。 

・隔離弁や貫通部について、漏えい検査を実施。多重化した系統及び機器にあっ

ては、各々が独立して試験又は検査が可能。 

工学的安全施設 

及び原子炉停止系への 

作動信号の発生機能 

（ＭＳ－１） 

・原子炉起動前に設定値確認検査及び作動検査を実施。多重化した系統及び機器

にあっては、各々が独立して試験又は検査が可能。 

・原子炉運転中にあっても、緊急遮断のための性能検査として、原子炉保護系の

動作要素の設定値の確認を実施できるように措置（１次主循環ポンプトリッ

プ、２次主循環ポンプトリップ、外部電源喪失を除く。）。また、励磁回路の試

験又は検査のため、信号バイパススイッチを設置。信号バイパススイッチは、

事故信号が発生した場合には、試験又は検査中にあっても、原子炉停止系への

作動信号が発生するように設計。 

安全上特に重要な 

関連機能 

（ＭＳ－１） 

・原子炉起動前にディーゼル発電機の作動検査、蓄電池の作動検査及び外観検査

を実施。多重化した系統及び機器にあっては、各々が独立して試験又は検査が

可能。 

・原子炉の運転中において、ディーゼル発電機が 2 基共使用可能であることを 1

回/月の頻度で点検する。 

・原子炉の運転中において、無停電電源設備が 2 系統共使用可能であることを 1

回/週の頻度で点検する。 

原子炉冷却材 

バウンダリに 

直接接続されていない 

ものであって、 

放射性物質を 

貯蔵する機能のうち、 

使用済燃料貯蔵設備に関するもの 

（ＰＳ－２） 

・水冷却池及び貯蔵ラックの外観検査を実施。 

燃料を安全に 

取り扱う機能 

（ＰＳ－２） 

・燃料取扱用キャスクカー及び燃料洗浄設備における冷却能力確認検査、回転プ

ラグや燃料交換機、燃料出入機等の作動検査を実施。 

燃料プール水 

の保持機能 

（ＭＳ－２） 

・水冷却池の外観検査を実施。 

・サイフォンブレーク止弁の作動検査を実施。 

放射線の遮蔽 

及び放出低減機能 

（ＭＳ－２） 

の一部 

・アニュラス部排気系の圧力確認検査を実施。 

・非常用ガス処理装置の作動検査及び捕集効率検査を実施。 
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５ について 

 安全施設は、機器又は配管の損壊に伴う飛散物が生じるおそれがある構築物、系統及び機器に対して

離隔距離又は障壁等を確保し、機器又は配管の損壊に伴う飛散物が生じた場合にあっても、安全機能が

損なわれないように配置する設計とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ について 

 安全施設は、他の原子炉施設等と共用又は相互に接続しないことを基本とする。安全施設を他の原子

炉施設等と共用又は相互に接続する場合にあっては、原子炉施設の安全性を損なわないように設計する。

なお、液体廃棄物処理設備の一部は、大洗研究所（南地区）の核燃料物質使用施設等の一部と共用する

が、放射性液体廃棄物を受け入れ、処理するものであり、共用によって、原子炉施設の運転時の異常な

過渡変化時及び設計基準事故時において必要とされる安全機能が阻害されることはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ について 

 安全施設は、機器又は配管の損壊に伴う飛散物が生じるおそれがある構築物、系統及び機器に対して

離隔距離又は障壁等を確保し、機器又は配管の損壊に伴う飛散物が生じた場合にあっても、安全機能が

損なわれないように配置する設計とする。また、蒸気タービン、高圧ガス等を内蔵する容器、弁及び配

管の破断、高速回転機器の破損、ガス爆発、重量機器の落下等によって発生する飛散物については、二

次的影響も考慮して、安全施設の安全機能を損なうおそれのある飛散物が発生する可能性を十分低く抑

えることを、これらの機器の設計、製作、品質管理、運転管理において十分に考慮する。 

ただし、原子炉施設は、試験研究用等原子炉施設に該当し、蒸気タービン、高圧ガス等を内蔵する容

器、弁及び配管、大型回転機器、可燃性ガスを有しない。また、ナトリウム冷却型高速炉であり、冷却材

であるナトリウムの特性から原子炉冷却材バウンダリの圧力は低く、弁や配管の破損に起因して飛散物

が発生する可能性は十分に小さい。 

上記のとおり、具体的に対象とする構築物、系統及び機器を有しない。 

 

６ について 

 安全施設は、他の原子炉施設等と共用又は相互に接続しないことを基本とする。安全施設を他の原子

炉施設等と共用又は相互に接続する場合にあっては、原子炉施設の安全性を損なわないように設計する。 

なお、液体廃棄物処理設備の一部は、大洗研究所（南地区）の核燃料物質使用施設等の一部と共用す

るが、放射性液体廃棄物を受け入れ、処理するものであり、共用によって、原子炉施設の運転時の異常

な過渡変化時及び設計基準事故時において必要とされる安全機能が阻害されることはない。 

緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能のうち、放射線管理施設の一部（屋外管理用モニタ

リングポスト）について、大洗研究所で共用するが、周辺監視区域の境界付近における放射線量を監視

し、及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を取得して発信・共有

するものであり、共用によって、原子炉施設の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において

必要とされる安全機能が阻害されることはない。 

緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能のうち、通信連絡設備の一部について、大洗研究所

で共用するが、敷地内にいる従業員及び見学者等を含めた全ての人に対し、過度の放射線被ばくを防止

するという観点から行う事象の発生の連絡や避難指示等の必要な指示を行うための設備として、また、

設計基準事故が発生した場合において、原子炉施設外の通信連絡をする必要がある場所との通信回線と

して使用するものであり、共用によって、原子炉施設の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時

において必要とされる安全機能が阻害されることはない。 
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 添付書類八の以下の項目参照 

3. 原子炉本体 

4. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

5. 原子炉冷却系統施設 

6. 計測制御系統施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

8. 放射線管理施設 

9. 原子炉格納施設 

10. その他試験研究用等原子炉の附属施設 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

3. 原子炉本体 

4. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

5. 原子炉冷却系統施設 

6. 計測制御系統施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

8. 放射線管理施設 

9. 原子炉格納施設 

10. その他試験研究用等原子炉の附属施設 
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（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止） 

第十三条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故については、「高速増殖炉の安全性の評価の考え方」、「発

電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」、「水冷却型試験研究用原子炉施設の安全評価に関

する審査指針」等を参考として、代表的事象を選定し、運転時の異常な過渡変化にあっては、原子炉施

設が制御されずに放置されると、炉心に過度の損傷をもたらす可能性のある事象について、これらの事

象が発生した場合における安全保護回路及び原子炉停止系統等の主としてＭＳに属する構築物、系統及

び機器の設計の妥当性を確認する。また、設計基準事故にあっては、原子炉施設から放出される放射性

物質による敷地周辺への影響が大きくなる可能性のある事象について、これらの事象が発生した場合に

おける工学的安全施設等の主としてＭＳに属する構築物、系統及び機器の設計の妥当性を確認する。 

 

 

 

（１）運転時の異常な過渡変化 

想定された事象が生じた場合、炉心は損傷に至ることなく、かつ、原子炉施設は通常運転に復

帰できる状態で事象が収束される設計であることを確認しなければならない。このことを判断す

る基準は以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止） 

第十三条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

一及び二 について 

原子炉施設は、運転時の異常な過渡変化時において、設計基準事故に至ることなく、原子炉施設を通

常運転時の状態に移行できるように設計する。また、設計基準事故時において、炉心の著しい損傷が発

生するおそれがなく、かつ、炉心を十分に冷却できるとともに、当該設計基準事故以外の設計基準事故

に至るおそれがある異常を生じないものとし、周辺の公衆に放射線障害を及ぼさない設計とし、「核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」等の関係法令の要求を満足するとともに、「設置

許可基準規則」に適合する設計とする。 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故については、「高速増殖炉の安全性の評価の考え方」、「発

電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」、「水冷却型試験研究用原子炉施設の安全評価に関

する審査指針」等を参考として、代表的事象を選定し、運転時の異常な過渡変化にあっては、原子炉施

設が制御されずに放置されると、炉心に過度の損傷をもたらす可能性のある事象について、これらの事

象が発生した場合における安全保護回路及び原子炉停止系統等の主としてＭＳに属する構築物、系統及

び機器の設計の妥当性を確認する。想定された事象に対処するための安全機能のうち、解析に当たって

考慮することができるものは、ＭＳ－１及びＭＳ－２に属するものによる機能とする。 

また、設計基準事故にあっては、原子炉施設から放出される放射性物質による敷地周辺への影響が大

きくなる可能性のある事象について、これらの事象が発生した場合における工学的安全施設等の主とし

てＭＳに属する構築物、系統及び機器の設計の妥当性を確認する。 

 

（１）運転時の異常な過渡変化 

想定された事象が生じた場合、炉心は損傷に至ることなく、かつ、原子炉施設は通常運転に復

帰できる状態で事象が収束される設計であることを確認しなければならない。運転時の異常な過

渡変化として、想定した事象を以下に示す。 

（ⅰ）未臨界状態からの制御棒の異常な引抜き 

（ⅱ）出力運転中の制御棒の異常な引抜き 

（ⅲ）１次冷却材流量増大 

（ⅳ）１次冷却材流量減少 

（ⅴ）外部電源喪失 

（ⅵ）２次冷却材流量増大 

（ⅶ）２次冷却材流量減少 

（ⅷ）主冷却器空気流量の増大 

（ⅸ）主冷却器空気流量の減少 

また、炉心は損傷に至ることなく、かつ、原子炉施設は通常運転に復帰できる状態で事象が収

束される設計であることを判断する基準は以下のとおりとする。 
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（ⅰ）燃料被覆管は機械的に破損しないこと。 

（ⅱ）冷却材は沸騰しないこと。 

（ⅲ）燃料最高温度が燃料溶融温度を下回ること。 

 

 

 

（２）設計基準事故 

想定された事象が生じた場合、炉心の溶融あるいは著しい損傷のおそれがなく、かつ、事象の

過程において他の異常状態の原因となるような 2 次的損傷が生じなく、さらに放射性物質の放散

に対する障壁の設計が妥当であることを確認しなければならない。このことを判断する基準は以

下のとおりとする。なお、「周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えない」ことの

判断については、「水冷却型試験研究用原子炉施設の安全評価に関する審査指針」解説に示されて

いる「周辺公衆の実効線量の評価値が発生事故当たり 5mSv を超えなければ「リスク」は小さいと

判断する。なお、これは、発生頻度が極めて小さい事故に対しては、実効線量の評価値が上記の値

をある程度超えてもその「リスク」は小さいと判断できる。」との考え方によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅰ）炉心は大きな損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却が可能であること。 

（ⅱ）格納容器の漏えい率は、適切な値以下に維持されること。 

（ⅲ）周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 （ⅰ）燃料被覆管は機械的に破損しないこと。 

（ⅱ）冷却材は沸騰しないこと。 

（ⅲ）燃料最高温度が燃料溶融温度を下回ること。 

想定した事象において、原子炉トリップ信号の作動に伴う原子炉の自動停止等により、炉心の

燃料、被覆管及び冷却材の各温度が熱設計基準値を超えることなく、上記（ⅰ）～（ⅲ）の判断基

準を満足する。 

（２）設計基準事故 

想定された事象が生じた場合、炉心の溶融あるいは著しい損傷のおそれがなく、かつ、事象の

過程において他の異常状態の原因となるような 2 次的損傷が生じなく、さらに放射性物質の放散

に対する障壁の設計が妥当であることを確認しなければならない。設計基準事故として、想定した

事象を以下に示す。 

（ⅰ）燃料スランピング事故 

（ⅱ）１次主循環ポンプ軸固着事故 

（ⅲ）１次冷却材漏えい事故 

（ⅳ）冷却材流路閉塞事故 

（ⅴ）２次主循環ポンプ軸固着事故 

（ⅵ）２次冷却材漏えい事故 

（ⅶ）主送風機風量瞬時低下事故 

（ⅷ）燃料取替取扱事故 

（ⅸ）気体廃棄物処理設備破損事故 

（ⅹ）１次アルゴンガス漏えい事故 

また、炉心の溶融あるいは著しい損傷のおそれがなく、かつ、事象の過程において他の異常状

態の原因となるような 2 次的損傷が生じなく、さらに放射性物質の放散に対する障壁の設計が妥

当であることを判断する基準は以下のとおりとする。なお、「周辺の公衆に対して著しい放射線被

ばくのリスクを与えない」ことの判断については、「水冷却型試験研究用原子炉施設の安全評価に

関する審査指針」解説に示されている「周辺公衆の実効線量の評価値が発生事故当たり 5mSv を超

えなければ「リスク」は小さいと判断する。なお、これは、発生頻度が極めて小さい事故に対して

は、実効線量の評価値が上記の値をある程度超えてもその「リスク」は小さいと判断できる。」と

の考え方によるものとする。 

（ⅰ）炉心は著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却が可能であること。 

（ⅱ）格納容器の漏えい率は、適切な値以下に維持されること。 

（ⅲ）周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと。 

想定した事象において、原子炉トリップ信号の作動に伴う原子炉の自動停止等により、炉心の

燃料、被覆管及び冷却材の各温度が熱設計基準値を超えることはない。また、各温度は過度に上昇

することはなく、炉心冷却能力が失われることはないため、上記（ⅰ）の判断基準を満足する。 

また、設計基準事故では、「１次冷却材漏えい事故」を除き、原子炉冷却材バウンダリは健全で

あり、格納容器内の圧力が上昇することはなく、上記（ⅱ）の判断基準を満足する。「１次冷却材

漏えい事故」において、漏えいナトリウムが、原子炉停止後、保守のため格納容器（床下）を空気

雰囲気に置換した状態で二重壁外に漏えいし、燃焼した場合において、格納容器内の圧力は設計圧
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 添付書類十の以下の項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力を超えない。また、格納容器内の最高温度が設計温度を超えることはなく、格納容器の健全性は

保たれるため、上記（ⅱ）の判断基準を満足する。 

さらに、原子炉施設から放出される放射性物質による敷地周辺への影響が大きくなる可能性の

ある事象として想定した「１次冷却材漏えい事故」、「燃料取替取扱事故」、「気体廃棄物処理設備破

損事故」、「１次アルゴンガス漏えい事故」について、実効線量を評価し、5mSvを下回ることから、

上記（ⅲ）の判断基準を満足する。 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の解析においては、想定された事象に加え、作動を要

求される原子炉トリップあるいは工学的安全施設等のＭＳに属する構築物、系統及び機器の動作

に関して、機能別（原子炉停止、炉心冷却及び放射能閉じ込め）に結果を最も厳しくする単一故障

を仮定することを基本とする。ただし、原子炉停止機能及び放射能閉じ込め機能にあっては、構築

物、系統及び機器の多重化、又は、事象発生前から発生後まで継続して使用に供するとした設計上

の考慮等により、単一故障を仮定しても所定の安全機能を達成できるように設計する。 

炉心冷却機能にあっては、「1 ループのポニーモータ引継ぎ失敗」による炉心冷却機能の低下、

又は「事故ループの逆止弁の開固着」による炉心冷却機能の低下を単一故障として仮定する。 

原子炉保護系に係る解析条件（原子炉トリップ設定値、原子炉保護系の応答時間、デラッチ遅れ

時間、検出器の応答遅れ）については、構成する機器の仕様上の最大値を積み上げた値や実測デー

タに余裕を見込んで設定する。 

 

   

 添付書類十の以下の項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 
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（安全保護回路） 

第十八条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

一及び二 計測制御系統施設には、運転時の異常な過渡変化が発生する場合において、その異常な状態

を検知し、及び原子炉停止系統その他系統と併せて機能することにより、燃料の許容設計限界を超え

ないようにするため、安全保護回路を設ける。安全保護回路は、原子炉保護系（スクラム）及び原子

炉保護系（アイソレーション）から構成する。原子炉保護系（スクラム）は、運転時の異常な過渡変

化及び設計基準事故において、その異常な状態を検知し、自動的に原子炉停止系統を作動させるよう

に、原子炉保護系（アイソレーション）は、設計基準事故時に必要な工学的安全施設を自動的に作動

させるように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（安全保護回路） 

第十八条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

一及び二 について  

計測制御系統施設には、運転時の異常な過渡変化が発生する場合において、その異常な状態を検知

し、及び原子炉停止系統その他系統と併せて機能することにより、燃料の許容設計限界を超えないよ

うにするため、安全保護回路を設ける。安全保護回路は、原子炉保護系（スクラム）及び原子炉保護

系（アイソレーション）から構成する。「添付書類 10 2.運転時の異常な過渡変化」及び「添付書類 10 

3.設計基準事故」に示すように、原子炉保護系（スクラム）は、運転時の異常な過渡変化及び設計基

準事故において、その異常な状態を検知し、自動的に原子炉停止系統を作動させるように、原子炉保

護系（アイソレーション）は、設計基準事故時に必要な工学的安全施設を自動的に作動させるように

設計する。また、運転時の異常な過渡変化において、その異常な状態を検知し、及び原子炉停止系統

その他系統と併せて機能することにより、燃料の許容設計限界を超えないように設計する。原子炉保

護系の項目及び作動設定値を以下に示す。 
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三及び四 原子炉保護系を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起きた場合又は使

用状態からの単一の取り外しを行った場合において、安全保護機能を失わないよう、多重性又は多様

性を確保するとともに、原子炉保護系を構成するチャンネルは、それぞれ互いに分離し、それぞれの

チャンネル間において安全保護機能を失わないように独立性を確保した設計とする。 

 

No. 項目 作動設定値 スクラム ｱｲｿﾚｰｼｮﾝ 

1 中性子束高（出力領域）*1 高 105％ ○  

2 中性子束高（中間領域） 

高 

フルスケール（100％）の

95％ 

○  

3 中性子束高（起動領域） 

高 

フルスケール（106cps）

の 95％ 

○  

4 炉周期短（中間領域） ＋5秒 ○  

5 炉周期短（起動領域） ＋5秒 ○  

6 原子炉出口冷却材温度高*1*2 高 464℃ ○  

7 原子炉入口冷却材温度高*2 高 365℃ ○  

8 １次冷却材流量低 低 80％ ○  

9 ２次冷却材流量低 低 80％ ○  

10 炉内ナトリウム液面低 低 －100mm ○  

11 炉内ナトリウム液面高 高 ＋200mm ○  

12 １次主循環ポンプトリップ ― ○  

13 ２次主循環ポンプトリップ ― ○  

14 格納容器内床上線量率高 高 1mSv／h ○ ○ 

15 格納容器内温度高 高 60℃ ○ ○ 

16 格納容器内圧力高 高 29kPa[gage] ○ ○ 

17 地震 水平 150gal ○  

18 電源喪失 ― ○  

19 手動アイソレーション ― ○ ○ 

20 手動スクラム ― ○  

＊1： 先行試験においては、中性子束高（出力領域）の作動設定値を目標出力の 105％とし、原子

炉出口冷却材温度高の作動設定値を、目標出力時の原子炉出口冷却材温度より 8℃高い値とす

る。 

＊2： 原子炉入口冷却材温度の目標温度を 250℃から 350℃未満の温度とする場合は、原子炉入口

冷却材温度高の作動設定値を目標温度より 15℃高い値にするとともに、原子炉出口冷却材温度

高の作動設定値を、原子炉入口冷却材温度の目標温度に対応した原子炉出口冷却材温度より8℃

高い値とする。 

 
 

三及び四 について 

原子炉保護系を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起きた場合又は使用状態

からの単一の取り外しを行った場合において、安全保護機能を失わないよう、多重性又は多様性を確

保するとともに、原子炉保護系を構成するチャンネルは、それぞれ互いに分離し、それぞれのチャン
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五 原子炉保護系は、フェイルセーフを基本方針とし、駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況

が発生した場合においても、原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持するこ

とにより、原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できるように設計する。 

 

 

 

 

 

 

六 原子炉保護系において、電子計算機を使用する場合には、ハードウェアの物理的分離又は機能的分

離に加え、システムの導入段階、更新段階又は試験段階でコンピュータウイルスが混入することを防

止する等の措置を講じ、承認されていない動作や変更を防ぐものとし、不正アクセス行為その他の電

子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を

防止することができるものとする。 

ネル間において安全保護機能を失わないように独立性を確保した設計とすることを基本方針とする。

原子炉保護系は、論理回路を独立した 2 系統から構成することで多重化を図る。また、作動信号につ

いても、基本的に、1 out of 2 又は 2 out of 3による多重化を図る。原子炉保護系の作動に関連す

る核計装又はプロセス計装においては、そのケーブルについて、格納容器を貫通するものにあっては、

異なるケーブルペネトレーションを使用することで物理的な系統分離に配慮する。 

 

No. 項目 スクラム ｱｲｿﾚｰｼｮﾝ 作動信号の多重性 

1 中性子束高（出力領域） ○  2 out of 3 

2 中性子束高（中間領域） ○  2 out of 3 

3 中性子束高（起動領域） ○  1 out of 2 

4 炉周期短（中間領域） ○  2 out of 3 

5 炉周期短（起動領域） ○  1 out of 2 

6 原子炉出口冷却材温度高 ○  2 out of 3 

7 原子炉入口冷却材温度高 ○  2 out of 3 

8 １次冷却材流量低 ○  2 out of 3 

9 ２次冷却材流量低 ○  2 out of 3 

10 炉内ナトリウム液面低 ○  2 out of 3 

11 炉内ナトリウム液面高 ○  2 out of 3 

12 １次主循環ポンプトリップ ○  － 

13 ２次主循環ポンプトリップ ○  － 

14 格納容器内床上線量率高 ○ ○ 2 out of 3 

15 格納容器内温度高 ○ ○ 2 out of 3 

16 格納容器内圧力高 ○ ○ 2 out of 3 

17 地震 ○  2 out of 3 

18 電源喪失 ○  － 

19 手動アイソレーション ○ ○ － 

20 手動スクラム ○  － 

 

五 について 

原子炉保護系は、フェイルセーフを基本方針とし、駆動源である DC24V 電源において、電圧零又は

ヒューズ断が発生した場合に、原子炉はスクラムする設計とする。また、原子炉保護系は、論理回路

を独立した 2 系統から構成することで多重化を図る。駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況

が発生し、どちらかの論理回路の不作動が発生した場合においても、もう一方の論理回路により、原

子炉をスクラムし、原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持することにより、

原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できるように設計する。なお、原子炉保護系では、計装用

空気を駆動源として使用しない。 

 

六 について 

原子炉保護系にあっては、ハードワイヤードロジック（補助継電器や配線等で構成し、ハードウェ

アによる物理的な結線で命令を実行）で構成されており、ソフトウェアを用いないアナログ回路とす

る。また、その他の計測制御系統施設から機能的に分離されたものとしており、不正アクセス行為に

よる被害が生じることはない。原子炉保護系にあっては、ハードワイヤードロジック（補助継電器や
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七 原子炉保護系は、計測制御系統施設の一部と共用する場合に、接続された計測制御系統施設の機器

又はチャンネルに単一故障、誤操作若しくは使用状態からの単一の取り外しが生じた場合において

も、その安全保護機能を失わないように、計測制御系統施設から機能的に分離されたものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

6. 計測制御系統施設 

 

   

 

   

 添付書類十の以下の項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 

 

   

 

 

 

 

 

配線等で構成し、ハードウェアによる物理的な結線で命令を実行）で構成し、ソフトウェアを用いな

いアナログ回路とする。また、原子炉保護系の論理回路は、中央制御室に設置し、関係者以外のアク

セスを制限できる設計とするとともに、中央制御室について、出入口を施錠管理できる区域に設置し、

核物質防護に係る原子炉施設の出入管理（区域の設定、障壁の設置及び出入口の管理等）により人の

不法な侵入を防止することで、物理的アクセスを制限する。 

 

七 について 

 原子炉保護系は、計測制御系統施設の一部と共用する場合に、アイソレーター等を敷設すること

で、接続された計測制御系統施設の機器又はチャンネルに単一故障、誤操作若しくは使用状態からの

単一の取り外しが生じた場合においても、その安全保護機能を失わないように、計測制御系統施設か

ら機能的に分離されたものとする。 

原子炉施設は、炉心、原子炉冷却材バウンダリ、原子炉カバーガス等のバウンダリ及び格納容器バ

ウンダリ並びにこれらに関連する系統の健全性を確保するために監視することが必要なパラメータ

を、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御し、かつ、監視す

るための計測制御系統施設として、炉心の中性子束密度を監視するための核計装（起動系、中間出力

系及び線形出力系の 3系統）及び原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリの圧

力及び温度、１次主冷却系の温度及び流量、格納容器内の圧力及び温度等を測定するためのプロセス

計装等を、計測制御系統施設として有する。共用する主要な計測制御系統施設として、核計装がある。

核計装は、起動系：2チャンネル、中間出力系：3チャンネル、線形出力系：3チャンネルで構成され

るが、「原子炉保護系」と「監視・記録」では、同じ検出器を用いる。信号分岐後にアイソレーターを

設置し、他方に接続された「監視・記録」に単一故障、誤操作若しくは使用状態からの単一の取り外

しが生じた場合においても、「原子炉保護系」の機能を失わないように、機能的に分離された構成とす

る。その他、プロセス計装において、原子炉内ナトリウム液面計も同様とする。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

6. 計測制御系統施設 

 

   

 

   

 添付書類十の以下の項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

（反応度制御系統） 

第十九条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

 

原子炉施設には、反応度制御系統及び原子炉停止系統として、制御棒及び制御棒駆動系を設ける。制

御棒及び制御棒駆動系は、通常運転時に予想される温度変化、実験物の移動その他の要因による反応度

変化を制御できるように、また、炉心からの飛び出しを防止するように設計する。なお、炉心の反応度

（原子炉の出力）は、制御棒の位置を調整することで制御する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御棒の反応度添加率は、その停止能力（原子炉停止系統）と併せて、想定される制御棒の異常な引

き抜きが発生しても、燃料の許容設計限界を超えないものとする。制御棒による最大反応度添加率は約

0.00016Δk/k/s である。「添付書類 10 2.運転時の異常な過渡変化 2.2 未臨界状態からの制御棒の異

常な引抜き」及び「添付書類 10 2.運転時の異常な過渡変化 2.3 出力運転中の制御棒の異常な引抜き」

に示すように、制御棒の反応度添加率は、その停止能力と併せて、想定される制御棒の異常な引き抜き

が発生しても、燃料の許容設計限界を超えない。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

3. 原子炉本体 

6. 計測制御系統施設 

 

   

 

 

（反応度制御系統） 

第十九条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

一 について 

原子炉施設には、反応度制御系統及び原子炉停止系統として、制御棒及び制御棒駆動系を設ける。制

御棒及び制御棒駆動系は、通常運転時に予想される温度変化、実験物の移動その他の要因による反応度

変化を制御できるように設計する。 

炉心の反応度（原子炉の出力）は、エクステンションロッドと一体となった制御棒を、制御棒駆動機

構のケーシングに収納された駆動電動機（三相誘導電動機）により、減速機を介して、外側エクステン

ションロッドに接続されたボールナットスクリュを回転させることで、上下駆動し、制御棒の位置を調

整することで制御する（ボールナットスクリュ方式）。 

照射燃料集合体、材料照射用反射体及び照射用実験装置においては、燃料又は照射物の過度の溶融又

は分解を生じないように、及び冷却材の沸騰が生じないように設計するものとしている。また、原子炉

運転中に試料部を案内管内で可動できるものにあっては、試料部を可動させても、炉心の核特性に有意

な影響を与えないものとしている。なお、高速炉の炉心の特徴として、キセノンの濃度変化による反応

度変化は無視できる程度となる。 

 

二 について 

イ 炉心からの飛び出しを防止するために、制御棒は、ハンドリングヘッドにおいて、制御棒駆動機

構上部案内管に収納されるエクステンションロッドを介して、制御棒駆動機構に吊り下げられる

構造とする。なお、駆動電動機に設けられた電磁ブレーキにより、制御棒上下駆動の停止及び停止

中の位置保持が行われる。 

 

ロ 制御棒の反応度添加率は、その停止能力（原子炉停止系統）と併せて、想定される制御棒の異常

な引き抜きが発生しても、燃料の許容設計限界を超えないものとする。制御棒による最大反応度添

加率は約 0.00016Δk/k/s である。「添付書類 10 2.運転時の異常な過渡変化 2.2 未臨界状態か

らの制御棒の異常な引抜き」及び「添付書類 10 2.運転時の異常な過渡変化 2.3 出力運転中の

制御棒の異常な引抜き」に示すように、制御棒の反応度添加率は、その停止能力と併せて、想定さ

れる制御棒の異常な引き抜きが発生しても、燃料の許容設計限界を超えない。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

3. 原子炉本体 

6. 計測制御系統施設 
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 添付書類十の以下の項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 添付書類十の以下の項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

（放射性廃棄物の廃棄施設） 

第二十二条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

一 原子炉施設には、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の

濃度を十分に低減し、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」（昭和 50 年 5 月 13

日原子力委員会決定）を参考に、周辺公衆の線量を合理的に達成できる限り低くするよう、原子炉施

設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する放射性廃棄物の廃棄施設を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）気体廃棄物の廃棄施設 

放射性気体廃棄物のうち主要なものは、原子炉建物内の１次アルゴンガス系等から排出される

放射性廃ガスである。これらの放射性廃ガスを処理するため、気体廃棄物処理設備を設ける。 

原子炉建物内の１次アルゴンガス系等から排出される放射性廃ガスは、アルゴン廃ガスモニタ

により、放射性廃ガス中の放射性物質の濃度を測定し、当該濃度が「線量告示」に定める濃度限度

以下であることが確認できる場合には、廃ガス浄化用フィルタを経由し、直接、主排気筒に送られ

る。なお、廃ガス浄化用フィルタには、圧縮機の上流に設けられるフィルタユニット（2基（予備

1 基）：プレフィルタ及び高性能フィルタから構成）及び主排気筒の上流に設けられるフィルタユ

ニット（2 基（予備 1 基）：プレフィルタ、高性能フィルタ及びチャコールフィルタから構成）が

ある。また、換気設備等から主排気筒に送られる排気は、当該ガスを希釈するためにも用いられる。 

 

放射性廃ガス中の放射性物質の濃度限度を超える場合には、廃ガスは、貯留タンクに圧入貯蔵

される。貯留タンクに圧入貯蔵された廃ガスは、アルゴン廃ガスモニタ又はサンプリングによる測

定により、放射性物質の濃度が濃度限度以下に減衰したことを確認した後、廃ガス浄化用フィルタ

を経由し、主排気筒に送られる。 

（２）液体廃棄物の廃棄設備 

原子炉施設で発生した放射性液体廃棄物は、その放射性物質の濃度のレベルが低いものをＡ、

高いものをＢと区分して処理する。これらの放射性液体廃棄物を処理するため、廃棄物処理建物等

に液体廃棄物処理設備を設ける。 

原子炉施設で発生した放射性液体廃棄物は、各建物の廃液タンクに集約し、廃液輸送管等によ

り、廃棄物処理建物の廃液タンクに貯留する。これらの放射性液体廃棄物については、放射性物質

の濃度を測定し、放射性液体廃棄物Ａの基準を満足することを確認した上で、大洗研究所廃棄物管

 

（放射性廃棄物の廃棄施設） 

第二十二条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

一 について 

原子炉施設には、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の

濃度を十分に低減し、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」（昭和 50 年 5 月 13

日原子力委員会決定）を参考に、周辺公衆の線量を合理的に達成できる限り低くするよう、原子炉施

設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する放射性廃棄物の廃棄施設を設ける。ここで

は、全ての燃料集合体の燃焼度が一様に最高燃焼度に達した場合に炉心に蓄積される希ガス及びよう

素の 1％に相当する量が、１次冷却材中に放出された状態で運転を継続した場合を仮定した上で、通常

運転時における大洗研究所（南地区）周辺の一般公衆の放射線被ばくについて、「発電用軽水型原子炉

施設周辺の線量目標値に対する評価指針」及び「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」を

参考として評価した結果、実効線量が最大となるのは幼児であり、その値は年間約 1.7μSv となり、

年間 50μSv を下回ることを確認した。 

（１）気体廃棄物の廃棄施設 

放射性気体廃棄物のうち主要なものは、原子炉建物内の１次アルゴンガス系等から排出される

放射性廃ガスである。これらの放射性廃ガスを処理するため、気体廃棄物処理設備を設ける。 

原子炉建物内の１次アルゴンガス系等から排出される放射性廃ガスは、アルゴン廃ガスモニタ

により、放射性廃ガス中の放射性物質の濃度を測定し、当該濃度が「線量告示」に定める濃度限度

以下であることが確認できる場合には、廃ガス浄化用フィルタを経由し、直接、主排気筒に送られ

る。なお、廃ガス浄化用フィルタには、圧縮機の上流に設けられるフィルタユニットⅠ（2基（予

備 1 基）：プレフィルタ及び高性能フィルタから構成）及び主排気筒の上流に設けられるフィルタ

ユニットⅡ（2基（予備 1基）：プレフィルタ、高性能フィルタ及びチャコールフィルタから構成）

がある。また、換気設備等から主排気筒に送られる排気は、当該ガスを希釈するためにも用いられ

る。 

放射性廃ガス中の放射性物質の濃度限度を超える場合には、廃ガスは、貯留タンクに圧入貯蔵

される。貯留タンクに圧入貯蔵された廃ガスは、アルゴン廃ガスモニタ又はサンプリングによる測

定により、放射性物質の濃度が濃度限度以下に減衰したことを確認した後、廃ガス浄化用フィルタ

を経由し、主排気筒に送られる。 

（２）液体廃棄物の廃棄設備 

原子炉施設で発生した放射性液体廃棄物は、その放射性物質の濃度のレベルが低いものをＡ、

高いものをＢと区分して処理する。これらの放射性液体廃棄物を処理するため、廃棄物処理建物等

に液体廃棄物処理設備を設ける。 

原子炉施設で発生した放射性液体廃棄物は、各建物の廃液タンクに集約し、廃液輸送管等によ

り、廃棄物処理建物の廃液タンクに貯留する。これらの放射性液体廃棄物については、放射性物質

の濃度を測定し、放射性液体廃棄物Ａの基準を満足することを確認した上で、大洗研究所廃棄物管
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

理施設に移送し、処理する。なお、原子炉施設における排水口は、大洗研究所廃棄物管理施設に放

射性液体廃棄物を移送する廃液輸送管とする。また、大洗研究所廃棄物管理施設への移送には、廃

液運搬車を使用する場合がある。 

 

当該放射性液体廃棄物が、放射性液体廃棄物Ａの基準を超える場合には、蒸発濃縮処理装置を

用いて濃縮処理を行う。なお、蒸発濃縮処理装置から発生した蒸気ドレンは、蒸気ドレンピットに

移送するものとし、「線量告示」に定める濃度限度以下であることを確認した上で、排水監視ポン

ド（Ⅱ）を経由し、一般排水溝へ放出する。濃度限度以上の場合は、再度、廃棄物処理建物の廃液

タンクに貯留し、処理する。濃縮液は、濃縮液タンクへ移送し、固化装置を用いて固化し、放射性

固体廃棄物として処理する。 

 

二 液体廃棄物処理設備は、以下に示す方針に基づき設計するものとし、液体廃棄物処理設備が設置さ

れた廃棄物処理建物等から、放射性液体廃棄物が漏えいすることを防止し、及び敷地外へ放射性液体

廃棄物が漏えいすることを防止できるものとする。  

（１）液体廃棄物処理設備は、適切な材料が使用され、また、タンク水位の検出器やインターロッ

ク回路等の適切な計測制御設備を有し、放射性液体廃棄物の漏えいの発生を防止できる設計とす

る。 

（２）タンク水位、漏えい検知等の警報を設け、タンク等から、放射性液体廃棄物の漏えいが生じ

た場合に、その漏えいを早期に検出し、中央制御室等に警報を発することができる設計とする。

また、液体廃棄物処理設備を設ける建物の床及び壁面は、放射性液体廃棄物が漏えいし難い構造

とするとともに、液体廃棄物処理設備は独立した区画内に設けるか周辺にせき等を設け、放射性

液体廃棄物の漏えいの拡大防止対策を講じることにより、放射性液体廃棄物が万一、漏えいした

場合に、適切に措置できる設計とする。 

（３）液体廃棄物処理設備を設ける建物にあっては、当該建物からの放射性液体廃棄物の漏えいの

おそれがある場合に、建物外に通じる出入口等にはせき等を設け、建物外への放射性液体廃棄物

の漏えいを防止するとともに、床及び壁面は、建物外へ放射性液体廃棄物が漏えいし難い構造と

する。 

（４）液体廃棄物処理設備を設ける建物内部には敷地外に管理されずに排出される排水が流れる排

水路に通じる開口部（マンホール等）を設けない設計とする。 

 

 

三 原子炉施設で発生する放射性固体廃棄物については、減容保管等の処理を行うため、大洗研究所廃

棄物管理施設へ移送する。なお、金属ナトリウムが付着している、若しくは付着しているおそれのあ

る固体廃棄物については、必要に応じて、メンテナンス建物に設けた脱金属ナトリウム設備により、

金属ナトリウムを安定化するものとし、貯蔵中の火災の発生を防止する。脱金属ナトリウム処理は、

その過程において、作業エリアの区画等を行い、放射性物質が散逸し難いものとする。 

 

 

 

理施設に移送し、処理する。なお、原子炉施設における排水口は、大洗研究所廃棄物管理施設に放

射性液体廃棄物を移送する廃液輸送管とする。また、大洗研究所（南地区）の核燃料物質使用施設

等からの受入れや大洗研究所廃棄物管理施設への移送には、大洗研究所（南地区）の核燃料物質使

用施設が所掌する廃液運搬車等を使用する場合がある。 

当該放射性液体廃棄物が、放射性液体廃棄物Ａの基準を超える場合には、蒸発濃縮処理装置を

用いて濃縮処理を行う。なお、蒸発濃縮処理装置から発生した蒸気ドレンは、蒸気ドレンピットに

移送するものとし、「線量告示」に定める濃度限度以下であることを確認した上で、排水監視ポン

ド（Ⅱ）を経由し、一般排水溝へ放出する。濃度限度以上の場合は、再度、廃棄物処理建物の廃液

タンクに貯留し、処理する。濃縮液は、濃縮液タンクへ移送し、固化装置を用いて固化し、放射性

固体廃棄物として処理する。 

 

二 について 

液体廃棄物処理設備は、以下に示す方針に基づき設計するものとし、液体廃棄物処理設備が設置さ

れた廃棄物処理建物等から、放射性液体廃棄物が漏えいすることを防止し、及び敷地外へ放射性液体

廃棄物が漏えいすることを防止できるものとする。  

（１）液体廃棄物処理設備は、適切な材料が使用され、また、タンク水位の検出器やインターロッ

ク回路等の適切な計測制御設備を有し、放射性液体廃棄物の漏えいの発生を防止できる設計とす

る。 

（２）タンク水位、漏えい検知等の警報を設け、タンク等から、放射性液体廃棄物の漏えいが生じ

た場合に、その漏えいを早期に検出し、中央制御室等に警報を発することができる設計とする。

また、液体廃棄物処理設備を設ける建物の床及び壁面は、放射性液体廃棄物が漏えいし難い構造

とするとともに、液体廃棄物処理設備は独立した区画内に設けるか周辺にせき等を設け、放射性

液体廃棄物の漏えいの拡大防止対策を講じることにより、放射性液体廃棄物が万一、漏えいした

場合に、適切に措置できる設計とする。 

（３）液体廃棄物処理設備を設ける建物にあっては、当該建物からの放射性液体廃棄物の漏えいの

おそれがある場合に、建物外に通じる出入口等にはせき等を設け、建物外への放射性液体廃棄物

の漏えいを防止するとともに、床及び壁面は、建物外へ放射性液体廃棄物が漏えいし難い構造と

する。 

（４）液体廃棄物処理設備を設ける建物内部には敷地外に管理されずに排出される排水が流れる排

水路に通じる開口部（マンホール等）を設けない設計とする。 

 

三 について 

原子炉施設で発生する放射性固体廃棄物については、減容保管等の処理を行うため、大洗研究所廃

棄物管理施設へ移送する。なお、金属ナトリウムが付着している、若しくは付着しているおそれのあ

る固体廃棄物については、必要に応じて、メンテナンス建物に設けた脱金属ナトリウム設備により、

金属ナトリウムを安定化するものとし、貯蔵中の火災の発生を防止する。脱金属ナトリウム処理は、

その過程において、作業エリアの区画等を行い、放射性物質が散逸し難いものとする。 

 

 



添 8-1-1.8/1.9-53 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

 

   

 

   

 添付書類九の以下の項目参照 

1. 放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する基本方針 

3. 放射性廃棄物の廃棄 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

 

   

 

   

 添付書類九の以下の項目参照 

1. 放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する基本方針 

3. 放射性廃棄物の廃棄 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添 8-1-1.8/1.9-54 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

（保管廃棄施設） 

第二十三条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

 

固体廃棄物貯蔵設備は、廃棄物処理建物に設ける固体廃棄物Ａ貯蔵設備及び固体廃棄物Ｂ貯蔵設備並

びに原子炉附属建物に設ける原子炉附属建物固体廃棄物貯蔵設備、第二使用済燃料貯蔵建物に設ける第

二使用済燃料貯蔵建物固体廃棄物貯蔵設備及びメンテナンス建物に設けるメンテナンス建物固体廃棄物

貯蔵設備から構成する。 

廃棄物処理建物の固体廃棄物貯蔵設備は、固体廃棄物約 1 年間分を貯蔵するに十分な能力を有するも

のとする。また、原子炉附属建物、第二使用済燃料貯蔵建物及びメンテナンス建物の固体廃棄物貯蔵設

備は、保修作業及び改造工事に伴って発生する固体廃棄物を貯蔵できる能力を有するものとする。固体

廃棄物貯蔵設備は、放射性廃棄物が漏えいし難いものとし、かつ、放射性廃棄物による汚染が広がらな

いものとする。なお、原子炉施設で発生する放射性固体廃棄物については、減容保管等の処理を行うた

め、大洗研究所廃棄物管理施設へ移送する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

 

   

 

   

 添付書類九の以下の項目参照 

3. 放射性廃棄物の廃棄 

 

   

 

 

 

 

 

（保管廃棄施設） 

第二十三条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

固体廃棄物貯蔵設備は、廃棄物処理建物に設ける固体廃棄物Ａ貯蔵設備及び固体廃棄物Ｂ貯蔵設備並

びに原子炉附属建物に設ける原子炉附属建物固体廃棄物貯蔵設備、第二使用済燃料貯蔵建物に設ける第

二使用済燃料貯蔵建物固体廃棄物貯蔵設備及びメンテナンス建物に設けるメンテナンス建物固体廃棄物

貯蔵設備から構成する。 

廃棄物処理建物の固体廃棄物貯蔵設備は、固体廃棄物約 1 年間分を貯蔵するに十分な能力を有するも

のとする。また、原子炉附属建物、第二使用済燃料貯蔵建物及びメンテナンス建物の固体廃棄物貯蔵設

備は、保修作業及び改造工事に伴って発生する固体廃棄物を貯蔵できる能力を有するものとする。 

一及び二 について 

固体廃棄物貯蔵設備は、ドラム缶等の容器に入れて保管する等の方法により、放射性廃棄物が漏えい

し難いものとし、かつ、放射性廃棄物による汚染が広がらないものとする。 

なお、金属ナトリウムが付着している、若しくは付着しているおそれのある固体廃棄物については、

必要に応じて、メンテナンス建物に設けた脱金属ナトリウム設備により、金属ナトリウムを安定化する

ものとし、貯蔵中の火災の発生を防止する。脱金属ナトリウム設備は、金属製の固体廃棄物に対して使

用するスチーム洗浄装置、布や紙等の固体廃棄物を相当時間浸漬することのできる水槽等から構成する。

脱金属ナトリウム処理は、その過程において、作業エリアの区画等を行い、放射性物質が散逸し難いも

のとする。 

なお、原子炉施設で発生する放射性固体廃棄物については、減容保管等の処理を行うため、大洗研究

所廃棄物管理施設へ移送する。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

 

   

 

   

 添付書類九の以下の項目参照 

3. 放射性廃棄物の廃棄 

 

   

 

 

 

 



添 8-1-1.8/1.9-55 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

（工場等周辺における直接ガンマ線等からの防護） 

第二十四条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（工場等周辺における直接ガンマ線等からの防護） 

第二十四条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添 8-1-1.8/1.9-56 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（放射線からの放射線業務従事者の防護） 

第二十五条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

 原子炉施設には、「試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則」に基づいて管理区域

を定める。管理区域内にあっては、放射線業務従事者の立入り頻度、滞在時間等を考慮して、立入区域

の基準線量率を定め、放射線業務従事者等の作業性等を考慮して、遮蔽、機器の配置、遠隔操作、放射

性物質の漏えい防止、換気等、所要の放射線防護上の措置を講じ、放射線業務従事者等が業務に従事す

る場所における放射線量を低減できるものとし、かつ、放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時

及び設計基準事故時において、迅速な対応をするために必要な操作ができるものとして、放射線業務従

事者等の外部放射線による放射線障害を防止するものとする。なお、作業により線源を有する施設等に

近接する場合には、必要に応じて、仮設遮蔽を設けるものとする。また、中央制御室は、運転時の異常

な過渡変化時及び設計基準事故時において、迅速な対応をするために、必要な操作を行う運転員が「線

量告示」に定められた線量限度を超える放射線被ばくを受けないように、適切な遮蔽を確保した設計と

する。 

 

２及び３ について 

 原子炉施設には、放射線から放射線業務従事者を防護し、かつ、通常運転時、運転時の異常な過渡変

化時及び設計基準事故時において、原子炉施設における放射性物質の濃度及び放射線量並びに周辺監視

区域の境界付近における放射線量を監視及び測定するための放射線管理施設を設ける。また、放射線管

理施設には、放射線管理に必要な情報及び設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を、

中央制御室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備を設けるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（放射線からの放射線業務従事者の防護） 

第二十五条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

 原子炉施設には、「試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則」に基づいて管理区域

を定める。管理区域内にあっては、放射線業務従事者の立入り頻度、滞在時間等を考慮して、立入区域

の基準線量率を定め、放射線業務従事者等の作業性等を考慮して、遮蔽、機器の配置、遠隔操作、放射

性物質の漏えい防止、換気等、所要の放射線防護上の措置を講じることにより、放射線業務従事者等が

業務に従事する場所における放射線量を低減できるものとし、かつ、放射線業務従事者が運転時の異常

な過渡変化時及び設計基準事故時において、迅速な対応をするために必要な操作ができるものとして、

放射線業務従事者等の外部放射線による放射線障害を防止するものとする。なお、作業により線源を有

する施設等に近接する場合には、必要に応じて、仮設遮蔽を設けるものとする。また、中央制御室は、

運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、迅速な対応をするために、必要な操作を行う

運転員が「線量告示」に定められた線量限度を超える放射線被ばくを受けないように、適切な遮蔽を確

保した設計とする。 

 

２及び３ について 

 原子炉施設には、放射線から放射線業務従事者を防護し、かつ、通常運転時、運転時の異常な過渡

変化時及び設計基準事故時において、原子炉施設における放射性物質の濃度及び放射線量並びに周辺監

視区域の境界付近における放射線量を監視及び測定するための放射線管理施設を設ける。屋内管理用の

主要な設備として、放射線監視設備及び放射線管理関係設備を有する。原子炉施設の管理区域内の必要

な場所には、放射線監視設備として、エリアモニタを設ける。エリアモニタは、ガンマ線エリアモニタ、

中性子線エリアモニタ及び空気汚染モニタから構成するものとし、設置する場所に応じて使い分けるも

のとする。また、放射線管理関係設備として、出入管理設備・汚染検査設備（放射線管理室、汚染検査

室、ハンドフットモニタ、手洗い、シャワー、皮膚除染キット及び更衣室等）及び個人被ばくモニタリ

ング設備（個人線量計）を設ける。なお、これらは管理区域出入口付近に設けるものとする。また、定期

的及び必要の都度、管理区域内の必要な場所の線量率、空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性

物質の表面密度を測定するため、サーベイメータ等の可搬型測定器及びダストサンプル・スミヤ等の試

料を測定するための設備を設ける。これらについても、管理区域出入口付近に配置するとともに、サー

ベイメータ等については、アルファ線用、ベータ線用、ガンマ線用、中性子線用を設けるものとする。   

また、放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報及び設計基準事故時における迅速な対応のため

に必要な情報を、中央制御室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備を設けるもの

とする。中央制御室の放射線監視盤には、放射線管理に必要なエリアモニタの指示計、記録計及び警報

回路が設けられており、放射線管理に必要なエリアモニタ等の指示又は記録を集中監視できる。 

 

 

 



添 8-1-1.8/1.9-57 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

8. 放射線管理施設 

 

   

 

   

 添付書類九の以下の項目参照 

1. 放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する基本方針 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

8. 放射線管理施設 

 

   

 

   

 添付書類九の以下の項目参照 

1. 放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する基本方針 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添 8-1-1.8/1.9-58 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（保安電源設備） 

第二十八条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

１及び２ について 

 原子炉施設は、大洗研究所（南地区）南受電所から 66 kV 配電線 1回線で商用電源（外部電源）を受

電する。また、原子炉施設には、外部電源が喪失した場合において、重要安全施設がその機能を維持す

るために必要となる電力を当該重要安全施設に供給するための非常用電源設備として、ディーゼル発電

機及び蓄電池並びに電力供給設備（非常用母線切替回路及びケーブル等）を設ける。 

 原子炉施設は、重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を当該重要安全施設に供給

するため、電力系統に連系するように設計する。ここでの「重要安全施設」は、「研究炉の重要度分類の

考え方」を参考に、その機能、構造及び動作原理を考慮し、以下に属する施設より選定するものとする。 

（１）ＭＳ－１のうち、外部電源が利用できない場合に動的機能を必要とする構築物、系統及び機

器（ただし、外部電源が利用できない場合にフェイルセーフの構造及び動作原理を有するものを

除く。） 

（２）ＭＳ－２のうち、異常状態発生時に、周辺の公衆に過度の放射線被ばくを与えることを防止

するために、異常状態の緩和及び放射性物質の閉じ込め機能を果たすべき構築物、系統及び機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ について 

 （省略） 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

10. その他試験研究用等原子炉の附属施設 

 

   

 

 

 

 

 

（保安電源設備） 

第二十八条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

 原子炉施設は、大洗研究所（南地区）南受電所から 66kV配電線 1回線で商用電源（外部電源）を受電

する。 

 

 

 原子炉施設は、重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を当該重要安全施設に供給

するため、電力系統に連系するように設計する。ここでの「重要安全施設」は、「研究炉の重要度分類の

考え方」を参考に、その機能、構造及び動作原理を考慮し、以下に属する施設より選定するものとする。 

（１）ＭＳ－１のうち、外部電源が利用できない場合に動的機能を必要とする構築物、系統及び機

器（ただし、外部電源が利用できない場合にフェイルセーフの構造及び動作原理を有するものを

除く。） 

（２）ＭＳ－２のうち、異常状態発生時に、周辺の公衆に過度の放射線被ばくを与えることを防止

するために、異常状態の緩和及び放射性物質の閉じ込め機能を果たすべき構築物、系統及び機器 

 

２ について 

原子炉施設には、外部電源が喪失した場合において、計測制御系統、安全保護回路、原子炉停止系統、

原子炉冷却系統等の機能とあいまって、燃料の許容設計限界を超えないよう、炉心からの核分裂生成物

の崩壊熱を除去できるとともに、停止後、一定時間、炉心の強制冷却を必要とする場合にあっては、崩

壊熱を除去する設備に電源を供給する等、重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を

当該重要安全施設に供給するための非常用電源設備として、ディーゼル発電機及び蓄電池、並びに電力

供給設備（非常用母線切替回路及びケーブル等）を設ける。 

 

３ について 

 （変更なし） 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

10. その他試験研究用等原子炉の附属施設 

 

   

 

 

 

 

 



添 8-1-1.8/1.9-59 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（実験設備等） 

第二十九条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

 

 実験設備は、計測線付実験装置及び照射用実験装置から構成する。実験設備は、実験設備の損傷その

他の実験設備の異常が発生した場合においても、原子炉の安全性を損なうおそれがないように、かつ、

実験物の移動又は状態の変化が生じた場合においても、運転中の原子炉に反応度が異常に投入されない

ように、また、放射線又は放射性物質の著しい漏えいのおそれがないように設計する。 

 

 計測線付実験装置は、上部構造、案内管及び試料部から構成する。計測線付実験装置の案内管及び試

料部は、炉心の核熱特性に影響を与えない範囲で、炉心内の任意の位置に装荷する。また、計測線付実

験装置は、試料部等に検出器を取り付け、計測線を、上部構造を通じて原子炉容器外に取り出すことで、

照射中の温度等をオンラインで測定できるものとし、原子炉施設の健全性を確保するために当該実験装

置の動作状況、異常の発生状況、周辺の環境の状況その他の原子炉の安全上必要なパラメータを有する

場合には、これらを中央制御室に表示できるものとする。なお、計測線付実験装置は、試験目的に応じ、

原子炉運転中に試料部を案内管内で可動できる構造とする。試料部を可動するための設備は、中央制御

室と相互に連絡することができる場所に設置するものとする。 

 照射用実験装置は、本体設備と必要に応じてスペクトル調整設備で構成される。本体設備は、炉心の

核熱特性に影響を与えない範囲で、炉心内の任意の位置に装荷して使用する。スペクトル調整設備は、

照射試験の目的に応じて、照射位置における中性子スペクトルを調整するため、炉心の核熱特性に影響

を与えない範囲で、本体設備の周囲に装荷する（炉心燃料領域を除く。）。 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

10. その他試験研究用等原子炉の附属施設 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実験設備等） 

第二十九条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

一、二及び三 について 

 実験設備は、計測線付実験装置及び照射用実験装置から構成する。実験設備は、実験設備の損傷その

他の実験設備の異常が発生した場合においても、原子炉の安全性を損なうおそれがないように、かつ、

実験物の移動又は状態の変化が生じた場合においても、運転中の原子炉に反応度が異常に投入されない

ように、また、放射線又は放射性物質の著しい漏えいのおそれがないように設計する。 

四及び五 について 

 計測線付実験装置は、上部構造、案内管及び試料部から構成する。計測線付実験装置の案内管及び試

料部は、炉心の核熱特性に影響を与えない範囲で、炉心内の任意の位置に装荷する。また、計測線付実

験装置は、試料部等に検出器を取り付け、計測線を、上部構造を通じて原子炉容器外に取り出すことで、

照射中の温度等をオンラインで測定できるものとし、原子炉施設の健全性を確保するために当該実験装

置の動作状況、異常の発生状況、周辺の環境の状況その他の原子炉の安全上必要なパラメータを有する

場合には、これらを中央制御室に表示できるものとする。なお、計測線付実験装置は、試験目的に応じ、

原子炉運転中に試料部を案内管内で可動できる構造とする。試料部を可動するための設備は、中央制御

室と相互に連絡することができる場所に設置するものとする。 

 照射用実験装置は、本体設備と必要に応じてスペクトル調整設備で構成される。本体設備は、照射試

料を内包した構造を有しており、照射試料は、照射物を照射試料キャプセルに密封した構造を有する。

本体設備は、炉心の核熱特性に影響を与えない範囲で、炉心内の任意の位置に装荷して使用する。スペ

クトル調整設備は、照射試験の目的に応じて、照射位置における中性子スペクトルを調整するため、炉

心の核熱特性に影響を与えない範囲で、本体設備の周囲に装荷する（炉心燃料領域を除く。）。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

10. その他試験研究用等原子炉の附属施設 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添 8-1-1.8/1.9-60 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（通信連絡設備等） 

第三十条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

 

 原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合において、敷地内にいる従業員及び見学者等を含めた

全ての人に対し、過度の放射線被ばくを防止するという観点から行う事象の発生の連絡や避難指示等の

必要な指示ができるように、通信連絡設備を設ける。また、設計基準事故が発生した場合において、原

子炉施設外の通信連絡をする必要がある場所との通信回線は、多重性又は多様性を確保した設計とする。

なお、外部必要箇所への通信連絡設備及びデータ伝送設備に用いる通信回線については、専用であって

多様性を備えたものとし、さらに、原子炉施設の内部における必要箇所との間の通信連絡設備は、多様

性を備えたものとする。通信連絡設備の一部は、大洗研究所で共用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

1. 安全設計の考え方 

 

   

 

 

 

 

 

 

（通信連絡設備等） 

第三十条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

 原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合において、敷地内にいる従業員及び見学者等を含めた

全ての人に対し、過度の放射線被ばくを防止するという観点から行う事象の発生の連絡や避難指示等が

できるように、通信連絡設備を設ける。 

当該通信連絡設備は、構内一斉放送設備、非常用放送設備及び送受話器(ページング)から構成する。

構内一斉放送設備は、敷地内にいる人に対し指示できるものとし、非常用放送設備は、原子炉施設内の

人に対し、中央制御室から指示できるものとする。また、送受話器（ページング）は、中央制御室と関連

する現場との間で通信連絡できるものとする。 

構内一斉放送設備は、大洗研究所で共用するものであり、外部電源喪失時にあっても使用できるよう、

専用の非常用発電機を有する。非常用放送設備及び送受話器(ページング)は、外部電源喪失時にあって

も使用できるよう、非常用ディーゼル電源系に接続する。 

 

２ について 

設計基準事故が発生した場合において、原子炉施設外の通信連絡をする必要がある場所との通信連絡

設備は、次のような設計とする。なお、固定電話はメタル回線に接続し、携帯電話は、バッテリー内蔵

型（充電式）とすることで、外部電源喪失時にあっても使用できるものとする。 

（1）大洗研究所内に設置される現地対策本部から関係官庁等の異常時通報連絡先機関等へ連絡を行う

ための通信連絡設備については、一般電話回線の固定電話、災害時優先回線の携帯電話及びファ

クシミリ並びに衛星回線の携帯電話により、専用であって多様性を確保したものとする。なお、

多量の放射性物質等を放出する事故が発生した場合においては、災害時優先回線及び衛星回線の

携帯電話により多様性を確保したものとする。 

（2）大洗研究所内部における必要箇所との間の通信連絡設備は、一般電話回線の固定電話及びファク

シミリ、災害時優先回線の携帯電話により多様性を備え、相互に連絡ができるものとする。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

1. 安全設計の考え方 

10. その他試験研究用等原子炉の附属施設 

 

   

   

 

 

 

 



添 8-1-1.8/1.9-61 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（炉心等） 

第三十二条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

炉心は、予想される全ての運転範囲において、原子炉出力の過渡的変化に対し、燃料集合体の損傷を

防止又は緩和するため、燃料温度係数、冷却材温度係数及びナトリウムボイド反応度等を総合した反応

度フィードバックが急速な固有の出力抑制効果を有するとともに、出力変動が発生した場合にあっても、

燃料の許容設計限界を超える状態に至らないように十分な減衰特性を持ち、又は出力変動を制御し得る

ように設計する。標準平衡炉心における反応度係数の核設計計算結果を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ドップラ係数 －（1.3～3.3）×10-3Tdk/dT  

  温度係数（ドップラ効果を除く。） 

   燃料温度係数 －（2.2～4.2）×10-6Δk/k/℃ 

   構造材温度係数 －（0.8～1.7）×10-6Δk/k/℃ 

   冷却材温度係数 －（6.6～12.5）×10-6Δk/k/℃ 

   炉心支持板温度係数 －（1.1～1.7）×10-5Δk/k/℃ 

  ナトリウムボイド反応度 －（1.3～2.5）×10-2Δk/k 

 

2 について 

 炉心燃料集合体は、原子炉内における使用期間中、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に原子

炉の運転に支障が生ずる場合において、原子炉冷却系統、原子炉停止系統、反応度制御系統、計測制御

系統及び安全保護回路の機能と併せて機能することにより、燃料の許容設計限界を超えないよう、かつ、

（炉心等） 

第三十二条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

反応度制御は、ボールナットスクリュ方式により、制御棒の位置を調整することにより実施する。 

炉心は、予想される全ての運転範囲において、原子炉出力の過渡的変化に対し、燃料集合体の損傷を

防止又は緩和するため、燃料温度係数、冷却材温度係数及びナトリウムボイド反応度等を総合した反応

度フィードバックが急速な固有の出力抑制効果を有するとともに、出力変動が発生した場合にあっても、

燃料の許容設計限界を超える状態に至らないように十分な減衰特性を持ち、又は出力変動を制御し得る

ように設計するものとしており、反応度や主冷却器空気流量のステップ状の変化に起因する出力振動に

対して、固有の出力抑制効果及び原子炉冷却材温度制御系の応答動作等により、十分な減衰特性をもた

せて安定に制御可能である。 

また、炉心構成にあっては、燃料集合体の最大個数を 79体（炉心燃料集合体の最大個数：79体／照射

燃料集合体の最大個数：4体）に制限するとともに、制御棒や反射体（材料照射用反射体を含む）、照射

用実験装置等の炉心構成要素の体数や配置を限定し、原子炉固有の出力抑制特性や反応度制御能力への

影響を所定の範囲内とした。 

標準平衡炉心における反応度係数の核設計計算結果を以下に示す。反応度係数は、標準平衡炉心にお

ける計算値に対して、炉心構成や燃料初期組成、燃焼の影響や実測値に基づく不確かさ等を考慮し、±

20％又は±30％の範囲を制限値として設定する。また、最大過剰反応度は、サイクル運転（60日）末期

に過剰反応度が零となることを想定し、燃焼補償用反応度、温度補償用反応度及び出力補償用反応度並

びに運転余裕用を積み上げて設定し、反応度制御能力、反応度停止余裕及び最大反応度添加率は、保守

的となる制御棒挿入パターンで計算するとともに、計算で求めた反応度価値に補正係数を乗じ設定する。

これらの遵守状況は設工認段階や運転段階の各段階で確認する。 

なお、炉心最外周には遮へい集合体を設置しており、炉内燃料貯蔵ラックに装荷された燃料は、炉心

の臨界性に影響を及ぼすことがないものとしている。 

  ドップラ係数 －（1.3～3.3）×10-3Tdk/dT  

  温度係数（ドップラ効果を除く。） 

   燃料温度係数 －（2.2～4.2）×10-6Δk/k/℃ 

   構造材温度係数 －（0.8～1.7）×10-6Δk/k/℃ 

   冷却材温度係数 －（6.6～12.5）×10-6Δk/k/℃ 

   炉心支持板温度係数 －（1.1～1.7）×10-5Δk/k/℃ 

  ナトリウムボイド反応度 －（1.3～2.5）×10-2Δk/k 

 

２ について 

 炉心燃料集合体は、原子炉内における使用期間中、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に原子

炉の運転に支障が生ずる場合において、原子炉冷却系統、原子炉停止系統、反応度制御系統、計測制御

系統及び安全保護回路の機能と併せて機能することにより、燃料の許容設計限界を超えないよう、かつ、



添 8-1-1.8/1.9-62 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

その被覆管のクリープ寿命分数和と疲労寿命分数和を加えた累積損傷和が設計上の制限値である 1.0 を

超えないよう、通常運転時における熱的制限値を設定し、これを満たすように設計し、通常運転時及び

運転時の異常な過渡変化時において、燃料ペレットが溶融温度に達することなく、被覆管が機械的に破

損せず、かつ、冷却材が沸騰しないようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ について 

 燃料集合体、反射体及び遮へい集合体並びに炉心構造物等は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化

時及び設計基準事故時において、原子炉を安全に停止し、かつ、停止後に炉心の冷却機能を維持できる

ように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その被覆管のクリープ寿命分数和と疲労寿命分数和を加えた累積損傷和が設計上の制限値である 1.0 を

超えないよう、通常運転時における熱的制限値（燃料最高温度：2350℃、被覆管最高温度：620℃）を設

定し、これを満たすように設計し、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、燃料ペレット

が溶融温度に達することなく、被覆管が機械的に破損せず、かつ、冷却材が沸騰しないようにする。 

通常運転時の最高温度については、最大線出力密度を核設計結果より約 330W/cm とし、冷却材流量を

被覆管最高温度の計算結果が熱的制限値となるようにし、工学的安全係数も考慮して計算し、熱的制限

値を超えないことを確認した（燃料最高温度：約 2300℃、被覆管最高温度：620℃以下）。 

また、反応度係数は、標準平衡炉心における計算値に対して、炉心構成や燃料初期組成、燃焼の影響

や実測値に基づく不確かさ等を考慮し、±20％又は±30％の範囲を制限値として設定した上で、さらに

＋10％の変化幅を考慮し、事象に応じて上下限値又はゼロを保守的に組み合わせて設定するものとして

も、通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時に試験研究用等原子炉の運転に支障が生ずる場合におい

て、原子炉冷却系統、原子炉停止系統、反応度制御系統、計測制御系統及び安全保護回路の機能と併せ

て機能することにより燃料の許容設計限界（熱設計基準値）を超えないことを確認した。 

燃料最高温度に係る熱設計基準値は、保守的に評価した燃料の融点（約 2720℃）に、さらに測定誤差

（35℃）及び工学的判断に基づく安全裕度（35℃）を考慮して 2650℃に設定した。被覆管最高温度に係

る熱設計基準値は、照射済被覆管の炉外急速加熱バースト試験データを基に、安全余裕を考慮して 840℃

に設定した。冷却材最高温度に係る熱設計基準値は、冷却材が沸騰しない値として 910℃に設定した。 

 

３ について 

 燃料集合体、反射体及び遮へい集合体並びに炉心構造物等は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化

時及び設計基準事故時において、原子炉を安全に停止し、かつ、停止後に炉心の冷却機能を維持できる

ように設計する。 

ここでも、反応度係数は、標準平衡炉心における計算値に対して、炉心構成や燃料初期組成、燃焼の

影響や実測値に基づく不確かさ等を考慮し、±20％又は±30％の範囲を制限値として設定した上で、さ

らに＋10％の変化幅を考慮した上で、事象に応じて上下限値又はゼロを保守的に組み合わせて設定する

ものとしても、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に試験研究用等原子炉の運

転に支障が生ずる場合において、原子炉冷却系統、原子炉停止系統、反応度制御系統、計測制御系統及

び安全保護回路の機能と併せて機能することにより燃料の許容設計限界（熱設計基準値）を超えないこ

とを確認した。 

設計基準事故にあっても、燃料の許容設計限界を超えることはないことから、燃料集合体の過度の変

形・破壊が生じることはない。また、これらを支持する炉心構造物についても、過度の変形・破壊が生

じることはなく、所要の運転期間において、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に、被覆管によ

る放射性物質の閉じ込め機能、制御棒の挿入性及び冷却可能な形状は確保される。 

また、これらは、経年変化に際し、主要な影響因子である中性子照射量に対して、燃料集合体につい

ては燃焼度を制限することで、制御棒の挿入性及び冷却可能な形状の確保にあっては、原子炉容器の設

計制限中性子照射量（＞1MeV）を 1020n/cm2 とし、有効運転時間 20 年間の寿命中に中性子照射に起因す

る損傷によって、原子炉の運転に支障が生じることがないものとし、かつ、原子炉容器は、中性子照射

に起因する非延性破壊を考慮し、原子炉容器材料の中性子照射による機械的性質の変化を監視するため

の各種試験片を、原子炉容器内で照射し、定期的に取り出して、その健全性を確認できる構造としてい
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４ について 

 炉心燃料集合体は、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における原子炉内の圧力、自重、附加

荷重その他の炉心燃料集合体に加わる負荷に耐え、かつ、輸送中又は取扱中において、著しい変形を生

じないように設計する。燃料要素は、燃料温度、核分裂生成ガスによる内部ガス圧、被覆管の応力及び

歪等を制限することにより、その健全性を確保する。燃料集合体は、種々の荷重に基づく応力及び変形

を制限することにより、その健全性を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

3. 原子炉本体 

5. 原子炉冷却系統施設 

6. 計測制御系統施設 

 

   

 

 

 

 

 

る。 

また、炉心支持構造物についても、原子炉容器と同様に、有効運転時間を 20 年間として設計するとと

もに、オーステナイト系ステンレス鋼を使用しており、各種試験片により健全性を確認できる。 

 

４ について 

炉心燃料集合体は、127 本の燃料要素を束ねたものをステンレス鋼製のラッパ管内に収納したもので

あり、各燃料要素はその下部端栓部に差し込まれた板状のノックバーを、エントランスノズルに溶接さ

れた正六角形の組枠に固定することで支持されている。 

燃料集合体は、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に、種々の荷重に基づく応力及び変形を制

限することにより、燃料集合体の健全性が損なわれることがない設計とする。ここでは、寸法公差や各

部温度などの評価条件を保守的に設定するものとしても、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に

おいて集合体各部の応力が設計許容応力を超えないことを確認した。また、輸送中又は取扱中に加わる

荷重として、設計上の加速度条件として 6Gを設定し、この加速度に基づく荷重により、燃料要素支持部

等に発生する応力を評価し、これが許容応力以下であることを確認することで過度の変形を防止し、そ

の機能が阻害されることがないように設計する。ここでは、輸送時及び取扱い時に各部にかかる応力が

設計許容応力を超えないことを確認した。 

燃料要素は、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に、燃料温度、核分裂生成ガスによる内部ガ

ス圧、被覆管の応力及び歪等を制限することにより、その健全性が損なわれることがない設計とする。

ここでは、寸法公差や発生ガス量、各部温度、熱過渡条件などの評価条件を保守的に設定するものとし

ても、通常運転時において燃料中心温度が熱的制限値を満足し、かつ運転時の異常な過渡変化時におい

て、燃料中心温度が熱設計基準値を満足すること、使用期間中の被覆管歪が十分小さいこと、使用期間

中に被覆管内圧によるクリープ破断が生じないこと、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時におい

て被覆管各部の応力が設計許容応力を超えないこと、使用期間中の累積疲労サイクルが制限値を超えな

いことを確認した。また、設計加速度 6Gに対する荷重に対して十分な強度を有し、その機能が阻害さ

れることがないように設計する。ここでは、輸送時及び取扱い時にプレナムスリーブが座屈しないこ

と、ペレットが移動しないことを確認した。 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

3. 原子炉本体 

5. 原子炉冷却系統施設 

6. 計測制御系統施設 
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 添付書類十の以下の項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 添付書類十の以下の項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（外部電源を喪失した場合の対策設備等） 

第四十二条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

 

 原子炉施設には、外部電源が喪失した場合において、計測制御系統、安全保護回路、原子炉停止系統、

原子炉冷却系統等の機能とあいまって、燃料の許容設計限界を超えないよう、炉心からの核分裂生成物

の崩壊熱を除去できるとともに、停止後、一定時間、炉心の強制冷却を必要とする場合にあっては、崩

壊熱を除去する設備に電源を供給するための非常用電源設備として、ディーゼル発電機及び蓄電池並び

に電力供給設備（非常用母線切替回路及びケーブル等）を設ける。また、蓄電池については、全交流動

力電源喪失（外部電源喪失及び非常用ディーゼル電源系喪失）時に原子炉を安全に停止し、又はパラメ

ータを監視する設備の動作に必要な容量を有するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（外部電源を喪失した場合の対策設備等） 

第四十二条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

原子炉施設には、外部電源が喪失した場合において、計測制御系統、安全保護回路、原子炉停止系統、

原子炉冷却系統等の機能とあいまって、燃料の許容設計限界を超えないよう、炉心からの核分裂生成物

の崩壊熱を除去できるとともに、停止後、一定時間、炉心の強制冷却を必要とする場合にあっては、崩

壊熱を除去する設備に電源を供給するための非常用電源設備として、ディーゼル発電機及び蓄電池並び

に電力供給設備（非常用母線切替回路及びケーブル等）を設ける。また、蓄電池については、全交流動

力電源喪失（外部電源喪失及び非常用ディーゼル電源系喪失）時に原子炉を安全に停止し、又はパラメ

ータを監視する設備の動作に必要な容量を有するものとする。 

非常用電源設備及びその附属設備（ディーゼル発電機及び蓄電池並びに電力供給設備（非常用母線切

替回路及びケーブル等））は、多重性又は多様性並びに独立性を確保し、その系統を構成する機械又は器

具の単一故障が発生した場合であっても、運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において工学

的安全施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するために十分な容量を有するも

のとする。 

ディーゼル発電機については、定格容量を約 2,500kVAとし、外部電源の喪失に対処するための設備が

その機能を確保するために必要な負荷（以下「非常用負荷」という。）に対して 100％の容量を有するも

のを 2系統の非常用ディーゼル電源系に各 1基（合計：2基）設置する。なお、非常用負荷は、2基のデ

ィーゼル発電機のうち 1 基が停止した場合にあっても、他の 1 基により原子炉の安全を維持できるよう

に負荷を構成する。 

交流無停電電源系の蓄電池については、容量を 800Ah とし、非常用負荷のうち、交流無停電電源系に

接続される負荷に対して 100％の容量を有し、かつ、2時間の放電ができるものを 2系統の交流無停電電

源系に各 1組（合計：2組）設置する。また、直流無停電電源系の蓄電池については、容量を 1,800Ahと

し、非常用負荷のうち、直流無停電電源系に接続される負荷に対して 100％の容量を有し、かつ、2時間

の放電ができるものを 2系統の直流無停電電源系に各 1組（合計：2組）設置する。交流無停電電源系及

び直流無停電電源系は、一方の装置の故障又は修理時にあっても、母線連絡用遮断器を投入することで、

もう一方の系統より支障なく給電できるものとする。 

 

２ について 

全交流動力電源喪失（外部電源喪失及び非常用ディーゼル電源系喪失）時に使用する機能に必要な電

源は、交流無停電電源系又は直流無停電電源系から供給され、これらの蓄電池については、全交流動力

電源喪失時に原子炉を安全に停止し、又はパラメータを監視する設備の動作に必要な容量を有するもの

とする。 

交流無停電電源系の蓄電池については、容量を 800Ah とし、非常用負荷のうち、交流無停電電源系に

接続される負荷に対して 100％の容量を有し、かつ、2時間の放電ができるものを 2系統の交流無停電電

源系に各 1組（合計：2組）設置する。また、直流無停電電源系の蓄電池については、容量を 1,800Ahと
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 添付書類八の以下の項目参照 

10. その他試験研究用等原子炉の附属施設 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し、非常用負荷のうち、直流無停電電源系に接続される負荷に対して 100％の容量を有し、かつ、2時間

の放電ができるものを 2系統の直流無停電電源系に各 1組（合計：2組）設置する。 

全交流動力電源喪失が長期化する全交流動力電源喪失事故は、「設置許可基準規則」第 53 条の解釈を

踏まえた上で、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故として想定する事象の一つに該当する。

全交流動力電源喪失時には、外部電源喪失が発生した時点で、原子炉保護系が作動し、制御棒駆動機構

の制御棒保持電磁石励磁断により、制御棒は、自重及びスプリングにより加速されて、炉心に落下・挿

入され、原子炉は停止する。原子炉停止時に原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残留熱につ

いては、１次主冷却系及び２次主冷却系の冷却材の自然循環により除去し、最終ヒートシンクである大

気に輸送される。原子炉施設は、全交流動力電源喪失時に原子炉を安全に停止する観点で、電源供給を

必要とする動的機器を有しない。なお、原子炉冷却材バウンダリは維持されるため、全交流動力電源喪

失は、閉じ込め機能に影響を及ぼさない。 

全交流動力電源喪失時に監視するパラメータには、①原子炉出力（線形出力系核計装（3チャンネル））、

②原子炉出入口冷却材温度、③主冷却器出口冷却材温度が該当する。原子炉出力については、全交流動

力電源喪失の発生直後において原子炉が停止したことが確認できる。原子炉出入口冷却材温度及び主冷

却器出口冷却材温度は、原子炉停止時に原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残留熱が除去さ

れていることの確認と事故対策上必要な手動操作に係る監視を目的とする。これらのプロセス計装は、

中央制御室制御盤に設置されており、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故に対処するため

の電源設備から、2時間以内に必要容量の電力が供給される。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

10. その他試験研究用等原子炉の附属施設 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添 8-1-1.8/1.9-67 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（試験用燃料体） 

第四十三条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

一 照射燃料集合体の熱設計は、炉心燃料集合体の設計方針に基づいて行う。ただし、試験用要素を装

填した照射燃料集合体は、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、試験用要素が計画さ

れた範囲内でその健全性を喪失しても、他の燃料要素の健全性に影響を与えないよう、それぞれの燃

料要素について、設計方針を定め、その方針を満足するよう設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二及び四 照射燃料集合体は、設計基準事故時において、照射燃料集合体が破損した場合においても、

原子炉を安全に停止するために必要な機能及び炉心の冷却機能を損なうおそれがないように、また、

輸送中又は取扱中において、著しい変形が生じないように設計する。燃料要素は、燃料温度、核分裂

生成ガスによる内部ガス圧、被覆管の応力及び歪等を制限することにより、その健全性を確保する。

ただし、試験用要素にあっては、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、計画された範

囲でその健全性を喪失しても、他の燃料要素の健全性に影響を与えないよう、使用する試験用要素に

応じて設計方針を定め、その方針を満足するよう設計する。燃料集合体は、炉心燃料集合体の設計方

針に準ずる。ただし、限界照射試験用要素を装填した照射燃料集合体にあっては、コンパートメント

の冷却材出口部は多数の小口径の孔とし、万一、限界照射試験用要素の開孔部から燃料が放出された

場合でも、炉心燃料集合体の冷却を阻害するおそれのある粒径の燃料粒子が照射燃料集合体の外側へ

漏れ出ない構造とする。先行試験用要素を装填した照射燃料集合体にあっては、燃料溶融状態の先行

試験用要素の被覆管の破損が生じた場合でも、内壁構造容器の健全性が確保される構造とするととも

に、内壁構造容器の冷却材出口部を多数の小口径の孔とし、万一、先行試験用要素の被覆管の破損部

から燃料が放出された場合でも、炉心燃料集合体の冷却を阻害するおそれのある粒径の燃料粒子が照

射燃料集合体の外側へ漏れ出ない構造とする。基礎試験用要素を装填した照射燃料集合体にあって

は、基礎試験用要素の被覆管が開孔した場合でも、密封構造容器の健全性が確保される構造とする。 

 

（試験用燃料体） 

第四十三条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

一 について 

試験用要素以外の燃料要素は、燃料温度、核分裂生成ガスによる内部ガス圧、被覆管の応力及び歪

等を制限することにより、その健全性を確保する。 

ただし、試験用要素は、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、試験用要素が計画さ

れた範囲内でその健全性を喪失しても、他の燃料要素の健全性に影響を与えないよう、それぞれの燃

料要素について、設計方針を定め、その方針を満足するよう設計する。 

照射燃料集合体は、装填する燃料要素の健全性を維持できない場合においても、炉心燃料集合体の

性状又は性能に悪影響を与えないよう、装填する燃料の特徴に応じてコンパートメント、内壁構造容

器又は密封構造容器を設けることとする。燃料が溶融する可能性が低く、かつ被覆管が壊れる可能性

が低い燃料要素に対してはラッパ管で、燃料が溶融する可能性は低いものの被覆管が壊れる可能性が

高い燃料要素に対してはコンパートメントで、燃料が溶融する可能性が高く被覆管が壊れる可能性が

高い燃料要素に対しては内壁構造容器または密封構造容器で、それぞれの安全を確保し、他の燃料集

合体へ影響を与えないように設計する。なお、限界照射試験用要素を装填した照射燃料集合体にあっ

ては、コンパートメントの冷却材出口部は多数の小口径の孔とし、万一、限界照射試験用要素の開孔

部から燃料が放出された場合でも、炉心燃料集合体の冷却を阻害するおそれのある粒径の燃料粒子が

照射燃料集合体の外側へ漏れ出ない構造とする。 

 

二 について 

試験用要素以外の燃料要素は、設計基準事故時において、照射燃料集合体が破損した場合において

も、原子炉を安全に停止するために必要な機能及び炉心の冷却機能を損なうおそれがないように、燃

料温度、核分裂生成ガスによる内部ガス圧、被覆管の応力及び歪等を制限することにより、その健全

性を確保する。 

試験用要素にあっては、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、計画された範囲でそ

の健全性を喪失しても、他の燃料要素の健全性に影響を与えないよう、使用する試験用要素に応じて

設計方針を定め、その方針を満足するよう設計する。 

照射燃料集合体は、装填する燃料要素の健全性を維持できない場合においても、炉心燃料集合体の

性状又は性能に悪影響を与えないよう、装填する燃料の特徴に応じてコンパートメント、内壁構造容

器又は密封構造容器を設けることとする。燃料が溶融する可能性が低く、かつ被覆管が壊れる可能性

が低い燃料要素に対してはラッパ管で、燃料が溶融する可能性は低いものの被覆管が壊れる可能性が

高い燃料要素に対してはコンパートメントで、燃料が溶融する可能性が高く被覆管が壊れる可能性が

高い燃料要素に対しては内壁構造容器又は密封構造容器で、それぞれ安全を確保し、他の燃料集合体

へ影響を与えないように設計する。なお、限界照射試験用要素を装填した照射燃料集合体にあっては、

コンパートメントの冷却材出口部は多数の小口径の孔とし、万一、限界照射試験用要素の開孔部から

燃料が放出された場合でも、炉心燃料集合体の冷却を阻害するおそれのある粒径の燃料粒子が照射燃
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三 燃料要素は、燃料温度、核分裂生成ガスによる内部ガス圧、被覆管の応力及び歪等を制限すること

により、その健全性を確保する。また、照射燃料集合体の 1体当たりの核分裂性物質量は、炉心燃料

集合体のそれを超えないものとする。Ｂ型、Ｃ型及びＤ型照射燃料集合体のそれぞれの 1体当たりの

核分裂性物質量は、Ａ型照射燃料集合体のそれの最大を超えないものとする。ただし、試験用要素に

あっては、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、計画された範囲でその健全性を喪失

するものがある。限界照射試験用要素、先行試験用要素及び基礎試験用要素の装填時にあっては、年

間照射試験回数を制限するとともに、燃料破損検出系により、燃料要素の被覆管の開孔又は破損が検

知された場合には、原子炉を停止し、当該照射燃料集合体を炉心から取り出すとともに、放射性廃ガ

ス中の放射性物質の濃度が所定の値を超える場合には、当該廃ガスを貯留タンクに圧入貯蔵するもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

3. 原子炉本体 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料集合体の外側へ漏れ出ない構造とする。先行試験用要素を装填した照射燃料集合体にあっては、燃

料溶融状態の先行試験用要素の被覆管の破損が生じた場合でも、内壁構造容器の健全性が確保される

構造とするとともに、内壁構造容器の冷却材出口部を多数の小口径の孔とし、万一、先行試験用要素

の被覆管の破損部から燃料が放出された場合でも、炉心燃料集合体の冷却を阻害するおそれのある粒

径の燃料粒子が照射燃料集合体の外側へ漏れ出ない構造とする。基礎試験用要素を装填した照射燃料

集合体にあっては、基礎試験用要素の被覆管が開孔した場合でも、密封構造容器の健全性が確保され

る構造とする。 

 

三 について 

 試験用要素以外の燃料要素は、燃料温度、核分裂生成ガスによる内部ガス圧、被覆管の応力及び歪

等を制限することにより、その健全性を確保する。また、照射燃料集合体の 1 体当たりの核分裂性物

質量は、炉心燃料集合体のそれを超えないものとする。Ｂ型、Ｃ型及びＤ型照射燃料集合体のそれぞ

れの 1体当たりの核分裂性物質量は、Ａ型照射燃料集合体のそれの最大を超えないものとする。 

試験用要素にあっては、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、計画された範囲でそ

の健全性を喪失するものがある。限界照射試験用要素、先行試験用要素及び基礎試験用要素の装填時

にあっては、年間照射試験回数を制限するとともに、燃料破損検出系により、燃料要素の被覆管の開

孔又は破損が検知された場合には、原子炉を停止し、当該照射燃料集合体を炉心から取り出すととも

に、放射性廃ガス中の放射性物質の濃度が所定の値を超える場合には、当該廃ガスを貯留タンクに圧

入貯蔵するものとする。 

 

四 について 

照射燃料集合体は、輸送中又は取扱中において、著しい変形が生じないように、輸送中又は取扱中

に加わる荷重として、設計上の加速度条件として 6Gを設定し、この加速度に基づく荷重により、燃料

要素支持部等に発生する応力を評価し、これが許容応力以下であることを確認することで過度の変形

を防止し、その機能が阻害されることがないように設計する。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

3. 原子炉本体 
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（燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設） 

第四十四条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

原子炉施設には、新燃料の搬入から使用済燃料の搬出までの取扱いにおいて、関連する機器等を連携

し、当該燃料集合体等を搬入及び搬出するための核燃料物質取扱設備を設ける。核燃料物質取扱設備は、

燃料集合体等が臨界に達するおそれがないように、かつ、崩壊熱により燃料集合体等が溶融しないよう

に、また、使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を確保した上で、燃料集合体等の取扱中に

おける燃料集合体等の落下を防止できるように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設） 

第四十四条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

一 について  

原子炉施設には、新燃料の搬入から使用済燃料の搬出までの取扱いにおいて、関連する機器等を

連携し、当該燃料集合体等を搬入及び搬出するための核燃料物質取扱設備を設ける。 

新燃料は、燃料取扱用キャスクカーにより、原子炉附属建物新燃料貯蔵設備からトランスファロー

タに、次に、燃料出入機により、トランスファロータから炉内燃料貯蔵ラックに移動され、燃料交換

機により炉心に装荷されるものとする。 

使用済燃料は、上記の逆の手順で、燃料交換機により、炉心から炉内燃料貯蔵ラックに移動され、

60日以上冷却される（ただし、照射燃料集合体について、その試験の目的に応じた適切な冷却期間を

設定することは妨げない。）。その後、使用済燃料は、燃料出入機、トランスファロータ、燃料取扱用

キャスクカー、ナトリウム洗浄装置、燃料集合体缶詰装置等を用いて、原子炉附属建物使用済燃料貯

蔵設備に移動されるものとする。 

 

二 について 

 核燃料物質取扱設備は、燃料集合体等が臨界に達するおそれがないように設計する。一つの操作

で取り扱う燃料集合体等は、1 体とする（ただし、トランスファロータでの燃料集合体等の移送を除

く。）。 

 

三 について 

核燃料物質取扱設備は、崩壊熱により燃料集合体等が溶融しないように設計する。燃料出入機及び

トランスファロータでは、燃料集合体等をポット（ナトリウムを保有）に収納した状態で取り扱う。

燃料取扱用キャスクカーでは、アルゴンガス循環装置により内部のアルゴンガスを循環する。ナトリ

ウム洗浄装置では、アルゴンガスを循環させることで、使用済燃料等を冷却しつつ、徐々に水蒸気を

供給することで、ナトリウムを安定化した後、最終的に水を用いて使用済燃料等を洗浄する。燃料集

合体缶詰装置では、使用済燃料等を缶詰缶に封入する。缶詰缶の内部には、水を充填する。 

また、使用済燃料は、燃料交換機により、炉心から炉内燃料貯蔵ラックに移動され、60 日以上冷

却される（ただし、照射燃料集合体について、その試験の目的に応じた適切な冷却期間を設定するこ

とは妨げない。）ものとする。 

 

四 について 

核燃料物質取扱設備は、使用済燃料からの放射線に対して、十分な厚さを有する遮蔽構造を設け、

適切な遮蔽能力を確保するように設計する。 

 

五 について 
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２ について 

原子炉施設には、燃料集合体等を貯蔵するための核燃料物質貯蔵設備を設ける。核燃料物質貯蔵設備

は、必要な容量を有し、かつ、燃料集合体等が臨界に達するおそれがないように設計する。  

新燃料を貯蔵するため、原子炉施設には、原子炉附属建物に新燃料検査貯蔵設備、及び第一使用済燃

料貯蔵建物に新燃料貯蔵設備を設ける。また、一時的な中継貯蔵設備として炉内燃料貯蔵ラックを設け

る。各核燃料物質貯蔵設備の貯蔵能力を以下に示す。 

 

  原子炉附属建物新燃料検査貯蔵設備 

   新燃料 70体 

 第一使用済燃料貯蔵建物新燃料貯蔵設備 

  新燃料 64体 

 炉内燃料貯蔵ラック 

  燃料集合体 約 27体（使用済燃料と合わせての貯蔵能力） 

 使用済燃料を貯蔵するため、原子炉附属建物、第一使用済燃料貯蔵建物及び第二使用済燃料貯蔵建物

に、使用済燃料貯蔵設備を設ける。また、一時的な中継貯蔵設備として炉内燃料貯蔵ラックを設ける。 

 

 

 

 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備 

  使用済燃料 200体 

 第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備  

  使用済燃料 600体 

 第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備 

  使用済燃料 350体 

 炉内燃料貯蔵ラック 

  燃料集合体 約 27体（新燃料と合わせての貯蔵能力） 

 

 

 

 

 

核燃料物質取扱設備は、燃料集合体等の取扱中における燃料集合体等の落下を防止できるように設

計する。 

使用済燃料貯蔵設備において、使用済燃料等の輸送容器の取扱い等に使用するクレーン（キャスク

クレーン）（揚重物を含む。）については、貯蔵ラック等に落下することがないように設計する。水冷

却池内の使用済燃料等の移送に使用する燃料移送機については、取扱中における使用済燃料等の落下

を防止できる構造とする。また、駆動電源等の喪失に対してフェイルセーフの設計とし、駆動電源等

喪失時にあっても、使用済燃料等の保持状態を維持できるものとする。さらに、インターロックを設

け、誤操作による使用済燃料等の落下を防止する。 

２ について 

一 について 

イ 新燃料を貯蔵するため、原子炉施設には、原子炉附属建物に新燃料検査貯蔵設備、及び第一使用

済燃料貯蔵建物に新燃料貯蔵設備を設ける。また、一時的な中継貯蔵設備として炉内燃料貯蔵ラッ

クを設ける。各核燃料物質貯蔵設備の貯蔵能力を以下に示す。 

 

 

原子炉附属建物新燃料検査貯蔵設備 

新燃料 70体 

第一使用済燃料貯蔵建物新燃料貯蔵設備 

新燃料 64体 

炉内燃料貯蔵ラック 

燃料集合体 約 27体（使用済燃料と合わせての貯蔵能力） 

使用済燃料を貯蔵するため、原子炉附属建物、第一使用済燃料貯蔵建物及び第二使用済燃料貯蔵

建物に、使用済燃料貯蔵設備を設ける。また、一時的な中継貯蔵設備として炉内燃料貯蔵ラックを設

ける。なお、使用済燃料貯蔵設備（第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備及び第二使用済燃料

貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備を除く。）は、常に、燃料集合体の最大挿入量（79体）以上の燃料集合

体を貯蔵することができる状態を維持するものとする。 

原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備 

使用済燃料 200体 

第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備  

使用済燃料 600体 

第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備 

使用済燃料 350体 

炉内燃料貯蔵ラック 

燃料集合体 約 27体（新燃料と合わせての貯蔵能力） 

 

ロ 核燃料物質貯蔵設備は、燃料集合体等が臨界に達するおそれがない（実効増倍率は 0.95以下）よ

うに、適切な間隔を確保するように設計する。なお、原子炉附属建物新燃料検査貯蔵設備及び第一

使用済燃料貯蔵建物新燃料貯蔵設備にあっては、新燃料を貯蔵能力最大に収容した状態で万一当該

設備が水で満たされるという厳しい状態を仮定しても、実効増倍率は 0.95以下に保つことができる
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３ について 

 新燃料及び使用済燃料を取り扱う場所にあっては、当該場所の放射線量の異常を検知し、及び警報を

発することができる設備を、また、崩壊熱を除去する機能の喪失を検知する必要がある場合には、当該

場所の温度の異常を検知し、及び警報を発することができる設備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計とする。 

 

二 について 

イ 使用済燃料貯蔵設備は、使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するように設計

する。水冷却池には、その水位を測定でき、かつ、その異常を検知できる設備を設けるものとし、適

切な水深を確保できるものとする。 

 

ロ 使用済燃料貯蔵設備は、貯蔵された使用済燃料が崩壊熱により溶融しないように設計する。水

冷却浄化設備については、通常状態において、水温を 42℃以下に管理できるように設計する。 

 

ハ 使用済燃料の被覆材が著しく腐食するおそれがある場合は、これを防止できるように設計する。

炉心燃料集合体の被覆材にはステンレス鋼を使用する。 

 

ニ 水冷却池には、その水位を測定でき、かつ、その異常を検知できる設備を設けるものとする。

原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備、第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備及び第二使用済燃

料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備の水冷却池に設置した液位計により、液位の異常を検知するとともに、

当該警報を中央制御室にて発することができるものする。 

 

３ について 

 新燃料及び使用済燃料を取り扱う場所にあっては、当該場所の放射線量の異常を検知し、及び警報を

発することができる設備を、また、崩壊熱を除去する機能の喪失を検知する必要がある場合には、当該

場所の温度の異常を検知し、及び警報を発することができる設備を設ける。 

原子炉施設は、管理区域内の必要な場所に、放射線監視設備として、エリアモニタを有する。中央制

御室には、放射線管理に必要なエリアモニタ及び設計基準事故時における迅速な対応のために必要なエ

リアモニタの指示又は記録を集中監視するための放射線監視盤を設け、新燃料及び使用済燃料を取り扱

う場所における放射線量の異常を検知し、及び警報を発することができるものとする。 

また、核燃料物質取扱設備のうち、崩壊熱を除去する機能の喪失を検知する必要があるものについて、

崩壊熱を除去する機能の喪失は、通気する冷却ガスの流量低下により検知するものとする。 

核燃料物質貯蔵設備のうち、使用済燃料を貯蔵する原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備、第一使用済

燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備及び第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備にあっては、冠水を

維持することで、貯蔵された使用済燃料等が崩壊熱により溶融することを防止することができるものと

する。また、通常状態においては、水冷却浄化設備により、水温を 42℃以下に管理し、水冷却池に設置

した温度計により、温度の異常を検知するとともに、当該警報を中央制御室にて発することができるも

のとする。 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

4. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

4. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（原子炉制御室等） 

第五十条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

 原子炉施設には、原子炉制御室として中央制御室を原子炉附属建物２階に設ける。中央制御室は、原

子炉施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視するとともに原子炉施設の安全性を確保す

るために必要な操作を手動により行うことができるものとするため、各種の制御盤及び監視盤、通信連

絡設備等を設ける。また、中央制御室には、設計基準事故が発生した場合に、原子炉の運転の停止その

他の原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく中央制御室に入り、又は

一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、遮蔽その他の適切な放

射線防護措置、気体状の放射性物質及び中央制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対する換気設備

の隔離その他の適切に防護するための設備を設けるとともに、設計基準事故時に容易に避難できる構造

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原子炉制御室等） 

第五十条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

 一及び二 について 

原子炉施設には、原子炉制御室として中央制御室を原子炉附属建物２階に設ける。中央制御室は、

炉心、原子炉冷却材バウンダリ、原子炉カバーガス等のバウンダリ及び格納容器バウンダリ並びに

これらに関連する系統の健全性を確保するため、炉心の中性子束密度を監視するための核計装（起

動系、中間出力系及び線形出力系の 3系統）、原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバ

ウンダリの圧力及び温度、１次主冷却系の温度及び流量並びに格納容器内の圧力及び温度等のパラ

メータを監視するとともに原子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うこと

ができるものとするため、各種の制御盤及び監視盤、通信連絡設備等を設ける。運転時の異常な過

渡変化時又は設計基準事故時、及び運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後に、その動

作が期待される安全施設は、運転員の操作を期待しなくても必要な安全機能が確保されるように設

計する。ただし、中央制御室には、手動スクラムボタン及び手動アイソレーションボタンを設けて

おり、運転員は、手動により、原子炉を緊急停止することができる。 

 

三 について 

中央制御室には、設計基準事故が発生した場合に、原子炉の運転の停止その他の原子炉施設の安

全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく中央制御室に入り、又は一定期間とどま

り、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、遮蔽その他の適切な放射線防護措

置、気体状の放射性物質及び中央制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対する換気設備の隔離

（中央制御室空調の再循環運転の適用）その他の適切に防護するための設備を設ける。 

原子炉を安全に停止するために必要な安全機能を有する安全施設に係る操作は、中央制御室にお

いて、集中して対応できるものとする。 

通常運転時において、外気は、ルーバー、フィルタ、外気取入れファン及び空調器を経由し、中央

制御室に導入される。設計基準事故時において、必要な場合には、プレフィルタ・HEPA フィルタ・

チャコールフィルタを経由して、中央制御室に取り込む「低汚染モード」、及び閉回路を構築し、雰

囲気空気を再循環する「高汚染モード」の中央制御室空調再循環運転を適用することで、換気設備の

隔離を図る。中央制御室外で火災が発生した場合において、燃焼ガスが流入するおそれがある場合

には、中央制御室空調再循環運転を適用し、換気設備を隔離することで、中央制御室の居住性を確保

する。  

また、設計基準事故が発生した場合において、従事者に過度な被ばくがないように、放射線業務従

事者の線量限度を下回るように管理する。 

 

四 について 

中央制御室には、非常口を設け設計基準事故時に容易に避難できる構造とする。 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

２ について 

 原子炉施設には、火災その他の異常な事態により中央制御室が使用できない場合において、中央制御

室以外の場所から原子炉を停止させ、崩壊熱を除去し、及び必要なパラメータを監視するための中央制

御室外原子炉停止盤を設ける。 

 

 

 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

6. 計測制御系統施設 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ について 

 原子炉施設には、火災その他の異常な事態により中央制御室が使用できない場合において、中央制御

室以外の場所から、原子炉保護系（スクラム）を作動させることで、原子炉を停止させ、崩壊熱を除去

し、及び必要なパラメータ（線形出力系指示値、原子炉出口冷却材温度及び原子炉入口冷却材温度）を

監視するための中央制御室外原子炉停止盤を設ける。中央制御室外原子炉停止盤は、中央制御室に火災

その他の異常な事態が生じた場合におけるアクセスルートを考慮し、中央制御室と隔離された場所に設

置する。なお、外部電源が利用できない場合には、原子炉保護系が作動し、原子炉は停止されるものと

する。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

6. 計測制御系統施設 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（監視設備） 

第五十一条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

原子炉施設には、放射線から放射線業務従事者を防護し、かつ、通常運転時、運転時の異常な過渡変

化時及び設計基準事故時において、原子炉施設における放射性物質の濃度及び放射線量並びに周辺監視

区域の境界付近における放射線量を監視及び測定するための放射線管理施設を設ける。また、放射線管

理施設には、放射線管理に必要な情報及び設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を、

中央制御室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備を設けるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ について 

大洗研究所で共用する屋外管理用モニタリングポストについては、非常用電源設備、無停電電源装置

又はこれらと同等以上の機能を有する電源設備により必要な電源を確保するとともに、その伝送系は多

様性を確保した設計とする。 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

8. 放射線管理施設 

 

   

 

 

 

 

（監視設備） 

第五十一条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

原子炉施設の管理区域内の必要な場所には、放射線監視設備として、エリアモニタを設ける。エリア

モニタは、ガンマ線エリアモニタ、中性子線エリアモニタ及び空気汚染モニタから構成するものとし、

設置する場所に応じて使い分けるものとする。格納容器にあっては、設計基準事故時等において、格納

容器（床上）内のガンマ線量率を測定するための格納容器内高線量エリアモニタ、及び格納容器（床上）

内の放射性ガス及び塵埃濃度を測定するための格納容器内空気汚染モニタを有する。 

中央制御室の放射線監視盤には、放射線管理に必要なエリアモニタの指示計、記録計及び警報回路が

設けられており、放射線管理に必要なエリアモニタ等の指示又は記録を集中監視できる。 

また、原子炉施設には、主排気筒の排気筒モニタや大洗研究所で共用する屋外管理用モニタリングポ

スト 14基を設ける。 

放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報及び設計基準事故時における迅速な対応のために必要

な情報を、中央制御室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備を設けるものとする。 

主排気筒の排気筒モニタの指示又は記録は、中央制御室に設置する放射線監視盤に、屋外管理用モニ

タリングポストの指示は、中央制御室の専用の表示器にそれぞれ表示する。運転員は、これらにより、

主排気筒の排気筒モニタの指示又は記録及び屋外管理用モニタリングポストの指示を中央制御室で確認

できる。また、屋外管理用モニタリングポストの指示は、設計基準事故時における迅速な情報伝達のた

め、大洗研究所緊急時対策所及び環境監視棟にも専用の表示器を設け表示する。 

屋外管理用モニタリングポストのうち、設計基準事故時における迅速な対応のために使用する 9 基の

伝送系については、それぞれ有線及び無線を設けることにより多様性を確保する。 

 

２ について 

屋外管理用モニタリングポストは、非常用発電機（可搬型を含む。）及び無停電電源装置により必要な

電源を確保し、無停電電源装置については、非常用発電機（可搬型を含む。）から電力が供給されるまで

の一定時間（90分）の給電ができるものとする。これらの電源が枯渇した場合は、サーベイメータによ

る測定で代替する。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

8. 放射線管理施設 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

   

 添付書類九の以下の項目参照 

5. 放射線モニタリング 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 添付書類九の以下の項目参照 

5. 放射線モニタリング 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止） 

第五十三条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

原子炉施設は、設計基準事故より発生頻度は低いが、敷地周辺の公衆に対して過度の放射線被ばく（実

効線量の評価値が発生事故当たり 5mSvを超えるもの）を与えるおそれがある事故（燃料体の損傷が想定

される事故、及び使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故等）に

ついて評価し、そのおそれがある場合には、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じた設計

とする。 

 

高速実験炉原子炉施設において、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故の拡大を防止する

ための措置のうち、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故については、炉心の著しい損

傷を防止するための措置（以下「炉心損傷防止措置」という。）を講じるとともに、炉心の著しい損傷の

可能性が生じる場合に、その拡大を防止し、あるいは施設からの多量の放射性物質等の放出を防止する

ための措置（以下「格納容器破損防止措置」という。）を講じることを基本方針とする。なお、高速実験

炉原子炉施設は我が国初のナトリウム冷却高速中性子型炉であり、建設当時の安全評価技術に鑑み、立

地評価における炉心溶融再臨界事故への対策として安全容器を設置しているため、高速実験炉原子炉施

設の特徴を考慮して、安全容器の機能も踏まえた格納容器破損防止措置を講じる。選定した評価事故シ

ーケンスを以下に示す。 

（１）炉心流量喪失時原子炉停止機能喪失（ULOF） 

ａ．外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

ｂ．外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故 

 

（２）過出力時原子炉停止機能喪失（UTOP） 

ａ．出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

ｂ．出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故 

（３）除熱源喪失時原子炉停止機能喪失（ULOHS） 

ａ．２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

ｂ．２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故 

 

（４）原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱除去機能喪失（LORL） 

ａ．１次冷却材漏えい（2箇所）事故 

 

 

 

 

 

（５）交流動力電源が存在し、かつ原子炉容器液位が確保された状態での崩壊熱除去機能喪失（PLOHS） 

（多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止） 

第五十三条 （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

原子炉施設は、設計基準事故より発生頻度は低いが、敷地周辺の公衆に対して過度の放射線被ばく（実

効線量の評価値が発生事故当たり 5mSvを超えるもの）を与えるおそれがある事故（燃料体の損傷が想定

される事故、及び使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故等）に

ついて評価し、そのおそれがある場合には、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じた設計

とする。 

（１）燃料体の損傷が想定される事故 

高速実験炉原子炉施設において、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故の拡大を防止する

ための措置のうち、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故については、炉心の著しい損

傷を防止するための措置（以下「炉心損傷防止措置」という。）を講じるとともに、炉心の著しい損傷の

可能性が生じる場合に、その拡大を防止し、あるいは施設からの多量の放射性物質等の放出を防止する

ための措置（以下「格納容器破損防止措置」という。）を講じることを基本方針とする。 

なお、高速実験炉原子炉施設は我が国初のナトリウム冷却高速中性子型炉であり、建設当時の安全評

価技術に鑑み、立地評価における炉心溶融再臨界事故への対策として安全容器を設置しているため、高

速実験炉原子炉施設の特徴を考慮して、安全容器の機能も踏まえた格納容器破損防止措置を講じる。選

定した評価事故シーケンスを以下に示す。 

（ⅰ）炉心流量喪失時原子炉停止機能喪失（ULOF） 

ａ．外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

ｂ．外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故 

ｃ．１次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（ⅱ）過出力時原子炉停止機能喪失（UTOP） 

ａ．出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

ｂ．出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故 

（ⅲ）除熱源喪失時原子炉停止機能喪失（ULOHS） 

ａ．２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

ｂ．２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故 

ｃ．２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（ⅳ）原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱除去機能喪失（LORL） 

ａ．１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事

故 

ｂ．１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）破損の重

畳事故 

ｃ．１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管（外管）破損

の重畳事故 

（ⅴ）交流動力電源が存在し、かつ原子炉容器液位が確保された状態での崩壊熱除去機能喪失（PLOHS） 
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ａ．２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

ｂ．外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

（６）全交流動力電源喪失による強制循環冷却機能喪失(SBO) 

ａ．全交流動力電源喪失（外部電源喪失及びディーゼル発電機起動失敗）事故 

 

（７）局所的燃料破損（LF） 

ａ．冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

ｂ．２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

（ⅵ）全交流動力電源喪失による強制循環冷却機能喪失(SBO) 

ａ．全交流動力電源喪失（外部電源喪失及びディーゼル発電機起動失敗）事故 

 

（ⅶ）局所的燃料破損（LF） 

ａ．冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故 

炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故が発生した場合に炉心損傷防止措置が有効であ

ること、及び炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定した場合に格納容器破損防止措置が有効である

ことを示すため、評価対象とする事故シーケンスを整理し、対応する評価項目を設定した上で、計算プ

ログラム（以下「計算コード」という。）を用いた解析等を踏まえて、措置の有効性を評価する。 

有効性を評価するための評価項目の設定を以下に示す。 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

炉心損傷防止措置に有効性があることを確認するため、以下の評価項目を設定する。 

ａ．炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるもので

あることを基本とし、具体的な評価項目として以下を設定する。 

① 燃料最高温度が熱設計基準値（2,650℃）以下であること。 

② 被覆管最高温度（肉厚中心）が熱設計基準値（840℃）以下であること。 

③ 冷却材最高温度が熱設計基準値（910℃）以下であること。 

④ 被覆管のクリープ寿命分数和と疲労寿命分数和を加えた累積損傷和が設計上の制限値

（1.0）以下であること。 

⑤ 原子炉冷却材バウンダリの温度が制限温度（550℃）以下であること。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

格納容器破損防止措置に有効性があることを確認するため、以下の評価項目を設定する。 

ａ．負の反応度フィードバックが卓越し、炉心の発熱と冷却とがバランスし静定する事象において、

炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであ

ること。具体的な評価項目は、「炉心損傷防止措置の有効性を評価するための評価項目」で設定し

た評価項目を適用する。 

ｂ．炉心の著しい損傷に至った場合において、放射性物質等（溶融炉心物質を含む。）（以下「損傷

炉心物質」という。）を冷却することで原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制し、原子炉容器

内に損傷炉心物質を閉じ込めることができること。具体的な評価項目として以下を設定する。 

① 原子炉容器内で分散し再配置した損傷炉心物質を安定に保持・冷却できること。 

② 原子炉冷却材バウンダリの健全性が維持できること。 

ｃ．燃料の溶融に伴う即発臨界超過により放出されるエネルギーによって原子炉容器の上部からナ

トリウムが格納容器（床上）に噴出する可能性がある場合において、格納容器の破損を防止でき

ること。具体的な評価項目として以下を設定する。 

① 原子炉冷却材バウンダリの健全性が維持できること。 

② 格納容器（床上）へ噴出するナトリウムの燃焼等に対して、格納容器の健全性が維持でき

ること。 
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使用済燃料の損傷が想定される事故については、「設置許可基準規則」第 53 条の解釈を踏まえて、使

用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失する事故を選定し、使用済燃料の損傷を防止するための措置を講じ

ることを基本方針とする。 

上記の事故を上回る事象として、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズム等により、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損に至ることを仮想的に想定する。ここでは、事業

所外への放射性物質の放出抑制措置を講じることを基本方針とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 放射性物質の総放出量は、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること。 

ｄ．ｂ.が達成できない事象においては、原子炉容器外に流出した損傷炉心物質等を安全容器内にて

保持・冷却できること。具体的な評価項目として以下を設定する。 

① 安全容器内に流出した損傷炉心物質等を安定に保持・冷却できること。 

② 安全容器バウンダリの健全性が維持できること。 

ｅ．炉心が溶融する過程で、炉心が露出するまでにナトリウムの蒸発が生じ、原子炉冷却材バウン

ダリが高圧になる場合には、主中間熱交換器及び補助中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1

次・2次境界）の過圧を防止できること。具体的な評価項目として以下を設定する。 

① 主中間熱交換器及び補助中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界）の健全

性が維持できること。 

ｆ.炉心が溶融する過程で、炉心が露出するまでに蒸発した冷却材（ナトリウム）が格納容器（床下）

に流出する場合において、格納容器の破損を防止できること。具体的な評価項目として以下を設

定する。 

① 格納容器（床下）に流出するナトリウムの熱的影響に対して、格納容器の健全性が維持で

きること。 

② 放射性物質の総放出量は、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること。 

想定した事象に対して、炉心損傷防止措置を講じ、その有効性を評価することにより、（ⅰ）炉心損傷

防止措置の評価項目を満足することを確認したことから、炉心の著しい損傷は防止される。また、格納

容器破損防止措置を講じ、その有効性を評価することにより、（ⅱ）格納容器破損防止措置の評価項目を

満足することを確認したことから、格納容器の破損は防止され、施設からの多量の放射性物質等の放出

は防止される。 

 

（２）使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故 

 

使用済燃料の損傷が想定される事故については、「設置許可基準規則」第 53 条の解釈を踏まえて、使

用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失する事故を選定し、使用済燃料の損傷を防止するための措置を講じ

ることを基本方針とする。 

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失する事故として、使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故及び使

用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故を選定し、可搬式ポンプ及びホースにより、水冷却池に水を供給する

こと並びに水冷却浄化設備サイフォンブレーカーにより、水冷却池からの水の漏えい量を抑制すること

を事故の拡大を防止するための措置とする。これらの事故にあっては、水冷却池の水位が基準（放射線

の遮蔽及び使用済燃料頂部の冠水が維持される水位）となる値まで低下するのに十分な期間（約 59日）

があり、可搬式ポンプ及びホースにより、水冷却池に水を供給する措置（必要な期間：約 2 日）は有効

である。また、これらの措置により、水冷却池の水位を基準以上に維持することで、使用済燃料等の臨

界管理に係る寸法及び形状は保持される。さらに、仮に使用済燃料等が損傷した場合にあっても、水冷

却池内の水により、環境への放射性物質の放出は低減される。 

 

（３）多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象 

多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象として、多量の放射性物質等を放出する事故で想定
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 添付書類十の以下の項目参照 

4.  多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した機能喪失の範囲を超えた事象の発生により、その拡大を防止するための措置が有効に機能しなかっ

た事態を想定することとし、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等

により、炉心損傷及び格納容器の破損並びに大規模なナトリウム火災に至る事象として考える。 

大規模な自然災害にあっては、本原子炉施設の特徴を踏まえ、格納容器（床上）、格納容器（床下）及

び主冷却機建物に内包する設備が損壊し、漏えいしたナトリウムによる大規模なナトリウム火災を想定

する。大規模ナトリウム火災の想定に当たっては、相対的に安全余裕が小さい機器の損壊によるナトリ

ウム漏えいを基本として想定する。格納容器（床下）は、機器の損壊に加え、窒素雰囲気による不活性

化が維持されない場合を想定する。故意による大型航空機の衝突にあっては、油火災と大規模なナトリ

ウム火災の重畳を想定し、大型航空機から漏えいした燃料油及び衝突を受けた建物に内包する設備が損

壊し、漏えいしたナトリウムによる大規模な火災を想定する。 

これらに対して、事故の状況（炉心損傷の防止が困難な状態及び地震により複数の設備が同時に損壊

している状態を含む。）に応じて、大規模な火災の消火活動、炉心損傷の緩和対策、格納容器破損の緩和

対策及び事業所外への放射性物質の放出抑制対策等を柔軟かつ適切に組み合わせて対策を講じることを

基本方針とし、消火活動及び放射性物質の放出低減のために必要な手順書、体制及び資機材等を適切に

整備する方針とする。 

 

   

 添付書類十の以下の項目参照 

4.  多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故 
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（一次冷却系統設備） 

第五十五条 （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

一及び二 原子炉施設には、一次冷却設備として、１次主冷却系を設ける。１次主冷却系は、二つ

の回路から構成し、各回路には１次主循環ポンプを、また、１次主循環ポンプ内の冷却材液面を

一定に保持するため、オーバフローカラムを設ける。１次冷却材には、液体ナトリウムが用いら

れ、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、炉心の冷却を行った

後、又は原子炉停止時に原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残留熱を除去した後、主

中間熱交換器で２次冷却材と熱交換し、原子炉容器に還流する。１次主冷却系は、通常運転時、

運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、予想される静的及び動的圧力、熱応力、

地震力等あるいはそれらの組合せに対し十分に耐えるように、また、２次主冷却系と相まって、

適切な冷却能力を有するように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 原子炉容器内における１次冷却材は、原子炉容器の下部に取り付けられた冷却材入口ノズルか

ら、原子炉容器内に流入し、炉心支持構造物を経由し、燃料集合体に導入され、原子炉容器の上

部に取り付けられた冷却材出口ノズルより流出する。原子炉容器内部構造物等は、その変形、破

損及びはく離等により、燃料集合体の冷却機能が阻害される可能性が小さくなるように、材料選

定、設計及び製作を行うとともに、１次冷却材の流路は、原子炉容器内部構造物の変形、破損及

びはく離等が生じた場合にあっても、炉心の冷却機能を維持するよう設計する。 

 

 

 

 

２ について 

一及び三 原子炉容器にあっては、原子炉容器本体が原子炉冷却材バウンダリに、回転プラグが原

子炉カバーガス等のバウンダリに該当する。また、原子炉冷却系統施設にあっては、１次主冷却

系、１次補助冷却系及びナトリウム充填・ドレン設備の一部が原子炉冷却材バウンダリに、１次

主循環ポンプ、オーバフローカラム及び１次アルゴンガス系の一部が原子炉カバーガス等のバウ

（一次冷却系統設備） 

第五十五条  （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

一及び二 について  

原子炉施設には、1 次冷却材が循環する回路を構成する設備及びその附属設備から構成する一

次冷却設備を設ける。一次冷却設備は、以下により構成する。 

・1次冷却材が循環する原子炉容器、炉心構造物及び１次主冷却系 

・原子炉冷却材バウンダリを構成する原子炉容器、１次主冷却系等 

・原子炉カバーガス等のバウンダリを構成する回転プラグ、１次アルゴンガス系 

・ナトリウム予熱設備 

一次冷却設備として、１次主冷却系を設ける。１次主冷却系は、二つの回路から構成し、各回

路には１次主循環ポンプを、また、１次主循環ポンプ内の冷却材液面を一定に保持するため、オ

ーバフローカラムを設ける。１次冷却材には、液体ナトリウムが用いられ、通常運転時、運転時

の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、炉心の冷却を行った後、又は原子炉停止時に

原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残留熱を除去した後、主中間熱交換器で２次冷却

材と熱交換し、原子炉容器に還流する。原子炉冷却材バウンダリを構成する原子炉容器及び１次

主冷却系等は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、予想され

る静的及び動的圧力、熱応力、地震力等あるいはそれらの組合せに対し十分に耐える強度を有す

ることを詳細設計における応力評価値が許容応力値を下回ること等により確認する。また、２次

主冷却系と相まって、適切な冷却能力を有するように設計する。なお、原子炉冷却材バウンダリ

を構成する機器・配管系は、耐震重要度分類Ｓクラスの施設に該当する。 

三 について 

原子炉容器内における１次冷却材は、原子炉容器の下部に取り付けられた冷却材入口ノズルか

ら、原子炉容器内に流入し、炉心支持構造物を経由し、燃料集合体に導入され、原子炉容器の上

部に取り付けられた冷却材出口ノズルより流出する。原子炉容器内部構造物等は、その変形、破

損及びはく離等により、燃料集合体の冷却機能が阻害される可能性が小さくなるように、材料選

定、設計及び製作を行うとともに、１次冷却材の流路は、炉心燃料集合体のエントランスノズル

部等において、複数のオリフィスを配置し、原子炉容器内部構造物の変形、破損、はく離等が生

じた場合に、一つの流路が確保されない場合にあっても、他の流路により、炉心の冷却機能を維

持するよう設計する。 

 

２ について 

一及び三 について  

原子炉冷却材バウンダリは、原子炉容器本体、１次主冷却系、１次補助冷却系及び１次ナトリ

ウム充填・ドレン系の容器・配管・ポンプ・弁の一部が該当する。 

原子炉カバーガス等のバウンダリは、原子炉容器本体、１次アルゴンガス系、１次主冷却系、
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

ンダリに該当する。原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガス等のバウンダリに該当する機

器は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度

の変化による荷重の増加、熱及び内圧によるクリープ歪み、膨張による熱応力その他の原子炉冷

却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるも

のとし、かつ、ナトリウムにより腐食するおそれがないように、また、通常運転時、運転時の異

常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するよ

うに設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

二及び四 原子炉冷却材バウンダリを構成する原子炉容器（冷却材を保持する部分）、１次主冷却系

及び１次補助冷却系（機器・配管）については二重構造とし、万一、原子炉冷却材バウンダリの

破損が生じた場合においても、冷却材であるナトリウムの漏えい拡大を防止し、１次冷却材の液

位を必要な高さに保持できるものとする。さらに、当該二重構造の間隙にナトリウム漏えい検出

器を設けることで、原子炉冷却材バウンダリからの１次冷却材（ナトリウム）の漏えいを検出で

きるものとする。 

 

 

 

 

五 １次主冷却系等のカバーガスは、呼吸ガス圧力調整ヘッダと連通しており、呼吸ガス圧力調整

ヘッダは、供給タンク及び低圧タンクに接続される。カバーガスの圧力は、冷却材の温度変化に

より変動するため、圧力が上昇した際には、呼吸ガス圧力調整ヘッダより低圧タンクにアルゴン

ガスを排気することで、圧力が低下した際には、供給タンクより呼吸ガス圧力調整ヘッダにアル

ゴンガスを供給することで、カバーガスの圧力を定められた範囲内に制御する。また、このカバ

ーガスの圧力を監視することで、原子炉カバーガス等のバウンダリからの原子炉カバーガスの漏

えいを検出する。なお、低圧タンクに排気されたアルゴンガスは、必要の都度、気体廃棄物処理

設備に排出される。 

 

 

３ について 

 （省略） 

 

 

 

１次オーバフロー系及び１次ナトリウム充填・ドレン系の容器・配管・ポンプ・弁の一部並びに

回転プラグが該当する。原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガス等のバウンダリに該当す

る機器は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心の反

応度の変化による荷重の増加、熱及び内圧によるクリープ歪み、膨張による熱応力その他の原子

炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐える

ものとし、かつ、ナトリウムにより腐食するおそれがないように、また、通常運転時、運転時の異

常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するよ

うに設計するものとしており、原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガス等のバウンダリに

該当する機器の材料には、高温強度及びナトリウムとの共存性に優れ、かつ、低温においても高

い破壊じん性を有し、脆性的挙動を示すことのないオーステナイト系ステンレス鋼を用いる。ま

た、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時の熱的過渡変化を緩和する設計

とし、プラント寿命中想定される回数の予想される運転状態において生じると考えられる熱荷重、

地震荷重等の必要な組合せに対して、十分な強度を有することを詳細設計における応力評価値が

許容応力値を下回ること等により確認する。 

二及び四 について  

原子炉冷却材バウンダリを構成する原子炉容器（冷却材を保持する部分）、１次主冷却系及び１

次補助冷却系（機器・配管）については二重構造とするとともに、仕切板等により容積を制限す

ることにより、万一、原子炉冷却材バウンダリの破損が生じた場合においても、冷却材であるナ

トリウムの漏えい拡大を防止し、１次冷却材の液位を１次主冷却系による崩壊熱の除去に必要な

高さ（原子炉容器通常ナトリウム液位－810mm）に保持できるものとする。さらに、当該二重構造

の間隙には、容器及び配管の形状も考慮し、漏えいしたナトリウムが堆積する適切な位置に、単

純な構造を用いた信頼性の高いナトリウム漏えい検出器を複数設けることで、原子炉冷却材バウ

ンダリからの１次冷却材（ナトリウム）の漏えいを速やかに、かつ、確実に検出できるものとす

る。 

五 について 

１次主冷却系等のカバーガスは、呼吸ガス圧力調整ヘッダと連通しており、呼吸ガス圧力調整

ヘッダは、供給タンク及び低圧タンクに接続される。カバーガスの圧力は、冷却材の温度変化に

より変動するため、圧力が上昇した際には、呼吸ガス圧力調整ヘッダより低圧タンクにアルゴン

ガスを排気することで、圧力が低下した際には、供給タンクより呼吸ガス圧力調整ヘッダにアル

ゴンガスを供給することで、カバーガスの圧力を定められた範囲内に制御する。また、このカバ

ーガスの圧力を監視することで、原子炉カバーガス等のバウンダリからの原子炉カバーガスの漏

えいを検出する。なお、低圧タンクに排気されたアルゴンガスは、必要の都度、気体廃棄物処理

設備に排出される。 

 

３ について 

 （変更なし） 
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 添付書類八の以下の項目参照 

3. 原子炉本体 

5. 原子炉冷却系統施設 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

3. 原子炉本体 

5. 原子炉冷却系統施設 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（残留熱を除去することができる設備） 

第五十六条  （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

 

 原子炉冷却系統施設は、１次主冷却系、２次主冷却系及びその他の設備から構成する。１次主冷却系

及び２次主冷却系は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、炉心の冷

却を行うとともに、原子炉停止時に原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残留熱を除去し、燃

料の許容設計限界を超えないように、また、原子炉冷却材バウンダリの健全性を維持するために監視す

ることが必要なパラメータが設計値を超えないように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

5. 原子炉冷却系統施設 

 

   

 

   

 添付書類十の以下の項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 

 

   

 

 

 

 

 

 

（残留熱を除去することができる設備） 

第五十六条  （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

一及び二 について 

 原子炉冷却系統施設は、１次主冷却系、２次主冷却系及びその他の設備から構成する。１次主冷却系

及び２次主冷却系は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、炉心の冷

却を行うとともに、原子炉停止時に原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残留熱を除去し、燃

料の許容設計限界を超えないように、また、原子炉冷却材バウンダリの健全性を維持するために監視す

ることが必要なパラメータ（原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリの圧力及び

温度）が設計値を超えないように設計する。 

ここで、その他の残留熱は、原子炉の通常運転中に炉心、原子炉冷却系統施設等の構成材、１次冷却

材及び２次冷却材に蓄積された熱であり、１次主冷却系及び２次主冷却系により、崩壊熱と併せて除去

する。なお、通常運転時の１次冷却材温度は、原子炉出口で約 456℃、原子炉入口で約 350℃であり、２

次冷却材温度は、主中間熱交換器出口で約 440℃、主中間熱交換器入口で約 320℃である。 

燃料は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、必要に応じて、原子

炉トリップ信号の作動に伴う原子炉の自動停止等の措置を講じることにより、炉心の燃料、被覆管及び

冷却材の各温度について、許容設計限界である熱設計基準値を超えることがないように設計されている。

また、当該事象において、炉心の溶融あるいは著しい損傷のおそれはなく、かつ、事象の過程において

他の異常状態の原因となるような 2 次的損傷が生じることがないため、原子炉冷却材バウンダリの健全

性を維持するために監視することが必要なパラメータは設計値を超えない。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

5. 原子炉冷却系統施設 

 

   

 

   

 添付書類十の以下の項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 
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（最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備） 

第五十七条  （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

 

 

 １次主冷却系及び２次主冷却系は、以下の方針に基づき、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時において、原子炉停止時に原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残留熱を除去し、燃料の

許容設計限界を超えないよう、また、原子炉冷却材バウンダリの健全性を維持するために監視すること

が必要なパラメータが設計値を超えないよう、これらの熱を最終ヒートシンクである大気に輸送できる

ように設計する。 

（１）１次主冷却系 

（ⅰ）１次主循環ポンプの駆動用主電動機による強制循環運転（低速運転：ランバック制御）によ

り、原子炉停止時に原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残留熱を除去することを基本

とする。ただし、外部電源喪失時及び１次主循環ポンプに係る故障時を除くものとする。 

（ⅱ）１次主循環ポンプの駆動用主電動機の電源が喪失した場合に使用する非常用冷却設備として、

直流無停電電源系より電源を供給するポニーモータを各１次主循環ポンプに設ける。 

（ⅲ）１次主循環ポンプの駆動用主電動機及びポニーモータが使用できない場合には、１次冷却系

の冷却材の自然循環により、原子炉停止時に原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残留

熱を除去する。 

（２）２次主冷却系 

２次主冷却系は、冷却材の自然循環により、主中間熱交換器で１次冷却材と熱交換した後、空冷

式の主冷却機で、最終ヒートシンクである大気に熱を輸送する。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

5. 原子炉冷却系統施設 

 

   

 

   

 添付書類十の以下の項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 

 

   

 

 

 

 

（最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備） 

第五十七条  （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原子炉施設において発生した

熱は、最終ヒートシンクである大気に確実に伝達できるように設計する。 

１次主冷却系及び２次主冷却系は、以下の方針に基づき、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故

時において、原子炉停止時に原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残留熱を除去し、燃料の許

容設計限界を超えないよう、また、原子炉冷却材バウンダリの健全性を維持するために監視することが

必要なパラメータが設計値を超えないよう、これらの熱を最終ヒートシンクである大気に輸送できるよ

うに設計する。 

（１）１次主冷却系 

（ⅰ）１次主循環ポンプの駆動用主電動機による強制循環運転（低速運転：ランバック制御）によ

り、原子炉停止時に原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残留熱を除去することを基本

とする。ただし、外部電源喪失時及び１次主循環ポンプに係る故障時を除くものとする。 

（ⅱ）１次主循環ポンプの駆動用主電動機の電源が喪失した場合に使用する非常用冷却設備として、

直流無停電電源系より電源を供給するポニーモータを各１次主循環ポンプに設ける。 

（ⅲ）１次主循環ポンプの駆動用主電動機及びポニーモータが使用できない場合には、１次主冷却

系の冷却材の自然循環により、原子炉停止時に原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残

留熱を除去する。 

（２）２次主冷却系 

２次主冷却系は、冷却材の自然循環により、主中間熱交換器で１次冷却材と熱交換した後、空冷

式の主冷却機で、最終ヒートシンクである大気に熱を輸送する。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

5. 原子炉冷却系統施設 

 

   

 

   

 添付書類十の以下の項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（計測制御系統施設） 

第五十八条  （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

 

 原子炉施設には、炉心、原子炉冷却材バウンダリ、原子炉カバーガス等のバウンダリ及び格納容器バ

ウンダリ並びにこれらに関連する系統の健全性を確保するために監視することが必要なパラメータを、

通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御し、かつ、監視するため

の計測制御系統施設として、炉心の中性子束密度を監視するための核計装（起動系、中間出力系及び線

形出力系の 3系統）及び原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリの圧力及び温度、

１次主冷却系の温度及び流量、格納容器内の圧力及び温度等を測定するためのプロセス計装を設ける。

これらの計測制御系統施設は、設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずるために

必要なパラメータを設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監

視及び記録できるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（計測制御系統施設） 

第五十八条  （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

一及び二 について  

原子炉施設には、炉心、原子炉冷却材バウンダリ、原子炉カバーガス等のバウンダリ及び格納容器バ

ウンダリ並びにこれらに関連する系統の健全性を確保するために監視することが必要なパラメータを、

通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御し、かつ、監視するため

の計測制御系統施設として、炉心の中性子束密度を監視するための核計装（起動系、中間出力系及び線

形出力系の 3 系統）、原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリの圧力及び温度、

１次主冷却系の温度及び流量並びに格納容器内の圧力及び温度等を測定するためのプロセス計装を設

ける。これらの計測制御系統施設は、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される

測定範囲を有するものとする。 

 

三 について 

計測制御系統施設は、設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずるために必要な

パラメータを、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視及

び記録できるものとする。当該パラメータには、「線形出力系核計装指示値（3チャンネル）」、「原子炉

出口冷却材温度」、「原子炉入口冷却材温度」、「原子炉容器内液位」、「１次冷却材流量」、「格納容器内の

圧力及び温度」が該当する。これらについては、通常運転時、設計基準事故時及び設計基準事故収束後

の原子炉停止時の値並びに関連する原子炉保護系の作動設定値を包絡する十分な測定範囲を確保する

ことで、十分な期間にわたり、設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずることが

できるものとする。 

さらに、これらのパラメータは、中央制御室において監視できるものとしている。中央制御室は、運

転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、迅速な対応をするために、必要な操作を行う運

転員が「線量告示」に定められた線量限度を超える放射線被ばくを受けないように、適切な遮蔽を確保

した設計としており、これらのパラメータを、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な期

間にわたり監視及び記録できる。 

なお、「放射性物質の放出量の把握」、「周辺環境における放射線量率等の状況の把握」、「従事者の建

屋立入りのための放射線量率の状況の把握」は、放射線管理施設である「排気筒モニタ」、「屋外管理用

モニタリングポスト」及び「格納容器内高線量エリアモニタ」により達成される。「放射能障壁の健全

性の把握」は、「格納容器内の圧力及び温度」の監視により達成される。これらの情報は、プラント内

の温度、圧力等の情報とともに、事故状況の把握や事故処理操作に有益な情報となる。 
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 添付書類八の以下の項目参照 

6. 計測制御系統施設 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

6. 計測制御系統施設 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（原子炉停止系統） 

第五十九条  （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

 

 原子炉施設には、原子炉停止系統として、制御棒及び制御棒駆動系並びに後備炉停止制御棒及び後備

炉停止制御棒駆動系を設ける。原子炉スクラム時には、制御棒及び後備炉停止制御棒を、自重等により

炉心に挿入することで原子炉を停止する。制御棒については、同一の構造及び機能を有する 4 本の独立

したものを設ける。制御棒 4 本を炉心第 3 列に配置するものとし、その挿入により、原子炉を未臨界に

移行することができる設計とする。また、反応度価値の最も大きな制御棒 1 本が固着した場合において

も、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に、原子炉を未臨界に移行することが

でき、かつ、低温状態において未臨界を維持できるものとする。後備炉停止制御棒については、同一の

構造及び機能を有する 2 本の独立したものを設ける。後備炉停止制御棒 2 本を炉心第 5 列に配置するも

のとし、その挿入により、原子炉を未臨界に移行することができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ について 

 制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率は、想定される反応度投入事象に対して原子炉冷却材バウ

ンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリを破損せず、かつ、炉心の冷却機能を損なうような炉心、

炉心支持構造物又は原子炉内部構造物の損壊を起こさないものとする。「添付書類 10 2.運転時の異常

（原子炉停止系統） 

第五十九条  （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

一 について 

原子炉施設には、原子炉停止系統として、制御棒及び制御棒駆動系並びに後備炉停止制御棒及び後備

炉停止制御棒駆動系を設ける。制御棒及び制御棒駆動系と後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動

系は相互に独立したものを設けるものとし、制御棒及び制御棒駆動系並びに後備炉停止制御棒及び後備

炉停止制御棒駆動系は、それぞれの想定される環境条件及び運転時の状態において、物理的・電気的に

分離し、偶発的故障や地震等の自然現象等による共通要因又は従属要因によって同時にその機能が損な

われない設計とし、主炉停止系による原子炉停止が不能の場合でも、原子炉を停止するように設計する。

原子炉スクラム時には、制御棒及び後備炉停止制御棒を、自重等により炉心に挿入することで原子炉を

停止する。 

二及び三 について 

制御棒については、同一の構造及び機能を有する 4 本の独立したものを設ける。制御棒 4 本を炉心第

3列に配置するものとし、その挿入により、原子炉を未臨界に移行することができる設計とする。また、

各制御棒に使用する 4 式の独立した制御棒駆動系を設ける。制御棒（4 本）の反応度価値は 0.070Δk/k

以上とし、反応度価値の最も大きな制御棒 1本が固着した場合においても 0.015Δk/k以上の反応度停止

余裕を確保できるよう設計することから、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時

に、原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、低温状態（ここでは、100℃の体系）において未臨界

を維持できるものとする。 

後備炉停止制御棒については、同一の構造及び機能を有する 2 本の独立したものを設ける。後備炉停

止制御棒 2 本を炉心第 5 列に配置するものとし、その挿入により、原子炉を未臨界に移行することがで

きる設計とする（ここでは、350℃の体系）。後備炉停止制御棒の反応度制御能力は 0.014Δk/k 以上とし、

350℃の体系において 0.008Δk/k 以上の反応度停止余裕を確保できるよう設計することから、通常運転

時の高温状態において、原子炉を未臨界に移行することができる。また、各後備炉停止制御棒に使用す

る 2 式の独立した後備炉停止制御棒駆動系を設ける。原子炉保護系と後備炉停止系用論理回路は、独立

した盤に設置することで、独立性を確保した設計とする。 

なお、原子炉保護系が作動した場合には、制御棒及び後備炉停止制御棒を切り離すものとするが、設

計基準事故等の評価においては制御棒の挿入のみを考慮する。 

スクラム時挿入時間（制御棒保持電磁石励磁断から制御棒反応度価値 90％挿入までの時間）は、0.8s

以下とする。 

 

２ について 

 制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率は、想定される反応度投入事象に対して原子炉冷却材バウ

ンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリを破損せず、かつ、炉心の冷却機能を損なうような炉心、

炉心支持構造物又は原子炉内部構造物の損壊を起こさないものとする。「添付書類 10 2.運転時の異常
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

な過渡変化 2.2 未臨界状態からの制御棒の異常な引抜き」及び「添付書類 10 2.運転時の異常な過渡

変化 2.3 出力運転中の制御棒の異常な引抜き」に示すように、想定される反応度投入事象に対して原

子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリの破損、及び炉心の冷却機能を損なうよう

な炉心、炉心支持構造物又は原子炉内部構造物の損壊が生じることはない。 

 

 

 

３ について 

 （省略） 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

3. 原子炉本体 

6. 計測制御系統施設 

 

   

 

   

 添付書類十の以下の項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な過渡変化 2.2 未臨界状態からの制御棒の異常な引抜き」、「添付書類 10 2.運転時の異常な過渡変化 

2.3 出力運転中の制御棒の異常な引抜き」及び「添付書類 10 3.設計基準事故 3.3 燃料スランピング

事故」に示すように、原子炉冷却系統、原子炉停止系統、反応度制御系統、計測制御系統及び安全保護

回路の機能と併せて機能することにより、想定される反応度投入事象に対して原子炉冷却材バウンダリ

及び原子炉カバーガス等のバウンダリの破損、及び炉心の冷却機能を損なうような炉心、炉心支持構造

物又は原子炉内部構造物の損壊が生じることはない。 

 

３ について 

 （変更なし） 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

3. 原子炉本体 

6. 計測制御系統施設 

 

   

 

   

 添付書類十の以下の項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（原子炉格納施設） 

第六十条  （省略） 

 

適合のための設計方針 

 

 

 原子炉施設には、格納容器及び外周コンクリート壁並びに非常用換気設備からなる工学的安全施設等

から構成される原子炉格納施設を設ける。また、原子炉格納施設は、格納容器及び外周コンクリート壁

との間の下半部を密閉したアニュラス部を有するものとする。 

 格納容器は、通常運転時において、所定の漏えい率を超えることがないように、また、アニュラス部

は、通常運転時において、その内部を負圧状態に維持し得るように設計する。工学的安全施設は、設計

基準事故時において、公衆に放射線障害を及ぼさないようにするため、格納容器から放出される放射性

物質を低減するように、かつ、設計基準事故その他の格納容器から気体状の放射性物質が漏えいするこ

とにより公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合は、原子炉格納施設内の放射性物質の濃度を低下

させるように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 格納容器を貫通する配管には、事故の収束に必要な系統の配管に隔離弁を設けることにより安全性を

損なうおそれがある場合及び計測装置又は制御棒駆動装置に関連する配管であって、当該配管を通じて

の漏えい量が十分許容される程度に抑制されているものを除き、隔離弁を設ける。格納容器及び隔離弁

で構成される格納容器バウンダリは、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬

間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有し、かつ、適切に作動する隔離機能と併せて所定の漏

えい率を超えることがないように設計する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原子炉格納施設） 

第六十条  （変更なし） 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

 原子炉施設には、格納容器及び外周コンクリート壁並びに非常用換気設備からなる工学的安全施設等

から構成される原子炉格納施設を設ける。また、原子炉格納施設は、格納容器及び外周コンクリート壁

との間の下半部を密閉したアニュラス部を有するものとする。 

 格納容器は、通常運転時において、所定の漏えい率を超えることがないように、また、アニュラス部

は、通常運転時において、その内部を負圧状態に維持し得るように設計する。工学的安全施設は、設計

基準事故時において、公衆に放射線障害を及ぼさないようにするため、格納容器から放出される放射性

物質を低減するように、かつ、設計基準事故その他の格納容器から気体状の放射性物質が漏えいするこ

とにより公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合は、原子炉格納施設内の放射性物質の濃度を低下

させるように設計する。アニュラス部排気設備は、通常運転時において、アニュラス部を負圧状態に維

持するためのものである。また、アニュラス部排気設備は、非常用換気設備である非常用ガス処理装置

と連結される。アニュラス部より排気されたガスは、通常運転時において、アニュラス部排気設備のフ

ィルタ（アニュラス部常用排気フィルタ）を経由し、主排気筒から放出されるが、原子炉保護系（アイ

ソレーション）が作動した場合には、非常用ガス処理装置を経由して、主排気筒から放出される。非常

用ガス処理装置は、プレフィルタ、高性能フィルタ、チャコールフィルタを有し、格納容器内に粒子状

の放射性物質が放出される事故時等において、環境に放出される放射性物質を低減する機能を有する。 

  

２ について 

格納容器及び隔離弁で構成される格納容器バウンダリは、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及

び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有し、かつ、適切に作動する隔離

機能と併せて所定の漏えい率を超えることがないように設計する。 

格納容器耐圧部の材料には、設計圧力、設計温度及び荷重条件等の使用条件に対して、十分な強度を

有し、かつ、溶接性の優れた炭素鋼を使用する。最低使用温度を考慮した衝撃試験により、使用材料が

十分な破壊じん性を有することを確認し、所定の漏えい率を超えることがないものとする。 

  

３ について 

格納容器を貫通する配管には、格納容器に接近した位置に隔離弁を設ける。ただし、原子炉運転中に

格納容器の内側及び外側において、閉回路を形成している２次主冷却系及び２次補助冷却系の配管につ

いては、事故の収束に必要な系統の配管であって、当該配管を通じての漏えい量が十分許容される程度

に抑制されているものであるため、隔離弁を設けない。隔離弁は、原子炉保護系（アイソレーション）

の作動信号により、自動的に閉止されるものとする（通常運転時において、事前に「閉」とするものを

除く。）。また、中央制御室において、遠隔手動操作により、その閉止操作だけでなく、必要な場合には、

隔離を解除することができるものとする。隔離弁は、非常用電源設備から電力を供給し、単一故障によ

っても隔離機能を喪失することがないものとする。また、閉止後に駆動動力源が喪失した場合にあって
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 なお、格納容器内は、地下中１階床面を、格納容器（床上）と格納容器（床下）のバウンダリとし、格

納容器（床上）を空気雰囲気に、格納容器（床下）を窒素雰囲気とする（ただし、原子炉停止中におい

て、機器保修等のために作業員が入域する場合にあっては、空気雰囲気にできるものとする）。これらの

圧力等を制御するため、格納容器には、格納容器空気雰囲気調整設備と格納容器窒素雰囲気調整設備か

ら構成する格納容器雰囲気調整系を設ける。また、アニュラス部にあっては、通常運転時において、そ

の内部を負圧状態に維持し得るように、アニュラス部排気設備を設ける。アニュラス部排気設備は、非

常用換気設備である非常用ガス処理装置と連結される。アニュラス部より排気されたガスは、通常運転

時において、アニュラス部排気設備のフィルタを経由し、主排気筒から放出されるが、原子炉保護系（ア

イソレーション）が作動した場合には、非常用ガス処理装置を経由して、主排気筒から放出される。非

常用ガス処理装置は、プレフィルタ、高性能フィルタ、チャコールフィルタを有し、格納容器内に気体

状の放射性物質が放出される事故時等において、環境に放出される放射性物質を低減する機能を有する。 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

9. 原子炉格納施設 

 

   

 

   

 添付書類十の以下の項目参照 

3. 設計基準事故 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1.9 参考文献 

も、隔離機能を喪失しないものとする。原子炉運転中に格納容器の内側及び外側において開口している

配管については、格納容器の内側に 1 個及び外側に 1 個の隔離弁を設ける。原子炉運転中に格納容器の

内側又は外側において閉口している配管については、それぞれ格納容器の内側又は外側に 1 個の隔離弁

を設ける。原子炉運転中に格納容器の内側及び外側において、閉回路を形成している配管については、

隔離弁を設けないことができる。逆止弁を用いる場合は、原子炉格納容器の壁を貫通する配管に、原子

炉格納容器内外いずれかの位置で破損が生じ、その逆止弁に対する逆圧がすべて喪失した条件において

も、必要な隔離機能が重力等によって維持されるものとする。 

 

４ について 

通常運転時において、アニュラス部の内部を負圧状態に維持し得るように、アニュラス部排気設備を

設ける。アニュラス部排気設備の排風機は、非常用ディーゼル電源系に接続するものとする。アニュラ

ス部排気設備は、非常用換気設備である非常用ガス処理装置と連結される。アニュラス部より排気され

たガスは、通常運転時において、アニュラス部排気設備のフィルタを経由し、主排気筒から放出される

が、原子炉保護系（アイソレーション）が作動した場合には、非常用ガス処理装置を経由して、主排気

筒から放出される。非常用ガス処理装置は、プレフィルタ、高性能フィルタ、チャコールフィルタを有

し、格納容器内に粒子状の放射性物質が放出される事故時等において、環境に放出される放射性物質を

低減する機能を有する。アニュラス部排気設備の排風機及び非常用ガス処理装置は、単一故障を仮定し

ても、その安全機能が達成できるように、2基設けるものとする。 

 

 

 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

9. 原子炉格納施設 

 

   

 

   

 添付書類十の以下の項目参照 

3. 設計基準事故 
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類８（2. プラント配置並びに建物・構築物の概要）】 

  



添 8-2-1 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

2. プラント配置並びに建物・構築物の概要 

2.1 全体配置 

大洗研究所（南地区）の敷地の面積は、約 160 万 m2であり、大洗研究所（北地区）と共用し

ている。当該敷地の東西の幅は約 1.2km、南北の幅は約 1.9kmである。原子炉の炉心の中心から敷

地境界までの最短距離は東方向に約 180m である。大洗研究所（南地区）敷地内には、原子炉

の炉心の中心より南方向約 640m の位置に重水臨界実験装置がある。なお、西方向約 620m の位

置及び約 640m の位置には、それぞれ大洗研究所（北地区）の JMTR 原子炉施設及び HTTR 原子

炉施設がある。また、北方向約 700m の位置に北門、南方向約 900m の位置に南門がある。原子

炉施設の位置を第 2.1 図に示す。 

原子炉施設の全体配置図を第 2.2 図に示す。原子炉施設は、主要な建物として、原子炉建物及び

原子炉附属建物、主冷却機建物、第一使用済燃料貯蔵建物、第二使用済燃料貯蔵建物、廃棄物処理

建物、旧廃棄物処理建物、メンテナンス建物を有する。 

原子炉建物及び原子炉附属建物は、ほぼ正方形の平面形状を有し、そのほぼ中心に格納容器が配

置される。また、原子炉建物及び原子炉附属建物の北側に接して、主排気筒を設ける。 

原子炉建物及び原子炉附属建物の南側には、主冷却機建物を配置する。さらに、主冷却機建物の

南側には、第一使用済燃料貯蔵建物及び第二使用済燃料貯蔵建物を配置する。 

原子炉建物及び原子炉附属建物の北側には、旧廃棄物処理建物及び廃棄物処理建物を配置する。

なお、原子炉建物及び原子炉附属建物の北西方向には照射燃料集合体試験施設が、北東方向には照

射装置組立検査施設が位置する。 

原子炉建物及び原子炉附属建物の西側には、メンテナンス建物を配置する。また、大洗研究所（南

地区）南受電所から商用電源（外部電源）を受電する設備は、主冷却機建物の南東方向に設ける。 

原子炉施設の建物周辺には、道路を設け、各建物の出入口等において分岐するものとする。なお、

安全施設を含む区域は、原子炉施設への人の不法な侵入（人による核物質の不法な移動又は妨害破

壊行為を含む。）を防止するため、これらの区域への接近管理及び出入管理を行うことができるよう

に設計する。また、原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又

は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること（郵便物等による爆破物又は有害物質

の持ち込みを含む。）を防止するため、原子炉施設には、柵等の障壁を設け、持ち込みルートを限定

し、持ち込まれる物件を管理できるようにする。 

原子炉施設の安全避難通路には、その位置を容易に識別できるように、誘導灯又は誘導標識を設

ける。また、安全避難通路等に設置した照明の一部については、非常用ディーゼル電源系又は直流

無停電電源系より給電できるものとし、通常の照明用の電源を喪失した場合においても、機能を損

なわないように設計する。さらに、設計基準事故時に、昼夜及び場所を問わず、原子炉施設内で事

故対策のための作業が生じた場合に、作業が可能となるよう、バッテリー内蔵型の可搬型照明を配

備する 

 

2.2 主要な建物及び構築物 （省略） 

 

第 2.1 図～第 2.15図 （省略） 

2. プラント配置並びに建物・構築物の概要 

2.1 全体配置 

大洗研究所（南地区）の敷地の面積は、約 160 万 m2であり、大洗研究所（北地区）と共用し

ている。当該敷地の東西の幅は約 1.2km、南北の幅は約 1.9kmである。原子炉の炉心の中心から敷

地境界までの最短距離は東方向に約 180m である。大洗研究所（南地区）敷地内には、原子炉

の炉心の中心より南方向約 640m の位置に重水臨界実験装置がある。なお、西方向約 620m の位

置及び約 640m の位置には、それぞれ大洗研究所（北地区）の JMTR 原子炉施設及び HTTR 原子

炉施設がある。また、北方向約 700m の位置に北門、南方向約 900m の位置に南門がある。原子

炉施設の位置を第 2.1 図に示す。 

原子炉施設の全体配置図を第 2.2 図に示す。原子炉施設は、主要な建物として、原子炉建物及び

原子炉附属建物、主冷却機建物、第一使用済燃料貯蔵建物、第二使用済燃料貯蔵建物、廃棄物処理

建物、旧廃棄物処理建物、メンテナンス建物を有する。 

原子炉建物及び原子炉附属建物は、ほぼ正方形の平面形状を有し、そのほぼ中心に格納容器が配

置される。また、原子炉建物及び原子炉附属建物の北側に接して、主排気筒を設ける。 

原子炉建物及び原子炉附属建物の南側には、主冷却機建物を配置する。さらに、主冷却機建物の

南側には、第一使用済燃料貯蔵建物及び第二使用済燃料貯蔵建物を配置する。 

原子炉建物及び原子炉附属建物の北側には、旧廃棄物処理建物及び廃棄物処理建物を配置する。

なお、原子炉建物及び原子炉附属建物の北西方向には照射燃料集合体試験施設が、北東方向には照

射装置組立検査施設が位置する。 

原子炉建物及び原子炉附属建物の西側には、メンテナンス建物を配置する。また、大洗研究所（南

地区）南受電所から商用電源（外部電源）を受電する設備は、主冷却機建物の南東方向に設ける。 

原子炉施設の建物周辺には、道路を設け、各建物の出入口等において分岐するものとする。なお、

安全施設を含む区域は、原子炉施設への人の不法な侵入（人による核物質の不法な移動又は妨害破

壊行為を含む。）を防止するため、これらの区域への接近管理及び出入管理を行うことができるよう

に設計する。また、原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又

は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること（郵便物等による爆破物又は有害物質

の持ち込みを含む。）を防止するため、原子炉施設には、柵等の障壁を設け、持ち込みルートを限定

し、持ち込まれる物件を管理できるようにする。 

原子炉施設の建物内には安全避難通路を設けるとともに、安全避難通路には、その位置を明確か

つ恒久的に表示することにより容易に識別できるように、誘導灯又は誘導標識を設ける。また、安

全避難通路等に設置した避難用の照明の一部については、バッテリー内蔵型とするか、又は非常用

ディーゼル電源系若しくは直流無停電電源系より給電できるものとし、通常の照明用の電源を喪失

した場合においても、機能を損なわないように設計する。さらに、中央制御室にあっては常設照明

の一部について、非常用ディーゼル電源系より給電できるものとするとともに、バッテリー内蔵型

の可搬型照明を配備する。 

2.2 主要な建物及び構築物 （変更なし） 

 

第 2.1 図～第 2.15図 （変更なし） 
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原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3 回）の新旧対比表 

【添付書類８（3. 原子炉本体）】 

  



   添 8-3-1  

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

3. 原子炉本体 

 

3.1 概要 

（省略） 

 

 第 3.1.1図 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 原子炉本体 

 

3.1 概要 

  （変更なし） 

 

 第 3.1.1図 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   添 8-3-2  

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 
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   添 8-3-3  

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

3.2 炉心 

炉心は、ＭＫ－Ⅰ炉心からＭＫ－Ⅱ炉心へ変更された後、更に変更を加え、熱出力を 140MW と

したＭＫ－Ⅲ炉心に変更された。本申請書では、更に変更を加え、熱出力を 100MW としたＭＫ－

Ⅳ炉心を対象とする。ＭＫ－Ⅳ炉心の構造等を以下に示す。 

（１）構造 

炉心は、六角形の燃料集合体及び反射体等を、第 3.2.1図に示すように、蜂の巣状に配列した

構造で、内側燃料領域、外側燃料領域、軸方向反射体領域、半径方向反射体領域、半径方向遮へ

い集合体領域及び熱遮へいペレット領域から構成し、全体をほぼ円柱形状とする。 

炉心燃料集合体は、内側燃料集合体及び外側燃料集合体から構成する。内側燃料領域は、炉心

第 0列から炉心第 2列に装荷される内側燃料集合体から構成する。外側燃料領域は、炉心第 3列

から炉心第 5列に装荷される外側燃料集合体から構成する。炉心燃料集合体の装荷個数は、照射

燃料集合体及び照射用実験装置の核分裂性物質量の変化、装荷位置及び個数の変化等に対して、

必要な反応度を維持するように調整される。また、炉心第 3列には、制御棒 4本が、炉心第 5列

には後備炉停止制御棒 2本が配置される。なお、制御棒は、通常運転時において、ほぼ等しい引

き抜き位置にあるように、後備炉停止制御棒は、全引き抜き位置にあるように操作される。 

 

 

 

半径方向反射体領域及び半径方向遮へい集合体領域は、燃料集合体装荷位置の外周 3層及び最

外周 2層に配置される反射体及び遮へい集合体から構成する。また、照射燃料集合体、材料照射

用反射体及び照射用実験装置は、それらの装荷により炉心の核熱特性に過大な影響を与えないよ

うに、装荷位置及び装荷個数を決定する。なお、照射燃料集合体は燃料集合体装荷位置に、材料

照射用反射体及び照射用実験装置は、試験の目的に応じて、燃料集合体装荷位置、反射体装荷位

置及び遮へい集合体装荷位置に配置される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉心は、予想される全ての運転範囲において、原子炉出力の過渡的変化に対し、燃料集合体の

損傷を防止又は緩和するため、燃料温度係数、冷却材温度係数及びナトリウムボイド反応度等を

総合した反応度フィードバックが急速な固有の出力抑制効果を有するとともに、出力振動が発生

した場合にあっても、燃料の許容設計限界を超える状態に至らないように十分な減衰特性を持

ち、又は出力振動を制御し得るように設計する。また、燃料集合体、反射体及び遮へい集合体並

3.2 炉心 

炉心は、ＭＫ－Ⅰ炉心からＭＫ－Ⅱ炉心へ変更された後、更に変更を加え、熱出力を 140MW と

したＭＫ－Ⅲ炉心に変更された。本申請書では、更に変更を加え、熱出力を 100MW としたＭＫ－

Ⅳ炉心を対象とする。ＭＫ－Ⅳ炉心の構造等を以下に示す。 

（１）構造 

炉心は、六角形の燃料集合体及び反射体等を、第 3.2.1図に示すように、蜂の巣状に配列した

構造で、内側燃料領域、外側燃料領域、軸方向反射体領域、半径方向反射体領域、半径方向遮へ

い集合体領域及び熱遮へいペレット領域から構成し、全体をほぼ円柱形状とする。 

炉心燃料集合体は、内側燃料集合体及び外側燃料集合体から構成する。内側燃料領域は、炉心

第 0列から炉心第 2列に装荷される内側燃料集合体から構成する。外側燃料領域は、炉心第 3列

から炉心第 5列に装荷される外側燃料集合体から構成する。また、内側燃料領域及び外側燃料領

域の上下に熱遮へいペレット領域及び軸方向反射体領域を配置する。炉心燃料集合体の装荷個数

は、照射燃料集合体及び照射用実験装置の核分裂性物質量の変化、装荷位置及び個数の変化等に

対して、必要な反応度を維持するように調整される。 

また、炉心第 3列には、制御棒 4本が、炉心第 5列には後備炉停止制御棒 2本が配置される。

制御棒及び後備炉停止制御棒の位置を第 3.2.1図に示す。なお、制御棒は、通常運転時において、

ほぼ等しい引き抜き位置にあるように、後備炉停止制御棒は、全引き抜き位置にあるように操作

される。 

半径方向反射体領域及び半径方向遮へい集合体領域は、燃料集合体装荷位置の外周 3層及び最

外周 2層に配置される反射体及び遮へい集合体から構成する。 

反射体は、炉心燃料集合体の周囲に配置され、半径方向反射体領域を構成し、炉心から漏えい

する中性子を散乱反射し、炉心内の中性子束分布を平坦化するとともに、透過中性子量を低減す

る遮蔽体としての役割を有する。反射体は、炉心第 5 列から炉心第 6 列に装荷される内側反射

体、炉心第 6 列から炉心第 8 列に装荷される外側反射体（Ａ）、及び原子力材料の照射を目的と

して装荷される材料照射用反射体から構成する。 

遮へい集合体は、反射体の外側に配置され、炉心から漏えいする中性子を吸収し、透過中性子

量を低減する遮蔽体としての役割を有する。遮へい集合体は、炉心第 9 列から炉心第 10 列に装

荷される。 

炉心第 7列には、中性子源 1体が配置され、原子炉の起動時に、炉心に中性子を供給する役割

を有する。 

また、照射燃料集合体、材料照射用反射体及び照射用実験装置は、それらの装荷により炉心の

核熱特性に過大な影響を与えないように、装荷位置及び装荷個数を決定する。なお、照射燃料集

合体は燃料集合体装荷位置に、材料照射用反射体及び照射用実験装置は、試験の目的に応じて、

燃料集合体装荷位置、反射体装荷位置及び遮へい集合体装荷位置に配置される。 

炉心は、予想される全ての運転範囲において、原子炉出力の過渡的変化に対し、燃料集合体の

損傷を防止又は緩和するため、燃料温度係数、冷却材温度係数及びナトリウムボイド反応度等を

総合した反応度フィードバックが急速な固有の出力抑制効果を有するとともに、出力振動が発生

した場合にあっても、燃料の許容設計限界を超える状態に至らないように十分な減衰特性を持

ち、又は出力振動を制御し得るように設計する。また、燃料集合体、反射体及び遮へい集合体並
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

びに炉心構造物等は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原

子炉を安全に停止し、かつ、停止後に炉心の冷却機能を維持できるように設計する。炉心の主要

寸法を以下に示す。 

 

炉心燃料領域高さ 約 50cm 

     炉心燃料領域等価直径（最大） 約 78cm 

     軸方向反射体領域等価厚さ 上部 約 30cm 

                  下部 約 38cm 

半径方向反射体領域等価厚さ（最小） 約 24cm 

半径方向遮へい集合体領域等価厚さ 約 13cm 

炉心構成要素ピッチ 約 81.5mm 

 

（２）燃料集合体の最大挿入量 

燃料集合体の最大個数、炉心燃料領域核分裂性物質量（最大）及び熱遮へいペレット領域核分

裂性物質量（最大）を以下に示す。なお、照射燃料集合体は、炉心燃料領域に装荷するものとす

る。燃料集合体の種類毎の最大個数を第 3.2.1表に示す。 

燃料集合体の最大個数 79体 

炉心燃料集合体の最大個数 79体 

照射燃料集合体の最大個数 4体 

炉心燃料領域核分裂性物質量（最大） 

      239Pu＋241Pu 約 150kg 

      235Ｕ 約 100kg 

     熱遮へいペレット領域核分裂性物質量（最大） 

      天然ウラン 約 1kg 

      劣化ウラン 約 50kg 

照射燃料集合体の 1体当たりの核分裂性物質量は、炉心燃料集合体のそれを超えないものとす

る。また、Ｂ型、Ｃ型及びＤ型照射燃料集合体のそれぞれの 1体当たりの核分裂性物質量は、Ａ

型照射燃料集合体のそれの最大を超えないものとする。なお、照射用実験装置を半径方向反射体

領域、半径方向遮へい集合体領域に装荷した場合にあっては、炉心燃料領域及び熱遮へいペレッ

ト領域の核分裂性物質量に、半径方向反射体領域及び半径方向遮へい集合体領域の核分裂性物質

量を加えても、核分裂性物質の全挿入量を超えないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

びに炉心構造物等は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原

子炉を安全に停止し、かつ、停止後に炉心の冷却機能を維持できるように設計する。炉心の主要

寸法を以下に示す。 

 

炉心燃料領域高さ 約 50cm 

     炉心燃料領域等価直径（最大） 約 78cm 

     軸方向反射体領域等価厚さ 上部 約 30cm 

                  下部 約 38cm 

半径方向反射体領域等価厚さ（最小） 約 24cm 

半径方向遮へい集合体領域等価厚さ 約 13cm 

炉心構成要素ピッチ 約 81.5mm 

 

（２）燃料集合体の最大挿入量 

燃料集合体の最大個数、炉心燃料領域核分裂性物質量（最大）及び熱遮へいペレット領域核分

裂性物質量（最大）を以下に示す。なお、照射燃料集合体は、炉心燃料領域に装荷するものとす

る。燃料集合体の種類毎の最大個数を第 3.2.1表に示す。 

燃料集合体の最大個数 79体 

炉心燃料集合体の最大個数 79体 

照射燃料集合体の最大個数 4体 

炉心燃料領域核分裂性物質量（最大） 

      239Pu＋241Pu 約 150kg 

      235Ｕ 約 100kg 

     熱遮へいペレット領域核分裂性物質量（最大） 

      天然ウラン 約 1kg 

      劣化ウラン 約 50kg 

照射燃料集合体の 1体当たりの核分裂性物質量は、炉心燃料集合体のそれを超えないものとす

る。また、Ｂ型、Ｃ型及びＤ型照射燃料集合体のそれぞれの 1体当たりの核分裂性物質量は、Ａ

型照射燃料集合体のそれの最大を超えないものとする。なお、照射用実験装置を半径方向反射体

領域、半径方向遮へい集合体領域に装荷した場合にあっては、炉心燃料領域及び熱遮へいペレッ

ト領域の核分裂性物質量に、半径方向反射体領域及び半径方向遮へい集合体領域の核分裂性物質

量を加えても、核分裂性物質の全挿入量を超えないものとする。 

また、材料照射用反射体は、炉心燃料領域又は反射体領域に装荷され、原子力材料（ステンレ

ス鋼又は制御棒用材料等）の照射試験に用いられる。炉心燃料領域に装荷する材料照射用反射体

は最大 1体とする。ラッパ管内には、原子力材料の照射用試験片が収納される。 

なお、炉心燃料領域に計測線付実験装置を装荷する場合は、材料照射用反射体との合計を最大

1 体とする。制御棒用材料を照射する材料照射用反射体の装荷は反射体領域に限る。反射体領域

に装荷する材料照射用反射体及び照射用実験装置（本体設備）は、炉心の 6方向の各領域で最大

1 体までとする。また、反射体領域に装荷する照射用実験装置（本体設備）の周囲に設置する照

射用実験装置（スペクトル調整設備）は最大 6体とする。 
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 第 3.2.1表 （省略） 

 

 第 3.2.1図 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、照射燃料集合体、材料照射用反射体及び照射用実験装置は、制御棒及び後備炉停止制御

棒の隣接位置に装荷しないものとする。 

照射燃料集合体及び炉心燃料領域に装荷する材料照射用反射体の装荷範囲を第 3.2.2 図に示

す。 

反射体領域に装荷する材料照射用反射体及び照射用実験装置の装荷範囲を第 3.2.3図に示す。 

 

 

 第 3.2.1表 （変更なし） 

 

 第 3.2.1図 （変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.2.2図 照射燃料集合体及び材料照射用反射体（炉心燃料領域）の装荷範囲 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.2.3図 反射体領域の材料照射用反射体及び照射用実験装置の装荷範囲 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

3.3 炉心構成 

炉心の設計にあたっては、燃料交換による反応度変化及び取り出した炉心燃料集合体の平均燃焼度

がほぼ平衡に達した炉心（以下「標準平衡炉心」という。）を設定する（炉心構成：第 3.2.1 図参照）。 

 

 

 

 

 

 

標準平衡炉心は、運転上の制限又は条件の範囲を定めるため、照射燃料集合体、材料照射用反射体

及び照射用実験装置の装荷パターンが、装荷パターンが異なる他の炉心の核熱特性を代表するものと

して選定したものであり、Ｃ型照射燃料集合体 1体を炉心第 3列に、Ｂ型照射燃料集合体 2体をそれ

ぞれ 1体ずつ炉心第 1列と炉心第 3列に、材料照射用反射体 1体を炉心第 1列に装荷したものとして

いる。標準平衡炉心の構成要素の内訳を第 3.3.1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 炉心構成 

「常陽」は、高速炉開発に係る燃料や材料の照射試験を運転目的の一つとしており、炉心は、炉心

燃料集合体だけでなく、照射試料を有する照射燃料集合体等を含む。また、照射燃料集合体等は、試

験目的に応じて装荷位置を変更する。 

炉心構成は、運転サイクルにより変動する。一方、設置変更許可段階の炉心設計に当たっては、運

転上の制限又は条件の範囲を定めるため、設計用の代表的な炉心構成の設定を必要とする。設置変更

許可段階における炉心の設計にあたっては、燃料交換による反応度変化及び取り出した炉心燃料集合

体の平均燃焼度がほぼ平衡に達した炉心（以下「標準平衡炉心」という。）を設定する（炉心構成：第

3.2.1図参照）。 

標準平衡炉心は、運転上の制限又は条件の範囲を定めるため、照射燃料集合体、材料照射用反射体

及び照射用実験装置の装荷パターンが異なる他の炉心の核熱特性を代表するものとして選定したも

のであり、Ｃ型照射燃料集合体 1体を炉心第 3列に、Ｂ型照射燃料集合体 2 体をそれぞれ 1体ずつ炉

心第 1列と炉心第 3列に、材料照射用反射体 1体を炉心第 1列に装荷したものとしている。標準平衡

炉心の構成要素の内訳を第 3.3.1 表に示す。 

炉心燃料集合体の交換計画は、炉心燃料集合体について、一様かつ高い燃焼度が得られるように、

また、出力分布の変動が小さくなるように策定する。原子炉の運転サイクルは、約 60 日間の定格出

力運転期間及び約 19日間の休止期間（出力上昇及び出力降下期間を含む。）を合計した約 2.5ヶ月／

サイクルを標準とし、出力分布に応じて 5～9バッチの分散方式で、炉心燃料集合体を交換する。1サ

イクルあたりに取り出す炉心燃料集合体の個数は、平均約 10 体となる。また、取り出した炉心燃料

集合体の燃焼度は、燃料集合体最高燃焼度を 80,000MWd/t、燃料要素最高燃焼度を 90,000MWd/tとし、

平均で約 60,000MWd/tとなる。なお、標準平衡炉心は、設置変更許可段階の設計用炉心構成であり、

全て新燃料の状態を仮想し、平衡に至るまで炉心燃料集合体を交換したものである。 

実炉心におけるＭＫ－Ⅳ炉心への移行は、燃料仕様がＭＫ－Ⅲ炉心と同じであり、継続使用するこ

とを踏まえ、一部内側燃料集合体の脱荷、一部外側燃料集合体の内側反射体への交換等により達成す

る。すでに燃焼が進んでいることから、ＭＫ－Ⅳ炉心は、平衡炉心組成に近い状態から開始すること

となる。 

設置変更許可段階の炉心設計にあっては、標準平衡炉心を用いて、以下の運転上の制限又は条件の

範囲を定める。 

・ 過剰反応度 

・ 反応度制御能力（主炉停止系）／反応度停止余裕（主炉停止系） 

・ 最大反応度添加率（主炉停止系） 

・ 反応度制御能力（後備炉停止系）／反応度停止余裕（後備炉停止系） 

・ 反応度係数（ドップラ係数、燃料温度係数、構造材温度係数、冷却材温度係数、炉心支持板温

度係数、ナトリウムボイド係数） 

これらの運転上の制限又は条件は、不確かさ・余裕を考慮して評価した核特性範囲の上限値又は下

限値等を使用するものとし、設置変更許可段階では、当該上下限値を保守的に組み合わせた条件で安

全評価を実施し、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時においても、原子炉冷却系統、原子炉

停止系統、反応度制御系統、計測制御系統及び安全保護回路の機能と併せて機能することにより、燃
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照射燃料集合体、材料照射用反射体及び照射用実験装置は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律」の第 27 条に基づく設計及び工事の方法において、照射試験の目的に応じた装荷

位置を決定し、その装荷パターンに応じた原子炉施設の炉心構成における燃料集合体の装荷個数、過

剰反応度、反応度制御能力、反応度添加率及び反応度停止余裕を運転上の制限又は条件の範囲内にな

るように設計する。 

 

 

 

運転における炉心は、炉心構成、核的制限値、熱的制限値、炉心特性の範囲において構成する。炉

心構成の運用の手続きについては、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の第

37条に基づく原子炉施設保安規定に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 3.3.1表 （省略） 

 

3.4 核設計 

3.4.1 設計方針（核設計基準） 

  （省略） 

 

3.4.2 計算方法 

核設計計算には、多群中性子拡散理論及び多群中性子輸送理論を用いるものとし、3 次元モデル

を使用する。なお、モデルに使用する炉心寸法及び組成は定格出力時のものを基準とする。 

3 次元モデルは、Tri-Zモデル及び XYZ モデルの 2種類とし、主要な核設計計算に使用する。XYZ

モデルは、制御棒及び後備炉停止制御棒の反応度価値計算に使用する。モデルの一例として、標準

平衡炉心の軸方向計算体系を第 3.4.1図に示す。また、核設計計算で使用する主な計算コードを第

3.4.1表に示す。 

 

炉定数は、JFS-3-J3.2R セット(1)を使用する。エネルギー群数は 70 群を基本とするが、制御棒

及び後備炉停止制御棒の反応度価値計算では、7群縮約定数を使用する。核設計で用いる計算方法

及び炉定数については、ＭＫ－Ⅱ炉心やＭＫ－Ⅲ炉心の性能試験等で得られた実験値と計算値を

料の許容設計限界（熱設計基準値）を超えないことを確認することで、炉心構成が運転サイクルで変

動する場合にあっても、以下に示す後段規制において、運転上の制限又は条件の範囲内にあることを

確認することで、炉心の安全性を担保することができるものとしている。 

照射燃料集合体、材料照射用反射体及び照射用実験装置は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律」の第 27 条に基づく設計及び工事の計画において、照射試験の目的に応じた装荷

位置を決定し、その装荷パターンに応じた原子炉施設の炉心構成における燃料集合体の装荷個数、過

剰反応度、反応度制御能力、反応度添加率及び反応度停止余裕を運転上の制限又は条件の範囲内にな

るように設計する。 

当該照射燃料集合体等の装荷による核熱特性への影響は、設置変更許可段階での評価結果に包絡さ

れるため、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時においても、原子炉冷却系統、原子炉停止系

統、反応度制御系統、計測制御系統及び安全保護回路の機能と併せて機能することにより、燃料の許

容設計限界（熱設計基準値）を超えない。 

運転における炉心は、炉心構成、核的制限値、熱的制限値、炉心特性の範囲において構成する。な

お、核的制限値は、燃料集合体の装荷個数、過剰反応度、反応度制御能力及び反応度添加率に対する

制限値である。炉心構成の運用の手続きについては、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律」の第 37条に基づく原子炉施設保安規定に定める。 

運転段階においても、原子炉施設保安規定に基づき、サイクル運転に先立ち、炉心構成の制限事項

（個数、熱的制限値、核的制限値）の遵守や核特性への影響が所定の範囲内であることを評価・確認

するため、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時においても、原子炉冷却系統、原子炉停止系

統、反応度制御系統、計測制御系統及び安全保護回路の機能と併せて機能することにより、燃料の許

容設計限界（熱設計基準値）を超えない。 

 

 第 3.3.1表 （変更なし） 

  

3.4 核設計 

3.4.1 設計方針（核設計基準） 

  （変更なし） 

 

3.4.2 計算方法 

核設計計算には、多群中性子拡散理論及び多群中性子輸送理論を用いるものとし、3次元モデル

を使用する。なお、モデルに使用する炉心寸法及び組成は定格出力時のものを基準とする。 

3次元モデルは、Tri-Zモデル及び XYZモデルの 2種類とし、主要な核設計計算に使用する。XYZ

モデルは、制御棒及び後備炉停止制御棒の反応度価値計算に使用する。モデルの一例として、標準

平衡炉心の軸方向計算体系を第 3.4.1図に示す。なお、炉心最外周には遮へい集合体を設置してお

り、炉内燃料貯蔵ラックに装荷した燃料集合体の影響は排除可能である。また、核設計計算で使用

する主な計算コードを第 3.4.1表に示す。 

炉定数は、JFS-3-J3.2R セット(1)を使用する。エネルギー群数は 70 群を基本とするが、制御棒

及び後備炉停止制御棒の反応度価値計算では、7群縮約定数を使用する。なお、当該解析手法は、

公開コードを用いて、原子力機構が高速炉の標準的な解析手法として確立したものである。 
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比較することで、その信頼性を確認する。検証結果を以下に示す(2),(3),(4)。 

 

 

 

・ 実効増倍率については、ＭＫ－Ⅲ炉心の性能試験における実験値が 1.0308、計算値が

1.0276となった。 

 

 

・ 制御棒反応度価値については、ＭＫ－Ⅲ炉心の性能試験における実験値の計算値に対す

る比は 1.04となった。 

 

・ 等温温度係数（ドップラ反応度及び熱膨張反応度）については、ＭＫ－Ⅲ炉心の性能試

験における実験値の計算値に対する比は 1.04となった。 

 

・ 出力分布については、ＭＫ－Ⅱ炉心の性能試験における核種毎の核分裂率分布解析を行

った結果、計算値は実験誤差内で一致した。 

 

なお、各種の核的特性値については、実験値と計算値の比、及び実験値の実験誤差、外挿誤差、

制御棒及び後備炉停止制御棒の配置の非対称性に係る計算誤差等の不確かさを考慮して、最大値

及び最小値を設定し、安全側の評価となる値を用いる。 

 

3.4.3 最大過剰反応度及び反応度停止余裕 

（１）最大過剰反応度 

定格出力時における最大過剰反応度は 0.020Δk/k となる。当該反応度は、燃焼による反

応度低下を補償し、これに運転余裕を見込んだものである。また、100℃の体系から定格出力

時の体系における温度及び出力による反応度低下を補償するために必要な過剰反応度は、計

算上の余裕を含めて最大 0.015Δk/k となる。上記より、100℃の体系における最大過剰反応

度は、0.035Δk/k 以下となる。標準平衡炉心の過剰反応度の内訳を第 3.4.2表に示す。 

 

 

 

 

 

（２）反応度停止余裕 

制御棒は、ワンロッドスタック時にあっても、原子炉を未臨界に移行することができ、

100℃の体系において、未臨界を維持できるものとする。後備炉停止制御棒は、原子炉を未臨

界に移行することができ、350℃の体系において、未臨界を維持できるものとする。なお、反

応度停止余裕の評価に当たっては、制御棒及び後備炉停止制御棒の反応度価値の計算の不確

かさ、制御棒及び後備炉停止制御棒の中性子吸収材の燃焼、炉心構成の変動等を考慮するも

核設計で用いる計算方法及び炉定数については、ＭＫ－Ⅱ炉心やＭＫ－Ⅲ炉心の性能試験等で

得られた実験値と計算値を比較することで、その信頼性を確認する。検証結果を以下に示す

(2),(3),(4)。 

 

・ 実効増倍率については、ＭＫ－Ⅲ炉心の性能試験における実験値が 1.0308、計算値が

1.0276 となった。過剰反応度の評価において、標準平衡炉心（平衡組成）作成時の過剰

反応度の計算値を、ＭＫ－Ⅲ性能試験に対する計算値と実験値の差を用いて補正（標準平

衡炉心の臨界性の判断に使用）している。 

・ 制御棒反応度価値については、ＭＫ－Ⅲ炉心の性能試験における実験値の計算値に対す

る比は 1.04となった。制御棒反応度価値の補正係数の一つとして、ＭＫ－Ⅲ性能試験に

対する計算値と実験値の比を使用している。 

・ 等温温度係数（ドップラ反応度及び熱膨張反応度）については、ＭＫ－Ⅲ炉心の性能試

験における実験値の計算値に対する比は 1.04となった。反応度係数の不確かさの設定に

おいて、ＭＫ－Ⅲ性能試験に対する計算値と実験値の比を使用している。 

・ 出力分布については、ＭＫ－Ⅱ炉心の性能試験における核種毎の核分裂率分布解析を行

った結果、計算値は実験誤差内で一致した。 

 

なお、各種の核的特性値については、実験値と計算値の比、及び実験値の実験誤差、外挿誤差、

制御棒及び後備炉停止制御棒の配置の非対称性に係る計算誤差等の不確かさを考慮して、最大値

及び最小値を設定し、安全側の評価となる値を用いる。 

 

3.4.3 最大過剰反応度及び反応度停止余裕 

（１）最大過剰反応度 

最大過剰反応度は、サイクル運転（60日）末期に過剰反応度が零となることを想定し、燃

焼補償用反応度、温度補償用及び出力補償用反応度並びに運転余裕用を積み上げて設定す

る。 

定格出力時における最大過剰反応度は 0.020Δk/k となる。当該反応度は、燃焼による反

応度低下を補償し、これに運転余裕を見込んだものである。 

また、100℃の体系から定格出力時の体系における温度及び出力による反応度低下を補償

するために必要な過剰反応度は、計算上の余裕を含めて最大 0.015Δk/k となる。 

上記より、100℃の体系における最大過剰反応度は、0.035Δk/k 以下となる。標準平衡炉

心の過剰反応度の内訳を第 3.4.2表に示す。 

（２）反応度停止余裕 

制御棒は、ワンロッドスタック時にあっても、原子炉を未臨界に移行することができ、

100℃の体系において、未臨界を維持できるものとする。後備炉停止制御棒は、原子炉を未臨

界に移行することができ、350℃の体系において、未臨界を維持できるものとする。なお、反

応度停止余裕の評価に当たっては、保守的な制御棒及び後備炉停止制御棒の挿入パターンで

評価するとともに、反応度価値に補正係数を乗じることで、制御棒及び後備炉停止制御棒の

反応度価値の計算の不確かさ、制御棒及び後備炉停止制御棒の中性子吸収材の燃焼、炉心構
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のとする。上述の評価により、制御棒 4 本挿入時の反応度価値は 0.070Δk/k 以上となる。

また、反応度停止余裕は 0.015Δk/k 以上（ワンロッドスタック時）となる。また、後備炉停

止制御棒 2本挿入時の反応度価値は 0.014Δk/k 以上となり、350℃の体系における反応度停

止余裕は 0.008Δk/k 以上となる。 

 

（３）制御棒ストローク曲線 

制御棒ストローク曲線を第 3.4.2 図に示す。制御棒ストローク曲線に対する炉心構成の変

動及び炉心の燃焼等の影響は小さく、制御棒による最大反応度添加率は約 0.00016Δk/k/s

である。 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 反応度係数 

 

 

 

（１）ドップラ係数 

通常運転時及び１次冷却材全喪失時における標準平衡炉心のドップラ係数を第 3.4.3表に

示す。第 3.4.3表に示すように、ドップラ係数は負となる。 

（２）温度係数（ドップラ効果を除く。） 

温度係数は、燃料温度係数、構造材温度係数、冷却材温度係数及び炉心支持板温度係数か

ら構成する。標準平衡炉心の温度係数を第 3.4.4表に示す。これらの温度係数は、燃料ペレ

ット、構造材（被覆管を含む。）、冷却材及び炉心支持板の膨張に起因するものであり、全て

負となる。 

（３）ナトリウムボイド反応度 

ナトリウムボイド反応度は、原子炉容器内の全ての場所において負である。標準平衡炉心

の１次冷却材全喪失時の反応度の変化（ナトリウムボイド反応度）は－0.019Δk/k となる。 

 

 

3.4.5～3.4.8 

（省略） 

 

 第 3.4.1表～第 3.4.2表 （省略） 

 

 

 

成の変動等を考慮するものとする。 

上述の評価により、制御棒 4 本挿入時の反応度価値は 0.070Δk/k 以上となる。また、反

応度停止余裕は 0.015Δk/k 以上（ワンロッドスタック時）となる。また、後備炉停止制御棒

2 本挿入時の反応度価値は 0.014Δk/k 以上となり、350℃の体系における反応度停止余裕は

0.008Δk/k 以上となる。 

（３）制御棒ストローク曲線 

制御棒ストローク曲線を第 3.4.2図に示す。制御棒ストローク曲線に対する炉心構成の変

動及び炉心の燃焼等の影響は小さく、制御棒による最大反応度添加率は約 0.00016Δk/k/s

である。 

なお、最大反応度添加率の評価に当たっては、保守的な制御棒及び後備炉停止制御棒の挿

入パターンで評価するとともに、反応度価値に補正係数を乗じることで、制御棒の反応度価

値の計算の不確かさ、制御棒の中性子吸収材の燃焼、炉心構成の変動等を考慮する。また、

燃焼に伴い制御棒の反応度価値の絶対値及び最大変化率は減少し、最大反応度添加率は、未

燃焼時に最大となる。 

 

3.4.4 反応度係数 

反応度係数は、標準平衡炉心における計算値に対して、炉心構成や燃料初期組成、燃焼の影響や

実測値に基づく不確かさ等を考慮し、炉心支持板温度係数については±20%、それ以外については

±30%の範囲を制限値として設定する。計算結果を以下に示す。 

（１）ドップラ係数 

通常運転時及び１次冷却材全喪失時における標準平衡炉心のドップラ係数を第 3.4.3表に

示す。第 3.4.3表に示すように、ドップラ係数は負となる。 

（２）温度係数（ドップラ効果を除く。） 

温度係数は、燃料温度係数、構造材温度係数、冷却材温度係数及び炉心支持板温度係数か

ら構成する。標準平衡炉心の温度係数を第 3.4.4表に示す。これらの温度係数は、燃料ペレ

ット、構造材（被覆管を含む。）、冷却材及び炉心支持板の膨張に起因するものであり、全て

負となる。 

（３）ナトリウムボイド反応度 

ナトリウムボイド反応度は、原子炉容器内の全ての場所において負である。標準平衡炉心

の１次冷却材全喪失時の反応度の変化（ナトリウムボイド反応度）は－0.019Δk/k となる。

運転上の制限又は条件の範囲は、-（1.3～2.5）×10-2Δk/kとする。 

 

3.4.5～3.4.8 

（変更なし） 

 

 第 3.4.1表～第 3.4.2表 （変更なし） 
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第 3.4.3表 標準平衡炉心のドップラ係数 

（単位：Tdk/dT） 

 ドップラ係数 

通常運転時 

１次冷却材全喪失時 

-2.4×10-3 

-2.0×10-3 

 

 

第 3.4.4表 標準平衡炉心の温度係数 

（単位：Δk/k/℃） 

 温度係数 

燃料温度係数 

構造材温度係数 

冷却材温度係数 

炉心支持板温度係数 

-3.2×10-6 

-1.3×10-6 

-9.6×10-6 

-14.2×10-6 

 

 第 3.4.5表 （省略） 

 

 第 3.4.1図～第 3.4.2図 （省略） 

 

3.5 熱設計 

3.5.1 設計方針 

（１）炉心燃料集合体 

炉心燃料集合体の熱設計は、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、燃料ペ

レットが溶融温度に達することなく、被覆管が機械的に破損せず、かつ、冷却材が沸騰しな

いよう、以下の方針に基づいて行う。 

（ⅰ）炉心燃料集合体が、原子炉内における使用期間中、通常運転時及び運転時の異常な過渡

変化時に原子炉の運転に支障が生ずる場合において、原子炉冷却系統、原子炉停止系統、

反応度制御系統、計測制御系統及び安全保護回路の機能と併せて機能することにより、燃

料の許容設計限界（以下「熱設計基準値」という。）を超えないよう、かつ、その被覆管

のクリープ寿命分数和と疲労寿命分数和（設計疲労寿命に対する累積疲労サイクルの比）

を加えた累積損傷和が設計上の制限値である 1.0 を超えないよう、定格出力時における

熱的制限値を設定し、これを満たすこと。 

（ⅱ）設計計算手法及び物性定数は、各種の試験研究を通じて信頼度を確認したものを使用す

ること。 

（ⅲ）公称値並びに工学的安全係数は、適切な安全余裕を有すること。 

（２）照射燃料集合体 

照射燃料集合体の熱設計は、炉心燃料集合体の設計方針に基づいて行う。ただし、試験用

 

 

第 3.4.3表 標準平衡炉心のドップラ係数 

（単位：Tdk/dT） 

 ドップラ係数 運転上の制限又は条件の範囲 

通常運転時 

１次冷却材全喪失時 

-2.4×10-3 

-2.0×10-3 
-（1.3～3.3）×10-3 

 

 

第 3.4.4表 標準平衡炉心の温度係数 

（単位：Δk/k/℃） 

 温度係数 運転上の制限又は条件の範囲 

燃料温度係数 

構造材温度係数 

冷却材温度係数 

炉心支持板温度係数 

-3.2×10-6 

-1.3×10-6 

-9.6×10-6 

-14.2×10-6 

-（2.2～4.2）×10-6 

-（0.8～1.7）×10-6 

-（6.6～12.5）×10-6 

-（1.1～1.7）×10-5 

 

 第 3.4.5表 （変更なし） 

 

 第 3.4.1図～第 3.4.2図 （変更なし） 

 

3.5 熱設計 

3.5.1 設計方針 

（１）炉心燃料集合体 

炉心燃料集合体の熱設計は、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、燃料ペ

レットが溶融温度に達することなく、被覆管が機械的に破損せず、かつ、冷却材が沸騰しな

いよう、以下の方針に基づいて行う。 

（ⅰ）炉心燃料集合体が、原子炉内における使用期間中、通常運転時及び運転時の異常な過渡

変化時に原子炉の運転に支障が生ずる場合において、原子炉冷却系統、原子炉停止系統、

反応度制御系統、計測制御系統及び安全保護回路の機能と併せて機能することにより、燃

料の許容設計限界（以下「熱設計基準値」という。）を超えないよう、かつ、その被覆管

のクリープ寿命分数和と疲労寿命分数和（設計疲労寿命に対する累積疲労サイクルの比）

を加えた累積損傷和が設計上の制限値である 1.0 を超えないよう、定格出力時における

熱的制限値を設定し、これを満たすこと。 

（ⅱ）設計計算手法及び物性定数は、各種の試験研究を通じて信頼度を確認したものを使用す

ること。 

（ⅲ）公称値並びに工学的安全係数は、適切な安全余裕を有すること。 

（２）照射燃料集合体 

照射燃料集合体の熱設計は、炉心燃料集合体の設計方針に基づいて行う。ただし、試験用
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

要素を装填した照射燃料集合体は、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、試

験用要素が計画された範囲内でその健全性を喪失しても、他の燃料要素の健全性に影響を与

えないよう、それぞれの燃料要素について以下の方針に基づいて熱設計を行う。 

（ⅰ）～（ⅵ） 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）照射用実験装置（本体設備） 

（省略） 

 

3.5.2 熱設計基準値及び熱的制限値 

3.5.2.1 熱設計基準値 

（１）炉心燃料集合体 

（省略） 

（２）照射燃料集合体 

 

 

 

 

（ⅰ）～（ⅱ） 

（省略） 

（ⅲ）先行試験用要素 

ａ．燃料最高温度は、溶融温度を超えないこととする。ただし、酸化物燃料にあっては、

溶融温度を超える設計をする場合があるが、最大溶融割合は、30％とする。 

要素を装填した照射燃料集合体は、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、試

験用要素が計画された範囲内でその健全性を喪失しても、他の燃料要素の健全性に影響を与

えないよう、それぞれの燃料要素について以下の方針に基づいて熱設計を行う。 

（ⅰ）～（ⅵ） 

（変更なし） 

照射燃料集合体では、試験目的に応じて、燃料材や被覆材の種類、寸法や燃料材物性を組

み合わせ、所定の照射試験条件を実現する。そのため、設置変更許可申請の段階にあっては、

想定される照射試験を踏まえ、燃料要素の仕様を一定の範囲に限定する。 

熱設計基準値及び熱的制限値にあっては、当該仕様の組合せを考慮し、燃料最高温度又は

燃料最大溶融割合（径方向断面における溶融割合の最大）、被覆管最高温度（肉厚中心）及び

冷却材最高温度について、熱設計基準値及び熱的制限値を定める。なお、熱設計基準値及び

熱的制限値は、最大値として設定したものであり、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律」の第 27 条に基づく設計及び工事の計画の認可申請の段階にあっては、確

定した燃料要素の仕様を用いて、個別に熱設計基準値及び熱的制限値を設定するため、当該

値は、設置変更許可申請の段階で定めた熱設計基準値及び熱的制限値を下回る場合がある。 

熱設計に使用する設計計算手法及び物性定数についても、設置変更許可申請の段階で、代

表的なものを定め、設計及び工事の計画の認可申請の段階において、確定した燃料要素の仕

様を用いて個別に定めるものとする。 

また、熱設計に使用する工学的安全係数にあっては、燃料の仕様に依存しない原子炉熱出

力の測定誤差等による工学的安全係数を、設置変更許可申請の段階で定め、燃料の仕様に依

存するものについては、設計及び工事の計画の認可申請の段階において、確定した燃料要素

の仕様を用いて個別に定める。 

（３）照射用実験装置（本体設備） 

（変更なし） 

 

3.5.2 熱設計基準値及び熱的制限値 

3.5.2.1 熱設計基準値 

（１）炉心燃料集合体 

（変更なし） 

（２）照射燃料集合体 

照射燃料集合体に装填する燃料要素は、その仕様範囲も考慮し、最高温度となる熱設計基

準値を定める。「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の第 27条に基づ

く設計及び工事の計画の認可申請の段階にあっては、製作する燃料要素の仕様を踏まえ、最

新知見も考慮して個別に熱設計基準値を定める。 

（ⅰ）～（ⅱ） 

（変更なし） 

（ⅲ）先行試験用要素 

ａ．燃料最高温度は、溶融温度を超えないこととする。ただし、酸化物燃料にあっては、

溶融温度を超える設計をする場合があるが、最大溶融割合は、30％とする。 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

ｂ．被覆管最高温度（肉厚中心）は、890℃とする。 

ｃ．内壁構造容器最高温度（肉厚中心）は、890℃とする。 

ｄ．内壁構造容器を冷却する冷却材の最高温度は、910℃とする。 

（ⅳ）基礎試験用要素 

ａ．燃料最高温度は、溶融温度を超えないこととする。 

ｂ．被覆管最高温度（肉厚中心）は、890℃とする。 

ｃ．密封構造容器最高温度（肉厚中心）は、890℃とする。 

ｄ．密封構造容器を冷却する冷却材の最高温度は、910℃とする。 

（ⅴ）～（ⅵ） 

（省略） 

（３）照射用実験装置 

（省略） 

 

3.5.2.2 熱的制限値 

（１）炉心燃料集合体 

燃料最高温度 2,350℃ 

被覆管最高温度（肉厚中心） 620℃ 

（２）照射燃料集合体 

 

 

 

 

（ⅰ）～（ⅵ） 

（省略） 

（３）照射用実験装置（本体設備） 

（省略） 

 

3.5.3～3.5.5 

  （省略） 

 

3.5.6 工学的安全係数 

熱設計計算における工学的安全係数は、燃料ペレット、被覆管、冷却材等の温度上昇の最大値を

求めるための係数であり、炉心燃料集合体にあっては、製作公差、物性定数のばらつき、出力分布

の不確かさ、冷却材の温度及び流量等の変動、原子炉熱出力の測定誤差等を含み、照射燃料集合体

にあっては、原子炉熱出力の測定誤差等を含む(3)。熱設計計算に用いる炉心燃料集合体及び照射燃

料集合体の工学的安全係数を以下に示す。照射用実験装置にあっては、照射燃料集合体と同じとす

る。 

 

 

ｂ．被覆管最高温度（肉厚中心）は、急速加熱による破断温度以下とする。 

ｃ．内壁構造容器最高温度（肉厚中心）は、890℃とする。 

ｄ．内壁構造容器を冷却する冷却材の最高温度は、910℃とする。 

（ⅳ）基礎試験用要素 

ａ．燃料最高温度は、溶融温度を超えないこととする。 

ｂ．被覆管最高温度（肉厚中心）は、急速加熱による破断温度以下とする。 

ｃ．密封構造容器最高温度（肉厚中心）は、890℃とする。 

ｄ．密封構造容器を冷却する冷却材の最高温度は、910℃とする。 

（ⅴ）～（ⅵ） 

（変更なし） 

（３）照射用実験装置 

（変更なし） 

 

3.5.2.2 熱的制限値 

（１）炉心燃料集合体 

燃料最高温度 2,350℃ 

被覆管最高温度（肉厚中心） 620℃ 

（２）照射燃料集合体 

照射燃料集合体に装填する燃料要素は、その仕様範囲も考慮し、最高温度となる熱的制限

値を定める。「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の第 27条に基づく

設計及び工事の計画の認可申請の段階にあっては、製作する燃料要素の仕様を踏まえ、最新

知見も考慮して個別に熱的制限値を定める。 

（ⅰ）～（ⅵ） 

（変更なし） 

（３）照射用実験装置（本体設備） 

（変更なし） 

 

3.5.3～3.5.5 

  （変更なし） 

 

3.5.6 工学的安全係数 

熱設計計算における工学的安全係数は、燃料ペレット、被覆管、冷却材等の温度上昇の最大値を

求めるための係数であり、炉心燃料集合体にあっては、製作公差、物性定数のばらつき、出力分布

の不確かさ、冷却材の温度及び流量等の変動、原子炉熱出力の測定誤差等を含み、照射燃料集合体

にあっては、燃料仕様によらず共通する原子炉熱出力の測定誤差等を含む(3)。 

なお、照射燃料集合体にあっては、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」

の第 27条に基づく設計及び工事の計画の認可申請の段階において、製作する燃料要素の仕様を踏

まえ、燃料仕様に依存する項目について個別に工学的安全係数を定める。 

熱設計計算に用いる炉心燃料集合体及び照射燃料集合体の工学的安全係数を以下に示す。照射
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

工学的安全係数 

炉心燃料集合体 

燃料ペレット 約 1.19 

被覆管 約 1.19 

冷却材 約 1.18 

照射燃料集合体 1.05 

 

3.5.7～3.5.9 

  （省略） 

 

3.5.10 参考文献 

(1）H. Ohshima and H. Narita, "Thermal-hydraulic analysis of fast reactor fuel 

subassembly with porous blockages",ISSCA-4(1997), p.323-333. 

(2）大高雅彦他、「サブチャンネル解析コード ASERE-IIIの検証」、PNC-TN9410 96-212 (1984) 

（3）池上哲雄他、「(XⅣ) ホットスポットファクターの見直し」、日本原子力学会昭和 59年度炉

物理・炉工学分科会予稿集Ａ５３ (1984)  

（4）M.Kato et al.,“Physical Properties and Irradiation Behavior Analysis of Np- and 

Am-Bearing MOX Fuels”, J.Nucl. Sci.Technol., 48:4, 646-653 (2011)  

（5）“Mechanical and Physical Properties of the Austenitic Chromium-Nickel Stainless 

Steels at Elevated Temperatures”, The International Nickel Company (1963) 

(6）揃政敏他、「高速炉用フェライト系ステンレス鋼燃料被覆管物性及び特性評価（「常陽」Ⅳ

型特殊燃料要素用被覆管）」、PNC-TN9430 90-003 (1990) 

（7）O.E.Dwyer et al.,At. Energy Rev. 4,3 (1966)  

（8）R.N.Lyon,“Chem. Eng. Progr.”, 47,75/79 (1951) 

（9）G. H. Golden et al.,“THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF SODIUM”, ANL-7323 (1967)  

 

 

第 3.5.1表 熱設計計算に使用する物性定数（1／3） 

 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

用実験装置にあっては、照射燃料集合体と同じとする。 

 

工学的安全係数 

炉心燃料集合体 

燃料ペレット 約 1.19 

被覆管 約 1.19 

冷却材 約 1.18 

照射燃料集合体 1.05 

 

3.5.7～3.5.9 

  （変更なし） 

 

3.5.10 参考文献 

(1)H. Ohshima and H. Narita, “Thermal-hydraulic analysis of fast reactor fuel 

subassembly with porous blockages”,ISSCA-4(1997), p.323-333. 

(2)大高雅彦他、「サブチャンネル解析コード ASERE-IIIの検証」、PNC-TN9410 96-212 (1996) 

（3）池上哲雄他、「(XⅣ) ホットスポットファクターの見直し」、日本原子力学会昭和 59年度炉

物理・炉工学分科会予稿集Ａ５３ (1984)  

（4）M.Kato et al.,“Physical Properties and Irradiation Behavior Analysis of Np- and 

Am-Bearing MOX Fuels”, J.Nucl. Sci.Technol., 48:4, 646-653 (2011)  

（5）“Mechanical and Physical Properties of the Austenitic Chromium-Nickel Stainless 

Steels at Elevated Temperatures”, The International Nickel Company (1963) 

(6)揃政敏他、「高速炉用フェライト系ステンレス鋼燃料被覆管物性及び特性評価（「常陽」Ⅳ型

特殊燃料要素用被覆管）」、PNC-TN9430 90-003 (1990) 

（7）O.E.Dwyer et al.,At. Energy Rev. 4,3 (1966)  

（8）R.N.Lyon,“Chem. Eng. Progr.”, 47,75/79 (1951) 

（9）G. H. Golden et al.,“THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF SODIUM”, ANL-7323 (1967)  

 

 

第 3.5.1表 熱設計計算に使用する物性定数（1／3） 

 （変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 第 3.5.1表 熱設計計算に使用する物性定数（3／3） 

 （省略） 

 第 3.5.2表～第 3.5.3表 （省略） 

 第 3.5.4表 熱特性解析結果（1／3） 

 （省略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5.1表 熱設計計算に使用する物性定数（3／3） 

（変更なし） 

 第 3.5.2表～第 3.5.3表 （変更なし） 

 第 3.5.4表 熱特性解析結果（1／3） 

 （変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 第 3.5.4表 熱特性解析結果（3／3） （省略） 

 

 

 

 第 3.5.4表 熱特性解析結果（3／3） （変更なし） 
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3.6 動特性 

（省略） 

 

3.7 燃料集合体 

3.7.1 概要 

（省略） 

3.7.2 炉心燃料集合体 

3.7.2.1～3.7.2.2 

   （省略） 

3.7.2.3 主要設備 

（１）燃料要素 

燃料要素の主要仕様を第 3.7.2表に示す。燃料要素は、燃料材を有する炉心燃料要素（内

側）及び炉心燃料要素（外側）の 2 種類から構成する。炉心燃料要素は、第 3.7.1 図に示

すように、燃料ペレット（プルトニウム・ウラン混合酸化物焼結ペレット）を被覆管に挿

入し、その上下に熱遮へいペレット（ウラン酸化物焼結ペレット（劣化ウラン））を、上部

の熱遮へいペレットの上部に上部反射体ペレット、プレナムスプリング及びプレナムスリ

ーブを入れ、また、下部の熱遮へいペレットの下部に下部反射体ペレットを入れて、両端

に端栓を溶接した密封構造とし、内部にヘリウムガスを封入したものとする。燃料ペレッ

トは、プルトニウム・ウラン混合酸化物粉末を円柱状にプレス成形し、約 94％理論密度に

なるよう焼結したものとする。なお、燃料ペレットは、照射中の焼きしまりが小さくなる

ように製作する。燃料ペレット及び熱遮へいペレットと被覆管との間には適当な間隙を確

保し、かつ、上部反射体ペレットの上部にガスプレナムを設け、燃料ペレットから放出さ

れる核分裂生成ガス、燃料ペレット及び熱遮へいペレットと被覆管との熱膨張差、燃焼に

伴う燃料ペレットの密度変化等により、被覆管及び端栓溶接部に過大な応力が生じること

を防止する。また、燃料ペレット、熱遮へいペレット及び上部・下部反射体ペレットが取

扱中に移動することがないように、プレナムスリーブ及びプレナムスプリングによって支

持する構造とする。隣接する燃料要素間の間隙を保持するため、燃料要素にはスパイラル

ワイヤを巻く。 

（２）燃料集合体 

炉心燃料集合体の概略構造を第 3.7.2 図に示す。また、その主要仕様を第 3.7.3 表に示

す。炉心燃料集合体は、燃料要素、ラッパ管、ハンドリングヘッド、下部反射体及びエン

トランスノズル等から構成し、127 本の燃料要素を正三角格子状に配列して、これらをラ

ッパ管に納め、この下部にエントランスノズルを、上部にハンドリングヘッドを配した構

造とする。燃料要素は、隣接する燃料要素間の間隙を保持するためのスパイラルワイヤを

巻いた状態で、その下部端栓に差し込まれた板状のノックバーを、エントランスノズルに

溶接された正六角形の組枠に固定することにより支持される。ハンドリングヘッドは、ラ

ッパ管の上部に溶接固定される。なお、ハンドリングヘッド下端と燃料要素上端との間に

は、燃料要素の膨張による干渉を防止するため、約 84ｍｍの間隙を設ける。また、下部反

 

3.6 動特性 

（変更なし） 

 

3.7 燃料集合体 

3.7.1 概要 

（変更なし） 

3.7.2 炉心燃料集合体 

3.7.2.1～3.7.2.2 

   （変更なし） 

3.7.2.3 主要設備 

（１）燃料要素 

燃料要素の主要仕様を第 3.7.2表に示す。燃料要素は、燃料材を有する炉心燃料要素（内

側）及び炉心燃料要素（外側）の 2 種類から構成する。炉心燃料要素は、第 3.7.1 図に示

すように、燃料ペレット（プルトニウム・ウラン混合酸化物焼結ペレット）を被覆管に挿

入し、その上下に熱遮へいペレット（ウラン酸化物焼結ペレット（劣化ウラン））を、上部

の熱遮へいペレットの上部に上部反射体ペレット、プレナムスプリング及びプレナムスリ

ーブを入れ、また、下部の熱遮へいペレットの下部に下部反射体ペレットを入れて、両端

に端栓を溶接した密封構造とし、内部にヘリウムガスを封入したものとする。 

燃料ペレットは、プルトニウム・ウラン混合酸化物粉末を円柱状にプレス成形し、約 94％

理論密度になるよう焼結したものとする。燃料ペレット及び熱遮へいペレットと被覆管と

の間には適当な間隙を確保し、かつ、上部反射体ペレットの上部にガスプレナムを設け、

燃料ペレットから放出される核分裂生成ガス、燃料ペレット及び熱遮へいペレットと被覆

管との熱膨張差、燃焼に伴う燃料ペレットの密度変化等により、被覆管及び端栓溶接部に

過大な応力が生じることを防止する。また、燃料ペレット、熱遮へいペレット及び上部・

下部反射体ペレットが取扱中に移動することがないように、プレナムスリーブ及びプレナ

ムスプリングによって支持する構造とする。 

隣接する燃料要素間の間隙を保持するため、燃料要素にはワイヤスペーサを巻く。 

 

（２）燃料集合体 

炉心燃料集合体の概略構造を第 3.7.2 図に示す。また、その主要仕様を第 3.7.3 表に示

す。炉心燃料集合体は、燃料要素、ラッパ管、ハンドリングヘッド、下部反射体及びエン

トランスノズル等から構成し、127 本の燃料要素を正三角格子状に配列して、これらをラ

ッパ管に納め、この下部にエントランスノズルを、上部にハンドリングヘッドを配した構

造とする。 

燃料要素は、隣接する燃料要素間の間隙を保持するためのワイヤスペーサを巻いた状態

で、その下部端栓に差し込まれた板状のノックバーを、エントランスノズルに溶接された

正六角形の組枠に固定することにより支持される。ハンドリングヘッドは、ラッパ管の上

部に溶接固定される。なお、ハンドリングヘッド下端と燃料要素上端との間には、燃料要
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射体は、6枚の羽根を有するスクリュ形状とし、エントランスノズルに固定する。エントラ

ンスノズルには、炉心支持板の構造と相まって、冷却材流量を調節するためのオリフィス

孔を複数個設ける。 

 

3.7.2.4 評価 

（１）構成材料 

燃料ペレットは、炉心の運転温度及び圧力において、被覆管及び充填ガス（ヘリウムガ

ス）に対して化学的に不活性であり、核分裂生成物を保持する能力がある。 

ステンレス鋼は、吸収断面積が小さく中性子経済性に優れ、燃料ペレットと被覆管の相

互作用及び被覆管の内外圧力差による変形に十分耐える強度を有し、１次冷却材、プルト

ニウム・ウラン混合酸化物燃料、核分裂生成物等に対して高い耐食性を有し、かつ、高い

信頼性を有する材料である。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）燃料要素 

燃料要素の性能評価は、核分裂生成ガスの生成及び放出、燃料ペレットの密度変化及び

熱膨張、被覆管のスエリング、クリープ及び弾性変形、燃料ペレットと被覆管の相互作用

等の原子炉運転中に生ずる諸現象を考慮して行う。本原子炉で使用する燃料要素と類似仕

様の燃料要素の照射実績は、追補１「3. 原子炉及び炉心」の追補の「Ⅴ．燃料要素の照

射実績」に示すように、本燃料要素の過出力（定格出力に過出力因子を乗じた出力であっ

て、燃料ペレットの最高温度が運転時の異常な過渡変化時に達する最高温度を包絡する出

力をいう。以下同じ。）時の最大線出力密度である約 360W/cmを上回る線出力密度で、本燃

料要素の燃料要素最高燃焼度を上回る約 110,000MWd/tの燃焼度が達成されており、また、

本燃料要素の燃料要素最高燃焼度 90,000MWd/t 以上の燃焼度を達成した照射実績は多数あ

り、こうした高燃焼度までの燃料要素の健全性が確認されている。 

原子炉内における使用期間中、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、燃

料要素の健全性は以下のように保たれる。なお、内側燃料集合体の燃料要素と外側燃料集

合体の燃料要素とは、燃料ペレットのプルトニウム混合比等がわずかに異なるのみで、そ

の他の寸法、構造、材料等の仕様及び炉内使用条件が同様であるので、それぞれの評価結

果に有意な差が生じることはない。 

（ⅰ）燃料最高温度 

燃料最高温度は、定格出力時最大線出力密度約 330W／cm において約 2,300℃、過出力

時最大線出力密度約 360W／cm において約 2,410℃であり、プルトニウム・ウラン混合酸

化物燃料の融点(1)に原子炉内における使用期間中の変化を考慮して設定した燃料最高温

素の膨張による干渉を防止するため、約 84mmの間隙を設ける。また、下部反射体は、6枚

の羽根を有するスクリュ形状とし、エントランスノズルに固定する。エントランスノズル

には、炉心支持板の構造と相まって、冷却材流量を調節するためのオリフィス孔を複数個

設ける。 

3.7.2.4 評価 

（１）構成材料 

燃料ペレットは、炉心の運転温度及び圧力において、被覆管及び充填ガス（ヘリウムガ

ス）に対して化学的に不活性であり、核分裂生成物を保持する能力がある。 

ステンレス鋼は、吸収断面積が小さく中性子経済性に優れ、燃料ペレットと被覆管の相

互作用及び被覆管の内外圧力差による変形に十分耐える強度を有し、１次冷却材、プルト

ニウム・ウラン混合酸化物燃料、核分裂生成物等に対して高い耐食性を有し、かつ、高い

信頼性を有する材料である。なお、設計降伏点（Sy）、設計引張強さ（Su）などの短時間強

度に及ぼす主な環境効果として、高速中性子による照射効果とナトリウム浸漬による効果

がある。このうち、照射効果については、約 500℃以下では、フランクループ生成に伴う転

位密度増加による硬化のため強度が上昇するのに対し、約 500℃以上では、主に冷間加工

組織の回復、軟化のため強度低下が生ずる。一方、ナトリウム浸漬効果については、高温

側で固溶元素のナトリウム中への選択的拡散溶出が生じることにより強度は低下する。被

覆管の短時間強度はこの環境効果を考慮して設定する。また、被覆管の内圧クリープ破断

強度も同様の環境効果を考慮して設定する。 

（２）燃料要素 

燃料要素の性能評価は、核分裂生成ガスの生成及び放出、燃料ペレットの密度変化及び

熱膨張、被覆管のスエリング、クリープ及び弾性変形、燃料ペレットと被覆管の相互作用

等の原子炉運転中に生ずる諸現象を考慮して行う。本原子炉で使用する燃料要素と類似仕

様の燃料要素の照射実績は、本燃料要素の過出力（定格出力に過出力因子を乗じた出力で

あって、燃料ペレットの最高温度が運転時の異常な過渡変化時に達する最高温度を包絡す

る出力をいう。以下同じ。）時の最大線出力密度である約 360W/cmを上回る線出力密度で、

本燃料要素の燃料要素最高燃焼度を上回る約 110,000MWd/tの燃焼度が達成されており、ま

た、本燃料要素の燃料要素最高燃焼度 90,000MWd/t 以上の燃焼度を達成した照射実績は多

数あり、こうした高燃焼度までの燃料要素の健全性が確認されている。 

原子炉内における使用期間中、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、燃

料要素の健全性は以下のように保たれる。なお、内側燃料集合体の燃料要素と外側燃料集

合体の燃料要素とは、燃料ペレットのプルトニウム混合比等がわずかに異なるのみで、そ

の他の寸法、構造、材料等の仕様及び炉内使用条件が同様であるので、それぞれの評価結

果に有意な差が生じることはない。 

（ⅰ）燃料最高温度 

燃料最高温度は、「3.5.3 計算方法」に基づいた解析により、定格出力時最大線出力密

度約 330W／cm において約 2,300℃、過出力時最大線出力密度約 360W／cm において約

2,410℃であり、プルトニウム・ウラン混合酸化物燃料の融点(1)に原子炉内における使用

期間中の変化を考慮して設定した燃料最高温度に関する熱設計基準値 2,650℃を超える
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度に関する熱設計基準値 2,650℃を超えることはない。 

 

（ⅱ）被覆管の歪 

（省略） 

（ⅲ）被覆管の内圧 

被覆管内圧は、製造時に封入するヘリウムガス、燃料ペレットから放出される核分裂生

成ガス等によって生じ、燃焼とともに徐々に上昇するが、ガスプレナムの体積を十分大き

くとっているので、最高燃焼度の被覆管の内圧によるクリープ寿命分数和は、約 0.2であ

る。なお、クリープ寿命分数和の計算において、核分裂生成ガスの蓄積量は当機構製造の

燃料要素の照射試験により設定し、使用末期において 100％の核分裂生成ガスが放出する

ものとして評価する。被覆管の内圧クリープ破断強度はナトリウムによる影響等を考慮

して設定する。 

（ⅳ）被覆管の応力 

被覆管の応力は、燃焼初期においては、被覆管の内圧と外圧である１次冷却材の運転圧

力約 3㎏／cm2[gage]（約 0.29MPa[gage]）とがほぼ等しいので、被覆管応力は小さい。ま

た、燃焼に伴って核分裂生成ガスの蓄積により内圧が徐々に上昇し、被覆管には引張応力

が生ずるが、ガスプレナムの体積を十分に大きくとっているので、燃焼末期においても過

度に大きくなることはない。さらに、燃料ペレットが膨張して被覆管に接触することによ

り応力が発生するが、燃料ペレットのクリープ並びに被覆管のクリープ及びスエリング

による応力緩和が生ずるので、過大な応力が発生することはない。 

被覆管応力としては、これらの応力のほかに熱応力、地震による応力、わん曲拘束によ

る応力、ワイヤスペーサとの接触による応力、流力振動による応力等を考慮するが、これ

らの応力を組み合わせた場合の通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における一次

膜応力の最大値は 112N／mm2であり、ＳＵＳ３１６相当ステンレス鋼及び高 Ni オーステ

ナイト系ステンレス鋼（Ａ）の Sm値を下回る。 

 

 

 

 

（ⅴ）疲労サイクル 

（省略） 

（３）燃料集合体 

（省略） 

 

3.7.3 照射燃料集合体 

3.7.3.1～3.7.3.3 

 （省略） 

3.7.3.4 主要設備 

（１）燃料要素 

ことはない。 

 

（ⅱ）被覆管の歪 

（変更なし） 

（ⅲ）被覆管の内圧 

被覆管内圧は、製造時に封入するヘリウムガス、燃料ペレットから放出される核分裂生

成ガス等によって生じ、燃焼とともに徐々に上昇するが、ガスプレナムの体積を十分大き

くとっているので、最高燃焼度の被覆管の内圧によるクリープ寿命分数和は、約 0.2であ

る。なお、クリープ寿命分数和の計算において、核分裂生成ガスの蓄積量は当機構製造の

燃料要素の照射試験により設定し、使用末期において 100％の核分裂生成ガスが放出する

ものとして評価する。 

 

（ⅳ）被覆管の応力 

被覆管の応力は、燃焼初期においては、被覆管の内圧と外圧である１次冷却材の運転圧

力約 0.29MPa[gage]（約 3㎏／cm2[gage]）とがほぼ等しいので、被覆管応力は小さい。ま

た、燃焼に伴って核分裂生成ガスの蓄積により内圧が徐々に上昇し、被覆管には引張応力

が生ずるが、ガスプレナムの体積を十分に大きくとっているので、燃焼末期においても過

度に大きくなることはない。 

さらに、燃料ペレットが膨張して被覆管に接触することにより応力が発生するが、燃料

ペレットのクリープ並びに被覆管のクリープ及びスエリングによる応力緩和が生ずるの

で、過大な応力が発生することはない。なお、ハンドリングヘッド下端と燃料要素上端と

の間には、燃料要素の膨張による干渉を防止するため、約 84mm の間隙を設けているため、

被覆管のクリープ、スエリング及び熱膨張による燃料要素の軸方向変位による応力は吸

収される。 

被覆管応力としては、これらの応力のほかに熱応力、地震による応力、わん曲拘束によ

る応力、ワイヤスペーサとの接触による応力、流力振動による応力等を考慮するが、これ

らの応力を組み合わせた場合の通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における一次

膜応力の最大値は 112N／mm2であり、ＳＵＳ３１６相当ステンレス鋼及び高 Ni オーステ

ナイト系ステンレス鋼（Ａ）の Sm値を下回る。 

（ⅴ）疲労サイクル 

（変更なし） 

（３）燃料集合体 

（変更なし） 

 

3.7.3 照射燃料集合体 

3.7.3.1～3.7.3.3 

（変更なし） 

3.7.3.4 主要設備 

（１）燃料要素 
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  （省略） 

（２）燃料集合体 

照射燃料集合体の概略構造を第 3.7.4 図に、主要仕様を第 3.7.3 表に示す。照射燃料集

合体は、炉心燃料集合体と同様に、燃料要素、ラッパ管、ハンドリングヘッド及びエント

ランスノズル等から構成する。照射燃料集合体の種類は、燃料集合体の中央に試料部を設

けたＡ型照射燃料集合体、燃料集合体内に数本のコンパートメントを納めたＢ型及びＤ型

照射燃料集合体、炉心燃料集合体と同様な形状のＣ型照射燃料集合体の 4種類とする。 

コンパートメントは、照射燃料集合体の内部において独自に冷却材流量を設定できる二

重の円筒管（α型コンパートメントにおいては、外管に六角管も用いる。）であり、その種

類は装填する燃料要素の種類及び本数並びに構造及び主要寸法等の組合せによりα型、β

型、γ型及びδ型コンパートメントの 4 種類に分類される。なお、α 型及び γ 型コンパ

ートメントは、燃料要素最大 5 本をピンタイロッドの周囲に配置し、ワイヤスペーサ等で

燃料要素間を保持する構造とする。β 型及び δ 型コンパートメントは、燃料要素 1 本を

シュラウド管に装填し、ワイヤスペーサ等で燃料要素とシュラウド管との間を保持する構

造とする。先行試験用γ型コンパートメントは、燃料要素 1本をシュラウド管に装填し、

ワイヤスペーサ等で燃料要素とシュラウド管との間を保持し、これを上部と下部にストレ

ーナを有した管構造である内壁構造容器に装填し、この内壁構造容器を納めた構造とする。

基礎試験用γ型コンパートメントは、燃料要素 1本をシュラウド管に装填し、ワイヤスペ

ーサ等で燃料要素とシュラウド管との間を保持し、これを密封型の管構造である密封構造

容器に装填し、この密封構造容器を納めた構造とする。照射燃料集合体の構造を以下に示

す。 

 

（ⅰ）Ａ型照射燃料集合体 

Ａ型照射燃料集合体は、試料部の周囲に、スパイラルワイヤを巻いたＡ型用炉心燃料要

素を炉心燃料集合体と同じ燃料要素ピッチで正三角格子状に配置して、全体をラッパ管

に納め、この下部にエントランスノズルを、上部にハンドリングヘッドを配した構造とす

る。 

試料部は、燃料要素 7本のバンドル（正三角格子状に配置した燃料要素の束）を二重の

ステンレス鋼の試料部六角管に納めたもの、α型又はβ型コンパートメントをステンレ

ス鋼の試料部六角管に納めた構造とする。 

Ａ型照射燃料集合体は、燃料材が占める体積比率が比較的大きいため、高い中性子束に

よる照射試験ができる機能を有する。また、コンパートメントを有するものにあっては、

コンパートメントを適宜取り出すことにより照射中の燃料要素の健全性を追跡確認でき

る機能を有する。 

 

（ⅱ）Ｂ型照射燃料集合体 

Ｂ型照射燃料集合体は、燃料集合体の中央部に設けたステンレス鋼のタイロッドのま

わりに、γ型コンパートメント 6本を配し、全体をラッパ管に納め、この下部にエントラ

ンスノズルを、上部にハンドリングヘッドを配した構造とする。Ｂ型照射燃料集合体は、

（変更なし） 

（２）燃料集合体 

照射燃料集合体の概略構造を第 3.7.4 図に、主要仕様を第 3.7.3 表に示す。照射燃料集

合体は、炉心燃料集合体と同様に、燃料要素、ラッパ管、ハンドリングヘッド及びエント

ランスノズル等から構成する。照射燃料集合体の種類は、燃料集合体の中央に試料部を設

けたＡ型照射燃料集合体、燃料集合体内に数本のコンパートメントを納めたＢ型及びＤ型

照射燃料集合体、炉心燃料集合体と同様な形状のＣ型照射燃料集合体の 4種類とする。 

コンパートメントは、照射燃料集合体の内部において独自に冷却材流量を設定できる二

重の円筒管（α型コンパートメントにおいては、外管に六角管も用いる。）であり、その種

類は装填する燃料要素の種類及び本数並びに構造及び主要寸法等の組合せによりα型、β

型、γ型及びδ型コンパートメントの 4 種類に分類される。なお、α 型及び γ 型コンパ

ートメントは、燃料要素最大 5 本をピンタイロッドの周囲に配置し、ワイヤスペーサ等で

燃料要素間を保持する構造とする。β 型及び δ 型コンパートメントは、燃料要素 1 本を

シュラウド管に装填し、ワイヤスペーサ等で燃料要素とシュラウド管との間を保持する構

造とする。先行試験用γ型コンパートメントは、燃料要素 1本をシュラウド管に装填し、

ワイヤスペーサ等で燃料要素とシュラウド管との間を保持し、これを上部と下部にストレ

ーナを有した管構造である内壁構造容器に装填し、この内壁構造容器を納めた構造とする。

基礎試験用γ型コンパートメントは、燃料要素 1本をシュラウド管に装填し、ワイヤスペ

ーサ等で燃料要素とシュラウド管との間を保持し、これを密封型の管構造である密封構造

容器に装填し、この密封構造容器を納めた構造とする。 

照射燃料集合体の構造を以下に示す。 

 

（ⅰ）Ａ型照射燃料集合体 

Ａ型照射燃料集合体は、試料部の周囲に、ワイヤスペーサを巻いたＡ型用炉心燃料要素

を炉心燃料集合体と同じ燃料要素ピッチで正三角格子状に配置して、全体をラッパ管に

納め、この下部にエントランスノズルを、上部にハンドリングヘッドを配した構造とす

る。 

試料部は、燃料要素 7本のバンドル（正三角格子状に配置した燃料要素の束）を二重の

ステンレス鋼の試料部六角管に納めたもの、ないしα型又はβ型コンパートメントをス

テンレス鋼の試料部六角管に納めた構造とする。 

Ａ型照射燃料集合体は、燃料材が占める体積比率が比較的大きいため、高い中性子束に

よる照射試験ができる機能を有する。また、コンパートメントを有するものにあっては、

コンパートメントを適宜取り出すことにより照射中の燃料要素の健全性を追跡確認でき

る機能を有する。 

Ａ型照射燃料集合体の概略構造を第 3.7.4図及び第 3.7.5図に示す。 

（ⅱ）Ｂ型照射燃料集合体 

Ｂ型照射燃料集合体は、燃料集合体の中央部に設けたステンレス鋼のタイロッドのま

わりに、γ型コンパートメント 6本を配し、全体をラッパ管に納め、この下部にエントラ

ンスノズルを、上部にハンドリングヘッドを配した構造とする。Ｂ型照射燃料集合体は、
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ほぼ同一の照射条件下でパラメトリックなデータを得ることができ、また、コンパートメ

ントを適宜取り出すことにより照射中の燃料要素の健全性を追跡確認できる機能を有す

る。 

先行試験用γ型コンパートメント内には内壁構造容器 1 本が納められ、この内壁構造

容器内に先行試験用要素を装填することにより、燃料溶融状態の先行試験用要素の被覆

管が、万一、破損しても、先行試験用要素以外の燃料要素の健全性に影響を与えない構造

とする。 

基礎試験用γ型コンパートメント内には密封構造容器 1 本が納められ、この密封構造

容器内に基礎試験用要素を装填することにより、基礎試験用要素の被覆管が開孔しても、

基礎試験用要素以外の燃料要素の健全性に影響を与えない構造とする。 

 

（ⅲ）Ｃ型照射燃料集合体 

Ｃ型照射燃料集合体は、燃料要素最大 91本のバンドルをステンレス鋼の試料部六角管

に納め、これをラッパ管に納め、この下部にエントランスノズルを、上部にハンドリング

ヘッドを配した構造とする。Ｃ型照射燃料集合体は、同時に多数の照射データを得ること

ができ、燃料要素の健全性を統計的に確認できる機能を有する。 

 

また、照射条件をオンラインで計測するものにあっては、検出器を取り付け、計測線を

炉外に引き出す構造とする。計測線付Ｃ型照射燃料集合体は、内側延長管、外側延長管、

ハウジング等の上部構造により炉心上部機構に支持する。上部案内管、外側延長管及び内

側延長管の間隙には、ステンレス鋼、炭化ほう素等の遮へい体を設ける。計測線付Ｃ型照

射燃料集合体の試料部は、燃料交換時に回転プラグが回転できるように、下部案内管によ

りガイドして上部案内管に引き上げる。計測線は、照射試験終了後計測線付Ｃ型照射燃料

集合体の取り出し時に、内側延長管と外側延長管により切断し、上部構造と切り離す。計

測線付Ｃ型照射燃料集合体の概略構造を第 3.7.5図に示す。 

（ⅳ）Ｄ型照射燃料集合体(2) 

Ｄ型照射燃料集合体は、燃料集合体の中央部に設けたステンレス鋼のタイロッドのま

わりに、γ型コンパートメント 6本、δ型コンパートメント 18本、又は、これら 2種類

のコンパートメントを混在させて配し、全体をラッパ管に納め、この下部にエントランス

ノズルを、上部にハンドリングヘッドを配した構造とする。Ｄ型照射燃料集合体は、ほぼ

同一の照射条件下で燃料要素 1本ごとに最大 18のパラメータを設定して照射データを得

ることができ、また、コンパートメントを適宜取り出すことにより照射中の燃料要素の健

全性を追跡確認できる機能を有する。 

 

 

3.7.3.5 評価 

（１）構成材料 

  （省略） 

（２）燃料要素 

ほぼ同一の照射条件下でパラメトリックなデータを得ることができ、また、コンパートメ

ントを適宜取り出すことにより照射中の燃料要素の健全性を追跡確認できる機能を有す

る。 

先行試験用γ型コンパートメント内には内壁構造容器 1 本が納められ、この内壁構造

容器内に先行試験用要素を装填することにより、燃料溶融状態の先行試験用要素の被覆

管が、万一、破損しても、先行試験用要素以外の燃料要素の健全性に影響を与えない構造

とする。 

基礎試験用γ型コンパートメント内には密封構造容器 1 本が納められ、この密封構造

容器内に基礎試験用要素を装填することにより、基礎試験用要素の被覆管が開孔しても、

基礎試験用要素以外の燃料要素の健全性に影響を与えない構造とする。 

Ｂ型照射燃料集合体の概略構造を第 3.7.4図及び第 3.7.6図～第 3.7.8図に示す。 

（ⅲ）Ｃ型照射燃料集合体 

Ｃ型照射燃料集合体は、燃料要素最大 91本のバンドルをステンレス鋼の試料部六角管

に納め、これをラッパ管に納め、この下部にエントランスノズルを、上部にハンドリング

ヘッドを配した構造とする。Ｃ型照射燃料集合体は、同時に多数の照射データを得ること

ができ、燃料要素の健全性を統計的に確認できる機能を有する。 

Ｃ型照射燃料集合体の概略構造を第 3.7.4図及び第 3.7.9図に示す。 

また、照射条件をオンラインで計測するものにあっては、検出器を取り付け、計測線を

炉外に引き出す構造とする。計測線付Ｃ型照射燃料集合体は、内側延長管、外側延長管、

ハウジング等の上部構造により炉心上部機構に支持する。上部案内管、外側延長管及び内

側延長管の間隙には、ステンレス鋼、炭化ほう素等の遮へい体を設ける。計測線付Ｃ型照

射燃料集合体の試料部は、燃料交換時に回転プラグが回転できるように、下部案内管によ

りガイドして上部案内管に引き上げる。計測線は、照射試験終了後計測線付Ｃ型照射燃料

集合体の取り出し時に、内側延長管と外側延長管により切断し、上部構造と切り離す。 

計測線付Ｃ型照射燃料集合体の概略構造を第 3.7.10図に示す。 

（ⅳ）Ｄ型照射燃料集合体(2) 

Ｄ型照射燃料集合体は、燃料集合体の中央部に設けたステンレス鋼のタイロッドのま

わりに、γ型コンパートメント 6本、δ型コンパートメント 18本、又は、これら 2種類

のコンパートメントを混在させて配し、全体をラッパ管に納め、この下部にエントランス

ノズルを、上部にハンドリングヘッドを配した構造とする。Ｄ型照射燃料集合体は、ほぼ

同一の照射条件下で燃料要素 1本ごとに最大 18のパラメータを設定して照射データを得

ることができ、また、コンパートメントを適宜取り出すことにより照射中の燃料要素の健

全性を追跡確認できる機能を有する。 

Ｄ型照射燃料集合体の概略構造を第 3.7.4図及び第 3.7.11図に示す。 

 

3.7.3.5 評価 

（１）構成材料 

  （変更なし） 

（２）燃料要素 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

原子炉内における使用期間中、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、燃

料要素の健全性は以下のように保たれる。 

（ⅰ）Ⅲ型及びⅣ型特殊燃料要素 

ａ．燃料最高温度 

 （省略） 

ｂ．被覆管の内圧、応力等 

Ⅲ型及びⅣ型特殊燃料要素の被覆管内圧は、製造時に封入する不活性ガス、燃料ペ

レットから放出される核分裂生成ガス等によって生じ、燃焼とともに徐々に上昇する

が、ガスプレナムの体積を十分大きくとっているので、最高燃焼度の被覆管の内圧に

よるクリープ寿命分数和は、被覆管肉厚が最も薄い場合においても 1.0未満である。 

Ⅲ型及びⅣ型特殊燃料要素の被覆管応力は、燃焼初期においては、被覆管の内圧と

外圧である１次冷却材の運転圧力約 3kg／cm2（約 0.29MPa[gage]）とがほぼ等しいの

で小さい。また、燃焼に伴って核分裂生成ガスの蓄積により内圧が徐々に上昇するが、

通常運転時における一次膜応力の最大値は被覆管の材料の Sm値より十分小さい。 

さらに、照射クリープ、スエリング等によるⅢ型及びⅣ型特殊燃料要素の被覆管の

歪は十分小さく、各種の応力サイクルによる累積疲労サイクルは設計疲労寿命に比べ

て十分小さい。 

 

（ⅱ）～（ⅴ） 

 （省略） 

（ⅵ）限界照射試験用補助要素 

ａ．燃料最高温度 

 （省略） 

ｂ．被覆管の内圧、応力等 

限界照射試験用補助要素の被覆管内圧は、製造時に封入する不活性ガス、燃料ペレ

ットから放出される核分裂生成ガス等によって生じ、燃焼とともに徐々に上昇するが、

ガスプレナムの体積を十分大きくとっているので、最高燃焼度の被覆管の内圧による

クリープ寿命分数和は、隣接する限界照射試験用要素の被覆管開孔時のクリープ損傷

を考慮し、被覆管肉厚が最も薄い場合においても 1.0未満である。 

限界照射試験用補助要素の被覆管応力は、燃焼初期においては、被覆管の内圧と外

圧である１次冷却材の運転圧力約 3kg／cm2[gage]（約 0.29MPa[gage]）とがほぼ等し

いので小さい。また、燃焼に伴って核分裂生成ガスの蓄積により内圧が徐々に上昇す

るが、通常運転時における一次膜応力の最大値は被覆管の材料の Sm 値より十分小さ

い。 

さらに、照射クリープ、スエリング等による限界照射試験用補助要素の被覆管の歪

は十分小さく、各種の応力サイクルによる累積疲労サイクルは設計疲労寿命に比べて

十分小さい。 

（３）燃料集合体 

 （省略） 

原子炉内における使用期間中、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、燃

料要素の健全性は以下のように保たれる。 

（ⅰ）Ⅲ型及びⅣ型特殊燃料要素 

ａ．燃料最高温度 

 （変更なし） 

ｂ．被覆管の内圧、応力等 

Ⅲ型及びⅣ型特殊燃料要素の被覆管内圧は、製造時に封入する不活性ガス、燃料ペ

レットから放出される核分裂生成ガス等によって生じ、燃焼とともに徐々に上昇する

が、ガスプレナムの体積を十分大きくとっているので、最高燃焼度の被覆管の内圧に

よるクリープ寿命分数和は、被覆管肉厚が最も薄い場合においても 1.0未満である。 

Ⅲ型及びⅣ型特殊燃料要素の被覆管応力は、燃焼初期においては、被覆管の内圧と

外圧である１次冷却材の運転圧力約 0.29MPa[gage] （約 3kg／cm2[gage]）とがほぼ等

しいので小さい。また、燃焼に伴って核分裂生成ガスの蓄積により内圧が徐々に上昇

するが、通常運転時における一次膜応力の最大値は被覆管の材料の Sm値より十分小さ

い。 

さらに、照射クリープ、スエリング等によるⅢ型及びⅣ型特殊燃料要素の被覆管の

歪は十分小さく、各種の応力サイクルによる累積疲労サイクルは設計疲労寿命に比べ

て十分小さい。 

（ⅱ）～（ⅴ） 

 （変更なし） 

（ⅵ）限界照射試験用補助要素 

ａ．燃料最高温度 

 （省略） 

ｂ．被覆管の内圧、応力等 

限界照射試験用補助要素の被覆管内圧は、製造時に封入する不活性ガス、燃料ペレ

ットから放出される核分裂生成ガス等によって生じ、燃焼とともに徐々に上昇するが、

ガスプレナムの体積を十分大きくとっているので、最高燃焼度の被覆管の内圧による

クリープ寿命分数和は、隣接する限界照射試験用要素の被覆管開孔時のクリープ損傷

を考慮し、被覆管肉厚が最も薄い場合においても 1.0未満である。 

限界照射試験用補助要素の被覆管応力は、燃焼初期においては、被覆管の内圧と外

圧である１次冷却材の運転圧力約 0.29MPa[gage]（約 3kg／cm2[gage]）とがほぼ等し

いので小さい。また、燃焼に伴って核分裂生成ガスの蓄積により内圧が徐々に上昇す

るが、通常運転時における一次膜応力の最大値は被覆管の材料の Sm 値より十分小さ

い。 

さらに、照射クリープ、スエリング等による限界照射試験用補助要素の被覆管の歪

は十分小さく、各種の応力サイクルによる累積疲労サイクルは設計疲労寿命に比べて

十分小さい。 

（３）燃料集合体 

 （変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

3.7.4 参考文献 

 （省略） 

 

第 3.7.1表 燃料集合体の使用条件（1／4） 

 （省略） 

 第 3.7.1表 燃料集合体の使用条件（2／4） 

 （省略） 

 第 3.7.1表 燃料集合体の使用条件（3／4） 

 （省略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.4 参考文献 

 （変更なし） 

 

 第 3.7.1表 燃料集合体の使用条件（1／4） 

 （変更なし） 

 第 3.7.1表 燃料集合体の使用条件（2／4） 

 （変更なし） 

 第 3.7.1表 燃料集合体の使用条件（3／4） 

 （変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 
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集

合
体

炉
心

燃
料

要
素

（
内

側
）

約
9
4
％

理
論

密
度

約
4
.
6
m
m

約
9
m
m

ウ
ラ

ン
酸

化
物

＊
３

焼
結

ペ
レ

ッ
ト

炉
心

燃
料

要
素

（
外

側
）

同
上

同
上

同
上

同
上

そ
の

他
の

部
品

の
材

料

材
料

外
径

肉
厚

端
栓

炉
心

燃
料

集
合

体

炉
心

燃
料

要
素

（
内

側
）

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

約
5
.
5
m
m

約
0
.
3
5
m
m

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ま
た

は
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
、

高
N
i
オ

ー
ス

テ
ナ

イ
ト

系
Ｓ

Ｕ
Ｓ

３
１

６
相

当

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

(
Ａ

)
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
ま

た
は

高
N
i
オ

ー
ス

テ
ナ

イ
ト

系

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

(
Ａ

)

炉
心

燃
料

要
素

（
外

側
）

同
上

同
上

同
上

同
上

ス
パ

イ
ラ

ル
ワ

イ
ヤ

上
部

反
射

体
ペ

レ
ッ

ト
及

び
下

部
反

射
体

ペ
レ

ッ
ト

プ
レ

ナ
ム

ス
プ

リ
ン

グ
プ

レ
ナ

ム
ス

リ
ー

ブ

炉
心

燃
料

集
合

体

炉
心

燃
料

要
素

（
内

側
）

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

０
４

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ま
た

は
ま

た
は

高
N
i
オ

ー
ス

テ
ナ

イ
ト

系
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
ス

テ
ン

レ
ス

鋼

高
N
i
オ

ー
ス

テ
ナ

イ
ト

系
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
(
Ａ

)
、

(
Ｂ

)

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

(
Ａ

)

炉
心

燃
料

要
素

（
外

側
）

同
上

同
上

同
上

同
上

燃
料

ペ
レ

ッ
ト

－
被

覆
管

間
隙

（
半

径
）

ガ
ス

プ
レ

ナ
ム

長
さ

燃
料

要
素

有
効

長
さ

（
燃

料
ペ

レ
ッ

ト
部

）
燃

料
要

素
全

長

炉
心

燃
料

集
合

体

炉
心

燃
料

要
素

（
内

側
）

約
0
.
1
m
m

約
5
8
c
m

約
5
0
c
m

約
1
5
4
c
m

炉
心

燃
料

要
素

（
外

側
）

同
上

同
上

同
上

同
上

そ
の

他
の

部
品

の
材

料

第
3.
7.
2表

燃
料

要
素

の
主

要
仕

様
（

1／
6）

燃
料

材

被
覆

管

燃
料

ペ
レ

ッ
ト

部

燃
料

ペ
レ

ッ
ト

部
燃

料
材

種
類

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

含
有

率
＊

１
核

分
裂

性
＊

２

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

富
化

度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

同
位

体
組

成
比

ウ
ラ

ン
濃

縮
度

炉
心

燃
料

集
合

体

炉
心

燃
料

要
素

（
内

側
）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

・
3
2
w
t
％

以
下

約
1
6
w
t
％

原
子

炉
級

約
1
8
w
t
％

ウ
ラ

ン
混

合
酸

化
物

焼
結

ペ
レ

ッ
ト

炉
心

燃
料

要
素

（
外

側
）

同
上

同
上

約
2
1
w
t
％

同
上

同
上

熱
遮

へ
い

ペ
レ

ッ
ト

部

燃
料

ペ
レ

ッ
ト

の
初

期
密

度
燃

料
ペ

レ
ッ

ト
（

中
実

）
直

径
燃

料
ペ

レ
ッ

ト
長

さ
種

類
炉

心
燃

料
集

合
体

炉
心

燃
料

要
素

（
内

側
）

約
9
4
％

理
論

密
度

約
4
.
6
m
m

約
9
m
m

ウ
ラ

ン
酸

化
物

＊
３

焼
結

ペ
レ

ッ
ト

炉
心

燃
料

要
素

（
外

側
）

同
上

同
上

同
上

同
上

そ
の

他
の

部
品

の
材

料

材
料

外
径

肉
厚

端
栓

炉
心

燃
料

集
合

体

炉
心

燃
料

要
素

（
内

側
）

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

約
5
.
5
m
m

約
0
.
3
5
m
m

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ま
た

は
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
、

高
N
i
オ

ー
ス

テ
ナ

イ
ト

系
Ｓ

Ｕ
Ｓ

３
１

６
相

当

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

(
Ａ

)
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
ま

た
は

高
N
i
オ

ー
ス

テ
ナ

イ
ト

系

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

(
Ａ

)

炉
心

燃
料

要
素

（
外

側
）

同
上

同
上

同
上

同
上

ワ
イ

ヤ
ス

ペ
ー

サ
上

部
反

射
体

ペ
レ

ッ
ト

及
び

下
部

反
射

体
ペ

レ
ッ

ト
プ

レ
ナ

ム
ス

プ
リ

ン
グ

プ
レ

ナ
ム

ス
リ

ー
ブ

炉
心

燃
料

集
合

体

炉
心

燃
料

要
素

（
内

側
）

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

０
４

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ま
た

は
ま

た
は

高
N
i
オ

ー
ス

テ
ナ

イ
ト

系
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
ス

テ
ン

レ
ス

鋼

高
N
i
オ

ー
ス

テ
ナ

イ
ト

系
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
(
Ａ

)
、

(
Ｂ

)

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

(
Ａ

)

炉
心

燃
料

要
素

（
外

側
）

同
上

同
上

同
上

同
上

燃
料

ペ
レ

ッ
ト

－
被

覆
管

間
隙

（
半

径
）

ガ
ス

プ
レ

ナ
ム

長
さ

燃
料

要
素

有
効

長
さ

（
燃

料
ペ

レ
ッ

ト
部

）
燃

料
要

素
全

長

炉
心

燃
料

集
合

体

炉
心

燃
料

要
素

（
内

側
）

約
0
.
1
m
m

約
5
8
c
m

約
5
0
c
m

約
1
5
4
c
m

炉
心

燃
料

要
素

（
外

側
）

同
上

同
上

同
上

同
上

そ
の

他
の

部
品

の
材

料

第
3.
7.
2表

燃
料

要
素

の
主

要
仕

様
（

1／
6）

燃
料

材

被
覆

管

燃
料

ペ
レ

ッ
ト

部

燃
料

ペ
レ

ッ
ト

部
燃

料
材
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種
類

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

含
有

率
＊

１
核

分
裂

性
＊

２

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

富
化

度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

同
位

体
組

成
比

ウ
ラ

ン
濃

縮
度

照
射

燃
料

集
合

体

Ⅲ
型

特
殊

燃
料

要
素

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

・
3
2
w
t
％

以
下

－
原

子
炉

級
2
6
w
t
％

以
下

ウ
ラ

ン
混

合
酸

化
物

焼
結

ペ
レ

ッ
ト

Ⅳ
型

特
殊

燃
料

要
素

同
上

同
上

－
同

上
2
4
w
t
％

以
下

Ⅲ
型

限
界

照
射

試
験

用
要

素
同

上
同

上
－

同
上

2
6
w
t
％

以
下

Ⅳ
型

限
界

照
射

試
験

用
要

素
同

上
同

上
－

同
上

2
4
w
t
％

以
下

先
行

試
験

用
要

素
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
ま

た
は

＊
６

＊
７

－
－

同
上

－

ウ
ラ

ン
の

単
体

ま
た

は

混
合

物
の

酸
化

物
、

炭
化

物
、

窒
化

物
ま

た
は

金
属

基
礎

試
験

用
要

素
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
・

ウ
ラ

ン
左

欄
に

つ
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

－
同

上
－

混
合

酸
化

物
焼

結
ペ

レ
ッ

ト
、

3
2
w
t
％

以
下

、
2
5
w
t
％

以
下

、

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

・
ウ

ラ
ン

3
0
w
t
％

以
下

、
2
0
w
t
％

以
下

混
合

炭
化

物
焼

結
ペ

レ
ッ

ト
、

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

・
ウ

ラ
ン

混
合

窒
化

物
焼

結
ペ

レ
ッ

ト

ま
た

は
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
・

ウ
ラ

ン

混
合

金
属

ス
ラ

グ

Ａ
型

用
炉

心
燃

料
要

素
（

内
側

）
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
・

3
2
w
t
％

以
下

約
1
6
w
t
％

同
上

約
1
8
w
t
％

ウ
ラ

ン
混

合
酸

化
物

焼
結

ペ
レ

ッ
ト

Ａ
型

用
炉

心
燃

料
要

素
（

外
側

）
同

上
同

上
約

2
1
w
t
％

同
上

約
1
8
w
t
％

限
界

照
射

試
験

用
補

助
要

素
同

上
同

上
－

同
上

2
6
w
t
％

以
下

第
3
.
7.
2
表

燃
料
要
素
の
主
要
仕
様
（
2／

6
）

燃
料

材

燃
料

部

種
類

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

含
有

率
＊

１
核

分
裂

性
＊

２

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

富
化

度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

同
位

体
組

成
比

ウ
ラ

ン
濃

縮
度

照
射

燃
料

集
合

体

Ⅲ
型

特
殊

燃
料

要
素

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

・
3
2
w
t
％

以
下

2
5
w
t
％

以
下

原
子

炉
級

2
6
w
t
％

以
下

ウ
ラ

ン
混

合
酸

化
物

焼
結

ペ
レ

ッ
ト

Ⅳ
型

特
殊

燃
料

要
素

同
上

同
上

2
5
w
t
％

以
下

同
上

2
4
w
t
％

以
下

Ⅲ
型

限
界

照
射

試
験

用
要

素
同

上
同

上
2
5
w
t
％

以
下

同
上

2
6
w
t
％

以
下

Ⅳ
型

限
界

照
射

試
験

用
要

素
同

上
同

上
2
5
w
t
％

以
下

同
上

2
4
w
t
％

以
下

先
行

試
験

用
要

素
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
ま

た
は

＊
６

＊
７

（
制

限
な

し
）

8
0
w
t
％

以
下

同
上

8
5
w
t
％

以
下

ウ
ラ

ン
の

単
体

ま
た

は

混
合

物
の

酸
化

物
、

炭
化

物
、

窒
化

物
ま

た
は

金
属

基
礎

試
験

用
要

素
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
・

ウ
ラ

ン
左

欄
に

つ
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

左
欄

に
つ

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
同

上
8
5
w
t
％

以
下

混
合

酸
化

物
焼

結
ペ

レ
ッ

ト
、

3
2
w
t
％

以
下

、
2
5
w
t
％

以
下

、
2
5
w
t
％

以
下

、
2
0
w
t
%
以

下
、

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

・
ウ

ラ
ン

3
0
w
t
％

以
下

、
2
0
w
t
％

以
下

2
4
w
t
％

以
下

、
1
6
w
t
%
以

下

混
合

炭
化

物
焼

結
ペ

レ
ッ

ト
、

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

・
ウ

ラ
ン

混
合

窒
化

物
焼

結
ペ

レ
ッ

ト

ま
た

は
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
・

ウ
ラ

ン

混
合

金
属

ス
ラ

グ

Ａ
型

用
炉

心
燃

料
要

素
（

内
側

）
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
・

3
2
w
t
％

以
下

約
1
6
w
t
％

同
上

約
1
8
w
t
％

ウ
ラ

ン
混

合
酸

化
物

焼
結

ペ
レ

ッ
ト

Ａ
型

用
炉

心
燃

料
要

素
（

外
側

）
同

上
同

上
約

2
1
w
t
％

同
上

約
1
8
w
t
％

限
界

照
射

試
験

用
補

助
要

素
同

上
同

上
2
5
w
t
％

以
下

同
上

2
6
w
t
％

以
下

第
3.
7.
2表

燃
料
要
素
の
主
要
仕
様
（
2／

6）
燃

料
材

燃
料

部
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熱
遮

へ
い

部

燃
料

ペ
レ

ッ
ト

の
初

期
密

度
燃

料
ペ

レ
ッ

ト
（

中
実

）
直

径
燃

料
ペ

レ
ッ

ト
（

中
空

）
外

径
／

内
径

燃
料

ペ
レ

ッ
ト

長
さ

種
類

照
射

燃
料

集
合

体

Ⅲ
型

特
殊

燃
料

要
素

9
5
％

理
論

密
度

以
下

5
.
3
～

7
.
5
m
m

5
.
3
～

7
.
5
m
m
／

約
2
m
m

1
5
m
m
以

下
ウ

ラ
ン

酸
化

物
＊

３

焼
結

ペ
レ

ッ
ト

Ⅳ
型

特
殊

燃
料

要
素

9
5
％

理
論

密
度

以
下

5
.
1
8
～

6
.
1
8
m
m

5
.
1
8
～

6
.
1
8
m
m
／

約
2
m
m

同
上

同
上

Ⅲ
型

限
界

照
射

試
験

用
要

素
9
5
％

理
論

密
度

以
下

5
.
3
～

6
.
6
m
m

－
同

上
同

上

Ⅳ
型

限
界

照
射

試
験

用
要

素
9
5
％

理
論

密
度

以
下

5
.
1
8
～

6
.
1
8
m
m

－
同

上
同

上

先
行

試
験

用
要

素
9
5
％

理
論

密
度

以
下

4
.
6
～

7
.
5
m
m

4
.
6
～

7
.
5
m
m
／

約
2
m
m

同
上

ウ
ラ

ン
の

酸
化

物
、

＊
４

＊
６

炭
化

物
、

窒
化

物
ま

た
は

金
属

基
礎

試
験

用
要

素
9
5
％

理
論

密
度

以
下

4
.
6
～

7
.
5
m
m

4
.
6
～

7
.
5
m
m
／

約
2
m
m

同
上

ウ
ラ

ン
酸

化
物

焼
結

ペ
レ

ッ
ト

＊
４

ウ
ラ

ン
炭

化
物

焼
結

ペ
レ

ッ
ト

、

ウ
ラ

ン
窒

化
物

焼
結

ペ
レ

ッ
ト

ま
た

は
ウ

ラ
ン

金
属

ス
ラ

グ

Ａ
型

用
炉

心
燃

料
要

素
（

内
側

）
約

9
4
％

理
論

密
度

約
4
.
6
m
m

－
約

9
m
m

ウ
ラ

ン
酸

化
物

＊
３

焼
結

ペ
レ

ッ
ト

Ａ
型

用
炉

心
燃

料
要

素
（

外
側
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Ｂ
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６
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６
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３
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６
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６
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６

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

試
料

部
六

角
管

材
料

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

－
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
－
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Ａ
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Ａ
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燃
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ペ
ー

サ
型

、
グ

リ
ッ

ド
ス

ペ
ー

サ
型

グ
リ

ッ
ド

ス
ペ

ー
サ

型
及

び
グ

リ
ッ

ド
ス

ペ
ー

サ
型

及
び

グ
リ

ッ
ド

ス
ペ

ー
サ

型
グ

リ
ッ

ド
ス

ペ
ー

サ
型

及
び

シ
ュ

ラ
ウ

ド
管

型
シ

ュ
ラ

ウ
ド

管
型

シ
ュ

ラ
ウ

ド
管

型

燃
料

集
合

体
全

長
約

2
9
7
c
m

約
2
9
7
c
m

約
2
9
7
c
m

約
2
9
7
c
m
＊

６
約

2
9
7
c
m

第
3.
7.
3表

燃
料

集
合

体
の

主
要

仕
様

（
3／

6）
照

射
燃

料
集

合
体

Ａ
型

照
射

燃
料

集
合

体
Ｄ

型
照

射
燃

料
集

合
体

Ｃ
型

照
射

燃
料

集
合

体
＊

１
Ｂ

型
照

射
燃

料
集

合
体



   添 8-3-34  

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

ワ
イ

ヤ
ス

ペ
ー

サ
型

グ
リ

ッ
ド

ス
ペ

ー
サ

型
ワ

イ
ヤ

ス
ペ

ー
サ

型
シ

ュ
ラ

ウ
ド

管
型

外
管 個

数
1
本

1
本

1
本

1
本

材
料

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

外
径

－
－

約
2
3
.
1
m
m

約
2
3
.
1
m
m

肉
厚

－
－

約
0
.
5
5
m
m

約
0
.
5
5
m
m

内
管 個

数
1
本

1
本

1
本

1
本

材
料

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

内
径

－
－

約
1
4
～

1
9
m
m

約
1
4
～

1
9
m
m

肉
厚

－
－

約
0
.
5
5
m
m

約
0
.
5
5
m
m

ピ
ン

タ
イ

ロ
ッ

ド

個
数

1
本

ま
た

は
3
本

1
本

ま
た

は
3
本

－
－

材
料

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

－
－

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

－
－

シ
ュ

ラ
ウ

ド
管

個
数

－
－

1
本

1
本

材
料

－
－

オ
ー

ス
テ

ナ
イ

ト
系

オ
ー

ス
テ

ナ
イ

ト
系

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

装
填

燃
料

要
素

個
数

最
大

5
本

最
大

5
本

1
本

1
本

Ⅲ
型

特
殊

燃
料

要
素

最
大

5
本

最
大

5
本

－
－

Ⅳ
型

特
殊

燃
料

要
素

最
大

5
本

最
大

5
本

－
－

Ⅲ
型

限
界

照
射

試
験

用
要

素
－

－
最

大
1
本

最
大

1
本

Ⅳ
型

限
界

照
射

試
験

用
要

素
－

－
最

大
1
本

最
大

1
本

燃
料

要
素

間
隔

保
持

方
式

ワ
イ

ヤ
ス

ペ
ー

サ
型

グ
リ

ッ
ド

ス
ペ

ー
サ

型
ワ

イ
ヤ

ス
ペ

ー
サ

型
シ

ュ
ラ

ウ
ド

管
型

第
3
.
7.
3
表

燃
料

集
合

体
の

主
要

仕
様

（
4／

6
）

照
射

燃
料

集
合

体

コ
ン

パ
ー

ト
メ

ン
ト

α
型

コ
ン

パ
ー

ト
メ

ン
ト

β
型

コ
ン

パ
ー

ト
メ

ン
ト

ワ
イ

ヤ
ス

ペ
ー

サ
型

グ
リ

ッ
ド

ス
ペ

ー
サ

型
ワ

イ
ヤ

ス
ペ

ー
サ

型
シ

ュ
ラ

ウ
ド

管
型

外
管 個

数
1
本

1
本

1
本

1
本

材
料

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

外
径

（
規

定
な

し
）

（
規

定
な

し
）

約
2
3
.
1
m
m

約
2
3
.
1
m
m

肉
厚

（
規

定
な

し
）

（
規

定
な

し
）

約
0
.
5
5
m
m

約
0
.
5
5
m
m

内
管 個

数
1
本

1
本

1
本

1
本

材
料

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

内
径

（
規

定
な

し
）

（
規

定
な

し
）

約
1
4
～

1
9
m
m

約
1
4
～

1
9
m
m

肉
厚

（
規

定
な

し
）

（
規

定
な

し
）

約
0
.
5
5
m
m

約
0
.
5
5
m
m

ピ
ン

タ
イ

ロ
ッ

ド

個
数

1
本

ま
た

は
3
本

1
本

ま
た

は
3
本

（
該

当
な

し
）

（
該

当
な

し
）

材
料

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

（
該

当
な

し
）

（
該

当
な

し
）

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

（
該

当
な

し
）

（
該

当
な

し
）

シ
ュ

ラ
ウ

ド
管

個
数

（
該

当
な

し
）

（
該

当
な

し
）

1
本

1
本

材
料

（
該

当
な

し
）

（
該

当
な

し
）

オ
ー

ス
テ

ナ
イ

ト
系

オ
ー

ス
テ

ナ
イ

ト
系

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

装
填

燃
料

要
素

個
数

最
大

5
本

最
大

5
本

1
本

1
本

Ⅲ
型

特
殊

燃
料

要
素

最
大

5
本

最
大

5
本

（
該

当
な

し
）

（
該

当
な

し
）

Ⅳ
型

特
殊

燃
料

要
素

最
大

5
本

最
大

5
本

（
該

当
な

し
）

（
該

当
な

し
）

Ⅲ
型

限
界

照
射

試
験

用
要

素
（

該
当

な
し

）
（

該
当

な
し

）
最

大
1
本

最
大

1
本

Ⅳ
型

限
界

照
射

試
験

用
要

素
（

該
当

な
し

）
（

該
当

な
し

）
最

大
1
本

最
大

1
本

燃
料

要
素

間
隔

保
持

方
式

ワ
イ

ヤ
ス

ペ
ー

サ
型

グ
リ

ッ
ド

ス
ペ

ー
サ

型
ワ

イ
ヤ

ス
ペ

ー
サ

型
シ

ュ
ラ

ウ
ド

管
型

第
3
.
7.
3
表

燃
料
集
合
体
の
主
要
仕
様
（
4／

6
）

照
射

燃
料

集
合

体

コ
ン

パ
ー

ト
メ

ン
ト

α
型

コ
ン

パ
ー

ト
メ

ン
ト

β
型

コ
ン

パ
ー

ト
メ

ン
ト
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ワ
イ

ヤ
ス

ペ
ー

サ
型

シ
ュ

ラ
ウ

ド
管

型
ワ

イ
ヤ

ス
ペ

ー
サ

型
シ

ュ
ラ

ウ
ド

管
型

外
管 個

数
1
本

1
本

1
本

1
本

1
本

1
本

材
料

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

外
径

約
2
6
.
4
m
m

約
2
6
.
4
m
m

約
2
6
.
4
m
m

約
2
6
.
4
m
m

約
2
6
.
4
m
m

約
2
6
.
4
m
m

肉
厚

約
0
.
6
m
m

約
0
.
6
m
m

約
0
.
6
m
m

約
0
.
6
m
m

約
0
.
6
m
m

約
0
.
6
m
m

内
管 個

数
1
本

1
本

1
本

1
本

1
本

1
本

材
料

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

内
径

－
約

2
2
.
4
m
m

約
2
2
.
4
m
m

約
2
2
.
4
m
m

約
2
2
.
4
m
m

約
2
2
.
4
m
m

肉
厚

約
0
.
6
m
m

約
0
.
6
m
m

約
0
.
6
m
m

約
0
.
6
m
m

約
0
.
6
m
m

約
0
.
6
m
m

ピ
ン

タ
イ

ロ
ッ

ド

個
数

1
本

ま
た

は
3
本

1
本

ま
た

は
3
本

－
－

－
－

材
料

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

－
－

－
－

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

シ
ュ

ラ
ウ

ド
管

個
数

－
－

1
本

1
本

1
本

1
本

材
料

－
－

オ
ー

ス
テ

ナ
イ

ト
系

オ
ー

ス
テ

ナ
イ

ト
系

オ
ー

ス
テ

ナ
イ

ト
系

オ
ー

ス
テ

ナ
イ

ト
系

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

内
壁

構
造

容
器

ま
た

は
密

封
構

造
容

器

個
数

－
－

内
壁

構
造

容
器

1
本

＊
７

内
壁

構
造

容
器

1
本

＊
７

密
封

構
造

容
器

1
本

＊
７

密
封

構
造

容
器

1
本

＊
７

材
料

－
－

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

内
径

－
－

1
3
m
m
以

下
1
3
m
m
以

下
1
3
m
m
以

下
1
3
m
m
以

下

肉
厚

－
－

2
.
8
m
m
以

上
2
.
8
m
m
以

上
2
.
8
m
m
以

上
2
.
8
m
m
以

上

装
填

燃
料

要
素

個
数

最
大

5
本

＊
２

最
大

5
本

＊
２

1
本

＊
２

1
本

＊
２

1
本

＊
２

1
本

＊
２

Ⅲ
型

特
殊

燃
料

要
素

最
大

5
本

最
大

5
本

－
－

－
－

Ⅳ
型

特
殊

燃
料

要
素

最
大

5
本

最
大

5
本

－
－

－
－

Ⅲ
型

限
界

照
射

試
験

用
要

素
最

大
1
本

＊
３

最
大

1
本

＊
３

－
－

－
－

Ⅳ
型

限
界

照
射

試
験

用
要

素
最

大
1
本

＊
３

最
大

1
本

＊
３

－
－

－
－

先
行

試
験

用
要

素
－

－
最

大
1
本

最
大

1
本

－
－

基
礎

試
験

用
要

素
－

－
－

－
最

大
1
本

最
大

1
本

限
界

照
射

試
験

用
補

助
要

素
最

大
3
本

＊
３

最
大

3
本

＊
３

－
－

－
－

燃
料

要
素

間
隔

保
持

方
式

ワ
イ

ヤ
ス

ペ
ー

サ
型

グ
リ

ッ
ド

ス
ペ

ー
サ

型
ワ

イ
ヤ

ス
ペ

ー
サ

型
シ

ュ
ラ

ウ
ド

管
型

ワ
イ

ヤ
ス

ペ
ー

サ
型

シ
ュ

ラ
ウ

ド
管

型

第
3.
7
.3
表

燃
料
集
合
体
の
主
要
仕
様
（
5
／
6
）

先
行

試
験

用
基

礎
試

験
用

照
射

燃
料

集
合

体

γ
型

コ
ン

パ
ー

ト
メ

ン
ト

ワ
イ

ヤ
ス

ペ
ー

サ
型

グ
リ

ッ
ド

ス
ペ

ー
サ

型

コ
ン

パ
ー

ト
メ

ン
ト

ワ
イ

ヤ
ス

ペ
ー

サ
型

シ
ュ

ラ
ウ

ド
管

型
ワ

イ
ヤ

ス
ペ

ー
サ

型
シ

ュ
ラ

ウ
ド

管
型

外
管 個

数
1
本

1
本

1
本

1
本

1
本

1
本

材
料

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

外
径

約
2
6
.
4
m
m

約
2
6
.
4
m
m

約
2
6
.
4
m
m

約
2
6
.
4
m
m

約
2
6
.
4
m
m

約
2
6
.
4
m
m

肉
厚

約
0
.
6
m
m

約
0
.
6
m
m

約
0
.
6
m
m

約
0
.
6
m
m

約
0
.
6
m
m

約
0
.
6
m
m

内
管 個

数
1
本

1
本

1
本

1
本

1
本

1
本

材
料

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

Ｓ
Ｕ

Ｓ
３

１
６

相
当

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

内
径

（
規

定
な

し
）

約
2
2
.
4
m
m

約
2
2
.
4
m
m

約
2
2
.
4
m
m

約
2
2
.
4
m
m

約
2
2
.
4
m
m

肉
厚

約
0
.
6
m
m

約
0
.
6
m
m

約
0
.
6
m
m

約
0
.
6
m
m

約
0
.
6
m
m

約
0
.
6
m
m

ピ
ン

タ
イ

ロ
ッ

ド

個
数

1
本
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系
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は
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容

器

個
数

（
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し
）
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当
な

し
）
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壁
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造

容
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1
本

＊
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内
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構
造
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器

1
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＊
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密
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＊
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上
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以
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.
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填

燃
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要
素
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大

5
本

＊
２
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大

5
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本
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２

1
本
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２
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本
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本
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し
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第 3.7.3表 燃料集合体の主要仕様（6／6） 

 （省略） 

 第 3.7.4表～第 3.7.9表 （省略） 

 

 第 3.7.1図～第 3.7.3図 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.7.3表 燃料集合体の主要仕様（6／6） 

 （変更なし） 

第 3.7.4表～第 3.7.9表 （変更なし） 

 

 第 3.7.1図～第 3.7.3図 （変更なし） 
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A型用炉心燃料要素
（最大装填時）

Ⅲ型またはⅣ型
特殊燃料要素（最大装填時）

試料部六角管

ラッパ管

A型照射燃料集合体

Ⅲ型またはⅣ型
特殊燃料要素（最大装填時）

γ型コンパートメント

ピンタイロッド

タイロッド

ラッパ管

B型照射燃料集合体

Ⅲ型またはⅣ型
特殊燃料要素（最大装填時）

試料部六角管

ラッパ管

C型照射燃料集合体

D型照射燃料集合体

燃料要素

燃料要素

A型用炉心燃料要素
（最大装填時）

Ⅲ型またはⅣ型
特殊燃料要素（最大装填時）

試料部六角管

ラッパ管

A型照射燃料集合体

Ⅲ型またはⅣ型
特殊燃料要素（最大装填時）

γ型コンパートメント

ピンタイロッド

タイロッド

ラッパ管

B型照射燃料集合体

Ⅲ型またはⅣ型
特殊燃料要素（最大装填時）

試料部六角管

ラッパ管

C型照射燃料集合体

D型照射燃料集合体

燃料要素

燃料要素

第 3.7.4図 照射燃料集合体（1／5） （参考用） 第 3.7.4図 照射燃料集合体－断面図 （参考用） 
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第 3.7.4図 照射燃料集合体（2／5） （参考用） 

〔Ａ型照射燃料集合体－限界照射試験用〕 

 

 

 

 

 

第 3.7.5図 Ａ型照射燃料集合体－限界照射試験用 （参考用） 
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第 3.7.4図 照射燃料集合体（3／5） （参考用） 

〔Ｂ型照射燃料集合体－限界照射試験用〕 

 

 

 

 

第 3.7.6図 Ｂ型照射燃料集合体－限界照射試験用 （参考用） 
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第 3.7.4図 照射燃料集合体（4／5） （参考用） 

〔Ｂ型照射燃料集合体－先行試験用〕 

 

 

 

 

第 3.7.7図 Ｂ型照射燃料集合体－先行試験用 （参考用） 
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第 3.7.4図 照射燃料集合体（5／5） （参考用） 

〔Ｂ型照射燃料集合体－基礎試験用〕 

 

 

 

 

第 3.7.8図 Ｂ型照射燃料集合体－基礎試験用 （参考用） 
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第 3.7.9 図 Ｃ型照射燃料集合体 （参考用） 

 

 

照射試験用燃料要素

試料部六角管

断 面

ハンドリングヘッド

ラッパ管

エントランスノズル

スペーサパッド

スペーサパッド

ラッパ管

試料部六角管
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第 3.7.5図 計測線付Ｃ型照射燃料集合体 

 

 

 

 

 

第 3.7.10図 計測線付Ｃ型照射燃料集合体 （参考用） 
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第 3.7.11図 Ｄ型照射燃料集合体－δ型コンパートメント最大装填型 （参考用） 

 

冷却材流入孔

コンパートメント
オリフィス

下部キャップ

シュラウド管
オリフィス

エントランスノズル

コンパートメント外管

コンパートメント内管

シュラウド管

燃料要素

温度モニタホルダ

ラッパ管

δ型コンパートメント

タイロッド
上部キャップ

ハンドリングヘッド
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3.8 反射体及び遮へい集合体 

 （省略） 

 

第 3.8.1表 （省略） 

 

 第 3.8.1図～第 3.8.3図 （省略） 

 

3.9 制御設備及び非常用制御設備 

3.9.1 制御棒及び制御棒駆動系 

（省略） 

3.9.2 後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系 

3.9.2.1 概要 

原子炉施設には、非常用制御設備として、後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系（後備

炉停止系）を設ける。後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系は、主炉停止系による原子炉

停止が不能の場合でも、原子炉を停止するように設計する。 

 

 

 

  3.9.2.2～3.9.2.3 

 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 反射体及び遮へい集合体 

 （変更なし） 

 

第 3.8.1表 （変更なし） 

 

 第 3.8.1図～第 3.8.3図 （変更なし） 

 

3.9 制御設備及び非常用制御設備 

3.9.1 制御棒及び制御棒駆動系 

（変更なし） 

3.9.2 後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系 

3.9.2.1 概要 

原子炉施設には、非常用制御設備として、制御棒及び制御棒駆動系とは独立した後備炉停止制御

棒及び後備炉停止制御棒駆動系（後備炉停止系）を設けるものとし、制御棒及び制御棒駆動系並び

に後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系は、それぞれの想定される環境条件及び運転時

の状態において、物理的・電気的に分離し、偶発的故障や地震等の自然現象等による共通要因又は

従属要因によって同時にその機能が損なわれない設計とし、主炉停止系による原子炉停止が不能

の場合でも、原子炉を停止するように設計する。 

  3.9.2.2～3.9.2.3 

 （変更なし） 
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第 3.9.1 図 制御棒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.9.1図 制御棒 

 

 

 

 

冷却材流路

ダッシュラム

保護管
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A－A断面

ワイヤスペーサ

ナトリウム流路
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第 3.9.2 図 制御棒駆動機構 

 

 

 

 

第 3.9.2図 制御棒駆動機構 

 

 

駆動モータ（駆動電動機）

位置検出器

駆 動 部

ラッチ検出機構

保持電磁石

デラッチスプリング

ロードセル

アルゴンガス供給口

炉心上部機構

生体遮へい

上部案内管

外側延長管 (外側ｴｸ ｽ ﾃ ﾝ ｼ ｮ ﾝ ﾛ ｯ ﾄ ﾞ )

ストロークベローズ

ラッチベローズ

内側延長管 (内側ｴｸ ｽ ﾃ ﾝ ｼ ｮ ﾝ ﾛ ｯ ﾄ ﾞ )

ナトリウム液面

高圧プレナム
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下部案内管

制 御 棒

ラッチ機構

加 速 管
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3.10 炉心構造物 

 （省略） 

 

3.11 原子炉容器 

原子炉容器は、円筒形の胴部に、全半球形鏡板を底部に付した鋼製容器であり、所要のノズルを

有する（第 3.11.1図参照）。原子炉容器の主要ノズルは、冷却材入口ノズル及び冷却材出口ノズル

であり、冷却材入口ノズルについては原子炉容器の下部の全半球形鏡板の 2ヶ所に、冷却材出口ノ

ズルについては原子炉容器の胴部の上部の 2ヶ所に取り付けられる。また、原子炉容器の円筒胴の

内部の下端付近には、炉心構造物を支持する炉心支持台（コアサポート）が設けられる。１次冷却

材は、冷却材入口ノズルより原子炉容器内に流入し、原子炉容器底部の全半球形鏡板と炉心構造物

の間に形成される高圧プレナムを経由して、炉心構造物内に導入される。その後、１次冷却材は、

炉心構造物及び炉心構成要素を経由して、最終的に、冷却材出口ノズルより流出する。なお、原子

炉容器の上部には、回転プラグが設けられる。 

原子炉容器にあっては、原子炉容器本体が原子炉冷却材バウンダリに該当する。また、後述する

回転プラグは原子炉カバーガス等のバウンダリに該当する。原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉

カバーガス等のバウンダリに該当する機器は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加、熱及び内圧によるクリープ歪み、

膨張による熱応力その他の原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリを構成

する機器に加わる負荷に耐えるものとし、かつ、ナトリウムにより腐食するおそれがないように、

また、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、

十分な破壊じん性を有するように設計する。また、原子炉容器において冷却材を保持する部分につ

いては、二重構造（リークジャケットを有する構造）とし、万一、原子炉冷却材バウンダリの破損

が生じた場合においても、冷却材であるナトリウムの漏えい拡大を防止し、１次冷却材の液位を必

要な高さに保持できるものとする。さらに、当該二重構造の間隙にナトリウム漏えい検出器を設け

ることで、原子炉冷却材バウンダリからの１次冷却材（ナトリウム）の漏えいを検出できるものと

する。なお、当該二重構造の間隙には、窒素ガス予熱系の予熱用窒素ガス加熱器により加熱された

窒素ガスを通気し、原子炉容器を予熱できるものとする。 

 

 

 

原子炉容器は、その上部フランジを、ペデスタル（原子炉建物の一部）に固定し、支持されるも

のとする。また、原子炉容器の底部には、同心円筒振止め構造のスカートを設け、生体遮へいコン

クリート（原子炉建物の一部）で支持するものとし、原子炉容器の熱膨張を吸収する一方で、地震

力等による原子炉容器の振動を防止する。 

高速中性子が照射される炉心部付近の原子炉容器壁は、不連続点や応力集中が生じない形状と

するとともに、炉心の第 9、10列に装荷された遮へい集合体や炉心構造物の中性子遮へい体（多層

構造）等により、プラント寿命中の過度の高速中性子照射を防止し、有効運転時間 20 年間の寿命

中に中性子照射に起因する損傷によって、原子炉の運転に支障が生じることがないものとし、か

つ、原子炉容器は、中性子照射に起因する非延性破壊を考慮し、原子炉容器材料の中性子照射によ

3.10 炉心構造物 

 （変更なし） 

 

3.11 原子炉容器 

原子炉容器は、円筒形の胴部に、全半球形鏡板を底部に付した鋼製容器であり、所要のノズルを

有する（第 3.11.1図参照）。原子炉容器の主要ノズルは、冷却材入口ノズル及び冷却材出口ノズル

であり、冷却材入口ノズルについては原子炉容器の下部の全半球形鏡板の 2ヶ所に、冷却材出口ノ

ズルについては原子炉容器の胴部の上部の 2ヶ所に取り付けられる。また、原子炉容器の円筒胴の

内部の下端付近には、炉心構造物を支持する炉心支持台（コアサポート）が設けられる。１次冷却

材は、冷却材入口ノズルより原子炉容器内に流入し、原子炉容器底部の全半球形鏡板と炉心構造物

の間に形成される高圧プレナムを経由して、炉心構造物内に導入される。その後、１次冷却材は、

炉心構造物及び炉心構成要素を経由して、最終的に、冷却材出口ノズルより流出する。なお、原子

炉容器の上部には、回転プラグが設けられる。 

原子炉容器にあっては、原子炉容器本体が原子炉冷却材バウンダリに該当する。また、後述する

回転プラグは原子炉カバーガス等のバウンダリに該当する。原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉

カバーガス等のバウンダリに該当する機器は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加、熱及び内圧によるクリープ歪み、

膨張による熱応力その他の原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリを構成

する機器に加わる負荷に耐えるものとし、かつ、ナトリウムにより腐食するおそれがないように、

また、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、

十分な破壊じん性を有するように設計する。また、原子炉容器において冷却材を保持する部分につ

いては、二重構造（リークジャケットを有する構造）とするとともに、仕切板等により容積を制限

することにより、万一、原子炉冷却材バウンダリの破損が生じた場合においても、冷却材であるナ

トリウムの漏えい拡大を防止し、１次冷却材の液位を１次主冷却系による崩壊熱の除去に必要な

高さ（原子炉容器通常ナトリウム液位－810mm）に保持できるものとする。さらに、当該二重構造

の間隙には、容器形状も考慮し、漏えいしたナトリウムが堆積する下部の適切な位置に、単純な構

造を用いた信頼性の高いナトリウム漏えい検出器を複数設けることで、原子炉冷却材バウンダリ

からの１次冷却材（ナトリウム）の漏えいを速やかに、かつ、確実に検出できるものとする。なお、

当該二重構造の間隙には、窒素ガス予熱系の予熱用窒素ガス加熱器により加熱された窒素ガスを

通気し、原子炉容器を予熱できるものとする。 

原子炉容器は、その上部フランジを、ペデスタル（原子炉建物の一部）に固定し、支持されるも

のとする。また、原子炉容器の底部には、同心円筒振止め構造のスカートを設け、生体遮へいコン

クリート（原子炉建物の一部）で支持するものとし、原子炉容器の熱膨張を吸収する一方で、地震

力等による原子炉容器の振動を防止する。 

高速中性子が照射される炉心部付近の原子炉容器壁は、不連続点や応力集中が生じない形状と

するとともに、炉心の第 9、10列に装荷された遮へい集合体や炉心構造物の中性子遮へい体（多層

構造）等により、プラント寿命中の過度の高速中性子照射を防止し、有効運転時間 20年間の寿命

中に中性子照射に起因する損傷によって、原子炉の運転に支障が生じることがないものとし、か

つ、原子炉容器は、中性子照射に起因する非延性破壊を考慮し、原子炉容器材料の中性子照射によ
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

る機械的性質の変化を監視するための各種試験片を、原子炉容器内で照射し、定期的に取り出し

て、その健全性を確認できる構造とする。また、原子炉スクラム時の急激な熱衝撃を低減するため、

原子炉容器内壁には、熱遮へい板を取り付けるものとする。原子炉容器の主な仕様を以下に示す。 

 

型式 たて置円筒形二重容器 

材料 オーステナイト系ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４） 

全高 約 10m 

胴内径 約 3.6m 

胴厚さ 約 25mm 

高圧プレナム壁厚さ 約 25mm 

設計圧力 上部 1.0kg／cm2[gage]（約 98kPa[gage]） 

高圧プレナム 7.2kg／cm2[gage]（約 0.71MPa[gage]） 

運転圧力 上部 約 0.01kg／cm2[gage]以下（約 0.98kPa[gage]以下）（カバーガス部） 

高圧プレナム 約 5kg／cm2[gage]以下（約 0.49MPa[gage]以下） 

設計温度 550℃ 

運転温度 原子炉容器入口冷却材温度 約 350℃ 

原子炉容器出口冷却材温度 約 456℃ 

設計制限中性子照射量（＞1MeV） 1020n/cm2 

加熱冷却速度 50℃／h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 3.11.1図 原子炉容器 （省略） 

 

3.12 放射線遮蔽体 

 （省略） 

る機械的性質の変化を監視するための各種試験片を、原子炉容器内で照射し、定期的に取り出し

て、その健全性を確認できる構造とする。また、原子炉スクラム時の急激な熱衝撃を低減するため、

原子炉容器内壁には、熱遮へい板を取り付けるものとする。原子炉容器の主な仕様を以下に示す。 

 

型式 たて置円筒形二重容器 

材料 オーステナイト系ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４） 

全高 約 10m 

胴内径 約 3.6m 

胴厚さ 約 25mm 

高圧プレナム壁厚さ 約 25mm 

設計圧力 上部 1.0kg／cm2[gage]（約 98kPa[gage]） 

高圧プレナム 7.2kg／cm2[gage]（約 0.71MPa[gage]） 

運転圧力 上部 約 0.01kg／cm2[gage]以下（約 0.98kPa[gage]以下）（カバーガス部） 

高圧プレナム 約 5kg／cm2[gage]以下（約 0.49MPa[gage]以下） 

設計温度 550℃ 

運転温度 原子炉容器入口冷却材温度 約 350℃ 

原子炉容器出口冷却材温度 約 456℃ 

設計制限中性子照射量（＞1MeV） 1020n/cm2 

加熱冷却速度 50℃／h 

 

多量の放射性物質等を放出する事故等時 

原子炉容器には、多量の放射性物質等を放出するおそれがある事故のうち、原子炉容器液位

確保機能喪失による崩壊熱除去機能喪失又は交流動力電源が存在し、かつ原子炉容器液位が確

保された状態での崩壊熱除去機能喪失事象が発生した場合に、炉心の著しい損傷を防止するた

め、コンクリート遮へい体冷却系により、原子炉容器外壁に窒素ガスを通気し、原子炉停

止後の炉心を冷却できるようにリークジャケットを整備する。 

リークジャケットは原子炉容器等の原子炉冷却材バウンダリの外周に独立に設置する。

リークジャケットの主な仕様を以下に示す。 

 

材料 オーステナイト系ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４） 

胴内径 約3.7m 

胴厚さ 約 12mm 

 

 第 3.11.1図 原子炉容器 （変更なし） 

 

3.12 放射線遮蔽体 

 （変更なし） 
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当機構の同意なく本書の全部又は一部を複写  

及び第三者に開示することを禁止します。 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

4. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

 

4.1 概要 

原子炉施設には、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設として、核燃料物質取扱設備及び核燃料物質

貯蔵設備を設ける。また、新燃料及び使用済燃料を取り扱う場所にあっては、当該場所の放射線量の

異常を検知し、警報を発することができる設備を、また、崩壊熱を除去する機能の喪失を検知する必

要がある場合には、当該場所の温度の異常を検知し、警報を発することができる設備を設ける。 

核燃料物質取扱設備は、新燃料の搬入から使用済燃料の搬出までの取扱いにおいて、関連する機器

等を連携し、当該燃料集合体等を搬入及び搬出するためのものである。核燃料物質取扱設備は、燃料

集合体等が臨界に達するおそれがないように、かつ、崩壊熱により燃料集合体等が溶融しないように、

また、使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を確保した上で、燃料集合体等の取扱中にお

ける燃料集合体等の落下を防止できるように設計する。また、核燃料物質貯蔵設備は、燃料集合体等

を貯蔵するためのものである。核燃料物質貯蔵設備は、必要な容量を有し、かつ、燃料集合体等が臨

界に達するおそれがないように設計する。なお、これらの設備では、燃料集合体だけでなく、制御棒、

反射体、遮へい集合体及び中性子源等の炉心構成要素も取り扱う。 

燃料集合体等の取扱いに係る主な操作を以下に示す（燃料集合体等の主な取扱経路：第 4.1 図参

照）。また、主な核燃料物質取扱設備の配置を第 4.2図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）燃料受入れから新燃料貯蔵設備（原子炉附属建物新燃料検査貯蔵設備及び第一使用済燃料貯

蔵建物新燃料貯蔵設備）に貯蔵するまでの操作 

新燃料等は、原子炉附属建物新燃料検査貯蔵設備にて受け入れ、開梱・検査された後、貯蔵、

又は第一使用済燃料貯蔵建物新燃料貯蔵設備に運搬・貯蔵される。なお、これらの操作は、原

子炉の運転と無関係に行われる。 

 

 

4. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

 

4.1 概要 

原子炉施設には、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設として、核燃料物質取扱設備及び核燃料物質

貯蔵設備を設ける。また、新燃料及び使用済燃料を取り扱う場所にあっては、当該場所の放射線量の

異常を検知し、警報を発することができる設備を、また、崩壊熱を除去する機能の喪失を検知する必

要がある場合には、当該場所の温度の異常を検知し、警報を発することができる設備を設ける。 

核燃料物質取扱設備は、新燃料の搬入から使用済燃料の搬出までの取扱いにおいて、関連する機器

等を連携し、当該燃料集合体等を搬入及び搬出するためのものである。 

核燃料物質取扱設備は、燃料集合体等が臨界に達するおそれがないように設計する。一つの操作で

取り扱う燃料集合体等は、1体とする（ただし、トランスファロータでの燃料集合体等の移送を除く。）。 

また、崩壊熱により燃料集合体等が溶融しないように設計する。燃料出入機及びトランスファロー

タでは、燃料集合体等をポット（ナトリウムを保有）に収納した状態で取り扱う。燃料取扱用キャス

クカーでは、アルゴンガス循環装置により内部のアルゴンガスを循環する。ナトリウム洗浄装置では、

アルゴンガスを循環させることで、使用済燃料等を冷却しつつ、徐々に水蒸気を供給することで、ナ

トリウムを安定化した後、最終的に水を用いて使用済燃料等を洗浄する。燃料集合体缶詰装置では、

使用済燃料等を缶詰缶に封入する。缶詰缶の内部には、水を充填する。 

さらに、使用済燃料からの放射線に対して、十分な厚さを有する遮蔽構造を設け、適切な遮蔽能力

を確保した上で、燃料集合体等の取扱中における燃料集合体等の落下を防止できるように設計する。 

核燃料物質貯蔵設備は、燃料集合体等を貯蔵するためのものである。核燃料物質貯蔵設備は、必要

な容量を有するように、使用済燃料貯蔵設備（第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備及び第二

使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備を除く。）は、常に、燃料集合体の最大挿入量（79 体）以上

の燃料集合体を貯蔵することができる状態を維持する設計とする。 

また、核燃料物質貯蔵設備は、燃料集合体等が臨界に達するおそれがない（実効増倍率は 0.95 以

下）ように設計する。原子炉附属建物新燃料検査貯蔵設備及び第一使用済燃料貯蔵建物新燃料貯蔵設

備にあっては、新燃料を貯蔵能力最大に収容した状態で万一当該設備が水で満たされるという厳しい

状態を仮定しても、実効増倍率は 0.95以下に保つことができる設計とする。 

なお、これらの設備では、燃料集合体だけでなく、制御棒、反射体、遮へい集合体及び中性子源等

の炉心構成要素も取り扱う。 

燃料集合体等の取扱いに係る主な操作を以下に示す（燃料集合体等の主な取扱経路：第 4.1 図参

照）。また、主な核燃料物質取扱設備の配置を第 4.2 図に示す。核燃料物質取扱設備及び核燃料物質

貯蔵設備の運用については、原子炉施設保安規定等に定める。 

（１）燃料受入れから新燃料貯蔵設備（原子炉附属建物新燃料検査貯蔵設備及び第一使用済燃料貯

蔵建物新燃料貯蔵設備）に貯蔵するまでの操作 

新燃料等は、原子炉附属建物新燃料検査貯蔵設備にて受け入れ、開梱・検査された後、貯蔵、

又は第一使用済燃料貯蔵建物新燃料貯蔵設備に運搬・貯蔵される。 

照射燃料集合体については、照射装置組立検査施設にて組み立てられた後、原子炉附属建物

新燃料検査貯蔵設備に運搬・貯蔵される場合、及び照射燃料集合体試験施設にて組み立てられ

た後、燃料取扱用キャスクカーにより受け入れる場合がある。 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

（２）燃料交換操作 

（省略） 

（３）原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備（水冷却池）からの搬出操作 

原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備で貯蔵された使用済燃料は、必要に応じて、検査又は解

体のため、水中で輸送容器に収納され、照射燃料集合体試験施設に運搬された後、原子炉附属

建物使用済燃料貯蔵設備若しくは第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備に運搬される

か又は原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備から第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備

若しくは第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備に運搬される。なお、照射燃料集合体試

験施設で解体された使用済燃料の燃料要素のうち、破壊検査に供したものについては、小径の

ステンレス鋼管に密封した後、他の燃料要素とともにステンレス鋼製の缶に収納・溶接密封さ

れ、さらに缶詰缶に封入された状態で、原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備又は第一使用済燃

料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備に運搬される。また、使用済燃料は、燃料取扱用キャスクカー

により、原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備を経由せずに、検査又は解体のため照射燃料集合

体試験施設に運搬される場合若しくは第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備から照

射燃料集合体試験施設に運搬される場合もある。さらに、第一使用済燃料貯蔵建物使用済

燃料貯蔵設備に貯蔵された使用済燃料の一部も必要に応じて、第二使用済燃料貯蔵建物使用

済燃料貯蔵設備に運搬される（第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備に貯蔵された使

用済燃料の一部を第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備に運搬する場合がある）。第一

使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備及び第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備に

貯蔵される使用済燃料は、原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備等で 1 年以上冷却貯蔵された

ものとする。これらの運搬にあっては、輸送容器を使用する。貯蔵された使用済燃料等を再処

理工場に運搬する場合には、使用済燃料等を収納容器に収納し、トレーラ等にて運搬する。な

お、これらの操作は、原子炉の運転と無関係に行われる。なお、反射体及び遮へい集合体等に

ついても、同様の手順で、核燃料物質取扱設備により取り扱われる。 

 

 

 

 

 

4.2 主要設備 

4.2.1 核燃料物質取扱設備 

4.2.1.1～4.2.1.4 

（省略） 

 

4.2.1.5 ナトリウム洗浄装置 

ナトリウム洗浄装置は、使用済燃料等に付着したナトリウムを洗浄するための設備であり、

洗浄容器、アルゴンガス冷却系、水蒸気系及び水系から構成される。使用済燃料等は、燃料取

扱用キャスクカーにより、燃料洗浄槽に装填される。燃料洗浄槽では、アルゴンガスを循環さ

なお、これらの操作は、原子炉の運転と無関係に行われる。 

（２）燃料交換操作 

（変更なし） 

（３）原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備（水冷却池）からの搬出操作 

原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備で貯蔵された使用済燃料は、必要に応じて、検査又は解

体のため、水中で輸送容器に収納され、照射燃料集合体試験施設に運搬された後、原子炉附属

建物使用済燃料貯蔵設備若しくは第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備に運搬される

か又は原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備から第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備

若しくは第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備に運搬される。 

なお、照射燃料集合体試験施設で解体された使用済燃料の燃料要素のうち、破壊検査に供し

たものについては、小径のステンレス鋼管に密封した後、他の燃料要素とともにステンレス鋼

製の缶に収納・溶接密封され、さらに缶詰缶に封入された状態で、原子炉附属建物使用済燃料

貯蔵設備又は第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備に運搬される。 

また、使用済燃料は、燃料取扱用キャスクカーにより、原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備

を経由せずに、検査又は解体のため照射燃料集合体試験施設に運搬される場合若しくは第一

使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備から照射燃料集合体試験施設に運搬される場合

もある。さらに、第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備に貯蔵された使用済燃料の一

部も必要に応じて、第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備に運搬される（第二使用済燃

料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備に貯蔵された使用済燃料の一部を第一使用済燃料貯蔵建物使

用済燃料貯蔵設備に運搬する場合がある）。 

第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備及び第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵

設備に貯蔵される使用済燃料は、原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備等で 1 年以上冷却貯蔵

されたものとする。 

これらの運搬にあっては、輸送容器を使用する。 

貯蔵された使用済燃料等を再処理工場に運搬する場合には、使用済燃料等を収納容器に収

納し、トレーラ等にて運搬する。 

なお、これらの操作は、原子炉の運転と無関係に行われる。 

また、反射体及び遮へい集合体等についても、同様の手順で、核燃料物質取扱設備により取

り扱われる。 

 

 4.2 主要設備 

4.2.1 核燃料物質取扱設備 

4.2.1.1～4.2.1.4 

（変更なし） 

 

4.2.1.5 ナトリウム洗浄装置 

ナトリウム洗浄装置は、使用済燃料等に付着したナトリウムを洗浄するための設備であり、

洗浄容器（燃料洗浄槽）、アルゴンガス冷却系、水蒸気系及び水系から構成される。 

使用済燃料等は、燃料取扱用キャスクカーにより、燃料洗浄槽に装填される。燃料洗浄槽で
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せることで、使用済燃料等を冷却しつつ、徐々に水蒸気を供給することで、ナトリウムを安定

化した後、最終的に水を用いて使用済燃料等を洗浄する。ナトリウム洗浄設備は、温度計及び

圧力計等の設置により必要な監視機能を確保することで、反応が急激に進むことがないよう

に操作できる構造とする。 

 

4.2.1.6 燃料集合体缶詰装置 

（省略） 

 

4.2.2 核燃料物質貯蔵設備 

4.2.2.1 新燃料貯蔵設備 

 （省略） 

 

4.2.2.2 使用済燃料貯蔵設備 

使用済燃料を貯蔵するため、原子炉附属建物、第一使用済燃料貯蔵建物及び第二使用済燃料

貯蔵建物に、使用済燃料貯蔵設備を設ける。使用済燃料貯蔵設備は、それぞれ水冷却池、貯蔵

ラック、水冷却浄化設備等から構成される。また、一時的な中継貯蔵設備として炉内燃料貯蔵

ラックを設ける。使用済燃料貯蔵設備は、使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を

有するとともに、貯蔵された使用済燃料が崩壊熱により溶融しないように、また、使用済燃料

の被覆材が著しく腐食するおそれがある場合は、これを防止できるように設計する。さらに、

水冷却池には、その水位を測定でき、かつ、その異常を検知できる設備を設けるものとする。

なお、使用済燃料貯蔵設備（第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備及び第二使用済燃料

貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備を除く。）は、常に、「3.2 炉心」に示す燃料集合体の最大挿入量

（79 体）以上の燃料集合体を貯蔵することができる状態を維持するものとする。また、使用

済燃料貯蔵設備では、燃料集合体以外の炉心構成要素等を貯蔵する場合もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備 

原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備は、缶詰缶に封入された使用済燃料等を貯蔵

するための設備である。原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備は、水冷却池、貯蔵ラッ

ク及び水冷却浄化設備等から構成され、200 体の使用済燃料を貯蔵する能力を有す

る。水冷却池は、水の流出を防止するため、コンクリート壁をステンレス鋼で内張り

した強固な構造とし、かつ、排水口を有しないものとする。水冷却浄化設備について

は、貯蔵された使用済燃料等が崩壊熱により溶融することを防止するため、通常状態

は、アルゴンガスを循環させることで、使用済燃料等を冷却しつつ、徐々に水蒸気を供給する

ことで、ナトリウムを安定化した後、最終的に水を用いて使用済燃料等を洗浄する。 

ナトリウム洗浄装置は、温度計及び圧力計等の設置により必要な監視機能を確保すること

で、反応が急激に進むことがないように操作できる構造とする。 

 

4.2.1.6 燃料集合体缶詰装置 

（変更なし） 

 

4.2.2 核燃料物質貯蔵設備 

4.2.2.1 新燃料貯蔵設備 

  （変更なし） 

 

4.2.2.2 使用済燃料貯蔵設備 

使用済燃料を貯蔵するため、原子炉附属建物、第一使用済燃料貯蔵建物及び第二使用済燃料

貯蔵建物に、使用済燃料貯蔵設備を設ける。使用済燃料貯蔵設備は、それぞれ水冷却池、貯蔵

ラック、水冷却浄化設備等から構成される。また、一時的な中継貯蔵設備として炉内燃料貯蔵

ラックを設ける。 

使用済燃料貯蔵設備は、使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するように

設計する。水冷却池には、その水位を測定でき、かつ、その異常を検知できる設備を設けるも

のとし、適切な水深を確保できるものとする。 

また、使用済燃料貯蔵設備は、貯蔵された使用済燃料が崩壊熱により溶融しないように、水

冷却浄化設備については、通常状態において、水温を 42℃以下に管理できるように設計する。 

使用済燃料の被覆材が著しく腐食するおそれがある場合は、これを防止できるように設計

する。炉心燃料集合体の被覆材にはステンレス鋼を使用する。 

さらに、水冷却池には、その水位を測定でき、かつ、その異常を検知できる設備を設けるも

のとする。原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備、第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備

及び第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備の水冷却池に設置した液位計により、液位

の異常を検知するとともに、当該警報を中央制御室にて発することができるものする。 

なお、使用済燃料貯蔵設備（第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備及び第二使用済燃

料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備を除く。）は、常に、「3.2 炉心」に示す燃料集合体の最大挿入

量（79 体）以上の燃料集合体を貯蔵することができる状態を維持するものとする。また、使

用済燃料貯蔵設備では、燃料集合体以外の炉心構成要素等を貯蔵する場合もある。 

（１）原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備 

原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備は、缶詰缶に封入された使用済燃料等を貯蔵

するための設備である。原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備は、水冷却池、貯蔵ラッ

ク及び水冷却浄化設備等から構成され、200 体の使用済燃料を貯蔵する能力を有す

る。貯蔵ラック内の使用済燃料等が臨界に達するおそれがないように、適切な間隔を

確保するように設計する。 

水冷却池は、水の流出を防止するため、コンクリート壁をステンレス鋼で内張りし
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において、水温を 42℃以下に管理できるように設計するとともに、水冷却浄化設備

の配管破断が生じた場合に、サイフォン現象等により、使用済燃料等の冠水が維持で

きない状況に至ることがないようにサイフォンブレーカーを設ける。水冷却浄化設

備系統図を第 4.6図に示す。なお、その浄化機能については、冷却水を定期的に分析

することで、適切に維持されていることを確認する。また、使用済燃料貯蔵設備には、

使用済燃料等の輸送容器の取扱い等に使用するクレーン（キャスククレーン）、及び

水冷却池の一部に当該容器を沈めるためのキャスクピットを設ける。なお、クレーン

（揚重物を含む。）については、貯蔵ラック等に落下することがないように設計する。

水冷却池内の使用済燃料等の移送に使用する燃料移送機については、取扱中におけ

る使用済燃料等の落下を防止できる構造とする。また、駆動電源等の喪失に対してフ

ェイルセーフの設計とし、駆動電源等喪失時にあっても、使用済燃料等の保持状態を

維持できるものとする。さらに、インターロックを設け、誤操作による使用済燃料等

の落下を防止する。 

 

 

 

（２）第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備 

第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備は、缶詰缶に封入された使用済燃料

等を貯蔵するための設備である。第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備は、水

冷却池、貯蔵ラック及び水冷却浄化設備等から構成され、600体の使用済燃料を貯蔵

する能力を有する。水冷却池は、水の流出を防止するため、コンクリート壁をステン

レス鋼で内張りした強固な構造とし、かつ、排水口を有しないものとする。水冷却浄

化設備については、貯蔵された使用済燃料等が崩壊熱により溶融することを防止す

るため、通常状態において、水温を 42℃以下に管理できるように設計するとともに、

水冷却浄化設備の配管破断が生じた場合に、サイフォン現象等により、使用済燃料等

の冠水が維持できない状況に至ることがないようにサイフォンブレーカーを設け

る。水冷却浄化設備系統図を第 4.7図に示す。なお、その浄化機能については、冷却

水を定期的に分析することで、適切に維持されていることを確認する。また、使用済

燃料貯蔵設備には、使用済燃料等の輸送容器の取扱い等に使用するクレーン（キャス

ククレーン）、及び水冷却池の一部に当該容器を沈めるためのキャスクピットを設け

る。なお、クレーン（揚重物を含む。）については、貯蔵ラック等に落下することが

ないように設計する。また、輸送容器等の重量物を取り扱う場合には、インターロッ

クによりクレーンの走行範囲を限定し、当該重量物が貯蔵ラック上を通過できない

ようにする。水冷却池内の使用済燃料等の移送に使用する燃料移送機については、取

扱中における使用済燃料等の落下を防止できる構造とする。また、駆動電源等の喪失

に対してフェイルセーフの設計とし、駆動電源等喪失時にあっても、使用済燃料等の

保持状態を維持できるものとする。さらに、インターロックを設け、誤操作による使

用済燃料等の落下を防止する。 

 

た強固な構造とし、かつ、排水口を有しないものとする。 

水冷却浄化設備については、貯蔵された使用済燃料等が崩壊熱により溶融するこ

とを防止するため、通常状態において、水温を 42℃以下に管理できるように設計す

るとともに、水冷却浄化設備の配管破断が生じた場合に、サイフォン現象等により、

使用済燃料等の冠水が維持できない状況に至ることがないようにサイフォンブレー

カーを設ける。水冷却浄化設備系統図を第 4.6図に示す。なお、その浄化機能につい

ては、冷却水を定期的に分析することで、適切に維持されていることを確認する。 

また、使用済燃料貯蔵設備には、使用済燃料等の輸送容器の取扱い等に使用するク

レーン（キャスククレーン）、及び水冷却池の一部に当該容器を沈めるためのキャス

クピットを設ける。なお、クレーン（揚重物を含む。）については、貯蔵ラック等に

落下することがないように設計する。 

水冷却池内の使用済燃料等の移送に使用する燃料移送機については、取扱中にお

ける使用済燃料等の落下を防止できる構造とする。また、駆動電源等の喪失に対して

フェイルセーフの設計とし、駆動電源等喪失時にあっても、使用済燃料等の保持状態

を維持できるものとする。さらに、インターロックを設け、誤操作による使用済燃料

等の落下を防止する。 

（２）第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備 

第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備は、缶詰缶に封入された使用済燃料

等を貯蔵するための設備である。第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備は、水

冷却池、貯蔵ラック及び水冷却浄化設備等から構成され、600体の使用済燃料を貯蔵

する能力を有する。貯蔵ラック内の使用済燃料等が臨界に達するおそれがないよう

に、適切な間隔を確保するように設計する。 

水冷却池は、水の流出を防止するため、コンクリート壁をステンレス鋼で内張りし

た強固な構造とし、かつ、排水口を有しないものとする。 

水冷却浄化設備については、貯蔵された使用済燃料等が崩壊熱により溶融するこ

とを防止するため、通常状態において、水温を 42℃以下に管理できるように設計す

るとともに、水冷却浄化設備の配管破断が生じた場合に、サイフォン現象等により、

使用済燃料等の冠水が維持できない状況に至ることがないようにサイフォンブレー

カーを設ける。水冷却浄化設備系統図を第 4.7図に示す。なお、その浄化機能につい

ては、冷却水を定期的に分析することで、適切に維持されていることを確認する。 

また、使用済燃料貯蔵設備には、使用済燃料等の輸送容器の取扱い等に使用するク

レーン（キャスククレーン）、及び水冷却池の一部に当該容器を沈めるためのキャス

クピットを設ける。なお、クレーン（揚重物を含む。）については、貯蔵ラック等に

落下することがないように設計する。また、輸送容器等の重量物を取り扱う場合に

は、インターロックによりクレーンの走行範囲を限定し、当該重量物が貯蔵ラック上

を通過できないようにする。 

水冷却池内の使用済燃料等の移送に使用する燃料移送機については、取扱中にお

ける使用済燃料等の落下を防止できる構造とする。また、駆動電源等の喪失に対して

フェイルセーフの設計とし、駆動電源等喪失時にあっても、使用済燃料等の保持状態
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第 4.3図 省略 
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類８（5. 原子炉冷却系統施設）】 
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5. 原子炉冷却系統施設 

 

5.1 概要 

原子炉冷却系統施設は、１次主冷却系、２次主冷却系及びその他の設備から構成する（第 5.1.1図

参照）。１次主冷却系及び２次主冷却系は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時において、炉心の冷却を行うとともに、原子炉停止時に原子炉容器内において発生した崩壊熱

その他の残留熱を除去し、燃料の許容設計限界を超えないように、また、原子炉冷却材バウンダリ

の健全性を維持するために監視することが必要なパラメータが設計値を超えないように、さらに、

これらの熱を最終ヒートシンクである大気に輸送できるように設計する。なお、原子炉冷却系統施

設にあっては、１次主冷却系、１次補助冷却系及びナトリウム充填・ドレン設備の一部が原子炉冷

却材バウンダリに該当する。また、１次主冷却系、２次主冷却系及びその他の設備にあっては、冷

却材の自由液面を有するものがある。当該自由液面のカバーガスとしてアルゴンガスを用いるため、

１次主循環ポンプ、オーバフローカラム及び１次アルゴンガス系の一部が原子炉カバーガス等のバ

ウンダリに該当する。アルゴンガスは、シールガス及びパージガスとしても使用される。冷却材で

あるナトリウムと接しない部分にあっては、予熱又は冷却等用のガスとして窒素ガスを用いる。 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガス等のバウンダリに該当する機器は、通常運転時、

運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増

加、熱及び内圧によるクリープ歪み、膨張による熱応力その他の原子炉冷却材バウンダリ及び原子

炉カバーガス等のバウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものとし、かつ、ナトリウムに

より腐食するおそれがないように、また、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するように設計する。さらに、原子炉冷

却材バウンダリを構成する１次主冷却系、１次補助冷却系の機器・配管については二重構造とし、

万一、原子炉冷却材バウンダリの破損が生じた場合においても、冷却材であるナトリウムの漏えい

拡大を防止し、１次冷却材の液位を必要な高さに保持できるものとする。さらに、当該二重構造の

間隙にナトリウム漏えい検出器を設けることで、原子炉冷却材バウンダリからの１次冷却材（ナト

リウム）の漏えいを検出できるものとする。 

 

 

 

原子炉冷却系統施設の基本的な運転方法の概要を以下に示す。 

（１）～（５） 

（省略） 

 

 第 5.1.1図 （省略） 
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5.1 概要 

原子炉冷却系統施設は、１次主冷却系、２次主冷却系及びその他の設備から構成する（第 5.1.1図

参照）。１次主冷却系及び２次主冷却系は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時において、炉心の冷却を行うとともに、原子炉停止時に原子炉容器内において発生した崩壊熱

その他の残留熱を除去し、燃料の許容設計限界を超えないように、また、原子炉冷却材バウンダリ

の健全性を維持するために監視することが必要なパラメータが設計値を超えないように、さらに、

これらの熱を最終ヒートシンクである大気に輸送できるように設計する。 

ここで、その他の残留熱は、原子炉の通常運転中に炉心、原子炉冷却系統施設等の構成材、１次

冷却材及び２次冷却材に蓄積された熱であり、１次主冷却系及び２次主冷却系により、崩壊熱と併

せて除去する。 

なお、原子炉冷却系統施設にあっては、１次主冷却系、１次補助冷却系及び１次ナトリウム充填・

ドレン系の一部が原子炉冷却材バウンダリに該当し、２次主冷却系、２次補助冷却系並びに２次ナ

トリウム純化系及び２次ナトリウム充填・ドレン系の一部が冷却材バウンダリに該当する。また、

１次主冷却系、２次主冷却系及びその他の設備にあっては、冷却材の自由液面を有するものがある。

当該自由液面のカバーガスとしてアルゴンガスを用いるため、１次主循環ポンプ、オーバフローカ

ラム及び１次アルゴンガス系の一部が原子炉カバーガス等のバウンダリに該当する。アルゴンガス

は、シールガス及びパージガスとしても使用される。冷却材であるナトリウムと接しない部分にあ

っては、予熱又は冷却等用のガスとして窒素ガスを用いる。 

原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガス等のバウンダリに該当する機器は、通常運転時、

運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増

加、熱及び内圧によるクリープ歪み、膨張による熱応力その他の原子炉冷却材バウンダリ及び原子

炉カバーガス等のバウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものとし、かつ、ナトリウムに

より腐食するおそれがないように、また、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するように設計する。さらに、原子炉冷

却材バウンダリを構成する１次主冷却系、１次補助冷却系の機器・配管については二重構造とする

とともに、仕切板等により容積を制限することにより、万一、原子炉冷却材バウンダリの破損が生

じた場合においても、冷却材であるナトリウムの漏えい拡大を防止し、１次冷却材の液位を１次主

冷却系による崩壊熱の除去に必要な高さ（原子炉容器通常ナトリウム液位－810mm）に保持できるも

のとする。さらに、当該二重構造の間隙には、配管形状も考慮し、漏えいしたナトリウムが堆積す

る水平部等の適切な位置に、単純な構造を用いた信頼性の高いナトリウム漏えい検出器を複数設け

ることで、原子炉冷却材バウンダリからの１次冷却材（ナトリウム）の漏えいを速やかに、かつ、

確実に検出できるものとする。 

原子炉冷却系統施設の基本的な運転方法の概要を以下に示す。 

（１）～（５） 

（変更なし） 

 

 第 5.1.1図 （変更なし） 
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5.2 １次主冷却系 

5.2.1 概要 

（省略） 

 

  5.2.2 主要設備 

   5.2.2.1～5.2.2.3  

      （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 5.2.1図～第 5.2.2図 （省略） 

 

5.3 ２次主冷却系 

（省略） 

 

5.4 非常用冷却設備 

１次主冷却系及び２次主冷却系は、以下の方針に基づき、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準

事故時において、原子炉停止時に原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残留熱を除去し、燃

料の許容設計限界を超えないよう、また、原子炉冷却材バウンダリの健全性を維持するために監視す

ることが必要なパラメータが設計値を超えないよう、これらの熱を最終ヒートシンクである大気に輸

送できるように設計する。 

（１）～（２） 

  （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 １次主冷却系 

5.2.1 概要 

 （変更なし） 

 

  5.2.2 主要設備 

   5.2.2.1～5.2.2.3  

      （変更なし） 

5.2.2.4 多量の放射性物質等を放出する事故等時 

１次主冷却系は、多量の放射性物質等を放出するおそれがある事故のうち、１次主冷却系配管

において設計基準の範囲を超えて冷却材が漏えいし、原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱

除去機能喪失事象が発生した場合に、炉心の著しい損傷を防止するため、補助冷却設備による炉

心冷却に必要な原子炉容器液位（原子炉容器通常ナトリウム液位－4,000mm）を確保するものと

する。 

原子炉容器入口配管の高所部は、補助冷却設備による炉心冷却に必要な原子炉容器液位よりも

高い位置とし、かつ、冷却材漏えい時に受動的に機能する１次主冷却系サイフォンブレーク配管

を設けることで、１次主冷却系において、設計基準の範囲を超えて冷却材が漏えいした場合にあ

っても、補助冷却設備による炉心冷却に必要な原子炉容器液位を確保する設計とする。 

 

 第 5.2.1図～第 5.2.2図 （変更なし） 

 

5.3 ２次主冷却系 

（変更なし） 

 

5.4 非常用冷却設備 

１次主冷却系及び２次主冷却系は、以下の方針に基づき、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準

事故時において、原子炉停止時に原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残留熱を除去し、燃

料の許容設計限界を超えないよう、また、原子炉冷却材バウンダリの健全性を維持するために監視す

ることが必要なパラメータが設計値を超えないよう、これらの熱を最終ヒートシンクである大気に輸

送できるように設計する。 

（１）～（２） 

  （変更なし） 

  （３）多量の放射性物質等を放出する事故等時 

多量の放射性物質等を放出するおそれがある事故のうち、交流動力電源が存在し、かつ原子炉

容器液位が確保された状態での崩壊熱除去機能喪失事象又は全交流動力電源喪失による強制循

環冷却機能喪失事象等が発生した場合に、炉心の著しい損傷を防止するため、１次主冷却系の冷

却材の自然循環により、原子炉停止時に原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残留熱を

除去し、２次主冷却系の冷却材の自然循環により、主中間熱交換器で１次冷却材と熱交換した後、

空冷式の主冷却機で、最終ヒートシンクである大気に熱を輸送することにより、炉心の冷却に必
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5.5 補助冷却設備 

原子炉施設には、１次主冷却系を使用できない場合に、原子炉停止時に原子炉容器内において発生

した崩壊熱その他の残留熱を除去するための補助冷却設備を設ける（第 5.5.1 図参照）。なお、通常

運転時にあっては、補助冷却設備において、冷却材である液体ナトリウムが停滞しないよう、小流量

を保持する。補助冷却設備は、１次補助冷却系及び２次補助冷却系から構成する。主な仕様を以下に

示す。 

 

全除熱量 約 2.6MW 

ループ（回路）数 1回路（１次補助冷却系） 

1回路（２次補助冷却系） 

流量 約 56t／h（１次補助冷却系） 

約 56t／h（２次補助冷却系） 

補助中間熱交換器出口冷却材温度 約 330℃＊（１次補助冷却系） 

補助中間熱交換器入口冷却材温度 約 460℃＊（１次補助冷却系） 

補助中間熱交換器出口冷却材温度 約 430℃＊（２次補助冷却系） 

補助中間熱交換器入口冷却材温度 約 300℃＊（２次補助冷却系） 

   ＊：原子炉入口冷却材温度約 350℃における値である。  

 

（１）１次補助冷却系 

１次補助冷却系は、一つの回路から構成し、回路には、電磁式の循環ポンプを設ける。１次

補助冷却系の冷却材は、原子炉停止時に原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残留熱

を除去した後、補助中間熱交換器で２次補助冷却系の冷却材と熱交換し、原子炉容器に還流す

る。１次補助冷却系の原子炉容器内吸込管の始端は、炉心上端より下方に開口するものとし、

原子炉容器内の冷却材の液面が低下した場合にあっても、運転できるものとする。ただし、配

管の原子炉容器貫通部は、原子炉容器出口ノズルよりも高い位置とし、かつ、サイフォンブレ

ーク弁を設けることで、１次補助冷却系において、冷却材が漏えいした場合にあっても、１次

主冷却系による崩壊熱その他の残留熱の除去機能を阻害しないものとする。主な仕様を以下に

示す。 

（ⅰ）補助中間熱交換器 

型式 たて置シェルアンドチューブ型 

基数 1基 

容量 約 2.6MW 

使用材料 ステンレス鋼 

（ⅱ）循環ポンプ 

型式 電磁式 

基数 1基 

容量 約 56t／h 

要な機能を有する設計とする。 

 

5.5 補助冷却設備 

原子炉施設には、１次主冷却系を使用できない場合に、原子炉停止時に原子炉容器内において発生

した崩壊熱その他の残留熱を除去するための補助冷却設備を設ける（第 5.5.1 図参照）。なお、通常

運転時にあっては、補助冷却設備において、冷却材である液体ナトリウムが停滞しないよう、小流量

を保持する。補助冷却設備は、１次補助冷却系及び２次補助冷却系から構成する。主な仕様を以下に

示す。 

 

全除熱量 約 2.6MW 

ループ（回路）数 1回路（１次補助冷却系） 

1回路（２次補助冷却系） 

流量 約 56t／h（１次補助冷却系） 

約 56t／h（２次補助冷却系） 

補助中間熱交換器出口冷却材温度 約 330℃＊（１次補助冷却系） 

補助中間熱交換器入口冷却材温度 約 460℃＊（１次補助冷却系） 

補助中間熱交換器出口冷却材温度 約 430℃＊（２次補助冷却系） 

補助中間熱交換器入口冷却材温度 約 300℃＊（２次補助冷却系） 

   ＊：原子炉入口冷却材温度約 350℃における値である。  

 

（１）１次補助冷却系 

１次補助冷却系は、一つの回路から構成し、回路には、電磁式の循環ポンプを設ける。１次

補助冷却系の冷却材は、原子炉停止時に原子炉容器内において発生した崩壊熱その他の残留熱

を除去した後、補助中間熱交換器で２次補助冷却系の冷却材と熱交換し、原子炉容器に還流す

る。１次補助冷却系の原子炉容器内吸込管の始端は、炉心上端より下方に開口するものとし、

原子炉容器内の冷却材の液面が低下した場合にあっても、運転できるものとする。主な仕様を

以下に示す。 

 

 

 

（ⅰ）補助中間熱交換器 

型式 たて置シェルアンドチューブ型 

基数 1基 

容量 約 2.6MW 

使用材料 ステンレス鋼 

（ⅱ）循環ポンプ 

型式 電磁式 

基数 1基 

容量 約 56t／h 
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（ⅲ）配管 

材質 ステンレス鋼  

外径寸法 約 110mm（原子炉容器出入口配管） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）２次補助冷却系 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.5.1図 （省略） 

 

5.6 冷却材純化設備 

（省略） 

 

5.7 ナトリウム充填・ドレン設備 

原子炉施設には、冷却材であるナトリウムを充填又はドレンするとともに、必要に応じて、これら

のナトリウムを一時貯蔵するためのナトリウム充填・ドレン設備を設ける（第 5.7.1 図参照）。ナト

リウム充填・ドレン設備は、オーバフロー系、１次ナトリウム充填・ドレン系及び２次ナトリウム充

填・ドレン系から構成する。オーバフロー系は、１次冷却材を一時貯蔵するためのオーバフロータン

ク、及び通常運転時において、常時、一定量の１次冷却材を原子炉容器に充填（汲み上げ）するため

の電磁式のポンプを有し、原子炉容器に充填（汲み上げ）された１次冷却材を、原子炉容器の上部に

設けた配管を経由して、オーバフロータンクに還流させることで、原子炉容器内の１次冷却材の液位

を必要な高さに保持できるものとする。また、１次ナトリウム充填・ドレン系及び２次ナトリウム充

（ⅲ）配管 

材質 ステンレス鋼  

外径寸法 約 110mm（原子炉容器出入口配管） 

 

多量の放射性物質等を放出する事故等時 

１次補助冷却系は、多量の放射性物質等を放出するおそれがある事故のうち、１次補助冷却

系において設計基準の範囲を超えて冷却材が漏えいし、原子炉容器液位確保機能喪失による崩

壊熱除去機能喪失事象が発生した場合にあっても、炉心の著しい損傷を防止するため、非常用

冷却設備による炉心冷却に必要な原子炉容器液位（原子炉容器通常ナトリウム液位－810mm）を

確保するものとする。 

１次補助冷却系の原子炉容器出入口配管の高所部は、非常用冷却設備による炉心冷却に必要

な原子炉容器液位よりも高い位置とし、かつ、冷却材漏えい時に自動的に作動する１次補助冷

却系サイフォンブレーク止弁を設けることで、設計基準の範囲を超えて冷却材が漏えいした場

合にあっても、非常用冷却設備による炉心冷却に必要な原子炉容器液位を確保する設計とする。 

 

（２）２次補助冷却系 

（変更なし） 

（３）多量の放射性物質等を放出する事故等時 

補助冷却設備は、多量の放射性物質等を放出するおそれがある事故のうち、原子炉容器液位確

保機能喪失による崩壊熱除去機能喪失事象等が発生した場合に、炉心の著しい損傷を防止するた

め、（１）に示す１次補助冷却系により、原子炉停止時に原子炉容器内において発生した崩壊熱そ

の他の残留熱を除去し、（２）に示す２次補助冷却系により、補助中間熱交換器で１次補助冷却材

と熱交換した後、空冷式の補助冷却機で、最終ヒートシンクである大気に熱を輸送することによ

り、炉心の冷却に必要な機能を有する設計とする。 

 

第 5.5.1図 （変更なし） 

 

5.6 冷却材純化設備 

（変更なし） 

 

5.7 ナトリウム充填・ドレン設備 

原子炉施設には、冷却材であるナトリウムを充填又はドレンするとともに、必要に応じて、これら

のナトリウムを一時貯蔵するためのナトリウム充填・ドレン設備を設ける（第 5.7.1 図参照）。ナト

リウム充填・ドレン設備は、オーバフロー系、１次ナトリウム充填・ドレン系及び２次ナトリウム充

填・ドレン系から構成する。オーバフロー系は、１次冷却材を一時貯蔵するためのオーバフロータン

ク、及び通常運転時において、常時、一定量の１次冷却材を原子炉容器に充填（汲み上げ）するため

の電磁式のポンプを有し、原子炉容器に充填（汲み上げ）された１次冷却材を、原子炉容器の上部に

設けた配管を経由して、オーバフロータンクに還流させることで、原子炉容器内の１次冷却材の液位

を必要な高さに保持できるものとする。また、１次ナトリウム充填・ドレン系及び２次ナトリウム充
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填・ドレン系は、それぞれ１次冷却材を一時貯蔵するための１次冷却材ダンプタンク、及び２次冷却

材を一時貯蔵するための２次冷却材ダンプタンクを有するものとする。なお、ナトリウムを補充する

場合には、ナトリウムをコンテナ等で輸送し、原子炉付属建物又は主冷却機建物で溶解した後、当該

ナトリウムをナトリウム供給口より注入し、オーバフロータンク、１次冷却材ダンプタンク又は２次

冷却材ダンプタンクに充填する。各タンクのナトリウムは、冷却材純化設備により、製造時又は供給

時等において混入した不純物を取り除いた後に、１次主冷却系や２次主冷却系等に充填される。また、

１次主冷却系や２次主冷却系等のナトリウムをドレンする場合には、当該ナトリウムは、オーバフロ

ータンク、１次冷却材ダンプタンク又は２次冷却材ダンプタンクに排出される。 

 

 

第 5.7.1図 （省略） 

 

5.8 アルゴンガス設備 

原子炉施設には、原子炉容器、１次主冷却系、２次主冷却系及びその他設備における冷却材の自由

液面のカバーガスとしてアルゴンガスを供給等するためのアルゴンガス設備を設ける。アルゴンガス

設備は、１次アルゴンガス系及び２次アルゴンガス系等から構成する。なお、アルゴンガスは、カバ

ーガスとして供給される他に、シールガス及びパージガスとしても使用される。 

（１）１次アルゴンガス系 

１次アルゴンガス系は、１次主冷却系等に必要なアルゴンガスを供給するための設備であり、

供給タンク、呼吸ガス圧力調整ヘッダ、低圧タンク及び真空ポンプ等から構成する。１次主冷

却系等のカバーガスの圧力は、通常運転時において、格納容器内の圧力に対して微正圧に制御

される。１次主冷却系等のカバーガスは、呼吸ガス圧力調整ヘッダと連通しており、呼吸ガス

圧力調整ヘッダは、供給タンク及び低圧タンクに接続される。カバーガスの圧力は、冷却材の

温度変化により変動するため、圧力が上昇した際には、呼吸ガス圧力調整ヘッダより低圧タン

クにアルゴンガスを排気することで、圧力が低下した際には、供給タンクより呼吸ガス圧力調

整ヘッダにアルゴンガスを供給することで、カバーガスの圧力を定められた範囲内に制御する。

また、このカバーガスの圧力を監視することで、原子炉カバーガス等のバウンダリからの原子

炉カバーガスの漏えいを検出する。なお、低圧タンクに排気されたアルゴンガスは、必要の都

度、気体廃棄物処理設備に排出される。また、供給タンクのアルゴンガスは、回転プラグのシ

ールガスや核燃料物質取扱設備のパージガスとしても使用される。真空ポンプは、ナトリウム

の初期充填時に原子炉容器や１次主冷却系等の内部空気を排出するために用いられるものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

填・ドレン系は、それぞれ１次冷却材を一時貯蔵するための１次冷却材ダンプタンク 2 基（約 95m3/

基）、及び２次冷却材を一時貯蔵するための２次冷却材ダンプタンク 1基（約 83m3/基）を有するもの

とする。なお、ナトリウムを補充する場合には、ナトリウムをコンテナ等で輸送し、原子炉付属建物

又は主冷却機建物で溶解した後、当該ナトリウムをナトリウム供給口より注入し、オーバフロータン

ク、１次冷却材ダンプタンク又は２次冷却材ダンプタンクに充填する。各タンクのナトリウムは、冷

却材純化設備により、製造時又は供給時等において混入した不純物を取り除いた後に、１次主冷却系

や２次主冷却系等に充填される。また、１次主冷却系や２次主冷却系等のナトリウムをドレンする場

合には、当該ナトリウムは、オーバフロータンク、１次冷却材ダンプタンク又は２次冷却材ダンプタ

ンクに排出される。 

 

第 5.7.1図 （変更なし） 

 

5.8 アルゴンガス設備 

原子炉施設には、原子炉容器、１次主冷却系、２次主冷却系及びその他設備における冷却材の自由

液面のカバーガスとしてアルゴンガスを供給等するためのアルゴンガス設備を設ける。アルゴンガス

設備は、１次アルゴンガス系及び２次アルゴンガス系等から構成する。なお、アルゴンガスは、カバ

ーガスとして供給される他に、シールガス及びパージガスとしても使用される。 

（１）１次アルゴンガス系 

１次アルゴンガス系は、１次主冷却系等に必要なアルゴンガスを供給するための設備であり、

供給タンク、呼吸ガス圧力調整ヘッダ、低圧タンク及び真空ポンプ等から構成する（第 5.8.1図

参照）。１次主冷却系等のカバーガスの圧力は、通常運転時において、格納容器内の圧力に対し

て微正圧に制御される。１次主冷却系等のカバーガスは、呼吸ガス圧力調整ヘッダと連通して

おり、呼吸ガス圧力調整ヘッダは、供給タンク及び低圧タンクに接続される。これらの構成機

器、配管のうち、ナトリウムが到達する可能性がある主な配管及び呼吸ガス圧力調整ヘッダ等

はステンレス鋼を用い、その他の供給タンク及び低圧タンク等には炭素鋼を用いる。カバーガ

スの圧力は、冷却材の温度変化により変動するため、呼吸ガス圧力調整ヘッダ等に圧力計を設

置して監視し、圧力が上昇した際には、呼吸ガス圧力調整ヘッダより低圧タンクにアルゴンガ

スを排気することで、圧力が低下した際には、供給タンクより呼吸ガス圧力調整ヘッダにアル

ゴンガスを供給することで、カバーガスの圧力を定められた範囲内（約 0.2～約 1.0kPa[gage]）

に制御する。また、この圧力計によりカバーガスの圧力を監視するとともに、圧力が低下した

際の供給弁の「開」動作の頻度を中央制御室の制御盤の動作信号により監視することで、原子

炉カバーガス等のバウンダリからの原子炉カバーガスの漏えいを検出する。なお、低圧タンク

に排気されたアルゴンガスは、必要の都度、気体廃棄物処理設備に排出される。また、供給タ

ンクのアルゴンガスは、回転プラグのシールガスや核燃料物質取扱設備のパージガスとしても

使用される。真空ポンプは、ナトリウムの初期充填時に原子炉容器や１次主冷却系等の内部空

気を排出するために用いられるものである。 

 

多量の放射性物質等を放出する事故等時 

多量の放射性物質等を放出する事故のうち、原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱除去
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（２）２次アルゴンガス系 

２次アルゴンガス系は、２次主冷却系等に必要なアルゴンガスを供給するための設備であり、

呼吸ヘッダ及び真空ポンプ等から構成する。２次主冷却系等のカバーガスの圧力は、１次主冷

却系等のカバーガスの圧力よりも高くなるように保持し、主中間熱交換器において、１次冷却

材（１次主冷却系）の圧力が、２次冷却材（２次主冷却系）より低くするものとし、万一の伝

熱管破損の場合に、１次冷却材が２次冷却材中に流入し、１次冷却材中の放射性物質が、２次

冷却材中に混入すること（汚染が拡大すること）を防止できるものとする。なお、２次主冷却

系等のカバーガスは、放射性物質を有しないため、排気されたアルゴンガスは、直接大気中に

放出される。真空ポンプは、１次アルゴンガス系と同様に、ナトリウムの初期充填時に２次主

冷却系等の内部空気を排出するために用いられるものである。 

 

原子炉冷却系統施設にあっては、１次主冷却系、１次補助冷却系及びナトリウム充填・ドレン設備

の一部が原子炉冷却材バウンダリに該当する。また、１次主冷却系、２次主冷却系及びその他の設備

にあっては、冷却材の自由液面を有するものがある。当該自由液面のカバーガスとしてアルゴンガス

を用いるため、１次主循環ポンプ、オーバフローカラム及び１次アルゴンガス系の一部が原子炉カバ

ーガス等のバウンダリに該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能喪失又は交流動力電源が存在し、かつ原子炉容器液位が確保された状態での崩壊熱除去機

能喪失事象により炉心が著しく損傷し、原子炉冷却材ナトリウムの蒸発により、主中間熱交換

器及び補助中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1 次・2 次境界）が過圧されることを防

止するため、１次アルゴンガス系に、圧力が約10kPaまで上昇した場合に、受動的に開放する

安全板を整備する（第5.8.1図参照）。 

 

（２）２次アルゴンガス系 

２次アルゴンガス系は、２次主冷却系等に必要なアルゴンガスを供給するための設備であり、

呼吸ヘッダ及び真空ポンプ等から構成する。２次主冷却系等のカバーガスの圧力は、１次主冷

却系等のカバーガスの圧力よりも高くなるように保持し、主中間熱交換器において、１次冷却

材（１次主冷却系）の圧力が、２次冷却材（２次主冷却系）より低くするものとし、万一の伝

熱管破損の場合に、１次冷却材が２次冷却材中に流入し、１次冷却材中の放射性物質が、２次

冷却材中に混入すること（汚染が拡大すること）を防止できるものとする。なお、２次主冷却

系等のカバーガスは、放射性物質を有しないため、排気されたアルゴンガスは、直接大気中に

放出される。真空ポンプは、１次アルゴンガス系と同様に、ナトリウムの初期充填時に２次主

冷却系等の内部空気を排出するために用いられるものである。 

 

原子炉冷却系統施設にあっては、１次主冷却系、１次補助冷却系及びナトリウム充填・ドレン設備

の一部が原子炉冷却材バウンダリに該当する。また、１次主冷却系、２次主冷却系及びその他の設備

にあっては、冷却材の自由液面を有するものがある。当該自由液面のカバーガスとしてアルゴンガス

を用いるため、１次主循環ポンプ、オーバフローカラム及び１次アルゴンガス系の一部が原子炉カバ

ーガス等のバウンダリに該当する。 
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5.9 ナトリウム予熱設備 

（省略） 

5.9 ナトリウム予熱設備 

 （変更なし） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類８（6. 計測制御系統施設）】 
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6. 計測制御系統施設 

 

6.1 概要 

原子炉施設には、炉心、原子炉冷却材バウンダリ、原子炉カバーガス等のバウンダリ及び格納容器

バウンダリ並びにこれらに関連する系統の健全性を確保するために監視することが必要なパラメー

タを、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御し、かつ、監視

するための計測制御系統施設を設ける。計測制御系統施設は、設計基準事故が発生した場合の状況を

把握し、及び対策を講ずるために必要なパラメータを設計基準事故時に想定される環境下において、

十分な測定範囲及び期間にわたり監視及び記録できるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 核計装 

6.2.1 概要 

原子炉施設には、炉心の中性子束密度を監視するため、核計装として、起動系、中間出力系及び

線形出力系の 3系統を設ける。その計測範囲を第 6.2.1図に示す。 

起動系については、原子炉容器の外側に位置する遮へいグラファイトの中に、中間出力系及び線

形出力系については、安全容器と生体遮へい体（コンクリート遮へい体）の間に設置するものとし、

起動系及び中間出力系においては、その鉛直方向位置を調整できるものとする。なお、核計装は、

原子炉保護系（スクラム）に係る信号の一つとして用いられる。当該信号については、起動系にお

いて 1 out of 2を、中間出力系及び線形出力系において 2 out of 3を用いる。 

 

6.2.2 主要設備 

（省略） 

 

 

 

 

6. 計測制御系統施設 

 

6.1 概要 

原子炉施設には、炉心、原子炉冷却材バウンダリ、原子炉カバーガス等のバウンダリ及び格納容器

バウンダリ並びにこれらに関連する系統の健全性を確保するために監視することが必要なパラメー

タを、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御し、かつ、監視

するための計測制御系統施設として、炉心の中性子束密度を監視するための核計装（起動系、中間出

力系及び線形出力系の 3 系統）、原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリの圧

力及び温度、１次主冷却系の温度及び流量並びに格納容器内の圧力及び温度等を測定するためのプロ

セス計装を設ける。これらの計測制御系統施設は、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時におい

ても想定される測定範囲を有するものとする。 

計測制御系統施設は、設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずるために必要

なパラメータを設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視

及び記録できるものとする。 

設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずるために必要なパラメータの測定範

囲は、関連する原子炉保護系の作動設定値を包絡する測定範囲を確保し、十分な測定範囲を有するも

のとする。また、設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずるために必要なパラ

メータは、設計基準事故が収束するまでの期間にわたり測定でき、十分な測定期間を有するものとす

る。 

ここで、設計基準事故が収束するまでの期間とは、設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、

及び対策を講ずるために必要なパラメータの値が、通常停止時と同様の範囲に収束又は判断基準を下

回った値から低下傾向で安定した状態までの期間をいう。 

 

6.2 核計装 

6.2.1 概要 

原子炉施設には、炉心の中性子束密度を監視するため、核計装として、起動系、中間出力系及び

線形出力系の 3系統を設ける。その計測範囲を第 6.2.1図に示す。 

起動系及び中間出力系については、原子炉容器の外側に位置する遮へいグラファイトの中に、線

形出力系については、安全容器と生体遮へい体（コンクリート遮へい体）の間に設置するものとし、

起動系及び中間出力系においては、その鉛直方向位置を調整できるものとする。なお、核計装は、

原子炉保護系（スクラム）に係る信号の一つとして用いられる。当該信号については、起動系にお

いて 1 out of 2を、中間出力系及び線形出力系において 2 out of 3を用いる。 

 

6.2.2 主要設備 

（変更なし） 
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第 6.2.2図～第 6.2.4図 （省略） 

 

6.3 プロセス計装 

（省略） 

 

6.4 燃料破損検出系 

 6.4.1 概要 

（省略） 

 

6.4.2 主要設備 

（１）遅発中性子法燃料破損検出設備 

遅発中性子法燃料破損検出設備は、検出器及びこれを収納するグラファイトブロック並び

に計測装置等から構成し、１次主冷却系配管の近傍に設置される。検出器には、BF3比例計数

管等を使用する。 

 

 

 

（２）カバーガス法燃料破損検出設備 

カバーガス法燃料破損検出設備は、検出器及び計測装置等から構成し、カバーガス中の希ガ

ス核分裂生成物の娘核種の放射能を測定する。検出器には、ヨウ化ナトリウムシンチレータを

使用する。 

 

 

 

 

6.5 安全保護回路 

6.5.1 概要 

計測制御系統施設には、運転時の異常な過渡変化が発生する場合において、その異常な状態を検

知し、及び原子炉停止系統その他系統と併せて機能することにより、燃料の許容設計限界を超えな

いようにするため、安全保護回路を設ける（第 6.5.1図参照）。安全保護回路は、原子炉保護系（ス

クラム）及び原子炉保護系（アイソレーション）から構成する。原子炉保護系（スクラム）は、運

転時の異常な過渡変化及び設計基準事故において、その異常な状態を検知し、自動的に原子炉停止

系統を作動させるように、原子炉保護系（アイソレーション）は、設計基準事故時に必要な工学的

安全施設を自動的に作動させるように設計する。 なお、これらの作動値は通常運転時の設定値を

超えない範囲で、到達させる原子炉の出力及び目標とする原子炉容器入口における冷却材の温度

に応じて設定する。 

原子炉保護系を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起きた場合又は使用

状態からの単一の取り外しを行った場合において、安全保護機能を失わないよう、多重性又は多様

 

第 6.2.2図～第 6.2.4図 （変更なし） 

 

6.3 プロセス計装 

 （変更なし） 

 

6.4 燃料破損検出系 

 6.4.1 概要 

  （変更なし） 

 

6.4.2 主要設備 

（１）遅発中性子法燃料破損検出設備 

遅発中性子法燃料破損検出設備は、検出器及びこれを収納するグラファイトブロック並び

に計測装置等から構成し、１次主冷却系配管の近傍に設置される。検出器には、BF3比例計数

管等を使用する。遅発中性子法燃料破損検出設備は、燃料要素 1 本で開口破損が生じた場合

に、バックグランドの値の 5倍を超過する測定範囲を有するものとし、「核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、運転上の制限値

をバックグラウンドの値の 5倍以下と設定する。また、燃料破損を速やかに検出できるものと

する。 

（２）カバーガス法燃料破損検出設備 

カバーガス法燃料破損検出設備は、検出器及び計測装置等から構成し、カバーガス中の希ガ

ス核分裂生成物の娘核種の放射能を測定する。検出器には、ヨウ化ナトリウムシンチレータを

使用する。カバーガス法燃料破損検出設備は、燃料要素 1本で破損が生じた場合に、バックグ

ラウンドの値の 10倍を超過する測定範囲を有するものとし、「核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、運転上の制限値をバック

グラウンドの値の 10 倍以下と設定する。また、燃料破損を速やかに検出できるものとする。 

 

6.5 安全保護回路 

6.5.1 概要 

計測制御系統施設には、運転時の異常な過渡変化が発生する場合において、その異常な状態を検

知し、及び原子炉停止系統その他系統と併せて機能することにより、燃料の許容設計限界を超えな

いようにするため、安全保護回路を設ける（第 6.5.1図参照）。安全保護回路は、原子炉保護系（ス

クラム）及び原子炉保護系（アイソレーション）から構成する。原子炉保護系（スクラム）は、運

転時の異常な過渡変化及び設計基準事故において、その異常な状態を検知し、自動的に原子炉停止

系統を作動させるように、原子炉保護系（アイソレーション）は、設計基準事故時に必要な工学的

安全施設を自動的に作動させるように設計する。 なお、これらの作動値は通常運転時の設定値を

超えない範囲で、到達させる原子炉の出力及び目標とする原子炉容器入口における冷却材の温度

に応じて設定する。 

原子炉保護系を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起きた場合又は使用
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性を確保するとともに、原子炉保護系を構成するチャンネルは、それぞれお互いに分離し、それぞ

れのチャンネル間において安全保護機能を失わないように独立性を確保した設計とする。また、原

子炉保護系は、フェイルセーフを基本方針とし、駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が

発生した場合においても、原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持するこ

とにより、原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できるように設計する。さらに、原子炉保護

系は、計測制御系統施設の一部と共用する場合に、接続された計測制御系統施設の機器又はチャン

ネルに単一故障、誤操作若しくは使用状態からの単一の取り外しが生じた場合においても、その安

全保護機能を失わないように、計測制御系統施設から機能的に分離されたものとする。なお、原子

炉保護系において、電子計算機を使用する場合には、ハードウェアの物理的分離又は機能的分離に

加え、システムの導入段階、更新段階又は試験段階でコンピュータウイルスが混入することを防止

する等の措置を講じ、承認されていない動作や変更を防ぐものとし、不正アクセス行為その他の電

子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせる行為による被

害を防止することができるものとする。 

 

6.5.2 主要設備 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状態からの単一の取り外しを行った場合において、安全保護機能を失わないよう、多重性又は多様

性を確保するとともに、原子炉保護系を構成するチャンネルは、それぞれお互いに分離し、それぞ

れのチャンネル間において安全保護機能を失わないように独立性を確保した設計とする。また、原

子炉保護系は、フェイルセーフを基本方針とし、駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が

発生した場合においても、原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持するこ

とにより、原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できるように設計する。さらに、原子炉保護

系は、計測制御系統施設の一部と共用する場合に、接続された計測制御系統施設の機器又はチャン

ネルに単一故障、誤操作若しくは使用状態からの単一の取り外しが生じた場合においても、その安

全保護機能を失わないように、計測制御系統施設から機能的に分離されたものとする。 

なお、原子炉保護系にあっては、ハードワイヤードロジック（補助継電器や配線等で構成し、ハ

ードウェアによる物理的な結線で命令を実行）で構成し、ソフトウェアを用いないアナログ回路と

する。 

 

 

6.5.2 主要設備 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添 8-6-5 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

第 6.5.1表 原子炉保護系作動設定値 

No. 項目 作動設定値 スクラム ｱｲｿﾚｰｼｮﾝ 

1 中性子束高（出力領域）*1 高 105％ ○  

2 中性子束高（中間領域）  高 フルスケール近く ○  

3 中性子束高（起動領域）  高 フルスケール近く ○  

4 炉周期短（中間領域） ＋5秒 ○  

5 炉周期短（起動領域） ＋5秒 ○  

6 原子炉出口冷却材温度高*1*2 高 464℃ ○  

7 原子炉入口冷却材温度高*2 高 365℃ ○  

8 １次冷却材流量低 低 80％ ○  

9 ２次冷却材流量低 低 80％ ○  

10 炉内ナトリウム液面低 低 －100mm ○  

11 炉内ナトリウム液面高 高 ＋200mm ○  

12 １次主循環ポンプトリップ ― ○  

13 ２次主循環ポンプトリップ ― ○  

14 格納容器内床上線量率高 高 1mSv／h ○ ○ 

15 格納容器内温度高 高 60℃ ○ ○ 

16 格納容器内圧力高 高 29kPa[gage] ○ ○ 

17 地震  水平 150gal ○  

18 電源喪失 ― ○  

19 手動アイソレーション ― ○ ○ 

20 手動スクラム ― ○  

＊1： 先行試験においては、中性子束高（出力領域）の作動設定値を目標出力の 105％とし、原子

炉出口冷却材温度高の作動設定値を、目標出力時の原子炉出口冷却材温度より 8℃高い値とす

る。 

＊2： 原子炉入口冷却材温度の目標温度を 250℃から 350℃未満の温度とする場合は、原子炉入口

冷却材温度高の作動設定値を目標温度より 15℃高い値にするとともに、原子炉出口冷却材温度

高の作動設定値を、原子炉入口冷却材温度の目標温度に対応した原子炉出口冷却材温度より8℃

高い値とする。 

 

 

 

第 6.5.1図 （省略） 

 

6.6～6.9 

 （省略） 

 

6.10 中央制御室 

原子炉施設には、原子炉制御室として中央制御室を原子炉附属建物２階に設ける。中央制御室は、

第 6.5.1表 原子炉保護系作動設定値 

No. 項目 作動設定値 スクラム ｱｲｿﾚｰｼｮﾝ 

1 中性子束高（出力領域）*1 高 105％ ○  

2 中性子束高（中間領域） 
 高  

フルスケール（100％）の 95％ 
○  

3 中性子束高（起動領域） 
 高 

フルスケール（106cps）の 95％ 
○  

4 炉周期短（中間領域） ＋5秒 ○  

5 炉周期短（起動領域） ＋5秒 ○  

6 原子炉出口冷却材温度高*1*2 高 464℃ ○  

7 原子炉入口冷却材温度高*2 高 365℃ ○  

8 １次冷却材流量低 低 80％ ○  

9 ２次冷却材流量低 低 80％ ○  

10 炉内ナトリウム液面低 低 －100mm ○  

11 炉内ナトリウム液面高 高 ＋200mm ○  

12 １次主循環ポンプトリップ ― ○  

13 ２次主循環ポンプトリップ ― ○  

14 格納容器内床上線量率高 高 1mSv／h ○ ○ 

15 格納容器内温度高 高 60℃ ○ ○ 

16 格納容器内圧力高 高 29kPa[gage] ○ ○ 

17 地震  水平 150gal ○  

18 電源喪失 ― ○  

19 手動アイソレーション ― ○ ○ 

20 手動スクラム ― ○  

＊1： 先行試験においては、中性子束高（出力領域）の作動設定値を目標出力の 105％とし、原子

炉出口冷却材温度高の作動設定値を、目標出力時の原子炉出口冷却材温度より 8℃高い値とす

る。 

＊2： 原子炉入口冷却材温度の目標温度を 250℃から 350℃未満の温度とする場合は、原子炉入口

冷却材温度高の作動設定値を目標温度より 15℃高い値にするとともに、原子炉出口冷却材温度

高の作動設定値を、原子炉入口冷却材温度の目標温度に対応した原子炉出口冷却材温度より8℃

高い値とする。 

 

第 6.5.1図 （変更なし） 

 

6.6～6.9 

 （変更なし） 

 

6.10 中央制御室 

原子炉施設には、原子炉制御室として中央制御室を原子炉附属建物２階に設ける。 
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原子炉施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視するとともに、 原子炉施設の安全性

を確保するために必要な操作を手動により行うことができるものとするため、各種の制御盤及び監視

盤、通信連絡設備等を設ける。これらの盤（操作スイッチ等を含む。）は、系統及び機器に応じた配置

とし、名称等を表示するとともに、各盤には、操作スイッチ等とともに、原子炉施設の状態を正確か

つ迅速に把握できるように運転表示、計器表示及び警報表示を設け、保守点検においても誤りが生じ

にくいように設計する。警報表示（原子炉保護系の作動に係るものを含む。）については、原子炉施設

の状態がより正確かつ迅速に把握できるように、重要度に応じて色分けするものとし、警報（ブザー

又はベル）を発することで、運転員の注意を喚起して、その内容を表示できるものとする。なお、原

子炉保護系（スクラム）及び原子炉保護系（アイソレーション）の作動に係る警報表示等についても、

同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、中央制御室には、設計基準事故が発生した場合に、原子炉の運転の停止その他の原子炉施設

の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間と

どまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、遮蔽その他の適切な放射線防護

措置、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対する換気設備の隔

離、その他の適切に防護するための設備を設けるとともに、設計基準事故時に容易に避難できる構造

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室は、炉心、原子炉冷却材バウンダリ、原子炉カバーガス等のバウンダリ及び格納容器バ

ウンダリ並びにこれらに関連する系統の健全性を確保するため、炉心の中性子束密度を監視するため

の核計装（起動系、中間出力系及び線形出力系の 3 系統）、原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバ

ーガス等のバウンダリの圧力及び温度、１次主冷却系の温度及び流量並びに格納容器内の圧力及び温

度等のパラメータを監視するとともに、 原子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手動に

より行うことができるものとするため、各種の制御盤及び監視盤、通信連絡設備等を設ける。運転時

の異常な過渡変化時又は設計基準事故時及び運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後に、

その動作が期待される安全施設は、運転員の操作を期待しなくても必要な安全機能が確保されるよう

に設計する。ただし、中央制御室には、手動スクラムボタン及び手動アイソレーションボタンを設け

ており、運転員は、手動により、原子炉を緊急停止することができる。 

これらの盤（操作スイッチ等を含む。）は、人間工学上の諸因子を考慮して、系統及び機器に応じた

配置とし、名称を表示するとともに、各盤には、操作スイッチ等とともに、原子炉施設の状態を正確

かつ迅速に把握できるように運転表示、計器表示及び警報表示を設け、保守点検においても誤りが生

じにくいように設計する。 

警報表示（原子炉保護系の作動に係るものを含む。）については、原子炉施設の状態がより正確かつ

迅速に把握できるように、重要度に応じて色分けするものとし、警報（ブザー又はベル）を発するこ

とで、運転員の注意を喚起して、その内容を表示できるものとする。 

なお、原子炉保護系（スクラム）及び原子炉保護系（アイソレーション）の作動に係る警報表示等

についても、同様とする。 

また、中央制御室には、設計基準事故が発生した場合に、原子炉の運転の停止その他の原子炉施設

の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間と

どまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、遮蔽その他の適切な放射線防護

措置、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対する換気設備の隔

離（中央制御室空調の再循環運転の適用）、その他の適切に防護するための設備を設けるとともに、設

計基準事故時に容易に避難できる構造（非常口を設置）とする。 

通常運転時において、外気は、ルーバー、フィルタ、外気取入れファン及び空調器を経由し、中央

制御室に導入される。設計基準事故時において、必要な場合には、プレフィルタ・HEPAフィルタ・チ

ャコールフィルタを経由して、中央制御室に取り込む「低汚染モード」、及び閉回路を構築し、雰囲気

空気を再循環する「高汚染モード」の中央制御室空調再循環運転を適用することで、換気設備の隔離

を図る。中央制御室空調再循環運転の適用については、原子炉施設保安規定等に定める。 

安全施設は、操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性をもって同時にもたらされる環境

条件（余震等を含む。）及び施設で有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件を想定しても、

運転員が容易に操作できるように設計する。原子炉を安全に停止するために必要な安全機能を有する

安全施設に係る操作は、中央制御室において、集中して対応できるものとする。 

 

想定される環境条件と措置を以下に示す。 

（１）地震を起因事象として、原子炉がスクラムし、余震が継続するケース 

原子炉スクラム後において、運転員に期待される対応は、「監視」である。 

中央制御室は、耐震Ｓクラスであり、地震に対して、相応の頑健性を有するように設計する。 
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6.11 中央制御室外原子炉停止盤 

原子炉施設には、火災その他の異常な事態により中央制御室が使用できない場合において、中央制

御室以外の場所から原子炉を停止させ、崩壊熱を除去し、及び必要なパラメータを監視するための中

央制御室外原子炉停止盤を設ける。 

 

また、制御盤等は床又は壁に固定することにより、地震発生時においても運転操作に影響を

及ぼさないように設計する。さらに、運転員が体勢を維持できるように机の配置に留意すると

ともに、中央制御室の天井照明設備は、落下し難い構造とするか、ワイヤ等により落下を防止

するものとする。 

（２）地震、竜巻、風（台風）、積雪、落雷、森林火災、火山の影響により、外部電源喪失が発生

し、原子炉がスクラムするケース 

原子炉スクラム後において、運転員に期待される対応は、「監視」である。 

中央制御室は、非常用ディーゼル電源系に接続される非常用照明設備を有し、また、計器・

記録計について、無停電電源系より給電するものとし、外部電源喪失が発生した場合にあって

も、運転員は安全にその役割を果たすことができるように設計する。 

なお、中央制御室は、外部からの衝撃による損傷の防止に係る重要安全施設であり、竜巻、

風（台風）、積雪、落雷、森林火災、火山の影響に対して、相応の頑健性を有するように設計す

る。 

（３）森林火災、火山の影響により、ばい煙又は降灰が発生し、これらの取り込みを防止するた

め、中央制御室空調を再循環運転とするケース 

敷地内外において、多量のばい煙が原子炉施設に到達するおそれが確認された場合、降灰予

報等が発表され、多量の降下火砕物が原子炉施設に到達するおそれが確認された場合には、原

子炉を停止する。 

原子炉停止後において、運転員に期待される対応は、「監視」である。 

ばい煙又は降灰については、中央制御室空調を再循環運転とし、これらの取り込みを防止す

ることにより、運転員は安全にその役割を果たすことができるように設計する。 

 

6.11 中央制御室外原子炉停止盤 

原子炉施設には、火災その他の異常な事態により中央制御室が使用できない場合において、中央制

御室以外の場所から、原子炉保護系（スクラム）を作動させることで、原子炉を停止させ、崩壊熱を

除去し、及び必要なパラメータ（線形出力系指示値、原子炉出口冷却材温度及び原子炉入口冷却材温

度）を監視するための中央制御室外原子炉停止盤を設ける。 

中央制御室外原子炉停止盤には、中央制御室が使用できない場合において、中央制御室以外の場所

から、原子炉を停止できるように、手動スクラムボタンを設置する。当該手動スクラムボタンは、既

設回路の手動スクラムボタン（中央制御室）に直列して設置するものとし、どちらの手動スクラムボ

タンを押した場合にあっても、「手動スクラム」により、原子炉保護系（スクラム）が作動するものと

する。当該手動スクラムボタンには名称を表示するとともに、扉付きの盤内に設置し誤操作を防止す

る。また、原子炉施設の状態を正確かつ迅速に把握できるように計器に名称を表示する。盤には、銘

板の取付けによる識別を行い、保守点検における誤操作を防止する設計とする。 

中央制御室外原子炉停止盤は、中央制御室に火災その他の異常な事態が生じた場合におけるアクセ

スルートを考慮し、中央制御室と隔離された場所に設置する。なお、外部電源が利用できない場合に

は、原子炉保護系が作動し、原子炉は停止されるものとする。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類８（7. 放射性廃棄物の廃棄施設）】 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

 

7.1 概要 

（省略） 

 

7.2 気体廃棄物の廃棄施設 

7.2.1 概要 

（省略） 

 

7.2.2 主要設備 

原子炉建物内の１次アルゴンガス系等から排出される放射性廃ガスは、コレクションヘッダに

集約された後、廃ガスクーラ及び廃ガスフィルタを経由し、廃ガス圧縮機（3基（常用圧縮機 2基

（予備 1基）及び非常用圧縮機 1基））に導入される。アルゴン廃ガスモニタにより、放射性廃ガ

ス中の放射性物質の濃度を測定し、当該濃度が「線量告示」に定める濃度限度以下であることを確

認した場合には、圧縮機に導入された廃ガスは、廃ガスフィルタを経由し、直接、主排気筒に送ら

れる。なお、廃ガスフィルタには、圧縮機の上流に設けられるフィルタユニット（2基（予備 1基）：

プレフィルタ及び高性能フィルタから構成）及び主排気筒の上流に設けられるフィルタユニット

（2 基（予備 1 基）：プレフィルタ、高性能フィルタ及びチャコールフィルタから構成）がある。

また、換気設備等から主排気筒に送られる排気は、当該ガスを希釈するためにも用いられる。 

放射性廃ガス中の放射性物質の濃度が濃度限度を超える場合には、廃ガス圧縮機に導入された

廃ガスは、廃ガス貯留タンクに圧入貯蔵される。気体廃棄物処理設備には、1基当たり約 2週間分

の放射性気体廃棄物を貯蔵する能力を有する廃ガス貯留タンクを 3 基設ける（1 基当たりの容量

20m3・圧力 9kg／cm2[gage]（約 0.88MPa[gage]））。このうち、廃ガス貯留タンク 1 基は、万一の

事故等に備え、予備として運用するものとする。なお、遮へいコンクリート冷却系等より排出され

る廃ガスについては、当該廃ガス用のフィルタユニット（2 基（予備 1 基）：プレフィルタ及び高

性能フィルタで構成）を経由し、送風機により直接、主排気筒に送られるが、窒素廃ガスモニタに

より、放射性廃ガス中の放射性物質の濃度を測定し、当該濃度が「線量告示」に定める濃度限度を

超える場合には、廃ガス貯留タンクに圧入貯蔵される。圧入貯蔵された廃ガスは、アルゴン廃ガス

モニタ又はサンプリングによる測定により、放射性物質の濃度が濃度限度以下に減衰したことを

確認した後、廃ガスフィルタを経由し、主排気筒に送られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

 

7.1 概要 

（変更なし） 

 

7.2 気体廃棄物の廃棄施設 

7.2.1 概要 

（変更なし） 

 

7.2.2 主要設備 

原子炉建物内の１次アルゴンガス系等から排出される放射性廃ガスは、コレクションヘッダに

集約された後、廃ガスクーラ及び廃ガスフィルタを経由し、廃ガス圧縮機（3基（常用圧縮機 2基

（予備 1基）及び非常用圧縮機 1基））に導入される。 

アルゴン廃ガスモニタにより、放射性廃ガス中の放射性物質の濃度を測定し、当該濃度が「線量

告示」に定める濃度限度以下であることを確認した場合には、圧縮機に導入された廃ガスは、廃ガ

スフィルタを経由し、直接、主排気筒に送られる。 

なお、廃ガスフィルタには、圧縮機の上流に設けられるフィルタユニット I（2基（予備 1基）：

プレフィルタ及び高性能フィルタから構成）及び主排気筒の上流に設けられるフィルタユニット

Ⅱ（2基（予備 1基）：プレフィルタ、高性能フィルタ及びチャコールフィルタから構成）がある。

また、換気設備等から主排気筒に送られる排気は、当該ガスを希釈するためにも用いられる。 

放射性廃ガス中の放射性物質の濃度が濃度限度を超える場合には、廃ガス圧縮機に導入された

廃ガスは、廃ガス貯留タンクに圧入貯蔵される。気体廃棄物処理設備には、1基当たり約 2週間分

の放射性気体廃棄物を貯蔵する能力を有する廃ガス貯留タンクを 3 基設ける（1 基当たりの容量

20m3・圧力 9kg／cm2[gage]（約 0.88MPa[gage]））。このうち、廃ガス貯留タンク 1基は、万一の事

故等に備え、予備として運用するものとする。 

なお、コンクリート遮へい体冷却系等より排出される廃ガスについては、当該廃ガス用のフィル

タユニット（2 基（予備 1 基）：プレフィルタ及び高性能フィルタで構成）を経由し、送風機によ

り直接、主排気筒に送られるが、窒素廃ガスモニタにより、放射性廃ガス中の放射性物質の濃度を

測定し、当該濃度が「線量告示」に定める濃度限度を超える場合には、廃ガス貯留タンクに圧入貯

蔵される。 

圧入貯蔵された廃ガスは、アルゴン廃ガスモニタ又はサンプリングによる測定により、放射性物

質の濃度が濃度限度以下に減衰したことを確認した後、廃ガスフィルタを経由し、主排気筒に送ら

れる。 

気体廃棄物処理設備に係る主な仕様を以下に示す。 

（１）アルゴン廃ガス系 

コレクションヘッダ 

基数 2基 

容量 約 0.3 m3／基 

廃ガスクーラ 
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7.3 液体廃棄物の廃棄設備 

7.3.1 概要 

原子炉施設で発生した放射性液体廃棄物は、その放射性物質の濃度のレベルが低いものをＡ、高

いものをＢと区分して処理する。これらの放射性液体廃棄物を処理するため、廃棄物処理建物等に

液体廃棄物処理設備を設ける（第 7.2 図参照）。液体廃棄物処理設備は、蒸発濃縮処理装置、アル

コール廃液処理装置等から構成する。液体廃棄物処理設備は、以下に示す方針に基づき設計するも

のとし、液体廃棄物処理設備が設置された廃棄物処理建物等から、放射性液体廃棄物が漏えいする

ことを防止し、及び敷地外へ放射性液体廃棄物が漏えいすることを防止できるものとする。なお、

液体廃棄物処理設備の一部は、大洗研究所（南地区）の核燃料物質使用施設等の一部と共用する。 

 

 

基数 1基 

廃ガスフィルタユニット I 

基数 2基（内予備 1基） 

構成 プレフィルタ及び高性能フィルタ 

廃ガスフィルタユニットⅡ 

基数 2基（内予備 1基） 

構成 プレフィルタ、高性能フィルタ及びチャコールフィルタ 

廃ガス圧縮機 

基数 3基（常用圧縮機 2基（内予備 1基）及び非常用圧縮機 1基） 

型式 無給油型 

廃ガス貯留タンク 

基数 3基（内予備 1基） 

容量 20m3／基 

圧力 9kg／cm2[gage]（約 0.88MPa[gage]） 

（２）窒素廃ガス系 

廃ガスクーラ 

基数 1基 

廃ガスフィルタユニット 

基数 2基（内予備 1基） 

構成 プレフィルタ及び高性能フィルタ 

廃ガス送風機 

基数 2基（内予備 1基） 

型式 無給油型 

（３）主排気筒 

基数 1基 

位置 原子炉の炉心中心から北方向約 30m 

高さ 約 80m（T.P.約 118m） 

 

7.3 液体廃棄物の廃棄設備 

7.3.1 概要 

原子炉施設で発生した放射性液体廃棄物は、その放射性物質の濃度のレベルが低いものをＡ、高

いものをＢと区分して処理する。放射性液体廃棄物Ａと放射性液体廃棄物Ｂの基準は、「核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の第 37条に基づく原子炉施設保安規定に定める。

これらの放射性液体廃棄物を処理するため、廃棄物処理建物等に液体廃棄物処理設備を設ける（第

7.2図参照）。 

液体廃棄物処理設備は、蒸発濃縮処理装置、アルコール廃液処理装置等から構成する。液体廃棄

物処理設備は、以下に示す方針に基づき設計するものとし、液体廃棄物処理設備が設置された廃棄

物処理建物等から、放射性液体廃棄物が漏えいすることを防止し、及び敷地外へ放射性液体廃棄物

が漏えいすることを防止できるものとする。なお、液体廃棄物処理設備の一部は、大洗研究所（南
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

（１）～（４） （省略） 

 

7.3.2 主要設備 

原子炉施設で発生した放射性液体廃棄物は、各建物の廃液タンクに集約し、廃液輸送管等によ

り、廃棄物処理建物の廃液タンク（液体廃棄物Ａ受入タンク（2基）及び液体廃棄物Ｂ受入タンク

（2 基））に貯留する。廃棄物処理建物の廃液タンクは、約 5 日分の放射性液体廃棄物を貯留する

能力を有するものとする。また、液体廃棄物処理設備は、これらを 1日で処理するのに十分な能力

を有するものとする。これらの放射性液体廃棄物については、放射性物質の濃度を測定し、放射性

液体廃棄物Ａの基準を満足することを確認した上で、大洗研究所廃棄物管理施設に移送し、処理す

る。なお、原子炉施設における排水口は、大洗研究所廃棄物管理施設に放射性液体廃棄物を移送す

る廃液輸送管とする。また、大洗研究所廃棄物管理施設への移送には、廃液運搬車等の車両を使用

する場合がある。 

 

 

 

当該放射性液体廃棄物が、放射性液体廃棄物Ａの基準を超える場合には、蒸発濃縮処理装置を用

いて濃縮処理を行う。なお、蒸発濃縮処理装置から発生した蒸気ドレンは、蒸気ドレンピットに移

送するものとし、「線量告示」に定める濃度限度以下であることを確認した上で、排水監視ポンド

（Ⅱ）を経由し、一般排水溝へ放出する。濃度限度以上の場合は、再度、廃棄物処理建物の廃液タ

ンク（液体廃棄物Ａ受入タンク）に貯留し、処理する。濃縮液は、濃縮液タンクへ移送し、固化装

置を用いて固化し、放射性固体廃棄物として処理する。なお、アルコールを含む放射性液体廃棄物

については、アルコール廃液処理装置により、アルコールを分離・除去した後に、原子炉附属建物

の液体廃棄物Ｂタンクに貯留し、必要な処理を行うものとする。また、各建物の廃液タンク若しく

は廃液ピット等から排出される廃ガスは、各建物の換気空調設備のダクトに導入し、当該設備の有

するフィルタユニット（プレフィルタ及び高性能フィルタから構成）を経由し、排気する。液体廃

棄物処理設備に係る主な仕様を以下に示す。 

（１）～（２） （省略） 

 

 

 

7.4 固体廃棄物の廃棄設備 

7.4.1 概要 

原子炉施設で発生した放射性固体廃棄物は、その線量率等のレベルが低いものをＡ、高いものを

Ｂと区分して貯蔵する。これらの放射性固体廃棄物を貯蔵するため、廃棄物処理建物、原子炉附属

建物、第二使用済燃料貯蔵建物及びメンテナンス建物に固体廃棄物貯蔵設備を設ける（第 2.7図及

び第 7.3 図参照）。なお、放射性固体廃棄物については、減容保管等の処理を行うため、大洗研究

所廃棄物管理施設へ移送する。 

 

地区）の核燃料物質使用施設等の一部と共用する。 

（１）～（４） （変更なし） 

 

7.3.2 主要設備 

原子炉施設で発生した放射性液体廃棄物は、各建物の廃液タンクに集約し、廃液輸送管等によ

り、廃棄物処理建物の廃液タンク（液体廃棄物Ａ受入タンク（2基）及び液体廃棄物Ｂ受入タンク

（2基））に貯留する。 

廃棄物処理建物の廃液タンクは、約 5 日分の放射性液体廃棄物を貯留する能力を有するものと

する。また、液体廃棄物処理設備は、これらを 1 日で処理するのに十分な能力を有するものとす

る。 

これらの放射性液体廃棄物については、放射性物質の濃度を測定し、放射性液体廃棄物Ａの基準

を満足することを確認した上で、大洗研究所廃棄物管理施設に移送し、処理する。 

なお、原子炉施設における排水口は、大洗研究所廃棄物管理施設に放射性液体廃棄物を移送する

廃液輸送管とする。また、大洗研究所（南地区）の核燃料物質使用施設等からの受入れや大洗研究

所廃棄物管理施設への移送には、大洗研究所（南地区）の核燃料物質使用施設が所掌する廃液運搬

車等を使用する場合がある。 

当該放射性液体廃棄物が、放射性液体廃棄物Ａの基準を超える場合には、蒸発濃縮処理装置を用

いて濃縮処理を行う。 

なお、蒸発濃縮処理装置から発生した蒸気ドレンは、蒸気ドレンピットに移送するものとし、「線

量告示」に定める濃度限度以下であることを確認した上で、排水監視ポンド（Ⅱ）を経由し、一般

排水溝へ放出する。濃度限度以上の場合は、再度、廃棄物処理建物の廃液タンク（液体廃棄物Ａ受

入タンク）に貯留し、処理する。濃縮液は、濃縮液タンクへ移送し、固化装置を用いて固化し、放

射性固体廃棄物として処理する。なお、アルコールを含む放射性液体廃棄物については、アルコー

ル廃液処理装置により、アルコールを分離・除去した後に、原子炉附属建物の液体廃棄物Ｂタンク

に貯留し、必要な処理を行うものとする。 

また、各建物の廃液タンク若しくは廃液ピット等から排出される廃ガスは、各建物の換気空調設

備のダクトに導入し、当該設備の有するフィルタユニット（プレフィルタ及び高性能フィルタから

構成）を経由し、排気する。 

液体廃棄物処理設備に係る主な仕様を以下に示す。 

（１）～（２） （変更なし） 

 

7.4 固体廃棄物の廃棄設備 

7.4.1 概要 

原子炉施設で発生した放射性固体廃棄物は、その線量率等のレベルが低いものをＡ、高いものを

Ｂと区分して貯蔵する。放射性固体廃棄物Ａと放射性固体廃棄物Ｂの基準は、「核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律」の第 37 条に基づく原子炉施設保安規定に定める。これら

の放射性固体廃棄物を貯蔵するため、廃棄物処理建物、原子炉附属建物、第二使用済燃料貯蔵建物

及びメンテナンス建物に固体廃棄物貯蔵設備を設ける（第 2.7図及び第 7.3図参照）。なお、放射

性固体廃棄物については、減容保管等の処理を行うため、大洗研究所廃棄物管理施設へ移送する
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7.4.2 主要設備 

固体廃棄物貯蔵設備は、廃棄物処理建物に設ける固体廃棄物Ａ貯蔵設備及び固体廃棄物Ｂ貯蔵

設備並びに原子炉附属建物に設ける原子炉附属建物固体廃棄物貯蔵設備、第二使用済燃料貯蔵建

物に設ける第二使用済燃料貯蔵建物固体廃棄物貯蔵設備及びメンテナンス建物に設けるメンテナ

ンス建物固体廃棄物貯蔵設備から構成する。貯蔵能力（容量）は以下のとおりである。 

 

廃棄物処理建物 固体廃棄物Ａ貯蔵設備 約 100m3 

（200ℓ ドラム缶換算約 500 本） 

固体廃棄物Ｂ貯蔵設備 合計約 35m3 

（200ℓ ドラム缶換算約 175 本） 

原子炉附属建物固体廃棄物貯蔵設備 約 60m3 

（200ℓ ドラム缶換算約 300 本） 

第二使用済燃料貯蔵建物固体廃棄物貯蔵設備 約 130m3 

（200ℓ ドラム缶換算約 650 本） 

メンテナンス建物固体廃棄物貯蔵設備 約 450m3 

（200ℓ ドラム缶換算約 2,250 本） 

 

廃棄物処理建物の固体廃棄物貯蔵設備は、固体廃棄物約 1 年間分を貯蔵するに十分な能力を有

するものとする。また、原子炉附属建物、第二使用済燃料貯蔵建物及びメンテナンス建物の固体廃

棄物貯蔵設備は、保修作業及び改造工事に伴って発生する固体廃棄物を貯蔵できる能力を有する

ものとする。放射性固体廃棄物は、ドラム缶等の容器に入れて保管する等の方法により、放射性廃

棄物が漏えいし難いものとし、かつ、放射性廃棄物による汚染が広がらないものとする。なお、金

属ナトリウムが付着している、若しくは付着しているおそれのある固体廃棄物については、必要に

応じて、メンテナンス建物に設けた脱金属ナトリウム設備により、金属ナトリウムを安定化するも

のとし、貯蔵中の火災の発生を防止する。脱金属ナトリウム設備は、金属製の固体廃棄物に対して

使用するスチーム洗浄装置、及び布や紙等の固体廃棄物を相当時間浸漬することのできる水槽等

から構成する。脱金属ナトリウム処理は、その過程において、作業エリアの区画等を行い、放射性

物質が散逸し難いものとする。 

 

 

 

 

 

 

7.5 参考文献 

（省略） 

 

（第 7.4図参照）。 

 

7.4.2 主要設備 

固体廃棄物貯蔵設備は、廃棄物処理建物に設ける固体廃棄物Ａ貯蔵設備及び固体廃棄物Ｂ貯蔵

設備並びに原子炉附属建物に設ける原子炉附属建物固体廃棄物貯蔵設備、第二使用済燃料貯蔵建

物に設ける第二使用済燃料貯蔵建物固体廃棄物貯蔵設備及びメンテナンス建物に設けるメンテナ

ンス建物固体廃棄物貯蔵設備から構成する。貯蔵能力（容量）は以下のとおりである。 

 

廃棄物処理建物 固体廃棄物Ａ貯蔵設備 約 100m3 

（200ℓ ドラム缶換算約 500 本） 

固体廃棄物Ｂ貯蔵設備 合計約 35m3 

（200ℓ ドラム缶換算約 175 本） 

原子炉附属建物固体廃棄物貯蔵設備 約 60m3 

（200ℓ ドラム缶換算約 300 本） 

第二使用済燃料貯蔵建物固体廃棄物貯蔵設備 約 130m3 

（200ℓ ドラム缶換算約 650 本） 

メンテナンス建物固体廃棄物貯蔵設備 約 450m3 

（200ℓ ドラム缶換算約 2,250 本） 

 

廃棄物処理建物の固体廃棄物貯蔵設備は、固体廃棄物約 1 年間分を貯蔵するに十分な能力を有

するものとする。また、原子炉附属建物、第二使用済燃料貯蔵建物及びメンテナンス建物の固体廃

棄物貯蔵設備は、保修作業及び改造工事に伴って発生する固体廃棄物を貯蔵できる能力を有する

ものとする。 

固体廃棄物貯蔵設備は、放射性固体廃棄物をドラム缶等の容器に入れて保管する等の方法によ

り、放射性廃棄物が漏えいし難いものとし、かつ、汚染拡大防止の措置が必要なものについて、ビ

ニルバック、ビニルシート又はビニル袋等で包装し、放射性廃棄物による汚染が広がらないものと

する。 

なお、金属ナトリウムが付着している、若しくは付着しているおそれのある固体廃棄物について

は、メンテナンス建物に設けた脱金属ナトリウム設備により、固体廃棄物を直接洗浄するか、又は、

除去用の治具類（スクレーパー、ヘラ等）を用いて、金属ナトリウムを除去する。除去した金属ナ

トリウムは、脱金属ナトリウム設備により安定化するものとし、また、金属ナトリウムが付着して

いる治具類についても同様に安定化し、貯蔵中の火災の発生を防止する。脱金属ナトリウム設備

は、金属製の固体廃棄物等に対して使用するスチーム洗浄装置、及び布や紙等の固体廃棄物を相当

時間浸漬することのできる水槽等から構成する。脱金属ナトリウム処理は、その過程において、作

業エリアの区画等を行い、放射性物質が散逸し難いものとする。 

 

7.5 参考文献 

（変更なし） 
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第 7.2 図～第 7.3 図 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7.2 図～第 7.3 図 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7.4図 固体廃棄物処理系統図 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類８（8. 放射線管理施設）】 
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8. 放射線管理施設 

 

8.1 概要 

（省略） 

 

8.2 主要設備 

8.2.1 屋内管理用の主要な設備 

（１）放射線監視設備 

原子炉施設の管理区域内の必要な場所には、放射線監視設備として、エリアモニタを設け

る。エリアモニタは、ガンマ線エリアモニタ、中性子線エリアモニタ及び空気汚染モニタから

構成するものとし、設置する場所に応じて使い分けるものとする。また、中央制御室には、放

射線管理に必要なエリアモニタ及び設計基準事故時における迅速な対応のために必要なエリ

アモニタの指示又は記録を集中監視するための放射線監視盤を設ける。 

 

 

 

 

（ⅰ）～（ⅱ） 

（省略） 

（２）放射線管理関係設備 

放射線管理関係設備として、出入管理設備・汚染検査設備（放射線管理室、汚染検査室、ハ

ンドフットモニタ、手洗い、シャワー、皮膚除染キット及び更衣室等）及び個人被ばくモニタ

リング設備（個人線量計）を設ける。なお、これらは管理区域出入口付近に設けるものとする。

また、定期的及び必要の都度、管理区域内の必要な場所の線量率、空気中の放射性物質の濃度

及び床面等の放射性物質の表面密度を測定するため、サーベイメータ等の可搬型測定器及び

ダストサンプル・スミヤ等の試料を測定するための設備を設ける。これらについても、管理区

域出入口付近に配置するとともに、サーベイメータ等については、十分な台数を確保する。 

 

 

8.2.2 屋外管理用の主要な設備 

原子炉施設には、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原子

炉施設における放射性物質の濃度及び放射線量並びに周辺監視区域の境界付近における放射線

量を監視し、及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を得る

ため、主排気筒には排気筒モニタを、周辺監視区域境界には、大洗研究所で共用する屋外管理

用モニタリングポストを設けるものとし、これらの情報は、中央制御室その他当該情報を伝達す

る必要がある場所に表示できるものとする。また、設計基準事故時における迅速な対応のために

必要な屋外管理用モニタリングポストについては、非常用電源設備、無停電電源装置又はこれら

と同等以上の機能を有する電源設備により必要な電源を確保するとともに、その伝送系は多様性

を確保した設計とする。さらに、大洗研究所で共用する気象観測設備を設けるものとする。 

8. 放射線管理施設 

 

8.1 概要 

（変更なし） 

 

8.2 主要設備 

8.2.1 屋内管理用の主要な設備 

（１）放射線監視設備 

原子炉施設の管理区域内の必要な場所には、放射線監視設備として、エリアモニタを設け

る。エリアモニタは、ガンマ線エリアモニタ、中性子線エリアモニタ及び空気汚染モニタから

構成するものとし、設置する場所に応じて使い分けるものとする。格納容器にあっては、設計

基準事故時等において、格納容器（床上）内のガンマ線量率を測定するための格納容器内高線

量エリアモニタ及び格納容器（床上）内の放射性ガス及び塵埃濃度を測定するための格納容器

内空気汚染モニタを有する。 

また、中央制御室には、放射線管理に必要なエリアモニタ及び設計基準事故時における迅

速な対応のために必要なエリアモニタの指示又は記録を集中監視するための放射線監視盤を

設ける。 

（ⅰ）～（ⅱ） 

（変更なし） 

（２）放射線管理関係設備 

放射線管理関係設備として、出入管理設備・汚染検査設備（放射線管理室、汚染検査室、ハ

ンドフットモニタ、手洗い、シャワー、皮膚除染キット及び更衣室等）及び個人被ばくモニタ

リング設備（個人線量計）を設ける。なお、これらは管理区域出入口付近に設けるものとする。 

また、定期的及び必要の都度、管理区域内の必要な場所の線量率、空気中の放射性物質の

濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を測定するため、サーベイメータ等の可搬型測定器

及びダストサンプル・スミヤ等の試料を測定するための設備を設ける。これらについても、管

理区域出入口付近に配置するとともに、サーベイメータ等については、アルファ線用、ベータ

線用、ガンマ線用、中性子線用を設けるものとする。 

 

8.2.2 屋外管理用の主要な設備 

原子炉施設には、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原子

炉施設における放射性物質の濃度及び放射線量並びに周辺監視区域の境界付近における放射線

量を監視し、及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を得る

ため、主排気筒には排気筒モニタを、周辺監視区域境界及び中央付近には、大洗研究所で共用す

る屋外管理用モニタリングポスト 14 基を設けるものとし、設計基準事故時における迅速な対応

のための排気筒モニタ及び屋外管理用モニタリングポスト 9基の情報は、中央制御室その他当該

情報を伝達する必要がある場所に表示できるものとする。 

主排気筒の排気筒モニタの指示又は記録は、中央制御室に設置する放射線監視盤に、屋外管理

用モニタリングポストの指示は、中央制御室の専用の表示器にそれぞれ表示する。運転員は、こ
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8.2.3 遮蔽 

（省略） 

 

れらにより、主排気筒の排気筒モニタの指示又は記録及び屋外管理用モニタリングポストの指示

を中央制御室で確認できる。また、屋外管理用モニタリングポストの指示は、設計基準事故時に

おける迅速な情報伝達のため、大洗研究所緊急時対策所及び環境監視棟にも専用の表示器を設け

表示する。 

また、設計基準事故時における迅速な対応のための屋外管理用モニタリングポスト 9 基の伝

送系については、それぞれ有線及び無線を設けることにより多様性を確保した設計とする。 

さらに、大洗研究所で共用する気象観測設備を設けるものとする。 

屋外管理用モニタリングポストについては、非常用発電機（可搬型を含む。）及び無停電電源

装置により必要な電源を確保し、無停電電源装置については、非常用発電機（可搬型を含む。）か

ら電力が供給されるまでの一定時間（90分）の給電ができるものとする。 

なお、これらの電源が枯渇した場合は、サーベイメータによる測定で代替する。 

また、非常用発電機（可搬型を含む。）は無給油で 10時間以上運転可能とし、その燃料は 3日

分を敷地内に保管する。 

非常用発電機の設置場所は各局舎屋外近傍及び環境監視棟建屋内とするとともに、当該非常

用発電機を使用する事象の発生時における環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型非常用発電機については環境監視棟付近の車庫に保管し、当該可搬型非常用発電機を

使用する事象の発生時に運搬車両を用いて設置場所まで運搬する。 

非常用発電機（可搬型を含む。）から電源を供給する屋外管理用モニタリングポストまでは常

設又は仮設のケーブルを接続することにより、直接又は分電盤から無停電電源装置の一次側に電

力を供給し、屋外管理用モニタリングポストを連続稼働できる設計とする。 

非常用発電機を建家内に設置するにあたっては、当該非常用発電機の給気量を考慮した設置

とし、排気は排気管により屋外に排出する設計とする。 

商用電源が喪失した場合、要員の緊急招集を行い、参集した要員により、屋外管理用モニタリ

ングポストに設置した無停電電源装置の電源が枯渇する 90 分までに、可搬型非常用発電機の配

備及び接続も含め、屋外管理用モニタリングポストへの給電ができる設計とする。 

 

8.2.3 遮蔽 

（変更なし） 
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原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類８（9. 原子炉格納施設）】 
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9. 原子炉格納施設 

 

9.1 概要 

原子炉施設には、格納容器及び外周コンクリート壁並びに非常用換気設備からなる工学的安全施設

等から構成される原子炉格納施設を設ける。また、原子炉格納施設は、格納容器及び外周コンクリー

ト壁との間の下半部を密閉したアニュラス部を有するものとする。 

格納容器は、通常運転時において、所定の漏えい率を超えることがないように、また、アニュラス

部は、通常運転時において、その内部を負圧状態に維持し得るように設計する。工学的安全施設は、

設計基準事故時において、公衆に放射線障害を及ぼさないようにするため、格納容器から放出される

放射性物質を低減するように、 かつ、設計基準事故その他の格納容器から気体状の放射性物質が漏

えいすることにより公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合は、原子炉格納施設内の放射性物質

の濃度を低下させるように設計する。 

格納容器を貫通する配管には、事故の収束に必要な系統の配管に隔離弁を設けることにより安全性

を損なうおそれがある場合及び計測装置又は制御棒駆動装置に関連する配管であって、当該配管を通

じての漏えい量が十分許容される程度に抑制されているものを除き、隔離弁を設ける。格納容器及び

隔離弁で構成される格納容器バウンダリは、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有し、かつ、適切に作動する隔離機能と併せ

て所定の漏えい率を超えることがないように設計する。 

格納容器内には、鉄筋コンクリート造の原子炉建物を有する。原子炉建物は、運転床面を１階とし、

地下中１階、地下１階、地下中２階及び地下２階の地下階を有する。運転床面のレベルは、概ねグラ

ウンドレベルである。格納容器は、所員用及び非常用のエアロックを有し、通常、格納容器への出入

りには所員用エアロックが用いられる。また、格納容器には、機器保修等の際に必要な大型機器の搬

出入に使用する機器搬入口を設ける。機器搬入口には、通常、ハッチを設置するが、原子炉停止時に

大型機器の搬出入等において、必要な場合には、当該ハッチを取り外せるものとする。なお、運転床

面は、原子炉運転時にあっても、作業員等が立入りできるものとする。また、格納容器内には、機器

保修等において使用する旋回式天井クレーン及び機器ピットを設ける。 

格納容器内は、地下中１階床面を、格納容器（床上）と格納容器（床下）のバウンダリとし、格納

容器（床上）を空気雰囲気に、格納容器（床下）を原則として窒素雰囲気とする（原子炉停止中にお

いて、機器保修等のために作業員が入域する場合にあっては、空気雰囲気にできるものとする）。これ

らの圧力等を制御するため、格納容器には、格納容器空気雰囲気調整設備と格納容器窒素雰囲気調整

設備から構成する格納容器雰囲気調整系を設ける。また、アニュラス部にあっては、通常運転時にお

いて、その内部を負圧状態に維持し得るように、アニュラス部排気設備を設ける。アニュラス部排気

設備は、非常用換気設備である非常用ガス処理装置と連結される。アニュラス部より排気されたガス

は、通常運転時において、アニュラス部排気設備のフィルタ（アニュラス部常用排気フィルタ）を経

由し、主排気筒から放出されるが、原子炉保護系（アイソレーション）が作動した場合には、非常用

ガス処理装置を経由して、主排気筒から放出される。非常用ガス処理装置は、プレフィルタ、高性能

フィルタ、チャコールフィルタを有し、格納容器内に気体状の放射性物質が放出される事故時等にお

いて、環境に放出される放射性物質を低減する機能を有する。 

格納容器（床下）には、原子炉容器及び１次冷却材を保有する施設等が設置されるため、地下中１

9. 原子炉格納施設 

 

9.1 概要 

原子炉施設には、格納容器及び外周コンクリート壁並びに非常用換気設備からなる工学的安全施設

等から構成される原子炉格納施設を設ける。また、原子炉格納施設は、格納容器及び外周コンクリー

ト壁との間の下半部を密閉したアニュラス部を有するものとする。 

格納容器は、通常運転時において、所定の漏えい率を超えることがないように、また、アニュラス

部は、通常運転時において、その内部を負圧状態に維持し得るように設計する。工学的安全施設は、

設計基準事故時において、公衆に放射線障害を及ぼさないようにするため、格納容器から放出される

放射性物質を低減するように、 かつ、設計基準事故その他の格納容器から気体状の放射性物質が漏

えいすることにより公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合は、原子炉格納施設内の放射性物質

の濃度を低下させるように設計する。 

格納容器を貫通する配管には、事故の収束に必要な系統の配管に隔離弁を設けることにより安全性

を損なうおそれがある場合であって、当該配管を通じての漏えい量が十分許容される程度に抑制され

ているものを除き、隔離弁を設ける。格納容器及び隔離弁で構成される格納容器バウンダリは、通常

運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じ

ん性を有し、かつ、適切に作動する隔離機能と併せて所定の漏えい率を超えることがないように設計

する。 

格納容器内には、鉄筋コンクリート造の原子炉建物を有する。原子炉建物は、運転床面を１階とし、

地下中１階、地下１階、地下中２階及び地下２階の地下階を有する。運転床面のレベルは、概ねグラ

ウンドレベルである。格納容器は、所員用及び非常用のエアロックを有し、通常、格納容器への出入

りには所員用エアロックが用いられる。また、格納容器には、機器保修等の際に必要な大型機器の搬

出入に使用する機器搬入口を設ける。機器搬入口には、通常、ハッチを設置するが、原子炉停止時に

大型機器の搬出入等において、必要な場合には、当該ハッチを取り外せるものとする。なお、運転床

面は、原子炉運転時にあっても、作業員等が立入りできるものとする。また、格納容器内には、機器

保修等において使用する旋回式天井クレーン及び機器ピットを設ける。 

格納容器内は、地下中１階床面を、格納容器（床上）と格納容器（床下）のバウンダリとし、格納

容器（床上）を空気雰囲気に、格納容器（床下）を原則として窒素雰囲気とする（原子炉停止中にお

いて、機器保修等のために作業員が入域する場合にあっては、空気雰囲気にできるものとする）。これ

らの圧力等を制御するため、格納容器には、格納容器空気雰囲気調整設備と格納容器窒素雰囲気調整

設備から構成する格納容器雰囲気調整系を設ける。また、アニュラス部にあっては、通常運転時にお

いて、その内部を負圧状態に維持し得るように、アニュラス部排気設備を設ける。アニュラス部排気

設備は、非常用換気設備である非常用ガス処理装置と連結される。アニュラス部より排気されたガス

は、通常運転時において、アニュラス部排気設備のフィルタ（アニュラス部常用排気フィルタ）を経

由し、主排気筒から放出されるが、原子炉保護系（アイソレーション）が作動した場合には、非常用

ガス処理装置を経由して、主排気筒から放出される。非常用ガス処理装置は、プレフィルタ、高性能

フィルタ、チャコールフィルタを有し、格納容器内に粒子状の放射性物質が放出される事故時等にお

いて、環境に放出される放射性物質を低減する機能を有する。 

格納容器（床下）には、原子炉容器及び１次冷却材を保有する施設等が設置されるため、地下中１
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階床面は必要な遮蔽厚さを有するものとする。また、格納容器（床下）のコンクリート壁の必要な場

所には、その放射線損傷を防止するため、遮蔽板を設けるものとする。なお、原子炉容器は、上端の

フランジにおいて、地下中１階床面と概ね同じレベルのペデスタルに支持される。1 次主冷却系の主

循環ポンプ及び主中間熱交換器についても、その取付フランジにおいて、地下中１階床面と概ね同じ

レベルに支持される。また、これらの上部は区画されたピットに収納されており、原子炉容器にあっ

ては、運転床面と概ね同じレベルに炉上部ピット蓋、主中間熱交換器にあっては、ピット蓋が設置さ

れる。 

 

9.2 主要設備 

9.2.1 格納容器 

9.2.1.1 格納容器本体 

   （省略） 

9.2.1.2 格納容器貫通部 

（１）配管貫通部及び電気配線貫通部 

 

 

配管貫通部には、貫通部において配管の変位を許容する必要があるものとないものの 2

種類がある。配管の変位を許容する必要があるものとしては、アルゴンガス系の配管や２

次主冷却系の高温配管等があり、これらについては、当該配管の温度変化に伴う熱膨張や

その他の理由により、貫通部における配管の変位を許容する必要がある。これらの配管貫

通部は、シールベローズ構造とすることで、配管の変位を許容し、かつ、貫通部の気密性

を確保するものとする。また、圧力が高い配管については、ベローズを保護するための保

護管を設ける。配管の変位を許容する必要がないものについては、配管を貫通部のノズル

に直接溶接するものとし、貫通部の気密性を確保する。電気配線貫通部は、貫通スリーブ

の両端を密閉した二重シール構造とする。主要な貫通部については、運転開始後にも試験

検査（漏えい率）を行うことができるものとする。また、配管貫通部及び電気配線貫通部

の格納容器外側の端部は、アニュラス部に存在するよう設計する。 

（２）エアロック及び機器搬入口 

  （省略） 

（３）隔離弁 

格納容器を貫通する配管には、格納容器に接近した位置に隔離弁を設ける。隔離弁は、

原子炉保護系（アイソレーション）の作動信号により、自動的に閉止されるものとする。

また、中央制御室において、遠隔手動操作により、その閉止操作だけでなく、必要な場合

には、隔離を解除することができるものとする。さらに、隔離弁は、閉止後に駆動動力源

が喪失した場合にあっても、隔離機能を喪失しないものとする。 

 

原子炉運転中に格納容器の内側及び外側において開口している配管については、格納容

器の内側に 1 個及び外側に 1 個の隔離弁を設ける。原子炉運転中に格納容器の内側又は外

側において開口している配管については、それぞれ格納容器の内側又は外側に 1 個の隔離

階床面は必要な遮蔽厚さを有するものとする。また、格納容器（床下）のコンクリート壁の必要な場

所には、その放射線損傷を防止するため、遮蔽板を設けるものとする。なお、原子炉容器は、上端の

フランジにおいて、地下中１階床面と概ね同じレベルのペデスタルに支持される。１次主冷却系の主

循環ポンプ及び主中間熱交換器についても、その取付フランジにおいて、地下中１階床面と概ね同じ

レベルに支持される。また、これらの上部は区画されたピットに収納されており、原子炉容器にあっ

ては、運転床面と概ね同じレベルに炉上部ピット蓋、主中間熱交換器にあっては、ピット蓋が設置さ

れる。 

 

9.2 主要設備 

9.2.1 格納容器 

9.2.1.1 格納容器本体 

   （変更なし） 

9.2.1.2 格納容器貫通部 

（１）配管貫通部及び電気配線貫通部 

配管貫通部及び電気配線貫通部には、炭素鋼（ASME SA-516 Grade60相当品又は SA-333 

Grade1相当品）製のペネトレーションノズルを配置する。 

配管貫通部には、貫通部において配管の変位を許容する必要があるものとないものの 2

種類がある。配管の変位を許容する必要があるものとしては、アルゴンガス系の配管や２

次主冷却系の高温配管等があり、これらについては、当該配管の温度変化に伴う熱膨張や

その他の理由により、貫通部における配管の変位を許容する必要がある。これらの配管貫

通部は、シールベローズ構造とすることで、配管の変位を許容し、かつ、貫通部の気密性

を確保するものとする。また、圧力が高い配管については、ベローズを保護するための保

護管を設ける。配管の変位を許容する必要がないものについては、配管を貫通部のノズル

に直接溶接するものとし、貫通部の気密性を確保する。電気配線貫通部は、貫通スリーブ

の両端を密閉した二重シール構造とする。主要な貫通部については、運転開始後にも試験

検査（漏えい率）を行うことができるものとする。また、配管貫通部及び電気配線貫通部

の格納容器外側の端部は、アニュラス部に存在するよう設計する。 

（２）エアロック及び機器搬入口 

  （変更なし） 

（３）隔離弁 

格納容器を貫通する配管には、格納容器に接近した位置に隔離弁を設ける。隔離弁は、

原子炉保護系（アイソレーション）の作動信号により、自動的に閉止されるものとする。

また、中央制御室において、遠隔手動操作により、その閉止操作だけでなく、必要な場合

には、隔離を解除することができるものとする。隔離弁は、非常用電源設備から電力を供

給し、単一故障によっても隔離機能を喪失することがないものとする。また、隔離弁は、

閉止後に駆動動力源が喪失した場合にあっても、隔離機能を喪失しないものとする。 

原子炉運転中に格納容器の内側及び外側において開口している配管については、格納容

器の内側に 1 個及び外側に 1 個の隔離弁を設ける。原子炉運転中に格納容器の内側又は外

側において閉口している配管については、それぞれ格納容器の内側又は外側に 1 個の隔離
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弁を設ける。原子炉運転中に格納容器の内側及び外側において、閉回路を形成している配

管については、隔離弁を設けないことができる。 

 

 

 

 

なお、隔離弁の設計圧力及び設計温度については、格納容器の設計圧力及び設計温度、

又は隔離弁の設置される配管の設計圧力及び設計温度のうち、保守的なものを使用する。 

（４）～（５） 

  （省略） 

 

9.2.2 外周コンクリート壁（アニュラス部を含む。） 

（省略） 

 

9.2.3 アニュラス部排気設備（非常用換気設備を含む。） 

アニュラス部排気設備は、通常運転時において、アニュラス部を負圧状態に維持するための

ものであり、フィルタ、排風機及びこれらを結ぶ配管等から構成する（第 9.2図参照）。また、

アニュラス部排気設備は、非常用換気設備である非常用ガス処理装置と連結される。アニュラ

ス部より排気されたガスは、通常運転時において、アニュラス部排気設備のフィルタ（アニュ

ラス部常用排気フィルタ）を経由し、主排気筒から放出されるが、原子炉保護系（アイソレー

ション）が作動した場合には、非常用ガス処理装置を経由して、主排気筒から放出される。ア

ニュラス部は、通常、約-0.1kPa[gage]に維持されるものとし、アニュラス部排気設備の排風機

は、非常用ディーゼル電源系に接続するものとする。非常用ガス処理装置は、プレフィルタ、

高性能フィルタ、チャコールフィルタを有し、格納容器内に気体状の放射性物質が放出される

事故時等において、環境に放出される放射性物質を低減する機能を有する。主な仕様を以下に

示す。 

（ⅰ）～（ⅱ） 

（省略） 

 

9.2.4 安全容器 

原子炉容器の周囲には、遮へいグラファイトが設置される。安全容器は、原子炉容器及び遮

へいグラファイトを収納するたて置円筒型の鋼製容器である。底鏡面板は平板で、基礎コンク

リート上に敷かれた鋼板上に据え付けられる。胴上部には、ベローズを用いた膨張継手を有し、

上端は、生体遮へい体（原子炉建物の一部）の内張り鋼板に接続される。安全容器と生体遮へ

い体のギャップには、窒素ガスが通気される。なお、安全容器については、万一、原子炉容器

（ジャケットを含む。）が破損した場合、冷却材を保持し、原子炉容器内の冷却材液面を所定の

高さを下回らないようにすることで、燃料の溶融を防止する機能を有する。主な仕様を以下に

示す。 

 

弁を設ける。原子炉運転中に格納容器の内側及び外側において、閉回路を形成している２

次主冷却系及び２次補助冷却系の配管については、事故の収束に必要な系統の配管であっ

て、当該配管を通じての漏えい量が十分許容される程度に抑制されているものであるため、

隔離弁を設けない。逆止弁を用いる場合は、原子炉格納容器の壁を貫通する配管に、原子

炉格納容器内外いずれかの位置で破損が生じ、その逆止弁に対する逆圧がすべて喪失した

条件においても、必要な隔離機能が重力等によって維持されるものとする。 

なお、隔離弁の設計圧力及び設計温度については、格納容器の設計圧力及び設計温度、

又は隔離弁の設置される配管の設計圧力及び設計温度のうち、保守的なものを使用する。 

（４）～（５） 

  （変更なし） 

 

9.2.2 外周コンクリート壁（アニュラス部を含む。） 

  （変更なし） 

 

9.2.3 アニュラス部排気設備（非常用換気設備を含む。） 

アニュラス部排気設備は、通常運転時において、アニュラス部を負圧状態に維持するための

ものであり、フィルタ、排風機及びこれらを結ぶ配管等から構成する（第 9.2図参照）。また、

アニュラス部排気設備は、非常用換気設備である非常用ガス処理装置と連結される。アニュラ

ス部より排気されたガスは、通常運転時において、アニュラス部排気設備のフィルタ（アニュ

ラス部常用排気フィルタ）を経由し、主排気筒から放出されるが、原子炉保護系（アイソレー

ション）が作動した場合には、非常用ガス処理装置を経由して、主排気筒から放出される。ア

ニュラス部は、通常、約-0.1kPa[gage]に維持されるものとし、アニュラス部排気設備の排風機

は、非常用ディーゼル電源系に接続するものとする。非常用ガス処理装置は、プレフィルタ、

高性能フィルタ、チャコールフィルタを有し、格納容器内に粒子状の放射性物質が放出される

事故時等において、環境に放出される放射性物質を低減する機能を有する。主な仕様を以下に

示す。 

（ⅰ）～（ⅱ） 

（変更なし） 

 

9.2.4 安全容器 

原子炉容器の周囲には、遮へいグラファイトが設置される。安全容器は、原子炉容器及び遮

へいグラファイトを収納するたて置円筒型の鋼製容器である。底鏡面板は平板で、基礎コンク

リート上に敷かれた鋼板上に据え付けられる。胴上部には、ベローズを用いた膨張継手を有し、

上端は、生体遮へい体（原子炉建物の一部）の内張り鋼板に接続される。安全容器と生体遮へ

い体のギャップには、窒素ガスが通気される。主な仕様を以下に示す。 
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型式 たて置円筒型 

材料 炭素鋼 

寸法 内径 約 6.4m 

全高 約 9m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.5～9.2.6 

  （省略） 

 

9.2.7 コンクリート遮へい体冷却系 

安全容器の外側に位置する生体遮へい体（コンクリート遮へい体）は、主に、ガンマ線によ

り発熱する。安全容器と生体遮へい体（コンクリート遮へい体）のギャップに、窒素ガスを通

気し、当該部を許容温度以下に保持するため、コンクリート遮へい体冷却系を設ける（第 9.4図

参照）。コンクリート遮へい体冷却系は、ブロワ及び冷却器等から構成する。安全容器と生体遮

へい体（コンクリート遮へい体）のギャップに通気された窒素ガスは、ブロワを経由し、格納

容器外に設置した冷却器に導入・熱放散され、再び、安全容器と生体遮へい体（コンクリート

遮へい体）のギャップに通気される。なお、冷却器は水冷式とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

型式 たて置円筒型 

材料 炭素鋼 

寸法 内径 約 6.4m 

全高 約 9m 

  

多量の放射性物質等を放出する事故等時 

安全容器は、多量の放射性物質等を放出するおそれがある事故のうち、安全容器内において

設計基準の範囲を超えて冷却材が漏えいし、原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱除去機

能喪失事象が発生した場合にあっても、漏えいした冷却材を保持し、補助冷却設備による炉心

冷却に必要な原子炉容器液位（原子炉容器通常ナトリウム液位－4,000mm）を確保する設計とす

る。 

また、安全容器は、多量の放射性物質等を放出する事故のうち、原子炉容器液位確保機能喪

失による崩壊熱除去機能喪失又は交流動力電源が存在し、かつ原子炉容器液位が確保された状

態での崩壊熱除去機能喪失事象により炉心が著しく損傷し、原子炉容器外に冷却材（ナトリウ

ム）や放射性物質等（溶融炉心物質を含む。）が流出した場合に、格納容器の破損を防止する

ため、流出した冷却材や損傷炉心物質を保持できるよう以下の条件で設計する。 

設計圧力 内圧 ベローズを含めて上部 0.5kg／cm2[gage]（約 49kPa[gage]） 

ベローズより下部   1.0kg／cm2[gage]（約 98kPa[gage]） 

設計温度    耐圧部 450℃ 

 

9.2.5～9.2.6 

  (変更なし) 

 

9.2.7 コンクリート遮へい体冷却系 

安全容器の外側に位置する生体遮へい体（コンクリート遮へい体）は、主に、ガンマ線によ

り発熱する。安全容器と生体遮へい体（コンクリート遮へい体）のギャップに、窒素ガスを通

気し、当該部を許容温度以下に保持するため、コンクリート遮へい体冷却系を設ける（第 9.4図

参照）。コンクリート遮へい体冷却系は、ブロワ及び冷却器等から構成する。安全容器と生体遮

へい体（コンクリート遮へい体）のギャップに通気された窒素ガスは、ブロワを経由し、格納

容器外に設置した冷却器に導入・熱放散され、再び、安全容器と生体遮へい体（コンクリート

遮へい体）のギャップに通気される。なお、冷却器は水冷式とする。 

 

多量の放射性物質等を放出する事故等時 

コンクリート遮へい体冷却系は、多量の放射性物質等を放出するおそれがある事故のうち、

原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱除去機能喪失又は交流動力電源が存在し、かつ原子

炉容器液位が確保された状態での崩壊熱除去機能喪失事象が発生した場合に、炉心の著しい損

傷を防止するため、原子炉容器外壁に窒素ガスを通気し、原子炉停止後の炉心を冷却でき

るよう整備する。また、多量の放射性物質等を放出する事故のうち、原子炉容器液位確保機

能喪失による崩壊熱除去機能喪失又は交流動力電源が存在し、かつ原子炉容器液位が確保され



添 8-9-5 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.8 格納容器付帯設備 

 （省略） 

 

第 9.1図～第 9.4図 （省略） 

 

た状態での崩壊熱除去機能喪失事象により、炉心が著しく損傷し、原子炉容器外に冷却材や損

傷炉心物質が流出した場合に、格納容器の破損を防止するため、流出した冷却材や損傷炉心物

質を安全容器外面から冷却できるよう以下の条件で設計する。 

 

（ⅰ）窒素ガスブロワ 

型式 ターボブロワ 

基数 2台（内予備 1台） 

容量 約 30,000m3／h／台 

（ⅱ）ペデスタルブースタブロワ 

型式 ターボブロワ 

基数 2台（内予備 1台） 

容量 約 5,500m3／h／台 

（ⅲ）窒素ガス冷却器 

型式 シェルアンドチューブ型 

基数 2基 

冷却水量 約 172ton／h／2基 

容量 約 1MW／2基 

 

9.2.8 格納容器付帯設備 

 （変更なし） 

 

第 9.1図～第 9.4図 （変更なし） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類８（10. その他試験研究用等原子炉の附属施設）】 
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10. その他試験研究用等原子炉の附属施設 

 

10.1 概要 

原子炉施設には、その他試験研究用等原子炉の附属施設の主要設備として、以下の設備等を設ける。 

（１）非常用電源設備 

（２）常用電源 

（３）補機冷却設備 

（４）空調換気設備 

（５）ガス供給設備 

（６）脱塩水供給設備 

（７）圧縮空気供給設備 

（８）消火設備 

 

（９）多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材 

（10）実験設備 

 

10.2 非常用電源設備 

原子炉施設には、外部電源が喪失した場合において、重要安全施設がその機能を維持するために必

要となる電力を当該重要安全施設に供給し、また、計測制御系統、安全保護回路、原子炉停止系統、

原子炉冷却系統等の機能とあいまって、燃料の許容設計限界を超えないよう、炉心からの核分裂生成

物の崩壊熱を除去できるとともに、停止後、一定時間、炉心の強制冷却を必要とする場合にあっては、

崩壊熱を除去する設備に電源を供給するための非常用電源設備として、ディーゼル発電機及び蓄電

池、並びに電力供給設備（非常用母線切替回路及びケーブル等）を設ける。非常用電源設備及びその

附属設備は、多重性又は多様性並びに独立性を確保し、その系統を構成する機械又は器具の単一故障

が発生した場合であっても、運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において工学的安全施設

及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するために十分な容量を有するものとす

る。蓄電池については、全交流動力電源喪失（外部電源喪失及び非常用ディーゼル電源系喪失）時に

原子炉を安全に停止し、又はパラメータを監視する設備の動作に必要な容量を有するものとする。 

（１） ディーゼル発電機 

（省略） 

 

（２）蓄電池 

原子炉施設には、2系統の交流無停電電源系及び 2系統の直流無停電電源系を設ける。交流

無停電電源系の各系統は、整流装置、蓄電池、インバータ及び母線から構成し、常時は独立に

使用されるものとする。交流無停電電源系は、通常時にあっては、常用電源を経由し、非常用

ディーゼル電源系の 400V母線等を介して、外部電源より給電されるものとするが、全交流電

源喪失時（外部電源喪失後、ディーゼル発電機が起動し、定格電圧が確立するまでの時間を含

む。）には、蓄電池より、インバータを介して、電源が供給される。交流無停電電源系の蓄電

池については、容量を 800Ahとし、非常用負荷のうち、交流無停電電源系に接続される負荷に

10. その他試験研究用等原子炉の附属施設 

 

10.1 概要 

原子炉施設には、その他試験研究用等原子炉の附属施設の主要設備として、以下の設備等を設ける。 

（１）非常用電源設備 

（２）常用電源 

（３）補機冷却設備 

（４）空調換気設備 

（５）ガス供給設備 

（６）脱塩水供給設備 

（７）圧縮空気供給設備 

（８）火災防護対策設備 

（９）通信連絡設備 

（10）多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材 

（11）実験設備 

 

10.2 非常用電源設備 

原子炉施設には、外部電源が喪失した場合において、重要安全施設がその機能を維持するために必

要となる電力を当該重要安全施設に供給し、また、計測制御系統、安全保護回路、原子炉停止系統、

原子炉冷却系統等の機能とあいまって、燃料の許容設計限界を超えないよう、炉心からの核分裂生成

物の崩壊熱を除去できるとともに、停止後、一定時間、炉心の強制冷却を必要とする場合にあっては、

崩壊熱を除去する設備に電源を供給するための非常用電源設備として、ディーゼル発電機及び蓄電

池、並びに電力供給設備（非常用母線切替回路及びケーブル等）を設ける。非常用電源設備及びその

附属設備は、多重性又は多様性並びに独立性を確保し、その系統を構成する機械又は器具の単一故障

が発生した場合であっても、運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において工学的安全施設

及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するために十分な容量を有するものとす

る。蓄電池については、全交流動力電源喪失（外部電源喪失及び非常用ディーゼル電源系喪失）時に

原子炉を安全に停止し、又はパラメータを監視する設備の動作に必要な容量を有するものとする。 

（１）ディーゼル発電機 

（変更なし） 

 

（２）蓄電池 

原子炉施設には、2系統の交流無停電電源系及び 2系統の直流無停電電源系を設ける。交流

無停電電源系の各系統は、整流装置、蓄電池、インバータ及び母線から構成し、常時は独立に

使用されるものとする。交流無停電電源系は、通常時にあっては、常用電源を経由し、非常用

ディーゼル電源系の 400V母線等を介して、外部電源より給電されるものとするが、全交流電

源喪失時（外部電源喪失後、ディーゼル発電機が起動し、定格電圧が確立するまでの時間を含

む。）には、蓄電池より、インバータを介して、電源が供給される。交流無停電電源系の蓄電

池については、容量を 800Ahとし、非常用負荷のうち、交流無停電電源系に接続される負荷に
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対して 100％の容量を有し、かつ、2時間の放電ができるものを 2系統の交流無停電電源系に

各 1組（合計：2組）設置するものとする。なお、非常用負荷は、2系統の交流無停電電源系

のうち 1 系統が停止した場合にあっても、他の 1 系統により原子炉の安全を維持できるよう

に負荷を構成する。直流無停電電源系の各系統は、整流装置、蓄電池、負荷電圧補償装置及び

母線から構成し、常時は独立に使用されるものとする。直流無停電電源系は、通常時にあって

は、常用電源を経由し、非常用ディーゼル電源系の 400V母線等を介して、外部電源より給電

されるものとするが、全交流電源喪失時（外部電源喪失後、ディーゼル発電機が起動し、定格

電圧が確立するまでの時間を含む。）には、蓄電池より電源が供給される。直流無停電電源系

の蓄電池については、容量を 1,800Ahとし、非常用負荷のうち、直流無停電電源系に接続され

る負荷に対して 100％の容量を有し、かつ、2時間の放電ができるものを 2系統の直流無停電

電源系に各 1組（合計：2組）設置するものとする。なお、非常用負荷は、2系統の直流無停

電電源系のうち 1 系統が停止した場合にあっても、他の 1 系統により原子炉の安全を維持で

きるように負荷を構成する。交流無停電電源系及び直流無停電電源系の主な負荷を以下に示

す。 

 

交流無停電電源系 

原子炉保護系（関連する核計装、プロセス計装及び放射線管理設備を含む。） 

格納容器（隔離弁（制御用電源）） 

中央制御室制御盤等（一部現場盤を含む。） 

直流無停電電源系 

１次主冷却系（１次主循環ポンプポニーモータ） 

１次補助冷却系（サイフォンブレーク弁） 

格納容器（隔離弁（駆動用電源）） 

中央制御室制御盤等（一部現場盤を含む。） 

非常灯 

 

10.3～10.5 

（省略） 

 

10.6 ガス供給設備 

 （省略） 

10.6.1 アルゴンガス供給設備 

 （省略） 

アルゴンガスは、タンクローリ等により、液体アルゴン貯蔵タンクに供給される。 

（省略） 

10.6.2 窒素ガス供給設備 

 （省略） 

アルゴンガスは、タンクローリ等により、液体窒素貯蔵タンクに供給される。 

（省略） 

対して 100％の容量を有し、かつ、2時間の放電ができるものを 2系統の交流無停電電源系に

各 1組（合計：2組）設置するものとする。なお、非常用負荷は、2系統の交流無停電電源系

のうち 1 系統が停止した場合にあっても、他の 1 系統により原子炉の安全を維持できるよう

に負荷を構成する。直流無停電電源系の各系統は、整流装置、蓄電池、負荷電圧補償装置及び

母線から構成し、常時は独立に使用されるものとする。直流無停電電源系は、通常時にあって

は、常用電源を経由し、非常用ディーゼル電源系の 400V母線等を介して、外部電源より給電

されるものとするが、全交流電源喪失時（外部電源喪失後、ディーゼル発電機が起動し、定格

電圧が確立するまでの時間を含む。）には、蓄電池より電源が供給される。直流無停電電源系

の蓄電池については、容量を 1,800Ahとし、非常用負荷のうち、直流無停電電源系に接続され

る負荷に対して 100％の容量を有し、かつ、2時間の放電ができるものを 2系統の直流無停電

電源系に各 1組（合計：2組）設置するものとする。なお、非常用負荷は、2系統の直流無停

電電源系のうち 1 系統が停止した場合にあっても、他の 1 系統により原子炉の安全を維持で

きるように負荷を構成する。交流無停電電源系及び直流無停電電源系の主な負荷を以下に示

す。 

 

交流無停電電源系 

原子炉保護系（関連する核計装、プロセス計装及び放射線管理設備を含む。） 

格納容器（隔離弁（制御用電源）） 

中央制御室制御盤等（一部現場盤を含む。） 

直流無停電電源系 

１次主冷却系（１次主循環ポンプポニーモータ） 

１次補助冷却系（サイフォンブレーク止弁） 

格納容器（隔離弁（駆動用電源）） 

中央制御室制御盤等（一部現場盤を含む。） 

非常灯 

 

10.3～10.5 

（変更なし） 

 

10.6 ガス供給設備 

 （変更なし） 

10.6.1 アルゴンガス供給設備 

 （変更なし） 

アルゴンガスは、タンクローリー等により、液体アルゴン貯蔵タンクに供給される。 

 （変更なし） 

10.6.2 窒素ガス供給設備 

（変更なし） 

アルゴンガスは、タンクローリー等により、液体窒素貯蔵タンクに供給される。 

 （変更なし） 
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10.7～10.8 

 （省略） 

 

10.9 消火設備 

火災（ナトリウムが漏えいした場合に生じるナトリウムの燃焼を含む。）により、原子炉施設の安全

性が損なわれないようにするため、以下の消火設備を設ける。なお、消火設備は、破損、誤作動又は

誤操作が起きた場合においても原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないように設計する。 

 

 

 

 

（１）可搬式消火器（ナトリウムが漏えいした場合に生じるナトリウムの燃焼に対しては、特

殊化学消火剤を用いた可搬式消火器を使用） 

（２）固定式消火設備 

（３）消火用ホース類（ナトリウムを取り扱う区域（管理区域を包絡）を除いた区域（屋外等）

で使用） 

また、火災を早期に感知するための火災感知設備を設ける。火災感知設備は、火災感知器が作動し

た場合に中央制御室に警報を発し、かつ、火災の発生場所が特定できるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7～10.8 

（変更なし） 

 

10.9 火災防護対策設備 

設計基準において想定される火災により、原子炉施設の安全性が損なわれないようにするため、以

下の火災防護対策設備を設ける。 

10.9.1 消火設備 

設計基準において想定される火災により、原子炉施設の安全性が損なわれないようにするた

め、以下の消火設備を設ける。 

なお、消火設備は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても原子炉を安全に停止させ

るための機能を損なわないように設計する。 

（１）可搬式消火器（ナトリウム燃焼に対しては、特殊化学消火剤を用いた可搬式消火器を、

一般火災に対しては、ＡＢＣ消火器又は二酸化炭素消火器を使用） 

（２）固定式消火設備（ハロン消火設備） 

（３）消火用ホース類（ナトリウムを取り扱う区域（管理区域を包絡）を除いた区域（屋外等）

で使用） 

10.9.2 感知設備 

設計基準において想定される火災により、原子炉施設の安全性が損なわれないようにするた

め、以下の感知設備（ナトリウム漏えいの検出器及び火災感知設備をいう。）を設ける。これらが

作動した場合に中央制御室に警報を発し、かつ、火災の発生場所が特定できるものとする。 

（１）ナトリウム漏えい検出器 

・ 光学式（主冷却器及び補助冷却器に使用） 

・ 通電式（主冷却器及び補助冷却器以外に使用） 

（２）火災感知設備 

・ アナログ式の煙感知器 

・ アナログ式の熱感知器 

・ アナログ式の熱感知カメラ 

・ 防爆型の非アナログ式の煙感知器 

・ 防爆型の非アナログ式の熱感知器 

・ 非アナログ式の炎感知器（赤外線方式） 

 

10.10 通信連絡設備 

敷地内に事象発生の指示や避難指示等必要な指示を行うための通信連絡設備は、構内一斉放送設

備、非常用放送設備及び送受話器(ページング)から構成する。構内一斉放送設備は、敷地内にいる

人に対し指示できるものとし、非常用放送設備は、原子炉施設内の人に対し、中央制御室から指示

できるものとする。また、送受話器（ページング）は、中央制御室と関連する現場との間で通信連

絡できるものとする。構内一斉放送設備は、大洗研究所で共用するものであり、外部電源喪失時に

あっても使用できるよう、専用の非常用発電機（第 10.10.1 表参照）を有する。非常用放送設備及
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び送受話器(ページング)は、外部電源喪失時にあっても使用できるよう、非常用ディーゼル電源系

に接続する。 

大洗研究所内に設置される現地対策本部から関係官庁等の異常時通報連絡先機関等へ連絡を行う

ための通信連絡設備については、一般電話回線の固定電話、災害時優先回線の携帯電話及びファク

シミリ並びに衛星回線の携帯電話等により、専用であって多様性を確保したものとする。なお、多

量の放射性物質等を放出する事故が発生した場合においては、災害時優先回線及び衛星回線の携帯

電話等により通信連絡設備の多様性を確保したものとする。 

（1）一般電話回線 

一般電話回線は、通信事業者が提供する公衆交換電話網であり、公衆交換電話網に加入する

大洗研究所外の任意の場所と相互に通信連絡を行うことができる。緊急時対策所には、一般電

話回線を使用する固定電話機を配備する。 

（2）災害時優先回線 

災害時優先回線は、発信規制や接続規制等の通信制限を受けることなく、通信事業者が提供

する公衆交換電話網により、公衆交換電話網に加入する大洗研究所外の任意の場所と相互に通

信連絡を行うことができる。緊急時対策所には、災害時優先回線を使用する携帯電話機及びフ

ァクシミリを配備する。 

（3）衛星回線 

衛星回線は、通信衛星を用いた電話回線であり、通信事業者が提供する公衆交換電話網が使

用できない場合にあっても、大洗研究所外の任意の場所と相互に通信連絡を行うことができる。

緊急時対策所には、衛星回線を使用する衛星携帯電話機を配備する。 

大洗研究所内部における必要箇所との間の通信連絡設備は、一般電話回線の固定電話及びフ

ァクシミリ、災害時優先回線の携帯電話等により多様性を備え、相互に連絡ができるものとす

る。 

なお、固定電話はメタル回線に接続し、携帯電話は、バッテリー内蔵型（充電式）とするこ

とで、外部電源喪失時にあっても使用できるものとする。 

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、原子炉施設保安規定

を定める。原子炉施設保安規定には、通信連絡設備について、以下の内容を含む手順を定め、

適切な管理を行う。 

・ 通信連絡設備の必要数及び保管設置に関すること。 

・ 通信連絡設備の準備及び整備に関すること。 

 

第 10.10.1表 構内一斉放送設備専用の非常用発電機の仕様 

非常用発電機   

型  式 単相交流発電機 

電  圧 100 V 

出  力 8 kVA以上 

基  数 １ 

燃  料 軽油 
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10.10 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材 

原子炉施設は、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故が発生した場合において、当該事

故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものとする。 

「燃料体の損傷が想定される事故」においては、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する

事故について、炉心の著しい損傷を防止するための措置を講じるとともに、炉心の著しい損傷の可能

性が生じる場合に、その拡大を防止し、あるいは施設からの多量の放射性物質等の放出を防止するた

めの措置を講じることを基本方針とする。 

「使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故」においては、使

用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失する事故について、使用済燃料の損傷を防止するための措置を講

じることを基本方針とする。 

また、上記の事故を上回る事象として、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズム等により、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損に至ることを仮想的に想定し、事業所

外への放射性物質の放出抑制措置を講じることを基本方針とする。 

原子炉施設には、プラント状態に応じて、以下の資機材をあらかじめ整備し、これらの措置に使用

できるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.11 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材 

原子炉施設は、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故が発生した場合において、当該事

故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものとする。 

「燃料体の損傷が想定される事故」においては、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する

事故について、炉心の著しい損傷を防止するための措置を講じるとともに、炉心の著しい損傷の可能

性が生じる場合に、その拡大を防止し、あるいは施設からの多量の放射性物質等の放出を防止するた

めの措置を講じることを基本方針とする。 

「使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故」においては、使

用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失する事故について、使用済燃料の損傷を防止するための措置を講

じることを基本方針とする。 

また、上記の事故を上回る事象として、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズム等により、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損並びに大規模ナトリウム火災に至る

ことを仮想的に想定し、事業所外への放射性物質の放出抑制措置を講じることを基本方針とする。 

原子炉施設には、プラント状態に応じて、以下の資機材及び資機材の機能に必要な関連設備をあら

かじめ整備し、これらの措置に使用できるものとする。 

（１）資機材の設計方針 

資機材は、多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための措置が必要な場合にそ

の機能を十分に発揮できるよう、次のような条件を備えた信頼性を確保した設計とする。 

（ⅰ）多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故等が発生した場合における環境条件に

おいて、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故等に対処するために必要な

機能を有効に発揮するものであること。 

（ⅱ）多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

（ⅲ）健全性を確認するため、原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるもので

あること。 

（ⅳ）多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故等が発生した場合において本来の用

途以外の用途として使用する資機材にあっては、通常時に使用する系統から速やか

に切り替えられる機能を備えるものであること。 

（ⅴ）原子炉施設内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

（ⅵ）多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故等が発生した場合において資機材の操

作を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない操作場所を選定するこ

と。 

（ⅶ）多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

（ⅷ）二以上の試験研究用等原子炉施設と共用しないものであること。 

（ⅸ）共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう設計する。 

a. 設計基準事故に対処するための設備に対して、可能な限り多様性及び独立性を考慮

する。 
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（１）「燃料体の損傷が想定される事故」に係る資機材 

炉心の著しい損傷を防止するための措置、及び炉心の著しい損傷の可能性が生じる場合に、

その拡大を防止し、あるいは施設からの多量の放射性物質等の放出を防止するための措置に

用いる資機材を以下に示す。 

 

 

制御棒及び制御棒駆動系 

 

後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 格納容器破損防止措置は、炉心損傷防止措置の機能喪失を仮定して措置を整備する。 

c. 基準地震動による地震力に対して機能を喪失しないように整備する。また、原子炉

の停止機能に係る資機材は耐震 Sクラスとする。 

d. 火災により機能を喪失しないよう火災防護対策を講じる。火災防護対策を講じる設

計を行うに当たり、資機材を設置する区域を火災区域及び火災区画に設定する。設

定する火災区域及び火災区画に対して、火災の発生防止並びに早期に火災の感知及

び消火を行うことができるように必要な火災防護対策を講じる。 

e. 電源が必要な資機材は、非常用電源設備又は仮設電源設備から給電する。なお、非

常用電源設備の燃料は、4日間以上の連続運転に必要な量を貯留するものとする。 

（ⅹ）可搬型の資機材にあっては、以下に掲げる設計とする。 

a. 常設設備と容易かつ確実に接続することができるものとする。 

b. 多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故等が発生した場合において資機材

の設置及び操作を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置

場所を選定すること。 

c. 共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう常設設備と異なる保管場所に保管すること。 

d. 多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故等が発生した場合において運搬

し、通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものとすること。 

 

（２）「燃料体の損傷が想定される事故」に係る資機材 

炉心の著しい損傷を防止するための措置、及び炉心の著しい損傷の可能性が生じる場合に、

その拡大を防止し、あるいは施設からの多量の放射性物質等の放出を防止するための措置に

用いる資機材を以下に示す。安全施設を資機材として使用するものは、各安全施設の設備に記

載のとおり、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故等に対処するために必要な機

能を有効に発揮するものとする。 

a.制御棒及び制御棒駆動系 

設備については、「3.9.1 制御棒及び制御棒駆動系」に示す。 

b.後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系 

後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系は、制御棒及び制御棒駆動系に

よる原子炉停止が不能の場合にも原子炉を停止できるよう、次のような条件を備え

た信頼性を確保した設計とする。 

ｲ. 後備炉停止制御棒は保持電磁石の励磁により把持するものとし、保持電磁石の励

磁断により、自動的に重力等により落下し、炉心に挿入される信頼性の高い設計

とする。 

ﾛ. 後備炉停止制御棒は、周囲の集合体とは独立し、駆動範囲を空洞にした後備炉停

止制御棒駆動機構下部案内管内に配置し、通常運転時から、後備炉停止制御棒の

過半が後備炉停止制御棒駆動機構下部案内管内に位置し、挿入が阻害されない設

計とする。 

ﾊ. 後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系は、地震時の相対変位による衝
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制御棒連続引抜き阻止インターロック 

 

 

 

 

原子炉保護系（スクラム） 

 

原子炉保護系（アイソレーション） 

 

後備炉停止系用論理回路 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材バウンダリ 

 

 

 

 

 

原子炉カバーガス等のバウンダリ 

 

格納容器バウンダリ 

 

 

 

 

 

非常用冷却設備及び補助冷却設備 

 

安全容器（コンクリート遮へい体冷却系を含む。） 

突及び拘束により挿入性が阻害されず、地震による共通原因により、主炉停止系

と同時に機能を喪失しない設計とする。 

ﾆ. 制御棒及び後備炉停止制御棒は、他の高速炉も含めて、挿入に失敗した事例は

なく、実機の実績に基づく設計、製作及び保守により信頼性を確保する。 

設備については、「3.9.2 後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系」に示

す。 

なお、後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系の動作に必要な信号の発

生は、f.後備炉停止系用論理回路に示すとおり、多様性を備えたものとする。 

c.制御棒連続引抜き阻止インターロック 

制御棒連続引抜き阻止インターロックは、運転モードスイッチ「高出力モード」に

おける出力運転中に、制御棒の連続引抜き時間が3秒となると、引抜きを自動的に阻止

するタイマーリレーを引抜回路に設けることにより、引抜きを自動的に阻止できるも

のとする。 

d.原子炉保護系（スクラム）（手動スクラムを含む。） 

設備については、「6.5.2.1 原子炉保護系（スクラム）」に示す。 

e.原子炉保護系（アイソレーション） 

設備については、「6.5.2.2 原子炉保護系（アイソレーション）」に示す。 

f.後備炉停止系用論理回路 

設計基準事故で考慮する安全保護回路の論理回路による原子炉保護系（スクラム）

の動作に失敗した場合に、代替原子炉トリップ信号により作動する後備炉停止系用論

理回路を設け、自動的に後備炉停止制御棒を炉心に挿入することにより、原子炉を自

動停止できるものとし、論理回路の作動に係る多様性及び独立性を確保する。（第

10.11.1図参照）。 

g.原子炉冷却材バウンダリ 

設備については、「5.2 １次主冷却系」に示す。 

h.冷却材バウンダリ 

設備については、「5.3 ２次主冷却系」に示す。 

i.原子炉容器リークジャケット 

設備については、「3.11 原子炉容器」に示す。 

j.原子炉カバーガス等のバウンダリ（安全板を含む。） 

設備については、「5.8 アルゴンガス設備（１）１次アルゴンガス系」に示す。 

k.格納容器バウンダリ 

設備については、「9.2.1 格納容器」に示す。 

l.１次主冷却系サイフォンブレーク配管 

設備については、「5.2 １次主冷却系  5.2.2.3 配管」に示す。 

m.１次補助冷却系サイフォンブレーク止弁 

設備については、「5.5 補助冷却設備（１）１次補助冷却系」に示す。 

n.非常用冷却設備及び補助冷却設備 

設備については、「5.4 非常用冷却設備及び5.5 補助冷却設備」に示す。 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

断熱材及びヒートシンク材 

 

 

 

関連する核計装 

 

関連するプロセス計装 

 

 

 

 

仮設電源設備（燃料油運搬設備を含む。） 

 

仮設計器 

 

 

（２）「使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故」に係る資

機材 

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合に、使用済燃料の損傷を防止するための措

置に用いる資機材を以下に示す。 

可搬式ポンプ及びホース 

 

 

 

 

 

 

 

水冷却浄化設備サイフォンブレーカー 

 

 

 

（３）「大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等により、炉心の

著しい損傷及び格納容器の破損に至る想定」に係る資機材 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等により、炉心の

著しい損傷及び格納容器の破損に至る想定において、事業所外への放射性物質の放出を抑制

するための措置に用いる資機材を以下に示す。 

o.安全容器（コンクリート遮へい体冷却系を含む。） 

設備については、「9.2.4 安全容器及び9.2.7 コンクリート遮へい体冷却系」に

示す。 

p.断熱材及びヒートシンク材 

安全板からナトリウムが流出した場合の熱的影響を緩和するため、格納容器（床

下）の安全板を設置する室の鋼製のライナ上に、断熱材及びヒートシンク材（アルミ

ナ）を整備する。 

q.関連する核計装 

設備については、「6.2 核計装」に示す。 

r.関連するプロセス計装 

設備については、「6.3 プロセス計装」に示す。 

s.遅発中性子法燃料破損検出設備 

設備については、「6.4 燃料破損検出系  6.4.2 主要設備（１）遅発中性子法燃料

破損検出設備」に示す。 

t.仮設電源設備（燃料油運搬設備を含む。） 

原子炉の監視に必要な容量（1.6kVA）を有する 2組の仮設電源設備を配備する。 

u.仮設計器 

温度検出器等の指示値の確認に必要な抵抗測定等のための仮設計器を配備する。 

 

（３）「使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故」に係る資

機材 

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合に、使用済燃料の損傷を防止するための措

置に用いる資機材を以下に示す。 

a.可搬式ポンプ及びホース 

可搬式ポンプは、給水に必要な容量（最大吐出量 100l/min以上、揚程 20m以上）を有

する 2台（内予備 1台）を配備する。また、ホースは、給水に必要な容量（10本（20ｍ

/本（内予備 2本）））を配備する。なお、水源には夏海湖（過去最低貯水量：約 193,000m3）

を使用する。 

b.水冷却池 

設備については、「4.2.2.2 使用済燃料貯蔵設備 （1）原子炉附属建物使用済燃料貯

蔵設備」に示す。 

c.水冷却浄化設備サイフォンブレーカー 

水冷却浄化設備の各配管に、サイフォン現象による水位低下時に、開口部開放による

受動的なサイフォンブレーク機能を有するサイフォンブレーク孔を整備する。 

 

（４）「大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等により、炉心の

著しい損傷及び格納容器の破損並びに大規模ナトリウム火災に至る想定」に係る資機材 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等により、炉心の

著しい損傷及び格納容器の破損並びに大規模ナトリウム火災に至る想定において、事業所外
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

仮設カバーシート 

仮設放水設備 

 

 

特殊化学消火剤 

 

 

 

 

 

移動式揚重設備 

資機材運搬車両 

防護機材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

への放射性物質の放出を抑制するための措置に用いる資機材を以下に示す。 

 

資機材の名称 資機材を使用する対策 

仮設カバーシート 事業所外への放射性物質等の放出抑制対策 

仮設放水設備 事業所外への放射性物質等の放出抑制対策、

大規模な火災の消火活動 

泡消火設備 大規模な火災の消火活動 

特殊化学消火剤 大規模な火災の消火活動 

乾燥砂消火剤 大規模な火災の消火活動 

消火剤遠隔散布設備 大規模な火災の消火活動 

仮設不活性ガス送気設備 大規模な火災の消火活動、 

格納容器破損緩和対策 

仮設給電設備 炉心損傷緩和対策 

移動式揚重設備 各対策 

資機材運搬車両 各対策 

防護機材 各対策 
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10.11 実験設備 

（省略） 

 

10.11.1 計測線付実験装置 

（省略） 

 

10.11.2 照射用実験装置 

（１）主要設備 

照射用実験装置は、高速増殖炉用燃料・材料の照射試験等を行うための設備であり、照

射物には、燃料体に該当しない核燃料物質（プルトニウム、ウラン又はトリウムの単体又

は混合物の化合物又は金属）、マイナーアクチニド、核分裂生成物、高速炉用材料等（これ

らの混合物を含む。）を使用する。 

照射用実験装置は、本体設備と必要に応じてスペクトル調整設備で構成される。本体設

備は、ステンレス鋼の六角形のラッパ管、エントランスノズル及びハンドリングヘッドか

ら構成し、照射試料をラッパ管に内包した構造を有する（第 10.11.2図参照）。照射試料は、

照射物をステンレス鋼の照射試料キャプセルに密封した構造を有する。核燃料物質、マイ

ナーアクチニド、核分裂生成物を装填する場合は、照射試料をＳＵＳ３１６相当ステンレ

ス鋼の外側容器に装填する。外側容器には開放型と密封型があり、先行試験用γ型コンパ

ートメントの内壁構造容器若しくは基礎試験用 γ 型コンパートメントの密封構造容器と

同等の構造を有する。照射試料キャプセルの破損が生じた場合でも、外側容器の健全性を

確保する。内壁構造容器と同等の構造の外側容器を使用する場合にあっては、外側容器の

冷却材出口部を多数の小口径の孔とする等、万一、照射試料キャプセルが破損した場合で

も、炉心燃料集合体の冷却を阻害するおそれのある粒径の照射試料粒子が照射用実験装置

の外側へ漏れ出ない構造とする。主要仕様を第 10.11.1表に示す。 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

スペクトル調整設備は、ステンレス鋼の六角形のラッパ管、エントランスノズル及びハ

ンドリングヘッドから構成し、ベリリウム若しくは水素含有金属等をラッパ管に内包した

構造を有する。 

本体設備及びスペクトル調整設備の外形主要寸法は、ラッパ管を有する他の炉心構成要

素と同じである。 

本体設備は、炉心の核熱特性に影響を与えない範囲で、炉心内の任意の位置に装荷して

使用する。スペクトル調整設備は、照射試験の目的に応じて、照射位置における中性子ス

ペクトルを調整するため、炉心の核熱特性に影響を与えない範囲で、本体設備の周囲に装

荷する（炉心燃料領域を除く。）。 

（２）～（４） 

 （省略） 

 

第 10.11.1表 照射用実験装置の主要仕様 

 

 第 10.11.1図 計測線付実験装置（自己作動型炉停止機構開発用） 

第 10.11.2図（1／2） 照射用実験装置（参考用：本体設備 1/2） 

 第 10.11.2図（2／2） 照射用実験装置（参考用：本体設備 2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12 実験設備 

（変更なし） 

 

10.12.1 計測線付実験装置 

（変更なし） 

 

10.12.2 照射用実験装置 

（１）主要設備 

照射用実験装置は、高速増殖炉用燃料・材料の照射試験等を行うための設備であり、照

射物には、燃料体に該当しない核燃料物質（プルトニウム、ウラン又はトリウムの単体又

は混合物の化合物又は金属）、マイナーアクチニド、核分裂生成物、高速炉用材料等（これ

らの混合物を含む。）を使用する。 

照射用実験装置は、本体設備と必要に応じてスペクトル調整設備で構成される。本体設

備は、ステンレス鋼の六角形のラッパ管、エントランスノズル及びハンドリングヘッドか

ら構成し、照射試料をラッパ管に内包した構造を有する（第 10.12.2図参照）。照射試料は、

照射物をステンレス鋼の照射試料キャプセルに密封した構造を有する。核燃料物質、マイ

ナーアクチニド、核分裂生成物を装填する場合は、照射試料をＳＵＳ３１６相当ステンレ

ス鋼の外側容器に装填する。外側容器には開放型と密封型があり、先行試験用γ型コンパ

ートメントの内壁構造容器若しくは基礎試験用 γ 型コンパートメントの密封構造容器と

同等の構造を有する。照射試料キャプセルの破損が生じた場合でも、外側容器の健全性を

確保する。内壁構造容器と同等の構造の外側容器を使用する場合にあっては、外側容器の

冷却材出口部を多数の小口径の孔とする等、万一、照射試料キャプセルが破損した場合で

も、炉心燃料集合体の冷却を阻害するおそれのある粒径の照射試料粒子が照射用実験装置

の外側へ漏れ出ない構造とする。主要仕様を第 10.12.1表に示す。 

スペクトル調整設備は、ステンレス鋼の六角形のラッパ管、エントランスノズル及びハ

ンドリングヘッドから構成し、ベリリウム若しくは水素含有金属等をラッパ管に内包した

構造を有する。 

本体設備及びスペクトル調整設備の外形主要寸法は、ラッパ管を有する他の炉心構成要

素と同じである。 

本体設備は、炉心の核熱特性に影響を与えない範囲で、炉心内の任意の位置に装荷して

使用する。スペクトル調整設備は、照射試験の目的に応じて、照射位置における中性子ス

ペクトルを調整するため、炉心の核熱特性に影響を与えない範囲で、本体設備の周囲に装

荷する（炉心燃料領域を除く。）。 

（２）～（４） 

 （変更なし） 

 

第 10.12.1表 照射用実験装置の主要仕様 

 

 第 10.12.1図 計測線付実験装置（自己作動型炉停止機構開発用） 
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 第 10.12.2図（1／2） 照射用実験装置（参考用：本体設備 1/2） 

 第 10.12.2図（2／2） 照射用実験装置（参考用：本体設備 2/2） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類９（1. 放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する基本方針）】 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

1.  放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する基本方針 

 （省略） 

 

1.  放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する基本方針 

 （変更なし） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類９（3. 放射性廃棄物の廃棄）】 
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3. 放射性廃棄物の廃棄 

 

3.1 放射性気体廃棄物処理及び放出管理 

3.1.1 放射性気体廃棄物の発生源と推定発生量 

（１）放射性気体廃棄物の発生源 

 放射性気体廃棄物のうち主要なものは、原子炉建物内の１次アルゴンガス系等から排出さ

れる放射性廃ガスである。これらの放射性廃ガスを処理するため、気体廃棄物処理設備を設け

る。原子炉建物内の１次アルゴンガス系等から排出される放射性廃ガスは、気体廃棄物処理設

備において、廃ガスコレクションヘッダに集約された後、廃ガスクーラー及び廃ガス浄化用フ

ィルタを経由し、圧縮機に導入される。アルゴン廃ガスモニタにより、放射性廃ガス中の放射

性物質の濃度を測定し、当該濃度が「線量告示」に定める濃度限度以下であることを確認した

場合には、圧縮機に導入された廃ガスは、廃ガス浄化用フィルタを経由し、直接、主排気筒に

送られる。なお、廃ガス浄化用フィルタには、圧縮機の上流に設けられるフィルタユニット（2

基（予備 1基）：プレフィルタ及び高性能フィルタから構成）及び主排気筒の上流に設けられ

るフィルタユニット（2 基（予備 1 基）：プレフィルタ、高性能フィルタ及びチャコールフィ

ルタから構成）がある。 

放射性廃ガス中の放射性物質の濃度が濃度限度を超える場合には、圧縮機に導入された廃

ガスは、貯留タンクに圧入貯蔵される。なお、コンクリート遮へい体冷却系等より排出される

廃ガスについては、当該廃ガス用のフィルタユニットを経由し、送風機により直接、主排気筒

に送られるが、窒素廃ガスモニタにより、放射性廃ガス中の放射性物質の濃度を測定し、当該

濃度が「線量告示」に定める濃度限度を超える場合には、貯留タンクに圧入貯蔵される。圧入

貯蔵された廃ガスは、アルゴン廃ガスモニタ又はサンプリングによる測定により、放射性物質

の濃度が濃度限度以下に減衰したことを確認した後、廃ガス浄化用フィルタを経由し、主排気

筒に送られる。  

 

 

（２）放射性気体廃棄物の推定発生量 

放射性気体廃棄物の発生量の推定にあたっては、全ての燃料集合体の燃焼度が一様に最高

燃焼度に達した場合に炉心に蓄積される希ガス及びよう素の 1％に相当する量が、１次冷却材

中に放出された状態で運転を継続した場合を仮定するものとする。なお、廃ガスには、アルゴ

ンガスと窒素ガスの放射化により生成された放射性核種が含まれる。このうち、比較的半減期

の長いものは、Ar-41 及び C-14 であるが、その放出量は、上記で仮定する放射性気体廃棄物

と比較して無視できる程度である。 

全ての燃料集合体の燃焼度が一様に最高燃焼度に達した状態で燃料破損が生じた場合に、

１次冷却材中に放出される希ガス及びよう素の量は以下の式により計算する。 

 

( ) ( )oiT

if

I

i eYKFwR
−−= 1  

ここで (RiI)w：全ての燃料集合体の燃焼度が一様に最高燃焼度に達した状態で燃

3. 放射性廃棄物の廃棄 

 

3.1 放射性気体廃棄物処理及び放出管理 

3.1.1 放射性気体廃棄物の発生源と推定発生量 

（１）放射性気体廃棄物の発生源 

 放射性気体廃棄物のうち主要なものは、原子炉建物内の１次アルゴンガス系等から排出さ

れる放射性廃ガスである。これらの放射性廃ガスを処理するため、気体廃棄物処理設備を設け

る。 

原子炉建物内の１次アルゴンガス系等から排出される放射性廃ガスは、気体廃棄物処理設

備において、廃ガスコレクションヘッダに集約された後、廃ガスクーラ及び廃ガス浄化用フィ

ルタを経由し、圧縮機に導入される。 

アルゴン廃ガスモニタにより、放射性廃ガス中の放射性物質の濃度を測定し、当該濃度が

「線量告示」に定める濃度限度以下であることを確認した場合には、圧縮機に導入された廃ガ

スは、廃ガス浄化用フィルタを経由し、直接、主排気筒に送られる。なお、廃ガス浄化用フィ

ルタには、圧縮機の上流に設けられるフィルタユニット I（2基（予備 1基）：プレフィルタ及

び高性能フィルタから構成）及び主排気筒の上流に設けられるフィルタユニットⅡ（2基（予

備 1基）：プレフィルタ、高性能フィルタ及びチャコールフィルタから構成）がある。 

放射性廃ガス中の放射性物質の濃度が濃度限度を超える場合には、圧縮機に導入された廃

ガスは、貯留タンクに圧入貯蔵される。 

なお、コンクリート遮へい体冷却系等より排出される廃ガスについては、当該廃ガス用のフ

ィルタユニットを経由し、送風機により直接、主排気筒に送られるが、窒素廃ガスモニタによ

り、放射性廃ガス中の放射性物質の濃度を測定し、当該濃度が「線量告示」に定める濃度限度

を超える場合には、貯留タンクに圧入貯蔵される。 

圧入貯蔵された廃ガスは、アルゴン廃ガスモニタ又はサンプリングによる測定により、放射

性物質の濃度が濃度限度以下に減衰したことを確認した後、廃ガス浄化用フィルタを経由し、

主排気筒に送られる。  

（２）放射性気体廃棄物の推定発生量 

放射性気体廃棄物の発生量の推定にあたっては、全ての燃料集合体の燃焼度が一様に最高

燃焼度に達した場合に炉心に蓄積される希ガス及びよう素の 1％に相当する量が、１次冷却材

中に放出された状態で運転を継続した場合を仮定するものとする。なお、廃ガスには、アルゴ

ンガス、窒素ガス及び冷却材中不純物の放射化により生成された放射性核種が含まれる。この

うち、比較的半減期の長いものは、Ar-41 及び C-14 であるが、その放出量は、上記で仮定す

る放射性気体廃棄物と比較して無視できる程度である。 

全ての燃料集合体の燃焼度が一様に最高燃焼度に達した状態で燃料破損が生じた場合に、

１次冷却材中に放出される希ガス及びよう素の量は以下の式により計算する。 

 

( ) ( )oiT

if

I

i eYKFwR
−−= 1  

ここで (RiI)w：全ての燃料集合体の燃焼度が一様に最高燃焼度に達した状態で燃
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料破損が生じた場合に、１次冷却材中に放出される希ガス及びよ

う素の量（Bq） 

Ff：破損燃料割合 0.01 

K：1秒当たりの核分裂数（fission／s） 

Yi：核種 iの核分裂収率 

λi：核種ｉの崩壊定数（1／s） 

To：最高燃焼度に対応する積算運転時間（s） 

 

また、その後の継続運転により破損した燃料集合体より放出される希ガス及びよう素の量

は以下の式により計算する。 

 

( ) iif

c

i YKFwR =   

ここで (RiC)w：継続運転により破損した燃料集合体より放出される希ガス及びよ

う素の量（Bq） 

 

これらの希ガス及びよう素は、気体廃棄物処理設備において、廃ガスコレクションヘッダに

集約された後、廃ガスクーラー及び廃ガス浄化用フィルタを経由し、圧縮機に導入される。ア

ルゴン廃ガスモニタにより、放射性廃ガス中の放射性物質の濃度を測定し、当該濃度が 1.1×

103Bq／cm3以上の場合には、圧縮機に導入された廃ガスは、貯留タンクに圧入貯蔵される。圧

入貯蔵された廃ガスは、アルゴン廃ガスモニタ又はサンプリングによる測定により、放射性物

質の濃度が濃度限度以下に減衰したことを確認した後、廃ガス浄化用フィルタを経由し、主排

気筒に送られる。貯留タンクを経由して放出（間欠放出）される希ガス及びよう素の年間放出

量は、約 5.9×1014Bq／y及び約 8.7×108Bq／y である（第 3.1.1 表参照）。なお、よう素の年

間放出量の評価にあっては、１次冷却材中に存在するよう素の 10-3％が１次アルゴンガス中に

移行することとし、保守的に、気体廃棄物処理設備における配管壁等でのプレートアウト等は

考慮しないものとした。また、廃ガス浄化用フィルタにおけるよう素の除去効率は 90％とし

た。 

また、放射性廃ガス中の放射性物質の濃度を測定し、当該濃度が 1.1×103Bq／cm3未満の場

合には、圧縮機に導入された廃ガスは、貯留タンクをバイパスし、廃ガス浄化用フィルタを経

由して主排気筒に送られ放出される（連続放出）。希ガス及びよう素の年間放出量は、通常運

転時に想定される放射性廃ガス中の放射性物質の濃度及び廃ガス発生量から、約 3.4×1013Bq

／y及び約 3.1×107Bq／y となる（第 3.1.2表参照）。 

なお、限界照射試験時においては、被覆管が開孔することを想定している。限界照射試験用

要素において被覆管が開孔した場合に、１次冷却材中に放出された希ガス及びよう素は、１次

アルゴンガス中に移行し、上述したルートで、貯留タンクを経由して放出される。限界照射試

験時における希ガス及びよう素の年間放出量は、約 8.3×1012Bq／y 及び約 1.0×107Bq／y で

ある（第 3.1.3表参照）。これらは、全ての燃料集合体の燃焼度が一様に最高燃焼度に達した

場合に炉心に蓄積される希ガス及びよう素の 1％に相当する量が、１次冷却材中に放出された

料破損が生じた場合に、１次冷却材中に放出される希ガス及びよ

う素の量（Bq） 

Ff：破損燃料割合 0.01 

K：1秒当たりの核分裂数（fission／s） 

Yi：核種 iの核分裂収率 

λi：核種ｉの崩壊定数（1／s） 

To：最高燃焼度に対応する積算運転時間（s） 

 

また、その後の継続運転により破損した燃料集合体より放出される希ガス及びよう素の量

は以下の式により計算する。 

 

( ) iif

c

i YKFwR =   

ここで (RiC)w：継続運転により破損した燃料集合体より放出される希ガス及びよ

う素の量（Bq） 

 

これらの希ガス及びよう素は、気体廃棄物処理設備において、廃ガスコレクションヘッダに

集約された後、廃ガスクーラ及び廃ガス浄化用フィルタを経由し、圧縮機に導入される。 

アルゴン廃ガスモニタにより、放射性廃ガス中の放射性物質の濃度を測定し、当該濃度が

1.1×103Bq／cm3 以上の場合には、圧縮機に導入された廃ガスは、貯留タンクに圧入貯蔵され

る。圧入貯蔵された廃ガスは、アルゴン廃ガスモニタ又はサンプリングによる測定により、放

射性物質の濃度が濃度限度以下に減衰したことを確認した後、廃ガス浄化用フィルタを経由

し、主排気筒に送られる。 

貯留タンクを経由して放出（間欠放出）される希ガス及びよう素の年間放出量は、約 5.9×

1014Bq／y及び約 8.7×108Bq／yである（第 3.1.1表参照）。なお、よう素の年間放出量の評価

にあっては、１次冷却材中に存在するよう素の 10-3％が１次アルゴンガス中に移行することと

し、保守的に、気体廃棄物処理設備における配管壁等でのプレートアウト等は考慮しないもの

とした。また、廃ガス浄化用フィルタにおけるよう素の除去効率は 90％とした。 

また、放射性廃ガス中の放射性物質の濃度を測定し、当該濃度が 1.1×103Bq／cm3未満の場

合には、圧縮機に導入された廃ガスは、貯留タンクをバイパスし、廃ガス浄化用フィルタを経

由して主排気筒に送られ放出される（連続放出）。希ガス及びよう素の年間放出量は、通常運

転時に想定される放射性廃ガス中の放射性物質の濃度及び廃ガス発生量から、約 3.4×1013Bq

／y及び約 3.1×107Bq／y となる（第 3.1.2表参照）。 

なお、限界照射試験時においては、被覆管が開孔することを想定している。限界照射試験用

要素において被覆管が開孔した場合に、１次冷却材中に放出された希ガス及びよう素は、１次

アルゴンガス中に移行し、上述したルートで、貯留タンクを経由して放出される。限界照射試

験時における希ガス及びよう素の年間放出量は、約 8.3×1012Bq／y 及び約 1.0×107Bq／y で

ある（第 3.1.3表参照）。これらは、全ての燃料集合体の燃焼度が一様に最高燃焼度に達した

場合に炉心に蓄積される希ガス及びよう素の 1％に相当する量が、１次冷却材中に放出された
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状態で運転を継続した場合を仮定して評価した希ガス及びよう素の年間放出量に対して十分

に小さく、無視できる程度である。 

 

3.1.2 放射性気体廃棄物の放出管理 

（省略） 

 

第 3.1.1表～第 3.1.3表 （省略） 

 

3.2 放射性液体廃棄物処理及び放出管理 

 （省略） 

 

 

 

 

3.3 放射性固体廃棄物処理 

3.3.1 放射性固体廃棄物の発生源と推定発生量 

   （省略） 

3.3.2 放射性固体廃棄物の管理 

放射性固体廃棄物を貯蔵するため、原子炉施設には、廃棄物処理建物、原子炉附属建物、第

状態で運転を継続した場合を仮定して評価した希ガス及びよう素の年間放出量に対して十分

に小さく、無視できる程度である。 

 

3.1.2 放射性気体廃棄物の放出管理 

（変更なし） 

 

第 3.1.1表～第 3.1.3表 （変更なし） 

 

3.2 放射性液体廃棄物処理及び放出管理 

（変更なし） 

 

第 3.2.1表 放射性液体廃棄物の主な発生源及び推定発生量 

 

発生源＊1 排出量 核種＊2 放射性物質濃度 主要な貯留設備 

燃料洗浄廃液 131m3/y 

Sr-90 

Cs-137 

Na-22 及び CP 

7.4×10-1Bq/cm3 

1.3Bq/cm3 

2.2Bq/cm3 

液体廃棄物Ｂ受入タンク 

機器洗浄廃液 158m3/y 

Sr-90 

Cs-137 

Na-22 及び CP 

3.0Bq/cm3 

7.4Bq/cm3 

1.1×103Bq/cm3 

液体廃棄物Ｂ受入タンク 

使用済燃料輸送 

ｷｬｽｸ洗浄廃液 
110m3/y 

Sr-90 

Cs-137 

3.7×10-3～ 

3.7×10-2Bq/cm3 
液体廃棄物Ａ受入タンク 

使用済燃料 

貯蔵設備水冷却池 

ドレン水 

300m3/y 
Sr-90 

Cs-137 

3.7×10-3～ 

3.7×10-2Bq/cm3 
液体廃棄物Ａ受入タンク 

グリッパ 

洗浄廃液 
5m3/y 

Sr-90 

Cs-137 

Na-22 及び CP 

3.0Bq/cm3 

7.4Bq/cm3 

1.1×103Bq/cm3 

アルコール廃液タンク 

ホット実験室廃液 72m3/y FP・他 3.7×10-2Bq/cm3 液体廃棄物Ａ受入タンク 

メンテナンス建物 

ドレン水 
6m3/y FP・他 

3.7×10-3～ 

3.7×10-2Bq/cm3 
液体廃棄物Ａ受入タンク 

廃棄物処理建物 

ドレン水 
6m3/y FP・他 

3.7×10-2～ 

3.7×10-1Bq/cm3 
液体廃棄物Ｂ受入タンク 

照射燃料集合体 

試験施設廃液 

254m3/y 

86m3/y 

FP・Pu,U 他 

同上 

3.7×10-1～3.7Bq/cm3 

3.7～3.7×102Bq/cm3 

液体廃棄物Ａ受入タンク 

液体廃棄物Ｂ受入タンク 

照射材料試験施設 

No.1 セル（αセル） 

廃液 

2m3/y FP・Pu,U 他 
3.7×101 

～3.7×102Bq/cm3 
液体廃棄物Ｂ受入タンク 

固体廃棄物前処理 

施設廃液 
30m3/y FP・Pu,U 他 3.7×10-1～3.7Bq/cm3 液体廃棄物Ａ受入タンク 

＊1：重水臨界実験装置や洗濯設備の廃液も受け入れる場合がある。 

＊2：廃液等にはトリチウムを含む。 

 

3.3 放射性固体廃棄物処理 

3.3.1 放射性固体廃棄物の発生源と推定発生量 

（変更なし） 

3.3.2 放射性固体廃棄物の管理 

放射性固体廃棄物を貯蔵するため、原子炉施設には、廃棄物処理建物、原子炉附属建物、第

第 3.2.1表 放射性廃棄物の主な発生源及び推定発生量 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

二使用済燃料貯蔵建物及びメンテナンス建物に固体廃棄物貯蔵設備を設ける。なお、放射性固

体廃棄物については、減容保管等の処理を行うため、大洗研究所廃棄物管理施設へ移送する。  

固体廃棄物貯蔵設備は、廃棄物処理建物に設ける固体廃棄物Ａ貯蔵設備及び固体廃棄物Ｂ

貯蔵設備並びに原子炉附属建物に設ける原子炉附属建物固体廃棄物貯蔵設備、第二使用済燃

料貯蔵建物に設ける第二使用済燃料貯蔵建物固体廃棄物貯蔵設備及びメンテナンス建物に設

けるメンテナンス建物固体廃棄物貯蔵設備から構成する。廃棄物処理建物の固体廃棄物貯蔵

設備は、固体廃棄物約 1年間分を貯蔵するに十分な能力を有するものとする。また、原子炉附

属建物、第二使用済燃料貯蔵建物及びメンテナンス建物の固体廃棄物貯蔵設備は、保修作業及

び改造工事に伴って発生する固体廃棄物を貯蔵できる能力を有するものとする。固体廃棄物

貯蔵設備は、放射性廃棄物が漏えいし難いものとし、かつ放射性廃棄物による汚染が広がらな

いものとする。なお、金属ナトリウムが付着している、若しくは付着しているおそれのある固

体廃棄物については、必要に応じて、メンテナンス建物に設けた脱金属ナトリウム設備によ

り、金属ナトリウムを安定化するものとし、貯蔵中の火災の発生を防止する。 

 

 

 

 

 

 

第 3.3.1表 放射性固体廃棄物の主な発生源及び推定発生量 

 

発生源 排出量 種類 貯蔵形式 区分 

使用済燃料貯蔵設備他 6m3/y 
使用済イオン 

交換樹脂 
ステンレス鋼製容器 固体廃棄物Ａ 

原子炉附属建物他 100m3/y 使用済フィルタ 
金属製容器 

又は金属製保管庫 
固体廃棄物Ａ 

原子炉附属建物他 20m3/y 

保修作業及び改造工事 

に伴って発生する 

雑固体廃棄物 

カートンボックス、 

ペール缶 

又はドラム缶等 

固体廃棄物Ａ 

廃棄物処理建物 
0.04～

0.06m3/y 
廃液固化体 金属製容器 固体廃棄物Ｂ 

原子炉附属建物他 － 

保修作業及び改造工事 

に伴って発生する 

固体廃棄物 

（雑固体廃棄物を除く。） 

金属製容器等 固体廃棄物Ｂ 

 

 

二使用済燃料貯蔵建物及びメンテナンス建物に固体廃棄物貯蔵設備を設ける。なお、放射性固

体廃棄物については、減容保管等の処理を行うため、大洗研究所廃棄物管理施設へ移送する。  

固体廃棄物貯蔵設備は、廃棄物処理建物に設ける固体廃棄物Ａ貯蔵設備及び固体廃棄物Ｂ

貯蔵設備並びに原子炉附属建物に設ける原子炉附属建物固体廃棄物貯蔵設備、第二使用済燃

料貯蔵建物に設ける第二使用済燃料貯蔵建物固体廃棄物貯蔵設備及びメンテナンス建物に設

けるメンテナンス建物固体廃棄物貯蔵設備から構成する。 

廃棄物処理建物の固体廃棄物貯蔵設備は、固体廃棄物約 1 年間分を貯蔵するに十分な能力

を有するものとする。また、原子炉附属建物、第二使用済燃料貯蔵建物及びメンテナンス建物

の固体廃棄物貯蔵設備は、保修作業及び改造工事に伴って発生する固体廃棄物を貯蔵できる

能力を有するものとする。 

固体廃棄物貯蔵設備は、放射性廃棄物が漏えいし難いものとし、かつ放射性廃棄物による汚

染が広がらないものとする。なお、金属ナトリウムが付着している、若しくは付着しているお

それのある固体廃棄物については、メンテナンス建物に設けた脱金属ナトリウム設備により、

固体廃棄物を直接洗浄するか、又は、除去用の治具類（スクレーパー、ヘラ等）を用いて、金

属ナトリウムを除去する。除去した金属ナトリウムは、脱金属ナトリウム設備により安定化す

るものとし、また、金属ナトリウムが付着している治具類についても同様に安定化し、貯蔵中

の火災の発生を防止する。 

 

 

第 3.3.1表 放射性固体廃棄物の主な発生源及び推定発生量 

 

発生源 排出量 種類 貯蔵形式 区分 

使用済燃料貯蔵設備他 6m3/y 
使用済イオン 

交換樹脂 
ステンレス鋼製容器 固体廃棄物Ａ 

原子炉附属建物他 100m3/y 使用済フィルタ 
金属製容器 

又は金属製保管庫 
固体廃棄物Ａ 

原子炉附属建物他 20m3/y 

保修作業及び改造工事 

に伴って発生する 

雑固体廃棄物 

カートンボックス＊1、 

ペール缶、ドラム缶、

金属製容器又は金属製

保管庫 

固体廃棄物Ａ 

廃棄物処理建物 
0.04～

0.06m3/y 
廃液固化体 金属製容器 固体廃棄物Ｂ 

原子炉附属建物他 －＊2 

保修作業及び改造工事 

に伴って発生する 

固体廃棄物 

（雑固体廃棄物を除く。） 

金属製容器等＊3 固体廃棄物Ｂ 

＊1：可燃性のものについては、金属製容器又は金属製保管庫に保管する。 

＊2：保修作業及び改造工事の内容に応じた排出量であり、固体廃棄物貯蔵設備の能力を超えないように

計画的に排出する。 

＊3：容器に収納することが困難な大型の機械等については、放射性廃棄物の漏えい及び放射性廃棄物に

よる汚染の拡大を防止する措置を講じて保管する場合がある。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類９（5.  放射線モニタリング）】 
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5. 放射線モニタリング 

 

5.1 概要 

（省略） 

 

5.2 主要設備 

5.2.1 屋内管理用の主要な設備の種類 

（１）放射線監視設備 

（ⅰ）～（ⅱ） 

（省略） 

（２）放射線管理関係設備 

放射線管理関係設備として、出入管理設備・汚染検査設備（放射線管理室、汚染検査室、ハ

ンドフットモニタ、手洗い、シャワー、皮膚除染キット及び更衣室等）及び個人被ばくモニタ

リング設備（個人線量計）を設ける。なお、これらは管理区域出入口付近に設けるものとする。

また、定期的及び必要の都度、管理区域内の必要な場所の線量率、空気中の放射性物質の濃度

及び床面等の放射性物質の表面密度を測定するため、サーベイメータ等の可搬型測定器及び

ダストサンプル・スミヤ等の試料を測定するための設備を設ける。これらについても、管理区

域出入口付近に配置するとともに、サーベイメータ等については、十分な台数を確保する。 

 

 

5.2.2 屋外管理用の主要な設備の種類 

原子炉施設には、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原子

炉施設における放射性物質の濃度及び放射線量並びに周辺監視区域の境界付近における放射線

量を監視し、及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を得る

ため、主排気筒には排気筒モニタを、周辺監視区域境界には、大洗研究所で共用する屋外管理

用モニタリングポストを設けるものとし、これらの情報は、中央制御室その他当該情報を伝達す

る必要がある場所に表示できるものとする。また、設計基準事故時における迅速な対応のために

必要な屋外管理用モニタリングポストについては、無停電電源装置等より必要な電源を確保する

とともに、その伝送系は多様性を確保した設計とする。さらに、大洗研究所で共用する気象観

測設備を設けるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 放射線モニタリング 

 

5.1 概要 

（変更なし） 

 

5.2 主要設備 

5.2.1 屋内管理用の主要な設備の種類 

（１）放射線監視設備 

（ⅰ）～（ⅱ） 

（変更なし） 

（２）放射線管理関係設備 

放射線管理関係設備として、出入管理設備・汚染検査設備（放射線管理室、汚染検査室、ハ

ンドフットモニタ、手洗い、シャワー、皮膚除染キット及び更衣室等）及び個人被ばくモニタ

リング設備（個人線量計）を設ける。なお、これらは管理区域出入口付近に設けるものとする。 

また、定期的及び必要の都度、管理区域内の必要な場所の線量率、空気中の放射性物質の濃

度及び床面等の放射性物質の表面密度を測定するため、サーベイメータ等の可搬型測定器及

びダストサンプル・スミヤ等の試料を測定するための設備を設ける。これらについても、管理

区域出入口付近に配置するとともに、サーベイメータ等については、アルファ線用、ベータ線

用、ガンマ線用、中性子線用を設けるものとする。 

 

5.2.2 屋外管理用の主要な設備の種類 

原子炉施設には、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原子

炉施設における放射性物質の濃度及び放射線量並びに周辺監視区域の境界付近における放射線

量を監視し、及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を得る

ため、主排気筒には排気筒モニタを、周辺監視区域境界及び中央付近には、大洗研究所で共用す

る屋外管理用モニタリングポスト 14 基を設けるものとし、設計基準事故時における迅速な対応

のための排気筒モニタ及び屋外管理用モニタリングポスト 9基の情報は、中央制御室その他当該

情報を伝達する必要がある場所に表示できるものとする。 

主排気筒の排気筒モニタの指示又は記録は、中央制御室に設置する放射線監視盤に、屋外管理

用モニタリングポストの指示は、中央制御室の専用の表示器にそれぞれ表示する。運転員は、こ

れらにより、主排気筒の排気筒モニタの指示又は記録及び屋外管理用モニタリングポストの指示

を中央制御室で確認できる。屋外管理用モニタリングポストの指示は、設計基準事故時における

迅速な情報伝達のため、大洗研究所緊急時対策所及び環境監視棟にも専用の表示器を設け表示す

る。 

また、設計基準事故時における迅速な対応のための屋外管理用モニタリングポスト 9 基の伝

送系については、それぞれ有線及び無線を設けることにより多様性を確保した設計とする。 

さらに、大洗研究所で共用する気象観測設備を設けるものとする。 

屋外管理用モニタリングポストについては、非常用発電機（可搬型を含む。）及び無停電電源

装置により必要な電源を確保し、無停電電源装置については、非常用発電機（可搬型を含む。）か
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5.2.3 遮蔽 

（省略） 

 

5.3 線量率等の測定 

原子炉施設の管理区域にあっては、固定モニタ又は携帯モニタ等により、定期的に、外部放射線

に係る線量率、空気中の放射性物質の濃度及び表面密度を測定するものとする。周辺監視区域及び

その周辺区域については、屋外管理用モニタリングポストにより、定期的に、外部放射線に係る線

量率を測定する。また、気象観測設備により、風向及び風速等を測定する。なお、線量率等の測定

の運用等については、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の第 37 条に基づ

く原子炉施設保安規定に定める。 

さらに、放射性廃棄物の廃棄に係る管理の観点で、気体廃棄物については、排気モニタ等により、

排気中の放射性物質の濃度を測定するものとし、放射性物質の放出管理目標値を超えないように運

用する。液体廃棄物についても、同様に、必要な措置を講じるものとし、一般排水溝に排出する液

体廃棄物に含まれる放射性物質について、放出管理目標値を超えないものとする。なお、廃棄物管

理の運用等については、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の第 37 条に基

づく原子炉施設保安規定に定める。 

 

 

5.4 放射線管理設備等の管理 

（省略） 

 

ら電力が供給されるまでの一定時間（90分）の給電ができるものとする。 

なお、これらの電源が枯渇した場合は、サーベイメータによる測定で代替する。 

また、非常用発電機（可搬型を含む。）は無給油で 10時間以上運転可能とし、その燃料は 3日

分を敷地内に保管する。 

非常用発電機の設置場所は各局舎屋外近傍及び環境監視棟建屋内とするとともに、当該非常

用発電機を使用する事象の発生時における環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型非常用発電機については環境監視棟付近の車庫に保管し、当該可搬型非常用発電機を

使用する事象の発生時に運搬車両を用いて設置場所まで運搬する。 

非常用発電機（可搬型を含む。）から電源を供給する屋外管理用モニタリングポストまでは常

設又は仮設のケーブルを接続することにより、直接又は分電盤から無停電電源装置の一次側に電

力を供給し、屋外管理用モニタリングポストを連続稼働できる設計とする。 

非常用発電機を建家内に設置するにあたっては、当該非常用発電機の給気量を考慮した設置

とし、排気は排気管により屋外に排出する設計とする。 

商用電源が喪失した場合、要員の緊急招集を行い、参集した要員により、屋外管理用モニタリ

ングポストに設置した無停電電源装置の電源が枯渇する 90 分までに、可搬型非常用発電機の配

備及び接続も含め、屋外管理用モニタリングポストへの給電ができる設計とする。 

 

5.2.3 遮蔽 

（変更なし） 

 

5.3 線量率等の測定 

原子炉施設の管理区域にあっては、固定モニタ又はサーベイメータ等により、定期的に、外部放

射線に係る線量率、空気中の放射性物質の濃度及び表面密度を測定するものとする。 

周辺監視区域及びその周辺区域については、屋外管理用モニタリングポストにより、定期的に、

外部放射線に係る線量率を測定する。また、気象観測設備により、風向及び風速等を測定する。 

なお、線量率等の測定の運用等については、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律」の第 37条に基づく原子炉施設保安規定に定める。 

さらに、放射性廃棄物の廃棄に係る管理の観点で、気体廃棄物については、排気モニタ等により、

排気中の放射性物質の濃度を測定するものとし、放射性物質の放出管理目標値を超えないように運

用する。 

液体廃棄物についても、同様に、必要な措置を講じるものとし、一般排水溝に排出する液体廃棄

物に含まれる放射性物質について、放出管理目標値を超えないものとする。 

なお、廃棄物管理の運用等については、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」

の第 37条に基づく原子炉施設保安規定に定める。 

 

5.4 放射線管理設備等の管理 

（変更なし） 
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原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類９（追補）】 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

（なし） 

 

（追加） 

Ⅴ．敷地境界における通常運転時の直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による空間線量率の評価

（ＭＫ－Ⅳ炉心） 

（省略） 
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原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類 10（1. 安全評価に関する基本方針）】 

  



添 10-1-1 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

1. 安全評価に関する基本方針 

 

1.1 概要 

原子炉施設は、運転時の異常な過渡変化時において、設計基準事故に至ることなく、原子炉施設

を通常運転時の状態に移行できるように設計する。また、設計基準事故時において、炉心の著しい

損傷が発生するおそれがなく、かつ、炉心を十分に冷却できるとともに、当該設計基準事故以外の

設計基準事故に至るおそれがある異常を生じないものとし、周辺の公衆に放射線障害を及ぼさない

設計とする。なお、運転時の異常な過渡変化は、原子炉の運転中において、原子炉施設の寿命期間

中に予想される機器の単一の故障若しくは誤動作又は運転員の単一の誤操作、及びこれらと類似の

頻度で発生すると予想される外乱によって生ずる異常な状態に至る事象を対象とする。また、設計

基準事故は、運転時の異常な過渡変化を超える異常な状態であって、発生する頻度はまれであるが、

発生した場合は原子炉施設からの放射性物質の放出の可能性があり、原子炉施設の安全性を評価す

る観点から想定する必要がある事象を対象とする。 

 

 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故については、「高速増殖炉の安全性の評価の考え方」(1)、

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」(2)、「水冷却型試験研究用原子炉施設の安

全評価に関する審査指針」(3)等を参考として、代表的事象を選定し、運転時の異常な過渡変化にあ

っては、原子炉施設が制御されずに放置されると、炉心に過度の損傷をもたらす可能性のある事象

について、これらの事象が発生した場合における安全保護回路及び原子炉停止系統等の主としてＭ

Ｓに属する構築物、系統及び機器の設計の妥当性を確認する。また、設計基準事故にあっては、原

子炉施設から放出される放射性物質による敷地周辺への影響が大きくなる可能性のある事象につい

て、これらの事象が発生した場合における工学的安全施設等の主としてＭＳに属する構築物、系統

及び機器の設計の妥当性を確認する。 

 

 

 

また、原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、原子炉施設から多量の放

射性物質又は放射線を放出するおそれがあるもの（以下「多量の放射性物質等を放出するおそれの

ある事故」という。）が発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じ

たものとする。なお、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故は、発生頻度が設計基準事

故より低いが、敷地周辺の公衆に対して過度の放射線被ばく（実効線量の評価値が発生事故当たり

5mSvを超えるもの）を与えるおそれのある事故を対象とし、代表的事象を選定して、発生防止及び

拡大防止並びに影響緩和のために必要な措置を講じる。 

 

1.2 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に係る判断基準 

（１）運転時の異常な過渡変化 

想定された事象が生じた場合、炉心は損傷に至ることなく、かつ、原子炉施設は通常運転に

復帰できる状態で事象が収束される設計であることを確認しなければならない。このことを判

1. 安全評価に関する基本方針 

 

1.1 概要 

原子炉施設は、運転時の異常な過渡変化時において、設計基準事故に至ることなく、原子炉施設

を通常運転時の状態に移行できるように、また、設計基準事故時において、炉心の著しい損傷が発

生するおそれがなく、かつ、炉心を十分に冷却できるとともに、当該設計基準事故以外の設計基準

事故に至るおそれがある異常を生じないものとし、周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものとし

て、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」等の関係法令の要求を満足するとと

もに、「設置許可基準規則」に適合する設計とする。 

なお、運転時の異常な過渡変化は、原子炉の運転中において、原子炉施設の寿命期間中に予想さ

れる機器の単一の故障若しくは誤動作又は運転員の単一の誤操作、及びこれらと類似の頻度で発生

すると予想される外乱によって生ずる異常な状態に至る事象を対象とする。また、設計基準事故は、

運転時の異常な過渡変化を超える異常な状態であって、発生する頻度はまれであるが、発生した場

合は原子炉施設からの放射性物質の放出の可能性があり、原子炉施設の安全性を評価する観点から

想定する必要がある事象を対象とする。 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故については、「高速増殖炉の安全性の評価の考え方」(1)、

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」(2)、「水冷却型試験研究用原子炉施設の安

全評価に関する審査指針」(3)等を参考として、代表的事象を選定し、運転時の異常な過渡変化にあ

っては、原子炉施設が制御されずに放置されると、炉心に過度の損傷をもたらす可能性のある事象

について、これらの事象が発生した場合における安全保護回路及び原子炉停止系統等の主としてＭ

Ｓに属する構築物、系統及び機器の設計の妥当性を確認する。また、設計基準事故にあっては、原

子炉施設から放出される放射性物質による敷地周辺への影響が大きくなる可能性のある事象につい

て、これらの事象が発生した場合における工学的安全施設等の主としてＭＳに属する構築物、系統

及び機器の設計の妥当性を確認する。 

想定された事象に対処するための安全機能のうち、解析に当たって考慮することができるものは、

ＭＳ－１及びＭＳ－２に属するものによる機能とする。解析において影響緩和のために考慮する主

要な安全機能を第 1.1表に示す。 

また、原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、原子炉施設から多量の放

射性物質又は放射線を放出するおそれがあるもの（以下「多量の放射性物質等を放出するおそれの

ある事故」という。）が発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じ

たものとする。なお、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故は、発生頻度が設計基準事

故より低いが、敷地周辺の公衆に対して過度の放射線被ばく（実効線量の評価値が発生事故当たり

5mSvを超えるもの）を与えるおそれのある事故を対象とし、代表的事象を選定して、発生防止及び

拡大防止並びに影響緩和のために必要な措置を講じる。 

 

1.2 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に係る判断基準 

（１）運転時の異常な過渡変化 

想定された事象が生じた場合、炉心は損傷に至ることなく、かつ、原子炉施設は通常運転に

復帰できる状態で事象が収束される設計であることを確認しなければならない。「設置許可基準
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

断する基準は以下のとおりとする。 

 

 

 

（ⅰ）燃料被覆管は機械的に破損しないこと。 

（ⅱ）冷却材は沸騰しないこと。 

（ⅲ）燃料最高温度が燃料溶融温度を下回ること。 

 

 

 

 

 

（２）設計基準事故 

想定された事象が生じた場合、炉心の溶融あるいは著しい損傷のおそれがなく、かつ、事象

の過程において他の異常状態の原因となるような 2 次的損傷が生じなく、さらに放射性物質の

放散に対する障壁の設計が妥当であることを確認しなければならない。このことを判断する基

準は以下のとおりとする。なお、「周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えない」

ことの判断については、「水冷却型試験研究用原子炉施設の安全評価に関する審査指針」解説に

示されている「周辺公衆の実効線量の評価値が発生事故当たり 5mSvを超えなければ「リスク」

は小さいと判断する。なお、これは、発生頻度が極めて小さい事故に対しては、実効線量の評

価値が上記の値をある程度超えてもその「リスク」は小さいと判断できる。」との考え方による

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅰ）炉心は著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却が可能であること。 

（ⅱ）格納容器の漏えい率は、適切な値以下に維持されること。 

（ⅲ）周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと。 

 

1.3 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に係る主要な解析条件 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の解析にあっては、以下に示す解析条件を使用する。 

 

 

1.3.1 初期定常運転条件 

規則の解釈」に基づき、このことを判断する基準は以下のとおりとする。 

なお、具体的には、燃料中心最高温度（以下「燃料最高温度」という｡)、被覆管最高温度（肉

厚中心）及び冷却材最高温度が、それらの熱設計基準値を超えないことで、下記（ⅰ）～（ⅲ）

の基準を満足することを確認する。 

（ⅰ）燃料被覆管は機械的に破損しないこと＊1。 

（ⅱ）冷却材は沸騰しないこと＊1。 

（ⅲ）燃料最高温度が燃料溶融温度を下回ること＊1。 

＊1：熱設計基準値 

ａ．燃料最高温度は、2,650℃とする。 

ｂ．被覆管最高温度（肉厚中心）は、840℃とする。 

ｃ．冷却材最高温度は、910℃とする。 

 

（２）設計基準事故 

想定された事象が生じた場合、炉心の溶融あるいは著しい損傷のおそれがなく、かつ、事象

の過程において他の異常状態の原因となるような 2 次的損傷が生じなく、さらに放射性物質の

放散に対する障壁の設計が妥当であることを確認しなければならない。「設置許可基準規則の解

釈」に基づき、このことを判断する基準は以下のとおりとする。 

なお、具体的には、燃料最高温度、被覆管最高温度及び冷却材最高温度が、それらの熱設計

基準値を超えないことで、下記（ⅰ）の基準を満足することを確認する。 

また、「１次冷却材漏えい事故」を除き、燃料最高温度、被覆管最高温度及び冷却材最高温度

が、それらの熱設計基準値を超えないことで、原子炉冷却材バウンダリが健全であり、その外

側に位置する格納容器の機能が阻害されないことで、下記（ⅱ）の基準を満足することを確認

する。「１次冷却材漏えい事故」においては、格納容器の内圧及び格納容器鋼壁温度が、設計圧

力及び設計温度を超えないことで、格納容器の健全性が維持されることにより、下記（ⅱ）の

基準を満足することを確認する。 

下記（ⅲ）の基準において、「周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えない」

ことの判断については、「水冷却型試験研究用原子炉施設の安全評価に関する審査指針」解説に

示されている「周辺公衆の実効線量の評価値が発生事故当たり 5mSvを超えなければ「リスク」

は小さいと判断する。なお、これは、発生頻度が極めて小さい事故に対しては、実効線量の評

価値が上記の値をある程度超えてもその「リスク」は小さいと判断できる。」との考え方による

ものとする。 

（ⅰ）炉心は著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却が可能であること。 

（ⅱ）格納容器の漏えい率は、適切な値以下に維持されること。 

（ⅲ）周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと。 

 

1.3 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に係る主要な解析条件 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の解析にあっては、以下に示す解析条件を使用する。

解析条件は、判断基準に照らして、燃料、被覆管及び冷却材の最高温度の最大値を厳しく評価する

条件を選定する。 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

解析では、原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の運転温度の初期値

として、解析の結果が厳しくなるよう定格値に定常運転時の誤差の最大値を加えた値を用いる

こととし、ホットレグ温度を 458℃、コールドレグ温度を 352℃とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 原子炉保護系の特性 

原子炉保護系により監視している原子炉施設のプロセス量が、当該プロセス量の原子炉トリ

ップ設定値を超えた場合、各検出器で原子炉トリップ信号が発生し、論理回路で原子炉スクラ

ム信号が発せられて、自動的に制御棒保持電磁石の電源装置からの電流が遮断される。制御棒

保持電磁石の電流が遮断されると制御棒は駆動部から切り離され、自重及びスプリングによる

加速を受けて炉心に落下する。 

また、原子炉スクラム信号が発生すると、１次主循環ポンプはランバック制御状態に入り、

ポンプの回転数を慣性降下によって低下させて低速運転に移行し、原子炉停止後の崩壊熱除去

に必要な流量を確保する。ただし、１次主循環ポンプ駆動電源の喪失時には、主循環ポンプ回

転数が所定の回転数まで低下すると、１次主冷却系はポニーモータ運転に引き継がれ、原子炉

停止後の崩壊熱除去に必要な流量が確保される。また、原子炉スクラム信号の発生により、２

次主循環ポンプ及び主送風機は停止される。 

 

 

原子炉トリップ信号の解析上の設定値は、計測誤差を考慮して余裕を見込んだものを用いる。

また、プロセス量が解析上の設定値に達した時点から制御棒保持電磁石励磁断となるまでの時

間を原子炉保護系の応答時間とし、各原子炉トリップ信号に対して解析結果が厳しくなるよう

に定めた値を使用する。第 1.1表に、解析で用いた原子炉トリップ設定値及び応答時間を示す。 

 

 

1.3.3 原子炉停止系統の特性 

（省略） 

 

1.3.4 反応度係数 

解析で使用する反応度係数は計算精度等に対する適切な余裕を見込んだ値とする。第 1.2 表

に解析に使用する反応度係数の値の範囲を示す。原子炉施設におけるドップラ係数、燃料温度

係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支持板温度係数はいずれも負の値となってい

1.3.1 初期定常運転条件 

解析では、原子炉出力の初期値を定格出力とする。定格出力は、熱出力を 100MW とし、１次

主循環ポンプ及び２次主循環ポンプが 100％の冷却材流量で運転されている状態として、主冷

却機の主送風機が運転されることで、原子炉入口冷却材温度が約 350℃に、原子炉出口冷却材

温度が約 456℃に制御されているものとする。ただし、１次主冷却系の運転温度の初期値とし

て、解析の結果が厳しくなるよう定格値に定常運転時の誤差の最大値を加えた値を用いること

とし、ホットレグ温度を 458℃、コールドレグ温度を 352℃とする。解析における初期条件を第

1.2表に示す。 

なお、未臨界状態からの制御棒の異常な引抜き事象の初期定常運転条件として、原子炉は定

格出力の 10-7％出力での臨界状態、１次主循環ポンプは 100％の冷却材流量で運転されている

状態とし、コールドレグ温度は 352℃とする。 

 

1.3.2 原子炉保護系の特性 

原子炉保護系により監視している原子炉施設のプロセス量が、当該プロセス量の原子炉トリ

ップ設定値を超えた場合、各検出器で原子炉トリップ信号が発生し、論理回路で原子炉スクラ

ム信号が発せられて、自動的に制御棒保持電磁石の電源装置からの電流が遮断される。制御棒

保持電磁石の電流が遮断されると制御棒は駆動部から切り離され、自重及びスプリングによる

加速を受けて炉心に落下する。 

また、原子炉スクラム信号が発生すると、１次主循環ポンプはランバック制御状態に入り、

ポンプの回転数を慣性降下によって低下させて低速運転に移行し、原子炉停止後の崩壊熱除去

に必要な流量を確保する。ただし、１次主循環ポンプ駆動電源の喪失時には、主循環ポンプ回

転数が所定の回転数まで低下すると、１次主冷却系はポニーモータ運転に引き継がれ、原子炉

停止後の崩壊熱除去に必要な流量が確保される。また、原子炉スクラム信号の発生により、２

次主循環ポンプ及び主送風機は停止される。２次主冷却系は、自然循環運転に移行し、主冷却

機は、自然通風除熱により、最終ヒートシンクである大気に熱を輸送する。参考として、原子

炉スクラム信号を受けて自動停止、あるいは自動動作する機器を第 1.3表に示す。 

原子炉トリップ信号の解析上の設定値は、計測誤差を考慮して余裕を見込んだものを用いる。

また、プロセス量が解析上の設定値に達した時点から制御棒保持電磁石励磁断となるまでの時

間を原子炉保護系の応答時間とし、各原子炉トリップ信号に対して解析結果が厳しくなるよう

に定めた値を使用する。第 1.4表に、解析で用いた原子炉トリップ設定値及び応答時間を示す。 

また、第 1.5表に、原子炉保護系（アイソレーション）の設定値を示す。 

 

1.3.3 原子炉停止系統の特性 

（変更なし） 

 

1.3.4 反応度係数 

解析で使用する反応度係数は計算精度等に対する適切な余裕を見込んだ値とする。第 1.6 表

に解析に使用する反応度係数の値の範囲を示す。原子炉施設におけるドップラ係数、燃料温度

係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支持板温度係数はいずれも負の値となってい



添 10-1-4 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

る。使用に当たっては、解析結果が厳しくなるように、これらの最大値又は最小値を用いる。 

なお、解析に当たってより厳しい結果を得るように、燃料温度係数は外乱により燃料温度が

低下する場合にのみ、また、炉心支持板温度係数は原子炉容器入口冷却材温度が低下する場合

にのみ、その最小値（絶対値が最大の負の値）を使用し、それ以外の場合は零とする。 

 

1.3.5 崩壊熱 

  （省略） 

 

1.3.6 解析に当たって考慮する事項 

解析に当たっては、運転サイクル初期から末期、起動時から定格出力運転時までを考慮し、

結果を厳しくする運転条件を選定して解析を行う。また、想定された事象に加え、作動を要求

される原子炉トリップあるいは工学的安全施設等のＭＳに属する構築物、系統及び機器の動作

に関しては、機能別に結果を最も厳しくする単一故障を想定する。さらに、工学的安全施設の

作動が要求される場合は、外部電源の喪失の有無を考慮に入れる。なお、ランバック制御によ

る１次主循環ポンプの低速運転は考えない。また、事象の影響を緩和するために運転員の手動

操作を考える場合は、適切な時間的余裕を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。使用に当たっては、解析結果が厳しくなるように、これらの最大値又は最小値を用いる。 

なお、解析に当たってより厳しい結果を得るように、燃料温度係数は外乱により燃料温度が

低下する場合にのみ、また、炉心支持板温度係数は原子炉容器入口冷却材温度が低下する場合

にのみ、その最小値（絶対値が最大の負の値）を使用し、それ以外の場合は零とする。 

 

1.3.5 崩壊熱 

（変更なし） 

 

1.3.6 解析に当たって考慮する事項 

解析に当たっては、運転サイクル初期から末期、起動時から定格出力運転時までを考慮し、

結果を厳しくする運転条件を選定するとともに、原則として事象が収束することが合理的に推

定できる時点まで解析を行う。また、想定された事象に加え、作動を要求される原子炉トリッ

プあるいは工学的安全施設等のＭＳに属する構築物、系統及び機器の動作に関しては、機能別

に結果を最も厳しくする単一故障を想定する。 

事象発生後短期間にわたっては動的機器について、また、長期間にわたっては動的機器又は

静的機器について、単一故障を考えるものとする。ただし、事象発生前から動作しており、か

つ、発生後も引き続き動作する機器については、故障を仮定しない。 

静的機器については、単一故障を仮定したときにこれを含む系統が所定の安全機能を達成で

きるように設計されている場合、その故障が安全上支障のない時間内に除去又は修復ができる

場合、又は、その故障の発生確率が十分低い場合においては、故障を仮定しない。 

この場合、原子炉の停止機能及び閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器の動的機器及

びアニュラス部排気設備以外の静的機器は多重化しており、単一故障を仮定しても解析の条件

は変わらない。また、アニュラス部排気設備の静的機器であるダクトは、故障が安全上支障の

ない時間内に除去又は修復ができることから、故障を仮定しない。冷却機能を有する構築物、

系統及び機器の単一故障の仮定は、各事象の説明において示す。 

さらに、工学的安全施設の作動が要求される場合は、外部電源の喪失の有無を考慮に入れる。

なお、ランバック制御による１次主循環ポンプの低速運転は考えない。また、事象の影響を緩

和するために運転員の手動操作を考える場合は、適切な時間的余裕を考慮する。 

 

1.4 解析に用いる計算コード 

異常状態の解析においては、第 1.7 表に示す計算コードを使用する。使用する計算コードの概要

を次に示す。 

（１）ＭＩＭＩＲ(5) 

ＭＩＭＩＲは、原子炉容器、１次主冷却系及び２次主冷却系における伝熱流動解析を行う「常

陽」の安全審査で使用した実績を有するコードであり、原子炉容器、１次主冷却系及び２次主

冷却系の主要な機器、原子炉保護系及び関連するインターロックをモデルに反映している。 

計算モデルの主な特徴は、次のとおりである。 

ａ．主中間熱交換器及び主冷却器の熱特性の計算には、伝熱管 1 本で代表させた 1 チャ

ンネルモデルを使用する。 
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ｂ．原子炉容器の上部及び下部プレナムには、有効体積に対する完全混合モデルを使用

する。また、配管部には、輸送遅れモデルを使用する。 

ｃ．１次主冷却系及び２次主冷却系の機器・配管の圧力損失特性、弁特性、主循環ポン

プ特性、流体慣性等を考慮して運動量保存式と質量保存式を解き、冷却材流量の時

間変化を計算する。 

 

（２）Ｓｕｐｅｒ－ＣＯＰＤ(6) 

Ｓｕｐｅｒ－ＣＯＰＤは、日本原子力研究開発機構にて開発を進めてきたナトリウム冷却高

速炉を対象としたプラント動特性解析コードであり、「もんじゅ」及び「常陽」の安全審査で使

用した実績を有する炉心過渡解析コード「ＨＡＲＨＯ－ＩＮ」を、「もんじゅ」の安全審査で使

用した実績を有するプラント動特性解析コード「ＣＯＰＤ」の炉心部の計算に組み込むととも

に、構成機器や配管要素等の流動計算及び熱計算、また制御系のモデルをモジュール構造とし

て汎用化が図られたプラント動特性解析コードである。 

なお、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故の解析においても使用することとし、

詳細については、「4.3.2.5 有効性評価に使用する計算コード」に記載する。 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の解析においては、炉心の核熱安全解析機能を使

用する。 

計算モデルの主な特徴は、次のとおりである。 

ａ．核動特性の計算には、遅発中性子 6 群の 1 点近似動特性モデルを使用する。 

ｂ．炉心の熱計算では、ホッテストチャンネルと平均チャンネルの 2 チャンネルモデル

で取り扱う。 

ｃ．各チャンネルは、半径方向及び軸方向に多分割した 2 次元円筒モデルとし、エネル

ギー保存式を解き、燃料、被覆管及び冷却材温度の時間変化を計算する。 

 

（３）ＡＳＦＲＥ(7) 

ＡＳＦＲＥは、ナトリウム冷却型高速炉の燃料集合体内の熱流動現象の解析を目的とした単

相サブチャンネル解析コードである。 

なお、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故の解析においても使用することとし、

詳細については、「4.3.2.5 有効性評価に使用する計算コード」に記載する。 

計算モデルの主な特徴は、次のとおりである。 

ａ．三角配列された燃料要素の間の流路又は燃料要素とラッパ管で囲まれる流路を１つ

の流路（サブチャンネル）としてモデル化する。 

ｂ．各サブチャンネル内でワイヤスペーサの形状及び流れの方向を考慮して圧力損失を

計算するとともに、サブチャンネル間の乱流混合を取り扱うモデルとする。 

ｃ．流路閉塞時の計算では、サブチャンネルの一部を閉塞物又はガスで置換したモデル

とする。 
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第 1.1表 解析において影響緩和のために考慮する主要な安全機能 

 

分類 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＭＳ－１ 

 

原子炉の緊急停止 

及び未臨界維持機能 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

１）駆動機構 

２）上部案内管 

３）下部案内管 

①炉心支持構造物 

１）炉心支持板 

２）支持構造物 

②炉心バレル構造物 

１）バレル構造体 

③炉心構成要素 

１）炉心燃料集合体 

２）照射燃料集合体 

３）内側反射体 

４）外側反射体（Ａ） 

５）材料照射用反射体 

６）遮へい集合体 

７）計測線付実験装置 

８）照射用実験装置 

１次冷却材漏えい量 

の低減機能 

①原子炉容器 

１）リークジャケット 

②１次主冷却系、１次補助冷却系及び１

次ナトリウム充填・ドレン系のうち、原

子炉冷却材バウンダリに属する容器・

配管・ポンプ・弁の配管（外側）又はリ

ークジャケット 

①関連するプロセス計装（ナトリウム漏えい検

出器） 

原子炉停止後 

の除熱機能 

①１次主冷却系 

１）１次主循環ポンプポニーモータ 

２）逆止弁 

②２次主冷却系 

１）主冷却機（主送風機を除く。） 

①原子炉容器 

１）本体 

②１次主冷却系、１次補助冷却系及び１次ナト

リウム充填・ドレン系 

１）原子炉冷却材バウンダリに属する容器・

配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小

口径のものを除く。） 

③２次主冷却系、２次補助冷却系、２次ナトリ

ウム純化系及び２次ナトリウム充填・ドレン

系 

１）冷却材バウンダリに属する容器・配管・

ポンプ・弁（ただし、計装等の小口径の

ものを除く。） 

放射性物質 

の閉じ込め機能 

①格納容器 

②格納容器バウンダリに属する配管・弁 

 

工学的安全施設 

及び原子炉停止系への 

作動信号の発生機能 

①原子炉保護系（スクラム） 

②原子炉保護系（アイソレーション） 

①関連する核計装 

②関連するプロセス計装 

安全上特に重要な 

関連機能 

①非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に

関連するもの） 

②交流無停電電源系（ＭＳ－１に関連す

るもの） 

③直流無停電電源系（ＭＳ－１に関連す

るもの） 

①関連する補機冷却設備 

ＭＳ－２ 

 

放射線の遮蔽 

及び放出低減機能 

 

①外周コンクリート壁 

②アニュラス部排気系 

１）アニュラス部排気系（アニュラス

部常用排気フィルタを除く。） 

③非常用ガス処理装置 

④主排気筒 

⑤放射線低減効果の大きい遮蔽（安全容

器及びコンクリート遮へい体冷却系を

含む。） 

 

事故時のプラント状態

の把握機能 

①事故時監視計器の一部  
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第 1.1表 解析に使用する原子炉トリップ設定値及び応答時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.2表 初期条件 

 

項目 値 

原子炉出力 100%（100MW） 

１次主冷却系ホットレグ温度 458℃ 

１次主冷却系コールドレグ温度 352℃ 

１次主冷却系流量 定格流量（100%） 

２次主冷却系流量 定格流量（100%） 

原子炉容器ナトリウム液位 NsL 0mm（注１） 

燃料最高温度 熱的制限値（2,350℃） 

被覆管最高温度 熱的制限値（620℃） 

冷却材最高温度 約 600℃（注２） 

（注１）ＮｓＬ：原子炉容器通常ナトリウム液位 

（注２）燃料最高温度及び被覆管最高温度が熱的制限値となるように設定。 

 

第 1.3表 原子炉トリップ信号発生時の動作 

 

機器等 動作 

原子炉保護系 原子炉スクラム信号発信 

制御棒駆動機構 制御棒保持電磁石励磁断 

１次主循環ポンプ 
ランバック制御運転（低速運転） 

又はポニーモータ運転 

２次主循環ポンプ 停止 

主送風機 停止 

工学的安全施設※ 
作動（隔離弁の閉止及び非常用ガス処理装置への切

り替え） 

※原子炉保護系（アイソレーション）に関するものに限る。 

 

第 1.4表 解析に使用する原子炉トリップ設定値及び応答時間 
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第 1.2表 解析に使用する反応度係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.5表 原子炉保護系（アイソレーション）の設定値 

 

原子炉保護系（アイソレーション）信号 原子炉保護系（アイソレーション）設定値（注１） 

格納容器内床上線量率高 高 1mSv／h 

格納容器内温度高 高 60℃ 

格納容器内圧力高 高 29kPa[gage] 

（注１）プロセス量が原子炉保護系（アイソレーション）の設定値に達した場合は、短時間で格納容器

隔離等の工学的安全施設が動作する。 

 

第 1.6表 解析に使用する反応度係数 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.1図～第 1.2図 （省略） 

 

 

 

 

第 1.7表 異常状態の解析に使用する計算コード一覧 

 

事象 計算コード 

未臨界状態からの 
制御棒の異常な引抜き 

ＭＩＭＩＲ、 
Ｓｕｐｅｒ－ＣＯＰＤ 

出力運転中の 
制御棒の異常な引抜き 

１次冷却材流量増大 

１次冷却材流量減少 

外部電源喪失 

２次冷却材流量増大 

２次冷却材流量減少 

主冷却器空気流量の増大 

主冷却器空気流量の減少 

燃料スランピング事故 

１次主循環ポンプ軸固着事故 

１次冷却材漏えい事故 

冷却材流路閉塞事故 ＡＳＦＲＥ 

２次主循環ポンプ軸固着事故 

ＭＩＭＩＲ、 
Ｓｕｐｅｒ－ＣＯＰＤ 

２次冷却材漏えい事故 

主送風機風量瞬時低下事故 

 

第 1.1図～第 1.2図 （変更なし） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類 10（2. 運転時の異常な過渡変化）】 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

2. 運転時の異常な過渡変化 

 

2.1 代表的事象の選定 

（省略） 

 

2.2 未臨界状態からの制御棒の異常な引抜き 

2.2.1 過渡変化の原因及び防止対策 

（省略） 

 

2.2.2 過渡変化の解析 

（１）解析条件 

過渡変化の経過は、計算コードＭＩＭＩＲ(5)及びＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤ (6)により解析する。

解析条件を次のように設定する。 

（ⅰ）～異常発生時の初期状態として、原子炉は臨界状態で、原子炉出力は定格出力の 10-

7％とする。また、炉心の冷却材流量は定格値の 100％、原子炉容器入口冷却材温度は

352℃とする。 

（ⅱ）最大の反応度価値を持つ制御棒 1 本が最大速度で引き抜かれるものとし、それによ

る反応度添加率は 5￠／sとする。 

（ⅲ）燃料ペレット－被覆管間隙のギャップ熱伝達率は、0.30W／cm2℃とする。 

（ⅳ）原子炉の到達出力が最大となるよう、ドップラ係数、冷却材温度係数及び構造材温

度係数として最大値（絶対値が最小の負の値）を用いることとし、それぞれ－1.1×10-

3Tdk/dT、－5.7×10-6△k/k/℃、－0.76×10-6△k/k/℃とする。また、燃料温度係数及

び炉心支持板温度係数は零とする。 

（ⅴ）原子炉の自動停止は「中性子束高（出力領域）」によるものとし、原子炉トリップ設

定値は定格出力の 107％、応答時間は 0.2秒とする。なお、起動領域、中間領域におけ

る「炉周期短」及び起動領域、中間領域における「中性子束高」信号による自動停止

は無視することとする。 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 2.1図に示す。 

異常発生後、約 19 秒で原子炉出力は「中性子束高（出力領域）」の設定値に達して原子炉ス

クラム信号が発せられる。本信号に基づき、原子炉は自動停止するとともに１次主循環ポンプ

の主電動機は停止する。この場合の最大出力は定格出力の約 234％である。ポンプの回転数が

所定の値まで低下した時点で、2 ループのポニーモータによる低速運転に引き継がれる。その

結果、炉心流量は定格値の約 8％が確保され、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

 

 

この過渡変化における炉心の燃料中心最高温度（以下「燃料最高温度」という｡)、被覆管肉

厚中心最高温度（以下「被覆管最高温度」という。）及び冷却材最高温度は、それぞれ約 1,270℃、

約 470℃及び約 470℃であり、いずれもそれらの熱設計基準値を超えることはない。 

2. 運転時の異常な過渡変化 

 

2.1 代表的事象の選定 

（変更なし） 

 

2.2 未臨界状態からの制御棒の異常な引抜き 

2.2.1 過渡変化の原因及び防止対策 

（変更なし） 

 

2.2.2 過渡変化の解析 

（１）解析条件 

過渡変化の経過は、計算コードＭＩＭＩＲ及びＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。解析

条件を次のように設定する。 

（ⅰ）異常発生時の初期状態として、原子炉は臨界状態で、原子炉出力は定格出力の 10-7％

とする。また、炉心の冷却材流量は定格値の 100％、原子炉容器入口冷却材温度は 352℃

とする。 

（ⅱ）最大の反応度価値を持つ制御棒 1 本が最大速度（13cm/min）で引き抜かれるものと

し、それによる反応度添加率は 5￠／sとする。 

（ⅲ）燃料ペレット－被覆管間隙のギャップ熱伝達率は、0.30W／cm2℃とする。 

（ⅳ）原子炉の到達出力が最大となるよう、ドップラ係数、冷却材温度係数及び構造材温

度係数として最大値（絶対値が最小の負の値）を用いることとし、それぞれ－1.1×10-

3Tdk/dT、－5.7×10-6△k/k/℃、－0.76×10-6△k/k/℃とする。また、燃料温度係数及

び炉心支持板温度係数は零とする。 

（ⅴ）原子炉の自動停止は「中性子束高（出力領域）」によるものとし、原子炉トリップ設

定値は定格出力の 107％、応答時間は 0.2秒とする。なお、起動領域、中間領域におけ

る「炉周期短」及び起動領域、中間領域における「中性子束高」信号による自動停止

は無視することとする。 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 2.1図に示す。 

異常発生後、約 19 秒で原子炉出力は「中性子束高（出力領域）」の設定値に達し、第 1.4 表

に示す応答時間経過後に原子炉スクラム信号が発せられる。本信号により、制御棒保持電磁石

励磁断となってから、制御棒が駆動部から切り離されるまでの時間（解析では 0.2 秒）経過後

に制御棒が落下し、原子炉は自動停止するとともに１次主循環ポンプの主電動機は停止する。

この場合の最大出力は定格出力の約 234％である。ポンプの回転数が定格流量の約 8％に相当す

る値まで低下した時点で、2ループのポニーモータによる低速運転に引き継がれる。その結果、

炉心流量は定格値の約 8％が確保され、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

この過渡変化における炉心の燃料中心最高温度（以下「燃料最高温度」という｡)、被覆管肉

厚中心最高温度（以下「被覆管最高温度」という。）及び冷却材最高温度は、それぞれ約 1,270℃、

約 470℃及び約 470℃であり、いずれもそれらの熱設計基準値を超えることはない。 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

  

2.2.3 結論 

（省略） 

 

2.3 出力運転中の制御棒の異常な引抜き 

2.3.1 過渡変化の原因及び防止対策 

（省略） 

 

2.3.2   過渡変化の解析 

(１) 解析条件 

過渡変化の経過は、計算コードＭＩＭＩＲ及びＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。解析

条件を次のように設定する。 

（ⅰ）異常発生時の初期状態は、「1.3 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に係る

主要な解析条件」で述べた初期定常運転条件とする。 

（ⅱ）最大の反応度価値を持つ制御棒 1 本が最大速度で引き抜かれるものとし、それによ

る反応度添加率は 5￠／sとする。 

（ⅲ）原子炉の到達出力が最大となるよう、ドップラ係数、冷却材温度係数及び構造材温

度係数として最大値（絶対値が最小の負の値）を用いることとし、それぞれ－1.1×10-

3Tdk/dT、－5.7×10-6△k/k/℃、－0.76×10-6△k/k/℃とする。また、燃料温度係数及

び炉心支持板温度係数は零とする。 

（ⅳ）原子炉の自動停止は「中性子束高（出力領域）」によるものとし、原子炉トリップ設

定値は定格出力の 107％、応答時間は 0.2秒とする。 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 2.2図に示す。 

異常発生後、約 1.2秒で原子炉出力は「中性子束高（出力領域）」の設定値に達して原子炉ス

クラム信号が発せられる。本信号により、原子炉は自動停止するとともに１次主循環ポンプの

主電動機は停止する。この場合の最大出力は定格出力の約 110％である。ポンプの回転数が所

定の値まで低下した時点で、2 ループのポニーモータによる低速運転に引き継がれる。その結

果、炉心流量は定格値の約 8％が確保され、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

 

 

この過渡変化における炉心の燃料最高温度、被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞ

れ約 2,390℃、約 630℃及び約 620℃であり、いずれもそれらの熱設計基準値を超えることはな

い。 

 

2.3.3 結論 

（省略） 

 

 

  

2.2.3 結論 

（変更なし） 

 

2.3 出力運転中の制御棒の異常な引抜き 

2.3.1 過渡変化の原因及び防止対策 

（変更なし） 

 

2.3.2   過渡変化の解析 

(１) 解析条件 

過渡変化の経過は、計算コードＭＩＭＩＲ及びＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。解析

条件を次のように設定する。 

（ⅰ）異常発生時の初期状態は、「1.3 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に係る

主要な解析条件」で述べた初期定常運転条件とする。 

（ⅱ）最大の反応度価値を持つ制御棒 1 本が最大速度（13cm/min）で引き抜かれるものと

し、それによる反応度添加率は 5￠／sとする。 

（ⅲ）原子炉の到達出力が最大となるよう、ドップラ係数、冷却材温度係数及び構造材温

度係数として最大値（絶対値が最小の負の値）を用いることとし、それぞれ－1.1×10-

3Tdk/dT、－5.7×10-6△k/k/℃、－0.76×10-6△k/k/℃とする。また、燃料温度係数及

び炉心支持板温度係数は零とする。 

（ⅳ）原子炉の自動停止は「中性子束高（出力領域）」によるものとし、原子炉トリップ設

定値は定格出力の 107％、応答時間は 0.2秒とする。 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 2.2図に示す。 

異常発生後、約 1.2秒で原子炉出力は「中性子束高（出力領域）」の設定値に達し、第 1.4表

に示す応答時間経過後に原子炉スクラム信号が発せられる。本信号により、制御棒保持電磁石

励磁断となってから、制御棒が駆動部から切り離されるまでの時間（解析では 0.2 秒）経過後

に制御棒が落下し、原子炉は自動停止するとともに１次主循環ポンプの主電動機は停止する。

この場合の最大出力は定格出力の約 110％である。ポンプの回転数が定格流量の約 8％に相当す

る値まで低下した時点で、2ループのポニーモータによる低速運転に引き継がれる。その結果、

炉心流量は定格値の約 8％が確保され、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

この過渡変化における炉心の燃料最高温度、被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞ

れ約 2,390℃、約 630℃及び約 620℃であり、いずれもそれらの熱設計基準値を超えることはな

い。 

 

2.3.3 結論 

（変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

2.4 １次冷却材流量増大 

（省略） 

 

2.5 １次冷却材流量減少 

2.5.1 過渡変化の原因及び防止対策 

（省略） 

 

2.5.2 過渡変化の解析 

（１）解析条件 

（省略） 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 2.4図に示す。 

1 ループの１次主循環ポンプの主電動機の停止と同時に他の 1 ループの１次主循環ポンプの

主電動機も停止する。両ループの冷却材流量は減少し、約 2.6 秒後に「１次冷却材流量低」の

設定値に達して原子炉スクラム信号が発せられ、本信号に基づき原子炉は自動停止する。１次

主循環ポンプの回転数が所定の値まで低下した時点で、1 ループのみのポニーモータによる低

速運転に引き継がれる。その結果、炉心流量は定格値の 5％が確保され、原子炉は崩壊熱除去運

転に移行する。 

 

 

この過渡変化における炉心の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 700℃及び

約 690℃であり、熱設計基準値を超えることはない。また、炉心の燃料最高温度は初期値を超え

ない。 

 

2.5.3 結論 

（省略） 

 

2.6 外部電源喪失 

2.6.1 過渡変化の原因及び防止対策 

（省略） 

 

2.6.2 過渡変化の解析 

（１）解析条件 

（省略） 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 2.5図に示す。 

電源喪失が発生すると、１次主循環ポンプの主電動機、２次主循環ポンプ、主送風機等の動

力源が喪失し、約 1.2 秒後に「電源喪失」信号により原子炉スクラム信号が発せられ、本信号

に基づき原子炉は自動停止する。１次主循環ポンプの回転数が所定の値まで低下した時点で、

2.4 １次冷却材流量増大 

（変更なし） 

 

2.5 １次冷却材流量減少 

2.5.1 過渡変化の原因及び防止対策 

（変更なし） 

 

2.5.2 過渡変化の解析 

（１）解析条件 

（変更なし） 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 2.4図に示す。 

1 ループの１次主循環ポンプの主電動機の停止と同時に他の 1 ループの１次主循環ポンプの

主電動機も停止する。両ループの冷却材流量は減少し、約 2.6 秒後に「１次冷却材流量低」の

設定値に達し、第 1.4 表に示す応答時間経過後に原子炉スクラム信号が発せられる。本信号に

より、制御棒保持電磁石励磁断となってから、制御棒が駆動部から切り離されるまでの時間（解

析では 0.2 秒）経過後に制御棒が落下し、原子炉は自動停止する。１次主循環ポンプの回転数

が定格流量の約 5％に相当する値まで低下した時点で、1ループのみのポニーモータによる低速

運転に引き継がれる。その結果、炉心流量は定格値の 5％が確保され、原子炉は崩壊熱除去運転

に移行する。 

この過渡変化における炉心の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 700℃及び

約 690℃であり、熱設計基準値を超えることはない。また、炉心の燃料最高温度は初期値を超え

ない。 

 

2.5.3 結論 

（変更なし） 

 

2.6 外部電源喪失 

2.6.1 過渡変化の原因及び防止対策 

（変更なし） 

 

2.6.2 過渡変化の解析 

（１）解析条件 

（変更なし） 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 2.5図に示す。 

電源喪失が発生すると、１次主循環ポンプの主電動機、２次主循環ポンプ、主送風機等の動

力源が喪失し、約 1.2 秒後に「電源喪失」信号により原子炉スクラム信号が発せられる。本信

号により、制御棒保持電磁石励磁断となってから、制御棒が駆動部から切り離されるまでの時
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

1 ループのみのポニーモータによる低速運転に引き継がれる。その結果、炉心流量は定格値の

5％が確保され、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

 

 

この過渡変化における炉心の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 650℃及び

約 640℃であり、熱設計基準値を超えることはない。また、炉心の燃料最高温度は初期値を超え

ない。 

 

2.6.3 結論 

（省略） 

 

2.7 ２次冷却材流量増大 

（省略） 

 

2.8 ２次冷却材流量減少 

2.8.1 過渡変化の原因及び防止対策 

（省略） 

 

2.8.2 過渡変化の解析 

（１）解析条件 

（省略） 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 2.7図に示す。 

1 ループの２次主循環ポンプが停止すると、当該ループの冷却材流量は減少し、約 1.9 秒後

に「２次冷却材流量低」の設定値に達して原子炉スクラム信号が発せられる。本信号に基づき

原子炉は自動停止するとともに、１次主循環ポンプの主電動機は停止する。ポンプの回転数が

所定の値まで低下した時点で 1 ループのみのポニーモータによる低速運転に引き継がれる。そ

の結果、炉心流量は定格値の 5％が確保され、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

 

 

この過渡変化における炉心の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 630℃及び

約 610℃であり、熱設計基準値を超えることはない。また、炉心の燃料最高温度は初期値を超え

ない。 

 

2.8.3 結論 

（省略） 

 

 

 

間（解析では 0.2 秒）経過後に制御棒が落下し、原子炉は自動停止する。１次主循環ポンプの

回転数が定格流量の約 5％に相当する値まで低下した時点で、1ループのみのポニーモータによ

る低速運転に引き継がれる。その結果、炉心流量は定格値の 5％が確保され、原子炉は崩壊熱除

去運転に移行する。 

この過渡変化における炉心の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 650℃及び

約 640℃であり、熱設計基準値を超えることはない。また、炉心の燃料最高温度は初期値を超え

ない。 

 

2.6.3 結論 

（変更なし） 

 

2.7 ２次冷却材流量増大 

（変更なし） 

 

2.8 ２次冷却材流量減少 

2.8.1 過渡変化の原因及び防止対策 

（変更なし） 

 

2.8.2 過渡変化の解析 

（１）解析条件 

（変更なし） 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 2.7図に示す。 

1 ループの２次主循環ポンプが停止すると、当該ループの冷却材流量は減少し、約 1.9 秒後

に「２次冷却材流量低」の設定値に達し、第 1.4 表に示す応答時間経過後に原子炉スクラム信

号が発せられる。本信号により、制御棒保持電磁石励磁断となってから、制御棒が駆動部から

切り離されるまでの時間（解析では 0.2 秒）経過後に制御棒が落下し、原子炉は自動停止する

とともに、１次主循環ポンプの主電動機は停止する。ポンプの回転数が定格流量の約 5％に相

当する値まで低下した時点で 1 ループのみのポニーモータによる低速運転に引き継がれる。そ

の結果、炉心流量は定格値の 5％が確保され、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

この過渡変化における炉心の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 630℃及び

約 610℃であり、熱設計基準値を超えることはない。また、炉心の燃料最高温度は初期値を超え

ない。 

 

2.8.3 結論 

（変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

2.9 主冷却器空気流量の増大 

2.9.1 過渡変化の原因及び防止対策 

（省略） 

 

2.9.2 過渡変化の解析 

（１）解析条件 

（省略） 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 2.8図に示す。 

1 ループの主冷却器空気流量が異常に増大すると、当該ループの主中間熱交換器の２次側入

口冷却材温度が低下し、主中間熱交換器の除熱が過大となり、原子炉容器入口冷却材温度が低

下して正の反応度が付加され、原子炉出力が上昇する。異常発生後、約 80秒で原子炉出力は「中

性子束高（出力領域）」の設定値に達して原子炉スクラム信号が発せられる。本信号に基づき原

子炉は自動停止するとともに、１次主循環ポンプの主電動機は停止する。ポンプの回転数が所

定の値まで低下した時点で、1 ループのみのポニーモータによる低速運転に引き継がれる。そ

の結果、炉心流量は定格値の 5％が確保され、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

 

 

この過渡変化における炉心の燃料最高温度、被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞ

れ約 2,440℃、約 630℃及び約 620℃であり、いずれもそれらの熱設計基準値を超えることはな

い。 

 

2.9.3 結論 

（省略） 

 

2.10 主冷却器空気流量の減少 

2.10.1 過渡変化の原因及び防止対策 

（省略） 

2.10.2 過渡変化の解析 

（１）解析条件 

過渡変化の経過は、計算コードＭＩＭＩＲ及びＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。解析

条件を次のように設定する。 

（ⅰ）異常発生時の初期状態は、「1.3 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に係る

主要な解析条件」で述べた初期定常運転条件とする。 

（ⅱ）主送風機 1 台が停止するとともに、当該ループの他の 1 台の主送風機も同時に停止

し、当該ループの主冷却器空気流量が瞬時に自然通風レベルまで減少するものとする。 

 

（ⅲ）原子炉の到達出力が最大となるよう、ドップラ係数、燃料温度係数として最小値（絶

対値が最大の負の値）を用いることとし、それぞれ－3.5×10-3Tdk/dT、－4.5×10-6△

2.9 主冷却器空気流量の増大 

2.9.1 過渡変化の原因及び防止対策 

（変更なし） 

 

2.9.2 過渡変化の解析 

（１）解析条件 

（変更なし） 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 2.8図に示す。 

1 ループの主冷却器空気流量が異常に増大すると、当該ループの主中間熱交換器の２次側入

口冷却材温度が低下し、主中間熱交換器の除熱が過大となり、原子炉容器入口冷却材温度が低

下して正の反応度が付加され、原子炉出力が上昇する。異常発生後、約 80秒で原子炉出力は「中

性子束高（出力領域）」の設定値に達し、第 1.4表に示す応答時間経過後に原子炉スクラム信号

が発せられる。本信号により、制御棒保持電磁石励磁断となってから、制御棒が駆動部から切

り離されるまでの時間（解析では 0.2 秒）経過後に制御棒が落下し、原子炉は自動停止すると

ともに、１次主循環ポンプの主電動機は停止する。ポンプの回転数が定格流量の約 5％に相当

する値まで低下した時点で、1 ループのみのポニーモータによる低速運転に引き継がれる。そ

の結果、炉心流量は定格値の 5％が確保され、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

この過渡変化における炉心の燃料最高温度、被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞ

れ約 2,440℃、約 630℃及び約 620℃であり、いずれもそれらの熱設計基準値を超えることはな

い。 

 

2.9.3 結論 

（変更なし） 

 

2.10 主冷却器空気流量の減少 

2.10.1 過渡変化の原因及び防止対策 

（変更なし） 

2.10.2 過渡変化の解析 

（１）解析条件 

過渡変化の経過は、計算コードＭＩＭＩＲ及びＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。解析

条件を次のように設定する。 

（ⅰ）異常発生時の初期状態は、「1.3 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に係る

主要な解析条件」で述べた初期定常運転条件とする。 

（ⅱ）主送風機 1 台が停止するとともに、当該ループの他の 1 台の主送風機も同時に停止

し、当該ループの主冷却器空気流量が瞬時に自然通風レベル（約 3%）まで減少するも

のとする。 

（ⅲ）原子炉の到達出力が最大となるよう、ドップラ係数、燃料温度係数として最小値（絶

対値が最大の負の値）を用いることとし、それぞれ－3.5×10-3Tdk/dT、－4.5×10-6△
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

k/k/℃とする。また、冷却材温度係数、構造材温度係数として最大値（絶対値が最小

の負の値）を用いることとし、それぞれ－5.7×10-6△k/k/℃、－0.76×10-6△k/k/℃と

する。また、炉心支持板温度係数は零とする。 

（ⅳ）原子炉の自動停止は「原子炉入口冷却材温度高」によるものとし、原子炉トリップ

設定値は 373℃、応答時間は 0.4秒とする。 

（ⅴ）単一故障として、1 ループにおける１次主循環ポンプのポニーモータによる低速運

転への引継ぎ失敗を仮定する。 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 2.9図に示す。 

1 ループの主冷却器空気流量が自然通風レベルまで減少すると、当該ループの主中間熱交換

器の２次側入口冷却材温度が上昇し、主中間熱交換器の除熱量が低下する。その結果、原子炉

容器入口冷却材温度が上昇し、約 90秒後に「原子炉入口冷却材温度高」の設定値に達して原子

炉スクラム信号が発せられる。本信号に基づき原子炉は自動停止するとともに、１次主循環ポ

ンプの主電動機は停止する。ポンプの回転数が所定の値まで低下した時点で、1 ループのみの

ポニーモータによる低速運転に引き継がれる。その結果、炉心流量は定格値の 5％が確保され、

原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

 

 

この過渡変化における炉心の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 630℃及び

約 620℃であり、熱設計基準値を超えることはない。また、炉心の燃料最高温度は初期値を超え

ない。 

 

2.10.3 結論 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k/k/℃とする。また、冷却材温度係数、構造材温度係数として最大値（絶対値が最小

の負の値）を用いることとし、それぞれ－5.7×10-6△k/k/℃、－0.76×10-6△k/k/℃と

する。また、炉心支持板温度係数は零とする。 

（ⅳ）原子炉の自動停止は「原子炉入口冷却材温度高」によるものとし、原子炉トリップ

設定値は 373℃、応答時間は 0.4秒とする。 

（ⅴ）単一故障として、1 ループにおける１次主循環ポンプのポニーモータによる低速運

転への引継ぎ失敗を仮定する。 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 2.9図に示す。 

1 ループの主冷却器空気流量が自然通風レベルまで減少すると、当該ループの主中間熱交換

器の２次側入口冷却材温度が上昇し、主中間熱交換器の除熱量が低下する。その結果、原子炉

容器入口冷却材温度が上昇し、約 90秒後に「原子炉入口冷却材温度高」の設定値に達し、第 1.4

表に示す応答時間経過後に原子炉スクラム信号が発せられる。本信号により、制御棒保持電磁

石励磁断となってから、制御棒が駆動部から切り離されるまでの時間（解析では 0.2 秒）経過

後に制御棒が落下し、原子炉は自動停止するとともに、１次主循環ポンプの主電動機は停止す

る。ポンプの回転数が定格流量の約 5％に相当する値まで低下した時点で、1ループのみのポニ

ーモータによる低速運転に引き継がれる。その結果、炉心流量は定格値の 5％が確保され、原子

炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

この過渡変化における炉心の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 630℃及び

約 620℃であり、熱設計基準値を超えることはない。また、炉心の燃料最高温度は初期値を超え

ない。 

 

2.10.3 結論 

（変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

第 2.1図 未臨界状態からの制御棒の異常な引抜き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1図 未臨界状態からの制御棒の異常な引抜き（1/2） 
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第 2.2図～第 2.9図 （省略） 

 

 

 

 

 

第 2.1図 未臨界状態からの制御棒の異常な引抜き（2/2） 

 

 

第 2.2図～第 2.9図 （変更なし） 
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類 10（3. 設計基準事故）】 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

3. 設計基準事故 

3.1 代表的事象の選定 

設計基準事故にあっては、原子炉施設から放出される放射性物質による敷地周辺への影響が大き

くなる可能性のある事象について、これらの事象が発生した場合における工学的安全施設等の主と

してＭＳに属する構築物、系統及び機器の設計の妥当性を確認する見地から、代表的な事象を選定

する。事象の選定結果を以下に示す。 

 

 

（１）炉心冷却能力の低下に至る事故 

（ⅰ）１次主循環ポンプ軸固着事故 

（ⅱ）１次冷却材漏えい事故 

（ⅲ）冷却材流路閉塞事故 

（ⅳ）２次主循環ポンプ軸固着事故 

（ⅴ）２次冷却材漏えい事故 

（ⅵ）主送風機風量瞬時低下事故 

（２）燃料取扱いに伴う事故 

（ⅰ）燃料取替取扱事故 

（３）廃棄物処理設備に関する事故 

（ⅰ）気体廃棄物処理設備破損事故 

（４）ナトリウムの化学変化 

（ⅰ）１次冷却材漏えい事故 

（５）原子炉カバーガス系に関する事故 

（ⅰ）１次アルゴンガス漏えい事故 

 

3.2 被ばく評価の方法 

（省略） 

 

第 3.1表 よう素の吸入摂取による実効線量の評価に使用するパラメータ等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 設計基準事故 

3.1 代表的事象の選定 

設計基準事故にあっては、原子炉施設から放出される放射性物質による敷地周辺への影響が大き

くなる可能性のある事象について、これらの事象が発生した場合における工学的安全施設等の主と

してＭＳに属する構築物、系統及び機器の設計の妥当性を確認する見地から、代表的な事象を選定

する。事象の選定結果を以下に示す。 

（１）炉心内の反応度の増大に至る事故 

（ⅰ）燃料スランピング事故 

（２）炉心冷却能力の低下に至る事故 

（ⅰ）１次主循環ポンプ軸固着事故 

（ⅱ）１次冷却材漏えい事故 

（ⅲ）冷却材流路閉塞事故 

（ⅳ）２次主循環ポンプ軸固着事故 

（ⅴ）２次冷却材漏えい事故 

（ⅵ）主送風機風量瞬時低下事故 

（３）燃料取扱いに伴う事故 

（ⅰ）燃料取替取扱事故 

（４）廃棄物処理設備に関する事故 

（ⅰ）気体廃棄物処理設備破損事故 

（５）ナトリウムの化学変化 

（ⅰ）１次冷却材漏えい事故 

（６）原子炉カバーガス系に関する事故 

（ⅰ）１次アルゴンガス漏えい事故 

 

3.2 被ばく評価の方法 

（変更なし） 

 

第 3.1表 よう素の吸入摂取による実効線量の評価に使用するパラメータ等(2),(8) 

 

3.3 燃料スランピング事故 

3.3.1 事故の原因及び防止対策 

（１）事故の原因及び説明 

この事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの熱的あるいは機械的原因で燃料ペレットが

燃料被覆管内で下方に密に詰まり、炉心に異常な正の反応度が付加される事象として考える。 

この場合、原子炉出力及び炉心各部の温度が上昇するが、必要な場合には、原子炉は原子

炉保護系の動作により自動停止するとともに崩壊熱除去運転に移行し、この事故は安全に終

止する。 

（２）防止及び抑制対策 

この事故の発生を防止し、また、万一事故が発生した場合にも、その影響を限定するとと
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もにその波及を制限するために、次のような対策を講じる。 

（ⅰ）燃料製造時には、燃料焼結、成形に十分な注意を払う。また、燃料要素の製作及び

検査を厳格にする。 

（ⅱ）燃料集合体の運搬及び取扱い時には十分な注意を払い、燃料集合体に損傷を与えな

いようにする。 

（ⅲ）燃料集合体及び内側反射体においては、それぞれの出口に熱電対を備えて出口温度

を常時監視し、異常が生じれば中央制御室に警報を発して運転員の注意を喚起する。 

（ⅳ）原子炉出力が異常に上昇すると、「中性子束高（出力領域）」又は「原子炉出口冷却

材温度高」の警報が中央制御室に発せられ、更に原子炉出力が上昇する場合は、これ

らの原子炉トリップ信号により原子炉は自動停止する。 

 

3.3.2 事故経過の解析 

（１）解析条件 

事故の経過は、計算コードＭＩＭＩＲ及びＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。解析条

件を次のように設定する。 

（ⅰ）事故発生時の初期状態は、「1.3 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に係る

主要な解析条件」で述べた初期定常運転条件とする。 

（ⅱ）スランピング現象は、最大の反応度価値を持つ 1 体の燃料集合体内の全燃料要素で

同時に発生するものとする。スランピングにより燃料は燃料被覆管内で下方に密に詰

まり、理論密度の 100％となる。その結果、20￠の正の反応度がステップ状に付加され

るものとする。 

（ⅲ）原子炉の到達出力が最大となるよう、ドップラ係数、冷却材温度係数及び構造材温

度係数として最大値（絶対値が最小の負の値）を用いることとし、それぞれ－1.1×10-

3Tdk/dT、－5.7×10-6△k/k/℃、－0.76×10-6△k/k/℃とする。また、燃料温度係数及

び炉心支持板温度係数は零とする。 

（ⅳ）原子炉の自動停止は「中性子束高（出力領域）」によるものとし、原子炉トリップ設

定値は定格出力の 107％、応答時間は 0.2秒とする。 

（ⅴ）単一故障として、1 ループにおける１次主循環ポンプのポニーモータによる低速運

転への引継ぎ失敗を仮定する。 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 3.1図に示す。 

スランピングにより正の反応度が付加されると原子炉出力は急激に上昇し、「中性子束高

（出力領域）」の設定値に達し、第 1.4表に示す応答時間経過後に原子炉スクラム信号が発せ

られる。本信号により、制御棒保持電磁石励磁断となってから、制御棒が駆動部から切り離

されるまでの時間（解析では 0.2 秒）経過後に制御棒が落下し、原子炉は自動停止するとと

もに、１次主循環ポンプの主電動機は停止する。この場合の最大出力は定格出力の約 127％で

ある。ポンプの回転数が定格流量の約 5％に相当する値まで低下した時点で、1ループのみの

ポニーモータによる低速運転に引き継がれる。その結果、炉心流量は定格値の 5％が確保さ

れ、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。 



添 10-3-3 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 １次主循環ポンプ軸固着事故 

3.3.1 事故の原因及び防止対策 

（省略） 

 

3.3.2 事故経過の解析 

（１）解析条件 

（省略） 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 3.1図に示す。 

１次主循環ポンプの軸固着事故が発生すると、事故ループの冷却材流量は急速に減少し、約

0.1秒後に「１次冷却材流量低」の設定値に達して原子炉スクラム信号が発せられ、本信号に基

づき原子炉は自動停止する。健全ループの１次主循環ポンプの回転数が所定の値まで低下した

時点で、1ループのみのポニーモータによる低速運転に引き継がれる。その結果、炉心流量は定

格値の約 4％が確保され、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

 

 

この事故における炉心の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 730℃及び約

720℃であり、熱設計基準値を超えることはない。また、炉心の燃料最高温度は初期値を超えな

い。 

 

3.3.3 結論 

（省略） 

 

3.4 １次冷却材漏えい事故 

3.4.1 事故の原因及び防止対策 

（省略） 

 

3.4.2 炉心冷却能力の解析 

（１）解析条件 

（省略） 

この事故における炉心の燃料最高温度、被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ

約 2,410℃、約 640℃及び約 630℃であり、いずれもそれらの熱設計基準値を超えることはな

い。 

 

3.3.3 結論 

この事故において、「中性子束高（出力領域）」信号により原子炉は自動停止し、炉心の燃料、

被覆管及び冷却材の各温度は過度に上昇することはないので、炉心冷却能力が失われることは

ない。 

 

3.4 １次主循環ポンプ軸固着事故 

3.4.1 事故の原因及び防止対策 

（変更なし） 

 

3.4.2 事故経過の解析 

（１）解析条件 

（変更なし） 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 3.2図に示す。 

１次主循環ポンプの軸固着事故が発生すると、事故ループの冷却材流量は急速に減少し、約

0.1秒後に「１次冷却材流量低」の設定値に達し、第 1.4表に示す応答時間経過後に原子炉スク

ラム信号が発せられる。本信号により、制御棒保持電磁石励磁断となってから、制御棒が駆動

部から切り離されるまでの時間（解析では 0.2 秒）経過後に制御棒が落下し、原子炉は自動停

止する。健全ループの１次主循環ポンプの回転数が定格流量の約 4％に相当する値まで低下し

た時点で、1ループのみのポニーモータによる低速運転に引き継がれる。その結果、炉心流量は

定格値の約 4％が確保され、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

この事故における炉心の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 730℃及び約

720℃であり、熱設計基準値を超えることはない。また、炉心の燃料最高温度は初期値を超えな

い。 

 

3.4.3 結論 

（変更なし） 

 

3.5 １次冷却材漏えい事故 

3.5.1 事故の原因及び防止対策 

（変更なし） 

 

3.5.2 炉心冷却能力の解析 

（１）解析条件 

（変更なし） 
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（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 3.2図に示す。 

１次主冷却系の配管の破損が生じると、ナトリウムの漏えいに伴って原子炉容器のナトリウ

ム液位が低下し、約 27秒後に「炉内ナトリウム液面低」の設定値に達して原子炉スクラム信号

が発せられる。本信号に基づき、原子炉は自動停止するとともに１次主循環ポンプの主電動機

は停止する。ポンプの回転数が所定の値まで低下した時点で、1 ループのみのポニーモータに

よる低速運転に引き継がれる。また、ナトリウムの漏えいは、１次主冷却系の循環に支障を来

す液位まで原子炉容器等のナトリウム液位が低下することなく終息する。その結果、炉心流量

は定格値の 5％が確保され、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

 

 

この事故における炉心の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 650℃及び約

640℃であり、熱設計基準値を超えることはない。また、炉心の燃料最高温度は初期値を超えな

い。 

 

3.4.3 漏えいナトリウムによる熱的影響の解析 

（１）解析条件 

次のような仮定のもとに漏えいナトリウムによる熱的影響の解析を行い、格納容器内の温度、

圧力等の時間的変化を求める。 

 

 

 

 

 

 

（ⅰ）二重壁内に保持された漏えいナトリウムが、原子炉停止後、保守のため格納容器（床

下）を空気雰囲気に置換した状態で二重壁外に漏えいし、プール状に溜るものとする。

なお、プールの面積は 200m2とする。 

（ⅱ）ナトリウムと空気との反応速度は格納容器内の酸素濃度に比例し、雰囲気の絶対温

度の平方根に比例するものとする。なお、ナトリウム燃焼率の初期値は 5 lb／ft2･h(約

24kg／m2･h)とする。 

（ⅲ）格納容器内の雰囲気及び構造材の温度の初期値は 300Kとする。 

 

（ⅳ）雰囲気から構造材への伝熱は自然対流による熱伝達及び熱輻射を考えるものとする。 

（ⅴ）格納容器内の雰囲気は理想気体の法則が適用できるものする。 

 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を、第 3.3図に示す。 

格納容器内の圧力上昇は約 0.5kg／cm2[gage]（約 49kPa[gage]）であり、設計圧力を超えな

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 3.3図に示す。 

１次主冷却系の配管の破損が生じると、ナトリウムの漏えいに伴って原子炉容器のナトリウ

ム液位が低下し、約 27秒後に「炉内ナトリウム液面低」の設定値に達し、第 1.4表に示す応答

時間経過後に原子炉スクラム信号が発せられる。本信号により、制御棒保持電磁石励磁断とな

ってから、制御棒が駆動部から切り離されるまでの時間（解析では 0.2 秒）経過後に制御棒が

落下し、原子炉は自動停止するとともに１次主循環ポンプの主電動機は停止する。ポンプの回

転数が定格流量の約 5％に相当する値まで低下した時点で、1ループのみのポニーモータによる

低速運転に引き継がれる。また、ナトリウムの漏えいは、１次主冷却系の循環に支障を来す液

位まで原子炉容器等のナトリウム液位が低下することなく終息する。その結果、炉心流量は定

格値の 5％が確保され、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

この事故における炉心の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 650℃及び約

640℃であり、熱設計基準値を超えることはない。また、炉心の燃料最高温度は初期値を超えな

い。 

 

3.5.3 漏えいナトリウムによる熱的影響の解析 

（１）解析条件 

原子炉運転中は格納容器（床下）を窒素雰囲気に保ち、万一、二重壁外へナトリウムが漏え

いした場合でも、燃焼反応を防止する。また、二重壁内への漏えいが検出された場合、ナトリ

ウム温度が空気中での発火点よりも低下した後か、あるいは、ナトリウムをドレンした後でな

ければ、格納容器（床下）を空気雰囲気に置換しないものとする。 

これらの対策により、二重壁外でのナトリウムの空気雰囲気での燃焼は防止されるが、ここ

では、大気中に放出される核分裂生成物の量を保守的に計算するため、次のような仮定のもと

に漏えいナトリウムによる熱的影響の解析を行い、格納容器内の温度、圧力等の時間的変化を

求める。 

（ⅰ）二重壁内に保持された漏えいナトリウムが、原子炉停止後、保守のため格納容器（床

下）を空気雰囲気に置換した状態で二重壁外に漏えいし、プール状に溜るものとする。

なお、プールの面積は 200m2とする。 

（ⅱ）ナトリウムと空気との反応速度は格納容器内の酸素濃度に比例し、雰囲気の絶対温

度の平方根に比例するものとする。なお、ナトリウム燃焼率の初期値は 5 lb／ft2･h(約

24kg／m2･h)とする。 

（ⅲ）格納容器内の有効体積は 18,600m3、雰囲気及び構造材の温度の初期値は 300K とす

る。 

（ⅳ）雰囲気から構造材への伝熱は自然対流による熱伝達及び熱輻射を考えるものとする。 

（ⅴ）格納容器内の雰囲気は理想気体の法則が適用できるものする。 

 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を、第 3.4図に示す。 

格納容器内の圧力上昇は約 0.5kg／cm2[gage]（約 0.049MPa[gage]）であり、設計圧力を超え
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い。また、格納容器内の最高温度は、雰囲気温度については約 180℃、鋼壁温度については約

110℃、コンクリート壁内側温度については約 90℃であり、設計温度を超えない。したがって、

格納容器の健全性は保たれる。 

 

3.4.4 被ばく評価 

（１）評価条件 

上記の防止及び抑制対策並びに設計上の考慮により、配管・機器の二重壁内及び二重壁外へ

のナトリウムの漏えいはきわめて考えにくいが、漏えいに伴う格納容器内への核分裂生成物の

放出を想定し、以下の条件により評価する。 

 

（ⅰ）～（ⅷ） 

（省略） 

（２）評価結果 

（省略） 

 

3.4.5 結論 

（省略） 

 

3.5 冷却材流路閉塞事故 

3.5.1 事故の原因及び防止対策 

（１）事故の原因及び説明 

（省略） 

（２）防止及び抑制対策 

この事故の発生を防止し、また、万一事故が発生した場合にも、その影響を限定するととも

にその波及を制限するために、次のような対策を講じる。 

（ⅰ）原子炉容器内部構造物の設計、製作等は、関連する規格、基準に準拠するとともに、

品質管理や工程管理を十分に行う。 

（ⅱ）原子炉容器内部構造物には、高温強度とナトリウム環境効果に対する適合性が良好

なステンレス鋼を使用する。 

（ⅲ）原子炉容器内部構造物の腐食を防止するため、１次冷却材の純度を適切に管理する。 

 

（ⅳ）燃料集合体のエントランスノズルには、炉心支持板の構造と相まって、冷却材流量

を調節するためのオリフィス孔を複数個設け、１次冷却材の流路が同時に閉塞されな

いものとする。 

（ⅴ）燃料要素は、隣接する燃料要素間の間隙を保持するためのスパイラルワイヤを巻い

た状態で、燃料集合体内に支持するものとし、１次冷却材の流路が同時に閉塞されな

いものとする。 

（ⅵ）以上のような防止対策にもかかわらず冷却材流路閉塞が万一生じた場合に備え、集

合体出口冷却材温度を監視して冷却材流路の閉塞を早期に検出し、中央制御室に警報

ない。また、格納容器内の最高温度は、雰囲気温度については約 180℃、鋼壁温度については約

110℃、コンクリート壁内側温度については約 90℃であり、設計温度を超えない。したがって、

格納容器の健全性は保たれ、格納容器の漏えい率は、適切な値以下に維持される。 

 

3.5.4 被ばく評価 

（１）評価条件 

上記の防止及び抑制対策並びに設計上の考慮により、配管・機器の二重壁内及び二重壁外へ

のナトリウムの漏えいはきわめて考えにくいが、漏えいに伴う格納容器内への核分裂生成物の

放出を想定し、以下の条件により評価する。なお、核分裂生成物の大気放出過程を第 3.5 図に

示す。 

（ⅰ）～（ⅷ） 

（変更なし） 

（２）評価結果 

（変更なし） 

 

3.5.5 結論 

（変更なし） 

 

3.6 冷却材流路閉塞事故 

3.6.1 事故の原因及び防止対策 

（１）事故の原因及び説明 

（変更なし） 

（２）防止及び抑制対策 

この事故の発生を防止し、また、万一事故が発生した場合にも、その影響を限定するととも

にその波及を制限するために、次のような対策を講じる。 

（ⅰ）原子炉容器内部構造物の設計、製作等は、関連する規格、基準に準拠するとともに、

品質管理や工程管理を十分に行う。 

（ⅱ）原子炉容器内部構造物には、高温強度とナトリウム環境効果に対する適合性が良好

なステンレス鋼を使用する。 

（ⅲ）原子炉容器内部構造物の腐食を防止するため、１次冷却材の純度を適切に管理する。

また、１次主循環ポンプは、１次冷却材への潤滑油の混入を防止する設計とする。 

（ⅳ）燃料集合体のエントランスノズルには、炉心支持板の構造と相まって、冷却材流量

を調節するためのオリフィス孔を複数個設け、１次冷却材の流路が同時に閉塞されな

いものとする。 

（ⅴ）燃料要素は、隣接する燃料要素間の間隙を保持するためのワイヤスペーサを巻いた

状態で、燃料集合体内に支持するものとし、１次冷却材の流路が同時に閉塞されない

ものとする。 

（ⅵ）以上のような防止対策にもかかわらず冷却材流路閉塞が万一生じた場合に備え、集

合体出口冷却材温度を監視して冷却材流路の閉塞を早期に検出し、中央制御室に警報
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を発する。これらの警報により、運転員は手動で原子炉を停止することができる。 

（ⅶ）さらに、仮に燃料要素の被覆管が破損した場合に備え、燃料破損検出系を設置して

異常を早期に検出し、中央制御室に警報を発する。これらの警報により、運転員は手

動で原子炉を停止することができる。 

 

3.5.2 事故経過の解析 

（１）解析条件 

事故の経過は、計算コードＡＳＦＲＥ（7）により解析する。解析条件を次のように設定する。 

（ⅰ）事故発生時の初期状態は、「1.3 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に係る

主要な解析条件」で述べた初期定常運転条件とする。 

（ⅱ） 燃料集合体内のサブチャンネル 1ヶ所が瞬時に完全閉塞された場合を想定する。 

（ⅲ）閉塞物の物性値には、原子炉容器内構造物の構造材のものを使用する。 

（ⅳ）閉塞の軸方向位置は、被覆管肉厚中心温度が最も高くなる炉心部上端とする。 

（ⅴ）冷却材の流れによる軸方向の熱移行は考慮しない。 

（ⅵ）核分裂生成ガスのジェット衝突領域での被覆管外表面熱伝達係数は 10，000W/m2Kと

する。 

 

 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 3.4図及び第 3.5図に示す。 

冷却材流路の閉塞事故が発生すると、閉塞された流路に接する燃料要素の被覆管最高温度は

約 690℃まで上昇するが、熱設計基準値を超えることはない。また、炉心の燃料最高温度は初期

値を超えない。 

また、冷却材流路の閉塞事故により、閉塞された流路に接する燃料要素が破損した場合、燃

料要素の内部に蓄積されていた核分裂生成ガスが隣接する燃料要素に向かって放出されること

で、当該燃料要素の被覆管最高温度は約 740℃まで上昇するが、熱設計基準値を超えることは

ない。なお、燃料要素の内部に蓄積されていた核分裂生成ガスが放出された場合、燃料破損検

出系による監視により、その破損を検出することで、運転員は手動で原子炉を停止し、原子炉

は崩壊熱除去運転に移行する。 

 

 

3.5.3 結論 

（省略） 

 

3.6 ２次主循環ポンプ軸固着事故 

3.6.1 事故の原因及び防止対策 

（省略） 

 

3.6.2 事故経過の解析 

を発する。これらの警報により、運転員は手動で原子炉を停止することができる。 

（ⅶ）さらに、仮に燃料要素の被覆管が破損した場合に備え、燃料破損検出系を設置して

異常を早期に検出し、中央制御室に警報を発する。これらの警報により、運転員は手

動で原子炉を停止することができる。 

 

3.6.2 事故経過の解析 

（１）解析条件 

事故の経過は、計算コードＡＳＦＲＥにより解析する。解析条件を次のように設定する。 

（ⅰ）事故発生時の初期状態は、「1.3 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に係る

主要な解析条件」で述べた初期定常運転条件とする。 

（ⅱ）燃料集合体内のサブチャンネル 1ヶ所が瞬時に完全閉塞された場合を想定する。 

（ⅲ）閉塞物の物性値には、原子炉容器内構造物の構造材のものを使用する。 

（ⅳ）閉塞の軸方向位置は、被覆管肉厚中心温度が最も高くなる炉心部上端とする。 

（ⅴ）冷却材の流れによる軸方向の熱移行は考慮しない。 

（ⅵ）閉塞された流路に接する燃料要素が破損した場合、燃料要素の内部に蓄積されてい

た核分裂生成ガスが隣接する燃料要素に向かって放出されること（ガスジェット）で、

隣接する燃料要素が、一時的に高温になる可能性がある。当該評価における核分裂生

成ガスのジェット衝突領域での被覆管外表面熱伝達係数は 10，000W/m2K(9)とする。 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 3.6図及び第 3.7図に示す。 

冷却材流路の閉塞事故が発生すると、閉塞された流路に接する燃料要素の被覆管最高温度は

約 690℃、冷却材最高温度は約 610℃まで上昇するが、熱設計基準値を超えることはない。また、

炉心の燃料最高温度は初期値を超えない。 

また、冷却材流路の閉塞事故により、閉塞された流路に接する燃料要素が破損した場合、燃

料要素の内部に蓄積されていた核分裂生成ガスが隣接する燃料要素に向かって放出されること

で、当該燃料要素の被覆管最高温度は約 740℃、冷却材最高温度は約 610℃まで上昇するが、熱

設計基準値を超えることはない。また、炉心の燃料最高温度は初期値を超えない。 

なお、燃料要素の内部に蓄積されていた核分裂生成ガスが放出された場合、燃料破損検出系

による監視により、その破損を検出することで、運転員は手動で原子炉を停止し、原子炉は崩

壊熱除去運転に移行する。 

 

3.6.3 結論 

（変更なし） 

 

3.7 ２次主循環ポンプ軸固着事故 

3.7.1 事故の原因及び防止対策 

（変更なし） 

 

3.7.2 事故経過の解析 
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（１）解析条件 

（省略） 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 3.6図に示す。 

２次主循環ポンプの軸固着事故が発生すると、事故ループの冷却材流量は急速に減少し、約

0.8秒後に「２次冷却材流量低」の設定値に達して原子炉スクラム信号が発せられる。本信号に

基づき原子炉は自動停止するとともに、１次主循環ポンプの主電動機は停止する。ポンプの回

転数が所定の値まで低下した時点で、1 ループのみのポニーモータによる低速運転に引き継が

れる。その結果、炉心流量は定格値の 5％が確保され、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

 

 

この事故における炉心の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 630℃及び約

610℃であり、熱設計基準値を超えることはない。また、炉心の燃料最高温度は初期値を超えな

い。 

 

3.6.3 結論 

（省略） 

 

3.7 ２次冷却材漏えい事故 

3.7.1 事故の原因及び防止対策 

（省略） 

 

3.7.2 事故経過の解析 

（１）解析条件 

（省略） 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 3.7図に示す。 

２次主冷却系主配管の破損により主中間熱交換器の２次側の除熱能力が喪失すると、原子炉

容器入口冷却材温度が上昇し、約 44秒後に「原子炉入口冷却材温度高」の設定値に達して原子

炉スクラム信号が発せられる。本信号に基づき原子炉は自動停止するとともに、１次主循環ポ

ンプの主電動機は停止する。ポンプの回転数が所定の値まで低下した時点で、1 ループのみの

ポニーモータによる低速運転に引き継がれる。その結果、炉心流量は定格値の 5％が確保され、

原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

 

 

この事故における炉心の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 630℃及び約

620℃であり、熱設計基準値を超えることはない。また、炉心の燃料最高温度は初期値を超えな

い。 

一方、主冷却機建物内でナトリウムの漏えいが生じた場合にはナトリウムの燃焼が生じるが、

（１）解析条件 

（変更なし） 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 3.8図に示す。 

２次主循環ポンプの軸固着事故が発生すると、事故ループの冷却材流量は急速に減少し、約

0.8秒後に「２次冷却材流量低」の設定値に達し、第 1.4表に示す応答時間経過後に原子炉スク

ラム信号が発せられる。本信号により、制御棒保持電磁石励磁断となってから、制御棒が駆動

部から切り離されるまでの時間（解析では 0.2 秒）経過後に制御棒が落下し、原子炉は自動停

止するとともに、１次主循環ポンプの主電動機は停止する。ポンプの回転数が定格流量の約 5％

に相当する値まで低下した時点で、1 ループのみのポニーモータによる低速運転に引き継がれ

る。その結果、炉心流量は定格値の 5％が確保され、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

この事故における炉心の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 630℃及び約

610℃であり、熱設計基準値を超えることはない。また、炉心の燃料最高温度は初期値を超えな

い。 

 

3.7.3 結論 

（変更なし） 

 

3.8 ２次冷却材漏えい事故 

3.8.1 事故の原因及び防止対策 

（変更なし） 

 

3.8.2 事故経過の解析 

（１）解析条件 

（変更なし） 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 3.9図に示す。 

２次主冷却系主配管の破損により主中間熱交換器の２次側の除熱能力が喪失すると、原子炉

容器入口冷却材温度が上昇し、約 44秒後に「原子炉入口冷却材温度高」の設定値に達し、第 1.4

表に示す応答時間経過後に原子炉スクラム信号が発せられる。本信号により、制御棒保持電磁

石励磁断となってから、制御棒が駆動部から切り離されるまでの時間（解析では 0.2 秒）経過

後に制御棒が落下し、原子炉は自動停止するとともに、１次主循環ポンプの主電動機は停止す

る。ポンプの回転数が定格流量の約 5％に相当する値まで低下した時点で、1ループのみのポニ

ーモータによる低速運転に引き継がれる。その結果、炉心流量は定格値の 5％が確保され、原子

炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

この事故における炉心の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 630℃及び約

620℃であり、熱設計基準値を超えることはない。また、炉心の燃料最高温度は初期値を超えな

い。 

一方、主冷却機建物内でナトリウムの漏えいが生じた場合にはナトリウムの燃焼が生じるが、
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漏えい検出後、直ちに２次系に残存するナトリウムを可能な限りダンプタンクにドレンして漏

えい量を局限するとともに、床面の設計により流出面積も限定して空気と接触するナトリウム

量は最小限に止められ、かつ、特殊化学消火剤により消火できるので、大規模な火災になるこ

とはなく、他の異常状態の原因となる 2 次的損傷は生じない。また、２次系ナトリウムは放射

化されず核分裂生成物も存在しないので、公衆に放射線被ばくをもたらすことはない。 

 

3.7.3 結論 

（省略） 

 

3.8 主送風機風量瞬時低下事故 

3.8.1 事故の原因及び防止対策 

（省略） 

 

3.8.2 事故経過の解析 

（１）解析条件 

（省略） 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 3.8図に示す。 

主送風機風量瞬時低下事故が発生すると、事故ループの主冷却器空気流量は自然通風レベル

まで減少し、当該ループの主中間熱交換器の２次側入口冷却材温度が上昇し、主中間熱交換器

の除熱が不足となる。その結果、原子炉容器入口冷却材温度が上昇し、約 90秒後に「原子炉入

口冷却材温度高」の設定値に達して原子炉スクラム信号が発せられる。本信号に基づき原子炉

は自動停止するとともに、１次主循環ポンプの主電動機は停止する。ポンプの回転数が所定の

値まで低下した時点で、1 ループのみのポニーモータによる低速運転に引き継がれる。その結

果、炉心流量は定格値の 5％が確保され、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

 

 

この事故における炉心の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 630℃及び約

620℃であり、熱設計基準値を超えることはない。また、炉心の燃料最高温度は初期値を超えな

い。 

 

3.8.3 結論 

（省略） 

 

3.9 燃料取替取扱事故 

3.9.1 事故の原因及び防止対策 

（１）事故の原因及び説明 

この事故は、原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池における燃料集合体の取扱中に、

何らかの原因で燃料集合体が落下して破損し、内蔵されている核分裂生成物が漏えいする事象

漏えい検出後、直ちに２次系に残存するナトリウムを可能な限りダンプタンクにドレンして漏

えい量を局限するとともに、床面の設計により流出面積も限定して空気と接触するナトリウム

量は最小限に止められ、かつ、特殊化学消火剤により消火できるので、大規模な火災になるこ

とはなく、他の異常状態の原因となる 2 次的損傷は生じない。また、２次系ナトリウムは放射

化されず核分裂生成物も存在しないので、公衆に放射線被ばくをもたらすことはない。 

 

3.8.3 結論 

（変更なし） 

 

3.9 主送風機風量瞬時低下事故 

3.9.1 事故の原因及び防止対策 

（変更なし） 

 

3.9.2 事故経過の解析 

（１）解析条件 

（変更なし） 

（２）解析結果 

以上のような解析条件のもとで解析した結果を第 3.10図に示す。 

主送風機風量瞬時低下事故が発生すると、事故ループの主冷却器空気流量は自然通風レベル

まで減少し、当該ループの主中間熱交換器の２次側入口冷却材温度が上昇し、主中間熱交換器

の除熱が不足となる。その結果、原子炉容器入口冷却材温度が上昇し、約 90秒後に「原子炉入

口冷却材温度高」の設定値に達し、第 1.4 表に示す応答時間経過後に原子炉スクラム信号が発

せられる。本信号により、制御棒保持電磁石励磁断となってから、制御棒が駆動部から切り離

されるまでの時間（解析では 0.2 秒）経過後に制御棒が落下し、原子炉は自動停止するととも

に、１次主循環ポンプの主電動機は停止する。ポンプの回転数が定格流量の約 5％に相当する

値まで低下した時点で、1 ループのみのポニーモータによる低速運転に引き継がれる。その結

果、炉心流量は定格値の 5％が確保され、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。 

この事故における炉心の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 630℃及び約

620℃であり、熱設計基準値を超えることはない。また、炉心の燃料最高温度は初期値を超えな

い。 

 

3.9.3 結論 

（変更なし） 

 

3.10 燃料取替取扱事故 

3.10.1 事故の原因及び防止対策 

（１）事故の原因及び説明 

この事故は、原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池における燃料集合体の取扱中に、

何らかの原因で燃料集合体が落下して破損し、内蔵されている核分裂生成物が漏えいする事象
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として考える。 

（２）防止及び抑制対策 

この事故の発生を防止し、また、万一事故が発生した場合にも、その影響を限定するととも

にその波及を制限するために、次のような対策を講じる。 

（ⅰ）使用済燃料貯蔵設備の設計、製作等は、関連する規格、基準に準拠するとともに、

品質管理や工程管理を十分に行う。 

（ⅱ）水冷却池内の使用済燃料の移送に使用する燃料移送機については、取扱中における

使用済燃料の落下を防止できる構造とする。また、駆動電源等の喪失に対してフェイ

ルセーフの設計とし、駆動電源等喪失時にあっても、使用済燃料の保持状態を維持で

きるものとする。さらに、インターロックを設け、誤操作による使用済燃料の落下を

防止する。 

 

（ⅲ）以上のような防止対策にもかかわらず、燃料集合体から原子炉附属建物内に核分裂

生成物が放出された場合は、換気設備を通って主排気筒に導かれる。 

 

3.9.2 被ばく評価 

（１）評価条件 

上記の防止及び抑制対策並びに設計上の考慮により、燃料集合体の落下の可能性はきわめて

少ないが、原子炉附属建物内への核分裂生成物の放出を想定し、以下の条件により評価する。 

 

（ⅰ）～（ⅴ） 

（省略） 

（２）評価結果 

（省略） 

 

3.9.3 結論 

（省略） 

 

3.10 気体廃棄物処理設備破損事故 

3.10.1 事故の原因及び防止対策 

（省略） 

 

3.10.2 被ばく評価 

（１）評価条件 

上記の防止及び抑制対策並びに設計上の考慮により、気体廃棄物処理設備の破損の可能性は

きわめて少ないが、原子炉附属建物内への核分裂生成物の放出を想定し、以下の条件により評

価する。 

（ⅰ）～（ⅵ） 

（省略） 

として考える。 

（２）防止及び抑制対策 

この事故の発生を防止し、また、万一事故が発生した場合にも、その影響を限定するととも

にその波及を制限するために、次のような対策を講じる。 

（ⅰ）使用済燃料貯蔵設備の設計、製作等は、関連する規格、基準に準拠するとともに、

品質管理や工程管理を十分に行う。 

（ⅱ）水冷却池内の使用済燃料の移送に使用する燃料移送機については、取扱中における

使用済燃料の落下を防止できる構造とする。また、駆動電源等の喪失に対してフェイ

ルセーフの設計とし、駆動電源等喪失時にあっても、使用済燃料の保持状態を維持で

きるものとする。さらに、移送機のグリッパ爪に返しを設ける機械的インターロック

及び着座していない状態では切り離し動作を防止する制御系インターロックを設け、

誤操作による使用済燃料の落下を防止する。 

（ⅲ）以上のような防止対策にもかかわらず、燃料集合体から原子炉附属建物内に核分裂

生成物が放出された場合は、換気設備を通って主排気筒に導かれる。 

 

3.10.2 被ばく評価 

（１）評価条件 

上記の防止及び抑制対策並びに設計上の考慮により、燃料集合体の落下の可能性はきわめて

少ないが、原子炉附属建物内への核分裂生成物の放出を想定し、以下の条件により評価する。

なお、核分裂生成物の大気放出過程を第 3.11図に示す。 

（ⅰ）～（ⅴ） 

（変更なし） 

（２）評価結果 

（変更なし） 

 

3.10.3 結論 

（変更なし） 

 

3.11 気体廃棄物処理設備破損事故 

3.11.1 事故の原因及び防止対策 

（変更なし） 

 

3.11.2 被ばく評価 

（１）評価条件 

上記の防止及び抑制対策並びに設計上の考慮により、気体廃棄物処理設備の破損の可能性は

きわめて少ないが、原子炉附属建物内への核分裂生成物の放出を想定し、以下の条件により評

価する。なお、核分裂生成物の大気放出過程を第 3.12図に示す。 

（ⅰ）～（ⅵ） 

（省略） 



添 10-3-10 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（２）評価結果 

（省略） 

 

3.10.3 結論 

（省略） 

 

3.11 １次アルゴンガス漏えい事故 

3.11.1 事故の原因及び防止対策 

（省略） 

 

3.11.2 被ばく評価 

（１）評価条件 

上記の防止及び抑制対策並びに設計上の考慮により、１次アルゴンガス系の破損の可能性は

きわめて少ないが、１次アルゴンガスの漏えいに伴う格納容器内への核分裂生成物の放出を想

定し、以下の条件により評価する。 

（ⅰ）～（ⅶ） 

（省略） 

（２）評価結果 

（省略） 

 

3.11.3 結論 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価結果 

（変更なし） 

 

3.11.3 結論 

（変更なし） 

 

3.12 １次アルゴンガス漏えい事故 

3.12.1 事故の原因及び防止対策 

（変更なし） 

 

3.12.2 被ばく評価 

（１）評価条件 

上記の防止及び抑制対策並びに設計上の考慮により、１次アルゴンガス系の破損の可能性は

きわめて少ないが、１次アルゴンガスの漏えいに伴う格納容器内への核分裂生成物の放出を想

定し、以下の条件により評価する。なお、核分裂生成物の大気放出過程を第 3.13図に示す。 

（ⅰ）～（ⅶ） 

（省略） 

（２）評価結果 

（省略） 

 

3.12.3 結論 

（変更なし） 
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第 3.1図 １次主循環ポンプ軸固着事故 

第 3.2図 １次冷却材漏えい事故（炉心冷却能力の解析） 

第 3.3図 １次冷却材漏えい事故（漏えいナトリウムによる熱的影響の解析） 

 

 

 

 

 

第 3.1図 燃料スランピング事故 

 

 

第 3.2図 １次主循環ポンプ軸固着事故 

第 3.3図 １次冷却材漏えい事故（炉心冷却能力の解析） 

第 3.4図 １次冷却材漏えい事故（漏えいナトリウムによる熱的影響の解析） 
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第 3.4図 冷却材流路閉塞事故(流路閉塞による被覆管温度変化) 

第 3.5図 冷却材流路閉塞事故(核分裂生成ガスジェット衝突による隣接燃料被覆管温度変化) 

第 3.6図 ２次主循環ポンプ軸固着事故 

第 3.7図 ２次冷却材漏えい事故 

第 3.8図 主送風機風量瞬時低下事故 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.6図 冷却材流路閉塞事故(流路閉塞による被覆管温度変化) 

第 3.7図 冷却材流路閉塞事故(核分裂生成ガスジェット衝突による隣接燃料被覆管温度変化) 

第 3.8図 ２次主循環ポンプ軸固着事故 

第 3.9図 ２次冷却材漏えい事故 

第 3.10図 主送風機風量瞬時低下事故 
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類 10（4.  多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故）】 

  



添 10-4-1 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

4. 多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故の想定の基本的な考え方 

「設置許可基準規則」第 53条の解釈を踏まえた上で、発生頻度が設計基準事故より低い事故であ

って、施設から多量の放射性物質等を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事

故の拡大を防止するために必要な措置を講じるものとする。事故の想定に当たっては、自然現象等

の共通原因となる外部事象や施設の特徴を踏まえた内部事象に起因する多重故障を考慮し、燃料体

の損傷が想定される事故（以下「炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故」という。）

を選定する。 

高速実験炉原子炉施設において、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故の拡大を防止

するための措置のうち、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故については、炉心損

傷防止措置を講じるとともに、炉心の著しい損傷の可能性が生じる場合に、その拡大を防止し、あ

るいは施設からの多量の放射性物質等の放出を防止するための措置として格納容器破損防止措置を

講じることを基本方針とする。 

なお、高速実験炉原子炉施設は我が国初のナトリウム冷却高速中性子型炉であり、建設当時の安

全評価技術に鑑み、立地評価における炉心溶融再臨界事故への対策として安全容器を設置している

ため、高速実験炉原子炉施設の特徴を考慮して、安全容器の機能も踏まえた格納容器破損防止措置

を講じる。 

使用済燃料の損傷が想定される事故については、「設置許可基準規則」第 53条の解釈を踏まえて、

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失する事故を選定し、使用済燃料の損傷を防止するための措置

を講じることを基本方針とする。 

また、上記の事故を上回る事象として、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズム等により、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損に至ること（以下「大規模損壊」

という。）を仮想的に想定する。ここでは、事業所外への放射性物質の放出抑制措置を講じること

を基本方針とする。 

 

 

 

4. 多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故 

 

4.1 安全評価に関する基本方針 

原子炉施設は、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故が発生した場合において、当該事

故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものとする。なお、多量の放射性物質等を放出するお

それのある事故は、発生頻度が設計基準事故より低いが、敷地周辺の公衆に対して過度の放射線被ば

く（実効線量の評価値が発生事故当たり 5mSvを超えるもの）を与えるおそれのある事故を対象とし、

代表的事象を選定して、発生防止及び拡大防止並びに影響緩和のために必要な措置を講じる。 

 

4.2 多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故の想定の基本的な考え方 

「設置許可基準規則」第 53条の解釈を踏まえた上で、発生頻度が設計基準事故より低い事故であ

って、施設から多量の放射性物質等を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事

故の拡大を防止するために必要な措置を講じるものとする。事故の想定に当たっては、自然現象等

の共通原因となる外部事象や施設の特徴を踏まえた内部事象に起因する多重故障を考慮し、燃料体

の損傷が想定される事故（以下「炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故」という。）

を選定する。 

高速実験炉原子炉施設において、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故の拡大を防止

するための措置のうち、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故については、炉心損

傷防止措置を講じるとともに、炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定し、炉心の著しい損傷の

可能性が生じる場合には、その拡大を防止し、あるいは施設からの多量の放射性物質等の放出を防

止するための措置として格納容器破損防止措置を講じることを基本方針とする。 

なお、高速実験炉原子炉施設は我が国初のナトリウム冷却高速中性子型炉であり、建設当時の安

全評価技術に鑑み、立地評価における炉心溶融再臨界事故への対策として安全容器を設置している

ため、高速実験炉原子炉施設の特徴を考慮して、安全容器の機能も踏まえた格納容器破損防止措置

を講じる。 

使用済燃料の損傷が想定される事故については、「設置許可基準規則」第 53条の解釈を踏まえて、

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失する事故を選定し、使用済燃料の損傷を防止するための措置

を講じることを基本方針とする。 

また、上記の事故を上回る事象として、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズム等により、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損並びに大規模ナトリウム火災に

至ること（以下「多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象」という。）を仮想的に想定す

る。ここでは、事業所外への放射性物質の放出抑制措置を講じることを基本方針とする。 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

4.2 炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故 

4.2.1 炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故の選定 

4.2.1.1 選定の手順 

（省略） 

 

4.2.1.2 事象グループの選定 

異常事象の抽出においては、異常が発生する部位と異常の結果変動するパラメータを系統的

に考慮する。異常事象の抽出結果及び影響を整理したものを第 4.2.1.1 表に示す。ここでは、

施設の特徴を踏まえ、異常発生部位を、原子炉本体のうち「炉心」、原子炉冷却系統施設のう

ち「１次主冷却系」、「２次主冷却系」、「補助冷却設備」、「冷却材純化設備」、「ナトリウ

ム充填・ドレン設備」、「アルゴンガス設備」、計測制御系統施設のうち「安全保護回路」、

「原子炉冷却材温度制御系」、「１次冷却材流量制御系」、その他試験研究用等原子炉の附属

施設のうち「常用電源」、「圧縮空気供給設備」とした。抽出した異常事象の炉心への影響に

ついて、炉心の昇温に至るか否かの観点で類型化した場合、これらは、「炉心流量減少」、「炉

心流量が確保された状態での過出力」及び「炉心流量が確保され、過出力でない状態での除熱

源喪失」に分類される。類似の異常事象を集約した結果を第 4.2.1.2表に示す。 

集約した異常事象に続く事故の進展については、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故

で考慮する安全機能の喪失の可能性を含めて分析する。すなわち、集約した異常事象並びに原

子炉停止機能の喪失又は崩壊熱除去機能の喪失の組合せとして表される事故シーケンスを抽出

する。 

上記異常事象は、「炉心流量減少」、「炉心流量が確保された状態での過出力」及び「炉心流

量が確保され、過出力でない状態での除熱源喪失」に分類され、これらに原子炉停止機能の喪

失を重畳した事象は、炉心の著しい損傷に至る可能性があることから、事故シーケンスを類型

化して集約するため以下を事象グループとして選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）炉心流量喪失時原子炉停止機能喪失（ULOF: Unprotected Loss of Flow） 

（２）過出力時原子炉停止機能喪失（UTOP: Unprotected Transient Over-Power） 

（３）除熱源喪失時原子炉停止機能喪失（ULOHS: Unprotected Loss of Heat Sink) 

また、「炉心流量減少」、「炉心流量が確保された状態での過出力」及び「炉心流量が確保さ

4.3 炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故 

4.3.1 炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故の選定 

4.3.1.1 選定の手順 

（変更なし） 

 

4.3.1.2 事象グループの選定 

異常事象の抽出においては、異常が発生する部位と異常の結果変動するパラメータを系統的

に考慮する。異常事象の抽出結果及び影響を整理したものを第 4.3.1.1 表に示す。ここでは、

施設の特徴を踏まえ、異常発生部位を、原子炉本体のうち「炉心」、原子炉冷却系統施設のう

ち「１次主冷却系」、「２次主冷却系」、「補助冷却設備」、「冷却材純化設備」、「ナトリウ

ム充填・ドレン設備」、「アルゴンガス設備」、計測制御系統施設のうち「安全保護回路」、

「原子炉冷却材温度制御系」、「１次冷却材流量制御系」、その他試験研究用等原子炉の附属

施設のうち「常用電源」、「圧縮空気供給設備」とした。抽出した異常事象の炉心への影響に

ついて、炉心の昇温に至るか否かの観点で類型化した場合、これらは、「炉心流量減少」、「炉

心流量が確保された状態での過出力」及び「炉心流量が確保され、過出力でない状態での除熱

源喪失」に分類される。類似の異常事象を集約した結果を第 4.3.1.2表に示す。 

集約した異常事象に続く事故の進展については、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故

で考慮する安全機能の喪失の可能性を含めて分析する。すなわち、集約した異常事象及び原子

炉停止機能の喪失又は冷却機能の喪失の組合せとして表される事故シーケンスを抽出する。 

 

上記の異常事象及び何らかの原因（地震等の外部事象を含む。）による原子炉停止機能の喪失

又は冷却機能の喪失の組合せのうち、炉心の著しい損傷に至る最小の組合せ全てを炉心の著し

い損傷に至る条件として明らかにする。この条件を基に異常事象ごとに原子炉停止機能及び冷

却機能の成否を分岐図（以下「イベントツリー」という。）上に展開することにより事故シーケ

ンスを抽出する。異常事象のうち炉心全体の昇温に至るものについて展開したイベントツリー

を第 4.3.1.1図（1）から（7）及び第 4.3.1.2図（1）から（7）に示す。このとき、原子炉停

止機能及び冷却機能として考慮する対象は、設計基準事故対処設備に限る。設計基準を超える

地震等の外部事象に関しては、共通原因により誘発される主冷却系 2ループポンプトリップ等

の複数の異常事象及び設計基準事故対処設備の複数の機能喪失の一部として考慮される。 

なお、異常事象の抽出が適切であることは、設計基準事故対処設備の安全機能を対象とした

内部事象に関する確率論的リスク評価（出力運転時レベル 1PRA）において選定した起因事象と

の比較を通じて確認した。 

抽出された異常事象に原子炉停止機能の喪失を重畳した事象は、炉心の著しい損傷に至る可

能性があることから、イベントツリーで展開された多数の事故シーケンスを類型化し集約する

ことにより以下の事象グループを選定する。 

（１）炉心流量喪失時原子炉停止機能喪失（ULOF: Unprotected Loss of Flow） 

（２）過出力時原子炉停止機能喪失（UTOP: Unprotected Transient Over-Power） 

（３）除熱源喪失時原子炉停止機能喪失（ULOHS: Unprotected Loss of Heat Sink) 

また、「炉心流量減少」、「炉心流量が確保された状態での過出力」及び「炉心流量が確保さ
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

れ、過出力でない状態での除熱源喪失」において、原子炉停止機能が正常に作動した場合にあ

っても、崩壊熱を除去するための強制循環冷却機能の喪失により、炉心の著しい損傷に至る可

能性があると想定する事故に相当するものがある。ここでは、強制循環冷却機能を喪失する共

通原因として原子炉冷却材液位が１次主冷却系の循環に支障を来すレベルを超えて低下するこ

とが抽出される。また、全交流動力電源喪失も、強制循環冷却機能を喪失する共通原因として

抽出されることを踏まえ、以下についても、炉心の著しい損傷に至る可能性があるため、事象

グループに選定する。 

（４）原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱除去機能喪失 

（LORL: Loss of Reactor Level） 

（５）交流動力電源が存在し、かつ原子炉容器液位が確保された状態での崩壊熱除去機能

喪失（PLOHS: Protected Loss of Heat Sink） 

（６）全交流動力電源喪失による強制循環冷却機能喪失（SBO：Station Blackout) 

なお、設計基準を超える地震等の外部事象に起因する事故の進展についても以上の事象グル

ープに集約される。 

さらに、高速実験炉原子炉施設の炉心燃料集合体では、燃料要素の線出力密度は高く、また、

正三角格子状に稠密に配列していることなどを考慮し、炉心の局所的な昇温により燃料破損が

発生するおそれのある異常事象を抽出した。結果を第 4.2.1.3 表に示す。炉心の局所的な昇温

により燃料破損が発生した場合に、全炉心規模に拡大して炉心の著しい損傷に至る可能性を確

認するため、以下を事象グループに選定する。 

 

 

 

（７）局所的燃料破損（LF: Local (Fuel) Faults） 

 

 

 

 

4.2.1.3 事象グループにおける評価事故シーケンスの選定 

4.2.1.2で選定した事象グループに複数の事故シーケンスが含まれる場合には、それらの中か

ら、評価の対象とする評価事故シーケンスを選定する。選定にあたって影響の大きさを考慮した

以下の点に着眼する（8）。 

（１）共通原因故障又は系統間の機能の依存性によって複数の機能が喪失し、炉心の著し

い損傷に至る。 

（２）炉心損傷防止措置の実施に対する余裕時間が短い。 

（３）炉心損傷防止措置に必要な設備容量が大きい。 

（４）事象グループの中の特徴を代表している。 

 

 

 

れ、過出力でない状態での除熱源喪失」において、原子炉停止機能が正常に作動した場合にあ

っても、崩壊熱を除去するための強制循環冷却機能の喪失により、炉心の著しい損傷に至る可

能性のある事故シーケンスが抽出される。また、強制循環冷却機能を喪失する共通原因として

原子炉冷却材液位が１次主冷却系の循環に支障を来すレベルを超えて低下する事故シーケンス

が抽出される。さらに、全交流動力電源喪失も、強制循環冷却機能を喪失する共通原因として

抽出される。以上を踏まえ、イベントツリーで展開された多数の事故シーケンスを類型化し集

約することにより以下の事象グループを選定する。 

（４）原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱除去機能喪失（LORL: Loss of Reactor 

Level） 

（５）交流動力電源が存在し、かつ原子炉容器液位が確保された状態での崩壊熱除去機能

喪失（PLOHS: Protected Loss of Heat Sink） 

（６）全交流動力電源喪失による強制循環冷却機能喪失（SBO：Station Blackout) 

なお、設計基準を超える地震等の外部事象に起因する事故の進展についても以上の事象グル

ープに集約される。 

さらに、高速実験炉原子炉施設の炉心燃料集合体では、燃料要素の線出力密度は高く、また、

正三角格子状に稠密に配列していることなどを考慮し、炉心の局所的な昇温により燃料破損が

発生するおそれのある異常事象を抽出した。結果を第 4.3.1.3 表に示す。また、イベントツリ

ーを第 4.3.1.3図（1）から（3）に示す。なお、「流路閉塞事象(千鳥閉塞）)及び「局所的過熱

事象(約 30%過出力)」は異常事象の想定が設計基準事故での想定を超える事象であるため、設

計基準事故対処設備の機能喪失を想定したイベントツリー上での展開はない。炉心の局所的な

昇温により燃料破損が発生した場合に、全炉心規模に拡大して炉心の著しい損傷に至る可能性

を確認するため、以下を事象グループとして選定する。 

（７）局所的燃料破損（LF: Local (Fuel) Faults） 

抽出された事故シーケンス及び選定した事象グループと国外のナトリウム冷却型高速炉で

考慮されたものを比較、検討し、これらの抽出及び選定結果が妥当であることを確認した。 

 

 

4.3.1.3 事象グループにおける評価事故シーケンスの選定 

4.3.1.2で選定した事象グループに複数の事故シーケンスが含まれる場合には、それらの中か

ら、評価の対象とする評価事故シーケンスを選定する。選定にあたって影響の大きさを考慮した

以下の点に着眼する。 

（１）共通原因故障又は系統間の機能の依存性によって複数の機能が喪失し、炉心の著し

い損傷に至る。 

（２）炉心損傷防止措置の実施に対する余裕時間が短い。 

（３）炉心損傷防止措置に必要な設備容量が大きい。 

（４）事象グループの中の特徴を代表している。 

ここで、「事象グループの中の特徴を代表している。」については、設計基準事故対処設備

の安全機能を対象とした内部事象に関する確率論的リスク評価（出力運転時レベル 1PRA）に

より定量化した事故シーケンス毎の炉心損傷頻度を参照した。 
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各事象グループについて選定した評価事故シーケンスを以下に示す。 

（１）炉心流量喪失時原子炉停止機能喪失（ULOF） 

ａ．外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

ｂ．外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故 

 

（２）過出力時原子炉停止機能喪失（UTOP） 

ａ．出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事

故 

ｂ．出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の

重畳事故 

（３）除熱源喪失時原子炉停止機能喪失（ULOHS） 

ａ．２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

ｂ．２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故 

 

（４）原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱除去機能喪失（LORL） 

ａ．１次冷却材漏えい（2 箇所）事故 

 

 

 

 

 

（５）交流動力電源が存在し、かつ原子炉容器液位が確保された状態での崩壊熱除去機能

喪失（PLOHS） 

ａ．２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

ｂ．外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

（６）全交流動力電源喪失による強制循環冷却機能喪失（SBO) 

ａ．全交流動力電源喪失（外部電源喪失及びディーゼル発電機起動失敗）事故 

また、局所的燃料破損事故について選定した結果を以下に示す。 

（７）局所的燃料破損（LF） 

ａ．冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各事象グループについて選定した評価事故シーケンスを以下に示す。 

（１）炉心流量喪失時原子炉停止機能喪失 

ａ．外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

ｂ．外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故 

ｃ．１次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（２）過出力時原子炉停止機能喪失 

ａ．出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事

故 

ｂ．出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の

重畳事故 

（３）除熱源喪失時原子炉停止機能喪失 

ａ．２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

ｂ．２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故 

ｃ．２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（４）原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱除去機能喪失 

ａ．１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）

破損の重畳事故 

ｂ．１次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外

管）破損の重畳事故 

ｃ．１次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管

（外管）破損の重畳事故 

（５）交流動力電源が存在し、かつ原子炉容器液位が確保された状態での崩壊熱除去機能

喪失 

ａ．外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

ｂ．２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

（６）全交流動力電源喪失による強制循環冷却機能喪失 

ａ．全交流動力電源喪失（外部電源喪失及びディーゼル発電機起動失敗）事故 

また、局所的燃料破損事故について選定した結果を以下に示す。 

（７）局所的燃料破損 

ａ．冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故 

 

4.3.1.4 格納容器の破損に至る可能性があると想定する事故 

炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故に対処するために講じる「炉心損傷防止

措置」が機能しない場合においては、炉心の著しい損傷の可能性があり、その結果、格納容器が

破損に至る可能性が想定される。 

本原子炉施設であるナトリウム冷却型高速炉については、格納容器の破損を含む包括的解析や

レベル 1.5確率論的リスク評価の実施例は数少なく、実用発電用軽水型原子炉施設における格納

容器破損モードと同様に整理され国際的に共通認識されている格納容器破損モードは存在しな

い。このため、本原子炉施設においては、格納容器破損モードを想定した上でそれぞれの破損モ
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第 4.2.1.1表 異常発生の部位とパラメータ変動を系統的に考慮した異常事象の抽出結果及び影響の整

理（1/2） 

第 4.2.1.1表 異常発生の部位とパラメータ変動を系統的に考慮した異常事象の抽出結果及び影響の整

理（2/2） 

第 4.2.1.2表 炉心の著しい損傷に至る可能性がある通常運転状態からの逸脱の原因を系統的に抽出し

て選定した異常事象 

 

 

 

 

 

 

 

ードに照らして評価の対象とする事故シーケンスを選定するのではなく、炉心損傷防止措置の有

効性評価のために選定した全ての評価事故シーケンスをそのまま格納容器破損防止措置の有効

性評価のための評価事故シーケンスとして選定し、炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定し

て、その場合において、格納容器破損防止措置を講じることとし、格納容器破損防止措置に有効

性があることを確認する。 

格納容器破損防止措置の有効性評価においては、ナトリウム冷却型高速炉において格納容器の

破損を引き起こす機構に応じて設定した評価項目を満足することを確認することにより措置の

有効性を確認している。その結果として、想定される全ての格納容器破損機構に対して、格納容

器破損防止措置が有効であることが確認できる。 

なお、炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定した場合において、必ずしも全ての評価事故

シーケンスにおいて直ちに格納容器への負荷が発生することはない。また、本原子炉施設は低圧

システムで、伝熱特性に優れた単相のナトリウムを冷却材に使用していること、燃料の装荷量の

少ない小型の原子炉で、高い固有の安全特性を有していること、原子炉冷却材バウンダリが放射

性物質の閉じ込めに有効な物理障壁を形成していること、原子炉容器外側に安全容器を設置して

いること、格納容器（床下）を窒素ガス雰囲気としていること、格納容器（床上）には大きな自

由空間体積が存在することなどの特徴を有している。したがって、格納容器破損防止措置に有効

性があることを確認するための評価においては、これらの本原子炉施設の設計の特徴と評価事故

シーケンスの特徴を適切に考慮して評価を行う。炉心の著しい損傷が生じ、格納容器への負荷が

生じる事象にあっては、事象グループ「炉心流量喪失時原子炉停止機能喪失」、「過出力時原子炉

停止機能喪失」、「原子炉容器液位確保機能喪失による崩壊熱除去機能喪失」及び「交流動力電源

が存在し、かつ原子炉容器液位が確保された状態での崩壊熱除去機能喪失」の評価事故シーケン

スの有効性評価が対応する。これらの評価事故シーケンス以外の評価事故シーケンスは、これら

の評価事故シーケンスと同様であるかあるいは包絡されると考えられるが、有効性評価では、全

ての評価事故シーケンスを対象とすることにより、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定

する事故の全体を一貫して評価することができる。 

 

第 4.3.1.1表 異常発生の部位とパラメータ変動を系統的に考慮した異常事象の抽出結果及び影響の整

理（1/2） 

第 4.3.1.1表 異常発生の部位とパラメータ変動を系統的に考慮した異常事象の抽出結果及び影響の整

理（2/2） 

第 4.3.1.2表 炉心の著しい損傷に至る可能性がある通常運転状態からの逸脱の原因を系統的に抽出し

て選定した異常事象 
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第 4.2.1.3表 炉心の局所的な昇温をもたらす通常運転状態からの逸脱の原因を 

系統的に抽出して選定した異常事象 

 

原因 左記原因をもたらす 

事象 

異常発生部位に

よる分類 

異 常 事 象 

炉心局所の
流量減少 

燃料要素の破損による
流路阻害 

同左 燃料要素の自然破損 

異物混入による流路閉
塞 

同左 流路閉塞事象(１サブチャンネル閉塞) 
流路閉塞事象(千鳥閉塞） 

炉心局所の
過出力 

過剰な核分裂性物質量
を有する燃料要素の炉
心局所への誤装荷 

同左 局所的過熱事象(約 10％過出力) 
局所的過熱事象(約 30％過出力) 

 

（なし） 

 

 

 

（なし） 

 

 

 

（なし） 

 

 

 

（なし） 

 

 

 

 

第 4.3.1.3表 炉心の局所的な昇温をもたらす通常運転状態からの逸脱の原因を 

系統的に抽出して選定した異常事象 

 

原因 左記原因をもたらす 

事象 

異常発生部位に

よる分類 

異 常 事 象 

炉心局所の
流量減少 

燃料要素の破損による
流路阻害 

同左 燃料要素の偶発的破損 

異物混入による流路閉
塞 

同左 流路閉塞事象(１サブチャンネル閉塞) 
流路閉塞事象(千鳥閉塞） 

炉心局所の
過出力 

過剰な核分裂性物質量
を有する燃料要素の炉
心局所への誤装荷 

同左 局所的過熱事象(約 10％過出力) 
局所的過熱事象(約 30％過出力) 

 

（追加） 

第 4.3.1.1図 炉心全体の昇温に至るものについて展開したイベントツリー（原子炉停止機能） 

（省略） 

 

（追加） 

第 4.3.1.2図 炉心全体の昇温に至るものについて展開したイベントツリー（冷却機能） 

（省略） 

 

（追加） 

第 4.3.1.3図 炉心局所の昇温に至るものについて展開したイベントツリー 

（省略） 

 

（追加） 

4.3.2 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の有効性評価の条件等 

（省略） 
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4.2.2 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

（省略） 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、１次主循環ポンプトリッ

プによる炉心流量減少時に原子炉の停止機能を喪失することから、炉心の昇温によって炉心

の著しい損傷に至る可能性がある。 

 

 

 

 

 

したがって、外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、「１次主循

環ポンプトリップ」を代替原子炉トリップ信号として整備し、炉心の著しい損傷を防止す

る。 

さらに、当該事故が多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故であることを踏ま

え、制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗を想定し、後備炉停止系を整備するとともに、原

子炉保護系（スクラム）の動作失敗を想定し、後備炉停止系用論理回路を整備する。 

 

 

 

外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、代替原子炉トリップ信号

による原子炉停止機能がないと仮定した場合、炉心の著しい損傷に至ることから、１次主冷

却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニーモータを使用）、２次主冷却系の自然循

環及び主冷却機の自然通風により、放射性物質等（溶融炉心物質を含む。）を冷却すること

で原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制し、原子炉容器内に放射性物質等を閉じ込める

措置を講じることで格納容器の破損を防止する。 

また、炉心の著しい損傷に至った場合、燃料の溶融に伴う即発臨界超過により放出される

エネルギーによって原子炉容器の上部から格納容器内にナトリウムが噴出する可能性がある

ため、回転プラグを含む原子炉容器構造及び格納容器構造により即発臨界超過の影響を

緩和し、格納容器の破損を防止する。 

外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び

格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第4.2.2.1図に示す。本事象において、多量の放

射性物質等を放出するおそれのある事故への移行は、「電源喪失」の原子炉トリップ信号発

信失敗を起点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故において、炉心の著しい損

4.3.3 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の有効性評価結果 

4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

（変更なし） 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、１次主循環ポンプトリッ

プによる炉心流量減少時に原子炉の停止機能を喪失することから、炉心の昇温によって炉心

の著しい損傷に至る可能性がある。 

出力流量比の高い集合体において冷却材が沸騰し、さらに炉心が損傷を開始するまでの時

間は数十秒であることから、炉心の著しい損傷を防止する措置として、この時間内に原子炉

を自動で停止する措置を講じる。また、炉心の著しい損傷に至った場合、損傷炉心物質の冷

却及び機械的エネルギーの影響緩和が必要であることから、自動で作動する格納容器破損防

止措置を講じる。 

外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、「１次主循環ポンプトリ

ップ」を代替原子炉トリップ信号として整備し、炉心の著しい損傷を防止する。 

 

さらに、当該事故が多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故であることを踏ま

え、制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗を想定し、後備炉停止系を整備するとともに、原

子炉保護系（スクラム）の動作失敗を想定し、後備炉停止系用論理回路を整備する。 

なお、原子炉の停止後は、１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニーモ

ータを使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風により崩壊熱の除去を行

う。 

外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、炉心損傷防止措置（代替

原子炉トリップ信号による原子炉停止）が機能しないことを仮定した場合、炉心の著しい損

傷に至ることから、１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニーモータを使

用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風により、損傷炉心物質を冷却するこ

とで原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制し、原子炉容器内に放射性物質等を閉じ込め

る措置を講じることで格納容器の破損を防止する。 

また、炉心の著しい損傷に至った場合、燃料の溶融に伴う即発臨界超過により放出される

エネルギーによって原子炉容器の上部から格納容器内にナトリウムが噴出する可能性がある

ため、回転プラグを含む原子炉容器構造及び格納容器構造により即発臨界超過の影響を

緩和し、格納容器の破損を防止する。 

外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び

格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第4.3.3.1.1図に示す。本評価事故シーケンスに

おいて、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行は、「電源喪失」の原子

炉トリップ信号発信失敗を起点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故において、炉心の著しい損
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傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を目的

とする。 

ａ．～ｄ． 

（省略） 

ｅ．異常を検知した場合には、運転員は手動で原子炉をスクラム又は停止できるもの

とする。なお、当該操作手順には、手動スクラムボタンにより原子炉保護系を動作

させて原子炉を停止させる方法、手動操作による制御棒駆動機構の制御棒保持電磁

石励磁断又は後備炉停止制御棒駆動機構の後備炉停止制御棒保持電磁石励磁断に

より制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法、制御棒駆動機構又は後備炉停止

制御棒駆動機構により手動操作にて制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法

がある。 

 

 

 

 

（ⅱ）～（ⅲ） 

（省略） 

（４）資機材 

外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び

格納容器破損防止措置に使用する設備等を第4.2.2.1表に示す。これらの設備等は、基準地

震動による地震力に対して機能を喪失しないように整備する。 

 

（５）作業と所要時間 

外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び

格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第4.2.2.2表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

 

ａ．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。 

本事象に対する主要な解析条件を以下に示す。 

傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を目的

とする。 

ａ．～ｄ． 

（変更なし） 

ｅ．以上に加えて、原子炉の停止失敗を検知した場合には、運転員は手動で原子炉

をスクラム又は停止できるものとする。当該操作手順には、手動スクラムボタンに

より原子炉保護系を動作させて原子炉を停止させる方法、手動操作による制御棒駆

動機構の制御棒保持電磁石励磁断又は後備炉停止制御棒駆動機構の後備炉停止制

御棒保持電磁石励磁断により制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法、制御棒

駆動機構又は後備炉停止制御棒駆動機構により手動操作にて制御棒又は後備炉停

止制御棒を挿入する方法がある。また、条件によっては、1 次主冷却系の流量を

増大させると、炉心の著しい損傷を回避できる可能性があるため、運転員は手

動で１次主冷却系の流量を増大できるものとする。なお、本措置は上記ｂ．～

ｄ．の措置による炉心損傷防止措置の有効性を確認した上で、安全性向上のた

めに自主的に講じる措置である。 

（ⅱ）～（ⅲ） 

（変更なし） 

（４）資機材 

外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び

格納容器破損防止措置に使用する設備等を第4.3.3.1.1表及び第4.3.3.1.2表に示す。これら

の設備等は、「添付書類8 10.その他試験研究用等原子炉の附属施設 10.11多量の放射性物

質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材」に定める設計方針に基づき整備する。 

（５）作業と所要時間 

外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び

格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第4.3.3.1.3表及び第4.3.3.1.4表に示

す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必

要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は4名、格納容器破損防止措

置に必要な要員は6名であり、中央制御室に常駐している運転員6名（「核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に

当直長1名、副当直長1名を含む6名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能であ

る。なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原

子炉施設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

ⅰ）基本ケース 

ａ．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。本評価事故シーケンスに対する

主要な解析条件を以下に示す。なお、これらの値は、「4.3.2.3 有効性評価における
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ⅰ）原子炉保護系の特性は、プロセス量の計測誤差を考慮しないことを除き、「1.

3.2 原子炉保護系の特性」と同一とする。 

ⅱ）一般電源系の電源が全て同時に失われ、2 ループの１次主循環ポンプの主電

動機が同時に停止し、2 ループのポニーモータによる低速運転に引継がれる

ものとする。 

ⅲ）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支

持板温度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

ⅳ）原子炉の自動停止は「１次主循環ポンプトリップ」によるものとし、応答時

間は 4.2秒とする。 

ⅴ）原子炉保護系及び主炉停止系には期待しないものとし、後備炉停止系用論理

回路の動作により後備炉停止制御棒が所定の速度で急速挿入されるものとす

る。 

 

 

 

ⅵ）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

ⅶ）崩壊熱はノミナル値（最適評価値）を用いる。 

 

 

ｂ．解析結果 

解析結果を第 4.2.2.2 図に示す。「１次主循環ポンプトリップ」に係る後備炉停止

系用論理回路の動作に伴う後備炉停止制御棒の急速挿入により、原子炉は自動停止す

る。その後、１次主循環ポンプの回転数が所定の値まで低下した時点で、2 ループの

ポニーモータによる低速運転に引継がれ、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。炉心

の被覆管最高温度は約 630℃であり、熱設計基準値に対しても十分に余裕がある。炉

心の冷却材最高温度は約 620℃であり、冷却材温度は沸点に達しない。また、炉心の

燃料最高温度は約 1,800℃にとどまる。 

 

 

 

 

解析の条件設定の方針」に基づき、設計値等の現実的な条件を用いたものである。以

下同じ。 

1）原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の温度の初期値と

して、ホットレグ温度を 456℃、コールドレグ温度を 350℃、１次主冷却系の

流量の初期値を定格流量とする。 

また、燃料最高温度、被覆管最高温度及び冷却材最高温度の初期値をそれぞ

れ、1,794℃、540℃及び 531℃とする。 

2）燃料ペレット－被覆管間隙のギャップ熱伝達率は、0.7W/cm2℃とする。 

3）原子炉保護系の特性は、プロセス量の計測誤差を考慮しないことを除き、「添

付書類 10 1.3.2 原子炉保護系の特性」と同一とする。 

4）一般電源系の電源が全て同時に失われ、2ループの１次主循環ポンプの主電動

機が同時に停止し、2 ループのポニーモータによる低速運転に引き継がれる

ものとする。 

5）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支持

板温度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

6）原子炉の自動停止は「１次主循環ポンプトリップ」によるものとし、応答時間

は 4.2秒とする。 

7）応答時間を長くし、かつ、負の反応度の挿入量を小さくすることにより、炉心

温度の上昇を高めに評価するため、原子炉保護系及び主炉停止系には期待し

ないものとし、後備炉停止系用論理回路の動作により後備炉停止制御棒が所

定の速度で急速挿入されるものとし、負の反応度を 1.4%△k/kとする。また、

解析では制御棒の挿入速度について、制御棒保持電磁石励磁断から制御棒反

応度価値 90%挿入までの時間を 0.8秒とする。 

8）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

9）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定と

して計算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

 

ｂ．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.1.2図に示す。 

外部電源喪失の発生により、１次主循環ポンプの主電動機、２次主循環ポンプ及び

主冷却機の主送風機等の機器が停止する。「電源喪失」による原子炉トリップ信号の

発信に失敗し、代替原子炉トリップ信号である「１次主循環ポンプトリップ」が事故

発生後 1.2秒で後備炉停止系用論理回路に到達し、時刻 4.2秒に後備炉停止系用論理

回路の動作により後備炉停止制御棒が所定の速度で急速挿入を開始する。 

外部電源喪失により炉心流量は事象発生 0秒から減少しており、後備炉停止制御棒

の挿入が開始されるまで被覆管温度及び冷却材温度が上昇する。その間、主に冷却材

温度の上昇による負の反応度が投入され、原子炉出力は定格出力の約 92%まで低下し、

燃料温度も低下する。また、１次主循環ポンプの主電動機及び２次主循環ポンプのト

リップ後は、１次主冷却系は１次主循環ポンプのポニーモータ運転に引き継がれ、２
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以上より、外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故を想定しても炉心の

著しい損傷は防止される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次主冷却系は自然循環に移行する。２次主循環ポンプのトリップに伴うインターロッ

クにより、主冷却器出口ナトリウム温度の制御は、停止時の制御モードに切り替わる。

代替原子炉トリップ信号による原子炉の自動停止後は、原子炉出力が急速に低下し、

それに伴い燃料温度、被覆管温度及び冷却材温度も低下するが、炉心流量と原子炉出

力のバランスにより、一度上昇に転じてから再び低下する。原子炉容器出口冷却材温

度は、初期温度から上昇せず緩やかに低下する。以降は、安定に原子炉の崩壊熱除去

が行われる。 

燃料最高温度は、初期値から上昇せず約 1,800℃であり、評価項目を満足する。被

覆管最高温度及び冷却材最高温度は、後備炉停止制御棒の挿入開始時に出現し、それ

ぞれ約 630℃及び約 620℃であり、評価項目を満足する。また、原子炉容器出口冷却

材温度は、初期値からほとんど上昇せず最高温度は約 460℃であり、評価項目を満足

する。 

以上より、外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故を想定しても

炉心の著しい損傷は防止される。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

炉心損傷防止措置の有効性評価における不確かさの影響について、計算コードの不確

かさの影響は小さい。このため、ここでは解析条件の不確かさの影響を評価する。なお、

本評価事故シーケンスに対処するための措置においては運転員等の操作がないため、運

転員操作に係る不確かさを考慮する必要はない。 

解析条件の不確かさとしては、事象進展に有意な影響を与えるもののうち、評価項目

に対する余裕が小さくなると考えられる反応度係数の不確かさに係る感度解析を実施し

て評価項目に対する影響を評価する。反応度係数の不確かさ幅は、炉心構成の変動等に

よる幅（炉心支持板温度係数：±20％、炉心支持板温度係数以外：±30％）を考慮し、そ

れぞれ以下のとおり設定する。 

なお、各解析条件に係るパラメータが互いに独立な場合、その不確かさに相関はない

ため、有効性評価においては、原則としてパラメータごとに感度解析を行って不確かさ

の影響を評価する。他方、「常陽」は炉心冷却能力に優れ、小型で負の反応度フィードバ

ック特性を有するなどの高い固有の安全性を有しており、解析条件に係るパラメータの

不確かさの影響は小さく、評価項目に対しても大きな余裕があるため、結果が厳しくな

るようにこれらを組み合わせることは過度に保守的な想定となることは明らかである

が、ここでは、あえて重畳させることにより不確かさの影響を最大限に評価する。 

ドップラ係数   ： 燃料温度の低下に対して、正のフィードバック効果が最大

となるよう絶対値が最大の負の値を使用する。 

燃料温度係数   ： ドップラ係数と同様に、絶対値が最大の負の値を使用す

る。 

被覆管温度係数  ： 被覆管温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が最

小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

冷却材温度係数  ： 冷却材温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が最

小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 
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（ⅱ）格納容器破損防止措置 

ａ．放射性物質等の原子炉容器内保持 

ⅰ）起因過程の評価 

ａ）解析条件 

計算コードＳＡＳ４Ａにより解析する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）一般電源系の電源が全て同時に失われ、2ループの１次主循環ポンプの主電動

機が同時に停止し、2ループのポニーモータによる低速運転に引継がれるもの

とする。 

 

2）何らかの理由により原子炉トリップ信号の発信に失敗するものとする。 

 

 

 

ラッパ管温度係数 ： ラッパ管温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が

最小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

炉心支持板温度係数： 本評価事故シーケンスにおける評価項目である燃料温度

及び炉心冷却材温度等が最大値となるまでの間は原子炉

容器入口冷却材温度の変化が生じないため、炉心支持板温

度係数の不確かさは考慮しない。 

解析結果を第 4.3.3.1.3図に示す。 

後備炉停止制御棒の挿入が開始されるまでに、主に冷却材の負のフィードバック反応

度が小さくなることにより、原子炉出力の低下が基本ケースの解析に比べ小さくなった。

しかし、結果として、被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析

とほとんど変わらず、それぞれ約 630℃及び約 620℃であり、評価項目を満足する。また、

燃料最高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析と変わらず約 1,800℃、原子炉容器出口冷却

材の最高温度は、「ⅰ)基本ケース」の解析とほとんど変わらず約 460℃であり、評価項

目を満足する。 

以上より、外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故を想定した場合

において、不確かさの影響を考慮した場合にあっても、炉心の著しい損傷は防止される。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

ⅰ）基本ケース 

ⅰ．起因過程の解析 

事故の開始から炉心燃料が溶融してラッパ管が破損するまでの初期の過程を起因

過程と呼び、計算コードＳＡＳ４Ａにより解析する。 

a．解析条件 

ＳＡＳ４Ａにおける解析体系を第 4.3.3.1.4 図に示す。また、本評価事故シ

ーケンスに対する主要な解析条件等を以下に示す。 

1）炉心領域の全集合体を 33 のチャンネル（以下「ＳＡＳ４Ａチャンネル」とい

う。）で代表する。各チャンネルは、単一の燃料要素とこれに付随する冷却材

流路及び構造材で代表する。ＳＡＳ４Ａチャンネルの配置図を第 4.3.3.1.5図

に示す。 

2）原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の温度の初期値と

して、ホットレグ温度を 456℃、コールドレグ温度を 350℃、１次主冷却系の

流量の初期値を定格流量とする。 

3）一般電源系の電源が全て同時に失われ、2ループの１次主循環ポンプの主電動

機が同時に停止し、2ループのポニーモータによる低速運転に引き継がれ、炉

心流量は定格値の約 10％が確保されるものとする。１次主循環ポンプの主電

動機の停止後の冷却材流量を第 4.3.3.1.6図に示す。 

4）何らかの理由により原子炉トリップ信号の発信に失敗するものとする。 

5）ドップラ係数、燃料密度係数、冷却材密度係数（ナトリウムボイド反応度）及

び構造材密度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

6）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定とし
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

3）照射燃料集合体については、放出エネルギーが大きくなるよう燃料インベント

リの大きい炉心燃料集合体に置き換える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ）解析結果 

解析結果を第 4.2.2.3 図に示す。 

外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故においては、１次主

循環ポンプの主電動機の停止によって冷却材流量が減少し、出力／流量比の高い

集合体で冷却材が沸騰し、燃料の破損に至るが、冷却材温度の上昇に伴う負の反

応度、破損した燃料の分散に伴う負の反応度が投入されることで原子炉出力は低

下し、起因過程の範囲では炉心は部分的な損傷にとどまり、即発臨界を超えるこ

とはない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て計算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

7）炉心の燃焼状態は、標準平衡炉心の運転サイクル初期とする。 

8）照射燃料集合体は炉心燃料集合体と比べて内部構造が複雑であり燃料要素の形

状や組成も異なるため、炉心燃料集合体と同様に忠実にモデル化することは合

理的ではない。また、その燃料装荷量は炉心燃料集合体に比べて少なく、仮に

燃料損傷が発生したとしても事象推移に与える影響は小さい。このため、照射

燃料集合体は炉心燃料集合体に置き換え、集合体の出力、冷却材流量及び反応

度係数は、照射燃料集合体の値を用いることで、起因過程では損傷しない想定

とする。 

9）燃料要素の照射挙動を扱う定常計算と、冷却材流量減少挙動等の過渡挙動を扱

う過渡計算に分けて計算する。定常計算では、燃料要素の熱計算及び変形計算、

各メッシュの出力に応じた FP ガスの生成量の計算や燃料中の FP ガスの保持

量と温度に応じた放出量の計算を行い、炉心の燃焼状態を模擬する。過渡計算

では、定常計算の結果を初期条件として各種過渡現象を模擬した計算を行う。 

10）ナトリウムボイド反応度が負であるため、本評価事故シーケンスでは、原子

炉の出力が十分に低下し、燃料の温度低下と収縮により被覆管による拘束力は

燃料が溶融する前に喪失し、燃料自身の強度が失われれば崩壊する状態にな

る。また、燃料内の温度分布が平坦化し、燃料の中心部で溶融が生じる段階で

は、高温化によって既に強度が低下した燃料は、短時間で崩壊に至ると考えら

れる。燃料破損時の燃料溶融割合が小さいほど燃料分散による負の反応度効果

が抑えられることを考慮し、燃料は溶融開始直後に破損するものとする。 

b．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.1.7図及び第 4.3.3.1.8図に示す。 

本評価事故シーケンスにおいては、１次主循環ポンプの主電動機の停止によっ

て冷却材流量が減少するため、燃料要素からの除熱が減少し冷却材温度が上昇す

る。冷却材温度の上昇に伴う密度反応度は負であるため、原子炉出力はゆっくり

と低下する。燃料温度は、燃料要素からの除熱の減少でいったん上昇するが、そ

の後、原子炉出力の低下とともに低下する。燃料温度の低下に伴う反応度効果

は、正の燃料密度反応度とドップラ反応度であるがいずれも小さい。冷却材温度

は、更に上昇を続け出力／流量比が最も大きいチャンネル（第 4.3.3.1.5図のチ

ャンネル 12）において、燃料上端部で冷却材の沸騰が始まる。沸騰気泡が成長

し炉心中心に拡大すると、燃料要素からの除熱は更に減少する。ナトリウムボイ

ド反応度は負であるため、沸騰気泡の拡大は負の反応度効果を持つ。燃料要素か

らの除熱の減少により被覆管の溶融と移動が始まるが、ナトリウム蒸気流と重力

による溶融被覆管の炉心中央から上下への移動は正の反応度効果を持つため、単

調に減少していた原子炉出力がわずかに上昇し、これに伴い燃料温度も若干上昇

する。炉心全体では、負の冷却材密度反応度及びナトリウムボイド反応度が卓越

しているため、全反応度は未臨界の状態が維持される。冷却材温度の上昇に伴う

負の反応度、その後破損した燃料の上下への分散に伴う負の反応度が投入される
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ⅱ）遷移過程の評価 

 

 

 

ａ）解析条件 

計算コードＳＩＭＭＥＲ－Ⅲ(9)により解析する。 

 

1）起因過程の解析結果を初期条件とする。 

 

 

2）起因過程の解析結果を引継ぐタイミングは、ラッパ管が破損する前とする。 

 

3）放出エネルギーが大きくなるよう制御棒下部案内管及び後備炉停止制御棒下部

案内管を模擬しない 2次元体系での解析を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことで原子炉出力は低下する。時刻約 71.7秒でチャンネル 12のラッパ管の温度

が融点まで上昇し、ＳＡＳ４Ａの適用限界に達する。約 70秒間の起因過程の範

囲では、炉心は出力／流量比が大きい 1チャンネル（チャンネル 12、炉心燃料

集合体数：2）の損傷にとどまる。 

起因過程において、評価項目に影響を及ぼす重要なパラメータである反応度変

化は、事象全体を通じて負にとどまり臨界（0.0$）を超えない。また、炉心損傷

の範囲も限定的であり、有意なエネルギー放出はなく、評価項目に影響を及ぼす

重要なパラメータである炉心平均燃料温度は、初期値から約 10℃上昇した後に

低下し、その後も大きく上昇することはない。なお、内側炉心の軸方向中心領域

に一部冷却材密度反応度及びボイド反応度が正となる領域があるが、その領域の

反応度価値はその上下の負となる領域の反応度価値に比べて絶対値は小さく、事

象推移に与える影響は極めて小さい。 

以上より、起因過程において、有意な正の反応度効果はなく、反応度及び原子

炉出力の上昇がないまま低温状態で推移し、部分的な炉心損傷の状態で後続の遷

移過程に移行する。 

ⅱ．遷移過程の解析 

起因過程の後、ラッパ管の溶融から炉心損傷が全炉心に拡大し、事象推移を経て

事故が核的に収束するまでの過程を遷移過程と呼び、計算コードＳＩＭＭＥＲ－Ⅳ

により解析する。 

a．解析条件 

ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳにおける解析体系を第 4.3.3.1.9 図に示す。また、本評価事

故シーケンスに対する主要な解析条件等を以下に示す。 

1）起因過程の解析結果を初期状態とし、炉心物質の分布（質量、温度、速度及び

圧力）及び原子炉の出力及び反応度をそのまま引き継ぐ。ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳに

おける初期物質分布を第 4.3.3.1.10図に示す。 

2）起因過程の解析結果を引き継ぐタイミングは、ＳＡＳ４Ａの適用限界であるラ

ッパ管が破損する直前とする。 

3）低エンタルピーの液体燃料及び液体スティールについて、固体粒子の混在によ

る流動抵抗の増加効果を考慮する。また、密度がほぼ等しい、液体燃料及び燃

料粒子（燃料が一旦溶融した後に固化した固体粒子）並びに液体スティール及

びスティール粒子は、それぞれ同じ速度を持つものとする。ナトリウム、制御

材及び蒸気相は、これらと独立の速度場を持つものとする。 

4）空間依存動特性における中性子束分布の計算には、3次元の輸送計算モデルを

用いる。また、使用する核データは、核設計に用いられている高速炉用炉定数

を 18 群エネルギー構造に縮約した核反応断面積セット（無限希釈断面積及び

自己遮蔽因子テーブル）を用いる。 

5）原子炉容器内全体を 3次元直交座標（流体力学メッシュ：21×19×67）でモデ

ル化し、鉛直方向は低圧プレナムからカバーガス領域までを、径方向は内側炉

心から遮へい集合体までをモデル化する。核計算メッシュは、流体力学メッシ
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ｂ）解析結果 

解析結果を第 4.2.2.4 図から第 4.2.2.6図に示す。 

本事象においては、炉心での冷却材流量が定格流量の約 10％まで低下するため、

炉心部の冷却材が沸騰し、被覆管が溶融する。その後、未破損であった燃料が崩

壊し、固体状の燃料が炉心下部に堆積する。このため、反応度と出力が上昇し、

全炉心規模で燃料が溶融する。全炉心規模での燃料溶融後は制御棒下部案内管及

び後備炉停止制御棒下部案内管からの燃料流出によって深い未臨界状態となる

が、ここでは制御棒下部案内管及び後備炉停止制御棒下部案内管からの燃料流出

を保守的に無視した解析を行った。その結果、反応度が 1$を超過し、出力が上昇

するが、燃料の分散移動等による負の反応度効果で出力は速やかに低下し、その

出力過渡における炉心平均燃料最高温度は約 5,110℃である。最高温度到達後は

燃料の分散によって、反応度及び出力は低下する。この即発臨界超過後は溶融燃

料が炉心上下に流出することにより未臨界状態となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ュの一部の燃料物質が存在する領域を対象とする。 

6）炉心下部の高圧プレナム部及び上部プレナム部の側面には、炉心流量を再現す

るための圧力境界条件を与える。各炉心燃料集合体の入口には、定格時の流量

を再現できるようオリフィス圧力損失係数を与える。また、遷移過程開始時に

は、すでに１次主循環ポンプのポニーモータによる低速運転に移行しているた

め、定格運転時の約 10%流量を再現するように入口圧力を設定する。 

7）B型及び C型照射燃料集合体は、同じ列に装荷されている燃料集合体の平均出

力に最も近い炉心燃料集合体に置き換える。 

8）炉心からの燃料流出経路としては、制御棒駆動機構下部案内管、後備炉停止制

御棒駆動機構下部案内管（以下両者ともに「LGT」という。）及び径方向の反射

体の集合体間ギャップを考慮する。 

9）被覆管が溶融した時点又は燃料ペレットが固相線温度に達した時点で燃料ペレ

ットを直ちに破損させ、可動性のある燃料チャンク（未溶融の固体燃料粒子）

とする。 

10）損傷燃料のスエリングは考慮せず製造時密度で沈降するものとする。 

b．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.1.11図から第 4.3.3.1.13図に示す。 

遷移過程の初期には、大半の燃料集合体は健全状態にある。一方、冷却材によ

る除熱は不十分であり炉心の昇温は続くが、原子炉出力が低いため、炉心損傷の

進展は極めて緩慢なものとなる。また、遷移過程の初期には、損傷集合体が限定

されているため、反応度及び原子炉の出力に大きな変化はない。起因過程終了時

に損傷していた集合体に隣接する燃料集合体では、損傷炉心物質の接触に伴い、

集合体管壁が損傷又は集合体内の冷却材がボイド化する。冷却材がボイド化した

燃料集合体では、被覆管が溶融して燃料ペレットが損傷し、損傷した燃料が沈降

すると正の反応度が投入され、時刻 100 秒前後に反応度と原子炉出力の上昇が見

られる。損傷領域が狭い間は、反応度の上昇量は大きくないが、ラッパ管の溶融

により損傷領域が拡大するとともに燃料の横方向の移動が可能になると反応度変

化も徐々に大きくなる。反応度は、変動しながら徐々に上昇し、特に外側炉心の

燃料が内側炉心領域に移動すると鉛直方向の燃料凝集よりも更に大きな正の反応

度が投入される。時刻 115 秒から反応度と原子炉出力の振幅が大きくなり、時折

原子炉出力が定格値を超える。原子炉出力の上昇により燃料温度の上昇と溶融ス

ティール量が増加し、炉心物質の可動性が増加し、即発臨界近くまで反応度は上

昇するようになる。数回の反応度上昇とパルス状の原子炉出力の上昇を経て燃料

集合体が全炉心規模で損傷し、損傷した燃料の炉心下部への凝集により時刻 129

秒に初めて反応度が即発臨界（1.0$）を超過する。この時に発生した圧力によっ

て、いったん分散した燃料が再度凝集することにより時刻 131 秒にも即発臨界を

超過する。2 回目の即発臨界超過の燃料の集中運動によって比較的大きな出力パ

ルスとエネルギー放出が生じる。評価項目に影響を及ぼす重要なパラメータであ

る炉心平均燃料温度の最大値は約 3,700℃である。これらの事象推移における炉
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ⅲ）再配置・冷却過程の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ）解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤ及びＦＬＵＥＮＴ(10)、（11）により解析する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

心内の物質分布の変動を可視化した解析結果を受けて、機械的応答過程において

評価項目に影響を及ぼす重要なパラメータである機械的エネルギーを解析する。 

この時に発生するスティール蒸気圧により炉心インベントリの約 30%の損傷炉

心物質が炉心周囲の反射体及び遮へい集合体間のラッパ管間のギャップに移行し

て固化する。この結果、反応度は、深い未臨界状態（-200$未満）に低下し、原子

炉出力も急速に低下する。その後、再び反応度は、正に回復することはなく、エ

ネルギー放出が生じる可能性はない。なお、炉心領域の下部には、固化した燃料

とスティールが堆積しており、短時間で溶融燃料が LGT を通じて炉心領域の下方

に流出することはない。炉心周囲の反射体及び遮へい集合体間のラッパ管間のギ

ャップ部及び遷移過程終了時に炉心に残留した燃料及びスティール（以下「残留

炉心物質」という。）において、崩壊熱により発熱を続ける炉心燃料のその後の長

期にわたる再配置挙動及び冷却挙動については、再配置・冷却過程において解析

する。なお、この炉心内の燃料の凝集挙動の解析においては保守的に炉心物質の

粘性を零としている。 

ⅲ．再配置・冷却過程の解析 

起因過程及び遷移過程を経て事故が核的に収束（反応度が再び正にもどることのな

い、深い未臨界状態に移行）した後も損傷した炉心燃料の崩壊熱による発熱によって

事故は更に進展する。原子炉容器内での損傷炉心物質の再配置挙動には、崩壊熱によ

る残留炉心物質の溶融と流出挙動に依存して大きな変動幅がある。このため、事象推

移に関しては、基本となるシナリオを想定した上で、遷移過程における熱エネルギー

の放出状況及び残留炉心物質の溶融と炉心領域からの流出挙動（損傷炉心物質の量及

び形態）の考え得る変動幅から長時間の再配置挙動を検討し、想定される最終的な再

配置場所での損傷炉心物質の量及び形態に基づいて冷却挙動の解析を行う。 

エネルギー放出が小さい場合には、損傷炉心物質の再配置場所として、下部プレナ

ム底部及び炉心領域を対象とする。大きなエネルギー放出を伴う場合には、損傷炉心

物質の再配置場所として、上部プレナムの炉心支持台上面（炉心構造物を支持する水

平構造物の上面）及び材料照射ラック底部を対象とする。それぞれの場所について、

損傷炉心物質による熱的負荷に対する解析を行う。原子炉容器内での損傷炉心物質の

再配置場所を第 4.3.3.1.14図に示す。 

a．解析条件 

下部プレナムにおけるデブリベッドの冷却については、１次主冷却系流量等の

境界条件をＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤで計算し、下部プレナムに形成されるデブリベ

ッドの冷却をデブリベッド熱計算モジュールで解析する。残留炉心物質の冷却に

ついては、１次主冷却系流量等の境界条件をＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤで計算し、炉

心領域における残留炉心物質から周囲構造材等への伝熱過程を伝熱計算モデルで

計算し、残留炉心物質の再配置場所から周辺の冷却材への熱移行及び原子炉容器

内での熱流動挙動をＦＬＵＥＮＴで解析する。また、上部プレナムにおけるデブ

リベッドの冷却については、堆積状態に応じてデブリベッド熱計算モジュール（炉

心支持台上面に堆積した扁平なデブリベッドが対象）及び伝熱計算モデル（材料
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）１次主冷却系の循環パスは確保されており、１次主循環ポンプのポニーモータ

運転と２次主冷却系の自然循環による冷却パスは確保されるものとする。 

2）炉心から下部プレナムに移行する燃料量は炉心インベントリの 70％とする。 

3）下部プレナムに移行した溶融燃料は、冷却材中でクエンチ・微粒化して原子炉

容器底部にデブリベッドとして堆積するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照射ラック底部に堆積した縦長円柱状のデブリベッドが対象）で解析する。本評

価事故シーケンスに対する主要な解析条件等について、1）から 5）に共通的な解

析条件等を、6）から 11）にそれぞれの再配置場所に対する解析条件等を示す。 

1）再配置・冷却過程の初期状態は、遷移過程の解析において核的挙動が収束した

時点の炉心状態から設定する。遷移過程の終状態では、炉心インベントリの約

30%の損傷炉心物質が炉心周囲の反射体及び遮へい集合体間のラッパ管間のギ

ャップに移行して固化している。ここでは、炉心領域に残留する損傷炉心物質

の量及び下部プレナムへ移行する損傷炉心物質の量が保守的に多くなるよう

に炉心周囲へ移行する損傷炉心物質の量を炉心インベントリの 30%から 20%

に、炉心領域に残留する損傷炉心物質の量を炉心インベントリの 80%とした状

態を再配置・冷却過程の初期状態とする。 

2）核分裂による発熱は考慮しない。 

3）１次主冷却系の循環パスは確保されており、１次主循環ポンプのポニーモータ

運転と２次主冷却系の自然循環による冷却パスは確保されるものとする。 

 

 

 

4）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定とし

て計算したノミナル値（最適評価値）を基に、燃料の損傷・溶融と高温状態が

継続していることを考慮して、希ガス及び揮発性の FP からの崩壊熱を除いた

値を用いる。原子炉停止後の経過時間は、遷移過程後の事象進展を考慮してそ

れぞれの再配置場所について設定する。 

5）炉心領域から下部プレナム又は上部プレナムに移行した溶融炉心物質は、サブ

クール度の高い大量のナトリウムによって効率的に冷却・固化・微粒化して、

下部プレナムでは原子炉容器底部に、上部プレナムでは炉心支持台上面（炉心

構造物を支持する水平構造物の上面）及び材料照射ラック底部に粒子状のデブ

リベッドとして堆積するものとする。デブリベッドの性状については、炉心物

質を用いた試験結果に基づき、デブリ粒子径を 400µm、空隙率を 0.6とする。 

6）遷移過程の終状態の残留炉心物質は、未溶融又は再固化した燃料と溶融スティ

ールの混合物となり、崩壊熱によって徐々に再溶融する。溶融した残留炉心物

質の一部は、LGTを通じ下部プレナムに流出する。炉心領域に残留する損傷炉

心物質の量が炉心インベントリの約 50%を下回ると、崩壊熱と炉心周辺構造へ

の熱損失のバランスによって残留炉心物質の溶融が止まるとともに下部プレ

ナムへの流出も止まる。従って、遷移過程終了時に炉心領域に残留する損傷炉

心物質の量である炉心インベントリの 80%から下部プレナムへ移行する損傷炉

心物質の量は炉心インベントリの 30%とする。 

7）本評価事故シーケンスの遷移過程の基本ケースでは、事象の開始から約 130秒

後に炉心領域から溶融炉心物質の一部が径方向反射体及び遮へい集合体のラ

ッパ管間のギャップに移行し、炉心領域での核反応が停止すると遷移過程の終
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ）解析結果 

１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニーモータを使用）、

２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風による原子炉容器内冷却によ

り、損傷炉心は長期にわたって安定的に冷却され、炉心内に残留した燃料及び炉

状態となる。このため、下部プレナムのデブリベッドの崩壊熱の起点は事象の

発生から約 130秒後とする。また、下部プレナムのデブリベッド、周囲の冷却

材及び原子炉容器壁の初期温度は、それぞれ約 420℃、約 420℃及び 350℃とす

る。 

8）6）より炉心領域に残留する損傷炉心物質の量は炉心インベントリの 50%とす

る。 

9）炉心領域に残留する燃料の崩壊熱の起点は、7）と同様に事象の発生から約 130

秒後とする。また、冷却過程開始時点の炉心条件として、残留炉心物質の温度

は最高約 1,930℃、構造材及び冷却材温度について、支持板下方の領域は約

350℃、炉心周辺領域を除く支持板上方の領域は約 500℃並びに炉心周辺領域

は約 460℃とする。この残留炉心物質の温度は遷移過程の終状態で炉心に残留

する燃料とスティールの平衡温度である。また構造材及び冷却材の温度は、１

次主冷却系流量等の境界条件をＳｕｐｅｒ−ＣＯＰＤで計算した際に得られた

冷却過程開始時点における各領域の温度である。 

10）大きなエネルギー放出が生じた場合には、炉心領域全体が短時間で溶融する

とともに、圧力上昇により相当量の損傷炉心物質が上部プレナムに放出され

る。ここでは、保守的に炉心上部構造（炉心燃料集合体内の上部反射体ペレッ

ト下端からハンドリングヘッドの上端までの間に位置する構造物）による損傷

炉心物質の放出の抑制効果を無視して、上部プレナムに移行する損傷炉心物質

の量は炉心インベントリの 100%とする。また、次節のⅳ．機械的応答過程にお

いて高温炉心物質やナトリウムの蒸発・膨張による機械的エネルギーの発生を

ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳで解析した結果によると、上部プレナムに放出された損傷炉

心物質は炉容器壁近傍の上部プレナム底部に沈降し、その位置にある材料照射

ラック及び炉心支持台上面に堆積する。堆積位置の広がり面積に対する材料照

射ラックの開口面積の比より、炉心インベントリの約 4%の損傷炉心物質が材

料照射ラック底部に堆積し、残りは炉心支持台上面に堆積するものとする。 

11）機械的応答過程の解析より、上部プレナムに損傷炉心物質が噴き上げられた

高さから炉心支持台上面までの高さを終端速度で落下すると保守的に仮定し

て、上部プレナムのデブリベッドの崩壊熱の起点は、後述する遷移過程の不確

かさ影響の評価ケース①における核反応の停止から 10 秒後とする。また、デ

ブリベッドの初期温度は、遷移過程の不確かさの影響評価の解析結果より約

5,110℃の損傷炉心物質が上部プレナムに放出されて燃料集合体頂部位置まで

沈降した際の損傷炉心物質の温度を保守的に切り上げた 600℃とする。この温

度は上部プレナムに放出された炉心物質と上部プレナム内のナトリウムの平

衡温度である。 

b．解析結果 

本評価事故シーケンスで想定される解析条件において、原子炉容器を通過する

冷却材の原子炉容器出口温度は、冷却材の流量減少、原子炉出力の変動及び崩壊

熱によって変動する。Ｓｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析した原子炉容器出口冷却
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

心部から放出されて原子炉容器底部等に移行した燃料は、原子炉容器内で保持さ

れる。なお、原子炉容器底部に生じる最大応力（一次応力）はＳＵＳ３０４ステ

ンレス鋼のクリープ破断特性と比較して小さく、原子炉容器が破損することはな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．原子炉容器の上部から格納容器内に噴出したナトリウムの影響緩和 

ⅰ）機械的エネルギーによるナトリウム噴出量の評価 

 

 

 

 

 

 

材温度の変化を第 4.3.3.1.15図に示す。原子炉容器出口冷却材温度は約 500℃

まで上昇するが、炉心損傷防止措置の評価項目として設定した原子炉冷却材バウ

ンダリ温度 550℃を超えないことから、冷却材温度の上昇によって原子炉冷却材

バウンダリの損傷に至ることはない。 

① 下部プレナムにおけるデブリベッド冷却 

炉心インベントリの 30%の損傷炉心物質からなるデブリベッドの冷却につ

いては、「ⅲ．再配置・冷却過程の不確かさの影響評価」における炉心イン

ベントリの 70%の損傷炉心物質からなるデブリベッドの場合の結果に対して

大きな余裕がある。また、原子炉容器底部に生じる最大応力（１次応力）

について、「ⅲ．再配置・冷却過程の不確かさの影響評価」における炉心イ

ンベントリの 70%の損傷炉心物質からなるデブリベッドの条件における結果

は、ＳＵＳ３０４のクリープ破断強度と比較して小さい。したがって、炉

心インベントリの 30%の損傷炉心物質からなるデブリベッドも原子炉容器内

で安定に保持・冷却できる。 

② 残留炉心物質の冷却 

炉心領域に残留した損傷炉心物質の量が炉心インベントリの 50%となる場

合については、「ⅲ．再配置・冷却過程の不確かさの影響評価」における炉

心インベントリの 80%の損傷炉心物質が炉心領域に残留した場合の結果に対

して余裕がある。このため、残留炉心物質は、再溶融かつ移動することな

く炉心領域において固化した状態で安定に冷却できる。また、原子炉容器

内の冷却材温度も過大になることはなく、崩壊熱の減衰とともに単調に低

下する。したがって、残留炉心物質が原子炉冷却材バウンダリの健全性に

影響を及ぼすことはない。 

③ 上部プレナムにおけるデブリベッド冷却 

材料照射ラック底部に堆積したデブリベッドの最高温度は約 760℃、炉心

支持台上面に堆積したデブリベッドの最高温度は約 760℃まで上昇するが、

その後、崩壊熱の減衰によって、これらのデブリベッドの温度は低下す

る。また、原子炉容器内の冷却材温度も過大になることはなく、崩壊熱の

減衰とともに単調に低下する。したがって、原子炉冷却材バウンダリの健

全性が損なわれることはない。 

ⅳ．機械的応答過程の解析 

機械的応答過程では、起因過程又は遷移過程において即発臨界超過の結果、大きな

熱エネルギー放出がある場合、高温となった炉心物質は、炉心内の圧力に駆動されて

上部プレナムへ移動し、ナトリウムとの熱的相互作用を生じる。その結果発生するナ

トリウム蒸気圧によって上部プレナム内のナトリウムが上方に加速され、大回転プラ

グ、小回転プラグ及び炉心上部機構等（以下「回転プラグ」という。）の下面のカバー

ガス領域を圧縮し、原子炉冷却材バウンダリ等に対して機械的な負荷を与える。上部

プレナム内のナトリウムの加速による機械的エネルギーの発生並びに機械的エネル

ギー発生時の原子炉容器内の圧力上昇に伴う原子炉容器構造応答、回転プラグ及び固
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

ａ）解析条件 

計算コードＳＩＭＭＥＲ－Ⅳ(12)、ＡＵＴＯＤＹＮ(13)及びＰＬＵＧ(14)により解析

する。 

 

 

 

 

 

 

1）機械的エネルギーを高めに評価する観点から、炉心損傷後の膨張過程の解析で

は、炉心の下端及び径方向外端は剛体として扱う。 

 

 

 

2）遷移過程の解析結果を初期条件とする。 

 

 

 

 

 

 

 

3）遷移過程の解析結果を引継ぐタイミングは、炉心平均燃料温度が最大値に到達

した時点とする。 

 

 

 

4）機械的エネルギーの定義は、上部プレナムのナトリウムが圧力源から受ける外

部仕事とする。 

 

 

 

 

 

 

定ボルトの応答挙動並びに回転プラグの間隙を通じた格納容器（床上）へのナトリウ

ム噴出挙動の解析を行う。ナトリウム噴出に係る解析結果は、格納容器応答過程の解

析に引き渡して、ナトリウムの燃焼等に対する格納容器の応答を解析する。 

a．解析条件 

高温炉心物質やナトリウムの蒸発・膨張による機械的エネルギーの発生をＳＩＭ

ＭＥＲ－Ⅳで解析する。ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳにおける解析体系を第 4.3.3.1.16図に示

す。機械的エネルギー発生時の原子炉容器内の圧力上昇に伴う原子炉容器構造応答

をＡＵＴＯＤＹＮで解析する。ＡＵＴＯＤＹＮにおける解析体系を第 4.3.3.1.17図

に示す。機械的エネルギー発生時の回転プラグ下面の圧力上昇に伴う回転プラグ及

び固定ボルトの応答挙動並びに回転プラグの間隙を通じた格納容器（床上）へのナ

トリウム噴出をＰＬＵＧで解析する。ＰＬＵＧにおける解析体系を第 4.3.3.1.18図

に示す。本評価事故シーケンスに対する主要な解析条件等を以下に示す。 

1）遷移過程において即発臨界を超過して原子炉の出力の急上昇が起こった直後の、

炉心平均燃料温度が最高値に達した時点の炉心状態（炉心物質の質量、温度、

速度及び圧力）を機械的応答過程の初期状態とする。熱エネルギーの放出によ

り高温となった炉心物資が蒸発・膨張しつつ炉心から上方に噴出され、ナトリ

ウムを蒸発・膨張させながら機械的エネルギーに変換されるものとする。 

2）ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳによる機械的エネルギー発生の解析は、水平方向は炉心中心

から原子炉容器の内面まで、鉛直方向は炉心燃料下端部から回転プラグ底板の

下端面までを、3次元直交座標を用いてモデル化する。炉心及びその周辺の初期

状態は、遷移過程の解析結果をそのまま接続する。初期の炉心平均燃料温度及

び炉心平均スティール温度は、「ⅰ）基本ケース ⅱ．遷移過程の解析」の結果

よりそれぞれ 3,700℃及び 1,470℃とする。なお、炉心物質が保有する全熱エネ

ルギーに対応する指標として、ここでは炉心平均燃料温度に加えて炉心平均ス

ティール温度も示した。 

3）炉心部から上部プレナムへと溶融炉心物質が容易に噴出するように、遷移過程

において炉心部の上部構造の流路中に侵入した溶融炉心物質が固化することに

よって形成される閉塞を無視し、また、原子炉容器内において、機械的エネル

ギーの吸収に寄与する構造の流動に対する抵抗を無視するなど、機械的エネル

ギーの発生が大きくなるような条件とする。 

4）ＡＵＴＯＤＹＮによる原子炉容器の構造応答解析は、原子炉容器全体を 2 次元

円筒座標でモデル化する。原子炉容器全体は、上端で支持される構造とし、原

子炉容器胴部の変形及び底部の変位を解析する。機械的エネルギー発生の解析

で得られた炉心物質の膨張における圧力-体積変化を圧力源として解析する。 

5）回転プラグは動かない剛体としてモデル化し、この構造物の変形による機械的

エネルギーの吸収効果を無視するなど、原子炉容器への負荷が大きくなるよう

な条件とする。 

6）ＰＬＵＧによる解析は、回転プラグ及びその固定ボルトをモデル化する。また、

回転プラグ間隙の垂直部分を環状流路、水平部分を矩形流路としてモデル化す
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ｂ）解析結果 

 

炉心損傷後の膨張過程において崩壊炉心部から上部プレナムに放出された溶融

燃料と溶融スティールの混合物は、冷却材との熱的相互作用によりナトリウム蒸

気を生成させ、上部プレナムのナトリウムを上方へ加速するとともに、原子炉構

造に機械的負荷を与える。この際、発生する機械的エネルギーは約 3.6MJである。

機械的負荷によって炉心バレル構造物及び原子炉容器が水平方向に変形するが、

原子炉冷却材バウンダリの健全性は損なわれない。また、安全容器側壁には作用

を及ぼさない。垂直下方向への機械的負荷は原子炉容器を下方へ変形させるもの

の、健全性は損なわれない。また、原子炉容器の下方への変形により安全容器底

面には作用を及ぼさない。垂直上方向への機械的負荷は原子炉容器胴上部及び回

転プラグの固定ボルトの変形によって吸収され、原子炉容器の健全性は損なわれ

ない。回転プラグは短時間の間、垂直上方向へ変位するものの、ボルトの健全性

は損なわれず、回転プラグの気密性は確保され、原子炉容器内から格納容器（床

上）へのナトリウムの噴出は生じない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）噴出ナトリウムの熱的影響の評価 

 

 

 

 

る。回転プラグの応答及び固定ボルトの変形を駆動するプラグ下面の圧力履歴

は、機械的エネルギー発生の解析で得られた圧力履歴を用い、原子炉容器の変

形による圧力緩和効果を無視し、回転プラグへの負荷が大きくなる条件とする。 

7）定常の流動方程式を用いて噴出ナトリウムの流量を計算するなど、ナトリウム

噴出量が多くなる条件とする。 

b．解析結果 

① 機械的エネルギーの発生 

即発臨界超過による熱エネルギーの放出で高温・高圧となった炉心から溶融燃

料と溶融スティールの混合物が上方に放出され、液体ナトリウムを蒸発させる。

これが圧力源となって、上部プレナムのナトリウムを上方へ加速し、原子炉構造

に機械的負荷を与える機械的エネルギーへ変換される。機械的エネルギーの最大

値は約 1.8MJ である。なお、圧力源の最大膨張時におけるカバーガス領域の体積

は初期の 25％程度である。機械的エネルギーを発生させる物理現象は溶融した炉

心物質とナトリウムの FCI である。FCI では高温物質と低温物質の接触時に単相

圧力が発生する Phase Aと呼ばれる現象が知られている。 

② 原子炉容器の構造応答 

圧力源の膨張により上部プレナムのナトリウムの上昇速度は、徐々に増大しカバ

ーガス領域を圧縮する。この間に生じる機械的負荷は、原子炉容器を水平方向に変

形させるものの、原子炉容器に生ずる周方向ひずみの最大値は約 0.1％（弾性変形の

範囲内）であり、許容限界である 10％を超えない。したがって、原子炉容器の健全

性が損なわれることはない。なお、安全容器側面及び底面に作用を及ぼさない。 

③ 回転プラグ及び固定ボルトの応答並びにナトリウム噴出挙動 

炉心上部機構及び小回転プラグは大回転プラグと一体となって変位し、大回転

プラグとの相対変位は生じない。大回転プラグは 80ms 程度の短時間の間だけ、

最大約 1.2mm 上向きに浮き上がるが、原子炉容器内の圧力が回転プラグの浮き上

がりに必要な圧力以下に低下すると、支持フランジ上に落下・着座する。回転プ

ラグの固定ボルトのひずみは最大でも約 0.1％であり、破断伸びである 15％より

十分小さく、固定ボルトの健全性が損なわれることはない。 

以上より、機械的負荷により回転プラグは短時間の間、垂直上方向へ変位する

ものの落下・着座し、固定ボルトの健全性は損なわれない。 

また、大回転プラグの浮き上がりは極短時間であって、その間に一時的に形成

される回転プラグ間の間隙を通じてナトリウムが格納容器（床上）へ噴出するこ

とはない。 

ⅴ．格納容器応答過程の解析 

機械的応答過程より、不確かさの影響を考慮したとしても、原子炉容器内から格納

容器（床上）へナトリウムが噴出することはないが、ここでは、格納容器の頑健性を

確認するために、あえてナトリウムが噴出すると仮定し、格納容器応答過程の解析に

よりその影響を評価する。 

a．解析条件 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

ａ）解析条件 

計算コードＣＯＮＴＡＩＮ－ＬＭＲ(15)、（16）により解析する。 

 

 

1）機械的エネルギーによるナトリウム噴出量の評価ではナトリウムが噴出するこ

とはないが、格納容器破損防止措置の頑健性を確認するために、230kgのナト

リウムが噴出すると仮定する。 

2）ナトリウムの燃焼形態として、スプレイ燃焼及びプール燃焼を想定する。 

3）ナトリウム－コンクリート反応では、噴出したナトリウムがプール燃焼と同じ

面積で広がり、全てコンクリートと反応すると仮定する。 

 

 

4）格納容器（床上）へ放出された核分裂生成物の全ての崩壊熱は格納容器内雰囲

気ガスに対する熱源とする。 

 

 

 

 

5）雰囲気から構造材への伝熱は自然対流による熱伝達及び熱輻射を考えるものと

する。 

6）水素の発生については、ナトリウムと雰囲気中の湿分又はコンクリート中の水

分との反応を考慮するものとする。 

 

 

 

 

ｂ）解析結果 

ナトリウムの熱的影響については、スプレイ燃焼、プール燃焼、プール状でコ

ンクリートと反応する場合についてそれぞれ解析した。 

解析結果を第 4.2.2.7 図から第 4.2.2.9図に示す。 

格納容器（床上）の雰囲気の圧力が最高となるのは、スプレイ燃焼のケースで

あり、最高圧力は約 0.92kg／cm2[gage]（約 0.091MPa[gage]）まで上昇するが、

格納容器の設計圧力 1.35 kg／cm2[gage]（約 0.13MPa[gage]）を超えない。 

格納容器鋼壁の温度が最高となるのは、スプレイ燃焼のケースであり、最高温

度は約 68℃まで上昇するが、格納容器鋼壁の設計温度 150℃を超えない。 

格納容器（床上）の水素濃度が最大となるのは、プール状でコンクリートと反

応するケースであり、最大水素濃度は約 0.77vol％まで上昇するが、可燃限界濃

度の 4vol％を下回る。 

 

計算コードＣＯＮＴＡＩＮ－ＬＭＲにより解析する。解析体系を第 4.3.3.1.19

図に示すとともに、主要な解析条件等を以下に示す。 

1）格納容器（床上）及び外気をモデル化する。 

2）不確かさの影響を考慮したとしても、格納納容器（床上）へナトリウムが噴出

することはないが、ここでは、格納容器の健全性を入念に確認するために、敢

えて 230kgのナトリウムが噴出すると仮定する。 

3）ナトリウムの燃焼形態として、スプレイ燃焼及びプール燃焼をそれぞれ想定し、

それぞれの燃焼形態が支配的となるような液滴径を設定する。また、ナトリウ

ムとコンクリートが直接接触して反応することも想定し、この場合、噴出した

ナトリウムがプール燃焼と同じ面積で広がり、全てコンクリートと反応すると

仮定する。 

4）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定とし

て計算したノミナル値（最適評価値）を基に、希ガスの FPの 100％、揮発性の

FP の 50％が格納容器（床上）へ放出されるものとし、これらの崩壊熱は格納

容器内雰囲気ガスに対する熱源とする。 

5）格納容器（床上）圧力の初期値は 0.25kPa[gage]、格納容器鋼壁温度の初期値

は 40℃とする。 

6）雰囲気から構造材への伝熱は自然対流による熱伝達及び熱輻射を考えるものと

する。 

7）水素の発生については、ナトリウムと雰囲気中の湿分又はコンクリート中の水

分との反応をそれぞれ考慮するものとする。 

8）Cs-137 の格納容器外への放出量については、定格出力運転を継続し炉心燃料

が平均燃焼度に到達したとの保守的な仮定で計算した炉内蓄積量を基に、炉心

から冷却材には全量が放出されると仮定し、冷却材中での捕獲及び格納容器

（床上）での凝集、沈着等による除去を考慮するものとする。 

b．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.1.20図から第 4.3.3.1.22図に示す。 

ナトリウムの熱的影響については、スプレイ燃焼、プール燃焼及びナトリウム

－コンクリート反応する場合についてそれぞれ解析した。 

格納容器（床上）の雰囲気の圧力が最高となるのは、スプレイ燃焼のケースで

あり、最高圧力は約 0.93kg／cm2[gage]（約 0.092MPa[gage]）まで上昇するが、格

納容器の設計圧力 1.35kg／cm2[gage]（約 0.13MPa[gage]）を超えない。 

格納容器鋼壁の温度が最高となるのは、同様にスプレイ燃焼のケースであり、

最高温度は約 68℃まで上昇するが、格納容器鋼壁の設計温度 150℃を超えない。 

格納容器（床上）の水素濃度が最大となるのは、ナトリウム－コンクリート反

応のケースであり、最大水素濃度は約 0.76vol％まで上昇するが、燃焼限界濃度の

4vol％を下回る。 

また、格納容器外への Cs-137の放出について、原子炉冷却材による除去率は 9

0％、格納容器内から格納容器外への放出率は約 0.083％、総放出量は約 0.33TBq
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以上より、外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故を想定しても格納容

器の破損は防止され、施設からの多量の放射性物質等の放出は防止される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となり、100TBqを十分に下回る。 

以上より、格納容器（床上）へのナトリウム噴出を仮想しても、評価項目であ

る格納容器の健全性は確保されるとともに、環境への影響も十分に抑制される。 

以上ⅰ.からⅴ.より、外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故を想定

しても格納容器の破損は防止され、施設からの多量の放射性物質等の放出は防止される。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

ⅰ．起因過程の不確かさの影響評価 

起因過程の不確かさの影響について、計算コードの不確かさとして、FP ガスの保持

量の不確かさの影響を評価する。また、解析条件の不確かさのうち、事象進展に有意な

影響を与えるものとしては反応度係数と燃料破損条件が挙げられるが、燃料破損条件は

既に十分に保守的な条件であるため、反応度係数の不確かさとして、ナトリウムボイド

反応度、ドップラ反応度及び燃料の軸伸びの不確かさの影響を評価する。考慮する不確

かさ幅は、以下のとおり設定する。 

1）FPガスの保持量：燃料ペレット中の FPガスの保持量は、ＳＡＳ４Ａの定常照射挙

動モデルの計算値に対して、負の反応度効果を持つ破損燃料の分散の駆動力となる

FPガス圧力の効果を無視する。 

2）ナトリウムボイド反応度：炉心の核設計においては 30%の不確かさを考慮している。

ナトリウムボイド反応度は、炉心の極一部の領域を除いておおむね負である。評価

項目に影響を及ぼすパラメータである反応度を大きく計算するため、正の領域では

1.3倍に、負の領域では 0.7倍に設定する。 

3）ドップラ反応度：ナトリウムボイド反応度と同様に、炉心核設計で考慮される不確

かさは 30%である。ドップラ反応度係数は負であるが、起因過程のドップラ反応度

は正となるため、評価項目に影響を及ぼすパラメータである反応度を大きく計算す

るため、1.3 倍に設定する。 

4）燃料の軸伸び：ナトリウムボイド反応度と同様に、炉心核設計で考慮される燃料密

度反応度の不確かさは 30%である。起因過程の事故シーケンスでは燃料は収縮し反

応度変化が正となる。評価項目に影響を及ぼすパラメータである反応度を大きく計

算するため、1.3倍に設定する。 

これらの解析条件等の間には物理的相関はなく、互いに独立であると考えられ、それ

ぞれ保守的に設定した不確かさを重ね合わせることは過度に保守的な想定となる。そこ

で、感度解析においては、保守的な条件の重畳は行わず、「（６）措置の有効性評価 ⅰ.

起因過程の解析」に対してそれぞれの不確かさの影響を評価する。 

起因過程に関する感度解析の結果、評価項目に影響を及ぼす重要なパラメータである

反応度については、どの不確かさを考慮したとしても、「ⅰ）基本ケース ⅰ.起因過程

の解析」と同様に臨界（0.0$）を超えることはない。すなわち、不確かさの影響を考慮

したとしても、起因過程は、出力及び燃料温度が低い状態で推移し、部分的な炉心損傷

のまま後続の遷移過程に移行する。事象の推移と損傷集合体の数に最も大きな影響が生

じたケースは、2)のナトリウムボイド反応度の不確かさを保守的に考慮したケースであ

る。基本ケースに比べて過渡開始直後から反応度の減少が若干緩やかになり、沸騰開始
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（なし） 

 

 

 

（なし） 

 

 

 

（なし） 

 

 

 

（なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時刻や燃料崩壊時刻が早くなっている。このことによって事象進展が速くなり、基本ケ

ースに比べて沸騰及び損傷に至る集合体数が増加した。しかしながら、損傷集合体の数

は基本ケースの 2 集合体から 5 集合体に増加しているが、そのうちの 3 集合体は被覆

管の溶融に至っただけであり、炉心全体の燃料分布は基本ケースと大きく変わらず、遷

移過程の事象推移に大きな影響を与えることはない。なお、2)のナトリウムボイド反応

度ケースでは沸騰開始、燃料崩壊開始、ラッパ管溶融の各時刻が基本ケースから約 14%

から約 17%程度早くなったのに対して、1)FPガスの保持量、3)ドップラ反応度、4)燃料

の軸伸び、の不確かさの影響を確認するケースでは変化しないか最大でも約 4%以下の

変化にとどまり、また損傷集合体の数も基本ケースと変わらず 2集合体のままである。 

 

（追加） 

ⅱ．遷移過程の不確かさの影響評価 

（省略） 

 

（追加） 

ⅲ．再配置・冷却過程の不確かさの影響評価 

（省略） 

 

（追加） 

ⅳ．機械的応答過程の不確かさの影響評価 

（省略） 

 

（追加） 

ⅴ．格納容器応答過程の不確かさの影響評価 

（省略） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

第4.2.2.1表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

トリップ信号発信 
－ － － 

①  関連するプロセス

計装 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・ 「電源喪失」による原子炉ト

リップ信号発信及び原子炉スク

ラム（自動停止）を確認する。 

 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 
－ 

① 原子炉保護系（ス

クラム） 

② 関連するプロセス

計装 

③ 関連する核計装 

事故発生 

の判断 

・「電源喪失」による原子炉トリ

ップ信号発信を確認する。 
－  

① 原子炉保護系（ス

クラム） 

② 関連するプロセス

計装 

代替 

トリップ信号発信 
－ － － 

① 関連するプロセス

計装 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・ 「１次主循環ポンプトリッ

プ」による原子炉スクラム（自

動停止）を確認する。 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 
－ 

① 原子炉保護系（ス

クラム） 

② 関連するプロセス

計装 

③ 関連する核計装 

後備炉 

停止系 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・ 「１次主循環ポンプトリッ

プ」による後備炉停止系用論理

回路動作に伴う後備炉停止系に

よる原子炉スクラム（自動停

止）を確認する。 

① 後備炉停止制御棒 

② 後備炉停止制御棒駆動系 
－ 

① 後備炉停止系用論

理回路 

② 関連するプロセス

計装 

③ 関連する核計装 

原子炉 

自動停止失敗の 

判断 

・ 原子炉スクラム（自動停

止）、後備炉停止系スクラム

（自動停止）を確認する。 

－ － － 

原子炉 

手動停止 

・ 手動スクラム、制御棒保持電

磁石励磁手動断、後備炉停止制

御棒保持電磁石励磁手動断、制

御棒駆動機構による制御棒手動

挿入又は後備炉停止制御棒駆動

機構による後備炉停止制御棒手

動挿入により、原子炉を停止す

る。 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 

③ 後備炉停止制御棒 

④ 後備炉停止制御棒駆動系 

－ ① 関連する核計装 

原子炉容器内 

冷却確認 

・ １次主冷却系（ポニーモータ

低速運転）の運転状況を確認す

るとともに、２次主冷却系（自

然循環）及び主冷却機（自然通

風）に異常等がないことを確認

する。 

－ － 
① 関連するプロセス

計装 

原子炉冷却材 

バウンダリ及び 

原子炉カバーガス 

等のバウンダリ内 

に放射性物質を 

閉じ込め、貯留 

・ 放射性物質を閉じ込めるた

め、原子炉カバーガス等のバウ

ンダリを隔離する。 

① １次アルゴンガス系 

１）原子炉カバーガスのバ

ウンダリに属する容器・

配管・弁（ただし、計装

等の小口径のものを除

く。） 

－ 
① 関連するプロセス

計装 

格納容器 

アイソレーション

確認 

・ 「格納容器内圧力高」、「格

納容器内温度高」、「格納容器

内床上線量率高」により、原子

炉保護系（アイソレーション）

が動作し、工学的安全施設が自

動的に作動し、隔離されること

を確認する。 

① 格納容器 

② 格納容器バウンダリに属

する配管・弁 

－ 

① 原子炉保護系（ア

イソレーション） 

② 関連するプロセス

計装 

 

 

 

第4.3.3.1.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

トリップ信号発信 
－ － － 

①原子炉トリップ信号

「電源喪失」 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「電源喪失」による原子炉トリ

ップ信号発信及び原子炉スクラ

ム（自動停止）について、原子

炉保護系（スクラム）の動作及

び核計装（線形出力系）等の監

視により確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（スク

ラム） 

②原子炉トリップ信号

「電源喪失」 

③核計装（線形出力

系） 

事故発生 

の判断 

・「電源喪失」による原子炉トリ

ップ信号発信を確認し、発信に

失敗している場合は事故発生と

判断する。 

－  

①原子炉保護系（スク

ラム） 

②原子炉トリップ信号

「電源喪失」 

代替 

トリップ信号発信 
－ － － 

①代替トリップ信号

「１次主循環ポンプ

トリップ」 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「１次主循環ポンプトリップ」

による原子炉スクラム（自動停

止）について、原子炉保護系

（スクラム）の動作及び核計装

（線形出力系）等の監視により

確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（スク

ラム） 

②代替トリップ信号

「１次主循環ポンプ

トリップ」 

③核計装（線形出力

系） 

後備炉 

停止系 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「１次主循環ポンプトリップ」

による後備炉停止系用論理回路

動作に伴う後備炉停止系による

原子炉スクラム（自動停止）に

ついて、後備炉停止系スクラム

の動作及び核計装（線形出力

系）等の監視により確認する。 

①後備炉停止制御棒 

②後備炉停止制御棒駆動系 
－ 

①後備炉停止系用論理

回路 

②代替トリップ信号

「１次主循環ポンプ

トリップ」 

③核計装（線形出力

系） 

原子炉 

自動停止失敗の 

判断 

・原子炉スクラム（自動停止）、

後備炉停止系スクラム（自動停

止）を確認し、自動停止の成否

を確認する。 

－ － － 

原子炉 

手動停止 

・手動スクラム、制御棒保持電磁

石励磁手動断、後備炉停止制御

棒保持電磁石励磁手動断、制御

棒駆動機構による制御棒手動挿

入又は後備炉停止制御棒駆動機

構による後備炉停止制御棒手動

挿入により、原子炉を停止す

る。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

③後備炉停止制御棒 

④後備炉停止制御棒駆動系 

－ 
①核計装（線形出力

系） 

 下線部が炉心損傷防止措置に使用する資機材 

 

 

 

 

 

 

 



添 10-4-25 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.2表 格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉容器内 

冷却確認 

・１次主冷却系（ポニーモータ低

速運転）の運転状況を確認する

とともに、２次主冷却系（自然

循環）及び主冷却機（自然通

風）に異常等がないことを確認

する。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 
－ 

①原子炉出入口冷却材

温度、１次主冷却系

冷却材流量、主冷却

器出口冷却材温度、

２次主冷却系冷却材

流量 

原子炉冷却材 

バウンダリ及び 

原子炉カバーガス 

等のバウンダリ内 

に放射性物質を 

閉じ込め、貯留 

・放射性物質を閉じ込めるため、

原子炉カバーガス等のバウンダ

リを隔離する。 

①１次アルゴンガス系 

１）原子炉カバーガスのバ

ウンダリに属する容

器・配管・弁（ただ

し、計装等の小口径の

ものを除く。） 

－ 

①原子炉カバーガス圧

力計 

②燃料破損検出系 

格納容器 

アイソレーション

確認 

・「格納容器内圧力高」、「格納

容器内温度高」、「格納容器内

床上線量率高」により、原子炉

保護系（アイソレーション）が

動作し、工学的安全施設が自動

的に作動し、隔離されることを

確認する。 

①格納容器 

②格納容器バウンダリに属す

る配管・弁 

－ 

①原子炉保護系（アイ

ソレーション） 

②アイソレーション信

号「格納容器内圧力

高」、「格納容器内

温度高」、「格納容

器内床上線量率高」 

下線部が格納容器破損防止措置に使用する資機材 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

第4.2.2.2表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.3.3.1.3表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 
 

 

第4.3.3.1.4表 格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1
・原子炉トリップ信号発信確認
・原子炉スクラム確認
・事故発生の判断

・「電源喪失」による原子炉ト
リップ信号発信失敗を確認する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1
・代替トリップ信号発信及び原子炉スク
  ラム確認
・後備炉停止系スクラム確認

・「１次主循環ポンプトリップ」
による原子炉スクラム（自動停
止）を確認する。
・「１次主循環ポンプトリップ」
による後備炉停止系用論理回路動
作に伴う後備炉停止系による原子
炉スクラム（自動停止）を確認す
る。

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

運転員B、C 2 ・原子炉容器内冷却確認

・１次主冷却系（ポニーモータ低
速運転）の運転状況を確認すると
ともに、２次主冷却系（自然循
環）及び主冷却機（自然通風）に
異常等がないことを確認する。

運転員D 1
・原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉
  カバーガス等のバウンダリ内に放射性物
  質を閉じ込め、貯留

・燃料破損検出系により燃料破損
の有無を確認する。
・燃料が破損したと推定される場
合、放射性物質を閉じ込めるた
め、原子炉カバーガス等のバウン
ダリを隔離する。

運転員A、E 2 ・格納容器アイソレーション確認

・「格納容器内圧力高」、「格納
容器内温度高」、「格納容器内床
上線量率高」により、原子炉保護
系（アイソレーション）が動作
し、工学的安全施設が自動的に作
動し、隔離されることを確認す
る。また、隔離に失敗している場
合は手動で隔離する。

備考必要な要員と作業項目
経過時間（分）

要員（名）
（作業に必要な要員数）

格納容器破損
防止措置

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（外部電源喪失）

120 180 240

▽事故発生の判断（「電源喪失」による原子炉トリップ信号発信失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

▽炉心の著しい損傷の有無を判断

5

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1
・原子炉トリップ信号発信確認
・原子炉スクラム確認
・事故発生の判断

・「電源喪失」による原子炉ト
リップ信号発信失敗を確認する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1
・代替トリップ信号発信及び原子炉スク
  ラム確認
・後備炉停止系スクラム確認

・「１次主循環ポンプトリップ」
による原子炉スクラム（自動停
止）を確認する。
・「１次主循環ポンプトリップ」
による後備炉停止系用論理回路動
作に伴う後備炉停止系による原子
炉スクラム（自動停止）を確認す
る。

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

自主対策 運転員B、C 2 ・１次主冷却系流量増大
・１次主冷却系流量増大に係る操
作を実施する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（外部電源喪失）

120 180 240

▽事故発生の判断（「電源喪失」による原子炉トリップ信号発信失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

5

・炉心損傷防止措置は、運転員の操作を介在しなく

ても、自動的に機能し、原子炉は自動停止するよう

設計している。このため、運転員の操作はなく、運

転員の役割は、原子炉停止の確認及び停止後の

除熱の監視となる。

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

運転員B、C 2 ・原子炉容器内冷却確認

・１次主冷却系（ポニーモータ低
速運転）の運転状況を確認すると
ともに、２次主冷却系（自然循
環）及び主冷却機（自然通風）に
異常等がないことを確認する。

運転員D 1
・原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉
  カバーガス等のバウンダリ内に放射性物
  質を閉じ込め、貯留

・燃料破損検出系により燃料破損
の有無を確認する。
・燃料が破損したと推定される場
合、放射性物質を閉じ込めるた
め、原子炉カバーガス等のバウン
ダリを隔離する。

運転員A、E 2
・格納容器アイソレーション確認
・格納容器手動アイソレーション

・「格納容器内圧力高」、「格納
容器内温度高」、「格納容器内床
上線量率高」により、原子炉保護
系（アイソレーション）が動作
し、工学的安全施設が自動的に作
動し、隔離されることを確認す
る。
・多量のナトリウムが格納容器床
上に噴出した場合は、噴出直後に
格納容器床上温度が60℃を超過し
て原子炉保護系（アイソレーショ
ン）が動作する。
・隔離に失敗している場合は手動
で隔離する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

格納容器破損
防止措置

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（外部電源喪失）

120 180 240

▽事故発生の判断（「電源喪失」による原子炉トリップ信号発信失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

▽炉心の著しい損傷の有無を判断

5

・格納容器アイソレーションは、運転員の操作を介在し

なくても、自動的に機能するよう設計している。このた

め、運転員の操作はなく、運転員の役割は、隔離状態

の確認及び監視となる。

・格納容器隔離に失敗したと判断した場合、手動アイ

ソレーション操作を開始する。操作実施後は、放射性

物質の閉じ込め、貯留状態の監視を継続する。
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

第 4.2.2.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 （変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

第 4.2.2.2図 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：代替トリップ信号及び後備炉停止制御棒による原子炉停止） 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.2図 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：代替トリップ信号及び後備炉停止制御棒による原子炉停止） 

 

 

 

4.2秒：原子炉自動停止（代替原子炉トリップ信
号及び後備炉停止系用論理回路）

0秒：事象発生（外部電源喪失）、「電源喪失」信号の発信失敗

1.2秒：「1次主循環ポンプトリップ」信号の発信
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.3図 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故（不確かさの影響評価） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.4図 ＳＡＳ４Ａにおける解析体系 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.5図 ＳＡＳ４Ａの解析におけるチャンネルの配置図 

 

 

第 4.3.3.1.6図 １次主循環ポンプの主電動機停止に伴う冷却材流量減少の推移 

 

A：バッチ数
B：出力／流量比
C：ＳＡＳ４Ａ解析上のチャンネル番号

CR：制御棒

BR：後備炉停止制御棒
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Ch.20：C型照射燃料集合体
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

第 4.2.2.3図 起因過程における出力及び反応度履歴 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.7図 起因過程における原子炉出力及び反応度履歴 （変更なし） 

 

 

 

第 4.3.3.1.8図 起因過程における炉心平均燃料温度履歴 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.9図 ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳにおける解析体系（遷移過程の解析） 

 

 

第 4.3.3.1.10図 ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳにおける初期物質分布 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

第 4.2.2.4図 遷移過程における反応度履歴 

 

 

 

 

 

第 4.2.2.5図 遷移過程における出力履歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.11図 遷移過程における反応度履歴 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.12図 遷移過程における原子炉出力履歴 

 

 

 

 

 

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

70 75 80 85 90 95 100 105

反
応

度
 (
$
)

時間 (s)
-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

70 90 110 130 150 170

反
応

度
 (
$
)

時間 (s)

1.0E-2

1.0E-1

1.0E+0

1.0E+1

1.0E+2

1.0E+3

1.0E+4

1.0E+5

70 90 110 130 150 170

原
子

炉
出

力
 (
定

格
値

に
対

す
る

割
合

）
 

時間 (s)



添 10-4-35 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

第 4.2.2.6図 遷移過程における炉心平均燃料温度履歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.13図 遷移過程における炉心平均燃料温度履歴 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.14図 再配置・冷却過程における損傷炉心物質の最終的な再配置場所 

 

 

第 4.3.3.1.15図 原子炉容器出口冷却材温度履歴 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.16図 ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳにおける解析体系（機械的応答過程の解析） 

 

 

第 4.3.3.1.17図 ＡＵＴＯＤＹＮにおける解析体系 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.18図 ＰＬＵＧにおける解析体系 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2.2.7図 格納容器内圧力の推移 

 

 

 

 

 
第 4.3.3.1.19図 ＣＯＮＴＡＩＮ－ＬＭＲにおける解析体系 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.20図 格納容器内圧力の推移 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第 4.2.2.8図 格納容器鋼壁温度の推移 

 

第 4.2.2.9図 格納容器内水素濃度の推移 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.21図 格納容器鋼壁温度の推移 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.22図 格納容器内水素濃度の推移 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 4.3.3.1.23図 ＳＩＭＭＥＲ－Ⅲにおける解析体系 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.24図 遷移過程の不確かさの影響評価における反応度履歴 

（燃料スロッシングを最大限考慮した場合） 

 

 

第 4.3.3.1.25図 遷移過程の不確かさの影響評価における原子炉出力履歴 

（燃料スロッシングを最大限考慮した場合） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.26図 遷移過程の不確かさの影響評価における炉心平均燃料温度履歴 

（燃料スロッシングを最大限考慮した場合） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.27図 デブリベッド最高温度の履歴 

 

 

第 4.3.3.1.28図 ＳＵＳ３０４のクリープ破断時間と応力の関係（900℃から1,000℃） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.1.29図 残留炉心物質最高温度の履歴 

 

 

第 4.3.3.1.30図 残留炉心物質下面の最高温度の履歴 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

(A) 径方向変位が最大となる箇所における原子炉容器の径方向変位 

 

  

(B) 鉛直方向変位が最大となる箇所における原子炉容器の鉛直方向変位 

第 4.3.3.1.31図 径方向及び鉛直方向変位が最大となる箇所における原子炉容器の変位の履歴 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第 4.3.3.1.32図 回転プラグ及び炉心上部機構の動的応答の解析結果 

 

 

 

第 4.3.3.1.33図 格納容器内圧力の推移（不確かさの影響評価） 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 200 400 600 800 1000

相
対
変
位
(m
m)

時間 (ms)

炉心上部機構

小回転プラグ

大回転プラグ

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
格

納
容

器
内

圧
力
（

kg
/c
m2
[g

ag
e]

）

時間（h）

スプレイ燃焼

不確かさ解析[崩壊熱1.1倍]



添 10-4-48 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第 4.3.3.1.34図 格納容器鋼壁温度の推移（不確かさの影響評価） 

 

 

第 4.3.3.1.35図 格納容器内水素濃度の推移（不確かさの影響評価） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

4.2.3 外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

（省略） 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、１次主循環ポ

ンプトリップによる炉心流量減少時に原子炉の停止機能を喪失することから、炉心の昇

温によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

 

 

 

 

 

したがって、外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、

代替安全保護回路として、後備炉停止系用論理回路を整備し、当該回路の動作により後

備炉停止制御棒を急速挿入することで、炉心の著しい損傷を防止する。 

さらに、当該事故が多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故であることを踏

まえ、原子炉トリップ信号発信失敗を想定し、「１次主循環ポンプトリップ」を代替原子

炉トリップ信号として整備する。 

 

 

 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、後備炉停止系

用論理回路による原子炉停止機能がないと仮定した場合、炉心の著しい損傷に至ること

から、１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニーモータを使用）、２次

主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風により、放射性物質等（溶融炉心物質を含

む。）を冷却することで原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制し、原子炉容器内に

放射性物質等を閉じ込める措置を講じることで格納容器の破損を防止する。 

また、炉心の著しい損傷に至った場合、燃料の溶融に伴う即発臨界超過により放出さ

れるエネルギーによって原子炉容器の上部から格納容器内にナトリウムが噴出する可能

性があるため、回転プラグを含む原子炉容器構造及び格納容器構造により即発臨界超

過の影響を緩和し、格納容器の破損を防止する。 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故における炉心損傷防

止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第4.2.3.1図に示す。本事象におい

て多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行は、原子炉保護系（スクラ

ム）動作失敗を起点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故において、炉心

の著しい損傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡

4.3.3.2 外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

（変更なし） 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、１次主循環ポ

ンプトリップによる炉心流量減少時に原子炉の停止機能を喪失することから、炉心の昇

温によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

出力流量比の高い集合体において冷却材が沸騰し、さらに炉心が損傷を開始するまでの

時間は数十秒であることから、炉心の著しい損傷を防止する措置として、この時間内に原

子炉を自動で停止する措置を講じる。また、炉心の著しい損傷に至った場合、損傷炉心物

質の冷却及び機械的エネルギーの影響緩和が必要であることから、自動で作動する格納容

器破損防止措置を講じる。 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、代替安全保護

回路として、後備炉停止系用論理回路を整備し、当該回路の動作により後備炉停止制御

棒を急速挿入することで、炉心の著しい損傷を防止する。 

さらに、当該事故が多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故であることを踏

まえ、原子炉トリップ信号発信失敗を想定し、「１次主循環ポンプトリップ」を代替原子

炉トリップ信号として整備する。 

なお、原子炉の停止後は、１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニ

ーモータを使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風により崩壊熱の除去

を行う。 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、炉心損傷防止

措置（後備炉停止系用論理回路による原子炉停止）が機能しないことを仮定した場合、

炉心の著しい損傷に至ることから、１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプ

のポニーモータを使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風により、損傷

炉心物質を冷却することで原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制し、原子炉容器内

に放射性物質等を閉じ込める措置を講じることで格納容器の破損を防止する。 

また、炉心の著しい損傷に至った場合、燃料の溶融に伴う即発臨界超過により放出さ

れるエネルギーによって原子炉容器の上部から格納容器内にナトリウムが噴出する可能

性があるため、回転プラグを含む原子炉容器構造及び格納容器構造により即発臨界超過

の影響を緩和し、格納容器の破損を防止する。 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故における炉心損傷防

止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第 4.3.3.2.1図に示す。本評価事

故シーケンスにおいて多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行は、原

子炉保護系（スクラム）動作失敗を起点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故において、炉心

の著しい損傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡
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大の防止を目的とする。 

ａ．１次主循環ポンプ及び駆動電動機に適切な慣性を持たせ、この慣性と１次冷

却材の流体慣性により、主電動機停止の際の１次冷却材流量の減少率を小さく

する（ポンプ回転数の慣性降下時の時定数は約 10秒）。 

ｂ．「１次主循環ポンプトリップ」を代替原子炉トリップ信号として整備するこ

とにより、「電源喪失」による原子炉トリップ信号の発信に失敗した場合でも原

子炉の停止を可能とする。 

ｃ．後備炉停止系用論理回路を整備することにより、原子炉保護系（スクラム）

の動作に失敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｄ．後備炉停止系を整備することにより、制御棒（主炉停止系）の急速挿入に失

敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｅ．異常を検知した場合には、運転員は手動で原子炉をスクラム又は停止できる

ものとする。なお、当該操作手順には、手動スクラムボタンにより原子炉保護

系を動作させて原子炉を停止させる方法、手動操作による制御棒駆動機構の制

御棒保持電磁石励磁断又は後備炉停止制御棒駆動機構の後備炉停止制御棒保持

電磁石励磁断により制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法、制御棒駆動

機構又は後備炉停止制御棒駆動機構により手動操作にて制御棒又は後備炉停止

制御棒を挿入する方法がある。 

 

 

 

 

（ⅱ）～（ⅲ） 

（省略） 

（４）資機材 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故における炉心損傷防

止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等を第4.2.3.1表に示す。これらの設備

等は、基準地震動による地震力に対して機能を喪失しないように整備する。 

 

 

 

（５）作業と所要時間 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故における炉心損傷防

止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第4.2.3.2表に示す。 

 

 

 

 

 

大の防止を目的とする。 

ａ．１次主循環ポンプ及び駆動電動機に適切な慣性を持たせ、この慣性と１次冷

却材の流体慣性により、主電動機停止の際の１次冷却材流量の減少率を小さく

する（ポンプ回転数の慣性降下時の時定数は約 10秒）。 

ｂ．「１次主循環ポンプトリップ」を代替原子炉トリップ信号として整備するこ

とにより、「電源喪失」による原子炉トリップ信号の発信に失敗した場合でも原

子炉の停止を可能とする。 

ｃ．後備炉停止系用論理回路を整備することにより、原子炉保護系（スクラム）

の動作に失敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｄ．後備炉停止系を整備することにより、制御棒（主炉停止系）の急速挿入に失

敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｅ．以上に加えて、原子炉の停止失敗を検知した場合には、運転員は手動で原子

炉をスクラム又は停止できるものとする。当該操作手順には、手動スクラムボ

タンにより原子炉保護系を動作させて原子炉を停止させる方法、手動操作によ

る制御棒駆動機構の制御棒保持電磁石励磁断又は後備炉停止制御棒駆動機構の

後備炉停止制御棒保持電磁石励磁断により制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入

する方法、制御棒駆動機構又は後備炉停止制御棒駆動機構により手動操作にて

制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法がある。また、1次主冷却系の流量

を増大させると、炉心の著しい損傷を回避できる可能性があるため、運転員は

手動で１次主冷却系の流量を増大できるものとする。なお、本措置は上記の

ｂ．～ｄ．の措置による炉心損傷防止措置の有効性を確認した上で、安全性向

上のために自主的に講じる措置である。 

（ⅱ）～（ⅲ） 

（変更なし） 

（４）資機材 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故における炉心損傷防

止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等を第4.3.3.2.1表及び第4.3.3.2.2表

に示す。これらの設備等は、基準地震動による地震力に対して機能を喪失しないように

整備する。これらの設備等は、「添付書類8 10.その他試験研究用等原子炉の附属施設 

10.11多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材」に定める設計方

針に基づき整備する。 

（５）作業と所要時間 

外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故における炉心損傷防止

措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第 4.3.3.2.3 表及び第

4.3.3.2.4表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含め

た必要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は4名、格納容器破損

防止措置に必要な要員は6名であり、中央制御室に常駐している運転員6名（「核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定におい
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（６）措置の有効性評価 

本事象の事象進展及び炉心損傷防止措置、格納容器破損防止措置は「4.2.2 外部電源

喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同じである。このため、措置の有

効性の評価は「4.2.2 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」にお

いて実施する。 

上記の評価結果から、外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事

故を想定しても炉心の著しい損傷及び格納容器の破損は防止され、施設からの多量の放

射性物質等の放出は防止される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て、中央制御室に当直長1名、副当直長1名を含む6名以上の運転員を確保することを定め

る。）で対処可能である。なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所

内の他の試験研究用等原子炉施設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

本評価事故シーケンスの事象進展及び炉心損傷防止措置は「4.3.3.1 外部電源喪失及

び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同じである。このため、措置の有効性の

評価は「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」において

実施する。 

上記の評価結果から、外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事

故を想定しても炉心の著しい損傷は防止される。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

本評価事故シーケンスの事象進展及び格納容器破損防止措置は「4.3.3.1 外部電源喪

失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同じである。このため、措置の有効

性の評価は「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」にお

いて実施する。 

上記の評価結果から、外部電源喪失及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事

故を想定しても格納容器の破損は防止され、施設からの多量の放射性物質等の放出は防

止される。 
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第4.2.3.1表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

トリップ信号発信 
－ － － 

①  関連するプロセ

ス計装 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・ 「電源喪失」による原子炉

トリップ信号発信及び原子炉ス

クラム（自動停止）を確認す

る。 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 
－ 

① 原子炉保護系

（スクラム） 

② 関連するプロセ

ス計装 

③ 関連する核計装 

事故発生 

の判断 

・「電源喪失」による原子炉保

護系（スクラム）動作を確認す

る。 

－  

① 原子炉保護系

（スクラム） 

② 関連するプロセ

ス計装 

後備炉 

停止系 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・ 「１次主循環ポンプトリッ

プ」による後備炉停止系用論理

回路動作に伴う後備炉停止系に

よる原子炉スクラム（自動停

止）を確認する。 

① 後備炉停止制御棒 

② 後備炉停止制御棒駆動系 
－ 

① 後備炉停止系用

論理回路 

② 関連するプロセ

ス計装 

③ 関連する核計装 

原子炉 

自動停止失敗の 

判断 

・ 原子炉スクラム（自動停

止）、後備炉停止系スクラム

（自動停止）を確認する。 

－ － － 

原子炉 

手動停止 

・ 手動スクラム、制御棒保持

電磁石励磁手動断、後備炉停止

制御棒保持電磁石励磁手動断、

制御棒駆動機構による制御棒手

動挿入又は後備炉停止制御棒駆

動機構による後備炉停止制御棒

手動挿入により、原子炉を停止

する。 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 

③ 後備炉停止制御棒 

④ 後備炉停止制御棒駆動系 

－ ① 関連する核計装 

原子炉容器内 

冷却確認 

・ １次主冷却系（ポニーモー

タ低速運転）の運転状況を確認

するとともに、２次主冷却系

（自然循環）及び主冷却機（自

然通風）に異常等がないことを

確認する。 

－ － 
① 関連するプロセ

ス計装 

原子炉冷却材 

バウンダリ及び 

原子炉カバーガス 

等のバウンダリ内 

に放射性物質を 

閉じ込め、貯留 

・ 放射性物質を閉じ込めるた

め、原子炉カバーガス等のバウ

ンダリを隔離する。 

① １次アルゴンガス系 

１）原子炉カバーガスの

バウンダリに属する容

器・配管・弁（ただし、

計装等の小口径のものを

除く。） 

－ 
① 関連するプロセ

ス計装 

格納容器 

アイソレーション

確認 

・ 「格納容器内圧力高」、

「格納容器内温度高」、「格納

容器内床上線量率高」により、

原子炉保護系（アイソレーショ

ン）が動作し、工学的安全施設

が自動的に作動し、隔離される

ことを確認する。 

① 格納容器 

② 格納容器バウンダリに属

する配管・弁 

－ 

① 原子炉保護系

（アイソレーショ

ン） 

② 関連するプロセ

ス計装 

 

 

 

 

 

 

第4.3.3.2.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

トリップ信号発信 
－ － － 

①原子炉トリップ信

号「電源喪失」 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「電源喪失」による原子炉ト

リップ信号発信及び原子炉ス

クラム（自動停止）につい

て、原子炉保護系（スクラ

ム）の動作及び核計装（線形

出力系）等の監視により確認

する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「電源喪失」 

③核計装（線形出力

系） 

事故発生 

の判断 

・「電源喪失」による原子炉保

護系（スクラム）動作を確認

し、発信に失敗している場合

は事故発生と判断する。 

－  

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「電源喪失」 

後備炉 

停止系 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「１次主循環ポンプトリッ

プ」による後備炉停止系用論

理回路動作に伴う後備炉停止

系による原子炉スクラム（自

動停止）を核計装（線形出力

系）等の監視により確認す

る。 

①後備炉停止制御棒 

②後備炉停止制御棒駆動系 
－ 

①後備炉停止系用論

理回路 

②代替トリップ信号

「１次主循環ポン

プトリップ」 

③核計装（線形出力

系） 

原子炉 

自動停止失敗の 

判断 

・原子炉スクラム（自動停

止）、後備炉停止系スクラム

（自動停止）を確認し、自動

停止の成否を確認する 

－ － － 

原子炉 

手動停止 

・手動スクラム、制御棒保持電

磁石励磁手動断、後備炉停止

制御棒保持電磁石励磁手動

断、制御棒駆動機構による制

御棒手動挿入又は後備炉停止

制御棒駆動機構による後備炉

停止制御棒手動挿入により、

原子炉を停止する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

③後備炉停止制御棒 

④後備炉停止制御棒駆動系 

－ 
①核計装（線形出力

系） 

 下線部が炉心損傷防止措置に使用する資機材 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.2.3.2表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

第4.3.3.2.2表 格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉容器内 

冷却確認 

・１次主冷却系（ポニーモータ

低速運転）の運転状況を確認

するとともに、２次主冷却系

（自然循環）及び主冷却機

（自然通風）に異常等がない

ことを確認する。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 
－ 

①原子炉出入口冷却材

温度、１次主冷却系

冷却材流量、主冷却

器出口冷却材温度、

２次主冷却系冷却材

流量 

原子炉冷却材 

バウンダリ及び 

原子炉カバーガス 

等のバウンダリ内 

に放射性物質を 

閉じ込め、貯留 

・放射性物質を閉じ込めるた

め、原子炉カバーガス等のバ

ウンダリを隔離する。 

①１次アルゴンガス系 

１）原子炉カバーガスの

バウンダリに属する

容器・配管・弁（た

だし、計装等の小口

径のものを除く。） 

－ 

①原子炉カバーガス

圧力 

②燃料破損検出系 

格納容器 

アイソレーション

確認 

・「格納容器内圧力高」、「格

納容器内温度高」、「格納容

器内床上線量率高」により、

原子炉保護系（アイソレーシ

ョン）が動作し、工学的安全

施設が自動的に作動し、隔離

されることを確認する。 

①格納容器 

②格納容器バウンダリに属す

る配管・弁 

－ 

①原子炉保護系（ア

イソレーション） 

②アイソレーション

信号「格納容器内

圧力高」、「格納

容器内温度高」、

「格納容器内床上

線量率高」 

下線部が格納容器破損防止措置に使用する資機材 

 

 

第4.3.3.2.3表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

 

 

 

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1
・原子炉トリップ信号発信確認
・原子炉スクラム確認
・事故発生の判断

・「電源喪失」による原子炉保護
系（スクラム）動作失敗を確認す
る。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・後備炉停止系スクラム確認

・「１次主循環ポンプトリップ」
による後備炉停止系用論理回路動
作に伴う後備炉停止系による原子
炉スクラム（自動停止）を確認す
る。

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

運転員B、C 2 ・原子炉容器内冷却確認

・１次主冷却系（ポニーモータ低
速運転）の運転状況を確認すると
ともに、２次主冷却系（自然循
環）及び主冷却機（自然通風）に
異常等がないことを確認する。

運転員D 1
・原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉
  カバーガス等のバウンダリ内に放射性物
  質を閉じ込め、貯留

・燃料破損検出系により燃料破損
の有無を確認する。
・燃料が破損したと推定される場
合、放射性物質を閉じ込めるた
め、原子炉カバーガス等のバウン
ダリを隔離する。

運転員A、E 2 ・格納容器アイソレーション確認

・「格納容器内圧力高」、「格納
容器内温度高」、「格納容器内床
上線量率高」により、原子炉保護
系（アイソレーション）が動作
し、工学的安全施設が自動的に作
動し、隔離されることを確認す
る。また、隔離に失敗している場
合は手動で隔離する。

備考必要な要員と作業項目
経過時間（分）

要員（名）
（作業に必要な要員数）

格納容器破損
防止措置

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（外部電源喪失）

120 180 240

▽事故発生の判断（原子炉保護系（スクラム）動作失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

▽炉心の著しい損傷の有無を判断

5

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1
・原子炉トリップ信号発信確認
・原子炉スクラム確認
・事故発生の判断

・「電源喪失」による原子炉保護
系（スクラム）動作失敗を確認す
る。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1
・代替トリップ信号発信及び原子炉スク
  ラム確認
・後備炉停止系スクラム確認

・「１次主循環ポンプトリップ」
による原子炉スクラム（自動停
止）を確認する。
・「１次主循環ポンプトリップ」
による後備炉停止系用論理回路動
作に伴う後備炉停止系による原子
炉スクラム（自動停止）を確認す
る。

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

自主対策 運転員B、C 2 ・１次主冷却系流量増大
・１次主冷却系流量増大に係る操
作を実施する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（外部電源喪失）

120 180 240

▽事故発生の判断（原子炉保護系（スクラム）動作失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

5

・炉心損傷防止措置は、運転員の操作を介在しなくても、

自動的に機能し、原子炉は自動停止するよう設計して

いる。このため、運転員の操作はなく、運転員の役割は、

原子炉停止の確認及び停止後の除熱の監視となる。
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2.3.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 （省略） 

 

（なし） 

 

 

 

4.2.4 出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

（不要） 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故で

は、制御棒の異常な引抜きによる原子炉出力上昇時に原子炉の停止機能を喪失すること

から、炉心の昇温によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

 

 

 

 

 

したがって、出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の

重畳事故では、制御棒の異常な引抜きによる原子炉出力の過度な上昇を防止するため、

 

第 4.3.3.2.4表 格納容器防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

第 4.3.3.2.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 （変更なし） 

 

（追加） 

4.3.3.3 １次主循環ポンプ軸固着及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（省略） 

 

4.3.3.4 出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

（変更なし） 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故で

は、制御棒の異常な引抜きによる原子炉出力上昇時に原子炉の停止機能を喪失すること

から、炉心の昇温によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

出力流量比の高い集合体において燃料が破損し、さらに炉心が損傷を開始するまでの

時間は数十秒であることから、炉心の著しい損傷を防止する措置として、この時間内に

原子炉を自動で停止する措置を講じる。また、炉心の著しい損傷に至った場合、損傷炉

心物質の冷却及び機械的エネルギーの影響緩和が必要であることから、自動で作動する

格納容器破損防止措置を講じる。 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故で

は、制御棒の異常な引抜きによる原子炉出力の過度な上昇を防止するため、制御棒の連

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

運転員B、C 2 ・原子炉容器内冷却確認

・１次主冷却系（ポニーモータ低
速運転）の運転状況を確認すると
ともに、２次主冷却系（自然循
環）及び主冷却機（自然通風）に
異常等がないことを確認する。

運転員D 1
・原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉
  カバーガス等のバウンダリ内に放射性物
  質を閉じ込め、貯留

・燃料破損検出系により燃料破損
の有無を確認する。
・燃料が破損したと推定される場
合、放射性物質を閉じ込めるた
め、原子炉カバーガス等のバウン
ダリを隔離する。

運転員A、E 2
・格納容器アイソレーション確認
・格納容器手動アイソレーション

・「格納容器内圧力高」、「格納
容器内温度高」、「格納容器内床
上線量率高」により、原子炉保護
系（アイソレーション）が動作
し、工学的安全施設が自動的に作
動し、隔離されることを確認す
る。
・多量のナトリウムが格納容器床
上に噴出した場合は、噴出直後に
格納容器床上温度が60℃を超過し
て原子炉保護系（アイソレーショ
ン）が動作する。
・隔離に失敗している場合は手動
で隔離する。

備考必要な要員と作業項目
経過時間（分）

要員（名）
（作業に必要な要員数）

格納容器破損
防止措置

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（外部電源喪失）

120 180 240

▽事故発生の判断（原子炉保護系（スクラム）動作失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

▽炉心の著しい損傷の有無を判断

5

・格納容器アイソレーションは、運転員の操作を介在し

なくても、自動的に機能するよう設計している。このた

め、運転員の操作はなく、運転員の役割は、隔離状態

の確認及び監視となる。

・格納容器隔離に失敗したと判断した場合、手動アイ

ソレーション操作を開始する。機器の操作時間に余裕

を見込んだ時間を設定している。操作実施後は、放射

性物質の閉じ込め、貯留状態の監視を継続する。
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

制御棒の連続的な引抜きを阻止する制御棒連続引抜き阻止インターロックを整備すると

ともに、「原子炉出口冷却材温度高」を代替原子炉トリップ信号として整備し、炉心の

著しい損傷を防止する。 

さらに、当該事故が多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故であることを踏

まえ、制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗を想定し、後備炉停止系を整備するととも

に、原子炉保護系（スクラム）の動作失敗を想定し、後備炉停止系用論理回路を整備す

る。 

 

 

 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故で

は、制御棒連続引抜き阻止インターロックがないと仮定した場合、炉心の著しい損傷に

至ることから、１次主冷却系における強制循環（長期対策としては１次主循環ポンプの

ポニーモータを使用）、２次主冷却系の強制循環（長期対策としては自然循環）及び主冷

却機の強制通風（長期対策としては自然通風）により、放射性物質等（溶融炉心物質を

含む。）を冷却することで原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制し、原子炉容器内

に放射性物質等を閉じ込める措置を講じることで格納容器の破損を防止する。 

また、炉心の著しい損傷に至った場合、燃料の溶融に伴う即発臨界超過により放出さ

れるエネルギーによって原子炉容器の上部から格納容器内にナトリウムが噴出する可能

性があるため、回転プラグを含む原子炉容器構造及び格納容器構造により即発臨界超

過の影響を緩和し、格納容器の破損を防止する。 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故にお

ける炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第4.2.4.1図に示

す。本事象において、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行は、「中

性子束高（出力領域）」の原子炉トリップ信号発信失敗を起点とする。 

 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故にお

いて、炉心の著しい損傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事

故の拡大の防止を目的とする。 

ａ．制御棒連続引抜き阻止インターロック及び代替原子炉トリップ信号として

「原子炉出口冷却材温度高」を整備することにより「中性子束高（出力領域）」

による原子炉トリップ信号の発信に失敗した場合に、原子炉の出力が過度に上

昇することを防止する。 

ｂ．後備炉停止系用論理回路を整備することにより、原子炉保護系（スクラム）

の動作に失敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｃ．後備炉停止系を整備することにより、制御棒（主炉停止系）の急速挿入に失

敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

続的な引抜きを阻止する制御棒連続引抜き阻止インターロックを整備するとともに、

「原子炉出口冷却材温度高」を代替原子炉トリップ信号として整備し、炉心の著しい損

傷を防止する。 

さらに、当該事故が多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故であることを踏

まえ、制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗を想定し、後備炉停止系を整備するととも

に、原子炉保護系（スクラム）の動作失敗を想定し、後備炉停止系用論理回路を整備す

る。 

なお、原子炉の停止後は、１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニ

ーモータを使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風により崩壊熱の除去

を行う。 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故で

は、炉心損傷防止措置（制御棒連続引抜き阻止インターロック）が機能しないことを仮

定した場合、炉心の著しい損傷に至ることから、１次主冷却系における強制循環（長期

対策としては１次主循環ポンプのポニーモータを使用）、２次主冷却系の強制循環（長期

対策としては自然循環）及び主冷却機の強制通風（長期対策としては自然通風）によ

り、損傷炉心物質を冷却することで原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制し、原子

炉容器内に放射性物質等を閉じ込める措置を講じることで格納容器の破損を防止する。 

また、炉心の著しい損傷に至った場合、燃料の溶融に伴う即発臨界超過により放出さ

れるエネルギーによって原子炉容器の上部から格納容器内にナトリウムが噴出する可能

性があるため、回転プラグを含む原子炉容器構造及び格納容器構造により即発臨界超過

の影響を緩和し、格納容器の破損を防止する。 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故にお

ける炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第 4.3.3.4.1図に

示す。本評価事故シーケンスにおいて、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事

故への移行は、「中性子束高（出力領域）」の原子炉トリップ信号発信失敗を起点とす

る。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故にお

いて、炉心の著しい損傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事

故の拡大の防止を目的とする。 

ａ．制御棒連続引抜き阻止インターロック及び代替原子炉トリップ信号として

「原子炉出口冷却材温度高」を整備することにより「中性子束高（出力領域）」

による原子炉トリップ信号の発信に失敗した場合に、原子炉の出力が過度に上

昇することを防止する。 

ｂ．後備炉停止系用論理回路を整備することにより、原子炉保護系（スクラム）

の動作に失敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｃ．後備炉停止系を整備することにより、制御棒（主炉停止系）の急速挿入に失

敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 



添 10-4-56 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

ｄ．異常を検知した場合には、運転員は手動で原子炉をスクラム又は停止できる

ものとする。なお、当該操作手順には、手動スクラムボタンにより原子炉保護

系を動作させて原子炉を停止させる方法、手動操作による制御棒駆動機構の制

御棒保持電磁石励磁断又は後備炉停止制御棒駆動機構の後備炉停止制御棒保持

電磁石励磁断により制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法、制御棒駆動

機構又は後備炉停止制御棒駆動機構により手動操作にて制御棒又は後備炉停止

制御棒を挿入する方法がある。 

 

 

（ⅱ）～（ⅲ） 

（省略） 

（４）資機材 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故にお

ける炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等を第4.2.4.1表に示

す。これらの設備等は、基準地震動による地震力に対して機能を喪失しないように整備

する。 

 

（５）作業と所要時間 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故にお

ける炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第

4.2.4.2表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

 

ａ．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。 

本事象に対する主要な解析条件を以下に示す。 

 

 

 

 

ⅰ）原子炉保護系の特性は、プロセス量の計測誤差を考慮しないことを除

ｄ．以上に加えて、原子炉の停止失敗を検知した場合には、運転員は手動で原子

炉をスクラム又は停止できるものとする。なお、当該操作手順には、手動スク

ラムボタンにより原子炉保護系を動作させて原子炉を停止させる方法、手動操

作による制御棒駆動機構の制御棒保持電磁石励磁断又は後備炉停止制御棒駆動

機構の後備炉停止制御棒保持電磁石励磁断により制御棒又は後備炉停止制御棒

を挿入する方法、制御棒駆動機構又は後備炉停止制御棒駆動機構により手動操

作にて制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法がある。なお、本措置は上

記のａ．～ｃ．の措置による炉心損傷防止措置の有効性を確認した上で、安全

性向上のために自主的に講じる措置である。 

（ⅱ）～（ⅲ） 

（変更なし） 

（４）資機材 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故にお

ける炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等を第4.3.3.4.1表及び

第4.3.3.4.2表に示す。これらの設備等は、「添付書類8 10.その他試験研究用等原子炉

の附属施設 10.11多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材」に

定める設計方針に基づき整備する。 

（５）作業と所要時間 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故にお

ける炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第

4.3.3.4.3表及び第 4.3.3.4.4表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含め

た必要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は2名、格納容器破損

防止措置に必要な要員は6名であり、中央制御室に常駐している運転員6名（「核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定におい

て、中央制御室に当直長1名、副当直長1名を含む6名以上の運転員を確保することを定め

る。）で対処可能である。なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所

内の他の試験研究用等原子炉施設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

ⅰ）基本ケース 

ａ．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。本評価事故シーケンスに対

する主要な解析条件を以下に示す。 

1）原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の温度の初

期値として、ホットレグ温度を 456℃、コールドレグ温度を 350℃、１次

主冷却系の流量の初期値を定格流量とする。 

2）燃料ペレット－被覆管間隙のギャップ熱伝達率は、0.7W/cm2℃とする。 

3）原子炉保護系の特性は、プロセス量の計測誤差を考慮しないことを除
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き、「1.3.2 原子炉保護系の特性」と同一とする。 

ⅱ）最大の反応度価値を持つ制御棒 1本が最大速度で引抜かれるものとし、

それによる反応度添加率は 3.0￠／sとする。 

ⅲ）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉

心支持板温度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

ⅳ）制御棒連続引抜き阻止インターロックにより、4秒で制御棒の連続的な

引抜きの停止に成功するものとする。 

ⅴ）原子炉の自動停止は「原子炉出口冷却材温度高」によるものとし、原子

炉トリップ設定値は 464℃、応答時間は 3.4秒とする。 

ⅵ）原子炉保護系及び主炉停止系には期待しないものとし、後備炉停止系用

論理回路の動作により後備炉停止制御棒が所定の速度で急速挿入される

ものとする。 

 

 

 

 

ⅶ）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

ⅷ）崩壊熱はノミナル値（最適評価値）を用いる。 

 

ｂ．解析結果 

解析結果を第 4.2.4.2図に示す。「原子炉出口冷却材温度高」に係る後備炉停

止系用論理回路の動作に伴う後備炉停止制御棒の急速挿入により、原子炉は自動

停止する。その後、１次主循環ポンプの回転数が所定の値まで低下した時点で、

2ループのポニーモータによる低速運転に引継がれ、原子炉は崩壊熱除去運転に

移行する。炉心の燃料最高温度、被覆管最高温度及び冷却材最高温度はそれぞれ

約 1,970℃、約 570℃、約 560℃にとどまる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

き、「添付書類 10 1.3.2 原子炉保護系の特性」と同一とする。 

4）最大の反応度価値を持つ制御棒 1本が最大速度で引き抜かれるものと

し、それによる反応度添加率は 3.0￠／sとする。 

5）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉

心支持板温度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

6）制御棒連続引抜き阻止インターロックにより、4秒で制御棒の連続的な

引抜きの停止に成功するものとする。 

7）原子炉の自動停止は「原子炉出口冷却材温度高」によるものとし、原子

炉トリップ設定値は 464℃、応答時間は 3.4秒とする。 

8）応答時間を長くし、かつ、負の反応度の挿入量を小さくすることによ

り、炉心温度の上昇を高めに評価するため、原子炉保護系及び主炉停止

系には期待しないものとし、後備炉停止系用論理回路の動作により後備

炉停止制御棒が所定の速度で急速挿入されるものとし、負の反応度を 1.

4%△k/kとする。また、解析では制御棒の挿入速度について、制御棒保

持電磁石励磁断から制御棒反応度価値 90%挿入までの時間を 0.8秒とす

る。 

9）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

10）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想

定として計算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

ｂ．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.4.2図に示す。 

制御棒が連続的に引き抜かれることにより、正の反応度が投入され、原子炉出

力は約 1.8秒で「中性子束高（出力領域）」の設定値である 105％に到達する

が、原子炉トリップ信号の発信に失敗し、原子炉出力は引き続き上昇する。その

後、制御棒連続引抜き阻止インターロックにより、引抜き開始 4秒後に引抜きが

停止し、正の反応度の投入が止まるとともに、原子炉出力の上昇に伴う燃料温

度、被覆管温度及び炉心冷却材温度の上昇による反応度フィードバックにより、

原子炉出力は緩やかに変動する。その間、原子炉容器出口冷却材温度は、炉心冷

却材温度の上昇から遅れて緩やかに上昇し、時刻約 104秒で「原子炉出口冷却材

温度高」の設定値である 464℃に到達し、代替原子炉トリップ信号が発せられ、

時刻約 107秒で後備炉停止系用論理回路の動作により後備炉停止制御棒が所定の

速度で急速挿入を開始する。また、原子炉スクラム信号の発信により、両ループ

の１次主循環ポンプの主電動機及び２次主循環ポンプがトリップし、１次主冷却

系は１次主循環ポンプのポニーモータ運転に引き継がれ、２次主冷却系は自然循

環に移行する。２次主循環ポンプのトリップに伴うインターロックにより、全て

の主冷却機の主送風機が停止し、主冷却器出口ナトリウム温度の制御は、停止時

の制御モードに切り替わる。代替原子炉トリップ信号による原子炉の自動停止後

は、原子炉出力が急速に低下し、それに伴い燃料温度、被覆管温度及び冷却材温

度も低下するが、炉心流量と原子炉出力のバランスにより、一度上昇に転じてか
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以上より、出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重

畳事故を想定しても炉心の著しい損傷は防止される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら再び低下する。原子炉容器出口冷却材温度は、原子炉の自動停止後も緩やかに

上昇を続けるが、炉心温度の低下に伴い、それに遅れて緩やかに低下する。以降

は、安定に原子炉の崩壊熱除去が行われる。 

燃料最高温度、被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、後備炉停止制御棒の挿

入開始時に出現し、それぞれ約 1,970℃、約 570℃及び約 560℃であり、評価項

目を満足する。また、原子炉容器出口冷却材の最高温度は、代替原子炉トリップ

信号による原子炉の自動停止から遅れて出現し約 470℃であり、評価項目を満足

する。 

以上より、出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失

敗の重畳事故を想定しても炉心の著しい損傷は防止される。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

炉心損傷防止措置の有効性評価における不確かさについて、計算コードの不確かさ

の影響は小さい。このため、ここでは解析条件の不確かさの影響を評価する。なお、

本評価事故シーケンスに対処するための措置においては運転員等の操作がないため、

運転員操作に係る不確かさを考慮する必要はない。 

解析条件の不確かさとしては、事象進展に有意な影響を与えるもののうち、評価項

目に対する余裕が小さくなると考えられる反応度添加率、反応度係数及び代替原子炉

トリップ信号である「原子炉出口冷却材温度高」の設定値の不確かさに関する感度解

析を実施して評価項目に対する影響を評価する。 

なお、各解析条件に係るパラメータが互いに独立な場合、その不確かさに相関はな

いため、有効性評価においては、原則としてパラメータごとに感度解析を行って不確

かさの影響を評価する。他方、「常陽」は炉心冷却能力に優れ、小型で負の反応度フ

ィードバック特性を有するなどの高い固有の安全性を有しており、解析条件に係るパ

ラメータの不確かさの影響は小さく、評価項目に対しても大きな余裕があるため、結

果が厳しくなるようにこれらを組み合わせることは過度に保守的な想定となることは

明らかであるが、ここでは、あえて重畳させることにより不確かさの影響を最大限に

評価する。 

反応度添加率は、反応度挿入曲線の傾きが最大となる制御棒位置を想定するととも

に制御棒引抜きに伴う傾きの減少を無視し、さらに、実効遅発中性子割合の不確かさ

等の安全余裕を考慮した 4.2￠／sとする。代替原子炉トリップ信号である「原子炉

出口冷却材温度高」の設定値は、設定の誤差範囲+10℃を考慮し、474℃とする。反応

度係数の不確かさ幅は、炉心構成の変動等による幅（炉心支持板温度係数：±20％、

炉心支持板温度係数以外：±30％）を考慮し、それぞれ以下のとおり設定する。 

ドップラ係数   ： 燃料温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が最小

となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

燃料温度係数   ： ドップラ係数と同様に、絶対値が最小の負の値を使用す

る。 

被覆管温度係数  ： 被覆管温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が最

小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 
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（ⅱ）格納容器破損防止措置 

ａ．放射性物質等の原子炉容器内保持 

ⅰ）起因過程の評価 

 

 

ａ）解析条件 

計算コードＳＡＳ４Ａにより解析する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）最大の反応度価値を持つ制御棒 1本が最大速度で引抜かれるもの

とし、それによる反応度添加率は、制御棒引抜き開始から 10 秒ま

冷却材温度係数  ： 冷却材温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が最

小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

ラッパ管温度係数 ： ラッパ管温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が

最小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

炉心支持板温度係数： 原子炉容器入口冷却材温度の上昇に対して、負のフィード

バック効果が最小となるよう絶対値が最小の負の値を使用

する。 

解析結果を第 4.3.3.4.3図に示す。 

反応度添加率が大きくなり、負の反応度フィードバックが小さくなったことによ

り、原子炉出力の上昇が「ⅰ）基本ケース」の解析に比べて大きくなった。これによ

り、炉心温度の上昇が大きくなり、それに伴い原子炉容器出口冷却材温度の上昇も大

きくなったが、代替原子炉トリップ信号である「原子炉出口冷却材温度高」の設定値

を 10℃高く設定したことにより、設定値への到達は「ⅰ）基本ケース」の解析に比

べて約 13秒遅く、時刻約 117秒となった。その結果、燃料最高温度、被覆管最高温

度及び冷却材最高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析と比べ、それぞれ約 160℃、約

20℃及び約 20℃高く、約 2,130℃、約 590℃及び約 580℃であり、評価項目を満足す

る。また、原子炉容器出口冷却材の最高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析と比べ約

10℃高く約 480℃であり、評価項目を満足する。 

以上より、出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の

重畳事故を想定した場合において、不確かさの影響を考慮した場合にあっても、炉心

の著しい損傷は防止される。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

ⅰ）基本ケース 

ⅰ．起因過程の解析 

事故の開始から炉心燃料が溶融してラッパ管が破損するまでの初期の過程を起因

過程と呼び、計算コードＳＡＳ４Ａにより解析する。 

a．解析条件 

解析体系は、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の

重畳事故」に同じである。本評価事故シーケンスに対する主要な解析条件等

を以下に示す。 

1）炉心領域の全集合体を 33のＳＡＳ４Ａチャンネルで代表する。各チャ

ンネルは、単一の燃料要素とこれに付随する冷却材流路及び構造材で代

表する。ＳＡＳ４Ａチャンネルの配置は、「4.3.3.1 外部電源喪失及び

原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」に同じである。 

2）原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の温度の

初期値として、ホットレグ温度を 456℃、コールドレグ温度を 350℃、

１次主冷却系の流量の初期値を定格流量とする。 

3）最大の反応度価値を持つ制御棒 1本が最大速度で引き抜かれるものと

し、それによる反応度添加率は、制御棒引抜き開始から 10秒までは 3.
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では 3.0￠／ｓ、その後 115秒で 0となるように徐々に減少する。 

 

2）何らかの理由により原子炉トリップ信号の発信に失敗するものと

する。 

 

 

 

 

 

3）照射燃料集合体については、放出エネルギーが大きくなるよう燃

料インベントリの大きい炉心燃料集合体に置き換える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ）解析結果 

解析結果を第 4.2.4.3図に示す。 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗

の重畳事故においては、制御棒引抜きによる正の反応度投入によって原

子炉出力が上昇し、比較的出力の高い燃料集合体で燃料の破損に至る

が、破損した燃料の分散に伴う負の反応度が投入されることで原子炉出

力の上昇は抑えられ、起因過程の範囲では炉心は部分的な損傷にとどま

り、即発臨界を超えることはない。 

 

 

 

 

0￠／ｓ、その後 115秒で 0となるように徐々に減少するものとする。

反応度添加率を第 4.3.3.4.4図に示す。 

4）何らかの理由により原子炉トリップ信号の発信に失敗するものとす

る。 

5）ドップラ係数、燃料密度係数、冷却材密度係数（ナトリウムボイド反

応度）及び構造材密度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

6）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な

想定として計算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

7）炉心の燃焼状態は、標準平衡炉心の運転サイクル初期とする。 

8）照射燃料集合体は炉心燃料集合体と比べて内部構造が複雑であり燃料

要素の形状や組成も異なるため、炉心燃料集合体と同様に忠実にモデル

化することは合理的ではない。また、その燃料装荷量は炉心燃料集合体

に比べて少なく、仮に燃料損傷が発生したとしても事象推移に与える影

響は小さい。このため、照射燃料集合体は炉心燃料集合体に置き換え、

集合体の出力、冷却材流量及び反応度係数は、照射燃料集合体の値を用

いることで、起因過程では損傷しない想定とする。 

9）燃料要素の照射挙動を扱う定常計算と、冷却材流量減少挙動等の過渡

挙動を扱う過渡計算に分けて計算する。定常計算では、燃料要素の熱計

算及び変形計算、各メッシュの出力に応じた FPガスの生成量の計算や

燃料中の FPガスの保持量と温度に応じた放出量の計算を行い、炉心の

燃焼状態を模擬する。過渡計算では、定常計算の結果を初期条件として

各種過渡現象を模擬した計算を行う。 

10）炉内試験の結果より本原子炉施設のように高いスミア密度の燃料にお

いて、断面溶融割合が 20%程度以下では、燃料破損に至らないことが分

かっている。一方、燃料の破損時の溶融割合が小さいほど燃料破損後の

燃料分散による負の反応度効果が抑制されることを考慮し、保守的に断

面溶融割合 20%で燃料は破損するものとする。 

b．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.4.5図及び第 4.3.3.4.6図に示す。 

本評価事故シーケンスにおいては、制御棒の引抜きによる正の反応度投入

によって原子炉出力が上昇するため、燃料要素の発熱が増加し冷却材温度が

上昇する。また、原子炉出力の上昇により、燃料要素の温度も上昇する。冷

却材の温度上昇に伴う負の冷却材密度反応度、燃料温度の上昇に伴う負の燃

料密度反応度及びドップラ反応度は、制御棒の引抜きによる正の反応度に比

べて小さく全反応度が負になることはないため、原子炉出力は上昇を続け

る。燃料温度は更に上昇を続け、燃料の中心部は溶融し、出力と燃焼度がと

もに高いチャンネル（第 4.3.3.1.5図のチャンネル 1と 4）で冷却材は未沸

騰のまま燃料が破損に至る。燃料の一部が冷却材流路に放出され、冷却材の

流れに運ばれて上部へ分散し、原子炉出力が低下する。その後、被覆管温度
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ⅱ）遷移過程の評価 

 

 

 

ａ）解析条件 

計算コードＳＩＭＭＥＲ－Ⅲにより解析する。 

 

1）起因過程の解析結果を初期条件とする。 

 

 

 

2）起因過程の解析結果を引継ぐタイミングは、ラッパ管が破損する

前とする。 

 

 

 

 

 

 

の上昇に伴う強度低下によって燃料は崩壊し、多くの燃料が冷却材流路に放

出されるが、この燃料の上下への分散に伴う負の反応度効果と被覆管の上下

への分散に伴う正の反応度効果とでは、燃料の分散による効果の方が大き

く、原子炉出力は低下する。時刻約 31.6秒でチャンネル 4のラッパ管の温

度が融点まで上昇し、ＳＡＳ４Ａの適用限界に達する。その約 30秒間の起

因過程の範囲において、炉心は出力と燃焼度がともに高い 2チャンネル（炉

心燃料集合体数：2）の損傷にとどまる。 

起因過程において、評価項目に影響を及ぼす重要なパラメータである反応

度変化は最大でも 0.2$程度であり即発臨界（1.0$）を超えることはない。

また、炉心損傷の範囲も限定的であり、有意なエネルギー放出はなく、評価

項目に影響を及ぼす重要なパラメータである炉心平均燃料温度は、起因過程

の初期値の約 1,025℃から最大値の約 1,800℃まで上昇した後、原子炉出力

の低下に伴い低下する。なお、内側炉心の軸方向中心領域に一部冷却材密度

反応度及びボイド反応度が正となる領域があるが、その領域の反応度価値は

その上下の負となる領域の反応度価値に比べて絶対値は小さく、事象推移に

与える影響は極めて小さい。 

以上より、起因過程においては、制御棒の引抜き以外に有意な正の反応度

効果はなく、反応度及び原子炉出力の上昇は緩慢で、部分的な炉心損傷の状

態で後続の遷移過程に移行する。 

 

ⅱ．遷移過程の解析 

起因過程の後、ラッパ管の溶融から炉心損傷が全炉心に拡大し、事象推移を経て

事故が核的に収束するまでの過程を遷移過程と呼び、計算コードＳＩＭＭＥＲ－

Ⅳにより解析する。 

a．解析条件 

ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳにおける解析体系を第 4.3.3.4.7図に示す。また、本

評価事故シーケンスに対する主要な解析条件等を以下に示す。 

1）起因過程の解析結果を初期状態とし、炉心物質の分布（質量、温

度、速度及び圧力）及び原子炉の出力及び反応度をそのまま引き継

ぐ。ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳにおける初期物質分布を第 4.3.3.4.8図に示

す。 

2）起因過程の解析結果を引き継ぐタイミングは、ＳＡＳ４Ａの適用限

界であるラッパ管が破損する直前とする。 

3）低エンタルピーの液体燃料及び液体スティールについて、固体粒子

の混在による流動抵抗の増加効果を考慮する。また、密度がほぼ等し

い、液体燃料及び燃料粒子並びに液体スティール及びスティール粒子

は、それぞれ同じ速度を持つものとする。ナトリウム、制御材及び蒸

気相は、これらと独立の速度場を持つものとする。 

4）空間依存動特性における中性子束分布の計算には、3次元の輸送計
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3）最大の反応度価値を持つ制御棒 1本が最大速度で引抜かれるもの

とし、それによる反応度添加率は、制御棒引抜き開始から 10 秒ま

では 3.0￠／ｓ、その後 115秒で 0となるように徐々に減少する。 

4）放出エネルギーが大きくなるよう制御棒下部案内管及び後備炉停

止制御棒下部案内管を模擬しない 2次元体系での解析を行う。 

ｂ）解析結果 

解析結果を第 4.2.4.4 図から第 4.2.4.6図に示す。 

本事象においては、事象発生後約 40秒で内側炉心が損傷し、固体状

の燃料が炉心下部に堆積する。これにより、反応度が 1$を超過し、出

力が上昇するが、燃料の分散移動等による負の反応度効果で出力は速や

かに低下し、その出力過渡における炉心平均燃料最高温度は約 4,320℃

である。最高温度到達後は燃料の分散によって、反応度及び出力は低下

する。この即発臨界超過後は溶融燃料が炉心上下に流出することにより

未臨界状態となる。 

 

 

 

 

 

算モデルを用いる。また、使用する核データは、核設計に用いられて

いる高速炉用炉定数を 18群エネルギー構造に縮約した核反応断面積

セット（無限希釈断面積及び自己遮蔽因子テーブル）を用いる。 

5）原子炉容器内全体を 3次元直交座標（流体力学メッシュ：21×19×6

7）でモデル化し、鉛直方向は低圧プレナムからカバーガス領域まで

を、径方向は内側炉心から遮へい集合体までをモデル化する。核計算

メッシュは、流体力学メッシュの一部の燃料物質が存在する領域を対

象とする。 

6）炉心下部の高圧プレナム部及び上部プレナム部の側面には、炉心流

量を再現するための圧力境界条件を与える。各炉心燃料集合体の入口

には、定格時の流量を再現できるようオリフィス圧力損失係数を与え

る。 

7）B型及び C型照射燃料集合体は、同じ列に装荷されている燃料集合

体の平均出力に最も近い炉心燃料集合体に置き換える。 

8）炉心からの燃料流出経路としては、LGT及び径方向の反射体の集合

体間ギャップを考慮する。 

9）被覆管が溶融した時点又は燃料ペレットが固相線温度に達した時点

で燃料ペレットを直ちに破損させ、可動性のある燃料粒子とする。 

10）損傷燃料のスエリングは考慮せず製造時密度で沈降するものとす

る。 

11）最大の反応度価値を持つ制御棒 1本が最大速度で引き抜かれるもの

とし、それによる反応度添加率は、制御棒引抜き開始から 10秒まで

は 3.0￠／ｓ、その後 115秒で 0となるように徐々に減少するものと

する。 

 

b．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.4.9図から第 4.3.3.4.11図に示す。 

遷移過程の初期には、大半の燃料集合体は健全状態にある。一方、制御

棒の引抜きによる反応度の投入と損傷集合体において燃料が炉心下部へ凝

集するため炉心の損傷領域の拡大は続くが、原子炉出力が低く健全集合体

では定格時の冷却材流量があるため、炉心損傷の進展は極めて緩慢なもの

となる。炉心での冷却材流量は、定格値の 100%であるものの、遷移過程

開始から 20 秒まで（事象開始から 50秒）に炉心燃料集合体の約 40%が破

損する。その後、反応度と原子炉出力は低下し、炉心燃料の損傷が緩慢と

なる。炉心下部には再固化した燃料及びスティールによって閉塞が形成さ

れてはいるが、ナトリウムは閉塞が不完全な部分から炉心へと流入する。

流入するナトリウムが炉心下部の高温の損傷炉心物質と接触することで生

じる蒸気圧によって炉心物質が分散され、炉心下部への大規模な堆積を妨

げる。事象開始から約 60秒に反応度が即発臨界を超過しているにもかか
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ⅲ）再配置・冷却過程の評価 

本事象では、「4.2.2 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重

畳事故」よりも多くの１次冷却材流量が確保されることから、再配置・冷却

過程の評価は、「4.2.2 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重

畳事故」の評価に包絡される。 

このため、再配置・冷却過程の評価は、「4.2.2 外部電源喪失及び原子炉

トリップ信号発信失敗の重畳事故」において実施する。 

ｂ．原子炉容器の上部から格納容器内に噴出したナトリウムの影響緩和 

本事象で発生する機械的エネルギーは、「4.2.2 外部電源喪失及び原子炉

トリップ信号発信失敗の重畳事故」の値を下回る。このため、措置の有効性

の評価は、「4.2.2 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳

事故」において実施する。 

 

 

 

以上より、出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重

畳事故を想定しても格納容器の破損は防止され、施設からの多量の放射性物質等の放出

は防止される。 

 

 

 

 

 

 

 

わらず大きなエネルギー放出に至ることはないが、出力の高い燃料集合体

を中心に炉心の約 60%が損傷するに至る。約 70秒の時点で炉心下部に損

傷燃料が堆積しつつある。この燃料の堆積により約 70秒で再び反応度が

即発臨界を超過する。再度発生するナトリウム及びスティール蒸気圧によ

って燃料が炉心から流出し、その総計は約 30%である。この結果反応度は

-30$を下回り、核的な事象推移は終息する。このときの炉心平均燃料温度

の最大値は約 2,820℃である。 

本評価事故シーケンスの遷移過程の事象推移においても反応度が即発臨

界を超えているが、いずれも「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリッ

プ信号発信失敗の重畳事故」に比べて大きなエネルギー放出を伴うもので

はない。その理由は、炉心冷却材流量が残っているために炉心損傷の進展

が緩慢であること、損傷した集合体の炉心下部で冷却材蒸気圧力が頻繁に

発生することで炉心物質を分散させるため、炉心下部での損傷燃料の堆積

を妨げられるためである。 

ⅲ．再配置・冷却過程の解析 

本評価事故シーケンスでは、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ

信号発信失敗の重畳事故」よりも多くの１次冷却材流量が確保されることか

ら、再配置・冷却過程の評価は、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリッ

プ信号発信失敗の重畳事故」の評価に包絡される。このため、再配置・冷却

過程の評価は、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の

重畳事故」において実施する。 

ⅳ．機械的応答過程及び格納容器応答過程の解析 

本評価事故シーケンスで放出される熱エネルギーを代表するパラメー

タである炉心平均燃料温度の最大値は遷移過程解析において約 2,820℃で

あり、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳

事故」の解析結果を下回り、機械的エネルギーの発生も同解析結果に包

絡される。このため、機械的応答過程及び格納容器応答過程に係る措置

の有効性の評価は、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発

信失敗の重畳事故」において実施する。 

以上ⅰ．からⅳ．より、出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリ

ップ信号発信失敗の重畳事故を想定しても格納容器の破損は防止され、施設か

らの多量の放射性物質等の放出は防止される。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

ⅰ．起因過程の不確かさの影響評価 

起因過程の不確かさの影響について、計算コードのモデルに関する不確かさと

して、FPガスの保持量の不確かさの影響を評価する。また、解析条件に関する不

確かさとして、制御棒の引抜き反応度、ナトリウムボイド反応度、ドップラ反応

度、燃料の軸伸び及び燃料破損条件の不確かさの影響を評価する。考慮する不確

かさの幅は以下のとおり設定する。 
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1）FPガスの保持量：燃料ペレット中の FPガスの保持量は、ＳＡＳ４Ａの定常

照射挙動モデルの計算値に対して、負の反応度効果を持つ破損燃料の分散の

駆動力となる FPガスの圧力の効果を無視する。 

2）制御棒の引抜き反応度：反応度挿入曲線の傾きが最大となる制御棒位置を想

定するとともに制御棒引抜きに伴う傾きの減少を無視し、さらに、実効遅発

中性子割合の不確かさ等の安全余裕を考慮して、反応度添加率を約 4.2￠／

sで一定とする。 

3）ナトリウムボイド反応度：炉心の核設計においては 30%の不確かさを考慮し

ている。ナトリウムボイド反応度は炉心の極一部の領域を除いておおむね負

である。評価項目に影響を及ぼすパラメータである反応度を大きく計算する

ため、正の領域では 1.3倍に、負の領域では 0.7倍に設定する。 

4）ドップラ反応度：ナトリウムボイド反応度と同様に、炉心核設計で考慮され

る不確かさは 30%である。ドップラ反応度係数は負で、起因過程のドップラ

反応度は負となるため、評価項目に影響を及ぼすパラメータである反応度を

大きく計算するため、0.7倍に設定する。 

5）燃料の軸伸び：ナトリウムボイド反応度と同様に、炉心核設計で考慮される

燃料密度反応度の不確かさは 30%である。起因過程の事故シーケンスでは燃

料は膨張し反応度変化が負となる。評価項目に影響を及ぼすパラメータであ

る反応度を大きく計算するため、0.7倍に設定する。 

6）燃料破損条件：基本ケースでは 20%断面溶融割合で破損判定を行っていた

が、負の反応度効果を有する破損燃料の移動を抑制するとともに、損傷領域

の拡大のために燃料溶融開始直後に破損するように設定する。また、それと

は別に、負の反応度投入自体を遅らせるため、50%断面溶融割合の条件で破

損するように設定する。 

これらの解析条件等の間には物理的相関はなく、互いに独立であると考えら

れ、それぞれ保守的に設定した不確かさを重ね合わせることは過度に保守的な想

定となる。そこで、感度解析においては保守的な条件の重畳は行わず、「ⅰ）基

本ケース ⅰ．起因過程の解析」に対してそれぞれの不確かさの影響を評価す

る。 

起因過程に関する感度解析の結果、評価項目に関わる重要なパラメータである

反応度変化に最も大きな影響を与える不確かさは、2）制御棒の引抜き反応度の不

確かさである。反応度変化は、「ⅰ）基本ケース ⅰ．起因過程の解析」の最大

約 0.2$に対して、制御棒の引抜き反応度の不確かさを考慮したケースでも最大約

0.3$と大きな差はなく即発臨界（1.0$）を超えることはない。すなわち、不確か

さの影響を考慮したとしても、起因過程は、反応度及び出力の上昇は緩慢であ

り、その結果、部分的な炉心損傷のまま後続の遷移過程に移行する。 

その他に基本ケースの事象推移から有意な相違を生じたケースは、6)の燃料破

損条件の不確かさの影響を評価したケースである。燃料溶融開始直後に破損する

ケースでは損傷集合体の数が 10体に増加しているが、炉心全体の燃料分布は基本
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ケースと大きく変わらず、最大反応度も基本ケース以下であり、遷移過程の事象

推移に大きな影響を与えることはない。一方、50%断面溶融割合の条件で破損する

ケースでは、破損時刻が遅れて基本ケースに比べて最大出力が基本ケースの約

1.5倍となるが最大反応度は基本ケースと同程度であった。その他の 1) FPガス

の保持量、3) ナトリウムボイド反応度、4) ドップラ反応度、5) 燃料の軸伸びの

不確かさの影響を評価したケースでは、燃料破損時刻、最大出力、最大反応度、

ラッパ管溶融時刻などの基本ケースとの違いは数%にとどまる。 

 

（追加） 

ⅱ．遷移過程の不確かさの影響評価 

（省略） 
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第4.2.4.1表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

トリップ信号発信 
－ － － 

①  関連するプロセ

ス計装 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・ 「中性子束高（出力領

域）」による原子炉トリップ信

号発信及び原子炉スクラム（自

動停止）を確認する。 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 
－ 

① 原子炉保護系

（スクラム） 

② 関連するプロセ

ス計装 

③ 関連する核計装 

事故発生 

の判断 

・ 「中性子束高（出力領

域）」による原子炉トリップ信

号発信を確認する。 

－  

① 原子炉保護系

（スクラム） 

② 関連するプロセ

ス計装 

代替 

トリップ信号発信 
－ － － 

① 関連するプロセ

ス計装 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・ 「原子炉出口冷却材温度

高」による原子炉スクラム（自

動停止）を確認する。 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 
－ 

① 原子炉保護系

（スクラム） 

② 関連するプロセ

ス計装 

③ 関連する核計装 

後備炉 

停止系 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・ 「原子炉出口冷却材温度

高」による後備炉停止系用論理

回路動作に伴う後備炉停止系に

よる原子炉スクラム（自動停

止）を確認する。 

① 後備炉停止制御棒 

② 後備炉停止制御棒駆動系 
－ 

① 後備炉停止系用

論理回路 

② 関連するプロセ

ス計装 

③ 関連する核計装 

原子炉 

自動停止失敗の 

判断 

・ 原子炉スクラム（自動停

止）、後備炉停止系スクラム

（自動停止）を確認する。 

－ － － 

原子炉 

手動停止 

・ 手動スクラム、制御棒保持

電磁石励磁手動断、後備炉停止

制御棒保持電磁石励磁手動断、

制御棒駆動機構による制御棒手

動挿入又は後備炉停止制御棒駆

動機構による後備炉停止制御棒

手動挿入により、原子炉を停止

する。 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 

③ 後備炉停止制御棒 

④ 後備炉停止制御棒駆動系 

－ ① 関連する核計装 

原子炉容器内 

冷却確認 

・ １次主冷却系（強制循環）

の運転状況を確認するととも

に、２次主冷却系（強制循環又

は自然循環）及び主冷却機（強

制通風又は自然通風）に異常等

がないことを確認する。 

－ － 
① 関連するプロセ

ス計装 

原子炉冷却材 

バウンダリ及び 

原子炉カバーガス 

等のバウンダリ内 

に放射性物質を 

閉じ込め、貯留 

・ 放射性物質を閉じ込めるた

め、原子炉カバーガス等のバウ

ンダリを隔離する。 

① １次アルゴンガス系 

１）原子炉カバーガスの

バウンダリに属する容

器・配管・弁（ただし、

計装等の小口径のものを

除く。） 

－ 
① 関連するプロセ

ス計装 

格納容器 

アイソレーション

確認 

・ 「格納容器内圧力高」、

「格納容器内温度高」、「格納

容器内床上線量率高」により、

原子炉保護系（アイソレーショ

ン）が動作し、工学的安全施設

が自動的に作動し、隔離される

ことを確認する。 

① 格納容器 

② 格納容器バウンダリに属

する配管・弁 

－ 

① 原子炉保護系

（アイソレーショ

ン） 

② 関連するプロセ

ス計装 

 

 

 

第4.3.3.4.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

トリップ信号発信 
－ － － 

①原子炉トリップ信

号「中性子束高

（出力領域）」 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「中性子束高（出力領域）」

による原子炉トリップ信号発

信及び原子炉スクラム（自動

停止）について、原子炉保護

系（スクラム）の動作及び核

計装（線形出力系）等の監視

により確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「中性子束高

（出力領域）」 

③核計装（線形出力

系） 

事故発生 

の判断 

・「中性子束高（出力領域）」

による原子炉トリップ信号発

信を確認し、発信に失敗して

いる場合は事故発生と判断す

る。 

－  

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「中性子束高

（出力領域）」 

③制御棒連続引抜き

阻止インターロッ

ク 

代替 

トリップ信号発信 
－ － － 

①代替原子炉トリッ

プ信号「原子炉出

口冷却材温度高」 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「原子炉出口冷却材温度高」

による原子炉スクラム（自動

停止）について、原子炉保護

系（スクラム）の動作及び核

計装（線形出力系）等の監視

により確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②代替原子炉トリッ

プ信号「原子炉出

口冷却材温度高」 

③核計装（線形出力

系） 

 

後備炉 

停止系 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「原子炉出口冷却材温度高」

による後備炉停止系用論理回

路動作に伴う後備炉停止系に

よる原子炉スクラム（自動停

止）について、後備炉停止系

スクラムの動作及び核計装

（線形出力系）等の監視によ

り確認する。 

①後備炉停止制御棒 

②後備炉停止制御棒駆動系 
－ 

①後備炉停止系用論

理回路 

②代替原子炉トリッ

プ信号「原子炉出

口冷却材温度高」 

③核計装（線形出力

系） 

原子炉 

自動停止失敗の 

判断 

・原子炉スクラム（自動停

止）、後備炉停止系スクラム

（自動停止）を確認し、自動

停止の成否を確認する。 

－ － － 

原子炉 

手動停止 

・手動スクラム、制御棒保持電

磁石励磁手動断、後備炉停止

制御棒保持電磁石励磁手動

断、制御棒駆動機構による制

御棒手動挿入又は後備炉停止

制御棒駆動機構による後備炉

停止制御棒手動挿入により、

原子炉を停止する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

③後備炉停止制御棒 

④後備炉停止制御棒駆動系 

－ 
①核計装（線形出力

系） 

 下線部が炉心損傷防止措置に使用する資機材 
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第 4.3.3.4.2 表 格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉容器内 

冷却確認 

・１次主冷却系（強制循環）の

運転状況を確認するととも

に、２次主冷却系（強制循環

又は自然循環）及び主冷却機

（強制通風又は自然通風）に

異常等がないことを確認す

る。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 
－ 

①原子炉出入口冷却材

温度、１次主冷却系

冷却材流量、主冷却

器出口冷却材温度、

２次主冷却系冷却材

流量 

原子炉冷却材 

バウンダリ及び 

原子炉カバーガス 

等のバウンダリ内 

に放射性物質を 

閉じ込め、貯留 

・放射性物質を閉じ込めるた

め、原子炉カバーガス等のバ

ウンダリを隔離する。 

①１次アルゴンガス系 

１）原子炉カバーガスの

バウンダリに属する

容器・配管・弁（た

だし、計装等の小口

径のものを除く。） 

－ 

①原子炉カバーガス圧

力 

②燃料破損検出系 

格納容器 

アイソレーション

確認 

・「格納容器内圧力高」、「格

納容器内温度高」、「格納容

器内床上線量率高」により、

原子炉保護系（アイソレーシ

ョン）が動作し、工学的安全

施設が自動的に作動し、隔離

されることを確認する。 

①格納容器 

②格納容器バウンダリに属す

る配管・弁 

－ 

①原子炉保護系（アイ

ソレーション） 

②アイソレーション信

号「格納容器内圧力

高」、「格納容器内

温度高」、「格納容

器内床上線量率高」 

 下線部が格納容器破損防止措置に使用する資機材 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

第4.2.4.2表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2.4.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 （省略） 

 

 

第4.3.3.4.3表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

第 4.3.3.4.4表 格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.4.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順 （変更なし） 

 

 

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1
・原子炉トリップ信号発信確認
・原子炉スクラム確認
・事故発生の判断

・「中性子束高（出力領域）」に
よる原子炉トリップ信号発信失敗
を確認する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1

・制御棒連続引抜き阻止インターロック動
  作確認
・代替トリップ信号発信及び原子炉スクラ
  ム確認
・後備炉停止系スクラム確認

・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる原子炉スクラム（自動停止）
を確認する。
・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる後備炉停止系用論理回路動作
に伴う後備炉停止系による原子炉
スクラム（自動停止）を確認す
る。

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

運転員B、C 2 ・原子炉容器内冷却確認

・１次主冷却系（強制循環）の運
転状況を確認するとともに、２次
主冷却系（強制循環又は自然循
環）及び主冷却機（強制通風又は
自然通風）に異常等がないことを
確認する。

運転員D 1
・原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カ
  バーガス等のバウンダリ内に放射性物質
  を閉じ込め、貯留

・燃料破損検出系により燃料破損
の有無を確認する。
・燃料が破損したと推定される場
合、放射性物質を閉じ込めるた
め、原子炉カバーガス等のバウン
ダリを隔離する。

運転員A、E 2 ・格納容器アイソレーション確認

・「格納容器内圧力高」、「格納
容器内温度高」、「格納容器内床
上線量率高」により、原子炉保護
系（アイソレーション）が動作
し、工学的安全施設が自動的に作
動し、隔離されることを確認す
る。また、隔離に失敗している場
合は手動で隔離する。

備考必要な要員と作業項目
経過時間（分）

要員（名）
（作業に必要な要員数）

格納容器破損
防止措置

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（制御棒の異常な引抜き）

▽原子炉自動停止失敗と判断

120 180 240

▽事故発生の判断（「中性子束高（出力領域）」による

原子炉トリップ信号発信失敗）

▽炉心の著しい損傷の有無を判断

5

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1
・原子炉トリップ信号発信確認
・原子炉スクラム確認
・事故発生の判断

・「中性子束高（出力領域）」に
よる原子炉トリップ信号発信失敗
を確認する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1

・制御棒連続引抜き阻止インターロック動
  作確認
・代替トリップ信号発信及び原子炉スクラ
  ム確認
・後備炉停止系スクラム確認

・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる原子炉スクラム（自動停止）
を確認する。
・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる後備炉停止系用論理回路動作
に伴う後備炉停止系による原子炉
スクラム（自動停止）を確認す
る。

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（制御棒の異常な引抜き）

▽原子炉自動停止失敗と判断

120 180 240

▽事故発生の判断（「中性子束高（出力領域）」による

原子炉トリップ信号発信失敗）

5

・炉心損傷防止措置は、運転員の操作を介在しなく

ても、自動的に機能し、原子炉は自動停止するよう

設計している。このため、運転員の操作はなく、運

転員の役割は、原子炉停止の確認及び停止後の

除熱の監視となる。

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

運転員B、C 2 ・原子炉容器内冷却確認

・１次主冷却系（強制循環）の運
転状況を確認するとともに、２次
主冷却系（強制循環又は自然循
環）及び主冷却機（強制通風又は
自然通風）に異常等がないことを
確認する。

運転員D 1
・原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カ
  バーガス等のバウンダリ内に放射性物質
  を閉じ込め、貯留

・燃料破損検出系により燃料破損
の有無を確認する。
・燃料が破損したと推定される場
合、放射性物質を閉じ込めるた
め、原子炉カバーガス等のバウン
ダリを隔離する。

運転員A、E 2
・格納容器アイソレーション確認
・格納容器手動アイソレーション

・「格納容器内圧力高」、「格納
容器内温度高」、「格納容器内床
上線量率高」により、原子炉保護
系（アイソレーション）が動作
し、工学的安全施設が自動的に作
動し、隔離されることを確認す
る。
・多量のナトリウムが格納容器床
上に噴出した場合は、噴出直後に
格納容器床上温度が60℃を超過し
て原子炉保護系（アイソレーショ
ン）が動作する。
・隔離に失敗している場合は手動
で隔離する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

格納容器破損
防止措置

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（制御棒の異常な引抜き）

▽原子炉自動停止失敗と判断

120 180 240

▽事故発生の判断（「中性子束高（出力領域）」による

原子炉トリップ信号発信失敗）

▽炉心の著しい損傷の有無を判断

5

・格納容器アイソレーションは、運転員の操作を介在し

なくても、自動的に機能するよう設計している。このた

め、運転員の操作はなく、運転員の役割は、隔離状態

の確認及び監視となる。

・格納容器隔離に失敗したと判断した場合、手動アイ

ソレーション操作を開始する。操作実施後は、放射性

物質の閉じ込め、貯留状態の監視を継続する。
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

第 4.2.4.2図 出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：制御棒連続引抜き阻止インターロック 

及び後備炉停止制御棒による原子炉停止） 

 

 

 

第 4.3.3.4.2図 出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：制御棒連続引抜き阻止インターロック 

及び後備炉停止制御棒による原子炉停止） 

 

 

0秒：事象発生（制御棒の異常な引抜き）、「中性子束高（出力領域）」
信号の発信失敗

104秒：「原子炉出口冷却材温度高」信号の発信

4秒：制御棒の
引抜き停止

107秒：原子炉自動停止（代替原子炉トリップ信
号及び後備炉停止系用論理回路）
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.4.3図 出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（不確かさの影響評価） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2.4.3図 起因過程における出力及び反応度履歴 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.4.4図 制御棒の引抜きにより投入される反応度 

 

 

第 4.3.3.4.5図 起因過程における出力及び反応度履歴 （変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.4.6 図 起因過程における炉心平均燃料温度 

 

 

 

 

第 4.3.3.4.7図 ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳにおける解析体系（遷移過程の解析） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.4.8図 ＳＩＭＭＥＲ－Ⅳにおける初期物質分布 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.4.9 図 遷移過程における反応度履歴 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.4.10図 遷移過程における出力履歴 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.4.11図 遷移過程における炉心平均燃料温度履歴 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第 4.2.4.4図 遷移過程における反応度履歴 （省略） 

 

 

第 4.2.4.5図 遷移過程における出力履歴  （省略） 

 

 

第 4.2.4.6図 遷移過程における炉心平均燃料温度履歴 （省略） 

 

 

 

4.2.5 出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故 

 

（１）事故の原因及び説明 

（省略） 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事

故では、制御棒の異常な引抜きによる原子炉出力上昇時に原子炉の停止機能を喪失する

ことから、炉心の昇温によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

 

 

 

 

 

したがって、出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作

失敗の重畳事故では、制御棒の異常な引抜きによる原子炉出力の過度な上昇を防止する

ため、制御棒の連続的な引抜きを阻止する制御棒連続引抜き阻止インターロックを整備

するとともに、代替安全保護回路として、後備炉停止系用論理回路を整備し、当該回路

の動作により後備炉停止制御棒を急速挿入することで、炉心の著しい損傷を防止する。 

さらに、当該事故が多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故であることを踏

まえ、原子炉トリップ信号発信失敗を想定し、「原子炉出口冷却材温度高」を代替原子炉

トリップ信号として整備する。 

 

 

 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事

故では、制御棒連続引抜き阻止インターロックがないと仮定した場合、炉心の著しい損

傷に至ることから、１次主冷却系における強制循環（長期対策としては１次主循環ポン

プのポニーモータを使用）、２次主冷却系の強制循環（長期対策としては自然循環）及び

 

第 4.3.3.4.12図 遷移過程の不確かさの影響評価における反応度履歴 

         （燃料スロッシングを最大限考慮した場合）       （変更なし） 

 

第 4.3.3.4.13図 遷移過程の不確かさの影響評価における出力履歴 

（燃料スロッシングを最大限考慮した場合）       （変更なし） 

 

第 4.3.3.4.14図 遷移過程の不確かさの影響評価における炉心平均燃料温度履歴 

（燃料スロッシングを最大限考慮した場合）       （変更なし） 

 

 

4.3.3.5 出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事

故 

（１）事故の原因及び説明 

（変更なし） 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事

故では、制御棒の異常な引抜きによる原子炉出力上昇時に原子炉の停止機能を喪失する

ことから、炉心の昇温によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

出力流量比の高い集合体において燃料が破損し、さらに炉心が損傷を開始するまでの

時間は数十秒であることから、炉心の著しい損傷を防止する措置として、この時間内に

原子炉を自動で停止する措置を講じる。また、炉心の著しい損傷に至った場合、損傷炉

心物質の冷却及び機械的エネルギーの影響緩和が必要であることから、自動で作動する

格納容器破損防止措置を講じる。 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事

故では、制御棒の異常な引抜きによる原子炉出力の過度な上昇を防止するため、制御棒

の連続的な引抜きを阻止する制御棒連続引抜き阻止インターロックを整備するととも

に、代替安全保護回路として、後備炉停止系用論理回路を整備し、当該回路の動作によ

り後備炉停止制御棒を急速挿入することで、炉心の著しい損傷を防止する。 

さらに、当該事故が多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故であることを踏

まえ、原子炉トリップ信号発信失敗を想定し、「原子炉出口冷却材温度高」を代替原子炉

トリップ信号として整備する。 

なお、原子炉の停止後は、１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニ

ーモータを使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風により崩壊熱の除去

を行う。 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事

故では、炉心損傷防止措置（制御棒連続引抜き阻止インターロック）が機能しないこと

を仮定した場合、炉心の著しい損傷に至ることから、１次主冷却系における強制循環

（長期対策としては１次主循環ポンプのポニーモータを使用）、２次主冷却系の強制循環
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主冷却機の強制通風（長期対策としては自然通風）により、放射性物質等（溶融炉心物

質を含む。）を冷却することで原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制し、原子炉容

器内に放射性物質等を閉じ込める措置を講じることで格納容器の破損を防止する。 

 

また、炉心の著しい損傷に至った場合、燃料の溶融に伴う即発臨界超過により放出さ

れるエネルギーによって原子炉容器の上部から格納容器内にナトリウムが噴出する可能

性があるため、回転プラグを含む原子炉容器構造及び格納容器構造により即発臨界超過

の影響を緩和し、格納容器の破損を防止する。 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事

故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第4.2.5.1図

に示す。本事象において、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行

は、原子炉保護系（スクラム）動作失敗を起点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事

故において、炉心の著しい損傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置

は、事故の拡大の防止を目的とする。 

ａ．制御棒連続引抜き阻止インターロック及び代替原子炉トリップ信号として、「原

子炉出口冷却材温度高」を整備することにより「中性子束高（出力領域）」による

原子炉トリップ信号の発信に失敗した場合に、原子炉の出力が過度に上昇するこ

とを防止する。 

ｂ．後備炉停止系用論理回路を整備することにより、原子炉保護系（スクラム）の

動作に失敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｃ．後備炉停止系を整備することにより、制御棒（主炉停止系）の急速挿入に失敗

した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｄ．異常を検知した場合には、運転員は手動で原子炉をスクラム又は停止できるも

のとする。なお、当該操作手順には、手動スクラムボタンにより原子炉保護系を

動作させて原子炉を停止させる方法、手動操作による制御棒駆動機構の制御棒保

持電磁石励磁断又は後備炉停止制御棒駆動機構の後備炉停止制御棒保持電磁石

励磁断により制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法、制御棒駆動機構又は

後備炉停止制御棒駆動機構により手動操作にて制御棒又は後備炉停止制御棒を

挿入する方法がある。 

 

 

（ⅱ）～（ⅲ） 

（省略） 

（４）資機材 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事

故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等を第4.2.5.1表

（長期対策としては自然循環）及び主冷却機の強制通風（長期対策としては自然通風）

により、損傷炉心物質を冷却することで原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制し、

原子炉容器内に放射性物質等を閉じ込める措置を講じることで格納容器の破損を防止す

る。 

また、炉心の著しい損傷に至った場合、燃料の溶融に伴う即発臨界超過により放出さ

れるエネルギーによって原子炉容器の上部から格納容器内にナトリウムが噴出する可能

性があるため、回転プラグを含む原子炉容器構造及び格納容器構造により即発臨界超過

の影響を緩和し、格納容器の破損を防止する。 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事

故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第4.3.3.5.1

図に示す。本評価事故シーケンスにおいて、多量の放射性物質等を放出するおそれのあ

る事故への移行は、原子炉保護系（スクラム）動作失敗を起点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事

故において、炉心の著しい損傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置

は、事故の拡大の防止を目的とする。 

ａ．制御棒連続引抜き阻止インターロック及び代替原子炉トリップ信号として、「原

子炉出口冷却材温度高」を整備することにより「中性子束高（出力領域）」による

原子炉トリップ信号の発信に失敗した場合に、原子炉の出力が過度に上昇するこ

とを防止する。 

ｂ．後備炉停止系用論理回路を整備することにより、原子炉保護系（スクラム）の

動作に失敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｃ．後備炉停止系を整備することにより、制御棒（主炉停止系）の急速挿入に失敗

した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｄ．以上に加えて、原子炉の停止失敗を検知した場合には、運転員は手動で原子炉

をスクラム又は停止できるものとする。当該操作手順には、手動スクラムボタン

により原子炉保護系を動作させて原子炉を停止させる方法、手動操作による制御

棒駆動機構の制御棒保持電磁石励磁断又は後備炉停止制御棒駆動機構の後備炉

停止制御棒保持電磁石励磁断により制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方

法、制御棒駆動機構又は後備炉停止制御棒駆動機構により手動操作にて制御棒又

は後備炉停止制御棒を挿入する方法がある。なお、本措置は上記のａ．～ｃ．の

措置による炉心損傷防止措置の有効性を確認した上で、安全性向上のために自主

的に講じる措置である。 

（ⅱ）～（ⅲ） 

（変更なし） 

（４）資機材 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事

故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等を第4.3.3.5.1
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に示す。これらの設備等は、基準地震動による地震力に対して機能を喪失しないように

整備する。 

 

（５）作業と所要時間 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事

故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間を

第4.2.5.2表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

（６）措置の有効性評価 

 

本事象の事象進展及び炉心損傷防止措置、格納容器破損防止措置は「4.2.4 出力運転中

の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同じである。こ

のため、措置の有効性の評価は「4.2.4 出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉ト

リップ信号発信失敗の重畳事故」において実施する。 

上記の評価結果から、出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラ

ム）動作失敗の重畳事故を想定しても炉心の著しい損傷及び格納容器の破損は防止さ

れ、施設からの多量の放射性物質等の放出は防止される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表及び第4.3.3.5.2表に示す。これらの設備等は、「添付書類8 10.その他試験研究用等

原子炉の附属施設 10.11多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機

材」に定める設計方針に基づき整備する。 

（５）作業と所要時間 

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故

における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第

4.3.3.5.3表及び第 4.3.3.5.4表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含め

た必要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は2名、格納容器破損

防止措置に必要な要員は6名であり、中央制御室に常駐している運転員6名（「核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定におい

て、中央制御室に当直長1名、副当直長1名を含む6名以上の運転員を確保することを定め

る。）で対処可能である。なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所

内の他の試験研究用等原子炉施設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

本評価事故シーケンスの事象進展及び炉心損傷防止措置は「4.3.3.4 出力運転中の制

御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同じである。この

ため、措置の有効性の評価は「4.3.3.4 出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉

トリップ信号発信失敗の重畳事故」において実施する。 

上記の評価結果から、出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラ

ム）動作失敗の重畳事故を想定しても炉心の著しい損傷は防止される。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

本評価事故シーケンスの事象進展及び格納容器破損防止措置は「4.3.3.4 出力運転中

の制御棒の異常な引抜き及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同じである。

このため、措置の有効性の評価は「4.3.3.4 出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原

子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」において実施する。 

上記の評価結果から、出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び原子炉保護系（スクラ

ム）動作失敗の重畳事故を想定しても格納容器の破損は防止され、施設からの多量の放

射性物質等の放出は防止される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添 10-4-78 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

第4.2.5.1表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

トリップ信号発信 
－ － － 

①  関連するプロセ

ス計装 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・ 「中性子束高（出力領

域）」による原子炉トリップ信

号発信及び原子炉スクラム（自

動停止）を確認する。 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 
－ 

① 原子炉保護系

（スクラム） 

② 関連するプロセ

ス計装 

③ 関連する核計装 

事故発生 

の判断 

・ 「中性子束高（出力領

域）」による原子炉保護系（ス

クラム）動作を確認する。 

－  

① 原子炉保護系

（スクラム） 

② 関連するプロセ

ス計装 

後備炉 

停止系 

（自動停止） 

スクラム確認 

・ 「原子炉出口冷却材温度

高」による後備炉停止系用論理

回路動作に伴う後備炉停止系に

よる原子炉スクラム（自動停

止）を確認する。 

① 後備炉停止制御棒 

② 後備炉停止制御棒駆動系 
－ 

① 後備炉停止系用

論理回路 

② 関連するプロセ

ス計装 

③ 関連する核計装 

原子炉 

自動停止失敗の 

判断 

・ 原子炉スクラム（自動停

止）、後備炉停止系スクラム

（自動停止）を確認する。 

－ － － 

原子炉 

手動停止 

・ 手動スクラム、制御棒保持

電磁石励磁手動断、後備炉停止

制御棒保持電磁石励磁手動断、

制御棒駆動機構による制御棒手

動挿入又は後備炉停止制御棒駆

動機構による後備炉停止制御棒

手動挿入により、原子炉を停止

する。 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 

③ 後備炉停止制御棒 

④ 後備炉停止制御棒駆動系 

－ ① 関連する核計装 

原子炉容器内 

冷却確認 

・ １次主冷却系（強制循環）

の運転状況を確認するととも

に、２次主冷却系（強制循環又

は自然循環）及び主冷却機（強

制通風又は自然通風）に異常等

がないことを確認する。 

－ － 
① 関連するプロセ

ス計装 

原子炉冷却材 

バウンダリ及び 

原子炉カバーガス 

等のバウンダリ内 

に放射性物質を 

閉じ込め、貯留 

・ 放射性物質を閉じ込めるた

め、原子炉カバーガス等のバウ

ンダリを隔離する。 

① １次アルゴンガス系 

１）原子炉カバーガスの

バウンダリに属する容

器・配管・弁（ただし、

計装等の小口径のものを

除く。） 

－ 
① 関連するプロセ

ス計装 

格納容器 

アイソレーション

確認 

・ 「格納容器内圧力高」、

「格納容器内温度高」、「格納

容器内床上線量率高」により、

原子炉保護系（アイソレーショ

ン）が動作し、工学的安全施設

が自動的に作動し、隔離される

ことを確認する。 

① 格納容器 

② 格納容器バウンダリに属

する配管・弁 

－ 

① 原子炉保護系

（アイソレーショ

ン） 

② 関連するプロセ

ス計装 

 

 

 

 

 

 

第4.3.3.5.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

トリップ信号発信 
－ － － 

①原子炉トリップ信

号「中性子束高

（出力領域）」 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「中性子束高（出力領域）」

による原子炉トリップ信号発

信及び原子炉スクラム（自動

停止）について、原子炉保護

系（スクラム）の動作及び核

計装（線形出力系）等の監視

により確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「中性子束高

（出力領域）」 

③核計装（線形出力

系） 

事故発生 

の判断 

・「中性子束高（出力領域）」

による原子炉保護系（スクラ

ム）動作を確認し、動作に失

敗している場合は事故発生と

判断する。 

－  

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②原子炉トリップ信

号「中性子束高

（出力領域）」 

③制御棒連続引抜き

阻止インターロッ

ク 

後備炉 

停止系 

（自動停止） 

スクラム確認 

・「原子炉出口冷却材温度高」

による後備炉停止系用論理回

路動作に伴う後備炉停止系に

よる原子炉スクラム（自動停

止）について、後備炉停止系

スクラムの動作及び核計装

（線形出力系）等の監視によ

り確認する。 

①後備炉停止制御棒 

②後備炉停止制御棒駆動系 
－ 

①後備炉停止系用論

理回路 

②代替原子炉トリッ

プ信号「原子炉出

口冷却材温度高」 

③核計装（線形出力

系） 

原子炉 

自動停止失敗の 

判断 

・原子炉スクラム（自動停

止）、後備炉停止系スクラム

（自動停止）を確認し、自動

停止の成否を確認する。 

－ － － 

原子炉 

手動停止 

・手動スクラム、制御棒保持電

磁石励磁手動断、後備炉停止

制御棒保持電磁石励磁手動

断、制御棒駆動機構による制

御棒手動挿入又は後備炉停止

制御棒駆動機構による後備炉

停止制御棒手動挿入により、

原子炉を停止する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

③後備炉停止制御棒 

④後備炉停止制御棒駆動系 

－ 
①核計装（線形出力

系） 

下線部が炉心損傷防止措置に使用する資機材 
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第 4.3.3.5.2 表 格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉容器内 

冷却確認 

・１次主冷却系（強制循環）の

運転状況を確認するととも

に、２次主冷却系（強制循環

又は自然循環）及び主冷却機

（強制通風又は自然通風）に

異常等がないことを確認す

る。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 
－ 

①原子炉出入口冷却材

温度、１次主冷却系

冷却材流量、主冷却

器出口冷却材温度、

２次主冷却系冷却材

流量 

原子炉冷却材 

バウンダリ及び 

原子炉カバーガス 

等のバウンダリ内 

に放射性物質を 

閉じ込め、貯留 

・放射性物質を閉じ込めるた

め、原子炉カバーガス等のバ

ウンダリを隔離する。 

①１次アルゴンガス系 

１）原子炉カバーガスの

バウンダリに属する

容器・配管・弁（た

だし、計装等の小口

径のものを除く。） 

－ 

①原子炉カバーガス圧

力 

②燃料破損検出系 

格納容器 

アイソレーション

確認 

・「格納容器内圧力高」、「格

納容器内温度高」、「格納容

器内床上線量率高」により、

原子炉保護系（アイソレーシ

ョン）が動作し、工学的安全

施設が自動的に作動し、隔離

されることを確認する。 

①格納容器 

②格納容器バウンダリに属す

る配管・弁 

－ 

①原子炉保護系（アイ

ソレーション） 

②アイソレーション信

号「格納容器内圧力

高」、「格納容器内

温度高」、「格納容

器内床上線量率高」 

下線部が格納容器破損防止措置に使用する資機材 
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第4.2.5.2表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2.5.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 （省略） 

 

第4.3.3.5.3表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

第 4.3.3.5.4表 格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

 第4.3.3.5.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 （変更なし） 

 

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1
・原子炉トリップ信号発信確認
・原子炉スクラム確認
・事故発生の判断

・「中性子束高（出力領域）」に
よる原子炉保護系（スクラム）動
作失敗を確認する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1

・制御棒連続引抜き阻止インターロック動
作確認

・代替トリップ信号発信及び原子炉スクラ
  ム確認
・後備炉停止系スクラム確認

・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる後備炉停止系用論理回路動作
に伴う後備炉停止系による原子炉
スクラム（自動停止）を確認す
る。

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

運転員B、C 2 ・原子炉容器内冷却確認

・１次主冷却系（強制循環）の運
転状況を確認するとともに、２次
主冷却系（強制循環又は自然循
環）及び主冷却機（強制通風又は
自然通風）に異常等がないことを
確認する。

運転員D 1
・原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カ
  バーガス等のバウンダリ内に放射性物質
  を閉じ込め、貯留

・燃料破損検出系により燃料破損
の有無を確認する。
・燃料が破損したと推定される場
合、放射性物質を閉じ込めるた
め、原子炉カバーガス等のバウン
ダリを隔離する。

運転員A、E 2 ・格納容器アイソレーション確認

・「格納容器内圧力高」、「格納
容器内温度高」、「格納容器内床
上線量率高」により、原子炉保護
系（アイソレーション）が動作
し、工学的安全施設が自動的に作
動し、隔離されることを確認す
る。また、隔離に失敗している場
合は手動で隔離する。

備考必要な要員と作業項目
経過時間（分）

要員（名）
（作業に必要な要員数）

格納容器破損
防止措置

10 15 20 25 30 60

▽事象発生（制御棒の異常な引抜き）

120 180 240

▽事故発生の判断（原子炉保護系（スクラム）動作失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

▽炉心の著しい損傷の有無を判断

5

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1
・原子炉トリップ信号発信確認
・原子炉スクラム確認
・事故発生の判断

・「中性子束高（出力領域）」に
よる原子炉保護系（スクラム）動
作失敗を確認する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1

・制御棒連続引抜き阻止インターロック動
作確認

・代替トリップ信号発信及び原子炉スクラ
  ム確認
・後備炉停止系スクラム確認

・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる原子炉スクラム（自動停止）
を確認する。
・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる後備炉停止系用論理回路動作
に伴う後備炉停止系による原子炉
スクラム（自動停止）を確認す
る。

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

10 15 20 25 30 60

▽事象発生（制御棒の異常な引抜き）

120 180 240

▽事故発生の判断（原子炉保護系（スクラム）動作失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

5

・炉心損傷防止措置は、運転員の操作を介在しなく

ても、自動的に機能し、原子炉は自動停止するよう

設計している。このため、運転員の操作はなく、運

転員の役割は、原子炉停止の確認及び停止後の

除熱の監視となる。

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

運転員B、C 2 ・原子炉容器内冷却確認

・１次主冷却系（強制循環）の運
転状況を確認するとともに、２次
主冷却系（強制循環又は自然循
環）及び主冷却機（強制通風又は
自然通風）に異常等がないことを
確認する。

運転員D 1
・原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カ
  バーガス等のバウンダリ内に放射性物質
  を閉じ込め、貯留

・燃料破損検出系により燃料破損
の有無を確認する。
・燃料が破損したと推定される場
合、放射性物質を閉じ込めるた
め、原子炉カバーガス等のバウン
ダリを隔離する。

運転員A、E 2 ・格納容器アイソレーション確認

・「格納容器内圧力高」、「格納
容器内温度高」、「格納容器内床
上線量率高」により、原子炉保護
系（アイソレーション）が動作
し、工学的安全施設が自動的に作
動し、隔離されることを確認す
る。
・多量のナトリウムが格納容器床
上に噴出した場合は、噴出直後に
格納容器床上温度が60℃を超過し
て原子炉保護系（アイソレーショ
ン）が動作する。
・隔離に失敗している場合は手動
で隔離する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

格納容器破損
防止措置

10 15 20 25 30 60

▽事象発生（制御棒の異常な引抜き）

120 180 240

▽事故発生の判断（原子炉保護系（スクラム）動作失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

▽炉心の著しい損傷の有無を判断

5

・格納容器アイソレーションは、運転員の操作を介在し

なくても、自動的に機能するよう設計している。このた

め、運転員の操作はなく、運転員の役割は、隔離状態

の確認及び監視となる。

・格納容器隔離に失敗したと判断した場合、手動アイ

ソレーション操作を開始する。操作実施後は、放射性

物質の閉じ込め、貯留状態の監視を継続する。
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4.2.6 ２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

（省略） 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、２次冷却材流量減

少時に原子炉の停止機能を喪失することから、炉心の昇温によって炉心の著しい損傷に至る

可能性がある。 

 

 

 

 

 

したがって、２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、「原

子炉出口冷却材温度高」を代替原子炉トリップ信号として整備し、炉心の著しい損傷を防止

する。 

さらに、当該事故が多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故であることを踏ま

え、制御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗を想定し、後備炉停止系を整備するとともに、原

子炉保護系（スクラム）の動作失敗を想定し、後備炉停止系用論理回路を整備する。 

 

 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、代替原子炉トリッ

プ信号による原子炉停止機能がないと仮定した場合でも、炉心及び冷却系の物理的特性によ

り、炉心の著しい損傷が防止される。 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防止措

置の対応手順の概要を第4.2.6.1図に示す。本事象において、多量の放射性物質等を放出す

るおそれのある事故への移行は、「２次冷却材流量低」の原子炉トリップ信号発信失敗を起

点とする。 

 

（３）炉心損傷防止措置 

 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故において、炉心の著しい

損傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を目的と

する。 

ａ．「原子炉出口冷却材温度高」を代替原子炉トリップ信号として整備することにより、

「２次冷却材流量低」による原子炉トリップ信号の発信に失敗した場合でも原子炉の

停止を可能とする。 

ｂ．後備炉停止系用論理回路を整備することにより、原子炉保護系（スクラム）の動作に

失敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｃ．後備炉停止系を整備することにより、制御棒（主炉停止系）の急速挿入に失敗した場

4.3.3.6 ２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

（変更なし） 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、２次冷却材流量減少時

に原子炉の停止機能を喪失することから、炉心の昇温によって炉心の著しい損傷に至る可能性が

ある。 

原子炉の停止機能を喪失することから、短時間で炉心の著しい損傷に至る可能性があるため、

炉心の著しい損傷を防止する措置として、短時間で原子炉を自動で停止する措置を講じる。また、

炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定した場合でも、本原子炉施設の設計の特徴と２次冷却

材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故の特徴から、炉心の著しい損傷に至らな

いことを考慮し、格納容器破損防止措置を講じる。 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、「原子炉出口冷却材温度

高」を代替原子炉トリップ信号として整備し、炉心の著しい損傷を防止する。 

 

さらに、当該事故が多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故であることを踏まえ、制

御棒（主炉停止系）の急速挿入失敗を想定し、後備炉停止系を整備するとともに、原子炉保護系

（スクラム）の動作失敗を想定し、後備炉停止系用論理回路を整備する。 

なお、原子炉の停止後は、１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニーモータ

を使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風により崩壊熱の除去を行う。 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故では、炉心損傷防止措置（代

替原子炉トリップ信号による原子炉停止）が機能しないことを仮定した場合でも、第 4.3.3.6.4

図に示すとおり、炉心及び冷却系の物理的特性により、炉心の著しい損傷が防止される。 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及

び格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第 4.3.3.6.1 図に示す。本評価事故シーケンスにお

いて、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行は、「２次冷却材流量低」の原子

炉トリップ信号発信失敗を起点とする。 

 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故において、炉心の著しい損

傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を目的とする。 

 

ａ．「原子炉出口冷却材温度高」を代替原子炉トリップ信号として整備することにより、

「２次冷却材流量低」による原子炉トリップ信号の発信に失敗した場合でも原子炉

の停止を可能とする。 

ｂ．後備炉停止系用論理回路を整備することにより、原子炉保護系（スクラム）の動作

に失敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｃ．後備炉停止系を整備することにより、制御棒（主炉停止系）の急速挿入に失敗した
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合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｄ．異常を検知した場合には、運転員は手動で原子炉をスクラム又は停止できるものとす

る。なお、当該操作手順には、手動スクラムボタンにより原子炉保護系を動作させて

原子炉を停止させる方法、手動操作による制御棒駆動機構の制御棒保持電磁石励磁断

又は後備炉停止制御棒駆動機構の後備炉停止制御棒保持電磁石励磁断により制御棒又

は後備炉停止制御棒を挿入する方法、制御棒駆動機構又は後備炉停止制御棒駆動機構

により手動操作にて制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）資機材 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防止措

置に使用する設備等を第4.2.6.1表に示す。これらの設備等は、基準地震動による地震力に

対して機能を喪失しないように整備する。 

 

（５）作業と所要時間 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防止措

置の手順及び各手順の所要時間を第4.2.6.2表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｄ．以上に加えて、原子炉の停止失敗を検知した場合には、運転員は手動で原子炉をスク

ラム又は停止できるものとする。当該操作手順には、手動スクラムボタンにより原子

炉保護系を動作させて原子炉を停止させる方法、手動操作による制御棒駆動機構の

制御棒保持電磁石励磁断又は後備炉停止制御棒駆動機構の後備炉停止制御棒保持電

磁石励磁断により制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法、制御棒駆動機構又

は後備炉停止制御棒駆動機構により手動操作にて制御棒又は後備炉停止制御棒を挿

入する方法がある。なお、本措置は上記のａ．～ｃ．の措置による炉心損傷防止措置の

有効性を確認した上で、安全性向上のために自主的に講じる措置である。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故において、格納容器の破損

を防止するための措置を以下に示す。これらは、影響緩和を目的とする。なお、事故の状況に

応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制するため、１次主冷却系における定格運転（１

次主循環ポンプの主電動機を使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風に

よる原子炉容器内冷却を可能とする。 

ｂ．負の反応度係数などの固有の物理メカニズムによる原子炉の出力の低減を可能とする。 

ｃ．以上に加えて、制御棒駆動機構の軸の直接回転により制御棒を炉心に挿入し、出力を低

下させる措置を整備する。なお、本措置は、上記のａ．～ｂ．の措置による格納容器破損

防止措置の有効性を確認した上で、安全性向上のために自主的に講じる措置である。また、

炉心損傷防止措置における原子炉手動停止操作によっても、制御棒が挿入できなかった場

合において、原子炉が高温で安定静定している場合に実施する。 

（ⅲ）その他 

ａ．防護活動組織を編成して事故の拡大防止や影響緩和に必要な措置を講じる。 

（４）資機材 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及

び格納容器破損防止措置に使用する設備等を第 4.3.3.6.1 表及び第 4.3.3.6.2 表に示す。これら

の設備等は、「添付書類 8 10.その他試験研究用等原子炉の附属施設 10.11多量の放射性物質等

を放出する事故の拡大の防止のための資機材」に定める設計方針に基づき整備する。 

（５）作業と所要時間 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置の

手順及び各手順の所要時間を第 4.3.3.6.3表及び第 4.3.3.6.4表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必要な

要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は 2 名、格納容器破損防止措置に必要

な要員は 2名であり、中央制御室に常駐している運転員 6名（「核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に当直長 1 名、副当

直長 1名を含む 6名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能である。なお、措置は、

主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子炉施設との同時被災を

想定しても対処可能である。 
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（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

 

ａ．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。 

本事象に対する主要な解析条件を以下に示す。 

 

 

 

 

ⅰ）原子炉保護系の特性は、プロセス量の計測誤差を考慮しないことを除き、「1.

3.2 原子炉保護系の特性」と同一とする。 

ⅱ）2 ループの２次主循環ポンプの主電動機が同時に停止し、2 ループの１次主

循環ポンプの主電動機は運転を継続するものとする。 

ⅲ）２次主循環ポンプの主電動機の停止によるインターロックにより、主冷却機

の主送風機は同時に停止し、自然通風により除熱されるものとする。 

ⅳ）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支

持板温度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

ⅴ）原子炉の自動停止は「原子炉出口冷却材温度高」によるものとし、原子炉ト

リップ設定値は 464℃、応答時間は 3.4秒とする。 

ⅵ）原子炉保護系及び主炉停止系には期待しないものとし、後備炉停止系用論理

回路により後備炉停止制御棒が所定の速度で急速挿入されるものとする。 

 

 

 

 

ⅶ）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

ⅷ）崩壊熱はノミナル値（最適評価値）を用いる。 

 

ｂ．解析結果 

解析結果を第 4.2.6.2 図に示す。「原子炉出口冷却材温度高」に係る後備炉停止系

用論理回路の動作に伴う後備炉停止制御棒の急速挿入により、原子炉は自動停止す

る。その後、１次主循環ポンプの回転数が所定の値まで低下した時点で、2 ループの

ポニーモータによる低速運転に引継がれ、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。炉心

の燃料最高温度、被覆管最高温度及び冷却材最高温度はそれぞれ約1,800℃、約550℃、

約 550℃にとどまる。 

 

 

 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

ⅰ）基本ケース 

ａ．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。本評価事故シーケンスに対する主

要な解析条件を以下に示す。 

1）原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の温度の初期値として、

ホットレグ温度を 456℃、コールドレグ温度を 350℃、１次主冷却系の流量の初期

値を定格流量とする。 

2）燃料ペレット－被覆管間隙のギャップ熱伝達率は、0.7W/cm2℃とする。 

3）原子炉保護系の特性は、プロセス量の計測誤差を考慮しないことを除き、「添付書

類 10 1.3.2 原子炉保護系の特性」と同一とする。 

4）2 ループの２次主循環ポンプの主電動機が同時に停止し、2 ループの１次主循環ポ

ンプの主電動機は運転を継続するものとする。 

5）２次主循環ポンプの主電動機の停止によるインターロックにより、主冷却機の主送

風機は同時に停止し、自然通風により除熱されるものとする。 

6）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支持板温

度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

7）原子炉の自動停止は「原子炉出口冷却材温度高」によるものとし、原子炉トリップ

設定値は 464℃、応答時間は 3.4秒とする。 

8）応答時間を長くし、かつ、負の反応度の挿入量を小さくすることにより、炉心温度

の上昇を高めに評価するため、原子炉保護系及び主炉停止系には期待しないものと

し、後備炉停止系用論理回路の動作により後備炉停止制御棒が所定の速度で急速挿

入されるものとし、負の反応度を 1.4%△k/kとする。また、解析では制御棒の挿入

速度について、制御棒保持電磁石励磁断から制御棒反応度価値 90%挿入までの時間

を 0.8秒とする。 

9）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

10）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定として

計算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

ｂ．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.6.2図に示す。 

1 ループの２次主循環ポンプがトリップすると、相互インターロックによりほぼ同時

に他の 1ループの２次主循環ポンプもトリップし、両ループの２次冷却材流量が低下し、

約 1.6秒で「２次冷却材流量低」の設定値である定格流量の約 80％に到達するが、原子

炉トリップ信号の発信に失敗する。２次主冷却系は自然循環に移行し、また、２次主循

環ポンプのトリップに伴うインターロックにより、全ての主冷却機の主送風機が停止し、

主冷却器出口温度の制御は、停止時の制御モードに切り替わる。２次冷却材流量の低下

により、主中間熱交換器の除熱量が減少するため、１次主冷却系のコールドレグの温度

が上昇する。その結果、炉心支持板の膨張による炉心形状の変化で中性子の漏れが増加
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以上より、２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故を想定して

も炉心の著しい損傷は防止される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

するため、負の反応度が投入され原子炉出力が低下し、それに伴い燃料温度も低下する。

原子炉出力は低下するものの、その間に１次主冷却系のコールドレグの温度が上昇して

いるため、被覆管温度及び冷却材温度、更には原子炉容器出口冷却材温度が上昇し、時

刻約 121秒に「原子炉出口冷却材温度高」の設定値である 464℃に到達し、代替原子炉ト

リップ信号が発せられ、時刻約 124 秒で後備炉停止系用論理回路の動作により後備炉停

止制御棒が所定の速度で急速挿入を開始する。原子炉スクラム信号の発信により、両ル

ープの１次主循環ポンプの主電動機がトリップし、１次主循環ポンプのポニーモータ運

転に引き継がれる。以降は、安定に原子炉の崩壊熱除去が行われる。 

燃料最高温度は、初期値から上昇せず約 1,800℃であり、評価項目を満足する。被覆管

最高温度及び冷却材最高温度は、代替原子炉トリップ信号による原子炉の自動停止以前

に出現し、両者ともに約 550℃であり、評価項目を満足する。また、原子炉容器出入口冷

却材の最高温度は、代替原子炉トリップ信号による原子炉の自動停止に遅れて出現し、

それぞれ約 480℃及び約 450℃であり、評価項目を満足する。 

以上より、２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故を想定し

ても炉心の著しい損傷は防止される。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

炉心損傷防止措置の有効性評価における不確かさについて、計算コードの不確かさの影響

は小さい。このため、ここでは解析条件の不確かさの影響を評価する。なお、本評価事故シ

ーケンスに対処するための措置においては運転員等の操作がないため、運転員操作に係る不

確かさを考慮する必要はない。 

解析条件の不確かさとしては、事象進展に有意な影響を与えるもののうち、評価項目に対

する余裕が小さくなると考えられる反応度係数の不確かさに係る感度解析を実施して評価項

目に対する影響を評価する。反応度係数の不確かさ幅は、炉心構成の変動等による幅（炉心

支持板温度係数：±20％、炉心支持板温度係数以外：±30％）を考慮し、それぞれ以下のとお

り設定する。 

なお、各解析条件に係るパラメータが互いに独立な場合、その不確かさに相関はないため、

有効性評価においては、原則としてパラメータごとに感度解析を行って不確かさの影響を評

価する。他方、「常陽」は炉心冷却能力に優れ、小型で負の反応度フィードバック特性を有す

るなどの高い固有の安全性を有しており、解析条件に係るパラメータの不確かさの影響は小

さく、評価項目に対しても大きな余裕があるため、結果が厳しくなるようにこれらを組み合

わせることは過度に保守的な想定となることは明らかであるが、ここでは、あえて重畳させ

ることにより不確かさの影響を最大限に評価する。 

ドップラ係数   ： 燃料温度の低下に対して、正のフィードバック効果が最大

となるよう絶対値が最大の負の値を使用する。 

燃料温度係数   ： ドップラ係数と同様に、絶対値が最大の負の値を使用す

る。 

被覆管温度係数  ： 被覆管温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が最

小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

冷却材温度係数  ： 冷却材温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が最
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小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

ラッパ管温度係数 ： ラッパ管温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が

最小となるよう絶対値が最小の負の値を使用する。 

炉心支持板温度係数： 原子炉容器入口冷却材温度の上昇に対して、負のフィード

バック効果が最小となるよう絶対値が最小の負の値を使

用する。 

解析結果を第 4.3.3.6.3図に示す。 

代替原子炉トリップ信号による原子炉の自動停止までに、主に炉心支持板の膨張による負

のフィードバック反応度が小さくなったことにより、原子炉出力の低下が「ⅰ）基本ケース」

の解析に比べ小さくなった。その結果、被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、「ⅰ）基本ケ

ース」の解析と比べ、それぞれ約 20℃及び約 10℃高く、約 570℃及び約 560℃であり、評価

項目を満足する。燃料最高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析と変わらず約 1,800℃であり、

評価項目を満足する。また、原子炉容器出口冷却材の最高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析

と比べ約 10℃高く約 490℃、原子炉容器入口冷却材の最高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析

とほとんど変わらず約 450℃であり、評価項目を満足する。 

以上より、２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故を想定した場

合において、不確かさの影響を考慮した場合にあっても、炉心の著しい損傷は防止される。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

ⅰ）基本ケース 

本評価事故シーケンスにおいては、1次冷却材流量が維持されているため炉心の燃料及び冷

却材の温度変化が緩慢であるとともに、負の反応度フィードバックが大きく、炉心の発熱と

冷却とがバランスし温度が高温にならないまま静定すると考えられる。このため、本評価事

故シーケンスに対する格納容器破損防止措置に有効性があることを確認するための評価項目

は、「4.3.2.6 有効性を評価するための評価項目の設定」に示す「（1）負の反応度フィードバ

ックが卓越し、炉心の発熱と冷却とがバランスし静定する事象において、炉心の著しい損傷

が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであること。」であ

る。 

a．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。本評価事故シーケンスに対する主

要な解析条件等を以下に示す。 

1）原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の温度の初期値として、

ホットレグ温度を 456℃、コールドレグ温度を 350℃、１次主冷却系の流量の初期

値を定格流量とする。 

2）燃料ペレット－被覆管間隙のギャップ熱伝達率は、0.7W/cm2/℃とする。 

3）2 ループの２次主循環ポンプの主電動機が同時に停止し、2 ループの１次主循環ポ

ンプの主電動機は運転を継続するものとする。 

4）２次主循環ポンプの主電動機の停止によるインターロックにより、主冷却機の主送

風機は同時に停止し、自然通風により除熱されるものとする。 

5）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支持板温



添 10-4-86 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、第 4.2.6.3図に示すとおり、代替原子炉トリップ信号による原子炉停止機能がない

と仮定した場合でも、炉心及び冷却系の物理的特性により、炉心の著しい損傷は防止され、

施設からの多量の放射性物質等の放出も防止される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

b．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.6.4図に示す。 

１ループの２次主循環ポンプがトリップすると、相互インターロックによりほぼ同時

に他の１ループの２次主循環ポンプもトリップし、両ループの２次冷却材流量が低下し、

約 1.6秒で「２次冷却材流量低」の設定値である定格流量の約 80％に到達するが、原子

炉トリップ信号の発信に失敗すると仮定する。２次主冷却系は自然循環に移行し、また、

２次主循環ポンプのトリップに伴うインターロックにより、全ての主冷却機の主送風機

が停止し、主冷却器出口温度の制御は、停止時の制御モードに切り替わる。２次冷却材

流量の低下により、主中間熱交換器の除熱量が低下するため、１次主冷却系のコールド

レグの温度（原子炉容器入口冷却材温度）が上昇する。その結果、炉心支持板の熱膨張

等による負の反応度フィードバックが印加され原子炉出力は低下し、それに伴い燃料温

度も低下する。原子炉出力は低下するものの、原子炉容器入口冷却材温度が上昇してい

るため、被覆管温度、冷却材温度及び原子炉容器出口冷却材温度が上昇し、事象発生後

約 121秒で「原子炉出口冷却材温度高」の代替原子炉トリップ信号の設定値である 464℃

に到達するが、ここでは、代替原子炉トリップ信号の発信にも失敗すると仮定する。 

この場合、引き続き、原子炉容器入口冷却材温度が上昇するため、炉心支持板の熱膨

張等による負の反応度フィードバックが印加され、原子炉出力はさらに低下し、原子炉

容器入口冷却材温度の上昇よりも原子炉出力の低下の寄与が大きくなることにより、燃

料温度、被覆管温度及び冷却材温度は低下する。その後、原子炉出力と原子炉容器入口

冷却材温度が平衡状態となり、炉心温度及び原子炉容器出入口冷却材温度は安定に推移

する。 

原子炉出力は初期値から上昇せず低下し、燃料最高温度も、初期値から上昇せず約

1,800℃であり、評価項目を満足する。被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、両者とも

に約 550℃であり、評価項目を満足し、その後長時間にわたって安定な炉心冷却状態が維

持される。また、原子炉容器出入口冷却材の最高温度は、それぞれ約 500℃及び約 480℃

であり、評価項目を満足する。 

以上より、２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故において、

炉心損傷防止措置である代替原子炉トリップ信号による原子炉停止機能がないと仮定し

た場合でも、炉心及び冷却系の物理特性により炉心の著しい損傷は防止され、格納容器

の破損及び施設からの多量の放射性物質等の放出は防止される。 

なお、評価項目との比較により本評価シーケンスの収束は、合理的に判断できるもの

の、その状態は比較的高温での安定静定状態である。この間に、運転員が手動による制

御棒挿入操作を行うことにより、低温の安定静定状態に導くことができる。また、運転

員による手動操作によっても、何らかの原因により制御棒が挿入されない場合は、自主

対策設備を用いて、直接、制御棒駆動機構の軸を回転させることにより、制御棒を炉心

に挿入し原子炉を低温の安定静定状態へ移行させるように努める。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

有効性評価における不確かさについて、計算コードの不確かさの影響は小さく、ここでは、
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解析条件の不確かさの影響評価を行う。なお、本評価事故シーケンスの評価においては、運

転員等の操作がないため、運転員操作に係る不確かさを考慮する必要はない。 

解析条件の不確かさとしては、事象進展に有意な影響を与えるもののうち、評価項目に対

する余裕が小さくなると考えられる「炉心支持板温度係数」の不確かさに関する感度解析を

実施して評価項目に対する影響を評価した。 

1）炉心支持板温度係数：炉心構成等による変動の幅±20％を考慮し、原子炉容器入口冷却

材温度の上昇に対して、負のフィードバック効果が最小となるよう絶対値が最小の負の

値を使用する。 

解析結果を第 4.3.3.6.5図に示す。 

被覆管最高温度及び冷却材最高温度が出現するまで、炉心支持板の熱膨張による負のフィ

ードバック反応度が小さくなったことにより、原子炉出力の低下が「ⅰ）基本ケース」の解

析に比べ小さくなった。その結果、被覆管最高温度は「ⅰ）基本ケース」の解析と比べ約 10℃

高く約 560℃、冷却材最高温度は、約 550℃であり、評価項目を満足する。原子炉出力の最大

値は、「ⅰ）基本ケース」の解析と変わらず、燃料最高温度も、「ⅰ）基本ケース」の解析と変

わらず約 1,800℃であり、評価項目を満足する。また、原子炉容器出入口冷却材の最高温度は

両者ともに約 10℃高く、それぞれ約 510℃及び約 490℃であり、評価項目を満足する。 

以上より、条件の不確かさを考慮したとしても、炉心の著しい損傷は防止され、格納容器

の破損及び施設からの多量の放射性物質等の放出は防止される。 
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第4.2.6.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

トリップ信号発信 
－ － － 

①  関連するプロセス

計装 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・ 「２次冷却材流量低」による

原子炉トリップ信号発信及び原

子炉スクラム（自動停止）を確

認する。 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 
－ 

① 原子炉保護系（ス

クラム） 

② 関連するプロセス

計装 

③ 関連する核計装 

事故発生 

の判断 

・「２次冷却材流量低」による原

子炉トリップ信号発信を確認す

る。 

－  

① 原子炉保護系（ス

クラム） 

② 関連するプロセス

計装 

代替 

トリップ信号発信 
－ － － 

① 関連するプロセス

計装 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・ 「原子炉出口冷却材温度高」

による原子炉スクラム（自動停

止）を確認する。 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 
－ 

① 原子炉保護系（ス

クラム） 

② 関連するプロセス

計装 

③ 関連する核計装 

後備炉 

停止系 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・ 「原子炉出口冷却材温度高」

による後備炉停止系用論理回路

動作に伴う後備炉停止系による

原子炉スクラム（自動停止）を

確認する。 

① 後備炉停止制御棒 

② 後備炉停止制御棒駆動系 
－ 

① 後備炉停止系用論

理回路 

② 関連するプロセス

計装 

③ 関連する核計装 

原子炉 

自動停止失敗の 

判断 

・ 原子炉スクラム（自動停

止）、後備炉停止系スクラム

（自動停止）を確認する。 

－ － － 

原子炉 

手動停止 

・ 手動スクラム、制御棒保持電

磁石励磁手動断、後備炉停止制

御棒保持電磁石励磁手動断、制

御棒駆動機構による制御棒手動

挿入又は後備炉停止制御棒駆動

機構による後備炉停止制御棒手

動挿入により、原子炉を停止す

る。 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 

③ 後備炉停止制御棒 

④ 後備炉停止制御棒駆動系 

－ ① 関連する核計装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.3.3.6.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

トリップ信号発信 
－ － － 

①原子炉トリップ信号

「２次冷却材流量

低」 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「２次冷却材流量低」による原

子炉トリップ信号発信及び原子

炉スクラム（自動停止）につい

て、原子炉保護系（スクラム）

の動作及び核計装（線形出力

系）等の監視により確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（スク

ラム） 

②原子炉トリップ信号

「２次冷却材流量

低」 

③核計装（線形出力

系） 

事故発生 

の判断 

・「２次冷却材流量低」による原

子炉トリップ信号発信を確認

し、発信に失敗している場合は

事故発生と判断する。 

－  

①原子炉保護系（スク

ラム） 

②原子炉トリップ信号

「２次冷却材流量

低」 

代替 

トリップ信号発信 
－ － － 

①代替原子炉トリップ

信号「原子炉出口冷

却材温度高」 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「原子炉出口冷却材温度高」に

よる原子炉スクラム（自動停

止）について、原子炉保護系

（スクラム）の動作及び核計装

（線形出力系）等の監視により

確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（スク

ラム） 

②代替原子炉トリップ

信号「原子炉出口冷

却材温度高」 

③核計装（線形出力

系） 

後備炉 

停止系 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「原子炉出口冷却材温度高」に

よる後備炉停止系用論理回路動

作に伴う後備炉停止系による原

子炉スクラム（自動停止）につ

いて、後備炉停止系スクラムの

動作及び核計装（線形出力系）

等の監視により確認する。 

①後備炉停止制御棒 

②後備炉停止制御棒駆動系 
－ 

①後備炉停止系用論理

回路 

②代替原子炉トリップ

信号「原子炉出口冷

却材温度高」 

③核計装（線形出力

系） 

原子炉 

自動停止失敗の 

判断 

・原子炉スクラム（自動停止）、

後備炉停止系スクラム（自動停

止）を確認し、自動停止の成否

を確認する。 

－ － － 

原子炉 

手動停止 

・手動スクラム、制御棒保持電磁

石励磁手動断、後備炉停止制御

棒保持電磁石励磁手動断、制御

棒駆動機構による制御棒手動挿

入又は後備炉停止制御棒駆動機

構による後備炉停止制御棒手動

挿入により、原子炉を停止す

る。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

③後備炉停止制御棒 

④後備炉停止制御棒駆動系 

－ 
①核計装（線形出力

系） 

下線部が炉心損傷防止措置に使用する資機材 
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第 4.3.3.6.2表 格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉容器内 

冷却確認 

・１次主冷却系（強制循環）の運

転状況を確認するとともに、２

次主冷却系（自然循環）及び主

冷却機（自然通風）に異常等が

ないことを確認する。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 
－ 

①原子炉出入口冷却材

温度、１次主冷却系

冷却材流量、主冷却

器出口冷却材温度、

２次主冷却系冷却材

流量 

原子炉出力低下の確

認 

・関連する核計装により原子炉出

力が低下することを確認する。 
－ － ①核計装（線形出力系） 

原子炉 

手動停止 

・手動スクラム、制御棒保持電磁石

励磁手動断、後備炉停止制御棒保

持電磁石励磁手動断、制御棒駆動

機構による制御棒手動挿入又は後

備炉停止制御棒駆動機構による後

備炉停止制御棒手動挿入により、

原子炉を停止する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

③後備炉停止制御棒 

④後備炉停止制御棒駆動系 

－ 
①核計装（線形出力

系） 

制御棒駆動機構の

軸の直接回転によ

る制御棒の挿入 

・制御棒駆動機構の軸の直接回

転により制御棒を炉心に挿入

し、出力を低下させる。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
回転治具 

①核計装（線形出力

系） 

②燃料破損検出系 

③アイソレーション信

号「格納容器内床上

線量率高」 

下線部が格納容器破損防止措置に使用する資機材 
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第4.2.6.2表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 4.2.6.1図 炉心損傷防止措置の対応手順の概要 （省略） 

 

 

 

 

第4.3.3.6.3表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

第 4.3.3.6.4表 格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.6.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 （変更なし） 

 

 

 

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1
・原子炉トリップ信号発信確認
・原子炉スクラム確認
・事故発生の判断

・「２次冷却材流量低」による原
子炉トリップ信号発信失敗を確認
する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1
・代替トリップ信号発信及び原子炉スクラ
  ム確認
・後備炉停止系スクラム確認

・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる原子炉スクラム（自動停止）
を確認する。
・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる後備炉停止系用論理回路動作
に伴う後備炉停止系による原子炉
スクラム（自動停止）を確認す
る。

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

備考必要な要員と作業項目
経過時間（分）

要員（名）
（作業に必要な要員数）

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（２次冷却材流量減少）

120 180 240

▽事故発生の判断（「２次冷却材流量低」による

原子炉トリップ信号発信失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

5

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1
・原子炉トリップ信号発信確認
・原子炉スクラム確認
・事故発生の判断

・「２次冷却材流量低」による原
子炉トリップ信号発信失敗を確認
する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1
・代替トリップ信号発信及び原子炉スクラ
  ム確認
・後備炉停止系スクラム確認

・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる原子炉スクラム（自動停止）
を確認する。
・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる後備炉停止系用論理回路動作
に伴う後備炉停止系による原子炉
スクラム（自動停止）を確認す
る。

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（２次冷却材流量減少）

120 180 240

▽事故発生の判断（「２次冷却材流量低」による

原子炉トリップ信号発信失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

5

・炉心損傷防止措置は、運転員の操作を介在しなく

ても、自動的に機能し、原子炉は自動停止するよう

設計している。このため、運転員の操作はなく、運

転員の役割は、原子炉停止の確認及び停止後の

除熱の監視となる。

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

格納容器破損
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

自主対策 現場対応班員 5
・制御棒駆動機構の軸を直接回転させるこ

とにより制御棒を炉心に挿入

・原子炉手動停止ができない場
合、自主対策設備を用いて、制御
棒駆動機構の軸を直接回転させる
ことにより制御棒を炉心に挿入
し、低温停止に必要な反応度を挿
入する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（２次冷却材流量減少）

120 180 240

▽事故発生の判断（「２次冷却材流量低」による

原子炉トリップ信号発信失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

5
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第 4.2.6.2図 ２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：代替原子炉トリップ信号及び後備炉停止制御棒による原子炉停止） 

 

 

 

 

第 4.3.3.6.2図 ２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：代替原子炉トリップ信号及び後備炉停止制御棒による原子炉停止） 

 

0秒：事象発生（2次主循環ポンプトリップ（2ループ））、「2次冷却
材流量低」信号の発信失敗

121秒：「原子炉出口冷却材温度高」信号の発信

124秒：原子炉自動停止（代替原子炉トリップ信
号及び後備炉停止系用論理回路）
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.6.3図 ２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（不確かさの影響評価） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

第 4.2.6.3図 ２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：代替原子炉トリップ信号による原子炉停止機能がないと仮定） 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.6.4図 ２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：代替原子炉トリップ信号による原子炉停止機能がないと仮定） 

 

 

 

0秒：事象発生（2次主循環ポンプトリップ（Aループ、Bループ））

原子炉停止機能がないと仮定（代替原子炉トリップ信号なし）
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第 4.3.3.6.5図 ２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：代替原子炉トリップ信号による原子炉停止機能がないと仮定 

（不確かさの影響評価）） 
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4.2.7 ２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

（省略） 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、２次冷却材

流量減少時に原子炉の停止機能を喪失することから、炉心の昇温によって炉心の著しい損傷

に至る可能性がある。 

 

 

 

 

 

したがって、２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故で

は、代替安全保護回路として、後備炉停止系用論理回路を整備し、当該回路の動作により後

備炉停止制御棒を急速挿入することで、炉心の著しい損傷を防止する。 

さらに、当該事故が多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故であることを踏ま

え、原子炉トリップ信号発信失敗を想定し、「原子炉出口冷却材温度高」を代替原子炉トリ

ップ信号として整備する。 

 

 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、後備炉停止

系用論理回路動作による後備炉停止制御棒の急速挿入による原子炉停止機能がないと仮定し

た場合でも、炉心及び冷却系の物理的特性により、炉心の著しい損傷が防止される。 

 

 

 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故における炉心損傷

防止措置の対応手順の概要を第4.2.7.1図に示す。本事象において、多量の放射性物質等を

放出するおそれのある事故への移行は、原子炉保護系（スクラム）動作失敗を起点とする。 

 

（３）炉心損傷防止措置 

 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故において、炉心の

著しい損傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を

目的とする。 

ａ．「原子炉出口冷却材温度高」を代替原子炉トリップ信号として整備することにより、

「２次冷却材流量低」による原子炉トリップ信号の発信に失敗した場合でも原子炉の

停止を可能とする。 

ｂ．後備炉停止系用論理回路を整備することにより、原子炉保護系（スクラム）の動作に

4.3.3.7 ２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

（変更なし） 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、２次冷却材流量

減少時に原子炉の停止機能を喪失することから、炉心の昇温によって炉心の著しい損傷に至る可

能性がある。 

原子炉の停止機能を喪失することから、短時間で炉心の著しい損傷に至る可能性があるため、

炉心の著しい損傷を防止する措置として、短時間で原子炉を自動で停止する措置を講じる。また、

炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定した場合でも、本原子炉施設の設計の特徴と２次冷却

材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故の特徴から、炉心の著しい損傷に

至らないことを考慮し、格納容器破損防止措置を講じる。 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、代替安全保護回

路として、後備炉停止系用論理回路を整備し、当該回路の動作により後備炉停止制御棒を急速挿

入することで、炉心の著しい損傷を防止する。 

さらに、当該事故が多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故であることを踏まえ、原

子炉トリップ信号発信失敗を想定し、「原子炉出口冷却材温度高」を代替原子炉トリップ信号とし

て整備する。 

なお、原子炉の停止後は、１次主冷却系における低速運転（１次主循環ポンプのポニーモータ

を使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風により崩壊熱の除去を行う。 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、炉心損傷防止措

置（後備炉停止系用論理回路動作による後備炉停止制御棒の急速挿入による原子炉停止）が機能

しないことを仮定した場合でも、事象進展は「4.3.3.6 ２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ

信号発信失敗の重畳事故」と同じである。このため、「4.3.3.6 ２次冷却材流量減少及び原子炉

トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同様に、炉心及び冷却系の物理的特性により、炉心の著し

い損傷が防止される。 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故における炉心損傷防止

措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第 4.3.3.7.1 図に示す。本評価事故シーケン

スにおいて、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行は、原子炉保護系（スク

ラム）動作失敗を起点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故において、炉心の著

しい損傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を目的

とする。 

ａ．「原子炉出口冷却材温度高」を代替原子炉トリップ信号として整備することにより、

「２次冷却材流量低」による原子炉トリップ信号の発信に失敗した場合でも原子炉

の停止を可能とする。 

ｂ．後備炉停止系用論理回路を整備することにより、原子炉保護系（スクラム）の動作
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

失敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｃ．後備炉停止系を整備することにより、制御棒（主炉停止系）の急速挿入に失敗した場

合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｄ．異常を検知した場合には、運転員は手動で原子炉をスクラム又は停止できるものとす

る。なお、当該操作手順には、手動スクラムボタンにより原子炉保護系を動作させて

原子炉を停止させる方法、手動操作による制御棒駆動機構の制御棒保持電磁石励磁断

又は後備炉停止制御棒駆動機構の後備炉停止制御棒保持電磁石励磁断により制御棒又

は後備炉停止制御棒を挿入する方法、制御棒駆動機構又は後備炉停止制御棒駆動機構

により手動操作にて制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）資機材 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故における炉心損傷

防止措置に使用する設備等を第4.2.7.1表に示す。これらの設備等は、基準地震動による地

震力に対して機能を喪失しないように整備する。 

 

（５）作業と所要時間 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故における炉心損傷

防止措置の手順及び各手順の所要時間を第4.2.7.2表に示す。 

 

 

 

 

 

に失敗した場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｃ．後備炉停止系を整備することにより、制御棒（主炉停止系）の急速挿入に失敗した

場合でも原子炉の停止を可能とする。 

ｄ．以上に加えて、原子炉の停止失敗を検知した場合には、運転員は手動で原子炉をスク

ラム又は停止できるものとする。当該操作手順には、手動スクラムボタンにより原子

炉保護系を動作させて原子炉を停止させる方法、手動操作による制御棒駆動機構の

制御棒保持電磁石励磁断又は後備炉停止制御棒駆動機構の後備炉停止制御棒保持電

磁石励磁断により制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法、制御棒駆動機構又

は後備炉停止制御棒駆動機構により手動操作にて制御棒又は後備炉停止制御棒を挿

入する方法がある。なお、本措置は上記のａ．～ｃ．の措置による炉心損傷防止措置の

有効性を確認した上で、安全性向上のために自主的に講じる措置である。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故において、格納容器

の破損を防止するための措置を以下に示す。これらは、影響緩和を目的とする。なお、事故の

状況に応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制するため、１次主冷却系における定格運転（１

次主循環ポンプの主電動機を使用）、２次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風に

よる原子炉容器内冷却を可能とする。 

ｂ．負の反応度係数などの固有の物理メカニズムによる原子炉の出力の低減を可能とする。 

ｃ．以上に加えて、制御棒駆動機構の軸の直接回転により制御棒を炉心に挿入し、出力を低

下させる措置を整備する。なお、本措置は、上記のａ．～ｂ．の措置による格納容器破損

防止措置の有効性を確認した上で、安全性向上のために自主的に講じる措置である。また、

炉心損傷防止措置における原子炉手動停止操作によっても、制御棒が挿入できなかった場

合において、原子炉が高温で安定静定している場合に実施する。 

（ⅲ）その他 

ａ．防護活動組織を編成して事故の拡大防止や影響緩和に必要な措置を講じる。 

（４）資機材 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故における炉心損傷防止

措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等を第 4.3.3.7.1 表及び第 4.3.3.7.2 表に示す。

これらの設備等は、「添付書類 8 10.その他試験研究用等原子炉の附属施設 10.11多量の放射性

物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材」に定める設計方針に基づき整備する。 

（５）作業と所要時間 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故における炉心損傷防止

措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第 4.3.3.7.3 表及び第 4.3.3.7.4

表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必要な

要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は 2 名、格納容器破損防止措置に必要

な要員は 2名であり、中央制御室に常駐している運転員 6名（「核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に当直長 1 名、副当
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（６）措置の有効性評価 

 

本事象の事象進展及び炉心損傷防止措置は「4.2.6 ２次冷却材流量減少及び原子炉トリ

ップ信号発信失敗の重畳事故」と同じである。このため、措置の有効性の評価は「4.2.6 

２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」において実施する。 

 

上記の評価結果から、２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳

事故を想定しても炉心の著しい損傷は防止され、施設からの多量の放射性物質等の放出も防

止される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直長 1名を含む 6名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能である。なお、措置は、

主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子炉施設との同時被災を

想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

本評価事故シーケンスの事象進展及び炉心損傷防止措置は「4.3.3.6 ２次冷却材流量減少及

び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同じである。このため、措置の有効性の評価は

「4.3.3.6 ２次冷却材流量減少及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」において実施す

る。 

上記の評価結果から、２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故

を想定しても炉心の著しい損傷は防止される。 

 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事故では、炉心損傷防止

措置（後備炉停止系用論理回路動作による後備炉停止制御棒の急速挿入による原子炉停止）が

機能しないことを仮定した場合でも、事象進展は「4.3.3.6 ２次冷却材流量減少及び原子炉ト

リップ信号発信失敗の重畳事故」と同じである。このため、「4.3.3.6 ２次冷却材流量減少及

び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」と同様に、炉心及び冷却系の物理的特性により、

炉心の著しい損傷は防止される。 

上記の評価結果から、２次冷却材流量減少及び原子炉保護系（スクラム）動作失敗の重畳事

故を想定しても格納容器の破損は防止され、施設からの多量の放射性物質等の放出は防止され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添 10-4-98 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第4.2.7.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

トリップ信号発信 
－ － － 

①  関連するプロセス

計装 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・ 「２次冷却材流量低」による

原子炉トリップ信号発信及び原

子炉スクラム（自動停止）を確

認する。 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 
－ 

① 原子炉保護系（ス

クラム） 

② 関連するプロセス

計装 

③ 関連する核計装 

事故発生 

の判断 

・「２次冷却材流量低」による原

子炉トリップ信号発信を確認す

る。 

－  

① 原子炉保護系（ス

クラム） 

② 関連するプロセス

計装 

後備炉 

停止系 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・ 「原子炉出口冷却材温度高」

による後備炉停止系用論理回路

動作に伴う後備炉停止系による

原子炉スクラム（自動停止）を

確認する。 

① 後備炉停止制御棒 

② 後備炉停止制御棒駆動系 
－ 

① 後備炉停止系用論

理回路 

② 関連するプロセス

計装 

③ 関連する核計装 

原子炉 

自動停止失敗の 

判断 

・ 原子炉スクラム（自動停

止）、後備炉停止系スクラム

（自動停止）を確認する。 

－ － － 

原子炉 

手動停止 

・ 手動スクラム、制御棒保持電

磁石励磁手動断、後備炉停止制

御棒保持電磁石励磁手動断、制

御棒駆動機構による制御棒手動

挿入又は後備炉停止制御棒駆動

機構による後備炉停止制御棒手

動挿入により、原子炉を停止す

る。 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 

③ 後備炉停止制御棒 

④ 後備炉停止制御棒駆動系 

－ ① 関連する核計装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.3.3.7.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

トリップ信号発信 
－ － － 

①原子炉トリップ信号

「２次冷却材流量

低」 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「２次冷却材流量低」による原

子炉トリップ信号発信及び原子

炉スクラム（自動停止）につい

て、原子炉保護系（スクラム）

の動作及び核計装（線形出力

系）等の監視により確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（スク

ラム） 

②原子炉トリップ信号

「２次冷却材流量

低」 

③核計装（線形出力

系） 

事故発生 

の判断 

・「２次冷却材流量低」による原

子炉トリップ信号発信による原

子炉保護系（スクラム）の動作

を確認し、動作に失敗している

場合は事故発生と判断する。 

－  

①原子炉保護系（スク

ラム） 

②原子炉トリップ信号

「２次冷却材流量

低」 

後備炉 

停止系 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「原子炉出口冷却材温度高」に

よる後備炉停止系用論理回路動

作に伴う後備炉停止系による原

子炉スクラム（自動停止）につ

いて、後備炉停止系スクラムの

動作及び核計装（線形出力系）

等の監視により確認する。 

①後備炉停止制御棒 

②後備炉停止制御棒駆動系 
－ 

①後備炉停止系用論理

回路 

②代替原子炉トリップ

信号「原子炉出口冷

却材温度高」 

③核計装（線形出力

系） 

原子炉 

自動停止失敗の 

判断 

・原子炉スクラム（自動停止）、

後備炉停止系スクラム（自動停

止）を確認し、自動停止の成否

を確認する。 

－ － － 

原子炉 

手動停止 

・手動スクラム、制御棒保持電磁

石励磁手動断、後備炉停止制御

棒保持電磁石励磁手動断、制御

棒駆動機構による制御棒手動挿

入又は後備炉停止制御棒駆動機

構による後備炉停止制御棒手動

挿入により、原子炉を停止す

る。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

③後備炉停止制御棒 

④後備炉停止制御棒駆動系 

－ 
①核計装（線形出力

系） 

下線部が炉心損傷防止措置に使用する資機材 
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第 4.3.3.7.2表 格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉容器内 

冷却確認 

・１次主冷却系（強制循環）の運

転状況を確認するとともに、２

次主冷却系（自然循環）及び主

冷却機（自然通風）に異常等が

ないことを確認する。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 
－ 

①原子炉出入口冷却材

温度、１次主冷却系

冷却材流量、主冷却

器出口冷却材温度、

２次主冷却系冷却材

流量 

原子炉出力低下の確

認 

・関連する核計装により原子炉出

力が低下することを確認する。 
－ － ①核計装（線形出力系） 

原子炉 

手動停止 

・手動スクラム、制御棒保持電磁石

励磁手動断、後備炉停止制御棒保

持電磁石励磁手動断、制御棒駆動

機構による制御棒手動挿入又は後

備炉停止制御棒駆動機構による後

備炉停止制御棒手動挿入により、

原子炉を停止する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

③後備炉停止制御棒 

④後備炉停止制御棒駆動系 

－ 
①核計装（線形出力

系） 

制御棒駆動機構の

軸の直接回転によ

る制御棒の挿入 

・制御棒駆動機構の軸の直接回

転により制御棒を炉心に挿入

し、出力を低下させる。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
回転治具 

①核計装（線形出力

系） 

②燃料破損検出系 

③アイソレーション信

号「格納容器内床上

線量率高」 

下線部が格納容器破損防止措置に使用する資機材 
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第4.2.7.2表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2.7.1図 炉心損傷防止措置の対応手順の概要 （省略） 

 

（なし） 

 

第4.3.3.7.3表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

第4.3.3.7.4表 格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

  

第 4.3.3.7.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 （変更なし） 

 

（追加） 

4.3.3.8 ２次冷却材漏えい及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故 

（省略） 

 

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1
・原子炉トリップ信号発信確認
・原子炉スクラム確認
・事故発生の判断

・「２次冷却材流量低」による原
子炉トリップ信号発信失敗を確認
する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・後備炉停止系スクラム確認

・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる後備炉停止系用論理回路動作
に伴う後備炉停止系による原子炉
スクラム（自動停止）を確認す
る。

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

備考必要な要員と作業項目
経過時間（分）

要員（名）
（作業に必要な要員数）

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（２次冷却材流量減少）

120 180 240

▽事故発生の判断（原子炉保護系（スクラム）動作失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

5

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1
・原子炉トリップ信号発信確認
・原子炉スクラム確認
・事故発生の判断

・「２次冷却材流量低」による原
子炉トリップ信号発信失敗を確認
する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1
・代替トリップ信号発信及び原子炉スクラ
ム確認
・後備炉停止系スクラム確認

・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる原子炉スクラム（自動停止）
を確認する。
・「原子炉出口冷却材温度高」に
よる後備炉停止系用論理回路動作
に伴う後備炉停止系による原子炉
スクラム（自動停止）を確認す
る。

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（２次冷却材流量減少）

120 180 240

▽事故発生の判断（原子炉保護系（スクラム）動作失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

5

・炉心損傷防止措置は、運転員の操作を介在しなく

ても、自動的に機能し、原子炉は自動停止するよう

設計している。このため、運転員の操作はなく、運

転員の役割は、原子炉停止の確認及び停止後の

除熱の監視となる。

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1 ・原子炉自動停止失敗と判断
・原子炉スクラム、後備炉停止系
スクラムに失敗した場合は原子炉
自動停止失敗と判断する。

格納容器破損
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

自主対策 現場対応班員 5
・制御棒駆動機構の軸を直接回転させるこ
とにより制御棒を炉心に挿入

・原子炉手動停止ができない場
合、自主対策設備を用いて、制御
棒駆動機構の軸を直接回転させる
ことにより制御棒を炉心に挿入
し、低温停止に必要な反応度を挿
入する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

10 15 20 25 30 60

▽異常事象発生（２次冷却材流量減少）

120 180 240

▽事故発生の判断（原子炉保護系（スクラム）動作失敗）

▽原子炉自動停止失敗と判断

5
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4.2.8 １次冷却材漏えい（2箇所）事故 

（１）事故の原因及び説明 

１次冷却材漏えい（2箇所）事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で原子炉冷却材

バウンダリ機能を有する１次主冷却系又は１次補助冷却系の配管（内側）が破損し、原子炉が

「炉内ナトリウム液面低」により自動停止した後、リークジャケット又は配管（外側）により

漏えい量が抑制された状態での崩壊熱除去中に、リークジャケット又は配管（外側）が破損し、

１次冷却材が二重壁外に漏えいする事象として考える。 

ここでは、事故が発生した場合における炉心損傷防止措置が少ない点に着眼し、１次冷却材漏

えい箇所は、安全容器内の配管（内側及び外側）とする。 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

１次冷却材漏えい（2箇所）事故では、主中間熱交換器内胴窓より低所で冷却材が漏えいし、

かつ継続した場合には、原子炉容器等の冷却材液位が１次主冷却系の循環に支障を来すレベ

ルまで低下することから、炉心の露出によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。したが

って、１次冷却材漏えい（2 箇所）事故では、安全容器により漏えいした冷却材を保持し、炉

心冷却に必要な原子炉容器液位を確保するとともに、補助冷却設備により原子炉停止後の崩

壊熱を除去し、炉心の著しい損傷を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１次冷却材漏えい（2箇所）事故では、補助冷却設備の運転による原子炉容器内の冷却機能

がないと仮定した場合、炉心の著しい損傷に至ることから、原子炉容器外に冷却材（ナトリ

ウム）や放射性物質等（溶融炉心物質を含む。）が流出したものとして、安全容器にて、流

出した冷却材や放射性物質等を保持し、コンクリート遮へい体冷却系により、安全容器と生体

遮へい体（コンクリート遮へい体）のギャップに窒素ガスを通気し、安全容器内にて保持し

た放射性物質等を冷却する措置を講じることで格納容器の破損を防止する。 

 

 

さらに、ここでは、炉心冷却機能の喪失を前提としていることを踏まえ、炉心が溶融する

過程で、炉心が露出するまでに冷却材の蒸発が生じ、原子炉冷却材バウンダリが高圧になる

ことを想定し、主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界）の過圧を防止す

るため、１次アルゴンガス系に安全板を設置し、原子炉冷却材バウンダリの過圧を防止する措置

を講じる。また、断熱材及びヒートシンク材により、安全板から流出するナトリウムによる

4.3.3.9 １次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故は、

原子炉の出力運転中に、何らかの原因で原子炉冷却材バウンダリ機能を有する安全容器内の１次

主冷却系又は１次補助冷却系の配管（内側）が破損し、原子炉が「炉内ナトリウム液面低」によ

り自動停止した後、リークジャケット又は配管（外側）により漏えい量が抑制された状態での崩

壊熱除去中に、リークジャケット又は配管（外側）が破損し、１次冷却材が二重壁外に漏えいす

る事象として考える。本評価事故シーケンスの１次冷却材漏えい箇所は、安全容器内の配管（内側

及び外側）とする。 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故で

は、主中間熱交換器内胴窓より低所で冷却材が漏えいし、かつ継続した場合には、原子炉容器等

の冷却材液位が１次主冷却系の循環に支障を来すレベルまで低下することから、炉心の露出によ

って炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

本原子炉施設においては、低圧システムで、伝熱特性に優れた単相のナトリウムを冷却材に使

用していることから、原子炉冷却材バウンダリ破損時にも減圧沸騰せず、液位低下は緩慢となる

特徴を踏まえ、静的機器を活用した信頼性の高い原子炉冷却材液位確保のための措置を講じる。

また、炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定した場合でも、本原子炉施設の設計の特徴と１

次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故の特

徴から、炉心の昇温等の事象進展は緩慢となるが、冷却のための措置は、自動起動又は通常運転

時からの継続とし、信頼性の高い措置とする。なお、これらの余裕時間を踏まえ、冷却のための

措置は手動でも起動操作等が実施できるものとする。 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故

においては、安全容器により漏えいした冷却材を保持し、炉心冷却に必要な原子炉容器液位を確

保するとともに、補助冷却設備により原子炉停止後の崩壊熱を除去し、炉心の著しい損傷を防止

する。 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故で

は、炉心損傷防止措置（補助冷却設備の運転による原子炉容器内の冷却）が機能しないことを仮定

した場合、炉心の著しい損傷に至ることから、原子炉容器外に冷却材（ナトリウム）や損傷炉心

物質が流出するものとして、これらを安全容器にて保持し、コンクリート遮へい体冷却系により、

安全容器と生体遮へい体（コンクリート遮へい体）のギャップに窒素ガスを通気し、安全容器内

にて保持した損傷炉心物質を冷却する措置を講じる。本措置により、原子炉容器破損後の格納容

器底部での損傷炉心物質とコンクリートとの相互作用を回避することで格納容器の破損を防止す

る。 

さらに、ここでは、炉心冷却機能の喪失を前提としていることを踏まえ、炉心が溶融する過程

で、炉心が露出するまでに冷却材の蒸発が生じ、原子炉冷却材バウンダリが高圧になることを想

定し、１次アルゴンガス系に安全板を設置することにより、主中間熱交換器の原子炉冷却材バウン

ダリ（1次・2次境界）の過圧を防止する措置を講じる。また、格納容器（床下）の床面に断熱材及

びヒートシンク材を設置することにより、安全板から流出するナトリウムによる熱的影響を緩和
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熱的影響を緩和する措置を講じる。 

１次冷却材漏えい（2箇所）事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の

対応手順の概要を第4.2.8.1図に示す。本事象において、多量の放射性物質等を放出するおそ

れのある事故への移行は、配管（外側）からの１次冷却材漏えいを起点とする。なお、ここ

では、原子炉容器等の冷却材液位が１次主冷却系の循環に支障を来すレベルまで低下するこ

とを想定する。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

１次冷却材漏えい（2箇所）事故において、炉心の著しい損傷を防止するための措置を以下

に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を目的とする。 

ａ．安全容器内の空間容積を制限することにより、二重壁外へ１次冷却材が漏えいし

た場合でも、原子炉容器等の冷却材液位を１次補助冷却系の循環に支障を来すこと

なく炉心の冷却を行うことができるレベル以上に保持する。 

ｂ．原子炉容器等の冷却材液位が１次主冷却系の循環に支障を来すレベルまで低下し

た場合でも、原子炉停止後の崩壊熱除去を可能とするため、補助冷却設備を整備す

る。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

１次冷却材漏えい（2箇所）事故において、格納容器の破損を防止するための措置を以下に

示す。これらは、影響緩和を目的とする。なお、事故の状況に応じて、これらの措置を適切

に組み合わせるものとする。 

ａ．原子炉容器外に流出した冷却材や放射性物質等を保持するため、安全容器を整備

する。 

ｂ．安全容器と生体遮へい体のギャップに窒素ガスを通気し、安全容器内にて保持し

た放射性物質等を冷却するため、コンクリート遮へい体冷却系を整備する。 

ｃ．原子炉冷却材ナトリウムの蒸発により、主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダ

リ（1次・2次境界）が過圧されることを防止するため、１次アルゴンガス系に安全

板を整備する。 

ｄ．安全板から流出するナトリウムによる熱的影響を緩和するため、断熱材及びヒー

トシンク材を整備する。また、流出したナトリウムがコンクリートと直接接触する

ことを防止するため、格納容器（床下）の室には鋼製のライナを整備する。 

ｅ．原子炉運転中は格納容器（床下）を窒素雰囲気に保ち、ナトリウムが流出した場

合の燃焼反応を防止する。 

ｆ．ナトリウムが流出し、格納容器内の圧力、温度及び床上放射能レベルが異常に上

昇した場合は、「格納容器内圧力高」、「格納容器内温度高」及び「格納容器内床上線

量率高」により警報が中央制御室に発せられ、工学的安全施設の作動により、格納

容器から放出される放射性物質を低減する。なお、工学的安全施設は、手動操作に

よっても作動できるものとする。 

（ⅲ）その他 

（省略） 

する措置を講じる。 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故に

おける炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要を第 4.3.3.9.1 図に示す。

本評価事故シーケンスにおいて、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行は、配

管（外側）からの１次冷却材漏えいを起点とする。なお、ここでは、原子炉容器等の冷却材液位

が１次主冷却系の循環に支障を来すレベルまで低下することを想定する。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故

において、炉心の著しい損傷を防止するための措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故

の拡大の防止を目的とする。 

ａ．安全容器内の空間容積を制限することにより、二重壁外へ１次冷却材が漏えいした

場合でも、原子炉容器等の冷却材液位を１次補助冷却系の循環に支障を来すことな

く炉心の冷却を行うことができるレベル以上に保持する。 

ｂ．原子炉容器等の冷却材液位が１次主冷却系の循環に支障を来すレベルまで低下した

場合でも、原子炉停止後の崩壊熱除去を可能とするため、補助冷却設備を整備する。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故

において、格納容器の破損を防止するための措置を以下に示す。これらは、影響緩和を目的と

する。なお、事故の状況に応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．原子炉容器外に流出した冷却材や損傷炉心物質を保持するため、安全容器を整備す

る。 

ｂ．安全容器と生体遮へい体のギャップに窒素ガスを通気し、安全容器内にて保持した

損傷炉心物質を冷却するため、コンクリート遮へい体冷却系を整備する。 

ｃ．原子炉冷却材ナトリウムの蒸発により、主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ

（1 次・2 次境界）が過圧されることを防止するため、１次アルゴンガス系に安全板

を整備する。 

ｄ．安全板から流出するナトリウムによる熱的影響を緩和するため、断熱材及びヒート

シンク材を整備する。また、流出したナトリウムがコンクリートと直接接触すること

を防止するため、格納容器（床下）の室には鋼製のライナを整備する。 

ｅ．原子炉運転中は格納容器（床下）を窒素雰囲気に保ち、ナトリウムが流出した場合

の燃焼反応を防止する。 

ｆ．ナトリウムが流出し、格納容器内の圧力、温度及び床上放射能レベルが異常に上昇

した場合は、「格納容器内圧力高」、「格納容器内温度高」及び「格納容器内床上線量

率高」により警報が中央制御室に発せられ、工学的安全施設の作動により、格納容器

から放出される放射性物質を低減する。なお、工学的安全施設は、手動操作によって

も作動できるものとする。 

（ⅲ）その他 

（変更なし） 
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（４）資機材 

１次冷却材漏えい（2箇所）事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使

用する設備等を第4.2.8.1表に示す。これらの設備等は、基準地震動による地震力に対して機

能を喪失しないように整備する。 

 

 

（５）作業と所要時間 

１次冷却材漏えい（2箇所）事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手

順及び各手順の所要時間を第4.2.8.2表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

 

ａ．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。 

本事象に対する主要な解析条件を以下に示す。 

 

 

 

 

ⅰ）原子炉保護系の特性は、プロセス量の計測誤差を考慮しないことを除き、「1.

3.2 原子炉保護系の特性」と同一とする。 

 

 

 

ⅱ）１次冷却材漏えい箇所は、安全容器内の配管（内側及び外側）とし、漏えい

口の大きさは 42mm2とする。 

 

 

 

 

ⅲ）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支

（４）資機材 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故に

おける炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等を第 4.3.3.9.1 表及び第

4.3.3.9.2 表に示す。これらの設備等は、「添付書類 8 10.その他試験研究用等原子炉の附属施設 

10.11多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材」に定める設計方針に基づき整

備する。 

（５）作業と所要時間 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故に

おける炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第 4.3.3.9.3

表及び第 4.3.3.9.4表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必要な

要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は 5 名、格納容器破損防止措置に必要

な要員は 6名であり、中央制御室に常駐している運転員 6名（「核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に当直長 1 名、副当

直長 1名を含む 6名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能である。なお、措置は、

主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子炉施設との同時被災を

想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

ⅰ）基本ケース 

ａ．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。本評価事故シーケンスに対する主要

な解析条件を以下に示す。 

1）原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の温度の初期値として、ホ

ットレグ温度を456℃、コールドレグ温度を350℃、１次主冷却系の流量の初期値を定

格流量とする。 

2）燃料ペレット－被覆管間隙のギャップ熱伝達率は、0.7W/cm2℃とする。 

3）原子炉保護系の特性は、プロセス量の計測誤差を考慮しないことを除き、「添付書類

10 1.3.2 原子炉保護系の特性」と同一とする。 

4）１次主冷却系配管の内管及び外管が同時に破損する保守的な想定として、１次冷却

材は、１次主冷却系配管の内管及び外管の間隙には流れ込まず、全て二重壁外に漏えい

するものとする。 

5）１次冷却材漏えい箇所は、安全容器内のＮｓＬ－約 8,200mmにある原子炉容器入口低

所配管とし、漏えい口の大きさは 42mm2とする。 

6）カバーガス圧力及び安全容器内圧力はそれぞれ 0.49kPa及び 1.72kPaで一定とし、漏え

いしたナトリウムの静水圧は考慮しないものとする。 

7）原子炉容器の液位が、主中間熱交換器内胴窓上端位置から上方 100mmの位置（ＮｓＬ－

710mm）を下回れば、１次主冷却系流路は途絶するものとする。 

8）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支持板温
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持板温度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

ⅳ）原子炉の自動停止は「炉内ナトリウム液面低」によるものとし、原子炉トリ

ップ設定値はＮｓＬ－100mm、応答時間は 0.4秒とする。 

 

 

 

ⅴ）補助冷却設備の自動起動は「炉内ナトリウム液面低低（ＮｓＬ－320mm）」に

よるものとし、補助冷却設備により崩壊熱を除熱するものとする。 

 

 

 

ⅵ）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

ⅶ）崩壊熱はノミナル値（最適評価値）を用いる。 

 

ｂ．解析結果 

解析結果を第 4.2.8.2図及び第 4.2.8.3図に示す。事象発生の約 7時間後の 2ループ

のポニーモータによる低速運転停止後は、補助冷却設備による冷却により崩壊熱は安定的

に除去され、炉心の被覆管最高温度及び冷却材最高温度はそれぞれ約 550℃、約 540℃に

とどまる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

9）原子炉の自動停止は「炉内ナトリウム液面低」によるものとし、原子炉トリップ設

定値はＮｓＬ－100mm、応答時間は 0.4秒とする。 

10）原子炉保護系の動作により主炉停止系の制御棒が所定の速度で急速挿入されるものと

し、負の反応度を 7.1%△k/kとする。また、解析では、制御棒の落下速度について、制

御棒保持電磁石励磁断から制御棒反応度価値 90％挿入までの時間を 0.8秒とする。 

11）補助冷却設備の自動起動は「炉内ナトリウム液面低低（ＮｓＬ－320mm）」による

ものとし、１次補助冷却系電磁ポンプ及び補助冷却機の送風機はそれぞれ 4分 30秒及

び 30秒で定格運転に至るものとする。また、その後は、補助冷却器出口ナトリウム温

度が 350℃となるように補助冷却機インレットベーン開度が制御されるものとし、これ

により崩壊熱を除熱するものとする。 

12）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

13）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定として計算

したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

ｂ．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.9.2図及び第 4.3.3.9.3図に示す。 

安全容器内の１次主冷却系コールドレグの低所配管の破損口から二重壁外へ１次冷却材が

流出するため、炉心流量がわずかに低下するとともに、原子炉冷却材液位が低下し、約 27分

後に原子炉容器内冷却材液位は、「炉内ナトリウム液面低」の設定値であるＮｓＬ－100mmに

到達し、原子炉トリップ信号が発せられ、主炉停止系の制御棒が所定の速度で急速挿入され

る。また、原子炉スクラム信号の発信により、両ループの１次主循環ポンプの主電動機及び

２次主循環ポンプがトリップし、１次主冷却系は１次主循環ポンプのポニーモータ運転に引

き継がれ、２次主冷却系は自然循環に移行する。２次主循環ポンプのトリップに伴うインタ

ーロックにより、全ての主冷却機の主送風機が停止し、主冷却器出口ナトリウム温度の制御

は、停止時の制御モードに切り替わる。 

原子炉トリップ信号による原子炉の自動停止後は、原子炉出力が急速に低下し、それに伴

い燃料温度、被覆管温度及び冷却材温度も低下するが、流量と出力のバランスにより、一度

上昇に転じてから再び低下する。原子炉容器出入口冷却材温度も緩やかに低下する。その後

も漏えいが継続し、約 87分後に原子炉容器内冷却材液位が「炉内ナトリウム液面低低」の設

定値であるＮｓＬ－320mmに到達し、補助冷却設備が起動する。この時間帯では、主冷却系に

おける主冷却器出口ナトリウム温度制御時の最低除熱能力が炉心崩壊熱を上回っているた

め、主冷却器出口ナトリウム温度の制御目標値を維持できず、炉心温度及び１次・２次冷却

材温度は緩やかに低下を継続する。時刻約 5 時間で原子炉容器内のナトリウム液位が、主中

間熱交換器内胴窓（熱交換領域への流入口）の上端位置から上方 100mm の位置を下回り、１

次主冷却系の冷却材流路を喪失し、補助冷却設備のみでの除熱になる。その後、１次・２次

冷却材温度は制御目標値になるよう制御され、崩壊熱は安定的に除去される。 

燃料最高温度は、初期値から上昇せず約1,800℃であり、評価項目を満足する。被覆管最高

温度及び冷却材最高温度は、原子炉トリップ信号による原子炉の自動停止時に出現し、初期

値からほとんど上昇せず、それぞれ約 550℃及び約 540℃であり、評価項目を満足する。また、
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以上より、１次冷却材漏えい（2箇所）事故を想定しても炉心の著しい損傷は防止される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉容器出口冷却材温度は、初期値からほとんど上昇せず、最高温度は約 460℃、原子炉容

器入口冷却材の最高温度は、原子炉トリップ信号による原子炉の自動停止後に出現し、約

370℃であり、評価項目を満足する。なお、補助冷却設備の単独運転時においては、燃料最高

温度、被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、いずれも約 430℃であり、原子炉容器出入口冷

却材（１次補助冷却系）の最高温度は、それぞれ約 390℃及び約360℃である。 

以上より、１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）

破損の重畳事故を想定しても炉心の著しい損傷は防止される。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

炉心損傷防止措置の有効性評価における不確かさについて、計算コードの不確かさの影響は小

さい。このため、ここでは解析条件の不確かさの影響を評価する。なお、本評価事故シーケンスに

対処するための措置においては運転員等の操作がないため、運転員操作に係る不確かさを考慮す

る必要はない。 

解析条件の不確かさとしては、事象進展に有意な影響を与えるもののうち、評価項目に対する

余裕が小さくなると考えられる崩壊熱及び原子炉トリップ信号である「炉内ナトリウム液面低」

設定値の不確かさに係る感度解析を実施して評価項目に対する影響を評価する。 

なお、各解析条件に係るパラメータが互いに独立な場合、その不確かさに相関はないため、有

効性評価においては、原則としてパラメータごとに感度解析を行って不確かさの影響を評価する。

他方、「常陽」は炉心冷却能力に優れ、小型で負の反応度フィードバック特性を有するなどの高い

固有の安全性を有しており、解析条件に係るパラメータの不確かさの影響は小さく、評価項目に

対しても大きな余裕があるため、結果が厳しくなるようにこれらを組み合わせることは過度に保

守的な想定となることは明らかであるが、ここでは、あえて重畳させることにより不確かさの影

響を最大限に評価する。 

崩壊熱は、最適評価値に対して安全余裕を 10％考慮した値を用いる。原子炉トリップ信号であ

る「炉内ナトリウム液面低」の設定値は、設定値に対して誤差－40mmを考慮し、ＮｓＬ－140mmと

する。 

解析結果を第 4.3.3.9.4図及び第 4.3.3.9.5図に示す。 

原子炉トリップ信号である「炉内ナトリウム液面低」の設定値を 40mm低く設定したことにより、

設定値への到達は「ⅰ）基本ケース」の解析に比べ約 11 分遅く、時刻約 37 分となったが、燃料

最高温度及び原子炉容器出口冷却材の最高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析と変わらず、それぞ

れ約1,800℃及び約460℃であり、評価項目を満足する。被覆管最高温度、炉心冷却材最高温度及

び原子炉容器入口冷却材の最高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析とほとんど変わらず、それぞれ

約550℃、540℃及び約370℃であり、評価項目を満足する。 

なお、補助冷却設備の単独運転時には、崩壊熱の不確かさを考慮したこと及び１次主冷却系の

冷却材流路喪失のタイミングが早くなったことにより、燃料最高温度、被覆管最高温度及び炉心

冷却材最高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析に比べて、それぞれ約20℃、約10℃及び約10℃高

く、約450℃、約440℃及び約440℃であり、原子炉容器出口冷却材（１次補助冷却系）の最高温

度は、「ⅰ）基本ケース」の解析に比べて、約10℃高く約 400℃、原子炉容器入口冷却材温度（１

次補助冷却系）は「ⅰ）基本ケース」の解析からほとんど上昇せず約370℃である。 

以上より、１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損
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（ⅱ）格納容器破損防止措置 

ａ．原子炉容器外に流出した冷却材や放射性物質等の安全容器内保持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ）解析条件 

  計算コードＦＬＵＥＮＴ等により解析する。 

 

 

 

 

 

 

の重畳事故を想定した場合において、不確かさの影響を考慮した場合にあっても、炉心の著しい

損傷は防止される。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

本評価事故シーケンスに対する格納容器破損防止措置の有効性評価においては、事故シーケンス

全体をいくつかの過程に分けて解析を行う。事故の開始から炉心が損傷し原子炉容器が破損するま

での過程を炉内事象過程と呼び、この過程では崩壊熱が全て原子炉冷却材の昇温及び蒸発並びに原

子炉冷却材バウンダリ内の機器の昇温に寄与するという保守的な仮定を用いて温度変化等を計算す

る。その後、原子炉容器が破損し、原子炉容器外に流出した冷却材や損傷炉心物質を安全容器内で保

持する過程を炉外事象過程と呼び、この過程における熱流動挙動をＦＬＵＥＮＴで解析する。安全

板から原子炉冷却材バウンダリの外に流出したナトリウムによる影響が生じる過程を格納容器応答

過程と呼び、この過程における流出したナトリウムによる格納容器の応答をＣＯＮＴＡＩＮ－ＬＭ

Ｒで解析する。 

本評価事故シーケンスに対する格納容器破損防止措置に有効性があることを確認するための評価

項目は、「4.3.2.6 有効性を評価するための評価項目の設定」に示す（4）から（6）である。「（4）

原子炉容器外に流出した損傷炉心物質等を安全容器内にて保持・冷却できること。」の評価項目を炉

外事象過程の解析により評価する。「（5）主中間熱交換器及び補助中間熱交換器の原子炉冷却材バ

ウンダリ（1次・2次境界）の過圧を防止できること。」については、本評価事故シーケンスの事象

進展では、原子炉冷却材温度及び圧力が通常運転時よりも低い状態で１次主冷却系の循環に必要な

液位を下回るため、1次冷却材を介して主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界）

を過温・過圧することはない。また、補助冷却設備の機能を喪失した場合には１次補助冷却系の弁を

閉止するため補助中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界）を過温・過圧すること

はない。したがって、これら原子炉冷却材バウンダリの破損防止措置の有効性を評価する必要はな

い。また、「（6）蒸発した冷却材（ナトリウム）が格納容器（床下）に流出する場合において、格

納容器の破損を防止できること。」については、本評価事故シーケンスの事象進展では、炉心が露出

するまでに格納容器（床下）に流出する原子炉冷却材ナトリウムの量が、「4.3.3.13 ２次冷却材漏

えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故」よりはるかに少ないため、本評価項目に係る有効性評価は

「4.3.3.13 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故」において実施する。 

なお、本評価事故シーケンスにおける炉内事象過程の解析では、評価項目に影響を及ぼす重要な

パラメータである原子炉冷却材温度及び圧力を計算する。 

ⅰ）基本ケース 

ⅰ．炉内事象過程の解析 

ａ．解析条件 

１次冷却材の漏えいにより、１次主冷却系の循環に必要な液位を喪失し、崩壊熱により原

子炉冷却材が昇温され、原子炉冷却材の蒸発により更に原子炉容器内の液位が低下し、炉心

頂部が露出するまでの炉内の事象推移を計算する。 

本評価は、原子炉停止後の炉心崩壊熱が原子炉容器内の原子炉冷却材ナトリウムの昇温及

び蒸発に寄与すると想定し、原子炉冷却材ナトリウムの蒸発により炉心頂部が露出するまで

の時間を以下の条件で計算する。 

なお、炉心頂部が露出した時点で原子炉容器外に流出することを仮定しており、本仮定に
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ａ）（ⅰ）炉心損傷防止措置の解析条件と同じ事象進展により、原子炉容器等の冷

却材液位が１次主冷却系の循環に支障を来すレベルまで低下するものとす

る。 

ｂ）安全容器内に漏えいしたナトリウムは安全容器にて保持され、補助冷却設備

の運転に必要な液位は確保されるものの、何らかの理由により補助冷却設備

による崩壊熱の除去が機能しないものとする。 

 

 

ｃ）事故発生前から常時運転のコンクリート遮へい体冷却系の運転を継続し、安

全容器外面冷却による除熱を実施するものとする。 

ｄ）炉心崩壊熱による原子炉容器内のナトリウムの昇温、蒸発挙動を計算し、蒸

発による液位低下を評価する。なお、蒸発したナトリウムは１次アルゴンガス

系に整備した安全板より流出するものとする。 

 

 

ｅ）安全容器内での冷却に関する崩壊熱を保守的に設定するため、原子炉容器内

液位の低下により、炉心頂部が露出した時点の崩壊熱（240kW）を有した放射

性物質等が安全容器内に移行するものとする。 

ｆ）原子炉容器底部に移行した放射性物質等はナトリウム中で冷却されるため、

表面温度はナトリウムの沸点を超えることはなく、原子炉容器底部を溶融貫

通することはない。しかしながら、原子炉容器底部が長期間高温に維持され、

クリープ破損が生じる可能性があるため、原子炉容器底部の破損を想定する。 

ｇ）コンクリート遮へい体冷却系の安全容器外面冷却の解析で求めた温度条件

及び放射性物質等による荷重条件に基づき、安全容器の構造健全性を評価す

る。 

ⅱ）解析結果 

原子炉容器内の事象推移の計算結果を第 4.2.8.4 図及び第 4.2.8.5 図に示

す。 

上記の事象推移の結果に基づき安全容器内の事象推移を計算した結果、コン

クリート遮へい体冷却系の安全容器外面冷却により、原子炉容器内から流出し

た放射性物質等の崩壊熱は安定的に除去され、安全容器の最高温度は設計温度

450℃を超えることはない。また、安全容器内の圧力上昇は、安全弁の動作等に

より抑制され、設計圧力を超えることはない。 

以上より、安全容器の健全性は損なわれず、安全容器内で放射性物質等を冷

却保持できる。 

おいても大きな保守性を確保している。 

1）原子炉の自動停止は「炉内ナトリウム液面低」によるものとする。 

2）１次冷却材漏えい箇所は、安全容器内の配管（内側及び外側）とし、漏えい口の大き

さは 42mm2とする。 

3）冷却材の漏えいにより、原子炉容器等の冷却材液位が１次主冷却系の循環に支障

を来すレベルまで低下するものとする。 

 

4）安全容器内に漏えいしたナトリウムは安全容器にて保持され、それにより補助冷却

設備の運転に必要な液位は確保されるものの、何らかの理由により補助冷却設備に

よる崩壊熱の除去が機能しないものとする。 

5）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定として計算

したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

6）事故発生前から常時運転しているコンクリート遮へい体冷却系の運転が継続される

ものとし、安全容器外面冷却による除熱を考慮するものとする。 

7）炉心崩壊熱による原子炉容器内のナトリウムの昇温、蒸発挙動より蒸発による液位低

下を求める。なお、沸点に達する前の蒸発や蒸発に伴う液体ナトリウムの冷却も考慮

する。原子炉カバーガス等のバウンダリ内の圧力が１次アルゴンガス系に整備した

安全板の設定圧（9.8kPa[gage]）を超過すると、安全板が開放され、蒸発したナトリ

ウム蒸気は安全板を通じて窒素雰囲気の格納容器（床下）に流出するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．解析結果 

計算結果を第 4.3.3.9.6図及び第 4.3.3.9.7図に示す。 

本評価事故シーケンスにおいては、１次冷却材漏えい箇所からのナトリウムの漏えいによ

り液位が低下し、原子炉は自動停止するものの、その後の崩壊熱除去機能の喪失により原子

炉冷却材温度は緩やかに上昇する。温度上昇により蒸発したナトリウムは、１次アルゴンガ

ス系内の圧力が１次アルゴンガス系に整備した安全板の設定圧（9.8kPa[gage]）を超過する

と、安全板から流出し、原子炉冷却材の液位は、さらに低下する。 

評価項目に影響を及ぼす重要なパラメータである原子炉冷却材温度及び圧力は通常運転時

より低い状態のまま推移し、事象発生の約 4 時間後に１次主冷却系の循環に必要な液位を下

回り、１次主冷却系の循環が停止する。事象発生の約 18時間後に、原子炉容器内と安全容器
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ｂ．主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界）の破損の防止 

本事象の事象進展では、原子炉冷却材温度及び圧力が通常運転時より低い状態で、１次主

冷却系の循環に必要な液位を下回るため、主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・

2次境界）を、1次冷却材を介して過温・過圧することはなく、当該バウンダリの破損の防止

のための評価の条件は、「4.2.9 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故」が相

対的に厳しい。 

このため、措置の有効性の評価は、「4.2.9 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重

畳事故」において実施する。 

ｃ．原子炉冷却材バウンダリの外に流出したナトリウムによる熱的影響の緩和 

本事象の事象進展では、炉心が露出するまでに格納容器（床下）に流出する原子炉冷

却材ナトリウムの量が、「4.2.9 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故」

より少ない。 

このため、措置の有効性の評価は、「4.2.9 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失

敗の重畳事故」において実施する。 

「ａ．原子炉容器外に流出した冷却材や放射性物質等の安全容器内保持」の評価結果及び「4.

2.9 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故」の評価結果から、１次冷却材漏えい

（2 箇所）事故を想定しても格納容器の破損は防止され、施設からの多量の放射性物質等の放

出は防止される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内の液位が平衡し、１次冷却材の漏えいが停止する。その後、原子炉冷却材の最高温度は事

象発生の約 3 日後に約 800℃まで上昇し、原子炉冷却材の蒸発により約 5 日後に炉心頂部ま

で液位が低下するが、蒸発による液位の低下は極めて緩やかであり、炉心の損傷が急速に進

展することはない。 

以上のように、炉内事象過程においては、炉心の損傷が緩やかに拡大し、原子炉容器底部

に移行した損傷炉心物質が原子炉容器壁を熱的、機械的に損傷させ、原子炉容器外に冷却材

（ナトリウム）や損傷炉心物質が流出し、炉外事象過程に移行する。 

ⅱ．炉外事象過程の解析 

a．解析条件 

計算コードＦＬＵＥＮＴ等により解析する。ＦＬＵＥＮＴによる解析体系を第 4.3.3.

9.8図に示す。また、本評価事故シーケンスに対する主要な解析条件を以下に示す。 

1）原子炉容器底部に移行した損傷炉心物質はナトリウム中で冷却されるため、表面温

度はナトリウムの沸点を超えることはなく、原子炉容器を溶融貫通することはな

い。しかしながら、原子炉容器底部が長期間高温に維持され、クリープ破損が生じ

る可能性があるため、原子炉容器底部の破損を想定する。 

2）原子炉容器底部が破損した結果、ナトリウムが安全容器内に流出するとともに損傷

炉心物質の全量が円筒形の塊状で原子炉容器外の安全容器内に移行したものとし、

これを解析の初期状態とする。 

3）崩壊熱は、炉心が損傷する過程において、燃料の損傷・溶融と高温状態が継続する

ことを考慮して希ガス及び揮発性 FPを除くものとする。 

4）安全容器内での冷却に関する崩壊熱を保守的に設定するため、原子炉容器内液位の

低下により、炉心頂部が露出した時点の崩壊熱（240kW）を炉外過程解析の初期値

とする。 

5）コンクリート遮へい体冷却系の窒素ガスの流量は 20,500m3/h（通常運転時：15,00

0～20,000m3/h）、安全容器入口温度は 40℃（事故時設計値：40℃）として流入させ、

4）の崩壊熱に対して定常解析を行う。その後、崩壊熱の減衰に従って過渡解析を

行う。 

6）安全容器内での損傷炉心物質上方のナトリウムによる伝熱効果を保守的に考慮する

ため、原子炉容器内液位は、炉心頂部位置におけるナトリウムインベントリの約 1

/3が損傷炉心物質上部に残存すると想定した液位として、グラウンドレベル（以下

「GL」という。）-12,460mmで維持されているものとする。また、安全容器内のナト

リウム液位は GL-8,900mmとする。 

7）コンクリート遮へい体冷却系の安全容器外面冷却の解析で求めた温度条件及び損傷

炉心物質による荷重条件に基づき、安全容器の構造健全性を評価する。 

B．解析結果 

計算結果を第 4.3.3.9.9 図から第 4.3.3.9.12 図に示す。 

安全容器を冷却する窒素ガスは、原子炉容器内から流出した損傷炉心物質の下方

の安全容器下部から、安全容器底板に向けて吹き出した後、構造物表面に衝突し、

径方向に流れを変えて広がりながら安全容器底板を冷却する（安全容器底板の下に
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は炭素鋼遮へい板があり、窒素ガスは炭素鋼遮へい板下面に接し、炭素鋼遮へい板

を介して安全容器底部を冷却する。）。第 4.3.3.9.9 図に示した安全容器底板の径方

向温度分布においては、発熱源である損傷炉心物質の直下となる安全容器中心（第

4.3.3.9.9 図の横軸が 0 の位置）から離れるに従い温度は低下する。炭素鋼遮へい

板下面に沿って径方向に流れた窒素ガスは鉛直上向きに流れ方向を変え、コンクリ

ート遮へい体とその内側の炭素鋼遮へい体間の隙間に流入する。炭素鋼遮へい体側

面に開けられた開口部から、安全容器に向けて窒素ガスが水平方向に流出し、安全

容器側面を冷却する。安全容器を冷却した窒素ガスは上向きの流れとなって安全容

器の上部から流出する。第 4.3.3.9.10 図に示す安全容器側面の温度は、発熱源であ

る損傷炉心物質の上方、安全容器下面（第 4.3.3.9.10 の横軸が 0 の位置）から約

1.5m 近傍で最も高くなり、それより上方は低下する。 

崩壊熱が最も高い時刻 0 秒での定常解析において各部は最高温度を示し、その後、

崩壊熱の減衰に従って低下する。安全容器の最高温度は約 330℃であり、設計温度

（450℃）を超えることはない。損傷炉心物質及びそれを保持する遮へいグラファイ

ト領域の最高温度はそれぞれ約 860℃及び約 530℃である。また、損傷炉心物質上方

のナトリウムの最高温度は約 350℃であり沸騰することはない。なお、損傷炉心物

質及びそれを保持する遮へいグラファイトの共存性に問題はなく、遮へいグラファ

イトによる損傷炉心物質の保持機能は維持される。 

以上のように、炉外事象過程の事象推移を計算した結果、コンクリート遮へい体

冷却系の安全容器外面冷却により、原子炉容器内から流出した損傷炉心物質の崩壊

熱は安定的に除去され、安全容器の温度が設計温度を超えることはない。また、安

全容器の自重、ナトリウム重量及び損傷炉心物質の重量並びに内圧により安全容器

の胴部及び底板部に発生する応力（1 次応力）は当該部の許容応力を十分に下回る

ことから、安全容器の健全性は確保されると判断できる。 

以上より、安全容器内に流出したナトリウムや損傷炉心物質は安定に保持・冷却

されるとともに、安全容器に係る評価項目を満足することから、安全容器の健全性

は確保され、格納容器の破損は防止できる。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

ⅰ．炉内事象過程の不確かさの影響評価 

炉内事象過程では、炉心頂部まで液位が低下する時間を求め、後続の炉外事象過程移行時の

発熱条件を求めている。炉外事象過程移行時の発熱条件は、炉心頂部まで液位が低下した時点

で損傷炉心物質の全量が安全容器内に移行するものとして、炉外事象の解析結果を厳しくする

よう保守的に条件設定を行っており、炉内事象過程における崩壊熱等の不確かさの影響を考慮

して十分に保守的な条件設定としている。このため、炉内事象過程に対する不確かさの影響評

価は不要である。 

ⅱ．炉外事象過程の不確かさの影響評価 

格納容器破損防止措置の有効性評価における炉外事象過程の不確かさについて、計算コード

の不確かさの影響は小さい。このため、ここでは解析条件の不確かさの影響を評価する。 

安全容器の構造健全性を評価する上で重要な指標である構造温度に対し、影響が大きいパラ
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メータとしては、原子炉容器内から流出した損傷炉心物質の発熱条件が挙げられる。 

発熱条件については、炉心頂部まで液位が低下した時点で損傷炉心物質の全量が安全容器内

に移行するものとして、炉外事象の解析結果を厳しくするよう保守的に条件設定を行っており、

炉心頂部まで液位が低下する約 5日後の崩壊熱（240kW）を設定している。しかしながら、損傷

炉心物質の冷却性を評価する上で発熱条件の影響は大きいため、崩壊熱のみの不確かさに加え

て、炉内事象推移の不確かさも考慮し、発熱条件を崩壊熱（240kW）から 25%増加させて 300kW

とする条件で解析を実施する。 

解析結果を第 4.3.3.9.13図及び第 4.3.3.9.14図に示す。 

温度分布の形状は大きく変わることなく、全体的に温度レベルが上昇する。安全容器の最高

温度は約 400℃であり、設計温度（450℃）を超えることはなく、また、損傷炉心物質の最高温

度は約 1,090℃、損傷炉心物質を保持する遮へいグラファイトの最高温度は約 680℃である。さ

らに、損傷炉心物質上方のナトリウムの最高温度は約 430℃でありナトリウムが沸騰すること

はない。 

以上より、不確かさの影響を考慮しても安全容器に係る評価項目への影響は小さく、評価項目

を満足することから、安全容器の健全性が確保され、格納容器の破損は防止できる。 
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第4.2.8.1表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等 

 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・ 「炉内ナトリウム液面

低」による原子炉トリッ

プ信号発信及び原子炉ス

クラム（自動停止）を確

認する。 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 
－ 

① 原子炉保護系（ス

クラム） 

② 関連するプロセス

計装 

③ 関連する核計装 

事故発生 

の判断 

・ 安全容器内１次主冷却

系配管（外側）破損に伴

い、炉内冷却材液位が著

しく低下した場合は事故

発生と判断する。 

－ － 
① 関連するプロセス

計装 

安全容器による 

漏えいした冷却材 

の保持 

・ 

補助冷却設備運転 

に必要な 

炉内冷却材液位確保 

・ 補助冷却設備の運転が

可能な状態にあることを

確認する。 

① 安全容器 － 
① 関連するプロセス

計装 

補助冷却設備運転 
・ 補助冷却設備により、

崩壊熱を除去する。 
① 補助冷却設備 － 

① 関連するプロセス

計装 

原子炉冷却材 

バウンダリが高圧 

に至ることの判断 

・ 冷却材の著しい昇温及

び蒸発が生じた場合、原

子炉冷却材バウンダリが

高圧に至ると判断する。 

－ － 
① 関連するプロセス

計装 

１次アルゴンガス系 

安全板より、 

ナトリウム蒸気を 

格納容器（床下） 

に放出 

・ １次アルゴンガス系安

全板より、ナトリウム蒸

気が格納容器（床下）に

流出することを確認す

る。 

① 断熱材及びヒートシン

ク材 
－ 

① 関連するプロセス

計装 

格納容器 

アイソレーション 

確認 

・ 「格納容器内圧力

高」、「格納容器内温度

高」、「格納容器内床上

線量率高」により、原子

炉保護系（アイソレーシ

ョン）が動作し、工学的

安全施設が自動的に作動

し、隔離されることを確

認する。 

① 格納容器 

② 格納容器バウンダリに

属する配管・弁 

－ 

① 原子炉保護系（ア

イソレーション） 

② 関連するプロセス

計装 

原子炉容器外に 

冷却材や 

放射性物質等が 

流出したことの判断 

・ 安全容器内の圧力が著

しく上昇した場合、原子

炉容器外に冷却材や放射

性物質等が流出したと判

断する。 

－ － 
① 関連するプロセス

計装 

安全容器による 

冷却材や放射性物質

等の保持 

・ 

コンクリート遮へい

体冷却系による冷却 

・ 安全容器により冷却材

や放射性物質等が保持さ

れることを確認する。ま

た、コンクリート遮へい

体冷却系の運転により、

安全容器内にて保持した

放射性物質等を冷却す

る。 

① 安全容器及びコンクリ

ート遮へい体冷却系 
－ 

① 関連するプロセス

計装 

 

第 4.3.3.9.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「炉内ナトリウム液面低」

による原子炉トリップ信号

発信及び原子炉スクラム

（自動停止）について、原

子炉保護系（スクラム）の

動作及び核計装（線形出力

系）等の監視により確認す

る。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（スク

ラム） 

②原子炉トリップ信号

「炉内ナトリウム液

面低」 

③核計装（線形出力

系）  

事故発生 

の判断 

・安全容器内１次主冷却系配

管（外側）破損に伴い、炉

内冷却材液位が著しく低下

した場合は事故発生と判断

する。 

－ － 
①「炉内ナトリウム液

面計」 

安全容器による 

漏えいした冷却材 

の保持 

・ 

補助冷却設備運転 

に必要な 

炉内冷却材液位確保 

・補助冷却設備の運転が可能

な状態にあることを確認す

る。 

①安全容器 － 

①「炉内ナトリウム液

面計」 

②安全容器呼吸系圧力

計 

③１次補助冷却系温度

計、流量計、補助冷

却器出口温度計、２

次補助冷却系流量計 

補助冷却設備運転 
・補助冷却設備により、崩壊

熱を除去する。 
①補助冷却設備 － 

①１次補助冷却系温度

計、流量計、補助冷

却器出口温度計、２

次補助冷却系流量計 

 下線部が炉心損傷防止措置に使用する資機材 
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第 4.3.3.9.2表 格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉冷却材 

バウンダリが高圧 

に至ることの判断 

・冷却材の著しい昇温及び蒸発が

生じた場合、原子炉冷却材バウ

ンダリが高圧に至ると判断す

る。 

－ － ①原子炉カバーガス圧力計 

１次アルゴンガス系 

安全板より、 

ナトリウム蒸気を 

格納容器（床下） 

に放出 

・１次アルゴンガス系安全板よ

り、ナトリウム蒸気が格納容器

（床下）に流出することを確認

する。 

①安全板 

②断熱材 

③ヒートシンク材 

－ ①安全板の状態表示 

格納容器 

アイソレーション確認 

・「格納容器内圧力高」、「格納容器

内温度高」、「格納容器内床上線

量率高」により、原子炉保護系

（アイソレーション）が動作し、

工学的安全施設が自動的に作動

し、隔離されることを確認する。 

①格納容器 

②格納容器バウン

ダリに属する配

管・弁 

－ 

①原子炉保護系 

（アイソレーション） 

②アイソレーション信号「格

納容器内圧力高」、「格納容

器内温度高」、「格納容器内

床上線量率高」 

原子炉容器外に 

冷却材や 

損傷炉心物質が 

流出したことの判断 

・安全容器内の圧力が著しく上昇

した場合、原子炉容器から安全

容器内に冷却材や損傷炉心物質

が流出したと判断する。 

－ － ①安全容器呼吸系圧力計 

安全容器による 

冷却材や損傷炉心物質の

保持 

・ 

コンクリート遮へい体 

冷却系による冷却 

・安全容器内呼吸系圧力計の監視

により、安全容器により冷却材

や損傷炉心物質が保持されるこ

とを確認する。また、コンクリ

ート遮へい体冷却系の運転によ

り、安全容器内にて保持した損

傷炉心物質を冷却する。 

①安全容器及びコ

ンクリート遮へ

い体冷却系 

－ 

①コンクリート遮へい体冷

却系の温度計、窒素ガス冷

却器の流量計 

②安全容器呼吸系圧力計 

下線部が格納容器破損防止措置に使用する資機材 
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第4.2.8.2表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.3.3.9.3表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

第 4.3.3.9.4表 格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・原子炉スクラム確認
・「炉内ナトリウム液面低」によ
る原子炉保護系（スクラム）動作
を確認する。

運転員A、B、D 3 ・事故発生の判断
・安全容器内１次主冷却系配管
（外側）破損に伴う炉内冷却材液
位低下を確認する。

運転員B 1
・安全容器による漏えいした冷却材の保持
・補助冷却設備運転に必要な原子炉容器内

冷却材液位確保

・補助冷却設備の運転が可能な状
態にあることを確認する。

運転員B、C 2 ・補助冷却設備運転
・補助冷却設備により、崩壊熱を
除去する。

状況判断 運転員A、B 2
・原子炉冷却材バウンダリが高圧に至る

ことの判断

・冷却材の著しい昇温及び蒸発が
推定される場合に、原子炉冷却材
バウンダリが高圧に至ると判断す
る。

運転員D 1
・１次アルゴンガス系安全板より、ナトリ

ウム蒸気を格納容器（床下）に放出

・１次アルゴンガス系安全板よ
り、ナトリウム蒸気が格納容器
（床下）に放出されることを確認
する。

運転員A、E 2 ・格納容器アイソレーション確認

・「格納容器内圧力高」、「格納
容器内温度高」、「格納容器内床
上線量率高」により、原子炉保護
系（アイソレーション）が動作
し、工学的安全施設が自動的に作
動し、隔離されることを確認す
る。

状況判断 運転員A、B 2
・原子炉容器外に冷却材や放射性物質等が

流出したことの判断

・安全容器内圧力に著しい上昇が
生じた場合に、原子炉容器外に放
射性物質等が流出したと判断す
る。

格納容器破損
防止措置

運転員B、E 2
・安全容器による冷却材や放射性物質等の

保持
・コンクリート遮へい体冷却系による冷却

・安全容器により冷却材や放射性
物質等が保持されることを確認す
る。また、コンクリート遮へい体
冷却系の運転により、安全容器内
にて保持した放射性物質等を冷却
する。

備考必要な要員と作業項目
経過時間（分）

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

炉心損傷
防止措置

格納容器破損
防止措置

▽異常事象発生（安全容器内１次主冷却系配管（内側）破損）

▽冷却材の昇温及び蒸発により、

原子炉冷却材バウンダリが高圧に至ると判断

▽事故発生の判断（安全容器内１次主冷却系配管（外側）破損に伴う炉内冷却材液位低下）

▽原子炉容器外に放射性物質等

が流出と判断

10 20 30 5時間 5日 10日 30日 40日1日5 60

手順の項目
手順の内容

（中央制御室）

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・原子炉スクラム確認
・「炉内ナトリウム液面低」によ
る原子炉保護系（スクラム）動作
を確認する。

運転員A、B、D 3 ・事故発生の判断

・安全容器内１次主冷却系配管
（外側）破損に伴う炉内冷却材液
位低下を確認する。
・二重壁内の容積に相当する液位
を超えて液位が低下した時点で事
故発生と判断する。

運転員B 1

・安全容器による冷却材漏えい量の抑制の
確認

・補助冷却設備運転に必要な原子炉容器内
冷却材液位確保

・補助冷却設備の運転が可能な状
態にあることを確認する。

運転員B、C 2 ・補助冷却設備運転

・補助冷却設備により、崩壊熱を
除去する。
・自動起動に失敗したと判断した
場合には手動で起動する（機器の
操作時間に余裕を見込んでも、60
分以内に操作可能）。

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

炉心損傷
防止措置

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

▽異常事象発生（安全容器内１次主冷却系配管（内側）破損）

▽原子炉容器内の液位低下による原子炉自動停止

10 20 30 180 10日 20日 30日 40日3005 60

▽原子炉容器内の液位低下による補助冷却設備自動起動

▽事故発生の判断

（安全容器内１次主冷却系配管（外側）破損に伴う炉内冷却材液位低下）

・炉心損傷防止措置（安全容器による液位確保）は、運転員

の操作を介在しなくても、受動的に機能するよう設計している。

このため、運転員の操作はなく、運転員の役割は、液位確保

の確認及び監視となる。

・炉心損傷防止措置（補助冷却設備による崩壊熱除去）は、

運転員の操作を介在しなくても、自動的に機能するよう設計し

ている。このため、運転員の操作はなく、運転員の役割は、補

助冷却設備の運転の確認及び監視となる。

手順の項目
手順の内容

（中央制御室）

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・原子炉スクラム確認
・「炉内ナトリウム液面低」による
原子炉保護系（スクラム）動作を確
認する。

運転員A、B、D 3 ・事故発生の判断
・安全容器内１次主冷却系配管（外
側）破損に伴う炉内冷却材液位低下
を確認する。

状況判断 運転員A、B 2
・原子炉冷却材温度が高温に至ることの判
断

・冷却材の著しい昇温及び蒸発が推
定される場合に、原子炉冷却材バウ
ンダリが高圧に至ると判断する。

運転員C、D 2
・１次アルゴンガス系安全板より、ナトリ
ウム蒸気を格納容器（床下）に放出

・１次アルゴンガス系安全板が開放
し、ナトリウム蒸気が格納容器（床
下）に放出されることを確認する。

運転員A、E 2 ・格納容器アイソレーション確認

・「格納容器内圧力高」、「格納容
器内温度高」、「格納容器内床上線
量率高」により、原子炉保護系（ア
イソレーション）が動作し、工学的
安全施設が自動的に作動し、隔離さ
れることを確認する。
・多量のナトリウムが格納容器床下
に漏えいした場合は、格納容器床下
温度が60℃を超過して原子炉保護系
（アイソレーション）が動作する。
・隔離に失敗している場合は手動で
隔離する。

状況判断 運転員A、B 2
・原子炉容器外に冷却材や損傷炉心物質が
流出したことの判断

・安全容器内圧力が著しく上昇した
場合に、原子炉容器外に損傷炉心物
質が流出したと判断する。

格納容器破損
防止措置

運転員B、E 2
・安全容器による冷却材や損傷炉心物質の
保持
・コンクリート遮へい体冷却系による冷却

・安全容器により冷却材や損傷炉心
物質が保持されることを確認する。
また、コンクリート遮へい体冷却系
の運転により、安全容器内にて保持
した損傷炉心物質を冷却する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

格納容器破損防
止措置

▽冷却材の昇温及び蒸発により、

原子炉冷却材バウンダリが高圧に至ると判断

10 20 30 180 10日 20日 30日 40日3005 60

▽原子炉容器外に損傷炉心物質が流出と判断

▽異常事象発生（安全容器内１次主冷却系配管（内側）破損）

▽原子炉容器内の液位低下による原子炉自動停止

▽補助冷却設備による崩壊熱除去に失敗

・運転員は、原子炉冷却材バウンダリが高圧に至ると判断し

た場合、ベーパトラップを含む１次アルゴンガス系安全板まで

の流路のヒータを入りとする。安全板による過圧防止は、運転

員の操作を介在しなくても、受動的に機能するよう設計してい

る。このため、ヒータ操作後の運転員の役割は、原子炉冷却

材バウンダリ等の圧力の確認及び監視となる。

・格納容器アイソレーションは、運転員の操作を介在しなくても、

自動的に機能するよう設計している。このため、運転員の操作は

なく、運転員の役割は、隔離状態の確認及び監視となる。

・格納容器隔離に失敗したと判断した場合、又は隔離が必要と判

断した場合、手動アイソレーション操作を開始する。操作実施後

は、放射性物質の閉じ込め状態の監視を継続する。

・コンクリート遮へい体冷却系は、通常運転時からの継続運転で

あり、運転員の操作を介在しなくても、運転は継続されるが、冷却

開始前から、通気風量及び通水流量を増加させる手順を実施す

る。
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第 4.2.8.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 

 

 

 

 

第 4.3.3.9.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 

 

１次冷却材漏えい
（安全容器内１次主冷却系配管（内側）破損）

凡例

：動作、確認

：プラント状態

：判断

：運転員と対策要員の作業

：有効性評価上期待しない措置

原子炉自動停止後の崩壊熱除去
・ １次主冷却系：ポニーモータ低速運転
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

原子炉自動停止

１次冷却材漏えい（2箇所）事故

【炉心損傷防止措置】

多量の
放射性物質等
を放出する
おそれ
のある事故

【格納容器破損防止措置】

原子炉ｽｸﾗﾑ確認
「炉内ﾅﾄﾘｳﾑ液面低」

炉心損傷防止
（崩壊熱を除去）

補助冷却設備運転
（Yes）

（No）

＊1：ナトリウムによる熱的影響を緩和するため、断熱材及びヒートシンク材を整備
＊2：原子炉運転中は格納容器（床下）を窒素雰囲気に保持

格納容器破損防止
（保持した放射性物質等を冷却）

安全容器内
１次主冷却系配管（外側）破損
に伴う炉内冷却材液位低下

冷却材の昇温及び蒸発に
より、原子炉冷却材ﾊﾞｳﾝ
ﾀﾞﾘが高圧に至ると判断

原子炉容器外に冷却材
（ナトリウム）や放射性
物質等が流出と判断

安全容器により、冷却材や放射性物質等
を保持し、コンクリート遮へい体冷却系
により冷却

（Yes）

（No）

安全容器により、漏えいした冷却
材を保持し、炉心冷却に必要な炉
内冷却材液位を確保

運転時の異
常な過渡変
化又は設計
基準事故

格納容器アイソレーション確認
「格納容器内圧力高」
「格納容器内温度高」

「格納容器内床上線量率高」

格納容器破損防止
（格納容器ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ温度・圧力

上昇抑制）

１次ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ系安全板
より、ﾅﾄﾘｳﾑ蒸気を

格納容器（床下）に放出＊1＊2

格納容器破損防止
（主中間熱交換器の原子炉冷却
材バウンダリ（1次・2次境界）
圧力上昇抑制）

格納容器内閉じ込め確認

（No）
格納容器手動

アイソレーション

（Yes）

冷却材の昇温及び蒸発により、
原子炉冷却材ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘが過温・

過圧

１次冷却材漏えい
（安全容器内１次主冷却系配管（内側）破損）

凡例

：動作、確認

：プラント状態

：判断

：運転員と対策要員の作業

：有効性評価上期待しない措置

原子炉自動停止後の崩壊熱除去
・ １次主冷却系：ポニーモータ低速運転
・ ２次主冷却系：自然循環
・ 主冷却機 ：自然通風

原子炉自動停止

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の
重畳事故

【炉心損傷防止措置】

多量の
放射性物質等
を放出する
おそれ
のある事故

【格納容器破損防止措置】

原子炉ｽｸﾗﾑ確認
「炉内ﾅﾄﾘｳﾑ液面低」

炉心損傷防止
（崩壊熱を除去）

補助冷却設備運転
（Yes）

（No）

＊1：ナトリウムによる熱的影響を緩和するため、断熱材及びヒートシンク材を整備
＊2：原子炉運転中は格納容器（床下）を窒素雰囲気に保持

格納容器破損防止
（保持した放射性物質等を冷却）

安全容器内
１次主冷却系配管（外側）破損
に伴う炉内冷却材液位低下

冷却材の昇温及び蒸発に
より、原子炉冷却材ﾊﾞｳﾝ
ﾀﾞﾘが高圧に至ると判断

原子炉容器外に冷却材
（ナトリウム）や放射性
物質等が流出と判断

安全容器により、冷却材や放射性物質等
を保持し、コンクリート遮へい体冷却系
により冷却

（Yes）

（No）

安全容器により、漏えいした冷却
材を保持し、炉心冷却に必要な炉
内冷却材液位を確保

運転時の異
常な過渡変
化又は設計
基準事故

格納容器アイソレーション確認
「格納容器内圧力高」
「格納容器内温度高」

「格納容器内床上線量率高」

格納容器破損防止
（格納容器ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ温度・圧力

上昇抑制）

１次ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ系安全板
より、ﾅﾄﾘｳﾑ蒸気を

格納容器（床下）に放出＊1＊2

格納容器破損防止
（主中間熱交換器の原子炉冷却
材バウンダリ（1次・2次境界）
圧力上昇抑制）

格納容器内閉じ込め確認

（No）
格納容器手動

アイソレーション

（Yes）

冷却材の昇温及び蒸発により、
原子炉冷却材ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘが過温・

過圧
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

第 4.2.8.2図 １次冷却材漏えい（2箇所）事故 

（炉心損傷防止措置：安全容器内冷却材の保持及び補助冷却設備による冷却） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.9.2図 １次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び 

安全容器内配管（外管）破損の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：安全容器内冷却材の保持及び補助冷却設備による冷却） 

約87min：補助冷却設備起動

0秒：事象発生（1次冷却材漏えい）

約27min：「炉内ナトリウム液面低」信号の発信、原子炉自動停止（原子炉保護系）

約5h：ポニーモータ2台停止、主冷却系流路喪失

原子炉冷却材液位は、１次主冷却系循環
流路喪失後も継続して低下するが、安全容
器内の容積制限により、補助冷却設備の運
転に必要な液位より約1,000mm上方となる
初期液位-約3,000mmで漏えいが停止
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

第 4.2.8.3図 １次冷却材漏えい（2箇所）事故 

（炉心損傷防止措置：安全容器内冷却材の保持及び補助冷却設備による冷却） 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.9.3図 １次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損） 

及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：安全容器内冷却材の保持及び補助冷却設備による冷却） 

0 5 10 15

時 間 （ h ）

原子炉容器入口冷却材温度（補助冷却設備）

原子炉容器出口冷却材温度（補助冷却設備）

200

冷
却
材
温
度

900

800

700

600

500

400

300

（℃）

原子炉容器入口冷却

材温度（補助冷却設

備）

補助冷却設備は待機状態のため、原子炉容器出

入口冷却材温度（補助冷却設備）の表示はない。

原子炉容器出口冷却

材温度（補助冷却設

備）

補助冷却設備起動
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第 4.3.3.9.4図 １次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損） 

及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故（不確かさの影響評価） 
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燃料最高温度

被覆管最高温度

冷却材最高温度
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原子炉容器出口冷却材温度

原子炉冷却材液位
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被覆管最高温度

原子炉容器等の冷却材液位が1次

主冷却系の循環に支障を来すレベ

ルまで液位低下

液位が低下したため、原子炉容器

出入口冷却材温度の表示はない。
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第 4.2.8.4図 炉内事象推移の計算結果 (原子炉容器内冷却材温度及び炉心崩壊熱の推移) 

（省略） 

 

第 4.2.8.5 図 炉内事象推移の計算結果 (原子炉容器内冷却材液位及び冷却材蒸発率の推移) 

 

 

 
第 4.3.3.9.5図 １次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損） 

及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事故（不確かさの影響評価） 

 

 

第 4.3.3.9.6図 炉内事象推移の計算結果（原子炉容器内冷却材温度及び炉心崩壊熱の推移） 

（変更なし） 

 

第 4.3.3.9.7図 炉内事象推移の計算結果（原子炉容器内冷却材液位及び冷却材蒸発率の推移） 

0 5 10 15

時 間 （ h ）

原子炉容器入口冷却材温度（補助冷却設備）

原子炉容器出口冷却材温度（補助冷却設備）

200

冷
却
材
温
度

900

800

700

600

500

400

300

（℃）

原子炉容器入口冷却

材温度（補助冷却設

備）

補助冷却設備は待機状態のため、原子炉容器出

入口冷却材温度（補助冷却設備）の表示はない。

原子炉容器出口冷却

材温度（補助冷却設

備）

補助冷却設備起動
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（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更なし）  

 

 

（解析体系） 

 

（境界条件等） 

第 4.3.3.9.8図 ＦＬＵＥＮＴにおける解析体系等 

 

原子炉容器

アルゴンガス

（解析対象外）

リークジャケット

（保温パネル含む）

窒素ガス

窒素ガス領域

炭素鋼板遮蔽体

窒素ガス領域

黒鉛

冷却パス構成用ダクト

窒素ガス

コンクリート遮蔽体ライナ

安全容器

窒素ガス領域

窒素ガス領域

ペデスタル

コンクリート

損傷炉心物質

冷却パス 遮蔽リング

下部黒鉛支持板

炉容器振止構造物

保温材

窒素ガス領域

ナトリウム

ビーム

振止内黒鉛支持板

スティール

通流部

窒素ガス領域

ナトリウム領域

窒素ガス領域

コールドレグ配管

（解析対象外） ホットレグ配管

（解析対象外）

入口境界（窒素ガス）

流量：20500 [m3/h]

温度：40 [℃]

出口境界（窒素ガス）

圧力：0kPa 

コンクリート遮蔽体ライナ

断熱

原子炉容器内表面

断熱

上面

断熱 遮蔽リング

温度：40[℃]

コンクリート外側

断熱

ナトリウム

表面断熱

安全容器底板温度

の提示位置

安全容器胴温度

の提示位置
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第 4.3.3.9.9図 安全容器底板の径方向温度分布 

 

 

第 4.3.3.9.10図 安全容器胴の軸方向温度分布 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.9.11図 損傷炉心物質温度の時間変化 

 

 

第 4.3.3.9.12図 損傷炉心物質下部の遮へいグラファイト温度の時間変化 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.9.13図 安全容器底板の径方向温度分布（不確かさの影響評価） 

 

 

第 4.3.3.9.14図 安全容器胴の軸方向温度分布（不確かさの影響評価） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

（なし） 

 

 

 

 

（なし） 

 

 

 

（追加） 

4.3.3.10 １次冷却材漏えい（１次主冷却系配管（内管）破損）及び１次主冷却系配管（外管）破損の重

畳事故 

（省略） 

 

（追加） 

4.3.3.11 １次冷却材漏えい（１次補助冷却系配管（内管）破損）及び１次補助冷却系配管（外管）破損

の重畳事故 

（省略） 

 

 



添 10-4-124 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

4.2.10 外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

（省略） 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故では、原子炉自動停止後の崩壊熱除去にお

いて、炉心の冷却機能が喪失することから、炉心の露出によって炉心の著しい損傷に至る可

能性がある。したがって、外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故では、独立した2

ループの１次主冷却系及び２次主冷却系の自然循環並びに主冷却機の自然通風により原子炉

停止後の崩壊熱を除去し、炉心の著しい損傷を防止する。 

独立した2ループの自然循環による炉心損傷防止措置は1系統の動的機器を要する措置と比

べて信頼性が極めて高く、炉心の著しい損傷は防止できる。 

 

 

 

 

 

 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置の対応手順の概

要を第 4.2.10.1図に示す。本事象において、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事

故への移行は、１次主冷却系及び補助冷却設備の強制循環冷却失敗を起点とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）炉心損傷防止措置 

 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故において、炉心の著しい損傷を防止するた

めの措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を目的とする。 

ａ．１次主冷却系の主中間熱交換器は、炉心と高低差を付けて設置し、ナトリウ

ムの物理的特性による受動的な自然循環を可能とする。 

ｂ．２次主冷却系の主冷却機は、主中間熱交換器と高低差を付けて設置し、ナト

リウムの物理的特性による受動的な自然循環を可能とするとともに、主冷却機

の自然通風による崩壊熱除去を可能とする。また、主冷却機の自然通風量は手

4.3.3.12 外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

（変更なし） 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故では、原子炉自動停止後の崩壊熱除去にお

いて、炉心の冷却機能が喪失することから、炉心の露出によって炉心の著しい損傷に至る可

能性がある。 

本原子炉施設においては、伝熱特性に優れた単相のナトリウムを冷却材に使用しているこ

とから、強制循環機能喪失時にも自然循環による崩壊熱の除去が可能となる特徴を踏まえ、

受動的安全特性を活用した信頼性の高い炉心損傷防止措置を講じる。措置に使用する１次主

冷却系及び２次主冷却系ともに、流路に閉塞要因となる構造物はなく（１次主冷却系の逆止

弁は構造が単純で信頼性が高い。）、また、原子炉停止後は主送風機の風量を調節するインレ

ットベーンがほぼ全閉状態となるため、冷却材の凍結による閉塞も考え難く、自然循環によ

る崩壊熱除去の信頼性は高い。 

炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定した場合でも、本原子炉施設の設計の特徴と外

部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故の特徴から、炉心の著しい損傷に至らないこと

を考慮し、格納容器破損防止措置を講じる。 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故では、独立した2ループの１次主冷却系及

び２次主冷却系の自然循環並びに主冷却機の自然通風により原子炉停止後の崩壊熱を除去

し、炉心の著しい損傷を防止する。 

独立した2ループの自然循環による炉心損傷防止措置は1系統の動的機器を要する措置と比

べて信頼性が極めて高く、炉心の著しい損傷は防止できる。また、1ループの炉心損傷防止

措置が機能しないことを仮定した場合でも、「4.3.3.13 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷

却失敗の重畳事故」の炉心損傷防止措置の有効性評価で示すとおり、1ループの１次主冷却

系及び２次主冷却系の自然循環並びに主冷却機の自然通風により、炉心の著しい損傷は防止

される。 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破

損防止措置の対応手順の概要を第 4.3.3.12.1図に示す。本評価事故シーケンスにおいて、多

量の放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行は、１次主冷却系及び補助冷却設備

の強制循環冷却失敗を起点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故において、炉心の著しい損傷を防止するた

めの措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を目的とする。 

ａ．１次主冷却系の主中間熱交換器は、炉心と高低差を付けて設置し、ナトリウ

ムの物理的特性による受動的な自然循環を可能とする。 

ｂ．２次主冷却系の主冷却機は、主中間熱交換器と高低差を付けて設置し、ナト

リウムの物理的特性による受動的な自然循環を可能とするとともに、主冷却機

の自然通風による崩壊熱除去を可能とする。また、主冷却機の自然通風量は手
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

動でも制御可能とする。 

ｃ．強制循環冷却機能喪失の原因を調査し、その復旧に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）資機材 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置に使用する設備

等を第4.2.10.1表に示す。これらの設備等は、基準地震動による地震力に対して機能を喪失

しないように整備する。 

（５）作業と所要時間 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置の手順及び各手

順の所要時間を第4.2.10.2表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

 

ａ．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。 

本事象に対する主要な解析条件を以下に示す。 

 

 

 

 

ⅰ）原子炉保護系の特性は、プロセス量の計測誤差を考慮しないことを除き、「1.

3.2 原子炉保護系の特性」と同一とする。 

 

 

ⅱ）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支

動でも制御可能とする。 

ｃ．強制循環冷却機能喪失の原因を調査し、その復旧に努めるものとする。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故において、格納容器の破損を防止するための

措置を以下に示す。これらは、影響緩和を目的とする。 

ａ．1ループの炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定し、1ループの１次主冷却系及び２

次主冷却系の自然循環並びに主冷却機の自然通風により、炉心の著しい損傷を防止する。 

（ⅲ）その他 

ａ．防護活動組織を編成して事故の拡大防止や影響緩和に必要な措置を講じる。  

（４）資機材 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破

損防止措置に使用する設備等を第4.3.3.12.1表に示す。これらの設備等は、「添付書類8 

10.その他試験研究用等原子炉の附属施設 10.11多量の放射性物質等を放出する事故の拡大

の防止のための資機材」に定める設計方針に基づき整備する。 

（５）作業と所要時間 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破

損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第 4.3.3.12.2表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必

要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は 6 名、格納容器破損防止措

置に必要な要員は 6 名であり、中央制御室に常駐している運転員 6 名（「核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室

に当直長 1 名、副当直長 1 名を含む 6 名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可

能である。なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究

用等原子炉施設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

ⅰ）基本ケース 

ａ．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。本評価事故シーケンスに対する

主要な解析条件を以下に示す。 

1）原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の温度の初期値として、

ホットレグ温度を 456℃、コールドレグ温度を 350℃、１次主冷却系の流量の初期値を

定格流量とする。 

2）燃料ペレット－被覆管間隙のギャップ熱伝達率は、0.7W/cm2℃とする。 

3）原子炉保護系の特性は、プロセス量の計測誤差を考慮しないことを除き、「添付書類 1

0 1.3.2 原子炉保護系の特性」と同一とする。 

4）一般電源系の電源が全て同時に失われ、2ループの１次主循環ポンプの主電動機が同

時に停止するものとする。 

5）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支持板温度
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

持板温度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

ⅲ）原子炉の自動停止は「電源喪失」によるものとし、応答時間は 1.2秒とする。 

 

 

 

ⅳ）原子炉の停止後、2 ループの１次主循環ポンプのポニーモータによる低速運

転への引継ぎ及び補助冷却設備の起動に失敗し、１主冷却系は自然循環に移

行するものとする。 

ⅴ）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

ⅵ）崩壊熱はノミナル値（最適評価値）を用いる。 

 

 

ｂ．解析結果 

解析結果を第 4.2.10.2図に示す。 

自然循環による冷却により崩壊熱は安定的に除去され、炉心の被覆管最高温度は約

650℃であり、熱設計基準値に対しても十分に余裕がある。また、炉心の冷却材最高温

度は約 650℃であり、冷却材温度は沸点に達しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より、外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故を想定しても炉心の著しい損傷

は防止され、施設からの多量の放射性物質等の放出も防止される。 

 

 

 

 

 

 

 

係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

6）原子炉の自動停止は「電源喪失」によるものとし、応答時間は 1.2秒とする。 

7）原子炉保護系の動作により主炉停止系の制御棒が所定の速度で急速挿入されるものと

し、負の反応度を 7.1%△k/k とする。また、解析では、制御棒の落下速度について、

制御棒保持電磁石励磁断から制御棒反応度価値 90％挿入までの時間を 0.8秒とする。 

8）原子炉の停止後、2ループの１次主循環ポンプのポニーモータによる低速運転への引

き継ぎ及び補助冷却設備の起動に失敗し、１次主冷却系は自然循環に移行するものと

する。 

9）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

10）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定として計

算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

 

ｂ．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.12.2図に示す。 

外部電源喪失の発生により、１次主循環ポンプの主電動機、２次主循環ポンプ、主

冷却機の主送風機等の機器が停止する。「電源喪失」による原子炉トリップ信号の発

信により、原子炉保護系（スクラム）の動作により主炉停止系の制御棒が所定の速度

で急速挿入される。２次主冷却系は自然循環に移行するが、１次主冷却系は１次主循

環ポンプのポニーモータ運転への引き継ぎに失敗し、補助冷却設備の起動にも失敗

し、１次主冷却系は自然循環に移行する。主冷却器出口ナトリウム温度の制御は、停

止時の制御モードに切り替わる。 

原子炉トリップ信号による原子炉の自動停止後は、原子炉出力が急速に低下し、そ

れに伴い燃料温度、被覆管温度及び冷却材温度も低下する。１次主冷却系の自然循環

移行時に被覆管温度及び炉心冷却材温度は、いったん上昇するが、自然循環流量が安

定した後は、崩壊熱の減衰に伴い、徐々に低下する。原子炉容器出入口冷却材温度は、

緩やかに低下する。以降は、安定に原子炉の崩壊熱除去が行われる。 

燃料最高温度は、初期値から上昇せず約 1,800℃であり、評価項目を満足する。被

覆管最高温度及び冷却材最高温度は、１次主冷却系の自然循環への移行時に出現し、

両者ともに約 650℃であり、評価項目を満足する。また、原子炉容器出入口冷却材温

度は、初期値から上昇せず、最高温度はそれぞれ約 460℃及び約 350℃であり、評価

項目を満足する。 

以上より、外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故を想定しても炉心の著し

い損傷は防止される。 

 

ⅱ）不確かさの影響評価 

炉心損傷防止措置の有効性評価における不確かさについて、計算コードの不確かさの

影響は小さい。このため、ここでは解析条件の不確かさの影響を評価する。なお、本評

価事故シーケンスに対処するための措置においては運転員等の操作がないため、運転員

操作に係る不確かさを考慮する必要はない。 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解析条件の不確かさとしては、事象進展に有意な影響を与えるもののうち、評価項目

に対する余裕が小さくなると考えられる崩壊熱の不確かさに係る感度解析を実施して評

価項目に対する影響を評価する。 

崩壊熱は、最適評価値に対して安全余裕を 10％考慮した値を使用する。 

解析結果を第 4.3.3.12.3図に示す。 

崩壊熱を大きくしたことにより、被覆管最高温度及び炉心冷却材最高温度の 2 次ピー

クが「ⅰ）基本ケース」の解析に比べ高くなった。その結果、被覆管最高温度及び炉心冷

却材最高温度は、両者ともに約 10℃高く約 660℃であり、評価項目を満足する。また、

燃料最高温度及び原子炉容器出入口冷却材の最高温度は、「ⅰ）基本ケース」の解析と

変わらず、それぞれ約 1,800℃、約 460℃及び約 350℃であり、評価項目を満足する。 

以上より、外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故を想定した場合において、

不確かさの影響を考慮した場合にあっても、炉心の著しい損傷は防止される。 

 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

炉心の冷却に係る格納容器破損防止措置の有効性評価は「4.3.3.13 ２次冷却材漏えい

及び強制循環冷却失敗の重畳事故」の炉心損傷防止措置の有効性評価に包絡される。この

ため、措置の有効性評価は「4.3.3.13 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事

故」において実施する。 

上記の評価結果から、外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故を想定しても炉心

の著しい損傷は防止される。また、格納容器の破損も防止され、施設からの多量の放射性

物質等の放出は防止される。 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第4.2.10.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.2.10.2表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

 

 

 

第 4.2.10.1図 炉心損傷防止措置の対応手順の概要 （省略） 

 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・ 「電源喪失」による原子

炉トリップ信号発信及び原子

炉スクラム（自動停止）を確

認する。 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 
－ 

① 原子炉保護系（ス

クラム） 

② 関連するプロセス

計装 

③ 関連する核計装 

事故発生 

の判断 

・ １次主冷却系の強制循環

冷却及び補助冷却設備の強制

循環冷却に失敗した場合は事

故発生と判断する。 

－ － 
① 関連するプロセス

計装 

自然循環移行 

・ １次主冷却系（自然循

環）、２次主冷却系（自然循

環）及び主冷却機（自然通

風）の運転状況を確認する。 

－ － 
① 関連するプロセス

計装 

 

第4.3.3.12.1表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等 

下線部が炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する資機材 

 

 

 

 

第4.3.3.12.2表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

 

 

  

第 4.3.3.12.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 （変更なし） 

 

 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「電源喪失」による原子炉

トリップ信号発信及び原子

炉スクラム（自動停止）に

ついて、原子炉保護系（ス

クラム）の動作及び核計装

（線形出力系）等の監視に

より確認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（スク

ラム） 

②原子炉トリップ信号

「電源喪失」 

③核計装（線形出力

系） 

事故発生 

の判断 

・１次主冷却系の強制循環冷

却及び補助冷却設備の強制

循環冷却に失敗した場合は

事故発生と判断する。 

－ － 

①１次主冷却系流量

計、１次補助冷却系

流量計、２次補助冷

却系流量計  

自然循環移行 

・１次主冷却系（自然循

環）、２次主冷却系（自然

循環）及び主冷却機（自然

通風）の運転状況を確認す

る。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 
－ 

①原子炉出入口冷却材

温度、１次主冷却系

冷却材流量、主冷却

器出口冷却材温度、

２次主冷却系冷却材

流量 

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・原子炉スクラム確認
・「電源喪失」による原子炉保護
系（スクラム）動作を確認する。

運転員A、B 2 ・事故発生の判断

・１次主冷却系の強制循環冷却失
敗を確認する。
・補助冷却設備の強制循環冷却失
敗を確認する。

運転員B、C 2 ・自然循環移行

・１次主冷却系（自然循環）、２
次主冷却系（自然循環）及び主冷
却機（自然通風）の運転状況を確
認する。

運転員D、E 2 ・強制循環冷却機能喪失の原因調査・復旧
・強制循環冷却機能喪失の原因を
調査し、その復旧に努める。

備考必要な要員と作業項目
経過時間（分）

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

炉心損傷
防止措置

▽異常事象発生（外部電源喪失）

▽事故発生の判断

（1次主冷却系の強制循環冷却及び

補助冷却設備の強制循環冷却失敗）

10 20 30 60 120 10日 20日 30日 40日1805

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・原子炉スクラム確認
・「電源喪失」による原子炉保護
系（スクラム）動作を確認する。

運転員A、B 2 ・事故発生の判断

・１次主冷却系の強制循環冷却失
敗を確認する。
・補助冷却設備の強制循環冷却失
敗を確認する。

運転員B、C 2 ・自然循環移行

・１次主冷却系（自然循環）、２
次主冷却系（自然循環）及び主冷
却機（自然通風）の運転状況を確
認する。

運転員D、E 2 ・強制循環冷却機能喪失の原因調査・復旧
・強制循環冷却機能喪失の原因を
調査し、その復旧に努める。

備考必要な要員と作業項目
経過時間（分）

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

炉心損傷
防止措置

▽異常事象発生（外部電源喪失）

▽事故発生の判断

（1次主冷却系の強制循環冷却及び
補助冷却設備の強制循環冷却失敗）

10 20 30 60 120 10日 20日 30日 40日1805
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第 4.2.10.2図 外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：2ループ自然循環による冷却） 

 

 

 

第 4.3.3.12.2図 外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：2ループ自然循環による冷却） 

 

 

 

 

0秒：事象発生（外部電源喪失）

1.2秒：「電源喪失」信号の発信、原子炉自動停止（原子炉保護系）

ポニーモータ引き継ぎ失敗、補助冷却設備起動失敗
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第 4.3.3.12.3図 外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

（不確かさの影響評価） 
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4.2.9 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

（省略） 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故では、原子炉自動停止後の崩壊熱除去

において炉心の冷却機能が喪失することから、炉心の露出によって炉心の著しい損傷に至る

可能性がある。したがって、２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故では、健全

なループの１次主冷却系及び２次主冷却系の自然循環並びに主冷却機の自然通風により原子

炉停止後の崩壊熱を除去し、炉心の著しい損傷を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ループの自然循環による炉心損傷防止措置は1系統の動的機器を要する措置と比べて信頼

性が極めて高く、失敗することは考えられないが、「4.1 多量の放射性物質等を放出する

おそれのある事故の想定の基本的な考え方」において示した安全容器の機能も踏まえた格納

容器破損防止措置の頑健性を確認するために、何らかの原因で自然循環に期待できない場合

を仮定する。 

この場合、炉心の著しい損傷に至ることから、原子炉容器外に冷却材（ナトリウム）や放

射性物質等（溶融炉心物質を含む。）が流出したものとして、安全容器にて、流出した冷却

材や放射性物質等を保持し、コンクリート遮へい体冷却系により、安全容器と生体遮へい体

（コンクリート遮へい体）のギャップに窒素ガスを通気し、安全容器内にて保持した放射性

物質等を冷却する措置を講じることで格納容器の破損を防止する。 

 

さらに、ここでは、炉心冷却機能の喪失を前提としていることを踏まえ、炉心が溶融する

過程で、炉心が露出するまでに冷却材の蒸発が生じ、原子炉冷却材バウンダリが高圧になる

ことを想定し、主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界）の過圧を防止す

るため、１次アルゴンガス系に安全板を設置し、原子炉冷却材バウンダリの過圧を防止する

措置を講じる。また、断熱材及びヒートシンク材により、安全板から流出するナトリウムに

よる熱的影響を緩和する措置を講じる。 

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容

器破損防止措置の対応手順の概要を第4.2.9.1図に示す。本事象において、多量の放射性物

質等を放出するおそれのある事故への移行は、１次主冷却系及び補助冷却設備の強制循環冷

却失敗を起点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

4.3.3.13 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

（１）事故の原因及び説明 

（変更なし） 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故では、原子炉自動停止後の崩壊熱除去

において炉心の冷却機能が喪失することから、炉心の露出によって炉心の著しい損傷に至る

可能性がある。 

本原子炉施設においては、伝熱特性に優れた単相のナトリウムを冷却材に使用しているこ

とから、強制循環機能喪失時にも自然循環による崩壊熱の除去が可能となる特徴を踏まえ、

受動的安全特性を活用した信頼性の高い炉心損傷防止措置を講じる。また、炉心損傷防止措

置が機能しないことを仮定した場合でも、２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事

故の特徴から、炉心の昇温等の事象進展は緩慢となるが、冷却のための措置は、自動起動又

は通常運転時からの継続とし、信頼性の高い措置とする。なお、これらの余裕時間を踏ま

え、冷却のための措置は手動でも操作等が実施できるものとする。 

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故では、健全なループの１次主冷却系及

び２次主冷却系の自然循環並びに主冷却機の自然通風により原子炉停止後の崩壊熱を除去

し、炉心の著しい損傷を防止する。 

1ループの自然循環による炉心損傷防止措置は1系統の動的機器を要する措置と比べて信頼

性が極めて高く、失敗することは考えられないが、「4.2 多量の放射性物質等を放出する

おそれのある事故の想定の基本的な考え方」において示した安全容器の機能も踏まえた格納

容器破損防止措置の頑健性を確認するために、何らかの原因で自然循環に期待できない場合

を仮定する。 

この場合、炉心の著しい損傷に至ることから、原子炉容器外に冷却材（ナトリウム）や損

傷炉心物質が流出したものとして、安全容器にて、流出した冷却材や損傷炉心物質を保持

し、コンクリート遮へい体冷却系により、安全容器と生体遮へい体（コンクリート遮へい

体）のギャップに窒素ガスを通気し、安全容器内にて保持した損傷炉心物質を冷却する措置

を講じる。本措置により、原子炉容器破損後の格納容器底部での損傷炉心物質とコンクリー

トとの相互作用を回避することで格納容器の破損を防止する。 

さらに、ここでは、炉心冷却機能の喪失を前提としていることを踏まえ、炉心が溶融する

過程で、炉心が露出するまでに冷却材の蒸発が生じ、原子炉冷却材バウンダリが高圧になる

ことを想定し、１次アルゴンガス系に安全板を設置することにより、主中間熱交換器の原子

炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界）の過圧を防止する措置を講じる。また、格納容器（床

下）の床面に断熱材及びヒートシンク材を設置することにより、安全板から流出するナトリ

ウムによる熱的影響を緩和する措置を講じる。 

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容

器破損防止措置の対応手順の概要を第4.3.3.13.1図に示す。本評価事故シーケンスにおい

て、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行は、１次主冷却系及び補助冷

却設備の強制循環冷却失敗を起点とする。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 
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（ⅰ）炉心損傷防止措置 

（省略） 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故において、格納容器の破損を防止する

ための措置を以下に示す。これらは、影響緩和を目的とする。なお、事故の状況に応じて、

これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．原子炉容器外に流出した冷却材や放射性物質等を保持するため、安全容器を整備する。 

ｂ．安全容器と生体遮へい体のギャップに窒素ガスを通気し、安全容器内にて保持した放

射性物質等を冷却するため、コンクリート遮へい体冷却系を整備する。 

ｃ．～ｆ． 

（省略） 

（ⅲ）その他 

（省略） 

（４）資機材 

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容

器破損防止措置に使用する設備等を第4.2.9.1表に示す。これらの設備等は、基準地震動に

よる地震力に対して機能を喪失しないように整備する。 

 

（５）作業と所要時間 

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容

器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第4.2.9.2表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

 

ａ．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。 

本事象に対する主要な解析条件を以下に示す。 

 

 

 

 

ⅰ）原子炉保護系の特性は、プロセス量の計測誤差を考慮しないことを除き、「1.

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

（変更なし） 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故において、格納容器の破損を防止する

ための措置を以下に示す。これらは、影響緩和を目的とする。なお、事故の状況に応じて、

これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．原子炉容器外に流出した冷却材や損傷炉心物質を保持するため、安全容器を整備する。 

ｂ．安全容器と生体遮へい体のギャップに窒素ガスを通気し、安全容器内にて保持した損

傷炉心物質を冷却するため、コンクリート遮へい体冷却系を整備する。 

ｃ．～ｆ． 

（変更なし） 

（ⅲ）その他 

（変更なし） 

（４）資機材 

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容

器破損防止措置に使用する設備等を第4.3.3.13.1表及び第4.3.3.13.2表に示す。これらの設

備等は、「添付書類8 10.その他試験研究用等原子炉の附属施設 10.11多量の放射性物質

等を放出する事故の拡大の防止のための資機材」に定める設計方針に基づき整備する。 

（５）作業と所要時間 

２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故における炉心損傷防止措置及び格納容

器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間を第4.3.3.13.3表及び第4.3.3.13.4表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必

要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は6名、格納容器破損防止措

置に必要な要員は6名であり、中央制御室に常駐している運転員6名（「核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に

当直長1名、副当直長1名を含む6名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能で

ある。なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等

原子炉施設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

ⅰ）基本ケース 

ａ．解析条件 

計算コードＳｕｐｅｒ－ＣＯＰＤにより解析する。本評価事故シーケンスに対する

主要な解析条件を以下に示す。 

1）原子炉出力の初期値を定格出力とする。また、１次主冷却系の温度の初期値として、

ホットレグ温度を 456℃、コールドレグ温度を 350℃、１次主冷却系の流量の初期

値を定格流量とする。 

2）燃料ペレット－被覆管間隙のギャップ熱伝達率は、0.7W/cm2℃とする。 

3）原子炉保護系の特性は、プロセス量の計測誤差を考慮しないことを除き、「添付書
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3.2 原子炉保護系の特性」と同一とする。 

ⅱ）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支

持板温度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

ⅲ）原子炉の自動停止は「原子炉入口冷却材温度高」によるものとし、原子炉ト

リップ設定値は 365℃、応答時間は 0.4秒とする。 

 

 

 

 

ⅳ）原子炉の停止後、2 ループの１次主循環ポンプのポニーモータによる低速運

転への引継ぎ及び補助冷却設備の起動に失敗し、１次主冷却系は自然循環に

移行するものとする。 

ⅴ）原子炉冷却材温度の上昇を高めに評価するため、破損が生じたループは主中

間熱交換器の２次側の除熱能力の完全喪失を仮定する。 

 

 

 

 

 

 

ⅵ）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

ⅶ）崩壊熱はノミナル値（最適評価値）を用いる。 

 

ｂ．解析結果 

解析結果を第 4.2.9.2図に示す。1ループの自然循環による冷却により崩壊熱は安

定的に除去され、炉心の被覆管最高温度は約 750℃であり、熱設計基準値に対しても

十分に余裕がある。また、炉心の冷却材最高温度は約 750℃であり、冷却材温度は沸

点に達しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

類 10 1.3.2 原子炉保護系の特性」と同一とする。 

4）ドップラ係数、燃料温度係数、冷却材温度係数、構造材温度係数及び炉心支持板温

度係数にはノミナル値（最適評価値）を用いる。 

5）原子炉の自動停止は「原子炉入口冷却材温度高」によるものとし、原子炉トリップ

設定値は 365℃、応答時間は 0.4秒とする。 

6）原子炉保護系の動作により主炉停止系の制御棒が所定の速度で急速挿入されるもの

とし、負の反応度を 7.1%△k/k とする。また、解析では、制御棒の落下速度につい

て、制御棒保持電磁石励磁断から制御棒反応度価値 90％挿入までの時間を 0.8 秒

とする。 

7）原子炉の停止後、2ループの１次主循環ポンプのポニーモータによる低速運転への

引き継ぎ及び補助冷却設備の起動に失敗し、１次主冷却系は自然循環に移行するも

のとする。 

8） 1 ループの２次主冷却系においてナトリウムの漏えいが生じたとし、原子炉冷却

材温度の上昇を高めに評価するため、破損が生じたループは主中間熱交換器の２次

側の除熱能力の完全喪失を仮定する。また、ナトリウムの漏えいにより、２次主循

環ポンプがトリップする可能性があるため、漏えいの発生と同時に２次主循環ポン

プをトリップさせ、インターロックにより他の 1 ループの２次主循環ポンプもトリ

ップさせるが、解析の目的を踏まえ「２次冷却材流量低」の原子炉トリップ信号は

考慮しないものとする。この場合のプラント状態は、健全な 1 ループによる自然循

環冷却である。 

9）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

10）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定として

計算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

ｂ．解析結果 

解析結果を第 4.3.3.13.2図に示す。 

1 ループでの２次冷却材の漏えいと同時に２次主循環ポンプのトリップを仮定し、

相互インターロックにより他の 1 ループの２次主循環ポンプがトリップするため、２

次冷却材流量が低下する。また、２次主循環ポンプのトリップによるインターロック

により、全ての主冷却機の主送風機が停止し、主冷却器出口ナトリウム温度の制御は、

停止時の制御モードに切り替わる。 

２次冷却材が漏えいしたループは主中間熱交換器の除熱能力の完全喪失を仮定する

とともに、他の 1 ループは２次冷却材流量の低下とともに主中間熱交換器での除熱量

が減少するため、両ループの１次主冷却系のコールドレグの温度が上昇し、２次冷却

材が漏えいしたループにおいて約 18秒で「原子炉入口冷却材温度高」の設定値である

365℃に到達し、原子炉トリップ信号が発せられ、主炉停止系の制御棒が所定の速度で

急速挿入される。また、原子炉スクラム信号の発信により、両ループの１次主循環ポ

ンプの主電動機がトリップし、１次主循環ポンプのポニーモータ運転への引き継ぎに

失敗し、補助冷却設備の起動にも失敗するため、１次主冷却系は自然循環に移行する。

その際に被覆管温度及び炉心冷却材温度は、いったん上昇するが、自然循環流量が安
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以上より、２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故を想定しても炉心の著しい

損傷は防止される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定した後は、崩壊熱の減衰に伴い徐々に低下する。原子炉容器入口冷却材温度は、原

子炉トリップ前の主中間熱交換器 1 次側出口部での除熱量の減少による温度上昇と、

原子炉トリップ後の温度降下の影響が時間遅れを持って到達するため、原子炉トリッ

プ後も緩やかに上昇し低下する。また、原子炉容器出口冷却材温度は、原子炉容器入

口冷却材温度の上昇の影響が時間遅れを持って伝わるが、崩壊熱の減衰に伴って徐々

に低下する。以降は、安定に原子炉の崩壊熱除去が行われる。 

燃料最高温度は、初期値から上昇せず約 1,800℃であり、評価項目を満足する。被

覆管最高温度及び冷却材最高温度は、１次主冷却系の自然循環移行時に出現し、両者

ともに約 750℃であり、評価項目を満足する。また、被覆管温度が高温に維持される

期間中の被覆管のクリープ寿命分数和の増分は約 0.0004 であり、通常運転時の燃焼

末期における被覆管のクリープ寿命分数和と疲労寿命分数和を加えた累積損傷和（約

0.2）との合計は、設計上の制限値（1.0）を下回ることから、評価項目を満足する。 

原子炉容器出口冷却材温度（自然循環ループ）は、初期値からほとんど上昇せず、

最高温度は約 460℃、原子炉容器入口冷却材温度（自然循環ループ）の最高温度は、

原子炉トリップ信号による原子炉の自動停止後に遅れて出現し、約 410℃であり、評

価項目を満足する。 

以上より、２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故を想定しても炉心の

著しい損傷は防止される。 

ⅱ）不確かさの影響評価 

炉心損傷防止措置の有効性評価における不確かさについて、計算コードの不確かさの

影響は小さい。このため、ここでは解析条件の不確かさの影響を評価する。なお、本評

価事故シーケンスに対処するための措置においては運転員等の操作がないため、運転員

操作に係る不確かさを考慮する必要はない。 

解析条件の不確かさとしては、事象進展に有意な影響を与えるもののうち、評価項目

に対する余裕が小さくなると考えられる崩壊熱及び原子炉トリップ信号である「原子炉

入口冷却材温度高」の設定値の不確かさに係る感度解析を実施して評価項目に対する影

響を評価する。 

なお、各解析条件に係るパラメータが互いに独立な場合、その不確かさに相関はない

ため、有効性評価においては、原則としてパラメータごとに感度解析を行って不確かさ

の影響を評価する。他方、「常陽」は炉心冷却能力に優れ、小型で負の反応度フィードバ

ック特性を有するなどの高い固有の安全性を有しており、解析条件に係るパラメータの

不確かさの影響は小さく、評価項目に対しても大きな余裕があるため、結果が厳しくな

るようにこれらを組み合わせることは過度に保守的な想定となることは明らかである

が、ここでは、あえて重畳させることにより不確かさの影響を最大限に評価する。 

崩壊熱は、最適評価値に対して安全余裕を 10％考慮した値を使用する。原子炉トリッ

プ信号である「原子炉入口冷却材温度高」の設定値は、設定の誤差範囲+8℃を考慮し373℃

とする。 

解析結果を第 4.3.3.13.3図に示す。 

「原子炉入口冷却材温度高」の設定値を高くしたことにより、原子炉トリップ信号の
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（ⅱ）格納容器破損防止措置 

ａ．原子炉容器外に流出した冷却材や放射性物質等の安全容器内保持 

本事象は、原子炉容器液位が確保された状態で崩壊熱除去機能を喪失する事故であ

るため、「4.2.8 １次冷却材漏えい（2箇所）事故」と比較して、原子炉冷却材バウ

ンダリ内の冷却材インベントリが多く、安全容器内保持の有効性評価の条件は、

「4.2.8 １次冷却材漏えい（2箇所）事故」が相対的に厳しい。 

このため、措置の有効性の評価は、「4.2.8 １次冷却材漏えい（2箇所）事故」に

おいて実施する。 

ｂ．主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1 次・2 次境界）の破損の防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発信が「ⅰ）基本ケース」の解析より約 2 秒遅れ、また、崩壊熱を大きくしたことによ

り、被覆管最高温度及び炉心冷却材最高温度の 2 次ピークが「ⅰ）基本ケース」の解析

に比べ高くなった。その結果、被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、両者ともに約 20℃

高く約 770℃であり、評価項目を満足する。また、被覆管温度が高温に維持される期間中

の被覆管のクリープ寿命分数和の増分は約 0.0007であり、通常運転時の燃焼末期におけ

る被覆管のクリープ寿命分数和と疲労寿命分数和を加えた累積損傷和（約 0.2）との合計

は、設計上の制限値（1.0）を下回ることから、評価項目を満足する。燃料最高温度は、

「ⅰ）基本ケース」の解析と変わらず約 1,800℃であり、評価項目を満足する。また、原

子炉容器出口冷却材の最高温度（自然循環ループ）は、「ⅰ）基本ケース」の解析に比べ

約 10℃高く約 470℃、原子炉容器入口冷却材の最高温度（自然循環ループ）は、約 410℃

であり、評価項目を満足する。 

以上より、２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故を想定した場合におい

て、不確かさの影響を考慮した場合にあっても、炉心の著しい損傷は防止される。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

本評価事故シーケンスに対する格納容器破損防止措置の有効性評価においては、事故シー

ケンス全体をいくつかの過程に分けて解析を行う。事故の開始から炉心が損傷し原子炉容

器が破損するまでの過程を炉内事象過程と呼び、この過程では崩壊熱が全て原子炉冷却

材の昇温及び蒸発並びに原子炉冷却材バウンダリ内の機器の昇温に寄与するという保

守的な仮定を用いて温度変化等を計算する。その後、原子炉容器が破損し、原子炉容器

外に流出した冷却材や損傷炉心物質を安全容器内で保持する過程を炉外事象過程と呼

び、この過程における熱流動挙動をＦＬＵＥＮＴで解析する。安全板から原子炉冷却材バ

ウンダリの外に流出したナトリウムによる影響が生じる過程を格納容器応答過程と呼び、こ

の過程における流出したナトリウムによる格納容器の応答をＣＯＮＴＡＩＮ－ＬＭＲで解析

する。 

本評価事故シーケンスに対する格納容器破損防止措置に有効性があることを確認するため

の評価項目は、「4.3.2.6 有効性を評価するための評価項目の設定」に示す（4）から（6）で

ある。「（4）原子炉容器外に流出した損傷炉心物質等を安全容器内にて保持・冷却できるこ

と。」の評価項目は、炉外事象過程において評価する。本評価事故シーケンスは、「4.3.3.10 

１次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳事

故」と比較して、原子炉冷却材バウンダリ内の冷却材インベントリが多く、炉外事象過程の

評価の条件は、「4.3.3.10 １次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器

内配管（外管）破損の重畳事故」の炉外事象過程の評価の方が相対的に厳しい。このため、炉

外事象過程の評価は、「4.3.3.10 １次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安

全容器内配管（外管）破損の重畳事故」において実施する。「（5）主中間熱交換器及び補助中

間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1 次・2 次境界）の過圧を防止できること。」の評価

項目は、炉内事象過程の解析により評価する。「（6）蒸発した冷却材（ナトリウム）が格納

容器（床下）に流出する場合において、格納容器の破損を防止できること。」の評価項目は、

格納容器応答過程の解析により評価する。 

なお、炉内事象過程においては、評価項目に影響を及ぼす重要なパラメータを解析する。
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ⅰ）解析条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ）炉心損傷防止措置の解析条件と同じ事象進展により、炉心の強制循環冷却に

失敗するものとする。 

ｂ）１次主冷却系の循環に必要な液位は確保された状態で、何らかの原因で炉心

の自然循環冷却に失敗するものとする。 

ｃ）原子炉冷却材温度の上昇を高めに評価するため、主中間熱交換器 2基の 2次

側の除熱能力の完全喪失を仮定する。また、1次主冷却系配管の断熱を仮定す

る。 

ｄ） 事故発生前から常時運転のコンクリート遮へい体冷却系の運転を継続し、

安全容器外面冷却による除熱を実施するものとする。 

 

 

ｅ）炉心崩壊熱による原子炉冷却材バウンダリ内ナトリウムの昇温挙動を計算

し、主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界）の温度を評

価する。 

 

 

ｆ）主中間熱交換器の２次側下部プレナムの鏡板の座屈について、日本機械学会

 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 第 I 編 軽水炉規格(2016)(17)の P

VB-3220及び PVB-3230に準拠して評価する。 

 

ｇ）主中間熱交換器の２次側下部プレナムの鏡板にかかる外圧は、ナトリウムに

よるヘッド圧及び１次アルゴンガス系の圧力を考慮する。 

 

 

ⅱ）解析結果 

原子炉容器内の事象推移の計算結果を第 4.2.9.3図及び第 4.2.9.4 図に示す。 

 

本評価事故シーケンスにおける炉内事象過程の計算では、原子炉冷却材温度及び圧力が評価

項目に影響を及ぼす重要なパラメータとなる。 

ⅰ）炉内事象過程の解析 

a． 解析条件 

２次冷却材の漏えい等により、１次主冷却系からの除熱機能を喪失し、崩壊熱に

より原子炉冷却材が昇温され、原子炉冷却材の蒸発により原子炉容器内の液位が低

下し、炉心頂部が露出するまでの炉内の事象推移を以下の条件で評価する。 

本評価は、原子炉停止後の炉心崩壊熱が原子炉容器内の原子炉冷却材ナトリウムの

昇温及び蒸発に寄与すると想定し、保守的な条件として、主中間熱交換器の２次側

の除熱能力の喪失及び１次主冷却系配管等の断熱を仮定し、原子炉冷却材ナトリウ

ムの蒸発により炉心頂部が露出するまでの時間及びナトリウムの蒸発速度を以下の

条件で計算する。 

1）炉心損傷防止措置の解析条件と同じ事象進展により、炉心の強制循環冷却に

失敗するものとする。 

2）１次主冷却系の循環に必要な液位は確保された状態で、何らかの原因で炉心

の自然循環冷却に失敗するものとする。 

3）原子炉冷却材温度の上昇が高くなるように主中間熱交換器 2 基の 2 次側の除

熱能力の完全喪失を仮定する。また、１次主冷却系配管の断熱を仮定する。 

 

4）事故発生前から常時運転しているコンクリート遮へい体冷却系の運転が継続

されるものとし、安全容器外面冷却による除熱を考慮する。 

5）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定と

して計算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

6）炉心崩壊熱による原子炉冷却材バウンダリ内ナトリウムの昇温挙動を計算し、

主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2 次境界）の温度を評価す

る。主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界）を第 4.3.3.

13.4図に示す。また、格納容器応答過程の解析条件として、安全板を通じて

蒸気の形態で流出するナトリウムの温度及び蒸発速度を求める。 

7）主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2 次境界）を構成する部位

のうち、形状等の観点で評価条件が最も厳しくなる 2 次側下部プレナムの鏡

板の座屈について、日本機械学会 発電用原子力設備規格（18）の PVB-3220及

び PVB-3230に準拠して評価する。 

8）主中間熱交換器の 2 次側下部プレナムの鏡板にかかる外圧は、ナトリウムに

よるヘッド圧及び１次アルゴンガス系の圧力のみを考慮する。１次主循環ポ

ンプの停止を想定しているため、そのヘッド圧は零とし、保守的な評価を行

うため、2次側の内圧は考慮しないものとする。 

b． 解析結果 

原子炉容器内の事象推移の計算結果を第 4.3.3.13.5 図及び第 4.3.3.13.6 図に

示す。 
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過圧防止措置により主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1 次・2 次境

界）の圧力は 0.1MPa 以下に抑制され、原子炉容器内の事象推移の計算温度から

求められる耐圧 1.0MPa を下回るため、バウンダリの健全性は確保される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．原子炉冷却材バウンダリの外に流出したナトリウムによる熱的影響の緩和 

ⅰ）解析条件 

計算コードＣＯＮＴＡＩＮ－ＬＭＲコードにより解析する。 

 

 

 

 

ａ）ナトリウムは、「ｂ．主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1 次・2

次境界）の破損の防止」で評価した冷却材温度及び蒸発速度で１次アルゴン

ガス系に整備した安全板より蒸気の形態で流出するものとする。 

ｂ）窒素雰囲気（酸素濃度 3.5vol％）の格納容器（床下）に流出したナトリウム

は窒素ガス中の酸素等と反応し、格納容器（床下）にプール状に溜るものと

する。 

ｃ）格納容器（床下）に整備する断熱材及びヒートシンク材による影響緩和の効

果を考慮する。 

 

 

 

ｄ）雰囲気から構造材への伝熱は自然対流による熱伝達を考えるものとする。ま

たナトリウムプールが形成される室については、上記に加え熱輻射による伝

本評価事故シーケンスにおいては、原子炉は自動停止するものの、主中間熱交

換器の除熱能力の喪失及び１次主冷却系配管の断熱により、原子炉冷却材の温度

が上昇する。 

原子炉容器内の冷却材の蒸発により原子炉冷却材バウンダリ内の圧力が上昇す

るものの、１次アルゴンガス系に整備した安全板の設定圧（9.8kPa[gage]）を超

過すると安全板が開放され、原子炉冷却材バウンダリ内の圧力の上昇を抑制する

措置を講じていることから、１次アルゴンガス系の圧力及び原子炉冷却材ナトリ

ウムのヘッド圧を加えた主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境

界）の圧力は 0.1MPa以下に抑制される。これに対して、日本機械学会 発電用原

子力設備規格に準拠して、不確かさの影響を含めた原子炉容器内の事象推移の計

算温度を包絡する 815℃における主中間熱交換器の 2 次側下部プレナムの鏡板の

座屈に関して評価した結果、許容圧力は 0.6MPaであり、原子炉冷却材バウンダリ

（1次・2次境界）内の圧力は許容圧力を下回る。 

なお、当該事象発生時には補助冷却設備は機能を喪失しているため、当該設備

は仕切弁により隔離し、補助中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次

境界）に影響が生じることを防止する。 

以上より、２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故を想定しても、

評価項目である主中間熱交換器及び補助中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ

（1次・2次境界）の健全性は確保でき、格納容器の破損は防止される。 

ⅱ）格納容器応答過程の解析 

a．解析条件 

計算コードＣＯＮＴＡＩＮ－ＬＭＲコードにより解析する。ＣＯＮＴＡＩＮ－Ｌ

ＭＲにおける解析体系を第 4.3.3.13.7 図に示す。また、本評価事故シーケン

スに対する主要な解析条件等を以下に示す。 

1）格納容器（床上）、格納容器（床下）及び格納容器外（外部環境）をモデル化す

る。 

2）ナトリウムは、「ⅰ）炉内事象過程の解析」で求めた冷却材温度及び蒸発速度

で１次アルゴンガス系に整備した安全板を通して蒸気の形態で流出するもの

とする。 

3）窒素雰囲気（酸素濃度 3.5vol％）の格納容器（床下）に流出したナトリウム

は雰囲気中の酸素等と反応し、格納容器（床下）の底部にプール状に溜るも

のとする。 

4）格納容器（床下）に整備する断熱材及びヒートシンク材による影響緩和の効果

を考慮する。 

5）格納容器（床上）圧力の初期値は 0.25kPa[gage]、格納容器鋼壁温度の初期値

は 40℃とする。また、格納容器（床下）圧力の初期値は 0.49kPa[gage]、格

納容器（床下）の構造材温度の初期値は 50℃とする。 

6）雰囲気から構造材への伝熱は自然対流による熱伝達を考えるものとする。ま

た、ナトリウムプールが形成される室については、上記に加え熱輻射による
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熱を考えるものとする。 

ｅ）格納容器（床上）と格納容器（床下）は、内外圧差 981Paに対して 100％／

dの通気率があるものとする。 

 

 

 

 

ⅱ）解析結果 

解析結果を第4.2.9.5図及び第4.2.9.6図に示す。 

格納容器（床上）の最高圧力及び格納容器鋼壁の最高温度は、それぞれ約

0.032kg／cm2[gage]（約3.2kPa[gage]）及び約42℃であり、格納容器の設計圧力

1.35kg／cm2[gage]（約0.13MPa [gage]）及び格納容器鋼壁の設計温度150℃を超

えず、格納容器（床上）の健全性は確保される。 

また、格納容器（床下）の最高圧力は約0.032kg／cm2[gage]（約3.2kPa 

[gage]）、断熱材及びヒートシンク材を整備した床のライナ最高温度及びコンク

リート最高温度は、それぞれ約68℃及び約68℃であり、格納容器（床下）の健全

性は確保される。 

 

 

以上より、２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故を想定しても格納容

器の破損は防止され、施設からの多量の放射性物質等の放出は防止される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝熱を考えるものとする。 

7）格納容器（床上）と格納容器（床下）の間は、圧力差 981Pa に対して 100％/

dの通気率があるものとする。 

8）Cs-137 の格納容器外への放出量については、定格出力運転を継続し炉心燃料

が平均燃焼度に到達したとの保守的な仮定で計算した炉内蓄積量を基に、炉

心から格納容器（床下）には全量が放出されると仮定し、格納容器（床下）及

び格納容器（床上）での凝集、沈着等による除去を考慮するものとする。 

b．解析結果 

解析結果を第4.3.3.13.8図及び第4.3.3.13.9図に示す。 

格納容器（床上）の最高圧力及び格納容器鋼壁の最高温度は、それぞれ約

0.032kg/cm2[gage]（約3.2kPa[gage]）及び約42℃であり、格納容器の設計圧力

1.35kg/cm2[gage]（約0.13MPa[gage]）及び格納容器鋼壁の設計温度150℃を超え

ることはなく、格納容器（床上）の健全性は確保される。 

また、格納容器（床下）の最高圧力は約0.032kg/cm2[gage]（約3.2kPa 

[gage]）、断熱材及びヒートシンク材を整備した床のライナ最高温度及びコンク

リート最高温度は、いずれも約68℃であり、格納容器（床下）の健全性は確保さ

れる。 

格納容器外へのCs-137の放出について、格納容器内から格納容器外への放出率

は約1.2×10-4％、総放出量は約4.4×10-3TBqとなり、100TBqを十分に下回る。 

以上より、２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故を想定しても、

評価項目である格納容器の健全性は確保されるとともに、環境への影響も十分に

抑制される。 

以上ⅰ）及びⅱ）より、２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故を

想定しても格納容器の破損は防止され、施設からの多量の放射性物質等の放出は

防止される。 

ⅲ）不確かさの影響評価 

a） 炉内事象過程の不確かさの影響評価 

評価項目である主中間熱交換器及び補助中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2

次境界）の健全性に影響を与える重要現象は原子炉冷却材温度及び圧力である。この内、原

子炉冷却材圧力については、安全板の仕様に基づき保守的に設定していることから感度解析

は不要である。したがって、ここでは、解析条件の不確かさとして原子炉冷却材温度の推移

に大きな影響がある崩壊熱の不確かさの影響について評価する。崩壊熱は、最適評価値に対

して安全余裕を 10％考慮した値を使用して解析を実施する。 

解析結果を第 4.3.3.13.10図及び第 4.3.3.13.11図に示す。 

崩壊熱を増加させた解析の結果、原子炉冷却材の最高温度は 815℃を下回り、その許容圧

力は 0.6MPaである。主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界）内の圧力

は、「ⅰ）炉内事象過程の解析」と同じ 0.1MPa以下となり、許容圧力を下回る。 

以上より、不確かさの影響を考慮しても、主中間熱交換器及び補助中間熱交換器の原子炉

冷却材バウンダリ（1次・2次境界）の健全性は確保でき、格納容器の破損は防止される。 
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b）格納容器応答過程の不確かさの影響評価 

格納容器破損防止措置の有効性評価における格納容器応答過程の不確かさについて、計算

コードの不確かさを考慮して入力条件を設定する必要がある。格納容器（床下）は窒素雰囲

気であるため、ナトリウムの凝縮・蒸発が重要現象となる。この際、流出ナトリウム条件が

最も影響のある因子であり、不確かさの影響を考慮した上で、評価項目に対して厳しい結果

となるよう蒸気を対象として解析していることから感度解析は不要である。したがって、こ

こでは、解析条件の不確かさとして原子炉冷却材温度の推移に大きな影響がある崩壊熱の不

確かさの影響について評価する。崩壊熱は、最適評価値に対して安全余裕を 10％考慮した値

を使用して解析を実施する。 

解析結果を第 4.3.3.13.12図及び第 4.3.3.13.13図に示す。 

崩壊熱を増加させた解析の結果、「ⅱ）格納容器応答過程の解析」に比べ格納容器（床上）

の最高圧力は約 0.015kg/cm2高くなり、約 0.047kg/cm2[gage]（約 4.7kPa[gage]）である。格

納容器（床上）の格納容器鋼壁の最高温度は、ほとんど変わらず約42℃である。また、格納

容器（床下）の最高圧力は、約 0.015kg/cm2高くなり約 0.047kg/cm2[gage]（約 4.7kPa[gage]）

である。格納容器（床下）の断熱材及びヒートシンク材を整備した床のライナ最高温度及び

コンクリート最高温度は、約5℃高くなりいずれも約73℃である。 

格納容器外への Cs-137 の放出について、格納容器内から格納容器外への放出率は約

1.3×10-4％、総放出量は約 4.9×10-3TBqとなり、100TBqを十分に下回る。 

以上より、不確かさの影響を考慮しても、評価項目である格納容器の健全性は確保される

とともに、環境への影響も十分に低く抑制される。 

以上 a）及び b）より、２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故において、不確かさ

の影響を考慮しても格納容器の破損は防止され、施設からの多量の放射性物質等の放出は防止さ

れる。 
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第4.2.9.1表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・ 「原子炉入口冷却材温度

高」による原子炉トリップ信

号発信及び原子炉スクラム

（自動停止）を確認する。 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 
－ 

① 原子炉保護系（ス

クラム） 

② 関連するプロセス

計装 

③ 関連する核計装 

事故発生 

の判断 

・ １次主冷却系の強制循環

冷却及び補助冷却設備の強制

循環冷却に失敗した場合は事

故発生と判断する。 

－ － 
① 関連するプロセス

計装 

自然循環移行 

（1ループ） 

・ １次主冷却系（自然循

環）、２次主冷却系（自然循

環）及び主冷却機（自然通

風）の運転状況を確認する。 

－ － 
①  関連するプロセ

ス計装 

原子炉冷却材 

バウンダリが高圧 

に至ることの判断 

・ 冷却材の著しい昇温及び

蒸発が生じた場合、原子炉冷

却材バウンダリが高圧に至る

と判断する。 

－ － 
① 関連するプロセス

計装 

１次アルゴンガス系 

安全板より、 

ナトリウム蒸気を 

格納容器（床下） 

に放出 

・ １次アルゴンガス系安全

板より、ナトリウム蒸気が格

納容器（床下）に流出するこ

とを確認する。 

① 断熱材及びヒートシンク

材 
－ 

① 関連するプロセス

計装 

格納容器 

アイソレーション確認 

・ 「格納容器内圧力高」、

「格納容器内温度高」、「格

納容器内床上線量率高」によ

り、原子炉保護系（アイソレ

ーション）が動作し、工学的

安全施設が自動的に作動し、

隔離されることを確認する。 

① 格納容器 

② 格納容器バウンダリに属

する配管・弁 

－ 

① 原子炉保護系（ア

イソレーション） 

② 関連するプロセス

計装 

原子炉容器外に 

冷却材や 

放射性物質等が 

流出したことの判断 

・ 安全容器内の圧力が著し

く上昇した場合、原子炉容器

外に冷却材や放射性物質等が

流出したと判断する。 

－ － 
① 関連するプロセス

計装 

安全容器による 

冷却材や放射性物質等

の保持 

・ 

コンクリート遮へい体

冷却系による冷却 

・ 安全容器により冷却材や

放射性物質等が保持されるこ

とを確認する。また、コンク

リート遮へい体冷却系の運転

により、安全容器内にて保持

した放射性物質等を冷却す

る。 

① 安全容器及びコンクリー

ト遮へい体冷却系 
－ 

①  関連するプロセ

ス計装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.13.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「原子炉入口冷却材温度

高」による原子炉トリップ

信号発信及び原子炉スクラ

ム（自動停止）について、

原子炉保護系（スクラム）

の動作及び核計装（線形出

力系）等の監視により確認

する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（スク

ラム） 

②原子炉トリップ信号

「原子炉入口冷却材

温度高」 

③核計装（線形出力

系）  

事故発生 

の判断 

・１次主冷却系の強制循環冷

却及び補助冷却設備の強制

循環冷却に失敗した場合は

事故発生と判断する。 

－ － 

①１次主冷却系流量

計、１次補助冷却系

流量計、２次補助冷

却系流量計  

自然循環移行 

（1ループ） 

・１次主冷却系（自然循

環）、２次主冷却系（自然

循環）及び主冷却機（自然

通風）の運転状況を確認す

る。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 
－ 

①原子炉出入口冷却材

温度、１次主冷却系

冷却材流量、主冷却

器出口冷却材温度、

２次主冷却系冷却材

流量 

下線部が炉心損傷防止措置に使用する資機材 
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第4.2.9.2表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

第 4.3.3.13.2表 格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉冷却材 

バウンダリが高圧 

に至ることの判断 

・冷却材の著しい昇温及び蒸

発が生じた場合、原子炉冷

却材バウンダリが高圧に至

ると判断する。 

－ － 

①原子炉出口冷却材温

度計、原子炉カバー

ガス圧力計 

１次アルゴンガス系 

安全板より、 

ナトリウム蒸気を 

格納容器（床下） 

に放出 

・１次アルゴンガス系安全板

より、ナトリウム蒸気が格

納容器（床下）に流出する

ことを確認する。 

①安全板 

②断熱材 

③ヒートシンク材 

－ ①安全板の状態表示 

格納容器 

アイソレーション確認 

・「格納容器内圧力高」、

「格納容器内温度高」、

「格納容器内床上線量率

高」により、原子炉保護系

（アイソレーション）が動

作し、工学的安全施設が自

動的に作動し、隔離される

ことを確認する。 

①格納容器 

②格納容器バウンダリに属す

る配管・弁 

－ 

①原子炉保護系（アイ

ソレーション） 

②アイソレーション信

号「格納容器内圧力

高」、「格納容器内温

度高」、「格納容器内

床上線量率高」 

原子炉容器外に 

冷却材や 

損傷炉心物質が 

流出したことの判断 

・安全容器内の圧力が著しく

上昇した場合、原子炉容器

から安全容器内に冷却材や

損傷炉心物質が流出したと

判断する。 

－ － 
①安全容器呼吸系圧力

計 

安全容器による 

冷却材や損傷炉心物質

の保持 

・ 

コンクリート遮へい体

冷却系による冷却 

・安全容器内呼吸系圧力計の

監視により、安全容器によ

り冷却材や損傷炉心物質が

保持されることを確認す

る。また、コンクリート遮

へい体冷却系の運転によ

り、安全容器内にて保持し

た損傷炉心物質を冷却す

る。 

①安全容器及びコンクリート

遮へい体冷却系 
－ 

①コンクリート遮へい

体冷却系の温度計、

窒素ガス冷却器の流

量計 

②安全容器呼吸系圧力

計 

下線部が格納容器破損防止措置に使用する資機材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.3.3.13.3表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 
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第 4.2.9.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 （省略） 

 

 

 

 

 

第4.3.3.13.4表 格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

 

第 4.3.3.13.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 （変更なし） 

 

 

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・原子炉スクラム確認
・「原子炉入口冷却材温度高」に
よる原子炉保護系（スクラム）動
作を確認する。

運転員A、B 2 ・事故発生の判断

・１次主冷却系の強制循環冷却失
敗を確認する。
・補助冷却設備の強制循環冷却失
敗を確認する。

炉心損傷
防止措置

運転員B、C 2 ・自然循環移行（1ループ）

・１次主冷却系（自然循環）、２
次主冷却系（自然循環）及び主冷
却機（自然通風）の運転状況を確
認する。

状況判断 運転員A、B 2
・原子炉冷却材バウンダリが高圧に至る

ことの判断

・冷却材の著しい昇温及び蒸発が
推定される場合に、原子炉冷却材
バウンダリが高圧に至ると判断す
る。

運転員D 1
・１次アルゴンガス系安全板より、ナトリ
  ウム蒸気を格納容器（床下）に放出

・１次アルゴンガス系安全板よ
り、ナトリウム蒸気が格納容器
（床下）に放出されることを確認
する。

運転員A、E 2 ・格納容器アイソレーション確認

・「格納容器内圧力高」、「格納
容器内温度高」、「格納容器内床
上線量率高」により、原子炉保護
系（アイソレーション）が動作
し、工学的安全施設が自動的に作
動し、隔離されることを確認す
る。

状況判断 運転員A、B 2
・原子炉容器外に冷却材や放射性物質等が
  流出したことの判断

・安全容器内圧力に著しい上昇が
生じた場合に、原子炉容器外に冷
却材や放射性物質等が流出したと
判断する。

格納容器破損
防止措置

運転員B、D、E 3
・安全容器による冷却材や放射性物質等の
  保持
・コンクリート遮へい体冷却系による冷却

・安全容器により冷却材や放射性
物質等が保持されることを確認す
る。また、コンクリート遮へい体
冷却系の運転により、安全容器内
にて保持した放射性物質等を冷却
する。

備考必要な要員と作業項目
経過時間（分）

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

格納容器破損
防止措置

▽異常事象発生（２次冷却材漏えい）

▽冷却材の昇温及び蒸発により、

原子炉冷却材バウンダリが高圧に至ると判断

▽事故発生の判断

（1次主冷却系の強制循環冷却及び補助冷却設備の強制循環冷却失敗）

▽原子炉容器外に冷却材（ナトリウム）や

放射性物質等が流出と判断

10 20 30 60 3時間 10日 20日 30日 40日5

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・原子炉スクラム確認
・「原子炉入口冷却材温度高」によ
る原子炉保護系（スクラム）動作を
確認する。

運転員A、B 2 ・事故発生の判断

・１次主冷却系の強制循環冷却失敗
を確認する。
・補助冷却設備の強制循環冷却失敗
を確認する。

炉心損傷
防止措置

運転員A、B 2 ・自然循環移行（1ループ）

・１次主冷却系（自然循環）、２次
主冷却系（自然循環）及び主冷却機
（自然通風）の運転状況を確認す
る。

２次冷却材漏え
い対応

運転員C、D、E 3 ・２次冷却材ドレン、消火等

・２次冷却材漏えいを検知した場合
には、２次冷却材を２次冷却材ダン
プタンクにドレンするとともに、ナ
トリウム燃焼の消火を行う。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

▽異常事象発生（２次冷却材漏えい）

▽事故発生の判断

（1次主冷却系の強制循環冷却及び補助冷却設備の強制循環冷却失敗）

10 20 30 60 3時間 10日 20日 30日 40日5
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

第 4.2.9.2図 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：1ループ自然循環による冷却） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.13.2図 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

（炉心損傷防止措置：1ループ自然循環による冷却） 

 

 

 

 

 

18秒：「原子炉入口冷却材温度高」信号の発信、原子炉自動停止（原子炉保護系）

0秒：事象発生（1ループの2次冷却材漏えい）、当該ループ除熱能力完全喪失
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.13.3図 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故 

（不確かさの影響評価） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2.9.3図 炉内事象推移の計算結果（原子炉容器内冷却材温度及び炉心崩壊熱の推移） 

（省略） 

 

 

第 4.2.9.4図 炉内事象推移の計算結果（原子炉容器内冷却材液位及び冷却材蒸発率の推移） 

（省略） 

 

 

 

 

 
第 4.3.3.13.4図 主中間熱交換器の原子炉冷却材バウンダリ（1次・2次境界） 

 

 

第 4.3.3.13.5図 炉内事象推移の計算結果（原子炉容器内冷却材温度及び炉心崩壊熱の推移） 

（変更なし） 

 

 

第 4.3.3.13.6図 炉内事象推移の計算結果（原子炉容器内冷却材液位及び冷却材蒸発率の推移） 

（変更なし） 

 

 

  

1次/2次境界 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2.9.5図 格納容器内圧力の推移 （省略） 

 

第 4.2.9.6図 格納容器鋼壁温度の推移 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.13.7図 ＣＯＮＴＡＩＮ－ＬＭＲにおける解析体系 

 

 

 

 第 4.3.3.13.8図 格納容器内圧力の推移 （変更なし） 

 

第 4.3.3.13.9図 格納容器鋼壁温度の推移 （変更なし） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第 4.3.3.13.10図 炉内事象推移の計算結果 

（原子炉容器内冷却材温度及び炉心崩壊熱の推移：不確かさの影響評価） 

 

 

第 4.3.3.13.11図 炉内事象推移の計算結果 

（原子炉容器内冷却材液位及び冷却材蒸発率の推移：不確かさの影響評価） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第 4.3.3.13.12図 格納容器内圧力の推移（不確かさの影響評価） 

 

 

第 4.3.3.13.13図 格納容器鋼壁温度の推移（不確かさの影響評価） 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

4.2.11 全交流動力電源喪失事故 

（１）事故の原因及び説明 

（省略） 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

全交流動力電源喪失事故では、原子炉自動停止後の崩壊熱除去において、炉心の冷却機能

が喪失することから、炉心の露出によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。したがっ

て、全交流動力電源喪失事故では、独立した2ループの１次主冷却系及び２次主冷却系の自

然循環並びに主冷却機の自然通風により原子炉停止後の崩壊熱を除去し、炉心の著しい損傷

を防止する。 

独立した2ループの自然循環による炉心損傷防止措置は1系統の動的機器を要する措置と比

べて信頼性が極めて高く、炉心の著しい損傷は防止できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全交流動力電源喪失事故における炉心損傷防止措置の対応手順の概要を第4.2.11.1図に示

す。本事象において、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行は、ディー

ゼル発電機（2基）の自動起動失敗を起点とする。 

 

（３）炉心損傷防止措置 

 

全交流動力電源喪失事故において、炉心の著しい損傷を防止するための措置を以下に示

す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を目的とする。 

ａ．～ｄ． 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）資機材 

4.3.3.14 全交流動力電源喪失事故 

（１）事故の原因及び説明 

（変更なし） 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

全交流動力電源喪失事故では、原子炉自動停止後の崩壊熱除去において、炉心の冷却機能

が喪失することから、炉心の露出によって炉心の著しい損傷に至る可能性がある。 

本原子炉施設においては、伝熱特性に優れた単相のナトリウムを冷却材に使用しているこ

とから、強制循環機能喪失時にも自然循環による崩壊熱の除去が可能となる特徴を踏まえ、

仮設電源設備等も活用した炉心損傷防止措置を講じる。また、炉心損傷防止措置が機能しな

いことを仮定した場合でも、本原子炉施設の設計の特徴と全交流動力電源喪失事故の特徴か

ら、炉心の著しい損傷に至らないことを考慮し、格納容器破損防止措置を講じる。 

全交流動力電源喪失事故では、独立した2ループの１次主冷却系及び２次主冷却系の自然

循環並びに主冷却機の自然通風により原子炉停止後の崩壊熱を除去し、炉心の著しい損傷を

防止する。 

独立した2ループの自然循環による炉心損傷防止措置は1系統の動的機器を要する措置と比

べて信頼性が極めて高く、炉心の著しい損傷は防止できる。また、1ループの炉心損傷防止

措置が機能しないことを仮定した場合でも、「4.3.3.13 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷

却失敗の重畳事故」の炉心損傷防止措置の有効性評価で示すとおり、1ループの１次主冷却

系及び２次主冷却系の自然循環並びに主冷却機の自然通風により、炉心の著しい損傷は防止

される。 

全交流動力電源喪失事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順

の概要を第4.3.3.14.1図に示す。本評価事故シーケンスにおいて、多量の放射性物質等を放

出するおそれのある事故への移行は、ディーゼル発電機（2基）の自動起動失敗を起点とす

る。 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

全交流動力電源喪失事故において、炉心の著しい損傷を防止するための措置を以下に示

す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を目的とする。 

ａ．～ｄ． 

（変更なし） 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

全交流動力電源喪失事故において、格納容器の破損を防止するための措置を以下に示す。こ

れらは、影響緩和を目的とする。 

ａ．1ループの炉心損傷防止措置が機能しないことを仮定し、1ループの１次主冷却系及び２

次主冷却系の自然循環並びに主冷却機の自然通風により、炉心の著しい損傷を防止する。

また、主冷却機の自然通風量は手動でも制御可能とする。 

（ⅲ）その他 

ａ．防護活動組織を編成して事故の拡大防止や影響緩和に必要な措置を講じる。  

（４）資機材 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

全交流動力電源喪失事故における炉心損傷防止措置に使用する設備等を第4.2.11.1表に示

す。これらの設備等は、基準地震動による地震力に対して機能を喪失しないように整備す

る。また、仮設電源設備を整備する。 

 

（５）作業と所要時間 

全交流動力電源喪失事故における炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間を第

4.2.11.2表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

（６）措置の有効性評価 

 

本事象の事象進展及び炉心損傷防止措置は「4.2.10 外部電源喪失及び強制循環冷却失敗

の重畳事故」と同じである。このため、措置の有効性の評価は「4.2.10 外部電源喪失及び強

制循環冷却失敗の重畳事故」において実施する。 

上記の評価結果から、全交流動力電源喪失事故を想定しても炉心の著しい損傷は防止され、

施設からの多量の放射性物質等の放出も防止される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全交流動力電源喪失事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する

設備等を第4.3.3.14.1表に示す。これらの設備等は、「添付書類8 10.その他試験研究用等

原子炉の附属施設 10.11多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機

材」に定める設計方針に基づき整備する。 

（５）作業と所要時間 

全交流動力電源喪失事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び

各手順の所要時間を第 4.3.3.14.2表に示す。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必

要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は6名、格納容器破損防止措

置に必要な要員は6名であり、中央制御室に常駐している運転員6名（「核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に

当直長1名、副当直長1名を含む6名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能で

ある。なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等

原子炉施設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

本評価事故シーケンスの事象進展及び炉心損傷防止措置は「4.3.3.12 外部電源喪失及び

強制循環冷却失敗の重畳事故」と同じである。このため、措置の有効性の評価は「4.3.3.12 

外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故」において実施する。 

上記の評価結果から、全交流動力電源喪失事故を想定しても炉心の著しい損傷は防止され

る。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

炉心の冷却に係る格納容器破損防止措置の有効性評価は「4.3.3.13 ２次冷却材漏えい及

び強制循環冷却失敗の重畳事故」の炉心損傷防止措置の有効性評価に包絡される。このため、

措置の有効性評価は「4.3.3.13 ２次冷却材漏えい及び強制循環冷却失敗の重畳事故」にお

いて実施する。 

上記の評価結果から、外部電源喪失及び強制循環冷却失敗の重畳事故を想定しても炉心の

著しい損傷は防止される。また、格納容器の破損も防止され、施設からの多量の放射性物質

等の放出は防止される。 
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変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

第4.2.11.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・ 「電源喪失」による原子

炉トリップ信号発信及び原子

炉スクラム（自動停止）を確

認する。 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 
－ 

① 原子炉保護系（ス

クラム） 

② 関連するプロセス

計装 

③ 関連する核計装 

事故発生 

の判断 

・ ディーゼル発電機（2

基）の自動起動に失敗した場

合は事故発生と判断する。 

－ － 
① 関連するプロセス

計装 

自然循環移行 

・ １次主冷却系（自然循

環）、２次主冷却系（自然循

環）及び主冷却機（自然通

風）の運転状況を確認する。 

－ ① 仮設計器 
① 関連するプロセス

計装 

 

 

 

 

 

第4.2.11.2表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2.11.1図 炉心損傷防止措置の対応手順の概要 （省略） 

 

 

第4.3.3.14.1表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等 

 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉 

スクラム 

（自動停止） 

確認 

・「電源喪失」による原子炉ト

リップ信号発信及び原子炉ス

クラム（自動停止）につい

て、原子炉保護系（スクラ

ム）の動作及び核計装（線形

出力系）等の監視によりを確

認する。 

①制御棒 

②制御棒駆動系 
－ 

①原子炉保護系（スク

ラム） 

②原子炉トリップ信号

「電源喪失」 

③核計装（線形出力

系）  

事故発生 

の判断 

・ディーゼル発電機（2基）の

自動起動に失敗した場合は事

故発生と判断する。 

－ － ①M/C の電圧計  

自然循環移行 

・１次主冷却系（自然循環）、

２次主冷却系（自然循環）及

び主冷却機（自然通風）の運

転状況を確認する。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 

①仮設電源設

備 

②仮設計器 

①原子炉出入口冷却材

温度、１次主冷却系

冷却材流量、主冷却

器出口冷却材温度、

２次主冷却系冷却材

流量 

下線部が炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する資機材 

 

第4.3.3.14.2表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3.3.14.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 （変更なし） 

 

 

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・原子炉スクラム確認
・「電源喪失」による原子炉保護
系（スクラム）動作を確認する。

運転員A、D 2 ・事故発生の判断
・ディーゼル発電機（2基）の自動
起動失敗を確認する。

運転員A、B、C、D 4 ・自然循環移行

・１次主冷却系（自然循環）、２
次主冷却系（自然循環）及び主冷
却機（自然通風）の運転状況を確
認する。
・仮設計器等により温度監視等を
行う。

運転員E 1
・ディーゼル発電機の起動失敗の原因調
  査・復旧

・ディーゼル発電機の起動失敗の
原因を調査し、その復旧に努め
る。

備考必要な要員と作業項目
経過時間（分）

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

炉心損傷
防止措置

10 20 30 60 120 10日

▽異常事象発生（外部電源喪失）

20日 30日 40日

▽事故発生の判断（ディーゼル発電機（2基）の自動起動失敗）

1805

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・原子炉スクラム確認
・「電源喪失」による原子炉保護
系（スクラム）動作を確認する。

運転員A、D 2 ・事故発生の判断
・ディーゼル発電機（2基）の自動
起動失敗を確認する。

運転員A、B、C、D 4 ・自然循環移行

・１次主冷却系（自然循環）、２
次主冷却系（自然循環）及び主冷
却機（自然通風）の運転状況を確
認する。
・仮設発電機、仮設計器等により
温度監視等を行う。

運転員E 1
・ディーゼル発電機の起動失敗の原因調
  査・復旧

・ディーゼル発電機の起動失敗の
原因を調査し、その復旧に努め
る。

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

炉心損傷
防止措置

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考10 20 30 60 120 10日

▽異常事象発生（外部電源喪失）

20日 30日 40日

▽事故発生の判断（ディーゼル発電機（2基）の自動起動失敗）

1805
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4.2.12 冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故 

（１）事故の原因及び説明 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で原子炉

容器内に異物が存在し、燃料集合体内の１次冷却材の流路のうち、複数のサブチャンネル

が千鳥格子状に閉塞される事象として考える。燃料集合体内の複数のサブチャンネルが千

鳥格子状に閉塞されることで、除熱能力が低下して燃料要素が破損することを想定し、燃

料要素の内部に蓄積されていた核分裂生成ガスが隣接する燃料要素に向かって放出され

る事象も想定する。 

 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故では、複数のサブチャンネルが千鳥格子状に閉塞

した場合に、炉心の局所的な昇温状態が継続することによって燃料要素が破損し、全炉

心規模に拡大して炉心の著しい損傷に至る可能性がある。したがって、冷却材流路閉塞

（千鳥格子状）事故では、燃料要素が破損し、燃料要素の内部に蓄積されていた核分裂

生成ガスが放出された場合に、燃料破損検出系により当該破損を検出し、運転員が手動

で原子炉を停止することで、炉心の著しい損傷を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故では、何らかの原因で運転員による原子炉の手動

停止に期待できないことを仮定した場合、炉心の著しい損傷に至る可能性があることか

ら、１次主冷却系における強制循環（長期対策としては１次主循環ポンプのポニーモー

タを使用）、２次主冷却系の強制循環（長期対策としては自然循環）及び主冷却機の強制

通風（長期対策としては自然通風）により、放射性物質等（溶融炉心物質を含む。）を

冷却することで原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制し、原子炉容器内に放射性物

質等を閉じ込める措置を講じることで格納容器の破損を防止する。 

また、炉心の著しい損傷に至った場合、燃料の溶融に伴う即発臨界超過により放出さ

れるエネルギーによって原子炉容器の上部から格納容器内にナトリウムが噴出する可能

性があるため、回転プラグを含む原子炉容器構造及び格納容器構造により即発臨界超

過の影響を緩和し、格納容器の破損を防止する。 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止

措置の対応手順の概要を第4.2.12.1図に示す。本事象において、多量の放射性物質等を

放出するおそれのある事故への移行は、冷却材流路閉塞（千鳥格子状）を起点とする。 

 

4.3.3.15 冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故 

（１）事故の原因及び説明 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故は、原子炉の出力運転中に、何らかの原因で原子炉

容器内に異物が存在し、燃料集合体内の冷却材流路のうち、複数のサブチャンネル（燃料

集合体内の燃料要素あるいはラッパ管によって囲まれる冷却材流路）が千鳥格子状に閉塞

される事象として考える。燃料集合体内の冷却材流路が千鳥格子状に閉塞されると、除熱

能力が低下し、燃料要素が昇温して破損に至る可能性がある。また、破損した燃料要素か

ら内部に蓄積されていた核分裂生成ガスが放出され隣接する燃料要素に衝突すると、隣接

燃料要素の除熱が阻害されて燃料要素の破損伝播に至る可能性がある。 

（２）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の基本的な考え方 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故では、複数のサブチャンネルが千鳥格子状に閉塞す

ることにより燃料集合体内の局所的な昇温状態が継続することによって燃料要素の破損

が拡大して燃料集合体が損傷し、損傷領域が隣接する燃料集合体に破損伝播して、炉心の

著しい損傷に至る可能性がある。 

本原子炉施設においては、伝熱特性に優れたナトリウムを冷却材に使用していることか

ら、冷却材流路閉塞時にも過度に炉心温度が上昇しない特徴を踏まえ、運転員が燃料の破

損を検知し、手動で原子炉を停止する炉心損傷防止措置を講じる。また、炉心損傷防止措

置が機能しないことを仮定した場合でも、本原子炉施設の設計の特徴と冷却材流路閉塞

（千鳥格子状）事故の特徴から、直ちに炉心の著しい損傷に至らないが、炉心の著しい損

傷に至った場合に、損傷炉心物質の冷却及び機械的エネルギーの影響緩和のための格納容

器破損防止措置を講じる。 

燃料要素が破損した場合には、破損した燃料要素から放出された核分裂生成ガスを燃料

破損検出系により検出し、運転員が手動で原子炉を停止することで、燃料要素が破損伝播

して炉心の著しい損傷へと拡大することを防止する。 

仮に、何らかの原因で炉心損傷防止措置（運転員による原子炉の手動停止）に期待でき

ないとした場合、炉心の著しい損傷に至る可能性があることから、１次主冷却系における

強制循環（長期対策としては１次主循環ポンプのポニーモータを使用）、２次主冷却系の

強制循環（長期対策としては自然循環）及び主冷却機の強制通風（長期対策としては自然

通風）により、損傷炉心物質を冷却することで原子炉冷却材バウンダリの温度上昇を抑制

し、原子炉容器内に放射性物質等を閉じ込める措置を講じることで格納容器の破損を防止

する。また、炉心の著しい損傷に至った場合、燃料の溶融に伴う即発臨界超過により放出

されるエネルギーによって原子炉容器から格納容器（床上）にナトリウムが噴出する可能

性があるため、回転プラグを含む原子炉容器構造及び格納容器構造により即発臨界超過の

影響を緩和し、格納容器の破損を防止する。 

 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措

置の対応手順の概要を第 4.3.3.15.1 図に示す。本評価事故シーケンスにおいて、多量の

放射性物質等を放出するおそれのある事故への移行は、冷却材流路閉塞（千鳥格子状）の

形成時点を起点とする。 



添 10-4-153 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故において、炉心の著しい損傷を防止するための

措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を目的とする。 

ａ．燃料集合体のエントランスノズルには、炉心支持板の構造と相まって冷却材

流量を調節するためのオリフィス孔を複数個設け、１次冷却材の流路が同時に

閉塞されないものとする。 

ｂ. 燃料要素は、隣接する燃料要素間の間隙を保持するためのスパイラルワイヤ

を巻いた状態で、燃料集合体内に支持するものとし、１次冷却材の流路が同時

に閉塞されないものとする。 

 

 

 

 

 

ｃ. 流路閉塞が生じ、燃料要素が破損した場合に、異常を早期に検出するため、

中央制御室に警報を発する燃料破損検出系（カバーガス法燃料破損検出設備）

を整備する。 

 

ｄ. 燃料破損検出系の警報により、運転員は手動で原子炉をスクラム又は停止で

きるものとする。なお、当該操作手順には、手動スクラムボタンにより原子炉

保護系を動作させて原子炉を停止させる方法、手動操作による制御棒駆動機構

の制御棒保持電磁石励磁断又は後備炉停止制御棒駆動機構の後備炉停止制御棒

保持電磁石励磁断により制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法、制御棒

駆動機構又は後備炉停止制御棒駆動機構により手動操作にて制御棒又は後備炉

停止制御棒を挿入する方法がある。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故において、格納容器の破損を防止するための措

置を以下に示す。これらは、影響緩和を目的とする。なお、事故の状況に応じて、こ

れらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．～ｂ． 

（省略） 

ｃ. 燃料が破損した場合に、異常を早期に検出するため、中央制御室に警報を発す

る燃料破損検出系（遅発中性子法燃料破損検出設備）を整備する。 

ｄ．燃料が破損したと推定される場合は、原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバ

ーガス等のバウンダリ内に放射性物質を閉じ込め、貯留する。 

ｅ．格納容器（床上）へナトリウムが噴出し、格納容器内の圧力、温度及び床上放

射能レベルが異常に上昇した場合は、「格納容器内圧力高」、「格納容器内温度高」

及び「格納容器内床上線量率高」により警報が中央制御室に発せられ、工学的安

（３）炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故において、炉心の著しい損傷を防止するための

措置を以下に示す。炉心損傷防止措置は、事故の拡大の防止を目的とする。 

ａ．燃料集合体のエントランスノズルには、炉心支持板の構造と相まって冷却材

流量を調節するためのオリフィス孔を複数個設け、燃料集合体への冷却材の入

口流路が同時に閉塞されることを防止する。 

ｂ．燃料要素は、隣接する燃料要素間の間隙を保持するためのワイヤスペーサを

巻いた状態で、燃料集合体内に支持するものとし、冷却材流路が同時に閉塞さ

れることを防止する。 

ｃ．流路閉塞により、燃料要素が破損した場合、異常を早期に検出するため、中

央制御室に警報を発する燃料破損検出系（遅発中性子法燃料破損検出設備）を

整備する。 

ｄ．燃料破損検出系の警報により、運転員は手動で原子炉をスクラムにより原子

炉を停止できるものとする。 

ｅ. 流路閉塞が生じ、燃料要素が破損した場合に、異常を早期に検出するため、

中央制御室に警報を発する燃料破損検出系（カバーガス法燃料破損検出設備）

を整備する。なお、本措置は上記c．の措置による炉心損傷防止措置の有効性

を確認した上で、安全性向上のために自主的に講じる措置である。 

ｆ. 原子炉の停止失敗を検知した場合には、運転員は手動で原子炉を停止できる

ものとする。当該操作手順には、手動操作による制御棒駆動機構の制御棒保持

電磁石励磁断又は後備炉停止制御棒駆動機構の後備炉停止制御棒保持電磁石励

磁断により制御棒又は後備炉停止制御棒を挿入する方法、制御棒駆動機構又は

後備炉停止制御棒駆動機構により手動操作にて制御棒又は後備炉停止制御棒を

挿入する方法がある。なお、本措置は上記ｄ．の措置による炉心損傷防止措置

の有効性を確認した上で、安全性向上のために自主的に講じる措置である。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故において、格納容器の破損を防止するための措

置を以下に示す。これらは、影響緩和を目的とする。なお、事故の状況に応じて、こ

れらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．～ｂ． 

（変更なし） 

 

 

ｃ．燃料が破損したと推定される場合は、原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバ

ーガス等のバウンダリ内に放射性物質を閉じ込め、貯留する。 

ｄ．格納容器（床上）へナトリウムが噴出し、格納容器内の圧力、温度及び床上放

射能レベルが異常に上昇した場合は、「格納容器内圧力高」、「格納容器内温度高」

及び「格納容器内床上線量率高」により警報が中央制御室に発せられ、工学的安
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全施設の作動により、格納容器から放出される放射性物質を低減する。なお、工

学的安全施設は、手動操作によっても作動できるものとする。 

（ⅲ）その他 

（省略） 

（４）資機材 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止

措置に使用する設備等を第4.2.12.1表に示す。これらの設備等は、基準地震動による地

震力に対して機能を喪失しないように整備する。 

 

（５）作業と所要時間 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止

措置の手順及び各手順の所要時間を第4.2.12.2表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

 

ａ．解析条件 

計算コードＡＳＦＲＥにより解析する。 

本事象に対する主要な解析条件を以下に示す。最適条件での評価を基本とする

ものの、局所的な事故であることから実際よりも厳しい結果を与える初期条件を

仮定する。 

ⅰ）流路閉塞前の燃料最高温度及び被覆管最高温度は、それぞれ、2,350℃及

び 620℃とする。 

 

 

 

ⅱ）閉塞形態は、燃料集合体の最外周のサブチャンネルを除くサブチャンネ

全施設の作動により、格納容器から放出される放射性物質を低減する。なお、工

学的安全施設は、手動操作によっても作動できるものとする。 

（ⅲ）その他 

（変更なし） 

（４）資機材 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止

措置に使用する設備等を第4.3.3.15.1表及び第4.3.3.15.2表に示す。これらの設備等

は、「添付書類8 10.その他試験研究用等原子炉の附属施設 10.11多量の放射性物質等

を放出する事故の拡大の防止のための資機材」に定める設計方針に基づき整備する。 

（５）作業と所要時間 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故における炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措

置の手順及び各手順の所要時間を第 4.3.3.15.3表及び第 4.3.3.15.4表に示す。燃料破損

が発生し、燃料破損検出系の警報が発報した場合に、運転員は、原子炉を手動でスクラム

する手順とする。この場合、燃料破損発生から運転員が原子炉を停止するまでに要する時

間は、燃料破損検出系の検出時間約 10分と運転員の操作時間約 20 分の合計 30 分として

いる。ここで、燃料破損検出系の検出時間については設備の機能に時間余裕を含めて設定

しており、運転員の操作時間についても中央制御室で信号を確認して手動スクラムするの

に要する時間に時間余裕を含めて設定している。 

本評価事故シーケンス発生時に必要な監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含め

た必要な要員数について確認した。炉心損傷防止措置に必要な要員は3名、格納容器破

損防止措置に必要な要員は6名であり、中央制御室に常駐している運転員6名（「核原料

物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定におい

て、中央制御室に当直長1名、副当直長1名を含む6名以上の運転員を確保することを定

める。）で対処可能である。なお、措置は、主に中央制御室内で実施するため、大洗研

究所内の他の試験研究用等原子炉施設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（６）措置の有効性評価 

（ⅰ）炉心損傷防止措置 

ⅰ）基本ケース 

ａ．解析条件 

計算コードＡＳＦＲＥにより解析する。本評価事故シーケンスに対する主要な

解析条件を以下に示す。最適条件での評価を基本とするものの、局所的な事故で

あることから実際よりも厳しい結果を与える初期条件を仮定する。 

1）閉塞が形成されていない健全状態の燃料最高温度及び被覆管最高温度は、そ

れぞれ、熱的制限値である 2,350℃及び 620℃とする。 

2）冷却材最高温度及び燃料集合体入口温度は、それぞれ、600℃及び 350℃とす

る。 

3）最大線出力密度及び集合体発熱量は、それぞれ、418W/cm及び 2.24MWとする。 

4）閉塞前の集合体流量は、8.57kg/sとする。 

5）閉塞形態は、燃料集合体の最外周のサブチャンネルを除くサブチャンネルが、
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ルが、千鳥格子状に瞬時に完全閉塞された場合を想定する。 

ⅲ）閉塞物の物性値には、原子炉容器内構造物の構造材のものを使用する。 

ⅳ）閉塞の軸方向位置は、被覆管温度が最も高くなる炉心部上端とする。 

ⅴ）閉塞部の厚みは、スパイラルワイヤ巻きピッチ（209mm）の 1/3とする。 

ⅵ）核分裂生成ガスのジェット衝突領域での被覆管外表面熱伝達係数は、 

10,000W／m2Kとする。 

ⅶ）燃料破損検出系の警報により、運転員が手動で原子炉をスクラムし、2ル

ープの１次主循環ポンプのポニーモータによる低速運転により、原子炉停

止後の崩壊熱を除去する。 

 

ⅷ）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

ⅸ）崩壊熱はノミナル値（最適評価値）を用いる。 

 

ｂ．解析結果 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故が発生すると、閉塞された流路に接する燃

料要素の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 720℃及び約 640℃ま

で上昇するが、熱設計基準値を超えず、被覆管が内圧により機械的に破損するこ

とはない。 

しかしながら、長期間高温に維持されることを想定すると、クリープ破損が生

じる可能性がある。閉塞された流路に接する燃料要素がクリープ破損した場合、

燃料要素の内部に蓄積されていた核分裂生成ガスが隣接する燃料要素に向かって

放出されることで、隣接する燃料要素の被覆管温度が上昇する。 

ガス放出時の被覆管温度の解析結果を第 4.2.12.2 図に示す。被覆管最高温度

は、約 800℃まで上昇するが、熱設計基準値を超えず、被覆管が内圧により機械的

に破損することはない。核分裂生成ガス放出の継続時間は約 10 秒であり、その

後、被覆管温度は初期の温度に低下する。 

 

 

 

 

燃料要素の内部に蓄積されていた核分裂生成ガスが放出された場合、燃料破損

検出系による監視によりその破損を検知することで、運転員は手動で原子炉を停

止し、原子炉は崩壊熱除去運転に移行する。この間、他の燃料要素が新たに破損

することはなく、急速な破損伝播が起こることはない。 

崩壊熱除去運転へ移行後は、燃料要素の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は

それぞれ低下し、事象は安定した状態で終息する。 

以上より、冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故を想定しても、炉心の著しい損傷は防

止される。 

 

千鳥格子状に瞬時に完全閉塞されることを想定する。 

6）閉塞物の物性値には、原子炉容器内構造物の構造材のものを使用する。 

7）閉塞の軸方向位置は、被覆管温度が最も高くなる炉心部上端とする。 

8）閉塞部の厚みは、ワイヤスペーサ巻きピッチ（209mm）の 1/3とする。 

9）核分裂生成ガスのジェット衝突領域での被覆管外表面熱伝達係数は、10,000

W／m2Kとする。 

10）燃料破損検出系の警報により、運転員が手動で原子炉をスクラムし、2ルー

プの１次主循環ポンプのポニーモータの低速運転により、原子炉停止後の崩

壊熱を除去する。 

11）燃料ペレット－被覆管間隙のギャップ熱伝達率は、0.7W/cm2℃とする。 

12）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

13）崩壊熱は、連続運転により炉心燃料が平均燃焼度に到達する保守的な想定と

して計算したノミナル値（最適評価値）を用いる。 

ｂ．解析結果 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故が発生すると、閉塞された流路に接する燃料

要素の被覆管最高温度及び冷却材最高温度は、それぞれ約 720℃及び約 640℃まで

上昇するが、熱設計基準値を超えず、被覆管が内圧により機械的に破損することは

ない。また、燃料最高温度は約 2,360℃であり、評価項目を満足する。 

しかしながら、長期間高温に維持されることを想定すると、クリープ破損が生じ

る可能性がある。閉塞された流路に接する燃料要素がクリープ破損した場合、燃料

要素の内部に蓄積されていた核分裂生成ガスが放出され、隣接する燃料要素に衝突

することで、隣接する燃料要素の被覆管温度が上昇する。 

ガス放出時の被覆管温度の解析結果を第 4.3.3.15.2 図に示す。被覆管最高温度

は、約 800℃まで上昇するが、熱設計基準値を超えず、被覆管が内圧により機械的

に破損することはない。また、燃料最高温度及び冷却材最高温度は、約 2,360℃及

び約 770℃であり、評価項目を満足する。核分裂生成ガス放出の継続時間は約 10秒

であり、その後、被覆管温度は初期の温度に低下する。核分裂生成ガスのジェット

衝突期間中の被覆管のクリープ寿命分数和の増分は約 0.0003 であり、集合体内の

温度分布等により生じる被覆管のクリープ寿命分数和と疲労寿命分数和を加えた

累積損傷和の差と比較して十分に小さく、クリープ破損が急速に伝播することはな

い。燃料要素の内部に蓄積されていた核分裂生成ガスが放出されると、燃料破損検

出系により、その破損を検知することで、運転員は手動で原子炉を停止し、原子炉

は崩壊熱除去運転に移行する。この間、他の燃料要素が新たに破損することはなく、

急速な破損伝播が起こることはない。 

崩壊熱除去運転へ移行後は、燃料要素の被覆管最高温度及び冷却材最高温度はそ

れぞれ低下し、事象は安定した状態で静定し事故は収束する。 

以上より、冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故を想定しても、炉心の著しい損傷は防

止される。 
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（ⅱ）格納容器破損防止措置 

冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故において、局所的な異常が拡大した場合の炉心

損傷の影響については、原子炉停止失敗により炉心全体で多数の燃料集合体の損傷が

生じる「4.2.2 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」に包絡

される。 

このため、措置の有効性の評価は、「4.2.2 外部電源喪失及び原子炉トリップ信

号発信失敗の重畳事故」において実施する。 

上記の評価結果から、冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故を想定しても格納容器の

破損は防止され、施設からの多量の放射性物質等の放出は防止される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）不確かさの影響評価 

炉心損傷防止措置の有効性評価における不確かさについて、計算コードの不確かさの影

響は小さい。運転員操作の時間に係る不確かさについては、「（５）作業と所要時間」に示

すとおり、適切な余裕を考慮しており、その影響は小さい。解析条件に係る不確かさにつ

いて、評価項目である被覆管最高温度等の結果に影響を及ぼすと考えられる解析条件は、

「ⅰ）基本ケース」に示すとおり、解析結果を厳しくするよう保守的な条件設定を行って

おり、不確かさの影響は「ⅰ）基本ケース」において十分に考慮している。具体的には、

燃料被覆管の初期温度、ガスジェット放出時間及びガスジェット放出時の熱伝達率の不確

かさが考えられるが、「ⅰ）基本ケース」において、それぞれ、初期温度を通常の運転状

態と異なる熱的制限値、ガスジェット放出時間は燃焼末期の最も核分裂生成ガスが蓄積さ

れた状態を想定した時間、ガスジェット放出時の熱伝達率は実験結果をもとに算出した保

守的な値を設定していることから、これらの不確かさを考慮して十分に保守的な設定とし

ている。また、結果に影響を及ぼす上記以外の解析条件として閉塞位置等の想定の不確か

さがある。閉塞が形成される位置については、燃料集合体内に外部から混入する異物の閉

塞形成のメカニズムから燃料要素バンドルの下部の非発熱部に形成される可能性が高い

と考えられるが、本解析においては、熱的に最も厳しい条件となる発熱部の上端位置での

閉塞を想定していることから閉塞位置の不確かさを考慮して十分に保守的な想定として

いる。 

（ⅱ）格納容器破損防止措置 

本評価事故シーケンスにおいて、局所的な異常が拡大した場合の炉心損傷の影響について

は、原子炉停止失敗により炉心全体で多数の燃料集合体の損傷が生じる「4.3.3.1 外部電

源喪失及び原子炉トリップ信号発信失敗の重畳事故」に包絡される。 

 

このため、措置の有効性の評価は、「4.3.3.1 外部電源喪失及び原子炉トリップ信号発信

失敗の重畳事故」において実施する。 

上記の評価結果から、冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故を想定しても格納容器の破損は

防止され、施設からの多量の放射性物質等の放出は防止される。 
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第4.2.12.1表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

事故発生 

の判断 

（燃料破損検出系 

による破損の検出） 

・ 燃料破損検出系（カバー

ガス法燃料破損検出設備）に

より、燃料要素の被覆管が破

損したことを確認する。 

－ － 
① 関連するプロセ

ス計装 

原子炉 

手動停止 

・ 手動スクラム、制御棒保

持電磁石励磁手動断、後備炉

停止制御棒保持電磁石励磁手

動断、制御棒駆動機構による

制御棒手動挿入又は後備炉停

止制御棒駆動機構による後備

炉停止制御棒手動挿入によ

り、原子炉を停止する。 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 

③ 後備炉停止制御棒 

④ 後備炉停止制御棒駆動

系 

－ ① 関連する核計装 

原子炉容器内 

冷却確認 

・ １次主冷却系（強制循

環）の運転状況を確認すると

ともに、２次主冷却系（強制

循環又は自然循環）及び主冷

却機（強制通風又は自然通

風）に異常等がないことを確

認する。 

－ － 
① 関連するプロセ

ス計装 

原子炉冷却材 

バウンダリ及び 

原子炉カバーガス 

等のバウンダリ内 

に放射性物質を 

閉じ込め、貯留 

・ 放射性物質を閉じ込める

ため、原子炉カバーガス等の

バウンダリを隔離する。 

① １次アルゴンガス系 

１）原子炉カバーガスの

バウンダリに属する容

器・配管・弁（ただ

し、計装等の小口径の

ものを除く。） 

－ 
① 関連するプロセ

ス計装 

格納容器 

アイソレーション 

確認 

・ 「格納容器内圧力高」、

「格納容器内温度高」、「格

納容器内床上線量率高」によ

り、原子炉保護系（アイソレ

ーション）が動作し、工学的

安全施設が自動的に作動し、

隔離されることを確認する。 

① 格納容器 

② 格納容器バウンダリに

属する配管・弁 

－ 

① 原子炉保護系

（アイソレーショ

ン） 

② 関連するプロセ

ス計装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.3.3.15.1表 炉心損傷防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

事故発生 

の判断 

（燃料破損検出系 

による破損の検出） 

・燃料破損検出系（遅発中性

子法燃料破損検出設備及び

カバーガス法燃料破損検出

設備）により、燃料要素の

被覆管が破損したことを確

認する。 

－ － 

①遅発中性子法燃料

破損検出設備 

②カバーガス法燃料

破損検出設備 

原子炉 

手動停止 

・手動スクラム、制御棒保持

電磁石励磁手動断、後備炉

停止制御棒保持電磁石励磁

手動断、制御棒駆動機構に

よる制御棒手動挿入又は後

備炉停止制御棒駆動機構に

よる後備炉停止制御棒手動

挿入により、原子炉を停止

する。 

①原子炉保護系（スクラム）

手動スクラム 

②制御棒 

③制御棒駆動系 

④後備炉停止制御棒 

⑤後備炉停止制御棒駆動系 

－ 

①原子炉保護系（ス

クラム） 

②核計装（線形出力

系） 

下線部が炉心損傷防止措置に使用する資機材 

 

 

 

第4.3.3.15.2表 格納容器破損防止措置に使用する設備等 

動作・判断・操作 手順 
設備 

常設設備 可搬設備 計装設備 

原子炉容器内 

冷却確認 

・１次主冷却系（強制循環）

の運転状況を確認するとと

もに、２次主冷却系（強制

循環又は自然循環）及び主

冷却機（強制通風又は自然

通風）に異常等がないこと

を確認する。 

①１次主冷却系 

②２次主冷却系 
－ 

①原子炉出入口冷却

材温度、１次主冷

却系冷却材流量、

主冷却器出口冷却

材温度、２次主冷

却系冷却材流量 

原子炉冷却材 

バウンダリ及び 

原子炉カバーガス 

等のバウンダリ内 

に放射性物質を 

閉じ込め、貯留 

・放射性物質を閉じ込めるた

め、原子炉カバーガス等の

バウンダリを隔離する。 

①１次アルゴンガス系 

１）原子炉カバーガスの

バウンダリに属する

容器・配管・弁（た

だし、計装等の小口

径のものを除く。） 

－ 

①原子炉カバーガス

圧力計 

②燃料破損検出系 

格納容器 

アイソレーション 

確認 

・「格納容器内圧力高」、

「格納容器内温度高」、

「格納容器内床上線量率

高」により、原子炉保護系

（アイソレーション）が動

作し、工学的安全施設が自

動的に作動し、隔離される

ことを確認する。 

①格納容器 

②格納容器バウンダリに属

する配管・弁 

－ 

①原子炉保護系（ア

イソレーション） 

②アイソレーション

信号「格納容器内

圧力高」、「格納

容器内温度高」、

「格納容器内床上

線量率高」 

下線部が格納容器破損防止措置に使用する資機材 
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第4.2.12.2表 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2.12.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 （省略） 

 

第 4.2.12.2図 冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故 

（核分裂生成ガスジェット衝突時の隣接燃料被覆管の温度推移）    （省略） 

 

 

 

 

第4.3.3.15.3表 炉心損傷防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 
 

 

第4.3.3.15.4表 格納容器破損防止措置の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

 

 第 4.3.3.15.1図 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の対応手順の概要 （変更なし） 

 

第 4.3.3.15.2図 冷却材流路閉塞（千鳥格子状）事故 

（核分裂生成ガスジェット衝突時の隣接燃料被覆管の温度推移）       （変更なし） 

 

 

 

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A、D 2 ・事故発生の判断

・燃料破損検出系（カバーガス法
燃料破損検出設備）により、燃料
要素の被覆管が破損したことを確
認する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

運転員B、C 2 ・原子炉容器内冷却確認

・１次主冷却系（強制循環）の運
転状況を確認するとともに、２次
主冷却系（強制循環又は自然循
環）及び主冷却機（強制通風又は
自然通風）に異常等がないことを
確認する。

運転員D 1
・原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カ
  バーガス等のバウンダリ内に放射性物質
  を閉じ込め、貯留

・燃料が破損したと推定される場
合、放射性物質を閉じ込めるた
め、原子炉カバーガス等のバウン
ダリを隔離する。

運転員A、E 2 ・格納容器アイソレーション確認

・「格納容器内圧力高」、「格納
容器内温度高」、「格納容器内床
上線量率高」により、原子炉保護
系（アイソレーション）が動作
し、工学的安全施設が自動的に作
動し、隔離されることを確認す
る。また、隔離に失敗している場
合は手動で隔離する。

備考必要な要員と作業項目
経過時間（分）

要員（名）
（作業に必要な要員数）

格納容器破損
防止措置

20 30 40 50 60 90

▽原子炉停止失敗と判断

120 180 240

▽事故発生の判断

（燃料破損検出系による破損の検出）

▽炉心の著しい損傷の有無を判断

10

▽冷却材流路閉塞による燃料要素の被覆管破損

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A、D 2 ・事故発生の判断

・燃料破損検出系（遅発中性子法
燃料破損検出設備）により、燃料
要素の被覆管が破損したことを確
認する。

炉心損傷
防止措置

運転員A 1 ・原子炉手動停止

・手動スクラム、制御棒保持電磁
石励磁手動断、後備炉停止制御棒
保持電磁石励磁手動断、制御棒駆
動機構による制御棒手動挿入又は
後備炉停止制御棒駆動機構による
後備炉停止制御棒手動挿入によ
り、原子炉を停止する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

20 30 40 50 60 90 120 180 240

▽事故発生の判断

（燃料破損検出系による破損の検出）

10

▽冷却材流路閉塞による燃料要素の被覆管破損

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

状況判断 運転員A 1 ・原子炉手動停止失敗と判断
・原子炉手動停止に失敗した場合
は原子炉手動停止失敗と判断す
る。

運転員B、C 2 ・原子炉容器内冷却確認

・１次主冷却系（強制循環）の運
転状況を確認するとともに、２次
主冷却系（強制循環又は自然循
環）及び主冷却機（強制通風又は
自然通風）に異常等がないことを
確認する。

運転員D 1
・原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カ
  バーガス等のバウンダリ内に放射性物質
  を閉じ込め、貯留

・燃料が破損したと推定される場
合、放射性物質を閉じ込めるた
め、原子炉カバーガス等のバウン
ダリを隔離する。

運転員A、E 2
・格納容器アイソレーション確認
・格納容器手動アイソレーション

・「格納容器内圧力高」、「格納
容器内温度高」、「格納容器内床
上線量率高」により、原子炉保護
系（アイソレーション）が動作
し、工学的安全施設が自動的に作
動し、隔離されることを確認す
る。
・多量のナトリウムが格納容器床
上に噴出した場合は、噴出直後に
格納容器床上温度が60℃を超過し
て原子炉保護系（アイソレーショ
ン）が動作する。
・隔離に失敗している場合は手動
で隔離する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

要員（名）
（作業に必要な要員数）

格納容器破損
防止措置

20 30 40 50 60 90

▽原子炉停止失敗と判断

120 180 240

▽事故発生の判断

（燃料破損検出系による破損の検出）

▽炉心の著しい損傷の有無を判断

10

▽冷却材流路閉塞による燃料要素の被覆管破損

・格納容器アイソレーションは、運転員の操作を介在し

なくても、自動的に機能するよう設計している。このた

め、運転員の操作はなく、運転員の役割は、隔離状態

の確認及び監視となる。

・格納容器隔離に失敗したと判断した場合、手動アイ

ソレーション操作を開始する。操作実施後は、放射性

物質の閉じ込め、貯留状態の監視を継続する。
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4.3 使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故 

4.3.1 使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故 

（１）事故の原因及び説明 

使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故は、全交流動力電源喪失により、原子炉附属建物

使用済燃料貯蔵設備の水冷却浄化設備が機能を喪失することで、冷却水の蒸発により使用

済燃料の冠水が維持できなくなる事象として考える。 

 

（２）事故の拡大防止のための措置 

使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故の拡大の防止のための措置を以下に示す。な

お、事故の状況に応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．～ｂ． 

（省略） 

ｃ． 水冷却池には、その水位を測定でき、かつ、その異常を検知できる設備を設

けるものとする。また、当該設備を使用できない場合にあっても、作業員がその

水位を確認できるものとする。 

ｄ． 使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合、可搬式ポンプ及びホースに

より、水冷却池に水を供給する。 

 

 

（３）資機材 

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合における事故の拡大を防止するための措

置に使用する設備等は、可搬式ポンプ及びホースとする。 

 

 

（４）作業と所要時間 

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合における事故の拡大を防止するための措

置にあっては、訓練の実績等に鑑み、水冷却池に水を供給する措置を講じるのに必要な期

間は、保守的に約 2日間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）措置の有効性評価 

 

 

4.4 使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故 

4.4.1 使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故 

（１）事故の原因及び説明 

使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故は、全交流動力電源喪失により、原子炉附属建物

使用済燃料貯蔵設備の水冷却浄化設備が機能を喪失することで、冷却水の蒸発により使用

済燃料の冠水又は放射線の遮蔽機能が維持できなくなり、使用済燃料の破損又は多量の放

射線の放出に至る可能性がある事象として考える。 

（２）事故の拡大防止のための措置 

使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故の拡大の防止のための措置を以下に示す。な

お、事故の状況に応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．～ｂ． 

（変更なし） 

ｃ．水冷却池の水位の監視は、作業員が水位標により目視等で確認する。また、

水位標を使用できない場合にあっても、作業員が液面検出器により水位を確

認できるものとする。 

ｄ．使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合、可搬式ポンプ及びホースによ

り、水冷却池に水を供給する。なお、判断基準となる水位に至るまでは、水冷

却池上部の線量率は低く維持されることから、作業員は水冷却池に近接して

作業を実施することができる。 

（３）資機材 

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合における事故の拡大を防止するための措

置として使用する設備等は、水冷却池、可搬式ポンプ及びホースとする。これらの設備等

は、「添付書類 8 10.11多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機

材」に定める設計方針に基づき整備する。 

（４）作業と所要時間 

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合における事故の拡大を防止するための措

置の手順及び各手順の所要時間を第 4.4.1.1表に示す。監視等の措置の項目、各措置の所

要時間を含めた必要な要員数について確認した。措置に必要な運転員は 2名であり、中央

制御室に常駐している運転員 6名（「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律」に基づく原子炉施設保安規定において、中央制御室に当直長 1名、副当直長 1名を

含む 6名以上の運転員を確保することを定める。）で対処可能である。 

可搬式ポンプ及びホースを用いた給水開始までの所要時間は、訓練等の実績に鑑みて約

80分であることを踏まえ、使用済燃料の損傷を防止するための措置の有効性の評価にお

いては、作業員の招集時間も考慮して、保守的に 2日後に給水開始とする。 

なお、措置は、主に建物内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子炉施

設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（５）措置の有効性評価 

ａ．有効性を評価するための評価項目 

措置に有効性があることを確認するため、以下の評価項目を設定する。 
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使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合の水冷却池の水位の変化を第 4.3.1.1図

に示す。使用済燃料頂部より上方 2ｍ（グラウンドレベル基準－5.75ｍ）まで水位が低下

するまでの期間が約 59日であるのに対し、水冷却池に水を供給する措置を講じるのに必

要な期間は約 2日間であり、当該措置に必要な期間は確保されている。 

 

① 使用済燃料貯蔵設備の水冷却池の水位が使用済燃料頂部の上方 2m（グラウンドレベ

ル基準-5.75m）以上であること。 

② 使用済燃料頂部が冠水していること。 

使用済燃料頂部の上方 2m の基準は、放射線の遮蔽に必要な水位として、使用済燃料

貯蔵設備における直接線及び散乱線によるガンマ線実効線量率の評価より、線量率が 

20μSv/h以下となる水位として定めたものである。 

ｂ．有効性評価 

①解析条件 

使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故時の水冷却池の水位変化を解析し、水冷却池の

水位が評価項目を満足することを評価する。以下に、当該評価に係る主要な条件を示す。 

1）有効性評価では、「添付書類 8 10.11 多量の放射性物質等を放出する事故の拡

大の防止のための資機材」の「「使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済

燃料の損傷が想定される事故」に係る資機材」を用いたものを対象とし、措置が有

効であることを合理的に判断できる時点までを対象とする。 

2）水冷却池の初期水位は、通常運転時の水位（グラウンドレベル基準-0.6m）に対し

て、保守的にグラウンドレベル基準-1.1mとする。 

3）水冷却池の初期水量は、上記の初期水位に応じた 580m3とする。 

4）水冷却池の初期水温は、水冷却池の設計値及び保安規定における管理値に基づき

42℃とする。 

5）水冷却池からの除熱は、水冷却池側面及び底面は断熱を仮定し、水面からの無風

状態での冷却水の蒸発によるもののみ考慮する。 

6）使用済燃料貯蔵設備の水冷却池に貯蔵された使用済燃料の崩壊熱は、以下の条件

により算出される 135kWを用いる。 

・ 5 サイクル運転（1 サイクル：60 日定格出力運転、19 日停止）、定期検査 6

ヵ月を繰り返す工程とする。また、崩壊熱は、炉心燃料集合体が一様に最高燃

焼度に達するものとして計算した値を用いる。 

・ 炉内燃料貯蔵ラックにおいて、1 サイクル冷却した炉心燃料集合体を 10 体

ずつ水冷却池に 121体（水冷却池の貯蔵容量 200体から 1炉心分 79体を除い

た値）に達するまで貯蔵し、その後、炉心燃料集合体を 1 炉心分（79 体）水

冷却池に移動することを仮定する。 

・ 事故発生までの崩壊熱の減衰は考慮するが、事故発生後の崩壊熱の減衰は考

慮しないものとする。 

7）措置として整備する設備の単一故障は仮定しない。 

②解析結果 

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合の水冷却池の水位の変化を第 4.4.1.1

図に示す。給水措置を講じない場合、使用済燃料頂部の上方 2ｍ（グラウンドレベル基準

-5.75ｍ）まで水位が低下するのに要する期間が約 59日であるのに対し、給水措置を講じ

るのに必要な期間は 2日間である。 

また、可搬式ポンプの吐出量は冷却水の蒸発速度を上回るものとするため、給水開始後
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第 4.3.1.1図 使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故時の水冷却池水位の変化   (省略) 

 

4.3.2 使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故 

（１）事故の原因及び説明 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故は、原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備の水冷却浄

化設備の配管が破断した際に、サイフォン現象等により、使用済燃料の冠水が維持できな

くなる事象として考える。 

 

（２）事故の拡大防止のための措置 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故の拡大の防止のための措置を以下に示す。なお、

事故の状況に応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．～ｂ． 

（省略） 

ｃ． 水冷却池には、その水位を測定でき、かつ、その異常を検知できる設備を設

けるものとする。また、当該設備を使用できない場合にあっても、作業員がその

水位を確認できるものとする。 

ｄ． 水冷却浄化設備の配管破断が生じた場合に、サイフォン現象等により、使用

済燃料等の冠水が維持できない状況に至ることがないようにサイフォンブレー

カーを設ける。なお、サイフォンブレーカーについては多様化するものとし、こ

に水位が過度に低下することはなく、評価項目を満足する。なお、これらの給水及び水位

確保に係る措置により、水冷却池の水位を維持することで、使用済燃料等の臨界管理に係

る寸法及び形状は保持される。さらに、仮に使用済燃料等が損傷した場合にあっても、水

冷却池内の水により、環境への放射性物質の放出は低減される。 

 

第 4.4.1.1表 使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故時の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

第 4.4.1.1図 使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故時の水冷却池水位の変化  （変更なし） 

 

4.4.2 使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故 

（１）事故の原因及び説明 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故は、原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備の水冷却浄

化設備の配管が破断した際に、サイフォン現象等により、使用済燃料の冠水又は放射線の

遮蔽機能が維持できなくなり、使用済燃料の破損又は多量の放射線の放出に至る可能性が

ある事象として考える。 

（２）事故の拡大防止のための措置 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故の拡大の防止のための措置を以下に示す。なお、事

故の状況に応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ．～ｂ． 

（変更なし） 

ｃ．水冷却池の水位の監視は、作業員が水位標により目視等で確認する。また、

水位標を使用できない場合にあっても、作業員が液面検出器により水位を確

認できるものとする。 

ｄ．水冷却浄化設備の配管破断が生じた場合に、サイフォン現象等により、使用済

燃料等の冠水が維持できない状況に至ることがないようにサイフォンブレーカ

ーを設ける。 

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・事故発生の判断
・全交流動力電源喪失により判断
する。

作業員A 1 ・水冷却池の点検と監視

・事故発生後、水冷却池の水位等
のパラメータにより水冷却池の状
態を点検し、以降、監視を継続す
る。

使用済燃料
損傷防止措置

作業員B、C、D、E 4
・水冷却池への可搬式ポンプ及びホースを
用いた夏海湖からの給水準備＊1

・可搬式ポンプ及びホースを配置
し、夏海湖から水冷却池への給水
の準備を行う。

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

＊1：水冷却池への給水は、水冷却池の水位を監視しながら実施する。

必要な要員と作業項目 備考
経過時間（分）

点検

10

▽異常事象発生（外部電源喪失）

20 30 40 50 60 70 80

監視（継続）

▽水冷却池の状態の点検と監視

▽可搬式ポンプ及びホースを用いた 給水準備

▽事故発生の判断（ディーゼル発電機（2基）の自動起動失敗）
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のうち一つは、開口部を水面下に位置させる構造とすることで、水位の低下によ

る開口部の開放により、受動的なサイフォンブレーク機能を有するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ． 配管の破断により冷却機能を喪失した場合、可搬式ポンプ及びホースにより、

水冷却池に水を供給する。 

 

 

（３）資機材 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故の拡大を防止するための措置に使用する設備等は、

水冷却浄化設備サイフォンブレーカー、可搬式ポンプ及びホースとする。 

 

 

 

 

（４）作業と所要時間 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故の拡大を防止するための措置の所要時間は、使用済

燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故に同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）措置の有効性評価 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故の拡大を防止するための措置の有効性は、使用済燃

料貯蔵設備冷却機能喪失事故に同じである。 

 

 

 

水冷却浄化設備の配管破断が生じた場合、設計基準の範囲で想定される事

象に対しては、所定の水位で各配管に設置したサイフォンブレーク止弁が自

動で「開」となり、サイフォン現象による水冷却池の水位の低下は抑止され

る。 

サイフォンブレーカーは、通常状態において、水面下となる配管に開口部

を設けたもの（サイフォンブレーク孔）であり、水位の低下による開口部の

開放による受動的なサイフォンブレーク機能を有するものとする。 

このため、サイフォンブレーク止弁の機能喪失により進展する「使用済燃

料貯蔵設備冷却水喪失事故」にあっても、サイフォンブレーカーによって、

水冷却池の水位の低下を抑止できる。 

ｅ．配管の破断により冷却機能を喪失した場合、可搬式ポンプ及びホースにより、

水冷却池に水を供給する。なお、判断基準となる水位に至るまでは、水冷却池

上部の線量率は低く維持されることから、作業員は水冷却池に近接して作業

を実施することができる。 

（３）資機材 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故の拡大を防止するための措置に使用する設備等は、

水冷却浄化設備サイフォンブレーカー、可搬式ポンプ及びホースとする。 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故の拡大を防止するための措置として使用する設備等

は、水冷却池、水冷却浄化設備サイフォンブレーカー、可搬式ポンプ及びホースとする。

これらの設備等は、「添付書類 8 10.11多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止

のための資機材」に定める設計方針に基づき整備する。 

（４）作業と所要時間 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故の拡大を防止するための措置の手順及び各手順の所

要時間を第 4.4.2.1表に示す。監視等の措置の項目、各措置の所要時間を含めた必要な要

員数について確認した。措置に必要な運転員は 2名であり、中央制御室に常駐している運

転員 6名（「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施

設保安規定において、中央制御室に当直長 1名、副当直長 1名を含む 6名以上の運転員を

確保することを定める。）で対処可能である。 

可搬式ポンプ及びホースを用いた給水開始までの所要時間は、訓練等の実績に鑑みて約

80分であることを踏まえ、使用済燃料の損傷を防止するための措置の有効性の評価にお

いては、作業員の招集時間も考慮して、保守的に 2日後に給水開始とする。 

なお、措置は、主に建物内で実施するため、大洗研究所内の他の試験研究用等原子炉施

設との同時被災を想定しても対処可能である。 

（５）措置の有効性評価 

使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故の拡大を防止するための措置の有効性評価は、

4.4.1 使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故に同じである。 

なお、使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故の初期水位は、水冷却浄化設備サイフォンブ

レーカーの作動等により、グラウンドレベル基準-1.1m以上となるため、初期水位をグラ

ウンドレベル基準-1.1mと設定している使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故の解析結果
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に包絡される。 

 

 

第 4.4.2.1表 使用済燃料貯蔵設備冷却水喪失事故時の手順及び各手順の所要時間 

 

 

 

 

手順の項目 手順の内容

当直長 ・運転操作指揮

運転員A 1 ・事故発生の判断
・水冷却池の水位低警報の発報及
び水冷却池の点検結果により判断
する。

作業員A 1 ・水冷却池の点検と監視

・事故発生後、水冷却池の水位等
のパラメータにより水冷却池の状
態を点検し、以降、監視を継続す
る。

使用済燃料
損傷防止措置

作業員B、C、D、E 4
・水冷却池への可搬式ポンプ及びホースを
用いた夏海湖からの給水準備＊1

・可搬式ポンプ及びホースを配置
し、夏海湖から水冷却池への給水
の準備を行う。

要員（名）
（作業に必要な要員数）

状況判断

＊1：水冷却池への給水は、水冷却池の水位を監視しながら実施する。

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考

点検

10

▽異常事象発生（水冷却浄化設備の配管破断）

20 30 40 50 60 70 80

監視（継続）

▽水冷却池の状態の点検と監視

▽可搬式ポンプ及びホースを用いた 給水準備

▽事故発生の判断（水位低警報及び水冷却池の点検結果）
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4.4 大規模損壊 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）事故の原因及び説明 

燃料体の損傷が想定される事故において、炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置を

講じたにもかかわらず、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズム等により、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損に至る事象として考える。 

 

 

 

 

 

 

（２）放射性物質の放出抑制措置 

大規模損壊において、事業所外への放射性物質の放出を抑制するための措置を以下に示

す。なお、事故の状況に応じて、これらの措置を適切に組み合わせるものとする。 

ａ． 放射性物質の放出低減機能や閉じ込め機能を有する設備・機器について、そ

の復旧が可能な場合には、当該設備・機器を復旧し、放射性物質の放出を抑制す

る。 

ｂ． 格納容器内の床上放射能レベルを測定するものとし、所定の値を超過した場

合には、工学的安全施設の作動により、格納容器から放出される放射性物質を

低減する。なお、工学的安全施設は、手動操作によっても作動できるものとす

る。 

4.5 多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象 

4.5.1 多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故の想定の基本的な考え方 

原子炉施設は、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故が発生した場合において、当

該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものとする。なお、多量の放射性物質等を放

出するおそれのある事故は、発生頻度が設計基準事故より低いが、敷地周辺の公衆に対して過度

の放射線被ばく（実効線量の評価値が発生事故当たり 5mSvを超えるもの）を与えるおそれのある

事故を対象とし、代表的事象を選定して、発生防止及び拡大防止並びに影響緩和のために必要な

措置を講じる。 

 

4.5.2 多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象の想定の基本的な考え方 

多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象として、多量の放射性物質等を放出する事故

で想定した機能喪失の範囲を超えた事象の発生により、多量の放射性物質等を放出するおそれの

ある事故（以下「BDBA」という。）対処設備及び手順が有効に機能しなかった事態を想定すること

とし、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等により、炉心の

著しい損傷（以下「炉心損傷」という。）及び格納容器の破損並びに大規模なナトリウム火災に至

る事象として考える。 

 

4.5.3 多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象 

4.5.3.1 多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象の想定 

故意による大型航空機の衝突にあっては、油火災と大規模なナトリウム火災の重畳を考えるこ

ととし、大型航空機から漏えいした燃料油及び衝突を受けた建物に内包する設備が損壊し、漏え

いしたナトリウムによる大規模な火災を想定する。 

大規模な自然災害にあっては、本原子炉施設の特徴を踏まえ、格納容器（床上）、格納容器（床

下）及び主冷却機建物に内包する設備が損壊し、漏えいしたナトリウムによる大規模なナトリウ

ム火災を想定する。大規模ナトリウム火災の想定に当たっては、相対的に安全余裕が小さい機器

の損壊によるナトリウム漏えいを基本として想定する。格納容器（床下）は、機器の損壊に加え、

窒素雰囲気による不活性化が維持されない場合を想定する。 

 

4.5.3.2 多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象への対策に係る基本的な考え方 

4.5.3.2.1 対策の基本的な考え方 

多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象の状況（炉心損傷防止が困難な状態及び地

震により複数の設備が同時に損壊している状態を含む。）に応じて、大規模な火災の消火活動、

炉心損傷緩和対策、格納容器破損緩和対策及び事業所外への放射性物質等の放出抑制対策等を

柔軟かつ適切に組み合わせて対策を講じることを基本的な考え方とする。 

 

4.5.3.2.2 対策に係る戦略の概要 

対策は、プラント状態及びその時点におけるリソースから、最大限の努力により得られる結

果を想定し、目標を「事業所外への放射性物質等の放出抑制」として、優先順位を決定し、遂行

する。複数の対策を実施可能な場合の戦略について、炉心損傷を回避できれば炉心からの多量
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ｃ． 格納容器（床上）において、冷却材であるナトリウムが漏えいし、燃焼して

いることが確認された場合には、特殊化学消火剤により消火する。 

ｄ． 格納容器の漏えい箇所を調査し、目張り等の措置に努める。なお、当該措置

等の実施に当たっては、個人被ばくモニタリング設備（個人線量計）の着用等に

より、作業員の被ばく管理を行い、緊急作業時の線量限度を超えないものとす

る。また、必要に応じて、空気呼吸器を着用し、内部被ばくを低減できるものと

する。 

ｅ． 原子炉施設における放射性物質の濃度及び放射線量並びに周辺監視区域の境

界付近における放射線量を監視及び測定するための放射線管理施設による情報

収集により、多量の放射性物質等が放出されているおそれがあることが判断さ

れた場合には、格納容器の漏えい箇所からの放射性物質の放散を抑制するため、

移動式揚重設備を用いて仮設カバーシートを敷設する。 

ｆ． 仮設放水設備により、原子炉施設周辺に放水し、放射性物質の放出抑制に努

める。水源には、大洗研究所内の貯水を利用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の放射性物質等の放出が防止でき、周辺の作業環境の悪化も防止できることから、炉心損傷緩

和対策を最優先とする。炉心損傷が回避できない場合にあっては、格納容器破損が回避できれ

ば格納容器からの多量の放射性物質等の放出が防止でき、周辺の作業環境の悪化も防止できる

ことから、格納容器破損緩和対策を優先する。炉心損傷及び格納容器破損緩和に係る努力を最

大限行った場合においても、炉心損傷回避及び格納容器破損回避が困難となった場合に、放射

性物質等の放出抑制対策を実施する。なお、実施可能な場合には、格納容器破損緩和対策等と

並行して、放射性物質等の放出抑制対策を実施する。 

なお、これらの対策は、放射化したナトリウムによる被ばく影響やナトリウム燃焼の危険性

も考慮し、作業員が現実に実施可能な対策とする。また、プルームが通過していると判断され

た場合、屋外で作業をしている要員は、中央制御室、現場指揮所又は緊急時対策所内に一時退

避し、プルーム通過後に、現地対策本部長の指示に基づき、作業を再開するものとする。 

 

4.5.3.2.3 消火活動の概要 

大規模な火災が発生した場合における消火活動は、火災発見の都度、消火活動の優先度を判

定し、優先度が高く、かつ、消火活動が可能なものから、順次消火活動を実施する。第 4.5.1表

に多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象に係る想定及び消火活動の概要を示す。消

火の方法は、原則として以下による。 

① 格納容器内及び主冷却機建物内でのナトリウムの大規模な火災に対しては、アルゴンガ

ス送気、特殊化学消火剤の散布により燃焼を抑制し、可能な限り当該区画外への影響の拡

大を緩和するよう適切に消火活動を実施する。 

② 大型航空機の衝突による物理的損壊が発生している場合は、特殊化学消火剤、乾燥砂消火

剤等を使用し、可能な限り当該区画外への影響の拡大を緩和するよう適切に消火活動を

実施する。 

③ 格納容器外及び主冷却機建物外での航空機燃料による油火災には泡消火を基本とし、必

要に応じて、特殊化学消火剤、乾燥砂消火剤を併用し、可能な限り当該区画外への影響の

拡大を緩和するよう適切に消火活動を実施する。また、主冷却機建物外での油火災につい

ては、対策を講じるために必要な消火活動を実施する。 

④ 状況に応じて２次冷却材の緊急ドレンや火災区域への不活性ガスの供給を実施する。 

⑤ 上記以外の火災については ABC消火器又は仮設放水設備等を使用する。 

 

4.5.3.3 多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象の発生に備えた体制の整備 

多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象が発生するおそれがある場合又は発生した場

合における体制は、設計基準事故及び多量の放射性物質等を放出する事故等（以下「BDBA等」と

いう。）に係る体制を基本とする。多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象に対して、施

設の被害状況等の把握を迅速に行うとともに、得られた情報及びその時点におけるリソース等の

活用により、大規模な火災の消火活動、炉心損傷緩和対策、格納容器破損緩和対策及び事業所外

への放射性物質等の放出抑制対策等を柔軟かつ適切に組み合わせて対策を講じるための体制を整

備する。要員の必要な力量を確保するために、要員への適切な内容の教育及び訓練を定期的（年

1回以上）に実施することを「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく
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（３）資機材 

大規模損壊において、事業所外への放射性物質の放出を抑制するための措置に使用する設

備等を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

仮設カバーシート 

仮設放水設備 

 

 

特殊化学消火剤 

 

 

 

 

 

移動式揚重設備 

資機材運搬車両 

防護機材 

 

原子炉施設保安規定等に定める。 

 

4.5.3.4 多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象の発生に備えた手順書の整備 

多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象が発生するおそれがある場合又は発生した場

合に、大規模な火災の消火活動、炉心損傷緩和対策、格納容器破損緩和対策及び事業所外への放

射性物質等の放出抑制対策等を柔軟かつ適切に組み合わせて対策を講じるための手順書を整備す

ることを「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規

定等に定める。第 4.5.2 表に多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象への手順の概要を

示す。多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象の発生時において、BDBA等に対する設備

等のうち、機能を喪失していない設備を用いて崩壊熱を除去することを基本とし、一部、可搬型

設備も用いた手順書を整備する。 

 

4.5.3.5 多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象の発生に備えた資機材の整備 

多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象が発生するおそれがある場合又は発生した場

合において、対策に用いる資機材を以下に示す。資機材は、原子炉建物及び原子炉附属建物並び

に主冷却機建物から 100m以上の離隔距離を確保して保管し、定期的に点検を実施することを「核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉施設保安規定等に定める。

また、資機材は、可搬型、仮設のものであり、多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象

が発生するおそれがある場合又は発生した場合に調達する計画のものを含む。 

 

資機材の名称 資機材を使用する対策 

仮設カバーシート 事業所外への放射性物質等の放出抑制対策 

仮設放水設備 事業所外への放射性物質等の放出抑制対策、

大規模な火災の消火活動 

泡消火設備 大規模な火災の消火活動 

特殊化学消火剤 大規模な火災の消火活動 

乾燥砂消火剤 大規模な火災の消火活動 

消火剤遠隔散布設備 大規模な火災の消火活動 

仮設不活性ガス送気設備 大規模な火災の消火活動、 

格納容器破損緩和対策 

仮設給電設備 炉心損傷緩和対策 

移動式揚重設備 各対策 

資機材運搬車両 各対策 

防護機材 各対策 
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第 4.5.1表 多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象に係る想定及び消火活動の概要 

多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象に係る想定及び対応の概要 

大型航空機の衝突 
大規模な自然災害（地震等） 

格納容器（床上） 格納容器（床下） 主冷却機建物 

・大型航空機が原子炉

施設に衝突し、大型

航空機から漏えいし

た燃料油の大規模な

火災及び衝突を受け

た建物に内包する設

備から漏えいしたナ

トリウムの大規模な

火災に至る状態を仮

想する。 

・原子炉容器の上部か

ら格納容器（床上）

に噴出したナトリウ

ムにより大規模なナ

トリウム火災に至る

状態を仮想する。 

・回転プラグが浮き上

がり、回転プラグの

間隙から漏えいした

ナトリウムがプール

状に堆積して燃焼す

ることを考える。 

・格納容器（床下）に

位置する冷却材を内

包する設備が破損

し、漏えいしたナト

リウムにより大規模

なナトリウム火災に

至る状態を仮想す

る。 

・原子炉運転中に保有

するナトリウム量及

びフラジリティに鑑

み、オーバフロータ

ンクが破損してナト

リウムが漏えいする

とともに、格納容器

（床上）と（床下）

のバウンダリに間隙

が生じて格納容器

（床下）に空気が流

入し、窒素雰囲気に

よる不活性化が維持

されず、ナトリウム

が燃焼することを考

える。 

・主冷却機建物に位置

する２次冷却材を内

包する設備が破損

し、主冷却機建物に

漏えいしたナトリウ

ムにより大規模なナ

トリウム火災に至る

状態を仮想する。 

・原子炉運転中に保有

するナトリウム量及

びフラジリティに鑑

み、２次冷却材ダン

プタンクが破損、ナ

トリウムが漏えい

し、燃焼することを

考える。 

【火災の消火活動】 

・特殊化学消火剤を散

布し、油火災及びナ

トリウム火災の影響

を緩和する。 

【ナトリウム火災の消

火活動】 

・仮設不活性ガス送気

設備により、アルゴ

ンガスを格納容器

（床上）に送気して

ナトリウムプールの

表面を覆い、空気と

の反応を抑制してナ

トリウム燃焼の影響

を緩和する。 

・可能な場合には、特

殊化学消火剤による

消火に努める。 

【ナトリウム火災の消

火活動】 

・仮設不活性ガス送気

設備により、アルゴ

ンガスを格納容器

（床上）と（床下）

のバウンダリ近傍に

送気し、格納容器

（床下）への空気の

流入を抑制すること

によりナトリウム燃

焼の影響を緩和す

る。 

・可能な場合には、格

納容器（床上）と

（床下）のバウンダ

リの間隙の目張り等

に努める。 

【ナトリウム火災の消

火活動】 

・仮設不活性ガス送気

設備により、アルゴ

ンガスを２次冷却材

ダンプタンク室に送

気してナトリウムプ

ールの表面を覆い、

空気との反応を抑制

してナトリウム燃焼

の影響を緩和する。 

・可能な場合には、特

殊化学消火剤による

消火に努める。 
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第 4.5.2表 多量の放射性物質等を放出する事故を超える事象への手順の概要 

 

燃料体の損傷に

係る多量の放射

性物質等を放出

する事故を超え

る事象の想定 

大規模な火災が発

生した場合の消火

活動 

炉心損傷緩和対

策 

格納容器破損緩和

対策 

放射性物質等の

放出抑制対策 

大型航空機の衝

突による油火災

及び大規模なナ

トリウム火災 

・原子力安全（電

源、冷却機能）の

確保のための消

火 

・原子力安全（閉

じ込め機能）へ

の影響緩和のた

めの消火 

・アクセスルー

ト・操作箇所の

確保のための消

火 

・上記以外の火災

は対応可能な段

階になってか

ら、可能な範囲

で消火する。 

・機能を喪失して

いない設備、可

搬型等の設備

を用いて崩壊

熱を除去し、炉

心の著しい損

傷を緩和 

・上記に係る運搬

ルートの整地 

・機能を喪失して

いない設備、可

搬型の設備を用

いて崩壊熱を除

去し、格納容器

破損を緩和 

・仮設不活性ガス

送気設備を用い

て、ナトリウム

の大規模な火災

の影響を抑制

し、格納容器破

損を緩和 

・上記に係る運搬

ルートの整地 

・格納容器の目張

り 

・仮設カバーシー

トの敷設 

・仮設放水設備に

よる原子炉施

設周辺への放

水 

・上記に係る運搬

ルートの整地 

格納容器内にお

ける大規模なナ

トリウム火災 

主冷却機建物内

における大規模

なナトリウム火

災 

－ 
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類 10（追補）】 

  



添 10-追補-1 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

（なし） 

 

 

 

（なし） 

 

 

 

（なし） 

 

 

 

（なし） 

 

 

 

（なし） 

 

 

 

 

（なし） 

 

（追加） 

追補Ⅵ.１ FMEAによる事象選定の妥当性確認について（MK-Ⅳ炉心） 

（省略） 

 

（追加） 

追補Ⅵ.２「１次冷却材漏えい事故」における配管破損規模の想定及び液位への影響 

（省略） 

 

（追加） 

追補Ⅶ.１ 炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故の選定について 

（省略） 

 

（追加） 

追補Ⅶ.２ 炉心損傷防止措置及び格納容器破損防止措置の有効性評価に使用する計算コードについて 

（省略） 

 

（追加） 

追補Ⅶ.３ １次冷却材漏えい（安全容器内配管（内管）破損）及び安全容器内配管（外管）破損の重畳

事故の炉内事象過程の計算について 

（省略） 

 

（追加） 

追補Ⅶ.４ 使用済燃料貯蔵設備冷却機能喪失事故における計算 

（省略） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類 11】 
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１．保安活動における品質管理に必要な体制 

（省略） 

 

２．設計及び工事等に係る品質マネジメント活動 

（省略） 

 

 

１．保安活動における品質管理に必要な体制 

（変更なし） 

 

２．設計及び工事等に係る品質マネジメント活動 

（変更なし） 
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第 1図 大洗研究所（南地区）原子炉施設保安管理組織（令和 3年 8月 1日現在） 

 

 

第 1図 大洗研究所（南地区）原子炉施設保安管理組織（令和 4年 4月 1日現在） 
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